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一

献　

呈　

の　

辞

池
村
正
道
先
生
が
平
成
三
〇
年
一
二
月
に
め
で
た
く
古
稀
を
迎
え
ら
れ
ま
し
た
こ
と
を
心
よ
り
お
慶
び
申
し
上
げ
ま
す
と
と
も
に
、
古

稀
を
祝
う
本
論
文
集
に
、
法
学
部
長
と
し
て
一
言
ご
挨
拶
申
し
上
げ
ま
す
。

池
村
先
生
は
、
昭
和
四
七
年
三
月
に
日
本
大
学
法
学
部
法
律
学
科
を
卒
業
後
、
同
年
四
月
に
明
治
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
修
士
課
程
、

昭
和
五
二
年
四
月
に
専
修
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
博
士
課
程
へ
と
進
学
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
後
、
昭
和
五
八
年
四
月
に
日
本
大
学
法
学

部
助
手
、
昭
和
六
一
年
七
月
に
日
本
大
学
通
信
教
育
部
専
任
講
師
、
平
成
七
年
四
月
に
日
本
大
学
通
信
教
育
部
助
教
授
、
平
成
一
三
年
四

月
に
日
本
大
学
法
学
部
助
教
授
、
平
成
一
五
年
四
月
に
日
本
大
学
法
学
部
教
授
に
就
任
さ
れ
、
長
年
に
わ
た
り
本
学
部
で
教
鞭
を
と
っ
て

こ
ら
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
平
成
一
六
年
に
は
、
弁
護
士
登
録
（
東
京
弁
護
士
会
）
を
さ
れ
、
実
務
家
と
し
て
も
ご
活
躍
さ
れ
て
い
ま
す
。

池
村
先
生
の
ご
専
門
は
、
行
政
法
で
す
が
、
特
に
重
要
な
分
野
と
さ
れ
る
情
報
公
開
、
行
政
手
続
、
行
政
指
導
、
都
市
計
画
、
行
政
裁

量
等
の
問
題
に
つ
い
て
ご
研
究
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
日
本
公
法
学
会
、
日
本
法
政
学
会
、
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
学
会
、
日
本
社
会
保
障
法
学
会

に
所
属
さ
れ
、
特
に
日
本
法
政
学
会
で
は
平
成
二
二
年
一
一
月
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
、
理
事
と
し
て
学
会
の
発
展
に
貢
献
さ
れ
ま
し
た
。

池
村
先
生
は
、
学
部
行
政
に
お
い
て
、
学
生
生
活
委
員
長
、
学
務
委
員
長
、
法
学
部
次
長
等
の
要
職
を
担
当
さ
れ
、
平
成
二
七
年
七
月

か
ら
は
、
法
学
部
長
、
大
学
院
法
学
研
究
科
長
、
大
学
院
新
聞
学
研
究
科
長
、
大
学
院
知
的
財
産
研
究
科
長
を
務
め
ら
れ
ま
し
た
。
ま
た
、

平
成
二
九
年
九
月
か
ら
は
、
副
学
長
に
就
任
さ
れ
、
法
学
部
及
び
日
本
大
学
の
発
展
の
た
め
に
貢
献
さ
れ
ま
し
た
。
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二

教
育
面
に
お
い
て
も
、
池
村
先
生
は
、
講
義
及
び
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
等
を
通
じ
て
、
数
多
く
の
学
生
を
指
導
さ
れ
、
優
秀
な
人
材
を
育
成
し
、

研
究
者
や
法
曹
を
は
じ
め
、
社
会
の
様
々
な
分
野
で
活
躍
す
る
有
為
な
人
材
を
数
多
く
世
に
送
り
出
し
て
こ
ら
れ
ま
し
た
。

池
村
先
生
は
、
多
く
の
教
科
書
を
お
書
き
に
な
ら
れ
ま
し
た
が
、
中
で
も
特
筆
す
べ
き
は
、
本
学
関
係
の
研
究
者
を
中
心
と
し
た
弘
文

堂
の
「N

ext
教
科
書
シ
リ
ー
ズ
」
で
す
。
こ
の
シ
リ
ー
ズ
は
、
現
在
、
三
〇
種
類
（
科
目
）
を
超
え
て
出
版
さ
れ
続
け
て
お
り
ま
す
が
、

先
生
の
ご
尽
力
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
実
現
で
き
た
と
い
え
ま
す
。

こ
の
様
な
池
村
先
生
の
長
年
に
わ
た
る
法
学
部
及
び
日
本
大
学
へ
の
ご
貢
献
に
深
く
感
謝
し
、
本
論
文
集
『
法
と
社
会
を
め
ぐ
る
諸
問

題
』
を
刊
行
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

最
後
に
な
り
ま
す
が
、
池
村
先
生
に
は
、
今
後
と
も
様
々
な
形
で
の
ご
指
導
、
ご
鞭
撻
を
お
願
い
申
し
上
げ
る
と
と
も
に
、
益
々
の
ご

活
躍
を
祈
念
し
、
献
呈
の
辞
と
い
た
し
ま
す
。

平
成
三
〇
年
一
二
月
吉
日
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三

憲
法
の
憲
法
適
合
的
解
釈

岡　
　

田　
　

俊　
　

幸

Ⅰ　

は
じ
め
に

Ⅱ　

連
邦
憲
法
裁
判
所
の
判
例

Ⅲ　

学
説

Ⅳ　

結
語

Ⅰ　

は
じ
め
に

憲
法
改
正
に
限
界
が
あ
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
周
知
の
よ
う
に
、
学
説
に
お
い
て
、
従
来
か
ら
様
々
な
見
解
が
述
べ
ら
れ
、
活
発
な

議
論
の
対
象
と
な
っ
て
き
た
と
こ
ろ
（
1
）

で
あ
り
、
現
在
も
な
お
活
発
な
議
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
（
2
）

。
さ
ら
に
、
最
近
で
は
、「
憲
法
改
正
の

論　

説

（
三
七
一
）
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四

限
界
を
超
え
た
改
正
に
対
し
て
裁
判
所
が
違
憲
審
査
権
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
」
と
い
う
「
正
面
か
ら
議
論
の
テ
ー
マ
と
さ
れ
る

こ
と
は
稀
で
あ
っ
た
（
3
）

」
問
題
に
つ
い
て
も
立
ち
入
っ
た
検
討
が
な
さ
れ
、
緻
密
か
つ
用
意
周
到
な
解
釈
論
が
す
で
に
示
さ
れ
て
い
る
（
4
）

。
憲

法
改
正
に
対
す
る
司
法
審
査
の
可
否
は
、
憲
法
改
正
の
限
界
の
具
体
的
内
容
と
並
ん
で
、
│
と
く
に
憲
法
改
正
に
限
界
が
あ
る
と
主
張
す

る
学
説
に
と
っ
て
は
│
今
後
さ
ら
に
議
論
を
深
め
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
重
要
な
論
点
の
一
つ
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
憲
法
改
正
に
対
す
る
司
法
審
査
の
可
否
と
い
う
問
題
を
検
討
す
る
際
に
し
ば
し
ば
参
照
さ
れ
る
の
が
ド
イ
ツ
連
邦
憲
法
裁

判
所
の
判
例
で
あ
る
。
何
故
な
ら
、「
違
憲
審
査
権
は
法
律
な
ど
が
憲
法
に
適
合
し
て
い
る
か
を
審
査
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
審
査
の
基

準
と
な
る
憲
法
自
体
の
改
正
に
は
、
裁
判
所
は
口
出
し
で
き
な
い
、
と
考
え
る
の
が
当
然
で
あ
る
よ
う
に
思
え
る
」
が
、
連
邦
憲
法
裁
判

所
は
、「
実
現
し
た
憲
法
改
正
が
憲
法
の
改
正
限
界
規
定
を
超
え
て
い
な
い
か
の
審
査
権
を
有
し
、
改
正
限
界
を
超
え
る
場
合
そ
れ
を
無

効
と
す
る
権
限
を
有
す
る
と
考
え
、
こ
の
審
査
を
実
践
し
て
い
る
（
5
）

」
か
ら
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
日
本
の
学
説
に
お
い
て
関
心
が
向
け
ら

れ
て
き
た
の
は
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
が
、
憲
法
改
正
法
律
が
基
本
法
七
九
条
三
項
に
適
合
す
る
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
権
限
を
有
し
て
い

る
こ
と
そ
れ
自
体
で
あ
り
（
6
）

、
連
邦
憲
法
裁
判
所
が
、
ど
の
よ
う
な
仕
方
で
憲
法
改
正
法
律
が
基
本
法
七
九
条
三
項
に
適
合
す
る
か
ど
う
か

を
判
断
し
て
い
る
の
か
、
と
い
う
憲
法
適
合
性
判
断
の
手
法
に
つ
い
て
は
、
従
来
の
学
説
に
お
い
て
必
ず
し
も
十
分
な
注
意
が
払
わ
れ
て

い
る
と
は
言
え
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
日
本
の
学
説
に
お
い
て
議
論
の
中
心
に
置
か
れ
て
き
た
の
は
憲
法
改
正
に
対
す
る
司
法
審
査
の

可
否
そ
れ
自
体
で
あ
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
従
来
の
学
説
が
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
用
い
て
い
る
憲
法
適
合
性
判
断
の
手
法
に
立
ち
入
っ
た

検
討
を
加
え
て
い
な
い
こ
と
は
言
わ
ば
当
然
の
こ
と
で
あ
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
り
、
筆
者
は
こ
の
点
に
つ
い
て
従
来
の

学
説
を
批
判
す
る
つ
も
り
は
な
い
（
7
）

。
筆
者
と
し
て
は
、
か
り
に
憲
法
改
正
に
対
す
る
司
法
審
査
の
可
否
に
つ
い
て
肯
定
説
を
採
用
し
た
場

合
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
つ
ぎ
に
、
裁
判
所
は
憲
法
改
正
の
憲
法
適
合
性
を
ど
の
よ
う
に
判
断
す
る
べ
き
な
の
か
が
問
題
に
な
り
、
肯

（
三
七
二
）
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五

定
説
を
採
る
場
合
、
上
記
の
問
題
点
を
検
討
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
は
ず
で
あ
る
か
ら
、
憲
法
改
正
法
律
の
憲
法
適
合
性

に
つ
い
て
判
断
し
た
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
判
例
を
憲
法
適
合
性
判
断
の
手
法
と
い
う
視
点
か
ら
分
析
す
る
こ
と
も
、
憲
法
改
正
に
対
す
る

司
法
審
査
の
可
否
と
い
う
問
題
を
検
討
す
る
際
の
比
較
法
的
資
料
と
し
て
極
め
て
有
益
で
は
な
い
か
、
と
考
え
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
の
で

あ
る
。
そ
し
て
、
上
記
の
視
点
か
ら
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
判
例
を
分
析
す
る
作
業
を
行
っ
て
み
た
と
こ
ろ
（
8
）

、
連
邦
憲
法
裁
判
所
が
、
憲
法

改
正
法
律
が
基
本
法
七
九
条
三
項
に
適
合
す
る
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
に
際
し
て
、
憲
法
（
憲
法
改
正
法
律
）
の
憲
法
適
合
的
解
釈
の
手

法
を
駆
使
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
、
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
が
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
判
例
の
大
き
な
特
徴
の
一
つ
で
あ
る
、
と
の
結
論

を
得
た
。
本
稿
は
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
が
用
い
て
い
る
憲
法
改
正
法
律
の
憲
法
適
合
的
解
釈
の
手
法
を
多
少
と
も
詳
し
く
紹
介
・
検
討
す

る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
憲
法
改
正
法
律
の
憲
法
適
合
性
を
判
断
す
る
枠
組
み
（
基
本
法
七
九
条
三
項
の
解
釈
）
も
重

要
な
論
点
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
こ
の
論
点
に
関
す
る
本
格
的
な
考
察
は
別
の
機
会
に
譲
り
、
本
稿
は
こ
の
論
点
に
つ
い

て
は
必
要
な
限
り
で
言
及
す
る
に
と
ど
め
る
。
以
下
、
ま
ず
、
憲
法
改
正
法
律
の
憲
法
適
合
性
を
判
断
す
る
際
に
連
邦
憲
法
裁
判
所
が
用

い
て
い
る
憲
法
改
正
法
律
の
憲
法
適
合
的
解
釈
の
手
法
を
多
少
と
も
詳
し
く
紹
介
す
る
こ
と
に
し
た
い
（
Ⅱ
）。
つ
ぎ
に
、
学
説
に
お
い

て
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
が
用
い
て
い
る
憲
法
（
憲
法
改
正
法
律
）
の
憲
法
適
合
的
解
釈
が
ど
の
よ
う
に
評
価
さ
れ
て
い
る
の
か
を
明
ら
か

に
す
る
（
Ⅲ
）。
最
後
に
、
本
稿
の
要
点
を
述
べ
た
上
で
、
筆
者
に
残
さ
れ
た
今
後
の
検
討
課
題
を
確
認
す
る
（
Ⅳ
）。

（
三
七
三
）
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六

Ⅱ　

連
邦
憲
法
裁
判
所
の
判
例

一　

一
九
七
〇
年
一
二
月
一
五
日
連
邦
憲
法
裁
判
所
第
二
法
廷
判
決

（
一
）　

連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
一
九
七
〇
年
一
二
月
一
五
日
の
い
わ
ゆ
る
盗
聴
判
決
（
9
）

に
お
い
て
、
基
本
法
改
正
法
律
が
基
本
法
七
九
条

三
項
に
適
合
す
る
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
に
初
め
て
取
り
組
ん
だ
（
10
）

。
基
本
法
一
〇
条
は
、
一
九
六
八
年
六
月
二
四
日
の
第
一
七
回
基
本
法

改
正
法
律
に
よ
っ
て
変
更
さ
れ
た
が
、
従
前
の
基
本
法
一
〇
条
は
、「
信
書
の
秘
密
並
び
に
郵
便
及
び
電
信
電
話
の
秘
密
は
、
不
可
侵
で

あ
る
。
制
限
は
、
法
律
の
根
拠
に
基
づ
い
て
の
み
、
こ
れ
を
命
じ
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
。」
と
定
め
て
い
た
。
従
前
の
基
本
法
一
〇
条
は

上
記
基
本
法
改
正
法
律
に
よ
っ
て
再
編
さ
れ
、
従
前
の
基
本
法
一
〇
条
一
文
が
同
条
一
項
に
な
り
、
従
前
の
基
本
法
一
〇
条
二
文
が
同
条

二
項
一
文
に
な
っ
た
。
そ
し
て
、
上
記
の
基
本
法
改
正
法
律
に
よ
っ
て
、
基
本
法
一
〇
条
二
項
二
文
と
し
て
、「
そ
の
制
限
が
自
由
で
民

主
的
な
基
本
秩
序
又
は
連
邦
若
し
く
は
ラ
ン
ト
の
存
立
若
し
く
は
安
全
保
障
に
役
立
つ
と
き
は
、
法
律
に
よ
っ
て
、
そ
の
制
限
が
関
係
者

に
通
知
さ
れ
な
い
旨
、
並
び
に
、
出
訴
の
途
に
代
え
て
国
民
代
表
の
選
任
し
た
機
関
及
び
補
助
機
関
に
よ
る
事
後
審
査
を
行
う
旨
を
定
め

る
こ
と
が
で
き
る
。」
と
い
う
文
が
挿
入
さ
れ
た
。
ま
た
、
一
九
六
八
年
六
月
二
四
日
の
第
一
七
回
基
本
法
改
正
法
律
に
よ
っ
て
、「
何
人

も
、
公
権
力
に
よ
っ
て
自
己
の
権
利
を
侵
害
さ
れ
た
と
き
は
、
出
訴
の
途
が
開
か
れ
て
い
る
。
他
の
管
轄
が
認
め
ら
れ
て
い
な
い
限
度
に

お
い
て
、
通
常
裁
判
所
へ
の
出
訴
の
途
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。」
と
定
め
る
基
本
法
一
九
条
四
項
に
、「
第
一
〇
条
第
二
項
第
二
文
は
こ
れ

と
抵
触
し
な
い
。」
と
定
め
る
三
文
も
挿
入
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
上
記
の
基
本
法
改
正
を
受
け
て
、
一
九
六
八
年
八
月
一
三
日
の
「
信
書

の
秘
密
並
び
に
郵
便
及
び
電
信
電
話
の
秘
密
を
制
限
す
る
法
律
」（
以
下
、「
基
本
法
一
〇
条
法
律
」
と
い
う
。）
が
制
定
さ
れ
た
。
連
邦
憲
法

裁
判
所
は
、
抽
象
的
規
範
統
制
及
び
憲
法
異
議
の
訴
え
の
手
続
に
お
い
て
、
五
対
三
で
、
基
本
法
一
〇
条
二
項
二
文
が
基
本
法
七
九
条
三

（
三
七
四
）



憲
法
の
憲
法
適
合
的
解
釈
（
岡
田
）

七

項
に
適
合
す
る
と
の
判
断
を
下
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
判
断
手
法
の
特
徴
は
、
ま
ず
、
基
本
法
改
正
に
よ
っ
て
挿
入
さ
れ
た
基
本
法

一
〇
条
二
項
二
文
の
解
釈
を
展
開
し
、
つ
ぎ
に
、
基
本
法
七
九
条
三
項
の
解
釈
を
示
し
、
最
後
に
、
基
本
法
一
〇
条
二
項
二
文
が
基
本
法

七
九
条
三
項
に
適
合
し
て
い
る
か
ど
う
か
を
判
断
し
た
、
と
い
う
点
に
あ
る
。

（
二
）　

そ
こ
で
、
ま
ず
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
（
五
人
の
裁
判
官
の
多
数
意
見
）
が
展
開
し
た
基
本
法
一
〇
条
二
項
二
文
の
解
釈
を
見
る
こ

と
に
し
た
い
。
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、「
憲
法
規
定
は
、
そ
の
文
言
の
み
に
基
づ
い
て
、
切
り
離
し
て
解
釈
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
あ
ら

ゆ
る
憲
法
規
定
は
、
む
し
ろ
、
基
本
法
の
根
本
的
な
基
本
原
則
及
び
そ
の
価
値
秩
序
に
合
致
す
る
よ
う
に
解
釈
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

…
…
。
従
っ
て
、
基
本
法
一
〇
条
二
項
二
文
の
解
釈
に
際
し
て
は
、
憲
法
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
を
、
と
く
に
基
本
法
の
基
本
決
定
と
一
般
的

憲
法
原
則
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」
と
指
摘
し
た
（S

. 19

）
上
で
、
基
本
法
一
〇
条
二
項
二
文
を
限
定
的
に
解
釈
し
た
。
そ
の

骨
子
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
①
基
本
法
一
〇
条
二
項
二
文
は
、
比
例
原
則
に
か
ん
が
み
る
と
、
監
視
措
置
の
目
的
を
危
険
に
さ
ら
す

事
態
、
及
び
、
自
由
で
民
主
的
な
基
本
秩
序
の
保
護
又
は
連
邦
若
し
く
は
ラ
ン
ト
の
存
立
若
し
く
は
安
全
保
障
を
危
険
に
さ
ら
す
事
態
を

排
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
に
お
い
て
は
監
視
対
象
者
に
対
す
る
事
後
的
通
知
を
求
め
て
い
る
、
と
し
か
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

（
判
決
要
旨
二
）。
②
基
本
法
一
〇
条
二
項
二
文
は
、
比
例
原
則
を
考
慮
す
る
と
、
基
本
法
一
〇
条
法
律
が
、
信
書
の
秘
密
並
び
に
郵
便
及

び
電
信
電
話
の
秘
密
に
対
す
る
制
約
が
許
さ
れ
る
範
囲
を
、
具
体
的
事
実
が
憲
法
敵
対
的
行
動
の
嫌
疑
を
正
当
化
す
る
場
合
、
及
び
、
具

体
的
事
件
に
お
け
る
憲
法
敵
対
的
行
動
が
他
の
手
段
を
尽
く
し
た
後
に
信
書
の
秘
密
並
び
に
郵
便
及
び
電
信
電
話
の
秘
密
を
制
限
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
の
み
解
明
さ
れ
得
る
場
合
に
限
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
求
め
て
い
る
。
監
視
措
置
を
ど
う
し
て
も
必
要
な
も
の
に

限
定
す
る
と
い
う
憲
法
的
要
請
は
、
監
視
が
、
被
疑
者
の
目
的
の
た
め
に
利
用
さ
れ
る
と
想
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
第
三
者
の
通
信
連
絡

に
及
ぶ
こ
と
を
排
除
し
な
い
（
判
決
要
旨
三
）。
③
基
本
法
一
〇
条
二
項
二
文
は
、
基
本
法
一
〇
条
法
律
が
、
関
係
者
が
こ
の
代
用
手
続
に

（
三
七
五
）
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関
与
す
る
機
会
を
有
し
て
い
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
実
体
的
及
び
手
続
的
に
裁
判
的
統
制
と
同
等
の
事
後
審
査
を
規
定
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
こ
と
を
要
求
し
て
い
る
（
判
決
要
旨
四
）。

（
三
）　

連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
上
記
の
よ
う
な
基
本
法
一
〇
条
二
項
二
文
の
解
釈
を
展
開
し
た
後
、
つ
ぎ
に
、
基
本
法
七
九
条
三
項
の

解
釈
を
示
し
て
い
る
。
本
判
決
の
意
義
は
、
何
よ
り
も
ま
ず
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
が
基
本
法
七
九
条
三
項
の
解
釈
を
示
し
た
点
に
あ
る
。

連
邦
憲
法
裁
判
所
に
よ
る
と
、
基
本
法
七
九
条
三
項
の
趣
旨
は
、
現
行
の
憲
法
秩
序
が
そ
の
実
質
に
お
い
て
憲
法
改
正
法
律
と
い
う
形
式

的
・
合
法
的
方
法
に
よ
っ
て
排
除
さ
れ
、
全
体
主
義
政
権
を
事
後
的
に
合
法
化
す
る
た
め
に
悪
用
さ
れ
る
可
能
性
を
阻
止
す
る
こ
と
に
あ

る
か
ら
、
こ
の
条
項
は
、
同
条
項
に
列
挙
さ
れ
た
基
本
原
則
の
「
原
理
的
放
棄
」
を
禁
止
す
る
も
の
で
あ
り
、
基
本
原
則
が
一
般
的
に
考

慮
さ
れ
、
か
つ
、
特
別
の
状
況
に
限
定
し
、
そ
の
独
自
性
に
応
じ
て
、
明
ら
か
に
適
切
な
理
由
に
基
づ
い
て
修
正
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、

基
本
原
則
に
抵
触
し
て
い
な
い
（S

. 24
）。
基
本
法
七
九
条
三
項
は
「
例
外
規
定
」
で
あ
り
、
例
外
規
定
は
、
少
な
く
と
も
、
立
法
者
が

憲
法
改
正
法
律
に
よ
っ
て
根
本
的
な
基
本
原
則
を
体
系
内
在
的
に
修
正
す
る
こ
と
を
妨
げ
ら
れ
る
結
果
を
も
た
ら
し
て
は
な
ら
な
い
（S

. 25

）。

そ
し
て
、
最
後
に
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
上
記
の
よ
う
に
解
釈
さ
れ
た
基
本
法
一
〇
条
二
項
二
文
が
上
記
の
よ
う
に
解
釈
さ
れ
た
基

本
法
七
九
条
三
項
に
適
合
し
て
い
る
と
判
断
し
た
（S

. 26 ff .
）。

（
四
）　

こ
れ
に
対
し
て
、
三
人
の
裁
判
官
の
少
数
意
見
は
、
基
本
法
一
〇
条
二
項
二
文
は
基
本
法
七
九
条
三
項
に
反
し
、
無
効
で
あ
る

と
主
張
し
て
い
る
。
少
数
意
見
は
、
ま
ず
、
多
数
意
見
の
採
っ
た
憲
法
解
釈
の
方
法
を
厳
し
く
批
判
す
る
。

「
憲
法
改
正
法
律
に
つ
い
て
は
、
そ
の
憲
法
適
合
性
の
審
査
に
際
し
て
、
…
…
憲
法
規
範
の
解
釈
に
当
て
は
ま
る
諸
原
則
に
よ
っ
て
解

釈
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
…
…
。
と
い
う
の
は
、
基
本
法
一
〇
条
二
項
二
文
が
有
効
な
憲
法
規
範
で
あ
る
か
否
か
が
ま
さ
に
疑
わ
し
い
か

ら
で
あ
る
。
基
本
法
七
九
条
三
項
を
基
準
と
す
る
こ
の
審
査
に
と
っ
て
決
定
的
で
あ
る
の
は
、
憲
法
改
正
規
定
が
、
文
言
、
意
味
連
関
及

（
三
七
六
）
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九

び
目
的
に
照
ら
し
て
ど
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
で
あ
る
。
そ
の
際
に
は
、
憲
法
改
正
法
律
が
、
判
決
に
お
い
て
行
わ

れ
た
『
基
本
法
適
合
的
』
解
釈
を
受
け
入
れ
な
い
こ
と
が
判
明
す
る
。」（S
. 34

）

つ
ぎ
に
、
少
数
意
見
は
、
基
本
法
一
〇
条
二
項
二
文
の
解
釈
を
示
す
。
そ
の
骨
子
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

（
ａ
）　

基
本
法
一
〇
条
二
項
二
文
に
よ
る
と
、
立
法
者
は
、
一
定
の
要
件
の
下
で
、
監
視
措
置
を
関
係
者
に
通
知
し
な
い
こ
と
を
定
め

る
こ
と
が
で
き
る
。
文
言
は
一
義
的
で
あ
る
。
事
後
的
な
通
知
を
少
な
く
と
も
完
全
に
排
除
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
と
考
え
る
と
、
こ

れ
は
、
基
本
法
一
〇
条
二
項
二
文
を
そ
の
正
反
対
の
も
の
に
歪
曲
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

出
訴
の
途
の
保
障
を
定
め
る
基
本
法
一
九
条
四
項
の
本
質
は
、
権
利
保
護
が
事
物
的
か
つ
人
的
に
独
立
し
、
行
政
部
及
び
立
法
部
か
ら

分
離
し
た
、
従
っ
て
中
立
の
機
関
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
し
て
、
こ
の
機
関
に
一
定
の
制
度
的
担
保
（
例
え
ば
、
適
法

な
人
事
配
置
）
が
組
み
込
ま
れ
、
こ
の
機
関
が
関
係
者
の
聴
聞
を
し
た
後
に
の
み
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
で
あ
る
。
改
正
さ
れ
た

憲
法
規
定
に
基
づ
い
て
、
出
訴
の
途
に
代
え
て
国
民
代
表
の
選
任
し
た
機
関
及
び
補
助
機
関
に
よ
る
事
後
審
査
が
行
わ
れ
る
と
、「
本
来

の
権
利
保
護
シ
ス
テ
ム
」
は
交
代
さ
せ
ら
れ
る
。
こ
の
規
定
が
意
味
を
持
と
う
と
す
る
と
、
こ
の
代
替
シ
ス
テ
ム
が
通
常
の
「
出
訴
の

途
」
か
ら
区
別
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
代
替
シ
ス
テ
ム
が
独
立
性
及
び
中
立
性
の
保
障
を
有
す
る
必
要
は
な
く
、
一

定
の
手
続
き
の
強
制
に
服
す
る
必
要
も
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
の
区
別
は
、
基
本
法
一
〇
条
二
項
二
文
が
監
視
措
置
を
秘
密
に
し
て

お
く
こ
と
も
で
き
る
よ
う
に
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
さ
ら
に
明
確
に
な
る
。

ま
た
、
こ
の
憲
法
改
正
規
定
か
ら
、
監
視
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
人
の
範
囲
に
つ
い
て
具
体
的
な
制
限
を
引
き
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。

こ
の
制
限
は
、
自
由
で
民
主
的
な
基
本
秩
序
の
保
護
又
は
連
邦
若
し
く
は
ラ
ン
ト
の
存
立
若
し
く
は
安
全
保
障
に
役
立
つ
場
合
で
あ
れ
ば
、

一
般
的
に
命
じ
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
ず
は
広
い
範
囲
を
監
視
下
に
置
き
、
危
険
地
点
を
絞
り
込
む
こ
と
は
、
十
分
に
合
理
的
で
あ
る
よ

（
三
七
七
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
三
号
（
二
〇
一
八
年
十
二
月
）

一
〇

う
に
思
わ
れ
る
。

そ
れ
故
、
信
書
の
秘
密
並
び
に
郵
便
及
び
電
信
電
話
の
秘
密
は
具
体
的
な
嫌
疑
の
あ
る
場
合
に
お
い
て
の
み
制
限
す
る
こ
と
が
許
さ
れ

る
と
い
う
よ
う
に
基
本
法
一
〇
条
二
項
二
文
を
制
限
的
に
解
釈
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
基
本
法
一
〇
条
二
項
二
文
は
、
そ
の
趣
旨

か
ら
し
て
、
数
多
く
の
場
所
を
試
行
的
に
監
視
す
る
大
規
模
な
監
視
行
動
を
排
除
し
て
い
な
い
（S

. 34 f.

）。

（
ｂ
）　

多
数
意
見
の
基
礎
と
し
て
い
る
解
釈
は
、
成
立
史
か
ら
一
義
的
に
明
ら
か
に
な
る
憲
法
改
正
の
目
的
に
も
合
致
さ
せ
る
こ
と
は

で
き
な
い
（S

. 35 f.

）。

（
ｃ
）　
「
従
っ
て
、
文
言
、
意
味
連
関
及
び
目
的
に
照
ら
し
て
、
基
本
法
一
〇
条
二
項
二
文
は
、
憲
法
保
護
及
び
国
家
保
護
を
目
的
と

し
て
、
電
話
に
よ
る
会
話
、
テ
レ
タ
イ
プ
、
電
報
及
び
信
書
に
関
し
て
、
関
係
者
に
事
後
的
に
も
秘
密
の
ま
ま
に
し
、
裁
判
所
に
よ
っ
て

事
後
審
査
さ
れ
な
い
内
密
の
盗
聴
及
び
検
査
を
可
能
に
す
る
仕
方
で
、
信
書
の
秘
密
並
び
に
郵
便
及
び
電
気
通
信
の
秘
密
を
制
限
す
る
こ

と
を
許
容
し
て
い
る
。
関
係
者
の
範
囲
は
限
定
さ
れ
て
お
ら
ず
、『
被
疑
者
』
に
限
定
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。『
議
会
統
制
』
に
仕
え
る

機
関
及
び
補
助
機
関
の
性
格
は
完
全
に
不
明
確
な
ま
ま
で
あ
り
、
立
法
者
は
、
こ
れ
を
政
治
的
審
議
機
関
と
し
て
組
織
す
る
こ
と
も
で
き

る
し
、
独
立
し
て
い
な
い
行
政
機
関
と
し
て
組
織
す
る
こ
と
さ
え
も
で
き
る
。」
そ
れ
故
、
多
数
意
見
に
よ
る
基
本
法
一
〇
条
二
項
二
文

の
解
釈
は
、「
基
本
法
一
〇
条
二
項
二
文
に
異
な
る
意
味
を
与
え
て
い
る
。
こ
の
解
釈
は
、
基
本
法
一
〇
条
二
項
二
文
を
縮
小
し
、
そ
の

規
範
的
内
容
を
変
更
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
を
行
う
の
は
、
も
っ
ぱ
ら
立
法
者
の
仕
事
で
あ
る
」。

基
本
法
一
〇
条
法
律
が
憲
法
規
範
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
広
い
裁
量
の
余
地
を
使
い
尽
く
し
て
い
な
い
こ
と
は
重
要
で
は
な
い
。
立
法

者
は
、
従
来
の
憲
法
状
況
に
適
合
す
る
状
態
に
と
ど
め
る
こ
と
も
で
き
る
し
、
様
々
な
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
で
そ
こ
か
ら
離
れ
る
こ
と
も

で
き
る
。
憲
法
改
正
が
基
本
法
七
九
条
三
項
に
基
づ
い
て
許
容
さ
れ
る
か
ど
う
か
の
問
題
の
審
査
に
と
っ
て
、
基
本
法
一
〇
条
二
項
二
文

（
三
七
八
）



憲
法
の
憲
法
適
合
的
解
釈
（
岡
田
）

一
一

は
、
立
法
者
に
対
し
て
許
容
し
て
い
る
可
能
性
の
全
範
囲
に
お
い
て
決
定
的
で
あ
る
（S

. 37 f.

）。

そ
し
て
、
少
数
意
見
は
、
本
件
に
お
け
る
憲
法
改
正
は
、
上
記
の
解
釈
に
お
い
て
は
、
基
本
法
七
九
条
三
項
に
よ
っ
て
許
容
さ
れ
て
い

な
い
と
判
断
す
る
。
少
数
意
見
は
、
ま
ず
、
基
本
法
七
九
条
三
項
の
解
釈
を
示
す
。

「
た
し
か
に
、
こ
の
よ
う
な
重
要
で
、
そ
の
帰
結
に
お
い
て
広
範
囲
に
及
ぶ
例
外
規
定
は
、
拡
張
的
に
解
釈
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
し

か
し
な
が
ら
、
こ
の
規
定
の
意
味
を
、
と
り
わ
け
、
憲
法
改
正
法
律
と
い
う
形
式
的
・
合
法
的
手
段
が
全
体
主
義
政
権
を
事
後
的
に
合
法

化
す
る
た
め
に
悪
用
さ
れ
る
こ
と
を
阻
止
す
る
点
に
見
出
そ
う
と
す
る
こ
と
は
、
こ
の
規
定
の
意
義
を
完
全
に
見
誤
っ
て
い
る
こ
と
を
意

味
す
る
。」
一
九
三
三
年
の
授
権
法
の
よ
う
な
「
授
権
法
」
が
許
さ
れ
な
い
こ
と
を
強
調
す
る
必
要
は
な
い
。「
基
本
法
七
九
条
三
項
は
、

こ
れ
以
上
の
こ
と
を
意
味
す
る
。
す
な
わ
ち
、
基
本
法
制
定
者
の
一
定
の
基
本
決
定
は
、
基
本
法
が
妥
当
す
る
期
間
に
お
い
て
は
…
…
破

棄
で
き
な
い
と
宣
言
さ
れ
て
い
る
。」（S
. 38 f.

）

憲
法
改
正
に
よ
っ
て
基
本
法
一
条
及
び
二
〇
条
に
定
め
ら
れ
て
い
る
基
本
原
則
に
「
抵
触
す
る
」
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
が
、
文
言
と
意

味
に
よ
る
と
、
基
本
法
七
九
条
三
項
は
、
基
本
原
則
（
の
全
部
若
し
く
は
一
部
）
が
完
全
に
排
除
さ
れ
る
こ
と
、
又
は
原
理
的
に
放
棄
さ
れ

る
こ
と
を
求
め
る
も
の
で
は
な
い
。「
抵
触
す
る
」
と
の
文
言
は
、
上
記
の
こ
と
を
下
回
る
こ
と
を
意
味
す
る
。「
個
人
の
自
由
領
域
の
個

別
範
囲
に
お
い
て
基
本
法
一
条
及
び
二
〇
条
か
ら
導
出
さ
れ
る
基
本
原
則
が
全
体
と
し
て
又
は
部
分
的
に
無
視
さ
れ
た
」
場
合
に
は
、
そ

れ
で
十
分
で
あ
る
。
抵
触
し
て
は
な
ら
な
い
構
成
的
諸
要
素
を
、
基
本
原
則
が
た
ん
に
「
一
般
的
に
考
慮
さ
れ
」
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場

合
に
展
開
す
る
可
能
性
が
あ
る
「
漸
次
的
崩
壊
過
程
」
か
ら
も
保
護
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
（S

. 41 f.

）。

少
数
意
見
は
、
上
記
の
よ
う
な
基
本
法
七
九
条
三
項
の
解
釈
を
示
し
た
後
、
基
本
法
一
〇
条
二
項
二
文
は
基
本
法
七
九
条
三
項
に
適
合

し
な
い
と
判
断
し
た
（S

. 42 f.

）。

（
三
七
九
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
三
号
（
二
〇
一
八
年
十
二
月
）

一
二

（
五
）　

本
判
決
（
多
数
意
見
）
の
特
徴
は
、
基
本
法
七
九
条
三
項
の
制
限
的
解
釈
を
示
す
と
と
も
に
、
改
正
さ
れ
た
憲
法
規
定
を
基
本

法
七
九
条
三
項
に
適
合
さ
せ
る
た
め
に
憲
法
規
定
の
憲
法
適
合
的
解
釈
を
駆
使
し
た
点
に
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
少
数
意
見
は
、
基
本

法
七
九
条
三
項
の
制
限
的
解
釈
に
も
、
ま
た
、
憲
法
規
定
を
基
本
法
七
九
条
三
項
に
適
合
さ
せ
る
た
め
に
憲
法
規
定
の
「
憲
法
適
合
的
解

釈
」
の
手
法
を
用
い
る
こ
と
に
つ
い
て
も
批
判
的
な
見
解
を
示
し
た
。
多
数
意
見
は
、
憲
法
規
定
は
、
そ
の
文
言
の
み
に
基
づ
い
て
、
他

の
憲
法
規
定
と
切
り
離
し
て
解
釈
さ
れ
て
は
な
ら
ず
、
む
し
ろ
、
基
本
法
の
基
本
原
則
と
そ
の
価
値
秩
序
に
合
致
す
る
よ
う
に
解
釈
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
の
考
え
方
を
解
釈
の
出
発
点
と
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
少
数
意
見
は
、
基
本
法
一
〇
条
二
項
二
文
が
有
効
な
憲

法
規
範
で
あ
る
か
否
か
が
ま
さ
に
問
わ
れ
て
い
る
か
ら
、
憲
法
改
正
法
律
の
審
査
に
限
っ
て
は
憲
法
改
正
法
律
を
憲
法
規
範
の
解
釈
に
当

て
は
ま
る
諸
原
則
に
よ
っ
て
解
釈
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
と
説
い
て
い
る
。
少
数
意
見
は
、
多
数
意
見
の
考
え
方
そ
れ
自
体
を
否
定
す

る
も
の
で
は
な
く
、
憲
法
改
正
法
律
の
基
本
法
七
九
条
三
項
適
合
性
審
査
に
限
っ
て
は
多
数
意
見
の
考
え
方
は
妥
当
で
は
な
い
と
主
張
し

て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
少
数
意
見
に
よ
る
と
、
基
本
法
七
九
条
三
項
を
基
準
と
す
る
審
査
に
と
っ
て
決
定
的
で
あ
る
の
は
、
憲
法
改
正
規

定
が
、
文
言
、
意
味
連
関
及
び
目
的
に
照
ら
し
て
ど
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
で
あ
り
、「
基
本
法
適
合
的
」
解
釈
を

用
い
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
基
本
法
一
〇
条
二
項
二
文
は
、
立
法
者
に
対
し
て
許
容
し
て
い
る
可
能
性
の
全
範
囲
に
お
い
て
基
本
法
七
九

条
三
項
適
合
性
審
査
を
受
け
る
。
本
判
決
に
お
け
る
多
数
意
見
と
少
数
意
見
の
対
立
は
、
憲
法
改
正
法
律
に
対
す
る
基
本
法
七
九
条
三
項

適
合
性
審
査
の
あ
り
方
に
関
し
て
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
極
め
て
重
要
な
問
題
点
を
鮮
や
か
に
示
し
た
の
で
あ
っ
た
。

二　

二
〇
〇
四
年
三
月
三
日
連
邦
憲
法
裁
判
所
第
一
法
廷
判
決

（
一
）　

連
邦
憲
法
裁
判
所
第
一
法
廷
は
、
二
〇
〇
四
年
三
月
三
日
の
判
決
（「
大
盗
聴
」
判
決
（
11
）

）
に
お
い
て
、
基
本
法
一
三
条
三
項
が
基

（
三
八
〇
）



憲
法
の
憲
法
適
合
的
解
釈
（
岡
田
）

一
三

本
法
七
九
条
三
項
に
適
合
す
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
判
断
し
た
。
一
九
九
八
年
三
月
二
六
日
の
第
四
五
回
基
本
法
改
正
法
律
に
よ
っ
て
、

住
居
の
不
可
侵
を
定
め
る
基
本
法
一
三
条
に
第
三
項
か
ら
第
六
項
が
追
加
さ
れ
、
従
前
の
第
三
項
が
第
七
項
と
な
っ
た
。
基
本
法
一
三
条

三
項
は
、
刑
事
訴
追
を
目
的
と
す
る
住
居
の
聴
覚
的
監
視
に
つ
い
て
、「
一
定
の
事
実
に
よ
っ
て
、
あ
る
者
が
法
律
上
個
別
に
定
め
ら
れ

た
特
に
重
大
な
罪
を
犯
し
た
と
の
嫌
疑
が
根
拠
付
け
ら
れ
る
場
合
に
お
い
て
、
事
件
の
追
及
が
他
の
方
法
に
よ
っ
て
は
過
度
に
困
難
に
な

り
、
あ
る
い
は
見
込
み
が
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
と
き
に
は
、
裁
判
官
の
命
令
に
基
づ
き
、
被
疑
者
が
滞
在
し
て
い
る
と
推

測
さ
れ
る
住
居
を
聴
覚
的
に
監
視
す
る
た
め
の
技
術
的
手
段
を
講
じ
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
。
こ
の
措
置
に
は
、
期
限
を
付
け
る
も
の
と
す

る
。
こ
の
命
令
は
、
三
人
の
裁
判
官
に
よ
る
合
議
体
に
よ
っ
て
下
さ
れ
る
。
危
険
が
急
迫
し
て
い
る
場
合
に
は
、
こ
の
命
令
は
一
人
の
裁

判
官
に
よ
っ
て
も
下
す
こ
と
が
で
き
る
。」
と
定
め
た
。
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
六
対
二
で
、
上
記
の
憲
法
改
正
法
律
に
よ
っ
て
追
加
さ

れ
た
基
本
法
一
三
条
三
項
が
基
本
法
七
九
条
三
項
に
適
合
す
る
と
の
判
断
を
示
し
た
が
、
合
憲
判
断
の
決
め
手
と
な
っ
た
の
は
、
基
本
法

一
三
条
三
項
の
憲
法
適
合
的
解
釈
で
あ
る
。
以
下
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
判
断
の
内
容
を
多
少
と
も
詳
し
く
紹
介
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

（
二
）　

連
邦
憲
法
裁
判
所
（
六
人
の
裁
判
官
の
多
数
意
見
）
は
、
ま
ず
、
基
本
法
七
九
条
三
項
の
解
釈
を
示
す
。

「
基
本
法
七
九
条
三
項
は
、
狭
く
解
釈
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
例
外
規
定
で
あ
っ
て
、
こ
の
規
定
は
、
憲
法
改
正
立
法
者
が
、
こ
れ

ら
の
基
本
原
則
の
実
定
法
上
の
具
現
を
適
切
な
理
由
か
ら
修
正
す
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
…
…
。
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
基
本
法
一
条
及
び

二
〇
条
に
定
め
ら
れ
て
い
る
基
本
原
則
に
抵
触
し
な
い
限
り
に
お
い
て
、
個
別
の
基
本
権
を
改
正
し
、
制
限
し
、
又
は
そ
れ
ど
こ
ろ
か
廃

止
す
る
憲
法
改
正
立
法
者
の
権
利
を
尊
重
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
ら
の
基
本
原
則
の
実
定
法
上
の
具
現
を
適
切
な
理
由
に
よ
り
修

正
す
る
こ
と
は
、
立
法
者
に
禁
止
さ
れ
て
い
な
い
…
…
。
何
が
個
別
の
基
本
権
の
枠
内
に
お
い
て
基
本
法
一
条
一
項
の
保
障
内
容
に
含
ま

れ
る
の
か
は
、
各
々
の
基
本
権
規
範
の
解
釈
に
よ
っ
て
別
個
独
立
に
規
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」（R

n. 114 f.

）

（
三
八
一
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
三
号
（
二
〇
一
八
年
十
二
月
）

一
四

多
数
意
見
は
、
基
本
法
七
九
条
三
項
の
解
釈
に
つ
い
て
は
、
一
九
七
〇
年
一
二
月
一
五
日
連
邦
憲
法
裁
判
所
第
二
法
廷
判
決
（
盗
聴
判

決
）
を
引
用
せ
ず
、
一
九
九
一
年
四
月
二
三
日
連
邦
憲
法
裁
判
所
第
一
法
廷
判
決
（
12
）

及
び
一
九
九
六
年
五
月
一
四
日
連
邦
憲
法
裁
判
所
第
二

法
廷
判
決
（
13
）

を
引
用
し
、
そ
の
解
釈
を
引
き
継
い
で
い
る
点
に
お
い
て
注
目
に
値
す
る
が
、
本
稿
は
、
基
本
法
七
九
条
三
項
の
解
釈
に
つ
い

て
は
検
討
し
な
い
。

（
三
）　

つ
ぎ
に
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
基
本
法
一
三
条
三
項
は
基
本
法
一
条
一
項
の
「
人
間
の
尊
厳
の
保
障
」
に
適
合
し
て
い
る

（R
n. 117

）
と
判
断
し
た
。
そ
の
骨
子
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

（
ａ
）　

基
本
法
一
条
一
項
に
基
づ
く
人
間
の
尊
厳
の
不
可
侵
に
は
、
私
的
な
生
活
形
成
の
絶
対
的
に
保
護
さ
れ
る
核
心
領
域
の
承
認
も

含
ま
れ
る
。
刑
事
訴
追
を
目
的
と
す
る
住
居
空
間
の
聴
覚
的
監
視
（
基
本
法
一
三
条
三
項
）
は
、
こ
の
領
域
を
制
約
し
て
は
な
ら
な
い
。
こ

の
範
囲
に
お
い
て
は
、
住
居
の
不
可
侵
（
基
本
法
一
条
一
項
と
結
び
付
い
た
基
本
法
一
三
条
一
項
）
と
刑
事
訴
追
の
利
益
と
の
、
比
例
原
則
を

基
準
と
す
る
衡
量
は
、
行
わ
れ
な
い
（
判
決
要
旨
二
）。

（
ｂ
）　

基
本
法
一
三
条
に
お
け
る
聴
覚
的
監
視
を
法
律
上
導
入
す
る
た
め
の
授
権
は
、
基
本
法
一
条
一
項
と
結
び
付
い
た
基
本
法
七
九

条
三
項
に
違
反
し
な
い
。
何
故
な
ら
、
こ
の
授
権
は
、
こ
の
限
界
を
遵
守
す
る
法
律
上
の
規
定
と
こ
れ
に
基
づ
く
措
置
の
み
を
可
能
に
す

る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
憲
法
上
の
授
権
の
限
定
は
基
本
法
一
三
条
三
項
に
お
い
て
含
ま
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
加
え
て
、
憲
法
上
の
授
権

の
限
定
は
、
体
系
的
憲
法
解
釈
の
手
法
に
よ
る
と
引
き
合
い
に
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
他
の
憲
法
規
範
か
ら
導
出
さ
れ
る
。
比
例
原
則

は
、
人
間
の
尊
厳
の
保
護
の
絶
対
性
を
疑
問
視
す
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
盗
聴
措
置
が
人
間
の
尊
厳
を
侵
害
し
な
い
と
こ
ろ
に

限
っ
て
、
さ
ら
に
別
の
制
限
と
し
て
引
き
合
い
に
出
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
っ
と
も
、
比
例
原
則
に
よ
る
聴
覚
的
監
視
の
授
権
の

限
定
は
、
措
置
を
実
施
す
る
に
際
し
て
基
本
法
一
三
条
三
項
の
人
間
の
尊
厳
の
内
容
が
侵
害
さ
れ
る
リ
ス
ク
を
排
除
す
る
こ
と
も
狙
い
と

（
三
八
二
）



憲
法
の
憲
法
適
合
的
解
釈
（
岡
田
）

一
五

し
て
い
る
（R

n. 128

）。

（
ⅰ
）　

基
本
法
一
三
条
三
項
は
、
制
約
の
適
法
性
の
実
体
的
及
び
形
式
的
要
件
を
定
め
て
い
る
（R

n. 129

）。
①
ま
ず
、
基
本
法
一
三

条
三
項
一
文
に
基
づ
く
聴
覚
的
監
視
は
、
法
律
上
個
別
に
定
め
ら
れ
た
特
に
重
大
な
罪
を
犯
し
た
者
に
向
け
ら
れ
た
嫌
疑
が
一
定
の
事
実

に
よ
っ
て
根
拠
付
け
ら
れ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
者
を
訴
追
す
る
た
め
に
限
り
許
さ
れ
る
（R

n. 130

）。
②
ま
た
、
基
本
法
一
三
条
三

項
は
、
事
件
の
追
及
が
他
の
方
法
に
よ
っ
て
は
過
度
に
困
難
に
な
り
、
あ
る
い
は
見
込
み
が
な
い
こ
と
を
求
め
る
（R

n. 131

）。
③
さ
ら

に
、
憲
法
改
正
立
法
者
は
、
監
視
措
置
に
裁
判
官
の
命
令
を
要
件
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
憲
法
上
の
実
体
的
要
件
の
遵
守
を
手
続
的
に
確

保
し
て
い
る
（R

n. 132

）。

（
ⅱ
）　

基
本
法
一
三
条
三
項
に
お
い
て
は
、
刑
事
訴
追
を
目
的
と
す
る
聴
覚
的
監
視
の
実
施
に
対
し
て
、
私
的
な
生
活
形
成
の
不
可
侵

の
核
心
領
域
を
絶
対
的
に
保
護
す
る
と
い
う
要
請
か
ら
導
か
れ
る
あ
ら
ゆ
る
限
界
が
明
文
で
定
め
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
他
の
限

界
は
、
│
す
べ
て
の
基
本
権
規
範
と
同
じ
よ
う
に
│
他
の
憲
法
規
範
か
ら
導
出
さ
れ
る
。
憲
法
改
正
立
法
者
は
、
基
本
権
規
範
を
修
正
す

る
際
に
も
、
い
ず
れ
に
せ
よ
基
準
と
な
る
す
べ
て
の
憲
法
上
の
準
則
を
改
め
て
規
範
化
す
る
こ
と
を
義
務
付
け
ら
れ
な
い
。
そ
れ
に
応
じ

て
、
基
本
法
七
九
条
三
項
を
基
準
と
す
る
審
査
に
服
す
る
の
は
、
他
の
憲
法
上
の
基
準
と
結
び
付
い
た
基
本
法
一
三
条
三
項
で
あ
る

（R
n. 133

）。

そ
れ
故
、
憲
法
改
正
に
よ
っ
て
導
入
さ
れ
た
基
本
権
制
約
は
、
体
系
的
解
釈
を
用
い
て
、
他
の
法
規
範
、
と
く
に
基
本
法
一
条
一
項
に

遡
求
し
つ
つ
、
か
つ
、
比
例
原
則
を
適
用
し
つ
つ
解
釈
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
憲
法
解
釈
の
限
界
は
、
憲
法
改
正
に
よ
っ
て
創
設
さ

れ
た
規
範
に
つ
い
て
も
、
文
言
と
意
味
に
よ
る
と
一
義
的
な
規
定
に
正
反
対
の
意
味
が
付
与
さ
れ
、
解
釈
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
規
範

の
規
範
的
意
味
内
容
が
根
本
的
に
新
た
に
規
定
さ
れ
、
又
は
、
規
範
的
目
標
が
主
要
な
点
に
お
い
て
達
成
さ
れ
な
く
な
る
と
こ
ろ
に
存
す

（
三
八
三
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
三
号
（
二
〇
一
八
年
十
二
月
）

一
六

る
（R

n. 134

）。

本
件
に
お
い
て
は
、
こ
の
限
界
の
踰
越
を
肯
定
す
る
手
掛
か
り
は
存
在
し
な
い
。
何
故
な
ら
、
基
本
法
一
三
条
三
項
は
、
基
本
法
一
条

一
項
一
文
の
求
め
る
制
約
の
限
界
を
十
分
に
考
慮
し
て
法
律
の
内
容
を
定
め
る
こ
と
の
み
を
授
権
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
比
例
原
則
も

補
充
的
に
使
用
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
解
釈
は
、
憲
法
改
正
立
法
者
の
意
思
と
矛
盾
し
な
い
（R

n. 135

）。

（
ｃ
）　

法
律
の
規
定
は
、
規
範
明
確
性
の
原
則
を
遵
守
し
つ
つ
、
居
住
空
間
の
聴
覚
的
監
視
の
や
り
方
が
人
間
の
尊
厳
の
侵
害
に
至
ら

な
い
こ
と
を
保
障
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
監
視
は
、
当
該
措
置
に
よ
っ
て
人
間
の
尊
厳
が
侵
害
さ
れ
る
と
の
手
掛
か
り
が
存
在
す
る
状

況
に
お
い
て
は
、
始
め
か
ら
行
っ
て
は
な
ら
な
い
。
ま
た
、
居
住
空
間
の
聴
覚
的
監
視
が
予
期
せ
ず
に
絶
対
に
保
護
さ
れ
る
情
報
を
収
集

す
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
場
合
、
当
該
監
視
は
中
止
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
記
録
は
消
去
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
刑
事
訴
追

に
枠
内
に
お
い
て
収
集
さ
れ
た
絶
対
的
に
保
護
さ
れ
る
デ
ー
タ
の
あ
ら
ゆ
る
利
用
は
排
除
さ
れ
る
（R

n. 139

）。

（
四
）　

こ
れ
に
対
し
て
、
二
人
の
裁
判
官
の
少
数
意
見
は
、
基
本
法
一
三
条
三
項
は
基
本
法
七
九
条
三
項
に
適
合
し
て
お
ら
ず
、
無
効

で
あ
る
（R

n. 366

）
と
主
張
す
る
と
と
も
に
、
憲
法
改
正
に
よ
っ
て
挿
入
さ
れ
た
基
本
法
一
三
条
三
項
は
憲
法
適
合
的
解
釈
又
は
憲
法
体

系
的
解
釈
に
よ
っ
て
合
憲
に
と
ど
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
多
数
意
見
に
従
う
こ
と
が
で
き
な
い
（R

n. 375

）
と
主
張
し
て
い
る
。
少

数
意
見
は
、
次
の
よ
う
に
説
く
。

（
ａ
）　

ま
さ
に
憲
法
規
範
も
解
釈
が
必
要
で
あ
り
、
切
り
離
し
て
考
察
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
基
本
法
の
根
本
的
な
基
本
原
則
と
そ
の

価
値
秩
序
に
適
合
す
る
よ
う
に
解
釈
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
正
当
で
あ
る
。
し
か
し
、
基
本
法
七
九
条
三
項
に
よ
っ
て
憲
法
改

正
に
ど
の
よ
う
な
限
界
が
設
定
さ
れ
て
い
る
か
と
い
う
問
題
は
、
既
存
の
基
本
権
規
範
の
整
合
性
の
創
出
で
は
な
く
、
改
正
が
基
本
法
一

条
及
び
二
〇
条
に
定
め
ら
れ
て
い
る
基
本
原
則
に
抵
触
す
る
か
ど
う
か
に
関
わ
る
。
そ
れ
故
、
憲
法
改
正
の
憲
法
適
合
性
は
、
こ
れ
ら
の

（
三
八
四
）



憲
法
の
憲
法
適
合
的
解
釈
（
岡
田
）

一
七

基
本
原
則
に
照
ら
し
て
判
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、
憲
法
改
正
を
、
文
言
か
ら
離
れ
て
、
憲
法
に
適
合
さ
せ
る
た
め
に
、

基
本
原
則
を
基
準
と
し
て
解
釈
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
（R

n. 376

）。

（
ｂ
）　

多
数
意
見
も
、
憲
法
改
正
の
方
法
に
よ
っ
て
導
入
し
た
聴
覚
的
監
視
の
授
権
は
、
法
律
上
の
規
定
及
び
そ
れ
に
基
づ
く
措
置
が
、

聴
覚
的
に
監
視
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
者
の
私
的
な
生
活
形
成
の
核
心
部
分
を
侵
害
し
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
に
、
明
文
上
十
分
な
制
限

を
定
め
て
い
な
い
、
つ
ま
り
、
基
本
法
一
三
条
三
項
は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
基
本
法
七
九
条
三
項
に
適
合
し
て
い
な
い
、
と
い
う
前
提

か
ら
出
発
し
て
い
る
。
そ
れ
故
、
多
数
意
見
は
、「
憲
法
改
正
法
律
の
体
系
的
憲
法
解
釈
の
助
け
を
借
り
て
」
一
三
条
三
項
に
更
な
る
不

文
の
限
界
を
付
加
し
、
聴
覚
的
監
視
の
授
権
を
立
法
者
が
設
定
し
た
程
度
を
越
え
て
制
限
し
て
い
る
。
多
数
意
見
は
、
基
本
法
一
三
条
一

項
の
人
間
の
尊
厳
の
意
味
内
容
を
、
解
釈
の
方
法
で
基
本
法
一
三
条
三
項
の
付
加
的
な
不
文
の
制
約
を
設
定
す
る
た
め
の
基
準
と
し
て
使

用
し
て
い
る
。
し
か
し
、
人
間
の
尊
厳
の
内
容
は
、「
憲
法
改
正
に
対
す
る
そ
の
阻
止
効
果
」
を
失
い
、
た
ん
に
、
解
釈
の
手
段
と
し
て
、

そ
う
し
な
い
と
違
憲
で
あ
る
憲
法
改
正
を
合
憲
に
す
る
た
め
に
の
み
使
わ
れ
て
い
る
。
憲
法
改
正
規
範
に
ま
っ
た
く
書
か
れ
な
か
っ
た
こ

と
が
、
こ
の
憲
法
改
正
規
範
が
基
本
法
七
九
条
三
項
の
ハ
ー
ド
ル
を
乗
り
越
え
る
こ
と
に
寄
与
す
る
（R

n. 378

）。

（
ｃ
）　

基
本
法
一
三
条
三
項
そ
れ
自
体
は
、
差
し
当
た
り
、
基
本
法
一
三
条
一
項
か
ら
、
こ
の
規
範
の
人
間
の
尊
厳
の
内
容
に
関
連
す

る
領
域
も
除
外
す
る
。
し
か
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
、
そ
の
保
護
が
な
く
な
る
わ
け
で
は
な
く
、
こ
の
領
域
は
、
基
本
法
一
条
一
項
か
ら
直

接
に
保
護
を
受
け
る
。
も
っ
と
も
、
こ
れ
に
よ
り
、
一
方
に
お
い
て
、
基
本
法
一
条
一
項
は
、
人
間
の
尊
厳
を
保
持
す
る
た
め
に
、
私
的

住
居
に
お
い
て
現
れ
る
内
密
領
域
を
包
括
的
に
保
護
し
、
他
方
に
お
い
て
、
基
本
法
一
三
条
一
項
は
、
特
別
法
と
し
て
基
本
法
一
条
一
項

の
適
用
を
排
除
し
て
い
る
一
三
条
三
項
と
結
び
付
い
て
、
こ
の
領
域
を
制
約
す
る
こ
と
を
憲
法
改
正
に
よ
っ
て
明
文
で
許
容
し
て
い
る
と

い
う
「
憲
法
の
矛
盾
」
が
生
じ
る
。
こ
の
矛
盾
を
憲
法
解
釈
の
方
法
に
よ
っ
て
解
消
し
よ
う
と
す
る
と
、
憲
法
律
制
定
者
に
よ
っ
て
行
わ

（
三
八
五
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
三
号
（
二
〇
一
八
年
十
二
月
）

一
八

れ
た
憲
法
改
正
は
そ
の
内
容
に
お
い
て
大
幅
に
後
退
す
る
こ
と
に
な
る
。
改
正
さ
れ
た
憲
法
規
範
に
お
い
て
こ
れ
は
構
想
さ
れ
て
お
ら
ず
、

ま
た
明
文
化
さ
れ
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
う
な
る
の
で
あ
る
。
改
正
さ
れ
た
憲
法
規
範
は
、
基
本
法
七
九
条
三
項
に
基
づ
い
て

保
障
さ
れ
て
い
る
憲
法
水
準
を
遵
守
し
て
い
な
い
基
本
権
制
約
が
許
さ
れ
る
と
の
「
外
観
」
を
創
出
す
る
（R

n. 380

）。

こ
れ
に
よ
っ
て
、
一
方
に
お
い
て
、
こ
の
憲
法
改
正
に
よ
っ
て
何
を
生
じ
さ
せ
よ
う
と
し
、
い
か
な
る
範
囲
に
お
い
て
私
的
住
居
の
保

護
の
制
約
を
立
法
者
に
授
権
し
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
十
分
な
明
確
性
を
欠
く
こ
と
に
な
る
。
他
方
に
お
い
て
、
解
釈
に
よ
っ
て
、
憲
法

改
正
規
範
に
立
法
者
が
与
え
た
意
味
内
容
が
再
び
変
更
さ
れ
る
が
、
こ
の
こ
と
は
規
範
自
体
に
お
い
て
は
明
文
化
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の

よ
う
な
変
更
は
、
も
っ
ぱ
ら
憲
法
律
制
定
者
が
行
う
べ
き
事
項
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
憲
法
律
制
定
者
が
、
基
本
法
一
条
一
項
の
基
準
に
適

合
し
て
い
な
い
基
本
法
改
正
を
行
っ
た
場
合
、
基
本
法
の
権
限
配
分
と
規
範
明
確
性
の
法
治
国
家
原
則
は
、
こ
の
憲
法
規
範
を
、
基
本
法

七
九
条
三
項
の
ハ
ー
ド
ル
を
乗
り
越
え
る
こ
と
が
で
き
る
範
囲
に
ま
で
解
釈
に
よ
っ
て
限
定
し
、
そ
の
後
に
、
埋
め
合
わ
せ
と
し
て
、
改

正
さ
れ
た
憲
法
規
範
に
お
い
て
明
文
化
さ
れ
て
い
る
介
入
権
限
を
根
拠
と
す
る
法
律
上
の
規
定
に
憲
法
違
反
を
理
由
と
し
て
異
議
を
唱
え

る
こ
と
を
禁
止
し
て
い
る
。
違
憲
の
憲
法
を
治
癒
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
違
憲
の
憲
法
を
治
癒
す
る
こ
と
は
基
本
法
七
九
条
三
項
に
適

合
し
な
い
。
基
本
法
七
九
条
三
項
は
、
各
基
本
権
に
含
ま
れ
る
人
間
の
尊
厳
の
内
容
を
制
約
す
る
た
め
の
憲
法
上
の
根
拠
が
基
本
法
改
正

に
よ
っ
て
創
設
さ
れ
る
こ
と
を
阻
止
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
（R

n. 381

）。

こ
れ
に
加
え
て
、
少
数
意
見
は
、
憲
法
改
正
規
定
の
憲
法
適
合
性
を
憲
法
適
合
的
解
釈
に
よ
っ
て
創
出
す
る
可
能
性
は
、
基
本
法
七
九

条
三
項
の
適
用
範
囲
を
許
さ
れ
な
い
仕
方
で
制
限
す
る
、
と
多
数
意
見
を
批
判
し
て
い
る
。
少
数
意
見
は
、
次
の
よ
う
に
説
い
て
い
る
。

「
こ
の
可
能
性
は
、
基
本
法
七
九
条
三
項
に
よ
っ
て
憲
法
改
正
に
設
定
さ
れ
た
制
限
が
作
動
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
結
局
の
と
こ

ろ
、
憲
法
改
正
立
法
者
が
、
連
邦
的
秩
序
、
基
本
法
一
条
又
は
二
〇
条
そ
れ
自
体
を
全
体
と
し
て
廃
止
し
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
だ
け
で
あ

（
三
八
六
）
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一
九

る
こ
と
に
帰
着
す
る
。
と
い
う
の
は
、
そ
れ
以
外
の
場
合
に
は
、
基
本
法
一
条
及
び
二
〇
条
が
解
釈
基
準
と
し
て
憲
法
に
存
在
す
る
限
り
、

あ
ら
ゆ
る
憲
法
改
正
に
対
し
て
、
基
本
法
一
条
又
は
二
〇
条
に
照
ら
し
た
解
釈
を
通
し
て
、
そ
れ
が
合
憲
に
な
る
よ
う
に
手
助
け
し
、
そ

の
結
果
と
し
て
基
本
法
七
九
条
三
項
に
耐
え
る
不
文
の
内
在
的
制
約
を
付
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。」
し
か
し
、

基
本
法
制
定
者
は
、
基
本
法
七
九
条
三
項
に
お
い
て
、
も
っ
ぱ
ら
基
本
法
一
条
及
び
二
〇
条
の
廃
止
を
不
適
法
で
あ
る
と
し
て
排
除
す
る

の
で
は
な
く
、
す
で
に
、
こ
れ
ら
の
諸
条
項
に
定
め
ら
れ
て
い
る
基
本
原
則
に
抵
触
す
る
改
正
を
不
適
法
で
あ
る
と
し
て
排
除
し
て
い
る
。

従
っ
て
、
基
本
法
七
九
条
三
項
は
、
よ
り
広
い
範
囲
に
及
ぶ
も
の
で
あ
る
。
基
本
法
七
九
条
三
項
は
、
憲
法
に
定
め
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ

の
、
法
治
国
家
的
基
本
原
則
に
基
づ
く
又
は
人
間
の
尊
厳
の
確
保
に
役
立
つ
諸
々
の
基
本
権
地
位
の
崩
壊
の
始
ま
り
を
阻
止
す
る
た
め
の

も
の
で
あ
っ
て
、
法
治
国
家
が
全
体
と
し
て
廃
止
さ
れ
、
人
間
の
尊
厳
が
も
は
や
保
護
を
受
け
な
い
も
の
と
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
初
め
て
作

動
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
ま
さ
に
基
本
法
七
九
条
三
項
が
我
々
の
憲
法
の
主
要
な
支
柱
の
漸
次
的
解
体
に
対
処
で
き

る
た
め
に
、
憲
法
改
正
を
言
葉
ど
お
り
に
受
け
取
り
、
立
法
者
自
身
が
し
た
授
権
を
基
本
法
一
条
及
び
二
〇
条
に
定
め
ら
れ
て
い
る
基
本

原
則
に
照
ら
し
て
判
断
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
ら
の
基
本
原
則
に
抵
触
す
る
場
合
、
基
本
法
七
九
条
三
項
は
、
許
容
さ
れ
な
い
改

正
が
事
後
的
に
合
憲
に
な
る
よ
う
に
手
助
け
す
る
憲
法
適
合
的
解
釈
の
余
地
を
提
供
し
な
い
。（R

n. 382

）

（
五
）　

本
判
決
の
多
数
意
見
は
、
基
本
法
一
三
条
三
項
が
基
本
法
七
九
条
三
項
に
適
合
す
る
と
判
断
し
た
が
、
少
数
意
見
は
、
こ
れ
に

真
っ
向
か
ら
対
立
す
る
見
解
を
述
べ
た
。
両
者
の
結
論
を
分
け
た
要
因
が
基
本
法
七
九
条
三
項
の
解
釈
に
あ
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る

が
、
そ
れ
に
加
え
て
憲
法
の
憲
法
適
合
的
解
釈
に
つ
い
て
の
考
え
方
の
違
い
も
大
き
な
要
因
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
多
数
意
見
は
、

基
本
法
一
三
条
三
項
の
定
め
る
基
本
権
制
約
の
限
界
は
、
基
本
法
一
三
条
三
項
に
お
い
て
明
文
で
定
め
ら
れ
た
限
界
に
加
え
て
、
す
べ
て

の
基
本
権
規
範
と
同
じ
よ
う
に
他
の
憲
法
規
範
か
ら
も
導
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
憲
法
改
正
立
法
者
は
、
基
本
権
規
範
を
修
正
す
る

（
三
八
七
）
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二
〇

際
に
も
、
い
ず
れ
に
せ
よ
基
準
と
な
る
す
べ
て
の
憲
法
上
の
準
則
を
改
め
て
規
範
化
す
る
こ
と
を
義
務
付
け
ら
れ
て
お
ら
ず
、
そ
れ
故
、

基
本
法
七
九
条
三
項
を
基
準
と
す
る
審
査
に
服
す
る
の
は
、
他
の
憲
法
上
の
基
準
と
結
び
付
い
た
基
本
法
一
三
条
三
項
で
あ
る
と
主
張
し

て
い
る
（R

n. 133

）。
多
数
意
見
に
よ
る
と
、
憲
法
改
正
に
よ
っ
て
導
入
さ
れ
た
基
本
権
制
約
は
、
他
の
法
規
範
、
と
く
に
基
本
法
一
条

一
項
に
遡
求
し
つ
つ
、
か
つ
、
比
例
原
則
を
適
用
し
つ
つ
解
釈
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（R

n. 134

）。
多
数
意
見
は
、
こ
の
よ
う
な
考

え
方
に
立
ち
、
基
本
法
一
三
条
三
項
に
憲
法
適
合
的
解
釈
を
施
し
た
上
で
、
基
本
法
一
三
条
三
項
が
基
本
法
七
九
条
三
項
に
違
反
し
な
い

と
判
断
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
少
数
意
見
は
、
基
本
法
一
三
条
三
項
の
憲
法
適
合
的
解
釈
に
批
判
的
な
見
解
を
表
明
し
て
い
る
。
少
数
意

見
も
、
憲
法
規
範
も
解
釈
が
必
要
で
あ
り
、
他
の
憲
法
規
範
か
ら
切
り
離
し
て
考
察
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
基
本
法
の
基
本
原
則
と
そ
の

価
値
秩
序
に
適
合
す
る
よ
う
に
解
釈
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
正
当
で
あ
る
と
述
べ
て
お
り
、
多
数
意
見
の
考
え
方
を
そ
れ
自
体
と

し
て
否
定
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
少
数
意
見
は
、
基
本
法
七
九
条
三
項
に
よ
っ
て
憲
法
改
正
に
ど
の
よ
う
な
限
界
が
設
定

さ
れ
て
い
る
か
と
い
う
問
題
は
、
既
存
の
基
本
権
規
範
の
整
合
性
の
創
出
で
は
な
く
、
憲
法
改
正
が
基
本
法
一
条
及
び
二
〇
条
に
定
め
ら

れ
て
い
る
基
本
原
則
に
抵
触
す
る
か
ど
う
か
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
憲
法
改
正
法
律
を
、
文
言
か
ら
離
れ
て
、
憲
法
に
適
合
さ
せ

る
た
め
に
、
基
本
原
則
を
基
準
と
し
て
解
釈
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
説
い
て
い
る
（R

n. 376

）。
一
九
七
〇
年
一
二
月
一
五
日
連
邦
憲

法
裁
判
所
第
二
法
廷
判
決
（
盗
聴
判
決
）
に
お
け
る
多
数
意
見
と
少
数
意
見
は
、
四
半
世
紀
近
く
の
時
を
経
て
、
新
た
に
連
邦
憲
法
裁
判

所
入
り
し
た
裁
判
官
に
そ
れ
ぞ
れ
引
き
継
が
れ
、
そ
の
対
立
は
、
本
判
決
に
お
い
て
も
ま
っ
た
く
解
消
さ
れ
な
か
っ
た
。 （

三
八
八
）
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二
一

Ⅲ　

学
説

（
一
）　

一
九
七
〇
年
一
二
月
一
五
日
連
邦
憲
法
裁
判
所
第
二
法
廷
判
決
（
盗
聴
判
決
）
の
直
後
の
学
説
に
お
い
て
、
連
邦
憲
法
裁
判
所

（
多
数
意
見
）
が
駆
使
し
た
憲
法
の
憲
法
適
合
的
解
釈
の
手
法
は
厳
し
い
批
判
を
受
け
た
。
ヘ
ー
ベ
ル
レ
（P

eter H
äberle

）
は
、
基
本
法

改
正
そ
れ
自
体
を
憲
法
適
合
的
に
（
基
本
法
適
合
的
に
）
解
釈
す
る
多
数
意
見
の
試
み
は
誤
っ
て
い
る
と
主
張
し
て
い
る
。
何
故
な
ら
、
こ

れ
に
よ
っ
て
、
憲
法
改
正
法
律
は
、
憲
法
全
体
を
基
準
と
し
て
判
断
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
基
本
法
七
九
条
三
項
の
み
を
基
準
と
し
て
判

断
さ
れ
な
く
な
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
基
本
法
一
〇
条
二
項
二
文
が
憲
法
全
体
の
有
効
な
構
成
部
分
と
し
て
前
提
と
さ
れ
て
い
る
が
、

そ
の
有
効
性
が
そ
の
前
に
審
査
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。
従
っ
て
、
憲
法
改
正
法
律
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
は
、「
そ
れ
自

体
と
し
て
」、
つ
ま
り
、
文
言
、
意
味
及
び
目
的
並
び
に
成
立
史
に
反
し
て
憲
法
全
体
に
調
和
的
に
埋
め
込
む
こ
と
は
し
な
い
で
、
文
言
、

意
味
及
び
目
的
並
び
に
成
立
史
に
よ
っ
て
解
釈
し
、
そ
の
後
に
基
本
法
七
九
条
三
項
と
の
適
合
性
が
判
断
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ

ら
に
、
憲
法
適
合
的
解
釈
は
、
暗
黙
の
う
ち
に
現
行
の
基
本
法
一
〇
条
法
律
に
依
拠
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
法
律
の
内
容
形
成
の

可
能
性
は
多
様
で
あ
り
、
憲
法
違
反
の
明
確
な
判
断
だ
け
が
濫
用
の
可
能
性
に
対
処
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
憲
法
適
合

的
解
釈
に
対
す
る
疑
問
は
さ
ら
に
増
大
す
る
。
そ
し
て
、
ヘ
ー
ベ
ル
レ
は
、
憲
法
適
合
的
解
釈
に
よ
っ
て
基
本
法
一
〇
条
二
項
二
文
に
多

く
の
こ
と
が
読
み
込
ま
れ
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
憲
法
改
正
法
律
の
代
わ
り
を
引
き
受
け
る
こ
と
に
な
る
、
つ
ま
り
、
そ
の
権
限
を
逸

脱
す
る
こ
と
に
な
る
、
と
総
括
し
て
い
る
（
14
）

。

ま
た
、
ル
ッ
プ
（H

ans H
einrich R

upp

）
は
、
多
数
意
見
の
方
法
論
的
ア
プ
ロ
ー
チ
の
誤
り
を
批
判
し
て
い
る
。
ル
ッ
プ
は
、
次
の
よ

う
に
説
い
て
い
る
。
多
数
意
見
は
、
憲
法
改
正
法
律
も
他
の
憲
法
規
範
と
同
じ
よ
う
に
基
本
法
の
基
本
原
則
及
び
そ
の
価
値
秩
序
を
基
準

（
三
八
九
）
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二
二

と
し
て
判
断
さ
れ
る
と
し
、
そ
の
際
に
、
先
例
（
15
）

を
引
き
つ
つ
、「
憲
法
内
部
に
お
け
る
矛
盾
の
、
解
釈
に
よ
る
治
癒
」
と
い
う
視
点
を
持

ち
込
ん
で
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
多
数
意
見
の
方
法
論
に
対
す
る
少
数
意
見
の
批
判
は
正
当
で
あ
る
。
本
件
は
、「
違
憲
の
憲
法
規
範
の

問
題
」
で
は
な
く
、「
憲
法
改
正
の
違
憲
性
の
問
題
」
に
関
わ
る
。
憲
法
制
定
権
力
の
成
果
で
あ
る
憲
法
は
、
同
一
の
法
的
ラ
ン
ク
を
有

し
て
お
り
、
全
体
と
し
て
捉
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
れ
故
、
憲
法
律
の
内
部
に
お
い
て
あ
る
憲
法
規
範
に
他
の
憲
法
規
範
に
対
す

る
何
ら
か
の
性
質
の
優
位
を
認
め
、
他
の
憲
法
規
範
の
廃
止
効
果
を
付
与
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
よ
う
な
価
値
序
列
を
憲
法
の
規
範
構

造
の
中
に
読
み
込
む
に
は
若
干
の
努
力
が
必
要
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
価
値
ス
ケ
ー
ル
に
は
、
主
観
的
な
思
弁
に
よ
っ
て
設
定

さ
れ
る
危
険
が
あ
る
の
で
、
原
理
的
に
、
憲
法
を
憲
法
制
定
権
力
の
矛
盾
の
な
い
表
出
と
し
て
扱
い
、
矛
盾
と
さ
れ
た
も
の
を
体
系
に
適

合
し
た
解
釈
に
よ
る
調
和
の
方
法
で
解
消
す
る
以
外
に
途
は
な
い
。
し
か
し
、
本
件
は
、
憲
法
改
正
の
問
題
、
す
な
わ
ち
、
基
本
法
が
自

ら
七
九
条
三
項
に
お
い
て
越
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
限
界
を
設
定
し
て
い
る
対
象
で
あ
る
措
置
の
許
容
性
の
問
題
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
。

多
数
意
見
は
、
違
憲
の
憲
法
規
範
の
解
決
モ
デ
ル
で
あ
る
基
本
法
適
合
的
解
釈
を
使
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
基
本
法
七
九
条
三
項
の
明

確
な
意
味
を
偽
造
し
て
い
る
、
と
（
16
）

。

さ
ら
に
、
エ
ー
リ
ヒ
ゼ
ン
（H

ans-U
w
e E
richsen

）
も
、
憲
法
改
正
法
律
の
憲
法
適
合
的
解
釈
の
手
法
に
批
判
的
な
見
解
を
述
べ
て
い

る
。
あ
ら
ゆ
る
憲
法
改
正
法
律
は
、
憲
法
全
体
に
影
響
を
及
ぼ
し
、
そ
れ
を
変
更
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
前
に
、
基
本
法
七
九
条
三
項
と

の
適
合
性
に
関
し
て
判
断
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
ま
ず
、
憲
法
全
体
に
準
拠
し
て
憲
法
改
正
法
律
の
憲
法

適
合
的
理
解
を
創
出
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
憲
法
改
正
立
法
者
の
憲
法
改
正
の
可
能
性
を
縮
減
す
る
結
果
と
な
る
。
憲
法
改
正
法
律
は
、

基
本
法
七
九
条
三
項
と
の
適
合
性
の
み
な
ら
ず
、
憲
法
の
他
の
基
本
原
則
と
の
適
合
性
に
関
し
て
も
判
断
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
憲
法
改

正
の
た
め
の
基
準
は
基
本
法
七
九
条
三
項
だ
け
で
あ
る
、
と
（
17
）

。

（
三
九
〇
）



憲
法
の
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適
合
的
解
釈
（
岡
田
）

二
三

こ
れ
に
対
し
て
、
シ
ュ
リ
ン
ク
（B

ernhard S
chlink

）
は
、
一
九
七
三
年
の
論
文
に
お
い
て
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
が
展
開
し
た
憲
法
適

合
的
解
釈
に
肯
定
的
な
見
解
を
述
べ
て
い
る
。
憲
法
適
合
的
解
釈
は
、
明
確
な
文
言
に
反
し
て
は
な
ら
な
い
し
、
成
立
史
か
ら
明
ら
か
に

さ
れ
る
立
法
者
の
意
思
に
も
反
し
て
は
な
ら
な
い
。
ま
た
、
憲
法
適
合
的
解
釈
は
、
立
法
目
的
を
見
誤
っ
て
は
な
ら
な
い
し
、
そ
れ
を
歪

曲
し
て
は
な
ら
な
い
。
こ
れ
ら
は
、
あ
ら
ゆ
る
解
釈
に
設
定
さ
れ
た
限
界
で
あ
り
、
こ
の
限
界
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
複
数
の
可
能
な
解

釈
の
中
か
ら
、
憲
法
と
調
和
す
る
も
の
を
優
先
す
る
こ
と
や
、
あ
る
憲
法
規
範
が
解
釈
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
、
そ
れ
以
外
の
憲

法
規
範
と
調
和
す
る
も
の
を
優
先
す
る
こ
と
は
、
ま
さ
し
く
「
体
系
的
解
釈
の
要
請
」
で
あ
る
、
と
（
18
）

。

（
二
）　

最
近
の
学
説
に
お
い
て
は
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
が
展
開
し
た
憲
法
の
憲
法
適
合
的
解
釈
は
む
し
ろ
肯
定
的
に
評
価
さ
れ
て
い
る

よ
う
に
も
見
え
る
（
19
）

。
例
え
ば
、
ブ
リ
ー
デ
（B
run-O

tto B
ryde

）
は
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、「
憲
法
改
正
立
法
者
の
決
定
特
権
」
と
憲

法
原
理
を
擁
護
す
る
「
見
張
り
役
」
で
あ
る
自
己
の
役
割
と
の
調
整
を
、
と
く
に
、
憲
法
改
正
を
「
憲
法
適
合
的
解
釈
」
を
使
っ
て
基
本

法
七
九
条
三
項
に
適
合
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
行
っ
て
き
た
と
観
察
し
つ
つ
、
次
の
よ
う
に
説
い
て
い
る
。
憲
法
改
正
立
法
者
は
違
憲
の

憲
法
を
制
定
す
る
つ
も
り
は
な
い
こ
と
が
前
提
と
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
少
な
く
と
も
「
基
本
法
七
九
条
三
項
適
合

的
解
釈
」
は
た
ん
に
問
題
が
な
い
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
必
要
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
改
正
さ
れ
た
条
文
で
あ
っ
て
も
、
憲
法
改

正
立
法
者
が
基
本
法
一
条
及
び
二
〇
条
に
抵
触
し
な
い
よ
う
に
し
て
い
る
限
り
、
こ
れ
ら
の
憲
法
原
理
に
照
ら
し
て
解
釈
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、「
基
本
法
七
九
条
三
項
適
合
的
解
釈
」
に
よ
っ
て
基
本
法
七
九
条
三
項
の
適
用
範
囲
が
許
さ
れ
な
い
仕
方
で

限
定
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。「
基
本
法
七
九
条
三
項
適
合
的
解
釈
」
に
よ
っ
て
憲
法
裁
判
所
が
憲
法
改
正
を
破
棄
す
る
の
は
「
稀
な
例

外
事
例
」
に
限
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
基
本
法
七
九
条
三
項
が
「
例
外
的
性
質
」
を
有
す
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
こ
れ
は
歓
迎
さ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
同
時
に
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
政
治
プ
ロ
セ
ス
に
対
す
る
重
大
か
つ
極
め
て
厄
介
な
介
入
に
至
ら
な
い
と
こ
ろ

（
三
九
一
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
三
号
（
二
〇
一
八
年
十
二
月
）

二
四

で
、
基
本
法
七
九
条
三
項
に
お
い
て
保
護
さ
れ
た
基
本
原
理
の
遵
守
を
憲
法
改
正
の
プ
ロ
セ
ス
に
お
い
て
も
維
持
す
る
可
能
性
を
作
り
出

し
た
、
と
（
20
）

。
こ
の
よ
う
に
ブ
リ
ー
デ
は
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
が
用
い
て
い
る
「
憲
法
適
合
的
解
釈
」
の
手
法
に
肯
定
的
評
価
を
与
え
て
い

る
。
ま
た
、
ヘ
ァ
デ
ー
ゲ
ン
（M

atthias H
erdegen

）
も
、
ブ
リ
ー
デ
の
見
解
を
引
用
し
つ
つ
、
民
主
的
立
憲
国
家
に
お
い
て
は
、
立
法

者
は
、
憲
法
改
正
に
お
い
て
も
、
憲
法
上
の
拘
束
の
枠
内
で
行
動
し
よ
う
と
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
が
前
提
と
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
が
、
こ
の
こ
と
が
憲
法
適
合
的
解
釈
の
可
能
性
の
根
拠
と
な
る
と
説
い
て
い
る
（
21
）

。

ハ
イ
ン
（K

arl-E
. H
ain

）
も
、
憲
法
改
正
法
律
の
憲
法
適
合
的
解
釈
の
手
法
を
肯
定
的
に
評
価
す
る
。
ハ
イ
ン
は
、
次
の
よ
う
に
説
い

て
い
る
。
憲
法
制
定
権
力
（pouvoir constituant

）
と
憲
法
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
権
力
（pouvoir constitué

）
の
区
別
が
基
本
法
の
基
礎
に

置
か
れ
て
い
る
こ
と
を
前
提
と
す
る
と
、
改
正
阻
止
条
項
（R

evisionsperrklausel

）
は
、
憲
法
制
定
者
の
一
定
の
基
本
決
定
へ
の
憲
法
改

正
立
法
者
の
他
律
的
拘
束
と
し
て
現
れ
る
。
こ
の
拘
束
は
、
憲
法
改
正
立
法
者
の
意
思
に
由
来
す
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
意
思
に
反
し

て
他
の
主
体
の
│
憲
法
制
定
者
の
│
意
思
に
よ
っ
て
当
為
と
し
て
設
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
他
律
的
で
あ
る
。
基
本
法
七
九
条
三

項
は
、
法
技
術
的
に
は
、
拘
束
条
項
に
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
基
本
法
七
九
条
三
項
は
、
そ
の
基
本
的
性
格
の
点
で
基
本
法
一
条
三

項
及
び
二
〇
条
三
項
の
拘
束
条
項
と
同
じ
で
あ
り
、
こ
の
拘
束
条
項
は
、
形
式
的
ル
ー
ル
と
し
て
、
ド
イ
ツ
法
秩
序
の
段
階
構
造
を
実
定

的
に
構
成
す
る
。
こ
の
段
階
構
造
に
お
い
て
は
、
憲
法
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
権
力
は
、
上
位
の
規
範
的
内
容
に
拘
束
さ
れ
、
上
位
の
規
範

的
内
容
を
生
み
出
す
権
限
を
有
し
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
以
下
の
効
果
を
発
生
さ
せ
る
。
第
一
に
、
拘
束
の
名
宛
人
は
、
拘
束
条
項
に

よ
っ
て
画
定
さ
れ
た
限
界
に
と
ど
ま
る
決
定
の
み
を
下
す
こ
と
が
許
さ
れ
る
。
第
二
に
、
法
文
（R

echtssätze

）
が
裁
量
の
余
地
を
含
ん

で
い
る
場
合
、
こ
の
法
文
は
、
そ
の
時
々
に
基
準
と
な
る
拘
束
に
従
っ
て
│
つ
ま
り
、
基
本
法
七
九
条
を
基
準
と
し
て
「
基
本
原
則
適
合

的
に
（grundsatzkonform

）」
│
適
用
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
第
三
に
、
あ
る
決
定
を
基
準
と
な
る
拘
束
に
適
合
す
る
よ
う
に
適
用

（
三
九
二
）



憲
法
の
憲
法
適
合
的
解
釈
（
岡
田
）

二
五

で
き
ず
、
そ
の
た
め
に
拘
束
力
の
あ
る
規
範
の
内
容
に
反
す
る
場
合
に
限
り
、「
修
正
の
可
能
性
を
伴
う
瑕
疵
効
果
シ
ス
テ
ム
（
22
）

」
が
作
動

し
、
基
本
法
七
九
条
三
項
を
考
慮
す
る
と
「
基
本
原
則
に
適
合
し
な
い
」
規
定
は
無
効
と
な
る
、
と
（
23
）

。

（
三
）　

こ
の
よ
う
に
連
邦
憲
法
裁
判
所
が
用
い
て
い
る
憲
法
改
正
法
律
の
憲
法
適
合
的
解
釈
は
、
現
在
の
学
説
に
お
い
て
支
持
を
得
て

い
る
と
言
っ
て
よ
い
。
憲
法
改
正
法
律
の
憲
法
適
合
的
解
釈
を
肯
定
し
た
場
合
に
次
に
問
題
と
な
る
の
は
、
憲
法
改
正
法
律
の
憲
法
適
合

的
解
釈
の
「
限
界
」
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、「
文
言
と
意
味
に
よ
る
と
一
義
的
な
規
定
に
正
反
対
の
意
味

が
付
与
さ
れ
、
解
釈
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
規
範
の
規
範
的
意
味
内
容
が
根
本
的
に
新
た
に
規
定
さ
れ
、
又
は
、
規
範
的
目
標
が
主
要

な
点
に
お
い
て
達
成
さ
れ
な
く
な
る
（
24
）

」
と
こ
ろ
に
求
め
て
い
る
。
こ
の
定
式
に
関
連
し
て
ヘ
ァ
デ
ー
ゲ
ン
は
、
基
本
法
七
九
条
三
項
に
適

合
さ
せ
る
解
釈
に
つ
い
て
は
、
法
律
の
憲
法
適
合
的
解
釈
の
場
合
よ
り
も
狭
い
枠
が
設
け
ら
れ
て
い
る
と
説
い
て
い
る
。
何
故
な
ら
、
基

本
法
七
九
条
一
項
一
文
は
、「
基
本
法
は
、
基
本
法
の
文
言
を
、
明
文
で
変
更
又
は
補
充
す
る
法
律
に
よ
っ
て
の
み
、
こ
れ
を
変
更
す
る

こ
と
が
で
き
る
。」
と
定
め
て
お
り
、
憲
法
の
レ
ヴ
ェ
ル
に
お
い
て
は
、
規
範
明
確
性
の
原
則
が
、
と
く
に
厳
格
に
適
用
さ
れ
る
か
ら
で

あ
る
。
ヘ
ァ
デ
ー
ゲ
ン
は
、
次
の
よ
う
に
説
い
て
い
る
。
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
示
し
た
上
記
の
定
式
は
、
憲
法
制
定
者
の
客
観
的
意
思
を

変
質
さ
せ
る
解
釈
に
あ
ま
り
に
も
広
い
余
地
を
与
え
、
憲
法
の
明
確
性
の
要
請
を
充
た
さ
な
い
。
憲
法
規
定
の
主
要
な
規
制
内
容
に
つ
い

て
、
憲
法
裁
判
所
の
示
し
た
解
釈
に
遡
求
し
な
い
で
伝
統
的
な
解
釈
準
則
だ
け
で
確
定
す
る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
で
き
な
い
と
す
る
と
、
憲

法
規
定
の
制
御
機
能
は
継
続
的
に
傷
付
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
故
、
憲
法
適
合
的
解
釈
は
、
一
般
的
な
解
釈
基
準
（
文
言
、
体
系
、

目
的
及
び
歴
史
的
規
制
意
思
）
に
よ
っ
て
そ
の
解
釈
が
高
度
に
説
得
的
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
限
り
に
お
い
て
の
み
許
さ
れ
る
。
こ
れ
に
よ

り
、
憲
法
改
正
立
法
者
の
「
客
観
的
意
思
」
が
性
急
に
歪
曲
さ
れ
て
し
ま
わ
な
い
こ
と
が
保
障
さ
れ
る
、
と
（
25
）

。
も
っ
と
も
、
筆
者
が
調
査

し
た
限
り
で
は
│
調
査
が
不
十
分
な
の
か
も
し
れ
な
い
が
│
ヘ
ァ
デ
ー
ゲ
ン
の
見
解
を
支
持
す
る
学
説
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
か
っ

（
三
九
三
）
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十
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月
）

二
六

た
（
26
）

。
多
く
の
学
説
は
連
邦
憲
法
裁
判
所
が
示
し
た
定
式
に
と
く
に
異
論
は
な
い
と
推
測
さ
れ
る
。

な
お
、
憲
法
改
正
法
律
の
憲
法
適
合
的
解
釈
の
「
限
界
」
に
関
す
る
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
考
え
方
に
立
っ
た
上
で
、
連
邦
憲
法
裁
判
所

が
二
つ
の
判
決
に
お
い
て
示
し
た
憲
法
改
正
法
律
の
解
釈
が
上
記
の
「
限
界
」
を
越
え
て
い
な
い
か
ど
う
か
は
、
極
め
て
重
要
な
論
点
と

な
る
が
、
こ
こ
で
検
討
を
加
え
る
余
裕
は
な
い
（
27
）

。

Ⅳ　

結
語

連
邦
憲
法
裁
判
所
（
多
数
意
見
）
は
、
憲
法
規
定
は
、
そ
の
文
言
の
み
に
よ
っ
て
他
の
憲
法
規
範
か
ら
切
り
離
し
て
解
釈
さ
れ
て
は
な

ら
ず
、
む
し
ろ
、
基
本
法
の
基
本
原
則
と
そ
の
価
値
秩
序
に
合
致
す
る
よ
う
に
解
釈
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
の
考
え
方
に
立
ち
、
憲

法
改
正
法
律
の
基
本
法
七
九
条
三
項
適
合
性
を
審
査
す
る
に
際
し
て
、
憲
法
改
正
法
律
の
憲
法
適
合
的
解
釈
を
行
っ
て
い
る
。
連
邦
憲
法

裁
判
所
は
、
基
本
法
七
九
条
三
項
を
制
限
的
に
解
釈
し
て
お
り
、
こ
の
解
釈
に
従
う
と
憲
法
改
正
法
律
が
基
本
法
七
九
条
三
項
に
違
反
す

る
と
判
断
さ
れ
る
こ
と
は
極
め
て
限
定
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
、
実
際
、
憲
法
改
正
法
律
が
基
本
法
七
九
条
三
項
に
違
反
す
る
と
判
断
さ
れ

た
こ
と
は
な
い
が
、
し
か
し
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
憲
法
改
正
法
律
の
憲
法
適
合
的
解
釈
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
基
本
法
七
九
条
三
項

の
定
め
る
基
本
原
則
を
擁
護
す
る
役
割
を
あ
る
程
度
ま
で
果
た
し
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
。
筆
者
は
、
憲
法
改
正
法
律
の
憲
法
適
合
性

に
つ
い
て
判
断
し
た
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
判
例
の
特
徴
の
一
つ
は
ま
さ
に
上
記
の
点
に
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
少
数
意

見
は
、
憲
法
改
正
法
律
の
基
本
法
七
九
条
三
項
適
合
性
を
審
査
す
る
に
際
し
て
憲
法
改
正
法
律
の
憲
法
適
合
的
解
釈
を
行
う
こ
と
を
否
定

す
る
。
も
っ
と
も
、
少
数
意
見
も
、
憲
法
規
定
も
他
の
憲
法
規
定
と
切
り
離
し
て
解
釈
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
基
本
法
の
基
本
原
則
と
そ

（
三
九
四
）



憲
法
の
憲
法
適
合
的
解
釈
（
岡
田
）

二
七

の
価
値
秩
序
に
適
合
す
る
よ
う
に
解
釈
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
の
多
数
意
見
の
考
え
方
を
そ
れ
自
体
と
し
て
否
定
し
て
い
る
わ
け
で
は

な
い
。
少
数
意
見
は
、
憲
法
改
正
法
律
の
基
本
法
七
九
条
三
項
適
合
性
審
査
に
お
い
て
は
憲
法
改
正
法
律
が
有
効
な
憲
法
規
範
で
あ
る
か

否
か
が
ま
さ
に
問
わ
れ
て
い
る
か
ら
、
憲
法
改
正
法
律
の
基
本
法
七
九
条
三
項
適
合
性
審
査
の
場
面
に
限
っ
て
、
憲
法
改
正
法
律
の
「
基

本
法
適
合
的
」
解
釈
は
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
と
説
い
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
一
九
七
〇
年
一
二
月
一
五
日
連
邦
憲
法
裁
判
所
第
二
法
廷
判

決
（
盗
聴
判
決
）
の
直
後
に
お
い
て
は
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
（
多
数
意
見
）
が
駆
使
し
た
憲
法
改
正
法
律
の
憲
法
適
合
的
解
釈
の
手
法
に
批

判
的
な
学
説
が
多
か
っ
た
が
、
現
在
の
学
説
の
多
く
は
、
む
し
ろ
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
（
多
数
意
見
）
が
駆
使
し
た
憲
法
改
正
法
律
の
憲

法
適
合
的
解
釈
の
手
法
に
肯
定
的
評
価
を
与
え
て
い
る
。

最
後
に
筆
者
に
残
さ
れ
た
課
題
を
確
認
し
て
お
く
。
筆
者
は
、
日
本
に
お
い
て
、
憲
法
改
正
が
な
さ
れ
た
場
合
を
想
定
し
て
、
裁
判
所

は
、
改
正
さ
れ
た
憲
法
規
定
の
憲
法
適
合
的
解
釈
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
と
い
う
点
を
検
討
し
て
お
く
こ
と
が
極
め
て
重
要
で

あ
る
と
考
え
て
い
る
。
こ
の
論
点
の
検
討
が
、
ま
さ
に
筆
者
に
残
さ
れ
た
課
題
で
あ
る
（
28
）

。

﹇
後
記
﹈　

池
村
正
道
先
生
は
、
日
本
大
学
法
学
部
に
お
け
る
行
政
法
の
研
究
・
教
育
の
重
責
を
担
わ
れ
る
と
と
も
に
、
法
学
部
長
、
副

学
長
な
ど
の
要
職
を
歴
任
さ
れ
、
学
部
や
大
学
の
運
営
に
多
大
な
貢
献
を
さ
れ
た
こ
と
は
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
が
、
大
学
院
法
務
研
究

科
に
お
い
て
も
、
専
任
教
員
と
し
て
（
か
つ
て
、
法
科
大
学
院
の
専
任
教
員
数
に
つ
い
て
、
そ
の
三
分
の
一
以
内
の
教
員
は
学
部
の
専
任
教
員
と
し

て
も
算
入
で
き
る
も
の
と
す
る
経
過
措
置
が
定
め
ら
れ
て
い
た
た
め
、
法
科
大
学
院
と
学
部
の
専
任
教
員
に
同
時
に
な
る
こ
と
が
で
き
た
。）
創
設
時
か

ら
二
〇
一
〇
年
度
ま
で
行
政
法
分
野
の
授
業
を
担
当
さ
れ
る
と
と
も
に
、
数
年
間
専
攻
主
任
も
務
め
ら
れ
（
二
〇
〇
七
年
四
月
〜
二
〇
〇
八

年
三
月
、
二
〇
〇
八
年
一
二
月
〜
二
〇
一
〇
年
三
月
）、
草
創
期
の
法
務
研
究
科
を
教
育
と
運
営
の
両
面
に
お
い
て
支
え
ら
れ
た
こ
と
も
こ
こ

（
三
九
五
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
三
号
（
二
〇
一
八
年
十
二
月
）

二
八

に
記
し
て
お
き
た
い
（
草
創
期
の
法
務
研
究
科
を
知
る
専
任
教
員
が
少
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
今
、
こ
れ
は
筆
者
の
責
務
で
あ
ろ
う
。）。
筆
者
は
、

二
〇
〇
八
年
に
信
州
大
学
か
ら
日
本
大
学
に
移
籍
し
た
が
、
そ
の
際
に
前
任
校
か
ら
支
障
な
く
移
籍
で
き
る
よ
う
に
ご
配
慮
と
ご
支
援
を

し
て
下
さ
っ
た
こ
と
を
感
謝
の
念
と
と
も
に
懐
か
し
く
想
い
出
す
。
末
筆
で
は
あ
る
が
、
池
村
先
生
が
今
後
と
も
ご
健
勝
で
ご
活
躍
さ
れ

る
こ
と
を
心
よ
り
お
祈
り
し
た
い
。

（
1
） 

研
究
書
の
み
を
挙
げ
る
と
、
菅
野
喜
八
郎
『
国
権
の
限
界
問
題
』（
木
鐸
社
、
一
九
七
八
年
）、
竹
花
光
範
『
憲
法
改
正
の
法
理
と
手
続
』（
成

文
堂
、
一
九
八
一
年
）、
芦
部
信
喜
『
憲
法
制
定
権
力
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
三
年
）、
小
林
直
樹
『
憲
法
秩
序
の
理
論
』（
東
京
大
学
出
版

会
、
一
九
八
六
年
）
等
が
あ
る
。
な
お
、
本
稿
に
関
連
す
る
重
要
な
研
究
書
と
し
て
、
大
隅
義
和
『
憲
法
制
定
権
の
法
理
│
「
違
憲
の
憲
法
」
と
の

関
連
で
│
』（
九
州
大
学
出
版
会
、
一
九
八
八
年
）
が
あ
る
。

（
2
） 

最
近
出
版
さ
れ
た
研
究
書
と
し
て
大
塚
滋
『
憲
法
改
正
限
界
論
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
性
』（
成
文
堂
、
二
〇
一
七
年
）
が
あ
る
。
論
文
に
つ
い
て

は
二
〇
〇
〇
年
以
降
に
限
定
す
る
と
、
赤
坂
正
浩
「
憲
法
改
正
の
限
界
と
日
本
国
憲
法
の
基
本
原
理
」
同
『
世
紀
転
換
期
の
憲
法
論
』（
信
山
社
、

二
〇
一
五
年
）
四
一
一
頁
以
下
（
初
出
、
同
「
戦
後
憲
法
学
に
お
け
る
憲
法
改
正
限
界
論
」
全
国
憲
法
研
究
会
編
『
憲
法
問
題
一
四　

二
〇
一
三
』

（
三
省
堂
、
二
〇
〇
三
年
））、
同
「
憲
法
改
正
の
限
界
と
全
面
改
正
」
同
・
前
掲
注（
2
）四
二
九
頁
以
下
（
初
出
、
同
「
憲
法
の
同
一
性
と
憲
法
改

正
の
限
界
」
全
国
憲
法
研
究
会
編
『
憲
法
改
正
問
題
』（
日
本
評
論
社
、
二
〇
〇
五
年
））、
毛
利
透
『
統
治
構
造
の
憲
法
論
』（
岩
波
書
店
、

二
〇
〇
七
年
）
一
七
頁
以
下
（
初
出
、
同
「
憲
法
改
正
論
議
へ
の
比
較
法
的
視
座
│
ド
イ
ツ
憲
法
学
の
視
点
よ
り
」
法
学
論
叢
（
京
都
大
学
）

一
六
一
巻
四
号
（
二
〇
〇
七
年
））、
結
城
洋
一
郎
「
我
が
国
に
お
け
る
『
憲
法
改
正
の
限
界
』
に
関
す
る
一
考
察
」
商
学
討
究
六
四
巻
四
号
五
頁
以

下
（
小
樽
商
科
大
学
、
二
〇
一
四
年
）
五
頁
以
下
、
西
村
技
美
「
憲
法
改
正
の
限
界
」
論
究
ジ
ュ
リ
ス
ト
九
号
（
二
〇
一
四
年
）
三
〇
頁
以
下
、
高

田
篤
「
日
本
に
お
け
る
憲
法
改
正
と
そ
の
限
界
」
鈴
木
秀
美
／
マ
テ
ィ
ア
ス
・
イ
ェ
シ
ュ
テ
ッ
ト
／
小
山
剛
／
ラ
ル
フ
・
ポ
ッ
シ
ャ
ー
編
『
憲
法
の

発
展
Ⅰ

│
解
釈
・
変
遷
・
改
正
（
日
独
憲
法
対
話
二
〇
一
五
）』（
信
山
社
、
二
〇
一
七
年
）
一
〇
九
頁
以
下
が
あ
る
。

（
三
九
六
）



憲
法
の
憲
法
適
合
的
解
釈
（
岡
田
）

二
九

（
3
） 

工
藤
達
朗
『
憲
法
学
研
究
』（
尚
学
社
、
二
〇
〇
九
年
）
一
九
八
頁
（
初
出
、
同
「
憲
法
改
正
の
違
憲
審
査
」
樋
口
陽
一
・
上
村
貞
美
・
戸
波

江
二
編
集
代
表
『
日
独
憲
法
学
の
想
像
力　

下
巻
│
栗
城
壽
夫
先
生
古
稀
記
念
』（
信
山
社
、
二
〇
〇
三
年
））。

（
4
） 
最
近
の
学
説
に
限
定
す
る
と
、
否
定
説
と
し
て
、
工
藤
・
前
掲
注（
3
）二
〇
六
頁
以
下
、
芹
沢
斉
・
市
川
正
人
・
阪
口
正
二
郎
編
『
新
基
本
法

コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
憲
法
』（
日
本
評
論
社
、
二
〇
一
一
年
）
五
〇
六
頁
﹇
工
藤
達
朗
﹈、
全
国
憲
法
研
究
会
二
〇
一
五
年
秋
季
研
究
総
会
シ
ン
ポ
ジ
ウ

ム
に
お
け
る
井
口
秀
作
発
言
（
建
石
真
公
子
・
石
村
修
「
秋
季
研
究
総
会
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
ま
と
め
」
全
国
憲
法
研
究
会
編
『
憲
法
問
題
二
七　

二
〇
一
六
』（
三
省
堂
、
二
〇
一
六
年
）
一
一
九
頁
が
あ
り
、
肯
定
説
と
し
て
、
高
野
敏
樹
『
憲
法
制
定
権
力
と
主
権
』（
青
潮
社
、
一
九
九
八
年
）

八
九
頁
以
下
（
初
出
、
同
「
主
権
│
憲
法
制
定
権
力
の
視
点
か
ら
み
た
そ
の
意
義
と
課
題
」
佐
藤
功
先
生
喜
寿
記
念
論
文
集
『
現
代
憲
法
の
理
論
と

現
実
』（
青
林
書
院
、
一
九
九
三
年
））、
赤
坂
・
前
掲
注（
2
）四
二
二
頁
、
南
野
森
「
憲
法
改
正
限
界
論
再
考
│
そ
の
意
義
に
つ
い
て
の
序
説
」
長

谷
部
恭
男
・
安
西
文
雄
・
宍
戸
常
寿
・
林
知
更
編
『
高
橋
和
之
先
生
古
稀
記
念　

現
代
立
憲
主
義
の
諸
相　

上
』（
有
斐
閣
、
二
〇
一
三
年
）

一
二
三
頁
以
下
、
高
橋
和
之
『
体
系
憲
法
訴
訟
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
一
七
年
）
一
四
七
頁
以
下
が
あ
る
。

（
5
） 

毛
利
透
・
小
泉
良
幸
・
淺
野
博
宣
・
松
本
哲
治
『
憲
法
Ⅰ　

総
論
・
統
治
﹇
第
二
版
﹈』（
有
斐
閣
、
二
〇
一
七
年
）
三
八
頁
﹇
毛
利
透
﹈。

（
6
） 

こ
の
論
点
に
つ
い
て
は
、
工
藤
・
注（
3
）一
九
九
頁
以
下
、
毛
利
ほ
か
・
前
掲
注（
5
）三
八
頁
﹇
毛
利
透
﹈
を
参
照
。

（
7
） 

む
し
ろ
、
本
稿
は
、
従
来
の
学
説
か
ら
、
憲
法
改
正
の
限
界
の
有
無
及
び
憲
法
改
正
に
対
す
る
司
法
審
査
の
可
否
と
い
う
、
本
稿
が
扱
う
論
点

の
前
提
と
な
る
原
理
的
問
題
に
考
察
を
加
え
て
お
ら
ず
、
考
察
の
順
序
を
間
違
っ
て
い
る
と
の
批
判
を
受
け
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
筆
者
と
し
て

も
、
こ
の
問
題
点
は
も
ち
ろ
ん
承
知
し
て
お
り
、
上
記
の
原
理
的
問
題
に
つ
い
て
も
、
今
後
、
考
察
の
機
会
を
持
ち
た
い
と
考
え
て
い
る
。

（
8
） 

連
邦
憲
法
裁
判
所
の
判
例
を
分
析
・
検
討
す
る
た
め
に
は
、
何
よ
り
も
ま
ず
、
憲
法
改
正
法
律
の
憲
法
適
合
性
に
つ
い
て
判
断
し
た
連
邦
憲
法

裁
判
所
の
判
例
を
出
来
る
限
り
内
在
的
に
理
解
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
憲
法
改
正
法
律
の
憲
法
適
合
性
に
つ
い
て
判

断
を
示
し
た
ド
イ
ツ
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
判
例
を
時
系
列
に
沿
っ
て
出
来
る
限
り
客
観
的
か
つ
内
在
的
に
詳
し
く
紹
介
す
る
作
業
は
、
別
途
公
表
す

る
予
定
で
あ
る
「
研
究
ノ
ー
ト
」
に
よ
っ
て
行
う
こ
と
に
し
た
い
。

（
9
） B

V
erfG

E
 30, 1. 

こ
の
判
決
の
紹
介
・
解
説
と
し
て
、
西
浦
公
「
通
信
の
秘
密
と
そ
の
制
限
│
盗
聴
判
決
│
」
ド
イ
ツ
憲
法
判
例
研
究
会
編

（
栗
城
壽
夫
・
戸
波
江
二
・
根
森
健
編
集
代
表
）『
ド
イ
ツ
の
憲
法
判
例
（
第
二
版
）』（
信
山
社
、
二
〇
〇
三
年
）
二
六
一
頁
以
下
が
あ
る
。
ま
た
、

（
三
九
七
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
三
号
（
二
〇
一
八
年
十
二
月
）

三
〇

石
村
修
『
憲
法
の
保
障
│
そ
の
系
譜
と
比
較
法
的
検
討
│
』（
尚
学
社
、
一
九
八
七
年
）
二
四
〇
頁
以
下
（
初
出
、
同
「
憲
法
保
障
と
し
て
の
憲
法

改
正
限
界
論
」
専
修
大
学
法
学
論
集
三
三
号
（
一
九
八
一
年
））、
渡
辺
康
行
「
ド
イ
ツ
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
憲
法
解
釈
方
法
論
」
新
正
幸
・
鈴
木
法

日
児
編
『
憲
法
制
定
と
変
動
の
法
理
』（
木
鐸
社
、
一
九
九
一
年
）
五
一
七
頁
以
下
（
五
三
一
頁
以
下
）
西
村
・
前
掲
注（
2
）三
三
頁
以
下
も
こ
の

判
決
に
検
討
を
加
え
て
い
る
。
以
下
、
こ
の
判
決
の
引
用
は
、
本
文
中
に
連
邦
憲
法
裁
判
所
判
例
集
の
該
当
す
る
頁
数
を
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
行
う
。

（
10
） 

連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
一
九
七
〇
年
一
二
月
一
五
日
の
判
決
の
前
に
、
他
の
文
脈
に
お
い
て
基
本
法
七
九
条
三
項
に
言
及
し
て
い
た
。

B
V
erfG

E
 1, 14, 32; 3, 225, 232; 4, 157, 169 f.

（
11
） B

V
erfG

E
 109, 279. 

こ
の
判
決
の
紹
介
・
解
説
と
し
て
、
平
松
毅
「
住
居
に
対
す
る
高
性
能
盗
聴
器
に
よ
る
盗
聴
」
ド
イ
ツ
憲
法
判
例
研
究

会
編
（
栗
城
壽
夫
・
戸
波
江
二
・
島
崎
健
太
郎
編
集
代
表
）『
ド
イ
ツ
の
憲
法
判
例
Ⅲ
』（
信
山
社
、
二
〇
〇
八
年
）
三
二
〇
頁
以
下
が
あ
る
。
以
下
、

こ
の
判
決
の
引
用
は
、
本
文
中
に
連
邦
憲
法
裁
判
所
判
例
集
に
お
い
て
付
さ
れ
て
い
る
欄
外
番
号
を
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
行
う
。

（
12
） B

V
erfG

E
 84, 90. 

こ
の
判
決
の
紹
介
・
解
説
と
し
て
、
中
島
茂
樹
「
ド
イ
ツ
再
統
一
と
一
九
四
九
年
以
前
の
収
用
に
対
す
る
補
償
」
ド
イ
ツ

憲
法
判
例
研
究
会
編
・
前
掲
注（
9
）五
五
九
頁
以
下
が
あ
る
。

（
13
） B

V
erfG

E
 94, 49.

こ
の
判
決
の
紹
介
・
解
説
と
し
て
、
川
又
伸
彦
「
庇
護
権
に
お
け
る
『
安
全
な
第
三
国
』
要
件
」
ド
イ
ツ
憲
法
判
例
研
究

会
編
・
前
掲
注（
11
）三
五
六
頁
以
下
が
あ
る
。

（
14
） 

P
eter H

äberle, D
ie A
bhörentscheidung des B

undesverfassungsgerichts vom
 15. 12. 1970, JZ

 1971, S
. 145 

（148 f.

）.

（
15
） B

V
erfG

E
 19, 206 

﹇220

﹈.

（
16
） 

H
an

s H
ein

rich
 R

u
pp, A

nm
erkung zu B

V
erfG

E
 30, 1, N

JW
 1971, S

. 275 

（275 f.

）. 

ル
ッ
プ
の
見
解
は
、「
違
憲
の
憲
法
規
範
」
に

関
す
る
当
時
の
判
例
・
学
説
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
る
が
、「
違
憲
の
憲
法
規
範
」
の
問
題
に
触
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

（
17
） 

H
an

s-U
w

e E
rich

sen, Z
u den G

renzen von V
erfasungsänderung nach dem

 G
rundgesetz, V

erw
A
 1971, S

. 291 

（303 f.

）.

（
18
） 

B
ern

h
ard

 S
ch

lin
k, D
as A

bhör-U
rteil des B

undesverfassungsgerichts, D
er S

taat 1973, S
. 85 

（90

）. 

エ
ー
ヴ
ァ
ー
ス
（H

ans-

U
lrich E

vers

）
は
、
シ
ュ
リ
ン
ク
論
文
の
参
照
を
指
示
し
つ
つ
、
審
査
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
規
範
の
内
容
は
体
系
的
解
釈
│
そ
れ
は
、
憲
法

適
合
的
解
釈
で
も
あ
る
│
に
よ
っ
て
初
め
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
か
ら
、
審
査
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
規
範
は
「
憲
法
の
コ

（
三
九
八
）



憲
法
の
憲
法
適
合
的
解
釈
（
岡
田
）

三
一

ン
テ
ク
ス
ト
の
中
で
」
解
釈
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
指
摘
し
て
い
る
（H

an
s-U

lrich
 E

vers, in: R
udolf D

olzer/K
laus V

ogel/K
arin 

G
raßhof 

（H
rsg.

）, B
onner K

om
m
entar zum

 G
rundgesetz, A

rt. 79 A
bs. 3 

（45. L
fg. O

ktober 1982

） Rn. 160

）。

（
19
） 
以
下
の
本
文
に
お
い
て
紹
介
す
る
学
説
の
ほ
か
、
憲
法
の
憲
法
適
合
的
解
釈
を
肯
定
的
に
評
価
す
る
学
説
と
し
て
、
以
下
の
も
の
が
あ
る
。

R
ü

d
iger R

u
bel, in: D

ieter C
. U
m
bach/T

hom
as C

lem
ens 

（H
rsg.

）, G
rundgesetz M

itarbeiterkom
m
nentar und H

andbuch, B
d.Ⅱ

, 

2002, A
rt. 79 R

n. 30 

は
、
と
く
に
理
由
を
示
す
こ
と
な
く
、
基
本
法
七
九
条
三
項
に
違
反
す
る
憲
法
改
正
法
律
は
無
効
で
あ
る
が
、
憲
法
適
合

的
解
釈
の
可
能
性
を
「
優
先
的
に
」
点
検
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
説
い
て
い
る
。
ま
た
、M

ich
ael S

ach
s, in: M

ichael S
achs 

（H
rsg.

）, 

G
rundgesetz, 7. A

ufl . 2014, A
rt. 79 R

n. 84 

も
、
と
く
に
理
由
を
示
す
こ
と
な
く
、
基
本
法
七
九
条
三
項
違
反
は
、
そ
れ
が
改
正
規
定
の
解
釈

に
よ
っ
て
回
避
さ
れ
な
い
場
合
に
限
り
認
め
ら
れ
る
と
述
べ
、「
基
本
法
七
九
条
三
項
と
の
適
合
性
を
保
っ
た
解
釈
」
を
肯
定
的
に
評
価
し
て
い
る
。

さ
ら
に
、Joh

an
n

es D
ietlein, in: V

olker E
pping/C

hristian H
illgruber 

（H
rsg.

）, G
rundgsetz K

om
m
entar, 2009, A

rt. 79 R
n. 18 

も
、

と
く
に
理
由
を
示
す
こ
と
な
く
、
憲
法
改
正
法
律
は
、
そ
れ
が
「
基
本
原
則
適
合
的
」
解
釈
に
も
か
か
わ
ら
ず
基
本
法
七
九
条
三
項
に
違
反
す
る
場

合
に
、
無
効
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。

H
au

ke M
öller, D

ie verfassungsgebende G
ew
alt des V

olkes und die S
chranken der V

erfassungsrevision, 2004, S
. 177 f. 

は
、

法
律
の
憲
法
適
合
的
解
釈
が
認
め
ら
れ
て
い
る
以
上
、
憲
法
適
合
性
解
釈
の
要
請
は
憲
法
改
正
法
律
に
も
当
て
は
ま
る
と
主
張
し
て
い
る
。

（
20
） 

B
ru

n
-O

tto B
ryd

e, in: Ingo von M
ünch/P

hilip K
unig 

（H
rsg.

）, G
rundgesetz-K

om
m
entar, B

d. 2, 6. A
ufl . 2012, A

rt. 79 R
n. 

30.

（
21
） 

M
ath

ias H
erd

egen, in: T
heodor M

aunz/G
ünter D

ürig, K
om
m
entar zum

 G
rundgesetz, A

rt. 79 

（L
fg. 72 Juli 2014

） Rn. 82.

（
22
） 

K
arl-E

. H
ain, in: H

erm
ann v. M

angoldt/F
riedrich K

lein/C
hristian S

tarck 

（H
rsg.

）, K
om
m
entar zum

 G
rundgesetz B

d. Ⅱ
, 

7. A
ufl . 2018, A

rt. 79 R
n. 117

も
参
照
。

（
23
） 

H
ain 

（F
n. 22

）, R
n. 31.

（
24
） B

V
erfG

E
 109, 279 

（316 f./R
n. 134

）.

（
25
） 

H
erd

egen 

（F
n. 21

）, R
n. 82.

（
三
九
九
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
三
号
（
二
〇
一
八
年
十
二
月
）

三
二

（
26
） 

D
ietlein 

（F
n. 19

）, R
n. 18.1

は
、
ヘ
ァ
デ
ー
ゲ
ン
の
見
解
に
関
連
し
て
、
憲
法
改
正
の
み
が
基
本
法
七
九
条
の
要
求
に
服
す
る
が
、
規
範
明

確
性
の
要
請
が
、
憲
法
制
定
者
が
創
設
し
た
規
範
が
含
ん
で
い
る
明
確
性
よ
り
も
高
度
の
明
確
性
を
要
求
し
て
い
る
と
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と

指
摘
し
て
い
る
。

（
27
） 

B
ru

n
-O

tto B
ryd

e, in: Ingo von M
ünch 

（H
rsg.

）, G
rundgesetz-K

om
m
entar, B

d. 3, 1978, A
rt. 79 R

n. 29

は
、「
盗
聴
判
決
」
に
お

い
て
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
要
求
さ
れ
る
「
限
界
」
を
大
幅
に
越
え
、「
司
法
的
自
己
抑
制
」
を
し
よ
う
と
（
改
正
を
基
本
法
七
九
条
三
項
の
故
に

失
敗
さ
せ
ま
い
と
）
努
力
し
て
、
基
本
法
一
〇
条
二
項
を
そ
の
意
味
、
文
言
及
び
成
立
史
に
反
し
て
解
釈
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
司
法
的
自
己
抑

制
」
に
著
し
く
違
反
し
て
し
ま
っ
た
、
と
説
い
て
い
た
。

（
28
） 

本
稿
を
執
筆
す
る
に
際
し
て
筆
者
の
脳
裏
か
ら
離
れ
な
か
っ
た
現
代
日
本
の
問
題
状
況
に
つ
い
て
、
簡
単
に
言
及
し
て
お
き
た
い
。
自
由
民
主

党
憲
法
改
正
推
進
本
部
が
二
〇
一
七
年
一
二
月
二
〇
日
に
公
表
し
た
「
憲
法
改
正
に
関
す
る
論
点
取
り
ま
と
め
」
は
、「
ま
さ
に
今
、
国
民
に
問
う

に
ふ
さ
わ
し
い
と
判
断
さ
れ
た
テ
ー
マ
」
の
一
つ
と
し
て
、「
合
区
解
消
・
地
方
自
治
体
」
を
挙
げ
、「
両
議
院
議
員
の
総
選
挙
に
つ
い
て
、
一
票
の

較
差
（
人
口
比
例
）
へ
の
対
応
に
よ
り
行
政
区
画
と
選
挙
区
の
ず
れ
が
一
層
拡
大
し
、
地
方
で
あ
れ
都
市
部
で
あ
れ
今
後
地
域
住
民
の
声
が
適
切
に

反
映
さ
れ
な
く
な
る
懸
念
が
あ
る
」
の
で
、「
政
治
的
・
社
会
的
に
重
要
な
意
義
を
持
つ
都
道
府
県
を
ま
た
が
る
合
区
を
解
消
し
、
都
道
府
県
を
基

本
と
す
る
選
挙
制
度
を
維
持
す
る
た
め
、
参
議
院
議
員
選
挙
に
お
い
て
は
、
半
数
改
正
ご
と
に
各
広
域
地
方
公
共
団
体
（
都
道
府
県
）
か
ら
少
な
く

と
も
一
人
が
選
出
可
能
に
な
る
よ
う
に
規
定
す
る
方
向
で
お
お
む
ね
意
見
は
一
致
し
て
い
る
」
と
自
民
党
憲
法
改
正
推
進
本
部
に
お
け
る
議
論
の
状

況
を
整
理
し
て
い
た
。
そ
の
後
、
新
聞
報
道
等
に
よ
る
と
、
自
民
党
憲
法
改
正
推
進
本
部
は
、
二
〇
一
八
年
二
月
一
六
日
に
全
体
会
合
を
開
き
、
参

議
院
議
員
選
挙
の
合
区
を
解
消
す
る
た
め
の
憲
法
改
正
案
を
決
定
す
る
に
至
っ
た
。
現
行
の
四
七
条
は
、「
選
挙
区
、
投
票
の
方
法
そ
の
他
両
議
院

の
議
員
の
選
挙
に
関
す
る
事
項
は
、
法
律
で
こ
れ
を
定
め
る
。」
と
定
め
て
い
る
が
、
自
民
党
憲
法
改
正
推
進
本
部
が
改
正
案
と
し
て
示
し
た
四
七

条
は
、
一
項
に
お
い
て
、「
両
議
院
の
議
員
の
選
挙
に
つ
い
て
、
選
挙
区
を
設
け
る
と
き
は
、
人
口
を
基
本
と
し
、
行
政
区
画
、
地
域
的
な
一
体
性
、

地
勢
等
を
総
合
的
に
勘
案
し
て
、
選
挙
区
及
び
各
選
挙
区
に
お
い
て
選
挙
す
べ
き
議
員
の
数
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。
参
議
院
議
員
の
全
部
ま
た
は

一
部
の
選
挙
に
つ
い
て
、
広
域
の
地
方
公
共
団
体
の
そ
れ
ぞ
れ
の
区
域
を
選
挙
区
と
す
る
場
合
に
は
、
改
選
ご
と
に
各
選
挙
区
に
お
い
て
少
な
く
と

も
一
人
を
選
挙
す
べ
き
も
の
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。」
と
定
め
、
二
項
に
お
い
て
、「
前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
選
挙
区
、
投
票
の
方
法
そ
の

（
四
〇
〇
）



憲
法
の
憲
法
適
合
的
解
釈
（
岡
田
）

三
三

他
両
議
院
の
議
員
の
選
挙
に
関
す
る
事
項
は
、
法
律
で
こ
れ
を
定
め
る
。」
と
定
め
て
い
る
。
憲
法
改
正
限
界
論
の
立
場
か
ら
は
、
何
よ
り
も
ま
ず
、

自
民
党
憲
法
改
正
推
進
本
部
の
示
し
た
憲
法
四
七
条
改
正
案
が
憲
法
改
正
の
限
界
を
越
え
る
も
の
か
ど
う
か
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
に
な
り
、

筆
者
は
、
こ
れ
は
疑
い
な
く
極
め
て
重
要
な
論
点
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
が
、
こ
れ
に
加
え
て
、
か
り
に
憲
法
改
正
の
手
続
を
経
て
現
行
の
日
本
国

憲
法
四
七
条
が
自
民
党
憲
法
改
正
推
進
本
部
の
示
し
た
憲
法
四
七
条
改
正
案
の
と
お
り
に
改
正
さ
れ
、
改
正
後
に
議
員
定
数
不
均
衡
訴
訟
な
ど
が
提

起
さ
れ
て
裁
判
所
が
改
正
さ
れ
た
四
七
条
の
解
釈
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
状
況
に
至
っ
た
場
合
に
は
、
裁
判
所
は
日
本
国
憲
法
四
七
条
の

「
憲
法
適
合
的
解
釈
」
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
（
さ
ら
に
一
歩
進
ん
で
、
裁
判
所
は
「
憲
法
適
合
的
解
釈
」
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
で
は
な
い
か
）
と
い
う
問
題
も
極
め
て
重
要
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
筆
者
は
、
憲
法
改
正
に
対
す
る
司
法
審
査
の
可
否
に
つ
い
て
消
極
的
に

解
し
た
と
し
て
も
（
と
い
う
よ
り
も
、
消
極
的
に
解
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
な
お
さ
ら
）、
改
正
さ
れ
た
憲
法
条
文
の
憲
法
適
合
的
解
釈
（
憲
法
の
憲

法
適
合
的
解
釈
）
が
裁
判
所
に
は
求
め
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
（
こ
れ
は
、
本
稿
が
示
し
た
よ
う
に
、
連
邦
憲
法
裁
判
所

が
ま
さ
に
実
践
し
て
い
る
解
釈
手
法
で
あ
る
。）
が
、
し
か
し
、
こ
の
点
に
関
す
る
筆
者
の
考
え
は
、
現
時
点
に
お
い
て
は
、
十
分
に
練
り
上
げ
ら

れ
た
も
の
で
あ
る
と
は
到
底
言
え
な
い
状
態
に
と
ど
ま
っ
て
お
り
、
こ
こ
で
は
、「
憲
法
の
憲
法
適
合
的
解
釈
」
と
い
う
解
釈
手
法
が
あ
り
得
る
こ

と
を
示
す
だ
け
で
満
足
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
お
、
自
民
党
憲
法
改
正
推
進
本
部
の
示
し
た
憲
法
四
七
条
改
正
案
に
つ
い
て
は
、
伊
藤
真
「
自

民
党
の
四
七
条
改
憲
案
と
一
票
の
価
値
」
世
界
九
〇
九
号
（
二
〇
一
八
年
）
五
八
頁
以
下
が
批
判
的
検
討
を
加
え
て
い
る
。

（
四
〇
一
）





フ
ィ
ジ
ー
憲
法
（
二
〇
一
三
年
）
の
目
的
と
構
造
（
東
）

三
五

フ
ィ
ジ
ー
憲
法
（
二
〇
一
三
年
）
の
目
的
と
構
造

│
憲
法
工
学
的
考
察

│

　

東　
　
　
　

裕　

は
じ
め
に

フ
ィ
ジ
ー
共
和
国
（T
he R

epublic of F
iji

）
は
、
南
太
平
洋
に
あ
る
人
口
約
八
八
万
人
、
国
土
面
積
一
万
八
、二
七
〇
平
方
キ
ロ
メ
ー

ト
ル
（
四
国
と
ほ
ぼ
同
じ
大
き
さ
）
の
極
小
国
で
あ
る
。
人
口
の
六
割
弱
が
原
住
民
フ
ィ
ジ
ー
人
、
四
割
弱
が
イ
ン
ド
系
フ
ィ
ジ
ー
人
で
あ

る
。
イ
ン
ド
系
は
一
九
世
紀
末
か
ら
二
〇
世
紀
初
め
に
か
け
て
、
イ
ギ
リ
ス
領
植
民
地
で
あ
っ
た
イ
ン
ド
か
ら
サ
ト
ウ
キ
ビ
栽
培
の
た
め

契
約
労
働
者
と
し
て
入
植
し
、
そ
の
ま
ま
定
住
し
た
人
々
の
子
孫
で
あ
る
。
二
〇
世
紀
半
ば
に
は
イ
ン
ド
系
の
人
口
が
半
数
を
超
え
た
時

期
も
あ
っ
た
。
両
民
族
間
に
深
刻
な
対
立
は
な
い
が
、
政
治
の
世
界
で
は
イ
ン
ド
系
が
政
権
を
と
る
と
原
住
民
系
に
よ
る
ク
ー
デ
タ
が
起

論　

説

（
四
〇
三
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
三
号
（
二
〇
一
八
年
十
二
月
）

三
六

き
た
こ
と
が
過
去
に
三
度
あ
る
。
一
九
七
〇
年
の
英
国
か
ら
の
独
立
以
来
、
一
九
八
七
年
に
二
回
、
二
〇
〇
〇
年
に
一
回
、
そ
し
て

二
〇
〇
六
年
に
一
回
と
ク
ー
デ
タ
を
経
験
し
、
民
主
政
に
復
帰
す
る
と
い
う
こ
と
を
繰
り
返
し
た
（
1
）

。
こ
の
よ
う
な
複
合
民
族
国
家
フ
ィ

ジ
ー
に
あ
っ
て
、
国
民
統
合
が
独
立
以
来
の
最
大
の
政
治
課
題
と
な
っ
て
き
た
。

二
〇
〇
六
年
一
二
月
の
四
度
目
の
ク
ー
デ
タ
は
そ
れ
以
前
の
三
回
の
ク
ー
デ
タ
と
は
異
な
り
原
住
民
系
の
国
軍
司
令
官
に
よ
る
原
住
民

系
政
権
の
転
覆
を
図
る
も
の
で
あ
っ
た
。
憲
法
は
停
止
さ
れ
、
議
会
は
解
散
さ
れ
た
ま
ま
、
二
〇
〇
九
年
四
月
に
は
停
止
さ
れ
て
い
た
憲

法
が
廃
止
さ
れ
て
新
体
制
の
成
立
が
宣
言
さ
れ
た
。
こ
う
し
て
二
〇
〇
六
年
一
二
月
か
ら
約
七
年
八
ヶ
月
に
わ
た
り
軍
事
政
権
が
続
き
、

二
〇
一
三
年
九
月
に
新
憲
法
が
制
定
さ
れ
、
二
〇
一
四
年
九
月
に
八
年
ぶ
り
に
総
選
挙
が
実
施
さ
れ
て
民
主
政
に
復
帰
し
た
。

本
稿
で
取
り
上
げ
る
二
〇
一
三
年
憲
法
は
、
独
立
時
の
一
九
七
〇
年
憲
法
、
一
九
九
〇
年
憲
法
、
一
九
九
七
年
憲
法
に
続
く
四
つ
め
の

憲
法
で
あ
る
（
2
）

。
こ
の
憲
法
の
成
立
に
至
る
直
近
の
前
史
を
た
ど
り
、
憲
法
の
全
体
構
造
を
示
し
た
上
で
、
こ
の
憲
法
の
目
的
、
そ
の
目
的

を
達
成
す
る
た
め
に
導
入
さ
れ
た
諸
制
度
を
中
心
に
分
析
し
、
所
期
の
目
的
通
り
の
結
果
を
創
出
し
え
た
の
か
ど
う
か
を
憲
法
工
学
的
手

法
に
よ
っ
て
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
（
3
）

。

一　

憲
法
成
立
前
史

1
．
一
九
七
〇
年
の
独
立
か
ら
二
〇
〇
六
年
の
ク
ー
デ
タ
ま
で

一
九
七
〇
年
の
独
立
に
あ
た
っ
て
宗
主
国
英
国
の
指
導
の
下
に
憲
法
が
制
定
さ
れ
、
複
合
民
族
国
家
フ
ィ
ジ
ー
は
英
国
女
王
を
国
家
元

首
と
す
る
立
憲
君
主
制
の
も
と
で
民
主
政
治
が
始
ま
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
独
立
か
ら
一
七
年
後
に
イ
ン
ド
系
政
権
が
誕
生
す
る
に
至
っ
て

（
四
〇
四
）



フ
ィ
ジ
ー
憲
法
（
二
〇
一
三
年
）
の
目
的
と
構
造
（
東
）

三
七

原
住
民
系
の
軍
人
に
よ
る
ク
ー
デ
タ
が
発
生
し
、
一
九
七
〇
年
憲
法
が
破
棄
さ
れ
、
一
九
九
〇
年
に
は
原
住
民
系
の
政
治
的
優
位
を
定
め

た
憲
法
が
制
定
さ
れ
た
。
こ
の
一
九
九
〇
年
憲
法
は
七
年
以
内
の
見
直
し
を
定
め
た
暫
定
的
性
格
を
も
つ
憲
法
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、

一
九
九
五
年
か
ら
憲
法
の
見
直
し
が
始
ま
り
、
一
九
九
七
年
に
は
両
民
族
の
協
調
を
基
調
と
す
る
国
民
統
合
に
向
け
た
一
九
九
七
年
憲
法

が
制
定
さ
れ
る
に
至
っ
た
。

こ
の
憲
法
の
も
と
で
、
一
九
九
九
年
五
月
に
下
院
議
員
総
選
挙
が
行
わ
れ
た
。
そ
の
結
果
、
イ
ン
ド
系
の
チ
ョ
ー
ド
リ
ー
（M

ahendra 

C
haudhry

）
フ
ィ
ジ
ー
労
働
党
党
首
を
首
相
と
す
る
「
複
数
政
党
内
閣
（
4
）

」
が
形
成
さ
れ
た
こ
と
で
、
フ
ィ
ジ
ー
に
お
け
る
国
民
統
合
が
進

展
す
る
と
思
わ
れ
た
が
、
早
く
も
二
〇
〇
〇
年
五
月
に
フ
ィ
ジ
ー
原
住
民
系
文
民
に
よ
る
ク
ー
デ
タ
が
発
生
し
、
こ
の
憲
法
が
一
時
そ
の

効
力
を
停
止
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

そ
の
後
、
二
〇
〇
一
年
に
は
再
び
一
九
九
七
年
憲
法
の
効
力
が
回
復
し
、
同
年
八
月
か
ら
九
月
に
か
け
て
下
院
議
員
の
総
選
挙
が
行
わ

れ
民
主
制
に
復
帰
し
た
。
そ
の
任
期
が
満
了
し
た
二
〇
〇
六
年
五
月
に
は
こ
の
憲
法
下
で
三
回
目
の
下
院
議
員
選
挙
が
行
わ
れ
、

一
九
九
七
年
憲
法
の
も
と
で
国
民
統
合
が
一
歩
先
進
し
た
か
と
思
わ
れ
た
が
、
同
年
一
二
月
に
原
住
民
系
の
バ
イ
ニ
マ
ラ
マ
国
軍
司
令
官

に
よ
る
ク
ー
デ
タ
が
発
生
し
た
。

2
．
ク
ー
デ
タ
と
バ
イ
ニ
マ
ラ
マ
暫
定
政
権
の
成
立

二
〇
〇
六
年
一
二
月
五
日
、
バ
イ
ニ
マ
ラ
マ
（Josaia V

oreqe B
ainim

aram
a

）
国
軍
司
令
官
が
全
権
を
掌
握
し
、
ガ
ラ
セ
（L

aisenia 

Q
arase

）
首
相
を
追
放
し
、
議
会
を
解
散
し
た
。
フ
ィ
ジ
ー
で
四
回
目
の
ク
ー
デ
タ
で
あ
っ
た
。
過
去
三
回
の
ク
ー
デ
タ
が
、
フ
ィ
ジ
ー

原
住
民
系
が
イ
ン
ド
系
政
権
を
追
放
す
る
と
い
う
民
族
主
義
的
性
格
を
も
っ
て
い
た
の
に
対
し
、
二
〇
〇
六
年
の
ク
ー
デ
タ
は
原
住
民
系

（
四
〇
五
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
三
号
（
二
〇
一
八
年
十
二
月
）

三
八

の
バ
イ
ニ
マ
ラ
マ
国
軍
司
令
官
が
原
住
民
系
の
ガ
ラ
セ
政
権
を
「
腐
敗
」
を
理
由
に
追
放
し
た
の
で
あ
る
。
バ
イ
ニ
マ
ラ
マ
は
、
ガ
ラ
セ

政
権
は
一
九
九
七
年
憲
法
の
精
神
を
侵
害
し
て
い
る
と
し
て
、
ク
ー
デ
タ
で
は
な
く
憲
法
保
障
の
た
め
の
「
浄
化
作
戦
」（clean-up 

cam
paign

）
で
あ
る
と
い
う
大
義
を
掲
げ
て
い
た
（
5
）

。

二
〇
〇
七
年
一
月
、
イ
ロ
イ
ロ
大
統
領
に
よ
っ
て
バ
イ
ニ
マ
ラ
マ
が
暫
定
政
権
首
相
に
任
命
さ
れ
、
首
相
と
一
四
名
の
閣
僚
か
ら
な
る

暫
定
政
権
（Interim

 G
overnm

ent

）
が
発
足
し
た
。
小
政
党
出
身
者
を
民
族
に
関
係
な
く
能
力
重
視
で
閣
僚
に
登
用
し
、
一
九
九
七
年
憲

法
が
目
的
と
し
た
国
民
統
合
政
府
を
実
現
し
た
。
二
月
下
旬
に
は
、
暫
定
政
権
は
三
年
後
の
二
〇
一
〇
年
ま
で
に
下
院
議
員
総
選
挙
を
実

施
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
民
主
政
復
帰
に
向
け
た
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
が
示
さ
れ
た
。
フ
ィ
ジ
ー
国
内
で
は
暫
定
政
権
支
持
の
空
気
が
支

配
的
で
あ
っ
た
（
6
）

。

暫
定
政
権
成
立
か
ら
一
年
八
ヵ
月
後
の
二
〇
〇
八
年
八
月
六
日
に
は
、
暫
定
政
権
は
「
人
民
憲
章
」（P

eople ’s C
harter for C

hange, 

P
eace and P

rogress

）
草
案
（
7
）

を
発
表
し
、
そ
の
中
で
新
た
な
選
挙
制
度
が
提
案
さ
れ
た
。
バ
イ
ニ
マ
ラ
マ
暫
定
首
相
は
、
総
選
挙
は
新
選

挙
制
度
の
下
で
実
施
さ
れ
る
べ
き
で
、
そ
の
準
備
に
は
一
二
か
月
か
ら
一
五
か
月
を
要
す
る
と
の
見
通
し
を
示
し
、
二
〇
〇
九
年
三
月
と

予
告
さ
れ
て
い
た
総
選
挙
の
延
期
が
濃
厚
と
な
っ
た
。
選
挙
制
度
は
一
九
九
七
年
憲
法
で
規
定
さ
れ
て
い
た
た
め
、
新
選
挙
制
度
の
も
と

で
総
選
挙
を
実
施
す
る
と
い
う
こ
と
は
当
然
に
憲
法
改
正
を
視
野
に
入
れ
た
発
言
で
あ
っ
た
。
そ
の
意
味
で
、「
人
民
憲
章
」
は
新
憲
法

の
方
針
な
い
し
は
草
案
と
い
え
た
。

3
．
一
九
九
七
年
憲
法
の
破
棄
と
新
体
制
の
成
立

二
〇
〇
九
年
四
月
、
暫
定
軍
事
政
権
は
新
た
な
局
面
を
迎
え
る
。
四
月
九
日
に
暫
定
政
府
の
合
法
性
・
合
憲
性
を
否
定
す
る
控
訴
裁
判

（
四
〇
六
）



フ
ィ
ジ
ー
憲
法
（
二
〇
一
三
年
）
の
目
的
と
構
造
（
東
）

三
九

所
判
決
（
8
）

が
出
た
こ
と
を
契
機
と
し
て
、
イ
ロ
イ
ロ
（R

atu Josefa Iloilovatu U
luivuda

）
大
統
領
が
憲
法
を
破
棄
し
、
自
ら
を
国
家
元
首

に
任
命
し
、
緊
急
命
令
た
る
大
統
領
令
（decree

）
に
よ
っ
て
統
治
す
る
と
し
て
新
体
制
の
成
立
を
宣
言
し
た
。
暫
定
政
権
首
相
で
あ
っ

た
バ
イ
ニ
マ
ラ
マ
軍
司
令
官
が
首
相
に
任
命
さ
れ
、
同
時
に
旧
暫
定
政
権
の
閣
僚
が
再
任
さ
れ
新
政
権
が
誕
生
し
た
。
国
家
元
首
に
よ
る

ク
ー
デ
タ
と
も
い
う
べ
き
劇
的
な
政
治
変
動
が
起
き
た
（
9
）

。

新
政
権
は
、
選
挙
制
度
の
改
正
を
は
じ
め
と
す
る
諸
改
革
の
実
行
と
民
族
区
分
の
な
い
単
一
国
民
を
基
礎
と
し
た
国
民
の
権
利
の
平
等

化
を
実
現
す
る
新
憲
法
の
制
定
を
目
標
に
、
遅
く
と
も
二
〇
一
四
年
九
月
ま
で
に
平
等
な
投
票
権
を
基
礎
と
す
る
新
選
挙
制
度
の
下
で
国

会
議
員
選
挙
を
実
施
し
、
立
憲
民
主
制
へ
の
復
帰
を
め
ざ
す
方
針
を
表
明
し
た
。
こ
う
し
て
二
〇
〇
九
年
に
予
定
さ
れ
て
い
た
民
主
制
復

帰
が
消
え
、「
真
の
民
主
的
な
選
挙
を
行
う
前
に
不
可
欠
な
諸
改
革
」
の
実
行
の
た
め
、
五
年
間
の
軍
事
政
権
の
継
続
が
確
実
と
な
っ
た
。

周
辺
先
進
民
主
主
義
諸
国
か
ら
の
批
判
は
さ
ら
に
高
ま
っ
た
が
、
フ
ィ
ジ
ー
政
府
は
そ
の
方
針
を
貫
徹
し
た
（
10
）

。

4
．
軍
事
政
権
に
よ
る
民
主
化
政
策
と
憲
法
制
定

二
〇
〇
九
年
七
月
一
日
、
バ
イ
ニ
マ
ラ
マ
政
権
は
「
変
革
へ
の
戦
略
枠
組
み
」（A

 S
trategic F

ram
ew

ork for C
h

an
g e （11

））
と
い
う

二
〇
〇
九
│
一
四
年
の
五
年
間
の
政
策
実
施
計
画
を
示
し
た
。
そ
の
内
容
は
、
①
二
〇
〇
九
│
一
一
年
は
社
会
・
経
済
状
況
及
び
イ
ン
フ

ラ
の
改
善
に
取
り
組
み
、
②
二
〇
一
二
年
九
月
ま
で
に
新
憲
法
作
成
作
業
を
開
始
し
、
③
二
〇
一
三
年
九
月
ま
で
に
新
憲
法
を
公
布
し
て
、

④
二
〇
一
四
年
九
月
ま
で
に
総
選
挙
を
実
施
す
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

二
〇
〇
九
年
一
二
月
に
は
政
策
要
綱
た
る
「
民
主
制
と
持
続
可
能
な
社
会
・
経
済
開
発
の
た
め
の
ロ
ー
ド
マ
ッ
プ
」（R

oad
m

ap for 

D
em

ocracy an
d

 S
u

stain
able S

ocio-E
con

om
ic D

evelopm
en

t 2010-201 4 （
12
））

を
発
表
し
た
。
こ
の
「
ロ
ー
ド
マ
ッ
プ
」
は
「
人
民
憲
章
」

（
四
〇
七
）
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四
〇

を
基
礎
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
こ
こ
で
示
さ
れ
た
方
針
が
二
〇
一
三
年
憲
法
の
規
定
と
な
っ
て
結
実
し
た
。
そ
の
中
で
、「
良
い
統
治
」

の
確
立
の
た
め
に
必
要
な
具
体
的
な
政
策
が
提
示
さ
れ
た
。

す
な
わ
ち
、
①
新
憲
法
を
制
定
し
て
す
べ
て
の
国
民
を
フ
ィ
ジ
ア
ン
（F
ijian

）
と
呼
称
し
、
国
名
は
フ
ィ
ジ
ー
（F

iji

）
と
す
る
こ
と
、

②
全
国
一
区
の
非
拘
束
名
簿
式
比
例
代
表
制
を
採
用
し
て
一
院
制
国
会
と
す
る
こ
と
、
③
国
の
安
全
保
障
を
強
化
し
「
ク
ー
・
サ
イ
ク

ル
」
に
終
止
符
を
打
つ
こ
と
、
④
反
腐
敗
独
立
委
員
会
の
設
置
、
な
ど
の
政
策
が
「
良
い
統
治
」（good governance

）
に
必
要
な
政
策
と

し
て
掲
げ
ら
れ
た
。

ま
た
、「
経
済
開
発
」
に
つ
い
て
は
、
生
産
的
・
社
会
的
目
的
の
た
め
の
土
地
利
用
促
進
や
投
資
の
促
進
等
が
目
標
と
さ
れ
、「
社
会
・

文
化
開
発
」
と
し
て
、
貧
困
削
減
、
知
識
を
基
礎
と
し
た
社
会
づ
く
り
と
し
て
の
教
育
の
充
実
、
保
健
医
療
サ
ー
ビ
ス
の
改
善
、
共
通
の

国
民
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
開
発
と
社
会
的
統
合
の
形
成
が
目
標
と
さ
れ
た
。

そ
し
て
、
こ
の
計
画
通
り
新
憲
法
が
制
定
さ
れ
て
二
〇
一
三
年
九
月
六
日
に
大
統
領
の
承
認
を
経
て
発
効
し
た
。
翌
二
〇
一
四
年
九
月

一
七
日
に
は
総
選
挙
が
実
施
さ
れ
、
フ
ィ
ジ
ー
は
民
主
制
へ
と
復
帰
し
た
。
こ
う
し
て
今
、
二
〇
一
三
年
憲
法
の
も
と
で
の
二
度
目
の
総

選
挙
を
迎
え
よ
う
と
し
て
い
る
。（
二
〇
一
八
年
八
月
現
在
）

二　

憲
法
の
構
成

1
．
全
体
構
成

二
〇
一
三
年
憲
法
は
、
前
文
と
本
文
一
二
章
（
全
一
七
四
条
）
か
ら
な
る
。
各
章
は
、
第
一
章
│
国
家
、
第
二
章
│
権
利
章
典
、
第
三

（
四
〇
八
）
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章
│
国
会
、
第
四
章
│
行
政
部
、
第
五
章
│
司
法
部
、
第
六
章
│
国
家
業
務
、
第
七
章
│
歳
入
及
び
歳
出
、
第
八
章
│
説
明
責
任
及
び
透

明
性
、
第
九
章
│
緊
急
権
、
第
一
〇
章
│
免
責
、
第
一
一
章
│
憲
法
の
改
正
、
お
よ
び
第
一
二
章
│
施
行
、
解
釈
、
廃
止
及
び
経
過
、
と

な
っ
て
い
る
（
13
）

。

こ
れ
に
対
し
、
一
九
九
七
年
憲
法
は
前
文
と
本
文
一
六
章
（
全
一
九
五
条
）
で
、
各
章
は
次
の
よ
う
に
構
成
さ
れ
て
い
た
。
第
一
章
│

国
家
、
第
二
章
│
コ
ン
パ
ク
ト
、
第
三
章
│
市
民
権
、
第
四
章
│
権
利
章
典
、
第
五
章
│
社
会
正
義
、
第
六
章
│
国
会
、
第
七
章
│
行
政

部
、
第
八
章
│
大
酋
長
会
議
、
第
九
章
│
司
法
部
、
第
一
〇
章
│
国
家
業
務
、
第
一
一
章
│
説
明
責
任
、
第
一
二
章
│
歳
入
及
び
歳
出
、

第
一
三
章
│
集
団
の
権
利
、
第
一
四
章
│
緊
急
権
、
第
一
五
章
│
改
正
、
第
一
六
章
│
施
行
、
解
釈
及
び
廃
止
、
と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
一
九
九
七
年
憲
法
か
ら
原
住
民
の
権
利
に
関
係
す
る
四
章
（
第
二
章
│
コ
ン
パ
ク
ト
、
第
三
章
│
大
酋
長
会
議
、
第
五
章
│
社
会

正
義
、
第
一
三
章
│
集
団
の
権
利
）
を
削
除
し
た
も
の
が
二
〇
一
三
年
憲
法
の
章
立
て
と
ほ
ぼ
一
致
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
原
住
民
系
を

優
遇
す
る
条
項
が
大
幅
に
削
減
さ
れ
た
こ
と
が
二
〇
一
三
年
憲
法
構
成
か
ら
一
見
し
て
み
て
取
れ
る
の
で
あ
る
（
14
）

。

2
．
目
的
規
定

Ａ
．
前
文
に
現
れ
た
目
的

前
文
で
は
、
フ
ィ
ジ
ー
の
国
民
は
、
フ
ィ
ジ
ー
社
会
を
構
成
す
る
四
つ
の
民
族
（
原
住
民
フ
ィ
ジ
ー
人
、
ロ
ツ
マ
島
出
身
の
ロ
ツ
マ
人
、
英

領
イ
ン
ド
お
よ
び
太
平
洋
諸
島
か
ら
の
契
約
労
働
者
移
民
の
子
孫
、
そ
の
他
の
フ
ィ
ジ
ー
移
民
の
子
孫
）
の
そ
れ
ぞ
れ
の
独
自
の
文
化
・
習
慣
・
伝

統
及
び
言
語
を
承
認
す
る
こ
と
、
そ
し
て
原
住
民
フ
ィ
ジ
ー
人
と
ロ
ツ
マ
人
に
つ
い
て
は
そ
の
土
地
の
所
有
権
を
認
め
る
こ
と
を
冒
頭
で

謳
っ
て
い
る
。

（
四
〇
九
）
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二

こ
こ
で
は
フ
ィ
ジ
ー
社
会
を
構
成
す
る
四
つ
の
民
族
の
独
自
性
を
尊
重
し
、
そ
れ
ら
諸
民
族
を
含
む
の
が
フ
ィ
ジ
ー
国
民
で
あ
る
こ
と

を
表
現
し
て
い
る
。
ま
た
、
原
住
民
に
つ
い
て
は
そ
の
土
地
所
有
権
を
認
め
る
と
い
う
こ
と
で
、
伝
統
的
な
総
有
に
よ
る
慣
習
地
の
保
護

を
約
束
し
て
い
る
。

続
い
て
、「
わ
れ
わ
れ
は
す
べ
て
フ
ィ
ジ
ア
ン
（F

ijians

）
で
、
共
通
か
つ
平
等
な
市
民
（citizenry

）
と
し
て
結
び
つ
い
て
い
る
」
こ

と
を
宣
言
し
、「
こ
の
憲
法
が
フ
ィ
ジ
ー
の
最
高
法
規
と
し
て
政
府
と
す
べ
て
の
国
民
の
行
為
の
枠
組
み
を
提
供
す
る
も
の
で
あ
る
と
認

め
、
み
ず
か
ら
人
権
の
承
認
と
保
護
、
人
間
の
尊
厳
の
尊
重
に
関
与
し
、
正
義
、
国
の
主
権
と
安
全
、
社
会
と
経
済
の
福
祉
、
お
よ
び
わ

れ
わ
れ
の
環
境
の
保
護
を
宣
言
し
、
こ
こ
に
フ
ィ
ジ
ー
共
和
国
の
た
め
に
こ
の
憲
法
を
確
定
す
る
」
と
結
ば
れ
て
い
る
。

こ
こ
で
は
明
確
に
、
フ
ィ
ジ
ー
社
会
を
構
成
す
る
諸
民
族
が
、
か
つ
て
は
フ
ィ
ジ
ー
原
住
民
だ
け
を
意
味
し
た
「
フ
ィ
ジ
ア
ン
」
と
い

う
共
通
の
国
民
名
称
で
呼
ば
れ
る
こ
と
、
そ
し
て
い
ず
れ
の
民
族
も
「
平
等
な
市
民
」
と
し
て
そ
の
権
利
を
享
有
す
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ

て
い
る
。

ま
た
、
こ
の
フ
ィ
ジ
ー
憲
法
は
「
最
高
法
規
と
し
て
政
府
と
す
べ
て
の
国
民
の
行
為
の
枠
組
み
を
提
供
す
る
も
の
」
と
の
憲
法
観
が
示

さ
れ
、
憲
法
に
と
っ
て
「
人
権
の
承
認
と
保
護
、
人
間
の
尊
厳
の
尊
重
に
関
与
し
、
正
義
、
国
の
主
権
と
安
全
、
社
会
と
経
済
の
福
祉
、

お
よ
び
わ
れ
わ
れ
の
環
境
の
保
護
」
が
特
に
重
要
な
も
の
と
し
て
宣
言
さ
れ
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
前
文
の
内
容
は
、
憲
法
制
定
の
目
的
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
で
あ
る
。

Ｂ
．
第
一
章
国
家
の
各
条
項
に
現
れ
た
目
的

第
一
章
│
国
家
（T

H
E
 S
T
A
T
E

）
の
各
条
項
に
は
、
前
文
の
宣
言
を
受
け
た
憲
法
の
目
的
が
見
出
さ
れ
る
。
フ
ィ
ジ
ー
共
和
国
（
一

（
四
一
〇
）
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条
）、
憲
法
の
最
高
法
規
性
（
二
条
）、
憲
法
解
釈
の
諸
原
則
（
三
条
）、
世
俗
国
家
（
四
条
）、
お
よ
び
市
民
権
（
五
条
）
の
五
カ
条
か
ら
な

る
本
章
で
、
特
に
注
目
さ
れ
る
の
が
次
の
諸
規
定
で
あ
る
。

⑴　

民
族
区
分
の
な
い
国
民
統
合

フ
ィ
ジ
ー
共
和
国
は
、「
共
通
か
つ
平
等
な
市
民
及
び
国
民
統
合
に
基
づ
く
こ
と
」（
一
条
⒜
）、「
人
の
権
利
、
自
由
、
及
び
法
の
支
配

を
尊
重
す
る
こ
と
」（
同
条
⒝
）
な
ど
、
第
一
条
で
八
項
目
に
わ
た
っ
て
定
め
ら
れ
た
諸
価
値
に
基
礎
を
お
く
主
権
民
主
国
家
で
あ
る
こ
と

が
宣
言
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
い
う
「
共
通
か
つ
平
等
な
市
民
」
と
は
、
フ
ィ
ジ
ー
原
住
民
系
と
イ
ン
ド
系
に
共
通
か
つ
平
等
な
国
民
と

し
て
市
民
的
権
利
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
憲
法
の
目
的
の
一
つ
が
、
民
族
区
分
を
超
え
た
「
国
民
統
合
」

を
志
向
し
た
憲
法
で
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
独
立
以
来
、
主
と
し
て
イ
ン
ド
系
フ
ィ
ジ
ー
人
が
要
求
し
て
き
た
こ
と
で
あ
る
が
、
独
立
か
ら
四
三
年
目
に
し
て
実
現

し
た
も
の
で
あ
る
。
一
九
九
〇
年
憲
法
で
は
フ
ィ
ジ
ー
原
住
民
系
国
民
の
政
治
的
優
位
が
明
確
に
憲
法
で
規
定
さ
れ
て
い
た
（
15
）

が
、

一
九
七
〇
年
憲
法
と
一
九
九
七
年
憲
法
で
は
フ
ィ
ジ
ー
原
住
民
系
と
イ
ン
ド
系
の
市
民
的
権
利
、
す
な
わ
ち
選
挙
権
に
つ
い
て
は
そ
の
人

口
比
に
応
じ
た
一
定
の
平
等
化
が
図
ら
れ
て
い
た
（
16
）

。
し
か
し
、
そ
こ
に
は
厳
然
と
し
た
民
族
区
分
が
存
在
し
た
た
め
、
完
全
な
平
等
と
は

い
え
な
い
状
態
に
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
二
〇
一
三
年
憲
法
で
初
め
て
民
族
区
分
の
な
い
完
全
な
平
等
が
規
定
さ
れ
た
の
は
画
期
的
な
こ

と
な
の
で
あ
る
。

市
民
権
に
つ
い
て
は
、「
こ
の
憲
法
の
諸
規
定
に
従
い
、
す
べ
て
の
フ
ィ
ジ
ー
市
民
は
フ
ィ
ジ
ア
ン
（F

ijian

）
と
し
て
平
等
の
地
位
を

有
す
る
」（
五
条
⑴
項
）
と
し
て
、
フ
ィ
ジ
ー
原
住
民
系
と
イ
ン
ド
系
を
区
別
す
る
こ
と
な
く
統
一
的
に
フ
ィ
ジ
ー
市
民
と
し
て
把
握
し
、

（
四
一
一
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
三
号
（
二
〇
一
八
年
十
二
月
）

四
四

こ
れ
ま
で
は
フ
ィ
ジ
ー
原
住
民
系
国
民
を
意
味
し
た
「
フ
ィ
ジ
ア
ン
」
が
フ
ィ
ジ
ー
国
民
の
統
一
名
称
と
し
て
使
用
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
も
民
族
に
よ
る
区
分
に
よ
ら
ず
、
フ
ィ
ジ
ー
の
市
民
権
を
有
す
る
者
は
す
べ
て
「
フ
ィ
ジ
ア
ン
」、
す
な
わ
ち
フ
ィ
ジ
ー
国
民
で

あ
る
と
し
て
、
民
族
に
よ
る
国
民
の
分
割
を
回
避
し
、
諸
民
族
を
国
民
と
し
て
統
合
す
る
措
置
が
と
ら
れ
て
い
る
。

⑵　

憲
法
支
持
・
擁
護
義
務

憲
法
の
最
高
法
規
性
の
規
定
で
、「
こ
の
憲
法
は
、
す
べ
て
の
フ
ィ
ジ
ー
国
民
と
国
家
に
よ
っ
て
支
持
さ
れ
尊
重
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

ず
、
国
家
の
公
職
に
あ
る
す
べ
て
の
人
を
含
む
」（
二
条
⑶
項
）
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。
国
家
権
力
を
行
使
す
る
者
に
よ
っ
て
、
あ
る
い
は

一
般
の
国
民
（
文
民
）
に
よ
っ
て
、
憲
法
が
破
棄
さ
れ
た
経
験
を
背
景
と
し
た
規
定
と
考
え
ら
れ
る
。

民
主
主
義
の
歴
史
の
浅
い
国
に
あ
っ
て
は
国
民
お
よ
び
国
家
権
力
を
行
使
す
る
も
の
の
双
方
に
お
い
て
憲
法
に
対
す
る
規
範
意
識
が
不

十
分
で
あ
る
た
め
、
憲
法
ま
た
は
政
治
へ
の
不
満
ま
た
は
不
支
持
が
憲
法
に
定
め
ら
れ
た
手
続
き
を
無
視
し
て
あ
か
ら
さ
ま
な
力
に
よ
っ

て
表
現
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
フ
ィ
ジ
ー
に
お
け
る
四
回
の
ク
ー
デ
タ
の
う
ち
一
九
八
七
年
の
二
回
は
陸
軍
幹
部
軍
人
に
よ
っ
て
、

二
〇
〇
六
年
は
国
軍
司
令
官
に
よ
っ
て
、
二
〇
〇
〇
年
は
一
般
国
民
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
引
き
起
こ
さ
れ
た
と
い
う
歴
史
が
あ
り
、
そ

れ
を
踏
ま
え
て
、「
国
家
の
公
職
に
あ
る
す
べ
て
の
人
」
と
「
フ
ィ
ジ
ー
国
民
」
に
対
し
て
憲
法
を
支
持
し
尊
重
す
る
義
務
を
明
文
化
し

た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
直
接
的
に
は
、
ク
ー
デ
タ
の
抑
止
を
意
図
し
た
規
定
の
一
つ
と
い
え
る
。

⑶　

ク
ー
デ
タ
の
無
効
化

「
こ
の
憲
法
に
定
め
の
な
い
他
の
方
法
に
よ
っ
て
政
府
を
設
立
し
よ
う
と
す
る
い
か
な
る
試
み
も
違
法
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
試
み
に

（
四
一
二
）
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よ
っ
て
な
さ
れ
た
す
べ
て
の
行
為
は
無
効
で
あ
り
何
ら
の
効
力
も
有
せ
ず
、
そ
の
よ
う
な
憲
法
を
超
え
た
試
み
の
中
で
な
さ
れ
た
行
為
の

実
行
者
に
合
法
的
に
免
責
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
」（
四
条
⒜
、
⒝
号
）
と
す
る
の
は
、
こ
れ
ま
で
の
「
ク
ー
デ
タ
文
化
」
に
歯
止
め

を
か
け
よ
う
と
し
た
憲
法
保
障
の
規
定
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

し
か
し
、
事
実
と
し
て
「
こ
の
憲
法
に
定
め
の
な
い
他
の
方
法
に
よ
っ
て
政
府
を
設
立
」
す
る
こ
と
が
憲
法
の
廃
止
を
と
も
な
っ
て
試

み
ら
れ
、
そ
の
試
み
が
国
民
の
支
持
を
得
た
と
き
に
は
ど
う
な
る
だ
ろ
う
か
。
フ
ィ
ジ
ー
に
お
け
る
ク
ー
デ
タ
は
す
べ
て
そ
の
後
に
国
民

の
支
持
を
獲
得
し
て
い
る
。
廃
止
さ
れ
た
憲
法
は
新
た
に
成
立
し
た
政
府
を
拘
束
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
二
〇
〇
〇
年
の
文
民
ク
ー
デ

タ
を
別
と
し
て
、
軍
人
に
よ
る
ク
ー
デ
タ
は
実
行
者
が
そ
の
後
政
権
を
握
り
、
か
つ
国
民
の
支
持
も
獲
得
し
、「
憲
法
を
超
え
た
試
み
の

中
で
な
さ
れ
た
行
為
の
実
行
者
」
は
「
合
法
的
に
免
責
」
さ
れ
て
い
っ
た
（
17
）

。
こ
れ
が
「
ク
ー
デ
タ
文
化
」（coup culture

）
と
も
称
さ
れ

る
独
立
以
来
の
フ
ィ
ジ
ー
の
政
治
文
化
で
あ
っ
た
。
そ
れ
を
こ
の
憲
法
は
明
確
に
否
定
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
実
効
性
は
今
後
一
定
の

時
間
の
経
過
を
待
っ
て
初
め
て
確
認
さ
れ
よ
う
。

⑷　

共
通
言
語
に
よ
る
国
民
統
合

憲
法
解
釈
の
諸
原
則
で
、「
こ
の
憲
法
は
英
語
で
採
択
さ
れ
る
が
、
フ
ィ
ジ
ー
の
諸
言
語
に
よ
る
翻
訳
も
利
用
で
き
る
」（
三
条
⑶
項
）

と
し
、
英
語
と
翻
訳
に
明
ら
か
な
齟
齬
の
あ
る
場
合
は
英
語
版
の
意
味
が
優
先
す
る
」（
同
条
⑷
項
）
と
し
て
、
英
語
に
優
越
的
な
地
位
を

与
え
て
い
る
。
言
語
に
よ
る
国
民
分
割
を
避
け
、
共
通
語
で
あ
る
英
語
で
の
国
民
統
合
を
は
か
る
意
図
が
窺
え
る
。

た
だ
し
、
英
語
は
旧
宗
主
国
の
言
語
で
あ
る
外
国
語
で
あ
る
た
め
、
一
方
で
憲
法
に
つ
い
て
は
「
フ
ィ
ジ
ー
の
諸
言
語
に
よ
る
翻
訳
も

利
用
で
き
る
」
と
さ
れ
、
実
際
に
そ
の
翻
訳
憲
法
が
用
意
さ
れ
て
い
る
。
国
民
統
合
と
民
族
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
維
持
に
配
慮
し
た

（
四
一
三
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
三
号
（
二
〇
一
八
年
十
二
月
）

四
六

規
定
と
い
え
よ
う
。

三　

目
的
実
現
の
た
め
の
諸
制
度

1
．
議
会
制
度
お
よ
び
選
挙
制
度
と
そ
の
特
徴

国
会
は
一
院
制
で
、
国
会
に
国
の
立
法
権
が
与
え
ら
れ
、
そ
れ
を
行
使
す
る
（
四
六
条
・
四
七
条
）。
国
会
の
構
造
に
は
国
民
統
合
と
い

う
こ
の
憲
法
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
の
制
度
的
試
み
が
以
下
の
よ
う
に
み
て
取
れ
る
。

⑴　

民
族
別
議
席
を
排
し
た
一
院
制
国
会

第
一
に
、
国
会
は
選
挙
さ
れ
た
国
会
議
員
で
構
成
さ
れ
（
五
四
条
）、
投
票
は
自
由
か
つ
公
正
に
秘
密
投
票
で
行
わ
れ
る
（
五
二
条
）。
複

合
民
族
国
家
フ
ィ
ジ
ー
で
は
、
独
立
以
来
、
二
院
制
が
採
用
さ
れ
、
民
族
別
の
選
挙
制
と
議
会
制
が
採
用
さ
れ
て
き
た
。
独
立
時
の

一
九
七
〇
年
憲
法
、
一
九
八
七
年
の
二
度
の
ク
ー
デ
タ
後
に
制
定
さ
れ
た
一
九
九
〇
年
憲
法
、
そ
し
て
国
民
統
合
を
目
指
し
た
一
九
九
七

年
憲
法
の
い
ず
れ
に
お
い
て
も
、
若
干
の
変
更
を
伴
い
な
が
ら
も
そ
の
制
度
の
基
本
は
維
持
さ
れ
て
き
た
（
18
）

。

一
九
九
七
年
憲
法
で
は
下
院
議
員
の
定
数
は
七
一
で
、
う
ち
二
五
議
席
が
民
族
区
分
の
な
い
オ
ー
プ
ン
シ
ー
ト
で
選
出
さ
れ
、
残
り

四
六
議
席
が
民
族
ご
と
に
区
分
さ
れ
た
四
つ
の
選
挙
人
名
簿
を
基
礎
に
選
出
さ
れ
て
い
た
（
19
）

。
ま
た
、
上
院
は
民
族
別
制
で
選
挙
に
よ
ら
な

い
任
命
制
で
あ
っ
た
（
20
）

。
し
た
が
っ
て
、
一
院
制
へ
の
移
行
と
議
員
定
数
の
削
減
、
民
族
別
選
挙
人
名
簿
の
廃
止
お
よ
び
国
会
の
民
族
別
議

席
の
廃
止
は
き
わ
め
て
大
き
な
革
命
的
変
革
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
単
一
の
フ
ィ
ジ
ー
国
民
の
選
挙
に
よ
る
単
一
の
フ
ィ
ジ
ー
人

（
四
一
四
）



フ
ィ
ジ
ー
憲
法
（
二
〇
一
三
年
）
の
目
的
と
構
造
（
東
）

四
七

に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
一
院
制
国
会
だ
け
と
な
り
、
単
一
の
国
民
に
よ
る
国
民
統
合
が
制
度
的
に
強
制
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

⑵　

大
選
挙
区
非
拘
束
名
簿
式
比
例
代
表
制

第
二
に
、
選
挙
制
度
は
「
大
選
挙
区
非
拘
束
名
簿
式
比
例
代
表
制
」
で
、
一
人
一
票
で
投
票
す
る
（
五
三
条
⑴
項
）。
一
九
九
七
年
憲
法

で
は
、「
小
選
挙
区
優
先
順
位
付
き
選
択
投
票
制
」
が
採
用
さ
れ
て
い
た
（
21
）

。
こ
の
選
挙
制
度
の
投
票
の
複
雑
さ
、
制
度
の
も
た
ら
す
多
数

代
表
的
効
果
、
そ
し
て
一
部
に
み
ら
れ
た
第
一
順
位
の
逆
転
現
象
が
、
民
意
の
反
映
と
い
う
観
点
か
ら
見
て
、
国
民
の
間
に
選
挙
制
度
に

対
す
る
不
信
感
を
高
め
て
い
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
（
22
）

。
そ
の
た
め
、
大
選
挙
区
非
拘
束
名
簿
式
比
例
代
表
制
の
採
用
は
、
こ
れ
ら
の
小

選
挙
区
優
先
順
位
付
き
選
択
投
票
制
に
み
ら
れ
た
「
欠
点
」
を
是
正
す
る
も
の
と
し
て
、
選
挙
制
度
に
対
す
る
不
信
感
を
払
拭
す
る
も
の

と
思
わ
れ
る
。

「
選
挙
区
」
に
つ
い
て
は
、
地
区
に
よ
り
民
族
別
の
人
口
比
が
異
な
る
の
で
、
そ
の
こ
と
に
よ
る
差
異
を
解
消
す
る
た
め
、
全
国
一
区

と
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
単
純
か
つ
投
票
価
値
の
平
等
を
確
実
に
実
現
す
る
全
国
一
区
の
非
拘
束
名
簿
式
比
例
代
表
制
の
採
用
で
、

こ
の
制
度
も
ま
た
単
一
の
国
民
統
合
を
意
図
し
た
も
の
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
。

⑶　

民
族
別
選
挙
人
名
簿

第
三
に
、
選
挙
委
員
会
は
、
選
挙
区
ご
と
に
単
一
の
国
民
共
通
選
挙
人
登
録
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
五
五
条
⑸
項
）。
独
立
時
の

一
九
七
〇
年
憲
法
か
ら
一
九
九
七
年
憲
法
ま
で
受
け
継
が
れ
て
い
た
民
族
別
選
挙
人
名
簿
（
23
）

が
廃
止
さ
れ
、
民
族
区
分
の
な
い
単
一
の
共
通

名
簿
に
よ
る
選
挙
が
導
入
さ
れ
た
こ
と
は
重
大
な
変
革
で
あ
る
。
単
一
の
共
通
名
簿
に
よ
る
選
挙
は
、
一
九
七
〇
年
憲
法
の
制
定
時
か
ら

（
四
一
五
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
三
号
（
二
〇
一
八
年
十
二
月
）

四
八

イ
ン
ド
系
を
中
心
に
主
張
さ
れ
て
き
た
が
実
現
に
至
ら
な
か
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
（
23
）

。
こ
れ
に
よ
っ
て
民
族
に
よ
る
政
治
的
権
利
の
不
平
等

が
解
消
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
も
単
一
の
国
民
に
よ
る
国
民
統
合
の
た
め
の
大
改
革
の
一
つ
で
あ
る
。

2
．
行
政
権
と
そ
の
特
徴

行
政
部
の
第
四
章
は
、
第
Ａ
部
│
大
統
領
、
第
Ｂ
部
│
内
閣
、
の
二
部
一
六
ヵ
条
か
ら
な
る
。

⑴　

大
統
領

大
統
領
は
国
家
元
首
で
あ
り
、
国
の
行
政
権
は
大
統
領
に
与
え
ら
れ
て
い
る
（
八
一
条
⑵
項
）。
こ
の
点
は
、
一
九
九
七
年
憲
法
と
同
様

で
あ
る
が
、
大
統
領
は
国
会
に
よ
っ
て
任
命
さ
れ
る
（
八
四
条
⑴
項
）
点
で
一
九
九
七
年
憲
法
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

一
九
九
七
年
憲
法
で
は
大
統
領
は
、
フ
ィ
ジ
ー
原
住
民
系
の
伝
統
的
首
長
の
組
織
で
あ
る
大
酋
長
会
議
が
首
相
と
協
議
し
た
後
に
、
大
酋

長
会
議
に
よ
っ
て
任
命
さ
れ
た
が
（
一
九
九
七
年
憲
法
九
〇
条
）、
二
〇
一
三
年
憲
法
で
は
大
酋
長
会
議
の
規
定
そ
の
も
の
が
な
く
な
り
、

大
統
領
は
国
会
に
よ
る
任
命
と
な
っ
た
。

こ
う
し
て
大
統
領
の
地
位
の
民
主
的
正
統
性
が
強
化
さ
れ
、
中
立
的
な
国
家
元
首
の
地
位
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
に
な
っ
た
と
い
え
る
。

い
ず
れ
の
民
族
に
も
偏
ら
な
い
国
民
統
合
の
象
徴
と
し
て
の
大
統
領
の
地
位
の
基
礎
づ
け
に
対
す
る
配
慮
が
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

⑵　

内
閣

内
閣
に
つ
い
て
は
、
責
任
政
府
（R

esponsible G
overnm

ent

）
と
し
て
、「
政
府
は
国
会
の
信
任
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（
九
〇
条
）。

（
四
一
六
）



フ
ィ
ジ
ー
憲
法
（
二
〇
一
三
年
）
の
目
的
と
構
造
（
東
）

四
九

「
内
閣
（C

abinet

）
は
、
主
宰
す
る
首
相
及
び
首
相
に
よ
っ
て
任
命
さ
れ
る
閣
僚
で
構
成
さ
れ
」（
九
一
条
⑴
項
）、「
首
相
及
び
閣
僚
は
そ

の
権
力
と
権
限
の
行
使
に
つ
い
て
、
個
々
に
及
び
連
帯
し
て
国
会
に
責
任
を
負
う
」（
同
条
⑵
項
）。

首
相
は
政
府
の
長
（head of the G

overnm
ent

）
で
あ
る
（
九
二
条
⑴
項
）。
首
相
は
国
会
に
議
席
を
有
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
（
九
三
条
⑵

項
）、
国
会
議
員
の
選
挙
後
、
国
会
議
員
の
五
〇
％
を
超
え
る
議
席
を
占
め
る
政
党
の
党
首
で
あ
る
議
員
が
首
相
に
就
任
す
る
（
同
条
⑵

項
）。
五
〇
％
を
超
え
る
議
席
を
獲
得
し
た
政
党
が
な
い
場
合
は
、
国
会
議
長
が
議
員
に
立
候
補
を
呼
び
か
け
、
議
員
の
投
票
に
よ
っ
て

過
半
数
の
支
持
を
得
た
者
が
首
相
に
選
出
さ
れ
る
（
同
条
⑶
項
）。
首
相
は
、
不
信
任
動
議
が
可
決
さ
れ
た
場
合
に
の
み
解
職
さ
れ
る
が
、

そ
の
場
合
、
代
わ
り
の
首
相
候
補
者
と
な
る
議
員
を
提
案
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
九
四
条
⑴
項
）。
な
お
、
閣
僚
は
国
会
議
員
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
（
九
五
条
⑴
項
）。

下
院
で
過
半
数
の
議
席
を
占
め
る
政
党
の
党
首
が
首
相
に
就
任
す
る
こ
と
を
明
確
に
規
定
し
、
そ
れ
が
不
可
能
な
場
合
は
過
半
数
の
支

持
を
得
た
議
員
が
首
相
に
選
出
さ
れ
る
と
す
る
点
で
、
内
閣
の
民
主
的
基
礎
付
け
に
配
慮
し
て
い
る
。
一
九
九
七
年
憲
法
に
あ
っ
た
複
数

政
党
内
閣
制
の
規
定
（
一
九
九
七
年
憲
法
九
九
条
⑶
項
）
は
削
除
さ
れ
た
が
、
こ
の
制
度
は
そ
も
そ
も
各
政
党
が
民
族
別
に
組
織
さ
れ
て
い

る
こ
と
を
前
提
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
（
24
）

、
政
治
の
舞
台
で
の
民
族
的
要
素
を
追
放
し
た
二
〇
一
三
年
憲
法
に
規
定
さ
れ
な
か
っ
た
の

は
当
然
と
い
え
よ
う
。

3
．
人
権
保
障
と
原
住
民
の
権
利

第
一
章
│
権
利
章
典
は
、
第
六
条
か
ら
第
四
五
条
の
四
〇
ヵ
条
か
ら
な
る
。
適
用
（
六
条
）、
本
章
の
解
釈
（
七
条
）
に
続
き
、
身
体
の

自
由
、
国
務
請
求
権
、
精
神
的
自
由
権
、
経
済
的
自
由
権
、
社
会
権
お
よ
び
新
し
い
人
権
な
ど
に
関
す
る
諸
規
定
が
お
か
れ
て
い
る
ほ
か

（
四
一
七
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
三
号
（
二
〇
一
八
年
十
二
月
）

五
〇

に
、
当
初
の
政
府
草
案
に
は
な
か
っ
た
、
①
フ
ィ
ジ
ー
原
住
民
、
ロ
ツ
マ
人
及
び
キ
リ
バ
ス
の
バ
ナ
バ
島
か
ら
の
移
住
者
で
あ
る
バ
ナ
バ

人
の
土
地
の
保
護
（
二
八
条
）、
②
土
地
の
権
利
及
び
利
益
の
保
護
（
二
九
条
）、
③
鉱
物
の
採
掘
に
対
す
る
公
正
な
採
掘
権
の
分
配
に
関
す

る
土
地
保
有
者
の
権
利
（
三
〇
条
）、
と
い
う
原
住
民
の
権
利
保
護
条
項
を
含
ん
で
い
る
。
こ
こ
に
も
ま
た
、
国
民
統
合
に
寄
与
す
る
と
考

え
ら
れ
る
条
項
が
、
以
下
の
よ
う
に
配
置
さ
れ
て
い
る
。

人
権
規
定
の
適
用
に
あ
た
っ
て
、「
国
家
及
び
公
職
に
あ
る
者
は
、
本
章
で
認
め
ら
れ
た
権
利
及
び
自
由
を
尊
重
し
、
保
護
し
、
促
進

し
、
そ
し
て
実
現
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（
六
条
）
と
定
め
、
こ
れ
ら
人
権
お
よ
び
原
住
民
の
権
利
に
関
し
て
積
極
的
な
実
現
へ
の
取

り
組
み
を
国
家
お
よ
び
公
権
力
の
行
使
に
あ
た
る
者
に
義
務
づ
け
て
い
る
。
本
章
に
定
め
る
人
権
に
は
、
人
身
の
自
由
・
刑
事
手
続
き
の

保
障
等
（
八
条
〜
一
六
条
）、
自
由
権
的
基
本
権
・
財
産
権
の
保
障
（
一
七
条
〜
二
七
条
）、
社
会
権
的
基
本
権
・
新
し
い
人
権
（
三
一
条
〜

四
二
条
）
な
ど
の
今
日
の
諸
国
憲
法
に
普
遍
的
な
規
定
が
置
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
規
定
の
中
で
フ
ィ
ジ
ー
の
国
民
統
合
に
資
す
る
と

考
え
ら
れ
る
の
が
一
連
の
社
会
権
規
定
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
教
育
に
対
す
る
権
利
（
三
一
条
）、
経
済
的
参
加
に
対
す
る
権
利
（
三
二
条
）、
労
働
及
び
公
正
な
最
低
賃
金
に
対
す
る
権
利

（
三
三
条
）、
交
通
へ
の
合
理
的
な
ア
ク
セ
ス
の
権
利
（
三
四
条
）、
住
居
及
び
公
衆
衛
生
に
対
す
る
権
利
（
三
五
条
）、
十
分
な
食
料
及
び
水

に
対
す
る
権
利
（
三
六
条
）、
社
会
保
障
ス
キ
ー
ム
に
対
す
る
権
利
（
三
七
条
）、
健
康
に
対
す
る
権
利
（
三
八
条
）、
恣
意
的
立
ち
退
き
か
ら

の
自
由
（
三
九
条
）、
環
境
権
（
四
〇
条
）、
子
ど
も
の
権
利
（
四
一
条
）、
お
よ
び
障
害
者
の
権
利
（
四
二
条
）
の
各
規
定
に
定
め
ら
れ
た
権

利
・
自
由
の
保
障
で
あ
る
（
25
）

。

こ
れ
ら
の
条
項
は
、
極
め
て
具
体
的
な
権
利
を
保
障
し
た
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
諸
権
利
は
、
フ
ィ
ジ
ー
の
み
な
ら
ず
開
発
途
上
国

の
国
民
に
共
通
し
て
不
可
欠
で
あ
っ
て
も
、
国
家
の
財
政
基
盤
の
脆
弱
性
に
よ
り
現
実
に
は
十
分
に
保
障
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
権
利
で
あ

（
四
一
八
）



フ
ィ
ジ
ー
憲
法
（
二
〇
一
三
年
）
の
目
的
と
構
造
（
東
）

五
一

る
。
フ
ィ
ジ
ー
は
太
平
洋
島
嶼
国
の
中
で
は
比
較
的
恵
ま
れ
た
自
然
的
・
社
会
的
・
経
済
的
環
境
に
あ
る
と
は
い
え
、
こ
れ
ら
諸
権
利
を

具
体
的
・
個
別
的
に
憲
法
で
規
定
し
た
こ
と
は
、
国
民
の
権
利
保
障
の
た
め
に
国
家
が
積
極
的
に
取
り
組
む
べ
き
政
策
課
題
を
提
示
し
、

そ
の
実
現
に
向
け
た
国
家
の
責
務
を
表
明
し
た
も
の
で
、
そ
の
意
義
は
大
き
い
。

特
に
フ
ィ
ジ
ー
に
お
い
て
経
済
的
に
劣
位
に
あ
る
原
住
民
系
フ
ィ
ジ
ー
人
や
イ
ン
ド
系
労
働
者
に
と
っ
て
は
、
日
々
の
生
活
保
障
が
重

大
な
関
心
事
で
あ
る
。
ま
た
、
原
住
民
系
に
と
っ
て
は
市
民
的
権
利
の
平
等
化
は
、
イ
ン
ド
系
の
政
治
的
支
配
を
強
め
、
フ
ィ
ジ
ー
原
住

民
系
の
権
利
侵
害
に
つ
な
が
る
の
で
は
な
い
か
と
の
危
惧
を
抱
か
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
と
り
わ
け
、
国
土
の
約
九
〇
％
を
占
め
る
伝
統

的
な
共
同
体
に
よ
る
土
地
保
有
制
度
が
破
壊
さ
れ
る
こ
と
は
絶
対
に
容
認
で
き
な
い
こ
と
で
あ
り
、
一
方
イ
ン
ド
系
農
民
に
と
っ
て
は
賃

貸
借
契
約
に
よ
る
農
地
で
の
耕
作
と
い
う
不
安
定
な
状
態
は
生
活
の
先
き
行
き
に
対
す
る
不
安
の
根
源
と
な
っ
て
い
る
。

こ
れ
ら
双
方
の
不
安
を
解
消
す
る
の
が
具
体
的
な
社
会
権
の
保
障
と
原
住
民
の
権
利
保
護
規
定
な
の
で
あ
る
。
と
り
わ
け
原
住
民
系
の

土
地
の
流
動
化
に
対
す
る
不
安
を
解
消
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
原
住
民
系
に
市
民
的
権
利
の
平
等
を
受
け
入
れ
る
素
地
が
醸
成
さ
れ
る
と

見
込
ま
れ
る
の
で
あ
る
。
バ
イ
ニ
マ
ラ
マ
軍
事
政
権
が
行
っ
て
き
た
政
策
は
、
こ
れ
ら
の
社
会
権
規
定
の
う
ち
の
い
く
つ
か
を
先
取
り
し

た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
同
政
権
へ
の
民
族
を
越
え
た
国
民
の
一
貫
し
た
支
持
に
つ
な
が
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
（
26
）

。

4
．
免
責
条
項

第
一
〇
章
で
は
、「
一
九
九
〇
年
憲
法
の
下
で
認
め
ら
れ
た
免
責
は
継
続
」（
一
五
五
条
）、「
二
〇
一
〇
年
の
政
治
的
事
件
に
対
す
る
政

令
に
規
定
さ
れ
た
責
任
の
制
限
の
下
で
認
め
ら
れ
た
免
責
の
継
続
」（
一
五
六
条
）、
二
〇
〇
六
年
一
二
月
か
ら
こ
の
憲
法
の
施
行
後
初
の

国
会
が
招
集
さ
れ
る
ま
で
の
政
府
に
直
接
又
は
間
接
に
関
わ
っ
た
者
に
対
す
る
「
更
な
る
免
責
」（
一
五
七
条
）
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
、
そ

（
四
一
九
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
三
号
（
二
〇
一
八
年
十
二
月
）

五
二

し
て
こ
の
憲
法
に
含
ま
れ
る
い
か
な
る
規
定
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
本
章
及
び
本
章
で
認
め
ら
れ
継
続
し
て
い
る
免
責
は
、
改
定
し
、
修
正

し
、
変
更
し
、
取
り
消
し
、
又
は
無
効
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
し
て
、「
免
責
を
確
定
」（
一
五
八
条
）
さ
せ
て
い
る
。

い
う
ま
で
も
な
く
、「
二
〇
〇
六
年
一
二
月
の
ク
ー
デ
タ
か
ら
現
在
の
政
権
に
至
る
政
治
的
事
件
に
関
わ
り
、
そ
し
て
今
後
新
憲
法
の

下
で
総
選
挙
が
実
施
さ
れ
初
め
て
国
会
が
招
集
さ
れ
る
ま
で
の
間
、
大
統
領
、
首
相
、
閣
僚
、
フ
ィ
ジ
ー
共
和
国
軍
、
フ
ィ
ジ
ー
警
察
、

フ
ィ
ジ
ー
矯
正
業
務
、
司
法
権
、
公
共
業
務
、
及
び
そ
の
他
の
公
職
に
あ
っ
た
者
に
対
す
る
刑
事
、
民
事
、
そ
の
他
の
い
か
な
る
責
任
も

免
除
す
る
」（
一
五
七
条
）
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
の
み
な
ら
ず
、
一
九
八
七
年
の
ク
ー
デ
タ
以
降
の
同
様
の
事
件
に
関
わ
っ
た
も
の

の
免
責
を
確
認
す
る
も
の
で
も
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
い
わ
ば
過
去
は
水
に
流
し
て
新
た
な
遡
及
的
な
混
乱
を
回
避
し
て
、
未
来
志
向

の
国
民
統
合
へ
の
障
害
を
除
去
す
る
規
定
で
も
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

5
．
憲
法
改
正
条
項

第
一
一
章
は
、
憲
法
の
改
正
（
一
五
九
条
）、
改
正
手
続
（
一
六
〇
条
）
お
よ
び
二
〇
一
三
年
一
二
月
三
一
日
以
前
の
改
正
（
一
六
一
条
）

の
三
ヵ
条
か
ら
な
る
。

憲
法
の
改
正
は
、「
こ
の
憲
法
、
又
は
こ
の
憲
法
の
ど
の
条
項
の
改
正
に
つ
い
て
も
、
こ
の
憲
法
の
定
め
る
手
続
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な

ら
ず
、
そ
れ
以
外
の
方
法
に
よ
っ
て
改
正
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
」（
一
五
九
条
）
と
し
て
、
こ
の
憲
法
改
正
手
続
に
よ
ら
な
い
改
正
を
排
除

す
る
。
憲
法
改
正
手
続
に
つ
い
て
は
、
国
会
に
お
け
る
四
分
の
三
以
上
の
賛
成
に
続
い
て
、
国
民
投
票
で
の
四
分
の
三
以
上
の
賛
成
を
要

求
し
て
い
る
（
一
六
〇
条
⑵
項
⒝
号
）。
一
九
九
七
年
憲
法
で
は
両
院
の
各
院
で
の
三
分
の
二
以
上
の
賛
成
を
要
件
と
し
て
い
た
（
一
九
九
七

年
憲
法
一
九
一
条
⑵
項
⒝
号
）
の
に
比
べ
、
硬
性
化
し
た
改
正
手
続
を
定
め
て
い
る
。
ま
た
、
免
責
を
定
め
た
第
一
〇
章
の
各
条
項
と
経
過

（
四
二
〇
）



フ
ィ
ジ
ー
憲
法
（
二
〇
一
三
年
）
の
目
的
と
構
造
（
東
）

五
三

規
定
で
あ
る
第
一
二
章
Ｄ
部
の
諸
規
定
を
無
効
に
す
る
改
正
は
禁
じ
ら
れ
て
い
る
（
一
五
九
条
⑵
項
）。

な
お
、
一
六
一
条
は
当
初
の
政
府
草
案
に
は
な
く
、
そ
の
後
付
加
さ
れ
た
も
の
で
、
改
正
規
定
の
例
外
を
定
め
た
経
過
規
定
で
、

「
二
〇
一
三
年
一
二
月
三
一
日
以
前
に
、
大
統
領
は
内
閣
の
助
言
に
基
づ
き
、
こ
の
憲
法
の
条
項
が
完
全
な
効
力
を
持
つ
た
め
に
必
要
な

憲
法
修
正
ま
た
は
こ
の
憲
法
の
条
項
の
中
に
あ
る
矛
盾
若
し
く
は
誤
り
を
訂
正
す
る
た
め
に
必
要
な
憲
法
修
正
を
、
官
報
に
登
載
さ
れ
る

政
令
（D

ecree

）
に
よ
っ
て
行
う
」
こ
と
を
認
め
た
も
の
で
あ
る
。
実
際
は
、
こ
の
条
項
に
よ
る
修
正
は
行
わ
れ
な
か
っ
た
。

6
．
経
過
規
定

第
一
二
章
│
施
行
、
解
釈
、
廃
止
及
び
経
過
は
、
第
Ａ
部
│
略
称
及
び
施
行
、
第
Ｂ
部
│
解
釈
、
第
Ｃ
部
│
廃
止
、
及
び
第
Ｄ
部
│
経

過
の
四
部
一
三
ヵ
条
か
ら
な
る
。
第
Ｃ
部
│
廃
止
で
は
、
本
章
の
第
Ｄ
部
に
従
っ
て
、「
フ
ィ
ジ
ー
行
政
権
令
二
〇
〇
九
年
」
を
は
じ
め

と
す
る
二
〇
〇
九
年
の
五
つ
の
政
令
（D
cree

）
が
廃
止
さ
れ
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
る
（
一
六
四
条
）。
第
Ｄ
部
│
経
過
で
は
、
一
六
四

条
で
示
さ
れ
た
五
つ
の
政
令
の
廃
止
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
ら
政
令
の
下
で
そ
の
職
に
就
い
た
大
統
領
（
一
六
五
条
）、
首
相
及
び
閣
僚

（
一
六
六
条
）、
公
職
者
（
一
六
七
条
）
は
こ
の
憲
法
の
下
で
最
初
の
国
会
が
招
集
さ
れ
る
ま
で
そ
の
職
に
あ
る
こ
と
、
財
政
（
一
六
八
条
）、

国
会
及
び
議
長
の
権
限
（
一
六
九
条
）
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
憲
法
で
定
め
ら
れ
た
職
又
は
制
度
の
職
に
あ
る
者
の
法
的
な
継
承
者
は
、
こ
の
憲
法
施
行
直
前
に
新
憲
法
で
定
め
ら
れ
た
職
又
は

制
度
に
対
応
す
る
職
又
は
制
度
に
お
い
て
そ
の
地
位
に
あ
っ
た
者
と
定
め
ら
れ
て
い
る
（
一
七
一
条
⑴
項
）。
こ
の
憲
法
施
行
以
前
に
認
め

ら
れ
て
い
た
諸
権
利
や
義
務
は
、
こ
の
憲
法
で
異
な
る
定
め
が
な
い
限
り
、
そ
の
保
持
が
継
続
し
て
認
め
ら
れ
る
（
一
七
二
条
）。
こ
の
憲

法
の
施
行
直
前
に
効
力
を
有
し
て
い
た
す
べ
て
の
成
文
法
は
、
こ
の
憲
法
施
行
後
も
そ
の
効
力
を
維
持
す
る
（
一
七
三
条
）。
二
〇
〇
九
年

（
四
二
一
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
三
号
（
二
〇
一
八
年
十
二
月
）

五
四

の
「
司
法
行
政
令
」
に
よ
っ
て
設
置
さ
れ
た
裁
判
所
は
存
続
し
、
そ
の
裁
判
所
に
お
け
る
す
べ
て
の
司
法
手
続
で
こ
の
憲
法
の
施
行
日
直

前
に
進
行
中
の
手
続
は
、
そ
の
開
始
時
に
こ
の
憲
法
の
条
項
が
効
力
を
発
生
し
て
い
た
も
の
と
み
な
し
継
続
す
る
（
一
七
四
条
）。

以
上
の
よ
う
に
、
こ
の
憲
法
の
施
行
に
伴
う
経
過
規
定
が
、
憲
法
施
行
以
前
と
の
継
続
性
を
重
視
す
る
形
で
定
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
う

し
て
、
新
憲
法
に
よ
る
大
変
革
の
中
で
も
一
定
の
既
得
権
を
保
護
す
る
こ
と
で
改
革
に
よ
る
衝
撃
を
和
ら
げ
、
安
堵
感
と
協
力
を
促
す
こ

と
に
よ
り
憲
法
に
対
す
る
支
持
を
強
化
し
、
憲
法
の
定
め
る
目
的
の
達
成
に
寄
与
す
る
規
定
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

四　

憲
法
の
結
果

1
．
二
〇
一
四
年
の
総
選
挙

二
〇
一
三
年
九
月
に
大
統
領
の
承
認
を
得
て
新
憲
法
が
発
効
し
た
。
バ
イ
ニ
マ
ラ
マ
首
相
は
、
全
国
を
巡
回
視
察
し
、
二
〇
一
三
年
憲

法
の
条
文
を
住
民
に
配
布
し
、
憲
法
は
フ
ィ
ジ
ー
国
民
が
前
進
す
る
た
め
の
方
法
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
す
べ
て
の
人
々
が
自
ら
憲
法
を

読
む
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
訴
え
た
（
27
）

。

同
首
相
は
、
新
憲
法
は
次
の
三
点
に
お
い
て
、
独
立
以
来
の
三
つ
の
憲
法
と
根
本
的
に
異
な
っ
て
い
る
こ
と
を
強
調
し
た
。
す
な
わ
ち
、

①
誰
も
が
平
等
で
、
誰
も
が
フ
ィ
ジ
ア
ン
と
呼
ば
れ
、
二
〇
一
四
年
九
月
に
実
施
さ
れ
る
選
挙
で
は
誰
も
が
平
等
な
価
値
を
有
す
る
一
票

を
も
つ
こ
と
、
②
恒
久
的
な
居
住
権
、
十
分
な
交
通
・
食
料
・
清
潔
な
水
・
正
当
な
最
低
賃
金
・
社
会
保
障
制
度
・
健
康
及
び
公
衆
衛
生

へ
の
ア
ク
セ
ス
権
が
初
め
て
憲
法
で
定
め
ら
れ
た
こ
と
、
③
憲
法
は
土
地
保
有
者
の
権
利
だ
け
で
な
く
借
地
人
の
権
利
を
保
護
し
て
い
る

こ
と
、
と
い
う
三
点
で
あ
っ
た
（
28
）

。

（
四
二
二
）



フ
ィ
ジ
ー
憲
法
（
二
〇
一
三
年
）
の
目
的
と
構
造
（
東
）

五
五

さ
ら
に
、
バ
イ
ニ
マ
ラ
マ
首
相
自
身
が
強
調
し
た
点
が
、
国
民
の
教
育
権
の
保
障
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
初
等
か
ら
大
学
教
育
に
至
る

す
べ
て
の
段
階
に
お
い
て
国
民
の
教
育
権
を
保
障
す
る
も
の
で
、
総
選
挙
後
に
誕
生
す
る
新
政
府
は
す
べ
て
の
フ
ィ
ジ
ー
国
民
に
対
し
、

す
べ
て
の
教
育
段
階
で
教
育
を
受
け
る
権
利
を
保
障
す
る
た
め
の
あ
ら
ゆ
る
措
置
を
実
施
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
、
そ
こ
に
は
初

等
・
中
等
教
育
か
ら
高
等
教
育
ま
で
の
無
償
化
が
含
ま
れ
て
い
た
。
こ
の
教
育
政
策
が
、
選
挙
に
お
い
て
バ
イ
ニ
マ
ラ
マ
首
相
が
選
挙
に

出
馬
す
る
た
め
国
軍
司
令
官
の
職
を
辞
し
て
結
成
し
た
フ
ィ
ジ
ー
フ
ァ
ー
ス
ト
（F

ijiF
irst

）
党
へ
の
支
持
獲
得
に
大
い
に
貢
献
す
る
こ

と
に
な
っ
た
（
29
）

。

加
え
て
、
フ
ィ
ジ
ー
フ
ァ
ー
ス
ト
党
へ
の
支
持
獲
得
に
貢
献
し
た
の
が
、
土
地
政
策
で
あ
っ
た
。
二
〇
一
三
年
一
一
月
に
原
住
民
土
地

信
託
会
議
（
Ｔ
Ｌ
Ｔ
Ｂ
）
の
議
長
で
も
あ
る
バ
イ
ニ
マ
ラ
マ
首
相
は
「
原
住
民
の
慣
習
的
保
有
地
の
土
地
保
有
権
を
総
有
す
る
各
個
人
は
、

土
地
か
ら
得
ら
れ
る
す
べ
て
の
利
益
を
平
等
か
つ
公
正
に
受
け
取
る
べ
き
で
あ
る
」
と
述
べ
、
慣
習
的
保
有
地
と
慣
習
的
漁
業
権
の
権
利

者
は
、
そ
の
土
地
と
漁
業
権
を
有
す
る
場
所
か
ら
産
出
さ
れ
る
鉱
物
資
源
に
関
し
、
公
正
な
使
用
料
を
受
け
取
る
権
利
が
あ
る
と
の
考
え

を
明
ら
か
に
し
た
（
30
）

。

そ
し
て
同
首
相
は
、「
土
地
保
有
権
の
保
護
を
通
じ
て
土
地
保
有
者
を
保
護
す
る
こ
と
と
、
今
日
土
地
保
有
者
が
公
正
か
つ
正
当
な
賃

借
料
を
受
け
取
る
必
要
性
は
、
土
地
の
賃
貸
借
権
と
利
益
を
憲
法
で
保
障
し
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
す
べ
て
の
マ
タ
ン
ガ
リ
（
31
）

の
メ

ン
バ
ー
は
、
マ
タ
ン
ガ
リ
の
土
地
借
地
料
に
よ
る
収
益
を
平
等
に
利
用
し
配
分
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
32
）」

と
述
べ
、
慣
習
的
土
地
保
有

者
の
土
地
保
有
権
の
保
障
と
共
同
保
有
者
間
で
の
土
地
か
ら
得
ら
れ
る
収
益
の
平
等
か
つ
公
正
な
配
分
の
必
要
性
を
強
調
し
た
。

国
土
の
九
一
％
が
原
住
民
保
有
地
で
あ
る
フ
ィ
ジ
ー
に
お
い
て
、
慣
習
的
土
地
保
有
権
を
保
障
し
つ
つ
も
、
そ
こ
か
ら
得
ら
れ
る
利
益

配
分
の
平
等
化
は
、
原
住
民
系
フ
ィ
ジ
ー
人
に
と
っ
て
政
権
の
支
持
を
左
右
す
る
極
め
て
重
要
な
関
心
事
で
あ
り
、
と
り
も
な
お
さ
ず
来

（
四
二
三
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
三
号
（
二
〇
一
八
年
十
二
月
）

五
六

た
る
べ
き
総
選
挙
に
お
け
る
フ
ィ
ジ
ー
フ
ァ
ー
ス
ト
党
へ
の
支
持
を
固
め
る
意
味
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
。
土
地
問
題
を
め
ぐ
る
政
治
は
、

土
地
政
治
（land politics

）
と
も
い
わ
れ
、
一
九
八
七
年
の
ク
ー
デ
タ
以
来
フ
ィ
ジ
ー
の
発
展
を
妨
げ
て
き
た
こ
と
は
明
白
な
事
実
で

あ
っ
た
。
そ
の
土
地
問
題
に
対
し
、
バ
イ
ニ
マ
ラ
マ
政
権
は
一
つ
の
解
答
を
与
え
た
の
で
あ
る
。
そ
の
解
答
の
正
否
が
総
選
挙
の
最
大
の

争
点
と
な
っ
た
。

2
．
選
挙
結
果
と
そ
の
意
味

こ
の
憲
法
の
下
で
最
初
の
国
会
議
員
選
挙
日
は
、「
二
〇
一
四
年
九
月
三
〇
日
以
前
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（
一
七
〇
条
）
と
定
め
ら

れ
て
い
た
憲
法
規
定
に
し
た
が
い
二
〇
一
四
年
九
月
一
七
日
に
投
票
が
実
施
さ
れ
た
。

選
挙
制
度
は
、
一
九
九
七
年
憲
法
の
「
小
選
挙
区
優
先
順
位
付
き
選
択
投
票
制
」
に
代
わ
っ
て
「
大
選
挙
区
非
拘
束
名
簿
式
比
例
代
表

制
」
が
新
た
に
採
用
さ
れ
（
五
三
条
⑴
項
）、
選
挙
区
は
全
国
一
区
（
五
三
条
⑴
項
）
で
、
議
員
定
数
は
前
憲
法
の
七
一
人
か
ら
五
〇
人
に
変

更
さ
れ
た
（
五
四
条
⑴
項
）。

選
挙
へ
の
立
候
補
は
、
政
党
所
属
候
補
だ
け
で
な
く
無
所
属
候
補
も
認
め
ら
れ
（
五
六
条
⑴
項
）、
政
党
所
属
候
補
の
場
合
、
政
党
得
票

数
が
全
投
票
数
の
五
％
以
上
を
獲
得
し
な
い
と
政
党
に
議
席
が
配
分
さ
れ
ず
、
無
所
属
候
補
者
も
全
投
票
数
の
五
％
以
上
の
得
票
が
な
い

と
当
選
で
き
な
い
と
な
っ
た
（
五
三
条
⑶
項
）。

こ
の
選
挙
制
度
も
と
で
、
フ
ィ
ジ
ー
フ
ァ
ー
ス
ト
（F

ijiF
irst

）、
社
会
民
主
自
由
党
（S

ocial D
em
ocratic L

iberal P
arty

）、 

国
民
連
合

党
（N
ational F

ederation P
arty

）
の
三
党
が
五
％
を
上
回
る
得
票
率
と
な
り
、
議
席
が
配
分
さ
れ
た
。
そ
の
結
果
、
フ
ィ
ジ
ー
フ
ァ
ー

ス
ト
三
二
議
席
（
得
票
率
五
九
・
二
〇
％
）、
社
会
民
主
自
由
党
一
五
議
席
（
同
二
八
・
二
〇
％
）、
国
民
連
合
党
三
議
席
（
同
五
・
五
〇
％
）
と
な
っ

（
四
二
四
）



フ
ィ
ジ
ー
憲
法
（
二
〇
一
三
年
）
の
目
的
と
構
造
（
東
）

五
七

た
（
33
）

。
バ
イ
ニ
マ
ラ
マ
党
首
の
フ
ィ
ジ
ー
フ
ァ
ー
ス
ト
は
過
半
数
（
二
六
議
席
）
を
超
え
る
三
二
議
席
を
獲
得
し
、
バ
イ
ニ
マ
ラ
マ
が
首
相

に
就
任
し
た
。
民
主
的
正
統
性
を
も
っ
た
バ
イ
ニ
マ
ラ
マ
首
相
が
誕
生
し
た
の
で
あ
る
。
フ
ィ
ジ
ー
フ
ァ
ー
ス
ト
党
の
得
票
数

二
九
三
、七
一
四
票
（
投
票
総
数
四
九
六
、三
六
四
票
）
の
う
ち
バ
イ
ニ
マ
ラ
マ
個
人
の
得
票
数
は
二
〇
二
、四
五
九
票
（
Ｆ
Ｆ
全
体
の
得
票
数
の

六
八
・
九
三
％
）
と
い
う
驚
異
的
な
数
に
上
っ
た
。
二
〇
〇
七
年
以
来
政
権
を
担
っ
て
き
た
バ
イ
ニ
マ
ラ
マ
と
そ
の
政
策
が
国
民
の
絶
対
的

な
信
任
を
得
た
こ
と
が
、
こ
こ
に
確
認
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

二
〇
一
三
年
憲
法
制
定
の
眼
目
は
、
二
〇
〇
八
年
八
月
の
「
人
民
憲
章
」（
二
〇
〇
八
年
八
月
）
を
基
礎
と
し
て
二
〇
〇
九
年
一
二
月
に

発
表
さ
れ
た
「
民
主
制
と
持
続
可
能
な
社
会
・
経
済
開
発
の
た
め
の
ロ
ー
ド
マ
ッ
プ
」
で
示
さ
れ
た
「
良
い
統
治
」
の
確
立
の
た
め
の
具

体
的
な
政
策
を
憲
法
に
規
定
し
実
現
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
そ
の
主
要
な
事
項
は
、
①
新
憲
法
を
制
定
し
て
す
べ
て
の
国
民
を“F

ijian ”

と
呼
称
し
、
国
名
は“F
iji ”

と
す
る
こ
と
、
②
全
国
一
区
の
非
拘
束
名
簿
式
比
例
代
表
制
を
採
用
し
一
院
制
国
会
と
す
る
こ
と
、
③
国
の

安
全
保
障
を
強
化
し
「
ク
ー
・
サ
イ
ク
ル
」
に
終
止
符
を
打
つ
こ
と
、
④
反
腐
敗
独
立
委
員
会
の
設
置
、
な
ど
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
は
す

べ
て
二
〇
一
三
年
憲
法
に
盛
り
込
ま
れ
制
度
化
さ
れ
た
。「
良
い
統
治
」
の
確
立
の
た
め
に
違
い
な
い
が
、
こ
れ
ら
の
事
項
の
目
指
す
と

こ
ろ
、
最
終
目
的
は
民
族
区
別
を
超
え
た
国
民
統
合
の
実
現
に
あ
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

と
り
わ
け
、
す
べ
て
の
国
民
を
フ
ィ
ジ
ア
ン
（F

ijian

）
と
呼
び
、
民
族
区
別
の
な
い
選
挙
制
度
と
議
会
制
度
を
実
現
す
る
こ
と
は

フ
ィ
ジ
ー
独
立
以
来
の
国
家
的
課
題
で
あ
り
、
そ
れ
を
憲
法
に
規
定
す
る
こ
と
自
体
が
き
わ
め
て
困
難
な
課
題
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
実
現

（
四
二
五
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
三
号
（
二
〇
一
八
年
十
二
月
）

五
八

し
五
年
を
経
た
現
時
点
で
は
こ
の
試
み
は
成
功
し
た
か
に
見
え
る
。
今
後
も
こ
の
状
態
が
継
続
し
定
着
す
る
と
き
、
二
〇
一
三
年
憲
法
の

目
的
は
達
成
さ
れ
た
と
評
価
で
き
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
ク
ー
デ
タ
の
発
生
も
な
く
、
民
族
区
分
の
な
い
選
挙
に
よ
る
政
権
選
択
が
幾
度
か

繰
り
返
さ
れ
た
と
き
、
こ
の
憲
法
の
評
価
が
定
ま
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
憲
法
の
制
定
に
至
る
バ
イ
ニ
マ
ラ
マ
軍
事
政
権
の
諸
政
策
が
国
民
統
合
を
条
文
の
上
で
初
め
て
実
現
し
た

二
〇
一
三
年
憲
法
を
制
定
し
、
そ
の
憲
法
の
新
制
度
の
も
と
で
第
一
回
の
国
会
議
員
選
挙
を
実
施
し
、
そ
の
結
果
と
し
て
四
年
間
の
安
定

的
な
政
治
を
継
続
し
て
い
る
こ
と
に
対
し
て
一
定
の
評
価
を
下
し
て
も
誤
り
と
は
い
え
な
い
だ
ろ
う
。「
軍
事
独
裁
政
権
」
と
し
て
先
進

民
主
主
義
諸
国
の
批
判
を
受
け
続
け
た
バ
イ
ニ
マ
ラ
マ
政
権
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
政
権
が
フ
ィ
ジ
ー
に
お
け
る
真
に
自
由
で
平
等
な
民
主

主
義
を
定
着
さ
せ
る
た
め
の
前
提
条
件
を
つ
く
っ
た
と
評
価
で
き
る
の
で
あ
る
。

民
主
的
正
統
性
を
欠
い
た
バ
イ
ニ
マ
ラ
マ
軍
事
政
権
で
は
あ
っ
た
が
、
国
民
の
支
持
が
継
続
し
て
い
た
こ
と
は
世
論
調
査
等
に
よ
っ
て

裏
付
け
ら
れ
て
い
た
。
事
実
と
し
て
同
政
権
が
多
数
の
国
民
の
期
待
に
応
え
た
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
上
回
る
政
策
を
強
力
に
実
行
し
て
き

た
こ
と
が
支
持
の
理
由
で
あ
り
、
そ
の
政
策
と
は
民
主
政
治
の
基
礎
と
な
る
国
民
の
政
治
的
・
経
済
的
平
等
化
の
実
現
を
中
核
と
す
る
諸

政
策
で
あ
っ
た
。
全
国
民
を
フ
ィ
ジ
ア
ン
（F

ijian

）
と
呼
び
、
民
族
に
関
わ
り
な
く
全
国
民
の
政
治
的
・
経
済
的
平
等
化
を
実
現
す
る

こ
と
、
す
な
わ
ち
、
民
主
主
義
の
前
提
条
件
で
あ
る
全
国
民
の
「
平
等
」
を
確
立
す
る
こ
と
が
バ
イ
ニ
マ
ラ
マ
の
目
指
し
た
民
主
化
で
、

そ
の
た
め
の
政
策
を
憲
法
制
定
に
先
立
ち
実
行
し
て
き
た
こ
と
に
よ
り
、
全
国
民
平
等
化
の
た
め
の
制
度
を
含
む
二
〇
一
三
年
憲
法
の
制

定
を
可
能
に
し
た
と
い
え
る
。

二
〇
一
三
年
憲
法
は
、
二
〇
〇
六
年
一
二
月
以
来
の
バ
イ
ニ
マ
ラ
マ
政
権
に
よ
る
政
策
目
的
の
達
成
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
同
時
に
、

そ
れ
が
今
後
も
安
定
的
に
継
続
す
る
か
ど
う
か
に
よ
っ
て
、
憲
法
規
定
と
し
て
は
実
現
さ
れ
た
憲
法
の
目
的
た
る
国
民
統
合
の
実
現
の
成

（
四
二
六
）



フ
ィ
ジ
ー
憲
法
（
二
〇
一
三
年
）
の
目
的
と
構
造
（
東
）

五
九

否
が
判
断
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
現
時
点
で
の
評
価
は
こ
こ
ま
で
に
と
ど
ま
る
。

注（
1
） 

フ
ィ
ジ
ー
に
お
け
る
ク
ー
デ
タ
と
民
主
主
義
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
東
裕
「
フ
ィ
ジ
ー
に
お
け
る
ク
ー
デ
タ
と
民
主
主
義
│
ク
ー
デ
タ
は
民
主

主
義
を
否
定
し
、
民
主
主
義
の
条
件
を
つ
く
っ
た
│
」
太
平
洋
諸
島
学
会
『
太
平
洋
諸
島
研
究
』
第
五
号
（
二
〇
一
七
年
）、
三
七
│
五
八
頁
、
参
照
。

（
2
） 

フ
ィ
ジ
ー
の
一
九
七
〇
年
憲
法
、
一
九
九
〇
年
憲
法
、
お
よ
び
一
九
九
七
年
憲
法
に
つ
い
て
、
そ
の
特
徴
を
国
民
国
家
形
成
と
国
民
統
合
の
観

点
か
ら
考
察
し
た
も
の
と
し
て
、
東
裕
「
国
民
国
家
形
成
と
憲
法
│
フ
ィ
ジ
ー
諸
島
共
和
国
の
場
合
│
」
憲
法
政
治
学
研
究
会
編
『
近
代
憲
法
へ
の

問
い
か
け
│
憲
法
の
周
縁
世
界
』（
成
蹊
堂
、
一
九
九
九
年
）
所
収
、
二
三
七
│
二
五
六
頁
。

（
3
） 

発
展
途
上
国
に
お
い
て
は
い
か
に
機
能
す
る
憲
法
を
設
計
す
る
か
が
求
め
ら
れ
る
。
そ
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
国
に
応
じ
た
安
定
的
な
民
主
主
義
を

実
現
す
る
た
め
の
統
治
制
度
の
設
計
を
目
的
と
す
る
の
が
「
憲
法
工
学
」（constitutional engineering

）
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
の
社
会
的
・

政
治
的
・
経
済
的
条
件
を
十
分
斟
酌
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
に
お
い
て
機
能
す
る
よ
う
立
憲
主
義
制
度
を
構
築
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
、

憲
法
の
目
的
、
そ
の
目
的
の
実
現
を
促
す
た
め
の
制
度
、
そ
し
て
そ
の
も
た
ら
す
結
果
を
考
慮
し
た
憲
法
の
設
計
が
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。（
東

裕
「
新
立
憲
主
義
・
憲
法
工
学
・
憲
法
政
治
学
」
憲
法
学
会
編
『
憲
法
に
お
け
る
普
遍
性
と
固
有
性
』（
成
文
堂
・
二
〇
一
〇
年
）、
四
五
五
頁
。）

本
稿
で
は
、
こ
の
よ
う
な
視
点
か
ら
フ
ィ
ジ
ー
二
〇
一
三
年
憲
法
を
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
。

（
4
） 

一
九
九
七
年
憲
法
が
採
用
し
た
「
複
数
政
党
内
閣
制
」（m

ulti-party C
abinet

：
九
九
条
⑶
項
）
は
、
民
族
別
に
分
化
し
た
政
党
制
を
前
提
に
、

首
相
が
組
閣
に
あ
た
っ
て
下
院
で
一
〇
％
以
上
の
議
席
を
有
す
る
政
党
に
対
し
て
議
席
数
の
割
合
に
応
じ
て
入
閣
を
要
請
す
る
こ
と
を
義
務
付
け
た

も
の
で
、
原
住
民
系
と
イ
ン
ド
系
が
協
働
し
て
政
権
運
営
に
あ
た
る
「
国
民
統
合
政
府
」
を
形
成
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
国
民
統
合
を
目
指
す
こ
と
を

憲
法
制
度
と
し
て
義
務
付
け
た
も
の
で
あ
っ
た
。

（
5
） 

東
裕
『
太
平
洋
島
嶼
国
の
憲
法
と
政
治
文
化
│
フ
ィ
ジ
ー
1
9
9
7
年
憲
法
と
パ
シ
フ
ィ
ッ
ク
・
ウ
ェ
イ
│
』（
成
文
堂
・
二
〇
一
〇
年
）、

二
四
四
頁
。

（
四
二
七
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
三
号
（
二
〇
一
八
年
十
二
月
）

六
〇

（
6
） 

『
前
掲
書
』、
同
頁
。

（
7
） 

「
人
民
憲
章
」
の
作
成
の
背
景
・
経
緯
・
目
的
・
内
容
に
つ
い
て
は
、『
前
掲
書
』、
二
六
五
│
二
八
一
頁
、
参
照
。

（
8
） 
二
〇
〇
六
年
一
二
月
六
日
の
ク
ー
デ
タ
後
の
大
統
領
の
行
為
の
合
法
性
・
合
憲
性
を
め
ぐ
っ
て
争
わ
れ
た
事
件
。
原
告
は
政
権
を
追
放
さ
れ
た

ガ
ラ
セ
前
首
相
ほ
か
四
名
、
被
告
は
バ
イ
ニ
マ
ラ
マ
国
軍
司
令
官
、
フ
ィ
ジ
ー
共
和
国
軍
、
フ
ィ
ジ
ー
諸
島
共
和
国
、
暫
定
政
府
司
法
長
官
。
大
統

領
大
権
（prerogative pow

er

）
の
存
否
と
そ
の
合
法
性
が
争
点
の
中
心
で
あ
っ
た
。
フ
ィ
ジ
ー
高
裁
判
決
（
二
〇
〇
八
年
一
〇
月
九
日
）
で
は

大
統
領
大
権
の
存
在
を
認
め
、
そ
の
行
使
は
合
法
か
つ
有
効
と
し
た
。
し
か
し
、
控
訴
裁
判
決
で
は
大
統
領
大
権
を
認
め
ず
、
二
〇
〇
六
年
一
二
月

六
日
か
ら
二
〇
〇
七
年
一
月
一
六
日
の
間
に
行
わ
れ
た
バ
イ
ニ
マ
ラ
マ
国
軍
司
令
官
の
行
政
権
掌
握
と
非
常
事
態
宣
言
や
イ
ロ
イ
ロ
大
統
領
に
よ
る

バ
イ
ニ
マ
ラ
マ
暫
定
首
相
任
命
な
ど
の
措
置
を
違
法
と
宣
言
し
た
。
そ
の
一
方
で
、
大
統
領
が
新
た
に
暫
定
首
相
を
任
命
し
、
総
選
挙
を
実
施
す
る

こ
と
は
合
法
で
あ
る
と
判
断
し
た
。
こ
の
判
決
を
下
し
た
控
訴
裁
裁
判
官
三
名
は
い
ず
れ
も
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
人
で
あ
っ
た
。
東
『
前
掲
書
』

二
八
七
頁
、
お
よ
び
同
「
フ
ィ
ジ
ー
控
訴
裁
判
決
（
2
0
0
9
／
0
4
／
0
9
）
と
新
体
制
の
成
立
」（
社
）
太
平
洋
諸
島
地
域
研
究
所
『
パ
シ

フ
ィ
ッ
ク　

ウ
ェ
イ
』
通
巻
一
三
四
号
、
二
〇
〇
九
年
八
月
、
一
三
│
二
三
頁
。

（
9
） 

東
『
前
掲
書
』
二
八
二
│
二
八
四
頁
。

（
10
） 

東
裕
「
フ
ィ
ジ
ー
軍
事
政
権
の
民
主
化
改
革
と
国
際
関
係
の
変
容
」
黒
崎
岳
大
・
今
泉
慎
也
編
『
太
平
洋
島
嶼
地
域
に
お
け
る
国
際
秩
序
の
変

容
と
再
構
築
』（
ア
ジ
ア
経
済
研
究
所
・
二
〇
一
六
年
）
六
二
頁
。

（
11
） 

東
「
前
掲
論
文
」
六
四
│
六
五
頁
。

（
12
） 

二
〇
〇
九
年
七
月
一
日
に
バ
イ
ニ
マ
ラ
マ
政
権
が
発
表
し
た
「
変
化
に
向
け
た
戦
略
枠
組
み
」（A

 S
trategic F

ram
ew
ork for C

hange

）

で
示
さ
れ
た
二
〇
〇
九
年
か
ら
二
〇
一
四
年
ま
で
の
五
年
間
の
政
策
実
施
計
画
を
具
体
化
し
た
政
策
と
し
て
、
同
年
一
二
月
に
国
家
計
画
省
が
発
表

し
た
「
民
主
制
と
持
続
可
能
な
社
会･

経
済
開
発
の
た
め
の
ロ
ー
ド･

マ
ッ
プ
」（R

oadm
ap for D

em
ocracy and S

ustainable S
ocio-

E
conom

ic D
evelopm

ent 2010-2014

）
の
こ
と
（「
ロ
ー
ド
マ
ッ
プ
」
と
略
称
）。
社
会･

経
済
状
況
と
イ
ン
フ
ラ
の
改
善
を
先
行
さ
せ

（
二
〇
〇
九
│
二
〇
一
一
年
）、
そ
の
後
に
新
憲
法
の
作
成
作
業
と
公
布
（
二
〇
一
二
│
二
〇
一
三
年
）、
総
選
挙
実
施
に
よ
る
民
主
制
復
帰

（
二
〇
一
四
年
九
月
ま
で
に
）
と
の
工
程
の
も
と
に
、「
良
い
統
治
」、「
経
済
開
発
」、「
社
会･

文
化
開
発
」
に
関
す
る
個
別
政
策
が
示
さ
れ
た
。

（
四
二
八
）



フ
ィ
ジ
ー
憲
法
（
二
〇
一
三
年
）
の
目
的
と
構
造
（
東
）

六
一

（
13
） 

二
〇
一
三
年
憲
法
の
全
条
文
見
出
し
お
よ
び
そ
の
特
徴
に
つ
い
て
は
、
東
裕
「
フ
ィ
ジ
ー
2
0
1
3
年
憲
法
の
成
立
と
特
徴
│
政
府
草
案
か

ら
の
修
正
点
を
中
心
に
│
」（
一
社
）
太
平
洋
協
会
『
パ
シ
フ
ィ
ッ
ク　

ウ
ェ
イ
』
通
巻
一
四
三
号
、
二
〇
一
四
年
、
一
四
│
二
三
頁
。

（
14
） 
一
九
九
七
年
憲
法
の
構
造
と
特
徴
に
つ
い
て
は
、
東
『
前
掲
書
』、
九
七
│
一
三
五
頁
。

（
15
） 
一
九
九
〇
年
憲
法
の
原
住
民
系
国
民
の
政
治
的
優
位
を
定
め
た
特
徴
的
な
規
定
と
し
て
、
首
相
の
就
任
要
件
と
し
て
フ
ィ
ジ
ー
原
住
民
系
で
あ

る
こ
と
（
八
三
条
）、
下
院
議
席
全
七
〇
議
席
を
す
べ
て
民
族
別
議
席
と
し
そ
の
う
ち
過
半
数
の
三
七
議
席
を
フ
ィ
ジ
ー
原
住
民
系
議
席
と
し
た
こ

と
（
四
一
条
）
が
挙
げ
ら
れ
る
。
東
『
前
掲
書
』
一
〇
一
頁
、
お
よ
び
同
、
前
掲
「
国
民
国
家
形
成
と
憲
法
│
フ
ィ
ジ
ー
諸
島
共
和
国
の
場
合
│
」、

二
四
一
頁
。

（
16
） 

一
九
七
〇
年
憲
法
、
一
九
九
〇
年
憲
法
、
お
よ
び
一
九
九
七
年
憲
法
の
選
挙
制
度
に
つ
い
て
は
、
東
『
前
掲
書
』
一
三
八
│
一
四
二
頁
、
参
照
。

（
17
） 

一
九
八
七
年
の
ク
ー
デ
タ
を
実
行
し
た
ラ
ン
ブ
カ
中
佐
は
そ
の
後
政
界
入
り
し
「
フ
ィ
ジ
ー
人
党
」（
Ｓ
Ｖ
Ｔ
）
を
率
い
、
原
住
民
系
フ
ィ

ジ
ー
人
の
支
持
を
得
て
一
九
九
二
年
の
下
院
議
員
選
挙
で
第
一
党
と
な
り
首
相
に
就
任
し
、
一
九
九
九
年
五
月
の
選
挙
で
フ
ィ
ジ
ー
労
働
党
に
敗
れ

る
ま
で
そ
の
地
位
に
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
平
民
階
層
の
出
身
で
あ
っ
た
が
大
酋
長
会
議
に
加
え
ら
れ
議
長
も
務
め
た
。
二
〇
〇
六
年
の
ク
ー
デ
タ
を

実
行
し
た
バ
イ
ニ
マ
ラ
マ
国
軍
司
令
官
は
、
二
〇
一
四
年
九
月
の
民
主
制
復
帰
の
国
会
議
員
選
挙
で
フ
ィ
ジ
ー
フ
ァ
ー
ス
ト
党
を
率
い
て
立
候
補
し
、

個
人
で
最
高
得
票
数
を
獲
得
し
て
当
選
し
、
同
党
の
過
半
数
議
席
獲
得
に
絶
大
な
貢
献
を
し
た
。
首
相
と
な
っ
て
今
日
も
そ
の
地
位
に
あ
る
。

（
二
〇
一
八
年
八
月
現
在
）

（
18
） 

一
九
七
〇
年
憲
法
の
下
院
は
五
二
議
席
か
ら
な
り
、
フ
ィ
ジ
ー
原
住
民
系
と
イ
ン
ド
系
が
と
も
に
二
二
議
席
、
そ
の
他
八
議
席
。
一
九
九
〇
年

憲
法
の
下
院
七
〇
議
席
は
、
フ
ィ
ジ
ー
原
住
民
系
三
七
議
席
、
イ
ン
ド
系
二
七
議
席
、
ロ
ツ
マ
人
一
議
席
、
そ
の
他
民
族
五
議
席
。
一
九
九
七
年
憲

法
で
は
下
院
七
一
議
席
の
う
ち
、
フ
ィ
ジ
ー
原
住
民
系
二
三
議
席
、
イ
ン
ド
系
一
九
議
席
、
ロ
ツ
マ
人
一
議
席
、
そ
の
他
民
族
三
議
席
、
残
り
二
五

議
席
は
民
族
別
で
な
い
議
席
と
な
っ
て
い
た
。
ま
た
、
選
挙
人
名
簿
は
、
各
民
族
別
の
名
簿
（com

m
unal rolls

）
と
民
族
別
で
な
い
全
国
民
名
簿

（national roll

）
と
か
ら
な
っ
て
い
た
。
東
『
前
掲
書
』、
九
八
│
一
〇
四
、
一
三
八
│
一
四
二
頁
。

（
19
） 

一
九
九
七
年
憲
法
の
民
族
別
議
席
（
四
六
議
席
）
の
選
挙
人
名
簿
は
、
フ
ィ
ジ
ー
原
住
民
系
、
イ
ン
ド
系
、
ロ
ツ
マ
人
、
そ
の
他
の
民
族
、
の

四
つ
の
選
挙
人
名
簿
か
ら
な
っ
て
い
た
（
一
九
九
七
年
憲
法
五
一
条
⑴
項
⒜
号
）。
各
民
族
別
名
簿
に
登
載
さ
れ
た
有
権
者
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
民
族

（
四
二
九
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
三
号
（
二
〇
一
八
年
十
二
月
）

六
二

別
議
席
の
議
員
を
選
挙
す
る
も
の
で
あ
っ
た
（
同
条
⑵
〜
⑸
項
）。

（
20
） 

一
九
九
七
年
憲
法
下
の
上
院
は
三
二
議
席
か
ら
な
り
、
大
酋
長
会
議
、
首
相
、
野
党
代
表
、
ロ
ツ
マ
評
議
会
の
助
言
に
よ
っ
て
大
統
領
が
任
命

し
た
。
大
酋
長
会
議
の
助
言
に
よ
る
も
の
一
四
議
席
、
首
相
の
助
言
に
よ
る
も
の
九
議
席
、
野
党
代
表
の
助
言
に
よ
る
も
の
八
議
席
、
ロ
ツ
マ
評
議

会
の
助
言
に
よ
る
も
の
一
議
席
で
あ
っ
た
（
一
九
九
七
年
憲
法
六
四
条
⑴
項
⒜
〜
⒝
号
）。

（
21
） 

下
院
の
選
挙
制
度
の
基
本
事
項
に
つ
い
て
は
、
一
九
九
七
年
憲
法
の
五
四
条
か
ら
六
三
条
に
規
定
が
あ
り
、
詳
細
は
法
律
事
項
と
さ
れ
て
い
た

（
五
四
条
⑵
項
）
が
、
選
択
投
票
制
（the preferential system
 of voting know

n as the alternative vote

）
を
採
用
す
る
こ
と
は
五
四
条
⑴

項
に
規
定
さ
れ
た
憲
法
事
項
で
あ
っ
た
。
二
〇
一
三
年
憲
法
で
も
選
挙
制
度
の
基
本
を
憲
法
事
項
と
す
る
方
式
が
踏
襲
さ
れ
、「
大
選
挙
区
非
拘
束

名
簿
式
比
例
代
表
制
」（m

ulti-m
em
ber open list system

 of proportional representation

）
と
「
単
一
選
挙
人
名
簿
」（a single national 

electral roll

）
の
採
用
は
五
三
条
⑴
項
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。

（
22
） 

一
九
九
九
年
の
総
選
挙
で
は
、
第
一
党
と
な
っ
た
フ
ィ
ジ
ー
労
働
党
（
Ｆ
Ｌ
Ｐ
）
の
第
一
順
位
選
択
率
が
三
二
・
三
％
で
三
七
議
席
（
全
議
席

の
五
二
・
一
％
）
を
獲
得
し
、
前
与
党
の
フ
ィ
ジ
│
人
党
（
Ｓ
Ｖ
Ｔ
）
は
第
一
順
位
選
択
率
二
〇
・
〇
％
で
八
議
席
（
全
議
席
の
一
一
・
三
％
）
に
と

ど
ま
っ
た
。
さ
ら
に
、
第
一
順
位
選
択
率
が
一
四
・
五
％
あ
っ
た
国
民
連
合
党
（
Ｎ
Ｆ
Ｐ
）
が
改
選
前
の
二
〇
議
席
か
ら
〇
議
席
と
な
り
、
一
方
、

第
一
順
位
選
択
率
が
一
〇
・
二
％
と
国
民
連
合
党
を
下
回
っ
た
フ
ィ
ジ
ー
人
協
会
党
（
Ｆ
Ａ
Ｐ
）
が
一
〇
議
席
（
改
選
前
四
議
席
）
を
獲
得
す
る
な

ど
、
一
般
有
権
者
の
目
に
は
民
意
が
正
確
に
反
映
さ
れ
な
い
不
合
理
な
選
挙
と
映
っ
た
。
国
民
統
合
を
目
指
し
た
一
九
九
七
年
憲
法
に
あ
っ
て
、
イ

ン
ド
系
政
党
に
有
利
で
フ
ィ
ジ
ー
原
住
民
系
に
不
利
な
結
果
を
生
ん
だ
こ
の
選
挙
制
度
は
、
憲
法
の
目
的
実
現
に
有
効
な
制
度
と
な
る
ど
こ
ろ
か
、

そ
れ
を
阻
害
す
る
結
果
を
も
た
ら
し
た
。
憲
法
設
計
の
失
敗
、
し
か
も
致
命
的
な
失
敗
で
あ
っ
た
と
評
価
せ
ざ
る
を
え
な
い
。

（
23
） 

独
立
を
控
え
憲
法
制
定
に
あ
た
っ
て
イ
ン
ド
系
と
フ
ィ
ジ
ー
原
住
民
系
で
激
し
く
意
見
が
対
立
し
た
の
が
単
一
選
挙
人
名
簿
に
よ
る
選
挙
（
共

通
選
挙
）
で
あ
っ
た
。「（
共
通
選
挙
に
つ
い
て
）
イ
ン
ド
人
た
ち
は
そ
れ
に
大
い
に
固
執
し
、
フ
ィ
ジ
ー
人
た
ち
は
強
く
反
対
し
た
。
…
フ
ィ
ジ
ー

人
は
経
済
的
に
は
最
も
弱
い
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
で
あ
り
、
共
通
選
挙
制
度
に
つ
い
て
は
、
自
分
た
ち
が
十
分
な
代
表
権
と
適
切
な
発
言
力
を
得
る
ま

で
は
、
制
度
基
盤
を
固
め
さ
せ
た
く
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。」（
カ
ミ
セ
セ
・
マ
ラ
（
小
林
泉
・
東
裕
・
都
丸
潤
子
訳
）『
パ
シ
フ
ィ
ッ
ク
・
ウ
ェ
イ

│
フ
ィ
ジ
ー
大
統
領
回
顧
録
』（
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
・
二
〇
〇
〇
年
）
一
四
二
頁
。

（
四
三
〇
）



フ
ィ
ジ
ー
憲
法
（
二
〇
一
三
年
）
の
目
的
と
構
造
（
東
）

六
三

（
24
） 

フ
ィ
ジ
ー
の
主
要
政
党
は
民
族
ご
と
に
組
織
さ
れ
る
傾
向
が
あ
る
。
最
近
で
は
そ
の
傾
向
に
変
化
が
み
ら
れ
る
が
、
一
九
九
九
年
の
下
院
議
員

選
挙
の
時
代
で
は
、
フ
ィ
ジ
ー
原
住
民
系
が
フ
ィ
ジ
ー
人
党
（
Ｓ
Ｖ
Ｔ
）
と
フ
ィ
ジ
ー
人
協
会
党
（
Ｆ
Ａ
Ｐ
）、
イ
ン
ド
系
が
フ
ィ
ジ
ー
労
働
党

（
Ｆ
Ｌ
Ｐ
）
と
国
民
連
合
党
（
Ｎ
Ｆ
Ｐ
）
に
分
か
れ
て
い
た
。

（
25
） 
こ
れ
ら
の
諸
権
利
を
実
現
す
る
た
め
に
「
国
は
利
用
可
能
な
資
源
の
範
囲
内
で
合
理
的
な
手
段
を
取
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
す
る
一
方
、

「
諸
権
利
の
実
現
の
た
め
の
資
源
を
国
が
有
し
な
い
と
主
張
す
る
と
き
は
、
国
の
責
任
に
お
い
て
資
源
の
利
用
が
不
可
能
で
あ
る
こ
と
を
示
さ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
」
と
し
て
、
国
に
社
会
権
的
諸
権
利
（
三
一
条
〜
三
八
条
）
の
実
現
を
強
く
義
務
付
け
て
い
る
。

（
26
） 

フ
ィ
ジ
ー
が
先
進
諸
国
か
ら
軍
事
独
裁
政
権
批
判
を
浴
び
て
い
た
二
〇
一
一
年
に
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
ロ
ー
ウ
ィ
ー
研
究
所
（L

ow
y 

Institute

）
が
フ
ィ
ジ
ー
で
行
っ
た
世
論
調
査
の
結
果
、
当
時
の
バ
イ
ニ
マ
ラ
マ
首
相
の
政
策
に
対
し
六
六
％
が
支
持
す
る
と
し
、
六
五
％
が
フ
ィ

ジ
ー
は
良
い
方
向
に
向
か
っ
て
い
る
と
回
答
し
た
。
国
民
の
多
数
は
、
政
府
は
国
民
の
声
に
耳
を
傾
け
、
保
健
、
教
育
、
交
通
と
い
っ
た
主
要
な
社

会
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
て
い
る
と
答
え
、
政
府
は
民
族
間
の
不
平
等
解
消
に
向
け
て
努
力
し
て
い
る
と
の
回
答
は
六
七
％
に
も
上
っ
た
。（Jenny 

H
ayw
ard-Jones, “F

iji at H
om

e an
d

 th
e W

orld
, P

u
blic O

pin
ion

 an
d

 F
oreign

 P
olicy”, L

ow
y Institute for International P

olicy, 

2011, p.1.

）

（
27
） 

「
太
平
洋
諸
島
情
報
」（
一
社
）
太
平
洋
協
会
『
パ
シ
フ
ィ
ッ
ク　

ウ
ェ
イ
』
通
巻
一
四
三
号
、
二
〇
一
四
年
、
五
五
頁
。

（
28
）（
29
） 

同
。

（
30
） 

同
、
五
六
頁
。

（
31
） 

フ
ィ
ジ
ー
の
伝
統
的
共
同
体
組
織
の
一
単
位
。
一
つ
の
村
に
通
常
二
〜
四
の
マ
タ
ン
ガ
リ
（m

ataqali

）
が
存
在
し
、
一
つ
の
マ
タ
ン
ガ
リ
の

成
員
数
は
約
五
〇
〜
三
〇
〇
人
。
フ
ィ
ジ
ー
全
土
で
約
六
六
〇
〇
の
マ
タ
ン
ガ
リ
が
あ
る
。（
小
柏
葉
子
「
マ
タ
ン
ガ
リ
」『
新
版　

オ
セ
ア
ニ
ア
を

知
る
辞
典
』（
平
凡
社
・
二
〇
一
〇
年
）、
二
九
五
頁
）

（
32
） 

前
掲
「
太
平
洋
諸
島
情
報
」、
五
六
頁
。

（
33
） 

選
挙
結
果
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
東
裕
「
フ
ィ
ジ
ー
総
選
挙
・
二
〇
一
四
・
雑
感
」（
一
社
）
太
平
洋
協
会
『
パ
シ
フ
ィ
ッ
ク　

ウ
ェ
イ
』
通

巻
一
四
五
号
、
二
〇
一
五
年
二
月
、
二
〇
│
二
五
頁
。

（
四
三
一
）





裁
判
員
裁
判
の
判
決
に
対
す
る
事
実
誤
認
を
理
由
と
す
る
控
訴
に
つ
い
て
の
控
訴
審
の
審
査
の
あ
り
方
（
柳
瀬
）

六
五

裁
判
員
裁
判
の
判
決
に
対
す
る
事
実
誤
認
を
理
由
と
す
る

控
訴
に
つ
い
て
の
控
訴
審
の
審
査
の
あ
り
方

│
続
・
裁
判
員
裁
判
の
判
決
に
対
す
る
上
訴
審
の
審
査
を
め
ぐ
る
正
統
性
の
問
題

│

柳　
　

瀬　
　
　
　
　

昇

一　

本
稿
の
意
義

本
稿
は
、
本
誌
八
四
巻
二
号
所
収
の
拙
稿
「
裁
判
員
裁
判
の
判
決
に
対
す
る
上
訴
審
の
審
査
を
め
ぐ
る
正
統
性
の
問
題
」
と
一
体
と

な
っ
て
、
裁
判
員
裁
判
の
判
決
に
対
す
る
上
訴
を
め
ぐ
る
問
題
に
つ
い
て
検
討
す
る
も
の
で
あ
る
。

同
論
文
で
は
、
裁
判
員
の
参
加
す
る
第
一
審
の
裁
判
の
判
決
を
裁
判
官
の
み
で
構
成
さ
れ
る
控
訴
審
が
破
棄
し
う
る
こ
と
の
正
統
性
の

問
題
に
つ
い
て
検
討
し
た
。
す
な
わ
ち
、
裁
判
員
の
参
加
し
た
裁
判
を
裁
判
官
の
み
で
構
成
さ
れ
る
裁
判
体
で
審
査
す
る
こ
と
の
正
統
性

論　

説

（
四
三
三
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
三
号
（
二
〇
一
八
年
十
二
月
）

六
六

は
、
控
訴
審
の
審
査
の
立
場
と
対
象
を
第
一
審
と
同
一
で
は
な
く
異
な
る
も
の
で
あ
る
と
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
す
な
わ
ち
、
控
訴
審

が
事
後
審
と
し
て
第
一
審
の
裁
判
の
判
決
の
内
容
の
過
誤
の
有
無
を
点
検
す
る
も
の
で
あ
る
と
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
肯
認
し
う
る
。
そ

し
て
、
裁
判
員
制
度
の
導
入
に
伴
い
、
第
一
審
裁
判
所
に
つ
い
て
判
断
主
体
や
事
実
認
定
の
資
料
等
に
変
化
が
生
じ
る
こ
と
を
認
め
た
う

え
で
、
裁
判
員
裁
判
の
判
決
に
対
す
る
控
訴
を
控
訴
審
が
審
査
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
第
一
審
の
裁
判
を
尊
重
す
る
と
い
う
立
場
か
ら
、

事
後
審
と
し
て
の
本
来
の
趣
旨
を
よ
り
徹
底
さ
せ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
と
の
結
論
に
至
っ
た
。
裁
判
員
裁
判
の
判
決
に
対
す
る
上
訴
審
の

審
査
を
め
ぐ
る
正
統
性
の
問
題
を
検
討
す
る
う
え
で
考
慮
す
べ
き
視
点
は
い
く
つ
か
あ
る
が
、
主
要
な
も
の
と
し
て
は
、
裁
判
員
が
第
一

審
の
裁
判
に
参
加
し
て
い
る
こ
と
そ
れ
自
体
に
着
目
す
る
視
点
（
裁
判
員
の
参
加
の
意
義
尊
重
論
）
と
、
制
度
導
入
に
伴
い
直
接
主
義
・
口

頭
主
義
が
強
化
さ
れ
た
こ
と
に
意
義
を
見
出
す
視
点
（
直
接
主
義
・
口
頭
主
義
重
視
論
）
と
が
考
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
（
1
）

、
こ
れ
ら
の
視
点
は
、

そ
れ
ぞ
れ
、
ど
の
よ
う
な
理
論
的
帰
結
を
要
請
す
る
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
判
例
は
ど
の
よ
う
に
解
し
て
い
る
の
か
。
こ
れ
ら
の
問
題
に

対
し
て
、
事
実
誤
認
を
理
由
と
す
る
控
訴
の
場
合
と
、
量
刑
不
当
を
理
由
と
す
る
控
訴
の
場
合
と
に
分
け
た
う
え
で
、
具
体
的
に
検
討
す

る
必
要
が
あ
る
。

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
裁
判
員
裁
判
の
判
決
に
対
す
る
事
実
誤
認
を
理
由
と
す
る
控
訴
の
控
訴
審
に
よ
る
審
査
の
あ
り
方
に
つ
い
て
検

討
す
る
こ
と
と
す
る
。

二　

裁
判
員
裁
判
の
判
決
に
対
す
る
事
実
誤
認
を
理
由
と
す
る
控
訴
に
つ
い
て
の
審
査
の
あ
り
方

事
実
誤
認
を
理
由
と
す
る
控
訴
に
つ
い
て
の
控
訴
審
に
よ
る
審
査
の
あ
り
方
を
め
ぐ
っ
て
は
、
刑
事
訴
訟
法
学
説
は
、
な
が
ら
く
、
論

（
四
三
四
）



裁
判
員
裁
判
の
判
決
に
対
す
る
事
実
誤
認
を
理
由
と
す
る
控
訴
に
つ
い
て
の
控
訴
審
の
審
査
の
あ
り
方
（
柳
瀬
）

六
七

理
則
・
経
験
則
違
反
説
（
経
験
法
則
・
論
理
法
則
違
反
説
、
法
則
違
反
説
）
と
心
証
優
先
説
（
心
証
比
較
説
）
と
が
対
立
し
て
き
た
と
い
う
（
2
）

。

す
な
わ
ち
、「
事
実
認
定
の
審
査
は
、
第
一
審
の
事
実
認
定
に
経
験
法
則
・
論
理
法
則
違
反
が
あ
る
か
ど
う
か
を
審
査
す
る
の
か
、
自

ら
事
件
に
つ
い
て
心
証
を
と
り
、
こ
れ
と
第
一
審
の
事
実
認
定
と
を
比
較
す
る
の
か
と
い
う
点
」
が
問
題
と
な
る
（
3
）

。
刑
事
訴
訟
法
三
八
二

条
に
い
う
控
訴
理
由
と
し
て
の
事
実
誤
認
の
本
質
に
関
し
て
、
論
理
則
・
経
験
則
違
反
説
は
、「
原
判
決
の
事
実
認
定
に
経
験
法
則
・
論

理
法
則
違
反
が
あ
る
こ
と
」
を
意
味
す
る
一
方
、
心
証
優
先
説
は
、「
原
判
決
に
示
さ
れ
た
心
証
な
い
し
認
定
と
控
訴
審
裁
判
官
の
そ
れ

と
が
一
致
し
な
い
こ
と
で
あ
り
、〔
刑
事
訴
訟
〕
法
は
控
訴
審
裁
判
官
の
心
証
を
原
審
裁
判
官
の
そ
れ
に
優
先
さ
せ
た
の
だ
と
す
る
（
4
）

」。
論

理
則
・
経
験
則
違
反
説
は
厳
格
事
後
審
説
に
最
も
適
合
す
る
と
解
さ
れ
る
（
5
）

。
ま
た
、
論
理
則
・
経
験
則
違
反
説
が
「
第
一
審
の
自
由
心
証

主
義
の
優
先
を
認
め
る
」
の
に
対
し
て
、
心
証
優
先
説
は
、「
自
由
心
証
主
義
の
例
外
と
し
て
…
…
、
控
訴
審
の
心
証
の
優
先
を
認
め

る
（
6
）

」。心
証
優
先
説
に
立
つ
場
合
、
控
訴
審
の
心
証
が
優
先
す
る
理
由
と
し
て
、
㈠
控
訴
審
の
裁
判
官
が
第
一
審
の
裁
判
官
よ
り
も
、
経
験
・

見
識
の
点
で
優
れ
て
い
る
か
ら
、
そ
の
心
証
の
ほ
う
が
正
し
い
可
能
性
が
高
い
こ
と
、
㈡
当
事
者
が
控
訴
審
の
心
証
の
優
位
を
請
求
し
て

い
る
こ
と
、
㈢
控
訴
審
は
事
実
誤
認
の
疑
い
が
あ
れ
ば
、
第
一
審
の
判
決
を
破
棄
し
て
差
し
戻
す
こ
と
が
で
き
る
か
ら
、
控
訴
審
の
心
証

に
最
終
的
な
優
先
を
認
め
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
、
㈣
第
一
審
も
書
面
審
理
で
行
わ
れ
る
場
合
が
多
い
か
ら
、
そ
の
心
証
が
常
に
直
接
主

義
・
口
頭
主
義
の
点
で
優
れ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
こ
と
、
㈤
人
証
が
常
に
書
証
よ
り
も
優
れ
て
い
る
と
は
い
え
ず
、
そ
れ
ぞ
れ
長
所
・

短
所
が
あ
る
か
ら
、
人
証
を
調
べ
た
第
一
審
の
判
断
が
そ
れ
を
書
証
と
し
て
調
べ
た
控
訴
審
の
判
断
よ
り
優
れ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
こ

と
、
㈥
事
実
問
題
も
当
事
者
の
主
張
に
よ
っ
て
新
た
な
照
明
を
受
け
、
控
訴
審
は
そ
の
争
点
に
注
意
を
集
中
で
き
る
こ
と
、
㈦
控
訴
審
も

必
要
に
応
じ
て
事
実
の
取
調
べ
を
活
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
（
7
）

。

（
四
三
五
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
三
号
（
二
〇
一
八
年
十
二
月
）

六
八

こ
の
う
ち
、
裁
判
員
制
度
の
導
入
に
よ
り
、
㈠
は
、
国
民
の
司
法
参
加
の
意
義
に
つ
き
民
主
主
義
的
基
礎
づ
け
説
（
8
）

に
立
つ
限
り
、
む
し

ろ
主
権
者
国
民
で
あ
る
裁
判
員
の
ほ
う
が
控
訴
審
の
裁
判
官
よ
り
も
経
験
・
見
識
の
点
で
優
れ
て
い
る
か
ら
、
そ
の
心
証
の
ほ
う
が
正
し

い
可
能
性
が
高
い
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
し
、
㈣
は
、
第
一
審
で
直
接
主
義
・
口
頭
主
義
が
よ
り
徹
底
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
た
め
、
論
拠

と
し
て
は
採
り
え
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
従
前
の
実
務
が
論
理
則
・
経
験
則
違
反
説
と
心
証
優
先
説
と
の
ど
ち
ら
を
採
っ
て
い
た
か
に
つ
い
て
の
評
価
は
分
か
れ
て

い
る
（
9
）

。「
い
わ
ゆ
る
心
証
優
先
説
的
な
考
え
方
…
…
で
は
な
く
、
…
…
経
験
則
・
論
理
法
則
違
反
説
に
よ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
の
が
、

実
務
の
基
本
的
な
考
え
方
で
あ
る
」
と
す
る
見
方
も
あ
る
（
10
）

一
方
で
、「
こ
れ
ま
で
の
控
訴
審
実
務
は
、
も
ち
ろ
ん
例
外
は
あ
る
と
思
わ
れ

る
が
、
ま
ず
書
面
審
査
を
通
じ
て
当
該
事
件
の
心
証
を
採
り
、
こ
れ
を
第
一
審
の
認
定
と
比
較
し
て
、
第
一
審
の
事
実
認
定
の
合
理
性
を

判
断
す
る
、
と
い
う
心
証
優
先
説
的
な
運
用
を
し
て
き
た
」
と
す
る
評
価
も
あ
る
（
11
）

。
平
成
一
九
年
度
司
法
研
究
「
裁
判
員
裁
判
に
お
け
る

第
一
審
の
判
決
書
及
び
控
訴
審
の
在
り
方
」
は
、
従
前
の
実
務
で
は
、「
事
案
に
よ
っ
て
は
、
第
一
審
の
裁
判
官
と
実
質
的
に
同
じ
思

考
・
判
断
手
法
、
基
準
の
下
で
書
面
を
読
み
込
ん
で
心
証
を
形
成
し
、
そ
れ
を
基
に
、
第
一
審
の
判
決
を
審
査
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
の
で

は
な
か
ろ
う
か
」
と
し
、
ま
た
、「
第
一
審
に
お
け
る
当
事
者
の
主
張
・
立
証
の
枠
組
み
に
拘
束
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
自
ら
真
相
を
追
求

す
る
こ
と
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
」
と
述
べ
て
い
る
（
12
）

。

な
お
、
上
告
審
に
お
け
る
事
実
誤
認
の
主
張
に
関
す
る
審
査
方
法
に
つ
い
て
は
、
最
高
裁
判
所
は
、
裁
判
員
制
度
の
施
行
の
前
月
で
あ

る
二
〇
〇
九
年
四
月
に
、「
当
審
〔
最
高
裁
判
所
に
よ
る
上
告
審
〕
が
法
律
審
で
あ
る
こ
と
を
原
則
と
し
て
い
る
こ
と
に
か
ん
が
み
、
原

判
決
の
認
定
が
論
理
則
、
経
験
則
等
に
照
ら
し
て
不
合
理
と
い
え
る
か
ど
う
か
の
観
点
か
ら
行
う
べ
き
で
あ
る
」
と
判
示
し
て
い
た
（
電

車
痴
漢
冤
罪
事
件
最
高
裁
判
決
（
最
三
小
判
平
成
二
一
年
四
月
一
四
日
刑
集
六
三
巻
四
号
三
三
一
頁
（
13
）））。

（
四
三
六
）



裁
判
員
裁
判
の
判
決
に
対
す
る
事
実
誤
認
を
理
由
と
す
る
控
訴
に
つ
い
て
の
控
訴
審
の
審
査
の
あ
り
方
（
柳
瀬
）

六
九

三　

片
面
的
尊
重
論
の
可
能
性

「
刑
事
訴
訟
法
の
解
釈
・
運
用
を
被
告
人
側
と
検
察
官
側
に
分
け
て
扱
う
と
い
う
…
…
発
想
」
を
片
面
的
構
成
と
い
う
（
14
）

。
平
田
元
教
授

は
、「
憲
法
を
中
心
と
し
た
人
権
保
障
の
背
後
に
は
、
無
罪
の
推
定
か
ら
導
か
れ
る
無
辜
の
不
処
罰
主
義
、
消
極
的
真
実
主
義
が
あ
」
り
、

「〔
憲
法
上
の
〕
人
権
は
無
辜
の
不
処
罰
を
確
保
す
る
事
実
認
定
論
に
規
定
さ
れ
て
存
在
す
る
」
と
主
張
す
る
（
15
）

。
具
体
的
に
は
、「
ま
ず
、

「
無
罪
の
推
定
」
と
い
う
刑
事
手
続
の
大
原
則
か
ら
「
疑
わ
し
き
は
被
告
人
の
利
益
に
」
の
原
則
が
導
か
れ
」、「
こ
こ
か
ら
実
質
的
挙
証

責
任
は
刑
事
手
続
に
お
い
て
全
面
的
に
原
告
た
る
検
察
官
に
あ
る
こ
と
に
な
り
、
ま
た
、
こ
の
程
度
は
「
合
理
的
疑
い
を
超
え
る
」
も
の

で
あ
り
、
一
定
程
度
の
い
わ
ゆ
る
「
客
観
的
蓋
然
性
」
と
判
断
者
の
「
主
観
的
確
信
」
が
必
要
で
あ
」
り
（「
こ
の
最
終
的
に
は
主
観
的
に
な

ら
ざ
る
を
え
な
い
事
実
認
定
に
お
け
る
「
主
観
的
確
信
」
を
よ
り
よ
く
保
証
す
る
た
め
に
、
口
頭
主
義
・
公
開
主
義
が
採
用
さ
れ
て
い
る
」
と
い
う
）、

他
方
で
、「
い
か
に
高
度
の
蓋
然
性
が
あ
ろ
う
と
も
、
判
断
者
が
最
終
的
に
主
観
的
確
信
を
も
て
な
い
限
り
、
証
明
な
し
無
罪
と
な
る
」

べ
き
で
あ
る
（「
こ
の
場
合
、
無
罪
方
向
で
、
客
観
的
蓋
然
性
を
弾
劾
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
が
、
判
断
者
に
主
観
的
確
信
が
抱
け
な
い
よ
う
弾
劾
す

る
だ
け
で
足
り
る
」）
と
い
う
（
16
）。

裁
判
員
裁
判
の
判
決
に
対
す
る
事
実
誤
認
を
理
由
と
す
る
控
訴
に
つ
い
て
の
控
訴
審
の
審
査
の
あ
り
方
に
関
し
て
、
こ
の
片
面
的
構
成

の
発
想
に
基
づ
き
、
片
面
的
尊
重
論
が
一
部
の
論
者
に
よ
っ
て
提
唱
さ
れ
て
き
た
。
こ
れ
は
、「
裁
判
員
制
度
が
導
入
さ
れ
た
趣
旨
・
目

的
か
ら
し
て
、
控
訴
審
は
裁
判
員
裁
判
の
原
判
決
を
尊
重
し
、
そ
の
破
棄
を
抑
制
す
べ
き
で
あ
る
が
、
有
罪
の
原
判
決
と
無
罪
の
原
判
決

を
区
別
し
、
前
者
の
破
棄
は
裁
判
員
裁
判
で
あ
っ
て
も
躊
躇
す
べ
き
で
は
な
い
と
か
、
第
一
審
尊
重
の
度
合
い
は
原
判
決
が
無
罪
判
決
の

方
が
高
い
、
あ
る
い
は
、
前
者
の
破
棄
の
場
合
は
控
訴
審
が
自
判
し
て
差
し
支
え
な
い
が
、
後
者
の
破
棄
の
場
合
は
差
し
戻
す
べ
き
で
あ

（
四
三
七
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
三
号
（
二
〇
一
八
年
十
二
月
）

七
〇

る
な
ど
と
い
う
見
解
」
を
指
す
（
17
）

。

例
え
ば
、
杉
森
研
二
元
判
事
は
、
事
実
認
定
の
判
断
に
関
し
て
、
控
訴
審
の
第
一
審
判
決
へ
の
介
入
は
で
き
る
限
り
避
け
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
し
な
が
ら
も
、「
一
審
判
決
の
事
実
認
定
が
不
合
理
で
あ
る
と
十
分
に
説
明
で
き
な
い
が
、
一
審
の
判
断
に
は
疑
問
が
残
る
場

合
は
、
そ
も
そ
も
事
実
誤
認
が
あ
る
と
い
え
な
い
場
合
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
広
い
意
味
の
経
験
則
違
反
が
あ
る
と
判
断
さ

れ
る
場
合
に
は
、
被
告
人
に
有
利
な
方
向
に
限
っ
て
介
入
す
べ
き
で
あ
り
、
被
告
人
に
不
利
な
方
向
で
は
原
則
と
し
て
介
入
す
べ
き
で
は

な
い
と
す
る
運
用
が
肯
定
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
」
と
示
唆
す
る
（
18
）

。
水
谷
規
男
教
授
は
、「
無
罪
判
決
に
対
す
る
検
察
官
控
訴
の
場
合
、

…
…
裁
判
員
が
入
っ
て
し
た
「
合
理
的
疑
い
」
が
残
る
と
の
判
断
を
、
控
訴
審
裁
判
所
が
書
面
審
理
の
み
に
よ
っ
て
「
合
理
的
で
な
い
」

と
判
断
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
、
検
察
官
が
一
審
に
お
い
て
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
か
つ
、
そ
れ
が
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ

る
証
拠
を
示
し
て
事
実
誤
認
を
主
張
し
て
お
り
、
そ
の
証
拠
を
控
訴
審
で
取
り
調
べ
た
場
合
に
限
っ
て
、
一
審
判
決
を
破
棄
す
る
こ
と
が

許
さ
れ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
」
と
主
張
す
る
（
19
）

。

片
面
的
尊
重
論
の
論
拠
と
し
て
は
、
㈠
「
無
罪
判
決
に
対
す
る
検
察
官
控
訴
は
本
来
認
め
る
べ
き
も
の
で
は
な
く
、
上
訴
制
度
は
被
告

人
の
救
済
の
た
め
に
あ
る
と
い
う
基
本
的
発
想
の
上
に
、
裁
判
員
が
参
加
し
た
原
裁
判
所
が
「
合
理
的
疑
い
」
あ
り
と
し
た
も
の
を
職
業

裁
判
官
三
名
の
控
訴
裁
判
所
が
そ
の
疑
い
は
不
合
理
で
あ
る
と
し
て
覆
す
の
は
、「
疑
わ
し
き
は
被
告
人
の
利
益
に
」
の
趣
旨
と
整
合
し

な
い
」
こ
と
、
㈡
「
裁
判
員
関
与
の
下
で
直
接
主
義
、
口
頭
主
義
を
徹
底
し
て
な
さ
れ
た
無
罪
の
事
実
認
定
を
控
訴
審
の
裁
判
官
が
記
録

に
基
づ
い
て
破
棄
自
判
す
る
の
は
よ
ほ
ど
の
こ
と
が
な
い
限
り
許
さ
れ
な
い
が
、
有
罪
判
決
の
破
棄
自
判
は
「
合
理
的
疑
い
」
が
あ
る
と

判
断
す
る
だ
け
で
あ
る
か
ら
可
能
で
あ
る
」
こ
と
、
㈢
「
裁
判
員
制
度
の
趣
旨
・
目
的
に
照
ら
す
と
控
訴
審
が
裁
判
員
裁
判
の
事
実
認
定

に
介
入
す
る
の
は
で
き
る
限
り
避
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、「
疑
わ
し
き
は
被
告
人
の
利
益
に
」
と
い
う
刑
事
裁
判
の
鉄
則
と
実
体
的

（
四
三
八
）



裁
判
員
裁
判
の
判
決
に
対
す
る
事
実
誤
認
を
理
由
と
す
る
控
訴
に
つ
い
て
の
控
訴
審
の
審
査
の
あ
り
方
（
柳
瀬
）

七
一

真
実
に
合
致
し
た
事
実
認
定
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
原
則
と
の
重
要
性
に
差
異
が
あ
る
か
ら
、
原
判
決
が
有
罪
の
場
合
と
無
罪
の

場
合
と
で
控
訴
審
の
第
一
審
の
事
実
認
定
の
介
入
の
程
度
が
異
な
る
こ
と
は
許
容
さ
れ
る
」
こ
と
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
（
20
）

。

も
っ
と
も
、
石
井
一
正
元
判
事
が
指
摘
す
る
と
お
り
、
現
行
法
で
は
、
第
一
審
が
裁
判
員
裁
判
で
あ
ろ
う
と
な
か
ろ
う
と
、「
無
罪
判

決
に
対
す
る
検
察
官
控
訴
が
、
有
罪
判
決
に
対
す
る
被
告
人
側
の
そ
れ
と
全
く
同
じ
要
件
で
認
め
ら
れ
て
お
り
」、「
誤
判
と
い
う
以
上
は
、

原
判
決
が
無
罪
の
場
合
も
有
罪
の
場
合
も
あ
り
得
る
の
で
、
前
者
は
尊
重
す
る
（
破
棄
し
な
い
）
が
後
者
は
尊
重
の
度
合
い
が
こ
れ
よ
り

低
い
（
破
棄
の
度
合
い
が
高
い
）
と
は
い
え
な
い
（
21
）

」。

ま
た
、
裁
判
員
の
参
加
の
意
義
尊
重
論
の
立
場
か
ら
、「
裁
判
員
が
参
加
し
た
原
裁
判
所
が
「
合
理
的
疑
い
」
あ
り
と
し
た
判
断
を
尊

重
す
る
と
い
う
な
ら
、「
そ
の
疑
い
は
な
い
」
と
し
た
判
断
も
同
様
に
尊
重
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
（
22
）

」。
本
稿
の
問
題
関
心
か
ら
い
え
ば
、
裁

判
員
の
参
加
の
意
義
尊
重
論
に
立
脚
し
な
が
ら
片
面
的
尊
重
論
を
支
持
す
る
の
は
、
論
理
的
整
合
性
を
欠
く
も
の
と
し
て
否
定
的
に
評
価

せ
ざ
る
を
得
な
い
。「
非
法
律
家
で
あ
る
裁
判
員
の
幅
広
い
知
識
経
験
が
反
映
さ
れ
て
い
る
と
い
う
意
味
で
は
、
有
罪
判
決
も
無
罪
判
決

も
同
様
で
あ
る
か
ら
、
論
理
則
・
経
験
則
違
反
を
具
体
的
に
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
被
告
人
に
有
利
な
方
向
と

い
う
こ
と
だ
け
で
一
審
判
決
を
破
棄
す
る
こ
と
が
、
理
論
的
に
正
当
化
さ
れ
る
も
の
と
は
考
え
ら
れ
な
い
」
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
（
23
）

。
裁

判
員
裁
判
の
第
一
審
の
判
決
が
被
告
人
に
有
利
な
も
の
で
あ
れ
ば
、
裁
判
員
裁
判
の
判
断
の
尊
重
を
控
訴
審
に
求
め
る
一
方
で
、
そ
れ
が

不
利
な
も
の
で
あ
れ
ば
、
裁
判
員
裁
判
の
判
断
を
尊
重
し
な
く
と
も
よ
い
と
す
る
こ
と
は
、
結
局
は
、
第
一
審
及
び
控
訴
審
と
い
う
裁
判

過
程
全
体
に
お
い
て
、
常
に
被
告
人
に
有
利
な
判
断
し
か
許
さ
な
い
と
い
う
結
論
先
行
的
な
議
論
と
い
う
ほ
か
な
い
。
裁
判
員
の
参
加
の

意
義
尊
重
論
に
立
脚
す
る
限
り
は
、
裁
判
員
裁
判
の
判
決
が
被
告
人
に
と
っ
て
有
利
な
も
の
で
あ
ろ
う
と
、
不
利
な
も
の
で
あ
ろ
う
と
等

し
く
尊
重
す
べ
き
と
解
し
な
け
れ
ば
、
整
合
性
を
保
ち
え
な
い
（
24
）

。

（
四
三
九
）
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八
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二
月
）

七
二

一
方
、
直
接
主
義
・
口
頭
主
義
重
視
論
か
ら
も
、
直
接
主
義
・
口
頭
主
義
が
徹
底
し
た
第
一
審
判
決
を
尊
重
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
原
判

決
が
有
罪
の
場
合
も
無
罪
の
場
合
も
異
な
ら
な
い
こ
と
と
な
る
（
25
）

。
酒
巻
匡
教
授
は
、「
論
理
則
等
違
反
の
審
査
そ
れ
自
体
は
、
そ
の
性
質

な
い
し
定
義
上
、
第
一
審
が
有
罪
判
決
で
あ
れ
無
罪
判
決
で
あ
れ
、
ま
た
、
控
訴
人
が
被
告
人
で
あ
れ
検
察
官
で
あ
れ
、
証
拠
の
信
用
性

評
価
や
証
拠
な
い
し
間
接
事
実
等
の
総
合
評
価
等
に
対
し
て
区
別
な
く
同
様
に
働
き
得
る
判
断
作
用
と
い
う
べ
き
で
あ
る
」
こ
と
か
ら
、

「
実
定
法
上
も
理
論
的
に
も
、
有
罪
判
決
の
審
査
と
無
罪
判
決
の
審
査
と
で
そ
の
審
理
・
判
断
方
法
を
異
に
す
る
理
由
を
見
出
す
こ
と
は

で
き
な
い
」
と
述
べ
る
（
26
）

。

と
こ
ろ
で
、
後
藤
昭
教
授
が
片
面
的
尊
重
論
の
論
拠
の
一
つ
と
し
て
挙
げ
る
の
が
、
裁
判
員
の
参
加
す
る
刑
事
裁
判
に
関
す
る
法
律

（
以
下
、「
裁
判
員
法
」
と
い
う
）
六
七
条
の
定
め
る
裁
判
員
裁
判
の
特
殊
な
評
決
条
件
（
裁
判
員
裁
判
の
合
議
体
を
構
成
す
る
裁
判
官
及
び
裁
判
員

の
双
方
の
意
見
を
含
む

0

0

0

0

0

0

0

0

合
議
体
の
員
数
の
過
半
数
の
意
見
に
よ
る
）
で
あ
る
（
27
）

。

ま
ず
、
第
一
審
が
有
罪
の
場
合
に
控
訴
審
で
破
棄
し
無
罪
と
す
る
場
合
（
本
稿
で
は
、
こ
れ
を
「
状
況
Ａ
」
と
す
る
）
に
つ
い
て
、
後
藤
教

授
は
、
次
の
よ
う
に
い
う
。「
裁
判
員
の
加
わ
る
合
議
体
で
は
、
た
と
え
裁
判
員
6
名
が
有
罪
意
見
で
あ
っ
て
も
、
裁
判
官
の
少
な
く
と

も
1
人
が
有
罪
意
見
で
な
い
限
り
、
有
罪
判
決
は
で
き
な
い
。
そ
の
た
め
、
控
訴
審
が
、
原
審
の
有
罪
認
定
を
無
罪
に
変
え
た
と
し
て
も
、

裁
判
員
の
意
見
を
控
訴
審
裁
判
官
の
意
見
に
よ
っ
て
置
き
換
え
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
原
審
で
有
罪
意
見
で
あ
っ
た
裁
判
官
の
判
断
を

控
訴
審
の
判
断
で
上
書
き
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
無
罪
判
決
に
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、
有
罪
を
無
罪
に
変
え
る
控
訴
審
の

判
断
は
、
裁
判
員
の
意
見
を
否
定
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
（
28
）

」。

そ
の
一
方
、
次
に
、
第
一
審
が
無
罪
の
場
合
に
控
訴
審
で
破
棄
し
有
罪
と
す
る
場
合
（「
状
況
Ｂ
」）
は
、「
問
題
の
性
質
が
異
な
る
」
と

い
う
。
す
な
わ
ち
、「
も
し
裁
判
員
全
員
が
有
罪
意
見
で
あ
っ
た
の
に
、
裁
判
官
全
員
が
無
罪
意
見
で
あ
っ
た
た
め
に
無
罪
意
見
に
至
っ

（
四
四
〇
）



裁
判
員
裁
判
の
判
決
に
対
す
る
事
実
誤
認
を
理
由
と
す
る
控
訴
に
つ
い
て
の
控
訴
審
の
審
査
の
あ
り
方
（
柳
瀬
）

七
三

た
の
で
あ
れ
ば
、
原
審
裁
判
官
の
意
見
を
変
更
す
る
だ
け
で
有
罪
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
」（「
状
況
Ｂ1
」）。
し
か
し
、「
逆
に
原
審
裁
判
官

が
有
罪
意
見
だ
っ
た
の
に
、
裁
判
員
全
員
ま
た
は
5
名
が
無
罪
意
見
で
あ
っ
た
た
め
無
罪
と
な
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
」（「
状
況
Ｂ2
」）
が
、

「
そ
の
場
合
、
控
訴
審
が
有
罪
判
断
に
変
え
る
こ
と
は
、
裁
判
員
の
意
見
を
無
意
味
に
す
る
結
果
と
な
る
」
こ
と
を
、
後
藤
教
授
は
問
題

視
し
て
い
る
。「
第
一
審
判
決
書
に
は
、
評
決
に
お
け
る
意
見
の
分
布
は
示
さ
れ
な
い
か
ら
、
控
訴
裁
判
所
は
そ
れ
を
知
る
こ
と
が
で
き

な
い
」
た
め
、「
無
罪
判
決
を
事
実
誤
認
の
理
由
で
破
棄
す
る
こ
と
は
、
裁
判
員
の
無
罪
意
見
を
無
効
化
す
る
危
険
を
伴
っ
て
い
る
」
と

い
う
（
29
）

。
こ
の
後
藤
教
授
の
指
摘
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
に
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

さ
し
あ
た
り
、
後
藤
教
授
の
論
理
に
従
っ
て
、
裁
判
員
裁
判
の
評
決
条
件
の
問
題
に
取
り
組
む
こ
と
と
す
る
。

後
藤
教
授
の
指
摘
の
う
ち
最
も
注
目
す
べ
き
点
は
、
状
況
Ｂ2
に
お
い
て
、
控
訴
審
の
裁
判
官
の
三
人
ま
た
は
二
人
の
意
見
が
有
罪
の
場

合
に
有
罪
の
結
論
と
す
る
こ
と
が
、
第
一
審
に
お
け
る
裁
判
員
の
意
見
を
「
無
意
味
に
す
る
結
果
と
な
る
」
と
評
価
し
て
い
る
こ
と
で
あ

る
。
こ
の
判
断
の
前
提
と
し
て
、
第
一
審
の
裁
判
官
の
意
見
を
控
訴
審
の
裁
判
官
に
よ
っ
て
置
き
換
え
た
う
え
で
裁
判
員
の
意
見
と
合
わ

せ
て
合
議
体
の
判
断
と
す
る
と
い
う
発
想
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
ず
、
第
一
審
の
無
罪
判
決
を
控
訴
審
で
破
棄
し
、
有
罪
と
す
る
場
合
で
あ
る
。
状
況
Ｂ1
の
場
合
は
、
置
換
後
の
構
成
員
全
員
の
意
見

が
有
罪
で
あ
り
、
こ
れ
を
有
罪
の
結
論
と
す
る
こ
と
に
何
ら
問
題
は
な
か
ろ
う
。
そ
の
一
方
で
、
た
し
か
に
、
状
況
Ｂ2
の
場
合
、
構
成
裁

判
官
及
び
裁
判
員
双
方
の
意
見
は
一
切
変
わ
っ
て
い
な
い
に
も
か
か
ら
ず
、
結
論
が
無
罪
か
ら
有
罪
に
変
化
し
て
お
り
、「
裁
判
員
の
意

見
を
無
意
味
に
す
る
結
果
と
な
る
」
よ
う
に
見
え
う
る
。

で
は
、
第
一
審
の
有
罪
判
決
を
控
訴
審
で
破
棄
し
、
無
罪
と
す
る
場
合
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。
状
況
Ａ
は
、
具
体
的
に
は
次
頁
の

（
四
四
一
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
三
号
（
二
〇
一
八
年
十
二
月
）

七
四

状況Ｂ（第一審：無罪 → 控訴審：有罪）

状況Ｂ1 状況Ｂ2

　　第一審　　　控訴審　　　　第一審　　　控訴審
裁判員　裁判官　裁判官　　裁判員　裁判官　裁判官
●　●　　□　　　■　　　○　○　　■　　　■
●　●　　□　→　■　　　○　○　　■　→　■
●　●　　□　　　■　　　○　○　　■　　　■
結論：無罪　→　有罪　　　結論：無罪　→　有罪

… …状況Ｂ2 で、第一審において裁判員 5人が無罪意見で裁判員 1人が有罪意

見の場合も、同じ結論となる。また、状況Ｂ1 及びＢ2 ともに、控訴審におい

て裁判官 2人が有罪意見で裁判官 1人が無罪意見の場合も、同じ結論となる。

状況Ａ（第一審：有罪 → 控訴審：無罪）

状況Ａ1 状況Ａ2 状況Ａ3

　　第一審　　　控訴審　　　第一審　　　控訴審　　　第一審　　　控訴審
裁判員　裁判官　裁判官　裁判員　裁判官　裁判官　裁判員　裁判官　裁判官
●　●　　■　　　■　　●　●　　■　　　■　　●　●　　■　　　■
●　●　　□　→　□　　●　●　　■　→　□　　●　●　　■　→　□
●　●　　□　　　□　　●　●　　□　　　□　　●　●　　■　　　□
結論：有罪　→　無罪　　結論：有罪　→　無罪　　結論：有罪　→　無罪

状況Ａ4 状況Ａ5 状況Ａ6

　　第一審　　　控訴審　　　第一審　　　控訴審　　　第一審　　　控訴審
裁判員　裁判官　裁判官　裁判員　裁判官　裁判官　裁判員　裁判官　裁判官
●　●　　■　　　□　　●　●　　■　　　□　　●　●　　■　　　□
●　●　　□　→　□　　●　●　　■　→　□　　●　●　　■　→　□
●　●　　□　　　□　　●　●　　□　　　□　　●　●　　■　　　□
結論：有罪　→　無罪　　結論：有罪　→　無罪　　結論：有罪　→　無罪

……裁判員 5人が有罪意見、裁判員 1人が無罪意見の場合も、同じ結論となる。

 凡例　●：裁判員の有罪意見　○：裁判員の無罪意見
 ■：裁判官の有罪意見　□：裁判官の無罪意見 （

四
四
二
）



裁
判
員
裁
判
の
判
決
に
対
す
る
事
実
誤
認
を
理
由
と
す
る
控
訴
に
つ
い
て
の
控
訴
審
の
審
査
の
あ
り
方
（
柳
瀬
）

七
五

状
況
Ａ1
か
ら
Ａ6
ま
で
の
六
通
り
が
考
え
ら
れ
る
。

た
し
か
に
、
状
況
Ａ4
、
Ａ5
及
び
Ａ6
の
場
合
は
、
第
一
審
の
裁
判
官
の
意
見
を
控
訴
審
の
裁
判
官
に
よ
っ
て
置
き
換
え
る
と
い
う
発
想
を

採
用
す
れ
ば
、
控
訴
審
段
階
で
は
、
有
罪
意
見
は
構
成
裁
判
官
及
び
裁
判
員
の
双
方
の
意
見
を
含
む
合
議
体
の
員
数
の
過
半
数
の
意
見
と

は
い
え
な
い
（
有
罪
意
見
の
裁
判
官
が
い
な
い
）
た
め
、
無
罪
の
結
論
と
な
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
状
況
Ａ2
及
び
Ａ3
の
場
合
、
第
一
審
の
裁

判
官
の
意
見
を
控
訴
審
の
裁
判
官
に
よ
っ
て
置
き
換
え
る
と
い
う
発
想
を
採
用
し
て
も
、
置
換
後
の
合
議
体
の
意
見
は
裁
判
官
及
び
裁
判

員
の
双
方
の
意
見
を
含
み
、
か
つ
有
罪
が
多
数
で
あ
る
。
上
記
の
発
想
を
前
提
と
す
れ
ば
、
控
訴
審
段
階
で
は
、
有
罪
の
結
論
と
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
後
藤
教
授
は
、
こ
れ
が
無
罪
の
結
論
と
な
る
こ
と
を
問
題
視
し
て
い
な
い
。
こ
の
点
で
、
論
理
的

な
整
合
性
を
欠
く
。
ま
た
、
状
況
Ａ1
で
は
、
第
一
審
と
控
訴
審
と
で
裁
判
官
の
有
罪
・
無
罪
の
意
見
の
数
に
何
ら
変
化
が
な
い
た
め
、
有

罪
の
結
論
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
後
藤
教
授
は
、
こ
れ
が
無
罪
の
結
論
と
な
る
こ
と
を
問
題
視
し
て
い
な
い
。

し
か
も
、
控
訴
審
に
お
い
て
裁
判
員
の
判
断
を
除
外
し
た
こ
と
の
み
を
理
由
に
結
論
が
変
わ
る
こ
と
と
な
り
、
明
ら
か
に
裁
判
員
の
判
断

を
尊
重
し
て
い
な
い
こ
と
と
な
る
。

な
ら
ば
、
要
す
る
に
、
状
況
Ｂ2
で
、
控
訴
審
の
裁
判
官
の
多
数
意
見
が
有
罪
の
場
合
に
有
罪
の
結
論
と
す
る
こ
と
が
第
一
審
に
お
け
る

裁
判
員
の
意
見
を
「
無
意
味
に
す
る
結
果
と
な
る
」
と
の
評
価
の
前
提
と
し
て
の
、
第
一
審
の
裁
判
官
の
意
見
を
控
訴
審
の
裁
判
官
に

よ
っ
て
置
き
換
え
た
う
え
で
、
裁
判
員
の
意
見
と
合
わ
せ
て
合
議
体
の
判
断
と
す
る
と
い
う
発
想
そ
れ
自
体
が
、
第
一
に
失
当
で
あ
る
と

考
え
る
ほ
か
な
い
（
30
）

。
す
な
わ
ち
、
第
一
審
の
裁
判
員
の
意
見
は
、
第
一
審
の
裁
判
官
の
意
見
と
の
組
み
合
わ
せ
に
お
い
て
の
み
考
慮
さ
れ

る
べ
き
で
あ
っ
て
、
控
訴
審
に
お
い
て
そ
れ
を
控
訴
審
の
裁
判
官
の
意
見
と
合
わ
せ
て
結
論
を
導
出
す
る
こ
と
は
誤
り
と
い
う
べ
き
で
あ

る
。

（
四
四
三
）
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六

第
二
に
、
状
況
Ｂ2
に
お
い
て
、
裁
判
員
全
員
（
ま
た
は
五
人
）
が
無
罪
意
見
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
第
一
審
の
当
該
裁
判
官
と

と
も
に
合
議
体
を
構
成
し
た
場
合
に
形
成
さ
れ
た
意
見
で
あ
っ
て
、
控
訴
審
の
裁
判
官
と
協
働
し
て
評
議
を
す
れ
ば
、
当
該
裁
判
員
は
有

罪
の
意
見
を
形
成
す
る
可
能
性
も
あ
る
。
こ
こ
で
重
要
な
点
は
、
裁
判
官
の
で
あ
れ
裁
判
員
の
で
あ
れ
、
裁
判
過
程
の
あ
る
時
点
で
有
し

て
い
た
意
見
は
、
評
議
の
結
果
、
変
容
し
う
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
第
一
審
の
裁
判
官
の
意
見
を
控
訴
審
の
裁
判
官
に
よ
っ
て
置
き
換

え
る
と
い
う
発
想
を
採
用
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
控
訴
審
の
裁
判
官
と
の
協
働
に
よ
っ
て
裁
判
員
の
意
見
が
変
容
し
う
る
と
い
う
こ
と
も
考

え
る
必
要
が
あ
ろ
う
（
31
）

。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
参
加
す
る
主
体
（
個
々
の
裁
判
に
参
加
す
る
実
体
的
な
存
在
と
し
て
の
国
民
た
る
裁
判
員
）
と
司
法
に
対
す
る
理
解
を
増
進

し
信
頼
を
向
上
さ
せ
る
主
体
（
裁
判
員
以
外
を
含
む
観
念
的
な
国
民
一
般
）
と
は
必
ず
し
も
一
致
し
な
い
（
個
々
の
裁
判
員
の
具
体
的
な
参
加
を

通
じ
て
、
非
実
体
的
存
在
と
し
て
の
国
民
一
般
の
理
解
と
信
頼
が
高
ま
る
）
と
す
る
、
制
度
と
し
て
問
題
を
と
ら
え
る
思
考
枠
組
み
（
32
）

に
基
づ
け
ば
、

制
度
を
考
え
る
う
え
で
、
具
体
的
な
事
例
に
お
い
て
、
第
一
審
の
個
々
の
裁
判
員
の
有
す
る
意
見
に
固
執
す
る
必
要
性
は
乏
し
い
と
い
う

べ
き
で
あ
ろ
う
。

な
お
、
筆
者
は
、
第
一
審
の
判
決
が
有
罪
か
無
罪
か
次
第
で
控
訴
審
に
お
け
る
第
一
審
判
決
の
尊
重
の
程
度
、
破
棄
基
準
な
い
し
破
棄

後
の
対
応
を
変
え
る
べ
き
と
す
る
片
面
的
尊
重
論
を
妥
当
で
は
な
い
と
考
え
る
が
、
そ
れ
で
も
、
実
際
に
控
訴
審
に
お
け
る
審
査
が
被
告

人
の
救
済
の
見
地
か
ら
有
利
に
機
能
し
う
る
こ
と
は
認
め
る
。
す
な
わ
ち
、「
有
罪
の
事
実
認
定
に
つ
い
て
は
、
論
理
則
等
違
反
の
具
体

的
指
摘
に
よ
り
犯
罪
事
実
の
存
在
に
合
理
的
疑
い
を
認
め
れ
ば
、
破
棄
し
て
無
罪
の
自
判
が
可
能
と
な
る
の
に
対
し
て
、
無
罪
判
決
の
証

拠
評
価
に
論
理
則
等
違
反
を
認
め
て
も
、
結
論
が
直
ち
に
有
罪
認
定
に
至
ら
な
い
場
合
は
あ
り
得
る
か
ら
、
事
件
そ
の
も
の
に
つ
い
て
判

断
す
る
場
合
に
は
、
当
然
、
利
益
原
則
の
作
用
が
認
め
ら
れ
る
」
と
い
う
べ
き
で
あ
る
（
33
）

。
先
に
触
れ
た
平
成
一
九
年
度
司
法
研
究
も
、

（
四
四
四
）
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「
有
利
・
不
利
で
差
を
設
け
な
い
見
解
に
よ
る
と
し
て
も
、
公
訴
事
実
の
立
証
責
任
が
検
察
官
に
あ
る
こ
と
、
再
審
事
由
が
被
告
人
の
利

益
に
の
み
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
被
告
人
に
有
利
な
方
向
で
の
介
入
の
根
拠
と
な
る
」
と
述
べ
る
（
34
）

。

四　

判
例
と
そ
の
検
討

裁
判
員
の
参
加
す
る
第
一
審
の
裁
判
の
判
決
を
裁
判
官
の
み
で
構
成
さ
れ
る
控
訴
審
が
破
棄
し
う
る
こ
と
に
つ
い
て
、
裁
判
員
法
の
立

法
過
程
の
第
二
ス
テ
ー
ジ
（
司
法
制
度
改
革
推
進
本
部
裁
判
員
制
度
・
刑
事
検
討
会
）
に
お
い
て
、
井
上
正
仁
座
長
が
示
し
た
い
わ
ゆ
る
座
長

ペ
ー
パ
ー
の
説
明
（「「
考
え
ら
れ
る
裁
判
員
制
度
の
概
要
に
つ
い
て
」
の
説
明
」）
は
、「
控
訴
審
裁
判
所
が
行
う
の
は
第
一
審
と
同
じ
よ
う
な

裁
判
を
全
く
新
た
に
や
り
直
す
こ
と
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
第
一
審
裁
判
所
の
判
決
を
前
提
と
し
て
、
そ
の
内
容
に
誤
り
が
な
い
か
ど
う

か
を
記
録
に
照
ら
し
て
事
後
的
に
点
検
す
る
と
い
う
事
後
審
査
で
あ
る
」
こ
と
を
理
由
に
正
統
化
し
う
る
と
し
て
い
た
（
35
）

。

第
二
章
で
確
認
し
た
と
お
り
、
事
後
審
と
い
う
考
え
方
に
最
も
適
合
す
る
事
実
誤
認
を
理
由
と
す
る
控
訴
に
つ
い
て
の
控
訴
審
に
よ
る

審
査
の
あ
り
方
は
、
論
理
則
・
経
験
則
違
反
説
で
あ
る
。
一
方
、
心
証
優
先
説
は
、「
控
訴
審
の
心
証
が
第
一
審
の
そ
れ
に
優
越
す
る
と

い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
第
一
審
判
決
に
お
け
る
事
実
認
定
を
尊
重
す
る
と
い
う
こ
と
自
体
に
馴
染
ま
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
」
る
（
36
）

。

平
成
一
九
年
度
司
法
研
究
は
、「
従
来
の
心
証
優
先
説
な
い
し
こ
れ
に
近
い
考
え
方
に
依
拠
し
た
場
合
に
は
、
控
訴
審
に
お
け
る
職
業

裁
判
官
だ
け
で
裁
判
員
の
加
わ
っ
た
第
一
審
の
判
決
を
破
棄
で
き
る
こ
と
の
説
明
に
更
な
る
理
由
付
け
が
必
要
と
な
る
」
一
方
で
、「
事

実
誤
認
の
本
質
に
関
す
る
考
え
方
と
し
て
は
、
事
後
審
性
を
徹
底
さ
せ
る
趣
旨
か
ら
す
る
と
、
い
わ
ゆ
る
経
験
則
・
論
理
法
則
違
反
説
に

み
ら
れ
る
基
本
的
思
考
が
最
も
調
和
す
る
の
で
は
な
い
か
」
と
述
べ
る
（
37
）

。

（
四
四
五
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
三
号
（
二
〇
一
八
年
十
二
月
）

七
八

裁
判
員
制
度
導
入
後
の
控
訴
審
に
お
け
る
事
実
誤
認
の
主
張
に
関
す
る
審
査
方
法
に
つ
い
て
、
経
験
則
・
論
理
則
違
反
説
と
心
証
優
先

説
の
い
ず
れ
を
採
る
べ
き
か
を
め
ぐ
っ
て
、
判
例
の
立
場
が
明
確
に
な
る
の
が
待
ち
望
ま
れ
て
い
た
。

そ
こ
で
、
裁
判
員
裁
判
の
判
決
に
対
す
る
事
実
誤
認
を
理
由
と
す
る
控
訴
に
つ
い
て
の
控
訴
審
の
審
査
の
あ
り
方
を
め
ぐ
る
指
導
的
判

例
と
し
て
、
い
わ
ゆ
る
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
缶
事
件
最
高
裁
判
決
（
最
一
小
判
平
成
二
四
年
二
月
一
三
日
刑
集
六
六
巻
四
号
四
八
二
頁
）
が
示
さ
れ
た
。

本
章
で
は
、
こ
れ
に
つ
い
て
概
観
し
た
う
え
で
検
討
す
る
こ
と
と
す
る
。

1　

事
実
の
概
要

本
件
は
、
日
本
国
籍
の
男
性
（
被
告
人
）
が
、
氏
名
不
詳
者
ら
と
共
謀
し
て
、
ク
ア
ラ
ル
ン
プ
ー
ル
国
際
空
港
に
お
い
て
覚
せ
い
剤

九
九
八
・
七
九
グ
ラ
ム
（
38
）

を
機
内
預
託
手
荷
物
と
し
て
航
空
機
に
搭
載
し
、
営
利
目
的
で
日
本
に
持
ち
込
ん
だ
と
こ
ろ
、
成
田
国
際
空
港
の

旅
具
検
査
場
で
税
関
職
員
に
発
見
さ
れ
、
覚
せ
い
剤
取
締
法
、
関
税
法
等
に
違
反
す
る
と
し
て
起
訴
さ
れ
た
事
件
で
あ
る
。

本
件
は
、
裁
判
員
法
二
条
一
項
一
号
に
基
づ
き
、
第
一
審
で
は
、
裁
判
員
の
参
加
す
る
合
議
体
で
審
理
・
裁
判
が
行
わ
れ
た
。
第
一
審

判
決
は
、
検
察
官
主
張
の
間
接
事
実
か
ら
被
告
人
に
違
法
薬
物
の
認
識
が
あ
っ
た
と
推
認
す
る
に
は
足
り
ず
、
ま
た
、
違
法
薬
物
の
認
識

を
否
定
す
る
被
告
人
の
弁
解
に
は
そ
れ
を
裏
付
け
る
事
情
が
存
在
し
、
そ
の
信
用
性
を
否
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
し
て
、
被
告
人
を

無
罪
と
し
た
（
千
葉
地
判
平
成
二
二
年
六
月
二
二
日
刑
集
六
六
巻
四
号
五
四
九
頁
）。

こ
の
第
一
審
判
決
に
対
し
て
、
検
察
官
が
控
訴
し
、
事
実
誤
認
を
主
張
し
た
と
こ
ろ
、
控
訴
審
判
決
は
、
第
一
審
判
決
を
破
棄
し
（
39
）

、
各

事
実
に
つ
い
て
被
告
人
を
有
罪
と
認
め
、
被
告
人
を
懲
役
一
〇
年
及
び
罰
金
六
〇
〇
万
円
に
処
し
た
（
東
京
高
判
平
成
二
三
年
三
月
三
〇
日

刑
集
六
六
巻
四
号
五
五
九
頁
（
40
））。

（
四
四
六
）



裁
判
員
裁
判
の
判
決
に
対
す
る
事
実
誤
認
を
理
由
と
す
る
控
訴
に
つ
い
て
の
控
訴
審
の
審
査
の
あ
り
方
（
柳
瀬
）

七
九

そ
こ
で
、
被
告
人
が
上
告
し
た
。
弁
護
人
は
、「
裁
判
員
裁
判
に
お
い
て
導
か
れ
た
第
一
審
の
結
論
を
、
三
人
の
職
業
裁
判
官
の
み
に

よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
控
訴
裁
判
所
が
躊
躇
な
く
破
棄
す
る
こ
と
は
、
膨
大
な
予
算
と
多
大
な
労
力
を
か
け
て
導
入
し
た
裁
判
員
制
度
の
趣

旨
を
損
ね
る
こ
と
に
な
」
る
と
し
て
（
41
）

、「
裁
判
員
裁
判
の
無
罪
判
決
に
対
し
検
察
官
が
事
実
誤
認
を
理
由
に
控
訴
を
す
る
こ
と
は
憲
法

三
九
条
に
違
反
す
る
」
と
主
張
し
た
（
42
）

。
ま
た
、「
本
件
の
第
一
審
は
裁
判
員
裁
判
で
あ
る
と
こ
ろ
、
裁
判
員
の
参
加
す
る
合
議
体
が
評
議

を
経
て
結
論
を
導
い
た
事
実
認
定
に
関
す
る
判
断
は
、
そ
の
認
定
に
あ
た
っ
て
用
い
ら
れ
た
経
験
則
・
論
理
法
則
に
裁
判
員
の
視
点
、
感

覚
、
健
全
な
社
会
常
識
な
ど
が
反
映
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
る
と
、
そ
の
控
訴
審
に
お
い
て
は
、
例
え
ば
、
第
一
審
判
決
が
客

観
的
な
証
拠
に
よ
り
認
め
ら
れ
る
事
実
を
見
落
と
す
な
ど
し
て
、
経
験
則
・
論
理
法
則
上
あ
り
得
な
い
不
合
理
な
結
論
に
至
っ
て
い
る
な

ど
明
白
な
経
験
則
・
論
理
法
則
違
反
が
存
在
す
る
場
合
を
除
い
て
、
基
本
的
に
第
一
審
の
事
実
認
定
を
尊
重
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い

う
べ
き
で
あ
る
」
と
こ
ろ
、「
原
判
決
は
、
第
一
審
判
決
が
裁
判
員
の
参
加
す
る
合
議
体
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
事
実
認
定
で
あ
る
こ
と
に

つ
い
て
何
ら
判
示
を
す
る
こ
と
な
く
、
ま
た
、
そ
の
控
訴
審
で
ど
の
よ
う
な
場
合
に
第
一
審
の
事
実
認
定
を
覆
し
、
事
実
誤
認
が
あ
る
と

し
て
第
一
審
判
決
を
破
棄
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
か
に
つ
い
て
も
、
何
ら
判
示
す
る
こ
と
な
く
、
単
に
、
原
判
決
の
間
接
事
実
の
評
価
に

関
す
る
判
断
を
摘
示
し
、
そ
の
判
示
が
是
認
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
述
べ
る
だ
け
で
、
第
一
審
判
決
に
い
か
な
る
明
白
な
経
験
則
・
論

理
法
則
違
反
が
存
在
す
る
の
か
判
示
す
る
こ
と
な
く
、
刑
訴
法
三
九
七
条
一
項
、
三
八
二
条
に
よ
り
第
一
審
判
決
を
破
棄
し
て
い
る
」
か

ら
、
原
判
決
は
影
響
を
及
ぼ
す
べ
き
法
令
違
反
が
あ
る
と
主
張
し
た
（
43
）

。

2　

最
高
裁
判
所
の
判
断

最
高
裁
判
所
第
一
小
法
廷
は
、
原
判
決
を
破
棄
し
、
検
察
官
の
控
訴
を
棄
却
し
た
（
最
一
小
判
平
成
二
四
年
二
月
一
三
日
刑
集
六
六
巻
四
号

（
四
四
七
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
三
号
（
二
〇
一
八
年
十
二
月
）

八
〇

四
八
二
頁
）。

ま
ず
、
憲
法
問
題
と
し
て
提
起
さ
れ
た
点
に
関
し
て
は
、「
憲
法
39
条
違
反
を
い
う
点
は
、
検
察
官
の
上
訴
は
同
一
の
犯
罪
に
つ
い
て

重
ね
て
刑
事
上
の
責
任
を
問
う
も
の
で
な
い
か
ら
、
前
提
を
欠
」
く
と
し
て
、
刑
事
訴
訟
法
四
〇
五
条
の
上
告
理
由
に
当
た
ら
な
い
と
判

示
し
た
。
憲
法
論
と
し
て
は
、
本
判
決
に
よ
っ
て
、
裁
判
員
裁
判
の
無
罪
判
決
に
対
し
検
察
官
が
事
実
誤
認
を
理
由
に
控
訴
を
す
る
こ
と

は
日
本
国
憲
法
三
九
条
に
違
反
し
な
い
と
い
う
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
点
が
重
要
で
あ
る
。
無
罪
判
決
に
対
す
る
検
察
官
上
訴
は
憲
法
三
九

条
に
違
反
す
る
の
で
禁
止
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
議
論
が
あ
っ
た
（
44
）

が
、
本
判
決
は
、
こ
れ
を
明
確
に
否
定
し
て
い
る
。
ま
た
、
そ
の
他
の

上
告
趣
意
に
つ
い
て
も
、「
実
質
は
、
単
な
る
法
令
違
反
、
事
実
誤
認
の
主
張
で
あ
」
る
と
し
て
、
同
じ
く
上
告
理
由
に
当
た
ら
な
い
旨

判
示
し
て
い
る
。

次
に
、
刑
事
訴
訟
法
三
八
二
条
の
事
実
誤
認
の
意
義
と
、
控
訴
審
が
第
一
審
判
決
に
事
実
誤
認
が
あ
る
と
い
う
場
合
の
判
示
方
法
に
つ

い
て
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
職
権
判
断
が
示
さ
れ
、
第
一
審
判
決
に
事
実
誤
認
が
あ
る
と
し
た
原
判
断
に
は
刑
事
訴
訟
法

三
八
二
条
の
解
釈
適
用
を
誤
っ
た
違
法
が
あ
る
と
し
て
、
同
法
四
一
一
条
一
号
（
法
令
違
反
）
を
理
由
に
原
判
決
を
破
棄
し
た
（
45
）

。

本
判
決
は
、
第
一
に
、
控
訴
審
の
性
格
に
つ
い
て
判
示
し
た
う
え
で
、
刑
訴
法
三
八
二
条
の
事
実
誤
認
の
意
義
と
そ
の
判
示
方
法
を
明

ら
か
に
し
た
。
す
な
わ
ち
、「
刑
訴
法
は
控
訴
審
の
性
格
を
原
則
と
し
て
事
後
審
と
し
て
お
り
、
控
訴
審
は
、
第
1
審
と
同
じ
立
場
で
事

件
そ
の
も
の
を
審
理
す
る
の
で
は
な
く
、
当
事
者
の
訴
訟
活
動
を
基
礎
と
し
て
形
成
さ
れ
た
第
1
審
判
決
を
対
象
と
し
、
こ
れ
に
事
後
的

な
審
査
を
加
え
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
第
1
審
に
お
い
て
、
直
接
主
義
・
口
頭
主
義
の
原
則
が
採
ら
れ
、
争
点
に
関
す
る
証
人
を
直
接
調

べ
、
そ
の
際
の
証
言
態
度
等
も
踏
ま
え
て
供
述
の
信
用
性
が
判
断
さ
れ
、
そ
れ
ら
を
総
合
し
て
事
実
認
定
が
行
わ
れ
る
こ
と
が
予
定
さ
れ

て
い
る
こ
と
に
鑑
み
る
と
、
控
訴
審
に
お
け
る
事
実
誤
認
の
審
査
は
、
第
1
審
判
決
が
行
っ
た
証
拠
の
信
用
性
評
価
や
証
拠
の
総
合
判
断

（
四
四
八
）



裁
判
員
裁
判
の
判
決
に
対
す
る
事
実
誤
認
を
理
由
と
す
る
控
訴
に
つ
い
て
の
控
訴
審
の
審
査
の
あ
り
方
（
柳
瀬
）

八
一

が
論
理
則
、
経
験
則
等
に
照
ら
し
て
不
合
理
と
い
え
る
か
と
い
う
観
点
か
ら
行
う
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
、
刑
訴
法
382
条
の
事
実
誤
認
と
は
、

第
1
審
判
決
の
事
実
認
定
が
論
理
則
、
経
験
則
等
に
照
ら
し
て
不
合
理
で
あ
る
こ
と
を
い
う
も
の
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
」。

つ
ま
り
、
控
訴
審
が
事
後
審
で
あ
る
こ
と
が
本
判
決
に
お
い
て
確
認
さ
れ
る
と
と
も
に
、
刑
訴
法
三
八
二
条
の
事
実
誤
認
は
、
第
一
審

判
決
の
事
実
認
定
が
論
理
則
・
経
験
則
等
に
照
ら
し
て
不
合
理
で
あ
る
こ
と
を
指
す
と
い
う
こ
と
と
、
控
訴
審
に
お
け
る
事
実
誤
認
の
審

査
は
、
心
証
優
先
説
で
は
な
く
論
理
則
・
経
験
則
違
反
説
に
よ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
示
さ
れ
た
（
46
）

。
そ
し
て
、
そ
の
具
体
的
な
判

示
方
法
と
し
て
は
、「
控
訴
審
が
第
1
審
判
決
に
事
実
誤
認
が
あ
る
と
い
う
た
め
に
は
、
第
1
審
判
決
の
事
実
認
定
が
論
理
則
、
経
験
則

等
に
照
ら
し
て
不
合
理
で
あ
る
こ
と
を
具
体
的
に
示
す
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
」
と
し
、「
こ
の
こ
と
は
、
裁
判
員
制

度
の
導
入
を
契
機
と
し
て
、
第
1
審
に
お
い
て
直
接
主
義
・
口
頭
主
義
が
徹
底
さ
れ
た
状
況
に
お
い
て
は
、
よ
り
強
く
妥
当
す
る
」
と
付

言
す
る
（
47
）

。

こ
の
法
廷
意
見
に
対
し
て
、
白
木
勇
裁
判
官
に
よ
る
補
足
意
見
が
付
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
従
前
の
刑
事
控
訴
審
の
審
査
の
実
務

が
、
控
訴
審
が
事
後
審
で
あ
る
こ
と
を
意
識
し
な
が
ら
も
、
事
実
認
定
も
量
刑
も
、
記
録
に
基
づ
き
自
ら
の
心
証
を
形
成
し
、
そ
れ
と
第

一
審
判
決
の
認
定
・
量
刑
を
比
較
し
、
そ
こ
に
差
異
が
あ
れ
ば
自
ら
の
心
証
に
従
っ
て
第
一
審
判
決
の
認
定
・
量
刑
を
変
更
す
る
場
合
が

多
か
っ
た
と
分
析
す
る
（
48
）

。
そ
し
て
、
本
件
の
原
審
も
こ
の
よ
う
な
手
法
に
従
っ
て
審
査
を
行
っ
た
も
の
と
評
価
す
る
。
そ
の
う
え
で
、
白

木
裁
判
官
は
、
裁
判
員
制
度
施
行
後
は
「
そ
の
よ
う
な
判
断
手
法
は
改
め
る
必
要
が
あ
る
」
と
主
張
す
る
。「
裁
判
員
裁
判
に
お
い
て
は
、

あ
る
程
度
の
幅
を
持
っ
た
認
定
、
量
刑
が
許
容
さ
れ
る
べ
き
こ
と
に
な
る
の
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
の
了
解
な
し
に
は
裁
判
員
制
度
は
成
り

立
た
」
ず
、
ま
た
、「
裁
判
員
制
度
の
下
で
は
、
控
訴
審
は
、
裁
判
員
の
加
わ
っ
た
第
1
審
の
判
断
を
で
き
る
限
り
尊
重
す
べ
き
で
あ
る
」

と
い
う
（
49
）

。

（
四
四
九
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
三
号
（
二
〇
一
八
年
十
二
月
）

八
二

3　

検
討

本
判
決
に
関
し
て
、
第
一
に
注
目
す
べ
き
は
、
第
一
審
が
裁
判
員
裁
判
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
最
高
裁
判
所
（
法
廷
意
見
）
は

ま
っ
た
く
重
視
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
最
高
裁
判
所
は
、
本
判
決
に
お
い
て
、
明
ら
か
に
裁
判
員
の
参
加
の
意
義
尊
重
論
に

は
立
っ
て
い
な
い
。
法
廷
意
見
で
唯
一
裁
判
員
裁
判
に
言
及
し
て
い
る
箇
所
で
も
、「
裁
判
員
制
度
の
導
入
を
契
機
と
し
て
、
第
1
審
に

お
い
て
直
接
主
義
・
口
頭
主
義
が
徹
底
さ
れ
た
状
況
に
お
い
て
は
…
…
」
と
し
て
、
直
接
主
義
・
口
頭
主
義
の
徹
底
の
背
景
と
し
て
裁
判

員
制
度
が
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
に
す
ぎ
ず
（
50
）

、
そ
れ
以
外
は
裁
判
員
制
度
に
言
及
し
た
部
分
は
存
在
し
な
い
（
51
）

。

本
判
決
は
、
裁
判
員
裁
判
で
あ
る
第
一
審
の
判
決
へ
の
控
訴
に
対
す
る
審
査
に
際
し
て
、
そ
の
判
断
が
論
理
則
・
経
験
則
等
に
照
ら
し

て
不
合
理
か
否
か
と
い
う
観
点
か
ら
行
う
べ
き
と
し
、
第
一
審
判
決
を
尊
重
す
る
姿
勢
を
示
し
た
。
本
稿
の
問
題
関
心
と
の
関
連
で
は
、

最
高
裁
判
所
が
、
本
判
決
に
お
い
て
、
裁
判
員
の
参
加
の
意
義
尊
重
論
で
は
な
く
、
も
っ
ぱ
ら
直
接
主
義
・
口
頭
主
義
重
視
論
に
立
っ
た

う
え
で
、
経
験
則
・
論
理
則
違
反
説
を
導
き
出
し
た
と
い
う
点
に
着
目
し
た
い
。
第
一
審
で
裁
判
員
が
参
加
し
た
こ
と
そ
れ
自
体
は
、
控

訴
審
の
審
査
の
あ
り
方
に
ま
っ
た
く
影
響
を
与
え
て
お
ら
ず
、
直
接
主
義
・
口
頭
主
義
が
徹
底
さ
れ
た
こ
と
の
み
が
控
訴
審
に
お
い
て
経

験
則
・
論
理
則
違
反
説
を
導
き
出
し
て
い
る
。

こ
の
点
、
原
田
國
男
元
判
事
は
、「
実
務
で
は
、
心
証
形
成
説
が
有
力
で
あ
っ
た
の
に
、
最
高
裁
が
あ
え
て
上
告
審
と
同
様
の
論
理

則
・
経
験
則
違
反
説
を
採
用
し
た
動
機
は
、
…
…
「
裁
判
員
制
度
の
導
入
を
契
機
と
し
て
、
第
1
審
に
お
い
て
直
接
主
義
・
口
頭
主
義
が

徹
底
さ
れ
た
状
況
に
お
い
て
は
、
よ
り
強
く
妥
当
す
る
…
…
」
と
い
う
表
現
か
ら
も
う
か
が
え
る
よ
う
に
、
裁
判
員
裁
判
の
尊
重
と
い
う

こ
と
で
あ
ろ
う
」
と
主
張
す
る
（
52
）

。

し
か
し
、
こ
の
表
現
か
ら
う
か
が
え
る
の
は
、
最
高
裁
判
所
が
論
理
則
・
経
験
則
違
反
説
を
採
用
し
た
直
接
的
な
動
機
は
第
一
審
で
直

（
四
五
〇
）
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接
主
義
・
口
頭
主
義
が
徹
底
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
最
高
裁
判
所
が
裁
判
員
裁
判
の
尊
重
を
動
機
と
し
て
敢
え
て

挙
げ
な
か
っ
た
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
む
し
ろ
、「
本
判
決
が
直
接
の
論
拠
と
し
て
い
る
の
は
、
直
接
主
義
・
口
頭
主
義
、
す
な
わ
ち
一

審
と
二
審
と
で
は
心
証
形
成
の
た
め
の
資
料
が
異
な
る
と
い
う
こ
と
の
み
で
あ
る
」
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
本
判
決
が
「
い
わ
ゆ
る
事
後
審

論
に
基
づ
き
、
一
審
で
は
直
接
主
義
・
口
頭
主
義
の
も
と
に
事
実
認
定
を
し
て
い
る
こ
と
の
み
を
理
由
と
し
て
」
お
り
、「
民
主
的
正
統

性
と
い
う
観
点
か
ら
の
裁
判
員
裁
判
尊
重
論
は
ま
っ
た
く
出
し
て
い
な
い
」
点
に
こ
そ
注
目
す
べ
き
で
あ
る
（
53
）

。

本
件
の
第
一
審
か
ら
上
告
審
ま
で
の
弁
護
人
を
務
め
た
浦
﨑
寛
泰
弁
護
士
は
、
本
件
の
弁
護
に
お
い
て
、「
裁
判
員
制
度
の
立
法
趣
旨

を
重
視
し
た
」
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
裁
判
員
制
度
の
立
法
趣
旨
を
、「
一
般
市
民
（
非
法
律
家
）
が
刑
事
裁
判
に

参
加
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
視
点
、
感
覚
、
健
全
な
社
会
常
識
を
刑
事
裁
判
に
反
映
さ
せ
よ
う
と
す
る
も
の
」
と
と
ら
え
、
裁
判
員

の
意
見
が
反
映
さ
れ
た
第
一
審
判
決
を
職
業
裁
判
官
の
み
に
よ
る
控
訴
審
の
判
断
に
よ
っ
て
覆
す
こ
と
の
問
題
点
を
強
調
し
た
」
と
い

う
（
54
）

。
こ
の
よ
う
な
経
緯
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
最
高
裁
判
所
は
、
判
決
文
に
お
い
て
敢
え
て
裁
判
員
裁
判
の
尊
重
と
い
う
こ
と
を
明

記
し
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
中
川
孝
博
教
授
が
分
析
す
る
よ
う
に
、「
弁
護
団
は
民
主
的
正
統
性
論
を
前
面
に
出
し
た
上
告
趣
意
書

を
提
出
し
て
い
る
こ
と
に
鑑
み
る
と
、
最
高
裁
は
意
図
的
に
民
主
的
正
統
性
論
を
援
用
し
な
か
っ
た
と
評
価
せ
ざ
る
を
え
な
い
」
と
す
る

の
が
、
本
判
決
の
理
解
と
し
て
は
妥
当
で
あ
る
（
55
）

。

な
お
、
関
連
し
て
、
本
件
で
示
さ
れ
た
控
訴
審
の
性
格
・
役
割
論
が
、
裁
判
員
裁
判
対
象
事
件
の
裁
判
の
み
に
妥
当
す
る
の
か
、
そ
れ

と
も
、
非
対
象
事
件
の
裁
判
に
も
妥
当
す
る
の
か
が
問
題
と
な
る
。

こ
の
点
、「
裁
判
員
裁
判
の
み
を
前
提
と
し
た
判
断
で
あ
る
か
の
よ
う
に
受
け
取
ら
れ
が
ち
で
あ
る
が
、
法
廷
意
見
の
説
示
自
体
に
は
、

そ
の
よ
う
な
限
定
の
言
及
は
な
い
」
た
め
、「
こ
れ
は
裁
判
員
制
度
導
入
に
際
し
て
特
段
の
法
改
正
が
行
わ
れ
な
か
っ
た
実
体
刑
事
訴
訟

（
四
五
一
）
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法
382
条
の
「
事
実
誤
認
」
の
意
味
内
容
を
、
一
般
的
に
そ
し
て
確
認
的
に
説
示
し
た
も
の
と
理
解
で
き
」、「
こ
の
法
解
釈
は
、
当
然
な
が

ら
、
裁
判
員
非
対
象
事
件
に
も
等
し
く
適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
」
と
考
え
ら
れ
る
（
56
）

。
村
瀬
均
元
判
事
も
、「
24
年
判
決
は
、
裁
判
員
制
度

の
導
入
を
契
機
と
し
て
示
さ
れ
た
判
断
で
あ
っ
て
、
裁
判
員
の
関
与
し
た
判
断
を
尊
重
す
る
考
え
を
前
提
と
す
る
も
の
と
い
え
る
」
が
、

「
裁
判
員
裁
判
事
件
に
限
定
し
て
い
な
い
か
ら
、
そ
の
判
断
は
非
裁
判
員
裁
判
事
件
に
も
及
ぶ
と
考
え
ら
れ
る
」
と
述
べ
、
併
せ
て
「
確

か
に
、
非
裁
判
員
裁
判
事
件
の
多
く
は
公
判
前
整
理
手
続
を
経
て
い
な
い
上
、
24
年
判
決
が
言
及
し
て
い
る
直
接
主
義
・
口
頭
主
義
的
な

運
用
も
裁
判
員
裁
判
ほ
ど
徹
底
し
た
も
の
と
は
言
い
難
い
が
、
控
訴
審
の
審
査
に
お
い
て
両
者
を
区
別
す
る
理
由
は
な
く
、
実
際
の
運
用

の
面
に
お
い
て
も
差
異
を
設
け
た
運
用
は
在
る
べ
き
姿
と
は
い
え
な
い
」
と
主
張
す
る
（
57
）

。
調
査
官
解
説
も
、「
第
1
審
裁
判
所
の
構
成

（
裁
判
員
裁
判
か
、
裁
判
官
裁
判
か
）
に
よ
っ
て
、
控
訴
審
の
在
り
方
が
異
な
る
か
の
よ
う
な
見
解
（
裁
判
員
裁
判
を
特
に
尊
重
す
べ
き
と
す
る
見

解
）
も
見
ら
れ
た
が
、
本
判
決
は
控
訴
審
の
構
造
等
か
ら
結
論
を
導
い
て
お
り
、
第
1
審
裁
判
所
の
構
成
に
よ
っ
て
、
別
の
基
準
を
用
い

る
こ
と
を
念
頭
に
置
い
て
な
い
と
解
さ
れ
る
」
と
し
て
い
る
（
58
）

。

第
二
に
、
前
章
で
紹
介
し
た
片
面
的
尊
重
論
と
の
関
連
で
、
本
判
決
が
、
裁
判
員
裁
判
の
有
罪
判
決
を
破
棄
す
る
場
合
と
無
罪
判
決
を

破
棄
す
る
場
合
と
で
破
棄
基
準
に
差
異
が
あ
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
か
否
か
が
問
題
と
あ
る
。

こ
の
点
、「
有
罪
判
決
の
審
査
と
無
罪
判
決
の
審
査
と
で
そ
の
審
査
・
判
断
方
法
を
異
に
す
る
理
由
は
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
」
と

解
す
る
べ
き
で
あ
る
（
59
）

。
本
判
決
の
論
理
は
、
本
件
の
よ
う
な
裁
判
員
裁
判
の
判
決
が
無
罪
で
あ
っ
た
場
合
の
み
な
ら
ず
、
有
罪
で
あ
っ
た

場
合
に
も
当
て
は
ま
る
と
考
え
ら
れ
る
（
60
）

。

髙
﨑
秀
雄
検
事
は
、「
刑
訴
法
382
条
は
、
原
判
決
に
事
実
誤
認
が
あ
る
と
さ
れ
る
場
合
に
お
い
て
、
検
察
官
控
訴
に
よ
っ
て
（
通
常
は
）

有
罪
方
向
（
被
告
人
に
不
利
な
方
向
）
に
こ
れ
を
破
棄
す
る
場
合
の
み
な
ら
ず
、
被
告
人
控
訴
に
よ
っ
て
無
罪
方
向
（
被
告
人
に
有
利
な
方

（
四
五
二
）
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向
）
に
こ
れ
を
破
棄
す
る
場
合
に
も
根
拠
と
さ
れ
る
法
条
で
あ
り
、
本
件
は
、
事
案
と
し
て
は
前
者
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
本
判
決

の
判
示
が
同
条
の
一
般
的
解
釈
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
当
該
判
示
は
後
者
の
場
合
に
も
妥
当
す
る
も
の
と
い
う
べ
き

で
あ
」
る
と
し
、
ま
た
、「
本
判
決
が
根
拠
と
す
る
と
こ
ろ
の
第
一
審
に
お
け
る
直
接
主
義
・
口
頭
主
義
や
控
訴
審
の
事
後
審
性
と
い
っ

た
点
か
ら
も
、
こ
の
結
論
は
否
定
で
き
な
い
」
と
主
張
す
る
（
61
）

。
特
に
、「
裁
判
官
で
あ
れ
、
裁
判
員
で
あ
れ
、
第
一
審
に
お
け
る
事
実
認

定
者
が
証
人
や
被
告
人
の
口
頭
で
の
供
述
を
直
接
に
見
聞
き
し
た
上
で
、
公
訴
事
実
に
つ
い
て
は
合
理
的
な
疑
い
を
容
れ
る
余
地
が
な
い

と
判
断
し
た
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
供
述
内
容
を
公
判
調
書
上
で
し
か
認
識
で
き
な
い
控
訴
審
裁
判
官
が
、「
こ
れ
は
合
理
的
な
疑
い
が
あ

る
の
で
は
な
い
か
」
と
い
う
心
証
を
抱
い
た
と
し
て
も
、
こ
れ
が
ア
プ
リ
オ
リ
に
先
の
判
断
に
優
越
す
る
と
す
べ
き
合
理
的
な
根
拠
は
な

い
」
と
の
指
摘
は
、
本
判
決
が
、（
裁
判
員
の
参
加
の
意
義
尊
重
論
で
は
な
く
）
も
っ
ぱ
ら
直
接
主
義
・
口
頭
主
義
重
視
論
（
髙
﨑
検
事
は
、

「
そ
も
そ
も
直
接
主
義
・
口
頭
主
義
は
、
被
告
人
に
有
利
か
不
利
か
と
は
関
係
の
な
い
、
実
体
的
真
実
発
見
の
た
め
の
原
理
な
の
で
あ
る
」
と
述
べ
る
）

に
依
拠
し
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
れ
ば
、
強
い
説
得
力
を
も
つ
（
62
）

。

こ
れ
に
対
し
て
、
白
取
祐
司
教
授
は
、
本
件
が
「
1
審
無
罪
↓
控
訴
審
・
破
棄
有
罪
の
事
案
で
あ
り
、
最
高
裁
が
、
1
審
有
罪
↓
控
訴

審
・
破
棄
無
罪
を
制
限
的
に
考
え
て
い
る
か
ど
う
か
は
、
本
判
決
か
ら
は
未
だ
明
ら
か
で
な
い
」
と
分
析
す
る
（
63
）

。
同
様
に
、
後
藤
教
授

も
、「
本
判
例
の
示
し
た
基
準
は
、
原
判
決
が
有
罪
か
無
罪
か
を
区
別
し
て
い
な
い
」
こ
と
を
認
め
つ
つ
も
、「
現
実
の
事
案
は
第
1
審
の

無
罪
判
決
を
高
裁
が
破
棄
し
た
事
例
で
あ
っ
た
」
た
め
、「
本
判
決
後
に
お
い
て
も
、
有
罪
認
定
の
破
棄
は
、
よ
り
緩
や
か
に
認
め
る
べ

き
だ
と
い
う
主
張
は
な
く
な
っ
て
い
な
い
」
と
述
べ
る
（
64
）

。
ま
た
、
門
野
博
元
判
事
は
、「「
疑
わ
し
き
は
被
告
人
の
利
益
に
」
と
の
刑
事
裁

判
に
お
け
る
鉄
則
は
、
第
1
審
だ
け
で
な
く
、
こ
れ
を
審
査
す
る
上
級
審
を
も
拘
束
す
る
最
上
位
の
指
導
原
理
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る

か
ら
、
事
後
審
と
は
い
え
、
控
訴
審
が
審
査
の
過
程
で
無
罪
の
心
証
を
形
成
し
た
場
合
に
は
、（
仮
に
、
論
理
則
違
反
・
経
験
則
違
反
が
指
摘

（
四
五
三
）
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で
き
な
い
と
し
て
も
）
そ
の
心
証
に
従
っ
た
判
断
を
す
べ
き
で
あ
る
」
と
主
張
す
る
（
65
）

。

こ
の
よ
う
に
、
裁
判
員
裁
判
の
判
決
が
無
罪
の
場
合
と
有
罪
の
場
合
と
で
ダ
ブ
ル
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
を
認
め
る
た
め
に
は
、「
別
の
原
理

を
持
ち
込
む
ほ
か
な
く
、
そ
こ
で
度
々
指
摘
さ
れ
る
の
は
、「
疑
わ
し
き
は
罰
せ
ず
」
の
原
理
で
あ
る
」
が
、
髙
﨑
検
事
は
、「
司
法
制
度

改
革
議
論
の
際
に
、
裁
判
員
を
含
む
合
議
体
の
意
思
決
定
（
評
決
方
法
）
の
在
り
方
如
何
と
い
う
問
題
に
関
し
て
、
こ
の
原
理
と
評
決
方

法
の
問
題
と
は
論
理
的
に
関
係
し
な
い
と
い
う
こ
と
が
複
数
の
委
員
か
ら
重
ね
て
指
摘
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
そ
の
指
摘
は
、
控
訴
審

に
お
け
る
事
実
審
査
の
在
り
方
と
い
う
論
点
に
も
通
じ
る
も
の
が
あ
る
」
と
主
張
す
る
（
66
）

。

な
お
、
そ
の
後
、
裁
判
員
裁
判
の
有
罪
判
決
が
控
訴
審
に
よ
っ
て
事
実
誤
認
を
理
由
と
し
て
破
棄
さ
れ
た
事
例
に
お
い
て
、
最
高
裁
判

所
は
、
平
成
二
四
年
判
決
を
引
用
し
た
う
え
で
、
第
一
審
の
判
決
が
論
理
則
・
経
験
則
等
に
照
ら
し
て
不
合
理
で
あ
る
こ
と
を
十
分
に
示

し
た
も
の
と
は
い
え
ず
、
刑
事
訴
訟
法
三
八
二
条
の
解
釈
適
用
を
誤
っ
た
違
法
が
あ
る
と
し
て
破
棄
し
た
（
最
一
小
判
平
成
二
六
年
三
月

二
〇
日
刑
集
六
八
巻
三
号
四
九
九
頁
）。
こ
の
判
決
は
、
調
査
官
解
説
に
よ
れ
ば
、「
刑
訴
法
382
条
の
解
釈
適
用
に
関
し
、
第
1
審
判
決
が
有

罪
の
場
合
で
あ
っ
て
も
、
論
理
則
、
経
験
則
違
反
説
が
妥
当
す
る
旨
を
示
し
た
も
の
と
み
ら
れ
、
第
1
審
判
決
が
有
罪
の
場
合
に
は
平
成

24
年
判
例
の
示
し
た
解
釈
は
妥
当
し
な
い
と
す
る
考
え
方
を
否
定
し
た
も
の
」
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
（
67
）

。

五　

ま
と
め
に
代
え
て

本
稿
で
は
、
裁
判
員
裁
判
の
判
決
に
対
す
る
上
訴
を
め
ぐ
る
問
題
に
関
し
て
、
特
に
、
裁
判
員
裁
判
の
判
決
に
対
す
る
事
実
誤
認
を
理

由
と
す
る
控
訴
の
控
訴
審
に
よ
る
審
査
の
あ
り
方
に
つ
い
て
検
討
し
た
。

（
四
五
四
）



裁
判
員
裁
判
の
判
決
に
対
す
る
事
実
誤
認
を
理
由
と
す
る
控
訴
に
つ
い
て
の
控
訴
審
の
審
査
の
あ
り
方
（
柳
瀬
）

八
七

事
実
誤
認
を
理
由
と
す
る
控
訴
の
控
訴
審
に
よ
る
審
査
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、
従
前
の
実
務
に
は
、
一
部
に
心
証
優
先
説
的
な
運
用
が

見
ら
れ
た
と
こ
ろ
、
裁
判
員
制
度
の
導
入
に
伴
い
、
裁
判
官
の
み
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
控
訴
審
が
裁
判
員
裁
判
の
判
決
に
対
す
る
控
訴

を
審
査
す
る
こ
と
に
な
り
、
正
統
性
の
問
題
を
克
服
す
る
べ
く
、
論
理
則
・
経
験
則
違
反
説
に
依
拠
し
て
事
後
審
制
を
徹
底
す
る
こ
と
が

強
く
要
請
さ
れ
る
と
の
結
論
に
至
っ
た
。
そ
し
て
、
判
例
は
、
裁
判
員
制
度
導
入
後
の
事
例
に
つ
い
て
、
控
訴
審
の
審
査
の
あ
り
方
と
し

て
論
理
則
・
経
験
則
違
反
説
を
採
用
す
る
こ
と
を
宣
明
し
た
。

裁
判
員
裁
判
の
判
決
に
対
す
る
控
訴
を
控
訴
審
が
審
査
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
第
一
審
の
裁
判
を
尊
重
す
べ
き
で
あ
る
が
、
そ
の
主
要

な
論
拠
と
し
て
、
裁
判
員
の
参
加
の
意
義
尊
重
論
と
直
接
主
義
・
口
頭
主
義
重
視
論
と
が
考
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
、
裁
判
員
の
参
加
の
意
義

尊
重
論
を
強
く
主
張
し
た
弁
護
人
に
抗
し
て
、
敢
え
て
判
例
が
意
識
的
に
依
拠
し
た
の
は
、
論
理
則
・
経
験
則
違
反
説
で
あ
っ
た
。
つ
ま

り
、
個
々
の
具
体
的
な
裁
判
の
内
容
へ
実
体
的
な
国
民
と
し
て
の
裁
判
員
が
直
接
に
参
加
し
た
と
い
う
事
実
や
そ
の
判
断
そ
れ
自
体
に
、

尊
重
す
べ
き
価
値
が
あ
る
の
で
は
な
く
て
、
裁
判
員
制
度
の
導
入
を
契
機
と
し
て
徹
底
さ
れ
た
直
接
主
義
・
口
頭
主
義
と
い
う
手
続
構
造

の
面
を
、
最
高
裁
判
所
は
重
視
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
い
わ
ゆ
る
片
面
的
尊
重
論
に
つ
い
て
は
、
理
論
上
、
裁
判
員
の
参
加
の
意

義
尊
重
論
と
は
整
合
性
を
保
ち
え
ず
、
直
接
主
義
・
口
頭
主
義
重
視
論
か
ら
も
支
持
で
き
な
い
と
こ
ろ
、
判
例
も
、
第
一
審
が
無
罪
判
決

で
あ
ろ
う
と
有
罪
判
決
で
あ
ろ
う
と
、
控
訴
審
の
審
査
は
論
理
則
・
経
験
則
違
反
説
が
妥
当
す
る
と
判
示
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

残
さ
れ
た
問
題
は
、
裁
判
員
裁
判
の
判
決
に
対
す
る
量
刑
不
当
を
理
由
と
す
る
控
訴
の
控
訴
審
に
よ
る
審
査
の
あ
り
方
に
つ
い
て
で
あ

る
。
挙
げ
て
今
後
の
検
討
課
題
と
し
た
い
（
68
）

。

＊
本
稿
は
、
平
成
三
〇
年
度
科
学
研
究
費
助
成
事
業
（
日
本
学
術
振
興
会
学
術
研
究
助
成
基
金
助
成
金
（
基
盤
研
究
（
Ｃ
））「
国
民
の
司
法
参
加
を
め

（
四
五
五
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
三
号
（
二
〇
一
八
年
十
二
月
）

八
八

ぐ
る
憲
法
理
論
の
国
際
的
発
信
」（
課
題
番
号
：
一
六
Ｋ
〇
三
三
〇
一
））
の
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

（
1
） 
拙
稿
「
裁
判
員
裁
判
の
判
決
に
対
す
る
上
訴
審
の
審
査
を
め
ぐ
る
正
統
性
の
問
題
」
日
本
法
学
八
四
巻
二
号
（
二
〇
一
八
年
）
七
三
頁
。

（
2
） 

こ
れ
に
対
し
て
、「
両
説
の
適
用
に
ど
れ
ほ
ど
の
差
異
が
あ
る
の
か
」
と
し
て
、
疑
問
を
呈
す
る
見
解
も
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
石
井
一
正
元
判

事
は
、
両
学
説
は
「
実
際
に
は
こ
と
ば
で
表
現
す
る
ほ
ど
の
差
異
が
な
」
く
、「
実
務
は
ど
ち
ら
の
説
に
よ
っ
て
運
用
さ
れ
て
い
る
か
判
然
と
し
な

い
」
し
、「
ど
ち
ら
の
説
に
よ
っ
て
も
、
事
実
認
定
の
審
査
方
法
と
し
て
控
訴
審
が
証
拠
判
断
を
し
て
み
て
、
こ
れ
と
原
判
決
の
証
拠
判
断
を
比
較

す
る
と
い
う
作
業
が
必
要
で
あ
る
」
こ
と
を
指
摘
す
る
（
石
井
一
正
『
刑
事
控
訴
審
の
理
論
と
実
務
』（
判
例
タ
イ
ム
ズ
社
、
二
〇
一
〇
年
）

四
三
九
頁
）。
ま
た
、
村
瀬
均
元
判
事
も
、「
経
験
則
違
反
説
と
心
証
優
先
説
の
対
立
が
浮
き
彫
り
に
な
る
の
は
、
不
合
理
性
が
具
体
的
に
指
摘
で
き

る
ま
で
に
至
ら
な
い
程
度
の
事
実
認
定
上
の
判
断
の
違
い
が
あ
る
場
合
で
あ
る
」
が
、「
両
説
の
ど
ち
ら
か
を
採
る
か
に
よ
っ
て
結
論
が
変
わ
る
よ

う
な
事
案
が
実
際
に
あ
る
の
か
と
い
う
疑
問
は
残
る
」
と
述
べ
る
（
村
瀬
均
「
上
訴
審　

裁
判
の
立
場
か
ら
」
三
井
誠
ほ
か
編
『
刑
事
手
続
の
新
展

開　
下
巻
』（
成
文
堂
、
二
〇
一
七
年
）
五
七
二
頁
）。

（
3
） 

藤
永
幸
治
ほ
か
編
『
大
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
刑
事
訴
訟
法　

第
6
巻
〔
第
351
条
〜
第
434
条
〕』（
青
林
書
院
、
一
九
九
六
年
）
二
四
二
頁
（
原
田
國

男
執
筆
）。

（
4
） 

藤
永
ほ
か
・
前
掲
注（
3
）二
三
七
│
二
四
一
頁
（
原
田
國
男
執
筆
）。
岩
瀬
徹
「
裁
判
員
制
度
の
下
に
お
け
る
上
訴
審
の
あ
り
方
」
木
谷
明
編

『
裁
判
所
は
何
を
判
断
す
る
か
〔
シ
リ
ー
ズ
刑
事
司
法
を
考
え
る 
第
五
巻
〕』（
岩
波
書
店
、
二
〇
一
七
年
）
二
一
三
│
二
一
四
頁
、
遠
藤
和
正
＝
冨

田
敦
史
「
大
阪
高
等
裁
判
所
陪
席
会
・
裁
判
員
制
度
の
も
と
に
お
け
る
控
訴
審
の
在
り
方
（
6
）　

事
実
認
定
の
審
査
」
判
例
タ
イ
ム
ズ
一
二
七
六

号
（
二
〇
〇
八
年
）
四
四
頁
、
司
法
研
修
所
編
『
裁
判
員
裁
判
に
お
け
る
第
一
審
の
判
決
書
及
び
控
訴
審
の
在
り
方
』（
法
曹
会
、
二
〇
〇
九
年
）

一
〇
五
頁
。

（
5
） 

「
事
後
審
と
い
う
性
格
は
、
事
実
審
に
は
な
じ
ま
ず
、
法
律
審
に
よ
り
適
合
す
る
か
ら
、
経
験
法
則
・
論
理
法
則
違
反
と
い
う
本
質
的
に
法
令

違
反
の
性
格
を
も
つ
審
査
が
ふ
さ
わ
し
い
」
た
め
で
あ
る
（
藤
永
ほ
か
・
前
掲
注（
3
）二
三
八
頁
（
原
田
國
男
執
筆
））。
司
法
研
修
所
編
・
前
掲
注

（
四
五
六
）



裁
判
員
裁
判
の
判
決
に
対
す
る
事
実
誤
認
を
理
由
と
す
る
控
訴
に
つ
い
て
の
控
訴
審
の
審
査
の
あ
り
方
（
柳
瀬
）

八
九

（
4
）一
〇
五
頁
、
遠
藤
＝
冨
田
・
前
掲
注（
4
）四
四
頁
。

（
6
） 

藤
永
ほ
か
・
前
掲
注（
3
）二
四
一
頁
（
原
田
國
男
執
筆
）。

（
7
） 
藤
永
ほ
か
・
前
掲
注（
3
）二
四
三
頁
（
原
田
國
男
執
筆
）。

（
8
） 
民
主
主
義
的
基
礎
づ
け
説
と
は
、
従
前
の
裁
判
官
の
み
に
よ
る
刑
事
裁
判
は
、
国
民
の
直
接
的
な
参
加
が
な
い
た
め
正
統
性
が
乏
し
く
、
ま
た

運
用
上
も
さ
ま
ざ
ま
な
弊
害
が
あ
っ
た
た
め
（
現
行
裁
判
否
定
論
）、
そ
れ
ら
を
克
服
す
る
た
め
に
国
民
の
司
法
参
加
が
必
要
で
あ
り
、
主
権
者
で

あ
る
国
民
は
、
民
主
主
義
の
原
理
に
基
づ
き
司
法
に
当
然
に
直
接
的
に
参
加
し
う
る
と
す
る
見
解
で
あ
り
、
こ
れ
に
対
抗
す
る
理
解
増
進
・
信
頼
向

上
説
と
は
、
従
前
の
刑
事
裁
判
制
度
の
運
用
は
改
革
が
不
可
欠
な
ほ
ど
致
命
的
な
欠
陥
は
な
い
が
（
現
行
裁
判
肯
定
論
）、
国
民
的
基
盤
の
強
化
を

企
図
し
て
、
司
法
に
対
す
る
理
解
を
増
進
さ
せ
、
信
頼
を
向
上
さ
せ
る
た
め
、
裁
判
過
程
へ
国
民
を
参
加
さ
せ
う
る
と
す
る
見
解
を
い
う
。
現
行
の

裁
判
員
制
度
は
、
裁
判
員
法
一
条
の
規
定
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
後
者
に
基
づ
き
設
計
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
（
拙
著
『
裁
判
員
制
度
の
立
法
学

│
討
議
民
主
主
義
理
論
に
基
づ
く
国
民
の
司
法
参
加
の
意
義
の
再
構
成
』（
日
本
評
論
社
、
二
〇
〇
九
年
）
一
〇
七
│
一
〇
九
頁
）。

（
9
） 

原
田
國
男
元
判
事
は
、「
実
務
上
は
、
い
ず
れ
の
見
解
に
よ
っ
て
い
る
か
に
つ
い
て
は
、
評
価
は
微
妙
で
あ
っ
た
」
と
述
べ
て
お
り
（
原
田
國

男
「
事
実
誤
認
の
意
義

│
最
高
裁
平
成
24
年
2
月
13
日
判
決
を
契
機
と
し
て
」
刑
事
法
ジ
ャ
ー
ナ
ル
三
三
号
（
二
〇
一
二
年
）
三
九
頁
）、
ま
た
、

石
井
元
判
事
も
、「
実
務
の
大
勢
が
ど
ち
ら
の
説
に
よ
っ
て
い
る
か
も
、
実
の
と
こ
ろ
は
判
然
と
し
な
い
」
と
評
価
す
る
（
石
井
・
前
掲
注（
2
）

三
五
九
頁
）。

（
10
） 

小
西
秀
宣
「
裁
判
員
裁
判
事
件
に
お
け
る
控
訴
審
の
審
理
の
在
り
方
」
安
廣
文
夫
編
『
裁
判
員
裁
判
時
代
の
刑
事
裁
判
』（
成
文
堂
、

二
〇
一
五
年
）
二
七
五
頁
。
た
だ
し
、
小
西
秀
宣
元
判
事
は
、「
従
来
の
実
務
に
心
証
優
先
説
的
な
傾
向
が
み
ら
れ
た
」
こ
と
も
認
め
て
い
る
（
同

頁
）。
ま
た
、「
実
務
的
に
は
、
両
説
に
よ
っ
て
、
結
論
に
極
端
な
違
い
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
」
と
も
述
べ
る
（
同
頁
）。

（
11
） 

井
戸
俊
一
「
刑
事
控
訴
審
に
お
け
る
事
実
誤
認
の
審
査
方
法
に
つ
い
て
」
判
例
タ
イ
ム
ズ
一
三
五
九
号
（
二
〇
一
二
年
）
六
五
頁
。
な
お
、
井

戸
俊
一
判
事
は
、「
事
実
誤
認
に
関
す
る
審
査
は
、
原
則
と
し
て
、
経
験
則
・
論
理
法
則
違
反
説
に
よ
っ
て
第
一
審
の
事
実
認
定
の
過
程
を
審
査
す

る
の
が
相
当
で
あ
る
が
、
例
外
的
に
、
有
罪
↓
無
罪
の
場
合
に
は
、
控
訴
審
の
心
証
を
優
先
さ
せ
て
事
実
誤
認
を
判
断
し
て
よ
い
」
と
し
て
お
り

（
七
三
頁
）、
片
面
的
尊
重
論
（
後
述
）
に
親
和
的
な
立
場
を
採
る
。

（
四
五
七
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
三
号
（
二
〇
一
八
年
十
二
月
）

九
〇

（
12
） 

司
法
研
修
所
編
・
前
掲
注（
4
）九
四
│
九
五
頁
。
東
京
高
等
裁
判
所
刑
事
部
部
総
括
裁
判
官
研
究
会
に
お
い
て
も
、「
こ
れ
ま
で
の
控
訴
審
実

務
で
は
、
事
案
に
よ
っ
て
は
、
第
1
審
と
同
様
の
方
法
で
記
録
か
ら
独
自
に
心
証
を
形
成
し
、
論
理
則
違
反
・
経
験
則
違
反
と
い
い
な
が
ら
、
実
際

に
は
自
ら
の
心
証
と
異
な
る
第
1
審
判
決
の
認
定
を
事
実
誤
認
と
し
て
破
棄
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
ま
た
、
自
ら
事
案
の
真
相
を
追

求
す
る
と
い
う
見
地
か
ら
、
第
1
審
の
当
事
者
の
責
任
に
よ
る
主
張
・
立
証
の
枠
を
離
れ
て
、
新
た
に
証
拠
を
調
べ
る
な
ど
し
て
、
第
1
審
の
事
実

認
定
に
積
極
的
に
介
入
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
指
摘
が
あ
っ
た
」
と
い
う
（
東
京
高
等
裁
判
所
刑
事
部
部
総
括
裁
判
官
研
究
会

「
控
訴
審
に
お
け
る
裁
判
員
裁
判
の
審
査
の
在
り
方
」
判
例
タ
イ
ム
ズ
一
二
九
六
号
（
二
〇
〇
九
年
）
六
頁
）。
大
阪
高
等
裁
判
所
陪
席
会
も
、「
最

近
の
心
証
比
較
説
は
、
我
々
の
実
務
感
覚
に
も
近
い
」
こ
と
を
認
め
る
（
遠
藤
＝
冨
田
・
前
掲
注（
4
）四
五
頁
）。

（
13
） 

本
判
決
に
お
い
て
、
裁
判
官
の
個
別
意
見
が
付
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
中
に
も
論
理
則
・
経
験
則
違
反
説
と
心
証
優
先
説
と
の
見
解
の
相
違
が

見
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、「
上
告
裁
判
所
は
、
原
判
決
の
事
実
認
定
の
当
否
を
検
討
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
場
合
に
は
、
記
録
を
検
討
し
て
自
ら

0

0

0

0

0

0

0

0

0

の
事
実
認
定
を
脳
裡
に
描
き
な
が
ら

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
原
判
決
の
事
実
認
定
が
論
理
則
、
経
験
則
等
に
照
ら
し
て
不
合
理
と
い
え
る
か
ど
う
か
を
検
討
す
る
と
い
う

思
考
操
作
を
せ
ざ
る
を
得
な
い
」
と
す
る
近
藤
崇
晴
裁
判
官
に
よ
る
補
足
意
見
は
、「
論
理
則
、
経
験
則
等
」
と
い
う
文
言
を
用
い
な
が
ら
も
実
質

的
に
は
心
証
優
先
説
と
分
類
し
う
る
（
こ
れ
に
対
し
て
、
田
淵
浩
二
「
控
訴
審
に
お
け
る
事
実
誤
認
の
審
査

│
最
判
平
24
・
2
・
13
の
意
義
」
法

律
時
報
八
四
巻
九
号
（
二
〇
一
二
年
）
五
一
頁
は
、「
心
証
比
較
説
は
、
単
に
原
判
決
の
結
論
と
自
ら
心
証
を
形
成
し
た
結
論
の
比
較
に
よ
っ
て
事

実
誤
認
の
有
無
を
判
断
す
べ
き
と
い
う
だ
け
に
止
ま
ら
ず
、
現
行
法
の
控
訴
審
を
単
な
る
事
後
審
と
解
す
べ
き
か
、
続
審
的
性
格
を
持
つ
事
後
審
と

解
す
べ
き
か
と
い
う
対
立
の
中
で
、
後
者
を
支
持
す
る
立
場
か
ら
の
主
張
で
あ
る
点
に
本
質
を
見
出
す
べ
き
」
と
の
見
地
か
ら
、
こ
の
補
足
意
見
を

心
証
比
較
説
と
分
類
す
べ
き
で
は
な
い
と
主
張
す
る
）
一
方
で
、「
上
訴
審
で
事
実
認
定
の
適
否
が
問
題
と
な
る
場
合
に
は
、
上
訴
審
は
、
自
ら
事

0

0

0

件
に
つ
い
て
心
証
を
形
成
す
る
の
で
は
な
く

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
原
判
決
の
認
定
に
論
理
則
違
反
や
経
験
則
違
反
が
な
い
か
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
程
度
に
不
合
理
な
判

断
を
し
て
い
な
い
か
を
審
理
す
る
も
の
で
あ
る
」
と
の
堀
籠
幸
男
裁
判
官
に
よ
る
反
対
意
見
は
、
論
理
則
・
経
験
則
違
反
説
を
採
る
こ
と
の
宣
明
で

あ
る
（
判
決
引
用
文
中
に
お
け
る
傍
点
は
、
本
稿
の
筆
者
に
よ
る
）。

（
14
） 

石
井
・
前
掲
注（
2
）四
二
三
頁
。
石
井
元
判
事
は
、「
被
告
人
の
権
利
保
障
と
り
わ
け
無
辜
の
不
処
罰
の
重
要
性
、
更
に
は
、
検
察
官
に
比
べ

て
訴
訟
遂
行
能
力
の
劣
っ
て
い
る
被
告
人
側
の
実
質
的
平
等
の
確
保
な
ど
か
ら
す
る
と
、
刑
事
裁
判
に
お
い
て
は
被
告
人
側
に
有
利
に
傾
斜
し
た
解

（
四
五
八
）



裁
判
員
裁
判
の
判
決
に
対
す
る
事
実
誤
認
を
理
由
と
す
る
控
訴
に
つ
い
て
の
控
訴
審
の
審
査
の
あ
り
方
（
柳
瀬
）

九
一

釈
・
運
用
が
正
し
い
」
と
い
う
「
発
想
は
貴
重
で
あ
る
」
が
、「
刑
事
裁
判
の
目
的
が
被
告
人
の
権
利
保
障
に
尽
き
る
わ
け
で
は
な
く
、
他
方
で
事

案
の
真
相
を
明
ら
か
に
し
て
、
刑
罰
法
令
を
適
正
に
適
用
実
現
す
る
こ
と
に
も
あ
る
こ
と
も
明
ら
か
で
あ
る
」
た
め
、「
刑
事
裁
判
は
、「
社
会
の
保

護
」
と
「
人
権
の
保
護
」
と
い
う
と
き
に
相
対
立
す
る
二
つ
の
目
的
を
共
に
全
う
し
な
け
れ
ば
な
ら
」
ず
、「
常
に
両
者
の
適
当
な
バ
ラ
ン
ス
を
考

慮
せ
ざ
る
を
得
な
い
」
と
し
て
、「
す
べ
て
の
場
合
に
お
い
て
刑
事
訴
訟
法
の
解
釈
・
運
用
を
検
察
官
側
に
比
べ
て
被
告
人
側
に
は
有
利
に
扱
う
こ

と
が
正
当
化
さ
れ
る
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
」（「
そ
う
い
う
こ
と
が
可
能
で
あ
る
し
、
ま
た
妥
当
な
場
合
も
あ
る
し
、
そ
う
で
な
い
場
合
も
あ

る
」）
と
結
論
す
る
（
四
二
三
│
四
二
四
頁
）。

（
15
） 

平
田
元
『
刑
事
訴
訟
に
お
け
る
片
面
的
構
成

│
事
実
認
定
と
上
訴
を
め
ぐ
っ
て
』（
成
文
堂
、
二
〇
一
七
年
）
九
六
頁
。

（
16
） 

平
田
・
前
掲
注（
15
）九
六
│
九
七
頁
。

（
17
） 

石
井
・
前
掲
注（
2
）四
二
八
頁
。

（
18
） 

杉
森
研
二
「
裁
判
員
制
度
導
入
後
の
控
訴
審
」
三
井
誠
ほ
か
編
『
鈴
木
茂
嗣
先
生
古
稀
祝
賀
論
文
集　
下
巻
』（
成
文
堂
、
二
〇
〇
七
年
）

七
五
五
頁
。

（
19
） 

「
こ
の
場
合
有
罪
認
定
を
争
う
機
会
を
被
告
人
に
保
障
す
る
と
い
う
審
級
の
利
益
の
観
点
と
、
裁
判
員
に
よ
る
民
主
的
正
統
性
の
あ
る
判
断
を

保
障
す
る
と
い
う
観
点
か
ら
、
破
棄
差
戻
し
が
必
ず
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
主
張
す
る
（
水
谷
規
男
「
裁
判
員
裁
判
と
上
訴
・
再
審
制
度

の
課
題
」
法
律
時
報
七
九
巻
一
二
号
（
二
〇
〇
七
年
）
七
七
頁
）。

（
20
） 

石
井
・
前
掲
注（
2
）四
二
八
│
四
二
九
頁
。

（
21
） 

石
井
・
前
掲
注（
2
）四
二
九
頁
。

（
22
） 

石
井
・
前
掲
注（
2
）四
二
九
頁
。

（
23
） 

東
京
高
等
裁
判
所
刑
事
部
陪
席
裁
判
官
研
究
会
（
つ
ば
さ
会
）「
裁
判
員
制
度
の
下
に
お
け
る
控
訴
審
の
在
り
方
に
つ
い
て
」
判
例
タ
イ
ム
ズ

一
二
八
八
号
（
二
〇
〇
九
年
）
九
頁
。
平
成
一
九
年
度
司
法
研
究
も
、「
第
一
審
の
判
断
に
国
民
の
意
見
が
反
映
さ
れ
て
い
る
以
上
、
被
告
人
に

と
っ
て
有
利
・
不
利
で
差
異
を
設
け
る
合
理
的
な
理
由
は
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
反
論
も
あ
り
得
る
と
こ
ろ
で
あ
る
」
と
す
る
（
司
法
研
修
所

編
・
前
掲
注（
4
）一
一
一
頁
）。

（
四
五
九
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
三
号
（
二
〇
一
八
年
十
二
月
）

九
二

（
24
） 

中
川
孝
博
教
授
は
、「
無
罪
判
決
の
尊
重
と
有
罪
判
決
の
尊
重
は
、
民
主
的
正
統
性
と
い
う
点
か
ら
は
等
価
値
で
あ
る
と
い
う
こ
と
」
に
着
目

し
、「
仮
に
事
実
誤
認
の
有
無
の
審
査
基
準
は
片
面
的
に
構
成
す
る
の
が
妥
当
だ
と
す
る
な
ら
ば
、
民
主
的
正
統
性
論
に
基
づ
い
て
審
査
基
準
の
原

則
を
構
築
し
た
う
え
で
、
例
外
と
し
て
有
罪
判
決
の
破
棄
の
み
は
積
極
的
で
あ
っ
て
よ
い
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
が
、「
そ
の
た
め
に
は
、

ま
っ
た
く
異
質
な
別
の
価
値
を
導
入
し
、
比
較
衡
量
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
（
実
体
的
真
実
追
求
、
冤
罪
防
止
、
民
意
尊
重
）、
論
理
は
複
雑
な
も
の

と
な
る
」
か
、
あ
る
い
は
「
論
証
不
明
瞭
な
乱
暴
な
も
の
に
な
り
が
ち
で
あ
」
り
、「
こ
の
よ
う
な
事
態
は
望
ま
し
く
な
い
」
と
述
べ
る
一
方
で
、

「
民
主
的
正
統
性
論
を
持
ち
出
さ
な
く
と
も
、
合
理
的
疑
い
を
超
え
た
証
明
原
則
か
ら
片
面
的
構
成
を
導
き
だ
す
こ
と
は
で
き
る
」
と
主
張
す
る

（
中
川
孝
博
「
最
一
小
判
平
24
・
2
・
13
の
意
義
と
射
程
」
季
刊
刑
事
弁
護
七
一
号
（
二
〇
一
二
年
）
一
三
〇
頁
）。

（
25
） 

石
井
・
前
掲
注（
2
）四
二
九
頁
。

（
26
） 

酒
巻
匡
「
裁
判
員
裁
判
と
控
訴
審
の
在
り
方

│
課
題
と
展
望
」
刑
法
雑
誌
五
四
巻
三
号
（
二
〇
一
五
年
）
四
六
頁
。

（
27
） 

も
ち
ろ
ん
、
後
藤
教
授
が
「
有
罪
判
決
を
破
棄
す
る
場
合
と
無
罪
判
決
を
破
棄
す
る
場
合
と
で
、
破
棄
の
基
準
に
違
い
が
あ
る
か
ど
う
か
」
に

つ
い
て
、「
違
い
が
あ
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
」
る
論
拠
は
、
こ
れ
の
み
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
同
教
授
が
最
も
強
調
し
て
い
る
点
は
、「
い
か
に
裁

判
員
の
判
断
を
尊
重
す
べ
き
だ
と
し
て
も
、
無
実
の
人
を
処
罰
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
要
求
は
、
そ
れ
を
上
回
る
か
ら
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
曰
く
、「
法
律
家
と
し
て
の
裁
判
官
は
、
最
後
の
一
線
で
、
無
実
の
人
が
処
罰
さ
れ
な
い
と
い
う
人
権
を
守
る
べ
き
役
割
を
負
っ
て
い
る
。

…
…
第
一
審
の
裁
判
官
が
そ
の
役
割
を
果
た
す
こ
と
に
失
敗
し
た
場
合
に
は
、
控
訴
審
の
裁
判
官
が
代
わ
っ
て
そ
の
役
割
を
果
た
す
べ
き
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
原
判
決
が
有
罪
認
定
の
場
合
に
は
、
そ
の
認
定
に
合
理
的
疑
い
が
あ
る
こ
と
が
指
摘
で
き
る
な
ら
、
経
験
則
違
反
と
し
て
破
棄
す
る

べ
き
で
あ
る
」（
後
藤
昭
「
裁
判
員
裁
判
の
無
罪
判
決
と
検
察
官
控
訴
」
季
刊
刑
事
弁
護
六
八
号
（
二
〇
一
一
年
）
一
七
頁
）。
筆
者
は
、
裁
判
員
裁

判
に
お
い
て
、
裁
判
員
の
判
断
を
絶
対
視
せ
ず
、
裁
判
官
と
裁
判
員
と
の
協
働
の
あ
り
方
と
し
て
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
裁
判
官
の
裁
判
員
に
対
す

る
指
導
的
立
場
を
容
認
す
る
と
い
う
点
に
つ
い
て
、
後
藤
教
授
の
議
論
を
全
面
的
に
支
持
す
る
も
の
で
あ
る
。

（
28
） 

後
藤
昭
「
裁
判
員
裁
判
と
判
決
書
、
控
訴
審
の
あ
り
方

│
司
法
研
究
報
告
書
を
素
材
と
し
て
」
刑
事
法
ジ
ャ
ー
ナ
ル
一
九
号
（
二
〇
〇
九

年
）
二
八
│
二
九
頁
。

（
29
） 

後
藤
・
前
掲
注（
28
）二
九
頁
。

（
四
六
〇
）



裁
判
員
裁
判
の
判
決
に
対
す
る
事
実
誤
認
を
理
由
と
す
る
控
訴
に
つ
い
て
の
控
訴
審
の
審
査
の
あ
り
方
（
柳
瀬
）

九
三

（
30
） 

「
裁
判
員
裁
判
で
は
三
人
の
職
業
裁
判
官
の
ほ
か
に
多
様
な
背
景
を
も
っ
た
六
人
の
市
民
が
特
別
多
数
決
で
事
実
認
定
を
行
う
」
が
、「
こ
の
判

断
を
同
質
的
な
三
人
の
公
務
員
〔
裁
判
官
の
こ
と
〕
が
単
純
多
数
決
で
破
棄
す
る
と
い
う
の
は
不
条
理
で
あ
る
」
と
主
張
す
る
高
野
隆
弁
護
士
は
、

「
仮
に
一
審
が
全
員
一
致
で
無
罪
を
言
い
渡
し
た
の
を
高
等
裁
判
所
が
多
数
決
で
自
判
し
有
罪
の
判
断
を
し
た
の
だ
と
す
る
と
、
裁
判
に
関
与
し
た

一
二
人
の
う
ち
一
〇
人
（
そ
の
う
ち
に
六
人
の
市
民
が
含
ま
れ
る
）
が
無
罪
の
意
見
で
あ
っ
て
も
、
た
っ
た
二
人
の
職
業
裁
判
官
の
意
見
に
よ
っ
て

被
告
人
は
有
罪
に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
」
を
問
題
視
す
る
が
、
こ
の
よ
う
な
、
第
一
審
の
裁
判
官
・
裁
判
員
及
び
控
訴
審
の
裁
判
官
の
各
意
見
を
合

わ
せ
て
当
該
事
件
を
審
理
す
る
裁
判
体
全
体
の
意
見
と
み
な
す
発
想
（
高
野
隆
「
無
罪
判
決
に
対
す
る
検
察
官
上
訴
は
許
さ
れ
る
べ
き
か
」
木
谷
編

『
裁
判
所
は
何
を
判
断
す
る
か
』
二
五
六
頁
）
は
、
後
藤
教
授
に
よ
る
第
一
審
の
裁
判
官
の
意
見
を
控
訴
審
の
裁
判
官
に
よ
っ
て
置
き
換
え
う
る
と

い
う
発
想
と
同
様
に
、
批
判
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

（
31
） 

後
藤
教
授
も
、「
控
訴
審
の
裁
判
官
が
、
仮
に
第
一
審
の
裁
判
員
と
評
議
を
し
て
い
た
ら
、
有
罪
判
断
に
納
得
し
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
と
い

う
場
合
も
あ
り
得
る
」
こ
と
を
認
め
て
い
る
（
後
藤
・
前
掲
注（
28
）二
八
頁
）。

な
お
、
筆
者
は
、
共
和
主
義
的
憲
法
観
に
基
づ
く
討
議
民
主
主
義
理
論
に
依
拠
し
て
、
裁
判
員
裁
判
を
公
共
的
討
議
の
場
を
構
築
す
る
試
み
と
し

て
理
解
す
べ
き
と
提
唱
し
て
い
る
（
拙
著
・
前
掲
注（
8
）二
三
四
│
二
三
九
頁
）
が
、
こ
の
見
地
か
ら
は
、
よ
り
一
層
、
裁
判
員
の
意
見
の
変
容
可

能
性
に
注
目
す
べ
き
こ
と
に
な
る
（
二
七
四
│
二
七
八
頁
）。

（
32
） 

拙
稿
・
前
掲
注（
1
）四
九
頁
。

（
33
） 

も
っ
と
も
、「
そ
れ
は
事
後
審
査
の
判
断
作
用
そ
れ
自
体
と
は
別
次
元
の
事
柄
で
あ
る
」（
酒
巻
・
前
掲
注（
26
）四
六
頁
）。

（
34
） 

司
法
研
修
所
編
・
前
掲
注（
4
）一
一
一
頁
。
東
京
高
等
裁
判
所
刑
事
部
陪
席
裁
判
官
研
究
会
・
前
掲
注（
23
）九
頁
も
同
旨
。
東
京
高
等
裁
判
所

刑
事
部
部
総
括
裁
判
官
研
究
会
で
も
、
同
様
の
見
解
が
多
か
っ
た
と
こ
ろ
、
そ
れ
に
加
え
て
「「
無
辜
を
処
罰
し
な
い
」
と
い
う
の
が
刑
事
裁
判
の

鉄
則
で
あ
る
か
ら
、
事
実
認
定
の
中
で
も
、
特
に
被
告
人
の
犯
人
性
に
つ
い
て
は
、
十
分
に
厳
格
な
審
査
が
必
要
で
あ
り
、
被
告
人
に
有
利
な
方
向

で
は
積
極
的
に
介
入
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
意
見
も
有
力
で
あ
っ
た
」
と
い
う
（
東
京
高
等
裁
判
所
刑
事
部
部
総
括
裁
判
官
研
究
会
・
前
掲
注（
12
）

九
頁
）。

（
35
） 

井
上
正
仁
「「
考
え
ら
れ
る
裁
判
員
制
度
の
概
要
に
つ
い
て
」
の
説
明
」（
第
二
八
回
司
法
制
度
改
革
推
進
本
部
裁
判
員
制
度
・
刑
事
検
討
会

（
四
六
一
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
三
号
（
二
〇
一
八
年
十
二
月
）

九
四

（
二
〇
〇
三
年
一
〇
月
二
八
日
）
配
布
資
料
）
六
│
七
頁
。
さ
ら
に
、
座
長
ペ
ー
パ
ー
は
、「
あ
く
ま
で
裁
判
員
の
加
わ
っ
て
な
さ
れ
た
第
一
審
の
裁

判
を
尊
重
す
る
と
い
う
意
味
か
ら
、
事
後
審
で
あ
る
と
い
う
控
訴
審
本
来
の
趣
旨
を
運
用
上
よ
り
徹
底
さ
せ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
」
と
も
述
べ
て
い

た
（
二
一
頁
）。

（
36
） 
遠
藤
＝
冨
田
・
前
掲
注（
4
）四
四
頁
。

（
37
） 

司
法
研
修
所
編
・
前
掲
注（
4
）一
〇
四
│
一
〇
六
頁
。
東
京
高
等
裁
判
所
刑
事
部
部
総
括
裁
判
官
研
究
会
も
、
同
様
の
結
論
を
採
る
（
東
京
高

等
裁
判
所
刑
事
部
部
総
括
裁
判
官
研
究
会
・
前
掲
注（
12
）八
頁
）。

（
38
） 

本
件
覚
せ
い
剤
は
、
手
荷
物
で
あ
る
バ
ッ
グ
の
中
に
入
っ
て
い
た
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
缶
の
ト
レ
ー
の
下
に
隠
蔽
さ
れ
て
お
り
、
被
告
人
に
よ
れ
ば
、

知
人
か
ら
偽
造
旅
券
の
日
本
へ
の
密
輸
を
依
頼
さ
れ
て
マ
レ
ー
シ
ア
を
訪
れ
、
偽
造
旅
券
を
受
け
取
っ
た
際
に
、
そ
の
相
手
方
か
ら
、
土
産
と
し
て

日
本
に
持
ち
帰
る
よ
う
に
頼
ま
れ
て
、
他
人
に
渡
す
た
め
の
も
の
と
し
て
預
か
っ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
被
告
人
は
、
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
缶
の
中
に

覚
せ
い
剤
が
入
っ
て
い
る
こ
と
を
知
ら
な
か
っ
た
と
述
べ
て
お
り
、
覚
せ
い
剤
が
入
っ
て
い
る
こ
と
を
被
告
人
が
認
識
し
て
い
た
か
否
か
が
本
件
の

争
点
で
あ
っ
た
。

（
39
） 

控
訴
審
判
決
は
、
被
告
人
の
供
述
は
信
用
し
が
た
い
と
判
示
し
、
さ
ら
に
、
検
察
官
の
主
張
し
た
間
接
事
実
は
被
告
人
の
覚
せ
い
剤
の
認
識
を

認
め
る
証
拠
に
な
り
う
る
な
ど
と
し
た
う
え
で
、
被
告
人
の
覚
せ
い
剤
の
認
識
を
認
め
る
の
が
相
当
で
あ
る
と
し
、
第
一
審
判
決
に
は
判
決
に
影
響

を
及
ぼ
す
こ
と
が
明
ら
か
な
事
実
誤
認
が
あ
る
と
し
た
。

（
40
） 

本
件
は
、
高
等
裁
判
所
が
、
裁
判
員
裁
判
に
よ
る
第
一
審
の
無
罪
判
決
を
、
事
実
誤
認
を
理
由
に
破
棄
し
、
有
罪
の
自
判
を
し
た
初
め
て
の
事

案
で
あ
る
（
上
岡
哲
生
「
判
解
」『
最
高
裁
判
所
判
例
解
説
刑
事
篇
（
平
成
24
年
度
）』（
法
曹
会
、
二
〇
一
五
年
）
一
一
六
頁
）。

な
お
、
こ
の
控
訴
審
判
決
に
対
し
て
、
本
件
被
告
人
の
弁
護
人
は
、「
一
審
が
裁
判
員
裁
判
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
な
ん
ら
触
れ
ら
れ
て
い
な

い
と
い
う
こ
と
」
を
問
題
点
の
一
つ
と
し
て
挙
げ
、「
控
訴
審
の
弁
護
人
と
し
て
も
、「
裁
判
員
の
判
断
を
尊
重
す
べ
き
で
あ
る
」
と
い
う
視
点
か
ら
、

検
察
官
の
控
訴
棄
却
を
求
め
た
」
が
、「
控
訴
審
は
、
一
審
が
裁
判
員
裁
判
で
あ
る
こ
と
を
意
識
し
た
形
跡
は
ま
っ
た
く
な
く
、「
被
告
人
の
弁
解
は

虚
偽
で
あ
る
」
と
一
刀
両
断
し
、
高
裁
の
心
証
を
優
先
さ
せ
る
「
従
来
型
」
の
判
決
で
あ
っ
た
」
点
を
強
く
批
判
し
て
い
る
（
浦
﨑
寛
泰
「「
チ
ョ

コ
レ
ー
ト
缶
事
件
」
最
高
裁
判
決
と
弁
護
活
動
」
季
刊
刑
事
弁
護
七
一
号
一
二
四
頁
）。

（
四
六
二
）



裁
判
員
裁
判
の
判
決
に
対
す
る
事
実
誤
認
を
理
由
と
す
る
控
訴
に
つ
い
て
の
控
訴
審
の
審
査
の
あ
り
方
（
柳
瀬
）

九
五

（
41
） 

刑
集
六
六
巻
四
号
五
〇
二
頁
。

（
42
） 

引
用
部
分
は
、
最
高
裁
判
所
刑
事
判
例
集
に
抄
録
さ
れ
た
上
告
趣
意
書
の
う
ち
、
被
告
人
弁
護
人
に
よ
る
上
告
趣
意
の
概
要
部
分
で
あ
る
（
刑

集
六
六
巻
四
号
五
〇
五
頁
）。
上
告
趣
意
書
に
は
、
裁
判
員
裁
判
の
無
罪
判
決
に
対
し
検
察
官
が
事
実
誤
認
を
理
由
に
控
訴
す
る
こ
と
が
日
本
国
憲

法
三
九
条
に
違
反
す
る
旨
が
詳
細
に
主
張
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
（
上
告
趣
意
書
の
目
次
が
掲
載
さ
れ
た
同
五
〇
一
頁
参
照
）
が
、
判
例
集
に
採

録
さ
れ
る
に
あ
た
り
割
愛
さ
れ
て
い
る
た
め
、
そ
の
内
容
は
不
明
で
あ
る
。
も
と
よ
り
、
最
高
裁
判
所
が
抄
録
に
あ
た
り
憲
法
三
九
条
違
反
を
い
う

部
分
を
敢
え
て
割
愛
し
た
と
い
う
こ
と
が
、
最
高
裁
判
所
自
身
が
そ
れ
を
重
視
し
な
か
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
事
実
そ
の
も
の
は

重
要
で
あ
る
。

（
43
） 

刑
集
六
六
巻
四
号
五
三
八
頁
。

（
44
） 

拙
稿
・
前
掲
注（
1
）八
七
│
九
〇
頁
。

（
45
） 

そ
の
う
え
で
、
検
察
官
に
よ
る
控
訴
を
棄
却
す
る
自
判
を
行
い
、
第
一
審
の
無
罪
判
決
を
確
定
さ
せ
て
い
る
。

（
46
） 

調
査
官
解
説
に
よ
れ
ば
、「
本
判
決
は
、
控
訴
審
の
事
後
審
性
、
第
1
審
に
お
い
て
直
接
主
義
・
口
頭
主
義
に
よ
る
事
実
認
定
が
予
定
さ
れ
て

い
る
審
理
構
造
な
ど
を
考
慮
し
て
、
論
理
則
・
経
験
則
違
反
説
を
基
本
的
に
採
用
し
た
も
の
と
い
え
」
る
と
い
う
（
上
岡
・
前
掲
注（
40
）一
四
二

頁
）。こ

れ
に
対
し
て
、
徳
永
光
教
授
は
、
本
判
決
で
「
厳
密
な
意
味
で
の
法
則
違
反
説
〔
論
理
則
・
経
験
則
違
反
説
〕
が
採
用
さ
れ
て
い
な
い
の
は
明

ら
か
で
あ
る
」
と
主
張
す
る
。
徳
永
教
授
は
、「
文
言
上
も
、「
論
理
則
・
経
験
則
等
に
照
ら
し
て
」
と
幅
の
あ
る
書
き
方
が
な
さ
れ
て
」
お
り
、

「
審
査
基
準
と
し
て
提
示
さ
れ
て
い
る
の
も
、
法
則
違
反
の
有
無
で
は
な
く
、
第
一
審
の
事
実
認
定
の
不
合
理
さ
の
有
無
で
あ
る
」
か
ら
、「
最
高
裁

の
い
う
不
合
理
性
の
審
査
は
、
厳
密
な
意
味
で
の
法
則
違
反
説
と
も
、
心
証
上
書
き
と
い
う
意
味
で
の
心
証
優
先
説
と
も
異
な
る
」
と
述
べ
る
。
徳

永
教
授
は
、
本
判
決
の
審
査
方
法
は
不
合
理
性
説
と
呼
ぶ
べ
き
も
の
で
あ
り
、
こ
の
「
不
合
理
性
説
は
、
控
訴
審
自
体
が
何
ら
か
の
心
証
を
形
成
し

つ
つ
、
原
判
決
と
照
ら
し
合
わ
せ
る
と
い
う
心
証
比
較
的
な
説
明
に
も
な
じ
む
」
こ
と
か
ら
、「
こ
の
意
味
で
は
、
不
合
理
性
説
は
、
従
来
の
両
説

を
止
揚
す
る
も
の
と
も
位
置
づ
け
ら
れ
る
」
と
い
う
。
ま
た
、「
本
判
決
は
、
控
訴
審
の
事
後
審
性
を
強
調
す
る
も
の
の
、
論
理
則
・
経
験
則
違
反

が
な
い
限
り
、
第
一
審
を
維
持
す
べ
き
で
あ
る
と
ま
で
は
述
べ
て
お
ら
ず
、
厳
格
な
事
後
審
論
を
採
用
す
る
趣
旨
に
は
解
さ
れ
な
い
」
と
も
述
べ
る

（
四
六
三
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
三
号
（
二
〇
一
八
年
十
二
月
）

九
六

（
徳
永
光
「
控
訴
審
に
お
け
る
事
実
誤
認
の
審
査
方
法
（
刑
事
訴
訟
法
判
例
研
究
35
）」
法
律
時
報
八
五
巻
一
号
（
二
〇
一
三
年
）
一
二
五
│
一
二
六

頁
）。ま

た
、
中
川
教
授
も
、「
論
理
則
・
経
験
則
違
反
説
の
ド
グ
マ
の
一
つ
で
あ
る
、「
控
訴
審
は
自
ら
心
証
を
形
成
し
な
い
」
と
い
う
テ
ー
ゼ
も
本
判

決
は
登
場
さ
せ
て
い
な
い
」
こ
と
な
ど
か
ら
、「
最
高
裁
の
考
え
方
は
、
典
型
的
な
論
理
則
・
経
験
則
違
反
説
か
ら
は
、
す
で
に
相
当
離
れ
て
い
る
」

と
分
析
す
る
。
そ
の
一
方
で
、「
モ
デ
ル
と
し
て
の
心
証
優
越
説
か
ら
は
、
一
審
の
判
断
が
不
合
理
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
で
き
な
く
と
も
な
お
控
訴

審
の
心
証
を
優
先
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
な
る
」
と
こ
ろ
、「
本
判
決
は
、
モ
デ
ル
と
し
て
の
心
証
優
越
説
も
否
定
し
て
い
る
」
も
の
の
、

本
判
決
が
「
控
訴
審
が
心
証
を
形
成
す
る
こ
と
自
体
を
否
定
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
」
こ
と
を
指
摘
す
る
（
中
川
・
前
掲
注（
24
）一
三
一
頁
）。

（
47
） 

こ
れ
ら
の
判
断
を
前
提
と
し
て
、
具
体
的
に
、
本
件
に
つ
い
て
は
、
覚
せ
い
剤
を
輸
入
す
る
認
識
が
な
か
っ
た
旨
の
弁
解
が
排
斥
で
き
な
い
な

ど
と
し
て
、
被
告
人
を
無
罪
と
し
た
第
一
審
判
決
に
事
実
誤
認
が
あ
る
と
し
た
原
判
決
が
、
そ
の
弁
解
が
客
観
的
事
実
関
係
に
一
応
沿
う
も
の
で
第

一
審
判
決
の
よ
う
な
評
価
も
可
能
で
あ
る
こ
と
な
ど
に
照
ら
す
と
、
第
一
審
判
決
が
論
理
則
、
経
験
則
等
に
照
ら
し
て
不
合
理
で
あ
る
こ
と
を
十
分

に
示
し
た
も
の
と
は
い
え
ず
、
刑
訴
法
三
八
二
条
の
解
釈
適
用
を
誤
っ
た
違
法
が
あ
り
、
同
法
四
一
一
条
一
号
に
よ
り
破
棄
を
免
れ
な
い
と
判
示
さ

れ
た
。

な
お
、
裁
判
員
裁
判
に
よ
る
無
罪
判
決
に
事
実
誤
認
が
あ
る
と
し
て
破
棄
自
判
し
た
控
訴
審
判
決
に
つ
い
て
、
本
判
決
を
引
用
し
た
う
え
で
、

「
原
判
決
は
、
第
1
審
判
決
の
事
実
認
定
が
経
験
則
に
照
ら
し
て
不
合
理
で
あ
る
こ
と
を
具
体
的
に
示
し
て
事
実
誤
認
が
あ
る
と
判
断
し
た
も
の
と

い
え
る
か
ら
、
原
判
決
に
刑
訴
法
382
条
の
解
釈
適
用
の
誤
り
は
な
く
、
原
判
決
の
認
定
に
事
実
誤
認
は
な
い
」
と
判
示
し
た
判
例
が
あ
る
（
最
三
小

決
平
成
二
五
年
四
月
一
六
日
刑
集
六
七
巻
四
号
五
四
九
頁
）。

（
48
） 

こ
の
意
見
は
、
白
木
裁
判
官
が
東
京
高
等
裁
判
所
の
部
総
括
裁
判
官
の
経
験
を
有
す
る
こ
と
を
踏
ま
え
て
考
え
る
と
、
非
常
に
大
き
な
意
味
を

有
す
る
も
の
と
理
解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

（
49
） 

こ
の
白
木
裁
判
官
の
補
足
意
見
に
つ
い
て
、
中
川
教
授
は
、「
裁
判
員
裁
判
尊
重
論
に
基
づ
き
、
有
罪
判
決
で
あ
ろ
う
と
無
罪
判
決
で
あ
ろ
う

と
等
し
く
尊
重
せ
よ
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
理
解
で
き
そ
う
」
で
あ
り
、「
仮
に
こ
の
部
分
が
裁
判
員
尊
重
論
を
全
面
に
押
し
出
し
た
も
の
だ
と
理

解
す
る
と
、
補
足
意
見
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ま
で
分
析
し
て
き
た
法
廷
意
見
の
趣
旨
と
正
面
か
ら
ぶ
つ
か
る
可
能
性
が
あ
る
」
こ
と
を

（
四
六
四
）



裁
判
員
裁
判
の
判
決
に
対
す
る
事
実
誤
認
を
理
由
と
す
る
控
訴
に
つ
い
て
の
控
訴
審
の
審
査
の
あ
り
方
（
柳
瀬
）

九
七

指
摘
す
る
。
こ
の
点
、
中
川
教
授
は
、「
裁
判
員
裁
判
尊
重
論
を
述
べ
た
部
分
は
、
補
足
意
見
の
結
論
で
は
な
い
こ
と
」（「
こ
の
意
見
自
体
、
法
的

主
張
で
は
な
く
、
控
訴
審
裁
判
官
の
心
構
え
を
説
い
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
」
と
い
う
）
や
、「
補
足
意
見
に
お
け
る
裁
判
員
裁
判
尊
重
論
の
部
分
は
、

心
証
優
越
説
に
対
す
る
批
判
と
み
え
る
」
が
「
補
足
意
見
は
、
典
型
的
な
論
理
則
・
経
験
則
違
反
説
に
立
っ
て
批
判
を
し
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
」

こ
と
か
ら
、「
補
足
意
見
が
述
べ
て
い
る
の
は
、
従
来
の
実
務
と
し
て
紹
介
さ
れ
た
第
1
の
審
査
方
法
、
す
な
わ
ち
自
ら
と
っ
た
心
証
を
絶
対
視
す

る
こ
と
…
…
を
否
定
す
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」
と
解
析
す
る
。
そ
し
て
、「
こ
の
主
張
は
、
裁
判
員
裁
判
尊
重
論
を
あ
え
て
持
ち
出
さ
な
く

て
も
成
り
立
つ
」
が
、「
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
裁
判
員
裁
判
の
こ
と
を
理
由
中
で
援
用
し
た
の
は
、
自
身
の
考
え
を
絶
対
視
す
る
控
訴
審
裁
判
官

を
説
得
す
る
た
め
の
材
料
と
し
て
用
い
や
す
か
っ
た
か
ら
に
す
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
か
」
と
推
測
す
る
（
中
川
・
前
掲
注（
24
）一
三
四
│
一
三
五

頁
）。ま

た
、
四
宮
啓
教
授
は
、「
第
一
審
の
判
断
を
尊
重
す
べ
き
理
由
は
、「
あ
る
程
度
の
幅
を
持
っ
た
認
定
」
だ
か
ら
と
い
う
よ
り
、
法
廷
意
見
が
述

べ
て
い
る
よ
う
に
、「
第
1
審
に
お
い
て
直
接
主
義
・
口
頭
主
義
の
原
則
が
採
ら
れ
、
争
点
に
関
す
る
証
人
を
直
接
調
べ

0

0

0

0

、
そ
の
際
の
証
言
態
度
等

0

0

0

0

0

も
踏
ま
え
て

0

0

0

0

0

供
述
の
信
用
性
が
判
断
さ
れ
、
そ
れ
ら
を
総
合
し
て
事
実
認
定
が
行
わ
れ
る
こ
と
が
予
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
」
…
…
に
重
点
を
置
く
べ

き
で
は
な
か
ろ
う
か
」
と
疑
問
を
呈
し
て
い
る
（
四
宮
啓
「
裁
判
員
制
度
に
お
け
る
控
訴
審
の
あ
り
方
に
つ
い
て

│
裁
判
員
無
罪
判
決
が
破
棄
さ

れ
た
事
例
か
ら
考
え
る
」
労
働
経
済
春
秋
七
号
（
二
〇
一
二
年
）
五
二
頁
、
傍
点
は
原
文
に
よ
る
）。

（
50
） 

中
川
・
前
掲
注（
24
）一
三
一
頁
。

（
51
） 

髙
﨑
秀
雄
「
刑
事
控
訴
審
に
お
け
る
事
実
誤
認
の
審
査
」
法
律
の
ひ
ろ
ば
六
五
巻
五
号
（
二
〇
一
二
年
）
四
七
頁
。

（
52
） 

原
田
・
前
掲
注（
9
）三
九
│
四
〇
頁
。

（
53
） 

中
川
・
前
掲
注（
24
）一
三
〇
│
一
三
一
頁
。

（
54
） 

浦
﨑
・
前
掲
注（
40
）一
二
六
頁
。
な
お
、
浦
﨑
弁
護
士
は
、「
今
回
の
最
高
裁
判
決
は
、
裁
判
員
制
度
の
意
義
に
は
直
接
言
及
し
な
か
っ
た
」

こ
と
を
明
確
に
認
め
て
い
る
（
一
二
七
頁
）。
ま
た
、
同
じ
く
弁
護
人
で
あ
っ
た
南
川
学
弁
護
士
は
、
控
訴
審
に
お
け
る
弁
護
方
針
の
一
つ
と
し
て
、

「
裁
判
員
裁
判
に
対
す
る
控
訴
審
の
あ
り
方
に
つ
い
て
の
問
題
提
起
を
す
る
こ
と
」
を
位
置
づ
け
、「
裁
判
員
裁
判
の
趣
旨
か
ら
し
て
、
第
一
審
の
事

実
認
定
の
判
断
は
、
裁
判
員
の
健
全
な
社
会
常
識
が
反
映
さ
れ
た
も
の
と
し
て
尊
重
す
べ
き
で
あ
っ
て
、
控
訴
審
は
事
後
審
に
徹
す
べ
き
で
あ
る
」

（
四
六
五
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
三
号
（
二
〇
一
八
年
十
二
月
）

九
八

こ
と
を
主
張
し
た
（
後
藤
教
授
の
意
見
書
（
後
藤
・
前
掲
注（
27
）一
七
│
二
二
頁
）
を
参
考
資
料
と
し
て
提
出
し
た
と
い
う
）
が
、
控
訴
審
判
決
が

「
第
一
審
が
裁
判
員
裁
判
で
あ
る
こ
と
に
何
ら
言
及
し
て
」
お
ら
ず
、「
裁
判
員
裁
判
の
判
断
を
尊
重
し
た
形
跡
が
ま
っ
た
く
感
じ
ら
れ
な
い
」
こ
と

を
問
題
視
し
た
う
え
で
、「
今
回
の
控
訴
審
判
決
が
ま
か
り
通
り
、「
裁
判
員
の
判
断
を
尊
重
す
る
」
と
い
う
前
提
が
機
能
し
な
い
よ
う
で
あ
れ
ば
、

立
法
者
が
想
定
し
て
い
な
か
っ
た
事
態
と
も
い
え
る
」
か
ら
、「
そ
う
な
れ
ば
、
事
実
誤
認
を
理
由
と
す
る
検
察
官
控
訴
を
禁
止
な
い
し
制
限
す
る

な
ど
、
立
法
的
に
解
決
す
る
ほ
か
な
い
」
と
主
張
し
て
い
る
（
南
川
学
「
い
わ
ゆ
る
裁
判
員
全
面
無
罪
1
号
事
件
が
高
裁
で
逆
転
有
罪
と
な
っ
た
事

例
」
季
刊
刑
事
弁
護
六
八
号
四
二
│
四
四
頁
）。

（
55
） 

中
川
・
前
掲
注（
24
）一
三
〇
頁
。
そ
し
て
、
中
川
教
授
は
、
㈠
「
現
在
の
裁
判
員
裁
判
に
お
け
る
評
決
方
法
を
前
提
に
す
る
な
ら
ば
、
事
実
誤

認
の
有
無
を
審
査
す
る
基
準
と
裁
判
員
裁
判
尊
重
と
の
関
係
を
整
合
的
に
結
び
付
け
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
」
こ
と
（
第
一
審
で
裁
判
官
三
人
が
無

罪
意
見
、
裁
判
員
六
人
が
有
罪
意
見
で
無
罪
判
決
と
な
っ
た
場
合
に
、
控
訴
審
が
原
判
決
を
破
棄
し
有
罪
と
し
た
と
き
に
は
、
裁
判
員
全
員
の
意
見

と
一
致
す
る
し
、
第
一
審
で
裁
判
官
三
人
が
有
罪
意
見
、
裁
判
員
二
人
が
有
罪
意
見
で
四
人
が
無
罪
意
見
で
有
罪
判
決
と
な
っ
た
場
合
に
、
控
訴
審

が
原
判
決
を
破
棄
し
無
罪
と
し
た
と
き
に
も
、
裁
判
員
の
多
数
派
の
意
見
と
一
致
す
る
こ
と
を
、
例
に
挙
げ
る
）、
㈡
「
非
裁
判
員
裁
判
の
場
合
と

裁
判
員
裁
判
の
場
合
と
で
異
な
る
審
査
基
準
に
す
る
の
は
、
裁
判
員
裁
判
と
非
裁
判
員
裁
判
い
ず
れ
に
す
る
か
を
選
択
す
る
権
利
を
持
た
な
い
被
告

人
に
対
し
て
公
正
さ
を
欠
く
」
こ
と
、
そ
し
て
、
㈢
「
無
罪
判
決
の
尊
重
と
有
罪
判
決
の
尊
重
は
、
民
主
的
正
統
性
と
い
う
点
か
ら
は
等
価
値
で
あ

る
と
い
う
こ
と
」
の
三
点
を
理
由
に
、「
法
廷
意
見
が
382
条
の
事
実
誤
認
を
定
義
す
る
に
あ
た
り
民
主
的
正
統
性
論
を
援
用
し
な
か
っ
た
の
は
妥
当

で
あ
る
」
と
主
張
す
る
（
同
頁
）。

後
藤
教
授
も
、「
裁
判
員
制
度
の
下
で
控
訴
審
が
判
示
の
よ
う
な
審
査
方
法
を
採
用
す
る
べ
き
実
質
的
な
理
由
」
と
し
て
、「
第
1
審
に
お
い
て
、

直
接
主
義
・
口
頭
主
義
が
強
ま
る
と
い
う
点
」
と
、「
裁
判
員
が
参
加
し
た
結
果
の
判
断
で
あ
る
か
ら
こ
そ
尊
重
す
る
必
要
が
あ
る
」
こ
と
（「
こ
の

中
を
さ
ら
に
分
け
れ
ば
、
裁
判
員
制
度
は
国
民
の
健
全
な
常
識
を
裁
判
に
採
り
入
れ
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
の
だ
か
ら
と
い
う
も
の
と
、
裁
判
員
の

参
加
に
よ
っ
て
民
主
的
正
統
性
が
強
ま
る
か
ら
と
い
う
も
の
と
が
あ
っ
た
」
と
い
う
）
の
二
つ
の
根
拠
が
考
え
ら
れ
る
が
、
本
件
で
は
、
法
廷
意
見

が
前
者
に
依
拠
し
て
い
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
（
後
藤
昭
「
刑
訴
法
382
条
に
い
う
事
実
誤
認
の
意
義
と
そ
の
判
示
方
法
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
臨
時
増
刊

一
四
五
三
号
〔
平
成
二
四
年
度
重
要
判
例
解
説
〕（
二
〇
一
三
年
）
一
八
八
頁
）。

（
四
六
六
）



裁
判
員
裁
判
の
判
決
に
対
す
る
事
実
誤
認
を
理
由
と
す
る
控
訴
に
つ
い
て
の
控
訴
審
の
審
査
の
あ
り
方
（
柳
瀬
）

九
九

（
56
） 

酒
巻
・
前
掲
注（
26
）四
三
頁
。
土
本
武
司
「
刑
訴
法
三
八
二
条
に
い
う
「
事
実
誤
認
」
の
意
義
等
（
最
新
判
例
批
評
42
）」
判
例
時
報

二
一
八
一
号
〔
判
例
評
論
六
五
二
号
〕（
二
〇
一
三
年
）
二
〇
二
頁
、
宮
城
啓
子
「
控
訴
審
の
役
割
」
刑
事
法
ジ
ャ
ー
ナ
ル
三
三
号
（
二
〇
一
二
年
）

四
八
│
四
九
頁
も
同
旨
。

白
取
祐
司
教
授
は
、「
本
判
決
に
示
さ
れ
た
控
訴
審
の
性
格
・
役
割
論
は
、
量
的
に
み
て
裁
判
員
裁
判
に
「
よ
り
強
く
妥
当
す
る
」
と
は
い
え
て

も
、
非
裁
判
員
裁
判
と
の
間
に
本
質
に
お
い
て
差
は
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
」
と
す
る
（
白
取
祐
司
「
最
近
の
控
訴
審
の
変
化
と
今
後
の
展
望
」

季
刊
刑
事
弁
護
七
四
号
（
二
〇
一
三
年
）
二
一
頁
）。

植
村
立
郎
元
判
事
は
、「
本
判
決
の
時
点
で
も
、
日
常
的
に
、
1
審
に
裁
判
員
裁
判
事
件
と
非
裁
判
員
裁
判
事
件
と
が
係
属
し
て
い
て
、
双
方
の

事
件
に
対
し
て
控
訴
審
に
お
い
て
事
実
誤
認
の
判
断
が
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
裁
判
員
裁
判
事
件
に
関
し
て
の
み
の
事
実
誤
認
の
意
義
を
示
し
た
の
で

あ
れ
ば
、
そ
の
旨
の
判
示
が
な
さ
れ
て
い
る
の
が
自
然
で
あ
る
」
と
す
る
（
植
村
立
郎
「
最
近
の
薬
物
事
犯
を
中
心
と
し
た
最
高
裁
判
例
に
見
る
刑

事
控
訴
事
件
に
お
け
る
事
実
誤
認
に
つ
い
て
」
刑
事
法
ジ
ャ
ー
ナ
ル
四
〇
号
（
二
〇
一
四
年
）
三
六
│
三
七
頁
）。

一
方
、
後
藤
教
授
は
、
本
判
決
の
法
廷
意
見
が
直
接
主
義
徹
底
を
控
訴
審
の
変
化
の
根
拠
と
し
て
重
視
し
、
控
訴
審
に
お
け
る
審
査
の
方
法
や
基

準
に
違
い
が
な
い
と
判
示
し
た
こ
と
を
認
め
つ
つ
も
、「
非
裁
判
員
事
件
で
は
控
訴
裁
判
所
は
よ
り
積
極
的
な
審
査
が
で
き
る
こ
と
に
な
」
り
、「
事

実
認
定
審
査
の
方
法
は
、
事
実
認
定
の
や
り
直
し
で
よ
」
く
、「
非
裁
判
員
事
件
の
方
が
控
訴
審
で
の
事
実
取
調
べ
も
、
積
極
的
に
な
る
」
と
述
べ

る
。
ま
た
、「
判
例
に
従
っ
て
、
裁
判
員
事
件
と
非
裁
判
員
事
件
と
で
同
じ
審
査
の
方
法
と
基
準
を
採
用
す
る
と
し
て
も
、
そ
の
実
際
の
運
用
で
は
、

違
い
が
出
て
く
る
可
能
性
が
あ
る
」
こ
と
を
指
摘
す
る
（
後
藤
昭
「
裁
判
員
裁
判
と
控
訴
審
の
役
割
」
刑
法
雑
誌
五
四
巻
三
号
二
一
頁
）。

（
57
） 

村
瀬
・
前
掲
注（
2
）五
七
〇
頁
。
村
瀬
均
「
控
訴
審
に
お
け
る
事
実
誤
認
の
審
査
」
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
二
三
二
号
〔
刑
事
訴
訟
法
判
例
百
選
第

一
〇
版
〕（
二
〇
一
七
年
）
二
二
九
頁
も
同
旨
。

こ
れ
に
対
し
て
、
大
橋
君
平
弁
護
士
は
、「
第
1
審
の
審
理
に
お
い
て
直
接
主
義
的
・
口
頭
主
義
的
な
運
用
が
徹
底
さ
れ
て
い
な
い
事
案
に
つ
い

て
ま
で
控
訴
審
を
い
っ
そ
う
謙
抑
的
に
運
用
し
て
い
う
こ
と
が
望
ま
し
い
と
い
う
考
え
に
は
疑
問
を
感
じ
る
」
と
指
摘
す
る
（
大
橋
君
平
「
上
訴
審　

弁
護
の
立
場
か
ら

│
コ
メ
ン
ト
2
」
三
井
ほ
か
編
『
刑
事
手
続
の
新
展
開　
下
巻
』
五
九
一
頁
）。

（
58
） 

上
岡
・
前
掲
注（
40
）一
四
二
頁
。

（
四
六
七
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
三
号
（
二
〇
一
八
年
十
二
月
）

一
〇
〇

（
59
） 

酒
巻
・
前
掲
注（
26
）四
六
頁
。

（
60
） 

植
村
・
前
掲
注（
56
）三
七
頁
、
土
本
・
前
掲
注（
56
）二
〇
二
頁
、
村
瀬
・
前
掲
注（
57
）「
控
訴
審
に
お
け
る
事
実
誤
認
の
審
査
」
二
二
九
頁
も

同
旨
。

（
61
） 
髙
﨑
・
前
掲
注（
51
）四
八
頁
。

（
62
） 

髙
﨑
・
前
掲
注（
51
）四
八
│
四
九
頁
。

（
63
） 

白
取
・
前
掲
注（
56
）二
一
頁
。

（
64
） 

後
藤
・
前
掲
注（
55
）一
八
九
頁
。
ま
た
、
後
藤
教
授
は
、
本
判
決
が
「
控
訴
審
に
よ
る
審
査
の
方
法
な
い
し
基
準
に
つ
い
て
、
第
1
審
判
決
が

無
罪
の
場
合
と
有
罪
の
場
合
と
を
区
別
し
て
」
お
ら
ず
、「
判
例
は
、
表
面
的
に
は
、
無
罪
認
定
の
審
査
と
有
罪
認
定
の
審
査
と
を
区
別
せ
ず
に
同

じ
方
法
と
基
準
を
要
求
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
」
と
し
て
も
、「
最
高
裁
が
実
際
に
適
用
し
て
い
る
基
準
で
は
、
無
罪
認
定
審
査
で
は
、
裁
判
官

で
も
無
罪
に
す
る
可
能
性
が
あ
る
事
案
な
ら
、
上
訴
裁
判
所
の
心
証
と
結
論
が
異
な
っ
て
も
介
入
で
き
な
い
の
に
対
し
て
、
有
罪
認
定
審
査
で
は
、

控
訴
審
が
「
合
理
的
疑
い
」
が
あ
る
と
判
断
し
た
ら
、
破
棄
で
き
る
と
い
う
違
い
が
あ
る
」
こ
と
を
指
摘
す
る
（「
事
実
上
、
控
訴
裁
判
所
の
全
員

一
致
で
な
け
れ
ば
破
棄
で
き
な
い
無
罪
認
定
審
査
の
方
が
、
よ
り
謙
抑
的
で
あ
る
と
い
え
そ
う
で
あ
る
」
と
い
う
）。
そ
し
て
、「
法
の
自
律
性
の
基

本
目
的
が
、
人
権
保
障
に
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
審
査
基
準
の
実
質
的
な
違
い
に
正
当
な
理
由
が
あ
る
」
と
述
べ
る
（
後
藤
・
前
掲
注（
56
）

一
四
│
一
七
頁
）。

（
65
） 

そ
の
理
由
と
し
て
、「「
疑
わ
し
き
は
被
告
人
の
利
益
に
」
と
い
う
刑
事
裁
判
に
お
け
る
鉄
則
が
、
直
接
主
義
、
口
頭
主
義
に
よ
る
第
1
審
尊
重

と
い
う
手
続
〔
シ
ス
テ
ム
〕
上
の
要
請
よ
り
劣
位
に
置
か
れ
る
と
は
考
え
に
く
い
」
こ
と
を
挙
げ
る
（
門
野
博
「
刑
訴
法
382
条
の
事
実
誤
認
の
意

義
」
法
学
教
室
編
集
室
編
『
判
例
セ
レ
ク
ト2009

│2013

﹇
Ⅱ
﹈』（
有
斐
閣
、
二
〇
一
五
年
）
二
二
四
頁
）。

（
66
） 

髙
﨑
・
前
掲
注（
51
）四
九
頁
。

（
67
） 

小
森
田
恵
樹
「
判
解
」『
最
高
裁
判
所
判
例
解
説
刑
事
篇
（
平
成
26
年
度
）』（
法
曹
会
、
二
〇
一
七
年
）
一
二
三
頁
。

（
68
） 

「
裁
判
員
裁
判
の
判
決
に
対
す
る
量
刑
不
当
を
理
由
と
す
る
控
訴
に
つ
い
て
の
控
訴
審
の
審
査
の
あ
り
方
」
と
題
す
る
別
稿
に
お
い
て
考
察
す

る
予
定
で
あ
る
。

（
四
六
八
）



再
度
の
住
民
監
査
請
求
に
関
す
る
考
察
（
西
原
）

一
〇
一

再
度
の
住
民
監
査
請
求
に
関
す
る
考
察西　

　

原　
　

雄　
　

二

　
　
　

目　

次

一　

は
じ
め
に

二　

住
民
監
査
請
求
前
置
主
義
の
趣
旨

三　

同
一
住
民
の
同
一
対
象
に
対
す
る
場
合
の
再
監
査
請
求

四　

適
法
な
監
査
請
求
が
却
下
さ
れ
た
場
合
の
再
監
査
請
求

五　

監
査
手
続
が
不
適
法
な
場
合
の
再
監
査
請
求

六　

結　

語

論　

説

（
四
六
九
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
三
号
（
二
〇
一
八
年
十
二
月
）

一
〇
二

一　

は
じ
め
に

地
方
自
治
法
二
四
二
条
は
、
住
民
監
査
請
求
に
つ
い
て
、
普
通
地
方
公
共
団
体
の
住
民
は
、
当
該
普
通
地
方
公
共
団
体
の
長
や
職
員
等

に
よ
る
違
法
・
不
当
な
公
金
の
支
出
、
財
産
の
取
得
・
管
理
・
処
分
、
契
約
の
締
結
・
履
行
、
債
務
そ
の
他
の
義
務
の
負
担
が
あ
る
と
認

め
る
と
き
、
又
は
違
法
・
不
当
に
公
金
の
賦
課
・
徴
収
、
財
産
の
管
理
を
怠
る
事
実
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
れ
ら
を
証
す
る
書
面

を
添
え
、
監
査
委
員
に
対
し
、
監
査
を
求
め
、
当
該
長
等
に
対
し
て
、
必
要
な
措
置
（
当
該
行
為
を
防
止
・
是
正
し
、
当
該
怠
る
事
実
を
改
め
、

又
は
当
該
行
為
・
怠
る
事
実
に
よ
っ
て
当
該
普
通
地
方
公
共
団
体
の
被
っ
た
損
害
を
補
塡
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
）
を
講
ず
べ
き
こ
と
を
請
求
す
る

こ
と
が
で
き
る
旨
を
規
定
す
る
。
さ
ら
に
、
当
該
住
民
は
、
そ
の
措
置
に
不
服
が
あ
る
場
合
に
は
、
同
法
二
四
二
条
の
二
に
よ
り
、
住
民

訴
訟
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
住
民
訴
訟
に
つ
い
て
は
、
住
民
監
査
請
求
前
置
主
義
が
採
用
さ
れ
て
お
り
、
住
民
は
住
民
監
査
請
求

を
し
な
い
限
り
、
こ
れ
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
（
同
法
二
四
二
条
の
二
第
一
項
）。
監
査
委
員
の
監
査
結
果
又
は
勧
告
に
不
服
の
あ

る
住
民
は
、
当
該
監
査
結
果
又
は
当
該
勧
告
の
内
容
の
通
知
が
あ
っ
た
日
か
ら
三
〇
日
以
内
に
、
住
民
訴
訟
を
提
起
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
（
同
法
二
四
二
条
の
二
第
二
項
一
号
）。

住
民
監
査
請
求
の
趣
旨
・
目
的
（
1
）

に
つ
い
て
は
、
一
般
に
、
住
民
監
査
請
求
が
普
通
地
方
公
共
団
体
の
財
政
の
腐
敗
防
止
を
図
り
、
住
民

全
体
の
利
益
を
確
保
す
る
見
地
か
ら
、
当
該
地
方
公
共
団
体
の
長
や
職
員
の
違
法
・
不
当
な
財
務
会
計
行
為
又
は
怠
る
事
実
に
つ
い
て
、

そ
の
予
防
・
是
正
等
の
措
置
を
監
査
委
員
に
請
求
す
る
機
能
を
住
民
に
与
え
た
も
の
で
あ
り
、
住
民
訴
訟
の
前
置
手
続
と
し
て
、
ま
ず
当

該
地
方
公
共
団
体
の
監
査
委
員
に
対
し
、
住
民
の
請
求
に
係
る
財
務
会
計
上
の
行
為
又
は
怠
る
事
実
に
つ
い
て
監
査
の
機
会
を
与
え
、
当

該
行
為
又
は
当
該
怠
る
事
実
の
違
法
・
不
当
を
当
該
地
方
公
共
団
体
の
自
治
的
・
内
部
的
処
理
に
よ
っ
て
予
防
・
是
正
さ
せ
る
こ
と
に
あ

（
四
七
〇
）



再
度
の
住
民
監
査
請
求
に
関
す
る
考
察
（
西
原
）

一
〇
三

る
と
さ
れ
て
い
る
。

筆
者
は
、
こ
れ
ま
で
住
民
監
査
請
求
に
お
け
る
手
続
的
要
件
の
諸
問
題
の
う
ち
、「
請
求
対
象
の
特
定
性
」、「
正
当
な
理
由
」、「
怠
る

事
実
と
監
査
請
求
期
間
制
限
」
の
問
題
に
つ
い
て
研
究
し
、
そ
の
成
果
を
公
表
し
て
き
た
（
2
）

。
本
稿
は
、
そ
の
続
編
と
し
て
、
再
度
の
住
民

監
査
請
求
に
お
け
る
許
容
性
の
問
題
を
取
り
上
げ
る
（
3
）

。

こ
の
許
容
性
の
問
題
は
、
住
民
監
査
請
求
に
基
づ
く
監
査
手
続
が
適
法
に
行
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
も
っ
て
前
置
要
件
を
充
足
し
な
い

と
し
て
住
民
訴
訟
の
提
起
が
不
適
法
と
な
る
可
能
性
が
あ
る
点
、
さ
ら
に
、
再
度
の
住
民
監
査
請
求
を
認
め
る
べ
き
か
否
か
に
よ
っ
て
出

訴
期
間
の
起
算
点
が
異
な
っ
て
く
る
点
か
ら
、
住
民
訴
訟
の
訴
訟
要
件
具
備
の
点
に
お
い
て
住
民
に
と
っ
て
重
要
な
意
味
を
有
す
る
も
の

で
あ
る
（
4
）

。

再
度
の
住
民
監
査
請
求
に
関
す
る
問
題
に
は
、
主
と
し
て
、
第
一
に
、
同
一
住
民
が
同
一
の
財
務
会
計
上
の
行
為
又
は
怠
る
事
実
を
対

象
と
し
た
再
度
の
住
民
監
査
請
求
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
の
か
否
か
、
第
二
に
、
適
法
な
住
民
監
査
請
求
が
不
適
法
で
あ
る
と
し
て
却
下

さ
れ
た
場
合
に
、
同
一
の
監
査
対
象
に
つ
い
て
再
度
の
住
民
監
査
請
求
が
許
容
さ
れ
る
の
か
否
か
、
第
三
に
、
監
査
手
続
が
不
適
法
で

あ
っ
た
場
合
、
す
な
わ
ち
、
監
査
請
求
が
意
見
陳
述
の
機
会
を
与
え
ら
れ
ず
棄
却
さ
れ
た
場
合
に
、
再
度
の
住
民
監
査
請
求
が
認
め
ら
れ

る
の
か
否
か
、
と
い
っ
た
問
題
が
あ
る
。

な
お
、
異
な
る
住
民
に
よ
る
同
一
対
象
に
対
す
る
再
度
の
住
民
監
査
請
求
の
問
題
も
あ
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
一
般
に
認
め
ら

れ
て
お
り
、
当
該
住
民
が
監
査
請
求
を
行
っ
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
別
の
住
民
は
同
一
内
容
の
監
査
請
求
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
（
5
）

。
住
民

監
査
請
求
は
、
各
住
民
に
保
障
さ
れ
て
い
る
権
利
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
（
6
）

。
ま
た
、
地
方
自
治
法
上
、
住
民
訴
訟
に
は
監
査
請
求
前
置
主
義

が
採
用
さ
れ
て
い
る
た
め
、
前
の
住
民
が
出
訴
せ
ず
に
別
の
住
民
が
出
訴
の
意
思
を
持
っ
た
場
合
に
、
そ
の
別
の
住
民
は
ど
う
し
て
も
同

（
四
七
一
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
三
号
（
二
〇
一
八
年
十
二
月
）

一
〇
四

一
対
象
の
監
査
請
求
を
繰
り
返
え
さ
ざ
る
を
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。
住
民
訴
訟
の
段
階
に
な
る
と
、
訴
訟
が
係
属
中
に
別
の
住
民
が
同
一

の
請
求
に
つ
き
別
訴
を
提
起
す
る
こ
と
が
禁
止
さ
れ
て
お
り
（
同
法
二
四
二
条
の
二
第
四
項
）、
混
乱
の
回
避
が
図
ら
れ
て
い
る
（
7
）

。
先
に
監

査
請
求
を
行
っ
た
住
民
が
、
す
で
に
住
民
訴
訟
を
提
起
し
て
い
る
場
合
に
は
、
後
に
監
査
請
求
を
行
っ
た
住
民
は
、
先
に
提
起
さ
れ
て
い

る
住
民
訴
訟
に
対
し
、
共
同
訴
訟
参
加
で
き
る
と
解
さ
れ
て
い
る
（
8
）

。

そ
こ
で
、
以
下
、
本
稿
は
、
再
度
の
住
民
監
査
請
求
の
問
題
に
つ
い
て
、
ま
ず
、
住
民
監
査
請
求
前
置
主
義
の
趣
旨
を
踏
ま
え
た
う
え

で
、
①
同
一
住
民
の
同
一
対
象
に
対
す
る
場
合
、
②
適
法
な
監
査
請
求
が
却
下
さ
れ
た
場
合
、
③
監
査
手
続
が
不
適
法
で
あ
っ
た
場
合
に

お
け
る
再
度
の
住
民
監
査
請
求
に
つ
い
て
詳
し
く
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
。

（
1
） 

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
最
判
昭
六
二
年
二
月
二
〇
日
民
集
四
一
巻
一
号
一
二
二
頁
、
最
判
平
成
二
年
六
月
五
日
民
集
四
四
巻
四
号
七
一
九
頁
、

最
判
平
成
一
〇
年
一
二
月
一
八
日
民
集
五
二
巻
九
号
二
〇
三
九
頁
参
照
。

（
2
） 

西
原
雄
二
「
住
民
監
査
請
求
の
期
間
制
限
に
つ
い
て
の
考
察
」
日
本
法
政
学
会
創
立
五
〇
周
年
記
念
論
文
集
編
集
委
員
会
編
『
現
代
法
律
学
の

課
題
』（
成
文
堂
、
平
成
一
八
年
）
一
五
一
頁
以
下
、
同
「
住
民
監
査
請
求
に
お
け
る
『
正
当
な
理
由
』
に
関
す
る
考
察
」
法
学
紀
要
四
七
巻
七
頁

以
下
、
同
「
住
民
監
査
請
求
に
お
け
る
対
象
の
特
定
の
程
度
」
日
本
法
学
七
四
巻
二
号
六
〇
七
頁
以
下
、
同
「
住
民
監
査
請
求
に
お
け
る
『
正
当
な

理
由
』
の
解
釈
」『
日
本
大
学
法
学
部
創
設
一
二
〇
周
年
記
念
論
文
集
（
第
一
巻
）』（
日
本
大
学
法
学
部
、
平
成
二
一
年
）
三
八
三
頁
以
下
、
同

「
住
民
監
査
請
求
に
お
け
る
『
怠
る
事
実
』
と
期
間
制
限
の
問
題
」
法
学
紀
要
五
三
巻
八
三
頁
以
下
参
照
。

（
3
） 

阿
部
泰
隆
「
判
例
総
合
研
究
『
住
民
訴
訟
⑤
』」
判
例
評
論
四
二
七
号
一
九
頁
に
よ
る
と
、
同
一
住
民
が
先
に
監
査
請
求
の
対
象
と
し
た
財
務

会
計
上
の
行
為
又
は
怠
る
事
実
と
同
一
の
行
為
又
は
怠
る
事
実
を
対
象
と
す
る
監
査
請
求
を
重
ね
て
行
う
こ
と
は
許
さ
れ
る
の
か
。
こ
れ
が
肯
定
さ

れ
る
場
合
に
は
、
出
訴
期
間
は
こ
の
最
後
の
行
為
が
基
準
と
な
る
。
否
定
さ
れ
る
場
合
に
は
、
出
訴
期
間
は
こ
の
最
初
の
行
為
が
基
準
と
な
る
た
め
、

最
後
の
行
為
が
行
わ
れ
て
か
ら
の
出
訴
は
も
う
遅
い
こ
と
が
多
い
。
再
度
の
住
民
監
査
請
求
の
問
題
は
、
住
民
監
査
請
求
と
住
民
訴
訟
に
お
け
る
請

（
四
七
二
）
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求
対
象
の
同
一
性
の
問
題
に
似
て
い
る
が
、
こ
れ
は
住
民
が
監
査
請
求
で
主
張
し
な
か
っ
た
こ
と
を
住
民
訴
訟
で
主
張
で
き
る
か
否
か
が
論
点
で
あ

る
た
め
、
こ
の
請
求
対
象
の
同
一
性
の
問
題
と
は
別
個
の
も
の
で
あ
る
。

本
稿
で
考
察
す
る
の
は
、
住
民
監
査
請
求
内
部
に
お
け
る
繰
り
返
し
の
許
容
性
の
問
題
で
あ
る
。
住
民
訴
訟
に
お
い
て
は
住
民
監
査
請
求
を
前
置

し
た
の
か
否
か
が
問
題
と
な
る
こ
と
が
多
い
が
、
住
民
監
査
請
求
と
住
民
訴
訟
に
お
け
る
請
求
対
象
の
同
一
性
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
別
の
機
会
に

改
め
て
論
じ
た
い
。

（
4
） 

友
岡
史
仁
「
住
民
監
査
請
求
制
度
の
法
理
」
中
央
学
院
大
学
法
学
論
叢
一
五
巻
一
・
二
号
二
〇
四
頁
参
照
。

（
5
） 

異
な
る
住
民
か
ら
同
一
内
容
の
監
査
請
求
が
行
わ
れ
た
場
合
は
、
今
回
の
住
民
監
査
請
求
で
対
象
と
な
っ
て
い
る
財
務
会
計
上
の
行
為
等
が
、

前
の
住
民
監
査
請
求
で
対
象
と
さ
れ
た
財
務
会
計
行
為
と
同
一
で
あ
っ
て
も
、
一
事
不
再
理
の
原
則
に
よ
り
、
そ
の
住
民
監
査
請
求
を
却
下
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
前
の
住
民
監
査
請
求
の
監
査
の
結
果
に
基
づ
い
て
、
請
求
に
係
る
財
務
会
計
事
項
に
違
法
・
不
当
事
由
が
な
い
と
認
め

る
と
き
は
、
新
た
な
住
民
監
査
請
求
に
つ
い
て
改
め
て
監
査
を
行
う
こ
と
な
く
、
前
の
住
民
監
査
請
求
と
同
一
趣
旨
の
決
定
を
し
た
う
え
で
、
そ
の

監
査
結
果
を
請
求
人
に
通
知
す
れ
ば
足
り
る
。
ま
た
、
新
た
な
違
法
・
不
当
事
由
が
加
わ
っ
て
い
る
と
き
は
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
改
め
て
監
査
を

行
っ
て
判
断
し
、
ほ
か
は
前
の
住
民
監
査
請
求
と
同
一
趣
旨
の
判
断
を
し
て
決
定
を
す
れ
ば
足
り
る
と
さ
れ
る
（
高
橋
太
郎
『
情
報
公
開
・
住
民
監

査
請
求
の
実
務
』（
新
日
本
法
規
出
版
、
平
成
一
〇
年
）
三
五
四
│
三
五
五
頁
、
伴
義
聖
・
山
口
雅
樹
『
新
版 

実
務
住
民
訴
訟
』（
ぎ
ょ
う
せ
い
、

平
成
三
〇
年
）
三
七
頁
参
照
）。

例
え
ば
、
徳
島
地
判
平
成
一
〇
年
一
一
月
二
〇
日
判
例
タ
イ
ム
ズ
一
〇
二
一
号
一
七
九
頁
は
、
別
の
住
民
に
よ
る
同
一
内
容
の
監
査
請
求
に
つ
い

て
、
権
利
能
力
な
き
社
団
の
代
表
者
名
義
で
住
民
監
査
請
求
が
な
さ
れ
た
後
、
同
団
体
の
構
成
員
で
あ
る
住
民
が
同
一
の
趣
旨
の
住
民
監
査
請
求
を

し
た
と
し
て
も
、
両
者
が
異
な
る
別
個
の
住
民
監
査
請
求
で
あ
り
、「
請
求
主
体
が
異
な
っ
て
い
る
の
で
、
再
度
の
監
査
請
求
に
当
た
ら
な
い
こ
と

が
明
ら
か
で
あ
る
」
と
判
示
し
た
。
こ
の
考
え
方
と
異
な
る
裁
判
例
は
な
く
、
ま
た
、
請
求
人
が
異
な
る
以
上
、
一
時
不
再
理
の
原
則
を
援
用
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
と
さ
れ
る
（
海
老
名
富
夫
「
住
民
監
査
請
求
」
小
早
川
光
郎
・
青
栁
馨
編
『
論
点
体
系　

判
例
行
政
法
第
三
巻
』（
第
一
法
規
、

平
成
二
八
年
）
九
六
頁
参
照
）。
異
な
る
住
民
が
同
一
内
容
の
監
査
請
求
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
争
い
が
な
い

と
い
え
る
。

（
四
七
三
）
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年
十
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月
）

一
〇
六

（
6
） 

井
上
元
『
住
民
訴
訟
の
上
手
な
活
用
法
』（
民
事
法
研
究
会
、
平
成
二
一
年
）
七
三
頁
参
照
。

（
7
） 

西
鳥
羽
和
明
「
判
例
解
説
」
判
例
地
方
自
治
四
〇
号
三
〇
頁
、
増
田
稔
「
同
一
請
求
に
係
る
別
訴
の
禁
止
と
訴
訟
手
続
」
大

敏
編
『
現
代
裁

判
法
大
系
第
二
八
巻　

住
民
訴
訟
』（
新
日
本
法
規
出
版
、
平
成
一
一
年
）
二
二
六
頁
以
下
参
照
。

地
方
自
治
法
二
四
二
の
二
第
四
項
は
、
別
の
住
民
が
既
に
監
査
請
求
手
続
を
経
由
し
て
住
民
訴
訟
を
提
起
し
て
い
る
場
合
に
は
、
別
の
住
民
は
適

法
な
監
査
請
求
手
続
を
経
由
し
て
も
、「
別
訴
を
も
つ
て
同
一
の
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
と
規
定
す
る
。

別
訴
の
禁
止
を
規
定
し
た
の
は
、
係
属
中
の
事
件
に
つ
い
て
別
訴
の
提
起
を
自
由
に
認
め
る
と
す
れ
ば
、
濫
訴
の
弊
害
を
招
く
お
そ
れ
が
あ
り
、

か
つ
、
訴
訟
経
済
上
も
適
当
で
な
い
と
い
う
趣
旨
に
よ
る
も
の
で
あ
る
（
松
本
英
昭
『
新
版　

逐
条
地
方
自
治
法
〔
第
九
次
改
訂
版
〕』（
学
陽
書
房
、

平
成
二
九
年
）
一
〇
六
八
頁
参
照
）。

（
8
） 

最
判
昭
和
六
三
年
二
月
二
五
日
民
集
四
二
巻
二
号
一
二
〇
頁
、
富
越
和
厚
「
住
民
監
査
請
求
の
範
囲
（
重
複
監
査
禁
止
の
基
準
）」
大

敏
編

『
現
代
裁
判
法
大
系
第
二
八
巻　

住
民
訴
訟
』（
新
日
本
法
規
出
版
、
平
成
一
一
年
）
五
二
頁
、
碓
井
光
明
『
要
説
住
民
訴
訟
と
自
治
体
財
務
〔
改
訂

版
〕』（
学
陽
書
房
、
平
成
一
四
年
）
二
九
│
三
〇
頁
、
石
津
廣
司
「
住
民
訴
訟
の
訴
訟
手
続
」
園
部
逸
夫
編
『
最
新
地
方
自
治
講
座
第
四
巻　

住
民

訴
訟
』（
ぎ
ょ
う
せ
い
、
平
成
一
四
年
）
二
八
四
頁
、
井
上
・
前
掲
書
七
四
頁
、
石
津
廣
司
「
別
訴
の
禁
止
と
共
同
訴
訟
・
訴
訟
参
加
、
訴
え
の
併

合
・
変
更
」
小
早
川
光
郎
・
青
栁
馨
編
『
論
点
体
系　

判
例
行
政
法
第
三
巻
』（
第
一
法
規
、
平
成
二
八
年
）
一
五
〇
頁
以
下
参
照
。

二　

住
民
監
査
請
求
前
置
主
義
の
趣
旨

地
方
自
治
法
二
四
二
条
の
二
第
一
項
は
、
地
方
公
共
団
体
の
住
民
が
「
前
条
（
二
四
二
条
）
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
（
住
民
監
査
請

求
）
を
し
た
場
合
」
で
、
監
査
委
員
の
監
査
の
結
果
又
は
勧
告
に
不
服
が
あ
る
と
き
等
に
限
っ
て
、
住
民
訴
訟
を
提
起
す
る
こ
と
を
認
め

て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
住
民
は
監
査
請
求
を
経
な
け
れ
ば
住
民
訴
訟
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
「
住
民
監
査
請
求
前
置
主

（
四
七
四
）
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一
〇
七

義
」
が
採
用
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
監
査
請
求
前
置
主
義
は
、
昭
和
二
三
年
の
同
法
改
正
に
よ
り
、
新
た
に
住
民
監
査
請
求
及
び
住
民
訴
訟

の
制
度
が
導
入
さ
れ
た
際
に
、
そ
の
中
に
設
け
ら
れ
、
現
在
に
至
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
同
法
二
四
二
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
は
、

住
民
監
査
請
求
を
経
た
と
い
え
る
場
合
に
、
監
査
委
員
の
監
査
の
結
果
又
は
勧
告
に
不
服
が
あ
る
場
合
等
の
四
つ
の
類
型
を
示
し
て
お
り
、

そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
定
め
ら
れ
た
日
か
ら
三
〇
日
以
内
に
出
訴
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
規
定
し
て
い
る
。

再
度
の
住
民
監
査
請
求
に
関
す
る
問
題
を
検
討
す
る
に
あ
た
っ
て
、
ま
ず
住
民
監
査
請
求
前
置
主
義
の
趣
旨
を
み
て
お
く
必
要
が
あ

る
。 住

民
監
査
請
求
前
置
主
義
の
趣
旨
（
1
）

に
つ
い
て
は
、
一
般
に
、
①
違
法
・
不
当
な
財
務
会
計
上
の
行
為
又
は
怠
る
事
実
に
つ
い
て
は
、
財

務
会
計
事
務
の
専
門
的
・
技
術
的
な
性
格
か
ら
、
専
門
的
知
識
を
有
す
る
監
査
委
員
の
判
断
を
受
け
る
方
が
望
ま
し
い
こ
と
、
②
財
務
会

計
行
為
等
の
当
否
は
、
ま
ず
当
該
地
方
公
共
団
体
内
部
の
問
題
と
し
て
、
自
主
的
・
主
体
的
な
解
決
を
図
る
こ
と
が
地
方
自
治
の
本
旨

（
憲
法
九
二
条
）
に
沿
う
こ
と
、
③
住
民
監
査
請
求
手
続
の
方
が
、
住
民
訴
訟
手
続
と
比
較
し
て
簡
易
か
つ
迅
速
に
処
理
で
き
る
こ
と
、
④

事
案
に
則
し
た
適
宜
な
処
理
が
期
待
で
き
る
こ
と
、
⑤
裁
判
所
の
負
担
が
軽
減
さ
れ
る
こ
と
等
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

最
高
裁
も
同
様
に
、
昭
和
六
二
年
二
月
二
〇
日
判
決
（
2
）

に
お
い
て
「
住
民
監
査
請
求
の
制
度
は
、
住
民
訴
訟
の
前
置
手
続
と
し
て
、
ま
ず

当
該
普
通
地
方
公
共
団
体
の
監
査
委
員
に
住
民
の
請
求
に
係
る
行
為
又
は
怠
る
事
実
に
つ
い
て
監
査
の
機
会
を
与
え
、
当
該
行
為
又
は
当

該
怠
る
事
実
の
違
法
、
不
当
を
当
該
普
通
地
方
公
共
団
体
の
自
治
的
、
内
部
的
処
理
に
よ
つ
て
予
防
、
是
正
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
す
る

も
の
で
あ
る
」
と
し
、
平
成
一
〇
年
一
二
月
一
八
日
判
決
（
3
）

に
お
い
て
も
、
こ
の
点
を
確
認
し
て
い
る
。

な
お
、
住
民
監
査
請
求
前
置
主
義
に
つ
い
て
は
、
昭
和
三
八
年
改
正
当
時
、
同
時
期
に
検
討
さ
れ
て
い
た
行
政
事
件
訴
訟
法
案
が
、
抗

告
訴
訟
に
つ
い
て
は
原
則
と
し
て
訴
願
前
置
主
義
を
廃
止
し
、
自
由
選
択
主
義
を
採
用
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
あ
り
、
住
民
訴

（
四
七
五
）
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訟
に
つ
い
て
も
、
こ
れ
を
廃
止
し
、
違
法
な
行
為
に
限
っ
て
裁
判
所
に
直
接
出
訴
さ
せ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
意
見
も
あ
っ
た
。
し
か
し
、

抗
告
訴
訟
と
住
民
訴
訟
と
は
趣
旨
・
目
的
が
異
な
る
こ
と
や
、
裁
判
所
の
負
担
を
軽
減
す
る
こ
と
な
ど
を
理
由
と
し
て
、
住
民
監
査
請
求

前
置
主
義
は
存
置
さ
れ
た
の
で
あ
る
（
4
）

。

こ
の
よ
う
に
、
地
方
公
共
団
体
に
お
い
て
は
、
そ
の
事
務
の
適
否
・
当
否
の
監
査
を
行
う
こ
と
を
任
務
と
す
る
監
査
委
員
と
い
う
機
関

が
設
け
ら
れ
て
お
り
、
違
法
・
不
当
な
財
務
会
計
上
の
行
為
等
に
よ
っ
て
住
民
全
体
の
利
益
が
侵
害
さ
れ
る
よ
う
な
事
態
が
生
じ
た
場
合

に
は
、
ま
ず
監
査
委
員
に
監
査
の
機
会
を
与
え
る
こ
と
に
よ
り
事
件
を
地
方
公
共
団
体
内
部
で
自
主
的
に
解
決
さ
せ
る
こ
と
が
、
地
方
自

治
の
本
旨
か
ら
い
っ
て
も
、
財
務
会
計
事
務
の
専
門
的
・
技
術
的
性
格
か
ら
い
っ
て
も
適
切
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
事
件

の
簡
易
・
迅
速
な
処
理
も
期
待
で
き
、
併
せ
て
裁
判
所
の
負
担
を
軽
減
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
住
民
監
査
請

求
制
度
は
住
民
訴
訟
の
前
審
手
続
で
は
あ
る
が
、
地
方
公
共
団
体
の
違
法
・
不
当
な
財
務
会
計
行
為
を
行
政
内
部
で
是
正
等
さ
せ
よ
う
と

す
る
住
民
監
査
請
求
手
続
の
重
要
性
が
認
め
ら
れ
る
（
5
）

。

し
か
し
な
が
ら
、
一
方
に
お
い
て
、
住
民
監
査
請
求
前
置
主
義
に
対
し
て
は
、
住
民
の
正
当
な
出
訴
権
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
結
果
を
招
く

お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
、
監
査
委
員
は
前
審
機
関
と
し
て
の
機
能
を
十
分
に
発
揮
す
る
能
力
に
乏
し
い
こ
と
、
監
査
委
員
が
勧
告
を
行
っ
て

も
、
関
係
機
関
が
何
ら
の
措
置
を
も
講
じ
な
い
場
合
に
は
監
査
委
員
と
し
て
は
、
と
る
べ
き
手
段
が
な
い
こ
と
等
の
理
由
か
ら
、
批
判
的

な
見
方
も
成
り
立
ち
得
る
（
6
）

。

さ
ら
に
、
住
民
監
査
請
求
制
度
が
住
民
訴
訟
提
起
の
た
め
の
形
式
的
要
件
と
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
と
い
う
現
状
も
、
再
度
の
住
民
監

査
請
求
の
問
題
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
要
考
慮
事
項
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
7
）

。

（
四
七
六
）



再
度
の
住
民
監
査
請
求
に
関
す
る
考
察
（
西
原
）

一
〇
九

（
1
） 

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
成
田
頼
明
「
住
民
訴
訟
（
納
税
者
訴
訟
）」
田
中
二
郎
・
原
龍
之
助
・
柳
瀬
良
幹
編
『
行
政
法
講
座
第
三
巻　

行
政
救

済
』（
有
斐
閣
、
昭
和
四
〇
年
）
二
〇
八
│
二
〇
九
頁
、
同
「
監
査
請
求
及
び
納
税
者
訴
訟
に
つ
い
て
（
二
）」
自
治
研
究
三
三
巻
四
号
四
四
頁
、
三

好
達
「
住
民
訴
訟
の
諸
問
題
」
鈴
木
忠
一
・
三
ケ
月
章
監
修
『
新
・
実
務
民
事
訴
訟
講
座
第
九
巻　

行
政
訴
訟
Ⅰ
』（
日
本
評
論
社
、
昭
和
五
八
年
）

三
一
六
頁
、
佐
藤
英
善
『
住
民
訴
訟
』（
学
陽
書
房
、
昭
和
六
一
年
）
四
四
頁
、
山
代
義
雄
「
住
民
訴
訟
と
住
民
監
査
請
求
の
関
係
」
民
商
法
雑
誌

九
二
巻
五
号
六
六
五
│
六
六
六
頁
、
同
「
住
民
訴
訟
の
シ
ス
テ
ム
」
仲
江
利
政
編
『
住
民
訴
訟
の
実
務
と
判
例
』（
ぎ
ょ
う
せ
い
、
昭
和
六
三
年
）

一
七
頁
、
園
部
逸
夫
「
住
民
訴
訟
の
訴
訟
法
上
の
問
題
点
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
九
四
一
号
三
〇
│
三
一
頁
、
加
藤
幸
嗣
「
監
査
請
求
前
置
主
義
」
園
部
逸

夫
監
修
・
編
『
実
務
・
自
治
体
財
務
の
焦
点
第
四
巻　

住
民
訴
訟
』（
ぎ
ょ
う
せ
い
、
平
成
元
年
）
七
一
│
七
三
頁
、
海
老
沢
俊
郎
「
住
民
監
査
請

求
」
園
部
逸
夫
編
『
実
務
地
方
自
治
法
講
座
第
四
巻 

住
民
訴
訟
・
自
治
体
争
訟
』（
ぎ
ょ
う
せ
い
、
平
成
二
年
）
二
〇
―
二
一
頁
、
古
閑
裕
二
「
住

民
監
査
請
求
の
特
定
性
と
同
一
性
」
判
例
タ
イ
ム
ズ
八
二
六
号
五
八
│
五
九
頁
、
石
井
昇
「
住
民
監
査
請
求
期
間
の
制
限
と
『
正
当
な
理
由
』」
甲

南
法
学
三
二
巻
三
・
四
号
一
九
頁
、
伴
義
聖
・
大
塚
康
男
『
実
務
住
民
訴
訟
』（
ぎ
ょ
う
せ
い
、
平
成
九
年
）
一
三
頁
、
関
哲
夫
『
住
民
訴
訟
論

〔
新
版
〕』（
勁
草
書
房
、
平
成
九
年
）
二
八
〇
頁
、
高
橋
太
郎
『
情
報
公
開
・
住
民
監
査
請
求
の
実
務
』（
新
日
本
法
規
出
版
、
平
成
一
〇
年
）

二
六
〇
│
二
六
一
頁
、
團
藤
丈
士
「
監
査
請
求
期
間
と
『
正
当
な
理
由
』」
大

敏
編
『
現
代
裁
判
法
大
系
第
二
八
巻　

住
民
訴
訟
』（
新
日
本
法
規

出
版
、
平
成
一
一
年
）
六
六
頁
、
伊
東
健
次
「
住
民
訴
訟
に
お
け
る
住
民
監
査
請
求
の
重
要
性
」
法
律
の
ひ
ろ
ば
五
五
巻
八
号
三
八
頁
、
碓
井
光
明

『
要
説
住
民
訴
訟
と
自
治
体
財
務
〔
改
訂
版
〕』（
学
陽
書
房
、
平
成
一
四
年
）
三
七
│
三
八
頁
、
秋
田
仁
志
「
住
民
監
査
請
求
・
住
民
訴
訟
の
手
続
」

秋
田
仁
志
・
井
上
元
編
『
住
民
訴
訟
の
上
手
な
対
処
法
〔
改
訂
増
補
版
〕』（
民
事
法
研
究
会
、
平
成
一
五
年
）
三
〇
頁
、
廣
田
達
人
「
住
民
請
求
監

査
法
に
関
す
る
若
干
の
考
察
」
日
本
財
政
法
学
会
編
『
財
政
法
講
座
第
三
巻　

地
方
財
政
の
変
貌
と
法
』（
勁
草
書
房
、
平
成
一
七
年
）
二
一
五
│

二
一
六
頁
、
大

敏
「
住
民
監
査
請
求
に
お
け
る
対
象
の
特
定
」
大

敏
編
『
新
版 

裁
判
住
民
訴
訟
法
』（
三
協
法
規
出
版
、
平
成
一
七
年
）

二
二
一
頁
、
大

敏
「
適
法
な
監
査
請
求
の
不
適
法
却
下
と
出
訴
期
間
の
起
算
日
」
大

編
・
前
掲
『
新
版 

裁
判
住
民
訴
訟
法
』
二
六
四
頁
、
井

上
元
『
住
民
訴
訟
の
上
手
な
活
用
法
』（
民
事
法
研
究
会
、
平
成
二
一
年
）
一
八
頁
、
伴
義
聖
・
山
口
雅
樹
『
新
版 

実
務
住
民
訴
訟
』（
ぎ
ょ
う
せ

い
、
平
成
三
〇
年
）
九
六
頁
参
照
。

久
世
公
堯
「
違
法
不
当
行
為
等
の
監
査
請
求
及
び
納
税
者
訴
訟
（
二
）」
地
方
財
務
二
二
号
二
六
頁
は
、「
監
査
請
求
前
置
主
義
を
と
つ
た
理
由
は
、

（
四
七
七
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
三
号
（
二
〇
一
八
年
十
二
月
）

一
一
〇

本
来
こ
こ
に
お
い
て
問
題
と
な
つ
て
い
る
違
法
不
当
行
為
は
、
行
政
権
の
内
部
に
お
け
る
事
柄
で
あ
る
か
ら
、
先
ず
、
行
政
的
措
置
に
よ
つ
て
解
決

を
図
る
べ
き
で
あ
り
、
行
政
的
手
段
に
よ
つ
て
解
決
が
な
さ
れ
な
い
場
合
に
限
り
、
司
法
的
措
置
を
求
む
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ
る
た
め
で
あ
る
。

…
…
監
査
前
置

0

0

0

0

と
し
た
の
は
、
当
該
行
為
は
そ
の
大
半
が
財
務
計
理
上
の
問
題
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
方
面
の
専
門
で
あ
り
、
か
つ
公
正
な
る
見
地
に

た
つ
て
判
断
を
な
し
う
る
監
査
委
員
を
し
て
そ
の
任
に
当
ら
し
め
る
の
を
適
当
と
し
た
た
め
」
で
あ
る
と
説
明
す
る
。

ま
た
、
成
田
・
前
掲
「
住
民
訴
訟
（
納
税
者
訴
訟
）」
二
〇
八
│
二
〇
九
頁
は
、
地
方
公
共
団
体
内
部
に
「
地
方
公
共
団
体
の
事
務
全
般
に
わ
た

つ
て
当
否
の
監
査
を
行
な
う
こ
と
を
任
務
と
す
る
監
査
委
員
と
い
う
機
関
が
設
け
ら
れ
て
い
る
以
上
、
職
員
の
違
法
・
不
当
な
行
為
に
よ
つ
て
住
民

全
体
の
利
益
が
害
さ
れ
る
よ
う
な
事
実
が
発
生
し
た
場
合
に
は
、
ま
ず
こ
の
機
関
に
監
査
の
機
会
を
与
え
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
で
き
う
れ
ば
、
事
件

を
自
主
的
に
解
決
さ
せ
る
ほ
う
が
、
地
方
自
治
の
本
旨
か
ら
い
つ
て
も
、
ま
た
、
裁
判
所
の
負
担
を
軽
減
す
る
意
味
か
ら
い
つ
て
も
好
ま
し
い
」
か

ら
で
あ
る
と
述
べ
る
。

（
2
） 

最
判
昭
和
六
二
年
二
月
二
〇
日
民
集
四
一
巻
一
号
一
二
二
頁
参
照
。

（
3
） 

最
判
平
成
一
〇
年
一
二
月
一
八
日
民
集
五
二
巻
九
号
二
〇
三
九
頁
参
照
。

例
え
ば
、
大
分
地
判
平
成
一
一
年
九
月
二
〇
日
判
例
タ
イ
ム
ズ
一
〇
三
五
号
一
四
六
頁
は
、「
地
方
自
治
法
二
四
二
条
の
二
第
一
項
は
、
住
民
訴

訟
に
つ
き
、
同
法
二
四
二
条
一
項
の
住
民
監
査
請
求
を
前
置
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
住
民
監
査
請
求
前
置
主
義
を
採
用
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
普
通

地
方
公
共
団
体
の
内
部
に
監
査
委
員
が
存
在
す
る
以
上
、
職
員
の
違
法
、
不
当
な
財
務
会
計
上
の
行
為
又
は
怠
る
事
実
に
つ
き
、
ま
ず
こ
の
機
関
に

監
査
の
機
会
を
与
え
、
右
違
法
、
不
当
を
当
該
普
通
地
方
公
共
団
体
の
自
治
的
、
内
部
的
処
理
に
よ
っ
て
予
防
、
是
正
さ
せ
る
こ
と
が
、
地
方
自
治

の
本
旨
（
憲
法
九
二
条
）
か
ら
も
、
裁
判
所
の
負
担
を
軽
減
す
る
意
味
か
ら
も
望
ま
し
い
と
い
う
趣
旨
に
よ
る
も
の
で
あ
る
」
と
判
示
す
る
。

な
お
、
監
査
委
員
が
設
置
さ
れ
て
い
な
い
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
住
民
は
監
査
請
求
を
経
る
こ
と
な
く
、
直
ち
に
住
民
訴
訟
を
提
起
す
る
こ
と

が
で
き
、
そ
の
出
訴
期
間
は
原
則
と
し
て
当
該
行
為
の
あ
っ
た
日
又
は
終
わ
っ
た
日
か
ら
一
年
以
内
と
さ
れ
て
い
る
（
甲
府
地
判
平
成
五
年
三
月

三
一
日
判
例
タ
イ
ム
ズ
八
四
三
号
一
五
五
頁
参
照
。
本
判
決
に
つ
い
て
は
、
加
藤
就
一
「
判
例
解
説
」『
平
成
六
年
度
主
要
民
事
判
例
解
説
』
判
例

タ
イ
ム
ズ
臨
時
増
刊
八
八
二
号
三
〇
六
頁
参
照
）。

（
4
） 

成
田
頼
明
「
住
民
訴
訟

│
制
度
の
回
顧
と
展
望
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
九
四
一
号
一
九
頁
参
照
。

（
四
七
八
）



再
度
の
住
民
監
査
請
求
に
関
す
る
考
察
（
西
原
）

一
一
一

（
5
） 

住
民
監
査
請
求
前
置
主
義
の
意
義
に
つ
い
て
は
、
住
民
訴
訟
の
提
起
に
あ
た
っ
て
、
ま
ず
監
査
委
員
の
監
査
を
経
る
こ
と
に
よ
り
、
当
該
事
案

に
係
る
事
実
関
係
の
解
明
、
具
体
的
法
律
関
係
の
究
明
及
び
可
能
な
解
決
策
の
探
求
を
予
め
行
い
、
そ
の
こ
と
が
住
民
訴
訟
に
お
け
る
住
民
の
訴
訟

活
動
さ
ら
に
は
裁
判
所
に
よ
る
審
理
判
断
に
つ
い
て
そ
の
本
来
の
あ
り
方
の
実
現
を
容
易
に
し
、
結
局
、
住
民
訴
訟
が
そ
の
機
能
を
制
度
上
予
定
さ

れ
た
よ
う
に
発
揮
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
る
も
の
と
さ
れ
る
（
加
藤
・
前
掲
「
監
査
請
求
前
置
主
義
」
七
五
頁
参
照
）。

（
6
） 

成
田
・
前
掲
「
住
民
訴
訟
（
納
税
者
訴
訟
）」
二
〇
九
頁
、
廣
田
・
前
掲
「
住
民
請
求
監
査
法
に
関
す
る
若
干
の
考
察
」
二
一
五
頁
、
大

敏

「
適
法
な
監
査
請
求
の
不
適
法
却
下
と
出
訴
期
間
の
起
算
日
」
大

編
・
前
掲
『
新
版　

裁
判
住
民
訴
訟
法
』
二
六
五
頁
参
照
。

（
7
） 

園
部
逸
夫
『
現
代
行
政
と
行
政
訴
訟
』（
弘
文
堂
、
昭
和
六
二
年
）
一
九
七
頁
、
藤
原
静
雄
「
判
例
批
評
」
民
商
法
雑
誌
一
二
一
巻
六
号
九
〇

頁
参
照
。三　

同
一
住
民
の
同
一
対
象
に
対
す
る
場
合
の
再
監
査
請
求

住
民
監
査
請
求
に
お
い
て
は
、
同
一
住
民
が
同
一
対
象
に
つ
い
て
の
監
査
請
求
を
繰
り
返
す
こ
と
が
で
き
る
か
否
か
の
問
題
が
あ
る
。

同
一
住
民
に
よ
る
再
度
の
住
民
監
査
請
求
に
関
す
る
最
初
の
最
高
裁
判
決
と
し
て
は
、
最
高
裁
昭
和
六
二
年
二
月
二
〇
日
判
決
（
1
）（

以
下
、

「
最
判
昭
和
六
二
年
」
と
い
う
。）
が
あ
る
。

本
件
事
案
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
新
潟
県
西
川
町
の
町
長　

は
、
有
限
会
社　

に
対
し
、
町
有
地
を
随
意
契

約
に
よ
り
売
却
し
、
そ
の
旨
の
所
有
権
移
転
登
記
を
し
た
。
同
町
の
住
民
Ｘ
ら
は
、
昭
和
五
四
年
四
月
二
〇
日
、
町
有
地
の
売
却
価
格
が

時
価
に
比
し
て
著
し
く
低
廉
で
あ
っ
て
、
同
町
の
財
政
運
営
上
多
大
な
損
失
を
生
じ
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
と
し
、
そ
の
是
正
を
求
め
る
旨

の
第
一
回
目
の
住
民
監
査
請
求
（
以
下
、「
第
一
回
監
査
請
求
」
と
い
う
。）
を
行
っ
た
が
、
同
年
六
月
一
六
日
、
同
請
求
に
は
理
由
が
な
い

Ｙ₁

Ｙ₂

（
四
七
九
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
三
号
（
二
〇
一
八
年
十
二
月
）

一
一
二

旨
の
通
知
を
受
け
た
。
Ⅹ
ら
は
、
同
年
一
一
月
二
〇
日
、
町
有
地
を
随
意
契
約
に
よ
り
売
却
し
た
の
は
違
法
で
あ
る
等
の
主
張
を
追
加
し

て
、
再
度
、
第
二
回
目
の
住
民
監
査
請
求
（
以
下
、「
第
二
回
監
査
請
求
」
と
い
う
。）
を
行
っ
た
が
、
同
五
五
年
一
月
一
七
日
、
同
請
求
に

理
由
が
な
い
旨
の
通
知
を
受
け
た
。
Ｘ
ら
は
、
同
年
一
月
三
〇
日
、
第
二
回
監
査
請
求
の
監
査
結
果
を
不
服
と
し
て
、
地
方
自
治
法

二
四
二
条
の
二
第
一
項
四
号
（
平
成
一
四
年
法
律
四
号
に
よ
る
改
正
前
の
も
の
）
に
基
づ
き
、
同
町
に
代
位
し
て
、　

に
対
し
、
Ⅹ
ら
の
主
張

す
る
適
正
時
価
と
売
却
価
格
と
の
差
額
九
三
二
二
万
余
円
の
損
害
を
賠
償
す
る
よ
う
求
め
る
と
と
も
に
、　

に
対
し
、
同
額
の
不
当
利
得

の
返
還
を
求
め
る
住
民
訴
訟
を
提
起
し
た
。

第
一
審
判
決
（
2
）

は
、
第
二
回
監
査
請
求
は
第
一
回
監
査
請
求
と
同
一
の
行
為
を
監
査
対
象
と
す
る
不
適
法
な
も
の
で
あ
り
、
本
件
訴
え

は
、
同
法
二
四
二
条
の
二
第
二
項
一
号
に
基
づ
き
、
第
一
回
監
査
請
求
の
監
査
結
果
が
Ｘ
ら
に
通
知
さ
れ
た
日
で
あ
る
同
五
四
年
六
月

一
六
日
か
ら
三
〇
日
以
内
に
提
起
さ
れ
る
べ
き
と
こ
ろ
、
同
期
間
を
経
過
し
た
同
五
五
年
一
月
三
〇
日
に
提
起
さ
れ
た
こ
と
を
理
由
に
、

Ⅹ
ら
の
訴
え
を
不
適
法
な
も
の
と
し
て
却
下
し
た
。

Ｘ
ら
は
、
第
一
審
判
決
を
不
服
と
し
て
控
訴
す
る
一
方
で
、
第
二
審
に
訴
え
が
係
属
中
の
同
五
六
年
一
〇
月
一
九
日
、
同
町
の
住
民
Ｚ

（
共
同
訴
訟
参
加
人
）
と
の
連
名
で
同
町
が　

に
対
し
損
害
賠
償
請
求
権
を
、　

に
対
し
不
当
利
得
返
還
請
求
権
な
い
し
所
有
権
移
転
登
記

の
抹
消
登
記
請
求
権
を
行
使
し
得
る
の
に
、
こ
れ
を
し
な
い
の
は
、
違
法
に
財
産
管
理
を
怠
る
事
実
に
該
当
す
る
と
し
、
そ
の
是
正
を
求

め
る
旨
の
第
三
回
監
査
請
求
を
行
っ
た
が
、
同
年
一
一
月
一
七
日
、
同
請
求
却
下
の
通
知
を
受
け
た
。
そ
こ
で
Ｘ
ら
は
、
同
法
二
四
二
条

の
二
第
一
項
四
号
所
定
の
怠
る
事
実
に
係
る
相
手
方
に
対
す
る
請
求
と
し
て
、　

に
対
す
る
損
害
賠
償
の
請
求
、　

に
対
す
る
不
当
利
得

返
還
の
請
求
等
を
、
当
初
か
ら
の
控
訴
に
追
加
し
、
Ｚ
は
、
Ⅹ
ら
の
新
た
な
請
求
に
つ
き
共
同
訴
訟
参
加
の
申
立
を
し
た
。

第
二
審
判
決
（
3
）

は
、
当
初
か
ら
の
控
訴
に
つ
い
て
は
、
第
一
審
判
決
と
同
様
の
理
由
で
こ
れ
を
棄
却
し
、
新
た
な
請
求
に
つ
い
て
は
、
第

Ｙ₁

Ｙ₂

Ｙ₁

Ｙ₂
Ｙ₁

Ｙ₂

（
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八
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三
回
監
査
請
求
は
第
一
回
及
び
第
二
回
監
査
請
求
と
同
一
の
事
由
を
監
査
対
象
と
し
て
お
り
、
一
事
不
再
議
の
原
則
の
適
用
並
び
に
同
法

二
四
二
条
二
項
所
定
の
期
間
徒
過
に
よ
り
不
適
法
で
あ
る
か
ら
、
第
三
回
監
査
請
求
を
前
提
と
す
る
新
た
な
請
求
も
不
適
法
で
あ
る
と
し

て
こ
れ
を
却
下
し
、
Ｚ
の
請
求
に
つ
い
て
は
、
同
請
求
が
第
三
回
監
査
請
求
を
前
提
と
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
不
適
法
で
あ
る
と
し
て

こ
れ
を
却
下
し
た
。
こ
れ
を
不
服
と
し
て
、 

Ⅹ
ら
及
び
Ｚ
は
上
告
し
た
。

最
判
昭
和
六
二
年
は
、「
地
方
自
治
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。）
二
四
二
条
一
項
の
規
定
に
よ
る
住
民
監
査
請
求
に
対
し
、
同
条
三
項
の

規
定
に
よ
る
監
査
委
員
の
監
査
の
結
果
が
請
求
人
に
通
知
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
請
求
人
た
る
住
民
は
、
右
監
査
の
結
果
に
対
し
て
不

服
が
あ
る
と
き
は
、
法
二
四
二
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
同
条
の
二
第
二
項
一
号
の
定
め
る
期
間
内
に
訴
え
を
提
起
す
べ
き
も
の

で
あ
り
、
同
一
住
民
が
先
に
監
査
請
求
の
対
象
と
し
た
財
務
会
計
上
の
行
為
又
は
怠
る
事
実
と
同
一
の
行
為
又
は
怠
る
事
実
を
対
象
と
す

る
監
査
請
求
を
重
ね
て
行
う
こ
と
は
許
さ
れ
て
い
な
い
も
の
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。
所
論
は
、
先
の
監
査
請
求
と
同
一
の
行
為
又

は
怠
る
事
実
を
対
象
と
す
る
監
査
請
求
で
あ
つ
て
も
、
新
た
に
違
法
、
不
当
事
由
を
追
加
し
又
は
新
証
拠
を
資
料
と
し
て
提
出
す
る
場
合

に
は
、
別
個
の
監
査
請
求
と
し
て
適
法
で
あ
る
旨
主
張
す
る
が
、
か
か
る
見
解
は
採
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
け
だ
し
、
住
民
監
査
請

求
の
制
度
は
、
普
通
地
方
公
共
団
体
の
財
政
の
腐
敗
防
止
を
図
り
、
住
民
全
体
の
利
益
を
確
保
す
る
見
地
か
ら
、
当
該
普
通
地
方
公
共
団

体
の
長
そ
の
他
の
財
務
会
計
職
員
の
違
法
若
し
く
は
不
当
な
財
務
会
計
上
の
行
為
又
は
怠
る
事
実
に
つ
い
て
、
そ
の
監
査
と
予
防
、
是
正

等
の
措
置
と
を
監
査
委
員
に
請
求
す
る
権
能
を
住
民
に
与
え
た
も
の
で
あ
つ
て
、
監
査
委
員
は
、
監
査
請
求
の
対
象
と
さ
れ
た
行
為
又
は

怠
る
事
実
に
つ
き
違
法
、
不
当
事
由
が
存
す
る
か
否
か
を
監
査
す
る
に
当
た
り
、
住
民
が
主
張
す
る
事
由
以
外
の
点
に
わ
た
つ
て
監
査
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
と
さ
れ
て
い
る
も
の
で
は
な
く
、
住
民
の
主
張
す
る
違
法
、
不
当
事
由
や
提
出
さ
れ
た
証
拠
資
料
が
異
な
る
こ
と
に

よ
つ
て
監
査
請
求
が
別
個
の
も
の
に
な
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
住
民
監
査
請
求
の
制
度
は
、
住
民
訴
訟
の
前
置
手
続
と

（
四
八
一
）
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し
て
、
ま
ず
当
該
普
通
地
方
公
共
団
体
の
監
査
委
員
に
住
民
の
請
求
に
係
る
行
為
又
は
怠
る
事
実
に
つ
い
て
監
査
の
機
会
を
与
え
、
当
該

行
為
又
は
当
該
怠
る
事
実
の
違
法
、
不
当
を
当
該
普
通
地
方
公
共
団
体
の
自
治
的
、
内
部
的
処
理
に
よ
つ
て
予
防
、
是
正
さ
せ
る
こ
と
を

目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
解
せ
ら
れ
る
と
こ
ろ
、
法
二
四
二
条
の
二
第
一
項
は
、『
普
通
地
方
公
共
団
体
の
住
民
は
、
前
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
請
求
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
…
…
裁
判
所
に
対
し
、
同
条
第
一
項
の
請
求
に
係
る
違
法
な
行
為
又
は
怠
る
事
実
に
つ
き
、

訴
え
を
も
つ
て
次
の
各
号
に
掲
げ
る
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。』
と
規
定
し
、
住
民
訴
訟
は
監
査
請
求
の
対
象
と
し
た
違
法
な
行
為

又
は
怠
る
事
実
に
つ
い
て
こ
れ
を
提
起
す
べ
き
も
の
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
つ
て
、
当
該
行
為
又
は
当
該
怠
る
事
実
に
つ
い
て
監
査
請
求

を
経
た
以
上
、
訴
訟
に
お
い
て
監
査
請
求
の
理
由
と
し
て
主
張
し
た
事
由
以
外
の
違
法
事
由
を
主
張
す
る
こ
と
は
何
ら
禁
止
さ
れ
て
い
な

い
も
の
と
解
せ
ら
れ
る
。
し
た
が
つ
て
、
主
張
す
る
違
法
事
由
が
異
な
る
ご
と
に
監
査
請
求
を
別
個
の
も
の
と
し
て
こ
れ
を
繰
り
返
す
こ

と
を
認
め
る
必
要
も
実
益
も
な
い
」
と
判
示
し
、
本
件
第
二
回
監
査
請
求
は
、
第
一
回
監
査
請
求
の
反
復
で
あ
っ
て
不
適
法
な
も
の
で
あ

る
と
し
た
。

同
一
住
民
の
同
一
対
象
に
対
す
る
再
度
の
住
民
監
査
請
求
の
可
否
に
つ
い
て
は
、
次
の
三
つ
の
説
が
あ
る
（
4
）

。

第
一
に
、
肯
定
説
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
同
一
住
民
が
同
一
内
容
の
監
査
請
求
を
繰
り
返
し
た
も
の
で
あ
っ
て
も
、
適
法
な
監
査
請
求
と

し
て
取
り
扱
う
べ
き
と
す
る
説
で
あ
る
（
5
）

。
そ
の
理
由
と
し
て
、
①
住
民
監
査
請
求
に
つ
い
て
期
間
制
限
（
一
年
）
の
規
定
は
あ
る
も
の
の
、

回
数
制
限
に
つ
い
て
の
規
定
は
な
い
こ
と
、
②
住
民
監
査
請
求
制
度
に
お
い
て
は
、
あ
る
住
民
が
監
査
請
求
を
し
た
後
に
、
別
の
住
民
が

全
く
同
一
内
容
の
監
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
③
住
民
監
査
請
求
制
度
は
、
住
民
全
体
の
利
益
擁
護
と
財
務
運
営
上

の
妥
当
性
・
適
法
性
確
保
と
い
う
公
益
目
的
実
現
の
た
め
監
査
委
員
に
そ
の
本
来
の
職
責
を
遂
行
す
べ
き
こ
と
を
求
め
る
も
の
で
あ
り
、

民
事
訴
訟
や
行
政
訴
訟
の
よ
う
に
、
当
事
者
間
の
紛
争
を
前
提
と
し
て
、
そ
の
紛
争
解
決
の
た
め
の
制
度
と
は
異
な
る
の
で
、
当
事
者
間

（
四
八
二
）
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の
紛
争
解
決
の
た
め
の
一
事
不
再
議
の
原
則
を
適
用
す
べ
き
で
は
な
い
こ
と
、
④
住
民
監
査
請
求
に
お
け
る
監
査
結
果
は
、
当
該
行
為
の

妥
当
性
・
適
法
性
を
確
定
す
る
も
の
で
は
な
く
、
一
事
不
再
議
の
適
用
を
認
め
て
法
的
安
定
性
を
図
る
必
要
が
な
い
こ
と
、
⑤
同
一
人
に

よ
る
再
度
の
監
査
請
求
を
認
め
て
も
、
同
法
二
四
二
条
二
項
の
定
め
る
監
査
請
求
期
間
の
制
限
が
あ
り
、
多
く
の
場
合
に
つ
い
て
実
害
が

ほ
と
ん
ど
な
い
こ
と
な
ど
を
挙
げ
て
い
る
（
6
）

。

こ
の
肯
定
説
に
対
し
て
は
、
地
方
自
治
法
が
住
民
訴
訟
に
つ
い
て
出
訴
期
間
の
規
定
を
設
け
た
趣
旨
に
反
す
る
な
ど
と
い
っ
た
批
判
が

あ
る
（
7
）

。
ま
た
、
肯
定
説
に
つ
い
て
は
、
住
民
監
査
請
求
期
間
の
適
用
が
あ
る
と
は
い
え
、
例
外
な
く
再
度
の
監
査
請
求
を
認
め
る
と
、
全

く
同
一
内
容
の
監
査
が
繰
り
返
し
請
求
さ
れ
、
時
間
と
労
力
を
空
費
し
実
益
が
伴
わ
ず
、
あ
ま
り
に
も
無
駄
な
繰
り
返
し
を
容
認
す
る
点

で
、
ひ
い
て
は
監
査
の
効
率
性
を
阻
害
す
る
と
い
う
点
で
大
き
な
問
題
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
例
外
の
な
い
再
度
の
住
民
監
査
請
求
は

認
め
る
べ
き
で
は
な
い
。

第
二
に
、
否
定
説
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
違
法
・
不
当
事
由
の
異
同
性
や
証
拠
資
料
の
新
奇
性
に
か
か
わ
ら
ず
、
再
度
の
住
民
監
査
請
求

は
一
律
に
で
き
な
い
と
す
る
説
で
あ
る
（
8
）

。
最
判
昭
和
六
二
年
は
、
否
定
説
を
採
用
し
た
と
さ
れ
る
（
9
）

。
そ
の
理
由
と
し
て
、
①
監
査
委
員
は

住
民
の
請
求
に
基
づ
く
監
査
に
あ
た
り
、
そ
の
自
主
的
判
断
に
よ
っ
て
住
民
が
主
張
す
る
事
由
以
外
の
点
に
わ
た
っ
て
調
査
し
監
査
す
る

こ
と
が
で
き
る
た
め
、
そ
の
よ
う
な
弾
力
的
な
監
査
が
行
わ
れ
る
以
上
、
異
な
る
違
法
・
不
当
事
由
や
新
た
な
証
拠
資
料
が
提
出
さ
れ
た

か
ら
と
い
っ
て
、
第
一
回
監
査
と
異
な
る
内
容
の
監
査
が
行
わ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
、
②
住
民
訴
訟
を
提
起
す
る
と
き
は
、
監
査
対

象
た
る
行
為
又
は
怠
る
事
実
と
の
一
定
の
同
一
性
が
要
請
さ
れ
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
が
、
違
法
事
由
に
つ
い
て
は
監
査
請
求
に
お
い
て

挙
げ
た
も
の
以
外
の
事
由
を
住
民
訴
訟
に
お
い
て
新
た
に
主
張
で
き
る
と
解
さ
れ
る
た
め
、
主
張
す
る
違
法
事
由
ご
と
に
別
個
の
監
査
請

求
に
な
る
と
し
て
再
度
の
監
査
請
求
を
認
め
る
必
要
も
実
益
も
な
い
こ
と
、
③
地
方
自
治
法
が
住
民
訴
訟
に
つ
い
て
出
訴
期
間
を
規
定
し

（
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た
趣
旨
は
、
住
民
訴
訟
の
対
象
と
な
る
行
為
の
多
く
は
私
法
上
の
行
為
で
あ
る
が
、
い
つ
ま
で
も
争
え
る
状
態
に
し
て
お
く
こ
と
は
、
取

引
の
安
全
を
図
る
う
え
か
ら
も
、
行
政
運
営
の
安
定
性
を
確
保
す
る
う
え
か
ら
も
、
適
当
で
な
い
と
い
う
趣
旨
で
あ
る
と
解
さ
れ
て
い
る

た
め
、
同
一
住
民
か
ら
同
一
内
容
の
監
査
請
求
を
繰
り
返
す
こ
と
を
認
め
る
と
、
そ
の
趣
旨
を
没
却
す
る
こ
と
に
な
る
こ
と
な
ど
を
挙
げ

て
い
る
（
10
）

。
し
た
が
っ
て
、
主
張
す
る
違
法
事
由
が
異
な
る
ご
と
に
監
査
請
求
を
別
個
の
も
の
と
し
、
こ
れ
を
繰
り
返
す
こ
と
を
認
め
る
必

要
が
な
い
と
す
る
説
で
あ
る
。

前
記
最
判
昭
和
六
二
年
も
含
め
、
こ
の
否
定
説
に
対
し
て
、
学
説
上
、
次
の
よ
う
な
批
判
が
な
さ
れ
て
い
る
。

⑴　
「
監
査
委
員
が
あ
ら
ゆ
る
論
点
を
審
査
し
て
く
れ
ず
、
住
民
が
あ
と
で
有
効
な
攻
撃
方
法
に
気
づ
い
た
場
合
に
は
、
住
民
に
も
う

一
度
主
張
さ
せ
る
実
益
が
あ
る
。
特
に
、
事
態
が
進
行
形
の
場
合
、
契
約
を
し
た
段
階
で
は
そ
の
差
止
、
そ
の
履
行
が
あ
っ
た
ら
、
無

効
・
返
還
請
求
、
そ
れ
も
無
理
に
な
っ
た
ら
市
町
村
長
な
ど
に
対
す
る
損
害
賠
償
請
求
と
、
進
展
状
況
に
応
じ
て
新
し
い
監
査
請
求
を
す

る
意
味
が
あ
る
（
11
）

」。
住
民
が
そ
の
主
張
を
監
査
請
求
で
排
斥
さ
れ
た
後
、
監
査
請
求
で
き
る
別
個
の
理
由
に
気
付
い
た
場
合
、
監
査
請
求

を
再
度
行
う
か
、
住
民
訴
訟
を
提
起
す
る
か
の
選
択
に
立
た
さ
れ
る
が
、
訴
訟
の
提
起
は
住
民
に
と
っ
て
大
変
な
負
担
と
な
る
た
め
、
な

る
べ
く
は
監
査
請
求
を
行
お
う
と
考
え
る
の
が
通
常
で
あ
り
、
そ
れ
は
簡
易
な
行
政
内
部
の
是
正
手
段
で
あ
る
住
民
監
査
請
求
の
趣
旨
に

も
合
致
す
る
。
住
民
は
一
度
監
査
請
求
を
行
っ
た
な
ら
ば
、
訴
訟
を
提
起
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
最
判
昭
和
六
二
年
の
考
え
方
は
、「
監

査
請
求
を
形
だ
け
通
過
す
れ
ば
、
あ
と
は
全
部
裁
判
所
で
処
理
し
な
さ
い
と
い
う
発
想
で
、
監
査
請
求
の
機
能
と
意
義
を
い
か
に
も
減
殺

す
る
考
え
で
あ
る
（
12
）

」。
最
判
昭
和
六
二
年
は
、「
制
度
の
実
際
の
運
用
や
機
能
に
対
す
る
配
慮
が
た
り
な
い
。
そ
の
射
程
範
囲
を
限
定
し
て

い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
（
13
）

」
と
い
う
見
解
が
示
さ
れ
て
い
る
。

⑵　

住
民
監
査
請
求
に
も
期
間
制
限
が
あ
る
た
め
、「
仮
に
同
一
人
に
繰
り
返
し
を
禁
じ
て
も
他
の
者
が
な
し
う
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、

（
四
八
四
）
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尻
抜
け
に
な
り
う
る
こ
と
、
ま
た
、
同
一
人
の
繰
り
返
し
も
、
右
期
間
の
定
め
に
よ
り
、
野
放
し
に
な
ら
な
い
こ
と
（
14
）

」
な
ど
の
理
由
を
挙

げ
て
、
最
判
昭
和
六
二
年
の
射
程
範
囲
を
限
定
的
に
解
す
る
べ
き
で
あ
る
と
の
見
解
が
あ
る
。

⑶　

最
判
昭
和
六
二
年
は
、
住
民
監
査
請
求
と
住
民
訴
訟
の
関
係
に
つ
い
て
、
住
民
は
監
査
請
求
の
段
階
で
主
張
し
得
え
な
か
っ
た
違

法
事
由
を
訴
訟
に
お
い
て
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
判
示
す
る
が
、
こ
の
こ
と
は
新
た
な
主
張
や
証
拠
資
料
が
存
在
し
て
い
て
も
、
再

度
の
監
査
請
求
を
否
認
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
訴
訟
を
強
制
す
る
こ
と
に
な
る
。
訴
訟
の
場
で
し
か
争
え
な
い
と
い
う
の
で
は
、
必
ず
し

も
住
民
に
と
っ
て
本
意
で
は
な
い
と
い
う
見
解
が
あ
る
（
15
）

。

⑷　

住
民
だ
け
で
な
く
、
地
方
公
共
団
体
等
に
と
っ
て
も
、
住
民
監
査
請
求
の
段
階
で
早
期
に
解
決
で
き
る
こ
と
を
欲
す
る
場
合
が
あ

り
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
最
判
昭
和
六
二
年
は
、
住
民
監
査
請
求
制
度
を
軽
視
す
る
結
果
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
見
解
が
あ
る
（
16
）

。

否
定
説
に
つ
い
て
は
、
監
査
委
員
の
対
応
の
仕
方
が
不
十
分
か
つ
簡
略
な
こ
と
が
多
い
と
い
う
事
情
（
17
）

か
ら
、
必
ず
し
も
監
査
委
員
が
住

民
の
主
張
す
る
事
由
に
つ
い
て
監
査
す
る
と
は
限
ら
な
い
点
、
さ
ら
に
は
、
住
民
に
と
っ
て
監
査
請
求
の
時
点
で
主
張
し
て
解
決
を
図
っ

て
お
く
方
が
、
住
民
訴
訟
に
移
っ
て
却
下
さ
れ
る
よ
り
も
訴
訟
費
用
の
負
担
を
軽
減
で
き
る
点
な
ど
を
考
慮
す
る
と
、
否
定
説
は
妥
当
と

は
い
え
な
い
。
否
定
説
の
よ
う
に
、
実
益
が
な
い
と
し
て
再
度
の
住
民
監
査
請
求
を
一
切
否
定
し
て
し
ま
う
よ
り
も
、
で
き
る
限
り
行
政

機
関
内
部
に
お
い
て
問
題
を
解
決
で
き
る
こ
と
が
望
ま
し
い
（
18
）

。

第
三
に
、
制
限
的
肯
定
説
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
違
法
・
不
当
事
由
が
異
な
っ
た
り
、
新
た
な
証
拠
資
料
の
提
出
が
あ
る
場
合
に
は
、
再

度
の
監
査
請
求
が
許
さ
れ
る
と
す
る
説
で
あ
る
（
19
）

。
そ
の
理
由
と
し
て
、
①
住
民
監
査
請
求
に
お
い
て
、
一
旦
監
査
結
果
が
出
さ
れ
た
後

に
、
新
た
な
違
法
・
不
当
事
由
な
い
し
新
証
拠
が
発
見
さ
れ
、
当
初
の
監
査
結
果
と
異
な
る
判
断
が
下
さ
れ
る
客
観
的
可
能
性
が
生
ず
れ

ば
、
事
情
変
更
の
原
則
に
よ
っ
て
、
そ
の
新
た
な
違
法
・
不
当
事
由
な
い
し
新
証
拠
を
資
料
と
し
て
再
度
の
住
民
監
査
請
求
が
許
さ
れ
る

（
四
八
五
）
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こ
と
、
②
監
査
の
実
際
の
運
用
と
し
て
、
監
査
委
員
は
、
請
求
人
の
主
張
し
な
い
違
法
事
由
に
つ
い
て
ま
で
全
て
を
検
討
し
て
い
る
わ
け

で
は
な
い
と
い
う
実
情
が
あ
る
こ
と
な
ど
を
挙
げ
て
い
る
。

制
限
的
肯
定
説
に
お
い
て
は
、
住
民
監
査
請
求
同
士
に
お
け
る
同
一
性
の
認
定
基
準
の
違
い
か
ら
、
厳
格
説
と
緩
和
説
と
が
あ
る
（
20
）

。
厳

格
説
は
、
同
一
住
民
に
関
す
る
限
り
、
原
則
と
し
て
監
査
請
求
の
繰
り
返
し
を
許
さ
な
い
と
し
て
、
監
査
請
求
同
士
の
同
一
性
を
厳
格
に

解
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
監
査
委
員
の
監
査
結
果
が
出
さ
れ
た
後
、
事
実
関
係
や
権
利
関
係
等
が
変
化
し
た
た
め
、
先
の
監
査
結

果
が
現
時
点
で
は
変
更
さ
れ
得
る
場
合
と
か
、
不
適
法
却
下
の
後
の
適
法
な
監
査
請
求
の
場
合
と
か
、
監
査
請
求
時
に
求
め
た
措
置
と
は

別
個
の
、
新
た
に
必
要
な
措
置
を
要
求
す
る
場
合
に
限
定
す
る
説
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
緩
和
説
は
、
主
張
す
る
違
法
事
由
が
異
な

れ
ば
再
度
の
監
査
請
求
は
、
こ
れ
を
適
法
と
し
て
緩
や
か
に
解
す
る
説
で
あ
る
。

ち
な
み
に
、
行
政
実
例
で
は
、
同
一
住
民
よ
り
同
一
事
件
に
つ
い
て
同
一
内
容
の
再
監
査
請
求
を
行
う
こ
と
は
で
き
な
い
と
さ
れ
、
ま

た
、
最
初
の
監
査
請
求
の
内
容
以
外
の
新
た
な
内
容
を
加
え
て
再
監
査
請
求
を
し
て
き
た
場
合
に
は
、
新
た
に
追
加
さ
れ
た
内
容
に
係
る

請
求
が
別
個
の
監
査
請
求
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
監
査
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
。
そ
の
意
図
は
、
個
々
の
事
案
ご
と
に
、

監
査
請
求
が
別
個
の
も
の
で
あ
る
か
否
か
を
判
断
し
て
い
こ
う
と
す
る
も
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
て
い
る
（
21
）

。

こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
住
民
監
査
請
求
が
、
簡
易
・
迅
速
な
請
求
手
続
を
と
り
対
審
構
造
を
採
用
し
て
い
な
い
と
い
う
点
で
の
住

民
訴
訟
と
の
違
い
、
監
査
請
求
期
間
の
存
在
等
の
住
民
監
査
請
求
に
お
け
る
手
続
的
特
徴
の
点
か
ら
、
否
定
説
は
も
と
よ
り
、
同
一
住
民

に
よ
る
再
度
の
監
査
請
求
を
原
則
認
め
な
い
と
い
う
厳
格
説
を
と
る
こ
と
は
、
む
し
ろ
住
民
に
よ
る
監
査
請
求
の
可
能
性
を
狭
め
る
も
の

と
し
て
妥
当
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
再
度
の
住
民
監
査
請
求
は
制
限
的
で
は
あ
る
が
、
緩
や
か
に
そ
の
許
容
範
囲
を
決
め
る
べ
き
も

の
で
あ
る
（
22
）

。

（
四
八
六
）
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（
1
） 

最
判
昭
和
六
二
年
二
月
二
〇
日
民
集
四
一
巻
一
号
一
二
二
頁
参
照
。

本
判
決
に
つ
い
て
は
、
木
佐
茂
男
「
最
新
判
例
批
評
」
判
例
評
論
三
四
五
号
三
四
頁
以
下
、
野
村
善
史
「
実
務
演
習　

同
一
人
に
よ
る
同
一
の
監

査
請
求
」
自
治
実
務
セ
ミ
ナ
ー
二
六
巻
九
号
六
二
頁
以
下
、
北
崎
秀
一
「
地
方
自
治
関
係
判
例
紹
介
」
地
方
自
治
四
七
九
号
一
一
三
頁
以
下
、
田
中

舘
照
橘
「
判
例
評
釈
」
法
令
解
説
資
料
総
覧
六
六
号
一
二
八
頁
以
下
、
石
川
善
則
「
時
の
判
例
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
八
八
九
号
七
四
頁
以
下
、
西
鳥
羽
和

明
「
判
例
解
説
」
判
例
地
方
自
治
四
〇
号
二
九
頁
以
下
、
鈴
木
庸
夫
「
判
例
解
説
」『
昭
和
六
二
年
度
主
要
民
事
判
例
解
説
』
判
例
タ
イ
ム
ズ
臨
時

増
刊
六
七
七
号
三
二
〇
頁
以
下
、
石
川
善
則
「
最
高
裁
判
所
判
例
解
説
」
法
曹
時
報
四
二
巻
六
号
一
三
九
頁
以
下
、
石
川
善
則
「
判
例
解
説
」
法
曹

会
編
『
最
高
裁
判
所
判
例
解
説
民
事
篇
昭
和
六
二
年
度
』（
法
曹
会
、
平
成
二
年
）
六
八
頁
以
下
、
阿
部
泰
隆
「
判
例
総
合
研
究
『
住
民
訴
訟
⑤
』」

判
例
評
論
四
二
七
号
一
九
頁
以
下
、
金
子
昇
平
「
判
例
解
説
」『
地
方
自
治
判
例
百
選
〔
第
三
版
〕』
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
六
八
号
一
五
六
頁
以
下
、

正
木
宏
長
「
判
例
解
説
」『
地
方
自
治
判
例
百
選
〔
第
四
版
〕』
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
二
一
五
号
一
五
七
頁
、
岡
森
識
晃
「
判
例
解
説
」『
行
政
判
例
百

選
Ⅰ
〔
第
七
版
〕』
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
二
三
五
号
（
平
成
二
九
年
）
二
六
二
頁
以
下
参
照
。

（
2
） 

新
潟
地
判
昭
和
五
六
年
六
月
二
九
日
民
集
四
一
巻
一
号
一
三
九
頁
参
照
。

（
3
） 

東
京
高
判
昭
和
五
七
年
八
月
三
一
日
民
集
四
一
巻
一
号
一
五
二
頁
参
照
。

（
4
） 

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
藤
原
淳
一
郎
「
行
政
判
例
研
究
」
自
治
研
究
六
〇
巻
七
号
一
四
二
頁
以
下
、
北
崎
・
前
掲
「
地
方
自
治
関
係
判
例
紹

介
」
一
一
八
頁
以
下
、
木
佐
・
前
掲
「
最
新
判
例
批
評
」
三
五
頁
以
下
、
石
川
・
前
掲
「
判
例
解
説
」
法
曹
会
編
『
最
高
裁
判
所
判
例
解
説
民
事
篇

昭
和
六
二
年
度
』
七
六
頁
以
下
、
西
鳥
羽
・
前
掲
「
判
例
解
説
」
三
〇
頁
以
下
、
阿
部
・
前
掲
「
判
例
総
合
研
究
『
住
民
訴
訟
⑤
』」
二
〇
頁
以
下
、

森
木
田
邦
裕
「
判
例
解
説
」
行
政
判
例
研
究
会
編
『
平
成
一
〇
年
行
政
関
係
判
例
解
説
』（
ぎ
ょ
う
せ
い
、
平
成
一
二
年
）
二
五
四
頁
以
下
、
細
川

俊
彦
「
住
民
訴
訟
に
関
す
る
若
干
の
問
題
に
つ
い
て
の
考
察
」
金
沢
法
学
四
四
巻
二
号
六
六
頁
以
下
、
友
岡
・
前
掲
「
住
民
監
査
請
求
制
度
の
法

理
」
二
一
四
頁
以
下
、
正
木
・
前
掲
「
判
例
解
説
」
一
五
七
頁
参
照
。

同
一
の
住
民
か
ら
、
同
一
の
財
務
会
計
上
の
行
為
又
は
怠
る
事
実
に
つ
い
て
監
査
請
求
が
繰
り
返
さ
れ
た
場
合
、
第
二
回
目
以
降
の
監
査
請
求
も

適
法
で
あ
る
と
す
る
と
、
当
該
行
為
又
は
当
該
怠
る
事
実
に
係
る
住
民
訴
訟
の
提
起
は
、
最
後
の
監
査
請
求
に
対
す
る
監
査
結
果
の
通
知
が
あ
っ
た

日
か
ら
三
〇
日
以
内
で
あ
れ
ば
適
法
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
に
対
し
、
第
二
回
目
以
降
の
監
査
請
求
が
不
適
法
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の

（
四
八
七
）
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一
二
〇

出
訴
期
間
は
、
最
初
の
監
査
請
求
に
対
す
る
監
査
結
果
の
通
知
が
あ
っ
た
日
か
ら
三
〇
日
以
内
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

（
5
） 

裁
判
例
と
し
て
は
、
秋
田
地
判
昭
和
五
六
年
五
月
二
五
日
判
例
時
報
一
〇
三
六
号
六
二
頁
、
秋
田
地
判
昭
和
五
八
年
一
〇
月
二
八
日
判
例
住
民

訴
訟
一
四
一
〇
頁
が
あ
る
。

（
6
） 
北
崎
・
前
掲
「
地
方
自
治
関
係
判
例
紹
介
」
一
一
八
│
一
一
九
頁
、
野
村
・
前
掲
「
判
例
解
説
」
四
四
頁
参
照
。

（
7
） 

石
川
・
前
掲
「
判
例
解
説
」
七
八
│
七
九
頁
参
照
。

（
8
） 

裁
判
例
と
し
て
は
、
最
判
昭
和
六
二
年
二
月
二
〇
日
民
集
四
一
巻
一
号
一
二
二
頁
が
あ
る
。

（
9
） 

鈴
木
・
前
掲
「
判
例
解
説
」
三
二
一
頁
、
石
川
・
前
掲
「
判
例
解
説
」
七
九
│
八
〇
頁
、
石
川
・
前
掲
「
時
の
判
例
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
八
八
九
号

七
五
頁
参
照
。

（
10
） 

最
判
昭
和
六
二
年
二
月
二
〇
日
民
集
四
一
巻
一
号
一
二
二
頁
参
照
。

最
判
昭
和
六
二
年
は
一
事
不
再
理
の
法
理
を
適
用
し
た
例
と
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
が
、
同
判
決
に
対
し
、
学
説
に
お
い
て
は
、
一
事
不
再
理
の
法

理
の
適
用
に
つ
い
て
の
批
判
や
、
場
合
に
よ
っ
て
は
再
監
査
請
求
が
許
容
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
の
批
判
が
存
在
す
る
（
木
佐
・
前
掲
「
最
新
判
例

批
評
」
三
五
頁
以
下
、
西
鳥
羽
・
前
掲
「
判
例
解
説
」
三
一
頁
、
金
子
・
前
掲
「
判
例
解
説
」
一
五
七
頁
、
正
木
・
前
掲
「
判
例
解
説
」
一
五
七
頁
、

岡
森
・
前
掲
「
判
例
解
説
」
二
六
三
頁
参
照
）。

（
11
） 

阿
部
・
前
掲
「
判
例
総
合
研
究
『
住
民
訴
訟
⑤
』」
二
一
頁
。

（
12
） 

同
二
二
頁
。

（
13
） 

同
二
三
頁
。

さ
ら
に
、
阿
部
泰
隆
『
行
政
法
再
入
門
（
下
）〔
第
二
版
〕』（
信
山
社
、
平
成
二
八
年
）
八
〇
│
八
一
頁
に
よ
る
と
、
住
民
は
監
査
請
求
を
期
限

内
に
行
お
う
と
す
る
た
め
に
は
、
そ
の
端
緒
を
何
か
発
見
し
た
な
ら
、
十
分
な
証
拠
が
な
く
て
も
、
と
り
あ
え
ず
監
査
請
求
を
行
う
が
、
簡
単
な
監

査
請
求
は
す
ぐ
に
却
下
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
間
に
情
報
公
開
等
に
よ
り
証
拠
を
入
手
し
て
再
度
監
査
請
求
を
行
う
と
、
同
一
住
民
が
、
同
一
の

財
務
会
計
上
の
行
為
又
は
怠
る
事
実
を
対
象
と
し
て
、
再
度
の
監
査
請
求
を
行
う
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
と
の
判
例
（
前
記
最
判
昭
和
六
二
年
）
が
適

用
さ
れ
る
。「
監
査
請
求
を
す
る
か
ど
う
か
を
自
由
選
択
主
義
と
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
ま
だ
し
も
、
監
査
請
求
前
置
主
義
の
も
と
で
こ
の
よ
う
な

（
四
八
八
）



再
度
の
住
民
監
査
請
求
に
関
す
る
考
察
（
西
原
）

一
二
一

厳
し
い
制
約
を
お
く
理
由
が
あ
ろ
う
か
」
と
疑
問
を
呈
し
て
い
る
。

（
14
） 

藤
原
淳
一
郎
「
行
政
判
例
研
究
」
自
治
研
究
六
〇
巻
七
号
一
四
四
頁
。

（
15
） 
鈴
木
・
前
掲
「
判
例
解
説
」
三
二
一
頁
、
金
子
・
前
掲
「
判
例
解
説
」
一
五
七
頁
参
照
。

最
判
昭
和
六
二
年
に
対
し
て
は
、
住
民
監
査
請
求
で
主
張
し
た
事
由
以
外
の
違
法
事
由
を
そ
の
後
の
住
民
訴
訟
で
主
張
で
き
る
と
し
て
も
、
空
洞

化
し
つ
つ
あ
る
住
民
監
査
請
求
を
是
認
し
て
し
ま
う
効
果
が
懸
念
さ
れ
る
（
鈴
木
・
前
掲
「
判
例
解
説
」
三
二
一
頁
参
照
）。

（
16
） 

加
藤
・
前
掲
「
監
査
請
求
前
置
主
義
」
八
四
頁
参
照
。

（
17
） 

木
佐
・
前
掲
「
最
新
判
例
批
評
」
三
六
頁
参
照
。

（
18
） 

阿
部
・
前
掲
「
判
例
総
合
研
究
『
住
民
訴
訟
⑤
』」
二
一
│
二
二
頁
、
友
岡
・
前
掲
「
住
民
監
査
請
求
制
度
の
法
理
」
二
一
四
頁
参
照
。

（
19
） 

裁
判
例
と
し
て
は
、
神
戸
地
判
昭
和
五
六
年
六
月
一
二
日
行
裁
例
集
三
二
巻
六
号
九
〇
六
頁
、
山
口
地
判
昭
和
五
九
年
九
月
一
三
日
判
例
タ
イ

ム
ズ
五
三
八
号
一
四
一
頁
、
東
京
地
判
平
成
五
年
二
月
二
五
日
判
例
タ
イ
ム
ズ
八
五
九
号
一
七
九
頁
が
あ
る
。

例
え
ば
、
東
京
地
判
平
成
五
年
二
月
二
五
日
判
例
タ
イ
ム
ズ
八
五
九
号
一
七
九
頁
は
、
臨
海
副
都
心
開
発
計
画
の
一
環
と
し
て
、
東
京
都
港
湾
局

長
が
進
出
企
業
と
の
間
で
都
有
地
に
つ
き
賃
貸
借
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
の
差
止
め
を
求
め
る
住
民
監
査
請
求
に
対
し
、
監
査
委
員
が
、
同
計
画
に

関
す
る
予
算
の
執
行
が
凍
結
さ
れ
て
い
る
た
め
、
当
該
契
約
が
締
結
さ
れ
る
か
否
か
が
未
だ
不
確
定
で
あ
る
と
し
、
同
監
査
請
求
を
不
適
法
な
も
の

と
し
て
却
下
し
た
と
こ
ろ
、
そ
の
後
、
関
係
経
費
の
予
算
執
行
の
凍
結
が
解
除
さ
れ
る
と
と
も
に
、
臨
海
副
都
心
開
発
事
業
会
計
補
正
予
算
が
可
決

さ
れ
た
こ
と
か
ら
再
度
行
わ
れ
た
当
該
契
約
の
締
結
の
差
止
め
を
求
め
る
監
査
請
求
に
つ
き
、「
先
の
監
査
請
求
が
、
そ
の
時
点
で
は
監
査
請
求
の

対
象
と
な
る
行
為
等
が
な
さ
れ
る
こ
と
が
相
当
の
確
実
さ
を
も
っ
て
予
測
さ
れ
な
い
等
の
事
情
が
あ
る
た
め
、
監
査
委
員
に
よ
る
実
体
的
な
監
査
が

さ
れ
る
こ
と
な
く
不
適
法
と
し
て
却
下
さ
れ
た
よ
う
な
場
合
に
は
、
そ
の
後
の
事
態
の
成
熟
を
ま
っ
て
再
度
監
査
請
求
を
行
う
必
要
と
利
益
が
認
め

ら
れ
る
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
し
、
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
場
合
に
再
度
の
監
査
請
求
を
認
め
る
こ
と
と
し
て
も
、
…
…
再
度
の
監
査
請
求
を
禁
ず

る
法
の
趣
旨
に
抵
触
す
る
点
は
な
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
右
の
よ
う
な
事
由
が
認
め
ら
れ
る
場
合
に
限
っ
て
は
、
再
度
の
監
査
請

求
を
行
う
こ
と
が
例
外
的
に
許
さ
れ
る
」
と
判
示
す
る
。

ち
な
み
に
、
代
金
に
つ
い
て
の
支
出
命
令
や
支
出
が
な
さ
れ
る
前
に
売
買
契
約
の
違
法
を
主
張
す
る
住
民
監
査
請
求
が
な
さ
れ
た
場
合
に
は
、
そ

（
四
八
九
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
三
号
（
二
〇
一
八
年
十
二
月
）

一
二
二

の
時
点
で
現
に
存
在
し
て
い
る
契
約
の
み
を
対
象
と
し
て
い
る
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
た
め
、
改
め
て
支
出
命
令
や
支
出
を
対
象
と
す
る
監
査

請
求
を
す
る
こ
と
も
可
能
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
債
務
負
担
行
為
に
つ
い
て
の
住
民
監
査
請
求
時
に
は
未
だ

発
生
し
て
い
な
か
っ
た
支
出
命
令
や
支
出
に
固
有
の
違
法
事
由
を
監
査
請
求
の
理
由
と
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
り
、
再
度
の
住
民
監
査
請
求
を
認
め

る
実
益
も
肯
定
で
き
る
（
藤
山
雅
行
「
基
本
行
為
に
対
す
る
住
民
訴
訟
と
派
生
行
為
に
対
す
る
住
民
訴
訟
と
の
関
係
」
大

敏
編
『
現
代
裁
判
法
大

系
第
二
八
巻　

住
民
訴
訟
』（
新
日
本
法
規
出
版
、
平
成
一
一
年
）
一
三
五
│
一
三
六
頁
参
照
）。

（
20
） 

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
藤
原
淳
一
郎
「
行
政
判
例
研
究
」
自
治
研
究
六
〇
巻
七
号
一
四
三
頁
以
下
参
照
。

（
21
） 

北
崎
・
前
掲
「
地
方
自
治
関
係
判
例
紹
介
」
一
二
〇
│
一
二
一
頁
参
照
。

（
22
） 

藤
原
・
前
掲
「
行
政
判
例
研
究
」
一
四
四
頁
、
友
岡
・
前
掲
「
住
民
監
査
請
求
制
度
の
法
理
」
二
一
五
頁
参
照
。

西
鳥
羽
・
前
掲
「
判
例
解
説
」
二
九
頁
は
、「
有
意
味
な
新
た
な
証
拠
資
料
の
発
見
・
作
成
等
に
よ
っ
て
第
一
回
監
査
請
求
と
異
な
る
展
開
が
期

待
で
き
そ
う
な
同
一
住
民
に
よ
る
再
監
査
請
求
に
は
、
や
は
り
一
定
の
門
戸
を
開
い
て
お
く
の
が
望
ま
し
い
」
と
し
て
い
る
。

四　

適
法
な
監
査
請
求
が
却
下
さ
れ
た
場
合
の
再
監
査
請
求

監
査
委
員
が
適
法
な
住
民
監
査
請
求
を
不
適
法
で
あ
る
と
し
て
却
下
し
た
場
合
、
当
該
監
査
請
求
を
行
っ
た
住
民
は
、
適
法
な
住
民
監

査
請
求
を
経
た
と
し
て
直
ち
に
住
民
訴
訟
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
判
例
・
学
説
上
、
特
に
異
論
は
み
ら
れ

な
い
（
1
）

。
こ
れ
に
対
し
、
当
該
住
民
が
直
ち
に
住
民
訴
訟
を
提
起
す
る
こ
と
な
く
、
再
度
の
住
民
監
査
請
求
を
行
う
こ
と
の
可
否
に
つ
い
て

は
、
判
例
・
学
説
上
、
あ
ま
り
明
確
に
論
じ
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
問
題
で
あ
っ
た
。

適
法
な
監
査
請
求
が
却
下
さ
れ
た
場
合
の
再
監
査
請
求
の
許
容
性
に
関
す
る
最
高
裁
判
決
と
し
て
は
、
最
高
裁
平
成
一
〇
年
一
二
月

一
八
日
判
決
（
2
）（

以
下
、「
最
判
平
成
一
〇
年
」
と
い
う
。）
が
あ
る
。
本
件
は
、
加
須
市
の
住
民
で
あ
る
Ⅹ
ら
が
、
市
長
Ｙ
を
相
手
と
し
て
、
市

（
四
九
〇
）



再
度
の
住
民
監
査
請
求
に
関
す
る
考
察
（
西
原
）

一
二
三

に
代
位
し
て
行
っ
た
、
地
方
自
治
法
二
四
二
条
の
二
第
一
項
四
号
に
基
づ
く
損
害
賠
償
を
請
求
す
る
住
民
訴
訟
事
件
で
あ
る
。
そ
こ
で
の

論
点
は
、
適
法
な
住
民
監
査
請
求
が
不
適
法
で
あ
る
と
し
て
却
下
さ
れ
た
場
合
に
、
再
度
の
住
民
監
査
請
求
が
許
容
さ
れ
る
か
否
か
で
あ

る
。本

件
事
案
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
Ｙ
は
市
長
と
し
て
、
公
金
を
支
出
し
、
小
学
校
の
分
離
校
を
建
設
し
た
。
住
民
Ⅹ
ら
は
、

平
成
八
年
六
月
二
八
日
、
市
監
査
委
員
に
対
し
、
表
題
と
し
て
「
中
学
校
の
分
離
校
は
建
設
す
る
必
要
が
あ
っ
た
の
か
の
監
査
請
求
書
」、

理
由
と
し
て
「
分
離
校
を
三
一
億
円
の
公
金
を
投
じ
て
建
設
す
る
必
要
は
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
故
に
分
離
校
建
設
は
正
当
で
あ
っ

た
の
か
の
監
査
を
請
求
す
る
」
と
、
そ
れ
ぞ
れ
記
載
し
た
住
民
監
査
請
求
（
以
下
、「
第
一
回
監
査
請
求
」
と
い
う
。）
を
行
っ
た
。
こ
れ
に

対
し
、
市
監
査
委
員
会
は
、
同
年
七
月
一
三
日
、
Ⅹ
ら
の
監
査
請
求
は
一
般
的
な
行
政
運
営
を
対
象
と
し
て
お
り
不
適
法
で
あ
る
と
し
て
、

こ
れ
を
却
下
し
た
。
こ
の
た
め
、
Ⅹ
ら
は
、
同
年
八
月
一
二
日
、
市
監
査
委
員
に
対
し
、
表
題
と
し
て
「
分
離
校
は
建
設
す
る
合
理
的
理

由
が
あ
っ
た
の
か
の
監
査
請
求
書
」、
請
求
理
由
と
し
て
「
三
五
学
級
、
一
四
〇
〇
人
迄
対
応
出
来
る
規
模
の
用
地
面
積
が
あ
る
の
で
あ

る
か
ら
…
…
分
離
校
を
三
一
億
円
の
公
金
を
投
じ
て
建
設
す
る
必
要
は
な
か
っ
た
と
考
え
る
。
故
に
分
離
校
建
設
は
正
当
で
あ
っ
た
の
か

の
監
査
を
請
求
す
る
」
と
記
載
し
た
住
民
監
査
請
求
（
以
下
、「
第
二
回
監
査
請
求
」
と
い
う
。）
を
行
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
監
査
請
求
も
、

同
年
九
月
五
日
、
第
一
回
監
査
請
求
と
請
求
人
及
び
対
象
と
な
る
監
査
請
求
の
内
容
が
同
一
で
あ
る
と
の
理
由
で
、
一
事
不
再
理
の
原
則

に
よ
り
却
下
さ
れ
た
。
そ
こ
で
、
同
年
一
〇
月
三
日
、
Ⅹ
ら
は
本
件
訴
え
を
提
起
し
た
。

第
一
審
判
決
（
3
）

は
、
第
一
回
及
び
第
二
回
の
監
査
請
求
と
も
に
財
務
会
計
上
の
行
為
を
対
象
と
す
る
適
法
な
監
査
請
求
と
い
う
べ
き
で
あ

る
が
、
第
二
回
監
査
請
求
は
、
同
一
人
が
第
一
回
監
査
請
求
に
お
け
る
と
同
一
の
行
為
を
対
象
と
す
る
監
査
請
求
を
重
ね
て
行
っ
て
お
り

不
適
法
で
あ
る
の
で
、
本
件
訴
え
に
関
す
る
出
訴
期
間
は
、
第
一
回
監
査
請
求
を
基
準
と
し
て
こ
れ
を
決
定
す
べ
き
で
あ
る
と
し
た
。
そ

（
四
九
一
）
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法
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号
（
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〇
一
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年
十
二
月
）

一
二
四

し
て
、
第
一
回
監
査
請
求
は
、
監
査
委
員
に
よ
る
監
査
又
は
勧
告
が
行
わ
れ
て
い
な
い
場
合
と
な
る
の
で
、
そ
の
出
訴
期
間
は
、
同
法

二
四
二
条
の
二
第
二
項
三
号
に
よ
り
、
右
監
査
請
求
を
行
っ
た
日
か
ら
六
〇
日
を
経
過
し
た
日
か
ら
三
〇
日
以
内
（
平
成
八
年
九
月
二
六
日

ま
で
）
と
な
る
と
こ
ろ
、
本
件
訴
え
は
一
〇
月
三
日
に
提
起
さ
れ
て
お
り
出
訴
期
間
を
徒
過
し
て
い
る
か
ら
、
不
適
法
で
あ
る
と
し
た
。

第
二
審
判
決
（
4
）

も
、
同
一
の
財
務
会
計
上
の
行
為
に
つ
い
て
二
回
に
わ
た
っ
て
監
査
請
求
が
な
さ
れ
た
場
合
に
は
、
そ
の
出
訴
期
間
は
、

前
の
監
査
請
求
を
基
準
と
し
て
起
算
す
べ
き
で
あ
る
と
し
、
第
一
審
判
決
を
支
持
し
て
、
控
訴
を
棄
却
し
た
。

こ
れ
に
対
し
て
、
最
判
平
成
一
〇
年
は
、「
監
査
委
員
が
適
法
な
住
民
監
査
請
求
を
不
適
法
で
あ
る
と
し
て
却
下
し
た
場
合
、
当
該
請

求
を
し
た
住
民
は
、
適
法
な
住
民
監
査
請
求
を
経
た
も
の
と
し
て
、
直
ち
に
住
民
訴
訟
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
み
な
ら
ず
、
当
該

請
求
の
対
象
と
さ
れ
た
財
務
会
計
上
の
行
為
又
は
怠
る
事
実
と
同
一
の
財
務
会
計
上
の
行
為
又
は
怠
る
事
実
を
対
象
と
し
て
再
度
の
住
民

監
査
請
求
を
す
る
こ
と
も
許
さ
れ
る
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
住
民
監
査
請
求
の
制
度
は
、
住
民
訴
訟
の
前
置
手
続
と
し
て
、
ま
ず
監

査
委
員
に
住
民
の
請
求
に
係
る
財
務
会
計
上
の
行
為
又
は
怠
る
事
実
に
つ
い
て
監
査
の
機
会
を
与
え
、
当
該
行
為
又
は
怠
る
事
実
の
違
法
、

不
当
を
当
該
普
通
地
方
公
共
団
体
の
自
治
的
、
内
部
的
処
理
に
よ
っ
て
予
防
、
是
正
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
解
さ
れ

る
。
そ
し
て
、
監
査
委
員
が
適
法
な
住
民
監
査
請
求
に
よ
り
監
査
の
機
会
を
与
え
ら
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
こ
れ
を
却
下
し
監
査
を
行
わ

な
か
っ
た
た
め
、
当
該
行
為
又
は
怠
る
事
実
の
違
法
、
不
当
を
当
該
普
通
地
方
公
共
団
体
の
自
治
的
、
内
部
的
処
理
に
よ
っ
て
予
防
、
是

正
す
る
機
会
を
失
し
た
場
合
に
は
、
当
該
請
求
を
し
た
住
民
に
再
度
の
住
民
監
査
請
求
を
認
め
る
こ
と
に
よ
り
、
監
査
委
員
に
重
ね
て
監

査
の
機
会
を
与
え
る
の
が
、
右
に
述
べ
た
住
民
監
査
請
求
の
制
度
の
目
的
に
適
合
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
監
査
委
員
が
住
民
監
査

請
求
を
不
適
法
で
あ
る
と
し
て
却
下
し
た
場
合
、
当
該
請
求
を
し
た
住
民
が
、
却
下
の
理
由
に
応
じ
て
必
要
な
補
正
を
加
え
る
な
ど
し
て
、

当
該
請
求
に
係
る
財
務
会
計
上
の
行
為
又
は
怠
る
事
実
と
同
一
の
行
為
又
は
怠
る
事
実
を
対
象
と
す
る
再
度
の
住
民
監
査
請
求
に
及
ぶ
こ

（
四
九
二
）



再
度
の
住
民
監
査
請
求
に
関
す
る
考
察
（
西
原
）

一
二
五

と
は
、
請
求
を
却
下
さ
れ
た
者
と
し
て
当
然
の
所
為
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
当
初
の
住
民
監
査
請
求
が
適
法

な
も
の
で
あ
る
た
め
直
ち
に
住
民
訴
訟
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
て
も
、
当
該
請
求
を
し
た
住
民
が
住
民
訴
訟
を
提
起
せ
ず
に
再

度
の
住
民
監
査
請
求
に
及
ん
だ
場
合
に
、
右
請
求
が
当
初
の
請
求
と
そ
の
対
象
を
同
じ
く
す
る
こ
と
を
理
由
に
不
適
法
で
あ
る
と
す
る
の

は
、
出
訴
期
間
等
の
点
で
当
該
住
民
か
ら
住
民
訴
訟
を
提
起
す
る
機
会
を
不
当
に
奪
う
こ
と
に
も
な
っ
て
、
著
し
く
妥
当
性
を
欠
く
と
い

う
べ
き
で
あ
る
」
と
判
示
し
た
。

さ
ら
に
、「
監
査
委
員
が
適
法
な
住
民
監
査
請
求
を
不
適
法
で
あ
る
と
し
て
却
下
し
た
場
合
、
当
該
請
求
を
し
た
住
民
が
提
起
す
る
住

民
訴
訟
の
出
訴
期
間
は
、
法
二
四
二
条
の
二
第
二
項
一
号
に
準
じ
、
却
下
の
通
知
が
あ
っ
た
日
か
ら
三
〇
日
以
内
と
解
す
る
の
が
相
当
で

あ
る
」
と
判
示
し
た
。

再
度
の
住
民
監
査
請
求
の
許
容
性
に
つ
い
て
否
定
説
の
立
場
を
明
確
に
し
た
最
判
昭
和
六
二
年
に
対
し
、
最
判
平
成
一
〇
年
は
再
度
の

住
民
監
査
請
求
を
適
法
な
も
の
と
し
た
。
こ
こ
に
両
最
高
裁
判
決
の
違
い
が
問
題
と
な
る
（
5
）

。

最
判
平
成
一
〇
年
は
、「
監
査
委
員
が
適
法
な
住
民
監
査
請
求
を
不
適
法
で
あ
る
と
し
て
却
下
し
た
場
合
、
当
該
請
求
を
し
た
住
民
は
、

適
法
な
住
民
監
査
請
求
を
経
た
も
の
と
し
て
、
直
ち
に
住
民
訴
訟
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
み
な
ら
ず
、
当
該
請
求
の
対
象
と
さ
れ

た
財
務
会
計
上
の
行
為
又
は
怠
る
事
実
と
同
一
の
財
務
会
計
上
の
行
為
又
は
怠
る
事
実
を
対
象
と
し
て
再
度
の
住
民
監
査
請
求
を
す
る
こ

と
も
許
さ
れ
る
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
る
」
と
判
示
し
、
否
定
説
か
ら
緩
和
さ
れ
た
立
場
を
と
る
も
の
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。
実
際
、
最

判
平
成
一
〇
年
は
、
そ
の
判
旨
か
ら
は
明
ら
か
で
は
な
い
も
の
の
、
一
律
に
否
定
す
る
否
定
説
で
は
な
く
、
制
限
的
肯
定
説
の
う
ち
厳
格

説
に
立
っ
た
も
の
と
解
さ
れ
る
（
6
）

。
再
度
の
住
民
監
査
請
求
を
認
め
る
理
由
に
つ
い
て
、
最
判
平
成
一
〇
年
は
、
①
住
民
監
査
請
求
制
度

が
、
地
方
公
共
団
体
内
部
に
設
け
ら
れ
た
監
査
委
員
に
よ
る
自
治
的
・
内
部
的
処
理
に
よ
っ
て
、
請
求
に
係
る
財
務
会
計
上
の
行
為
や
怠

（
四
九
三
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
三
号
（
二
〇
一
八
年
十
二
月
）

一
二
六

る
事
実
の
違
法
・
不
当
を
予
防
・
是
正
す
る
こ
と
に
あ
る
か
ら
、
適
法
な
住
民
監
査
請
求
に
対
し
て
、
こ
れ
を
誤
っ
て
不
適
法
と
判
断
し

て
実
質
的
な
監
査
が
行
わ
れ
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
監
査
委
員
に
重
ね
て
監
査
の
機
会
を
与
え
る
こ
と
が
制
度
の
趣
旨
に
適
合
す
る
こ
と
、

②
住
民
監
査
請
求
を
不
適
法
と
し
て
却
下
さ
れ
た
住
民
が
、
却
下
の
理
由
に
応
じ
て
必
要
な
補
正
を
行
っ
て
、
改
め
て
住
民
監
査
請
求
を

行
お
う
と
す
る
こ
と
は
、
通
常
の
行
動
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
れ
を
再
度
の
監
査
請
求
で
あ
る
こ
と
の
み
を
理
由
に
許
さ
な
い
と
す
れ
ば
、

出
訴
期
間
等
の
点
で
、
そ
の
後
の
住
民
訴
訟
を
提
起
す
る
機
会
が
奪
わ
れ
る
結
果
を
招
く
こ
と
も
あ
り
、
妥
当
性
を
欠
く
こ
と
を
挙
げ
て

い
る
。

最
判
昭
和
六
二
年
は
、
第
一
回
目
に
住
民
が
適
法
な
監
査
請
求
を
行
っ
た
が
、
監
査
委
員
が
請
求
理
由
の
な
い
旨
の
監
査
結
果
を
出
し

た
た
め
に
再
度
の
監
査
請
求
を
行
っ
た
と
い
う
事
案
で
あ
っ
た
。
一
方
、
最
判
平
成
一
〇
年
は
、
住
民
が
第
一
回
目
に
適
法
な
監
査
請
求

を
行
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
監
査
委
員
が
誤
っ
て
不
適
法
で
あ
る
と
し
て
こ
れ
を
「
却
下
」
し
た
こ
と
か
ら
、
住
民
が
再
度
の
監
査
請

求
を
行
っ
た
と
い
う
事
案
で
あ
っ
た
（
7
）

。
つ
ま
り
、
両
判
決
と
も
監
査
請
求
は
複
数
回
行
わ
れ
た
こ
と
に
違
い
は
な
い
が
、
最
判
昭
和
六
二

年
は
、
適
法
な
監
査
請
求
が
二
度
行
わ
れ
た
事
案
と
し
て
監
査
委
員
は
重
複
し
た
内
容
を
審
査
し
た
の
に
対
し
、
最
判
平
成
一
〇
年
は
、

そ
も
そ
も
最
初
の
監
査
請
求
に
対
し
審
査
が
全
く
行
わ
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
り
第
二
回
目
が
い
わ
ば
「
初
め
て
の
」
監
査
請
求
と
し
た

点
で
、
実
質
的
に
は
、
事
案
を
異
に
す
る
も
の
と
い
え
る
。
こ
の
理
解
か
ら
す
る
と
、
最
判
昭
和
六
二
年
は
、「
監
査
の
結
果
の
通
知
が

請
求
人
に
通
知
さ
れ
た
場
合
」
に
は
再
度
の
監
査
請
求
を
認
め
て
い
な
い
と
い
う
中
に
、
監
査
委
員
の
実
体
判
断
が
行
わ
れ
ず
に
「
却

下
」
さ
れ
た
最
判
平
成
一
〇
年
の
よ
う
な
場
合
は
含
ま
な
い
と
し
て
両
判
決
を
整
合
的
に
解
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
こ
の
場
合
、
最

判
平
成
一
〇
年
は
、
最
判
昭
和
六
二
年
の
射
程
外
で
の
事
案
を
扱
っ
た
も
の
と
し
て
両
判
決
を
区
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
8
）

。

最
判
平
成
一
〇
年
は
、
適
法
な
住
民
監
査
請
求
が
不
適
法
と
し
て
却
下
さ
れ
た
場
合
の
再
度
の
住
民
監
査
請
求
に
つ
い
て
、
適
法
な
住

（
四
九
四
）



再
度
の
住
民
監
査
請
求
に
関
す
る
考
察
（
西
原
）

一
二
七

民
監
査
請
求
を
経
た
も
の
と
し
て
直
ち
に
住
民
訴
訟
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
け
で
な
く
、
再
度
の
住
民
監
査
請
求
を
行
う
こ
と
も

許
さ
れ
る
と
の
判
断
を
示
し
て
お
り
、
却
下
と
そ
の
後
の
再
住
民
監
査
請
求
の
関
係
を
手
続
法
的
に
整
理
し
た
も
の
と
し
て
評
価
で
き

る
（
9
）

。こ
う
し
て
、
適
法
な
住
民
監
査
請
求
が
誤
っ
て
不
適
法
な
も
の
と
し
て
却
下
さ
れ
た
場
合
に
は
、
当
該
住
民
は
直
ち
に
住
民
訴
訟
を
提

起
す
る
こ
と
も
で
き
る
し
、
再
度
同
一
の
財
務
会
計
行
為
等
を
対
象
と
し
て
住
民
監
査
請
求
を
行
う
こ
と
も
で
き
る
こ
と
と
な
っ
た
（
10
）

。

し
か
し
な
が
ら
、
一
方
で
、
適
法
な
住
民
監
査
請
求
に
つ
い
て
、
監
査
委
員
が
実
質
的
な
判
断
を
し
た
う
え
で
、
監
査
結
果
の
通
知
で

は
な
く
「
却
下
」
の
通
知
を
し
た
場
合
は
、
住
民
は
、
住
民
訴
訟
を
提
起
す
る
方
法
し
か
な
い
と
解
さ
れ
る
。
こ
の
場
合
に
、
仮
に
再
度

同
一
の
財
務
会
計
行
為
等
を
対
象
と
し
て
住
民
監
査
請
求
を
行
っ
て
も
、
重
複
の
監
査
請
求
と
し
て
却
下
さ
れ
、
住
民
訴
訟
の
出
訴
期
間

は
第
一
回
目
の
住
民
監
査
請
求
の
と
き
か
ら
起
算
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
住
民
側
か
ら
す
る
と
、
同
じ
「
却
下
」
通
知
で

あ
り
な
が
ら
、
監
査
委
員
が
実
質
的
な
判
断
を
し
た
場
合
と
そ
う
で
な
い
場
合
と
を
区
別
し
て
、
住
民
監
査
請
求
又
は
住
民
訴
訟
の
い
ず

れ
を
選
択
す
る
べ
き
か
を
自
ら
の
責
任
で
決
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
第
二
回
目
の
住
民
監
査
請
求
を
す
る
住
民

は
少
な
く
な
る
と
さ
れ
る
（
11
）

。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
こ
の
場
合
の
住
民
は
、
住
民
訴
訟
を
選
択
す
る
方
向
に
動
く
こ
と
が
予
想
さ
れ
、
結
果

と
し
て
住
民
訴
訟
の
た
め
に
住
民
監
査
請
求
が
あ
る
と
い
う
現
状
を
追
認
す
る
こ
と
に
な
り
、
住
民
監
査
請
求
前
置
主
義
の
趣
旨
か
ら
ま

す
ま
す
離
れ
る
こ
と
に
な
る
。
最
判
平
成
一
〇
年
の
事
案
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
監
査
請
求
の
要
件
審
査
の
厳
格
さ
に
も
バ
ラ
ツ
キ
が
あ

る
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
判
断
の
リ
ス
ク
を
住
民
に
負
わ
せ
る
の
は
適
切
で
は
な
く
、
形
式
的
に
住
民
監
査
請
求
が

不
適
法
な
も
の
と
し
て
却
下
さ
れ
た
場
合
に
は
再
度
の
住
民
監
査
請
求
が
行
え
る
と
解
す
る
べ
き
で
あ
る
（
12
）

。

（
四
九
五
）
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月
）

一
二
八

（
1
） 

内
田
義
厚
「
判
例
解
説
」『
平
成
一
一
年
度
主
要
民
事
判
例
解
説
』
判
例
タ
イ
ム
ズ
臨
時
増
刊
一
〇
三
六
号
三
二
八
頁
、
西
川
知
一
郎
「
判
例

解
説
」
法
曹
会
編
『
最
高
裁
判
所
判
例
解
説
民
事
篇
平
成
一
〇
年
度
（
下
）』（
法
曹
会
、
平
成
一
三
年
）
一
〇
六
七
頁
参
照
。

（
2
） 
最
判
平
成
一
〇
年
一
二
月
一
八
日
民
集
五
二
巻
九
号
二
〇
三
九
頁
参
照
。

本
判
決
に
つ
い
て
は
、
西
川
知
一
郎
「
時
の
判
例
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
一
五
二
号
一
五
七
頁
以
下
、
野
村
武
司
「
判
例
解
説
」『
平
成
一
〇
年
度
重

要
判
例
解
説
』
ジ
ュ
リ
ス
ト
臨
時
増
刊
一
一
五
七
号
四
四
頁
以
下
、
伴
義
聖
・
大
塚
康
男
「
は
ん
れ
い
最
前
線
」
判
例
地
方
自
治
一
八
七
号
五
頁
以

下
、
人
見
剛
「
時
の
判
例
」
法
学
教
室
二
二
七
号
一
〇
六
頁
以
下
、
西
川
知
一
郎
「
最
高
裁
判
所
判
例
解
説
」
法
曹
時
報
五
一
巻
一
二
号
二
二
〇
頁

以
下
、
森
木
田
邦
裕
「
判
例
解
説
」
行
政
判
例
研
究
会
編
『
平
成
一
〇
年
行
政
関
係
判
例
解
説
』（
ぎ
ょ
う
せ
い
、
平
成
一
二
年
）
二
五
四
頁
以
下
、

内
田
義
厚
「
判
例
解
説
」『
平
成
一
一
年
度
主
要
民
事
判
例
解
説
』
判
例
タ
イ
ム
ズ
臨
時
増
刊
一
〇
三
六
号
三
二
八
頁
以
下
、
西
川
知
一
郎
「
判
例

解
説
」
法
曹
会
編
『
最
高
裁
判
所
判
例
解
説
民
事
篇
平
成
一
〇
年
度
（
下
）』（
法
曹
会
、
平
成
一
三
年
）
一
〇
六
三
頁
以
下
、
藤
原
静
雄
「
判
例
批

評
」
民
商
法
雑
誌
一
二
一
巻
六
号
八
六
頁
以
下
、
西
川
知
一
郎
「
判
例
解
説
」『
最
高
裁　

時
の
判
例
Ⅰ
公
法
編
』
ジ
ュ
リ
ス
ト
増
刊
（
平
成
一
五

年
）
三
〇
一
頁
以
下
、
荏
原
明
則
「
判
例
解
説
」『
地
方
自
治
判
例
百
選
〔
第
四
版
〕』
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
二
一
五
号
（
平
成
二
五
年
）
一
六
二
頁
以

下
参
照
。

（
3
） 

浦
和
地
判
平
成
九
年
四
月
二
一
日
民
集
五
二
巻
九
号
二
〇
五
六
頁
参
照
。

（
4
） 

東
京
高
判
平
成
九
年
一
一
月
一
三
日
民
集
五
二
巻
九
号
二
〇
六
二
頁
参
照
。

（
5
） 

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
友
岡
・
前
掲
「
住
民
監
査
請
求
制
度
の
法
理
」
二
一
五
頁
以
下
参
照
。

（
6
） 

最
判
平
成
一
〇
年
以
前
に
も
、「
不
適
法
却
下
」
の
再
度
の
住
民
監
査
請
求
を
認
容
す
る
裁
判
例
と
し
て
、
東
京
地
判
平
成
五
年
二
月
二
五
日

判
例
タ
イ
ム
ズ
八
五
九
号
一
七
九
頁
、
東
京
地
判
平
成
六
年
五
月
二
四
日
判
例
タ
イ
ム
ズ
八
六
〇
号
一
四
八
頁
が
あ
る
。

（
7
） 

西
川
・
前
掲
「
判
例
解
説
」
一
〇
六
七
頁
以
下
参
照
。

（
8
） 

西
川
知
一
郎
「
時
の
判
例
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
一
五
二
号
一
五
七
│
一
五
八
頁
、
野
村
武
司
「
判
例
解
説
」『
平
成
一
〇
年
度
重
要
判
例
解
説
』

ジ
ュ
リ
ス
ト
臨
時
増
刊
一
一
五
七
号
四
五
頁
、
伴
義
聖
・
大
塚
康
男
「
は
ん
れ
い
最
前
線
」
判
例
地
方
自
治
一
八
七
号
七
頁
、
西
川
・
前
掲
「
判
例

解
説
」
一
〇
六
八
頁
参
照
。

（
四
九
六
）



再
度
の
住
民
監
査
請
求
に
関
す
る
考
察
（
西
原
）

一
二
九

最
判
昭
和
六
二
年
の
位
置
付
け
に
つ
い
て
は
見
解
の
相
違
が
あ
る
が
、
最
判
平
成
一
〇
年
は
、
最
判
昭
和
六
二
年
の
射
程
外
で
あ
る
と
考
え
ら
れ

る
。

（
9
） 
野
村
・
前
掲
「
判
例
解
説
」
四
五
頁
参
照
。

加
え
て
、
最
判
平
成
一
〇
年
は
、
①
監
査
請
求
が
適
法
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
る
場
合
、
適
法
な
監
査
請
求
が
な
さ
れ
た
も
の
と
し
て
住
民
訴
訟
を

直
ち
に
提
起
で
き
る
と
す
る
一
方
、
監
査
請
求
の
却
下
が
請
求
要
件
に
係
る
形
式
審
査
で
あ
り
、
実
体
審
査
を
経
て
い
な
い
点
に
着
目
し
、
実
体
審

査
を
求
め
る
点
で
利
益
が
あ
る
と
し
て
再
度
の
監
査
請
求
を
適
法
な
も
の
と
す
る
。
ま
た
、
②
不
適
法
と
判
断
さ
れ
る
場
合
に
つ
い
て
も
、
補
正
等

を
加
え
て
再
度
の
住
民
監
査
請
求
に
及
ぶ
こ
と
は
、
請
求
を
却
下
さ
れ
た
も
の
と
し
て
当
然
の
所
為
と
し
て
、
再
度
の
監
査
請
求
を
適
法
と
す
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
実
体
的
な
判
断
が
下
さ
れ
た
場
合
に
、
そ
の
法
的
安
定
性
を
図
る
一
事
不
再
理
と
は
一
線
を
画
し
、
住
民
監
査
請
求
に
お
け
る
住

民
の
手
続
法
上
の
地
位
の
保
護
の
観
点
か
ら
判
断
を
し
て
い
る
点
に
特
徴
が
あ
る
（
野
村
・
前
掲
「
判
例
解
説
」
四
五
頁
参
照
）。

（
10
） 

西
川
・
前
掲
「
判
例
解
説
」
一
〇
七
〇
│
一
〇
七
一
頁
に
よ
れ
ば
、「
本
件
の
よ
う
に
、
住
民
が
客
観
的
に
適
法
な
住
民
監
査
請
求
を
行
っ
た

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
監
査
委
員
が
不
適
法
で
あ
る
と
し
て
こ
れ
を
却
下
し
、
監
査
を
行
わ
な
か
っ
た
た
め
、
同
一
住
民
が
、
却
下
の
理
由
に
応
じ
て

必
要
な
補
正
を
加
え
、
あ
る
い
は
、
監
査
委
員
の
再
考
を
求
め
る
な
ど
し
て
、
再
度
の
住
民
監
査
請
求
を
行
う
こ
と
は
、
請
求
期
間
の
制
限
に
関
す

る
地
方
自
治
法
二
四
二
条
二
項
の
要
件
を
始
め
、
住
民
監
査
請
求
に
つ
い
て
の
他
の
適
法
要
件
を
満
た
す
限
り
に
お
い
て
、
適
法
と
し
て
許
さ
れ
る

も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
も
っ
と
も
、
適
法
な
住
民
監
査
請
求
が
不
適
法
で
あ
る
と
し
て
却
下
さ
れ
た
場
合
、
当
該
請
求
を
し
た
住
民
は
、
住

民
訴
訟
を
提
起
す
る
に
先
立
っ
て
再
度
の
住
民
監
査
請
求
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
直
ち
に
住
民
訴
訟
を
提
起
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
ま
で
解
す

る
の
は
、
相
当
で
は
な
か
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
監
査
請
求
前
置
の
要
件
と
の
関
係
で
は
、
当
該
住
民
は
適
法
な
住
民
監
査
請
求
を
し
た
こ
と
に
よ

り
、
住
民
と
し
て
な
す
べ
き
義
務
を
尽
く
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
当
該
請
求
が
監
査
に
ま
で
至
ら
な
か
っ
た
の
は
、
専
ら
監
査
委
員
の
請
求
の
適

否
に
関
す
る
誤
っ
た
判
断
に
起
因
す
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
事
案
に
よ
っ
て
は
、
再
度
の
住
民
監
査
請
求
を
受
け
た
監
査
委
員
に
お
い
て
こ
れ
を

適
法
な
も
の
と
し
て
監
査
を
行
う
こ
と
が
事
実
上
期
待
で
き
な
い
場
合
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
監
査
委
員
の
誤
っ
た
判
断
に
よ
り
却
下
の

通
知
を
受
け
た
請
求
人
に
対
し
て
常
に
再
度
の
住
民
監
査
請
求
を
強
い
る
の
は
問
題
で
あ
り
、
請
求
人
に
直
ち
に
住
民
訴
訟
を
提
起
す
る
み
ち
を
も

認
め
る
方
が
実
質
的
見
地
か
ら
し
て
も
妥
当
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
…
…
適
法
な
住
民
監
査
請
求
が
不
適
法
で
あ
る
と
し
て
却
下
さ
れ
た
場

（
四
九
七
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
三
号
（
二
〇
一
八
年
十
二
月
）

一
三
〇

合
に
つ
い
て
は
、
適
法
な
住
民
監
査
請
求
を
経
た
も
の
と
し
て
、
直
ち
に
住
民
訴
訟
を
提
起
す
る
こ
と
を
認
め
る
の
が
、
こ
れ
ま
で
の
裁
判
例
の
一

致
し
た
扱
い
で
も
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
適
法
な
住
民
監
査
請
求
が
不
適
法
で
あ
る
と
し
て
却
下
さ
れ
た
場
合
、
当
該
請
求
を
し
た
住
民
は
、
再
度

の
住
民
監
査
請
求
を
行
っ
た
上
住
民
訴
訟
を
提
起
す
る
か
、
あ
る
い
は
再
度
の
住
民
監
査
請
求
を
行
わ
ず
に
直
ち
に
住
民
訴
訟
を
提
起
す
る
か
の
選

択
権
を
有
す
る
も
の
」
と
解
し
て
い
る
。

（
11
） 

伴
・
大
塚
・
前
掲
「
は
ん
れ
い
最
前
線
」
七
頁
、
大

敏
「
適
法
な
監
査
請
求
の
不
適
法
却
下
と
出
訴
期
間
の
起
算
日
」
大

敏
編
『
新
版　

裁
判
住
民
訴
訟
法
』（
三
協
法
規
出
版
、
平
成
一
七
年
）
二
六
八
頁
参
照
。

（
12
） 

藤
原
静
雄
・
前
掲
「
判
例
批
評
」
九
二
頁
、
碓
井
光
明
『
要
説
住
民
訴
訟
と
自
治
体
財
務
〔
改
訂
版
〕』（
学
陽
書
房
、
平
成
一
四
年
）
六
三
頁

参
照
。

本
件
の
原
審
判
決
は
、
請
求
の
適
法
性
に
つ
い
て
実
質
的
に
捉
え
て
、
①
適
法
と
判
断
さ
れ
る
場
合
は
監
査
請
求
を
経
た
も
の
（
請
求
棄
却
）
と

し
て
取
り
扱
い
、
再
度
の
住
民
監
査
請
求
に
は
一
事
不
再
理
が
適
用
さ
れ
て
不
適
法
で
あ
る
が
、
住
民
訴
訟
は
直
ち
に
提
起
で
き
る
、
②
不
適
法
と

判
断
さ
れ
る
場
合
は
適
法
な
監
査
を
経
て
い
な
い
場
合
と
し
て
取
り
扱
っ
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
解
す
る
と
、
適
法
な
監
査
請
求
を
経
て
い
な
い
こ
と
を
理
由
に
住
民
訴
訟
が
不
適
法
と
な
る
こ
と
を
お
そ
れ
て
、
住
民
が

再
度
の
監
査
請
求
に
及
ん
だ
と
き
、
当
初
の
監
査
請
求
を
含
め
て
適
法
で
あ
っ
た
と
判
断
さ
れ
る
と
、
一
事
不
再
理
の
問
題
が
生
じ
、
そ
の
結
果
、

出
訴
期
間
の
徒
過
を
理
由
に
住
民
訴
訟
が
不
適
法
な
も
の
と
さ
れ
、
逆
に
、
出
訴
期
間
を
徒
過
す
る
こ
と
を
お
そ
れ
て
直
ち
に
住
民
訴
訟
を
提
起
し

て
も
、
住
民
監
査
請
求
が
不
適
法
で
あ
っ
た
と
判
断
さ
れ
れ
ば
、
そ
の
点
に
お
い
て
訴
訟
が
不
適
法
な
も
の
と
な
り
、
住
民
の
負
う
リ
ス
ク
は
大
き

い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
野
村
・
前
掲
「
判
例
解
説
」
四
五
頁
、
荏
原
・
前
掲
「
判
例
解
説
」
一
六
二
頁
参
照
）。

五　

監
査
手
続
が
不
適
法
な
場
合
の
再
監
査
請
求

前
記
の
最
判
平
成
一
〇
年
が
、
適
法
な
住
民
監
査
請
求
が
不
適
法
と
し
て
却
下
さ
れ
監
査
が
行
わ
れ
な
か
っ
た
場
合
で
あ
る
の
に
対
し

（
四
九
八
）



再
度
の
住
民
監
査
請
求
に
関
す
る
考
察
（
西
原
）

一
三
一

て
、
監
査
は
行
わ
れ
た
が
、
手
続
的
な
違
法
が
あ
っ
た
場
合
の
再
度
の
住
民
監
査
請
求
に
関
す
る
最
近
の
裁
判
例
と
し
て
は
、
東
京
地
裁

平
成
二
五
年
一
〇
月
一
五
日
判
決
（
1
）（

以
下
、「
平
成
二
五
年
判
決
」
と
い
う
。）
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
適
法
な
住
民
監
査
請
求
が
棄
却
さ
れ
た
後
、

地
方
自
治
法
二
四
二
条
に
お
け
る
意
見
陳
述
の
機
会
の
付
与
が
な
さ
れ
な
か
っ
た
と
し
て
再
度
の
住
民
監
査
請
求
を
行
っ
た
が
、
不
適
法

な
も
の
と
し
て
却
下
さ
れ
た
事
案
で
あ
る
。

本
件
事
案
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
青
ヶ
島
村
は
、
村
の
産
業
振
興
を
図
り
村
民
生
活
を
向
上
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、

塩
の
生
産
、
販
売
等
の
事
業
（
本
件
製
塩
事
業
）
を
行
っ
て
き
た
。
Ｙ
は
、
青
ヶ
島
村
長
と
し
て
、
本
件
製
塩
事
業
に
つ
い
て
、
Ａ
に
対

し
無
償
で
流
動
資
産
の
み
を
譲
渡
す
る
譲
渡
契
約
を
締
結
す
る
と
い
う
議
案
を
村
議
会
定
例
会
に
提
出
し
、
上
記
議
案
は
可
決
さ
れ
た
。

そ
こ
で
、
Ｙ
は
村
長
と
し
て
、
Ａ
と
の
間
で
、
譲
渡
契
約
を
締
結
し
（
本
件
譲
渡
契
約
）、
本
件
製
塩
事
業
を
Ａ
に
無
償
で
譲
渡
し
た
。

住
民
Ⅹ
ら
は
、
平
成
二
三
年
三
月
三
〇
日
、
在
庫
と
な
っ
て
い
る
塩
等
の
評
価
額
は
、
約
三
〇
〇
〇
万
円
と
な
る
と
こ
ろ
、
青
ヶ
島
村

は
、
こ
れ
を
無
償
で
譲
渡
し
、
失
う
こ
と
と
な
る
な
ど
と
し
て
、
住
民
監
査
請
求
（
以
下
、「
本
件
第
一
回
請
求
」
と
い
う
。）
を
行
っ
た
。

こ
れ
に
対
し
、
監
査
委
員
Ｂ
は
、
監
査
を
行
う
に
あ
た
っ
て
は
請
求
人
に
陳
述
の
機
会
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
地
方
自
治
法

二
四
二
条
六
項
）
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
Ⅹ
ら
に
陳
述
の
機
会
を
与
え
る
こ
と
な
く
、
平
成
二
三
年
五
月
二
四
日
付
け
で
、
Ⅹ
ら
の
監
査
請

求
を
棄
却
し
た
。

Ⅹ
ら
は
、
平
成
二
三
年
六
月
二
四
日
、
本
件
第
一
回
請
求
と
ほ
ぼ
同
じ
内
容
の
住
民
監
査
請
求
（
以
下
、「
本
件
第
二
回
請
求
」
と
い
う
。）

を
行
っ
た
。
同
請
求
に
係
る
請
求
書
に
は
、
監
査
委
員
は
、
請
求
人
に
対
し
て
、
同
法
二
四
二
条
六
項
に
基
づ
き
意
見
の
陳
述
を
す
る
機

会
を
必
要
的
に
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
旨
の
記
載
が
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
、
Ｂ
は
、
平
成
二
三
年
八
月
二
三
日
付
け
で
、
Ⅹ
ら
は
同

年
三
月
三
〇
日
に
同
様
の
趣
旨
の
請
求
を
し
、
同
年
五
月
二
四
日
付
け
で
請
求
を
棄
却
さ
れ
て
い
る
と
し
て
、
Ⅹ
ら
の
住
民
監
査
請
求
を

（
四
九
九
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
三
号
（
二
〇
一
八
年
十
二
月
）

一
三
二

不
適
法
な
も
の
で
あ
る
と
し
て
却
下
し
た
。

住
民
Ⅹ
は
、
平
成
二
三
年
九
月
二
一
日
、
同
村
の
村
長
が
本
件
譲
渡
契
約
を
締
結
し
た
行
為
は
違
法
な
も
の
で
あ
る
と
主
張
し
て
、
Ｙ

に
対
し
、
同
法
二
四
二
条
の
二
第
一
項
四
号
に
基
づ
き
、
前
記
行
為
に
よ
り
村
が
被
っ
た
損
害
金
等
を
村
に
支
払
う
こ
と
を
請
求
す
る
よ

う
に
求
め
、
本
件
訴
え
を
提
起
し
た
。

本
件
事
案
の
争
点
は
、
本
件
第
二
回
請
求
が
再
度
の
住
民
監
査
請
求
と
し
て
適
法
な
も
の
か
否
か
で
あ
り
、
本
件
訴
え
が
、
本
件
第
一

回
請
求
に
係
る
監
査
の
結
果
の
通
知
が
あ
っ
た
日
か
ら
三
〇
日
以
内
と
い
う
出
訴
期
間
内
に
提
起
さ
れ
た
適
法
な
も
の
か
否
か
で
あ
る
（
2
）

。

平
成
二
五
年
判
決
は
、「
地
方
自
治
法
二
四
二
条
六
項
が
、『
監
査
委
員
は
、（
略
）
監
査
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
請
求
人
に
（
略
）
陳

述
の
機
会
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。』
と
し
て
、
住
民
監
査
請
求
の
請
求
人
に
陳
述
の
機
会
を
与
え
る
こ
と
を
必
要
的
な
も
の
と
し

て
規
定
し
て
い
る
の
は
、
請
求
人
に
監
査
の
手
続
に
関
与
す
る
機
会
を
与
え
、
監
査
の
結
果
の
適
正
さ
の
み
な
ら
ず
、
監
査
の
手
続
の
公

正
さ
を
も
図
る
趣
旨
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
。
し
か
る
に
、
同
項
に
違
反
し
て
、
監
査
委
員
が
請
求
人
に
陳
述
の
機
会
を
与
え
る
こ
と
な
く
、

住
民
監
査
請
求
を
理
由
が
な
い
と
し
て
棄
却
し
た
場
合
に
は
、
陳
述
の
機
会
を
与
え
ら
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
請
求
人
が
、
陳
述
の
機
会

の
付
与
を
求
め
て
、
当
該
請
求
に
係
る
財
務
会
計
上
の
行
為
又
は
怠
る
事
実
と
同
一
の
行
為
又
は
怠
る
事
実
を
対
象
と
す
る
再
度
の
住
民

監
査
請
求
に
及
ぶ
こ
と
は
、
陳
述
の
機
会
を
与
え
ら
れ
る
こ
と
な
く
請
求
を
棄
却
さ
れ
た
請
求
人
の
行
為
と
し
て
十
分
に
考
え
ら
れ
る
も

の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
上
記
の
場
合
に
お
い
て
、
請
求
人
が
陳
述
の
機
会
を
失
し
た
こ
と
を
理
由
と
し
て
再
度
の
住
民
監

査
請
求
を
し
た
と
き
は
、
再
度
の
監
査
を
行
っ
た
上
、
請
求
人
に
陳
述
の
機
会
を
与
え
る
こ
と
が
、
同
項
の
趣
旨
及
び
住
民
監
査
請
求
制

度
の
目
的
に
適
合
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
す
る
と
、
陳
述
の
機
会
を
与
え
ら
れ
な
か
っ
た
請
求
人
が
、
直
ち
に
住
民
訴
訟
に
係

る
訴
え
を
提
起
せ
ず
に
、
陳
述
の
機
会
を
与
え
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
も
理
由
と
し
て
再
度
の
住
民
監
査
請
求
に
及
ん
だ
場
合
に
、
再
度

（
五
〇
〇
）



再
度
の
住
民
監
査
請
求
に
関
す
る
考
察
（
西
原
）

一
三
三

の
住
民
監
査
請
求
が
当
初
の
住
民
監
査
請
求
と
そ
の
対
象
を
同
じ
く
す
る
こ
と
を
理
由
に
不
適
法
で
あ
る
と
す
る
の
は
、
出
訴
期
間
等
の

点
で
当
該
請
求
人
か
ら
住
民
訴
訟
に
係
る
訴
え
を
提
起
す
る
機
会
を
不
当
に
奪
う
こ
と
に
も
な
っ
て
、
著
し
く
妥
当
性
を
欠
く
と
い
う
べ

き
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
住
民
監
査
請
求
の
請
求
人
が
地
方
自
治
法
二
四
二
条
六
項
に
基
づ
く
陳
述
の
機
会
を
与
え
ら
れ
る
こ
と
な
く

住
民
監
査
請
求
を
理
由
が
な
い
と
し
て
棄
却
さ
れ
た
場
合
、
当
該
請
求
人
が
、
そ
の
こ
と
を
理
由
と
し
て
再
度
の
住
民
監
査
請
求
を
す
る

こ
と
は
妨
げ
ら
れ
な
い
と
解
す
る
こ
と
が
相
当
で
あ
る
」
と
し
た
。

そ
の
う
え
で
、「
原
告
ら
は
、
本
件
第
一
回
請
求
に
お
い
て
、
地
方
自
治
法
二
四
二
条
六
項
に
基
づ
く
陳
述
の
機
会
を
与
え
ら
れ
ず
、

そ
の
こ
と
を
も
理
由
と
し
て
、
本
件
第
二
回
請
求
に
及
ん
で
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
本
件
第
二
回
請
求
の
内
容
が
本
件
第
一
回
請
求
と
ほ

ぼ
同
じ
内
容
の
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
適
法
な
も
の
で
あ
る
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
…
…
以
上
に
よ
れ
ば
、
本
件
第
二
回
請
求
は
、

適
法
な
も
の
で
あ
り
、
本
件
訴
え
は
、
そ
の
住
民
監
査
請
求
に
つ
い
て
の
監
査
の
結
果
の
通
知
が
あ
っ
た
日
か
ら
三
〇
日
以
内
と
い
う
出

訴
期
間
が
経
過
す
る
前
に
さ
れ
た
適
法
な
も
の
で
あ
る
」
と
判
示
し
た
（
3
）

。

本
件
事
案
の
よ
う
に
、
住
民
監
査
請
求
が
棄
却
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
そ
の
監
査
手
続
に
瑕
疵
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
適
法
な
住

民
監
査
請
求
が
不
適
法
と
し
て
却
下
さ
れ
た
場
合
と
同
様
に
考
え
、
再
度
の
住
民
監
査
請
求
が
許
さ
れ
る
の
か
、
あ
る
い
は
、
一
応
は
監

査
が
な
さ
れ
、
当
該
地
方
公
共
団
体
の
財
務
会
計
上
の
行
為
又
は
怠
る
事
実
の
違
法
・
不
当
を
予
防
・
是
正
す
る
機
会
が
与
え
ら
れ
て
い

る
か
ら
、
再
度
の
住
民
監
査
請
求
を
行
う
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
と
解
す
べ
き
か
否
か
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
裁
判
例
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ

た
（
4
）

。こ
の
点
に
つ
い
て
、
平
成
二
五
年
判
決
は
、
同
法
二
四
二
条
六
項
が
住
民
監
査
請
求
人
に
意
見
陳
述
の
機
会
を
与
え
る
こ
と
を
必
要
的

な
も
の
と
し
て
規
定
し
て
い
る
の
は
、
監
査
結
果
の
適
正
性
の
み
な
ら
ず
、
監
査
手
続
の
公
正
性
を
も
図
る
趣
旨
で
あ
る
と
解
し
た
う
え

（
五
〇
一
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
三
号
（
二
〇
一
八
年
十
二
月
）

一
三
四

で
、
請
求
人
に
意
見
陳
述
の
機
会
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
な
く
住
民
監
査
請
求
が
棄
却
さ
れ
た
場
合
、
そ
の
こ
と
を
理
由
と
し
て
再
度
の
住

民
監
査
請
求
を
行
う
こ
と
は
妨
げ
ら
れ
ず
、
再
度
の
住
民
監
査
請
求
が
適
法
な
も
の
で
あ
る
旨
を
判
示
し
た
。

こ
の
よ
う
に
、
平
成
二
五
年
判
決
は
、
意
見
陳
述
の
機
会
を
定
め
た
同
法
二
四
二
条
六
項
の
趣
旨
を
明
確
に
す
る
と
と
も
に
、
こ
れ
ま

で
明
ら
か
で
な
か
っ
た
問
題
に
つ
い
て
の
判
断
を
示
し
た
点
に
お
い
て
意
義
が
あ
る
（
5
）

。

ま
た
、
住
民
訴
訟
に
つ
い
て
出
訴
期
間
が
設
け
ら
れ
て
い
る
趣
旨
は
、
住
民
監
査
請
求
の
対
象
と
な
る
行
為
に
つ
い
て
、
い
つ
ま
で
も

争
う
こ
と
が
で
き
る
状
態
に
し
て
お
く
こ
と
は
法
的
安
定
性
の
見
地
か
ら
好
ま
し
い
こ
と
で
は
な
い
の
で
、
こ
れ
を
な
る
べ
く
早
く
確
定

さ
せ
よ
う
と
す
る
こ
と
に
あ
る
と
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
本
件
に
お
い
て
は
、
監
査
の
手
続
に
瑕
疵
が
生
じ
た
こ
と
も
あ
り
、
こ
の
趣
旨

に
反
し
、
紛
争
が
極
め
て
長
期
化
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
監
査
の
手
続
に
瑕
疵
が
生
じ
る
こ
と
が
な
い
よ
う
な
措
置
を
講
じ
て
お
く
こ
と

が
必
要
で
あ
り
、
監
査
委
員
が
十
分
に
監
査
の
手
続
を
理
解
し
て
お
く
こ
と
が
重
要
と
さ
れ
る
（
6
）

。

ち
な
み
に
、
再
度
の
住
民
監
査
請
求
に
関
す
る
近
年
の
裁
判
例
と
し
て
、
福
岡
地
裁
平
成
二
六
年
一
月
一
〇
日
判
決
（
7
）

が
あ
る
。
同
判
決

は
、
町
と
証
券
会
社
と
の
間
で
締
結
さ
れ
た
各
仕
組
債
購
入
契
約
を
解
約
し
て
解
約
価
格
を
回
収
す
る
こ
と
な
ど
を
怠
る
事
実
等
が
違
法

で
あ
る
こ
と
の
確
認
を
求
め
る
住
民
訴
訟
に
お
い
て
、
各
仕
組
債
購
入
契
約
に
関
し
先
に
四
回
に
わ
た
り
監
査
請
求
が
な
さ
れ
た
後
、
改

め
て
監
査
請
求
が
な
さ
れ
た
事
案
に
つ
い
て
、「
先
の
住
民
監
査
請
求
の
対
象
と
さ
れ
た
怠
る
事
実
と
同
一
の
怠
る
事
実
の
違
法
性
を
問

題
と
し
て
再
度
の
住
民
監
査
請
求
が
さ
れ
た
場
合
に
、
そ
の
違
法
性
を
基
礎
づ
け
る
社
会
的
事
情
が
、
当
該
怠
る
事
実
の
評
価
が
変
わ
る

ほ
ど
大
き
く
変
化
し
た
場
合
に
、
住
民
監
査
請
求
の
対
象
の
同
一
性
が
失
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
と
解
す
る
余
地
が
あ
る
と
し
て
も
、
監
査

委
員
は
、
住
民
監
査
請
求
の
対
象
と
さ
れ
る
行
為
又
は
怠
る
事
実
に
つ
き
違
法
、
不
当
事
由
が
存
す
る
か
否
か
を
監
査
す
る
に
当
た
り
、

住
民
が
主
張
す
る
事
由
以
外
の
点
に
わ
た
っ
て
監
査
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
先
の
住
民
監
査
請
求
に
お

（
五
〇
二
）



再
度
の
住
民
監
査
請
求
に
関
す
る
考
察
（
西
原
）

一
三
五

い
て
、
当
該
社
会
的
事
情
の
変
化
が
将
来
的
な
も
の
と
し
て
で
も
主
張
さ
れ
、
監
査
委
員
が
こ
れ
を
も
考
慮
し
た
上
で
判
断
を
し
た
と
い

え
る
場
合
に
は
、
実
際
に
生
じ
た
変
化
が
先
の
住
民
監
査
請
求
の
際
に
判
断
の
前
提
と
さ
れ
た
範
囲
を
超
え
な
い
限
り
、
当
該
社
会
的
事

情
の
変
化
は
既
に
住
民
監
査
請
求
を
経
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
当
該
変
化
を
理
由
と
し
て
住
民
監
査
請
求
の
対
象
の
同
一
性
が
失
わ
れ
る

こ
と
は
な
い
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
」
と
判
示
し
て
い
る
。

（
1
） 

東
京
地
判
平
成
二
五
年
一
〇
月
一
五
日
判
例
地
方
自
治
三
七
七
号
四
五
頁
参
照
。

本
判
決
に
つ
い
て
は
、
楠
井
嘉
行
・
石
田
美
奈
子
「
は
ん
れ
い
最
前
線
」
判
例
地
方
自
治
三
八
一
号
四
頁
以
下
、
海
老
名
富
夫
「
住
民
監
査
請

求
」
小
早
川
光
郎
・
青
栁
馨
編
『
論
点
体
系　

判
例
行
政
法
第
三
巻
』（
第
一
法
規
、
平
成
二
八
年
）
九
五
│
九
六
頁
参
照
。

な
お
、
意
見
陳
述
の
機
会
の
付
与
に
つ
い
て
の
規
定
は
、
平
成
二
九
年
六
月
の
同
法
改
正
に
よ
り
、
二
四
二
条
七
項
に
置
か
れ
る
（
平
成
三
二
年

四
月
一
日
施
行
）。

（
2
） 

Ⅹ
の
主
張
の
要
旨
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
Ⅹ
ら
は
、
本
件
第
一
回
請
求
を
行
っ
た
が
、
意
見
陳
述
の
機
会
を
与
え
ら
れ
ず
、
適
法
な
監
査

が
実
施
さ
れ
な
か
っ
た
た
め
、
再
度
、
住
民
監
査
請
求
を
行
っ
た
。
Ⅹ
は
、
本
件
第
二
回
請
求
に
係
る
監
査
結
果
の
通
知
を
受
領
し
た
後
、
三
〇
日

以
内
に
本
件
訴
え
を
提
起
し
て
お
り
、
本
件
訴
え
は
、
出
訴
期
間
が
経
過
す
る
前
に
提
起
さ
れ
た
適
法
な
も
の
で
あ
る
と
主
張
し
た
。

こ
れ
に
対
し
、
Ｙ
の
主
張
の
要
旨
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
Ⅹ
は
、
本
件
第
一
回
請
求
を
行
い
、
平
成
二
三
年
五
月
二
四
日
に
監
査
結
果
の
通

知
を
受
領
し
た
が
、
監
査
結
果
の
通
知
が
あ
っ
た
日
か
ら
三
〇
日
以
内
と
い
う
出
訴
期
間
が
経
過
し
た
後
の
同
年
九
月
二
一
日
に
本
件
訴
え
を
提
起

し
た
。
Ⅹ
は
、
こ
の
間
の
同
年
六
月
二
四
日
に
本
件
第
二
回
請
求
を
行
っ
て
い
る
が
、
同
請
求
は
、
本
件
第
一
回
請
求
と
同
旨
の
も
の
で
あ
り
、
不

適
法
で
あ
る
。
同
一
住
民
が
同
一
の
監
査
対
象
に
つ
い
て
再
度
の
住
民
監
査
請
求
を
行
う
こ
と
は
許
さ
れ
ず
、
陳
述
の
機
会
が
与
え
ら
れ
な
か
っ
た

と
し
て
も
、
そ
の
手
続
上
の
瑕
疵
を
理
由
に
再
度
の
住
民
監
査
請
求
を
行
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
請
求
を
行
っ
た
住
民
は
監
査
委
員
の
監
査
を
受
け

る
と
い
う
手
続
上
の
地
位
を
個
人
的
権
利
と
し
て
保
障
さ
れ
て
い
る
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
、
そ
の
不
服
に
つ
い
て
は
住
民
訴
訟
の
途
が
用
意
さ
れ

（
五
〇
三
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
三
号
（
二
〇
一
八
年
十
二
月
）

一
三
六

て
お
り
、
そ
れ
で
十
分
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
出
訴
期
間
は
、
本
件
第
二
回
請
求
に
係
る
監
査
結
果
の
通
知
が
あ
っ
た
日
で
は
な
く
、
本
件
第
一

回
請
求
に
係
る
監
査
結
果
の
通
知
が
あ
っ
た
日
か
ら
起
算
さ
れ
る
。
本
件
訴
え
は
、
出
訴
期
間
が
経
過
し
た
後
に
提
起
さ
れ
た
不
適
法
な
も
の
で
あ

る
と
主
張
し
た
。

（
3
） 
も
っ
と
も
、
本
件
譲
渡
契
約
の
締
結
は
違
法
な
も
の
と
は
い
え
な
い
と
し
て
、
Ｘ
の
請
求
は
棄
却
さ
れ
た
。

（
4
） 

楠
井
・
石
田
・
前
掲
「
は
ん
れ
い
最
前
線
」
六
頁
参
照
。

平
成
二
五
年
判
決
は
、
監
査
委
員
が
、
住
民
監
査
請
求
の
請
求
人
に
意
見
陳
述
の
機
会
を
与
え
る
こ
と
を
必
要
的
な
も
の
と
し
て
規
定
し
て
い
る

地
方
自
治
法
二
四
二
条
六
項
に
違
反
し
て
、
請
求
人
に
意
見
陳
述
の
機
会
を
与
え
る
こ
と
な
く
、
住
民
監
査
請
求
を
理
由
が
な
い
と
し
て
棄
却
し
た

場
合
に
は
、
意
見
陳
述
の
機
会
を
与
え
ら
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
請
求
人
が
、
そ
の
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
意
見
陳
述
の
機
会
の
付
与
を
求
め
て
、

当
該
請
求
に
係
る
財
務
会
計
上
の
行
為
又
は
怠
る
事
実
と
同
一
の
行
為
又
は
怠
る
事
実
を
対
象
と
す
る
再
度
の
住
民
監
査
請
求
を
行
う
こ
と
は
妨
げ

ら
れ
ず
、
再
度
の
住
民
監
査
請
求
が
当
初
の
も
の
と
ほ
ぼ
同
じ
内
容
で
あ
っ
た
と
し
て
も
適
法
で
あ
る
と
し
た
。

（
5
） 

楠
井
・
石
田
・
前
掲
「
は
ん
れ
い
最
前
線
」
六
頁
参
照
。

（
6
） 

東
京
地
判
平
成
二
五
年
一
〇
月
一
五
日
判
例
地
方
自
治
三
七
七
号
四
五
頁
参
照
。

（
7
） 

福
岡
地
判
平
成
二
六
年
一
月
一
〇
日
判
例
地
方
自
治
三
八
四
号
二
二
頁
参
照
。

本
件
に
つ
い
て
は
、
原
告
が
主
張
す
る
本
件
情
報
公
開
時
の
時
価
額
の
減
少
と
い
う
事
実
は
、
住
民
監
査
請
求
の
対
象
の
同
一
性
を
失
わ
せ
る
よ

う
な
社
会
的
事
情
の
変
化
に
当
た
ら
な
い
と
し
て
、
本
件
監
査
請
求
は
、
同
一
の
怠
る
事
実
を
対
象
と
す
る
再
度
の
住
民
監
査
請
求
と
い
う
べ
き
で

あ
り
、
不
適
法
で
あ
る
と
し
た
。

 

本
判
決
に
つ
い
て
は
、
小
舟
賢
「
判
例
評
釈
」
甲
南
法
務
研
究
一
一
巻
七
一
頁
以
下
参
照
。

（
五
〇
四
）



再
度
の
住
民
監
査
請
求
に
関
す
る
考
察
（
西
原
）

一
三
七

六　

結　

語

こ
れ
ま
で
再
度
の
住
民
監
査
請
求
の
問
題
に
つ
い
て
検
討
し
て
き
た
。
そ
の
結
果
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

最
判
昭
和
六
二
年
で
は
、
地
方
公
共
団
体
の
住
民
は
、
監
査
結
果
に
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
地
方
自
治
法
の
定
め
る
出
訴
期
間
内
に
住

民
訴
訟
を
提
起
す
べ
き
で
あ
り
、
同
一
住
民
が
先
に
監
査
請
求
の
対
象
と
し
た
財
務
会
計
上
の
行
為
又
は
怠
る
事
実
と
同
一
の
行
為
又
は

怠
る
事
実
を
対
象
と
す
る
住
民
監
査
請
求
を
重
ね
て
行
う
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
し
か
し
、
最
判
昭
和
六
二
年
（
否
定
説
）
に
対
す
る
批

判
は
多
い
。

最
判
平
成
一
〇
年
で
は
、
住
民
が
適
法
な
住
民
監
査
請
求
を
行
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
監
査
委
員
が
適
法
な
住
民
監
査
請
求
を
不
適

法
で
あ
る
と
し
て
却
下
し
た
場
合
、
当
該
請
求
を
行
っ
た
住
民
は
、
直
ち
に
住
民
訴
訟
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
け
で
な
く
、
同
一

の
財
務
会
計
上
の
行
為
又
は
怠
る
事
実
を
対
象
と
し
て
再
度
の
住
民
監
査
請
求
を
行
う
こ
と
も
許
さ
れ
る
。
適
法
な
住
民
監
査
請
求
が
不

適
法
と
し
て
却
下
さ
れ
た
場
合
に
は
、
当
該
地
方
公
共
団
体
の
財
政
面
の
適
正
な
運
営
を
確
保
し
、
住
民
全
体
の
利
益
を
守
る
機
会
が
失

わ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
か
ら
、
再
度
の
住
民
監
査
請
求
を
認
め
る
こ
と
が
、
当
該
行
為
又
は
怠
る
事
実
の
違
法
・
不
当
を
当
該
普
通
地

方
公
共
団
体
の
自
治
的
・
内
部
的
処
理
に
よ
っ
て
予
防
・
是
正
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
住
民
監
査
請
求
の
制
度
に
適
合
す
る
と
い
え

る
。
し
か
し
、
第
一
回
目
の
監
査
請
求
の
結
果
に
つ
い
て
通
知
を
受
け
た
住
民
は
、
第
二
回
目
の
監
査
請
求
は
重
複
で
あ
っ
て
許
さ
れ
な

い
と
判
断
し
て
直
ち
に
住
民
訴
訟
を
提
起
す
べ
き
か
、
実
質
的
な
監
査
請
求
を
経
て
い
な
い
も
の
と
判
断
し
て
第
二
回
目
の
監
査
請
求
を

前
置
す
べ
き
か
と
い
う
選
択
の
リ
ス
ク
を
負
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
住
民
に
有
利
な
よ
う
に
、
弾
力
的
な
解
釈
を
す
べ

き
で
あ
る
（
1
）

。

（
五
〇
五
）



日
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法
学　

第
八
十
四
巻
第
三
号
（
二
〇
一
八
年
十
二
月
）

一
三
八

平
成
二
五
年
判
決
で
は
、
住
民
監
査
請
求
が
棄
却
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
そ
の
監
査
の
手
続
に
瑕
疵
が
存
在
し
た
場
合
に
は
、
適
法
な

住
民
監
査
請
求
が
不
適
法
な
も
の
と
し
て
却
下
さ
れ
た
場
合
と
同
様
に
考
え
、
再
度
の
住
民
監
査
請
求
を
行
う
こ
と
が
許
さ
れ
る
。
地
方

自
治
法
二
四
二
条
六
項
の
「
陳
述
の
機
会
」
の
趣
旨
が
、
手
続
自
体
の
公
正
を
図
る
こ
と
に
あ
る
と
理
解
す
る
か
否
か
に
よ
っ
て
、
再
度

の
住
民
監
査
請
求
を
行
う
こ
と
が
許
さ
れ
る
か
否
か
と
い
う
結
論
が
異
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
（
2
）

。

再
度
の
住
民
監
査
請
求
に
お
け
る
判
断
基
準
に
つ
い
て
、
裁
判
例
（
3
）

で
は
、「
前
後
の
監
査
請
求
の
同
一
性
の
有
無
は
、
各
請
求
の
対
象

と
さ
れ
て
い
る
財
務
会
計
上
の
行
為
又
は
怠
る
事
実
の
同
一
性
の
有
無
に
帰
す
る
が
、
上
記
行
為
又
は
怠
る
事
実
の
同
一
性
の
有
無
は
、

社
会
経
済
的
な
行
為
又
は
事
実
と
し
て
の
同
一
性
の
有
無
を
基
礎
に
、
住
民
が
何
を
監
査
の
対
象
と
し
て
監
査
委
員
に
措
置
請
求
を
し
て

い
る
と
み
る
か
と
い
う
観
点
か
ら
、
各
監
査
請
求
に
お
け
る
請
求
書
の
記
載
、
事
実
を
証
す
る
書
面
、
そ
の
他
監
査
請
求
人
が
提
出
し
た

資
料
等
を
含
め
て
、
住
民
監
査
請
求
制
度
の
趣
旨
及
び
目
的
に
適
合
す
る
よ
う
総
合
的
に
判
断
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
」
と
判
示
す
る
。
住

民
監
査
請
求
内
部
に
お
け
る
同
一
性
の
判
断
基
準
を
厳
格
に
解
釈
す
る
こ
と
は
、
住
民
に
と
っ
て
酷
と
な
る
（
4
）

た
め
、
厳
格
に
解
す
べ
き
で

は
な
い
。

前
記
の
よ
う
に
、
地
方
自
治
法
上
、
住
民
訴
訟
制
度
に
は
住
民
監
査
請
求
前
置
主
義
が
採
用
さ
れ
て
い
る
。
会
計
監
査
は
専
門
的
で
あ

り
、
訴
訟
の
前
に
論
点
を
明
確
に
し
、
ま
た
、
資
料
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
も
、
十
分
な
監
査
が
行
わ
れ
る
な
ら
ば
、
住
民
監
査
請
求

は
妥
当
な
制
度
で
あ
る
（
5
）

。
住
民
側
に
と
っ
て
も
、
監
査
委
員
に
職
権
で
十
分
に
調
査
し
、
必
要
な
是
正
措
置
等
を
と
っ
て
も
ら
う
必
要
が

あ
る
。
同
法
上
、
監
査
委
員
は
、
地
方
公
共
団
体
内
部
の
執
行
機
関
と
し
て
制
度
上
独
立
し
た
地
位
に
あ
り
、
地
方
公
共
団
体
の
行
政
運

営
、
特
に
財
務
会
計
事
務
を
監
査
す
る
専
門
家
で
、
職
務
の
性
質
上
、
専
門
的
知
見
が
求
め
ら
れ
る
。
監
査
委
員
は
、
人
格
が
高
潔
で
、

地
方
公
共
団
体
の
財
務
管
理
、
事
業
の
経
営
管
理
そ
の
他
行
政
運
営
に
関
し
優
れ
た
識
見
を
有
す
る
者
及
び
議
員
の
中
か
ら
選
任
さ
れ
る
。

（
五
〇
六
）



再
度
の
住
民
監
査
請
求
に
関
す
る
考
察
（
西
原
）

一
三
九

地
方
公
共
団
体
に
置
か
れ
る
機
関
で
あ
る
た
め
、
関
係
す
る
法
令
（
条
例
や
規
則
等
）
及
び
事
実
に
関
す
る
情
報
を
得
や
す
い
立
場
に
あ

り
、
ま
た
、
守
秘
義
務
を
負
っ
て
い
る
の
で
、
非
開
示
情
報
に
接
し
て
監
査
を
遂
行
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
こ
の
よ
う
に
、
住
民
監
査
請

求
制
度
に
お
い
て
、
監
査
委
員
に
よ
る
監
査
は
、
一
定
の
役
割
を
果
た
す
べ
き
こ
と
が
制
度
上
予
定
さ
れ
て
い
る
（
6
）

。
こ
の
点
に
関
し
、
最

近
の
裁
判
例
（
7
）

で
は
、「
住
民
監
査
請
求
は
、
求
め
る
措
置
を
具
体
的
に
特
定
し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
は
な
く
、
監
査
委
員
は
、

監
査
請
求
で
問
題
と
さ
れ
た
事
実
に
つ
い
て
、
監
査
請
求
で
求
め
ら
れ
て
い
な
い
措
置
を
も
含
め
て
是
正
方
法
を
検
討
す
る
も
の
で
あ

る
」
と
判
示
す
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
現
実
に
は
、
住
民
監
査
請
求
制
度
は
、
ほ
と
ん
ど
機
能
し
て
い
な
い
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
（
8
）

。
監
査
委
員
は
、
違

法
・
不
当
で
あ
れ
ば
長
等
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
た
め
、
住
民
勝
訴
判
決
が
下
さ
れ
る
よ
う
な
事
案
で

は
、
本
来
な
ら
、
多
く
の
場
合
、
住
民
監
査
請
求
に
基
づ
く
監
査
の
段
階
で
是
正
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
が
認
め
ら

れ
な
か
っ
た
た
め
、
住
民
訴
訟
が
提
起
さ
れ
て
い
る
（
9
）

。
監
査
委
員
は
適
法
と
し
て
い
て
も
、
裁
判
所
で
は
違
法
と
判
断
し
て
い
る
事
案
が

非
常
に
多
い
（
10
）

。

住
民
監
査
請
求
制
度
が
機
能
し
て
い
な
い
理
由
と
し
て
は
、
①
監
査
委
員
は
長
に
よ
り
選
任
さ
れ
る
た
め
、
長
に
対
す
る
遠
慮
が
あ
る

こ
と
、
②
監
査
委
員
が
自
ら
事
実
関
係
の
調
査
を
行
う
こ
と
は
物
理
的
に
困
難
で
あ
る
た
め
、
監
査
事
務
局
の
調
査
結
果
に
基
づ
い
て
判

断
せ
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
、
③
監
査
委
員
に
は
識
見
委
員
と
し
て
当
該
地
方
公
共
団
体
の
職
員
で
あ
っ
た
者
（「
職
員
Ｏ
Ｂ
」）
が
就
任
す

る
こ
と
も
多
く
、
独
立
性
・
専
門
性
に
限
界
が
あ
る
う
え
、
監
査
に
関
す
る
専
門
的
な
知
識
・
経
験
が
不
十
分
で
あ
る
こ
と
な
ど
が
挙
げ

ら
れ
る
（
11
）

。

住
民
監
査
請
求
に
お
い
て
は
、
監
査
委
員
の
能
力
・
資
質
・
姿
勢
等
に
制
度
の
成
否
が
大
き
く
左
右
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
た
め
、

（
五
〇
七
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
三
号
（
二
〇
一
八
年
十
二
月
）

一
四
〇

監
査
委
員
・
監
査
制
度
の
あ
り
方
も
重
要
な
法
的
課
題
で
あ
る
と
い
え
る
（
12
）

。

そ
こ
で
、
こ
の
よ
う
な
現
状
を
是
正
す
る
た
め
、
住
民
監
査
請
求
制
度
を
は
じ
め
、
監
査
委
員
・
監
査
制
度
に
関
す
る
具
体
的
な
改
正

案
が
提
唱
さ
れ
て
い
る
（
13
）

。
例
え
ば
、
①
監
査
委
員
を
公
選
制
と
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
監
査
委
員
の
任
命
権
は
、
首
長
で
は
な
く
、
第

三
者
に
与
え
る
こ
と
、
②
監
査
委
員
の
判
断
に
故
意
又
は
重
過
失
が
あ
れ
ば
、
一
部
責
任
を
負
う
制
度
を
作
る
こ
と
、
③
監
査
が
不
十
分

な
場
合
、
裁
判
所
か
ら
監
査
命
令
を
発
す
る
制
度
を
作
る
こ
と
、
④
監
査
請
求
前
置
主
義
を
廃
止
し
、
住
民
に
直
接
出
訴
す
る
途
を
開
く

こ
と
、
す
な
わ
ち
、
こ
れ
は
監
査
請
求
で
は
認
め
ら
れ
る
場
合
が
少
な
い
こ
と
を
前
提
に
、
監
査
請
求
を
す
る
か
否
か
を
、
住
民
の
自
由

に
任
せ
る
選
択
主
義
と
す
る
こ
と
な
ど
が
、
法
改
正
案
と
し
て
具
体
的
に
提
言
さ
れ
て
い
る
（
14
）

。

ご
く
最
近
の
平
成
二
九
年
六
月
に
は
、
地
方
自
治
法
が
改
正
さ
れ
て
い
る
（
15
）

。
同
改
正
は
、
地
方
公
共
団
体
等
に
お
け
る
適
正
な
事
務
処

理
等
の
確
保
並
び
に
組
織
及
び
運
営
の
合
理
化
を
図
る
た
め
、
内
部
統
制
に
関
す
る
方
針
の
策
定
等
、
監
査
制
度
の
充
実
強
化
、
地
方
公

共
団
体
の
長
等
の
損
害
賠
償
責
任
の
見
直
し
等
を
行
う
も
の
で
あ
る
。「
監
査
制
度
の
充
実
強
化
」
に
つ
い
て
は
、
監
査
の
質
を
高
め
、

住
民
の
監
査
に
対
す
る
信
頼
向
上
を
図
る
た
め
、
監
査
委
員
が
監
査
等
を
行
う
に
あ
た
っ
て
は
、
監
査
基
準
に
従
う
こ
と
と
し
、
監
査
基

準
は
、
各
地
方
公
共
団
体
の
監
査
委
員
が
定
め
、
公
表
す
べ
き
こ
と
（
16
）

、
そ
の
他
に
、
監
査
制
度
に
つ
い
て
の
見
直
し
と
し
て
、
勧
告
制
度

の
創
設
、
議
選
監
査
委
員
の
選
任
の
義
務
付
け
の
緩
和
、
監
査
専
門
委
員
の
創
設
等
が
規
定
さ
れ
て
い
る
（
17
）

。「
地
方
公
共
団
体
の
長
等
の

損
害
賠
償
責
任
の
見
直
し
」
に
つ
い
て
は
、
①
普
通
地
方
公
共
団
体
は
、
条
例
で
、
長
や
職
員
等
の
地
方
公
共
団
体
に
対
す
る
損
害
賠
償

責
任
に
つ
い
て
、
そ
の
職
務
を
行
う
に
つ
き
善
意
で
か
つ
重
大
な
過
失
が
な
い
と
き
は
、
賠
償
責
任
額
を
限
定
し
て
そ
れ
以
上
の
額
を
免

責
す
る
旨
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
、
②
地
方
公
共
団
体
の
議
会
は
、
住
民
監
査
請
求
が
あ
っ
た
後
に
、
当
該
請
求
に
関
す
る
損
害

賠
償
請
求
権
等
の
放
棄
に
関
す
る
議
決
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
監
査
委
員
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が

（
五
〇
八
）



再
度
の
住
民
監
査
請
求
に
関
す
る
考
察
（
西
原
）

一
四
一

規
定
さ
れ
て
い
る
。

住
民
監
査
請
求
・
住
民
訴
訟
制
度
を
は
じ
め
、
監
査
委
員
・
監
査
制
度
に
つ
い
て
は
、
今
回
の
平
成
二
九
年
六
月
の
同
法
改
正
（
18
）

を
含
め

て
、
こ
れ
ま
で
数
回
改
正
が
な
さ
れ
て
き
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
制
度
が
住
民
に
と
っ
て
有
効
に
機
能
し
て
い
る
か
ど
う
か
に
つ

い
て
は
疑
問
で
あ
り
、
抜
本
的
な
改
正
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
こ
れ
ら
の
問
題
の
詳
細
な
検
討
は
、
今
後
の
研
究
課
題
と
し
た
い
。

（
1
） 

細
川
俊
彦
「
住
民
訴
訟
に
関
す
る
若
干
の
問
題
に
つ
い
て
の
考
察
」
金
沢
法
学
四
四
巻
二
号
五
八
頁
、
碓
井
・
前
掲
書
六
三
頁
参
照
。

福
井
地
判
平
成
一
四
年
七
月
一
〇
日
判
例
時
報
一
八
〇
八
号
五
九
頁
は
、「
住
民
監
査
請
求
が
住
民
訴
訟
の
前
置
手
続
で
あ
り
、
住
民
監
査
請
求

の
違
法
な
却
下
に
対
し
て
は
住
民
訴
訟
の
途
が
開
か
れ
て
い
る
と
は
い
え
、
住
民
監
査
請
求
制
度
は
、
本
来
、
住
民
訴
訟
の
手
続
を
利
用
す
る
ま
で

も
な
く
、
行
政
内
部
の
自
主
的
な
措
置
に
よ
っ
て
違
法
・
不
当
な
財
務
会
計
上
の
行
為
を
是
正
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
住
民
に
住

民
監
査
請
求
権
が
付
与
さ
れ
て
い
る
の
も
、
行
政
に
対
す
る
民
主
的
統
制
の
一
手
段
と
す
る
た
め
に
住
民
に
公
権
的
地
位
を
認
め
た
も
の
に
他
な
ら

な
い
」
と
判
示
す
る
。
住
民
監
査
請
求
と
住
民
訴
訟
を
連
動
さ
せ
て
考
え
て
ゆ
く
か
、
あ
る
い
は
切
離
し
て
考
え
て
ゆ
く
か
に
よ
っ
て
、
い
ろ
い
ろ

な
場
面
で
の
解
釈
が
異
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
（
西
鳥
羽
和
明
「
判
例
解
説
」
判
例
地
方
自
治
四
〇
号
三
一
頁
参
照
）。

（
2
） 

東
京
地
判
平
成
二
五
年
一
〇
月
一
五
日
判
例
地
方
自
治
三
七
七
号
四
五
頁
参
照
。

（
3
） 

札
幌
地
判
平
成
一
九
年
一
月
一
九
日
文
献
番
号2007W

L
JP
C
A
01199002

参
照
。

（
4
） 

藤
原
淳
一
郎
「
行
政
判
例
研
究
」
自
治
研
究
六
〇
巻
七
号
一
四
四
頁
、
阿
部
泰
隆
「
判
例
総
合
研
究
『
住
民
訴
訟
⑤
』」
判
例
評
論
四
二
七
号

二
一
頁
参
照
。

（
5
） 

阿
部
泰
隆
『
住
民
訴
訟
の
理
論
と
実
務

│
改
革
の
提
案

│
』（
信
山
社
、
平
成
二
七
年
）
五
頁
参
照
。

（
6
） 

加
藤
・
前
掲
「
監
査
請
求
前
置
主
義
」
七
六
頁
参
照
。

（
7
） 

福
岡
地
判
平
成
二
六
年
一
月
一
〇
日
判
例
地
方
自
治
三
八
四
号
二
二
頁
参
照
。

（
五
〇
九
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
三
号
（
二
〇
一
八
年
十
二
月
）

一
四
二

（
8
） 

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
井
上
元
『
住
民
訴
訟
の
上
手
な
活
用
法
』（
民
事
法
研
究
会
、
平
成
二
一
年
）
二
九
│
三
〇
頁
、
廣
田
・
前
掲
「
住
民

請
求
監
査
法
に
関
す
る
若
干
の
考
察
」
二
一
三
頁
、
阿
部
・
前
掲
書
五
頁
参
照
。

木
佐
茂
男
「
最
新
判
例
批
評
」
判
例
評
論
三
四
五
号
三
六
頁
は
、
住
民
訴
訟
に
関
す
る
判
例
に
お
い
て
は
、
一
般
的
に
原
告
住
民
に
対
し
て
相
当

に
厳
し
く
手
続
法
の
遵
守
を
求
め
つ
つ
、
監
査
委
員
の
監
査
行
為
に
対
し
て
は
寛
大
な
態
度
を
と
っ
て
い
る
。
し
ば
し
ば
監
査
委
員
は
、
法
律
の
要

求
す
る
措
置
期
限
を
付
記
し
な
い
勧
告
を
し
、
監
査
の
結
果
を
公
表
せ
ず
、
却
下
か
棄
却
か
不
明
確
な
通
知
を
し
、
勧
告
内
容
も
監
査
請
求
内
容
に

十
分
対
応
し
て
い
な
い
こ
と
が
あ
り
、
住
民
側
か
ら
す
る
と
対
応
に
困
る
こ
と
も
多
い
と
指
摘
す
る
。

住
民
監
査
請
求
制
度
の
現
状
と
改
革
課
題
等
に
つ
い
て
は
、
田
中
孝
男
『
自
治
体
法
務
の
多
元
的
統
制
』（
第
一
法
規
、
平
成
二
七
年
）
三
三
一

頁
以
下
、
小
澤
久
仁
男
「
住
民
監
査
請
求
の
課
題
と
到
達
点
」
日
本
地
方
自
治
学
会
編
『
自
治
体
行
財
政
へ
の
参
加
と
統
制
』（
敬
文
堂
、
平
成

二
九
年
）
三
九
頁
以
下
参
照
。

（
9
） 

井
上
・
前
掲
書
三
〇
頁
参
照
。

（
10
） 

阿
部
・
前
掲
書
五
頁
参
照
。

（
11
） 

隅
田
一
豊
『
住
民
自
治
と
ア
カ
ウ
ン
タ
ビ
リ
テ
ィ
』（
税
務
経
理
協
会
、
平
成
一
〇
年
）
一
七
一
頁
以
下
、
甲
斐
素
直
『
予
算
・
財
政
監
督
の

法
構
造
』（
信
山
社
、
平
成
一
三
年
）
二
四
七
頁
以
下
、
井
上
・
前
掲
書
三
〇
頁
、
楠
井
・
石
田
・
前
掲
「
は
ん
れ
い
最
前
線
」
七
頁
、
田
中
孝
男

「
日
本
地
方
自
治
法
制
に
お
け
る
自
己
統
制
」
法
政
研
究
（
九
州
大
学
）
八
三
巻
四
号
一
六
〇
頁
以
下
参
照
。

（
12
） 

紺
野
卓
「
住
民
訴
訟
と
監
査
委
員

│
監
査
委
員
の
責
任
と
の
関
連
に
お
い
て

│
」
筑
波
大
学
審
査
学
位
論
文
（
博
士
）
二
〇
一
六
年

〔http://hdl.handle.net/2241/00143588

〕
九
八
頁
は
、「
監
査
委
員
の
責
任
の
在
り
方
は
重
要
な
法
的
課
題
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
」

と
主
張
す
る
。

監
査
委
員
制
度
に
お
け
る
監
査
の
現
状
・
課
題
に
つ
い
て
は
、
石
川
恵
子
『
地
方
自
治
体
の
内
部
統
制
』（
中
央
経
済
社
、
平
成
二
九
年
）
七
一

頁
以
下
参
照
。

（
13
） 

阿
部
泰
隆
「
住
民
訴
訟
、
住
民
監
査
請
求
の
改
革
」
自
由
と
正
義
六
〇
巻
八
号
一
六
頁
以
下
、
同
「
住
民
監
査
請
求
・
住
民
訴
訟
制
度
改
正
の

提
案
」
自
治
研
究
八
七
巻
五
号
三
頁
以
下
、
同
『
住
民
訴
訟
の
理
論
と
実
務
』（
信
山
社
、
平
成
二
七
年
）
三
頁
以
下
、
同
『
地
方
自
治
法
制
の
工

（
五
一
〇
）



再
度
の
住
民
監
査
請
求
に
関
す
る
考
察
（
西
原
）

一
四
三

夫　

一
歩
前
進
を
！
』（
信
山
社
、
平
成
三
〇
年
）
三
二
頁
以
下
参
照
。

（
14
） 

そ
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
阿
部
・
前
掲
『
住
民
訴
訟
の
理
論
と
実
務
』
四
二
頁
以
下
参
照
。

（
15
） 
平
成
二
九
年
の
地
方
自
治
法
改
正
（
平
成
二
九
年
法
律
第
五
四
号
）
に
つ
い
て
は
、
宇
賀
克
也
「
地
方
自
治
法
等
の
改
正
（
二
〇
一
七
年
）
の

背
景
と
意
義
」
自
治
実
務
セ
ミ
ナ
ー
六
六
二
号
二
頁
以
下
、
塩
川
徳
也
・
細
川
敬
太
・
陸
川
諭
「
二
〇
一
七
年
地
方
自
治
法
等
改
正
の
具
体
的
内
容

│
住
民
訴
訟
制
度
の
改
正
と
決
算
不
認
定
の
場
合
に
お
け
る
長
か
ら
議
会
等
へ
の
報
告
規
定
の
整
備
」
自
治
実
務
セ
ミ
ナ
ー
六
六
二
号
九
頁
以
下
、

塩
川
徳
也
・
細
川
敬
太
・
陸
川
諭
「
二
〇
一
七
年
地
方
自
治
法
等
改
正
の
具
体
的
内
容

│
監
査
制
度
の
充
実
強
化
、
内
部
統
制
体
制
の
整
備
及
び

地
方
独
立
行
政
法
人
法
改
正
」
自
治
実
務
セ
ミ
ナ
ー
六
六
三
号
二
頁
以
下
、
松
谷
朗
・
内
海
隆
明
・
野
路
允
「
地
方
自
治
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
に
つ
い
て
（
上
）」
地
方
自
治
八
三
八
号
一
四
頁
以
下
、
山
口
憲
明
・
藤
井
延
之
「
地
方
自
治
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
に
つ
い
て

（
中
）」
地
方
自
治
八
三
九
号
一
九
頁
以
下
、
武
富
可
南
「
地
方
自
治
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
に
つ
い
て
（
下
）」
地
方
自
治
八
四
〇
号
一
七

頁
以
下
、
田
中
孝
男
『
平
成
二
九
年
改
正　

住
民
監
査
請
求
制
度
が
よ
く
わ
か
る
本
』（
公
人
の
友
社
、
平
成
二
九
年
）
一
頁
以
下
、
宇
賀
克
也

「
二
〇
一
七
年
地
方
自
治
法
等
の
改
正
の
背
景
」
宇
賀
克
也
編
『
二
〇
一
七
年
地
方
自
治
法
改
正　

実
務
へ
の
影
響
と
対
応
の
ポ
イ
ン
ト
』（
第
一
法

規
、
平
成
二
九
年
）
二
頁
以
下
、
板
垣
勝
彦
「
地
方
自
治
法
の
改
正
」
宇
賀
編
・
前
掲
『
二
〇
一
七
年
地
方
自
治
法
改
正　

実
務
へ
の
影
響
と
対
応

の
ポ
イ
ン
ト
』
八
頁
以
下
、
総
務
省
自
治
行
政
局
行
政
課
「
資
料
・
地
方
自
治
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
に
つ
い
て
（
平
成
二
九
年
一
二
月

二
五
日
）」（w

w
w
.soum

u.go.jp/m
ain_content/000531702.pdf

）、
原
島
良
成
「
地
方
公
共
団
体
の
内
部
統
制
強
化
」
法
学
教
室
四
四
八
号
五
六

頁
以
下
、
下
山
憲
治
「
住
民
訴
訟
制
度
の
改
正
と
課
題
」
自
治
総
研
四
七
一
号
一
頁
以
下
、
北
村
和
生
「
住
民
訴
訟
に
お
け
る
免
責
制
度
の
創
設
と

意
義
と
課
題
」
自
治
実
務
セ
ミ
ナ
ー
六
七
一
号
二
頁
以
下
、
吉
川
浩
民
「
住
民
訴
訟
に
お
け
る
免
責
制
度
の
創
設
」
自
治
実
務
セ
ミ
ナ
ー
六
七
一
号

七
頁
以
下
、
羽
根
一
成
「
住
民
訴
訟
に
お
け
る
損
害
賠
償
軽
減
制
度
の
創
設
」
自
治
実
務
セ
ミ
ナ
ー
六
七
一
号
一
三
頁
以
下
、
阿
部
泰
隆
「
平
成

二
九
年
住
民
訴
訟
制
度
改
正
、
軽
過
失
一
部
免
責
の
考
え
方
と
、
権
利
放
棄
議
決
に
関
す
る
立
法
過
程
の
暗
闇
に
つ
い
て
」
自
治
総
研
四
七
七
号
一

頁
以
下
参
照
。

（
16
） 

監
査
基
準
に
関
し
て
、
田
中
・
前
掲
『
平
成
二
九
年
改
正　

住
民
監
査
請
求
制
度
が
よ
く
わ
か
る
本
』
一
〇
四
頁
は
、
現
在
定
め
ら
れ
て
い
る

も
の
を
み
る
と
、
一
般
的
な
手
続
き
等
が
や
や
詳
し
く
定
め
ら
れ
て
い
る
に
と
ど
ま
る
た
め
、
住
民
監
査
請
求
に
お
け
る
監
査
実
務
の
質
の
向
上
を

（
五
一
一
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
三
号
（
二
〇
一
八
年
十
二
月
）

一
四
四

飛
躍
的
に
も
た
ら
す
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
と
指
摘
す
る
。

（
17
） 

阿
部
泰
隆
「
住
民
訴
訟
改
革
の
あ
り
方

│
地
方
制
度
調
査
会
答
申
、
懇
談
会
、
法
案
の
問
題
点
」
自
治
総
研
四
六
二
号
一
一
頁
は
、
監
査
基

準
の
策
定
や
専
門
監
査
委
員
の
導
入
に
関
し
て
、「
今
回
の
改
正
程
度
で
は
あ
ま
り
意
味
が
な
い
」
と
批
判
し
て
い
る
。

（
18
） 
宇
賀
・
前
掲
「
地
方
自
治
法
等
の
改
正
（
二
〇
一
七
年
）
の
背
景
と
意
義
」
六
頁
は
、
今
回
の
「
監
査
制
度
の
改
正
は
、
現
行
の
監
査
委
員
制

度
、
外
部
監
査
制
度
の
存
在
を
所
与
と
し
た
上
で
の
改
善
策
と
し
て
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
当
面
は
、
そ
の
施
行
状
況
を
注
視
し
て
い
く
こ
と
に

な
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

（
五
一
二
）



行
政
計
画
の
統
制
に
関
す
る
問
題
点
の
省
察
（
長
谷
川
）

一
四
五

行
政
計
画
の
統
制
に
関
す
る
問
題
点
の
省
察

長
谷
川　
　

福　
　

造

一　

序
説

二　

行
政
計
画
の
法
的
性
質
と
都
市
計
画
の
位
置
づ
け

三　

具
体
的
事
例
の
検
討

四　

計
画
裁
量
の
審
査
に
関
す
る
問
題
点

五　

平
成
一
六
年
改
正
以
降
の
議
論
の
進
展

六　

結
語

論　

説

（
五
一
三
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
三
号
（
二
〇
一
八
年
十
二
月
）

一
四
六

一　

序
説

1　

平
成
一
六
年
に
行
政
事
件
訴
訟
法
（
昭
和
三
七
年
五
月
一
六
日
法
律
一
三
九
号
）
が
大
幅
に
改
正
さ
れ
て
か
ら
（
1
）（

以
下
、
こ
の
改
正
を
「
平

成
一
六
年
改
正
」
と
い
う
。）、
間
も
な
く
一
五
年
が
経
過
す
る
。
平
成
一
六
年
改
正
は
、「
司
法
の
行
政
に
対
す
る
チ
ェ
ッ
ク
機
能
を
強

化
す
る
方
向
で
行
政
訴
訟
制
度
を
見
直
す
こ
と
は
不
可
欠
で
あ
る
」
と
い
う
司
法
制
度
改
革
審
議
会
の
指
摘
（
2
）

を
踏
ま
え
て
多
角
的
に
進

め
ら
れ
た
。

行
政
計
画
に
関
し
て
は
、
行
政
計
画
の
違
法
等
の
確
認
訴
訟
が
、
従
来
の
実
務
で
現
実
に
ほ
と
ん
ど
活
用
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
こ
と

を
重
視
し
（
3
）

、「
行
政
の
活
動
・
作
用
の
複
雑
多
様
化
に
対
応
し
、
国
民
の
権
利
利
益
の
実
効
的
な
救
済
を
図
る
観
点
か
ら
は
、
確
認
訴

訟
を
活
用
す
る
こ
と
が
有
益
か
つ
重
要
で
あ
る
」
と
い
う
検
討
結
果
が
、
平
成
一
六
年
改
正
に
あ
た
っ
て
示
さ
れ
た
（
4
）

。
行
政
計
画
の
司

法
審
査
に
つ
い
て
は
、「
差
止
訴
訟
や
当
事
者
訴
訟
と
し
て
明
示
さ
れ
た
確
認
訴
訟
の
活
用
な
ど
を
含
め
、
個
別
の
行
政
計
画
の
特
色

や
紛
争
の
実
情
等
に
即
し
た
司
法
審
査
に
つ
い
て
の
改
正
後
の
行
政
事
件
訴
訟
法
の
下
で
の
事
例
の
集
積
を
視
野
に
入
れ
つ
つ
、
適
切

な
司
法
審
査
の
在
り
方
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
」
と
い
う
指
摘
が
あ
り
（
5
）

、
特
に
都
市
計
画
と
の
関
連
で
は
、
土
地
政
策
と
し
て
の
特

性
と
の
調
和
に
留
意
し
た
上
で
、
確
認
訴
訟
の
利
用
が
有
用
で
あ
る
と
い
う
分
析
も
示
さ
れ
た
（
6
）

。

平
成
一
六
年
改
正
後
に
示
さ
れ
た
最
高
裁
判
所
の
判
断
の
う
ち
、
行
政
計
画
に
関
し
て
主
だ
っ
た
も
の
を
見
て
い
く
と
、
土
地
区
画

整
理
事
業
計
画
決
定
に
処
分
性
を
肯
定
し
た
平
成
二
〇
年
の
最
高
裁
判
所
の
判
断
が
嚆
矢
と
し
て
挙
げ
ら
れ
よ
う
（
最
大
判
平
成
二
〇
年

九
月
一
〇
日
民
集
六
二
巻
八
号
二
〇
二
九
頁
。
以
下
「
平
成
二
〇
年
最
判
」
と
い
う
。）。
従
来
批
判
の
多
か
っ
た
昭
和
四
一
年
の
い
わ
ゆ
る
青

写
真
判
判
決
（
最
大
判
昭
和
四
一
年
二
月
二
三
日
民
集
二
〇
巻
二
号
二
七
一
頁
）
を
変
更
し
た
意
義
の
大
き
さ
か
ら
、
平
成
二
〇
年
最
判
を

（
五
一
四
）



行
政
計
画
の
統
制
に
関
す
る
問
題
点
の
省
察
（
長
谷
川
）

一
四
七

巡
っ
て
様
々
な
分
析
が
展
開
さ
れ
た
（
7
）

。

2　

そ
の
一
方
で
、
平
成
二
〇
年
最
判
の
後
、
第
一
種
市
街
地
再
開
発
事
業
に
関
す
る
地
区
計
画
変
更
決
定
及
び
都
市
計
画
決
定
の
処
分

性
を
否
定
す
る
判
断
が
下
級
審
で
示
さ
れ
、
確
定
し
た
（
東
京
地
判
平
成
二
〇
年
一
二
月
一
九
日
判
タ
一
二
九
六
号
一
五
五
頁
。
控
訴
な
く
確

定
。
以
下
「
平
成
二
〇
年
地
判
」
と
い
う
。）。
ま
た
、
こ
の
平
成
二
〇
年
地
判
で
は
、
実
質
的
当
事
者
訴
訟
の
確
認
の
利
益
も
否
定
さ
れ

た
。
都
市
計
画
に
関
す
る
取
消
訴
訟
の
処
分
性
拡
大
及
び
確
認
訴
訟
の
活
用
と
い
う
期
待
と
の
関
連
で
注
意
と
検
討
を
要
す
る
判
示
で

あ
る
。

ま
た
、
行
政
計
画
の
違
法
性
に
関
し
て
は
、
い
わ
ゆ
る
小
田
急
高
架
訴
訟
の
実
体
判
断
（
最
判
平
成
一
八
年
一
一
月
二
日
民
集
六
〇
巻
九

号
三
二
四
九
頁
（
8
）

。
以
下
「
平
成
一
八
年
最
判
」
と
い
う
。）
で
都
市
計
画
の
変
更
決
定
に
つ
い
て
違
法
性
が
否
定
さ
れ
（
9
）

、
平
成
二
〇
年
最
判

の
差
戻
後
の
本
案
判
決
で
も
、
裁
量
権
の
逸
脱
・
濫
用
は
な
く
手
続
的
違
法
も
な
い
と
し
て
請
求
が
棄
却
さ
れ
た
（
静
岡
地
判
平
成
二
三

年
二
月
二
五
日
判
自
三
四
八
号
七
三
頁
（
10
）

。
以
下
「
平
成
二
三
年
地
判
」
と
い
う
。）。
こ
の
よ
う
な
経
過
か
ら
、
行
政
計
画
の
違
法
性
判
断
に
際

し
て
、
裁
判
所
が
行
政
庁
の
広
い
裁
量
を
認
め
る
潮
流
が
見
て
取
れ
る
。

現
代
行
政
に
お
け
る
計
画
の
重
要
性
か
ら
み
て
、
行
政
計
画
に
対
す
る
司
法
審
査
の
あ
り
方
を
一
層
精
緻
に
検
証
す
る
こ
と
が
必
要

で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
本
稿
で
は
、
平
成
二
〇
年
地
判
を
題
材
の
一
つ
に
据
え
て
司
法
審
査
の
限
界
点
を
見
極
め
た
上
で
、
行
政
計

画
の
法
的
性
質
や
今
後
の
制
度
設
計
を
視
野
に
含
め
て
検
討
を
行
う
。

（
五
一
五
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
三
号
（
二
〇
一
八
年
十
二
月
）

一
四
八

二　

行
政
計
画
の
法
的
性
質
と
都
市
計
画
の
位
置
づ
け

1　

行
政
計
画
の
概
要

平
成
三
〇
年
一
月
一
日
ま
で
に
公
布
さ
れ
た
法
律
の
う
ち
同
日
現
在
で
効
力
を
有
す
る
も
の
は
、
二
二
四
三
件
に
の
ぼ
る
（
11
）

。
行
政
計
画

に
関
す
る
規
定
を
持
つ
法
律
の
数
に
つ
い
て
み
る
と
、
昭
和
四
六
年
時
点
で
一
〇
八
件
で
あ
っ
た
も
の
が
（
12
）

、
平
成
一
三
年
末
時
点
で
は

三
一
四
件
に
増
加
し
（
13
）

、
平
成
二
五
年
末
に
は
四
二
八
件
を
数
え
（
14
）

、
約
五
〇
年
間
で
四
倍
近
く
増
加
し
て
い
る
。

国
の
行
政
組
織
の
う
ち
一
一
の
各
省
（
国
家
行
政
組
織
法
三
条
一
項
、
二
項
、
及
び
別
表
第
一
）
に
絞
っ
て
通
覧
し
て
も
、
各
省
は
、
そ
の

所
掌
事
務
に
対
応
し
て
多
様
な
計
画
を
制
定
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
総
務
省
は
、
平
成
二
九
年
四
月
一
二
日
、「
平
成
二
九
年
度
総
務
省

行
政
事
業
レ
ビ
ュ
ー
行
動
計
画
」
を
策
定
し
、
各
府
省
が
、「
自
律
的
に
、
概
算
要
求
前
の
段
階
に
お
い
て
、
原
則
全
て
の
事
業
に
つ
い

て
、
予
算
が
最
終
的
に
ど
こ
に
渡
り
（
支
出
先
）、
何
に
使
わ
れ
た
の
か
（
使
途
）
と
い
っ
た
実
態
を
把
握
し
、
こ
れ
を
国
民
に
明
ら
か
に

し
た
上
で
、
外
部
の
視
点
も
活
用
し
な
が
ら
、
過
程
を
公
開
し
つ
つ
事
業
の
内
容
や
効
果
の
点
検
を
行
い
、
そ
の
結
果
を
予
算
の
概
算
要

求
や
執
行
等
に
反
映
さ
せ
る
」
た
め
、
大
臣
官
房
長
を
統
括
責
任
者
と
す
る
レ
ビ
ュ
ー
推
進
チ
ー
ム
が
、
事
業
や
基
金
等
を
点
検
す
る
も

の
と
し
て
い
る
（
15
）

。
そ
の
他
の
例
と
し
て
は
、
農
林
水
産
省
は
、
食
品
の
安
全
性
に
関
す
る
リ
ス
ク
管
理
を
推
進
す
る
た
め
、
措
置
を
講
ず

る
必
要
性
及
び
そ
の
具
体
的
内
容
を
検
討
し
、
既
存
の
管
理
措
置
の
妥
当
性
を
検
証
す
る
際
に
不
可
欠
な
デ
ー
タ
を
得
る
た
め
、「
平
成

二
九
年
度　
食
品
の
安
全
性
に
関
す
る
有
害
化
学
物
質
及
び
有
害
微
生
物
の
サ
ー
ベ
イ
ラ
ン
ス
・
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
年
次
計
画
」
を
策
定
し

て
い
る
（
16
）

。

こ
の
よ
う
に
、
各
省
、
内
閣
府
及
び
各
庁
等
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
担
当
し
て
い
る
行
政
事
務
を
遂
行
す
る
目
的
で
、
必
要
に
応
じ
て
計
画

（
五
一
六
）



行
政
計
画
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察
（
長
谷
川
）

一
四
九

を
策
定
し
て
い
る
。
ま
た
、
地
方
公
共
団
体
も
行
政
計
画
を
策
定
し
て
各
種
の
行
政
事
務
を
行
っ
て
お
り
、
行
政
活
動
に
お
け
る
計
画
の

重
要
性
が
、
近
時
ま
す
ま
す
顕
著
に
な
っ
て
き
て
い
る
（
17
）

。

2　

行
政
計
画
の
淵
源

第
二
次
世
界
大
戦
前
に
遡
る
と
、
行
政
計
画
に
関
す
る
代
表
的
な
法
典
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、
大
正
八
年
に
制
定
さ
れ
た
都
市
計

画
法
（
大
正
八
年
四
月
五
日
法
律
三
六
号
。
現
行
の
都
市
計
画
法
〔
昭
和
四
三
年
六
月
一
五
日
法
律
一
〇
〇
号
〕
附
則
二
の
1
に
よ
り
廃
止
さ
れ
た
。
以

下
、「
旧
都
市
計
画
法
」
と
い
う
。）
で
あ
る
（
18
）

。
旧
都
市
計
画
法
は
、「
交
通
、
衛
生
、
保
安
、
防
空
、
経
済
等
ニ
関
シ
永
久
ニ
公
共
ノ
安
寧
ヲ

維
持
シ
又
ハ
福
利
ヲ
増
進
ス
ル
為
ノ
重
要
施
設
ノ
計
画
ニ
シ
テ
市
若
ハ
主
務
大
臣
ノ
指
定
ス
ル
町
村
ノ
区
域
内
ニ
於
テ
又
ハ
其
ノ
区
域
外

ニ
亙
リ
施
行
ス
ヘ
キ
モ
ノ
」（
一
条
）
を
都
市
計
画
と
し
て
規
定
し
、
主
務
大
臣
が
都
市
計
画
区
域
を
決
定
す
る
も
の
と
定
め
て
い
た
（
二

条
一
項
、
二
項
）。
ま
た
、
内
務
省
及
び
商
工
省
（
当
時
）
が
推
進
し
た
国
土
計
画
は
、「
国
家
の
個
人
に
対
す
る
優
越
、
政
治
の
経
済
に
対

す
る
優
越
の
見
地
に
立
つ
」
と
さ
れ
、
個
別
的
資
本
の
自
由
の
制
限
と
し
て
現
れ
る
都
市
計
画
と
の
対
比
が
指
摘
さ
れ
て
い
た
（
19
）

。

た
だ
、
戦
前
に
お
い
て
は
、
行
政
計
画
の
理
論
的
な
位
置
づ
け
に
関
す
る
分
析
は
具
体
的
で
は
な
く
、
例
え
ば
美
濃
部
達
吉
博
士
の
体

系
書
（
20
）

や
田
上
穣
治
博
士
の
学
術
書
（
21
）

に
は
、
行
政
計
画
に
関
す
る
詳
述
は
ま
だ
な
か
っ
た
。

3　

戦
後
の
行
政
計
画
の
活
用
と
都
市
計
画

⑴　

第
二
次
世
界
大
戦
後
の
復
興
を
進
め
て
い
く
に
あ
た
り
、
国
土
総
合
開
発
法
（
昭
和
二
五
年
五
月
二
六
日
法
律
二
〇
五
号
。
現
在
の
名

称
は
「
国
土
形
成
計
画
法
」
で
あ
る
。）
に
基
づ
く
全
国
総
合
開
発
計
画
に
従
っ
て
、
新
産
業
都
市
建
設
促
進
法
（
昭
和
三
七
年
五
月
一
〇
日
法

律
一
一
七
号
）
や
工
業
整
備
特
別
地
域
整
備
促
進
法
（
昭
和
三
九
年
七
月
三
日
法
律
一
四
六
号
）
が
昭
和
三
〇
年
代
に
定
め
ら
れ
た
（
22
）

。
こ
の
よ

う
な
行
政
計
画
を
基
盤
と
し
た
法
律
制
定
と
行
政
目
的
の
実
現
を
踏
ま
え
、「
法
律
に
よ
る
行
政
か
ら
計
画
に
よ
る
行
政
へ
」
と
い
う
実

（
五
一
七
）
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四
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第
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号
（
二
〇
一
八
年
十
二
月
）

一
五
〇

状
の
指
摘
が
広
が
っ
て
い
っ
た
（
23
）

。
行
政
計
画
を
巡
る
戦
後
の
経
過
を
受
け
て
、
行
政
の
特
質
の
一
つ
と
し
て
「
行
政
の
計
画
化
」
が
掲
げ

ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
昭
和
五
〇
年
代
頃
で
あ
り
（
24
）

、
行
政
法
の
教
科
書
や
文
献
に
お
い
て
、
行
政
計
画
の
分
析
と
説
明
が
次
第
に
定

着
し
て
い
っ
た
（
25
）

。
そ
の
当
時
か
ら
、
法
律
に
よ
る
行
政
の
原
理
を
基
礎
と
し
て
、
行
政
計
画
の
法
的
統
制
を
い
か
に
行
う
か
の
問
題
を
、

行
政
計
画
の
特
質
を
明
確
に
把
握
し
た
上
で
、
一
方
で
は
特
質
を
没
却
し
な
い
よ
う
に
配
慮
し
な
が
ら
、
他
方
で
国
民
の
権
利
救
済
に
も

十
分
資
す
る
理
論
構
成
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
た
（
26
）

。

⑵　

現
在
、
多
く
の
体
系
書
や
概
説
書
に
お
い
て
、
様
々
な
工
夫
の
も
と
で
行
政
計
画
に
関
す
る
分
析
と
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
（
27
）

。
た

だ
、
一
義
的
に
行
政
計
画
を
定
義
す
る
こ
と
は
必
ず
し
も
容
易
で
は
な
い
（
28
）

。
講
学
上
の
概
念
と
し
て
、「
行
政
権
が
一
定
の
公
の
目
的
の

た
め
に
目
標
を
設
定
し
、
そ
の
目
標
を
達
成
す
る
た
め
の
各
種
の
諸
手
段
を
調
整
・
体
系
化
し
つ
つ
総
合
的
に
提
示
し
た
行
政
活
動
基

準
」
と
説
明
す
る
体
系
書
も
あ
る
が
（
29
）

、
骨
組
み
と
な
る
共
通
の
性
質
や
分
類
を
論
じ
る
の
が
主
流
と
な
っ
て
い
る
（
30
）

。

行
政
計
画
に
関
す
る
具
体
的
分
析
の
経
過
に
お
い
て
様
々
な
検
証
が
試
み
ら
れ
、
一
応
の
共
通
項
は
ま
と
ま
っ
て
き
て
い
る
（
31
）

。
共
通
項

と
し
て
の
要
素
は
、
大
き
く
分
け
て
目
標
設
定
性
と
手
段
の
総
合
性
で
あ
る
（
32
）

。
一
定
の
目
標
を
行
政
機
関
が
創
造
・
設
定
す
る
こ
と
が
目

標
設
定
性
で
あ
り
、
そ
の
目
標
に
到
達
す
る
た
め
の
諸
々
の
手
段
・
方
策
の
間
の
総
合
的
調
整
を
計
る
こ
と
が
手
段
の
総
合
性
と
し
て
位

置
づ
け
ら
れ
る
（
33
）

。

ま
た
、
行
政
計
画
の
特
質
に
着
目
す
る
と
、
そ
の
機
能
面
で
、
総
合
化
機
能
と
公
共
性
担
保
機
能
に
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
34
）

。
総
合

化
機
能
と
は
、
将
来
に
向
け
て
の
行
政
活
動
の
統
制
と
地
域
間
の
統
合
を
図
る
機
能
を
指
す
。
例
え
ば
、
土
地
利
用
規
制
の
領
域
で
は
、

多
層
的
な
計
画
体
系
が
形
成
さ
れ
て
い
る
（
35
）

。
都
道
府
県
知
事
が
策
定
す
る
土
地
利
用
基
本
計
画
（
国
土
利
用
計
画
法
〔
昭
和
四
九
年
六
月
二
五

日
法
律
九
二
号
〕
九
条
一
項
）
は
、
広
域
上
位
計
画
で
あ
る
全
国
計
画
（
同
法
四
条
、
五
条
各
項
）
と
都
道
府
県
計
画
（
同
法
四
条
、
七
条
各
項
。

（
五
一
八
）



行
政
計
画
の
統
制
に
関
す
る
問
題
点
の
省
察
（
長
谷
川
）

一
五
一

全
国
計
画
と
都
道
府
県
計
画
は
、
国
土
利
用
計
画
に
含
ま
れ
る
。）
を
基
本
と
し
て
い
る
。
更
に
土
地
利
用
基
本
計
画
に
基
づ
い
て
、
都
市
地
域
、

農
業
地
域
、
森
林
地
域
、
自
然
公
園
地
域
、
及
び
自
然
保
全
地
域
（
国
土
利
用
計
画
法
九
条
一
項
、
二
項
一
号
か
ら
五
号
）
に
対
す
る
個
別
法

の
規
制
（
36
）

が
総
合
調
整
さ
れ
る
（
37
）

。
こ
の
よ
う
な
ト
ッ
プ
ダ
ウ
ン
型
の
構
造
に
よ
っ
て
、
合
理
的
で
一
貫
性
の
あ
る
行
政
活
動
の
統
合
化
が
実

現
さ
れ
る
。
ま
た
、
利
害
関
係
が
錯
綜
し
た
現
代
社
会
を
踏
ま
え
、
透
明
性
と
市
民
参
加
を
保
障
し
た
計
画
策
定
手
続
が
、
行
政
活
動
の

公
益
性
及
び
公
共
性
を
担
保
す
る
と
い
う
意
味
で
、
公
共
性
担
保
機
能
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
38
）

。

⑶　

多
様
な
特
質
と
類
型
か
ら
構
成
さ
れ
る
行
政
計
画
の
中
で
、
行
政
活
動
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
果
た
す
の
が
、
都
市
計
画
法
に

基
づ
く
都
市
計
画
で
あ
る
。
都
市
計
画
は
、
都
市
計
画
区
域
（
都
市
計
画
法
五
条
各
項
）
及
び
準
都
市
計
画
区
域
（
都
市
計
画
法
五
条
の
二
各

項
）
に
指
定
さ
れ
た
区
域
に
限
っ
て
定
め
ら
れ
る
。
計
画
の
法
的
効
力
に
着
目
し
た
分
類
で
は
、
都
市
計
画
は
、
拘
束
型
計
画
で
あ
る
と

さ
れ
る
（
39
）

。
た
だ
、
土
地
区
画
整
理
事
業
（
都
市
計
画
法
一
二
条
一
項
一
号
、
土
地
区
画
整
理
法
）
や
市
街
地
再
開
発
事
業
（
都
市
計
画
法
一
二
条

一
項
四
号
、
都
市
再
開
発
法
）
の
よ
う
な
大
規
模
な
都
市
計
画
事
業
の
実
施
を
内
容
と
す
る
事
業
型
計
画
だ
け
で
な
く
、
市
街
化
区
域
・
市

街
化
調
整
区
域
（
都
市
計
画
法
七
条
一
項
、
二
項
、
三
項
）
や
用
途
地
域
を
定
め
る
（
都
市
計
画
法
八
条
、
九
条
）
等
、
区
域
を
指
定
し
て
将
来

に
お
け
る
土
地
利
用
を
規
制
・
誘
導
す
る
土
地
利
用
型
計
画
も
都
市
計
画
に
含
ま
れ
る
。

実
際
に
争
訟
手
続
で
問
題
と
な
っ
た
事
例
の
多
さ
か
ら
、
都
市
計
画
を
素
材
と
し
た
分
析
と
考
察
が
行
政
救
済
の
領
域
で
幅
広
く
展
開

さ
れ
て
い
る
。
次
に
、
都
市
計
画
と
平
成
一
六
年
改
正
を
巡
る
問
題
点
に
関
連
し
て
、
平
成
二
〇
年
地
判
を
は
じ
め
と
し
て
具
体
的
事
例

を
検
証
す
る
。

（
五
一
九
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
三
号
（
二
〇
一
八
年
十
二
月
）

一
五
二

三　

具
体
的
事
例
の
検
討

1　

平
成
二
〇
年
地
判
の
事
案
の
概
要
と
判
旨

こ
の
事
件
は
、
東
京
都
の
特
別
区
Ｙ
（
被
告
）
が
行
っ
た
①
地
区
計
画
を
変
更
す
る
決
定
及
び
②
第
一
種
市
街
地
再
開
発
事
業
に
関
す

る
都
市
計
画
の
決
定
（
以
下
、
場
面
に
応
じ
て
「
本
件
各
決
定
」
と
い
う
。）
に
つ
い
て
、
①
の
決
定
に
係
る
地
区
計
画
の
区
域
内
に
不
動
産

を
所
有
す
る
Ｘ
（
原
告
）
ら
が
、
主
位
的
に
本
件
各
決
定
の
取
消
し
を
、
予
備
的
に
本
件
各
決
定
の
違
法
確
認
を
求
め
て
出
訴
し
た
事
案

で
あ
る
。
裁
判
所
は
、
以
下
の
通
り
判
断
を
示
し
て
、
本
件
各
決
定
の
処
分
性
を
否
定
し
、
実
質
的
当
事
者
訴
訟
の
確
認
の
利
益
を
否
定

し
た
。

⑴　

地
区
計
画
の
変
更
決
定
（
①
）
に
つ
い
て

最
判
平
成
六
年
四
月
二
二
日
集
民
一
七
二
号
四
四
五
頁
（
以
下
「
平
成
六
年
最
判
」
と
い
う
（
40
））

を
引
用
し
て
、
地
区
計
画
は
、「「
建
築
物

の
建
築
形
態
、
公
共
施
設
そ
の
他
の
施
設
の
配
置
等
か
ら
み
て
、
一
体
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
区
域
の
特
性
に
ふ
さ
わ
し
い
態
様
を
備
え
た

良
好
な
環
境
の
各
街
区
を
整
備
し
、
開
発
し
、
及
び
保
全
す
る
た
め
の
計
画
」（
都
市
計
画
法
一
二
条
の
五
第
一
項
柱
書
き
）
で
あ
り
、
同
法

一
二
条
の
四
第
一
項
一
号
の
規
定
に
基
づ
く
地
区
計
画
の
決
定
及
び
同
法
二
一
条
の
規
定
に
基
づ
く
そ
の
変
更
決
定
は
、
区
域
内
の
個
人

の
権
利
義
務
に
対
し
て
具
体
的
な
変
動
を
与
え
る
と
い
う
法
律
上
の
効
果
を
伴
う
も
の
で
は
な
く
、
抗
告
訴
訟
の
対
象
と
な
る
処
分
に
は

当
た
ら
な
い
」
と
判
断
し
た
（
41
）

。

⑵　

第
一
種
市
街
地
再
開
発
事
業
に
関
す
る
都
市
計
画
決
定
（
②
）
に
つ
い
て

最
判
昭
和
五
九
年
七
月
一
六
日
判
自
九
号
五
三
巻
（
以
下
「
昭
和
五
九
年
最
判
」
と
い
う
（
42
））

を
引
用
し
て
、「
第
一
種
市
街
地
再
開
発
事
業

（
五
二
〇
）
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察
（
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）
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に
関
す
る
都
市
計
画
は
、
市
街
地
開
発
事
業
の
種
類
、
名
称
、
施
行
区
域
、
施
行
区
域
の
面
積
、
公
共
施
設
の
配
置
及
び
規
模
並
び
に
建

築
物
及
び
建
築
敷
地
の
整
備
に
関
す
る
計
画
を
定
め
る
も
の
で
あ
り
（
都
市
計
画
法
一
二
条
二
項
、
都
市
計
画
法
施
行
令
七
条
、
都
市
再
開
発
法

四
条
一
項
）、
都
市
計
画
は
、
総
括
図
、
計
画
図
及
び
計
画
書
に
よ
っ
て
表
示
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
（
都
市
計
画
法
一
四
条
一
項
）
と
こ
ろ
、

同
法
一
二
条
一
項
四
号
の
規
定
に
基
づ
く
第
一
種
市
街
地
再
開
発
事
業
に
関
す
る
都
市
計
画
の
決
定
は
、
個
人
の
権
利
義
務
に
対
し
て
具

体
的
な
変
動
を
与
え
る
と
い
う
法
律
上
の
効
果
を
伴
う
も
の
で
は
な
く
、
抗
告
訴
訟
の
対
象
と
な
る
処
分
に
は
当
た
ら
な
い
」
と
判
断
し

た
（
43
）

。⑶　

確
認
の
利
益
に
つ
い
て

「
本
件
各
決
定
は
直
ち
に
第
一
種
市
街
地
再
開
発
事
業
の
手
続
の
現
実
的
か
つ
具
体
的
な
進
行
を
開
始
さ
せ
る
も
の
で
は
な
く
、
本
件

各
決
定
に
よ
っ
て
Ｘ
ら
の
権
利
又
は
法
的
地
位
に
具
体
的
な
変
動
を
与
え
る
と
い
う
法
律
上
の
効
果
が
生
ず
る
も
の
で
は
な
く
、
Ｘ
ら
の

法
的
地
位
に
係
る
不
安
が
現
に
存
在
す
る
と
ま
で
は
い
え
な
い
こ
と
、
ま
た
、
本
件
各
決
定
の
違
法
確
認
を
求
め
る
訴
え
は
、
過
去
の
法

律
関
係
の
確
認
を
求
め
る
も
の
で
あ
っ
て
、
Ｘ
ら
の
現
在
の
権
利
又
は
法
的
地
位
の
確
認
を
求
め
る
訴
え
で
は
な
い
こ
と
な
ど
に
照
ら
す

と
、
本
件
各
決
定
の
違
法
確
認
の
訴
え
に
つ
い
て
は
、
確
認
の
利
益
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
と
判
示
し
た
（
44
）

。

2　

処
分
性
に
関
す
る
平
成
二
〇
年
地
判
の
問
題
点

⑴　

こ
の
事
件
で
問
題
と
な
っ
た
二
つ
の
行
政
計
画
の
う
ち
、
第
一
は
、
地
区
計
画
の
決
定
（
都
市
計
画
法
一
二
条
の
五
）
で
あ
る
。
都

市
施
設
の
計
画
に
お
い
て
、
そ
の
主
た
る
施
設
は
基
幹
道
路
や
広
域
公
園
で
あ
り
、
用
途
地
域
の
土
地
利
用
規
制
計
画
は
広
い
範
囲
の
地

域
を
対
象
に
し
て
定
め
ら
れ
る
。
他
方
、
建
築
基
準
法
の
規
制
対
象
は
、
各
敷
地
で
あ
り
比
較
的
狭
い
地
域
を
対
象
に
し
て
い
る
。
こ
れ

ら
の
中
間
的
な
ル
ー
ル
と
し
て
、
小
規
模
な
地
域
単
位
で
土
地
利
用
の
規
範
を
定
め
る
の
が
地
区
計
画
で
あ
る
（
45
）

。
地
区
計
画
制
度
は
、
昭

（
五
二
一
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
三
号
（
二
〇
一
八
年
十
二
月
）

一
五
四

和
五
五
年
の
都
市
計
画
法
改
正
で
導
入
さ
れ
た
（
46
）

。

⑵　

本
件
の
も
う
一
つ
の
行
政
計
画
は
、
第
一
種
市
街
地
再
開
発
事
業
に
関
す
る
都
市
計
画
（
都
市
計
画
法
一
二
条
一
項
四
号
、
同
条
二
項
、

都
市
計
画
法
施
行
令
七
条
、
都
市
再
開
発
法
四
条
一
項
）
で
あ
る
（
47
）

。
第
一
種
市
街
地
再
開
発
事
業
は
、
都
市
再
開
発
法
に
基
づ
い
て
施
行
さ
れ

る
が
、
公
用
権
利
変
換
と
い
う
手
法
を
用
い
る
点
に
特
徴
が
あ
る
（
48
）

。
公
用
権
利
変
換
と
は
、
公
益
を
実
現
す
る
た
め
に
行
う
強
制
的
な
権

利
変
換
で
あ
り
、
例
え
ば
、
土
地
所
有
権
を
土
地
の
共
有
持
分
と
建
物
の
区
分
所
有
権
な
ど
の
別
の
権
利
に
変
換
す
る
こ
と
を
い
う
。

⑶　

本
件
で
は
、
こ
れ
ら
二
つ
の
計
画
に
つ
い
て
、
処
分
性
を
否
定
し
た
。
計
画
の
処
分
性
を
肯
定
し
た
平
成
二
〇
年
最
判
と
対
比
す

る
と
、
平
成
二
〇
年
最
判
で
取
消
訴
訟
の
対
象
と
な
っ
た
の
は
、
土
地
区
画
整
理
事
業
の
事
業
計
画
で
あ
る
。
土
地
区
画
整
理
事
業
は
、

公
法
権
利
変
換
で
は
な
く
公
用
換
地
の
手
法
が
採
ら
れ
る
（
49
）

。
し
か
し
、
平
成
二
〇
年
最
判
の
処
分
性
に
関
す
る
法
理
は
、
土
地
区
画
整
理

事
業
に
限
定
さ
れ
な
い
。
平
成
二
〇
年
地
判
で
問
題
と
な
っ
た
第
一
種
市
街
地
再
開
発
事
業
に
お
い
て
も
、
事
業
計
画
に
関
し
て
、
処
分

性
を
肯
定
し
た
裁
判
例
が
あ
る
（
福
岡
地
判
平
成
二
年
一
〇
月
二
五
日
判
時
一
三
九
六
号
四
九
頁
及
び
そ
の
控
訴
審
で
あ
る
福
岡
高
判
平
成
五
年
六
月

二
九
日
判
時
一
四
七
七
号
三
二
頁
。
以
下
、
第
一
審
を
「
平
成
二
年
地
判
」
と
い
う
。
控
訴
審
は
、
処
分
性
の
判
断
に
つ
い
て
平
成
二
年
地
判
を
踏
襲
し

て
い
る
。）。

平
成
二
年
地
判
は
、
第
一
種
市
街
地
再
開
発
事
業
に
お
い
て
、「
施
行
区
域
内
の
宅
地
所
有
者
等
の
権
利
者
は
、
事
業
計
画
決
定
の
公

告
後
三
〇
日
以
内
に
、
施
行
者
に
対
し
、
権
利
変
換
又
は
新
た
な
借
家
権
の
取
得
を
希
望
し
な
い
旨
申
し
出
る
こ
と
に
よ
り
、
他
へ
転
出

し
て
権
利
変
換
計
画
の
対
象
者
か
ら
除
外
さ
れ
る
か
否
か
の
選
択
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
（
都
市
再
開
発
法
七
一
条
）」
こ
と
に
着
目
し
、
事

業
計
画
決
定
の
「
公
告
に
よ
り
、
施
行
区
域
内
の
宅
地
所
有
者
等
の
権
利
者
の
法
的
地
位
を
」
変
動
さ
せ
る
効
果
を
有
す
る
こ
と
を
判
示

の
根
拠
に
据
え
て
い
る
。
ま
た
、「
仮
に
事
業
計
画
決
定
の
処
分
性
を
否
定
す
る
と
、
決
定
を
違
法
と
考
え
て
い
る
者
は
、
そ
の
段
階
で

（
五
二
二
）



行
政
計
画
の
統
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に
関
す
る
問
題
点
の
省
察
（
長
谷
川
）

一
五
五

は
そ
の
効
力
を
争
う
こ
と
は
で
き
ず
、
後
に
権
利
変
換
処
分
の
効
力
を
争
う
こ
と
と
な
る
が
、
そ
の
結
果
、
権
利
変
換
処
分
が
適
法
と
さ

れ
る
と
、
他
に
転
出
し
よ
う
と
し
て
も
補
償
金
（
同
法
九
一
条
一
項
）
又
は
移
転
に
伴
う
損
失
補
償
（
同
法
九
七
条
）
を
施
行
者
か
ら
受
領

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
不
利
益
を
避
け
る
に
は
当
初
か
ら
他
に
転
出
す
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
事
業
計
画
の
違

法
を
争
う
余
地
は
実
際
上
な
く
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
と
な
る
」
こ
と
を
指
摘
し
、「
こ
の
よ
う
な
不
合
理
な
事
態
を
避
け
る
た
め
に
も
、

事
業
計
画
決
定
の
処
分
性
を
肯
定
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
」
と
判
示
し
て
い
た
。
こ
の
理
論
構
成
は
、
お
お
む
ね
平
成
二
〇
年
最
判
に
重

な
っ
て
い
る
。
事
業
計
画
決
定
に
関
し
て
は
、
土
地
区
画
整
理
事
業
と
第
一
種
市
街
地
再
開
発
事
業
の
両
方
の
場
面
で
と
も
に
処
分
性
が

肯
定
さ
れ
よ
う
。

他
方
で
、
地
区
計
画
及
び
都
市
計
画
決
定
を
対
象
と
す
る
平
成
二
〇
年
東
京
地
判
は
、
平
成
一
六
年
改
正
及
び
平
成
二
〇
年
最
判
以
前

の
最
高
裁
判
所
の
判
断
を
そ
の
ま
ま
引
用
し
て
、
処
分
性
を
否
定
し
て
い
る
。
国
民
の
権
利
義
務
な
い
し
法
的
地
位
に
変
動
が
生
じ
る
法

的
効
果
を
有
す
る
行
政
計
画
の
決
定
行
為
を
大
別
す
る
と
、
定
め
ら
れ
た
計
画
に
基
づ
い
て
将
来
具
体
的
な
事
業
が
施
行
さ
れ
る
こ
と
が

予
定
さ
れ
て
い
て
、
計
画
決
定
行
為
が
一
連
の
手
続
の
中
間
段
階
に
あ
る
も
の
（
い
わ
ゆ
る
「
非
完
結
型
・
事
業
型
・
動
的
」
計
画
）
と
将
来

具
体
的
な
事
業
が
施
行
さ
れ
る
こ
と
が
予
定
さ
れ
て
お
ら
ず
、
計
画
決
定
行
為
を
も
っ
て
完
結
す
る
も
の
（
い
わ
ゆ
る
「
完
結
型
・
非
事
業

型
・
静
的
」
計
画
）
の
二
つ
に
分
け
ら
れ
る
。
土
地
区
画
整
理
事
業
計
画
の
決
定
及
び
公
告
は
、
そ
の
後
に
具
体
的
な
行
政
処
分
（
換
地
処

分
等
）
が
出
さ
れ
る
こ
と
か
ら
非
完
結
型
に
区
分
さ
れ
る
。
ま
た
、
土
地
改
良
事
業
の
施
工
認
可
や
第
二
種
市
街
地
再
開
発
事
業
の
事
業

計
画
決
定
・
公
告
も
、
非
完
結
型
に
分
類
さ
れ
る
（
50
）

。
他
方
で
、
都
市
計
画
法
上
の
用
途
地
域
の
指
定
（
都
市
計
画
決
定
）
は
完
結
型
で
あ

り
、
判
例
上
、
処
分
性
が
否
定
さ
れ
て
い
る
（
最
判
昭
和
五
七
年
四
月
二
二
日
民
集
三
六
巻
四
号
七
〇
五
頁
）。

し
か
し
、
本
件
の
第
一
種
市
街
地
再
開
発
事
業
は
、
施
行
地
区
内
に
高
さ
二
〇
〇
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
複
合
棟
等
を
建
築
す
る
こ
と
を

（
五
二
三
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
三
号
（
二
〇
一
八
年
十
二
月
）

一
五
六

目
的
と
し
て
お
り
（
51
）

、
非
完
結
型
の
事
業
の
端
緒
と
し
て
Ｙ
が
平
成
一
九
年
八
月
二
日
に
①
及
び
②
を
決
定
し
公
告
し
た
も
の
で
あ
る
。
計

画
決
定
行
為
の
位
置
づ
け
と
し
て
は
、
平
成
二
〇
年
最
判
と
基
盤
が
重
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
都
市
計
画
決
定
（
②
）
の
公
告
が
出
さ
れ

る
と
い
わ
ゆ
る
都
市
計
画
事
業
制
限
が
掛
か
る
（
都
市
再
開
発
法
六
〇
条
二
項
四
号
、
六
六
条
各
項
（
52
））。

す
な
わ
ち
、「
施
行
地
区
内
に
お
い
て
、

第
一
種
市
街
地
再
開
発
事
業
の
施
行
の
障
害
と
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
土
地
の
形
質
の
変
更
若
し
く
は
建
築
物
そ
の
他
の
工
作
物
の
新
築
、

改
築
若
し
く
は
増
築
を
行
」
う
に
は
都
道
府
県
知
事
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
ず
（
都
市
再
開
発
法
六
六
条
一
項
）、
都
道
府
県
知
事

は
、
こ
の
許
可
申
請
に
対
し
て
条
件
を
付
け
た
り
（
同
法
六
六
条
三
項
）、
建
築
物
の
建
築
不
許
可
処
分
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
都
市
計
画

法
五
五
条
一
項
）。
こ
の
よ
う
に
、
都
市
計
画
決
定
の
施
行
地
区
内
に
お
い
て
は
、
具
体
的
な
私
権
制
限
が
発
生
す
る
。
平
成
二
〇
年
最
判

の
涌
井
紀
夫
意
見
で
は
、「
建
築
制
限
等
の
効
果
が
発
生
す
る
と
、
施
行
地
区
内
の
土
地
は
自
由
に
建
築
物
の
建
築
を
行
う
こ
と
が
で
き

な
い
土
地
に
な
っ
て
し
ま
い
、
そ
の
所
有
者
に
は
、
こ
れ
を
他
に
売
却
し
よ
う
と
し
て
も
通
常
の
取
引
の
場
合
の
よ
う
な
買
い
手
を
見
つ

け
る
こ
と
が
困
難
に
な
る
と
い
う
、
極
め
て
現
実
的
で
深
刻
な
影
響
が
生
じ
る
」
こ
と
が
指
摘
さ
れ
、
こ
の
効
果
は
「
抗
告
訴
訟
の
方
法

に
よ
る
救
済
を
認
め
る
に
足
り
る
だ
け
の
実
質
を
充
分
に
備
え
」
て
い
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
処
分
性
の
有
無
を
判
断
す
る
際
に
具
体

的
な
私
権
制
限
の
有
無
・
程
度
が
大
き
な
要
素
と
な
る
こ
と
は
、
既
に
い
わ
ゆ
る
二
項
道
路
事
件
（
最
判
平
成
一
四
年
一
月
一
七
日
民
集

五
六
巻
一
号
一
頁
）
で
も
判
示
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
実
情
を
踏
ま
え
て
考
え
る
と
、
地
区
計
画
に
つ
い
て
は
、
早
期
の
抜
本
的
な
紛
争
解
決
の
た
め
、
処
分
性
を
肯
定
す
る
の

が
妥
当
で
あ
ろ
う
（
53
）

。
ま
た
、
第
一
種
市
街
地
再
開
発
事
業
の
都
市
計
画
決
定
に
つ
い
て
は
、
計
画
の
法
適
合
性
及
び
裁
判
コ
ン
ト
ロ
ー
ル

の
保
障
と
計
画
に
対
す
る
市
民
の
信
頼
を
含
め
た
全
体
と
し
て
の
計
画
の
法
的
安
定
性
の
確
保
と
い
う
二
つ
の
要
請
の
間
の
実
践
的
・
政

策
的
な
衡
量
か
ら
み
て
、
処
分
性
を
肯
定
す
べ
き
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。

（
五
二
四
）



行
政
計
画
の
統
制
に
関
す
る
問
題
点
の
省
察
（
長
谷
川
）

一
五
七

3　

確
認
の
利
益
に
関
す
る
平
成
二
〇
年
地
判
の
問
題
点

⑴　

平
成
一
六
年
改
正
前
の
事
例
と
照
合
し
た
場
合
に
、
確
認
の
利
益
に
関
す
る
判
断
と
し
て
ま
ず
注
目
さ
れ
る
の
は
、
い
わ
ゆ
る
長

野
勤
評
事
件
（
最
判
昭
和
四
七
年
一
一
月
三
〇
日
民
集
二
六
巻
九
号
一
七
四
六
頁
）
で
あ
る
。
長
野
勤
評
事
件
の
示
し
た
「
処
分
を
受
け
て
か
ら

こ
れ
に
関
す
る
訴
訟
の
な
か
で
事
後
的
に
義
務
の
存
否
を
争
つ
た
の
で
は
回
復
し
が
た
い
重
大
な
損
害
を
被
る
お
そ
れ
が
あ
る
等
、
事
前

の
救
済
を
認
め
な
い
こ
と
を
著
し
く
不
相
当
と
す
る
特
段
の
事
情
が
あ
る
場
合
は
格
別
、
そ
う
で
な
い
か
ぎ
り
、
あ
ら
か
じ
め
右
の
よ
う

な
義
務
の
存
否
の
確
定
を
求
め
る
法
律
上
の
利
益
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
い
う
基
準
は
、
そ
の
後
、
い
わ
ゆ
る
横
川
川
事
件

（
最
判
平
成
元
年
七
月
四
日
判
時
一
三
三
六
号
八
六
頁
）
で
も
踏
襲
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、「
河
川
法
七
五
条
に
基
づ
く
監
督
処
分
そ
の
他
の
不

利
益
処
分
を
ま
っ
て
、
こ
れ
に
関
す
る
訴
訟
等
に
お
い
て
事
後
的
に
」「
土
地
が
河
川
法
に
い
う
河
川
区
域
に
属
す
る
か
ど
う
か
を
争
っ

た
の
で
は
、
回
復
し
が
た
い
重
大
な
損
害
を
被
る
お
そ
れ
が
あ
る
等
の
特
段
の
事
情
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
」
こ
と
か
ら
、
確

認
の
利
益
が
否
定
さ
れ
た
。

⑵　

こ
の
よ
う
な
従
前
の
最
高
裁
判
所
の
姿
勢
に
対
し
て
は
、「
確
認
訴
訟
の
活
用
」
と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
示
さ
れ
た
平
成
一
六
年

改
正
を
踏
ま
え
、
カ
テ
ゴ
リ
カ
ル
な
判
断
は
慎
ま
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
（
54
）

。
平
成
一
六
年
改
正
法
が
四
条
に

「
公
法
上
の
法
律
関
係
に
関
す
る
確
認
の
訴
え
」
と
い
う
文
言
を
新
た
に
加
え
た
趣
旨
は
、「
抗
告
訴
訟
の
直
接
の
対
象
と
な
ら
な
い
行
政

の
行
為
（
通
達
や
行
政
指
導
な
ど
）
を
契
機
と
し
て
国
民
と
行
政
主
体
と
の
間
で
紛
争
が
生
じ
た
場
合
を
想
定
し
、
そ
の
法
律
関
係
・
権
利

義
務
関
係
に
つ
い
て
、
確
認
の
利
益
が
認
め
ら
れ
る
よ
う
な
場
合
に
、
行
政
事
件
訴
訟
法
上
の
当
事
者
訴
訟
と
し
て
の
確
認
訴
訟
が
活
用

で
き
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
」
こ
と
に
あ
っ
た
点
を
重
視
す
べ
き
で
あ
る
（
55
）

。

た
だ
、
行
政
事
件
訴
訟
法
は
、
確
認
の
利
益
が
肯
定
さ
れ
る
た
め
の
要
件
に
つ
い
て
定
め
て
い
な
い
。
行
政
事
件
訴
訟
法
七
条
に
従
っ

（
五
二
五
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
三
号
（
二
〇
一
八
年
十
二
月
）

一
五
八

て
民
事
訴
訟
に
お
け
る
法
理
を
辿
る
と
、
民
事
訴
訟
法
の
各
条
項
に
は
確
認
の
利
益
に
関
す
る
明
示
の
規
定
は
な
い
が
、
判
例
法
理
と
学

説
上
の
理
論
展
開
に
基
づ
い
た
規
範
に
よ
っ
て
運
用
さ
れ
て
い
る
。
確
認
訴
訟
は
、
給
付
及
び
形
成
と
い
う
定
型
化
さ
れ
た
類
型
に
載
ら

な
い
紛
争
に
つ
い
て
、
い
わ
ば
バ
ス
ケ
ッ
ト
ク
ロ
ー
ズ
（
包
括
条
項
）
的
な
、
不
定
型
か
つ
最
後
の
手
段
を
果
た
し
て
い
る
（
56
）

。
民
事
訴
訟

に
お
け
る
確
認
の
利
益
は
、
①
解
決
す
べ
き
紛
争
の
成
熟
性
（
即
時
解
決
の
必
要
性
・
即
時
確
定
の
利
益
）、
②
確
認
の
訴
え
を
用
い
る
こ
と

の
適
否
（
補
充
性
）、
及
び
③
確
認
対
象
（
訴
訟
物
）
の
選
択
の
適
切
さ
（
対
象
選
択
の
適
否
）
の
三
要
素
か
ら
判
断
さ
れ
る
（
57
）

。
本
件
を
は
じ

め
と
す
る
都
市
計
画
を
巡
る
確
認
訴
訟
で
は
、
こ
の
う
ち
①
の
紛
争
の
成
熟
性
が
特
に
問
題
と
な
る
（
58
）

。

⑶　

本
件
で
は
、
Ｘ
ら
の
権
利
及
び
法
的
地
位
に
関
す
る
具
体
的
な
検
証
を
経
る
こ
と
な
く
、
紛
争
の
成
熟
性
を
否
定
し
た
が
、
以
下

の
理
由
か
ら
、
こ
の
判
断
は
妥
当
で
な
い
と
考
え
る
。
第
一
に
、
民
事
訴
訟
の
法
理
に
関
連
し
て
、
法
律
上
の
地
位
に
現
に
生
じ
て
い
る

不
安
な
い
し
危
険
が
除
去
さ
れ
る
場
合
に
即
時
確
定
の
利
益
が
肯
定
さ
れ
て
い
る
点
に
着
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
例
え
ば
、
最
判
平

成
一
一
年
一
月
二
一
日
民
集
五
三
巻
一
号
一
頁
（
以
下
「
平
成
一
一
年
最
判
」
と
い
う
。）
は
、
建
物
賃
借
人
が
賃
貸
借
契
約
の
継
続
中
に
、

賃
貸
人
に
対
す
る
敷
金
返
還
請
求
権
の
存
在
の
確
認
を
求
め
た
の
に
対
し
、
敷
金
返
還
請
求
権
の
存
否
を
確
定
す
る
こ
と
で
「
法
律
上
の

地
位
に
現
に
生
じ
て
い
る
不
安
な
い
し
危
険
は
除
去
さ
れ
る
」
と
し
て
、
即
時
確
定
の
利
益
を
肯
定
し
た
。

確
認
の
訴
え
は
、
原
告
の
権
利
又
は
法
的
地
位
に
不
安
が
現
に
存
在
し
、
か
つ
、
そ
の
不
安
を
除
去
す
る
方
法
と
し
て
訴
訟
物
た
る
権

利
又
は
法
律
関
係
の
存
否
の
判
決
を
す
る
こ
と
が
有
効
適
切
で
あ
る
場
合
に
認
め
ら
れ
る
（
59
）

。
平
成
二
〇
年
地
判
で
、
裁
判
所
は
「
本
件
各

決
定
に
よ
っ
て
Ｘ
ら
の
権
利
又
は
法
的
地
位
に
具
体
的
な
変
動
を
与
え
る
と
い
う
法
律
上
の
効
果
が
生
ず
る
も
の
で
は
な
」
い
と
判
断
し

て
い
る
が
、
非
完
結
型
の
事
業
の
端
緒
と
な
る
本
件
各
決
定
が
存
在
す
る
こ
と
で
、
先
述
の
よ
う
な
具
体
的
な
私
権
制
限
が
発
生
し
て
い

る
。
本
件
の
判
断
は
、
Ｘ
ら
の
法
的
地
位
に
対
す
る
不
安
の
現
存
に
関
す
る
説
示
が
不
足
し
て
い
る
（
60
）

。

（
五
二
六
）



行
政
計
画
の
統
制
に
関
す
る
問
題
点
の
省
察
（
長
谷
川
）

一
五
九

⑷　

第
二
に
、
行
政
計
画
の
進
捗
に
伴
う
住
民
の
法
的
地
位
と
の
関
連
で
、
行
政
訴
訟
特
有
の
視
点
に
基
づ
く
分
析
が
不
十
分
で
あ
る
。

民
事
訴
訟
の
領
域
に
お
け
る
即
時
確
定
の
現
実
の
必
要
性
は
、
被
告
が
原
告
の
権
利
を
否
定
し
た
り
、
権
利
関
係
に
つ
い
て
原
告
の
主
張

と
相
容
れ
な
い
主
張
を
し
て
お
り
、
そ
の
た
め
に
原
告
の
権
利
者
と
し
て
の
地
位
に
危
険
・
不
安
が
生
じ
て
い
る
こ
と
等
に
起
因
し
て
、

原
告
の
法
的
地
位
に
危
険
や
不
安
が
発
生
し
て
い
る
状
況
を
念
頭
に
置
い
て
い
る
（
61
）

。
平
成
一
一
年
最
判
は
、
賃
貸
人
に
対
す
る
敷
金
返
還

請
求
権
と
い
う
債
権
を
対
象
と
し
た
確
認
訴
訟
で
あ
り
、
敷
金
交
付
の
事
実
を
賃
貸
人
が
争
っ
た
こ
と
が
原
因
で
賃
借
人
の
法
的
地
位
に

危
険
や
不
安
が
生
じ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
他
の
民
事
訴
訟
に
お
け
る
即
時
確
定
の
利
益
に
関
す
る
議
論
（
62
）

を
通
覧
す
る
と
、
被
告
に
よ
る

原
告
の
権
利
・
法
的
地
位
に
対
す
る
阻
害
の
態
様
や
権
利
利
益
へ
の
危
険
度
合
い
を
指
標
に
し
て
い
る
。

し
か
し
、
都
市
計
画
の
一
連
の
手
続
と
住
民
の
権
利
利
益
と
の
法
的
関
係
性
を
見
る
と
、
私
法
上
の
債
権
債
務
関
係
は
、
行
政
庁
と
住

民
と
の
間
に
基
本
的
に
形
成
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
所
有
権
を
は
じ
め
と
す
る
物
権
を
、
行
政
庁
が
侵
奪
す
る
関
係
に
は
立
っ
て
い
な

い
。
し
た
が
っ
て
、
民
事
訴
訟
に
お
け
る
即
時
確
定
の
利
益
に
関
す
る
分
析
を
そ
の
ま
ま
当
て
は
め
る
と
、
結
局
の
と
こ
ろ
確
認
の
利
益

が
否
定
さ
れ
る
方
向
で
結
論
が
導
き
出
さ
れ
て
し
ま
う
。

そ
も
そ
も
行
政
実
体
法
は
、
民
事
実
体
法
と
異
な
り
、
権
利
主
体
相
互
間
の
請
求
権
を
直
接
定
め
る
体
裁
を
取
っ
て
い
な
い
。
む
し
ろ
、

行
政
機
関
が
ど
の
よ
う
に
社
会
秩
序
を
維
持
・
形
成
す
べ
き
か
を
定
め
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
裁
判
所
が
原
告
の
権
利
利
益
を
保
護
す

る
た
め
に
行
政
機
関
の
行
為
を
統
制
す
る
局
面
に
行
政
実
体
法
を
接
合
さ
せ
る
に
は
、
民
事
実
体
法
及
び
民
事
訴
訟
法
の
場
合
と
は
異
な

る
法
規
定
や
法
理
を
工
夫
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
63
）

。
平
成
一
六
年
改
正
の
当
時
か
ら
「
少
な
く
と
も
確
認
の
利
益
は
利
害
関
係
が
あ
れ
ば

認
め
る
。
民
事
訴
訟
一
般
に
丸
投
げ
し
な
い
、
と
い
う
立
法
政
策
が
必
要
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
」
と
い
う
批
判
が
さ
れ
て
い
た
（
64
）

。
ま

た
、「
法
全
体
の
仕
組
み
を
そ
の
ま
ま
に
し
て
、
一
片
の
確
認
規
定
を
挿
入
す
る
こ
と
の
み
に
よ
っ
て
、
新
た
な
分
野
で
の
積
極
的
な
活

（
五
二
七
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
三
号
（
二
〇
一
八
年
十
二
月
）

一
六
〇

用
に
期
待
す
る
と
い
わ
れ
て
も
、
あ
る
種
の
『
戸
惑
い
』
を
禁
じ
え
な
い
」
と
い
う
指
摘
も
あ
る
（
65
）

。
私
権
制
限
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
住

民
に
と
っ
て
は
、
都
市
計
画
決
定
の
時
点
で
速
や
か
に
そ
の
適
法
性
を
司
法
府
が
客
観
的
に
審
査
す
る
機
会
を
設
定
す
る
こ
と
が
、
法
的

地
位
の
危
険
と
不
安
を
除
去
す
る
上
で
有
効
か
つ
適
切
な
タ
イ
ミ
ン
グ
で
あ
る
（
66
）

。
行
政
過
程
は
様
々
な
タ
イ
ミ
ン
グ
で
紛
争
化
す
る
こ
と

か
ら
、
そ
の
是
正
を
求
め
る
行
政
訴
訟
は
、
様
々
な
タ
イ
ミ
ン
グ
で
行
政
過
程
に
介
入
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
抗
告
訴
訟
は
処
分
性
の
概
念

に
、
当
事
者
訴
訟
は
訴
え
の
利
益
（
紛
争
の
成
熟
性
）
の
概
念
に
、
そ
れ
ぞ
れ
司
法
介
入
の
タ
イ
ミ
ン
グ
の
正
当
性
を
説
明
す
る
役
割
を

担
わ
せ
て
い
る
（
67
）

。
こ
の
よ
う
な
行
政
実
体
法
と
確
認
訴
訟
の
特
質
に
基
づ
い
て
検
証
す
る
と
、
平
成
二
〇
年
地
判
に
お
い
て
確
認
の
利
益

は
肯
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
と
考
え
る
（
68
）

。

四　

計
画
裁
量
の
審
査
に
関
す
る
問
題
点

平
成
二
〇
年
地
判
を
基
盤
と
し
て
処
分
性
及
び
確
認
の
利
益
に
つ
い
て
分
析
を
進
め
て
い
く
と
、
平
成
一
六
年
改
正
と
平
成
二
〇
年
最

判
を
経
た
現
在
も
な
お
、
手
続
保
障
の
観
点
か
ら
解
消
す
べ
き
問
題
が
浮
き
彫
り
と
な
る
。
特
に
確
認
の
利
益
を
肯
定
す
る
方
向
で
の
運

用
の
精
緻
化
も
必
要
で
あ
る
。
し
か
し
、
行
政
事
件
訴
訟
の
枠
組
み
で
対
応
す
る
こ
と
を
前
提
に
し
た
場
合
、
こ
れ
ら
の
訴
訟
要
件
を
充

足
し
た
と
し
て
も
、
計
画
裁
量
の
審
査
と
し
て
実
体
面
の
問
題
点
が
次
に
生
じ
る
。

1　

都
市
計
画
決
定
の
違
法
性
が
肯
定
さ
れ
た
事
例

⑴　

平
成
一
六
年
改
正
の
後
、
都
市
計
画
決
定
の
違
法
性
が
肯
定
さ
れ
た
の
が
、
東
京
高
判
平
成
一
七
年
一
〇
月
二
〇
日
判
時

一
九
一
四
号
四
三
頁
で
あ
る
（
以
下
「
平
成
一
七
年
高
判
」
と
い
う
。）。
こ
の
事
件
は
、
都
市
計
画
法
五
三
条
一
項
に
基
づ
い
て
、
都
市
計

（
五
二
八
）



行
政
計
画
の
統
制
に
関
す
る
問
題
点
の
省
察
（
長
谷
川
）

一
六
一

画
道
路
内
の
自
己
所
有
地
に
つ
い
て
建
築
許
可
の
申
請
を
し
た
Ｘ
ら
に
対
し
て
、
行
政
庁
で
あ
る
県
知
事
Ｙ
が
、
同
法
五
四
条
の
基
準
に

合
致
し
な
い
と
し
て
発
出
し
た
不
許
可
処
分
の
取
消
訴
訟
で
あ
る
。

こ
の
不
許
可
処
分
の
前
提
と
な
っ
た
の
が
、
都
市
計
画
決
定
で
あ
る
。
建
設
大
臣
（
当
時
）
が
、
昭
和
三
二
年
三
月
三
〇
日
、
静
岡
県

伊
東
市
の
延
長
一
三
二
〇
メ
ー
ト
ル
、
幅
員
一
一
メ
ー
ト
ル
の
道
路
「
伊
東
大
仁
線
」
を
定
め
る
都
市
計
画
を
決
定
し
た
（
以
下
、
こ
の

計
画
を
「
原
計
画
」
と
い
う
。）。
そ
の
後
Ｙ
が
、
平
成
九
年
三
月
二
五
日
、
都
市
計
画
法
二
一
条
一
項
に
基
づ
き
、
原
計
画
決
定
に
つ
い
て
、

伊
東
大
仁
線
の
う
ち
伊
東
市
東
松
原
町
か
ら
約
一
八
〇
メ
ー
ト
ル
の
区
間
に
つ
い
て
、
幅
員
を
一
七
メ
ー
ト
ル
に
拡
幅
す
る
内
容
に
変
更

す
る
旨
の
都
市
計
画
変
更
決
定
を
行
っ
た
（
以
下
「
本
件
変
更
決
定
」
と
い
う
。）。
Ｘ
ら
は
、
本
件
変
更
決
定
の
違
法
性
を
争
っ
た
。

⑵　

こ
れ
に
つ
い
て
、
裁
判
所
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
、
本
件
変
更
決
定
の
違
法
性
を
肯
定
し
た
。
す
な
わ
ち
、「
都
道
府
県
知
事

は
都
市
計
画
を
決
定
す
る
に
つ
い
て
一
定
の
裁
量
を
有
す
る
も
の
と
い
い
得
る
が
、
そ
の
裁
量
は
都
市
計
画
法
第
一
三
条
第
一
項
各
号
の

定
め
る
基
準
に
従
っ
て
行
使
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」。
都
市
計
画
決
定
が
、
こ
の
「
基
準
に
照
ら
し
て
、
著
し
く
逸
脱
す
る
も
の
で

あ
る
と
き
は
、」
違
法
と
な
る
、
と
し
た
。
そ
し
て
本
件
に
つ
い
て
、「
都
市
計
画
に
関
す
る
基
礎
調
査
の
結
果
が
客
観
性
、
実
証
性
を
欠

く
た
め
に
土
地
利
用
、
交
通
等
の
現
状
の
認
識
及
び
将
来
の
見
通
し
が
合
理
性
を
欠
く
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
よ
う
な
不
合
理
な
現
状

の
認
識
及
び
将
来
の
見
通
し
に
依
拠
し
て
都
市
計
画
が
決
定
さ
れ
た
と
認
め
ら
れ
る
と
き
、
客
観
的
、
実
証
的
な
基
礎
調
査
の
結
果
に
基

づ
い
て
土
地
利
用
、
交
通
等
に
つ
き
現
状
が
正
し
く
認
識
さ
れ
、
将
来
が
的
確
に
見
通
さ
れ
た
が
、
都
市
計
画
を
決
定
す
る
に
つ
い
て
現

状
の
正
し
い
認
識
及
び
将
来
の
的
確
な
見
通
し
を
全
く
考
慮
し
な
か
っ
た
と
認
め
ら
れ
る
と
き
又
は
こ
れ
ら
を
一
応
考
慮
し
た
と
認
め
ら

れ
る
も
の
の
こ
れ
ら
と
都
市
計
画
の
内
容
と
が
著
し
く
乖
離
し
て
い
る
と
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
な
ど
〔
都
市
計
画
※
筆
者
注
〕

法
第
六
条
第
一
項
が
定
め
る
基
礎
調
査
の
結
果
が
勘
案
さ
れ
る
こ
と
な
く
都
市
計
画
が
決
定
さ
れ
た
場
合
は
、
客
観
的
、
実
証
的
な
基
礎

（
五
二
九
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
三
号
（
二
〇
一
八
年
十
二
月
）

一
六
二

調
査
の
結
果
に
基
づ
い
て
土
地
利
用
、
交
通
等
に
つ
き
現
状
が
正
し
く
認
識
さ
れ
、
将
来
が
的
確
に
見
通
さ
れ
る
こ
と
な
く
都
市
計
画
が

決
定
さ
れ
た
と
認
め
ら
れ
る
か
ら
、
当
該
都
市
計
画
の
決
定
は
、
都
市
計
画
法
第
一
三
条
第
一
項
第
一
四
号
、
第
六
号
の
趣
旨
に
反
し
て

違
法
と
な
る
」
と
判
示
し
た
。

⑶　

こ
の
判
示
の
理
解
す
る
都
市
計
画
法
の
構
造
の
要
点
は
、
都
市
計
画
基
礎
調
査
の
結
果
に
基
づ
い
て
都
市
施
設
を
設
置
す
る
こ
と

は
、
都
市
計
画
基
準
と
し
て
求
め
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
基
礎
調
査
は
、
都
市
計
画
を
策
定
す
る
た
め
の
前
提
と
さ
れ
る
と
い
う
点

に
あ
る
（
69
）

。
生
の
事
実
と
し
て
の
客
観
的
数
値
や
同
一
性
の
誤
認
だ
け
で
な
く
、
予
測
手
法
等
を
含
め
て
合
理
性
を
審
査
し
て
い
る
こ
と
と

照
応
し
て
、
一
般
人
が
通
常
の
論
理
的
思
考
力
に
よ
っ
て
理
解
し
う
る
合
理
性
の
有
無
が
問
題
に
さ
れ
て
い
る
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き

る
（
70
）

。
合
理
性
を
判
断
す
る
際
の
考
慮
要
素
の
選
定
や
評
価
に
関
し
て
は
、
い
わ
ゆ
る
林
試
の
森
事
件
（
最
判
平
成
一
八
年
九
月
四
日
判
時

一
九
四
八
号
二
六
頁
）
が
、
門
の
位
置
変
更
に
よ
る
樹
木
へ
の
悪
影
響
の
発
生
等
に
つ
い
て
十
分
な
審
理
を
尽
く
す
べ
く
差
し
戻
し
た
こ
と

が
想
起
さ
れ
る
。
林
試
の
森
事
件
で
は
、
事
業
認
可
の
職
権
取
消
し
に
よ
り
訴
え
が
取
り
下
げ
ら
れ
た
が
、
裁
量
権
の
範
囲
の
逸
脱
又
は

濫
用
を
慎
重
に
判
断
す
る
兆
候
は
見
ら
れ
て
い
た
。

2　

平
成
一
八
年
最
判
と
平
成
二
三
年
地
判

し
か
し
、
平
成
一
八
年
最
判
で
は
、
都
市
計
画
（
71
）

の
適
法
性
を
判
断
す
る
基
準
と
し
て
、「
裁
量
権
の
行
使
と
し
て
さ
れ
た
こ
と
を
前
提

と
し
て
、
そ
の
基
礎
と
さ
れ
た
重
要
な
事
実
に
誤
認
が
あ
る
こ
と
等
に
よ
り
重
要
な
事
実
の
基
礎
を
欠
く
こ
と
と
な
る
場
合
、
又
は
、
事

実
に
対
す
る
評
価
が
明
ら
か
に
合
理
性
を
欠
く
こ
と
、
判
断
の
過
程
に
お
い
て
考
慮
す
べ
き
事
情
を
考
慮
し
な
い
こ
と
等
に
よ
り
そ
の
内

容
が
社
会
通
念
に
照
ら
し
著
し
く
妥
当
性
を
欠
く
も
の
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
限
り
、
裁
量
権
の
範
囲
を
逸
脱
し
又
は
こ
れ
を
濫
用
し
た

も
の
と
し
て
違
法
と
な
る
」
と
い
う
指
標
が
示
さ
れ
た
。
こ
の
指
標
は
、「
都
市
施
設
の
規
模
、
配
置
等
に
関
す
る
事
項
を
定
め
る
に
当

（
五
三
〇
）



行
政
計
画
の
統
制
に
関
す
る
問
題
点
の
省
察
（
長
谷
川
）

一
六
三

た
っ
て
は
、
当
該
都
市
施
設
に
関
す
る
諸
般
の
事
情
を
総
合
的
に
考
慮
し
た
上
で
、
政
策
的
、
技
術
的
な
見
地
か
ら
判
断
す
る
こ
と
が
不

可
欠
で
あ
る
」
こ
と
を
前
提
に
、「
こ
の
よ
う
な
判
断
は
、
こ
れ
を
決
定
す
る
行
政
庁
の
広
範
な
裁
量
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
て
い
る
」
と
い
う

べ
き
で
あ
る
と
い
う
価
値
判
断
を
根
拠
に
し
て
い
る
。

ま
た
、
平
成
二
三
年
地
判
で
は
、
以
下
の
理
由
か
ら
、
事
業
計
画
の
決
定
に
つ
い
て
違
法
性
は
な
い
と
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
計
画
裁

量
の
広
範
性
に
つ
い
て
、「
土
地
区
画
整
理
事
業
を
実
施
す
る
に
際
し
て
は
、
上
記
の
土
地
区
画
整
理
事
業
の
目
的
及
び
既
に
定
め
ら
れ

て
い
る
公
共
施
設
等
に
関
す
る
都
市
計
画
と
の
適
合
を
図
り
つ
つ
、
法
令
で
定
め
ら
れ
た
基
準
に
従
っ
て
施
行
地
区
を
設
定
し
た
上
で
、

上
記
の
技
術
的
基
準
に
従
っ
て
道
路
や
公
園
、
広
場
と
い
っ
た
公
共
施
設
の
規
模
、
配
置
等
に
関
す
る
事
項
を
決
定
す
る
な
ど
し
て
事
業

計
画
の
具
体
的
内
容
を
定
め
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
こ
で
行
わ
れ
る
判
断
は
、
上
記
の
技
術
的
基
準
が
極
め

て
抽
象
的
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
て
も
、
施
行
地
区
と
さ
れ
る
地
域
に
関
す
る
諸
般
の
事
情
を
総
合
的
に
考
慮
し
た
上
で
、
政
策
的
、
技

術
的
な
見
地
か
ら
判
断
す
る
こ
と
が
不
可
欠
な
も
の
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
う
す
る
と
、
こ
の
よ
う
な
判
断
は
、
ま
さ
に
計
画
裁
量

と
呼
ぶ
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
決
定
す
る
行
政
庁
の
広
範
な
裁
量
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
て
い
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
」
と
の
判
断
を
示

し
た
。
そ
の
上
で
、「
裁
判
所
が
事
業
計
画
の
決
定
の
内
容
の
適
否
を
審
査
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
決
定
が
裁
量
権
の
行
使
と
し
て

さ
れ
た
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
そ
の
基
礎
と
さ
れ
た
重
要
な
事
実
に
誤
認
が
あ
る
こ
と
等
に
よ
り
重
要
な
事
実
の
基
礎
を
欠
く
こ
と
と
な

る
場
合
、
又
は
、
事
実
に
対
す
る
評
価
が
明
ら
か
に
合
理
性
を
欠
く
こ
と
、
判
断
の
過
程
に
お
い
て
当
然
に
考
慮
す
べ
き
事
情
を
考
慮
し

な
い
こ
と
等
に
よ
り
そ
の
内
容
が
社
会
通
念
に
照
ら
し
著
し
く
妥
当
性
を
欠
く
も
の
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
限
り
、
裁
量
権
の
範
囲
を
逸

脱
し
又
は
こ
れ
を
濫
用
し
た
も
の
と
し
て
違
法
と
な
る
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
」
と
し
て
、
違
法
性
を
否
定
し
た
。

平
成
一
八
年
最
判
は
、
都
市
計
画
裁
量
の
司
法
統
制
手
法
に
関
す
る
判
例
の
到
達
点
を
示
し
た
も
の
と
の
分
析
が
さ
れ
て
い
る
（
72
）

。
ま

（
五
三
一
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
三
号
（
二
〇
一
八
年
十
二
月
）

一
六
四

た
、
平
成
二
三
年
地
判
に
お
け
る
計
画
裁
量
の
判
断
に
つ
い
て
は
、
土
地
区
画
整
理
事
業
の
事
業
計
画
の
策
定
・
決
定
に
あ
た
っ
て
相
当

程
度
の
裁
量
が
許
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
し
て
、
妥
当
性
を
認
め
る
見
解
も
あ
る
（
73
）

。
し
か
し
平
成
一
七
年
高
判
を
踏
ま
え
る
と
な
お
、
計

画
裁
量
の
再
検
証
が
必
要
で
あ
る
。

3　

計
画
裁
量
の
概
要

⑴　

行
政
計
画
と
裁
量
に
関
す
る
系
譜
を
探
る
場
面
で
手
掛
か
り
に
な
る
の
は
、
一
九
六
九
年
一
二
月
一
二
日
の
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国

連
邦
行
政
裁
判
所
第
四
部
の
判
決
（
74
）

（
以
下
「
一
九
六
九
年
判
決
」
と
い
う
。）
で
あ
り
、
こ
れ
は
昭
和
四
〇
年
代
か
ら
五
〇
年
代
に
掛
け
て
の

我
が
国
の
計
画
裁
量
の
議
論
に
影
響
を
与
え
た
判
決
で
あ
る
（
75
）

。
一
九
六
九
年
判
決
は
、
連
邦
建
設
法
（B

undesbaugesetz vom
 23. Juni 

1960 （76
）.

）
に
お
け
る
建
設
詳
細
計
画
（B

ebauungsplan （77
））

に
計
画
裁
量
（das P

lanungserm
essen

）
と
い
う
概
念
を
認
め
、
そ
の
特
質
を
明
ら

か
に
し
た
（
78
）

。
連
邦
建
設
法
は
、
一
九
八
六
年
の
建
設
法
典
（B

augesetzbuch

〔B
G
B
l. I 2253

〕
一
九
八
六
年
一
二
月
八
日
）
の
成
立
に
伴
い

失
効
し
た
が
、
こ
の
判
決
が
示
し
た
計
画
裁
量
に
関
す
る
判
断
は
、
一
九
七
四
年
七
月
五
日
の
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
連
邦
行
政
裁
判
所
の

判
決
（
79
）

を
経
て
、
そ
の
後
の
理
論
形
成
に
影
響
を
与
え
た
（
80
）

。

一
九
六
九
年
判
決
で
は
、
ゲ
マ
イ
ン
デ
が
自
己
の
責
任
に
お
い
て
建
設
管
理
計
画
を
策
定
す
る
旨
の
連
邦
建
設
法
二
条
一
項
の
規
定
に

は
計
画
高
権
（die P
lanungshoheit （81
））

の
承
認
が
含
ま
れ
、
計
画
高
権
は
計
画
裁
量
の
承
認
を
意
味
す
る
、
と
し
た
（
82
）

。
そ
し
て
次
の
四
項

目
を
掲
げ
て
、
計
画
策
定
の
権
限
を
確
認
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
第
一
に
、
形
成
の
自
由
（die G

estaltungsfreiheit

）
の
な
い
計
画
策

定
は
そ
れ
自
体
矛
盾
で
あ
ろ
う
か
ら
、
計
画
策
定
の
権
限
は
多
少
と
も
広
範
な
余
地
の
あ
る
形
成
の
自
由
を
含
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
に
、
こ
の
計
画
上
の
形
成
の
自
由
は
、
様
々
な
要
素
│
特
に
認
識
、
評
価
、
判
断
の
要
素
を
含
ん
で
い
る
。
第
三
に
、
行
政
裁
判
所

に
よ
る
計
画
策
定
へ
の
統
制
に
関
し
て
は
、
具
体
的
な
事
例
に
お
い
て
形
成
の
自
由
の
法
律
上
の
限
界
が
超
え
て
い
る
か
否
か
、
又
は
そ

（
五
三
二
）



行
政
計
画
の
統
制
に
関
す
る
問
題
点
の
省
察
（
長
谷
川
）

一
六
五

れ
が
授
権
に
適
合
し
な
い
方
法
で
行
使
さ
れ
た
か
否
か
に
限
定
さ
れ
る
。
そ
し
て
第
四
に
、
建
設
詳
細
計
画
に
つ
い
て
の
上
級
行
政
庁
の

認
可
に
お
け
る
関
与
は
、
権
限
及
び
義
務
に
お
い
て
適
法
性
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
に
限
ら
れ
る
。

⑵　

そ
の
後
二
〇
〇
四
年
に
、
建
設
法
典
は
、
Ｅ
Ｕ
の
計
画
環
境
審
査
（
戦
略
的
環
境
影
響
評
価
）
指
令
の
国
内
法
化
を
目
的
と
す
る

「
建
設
法
典
の
Ｅ
Ｕ
指
令
へ
の
適
合
に
関
す
る
法
律
」
に
よ
っ
て
改
正
さ
れ
た
（
83
）

。
現
在
で
は
、
建
設
詳
細
計
画
の
有
効
性
は
、
行
政
裁
判

所
法
四
七
条
が
定
め
る
規
範
統
制
（die N

orm
enkontrolle

）
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
（
84
）

。
規
範
統
制
手
続
は
、
裁
判
所
に
お
い
て
法
律
の
下

位
に
属
す
る
規
範
の
有
効
性
を
審
査
す
る
申
立
手
続
で
あ
る
（
85
）

。
建
設
詳
細
計
画
は
、
事
後
的
な
規
範
統
制
手
続
だ
け
で
な
く
、
計
画
策
定

段
階
に
お
け
る
住
民
参
加
に
よ
っ
て
事
前
の
手
続
保
障
も
受
け
て
い
る
（
86
）

。

計
画
裁
量
に
お
い
て
は
、
特
に
計
画
内
容
の
形
成
自
由
に
関
し
て
、
計
画
裁
量
の
内
的
限
界
と
外
的
限
界
が
区
分
さ
れ
て
い
る
（
87
）

。
外
的

限
界
は
、
立
法
者
に
よ
っ
て
行
政
裁
量
に
対
し
て
抽
象
的
に
設
け
ら
れ
た
枠
で
あ
り
、
内
的
限
界
は
、
形
成
指
針
（die 

G
estaltungsdirektiven

）
と
衡
量
要
請
（das A

bw
ägungsgebot

）
か
ら
構
成
さ
れ
る
（
88
）

。
審
査
密
度
（die K

ontrolldichte

）
と
統
制
に
関
し

て
は
、
先
行
す
る
優
れ
た
分
析
が
多
数
あ
る
が
（
89
）

、
多
様
な
利
害
調
整
が
必
要
不
可
欠
な
都
市
計
画
策
定
の
特
性
を
踏
ま
え
て
、
手
続
保
障

と
慎
重
な
審
査
を
具
体
的
に
制
度
化
し
て
い
る
点
に
特
徴
が
あ
る
。
ま
た
、
一
九
六
九
年
判
決
以
降
、
連
邦
行
政
裁
判
所
は
、
計
画
裁
量

の
審
査
に
関
す
る
命
題
を
詳
細
化
し
て
い
っ
た
（
90
）

。
そ
の
命
題
は
、
①
衡
量
が
な
さ
れ
た
こ
と
、
②
衡
量
の
中
に
取
り
入
れ
ら
れ
る
べ
き
も

の
が
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
③
被
侵
害
利
益
の
重
要
性
が
看
過
さ
れ
る
こ
と
な
く
適
切
な
評
価
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
、
④
利
害

調
整
に
つ
い
て
不
均
衡
な
判
断
が
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
構
成
さ
れ
る
（
91
）

。
平
成
一
八
年
最
判
で
示
さ
れ
た
都
市
計
画
の
適
法
性
の
判
断

基
準
と
、
発
想
の
共
通
性
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
92
）

。

⑶　

我
が
国
に
お
け
る
計
画
裁
量
に
関
す
る
考
え
方
の
一
例
を
挙
げ
る
と
、
都
市
計
画
の
規
制
内
容
に
つ
い
て
は
法
が
詳
細
に
規
定
す

（
五
三
三
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
三
号
（
二
〇
一
八
年
十
二
月
）

一
六
六

る
一
方
で
、
法
定
の
選
択
肢
の
中
か
ら
何
を
ど
の
タ
イ
ミ
ン
グ
で
選
ぶ
か
は
行
政
庁
の
判
断
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
重
視
し
て
、
ゼ

ロ
点
か
ら
諸
要
素
の
調
整
統
合
、
諸
利
害
調
整
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
裁
量
の
幅
が
広
く
な
る
と
さ
れ
る
（
93
）

。

判
例
及
び
裁
判
例
の
積
み
重
ね
を
通
じ
て
看
取
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
裁
量
統
制
基
準
か
ら
見
た
場
合
、
都
市
計
画
の
違
法
性
は
、

最
小
限
の
社
会
観
念
審
査
の
枠
組
み
を
採
用
し
つ
つ
も
、
判
断
過
程
統
制
の
モ
デ
ル
と
の
接
合
を
図
る
謂
わ
ば
中
程
度
の
審
査
密
度
で
あ

る
と
評
価
で
き
る
（
94
）

。
た
だ
、
平
成
一
七
年
高
判
の
審
査
密
度
は
、
交
通
量
予
測
や
人
口
予
測
を
含
め
た
価
値
形
成
的
・
評
価
的
な
事
実
に

関
す
る
誤
認
を
問
題
と
し
て
お
り
、
比
較
的
高
く
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
い
わ
ゆ
る
実
体
的
判
断
代
置
型
の
審
査
方
式
に
近
い
踏
み
込

ん
だ
審
理
と
い
え
る
（
95
）

。
行
政
計
画
の
違
法
性
を
よ
り
緻
密
に
審
査
す
る
こ
と
を
目
指
す
の
で
あ
れ
ば
、
実
体
判
断
代
置
の
手
法
を
採
る
こ

と
に
よ
っ
て
最
大
限
の
審
査
密
度
が
確
保
で
き
る
。
司
法
府
に
よ
る
適
切
な
違
法
性
審
査
を
実
現
す
る
上
で
、
平
成
一
七
年
高
判
の
審
査

過
程
は
大
き
な
意
義
を
持
っ
て
い
る
（
96
）

。

⑷　

た
だ
他
方
で
、
都
市
問
題
は
、
生
活
環
境
の
保
護
、
福
祉
の
向
上
、
産
業
の
育
成
・
発
展
な
ど
、
自
治
事
務
の
観
点
か
ら
様
々
な

側
面
を
持
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
都
市
政
策
は
こ
れ
ら
を
総
合
的
・
包
括
的
に
視
野
に
入
れ
て
執
行
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
97
）

。
平

成
一
七
年
高
判
や
林
試
の
森
事
件
が
示
す
よ
う
に
裁
量
統
制
に
対
す
る
裁
判
所
の
積
極
的
な
姿
勢
は
伺
え
る
も
の
の
、
違
法
性
を
認
定
し

て
行
政
計
画
に
歯
止
め
を
掛
け
る
態
様
に
は
限
界
が
あ
る
。
処
分
性
要
件
と
確
認
の
利
益
を
ク
リ
ア
し
た
と
し
て
も
、
こ
の
実
体
判
断
・

本
案
審
理
の
限
界
が
、
行
政
計
画
に
関
す
る
訴
訟
に
内
在
し
て
い
る
。

（
五
三
四
）



行
政
計
画
の
統
制
に
関
す
る
問
題
点
の
省
察
（
長
谷
川
）

一
六
七

五　

平
成
一
六
年
改
正
以
降
の
議
論
の
進
展

行
政
計
画
を
統
制
す
る
手
法
を
、
裁
判
上
問
題
と
な
っ
た
事
例
を
中
心
に
概
略
的
に
見
て
き
た
が
、
平
成
一
六
年
改
正
以
降
、
一
定
の

成
果
は
挙
が
っ
て
い
る
も
の
の
、
今
な
お
制
度
上
の
問
題
を
抱
え
て
い
る
こ
と
が
見
受
け
ら
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
は
、
従
来
か
ら
様
々

な
か
た
ち
で
制
度
改
定
に
関
す
る
議
論
が
展
開
さ
れ
て
き
て
い
る
。

1　

行
政
不
服
審
査
の
拡
充

平
成
一
六
年
改
正
後
に
い
ち
早
く
都
市
計
画
の
統
制
に
関
す
る
検
証
を
行
っ
た
都
市
計
画
争
訟
研
究
会
は
、
平
成
一
八
年
八
月
に
『
都

市
計
画
争
訟
研
究
報
告
書
』（
以
下
、「
平
成
一
八
年
報
告
書
」
と
い
う
。）
を
公
表
し
て
い
る
（
98
）

。
そ
の
中
で
特
徴
的
な
の
が
、
都
市
計
画
決
定

等
に
対
す
る
行
政
不
服
審
査
の
拡
充
で
あ
る
。
こ
の
提
案
に
お
い
て
は
、
不
服
審
査
の
対
象
と
す
べ
き
都
市
計
画
の
範
囲
に
つ
い
て
、
個

人
の
権
利
救
済
と
密
接
な
関
係
に
あ
る
こ
と
に
鑑
み
、
住
民
等
の
権
利
義
務
に
直
接
関
わ
る
区
域
区
分
、
地
域
地
区
、
都
市
施
設
及
び
市

街
地
開
発
事
業
等
の
都
市
計
画
を
、
不
服
審
査
の
対
象
事
項
と
し
て
法
律
で
明
示
す
べ
き
と
し
て
い
る
（
99
）

。
審
査
対
象
を
法
律
で
明
確
化
す

る
こ
と
は
、
平
成
二
〇
年
最
判
で
拡
大
し
た
処
分
性
の
枠
組
み
を
充
実
さ
せ
る
点
で
意
義
が
大
き
い
。
ま
た
、
都
市
計
画
の
手
続
が
多
様

で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
確
認
の
利
益
も
含
め
て
、
平
成
二
〇
年
地
判
の
よ
う
な
場
面
で
も
客
観
的
に
審
査
対
象
を
認
定
で
き
る
こ
と
は

重
要
で
あ
る
。

ま
た
、
審
査
庁
は
行
政
機
関
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
計
画
裁
量
の
違
法
性
の
み
な
ら
ず
、
当
不
当
の
問
題
に
ま
で
立
ち
入
っ
て
審
査
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
審
査
庁
は
、
裁
決
に
お
い
て
、
都
市
計
画
を
取
り
消
す
だ
け
で
な
く
、
変
更
を
命
じ
る
な
ど
救
済
措
置
に
関
し
て
多
様

性
を
持
ち
う
る
（
100
）

。
取
消
訴
訟
の
本
案
審
理
に
お
け
る
計
画
裁
量
の
広
さ
に
照
ら
す
と
、
行
政
不
服
審
査
の
場
で
柔
軟
な
審
理
が
行
え
る
メ

（
五
三
五
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
三
号
（
二
〇
一
八
年
十
二
月
）

一
六
八

リ
ッ
ト
は
大
き
い
。

2　

都
市
計
画
の
違
法
確
認
訴
訟
の
拡
充

平
成
一
八
年
報
告
書
の
三
年
後
に
は
、
都
市
計
画
争
訟
の
あ
り
方
検
討
委
員
会
・
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
が
『
人
口
減
少
社
会
に
対
応

し
た
都
市
計
画
争
訟
の
あ
り
方
に
関
す
る
調
査
業
務
報
告
書
』（
以
下
、「
平
成
二
一
年
報
告
書
」
と
い
う
）
を
公
表
し
た
（
101
）

。
平
成
二
一
年
報

告
書
は
、
平
成
一
八
年
報
告
書
に
お
い
て
提
案
さ
れ
た
裁
決
主
義
の
手
続
に
つ
い
て
多
角
的
に
検
証
を
し
て
い
る
（
102
）

。
こ
の
検
証
を
踏
ま
え

て
、
対
案
と
し
て
提
言
し
た
の
が
都
市
計
画
違
法
確
認
訴
訟
（
仮
称
）
で
あ
る
。

平
成
二
一
年
報
告
書
の
基
本
的
な
考
え
方
は
、
以
下
の
四
項
目
に
集
約
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
①
都
市
計
画
の
特
質
に
即
し
た
訴

訟
の
形
式
を
都
市
計
画
法
に
規
定
す
る
こ
と
、
②
都
市
計
画
の
違
法
を
宣
言
す
る
こ
と
に
よ
り
計
画
の
効
力
を
停
止
す
る
仕
組
み
に
重
点

を
置
く
こ
と
、
③
瑕
疵
の
補
正
手
続
を
法
定
し
、
適
切
な
補
正
が
さ
れ
た
と
き
は
計
画
が
判
決
時
に
遡
っ
て
有
効
に
な
る
こ
と
、
④
行
政

不
服
審
査
手
続
を
介
在
さ
せ
な
い
こ
と
で
手
続
の
複
雑
化
回
避
と
地
方
公
共
団
体
の
実
施
コ
ス
ト
削
減
を
図
る
こ
と
で
あ
る
（
103
）

。

3　

計
画
争
訟
制
度
の
導
入

さ
ら
に
、
平
成
二
四
年
六
月
一
五
日
、
日
本
弁
護
士
会
が
示
し
た
『
行
政
事
件
訴
訟
法
第
二
次
改
正
法
案
』（
以
下
、「
日
弁
連
改
正
法
案
」

と
い
う
。）
で
は
、
行
政
計
画
に
対
す
る
訴
訟
手
続
に
関
す
る
規
定
を
設
け
、
個
別
法
に
よ
る
争
訟
制
度
の
導
入
が
提
言
さ
れ
た
（
104
）

。
日
弁
連

改
正
法
案
で
は
、
行
政
事
件
訴
訟
法
四
条
の
三
を
新
設
し
計
画
に
関
す
る
不
服
の
訴
訟
と
し
て
計
画
訴
訟
を
新
た
に
定
め
て
い
る
。
そ
の

上
で
、「
法
律
に
定
め
る
場
合
に
お
い
て
、
法
律
に
定
め
る
者
に
限
り
」、
計
画
訴
訟
を
提
起
で
き
る
と
し
て
い
る
（
四
一
条
の
二
の
新
設
）。

4　

議
論
の
多
角
的
な
検
証

平
成
一
六
年
改
正
法
の
附
則
五
〇
条
が
定
め
る
「
政
府
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
五
年
を
経
過
し
た
場
合
に
お
い
て
、
新
法
の
施
行
の

（
五
三
六
）



行
政
計
画
の
統
制
に
関
す
る
問
題
点
の
省
察
（
長
谷
川
）

一
六
九

状
況
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
」
と
い
う

規
定
を
踏
ま
え
て
、
改
正
行
政
事
件
訴
訟
法
施
行
状
況
検
証
研
究
会
に
よ
る
検
証
作
業
が
行
わ
れ
、
平
成
二
四
年
一
一
月
、『
改
正
行
政

事
件
訴
訟
法
施
行
状
況
検
証
研
究
会
報
告
書
』（
以
下
、「
平
成
二
四
年
報
告
書
」
と
い
う
。）
が
公
表
さ
れ
た
（
105
）

。
平
成
二
四
年
報
告
書
は
、
行

政
計
画
に
つ
い
て
、「
行
政
計
画
が
極
め
て
多
種
多
様
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
計
画
ご
と
に
法
的
効
果
の
有
無
及
び
内
容
も
様
々
で
あ
っ
て
、

行
政
計
画
一
般
と
し
て
問
題
を
捉
え
る
こ
と
は
困
難
な
面
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
個
別
法
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
の
行
政
計
画
の
法
的
効
果
の
特

質
に
つ
い
て
各
行
政
過
程
の
中
で
の
位
置
付
け
を
踏
ま
え
て
検
討
」
す
る
必
要
が
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
（
106
）

。
そ
し
て
、「
各
種
手
続
規
定

を
整
備
し
た
上
で
一
定
の
住
民
等
に
出
訴
を
保
障
す
る
と
と
も
に
違
法
事
由
の
主
張
を
制
限
す
る
と
い
っ
た
計
画
統
制
訴
訟
の
制
度
を
設

け
、
計
画
段
階
で
多
様
な
関
係
者
の
利
害
関
係
を
調
整
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
特
に
都
市
計
画
法
の
分
野
に
お
い
て
は
こ
の
よ
う
な

必
要
性
が
顕
著
で
あ
る
」
と
い
う
点
を
明
示
し
て
い
る
（
107
）

。

六　

結
語

1　

訴
訟
に
よ
る
対
応
の
限
界

平
成
二
一
年
報
告
書
と
平
成
二
四
年
報
告
書
は
、
特
別
の
訴
訟
制
度
を
構
築
し
、
違
法
性
の
是
正
を
実
現
す
る
こ
と
を
志
向
し
て
い
る

点
で
共
通
し
て
い
る
。
し
か
し
、
行
政
訴
訟
の
枠
組
み
で
行
政
計
画
の
客
観
的
統
制
を
図
る
場
合
、
計
画
の
ど
の
時
点
で
の
提
訴
を
適
法

と
す
る
か
と
い
う
成
熟
性
の
要
件
と
の
関
連
で
、
タ
イ
ミ
ン
グ
を
は
じ
め
と
す
る
先
述
の
よ
う
な
問
題
が
内
在
し
て
い
る
。
実
効
性
の
あ

る
制
度
に
す
る
た
め
、
例
え
ば
都
市
計
画
に
お
い
て
は
、
平
成
二
〇
年
地
判
で
問
題
と
な
っ
た
地
区
計
画
決
定
及
び
第
一
種
市
街
地
再
開

（
五
三
七
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
三
号
（
二
〇
一
八
年
十
二
月
）

一
七
〇

発
事
業
の
都
市
計
画
決
定
も
審
査
対
象
に
包
含
す
る
枠
組
み
を
明
示
し
て
、
制
度
を
構
築
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

そ
の
一
方
で
、
審
査
対
象
の
枠
組
み
を
拡
充
し
た
と
し
て
も
、
裁
量
審
査
に
お
い
て
実
体
判
断
代
置
の
手
法
を
広
く
取
り
入
れ
る
こ
と

に
は
限
界
が
あ
る
。
平
成
一
八
年
最
判
が
示
し
た
違
法
性
の
判
断
枠
組
み
か
ら
か
け
離
れ
た
審
査
基
準
を
打
ち
出
す
こ
と
に
は
混
乱
が
伴

う
で
あ
ろ
う
。
計
画
の
立
案
と
運
用
に
関
わ
る
行
政
庁
に
よ
る
多
角
的
な
判
断
を
、
司
法
府
が
改
め
て
全
面
的
に
審
査
す
る
の
は
不
当
性

審
査
に
等
し
く
な
っ
て
し
ま
う
。

2　

行
政
不
服
審
査
の
活
用

行
政
計
画
の
不
当
性
を
審
査
で
き
る
点
で
重
視
す
べ
き
な
の
は
、
平
成
一
八
年
報
告
書
の
採
る
裁
決
主
義
の
手
法
で
あ
る
。
行
政
不
服

審
査
の
枠
組
み
を
前
提
と
し
た
場
合
、
審
査
庁
を
ど
の
よ
う
に
設
定
す
る
か
と
い
う
問
題
が
引
き
起
こ
さ
れ
る
（
108
）

。
都
市
計
画
決
定
に
係
る

事
務
は
自
治
事
務
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
都
市
計
画
決
定
権
者
に
は
上
級
行
政
庁
が
存
在
し
な
い
。
行
政
不
服
審
査
法
の
規
律
に
基
づ
く
な

ら
ば
、
都
市
計
画
決
定
権
者
が
審
査
庁
と
な
る
。
裁
決
手
続
の
客
観
性
と
合
理
性
を
確
保
す
る
た
め
、
第
三
者
性
と
専
門
性
を
兼
ね
備
え

た
組
織
構
成
を
行
う
こ
と
が
必
要
で
あ
る
（
109
）

。
仮
に
審
査
庁
を
国
の
機
関
と
し
て
組
織
す
る
と
、
都
市
計
画
決
定
権
限
が
都
道
府
県
及
び
市

町
村
に
あ
る
た
め
、
自
治
事
務
に
国
が
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
地
方
分
権
の
観
点
か
ら
懸
念
が
生
じ
る
。
他
方
で
、
都
道

府
県
・
市
町
村
レ
ベ
ル
で
自
己
完
結
型
に
審
査
庁
を
組
織
す
る
と
、
第
三
者
性
・
公
平
性
の
問
題
や
人
材
確
保
の
困
難
性
が
想
起
さ
れ
る
。

共
同
事
務
の
処
理
の
た
め
慎
重
で
綿
密
な
制
度
設
計
が
伴
う
が
、
地
方
公
共
団
体
の
事
務
組
合
と
し
て
、
都
市
計
画
の
審
査
庁
を
構
成
す

る
こ
と
も
一
案
で
あ
る
。
法
的
地
位
に
危
険
や
不
安
が
生
じ
た
場
合
に
、
第
三
者
機
関
が
不
当
性
も
含
め
て
速
や
か
に
審
査
・
判
断
を
行

う
こ
と
が
、
利
害
関
係
を
持
つ
当
事
者
の
権
利
利
益
保
護
の
充
実
に
繋
が
る
。

ま
た
、
裁
決
主
義
を
採
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
後
に
想
定
さ
れ
る
裁
決
取
消
訴
訟
に
お
い
て
は
、
既
に
行
政
過
程
で
論
点
整
理
が
さ
れ
た

（
五
三
八
）



行
政
計
画
の
統
制
に
関
す
る
問
題
点
の
省
察
（
長
谷
川
）

一
七
一

状
態
で
裁
判
官
が
訴
訟
手
続
に
臨
め
る
こ
と
か
ら
、
司
法
府
に
よ
る
適
法
性
審
査
の
適
正
化
を
生
み
出
す
こ
と
が
で
き
る
（
110
）

。
審
査
庁
の
制

度
化
や
人
材
の
確
保
に
困
難
が
伴
う
こ
と
は
予
測
さ
れ
る
が
、
制
度
構
築
の
重
要
性
と
照
ら
し
合
わ
せ
て
推
進
し
て
い
け
ば
実
現
可
能
で

あ
ろ
う
。

3　

対
象
と
な
る
計
画
の
具
体
化
と
展
望

日
弁
連
改
正
法
案
は
、
計
画
訴
訟
の
対
象
と
な
る
計
画
の
定
義
と
し
て
、「
内
閣
若
し
く
は
行
政
手
続
法
第
二
条
第
五
号
に
規
定
す
る

行
政
機
関
又
は
地
方
公
共
団
体
が
法
令
に
基
づ
き
、
公
の
目
的
の
た
め
に
目
標
を
設
定
し
、
そ
の
目
標
を
達
成
す
る
た
め
の
手
段
を
総
合

的
に
提
示
す
る
も
の
」（
四
条
の
三
）
と
し
て
い
る
が
、
範
囲
が
広
く
審
査
対
象
を
ど
の
よ
う
に
画
す
る
か
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
。

計
画
訴
訟
を
制
度
化
す
る
手
法
を
採
る
に
し
て
も
、
裁
決
主
義
の
手
法
を
採
る
に
し
て
も
、
対
象
と
な
る
計
画
が
何
か
を
客
観
的
な
指
標

に
基
づ
い
て
定
め
て
お
く
こ
と
が
必
要
不
可
欠
で
あ
る
。

た
し
か
に
、
行
政
計
画
に
お
け
る
都
市
計
画
の
重
要
性
は
今
後
も
基
本
的
に
変
わ
ら
な
い
で
あ
ろ
う
し
、
平
成
一
八
年
報
告
書
や
平
成

二
一
年
報
告
書
も
、
都
市
計
画
に
絞
っ
て
分
析
を
進
め
て
い
る
。
し
か
し
、
都
市
計
画
以
外
に
も
、
福
祉
計
画
や
一
般
廃
棄
物
処
理
計
画

な
ど
、
日
常
生
活
や
後
行
の
処
分
に
連
動
す
る
行
政
計
画
が
あ
る
。
例
え
ば
、
最
判
平
成
一
六
年
一
月
一
五
日
判
時
一
八
四
九
号
三
〇
頁

は
、
一
般
廃
棄
物
収
集
運
搬
業
の
許
可
の
審
査
基
準
と
し
て
、
市
町
村
の
一
般
廃
棄
物
処
理
計
画
を
位
置
づ
け
て
い
る
。
一
般
廃
棄
物
の

処
理
に
関
す
る
行
政
作
用
の
合
理
化
を
図
る
た
め
に
策
定
さ
れ
る
計
画
が
、
そ
の
内
容
か
ら
、
許
可
の
規
制
基
準
と
な
り
、
経
済
的
自
由

権
を
制
約
す
る
公
共
性
の
判
定
基
準
と
な
っ
て
い
る
（
111
）

。
ま
た
、
農
業
振
興
地
域
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
四
年
七
月
一
日
法
律
五
八

号
）
八
条
の
規
定
に
基
づ
い
て
市
町
村
が
定
め
る
農
業
振
興
地
域
整
備
計
画
の
う
ち
、
農
用
地
利
用
計
画
の
処
分
性
を
巡
っ
て
は
、
現
時

点
で
最
高
裁
判
所
に
お
け
る
判
断
は
な
い
が
、
下
級
審
で
の
判
断
は
分
か
れ
て
い
る
（
112
）

。
行
政
活
動
に
対
す
る
民
主
的
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
精

（
五
三
九
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
三
号
（
二
〇
一
八
年
十
二
月
）

一
七
二

密
に
及
ぼ
す
た
め
に
は
、
都
市
計
画
以
外
の
行
政
計
画
に
つ
い
て
も
、
争
訟
手
続
の
充
実
が
必
要
で
あ
る
。
他
方
で
、
行
政
計
画
の
多
様

性
か
ら
み
て
、
計
画
争
訟
の
射
程
は
慎
重
に
検
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ま
た
、
事
後
的
な
争
訟
手
続
の
充
実
だ
け
で
は
、
国
民
の
権
利
利
益
保
護
に
は
十
分
で
な
い
こ
と
に
も
注
意
を
要
す
る
。
行
政
手
続
法

の
規
律
対
象
を
行
政
計
画
に
拡
張
し
、
計
画
策
定
手
続
の
民
主
化
も
今
後
検
討
が
必
要
で
あ
る
。
計
画
策
定
手
続
の
民
主
的
統
制
に
関
連

す
る
問
題
点
を
一
つ
指
摘
す
る
と
、
我
が
国
の
都
市
計
画
の
決
定
過
程
で
は
、
都
市
計
画
審
議
会
が
主
導
的
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る

（
都
市
計
画
法
一
八
条
一
項
、
一
九
条
一
項
）。「
市
町
村
が
定
め
る
都
市
計
画
は
、
議
会
の
議
決
を
経
て
定
め
ら
れ
た
当
該
市
町
村
の
建
設
に

関
す
る
基
本
構
想
に
即
し
」
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
（
都
市
計
画
法
一
五
条
三
項
前
段
）、「
か
つ
、
都
道
府
県
が
定
め
た
都
市
計
画
に

適
合
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
」
ず
（
同
条
項
後
段
）、「
市
町
村
が
定
め
た
都
市
計
画
が
、
都
道
府
県
が
定
め
た
都
市
計
画
と
抵
触
す

る
と
き
は
、
そ
の
限
り
に
お
い
て
、
都
道
府
県
が
定
め
た
都
市
計
画
が
優
先
す
る
」（
同
条
四
項
）。
計
画
決
定
に
議
会
が
関
与
す
る
例
は

少
な
く
、
国
土
利
用
（
都
道
府
県
・
市
町
村
）
計
画
な
ど
僅
か
で
あ
る
（
113
）

。
こ
れ
は
、
地
方
分
権
改
革
以
前
は
、
都
道
府
県
知
事
の
都
市
計
画

決
定
が
機
関
委
任
事
務
で
あ
り
、
地
方
議
会
が
関
与
で
き
な
か
っ
た
こ
と
の
名
残
で
あ
る
と
も
指
摘
さ
れ
る
（
114
）

。
都
市
計
画
の
策
定
が
自
治

事
務
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
現
在
、
議
会
の
関
与
を
制
度
化
す
る
こ
と
で
民
主
的
な
計
画
策
定
を
実
現
す
る
の
も
一
案
で
あ
ろ
う
（
115
）

。

行
政
活
動
は
、
計
画
（P

lan

）
↓
実
施
（D

o

）
↓
評
価
（C

heck
）
↓
改
善
（A

ct

）
か
ら
な
る
Ｐ
Ｃ
Ｄ
Ａ
の
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
・
サ
イ
ク
ル

の
下
で
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
116
）

。
こ
の
サ
イ
ク
ル
を
実
効
化
す
る
に
は
、
行
政
計
画
と
政
策
評
価
を
連
動
さ
せ
る
こ
と
が
必
要
で
あ

る
。
ま
た
、
主
権
者
国
民
と
行
政
機
関
の
協
働
の
充
実
化
も
重
要
と
な
る
。
平
成
二
七
年
九
月
二
五
日
に
国
際
連
合
の
第
七
〇
回
総
会
で

採
択
さ
れ
た
「
持
続
可
能
な
開
発
の
た
め
の
二
〇
三
〇
ア
ジ
ェ
ン
ダ
」
が
掲
げ
る
「
持
続
可
能
な
開
発
目
標
（S

ustainable D
evelopm

ent 

G
oals

。
通
称
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ（117
））」

を
受
け
て
、
我
が
国
の
行
政
機
関
は
、
様
々
な
計
画
を
策
定
し
実
施
を
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
平
成
三
〇
年
四

（
五
四
〇
）



行
政
計
画
の
統
制
に
関
す
る
問
題
点
の
省
察
（
長
谷
川
）

一
七
三

月
一
七
日
に
閣
議
決
定
さ
れ
た
第
五
次
環
境
基
本
計
画
に
お
い
て
は
、
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
を
活
用
し
た
環
境
・
経
済
・
社
会
の
統
合
的
向
上
を
具

体
化
す
る
こ
と
を
計
画
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
据
え
て
い
る
（
118
）

。
今
後
ま
す
ま
す
、
行
政
活
動
に
お
け
る
行
政
計
画
の
役
割
が
多
元
化
し
、
国
民

の
法
的
地
位
・
権
利
利
益
の
保
護
と
の
均
衡
、
事
前
手
続
の
拡
充
、
及
び
内
容
の
妥
当
性
を
含
め
た
客
観
的
な
審
査
と
適
切
な
評
価
が
必

要
と
な
る
。
行
政
計
画
の
法
的
性
質
の
更
な
る
検
証
を
含
め
、
複
合
的
な
考
察
と
分
析
の
継
続
が
今
後
の
課
題
で
あ
る
。

（
1
） 

平
成
一
六
年
六
月
九
日
に
公
布
さ
れ
た
行
政
事
件
訴
訟
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
一
六
年
法
律
八
四
号
）。
こ
の
改
正
法
は
、
平
成

一
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
さ
れ
た
。
以
下
本
稿
で
は
、
こ
の
改
正
法
を
「
平
成
一
六
年
改
正
法
」
と
い
う
。

（
2
） 

司
法
制
度
改
革
審
議
会
「
司
法
制
度
改
革
審
議
会
意
見
書
│
21
世
紀
の
日
本
を
支
え
る
司
法
制
度
│
」（
平
成
一
三
年
六
月
一
二
日　
第
六
三
回

議
事
）。

（
3
） 

司
法
制
度
改
革
推
進
本
部
行
政
訴
訟
検
討
会
「
行
政
訴
訟
制
度
の
見
直
し
の
た
め
の
考
え
方
」（
平
成
一
六
年
一
月
六
日
）
一
二
頁
の
福
井
秀

夫
委
員
の
意
見
。
行
政
計
画
の
ほ
か
、
行
政
指
導
に
つ
い
て
も
同
様
の
問
題
点
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

（
4
） 

司
法
制
度
改
革
推
進
本
部
行
政
訴
訟
検
討
会
・
前
掲
注（
3
）九
頁
。

（
5
） 

司
法
制
度
改
革
推
進
本
部
行
政
訴
訟
検
討
会
「
行
政
訴
訟
検
討
会
最
終
ま
と
め
│
検
討
の
経
過
と
結
果
│
」（
平
成
一
六
年
一
〇
月
二
九
日
）

資
料
9
（
行
政
計
画
の
司
法
審
査
）
一
一
頁
。

（
6
） 

中
川
丈
久
「
行
政
訴
訟
と
し
て
の
「
確
認
訴
訟
」
の
可
能
性
」
民
商
法
雑
誌
一
三
〇
巻
六
号
（
二
〇
〇
四
年
）
三
三
頁
。
平
成
一
六
年
改
正
法

に
お
い
て
、
四
条
に
「
公
法
上
の
法
律
関
係
に
関
す
る
確
認
の
訴
え
」
と
い
う
文
言
が
挿
入
さ
れ
た
。

（
7
） 

平
成
二
〇
年
最
判
の
解
説
・
評
釈
と
し
て
、
増
田
稔
・
最
判
解
民
事
篇
（
平
成
二
〇
年
度
）
四
四
四
頁
、
宇
賀
克
也
・
判
タ
別
冊
二
五
号
（
平

成
二
〇
年
主
判
解
）
二
七
八
頁
、
増
田
稔
・
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
三
七
三
号
（
二
〇
〇
九
年
）
六
五
頁
、
大
久
保
規
子
・
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
三
七
三
号

（
二
〇
〇
九
年
）
五
八
頁
、
人
見
剛
・
ジ
ュ
リ
ス
ト
臨
時
増
刊
一
三
七
六
号
（
平
成
二
〇
年
重
判
解
）
五
二
頁
、
大
貫
裕
之
・
判
評
六
一
五
号
二
頁

（
五
四
一
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
三
号
（
二
〇
一
八
年
十
二
月
）

一
七
四

（
判
時
二
〇
六
九
号
一
六
四
頁
〔
二
〇
一
〇
年
〕）、
山
下
竜
一
・
ジ
ュ
リ
ス
ト
別
冊
二
三
六
号
（
行
政
判
例
百
選
Ⅱ
第
七
版
〔
二
〇
一
七
年
〕）

三
一
六
頁
、
橋
本
博
之
・
ジ
ュ
リ
ス
ト
別
冊
二
〇
六
号
（
環
境
法
判
例
百
選
第
二
版
〔
二
〇
一
一
年
〕）
二
一
六
頁
、
増
田
稔
・
ジ
ュ
リ
ス
ト
増
刊

最
高
裁
時
の
判
例
Ⅵ
（
平
成
一
八
年
〜
平
成
二
〇
年
）（
二
〇
一
〇
年
）
四
五
頁
、
山
下
竜
一
・
民
商
法
雑
誌
一
四
〇
巻
三
号
（
二
〇
〇
九
年
）

三
四
四
頁
、
山
村
恒
年
・
判
自
三
一
三
号
（
二
〇
〇
九
年
）
六
七
頁
、
江
原
勲
・
判
自
三
一
二
号
（
二
〇
〇
九
年
）
五
頁
、
中
川
丈
久
・
法
教

三
四
一
号
（
二
〇
〇
九
年
）
二
〇
頁
、
山
本
隆
司
・
法
教
三
四
〇
号
（
二
〇
〇
九
年
）
七
三
頁
、
山
本
隆
司
・
法
教
三
三
九
号
（
二
〇
〇
八
年
）

五
七
頁
、
藤
巻
秀
夫
・
札
幌
法
学
（
札
幌
大
学
）
二
〇
巻
一
・
二
号
（
二
〇
〇
九
年
）
一
一
三
頁
、
渡
邊
亙
・
白
鴎
法
学
一
五
巻
二
号
（
二
〇
〇
八

年
）
一
八
一
頁
、
大
久
保
規
子
・
法
セ
六
四
九
号
一
二
（
二
〇
〇
九
年
）
三
頁
、
髙
木
英
行
・
東
洋
法
学
五
三
巻
三
号
（
二
〇
一
〇
年
）
六
一
頁
、

大
橋
洋
一
・
自
治
研
究
八
六
巻
八
号
（
二
〇
一
〇
年
）
三
頁
な
ど
が
あ
る
。

（
8
） 

こ
の
判
決
の
解
説
・
評
釈
と
し
て
、
森
英
明
・
最
判
解
民
事
篇
（
平
成
一
八
年
度
）
一
一
四
六
頁
、
森
英
明
・
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
三
三
七
号

（
二
〇
〇
七
年
）
一
〇
三
頁
（
時
の
判
例
）、
角
松
生
史
・
ジ
ュ
リ
ス
ト
臨
時
増
刊
一
三
五
四
号
（
平
成
一
九
年
重
判
解
）
三
八
頁
、
村
上
裕
章
・
判

評
五
八
四
号
二
頁
（
判
時
一
九
七
四
号
一
八
〇
頁
〔
二
〇
〇
七
年
〕）、
日
野
辰
哉
・
ジ
ュ
リ
ス
ト
別
冊
二
三
五
号
（
行
政
判
例
百
選
Ⅰ
第
七
版

〔
二
〇
一
七
年
〕）
一
五
二
頁
、
村
上
裕
章
・
ジ
ュ
リ
ス
ト
別
冊
二
〇
六
号
（
環
境
法
判
例
百
選
第
二
版
〔
二
〇
一
一
年
〕）
一
〇
八
頁
、
森
英
明
・

ジ
ュ
リ
ス
ト
増
刊
最
高
裁
時
の
判
例
Ⅵ
（
平
成
一
八
年
〜
平
成
二
〇
年
）（
二
〇
一
〇
年
）
三
二
頁
、
見
上
崇
洋
・
民
商
法
雑
誌
一
三
六
巻
四
・
五

号
（
二
〇
〇
七
年
）
五
九
五
頁
、
名
倉
一
成
・
訟
月
五
五
巻
一
一
号
（
二
〇
〇
九
年
）
三
一
八
四
頁
、
山
村
恒
年
・
判
自
二
八
七
号
（
二
〇
〇
七

年
）
七
八
頁
、
北
村
喜
宣
・
自
治
実
務
セ
ミ
ナ
ー
四
六
巻
七
号
（
二
〇
〇
七
年
）
三
三
頁
、
山
本
隆
司
・
法
教
三
六
〇
号
（
二
〇
一
〇
年
）
一
〇
九

頁
な
ど
が
あ
る
。

（
9
） 

原
告
適
格
に
関
す
る
判
断
は
、
最
大
判
平
成
一
七
年
一
二
月
七
日
民
集
五
九
巻
一
〇
号
二
六
四
五
頁
に
お
い
て
示
さ
れ
た
。

（
10
） 

こ
の
判
決
の
解
説
・
評
釈
と
し
て
、
大
場
民
男
・
判
自
三
五
二
号
（
二
〇
一
二
年
）
五
九
頁
が
あ
る
。

（
11
） 

国
立
国
会
図
書
館
日
本
法
令
索
引
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
（http://hourei.ndl.go.jp/help/ilabhelp.htm

l

）。

（
12
） 

西
谷
剛
「
行
政
計
画
論
（
一
）」
自
治
研
究
四
七
巻
五
号
（
一
九
七
一
年
）
一
六
〇
頁
。

（
13
） 

西
谷
剛
『
実
定
行
政
計
画
法
│
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
と
法
』（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
三
年
）
二
頁
。

（
五
四
二
）



行
政
計
画
の
統
制
に
関
す
る
問
題
点
の
省
察
（
長
谷
川
）

一
七
五

（
14
） 

西
谷
剛
「〈
資
料
〉
実
定
行
政
計
画
法
そ
の
後
」
行
政
法
研
究
九
号
（
二
〇
一
五
年
）
一
〇
六
頁
。

（
15
） 

総
務
省
「
平
成
二
九
年
度
総
務
省
行
政
事
業
レ
ビ
ュ
ー
行
動
計
画
」
一
・
二
頁
（http://w

w
w
.soum

u.go.jp/m
ain_content/000480752.

pdf
）。

（
16
） 
農
林
水
産
省
消
費
・
安
全
局
「
平
成
二
九
年
度
食
品
の
安
全
性
に
関
す
る
有
害
化
学
物
質
及
び
有
害
微
生
物
の
サ
ー
ベ
イ
ラ
ン
ス
・
モ
ニ
タ
リ

ン
グ
年
次
計
画
」
一
頁
（http://w

w
w
.m
aff .go.jp/j/press/syouan/seisaku/pdf/170303_1.pdf

）。
な
お
、
公
表
は
平
成
二
九
年
三
月
三
日
で

あ
る
。

（
17
） 

ま
た
近
年
は
、
行
政
活
動
に
「
基
本
方
針
」
の
策
定
が
求
め
ら
れ
る
場
面
も
多
い
。
法
律
に
よ
り
策
定
を
求
め
ら
れ
て
い
る
も
の
、
命
令
に
よ

り
策
定
を
求
め
ら
れ
て
い
る
も
の
、
条
例
を
根
拠
と
す
る
も
の
、
さ
ら
に
行
政
の
自
主
的
判
断
に
よ
り
策
定
さ
れ
て
い
る
も
の
な
ど
多
様
で
あ
る

（
碓
井
光
明
「
法
律
に
基
づ
く
「
基
本
方
針
」
│
行
政
計
画
と
の
関
係
を
中
心
と
す
る
序
論
的
考
察
│
」
明
治
大
学
法
科
大
学
院
論
集
五
号

（
二
〇
〇
八
年
）
一
頁
）。

（
18
） 

な
お
、
勅
令
も
含
め
て
辿
る
と
、
都
市
計
画
に
関
す
る
規
範
は
、
明
治
二
一
年
勅
令
六
二
号
「
東
京
市
区
改
正
条
例
」
に
遡
る
こ
と
が
で
き
る

（
安
本
典
夫
『
都
市
法
概
説
（
第
三
版
）』（
法
律
文
化
社
、
二
〇
一
七
年
）
三
三
頁
）。
ま
た
、
旧
都
市
計
画
法
の
外
、
沿
革
的
に
み
て
土
地
区
画
整

理
事
業
に
関
連
す
る
法
律
と
し
て
、
耕
地
整
理
法
（
明
治
三
二
年
法
律
八
一
号
）
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
同
法
は
、「
耕
地
ノ
利
用
ヲ
増
進
ス

ル
」（
一
条
）
こ
と
を
目
的
と
す
る
耕
地
整
理
を
定
め
る
も
の
で
あ
り
、
我
が
国
在
来
の
田
区
改
正
と
西
欧
の
土
地
整
理
と
の
結
合
の
産
物
と
さ
れ

る
（
佐
藤
洋
平
・
広
田
純
一
「
わ
が
国
耕
地
整
理
法
の
成
立
と
ド
イ
ツ
耕
地
整
理
法
制
の
影
響
」
農
業
土
木
学
会
誌
六
七
巻
八
号
（
一
九
九
九
年
）

八
一
七
頁
）。
制
定
か
ら
一
〇
年
後
、
耕
地
整
理
法
は
全
面
改
正
さ
れ
「
土
地
ノ
農
業
上
ノ
利
用
ヲ
増
進
ス
ル
」（
一
条
）
こ
と
を
目
的
に
掲
げ
た
。

こ
の
改
正
に
よ
る
規
定
に
基
づ
い
て
、
耕
地
整
理
計
画
や
換
地
計
画
が
定
め
ら
れ
た
（
原
田
尚
彦
『
行
政
法
要
論
（
全
訂
第
七
版
補
訂
二
版
）』（
学

陽
書
房
、
二
〇
一
二
年
）
一
二
二
頁
）。
戦
前
は
、
古
集
落
の
道
路
計
画
に
つ
い
て
耕
地
整
理
事
業
と
土
地
区
画
整
理
事
業
が
複
合
的
に
実
施
さ
れ

た
こ
と
も
あ
っ
た
（
中
島
有
紀
子
・
浦
山
益
郎
「
戦
前
名
古
屋
の
耕
地
整
理
事
業
・
土
地
区
画
整
理
事
業
に
お
け
る
古
集
落
の
道
路
計
画
に
関
す
る

研
究
」
都
市
計
画
論
文
集
五
一
巻
三
号
（
二
〇
一
六
年
）
一
一
四
五
頁
）。
そ
の
後
耕
地
整
理
法
は
、
昭
和
二
四
年
、
土
地
改
良
法
施
行
法
（
昭
和

二
四
年
法
律
第
一
九
六
号
）
に
よ
っ
て
廃
止
さ
れ
た
。
土
地
区
画
整
理
の
制
度
形
成
に
関
す
る
近
時
の
論
稿
と
し
て
、
簗
瀬
範
彦
「
土
地
区
画
整
理

（
五
四
三
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
三
号
（
二
〇
一
八
年
十
二
月
）

一
七
六

の
制
度
形
成
に
関
す
る
史
的
考
察
」
土
木
学
会
論
文
集
Ｄ
2
七
〇
巻
一
号
（
二
〇
一
四
年
）
五
三
頁
が
あ
る
。

（
19
） 

吉
田
秀
夫
『
國
土
計
畫
論
』（
河
出
書
房
、
一
九
四
〇
年
）
三
〇
頁
以
下
。
な
お
同
書
で
は
、
国
土
計
画
に
関
す
る
最
初
の
具
体
的
な
端
緒
と

し
て
、
昭
和
一
四
年
九
月
二
二
日
の
商
工
省
地
方
工
業
化
委
員
会
の
決
議
を
指
摘
し
て
い
る
（
二
四
頁
）。
こ
の
決
議
で
は
、「
国
防
の
充
実
を
目
標

と
す
る
国
家
諸
体
制
の
整
備
強
化
」
が
急
務
と
さ
れ
、
工
業
の
地
方
分
散
を
国
防
経
済
確
立
上
不
可
欠
の
要
件
と
し
て
い
る
。

（
20
） 

美
濃
部
達
吉
『
日
本
行
政
法　
上
』（
有
斐
閣
、
一
九
三
六
年
）。

（
21
） 

田
上
穣
治
『
法
律
に
よ
る
行
政
』（
有
斐
閣
、
一
九
四
二
年
）。

（
22
） 

こ
の
二
つ
の
法
律
は
、
平
成
一
三
年
三
月
、
新
産
業
都
市
建
設
促
進
法
等
を
廃
止
す
る
法
律
（
平
成
一
三
年
法
律
一
四
号
）
に
よ
っ
て
廃
止
さ

れ
た
。

（
23
） 

高
橋
滋
『
行
政
法
』（
弘
文
堂
、
二
〇
一
六
年
）
三
三
四
頁
。

（
24
） 

芝
池
義
一
「
西
ド
イ
ツ
裁
判
例
に
お
け
る
計
画
裁
量
の
規
制
原
理
」
法
学
論
叢
一
〇
五
巻
五
号
（
一
九
七
九
年
）
三
頁
。

（
25
） 

芝
池
義
一
「
行
政
計
画
」
雄
川
一
郎
ほ
か
編
『
現
代
行
政
法
大
系
第
三
巻
』（
有
斐
閣
、
一
九
八
四
年
）
三
三
四
頁
。
昭
和
五
九
年
当
時
の
体

系
書
に
お
け
る
行
政
計
画
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
は
、
同
三
四
〇
頁
に
概
説
が
あ
る
。
濱
西
隆
男
「「
行
政
計
画
」
私
論
（
一
）」
自
治
研
究
九
四
巻

三
号
（
二
〇
一
八
年
）
七
一
頁
は
、
我
が
国
の
行
政
法
理
論
が
、
行
政
計
画
に
対
し
て
本
格
的
な
関
心
を
向
け
る
よ
う
に
な
っ
た
時
期
は
、

一
九
七
〇
年
代
頃
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。

（
26
） 

佐
藤
英
善
「
計
画
策
定
手
続
の
問
題
点
」
現
代
行
政
法
大
系
第
三
巻
（
一
九
八
四
年
）
一
四
〇
頁
。
ま
た
、
西
谷
剛
「
行
政
計
画
の
ジ
レ
ン

マ
」
横
浜
国
際
経
済
法
学
一
七
巻
三
号
（
二
〇
〇
九
年
）
二
頁
は
、「
社
会
の
変
化
が
激
し
く
、
か
つ
、
社
会
を
構
成
す
る
要
素
の
多
様
性
が
増
大

す
る
と
、
不
確
実
性
が
増
す
。
法
令
だ
け
で
は
対
応
で
き
な
い
。
計
画
と
い
う
手
法
が
登
場
し
て
く
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
。

（
27
） 

ま
た
、
行
政
準
則
の
視
点
か
ら
、
行
政
計
画
の
法
的
性
格
と
策
定
手
続
を
詳
細
に
検
討
し
た
近
時
の
論
稿
と
し
て
、
濱
西
・
前
掲
注（
25
）に
続

く
も
の
と
し
て
、
濱
西
隆
男
「「
行
政
計
画
」
私
論
（
二
）」
自
治
研
究
九
四
巻
五
号
（
二
〇
一
八
年
）
七
三
頁
、
及
び
濱
西
隆
男
「「
行
政
計
画
」

私
論
（
三
・
完
）」
自
治
研
究
九
四
巻
七
号
（
二
〇
一
八
年
）
九
〇
頁
が
あ
る
。

（
28
） 

櫻
井
敬
子
・
橋
本
博
之
『
行
政
法
（
第
五
版
）』（
弘
文
堂
、
二
〇
一
六
年
）
一
四
五
頁
。

（
五
四
四
）



行
政
計
画
の
統
制
に
関
す
る
問
題
点
の
省
察
（
長
谷
川
）

一
七
七

（
29
） 

稲
葉
馨
ほ
か
『
行
政
法
（
第
三
版
）』（
有
斐
閣
、
二
〇
一
六
年
）
一
三
二
頁
。
定
義
と
し
て
こ
の
他
に
、「
公
共
事
業
そ
の
他
行
政
活
動
を
行

う
に
先
立
ち
、
行
政
庁
が
提
示
す
る
具
体
的
な
行
政
目
標
と
な
る
青
写
真
と
こ
れ
を
実
現
す
る
た
め
の
諸
施
策
を
体
系
的
に
提
示
し
た
プ
ロ
グ
ラ

ム
」
を
行
政
上
の
計
画
と
位
置
付
け
る
も
の
や
（
原
田
・
前
掲
注（
18
）一
二
一
頁
）、「
行
政
機
関
が
一
定
の
行
政
活
動
を
行
う
た
め
に
策
定
す
る
計

画
」
と
し
た
う
え
で
、「
一
定
の
目
標
を
設
定
し
、
相
互
に
関
連
す
る
手
段
の
調
整
と
総
合
化
を
通
じ
て
目
標
の
実
現
を
め
ざ
す
も
の
」
が
計
画
で

あ
る
と
い
う
説
明
（
高
木
光
『
行
政
法
』（
有
斐
閣
、
二
〇
一
五
年
）
二
〇
三
頁
）、
政
策
構
想
を
示
す
法
形
式
で
あ
る
と
の
理
解
に
基
づ
い
て
、
複

数
の
関
係
者
と
の
対
話
の
も
と
で
、
利
害
調
整
を
図
り
な
が
ら
将
来
の
行
政
目
標
を
設
定
し
、
目
的
達
成
の
た
め
の
時
間
管
理
を
行
い
、
多
様
な
行

政
活
動
の
統
合
方
法
を
示
す
（
大
橋
洋
一
『
行
政
法
Ⅰ
現
代
行
政
過
程
論
（
第
三
版
）』（
有
斐
閣
、
二
〇
一
六
年
）
一
四
七
頁
）
と
い
う
説
明
な
ど

多
岐
に
わ
た
る
。

（
30
） 

見
上
崇
洋
「
行
政
計
画
」
磯
部
力
ほ
か
編
『
行
政
法
の
新
構
想
Ⅱ　
行
政
作
用
・
行
政
手
続
・
行
政
情
報
法
』（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
八
年
）
五
一

頁
。
ま
た
、
大
橋
・
前
掲
注（
29
）一
二
八
頁
以
下
は
、
行
政
機
関
の
準
則
策
定
活
動
と
し
て
、
行
政
基
準
と
と
も
に
行
政
計
画
を
位
置
づ
け
て
い
る
。

そ
こ
で
は
、
行
政
基
準
は
法
律
目
的
を
実
現
す
る
た
め
に
法
律
規
定
を
詳
細
化
し
た
も
の
で
あ
る
一
方
、
行
政
計
画
は
行
政
機
関
に
よ
る
目
標
設
定

と
そ
れ
に
向
け
た
諸
手
段
の
統
合
、
目
標
の
段
階
的
実
現
（
目
標
プ
ロ
グ
ラ
ム
）
と
い
う
特
徴
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

（
31
） 

昭
和
四
〇
年
代
ま
で
遡
る
と
、
例
え
ば
以
下
の
よ
う
な
定
義
づ
け
が
示
さ
れ
て
い
る
。

「
一
般
に
、
行
政
上
の
事
務
や
事
業
を
実
施
し
、
ま
た
は
行
政
上
の
政
策
を
形
成
す
る
た
め
に
、
行
政
機
関
に
よ
つ
て
策
定
さ
れ
た
行
政
の
指
導

目
標
で
あ
る
」（
成
田
頼
明
ほ
か
『
現
代
行
政
法
』（
有
斐
閣
、
一
九
六
九
年
）
一
六
六
頁
）。

「
将
来
到
達
で
き
る
で
あ
ろ
う
行
政
目
標
を
思
考
上
先
取
り
す
る
設
計
、
お
よ
び
そ
の
設
計
を
完
成
す
る
た
め
に
企
画
さ
れ
た
行
為
」（
杉
村
敏
正

編
『
行
政
法
概
説
』（
有
斐
閣
、
一
九
六
九
年
）
一
三
九
頁
）。

「
行
政
上
の
目
的
達
成
の
た
め
の
行
政
機
関
に
よ
る
目
標
設
定
行
為
」（
成
田
頼
明
ほ
か
編
『
行
政
法
講
義
下
巻
』（
青
林
書
院
新
社
、
一
九
七
〇

年
）
二
一
三
頁
）。

「
行
政
機
関
が
、
積
極
的
な
行
政
活
動
の
目
標
を
設
定
し
、
そ
の
達
成
の
た
め
の
手
段
を
総
合
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
具
体
的
活
動
の
基
準
を
設

定
す
る
行
為
」（
西
谷
剛
『
計
画
行
政
の
課
題
と
展
望
│
行
政
計
画
と
法
律
│
』（
第
一
法
規
、
一
九
七
一
年
）
五
九
頁
、
西
谷
・
前
掲
注（
12
）

（
五
四
五
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
三
号
（
二
〇
一
八
年
十
二
月
）

一
七
八

一
六
七
頁
）。

「
国
家
（
公
共
団
体
を
含
む
）
ま
た
は
そ
の
機
関
が
、
一
定
の
行
政
活
動
を
行
う
た
め
に
一
定
の
目
標
を
設
定
し
、
相
互
に
関
連
性
の
あ
る
行
政

手
段
の
調
整
と
総
合
化
を
通
じ
て
目
標
と
し
て
示
さ
れ
た
将
来
時
点
に
お
け
る
一
定
の
秩
序
を
実
現
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
構
想
ま
た
は
そ
の
た

め
の
活
動
基
準
の
設
定
行
為
」（
成
田
頼
明
「
計
画
行
政
に
お
け
る
空
間
形
成
計
画
の
意
義
と
法
律
問
題
（
上
）」
ジ
ュ
リ
ス
ト
五
二
三
号

（
一
九
七
三
年
）
二
二
頁
）。

「
行
政
機
関
が
将
来
を
展
望
し
て
一
定
の
行
政
目
標
を
設
定
し
そ
の
達
成
の
た
め
の
方
策
を
企
画
す
る
こ
と
」（
広
岡
隆
『
行
政
法
総
論
』（
ミ
ネ

ル
ヴ
ァ
書
房
、
一
九
七
三
年
）
一
三
六
頁
）。

「
将
来
に
お
け
る
行
政
秩
序
の
積
極
的
な
形
成
を
目
的
と
し
て
、
行
政
上
の
到
達
目
標
を
思
考
上
先
取
り
す
る
設
計
、
な
ら
び
に
そ
の
設
計
を
完

成
す
る
た
め
の
プ
ロ
セ
ス
と
総
合
的
手
段
を
設
定
し
て
行
政
活
動
の
指
針
を
定
め
る
行
為
」（
金
子
芳
雄
ほ
か
編
『
行
政
法
（
上
）』（
法
学
書
院
、

一
九
七
四
年
）
一
九
七
頁
）。

昭
和
五
〇
年
代
に
入
り
、
現
代
行
政
の
構
造
的
特
色
と
し
て
の
行
政
計
画
に
関
わ
る
実
質
的
な
考
察
が
拡
大
し
（
遠
藤
博
也
『
計
画
行
政
法
』

（
学
陽
書
房
、
一
九
七
六
年
）
一
五
頁
）、
諸
定
義
に
共
通
す
る
中
心
的
メ
ル
ク
マ
ー
ル
が
指
摘
さ
れ
る
に
至
っ
た
（
宮
田
三
郎
『
行
政
計
画
法
』

（
ぎ
ょ
う
せ
い
、
一
九
八
四
年
）
一
六
頁
）。
近
時
は
、
一
般
的
用
語
と
し
て
計
画
が
「
目
標
を
設
定
し
、
そ
の
目
標
を
達
成
す
る
た
め
の
手
段
と
総

合
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
人
の
活
動
基
準
」
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
行
政
上
こ
れ
を
用
い
る
際
の
行
政
活
動
基
準
と
し
て
把
握
す
る
見
方

も
あ
る
（
西
谷
・
前
掲
注（
13
）五
頁
）。

（
32
） 

櫻
井
・
橋
本
・
前
掲
注（
28
）一
四
五
頁
、
塩
野
宏
『
行
政
法
Ⅰ
（
第
六
版
）』（
有
斐
閣
、
二
〇
一
五
年
）
二
三
四
頁
、
藤
田
宙
靖
『
行
政
法
総

論
』（
二
〇
一
三
年
、
青
林
書
院
）
三
三
〇
頁
、
芝
池
義
一
『
行
政
法
総
論
講
義
（
第
四
版
補
訂
版
）』（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
六
年
）
二
二
四
頁
、
西

谷
・
前
掲
注（
13
）五
頁
、
大
橋
・
前
掲
注（
29
）一
二
八
頁
、
見
上
・
前
掲
注（
30
）五
二
頁
。

（
33
） 

更
に
、
こ
の
よ
う
な
計
画
活
動
を
、
⑴
計
画
内
容
そ
れ
自
体
、
⑵
計
画
の
策
定
手
続
、
⑶
計
画
決
定
行
為
、
⑷
計
画
の
実
施
活
動
等
様
々
な
要

素
に
区
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
藤
田
・
前
掲
注（
32
）三
三
一
頁
）。

（
34
） 

大
橋
・
前
掲
注（
29
）一
四
七
頁
。

（
五
四
六
）



行
政
計
画
の
統
制
に
関
す
る
問
題
点
の
省
察
（
長
谷
川
）

一
七
九

（
35
） 

宇
賀
克
也
『
行
政
法
概
説
Ⅰ
行
政
法
総
論
（
第
六
版
）』（
有
斐
閣
、
二
〇
一
七
年
）
三
〇
四
頁
、
大
橋
・
前
掲
注（
29
）一
四
七
頁
。

（
36
） 

具
体
的
に
は
、
都
市
地
域
に
つ
い
て
は
、
都
市
計
画
法
に
基
づ
く
都
市
計
画
区
域
及
び
準
都
市
計
画
区
域
が
規
制
対
象
と
な
り
、
他
そ
れ
ぞ
れ
、

農
業
地
域
に
関
し
て
は
農
業
振
興
地
域
の
整
備
に
関
す
る
法
律
、
森
林
地
域
に
関
し
て
は
森
林
法
、
自
然
公
園
地
域
に
関
し
て
は
自
然
公
園
法
、
そ

し
て
自
然
保
全
地
域
に
関
し
て
は
自
然
環
境
保
全
法
が
、
規
制
の
個
別
法
と
な
る
。

（
37
） 

安
本
・
前
掲
注（
18
）二
〇
頁
、
大
橋
・
前
掲
注（
29
）一
四
七
頁
。

（
38
） 

遠
藤
・
前
掲
注（
31
）五
二
頁
は
、「
公
益
と
は
超
越
的
に
与
え
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
て
、
あ
る
い
み
で
対
立
紛
争
と
協
力
協
調
と
の
間
の
妥

協
の
産
物
と
し
て
手
続
の
中
か
ら
生
み
出
さ
れ
て
く
る
」
と
説
明
し
て
い
る
。
ま
た
、
土
地
政
策
と
公
益
性
の
観
点
か
ら
、
規
制
行
政
の
場
面
で
は

権
利
利
益
の
侵
害
に
つ
い
て
公
益
上
の
理
由
が
必
要
で
あ
り
、
給
付
行
政
の
場
面
で
は
公
費
・
公
的
組
織
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
こ
と
の
公
益
上
の
理

由
が
必
要
で
あ
る
と
し
た
上
で
、
具
体
的
な
公
益
を
確
定
す
る
と
期
待
さ
れ
る
の
が
土
地
利
用
計
画
で
あ
る
と
す
る
論
者
も
い
る
（
西
谷
剛
「
土
地

政
策
の
系
譜
と
公
益
性
の
変
化
」
横
浜
国
際
経
済
法
学
一
〇
巻
一
号
（
二
〇
〇
一
年
）
一
一
頁
、
一
八
頁
）。

（
39
） 

大
橋
・
前
掲
注（
28
）一
五
〇
頁
。
規
範
的
・
命
令
的
計
画
（der norm

ative oder im
perative P

lan

）、
誘
導
的
計
画
（der infl uenzierte 

P
lan

）
及
び
指
示
的
・
情
報
的
計
画
（der indicative oder inform

ative P
lan

）
の
三
分
類
を
基
盤
と
す
る
分
け
方
で
あ
る
（
西
谷
・
前
掲
注

（
13
）二
一
頁
、
宮
田
・
前
掲
注（
31
）一
四
頁
）。
た
だ
し
、
こ
の
三
分
類
は
、
も
と
も
と
計
画
保
証
（die P

langew
ährleistung

）
を
分
析
す
る
際

に
定
立
さ
れ
た
点
に
留
意
が
必
要
で
あ
る
（
乙
部
哲
郎
「
国
家
計
画
の
変
更
と
信
頼
保
護
」
神
戸
学
院
法
学
六
巻
三
号
（
一
九
七
六
年
）
六
頁
、

O
ldiges, G

rundlagen eines P
langew

ährleistungsrechts, 1970 S
 91-93

）。

（
40
） 

平
成
六
年
最
判
は
、「
区
域
内
の
個
人
の
権
利
義
務
に
対
し
て
具
体
的
な
変
動
を
与
え
る
と
い
う
法
律
上
の
効
果
を
伴
う
も
の
で
は
な
く
、
抗

告
訴
訟
の
対
象
と
な
る
処
分
に
は
当
た
ら
な
い
」
と
述
べ
る
に
と
ど
ま
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
非
完
結
型
の
土
地
区
画
整
理
事
業
計
画
の
処
分
性

を
否
定
し
た
旧
来
の
青
写
真
判
決
と
、
完
結
型
の
用
途
地
域
指
定
の
処
分
性
を
否
定
し
た
最
判
昭
和
五
七
年
四
月
二
二
日
民
集
三
六
巻
四
号
七
〇
五

頁
の
経
過
か
ら
、
当
時
と
し
て
は
当
然
の
結
論
で
あ
っ
た
と
の
評
価
も
あ
る
（
武
田
真
一
郎
「
地
区
計
画
と
抗
告
訴
訟
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
臨
時
増
刊

一
〇
六
八
号
（
平
成
六
年
重
判
解
）
三
四
頁
）。

（
41
） 

地
区
計
画
決
定
の
処
分
性
を
否
定
し
た
事
例
と
し
て
、
平
成
二
〇
年
地
判
の
ほ
か
、
東
京
地
判
平
成
二
五
年
二
月
二
八
日
（L

E
X
/D
B

文
献

（
五
四
七
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
三
号
（
二
〇
一
八
年
十
二
月
）

一
八
〇

番
号
二
五
五
一
〇
七
一
四
）
が
あ
る
。

（
42
） 

昭
和
五
九
年
最
判
は
、
具
体
的
な
理
由
付
け
を
掲
げ
て
い
な
い
。
原
告
ら
の
控
訴
を
棄
却
し
た
原
審
（
大
阪
高
判
昭
和
五
八
年
一
二
月
二
一
日

判
自
三
号
一
〇
〇
頁
）
は
、
第
一
審
（
神
戸
地
判
昭
和
五
七
年
四
月
二
八
日
訟
月
二
八
巻
七
号
一
四
五
七
頁
）
の
理
由
付
け
を
ほ
ぼ
踏
襲
し
た
上
で
、

「
建
築
制
限
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
建
築
物
の
建
築
に
つ
き
行
政
庁
の
許
可
を
申
請
す
る
こ
と
を
要
す
る
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の

段
階
で
は
行
政
庁
の
態
度
は
未
定
で
あ
り
、
具
体
的
に
は
そ
の
申
請
が
あ
つ
た
場
合
に
こ
れ
に
対
す
る
行
政
庁
の
行
為
（
不
許
可
）
に
よ
つ
て
制
限

の
効
果
が
生
ず
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
都
市
計
画
決
定
の
告
示
に
よ
る
建
築
行
為
等
の
制
限
は
な
お
一
般
的
抽
象
的
な
性
質
の
も
の
と

い
わ
ざ
る
を
え
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
。
第
一
審
は
、「
市
街
地
再
開
発
事
業
は
、
こ
れ
を
全
体
と
し
て
み
れ
ば
、
施
行
区
域
内
の
土
地
、
建
物
の

所
有
者
等
の
権
利
に
重
大
な
変
動
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
も
の
の
、「
都
市
計
画
決
定
は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
、

特
定
の
地
域
に
つ
い
て
都
市
計
画
と
し
て
市
街
地
再
開
発
事
業
を
施
行
す
る
こ
と
を
決
め
、
爾
後
進
展
す
る
手
続
の
基
本
と
な
る
事
項
を
一
般
的
抽

象
的
に
定
め
る
に
す
ぎ
な
い
も
の
で
あ
つ
て
、
そ
れ
は
も
と
よ
り
特
定
の
個
人
を
対
象
と
し
て
な
さ
れ
る
も
の
で
は
な
」
く
、「
個
人
の
法
律
上
の

地
位
な
い
し
権
利
義
務
に
影
響
を
与
え
る
よ
う
な
性
質
の
も
の
で
は
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
り
、
ま
た
、
特
に
そ
の
段
階
で
取
消
訴
訟
を
提
起
し
う

る
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
法
律
の
規
定
も
存
し
な
い
か
ら
、
そ
れ
は
取
消
訴
訟
の
対
象
と
な
る
処
分
に
は
当
ら
な
い
」
と
し
て
、
処
分
性
を
否
定
し

て
い
る
。

（
43
） 

第
一
種
市
街
地
再
開
発
事
業
に
係
る
都
市
計
画
決
定
の
処
分
性
を
否
定
し
た
事
例
と
し
て
、
平
成
二
〇
年
地
判
の
ほ
か
、
東
京
地
判
平
成
二
八

年
四
月
五
日
（L

E
X
/D
B

文
献
番
号
二
五
五
三
六
三
四
二
）
が
あ
る
。

（
44
） 

平
成
二
〇
年
地
判
の
ほ
か
、
確
認
の
利
益
を
否
定
し
た
近
時
の
事
例
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

⑴
大
阪
高
判
平
成
二
四
年
九
月
二
八
日
（L

E
X
/D
B

文
献
番
号
二
五
四
八
三
一
二
八
）

都
市
計
画
道
路
の
変
更
決
定
に
つ
い
て
、
計
画
変
更
後
の
道
路
区
域
内
又
は
そ
の
周
辺
に
居
住
す
る
者
ら
が
、
計
画
変
更
が
違
法
で
あ
る
こ
と
の

確
認
を
求
め
た
事
例
。

⑵
東
京
地
判
平
成
二
七
年
一
一
月
一
七
日
（
裁
判
所
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
）
及
び
こ
の
控
訴
審
で
あ
る
東
京
高
判
平
成
二
八
年
四
月
二
八
日
（
裁
判
所

ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
）

（
五
四
八
）



行
政
計
画
の
統
制
に
関
す
る
問
題
点
の
省
察
（
長
谷
川
）

一
八
一

都
市
計
画
区
域
内
に
居
住
す
る
者
が
、
都
市
計
画
が
違
法
で
あ
る
こ
と
、
建
築
制
限
を
受
け
な
い
地
位
に
あ
る
こ
と
、
及
び
都
市
計
画
決
定
の
廃

止
手
続
を
と
ら
な
い
こ
と
の
違
法
確
認
を
求
め
た
事
例
（
他
に
、
都
市
計
画
決
定
の
無
効
確
認
及
び
都
市
計
画
の
廃
止
手
続
を
求
め
る
訴
え
も
提
起

し
て
い
た
。）。

（
45
） 
安
本
・
前
掲
注（
18
）七
二
頁
、
ヴ
ェ
ン
フ
リ
ー
ト
・
ブ
ロ
ー
ム
／
大
橋
洋
一
『
都
市
計
画
法
の
比
較
研
究
│
日
独
比
較
を
中
心
と
し
て
』（
日

本
評
論
社
、
一
九
九
五
年
）
三
三
九
頁
以
下
。

（
46
） 

地
区
計
画
は
、
他
の
都
市
計
画
、
市
街
化
区
域
や
用
途
地
域
の
上
に
重
複
し
て
掛
け
ら
れ
、
一
般
的
規
制
に
加
え
て
地
区
計
画
の
規
制
を
加
え

る
構
造
と
な
っ
て
い
る
（
山
下
淳
「
地
区
計
画
の
法
的
性
質
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
増
刊
行
政
法
の
争
点
（
新
版
）（
一
九
九
〇
年
）
二
九
六
頁
）。
ま
た
、

地
区
計
画
制
度
に
つ
い
て
は
、
藤
原
淳
一
郎
「
都
市
計
画
法
上
の
地
区
計
画
決
定
・
告
示
の
処
分
性
」
判
評
四
三
五
号
二
一
頁
（
判
時
一
五
二
一
号

一
八
三
頁
〔
一
九
九
五
年
〕）
に
詳
述
さ
れ
て
い
る
。

（
47
） 

都
市
計
画
決
定
の
法
的
性
質
に
つ
い
て
、
西
谷
剛
「
都
市
計
画
決
定
の
法
的
性
質
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
増
刊
行
政
法
の
争
点
（
新
版
）（
一
九
九
〇

年
）
二
七
八
頁
参
照
。
ま
た
、
市
街
地
再
開
発
事
業
の
流
れ
に
つ
い
て
、
ブ
ロ
ー
ム
／
大
橋
・
前
掲
注（
45
）三
六
八
頁
以
下
参
照
。

（
48
） 

こ
れ
に
対
し
て
、
第
二
種
市
街
地
再
開
発
事
業
で
は
、
任
意
買
収
と
公
用
収
用
の
方
法
が
用
い
ら
れ
る
。
第
二
種
市
街
地
再
開
発
事
業
の
事
業

計
画
の
決
定
に
処
分
性
を
認
め
た
の
が
、
最
判
平
成
四
年
一
一
月
二
六
日
民
集
四
六
巻
八
号
二
六
五
八
頁
で
あ
る
。

（
49
） 

第
一
種
市
街
地
再
開
発
事
業
に
お
け
る
公
用
権
利
変
換
を
狭
義
の
公
用
権
利
変
換
と
し
て
把
握
し
、
公
用
換
地
と
合
わ
せ
て
言
わ
ば
広
義
の
公

用
権
利
変
換
と
位
置
付
け
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
広
義
の
公
用
権
利
変
換
と
相
対
す
る
手
法
は
、
収
用
で
あ
る
。

（
50
） 

櫻
井
・
橋
本
・
前
掲
注（
28
）二
七
七
頁
。

（
51
） 

こ
の
事
実
は
原
告
ら
の
主
張
に
掲
げ
ら
れ
た
事
実
で
あ
る
が
、
被
告
は
こ
の
事
実
を
争
っ
て
い
な
い
。

（
52
） 

古
崎
慶
長
「
昭
和
五
九
年
最
判
判
批
」
判
自
昭
和
六
〇
年
一
四
号
六
八
頁
。

（
53
） 

藤
原
・
前
掲
注（
46
）二
五
頁
。

（
54
） 

中
川
・
前
掲
注（
6
）二
二
頁
。

（
55
） 

橋
本
博
之
『
解
説
改
正
行
政
事
件
訴
訟
法
』（
二
〇
〇
四
年
、
弘
文
堂
）
八
四
頁
、
小
林
久
起
『
行
政
事
件
訴
訟
法
』（
二
〇
〇
四
年
、
商
事
法

（
五
四
九
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
三
号
（
二
〇
一
八
年
十
二
月
）

一
八
二

務
）
二
〇
三
頁
、
高
木
光
『
行
政
訴
訟
論
』（
二
〇
〇
五
年
、
有
斐
閣
）
七
九
頁
、
春
日
修
「
取
消
訴
訟
と
確
認
訴
訟
（
当
事
者
訴
訟
）
に
お
け
る

《
司
法
審
査
に
適
し
た
タ
イ
ミ
ン
グ
》
に
つ
い
て
」
愛
知
大
学
法
学
部
法
経
論
集
二
〇
三
号
（
二
〇
一
五
年
）
二
一
頁
。

（
56
） 
中
川
・
前
掲
注（
6
）七
頁
。

（
57
） 
中
川
・
前
掲
注（
6
）一
四
頁
。
新
堂
幸
次
『
新
民
事
訴
訟
法
（
第
五
版
）』（
二
〇
一
一
年
、
弘
文
堂
）
二
七
〇
頁
、
高
橋
宏
『
重
点
講
義
民
事

訴
訟
法
上
（
第
二
版
補
訂
版
）』（
二
〇
一
三
年
、
有
斐
閣
）
三
六
三
頁
。
大
阪
地
判
平
成
一
九
年
八
月
一
〇
日
判
タ
一
二
六
一
号
一
六
四
頁
も
、
道

路
交
通
法
違
反
に
基
づ
く
付
加
点
数
の
無
効
確
認
訴
訟
に
お
い
て
、
同
様
の
判
断
基
準
を
示
し
て
い
る
。

（
58
） 

春
日
修
「
確
認
訴
訟
（
当
事
者
訴
訟
）
の
利
用
場
面
と
確
認
の
利
益
」
愛
知
大
学
法
学
部
法
経
論
集
一
九
九
号
（
二
〇
〇
九
年
）
一
〇
九
頁
は
、

都
市
計
画
に
係
る
訴
訟
の
ほ
か
、
平
成
一
六
年
改
正
後
の
確
認
訴
訟
の
主
た
る
利
用
場
面
と
し
て
、
①
規
制
の
排
除
、
②
申
請
拒
否
等
の
予
防
的
排

除
、
③
受
給
の
確
保
、
及
び
④
権
限
行
使
の
要
求
を
措
定
し
て
分
析
し
て
い
る
。

（
59
） 

新
堂
・
前
掲
注（
57
）二
七
〇
頁
、
高
橋
・
前
掲
注（
57
）三
六
三
頁
。

（
60
） 

Ｘ
ら
が
不
動
産
を
所
有
し
て
い
る
の
は
決
定
①
に
係
る
地
区
計
画
の
区
域
内
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
原
告
適
格
に
つ
い
て
は
な
お
別
途
検
討
が
必

要
と
な
る
が
、
理
論
上
確
認
の
利
益
と
原
告
適
格
は
区
別
さ
れ
て
い
る
。
仮
に
本
件
で
、
裁
判
所
が
所
有
地
の
位
置
も
含
め
て
確
認
の
利
益
を
判
断

し
た
の
だ
と
し
て
も
、
そ
の
判
断
過
程
を
明
示
せ
ず
に
確
認
の
利
益
を
否
定
す
る
結
論
を
示
す
の
は
妥
当
で
な
い
。

（
61
） 

大
坪
丘
・
最
判
解
民
事
篇
（
平
成
一
一
年
度
）
八
頁
。

（
62
） 

髙
橋
・
前
掲
注（
57
）三
七
八
頁
以
下
。

（
63
） 

山
本
隆
司
「
訴
訟
類
型
・
行
政
行
為
・
法
関
係
」
民
商
法
雑
誌
一
三
〇
巻
四
・
五
号
（
二
〇
〇
四
年
）
六
四
四
頁
。

（
64
） 

小
早
川
光
郎
・
阿
部
泰
隆
・
芝
池
義
一
「
鼎
談
行
政
訴
訟
検
討
会
の
『
考
え
方
』
を
め
ぐ
っ
て
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
二
六
三
号
（
二
〇
〇
四
年
）

二
九
頁
（
阿
部
泰
隆
発
言
）。

（
65
） 

山
田
洋
「
確
認
訴
訟
の
行
方
」
法
律
時
報
七
七
巻
三
号
（
二
〇
〇
五
年
）
四
五
頁
。

（
66
） 

春
日
・
前
掲
注（
55
）二
三
頁
は
、
確
認
訴
訟
（
当
事
者
訴
訟
）
に
関
す
る
裁
判
例
が
確
認
の
利
益
を
認
め
る
の
に
依
拠
し
た
「
危
険
・
不
安
の

現
実
性
」
と
、
最
高
裁
判
所
が
判
例
に
お
い
て
処
分
性
を
拡
充
す
る
際
に
依
拠
し
た
当
該
行
為
の
「
実
質
的
効
果
」
の
間
に
あ
る
程
度
共
通
性
が
あ

（
五
五
〇
）



行
政
計
画
の
統
制
に
関
す
る
問
題
点
の
省
察
（
長
谷
川
）

一
八
三

る
と
指
摘
し
て
い
る
。

（
67
） 

中
川
丈
久
「
処
分
性
を
巡
る
最
高
裁
判
例
の
最
近
の
展
開
に
つ
い
て
」
藤
山
雅
行
・
村
田
斉
志
編
『
新
・
裁
判
実
務
大
系
二
五
巻　
行
政
争
訟

（
改
訂
版
）』（
青
林
書
院
、
二
〇
一
二
年
）
一
四
〇
頁
。

（
68
） 
高
木
光
「
救
済
拡
充
論
の
今
後
の
課
題
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
二
七
七
号
（
二
〇
〇
四
年
）
一
八
頁
は
、
平
成
二
〇
年
地
判
が
引
用
す
る
地
区
計
画

に
関
す
る
平
成
六
年
最
判
に
つ
い
て
、「
改
正
法
の
下
で
は
、
確
認
訴
訟
を
認
め
る
方
向
で
検
討
が
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
」
と
指
摘
し
て
い
る
。

（
69
） 

小
幡
純
子
・
判
評
五
七
三
号
九
頁
（
判
時
一
九
四
〇
号
一
七
九
頁
〔
二
〇
〇
六
年
〕）。

（
70
） 

交
告
尚
史
・
法
教
三
〇
四
号
（
二
〇
〇
六
年
）
一
七
二
頁
。

（
71
） 

東
京
都
市
計
画
都
市
高
速
鉄
道
第
九
号
線
に
係
る
都
市
計
画
に
つ
い
て
、
東
京
都
知
事
が
、
都
市
計
画
法
（
平
成
四
年
法
律
八
二
号
に
よ
る
改

正
前
の
も
の
）
二
一
条
二
項
が
準
用
す
る
同
法
一
八
条
一
項
に
基
づ
く
変
更
を
行
い
、
平
成
五
年
二
月
一
日
付
け
で
告
示
し
た
も
の
。

（
72
） 

見
上
崇
洋
「
判
批
」
民
商
法
雑
誌
一
三
六
巻
四
＝
五
号
（
二
〇
〇
七
年
）
六
〇
四
頁
。

（
73
） 

大
場
・
前
掲
注（
10
）六
一
頁
。

（
74
） B

V
erw
G
E
 B
d. 34, S

. 301. 

ゲ
マ
イ
ン
デ
の
建
設
詳
細
計
画
に
対
し
、
県
知
事
（der R

egierungspräsident

）
が
認
可
を
拒
否
し
た
た
め
、

ゲ
マ
イ
ン
デ
が
県
知
事
を
被
告
と
し
て
提
起
し
た
義
務
付
け
訴
訟
で
あ
る
（
芝
池
義
一
「
計
画
裁
量
概
念
の
一
考
察
」
広
岡
隆
・
高
田
敏
・
室
井
力

編
集
代
表
『
現
代
行
政
と
法
の
支
配
（
杉
村
敏
正
先
生
還
暦
記
念
）』（
有
斐
閣
、
一
九
七
六
年
）
一
九
一
頁
、
高
橋
滋
『
現
代
型
訴
訟
と
行
政
裁

量
』（
弘
文
堂
、
一
九
九
〇
年
）
四
二
頁
）。

（
75
） 

ド
イ
ツ
に
お
け
る
都
市
建
設
計
画
の
最
初
の
立
脚
点
は
、
一
八
六
八
年
に
定
め
ら
れ
た
バ
ー
デ
ン
地
方
道
路
法
（das B

adische 

O
rtsstraßengesetz

）
と
一
八
七
一
年
の
プ
ロ
イ
セ
ン
建
築
線
法
（das P

reußische F
luchtliniengesetz

）
で
あ
る
と
さ
れ
る
（
ブ
ロ
ー
ム
／

大
橋
・
前
掲
注（
45
）二
〇
頁
）。

（
76
） 

連
邦
建
設
法
は
、
一
九
七
六
年
八
月
一
八
日
の
法
律
に
よ
っ
て
改
正
さ
れ
、
改
正
法
は
一
九
七
七
年
一
月
一
日
に
施
行
さ
れ
た
。
こ
の
改
正
に

よ
っ
て
、
建
設
管
理
計
画
（die B

auleitpläne

）
の
策
定
に
お
い
て
考
慮
さ
れ
る
べ
き
事
項
が
明
記
さ
れ
る
な
ど
、
規
定
が
充
実
化
し
た
（
芝

池
・
前
掲
注（
74
）一
九
〇
頁
）。

（
五
五
一
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
三
号
（
二
〇
一
八
年
十
二
月
）

一
八
四

（
77
） 

連
邦
建
設
法
に
お
い
て
、
建
設
管
理
計
画
は
、
準
備
的
性
質
を
有
す
る
土
地
利
用
計
画
（der F

lächennutzungsplan

）
と
拘
束
力
を
有
す
る

建
設
詳
細
計
画
か
ら
な
る
と
定
め
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
計
画
は
、
ゲ
マ
イ
ン
デ
に
お
け
る
土
地
の
建
築
そ
の
他
の
利
用
を
準
備
し
指
導
す
る
も

の
で
あ
り
、
ゲ
マ
イ
ン
デ
に
よ
り
自
己
の
責
任
に
お
い
て
策
定
さ
れ
る
も
の
と
さ
れ
て
い
た
（
同
法
一
条
一
項
二
項
、
二
条
一
項
）。
な
お
、

F
lächennutzungsplan

は
Ｆ
プ
ラ
ン
、B

ebauungsplan

は
Ｂ
プ
ラ
ン
と
通
称
さ
れ
る
。
ま
た
、
訳
語
と
し
て
は
、B

auleitplan

を
「
都
市
建
設

計
画
」
と
す
る
論
稿
が
あ
り
（H

arm
ut D
ieterich

ほ
か
著　
阿
部
成
治
訳
『
西
ド
イ
ツ
の
都
市
計
画
制
度
│
建
築
の
秩
序
と
自
由
│
』（
学
芸
出
版

社
、
一
九
八
一
年
）
二
四
頁
）、
ま
た
、Bebauungsplan

を
「
地
区
詳
細
計
画
」
と
す
る
論
稿
が
あ
る
（
ブ
ロ
ー
ム
／
大
橋
・
前
掲
注（
45
）六
六
頁
、

大
橋
洋
一
『
都
市
空
間
制
御
の
法
理
論
』（
二
〇
〇
八
年
、
有
斐
閣
）
六
一
頁
、
湊
二
郎
「
建
設
管
理
計
画
の
衡
量
統
制
に
関
す
る
一
考
察
│
衡
量

過
程
の
統
制
を
中
心
に
│
」
近
畿
大
学
法
学
五
七
巻
二
号
（
二
〇
〇
九
年
）
九
六
頁
）。

（
78
） 

西
谷
・
前
掲
注（
13
）四
四
頁
、
遠
藤
・
前
掲
注（
31
）八
八
頁
、
宮
田
・
前
掲
注（
31
）八
七
頁
、
及
び
芝
池
・
前
掲
注（
74
）一
九
一
頁
。

（
79
） B

verw
G
E
 B
d. 45, S

. 309.

（
80
） 

な
お
、
こ
の
二
つ
の
判
決
が
出
さ
れ
た
後
、
建
設
詳
細
計
画
は
、
一
九
七
六
年
の
行
政
裁
判
所
法
改
正
に
よ
り
連
邦
全
域
に
お
い
て
上
級
行
政

裁
判
所
に
よ
る
規
範
統
制
（die N
orm
enkontrolle

）
の
対
象
と
さ
れ
た
（
湊
・
前
掲
注（
77
）九
四
頁
）。

（
81
） 

計
画
高
権
と
は
、
生
存
配
慮
の
枠
内
に
お
け
る
給
付
な
ど
他
の
多
く
の
明
示
さ
れ
て
い
な
い
自
治
行
政
事
務
と
並
ん
で
、
自
己
の
市
町
村
領
域

内
の
地
域
計
画
策
定
は
不
可
欠
な
も
の
と
し
て
、
市
町
村
の
自
治
行
政
事
務
に
属
す
る
こ
と
を
い
う
（
ブ
ロ
ー
ム
／
大
橋
・
前
掲
注（
45
）九
五
頁
）。

（
82
） B

V
erw
G
E
 B
d. 34, S

. 304.

（
83
） 

湊
・
前
掲
注（
77
）一
二
四
頁
。

（
84
） 

山
本
隆
司
「
行
政
訴
訟
に
関
す
る
外
国
法
制
調
査
│
ド
イ
ツ
（
上
）」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
二
三
八
号
（
二
〇
〇
三
年
）
八
六
頁
、
湊
二
郎
「
都
市

計
画
を
争
う
訴
訟
の
現
状
と
課
題
」
立
命
館
法
学
二
〇
一
七
年
四
号
（
三
七
四
号
）
一
頁
。

（
85
） 

司
法
研
修
所
『
ド
イ
ツ
に
お
け
る
行
政
裁
判
制
度
の
研
究
』（
法
曹
会
、
二
〇
〇
〇
年
）
一
九
七
頁
。

（
86
） 

ブ
ロ
ー
ム
／
大
橋
・
前
掲
注（
45
）一
四
六
頁
以
下
、
財
団
法
人
都
市
計
画
協
会
都
市
計
画
争
訟
研
究
会
『
都
市
計
画
争
訟
研
究
報
告
書
』

（
二
〇
〇
六
年
）
三
〇
頁
。

（
五
五
二
）



行
政
計
画
の
統
制
に
関
す
る
問
題
点
の
省
察
（
長
谷
川
）

一
八
五

（
87
） 

ブ
ロ
ー
ム
／
大
橋
・
前
掲
注（
45
）一
一
一
頁
。

（
88
） 

ブ
ロ
ー
ム
／
大
橋
・
前
掲
注（
45
）一
三
二
頁
。

（
89
） 
ブ
ロ
ー
ム
／
大
橋
・
前
掲
注（
45
）一
四
一
頁
以
下
、
湊
・
前
掲
注（
77
）九
三
頁
以
下
。

（
90
） 
ブ
ロ
ー
ム
／
大
橋
・
前
掲
注（
45
）一
三
九
頁
。

（
91
） 

大
橋
・
前
掲
注（
77
）一
〇
六
頁
、
湊
・
前
掲
注（
84
）一
三
頁
。

（
92
） 

大
橋
・
前
掲
注（
77
）一
〇
六
頁
。

（
93
） 

西
谷
・
前
掲
注（
13
）五
一
頁
。

（
94
） 

友
岡
史
仁
「
行
政
裁
量
と
そ
の
統
制
基
準
」
小
早
川
光
郎
・
青
栁
馨
編
著
『
論
点
体
系
判
例
行
政
法
2
』（
第
一
法
規
、
二
〇
一
七
年
）

四
八
一
頁
。

（
95
） 

川
崎
興
太
「
計
画
裁
量
の
司
法
的
統
制
と
都
市
計
画
訴
訟
制
度
及
び
都
市
計
画
制
度
の
再
構
築
に
向
け
た
検
討
課
題
│
伊
東
市
都
市
計
画
道
路

変
更
決
定
事
件
東
京
高
裁
判
決
を
素
材
と
し
て
│
」
日
本
都
市
計
画
学
会
都
市
計
画
論
文
集
四
三
巻
二
号
（
二
〇
〇
八
年
）
三
〇
頁
。

（
96
） 

川
崎
・
前
掲
注（
95
）三
一
頁
は
、
平
成
一
七
年
高
判
に
基
づ
い
て
、
主
張
立
証
責
任
の
枠
組
み
、
都
市
計
画
訴
訟
制
度
及
び
都
市
計
画
制
度
の

再
構
築
に
向
け
た
課
題
を
多
角
的
に
考
察
し
て
い
る
。

（
97
） 

安
本
・
前
掲
注（
18
）三
頁
。

（
98
） 

財
団
法
人
都
市
計
画
協
会
都
市
計
画
争
訟
研
究
会
・
前
掲
注（
86
）。

（
99
） 

財
団
法
人
都
市
計
画
協
会
都
市
計
画
争
訟
研
究
会
・
前
掲
注（
86
）一
一
頁
。

（
100
） 

大
橋
洋
一
「
都
市
計
画
の
法
的
性
格
」
自
治
研
究
八
六
巻
八
号
（
二
〇
一
〇
年
）
一
二
頁
。

（
101
） 

国
土
交
通
省
都
市
・
地
域
整
備
局
都
市
計
画
課
『
人
口
減
少
社
会
に
対
応
し
た
都
市
計
画
争
訟
の
あ
り
方
に
関
す
る
調
査
業
務
報
告
書
』

（
二
〇
〇
九
年
）。

（
102
） 

項
目
と
し
て
は
、
以
下
の
八
項
目
に
重
点
を
置
い
て
検
証
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
①
審
査
庁
、
②
不
服
申
立
適
格
、
③
不
服
申
立
期
間
、
④

審
理
手
続
、
⑤
執
行
停
止
、
⑥
裁
決
の
内
容
、
⑦
裁
決
の
効
力
、
及
び
⑧
裁
決
取
消
判
決
の
効
力
で
あ
る
。

（
五
五
三
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
三
号
（
二
〇
一
八
年
十
二
月
）

一
八
六

（
103
） 

国
土
交
通
省
都
市
・
地
域
整
備
局
都
市
計
画
課
・
前
掲
注（
101
）一
二
頁
。

（
104
） 

日
本
弁
護
士
連
合
会
『
行
政
事
件
訴
訟
法
第
二
次
改
正
法
案
』（https://w

w
w
.nichibenren.or.jp/library/ja/opinion/report/

data/2012/opinion_120615_2.pdf

）。

（
105
） 
高
橋
滋
編
『
改
正
行
訴
法
の
施
行
状
況
の
検
証
』（
商
事
法
務
、
二
〇
一
三
年
）。

（
106
） 

高
橋
・
前
掲
注（
105
）四
六
六
頁
。

（
107
） 

高
橋
・
前
掲
注（
105
）四
七
七
頁
。

（
108
） 

大
橋
・
前
掲
注（
100
）一
三
頁
。

（
109
） 

大
橋
・
前
掲
注（
77
）一
三
頁
、
財
団
法
人
都
市
計
画
協
会
都
市
計
画
争
訟
研
究
会
・
前
掲
注（
86
）一
三
頁
、
国
土
交
通
省
都
市
・
地
域
整
備
局

都
市
計
画
課
・
前
掲
注（
101
）三
頁
。

（
110
） 

「
行
政
事
件
訴
訟
法
改
正
五
年
後
見
直
し
の
課
題
（
行
政
法
研
究
フ
ォ
ー
ラ
ム
│
第
二
次
行
政
訴
訟
制
度
改
革
の
必
要
性
⑷
・
完
）」
自
治
研
究

八
六
巻
一
〇
号
（
二
〇
一
〇
年
）
二
五
頁
の
大
橋
洋
一
発
言
で
は
「
司
法
研
修
所
で
都
市
計
画
訴
訟
に
つ
い
て
話
す
機
会
が
ご
ざ
い
ま
し
て
、
そ
の

と
き
に
、
あ
る
裁
判
官
の
方
が
、
裁
決
主
義
モ
デ
ル
に
高
い
評
価
を
与
え
て
く
だ
さ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
の
理
由
が
ど
こ
に
あ
る
の
か
と
い

い
ま
す
と
、
こ
の
モ
デ
ル
に
よ
れ
ば
、
行
政
過
程
の
と
こ
ろ
で
論
点
整
理
が
さ
れ
て
裁
判
所
に
来
る
と
い
う
点
で
す
」
と
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
他
の

訴
訟
類
型
に
な
い
裁
決
主
義
モ
デ
ル
の
長
所
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

（
111
） 

見
上
・
前
掲
注（
30
）六
五
頁
。

（
112
） 

田
村
達
之
「
行
政
計
画
の
処
分
性
に
関
す
る
一
考
察
│
市
町
村
農
業
振
興
地
域
整
備
計
画
を
素
材
と
し
て
│
」
磯
野
弥
生
ほ
か
編
『
現
代
行
政

訴
訟
の
到
達
点
と
展
望
（
宮
崎
良
夫
先
生
古
稀
記
念
論
文
集
）』（
日
本
評
論
社
、
二
〇
一
四
年
）
一
六
二
頁
。

（
113
） 

安
本
・
前
掲
注（
18
）五
六
頁
。

（
114
） 

安
本
・
前
掲
注（
18
）五
七
頁
。

（
115
） 

計
画
策
定
手
続
に
関
連
し
て
、
行
政
に
か
か
る
基
本
的
な
計
画
を
地
方
自
治
法
九
六
条
二
項
に
基
づ
き
議
会
の
議
決
す
べ
き
事
件
と
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
透
明
性
の
高
い
行
政
を
計
画
的
に
推
進
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
条
例
を
制
定
し
て
い
る
県
も
あ
る
（
宇
賀
・
前
掲
注（
35
）三
一
二

（
五
五
四
）



行
政
計
画
の
統
制
に
関
す
る
問
題
点
の
省
察
（
長
谷
川
）

一
八
七

頁
）。

（
116
） 

宇
賀
・
前
掲
注（
35
）三
〇
二
頁
。

（
117
） 
外
務
省
公
式
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
（
平
成
三
〇
年
六
月
二
九
日
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
開
設
）

（https://w
w
w
.m
ofa.go.jp/m

ofaj/gaiko/oda/sdgs/index.htm
l

）。

（
118
） 

環
境
省
公
式
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
（https://w

w
w
.env.go.jp/press/105414.htm

l

）。

（
五
五
五
）





行
政
手
続
に
お
け
る
手
続
的
瑕
疵
の
評
価
に
関
す
る
考
察
（
橋
本
）

一
八
九

行
政
手
続
に
お
け
る
手
続
的
瑕
疵
の
評
価
に
関
す
る
考
察

│
行
政
手
続
法
制
定
後
に
お
け
る
判
例
動
向
を
中
心
と
し
て

│

橋　
　

本　
　

直　
　

樹

一
．
は
じ
め
に

二
．
審
査
基
準
の
設
定
・
公
表
の
瑕
疵

三
．
理
由
の
提
示
の
瑕
疵

四
．
聴
聞
手
続
及
び
弁
明
手
続
の
瑕
疵

五
．
お
わ
り
に

論　

説

（
五
五
七
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
三
号
（
二
〇
一
八
年
十
二
月
）

一
九
〇

一
．
は
じ
め
に

行
政
手
続
法
は
、
行
政
処
分
、
行
政
指
導
、
届
出
及
び
命
令
等
制
定
に
関
す
る
手
続
を
規
定
し
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
手
続
に
瑕
疵
が

存
在
し
た
場
合
に
、
そ
の
瑕
疵
を
ど
の
よ
う
に
扱
い
、
ま
た
い
か
な
る
基
準
を
も
っ
て
手
続
的
瑕
疵
と
評
価
す
る
の
か
が
問
題
に
な
る
。

特
に
行
政
処
分
の
発
動
過
程
を
規
律
す
る
手
続
の
瑕
疵
は
、
こ
れ
が
行
政
処
分
の
瑕
疵
を
構
成
す
る
の
か
に
つ
い
て
議
論
が
あ
り
、
手
続

の
瑕
疵
と
行
政
処
分
の
効
力
と
の
関
係
性
に
関
す
る
問
題
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
き
た
（
1
）

。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
行
政
手
続
が
明
文
の
規
定
を

も
っ
て
整
備
さ
れ
て
い
る
と
い
う
明
文
規
定
の
存
否
の
視
点
が
関
係
し
て
お
り
、
行
政
手
続
法
の
制
定
意
義
と
そ
の
趣
旨
解
釈
に
基
づ
き
、

行
政
処
分
の
効
力
は
否
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
行
政
手
続
が
明
文
の
規
定
を
も
っ
て
整
備
さ
れ
て
い
る
場
合
、
行
政
機

関
は
行
政
過
程
に
お
い
て
履
践
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
行
為
規
範
が
予
め
明
示
さ
れ
て
お
り
（
2
）

、
ま
た
行
政
手
続
法
は
、
そ
の
規
定
を
通
じ

て
国
民
の
権
利
利
益
の
保
護
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
行
政
機
関
が
当
該
手
続
規
範
に
強
く
拘
束
さ
れ
る
こ
と
は

も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
行
政
活
動
の
法
適
合
性
を
審
査
す
る
裁
判
所
に
お
い
て
も
、
行
政
過
程
に
お
い
て
法
の
要
求
す
る
手
続
の
履
践
が
果

た
さ
れ
た
の
か
を
厳
格
に
審
査
し
、
そ
こ
に
不
備
が
あ
る
場
合
に
は
行
政
手
続
法
の
実
効
性
の
担
保
と
し
て
、
行
政
処
分
の
効
力
を
否
定

す
る
こ
と
は
、
法
を
司
る
裁
判
所
と
し
て
の
当
然
の
職
務
と
さ
れ
る
こ
と
に
由
来
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
行
政
手
続
法
が
整
備
さ
れ
て
い

る
現
在
、
行
政
処
分
が
、
同
法
の
規
定
す
る
手
続
規
制
に
反
し
て
違
法
に
行
わ
れ
た
場
合
、
そ
れ
は
処
分
の
瑕
疵
を
構
成
す
る
こ
と
に
な

ろ
う
。

し
か
し
、
手
続
の
瑕
疵
が
処
分
の
瑕
疵
を
構
成
す
る
こ
と
は
、
行
政
処
分
の
発
動
過
程
に
手
続
の
瑕
疵
さ
え
存
す
れ
ば
、
直
ち
に
処
分

の
効
力
が
否
定
さ
れ
、
当
該
処
分
の
違
法
性
を
め
ぐ
る
争
訟
の
審
理
過
程
に
お
い
て
当
該
処
分
が
た
と
え
実
体
的
に
適
法
で
あ
っ
た
と
し

（
五
五
八
）



行
政
手
続
に
お
け
る
手
続
的
瑕
疵
の
評
価
に
関
す
る
考
察
（
橋
本
）

一
九
一

て
も
、
当
該
処
分
は
取
消
さ
れ
る
た
め
、
行
政
目
的
の
早
期
実
現
が
妨
げ
ら
れ
、
行
政
経
済
に
反
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
そ
の
一
方

で
、
行
政
手
続
法
は
、
処
分
の
利
害
関
係
者
に
対
し
て
種
々
の
権
利
利
益
を
付
与
し
て
い
る
こ
と
か
ら
（
3
）

、
手
続
の
瑕
疵
を
軽
視
し
て
、
処

分
の
効
力
を
維
持
す
る
こ
と
は
、
か
か
る
権
利
利
益
の
侵
害
を
放
置
す
る
こ
と
に
な
る
た
め
、
決
し
て
看
過
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ

の
た
め
、
行
政
手
続
法
に
規
定
さ
れ
て
い
る
手
続
の
瑕
疵
が
ど
ん
な
に
微
細
な
も
の
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
が
手
続
的
瑕
疵
と
評
価
さ
れ
、

処
分
の
効
力
を
否
定
す
る
論
拠
た
り
得
る
の
か
が
問
題
と
な
る
。

し
た
が
っ
て
本
稿
で
は
、
行
政
手
続
法
に
規
定
さ
れ
た
主
要
手
続
で
あ
る
審
査
基
準
の
設
定
・
公
表
、
理
由
の
提
示
、
聴
聞
及
び
弁
明

手
続
、
文
書
閲
覧
に
お
け
る
不
備
が
い
か
な
る
場
合
に
手
続
的
瑕
疵
と
評
価
さ
れ
る
の
か
に
つ
い
て
、
行
政
手
続
法
制
定
下
に
お
け
る
最

高
裁
判
例
及
び
下
級
審
裁
判
例
を
中
心
に
判
例
分
析
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。

二
．
審
査
基
準
の
設
定
・
公
表
の
瑕
疵

⑴　

審
査
基
準
の
設
定
・
公
表
の
意
義

行
政
手
続
法
五
条
一
項
は
、
法
令
に
基
づ
く
申
請
に
対
し
て
応
答
と
し
て
な
さ
れ
る
許
可
、
認
可
、
免
許
等
の
申
請
人
に
何
ら
か
の
利

益
を
付
与
す
る
処
分
を
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
審
査
基
準
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
規
定
す
る
。
こ
れ
は
、
一
般
的
に
許
認
可
等
の

要
件
を
規
定
し
て
い
る
法
令
の
定
め
は
、
行
政
庁
が
柔
軟
か
つ
臨
機
応
変
な
処
理
を
可
能
に
す
る
た
め
、
抽
象
的
で
不
確
定
な
表
現
を
用

い
て
、
法
令
の
解
釈
、
認
定
事
実
の
評
価
と
い
っ
た
要
件
裁
量
、
ま
た
行
為
裁
量
、
選
択
裁
量
を
授
権
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
行
政
庁
に

は
広
範
な
裁
量
が
認
め
ら
れ
、
許
認
可
等
を
求
め
る
申
請
人
の
側
か
ら
す
る
と
自
己
の
申
請
通
り
に
許
認
可
等
が
な
さ
れ
る
か
ど
う
か
予

（
五
五
九
）



日
本
法
学　

第
八
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四
巻
第
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号
（
二
〇
一
八
年
十
二
月
）

一
九
二

測
が
つ
か
な
い
、
あ
る
い
は
不
明
確
な
法
令
の
規
定
に
従
っ
て
行
政
庁
が
判
断
す
る
場
合
に
は
、
処
分
の
公
正
性
が
疑
わ
れ
る
こ
と
に
な

る
。
こ
の
た
め
行
政
手
続
法
は
、
申
請
に
よ
り
求
め
ら
れ
た
許
認
可
等
を
す
る
か
ど
う
か
を
そ
の
法
令
の
定
め
に
従
っ
て
判
断
す
る
た
め

に
必
要
と
さ
れ
る
審
査
基
準
を
定
め
る
こ
と
を
義
務
付
け
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
り
行
政
庁
は
、
原
則
と
し
て
当
該
基
準
に
沿
っ
て
許
認
可

等
を
行
う
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
裁
量
判
断
が
規
律
さ
れ
、
恣
意
が
排
除
さ
れ
、
申
請
の
公
正
な
処
理
が
保
障
さ
れ
る
こ
と
に

な
る
。
こ
の
審
査
基
準
に
つ
い
て
、
行
政
手
続
法
五
条
三
項
は
、
行
政
上
特
別
の
支
障
が
あ
る
と
き
を
除
き
、
公
に
し
て
お
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
申
請
人
に
は
許
認
可
等
の
申
請
に
あ
た
っ
て
ど
の
よ
う
な
準
備
を
行
い
、
許
認
可
等
の
要
件
と
な
っ

て
い
る
事
実
、
事
情
が
何
で
あ
る
の
か
を
事
前
に
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
、
許
認
可
等
が
な
さ
れ
る
か
否
か
に
つ
い
て
の
予
測
可
能
性
が

与
え
ら
れ
、
さ
ら
に
こ
れ
を
通
じ
て
行
政
庁
の
審
査
過
程
が
明
ら
か
と
な
る
た
め
、
透
明
性
の
向
上
が
期
待
で
き
る
（
4
）

。

⑵　

手
続
的
瑕
疵
の
評
価

か
か
る
機
能
を
有
す
る
審
査
基
準
の
設
定
あ
る
い
は
公
表
に
完
全
な
る
不
備
が
あ
れ
ば
、
審
査
過
程
に
お
け
る
公
正
と
透
明
性
が
害
さ

れ
、
ま
た
申
請
人
の
予
測
可
能
性
が
失
わ
れ
る
こ
と
か
ら
、
手
続
的
瑕
疵
に
値
し
、
こ
れ
に
基
づ
く
行
政
処
分
は
そ
の
効
力
が
否
定
さ
れ

る
べ
き
と
い
え
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
行
政
手
続
法
五
条
一
項
は
「
審
査
基
準
を
定
め
る
も
の
と
す
る
」
と
の
文
言
か
ら
各
種
の
許
認
可
等
の
申
請
の
す
べ

て
に
お
い
て
、
審
査
基
準
を
定
め
る
こ
と
を
要
求
し
て
い
る
と
は
解
さ
れ
な
い
（
5
）

。
法
令
に
お
い
て
す
で
に
そ
の
要
件
等
が
で
き
る
限
り
具

体
的
か
つ
明
確
に
定
め
ら
れ
て
い
る
場
合
、
法
令
が
定
め
た
内
容
以
上
に
具
体
的
基
準
を
設
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
、
あ
る
い
は
許

認
可
等
の
性
質
上
、
個
々
の
申
請
に
つ
い
て
個
別
具
体
的
な
判
断
を
せ
ざ
る
を
得
な
い
場
合
な
ど
、
審
査
基
準
を
設
定
し
な
い
こ
と
に
つ

（
五
六
〇
）



行
政
手
続
に
お
け
る
手
続
的
瑕
疵
の
評
価
に
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す
る
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（
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本
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一
九
三

き
合
理
的
な
理
由
が
存
在
す
れ
ば
、
設
定
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
す
べ
て
手
続
的
瑕
疵
に
な
る
わ
け
で
は
な
い
。
ま
た
同
法
五
条
三
項
は
、

設
定
し
た
審
査
基
準
は
行
政
上
特
別
の
支
障
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
公
に
す
る
こ
と
を
義
務
づ
け
て
い
る
が
、
い
か
な
る
場
合
に
行
政
上

特
別
の
支
障
に
当
た
る
の
か
も
定
か
で
は
な
い
。
こ
の
た
め
こ
れ
ら
の
手
続
に
不
備
が
あ
っ
た
場
合
に
、
い
か
な
る
瑕
疵
を
も
っ
て
手
続

的
瑕
疵
と
評
価
す
る
の
か
が
問
題
と
な
る
。

●
判
例
研
究

こ
れ
ら
を
争
点
と
し
た
裁
判
例
と
し
て
、
審
査
基
準
の
設
定
の
瑕
疵
に
つ
い
て
は
、
A
那
覇
地
判
平
成
二
〇
年
三
月
一
一
日
（
判
時

二
〇
五
六
号
五
六
頁
）、
審
査
基
準
の
公
表
の
瑕
疵
に
つ
い
て
は
、
B
東
京
高
判
平
成
一
三
年
六
月
一
四
日
（
判
時
一
七
五
七
号
五
一
頁
）
が

あ
る
。
な
お
両
判
決
は
、
審
査
基
準
の
設
定
あ
る
い
は
公
表
に
お
け
る
不
備
を
手
続
的
瑕
疵
と
評
価
し
、
こ
れ
を
理
由
に
処
分
を
取
消
し

て
い
る
。

A
は
、
行
政
財
産
の
目
的
外
使
用
の
許
可
等
に
つ
い
て
は
、「
特
定
の
者
に
不
当
な
利
益
を
与
え
た
り
、
又
は
特
定
の
者
が
不
当
な
不

利
益
を
受
け
た
り
す
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
、
行
政
庁
の
恣
意
を
排
し
、
不
公
正
な
取
扱
い
が
さ
れ
る
こ
と
を
防
止
す
る
必
要

が
高
く
、
審
査
基
準
の
設
定
と
そ
の
公
表
の
必
要
性
は
高
い
」
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
地
方
自
治
法
二
三
八
条
の
四
第
七
項
の
規
定
、
及

び
那
覇
港
管
理
組
合
港
湾
施
設
管
理
条
例
の
規
定
を
具
体
化
し
た
審
査
基
準
を
設
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
い
る
。
本
件
で
は
、

地
方
自
治
法
の
規
定
及
び
管
理
条
例
の
規
定
そ
れ
自
体
が
、
許
可
基
準
に
つ
い
て
具
体
的
な
指
針
を
示
し
て
い
な
い
こ
と
、
そ
し
て
本
件

処
分
の
性
質
に
照
ら
し
、
行
政
庁
の
恣
意
を
排
除
す
べ
き
必
要
性
が
高
い
こ
と
を
理
由
に
手
続
的
瑕
疵
と
し
て
い
る
と
解
さ
れ
る
。
ま
た

B
は
、
審
査
基
準
を
公
表
し
な
い
こ
と
に
つ
い
て
、
行
政
上
特
別
の
支
障
が
な
い
こ
と
の
主
張
も
立
証
も
な
い
こ
と
、
そ
し
て
公
に
し
て

（
五
六
一
）
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一
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四

い
た
と
い
う
事
実
が
な
い
こ
と
を
理
由
に
行
政
手
続
法
五
条
三
項
に
違
反
す
る
手
続
的
瑕
疵
だ
と
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
本
件
認
定
基

準
が
行
政
内
部
に
お
い
て
存
在
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
し
て
こ
れ
を
公
に
す
る
こ
と
に
対
し
て
行
政
上
特
別
の
支
障
が
な
い
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
そ
の
存
在
を
知
ら
な
い
申
請
者
に
対
し
て
そ
の
存
在
を
教
示
す
る
な
ど
し
て
公
に
す
る
こ
と
を
怠
っ
た
こ
と
が
ゆ
え
の
手
続

的
瑕
疵
と
し
て
い
る
（
6
）

。

し
か
し
審
査
基
準
の
設
定
に
関
し
て
は
、
仙
台
高
判
平
成
一
八
年
一
月
一
九
日
（
Ｌ
Ｅ
Ｘ
／
Ｄ
Ｂ
二
八
一
一
〇
七
九
八
）
は
、「
法
令
の
定

め
が
あ
る
程
度
具
体
的
で
あ
り
、
審
査
基
準
の
定
め
が
な
く
と
も
、
行
政
庁
の
許
認
可
等
の
透
明
性
と
公
正
さ
を
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
、

適
切
・
公
正
な
処
理
に
つ
い
て
さ
ほ
ど
支
障
を
来
さ
な
い
よ
う
な
場
合
に
は
、
審
査
基
準
の
定
め
の
有
無
は
、
当
該
許
認
可
等
に
つ
い
て

違
法
を
招
来
す
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
」
と
し
、
農
業
振
興
地
域
の
整
備
に
関
す
る
法
律
一
五
条
の
二
第
四
項
一
号
の
規

定
は
、
不
許
可
の
要
件
を
あ
る
程
度
具
体
的
に
定
め
て
い
る
と
い
え
、
不
許
可
要
件
に
該
当
す
る
か
否
か
は
、
開
発
行
為
の
客
観
的
性
質

等
に
照
ら
し
比
較
的
容
易
に
判
断
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
行
政
庁
の
恣
意
が
入
る
余
地
は
少
な
く
、
審
査
基
準
の
定
め
が
な
く
と
も
、
行

政
庁
の
許
認
可
等
の
処
分
の
透
明
性
と
公
正
さ
を
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
、
適
切
・
公
正
な
処
理
に
つ
い
て
さ
ほ
ど
支
障
を
来
さ
な
い
と

判
示
す
る
。
ま
た
和
歌
山
地
判
平
成
一
四
年
九
月
一
〇
日
（
Ｌ
Ｅ
Ｘ
／
Ｄ
Ｂ
二
八
〇
七
二
七
六
二
）
は
、
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す

る
法
律
七
条
三
項
二
号
（
当
時
）
に
い
う
「
そ
の
申
請
の
内
容
が
一
般
廃
棄
物
処
理
計
画
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
」
と
の
要
件
は
、

許
可
権
者
に
専
門
技
術
的
政
策
的
判
断
が
尊
重
さ
れ
る
広
範
な
裁
量
権
を
委
ね
る
も
の
で
、
具
体
的
な
基
準
を
定
め
る
こ
と
は
困
難
で

あ
っ
て
、
基
本
的
な
方
針
や
考
慮
事
項
を
定
め
る
こ
と
が
可
能
と
ま
で
は
い
え
な
い
と
判
示
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
裁
判
例
に
反
し
て
、
大
阪
地
判
平
成
一
四
年
六
月
二
八
日
（
Ｌ
Ｅ
Ｘ
／
Ｄ
Ｂ
二
八
〇
七
二
一
六
四
）
は
、
東
大
阪
市
保
育
所

措
置
条
例
に
は
、
保
育
に
欠
け
る
児
童
か
否
か
を
判
断
す
る
に
当
た
っ
て
一
定
の
基
準
を
示
し
て
い
る
が
、
保
育
所
の
定
員
が
不
足
し
て

（
五
六
二
）
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い
る
た
め
保
育
に
欠
け
る
児
童
全
員
を
入
所
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
い
ず
れ
の
児
童
を
入
所
さ
せ
る
べ
き
か
を
判
断
す
る
た
め

の
基
準
を
示
す
も
の
で
は
な
い
か
ら
、
上
記
条
例
が
存
在
す
る
こ
と
を
も
っ
て
保
育
所
に
入
所
さ
せ
る
か
ど
う
か
の
審
査
基
準
が
定
め
ら

れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
と
判
示
し
て
い
る
。

許
認
可
等
に
当
た
っ
て
そ
の
拠
り
所
と
な
る
審
査
基
準
は
、
確
か
に
前
記
裁
判
例
が
指
摘
す
る
よ
う
に
個
々
の
法
令
に
よ
り
、
ま
た
処

分
の
性
質
や
内
容
ご
と
に
種
々
様
々
あ
り
う
る
こ
と
は
当
然
で
あ
っ
て
、
ま
た
高
度
の
裁
量
が
行
政
庁
に
認
め
ら
れ
て
い
る
場
合
に
は
個

別
具
体
的
な
判
断
と
な
ら
ざ
る
を
得
ず
、
許
認
可
等
の
要
件
と
な
る
事
項
に
つ
い
て
一
律
に
客
観
的
な
あ
る
い
は
数
値
的
な
基
準
、
指
標

を
定
め
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
と
い
え
る
。
し
か
し
、
許
認
可
等
の
根
拠
と
な
る
法
令
の
解
釈
、
判
断
に
際
し
て
の
留
意
事
項
、
考
慮
事

項
等
の
審
査
の
指
針
と
な
る
程
度
の
も
の
が
作
成
不
能
で
あ
る
場
合
は
想
定
し
に
く
く
、
個
別
事
案
の
特
殊
性
等
が
存
在
す
る
場
合
に
お

い
て
は
、
審
査
基
準
に
拘
束
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
異
な
る
取
扱
い
を
す
る
こ
と
が
否
定
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
点
を
踏
ま
え
れ
ば
、

基
準
設
定
を
不
要
と
す
る
事
情
の
存
在
に
関
し
て
厳
格
に
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
（
7
）

。

ま
た
専
門
技
術
的
政
策
的
判
断
が
尊
重
さ
れ
る
広
範
な
裁
量
権
が
認
め
ら
れ
て
い
る
許
認
可
等
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
行
政
庁
と
し
て

は
全
く
の
自
由
な
判
断
に
基
づ
い
て
許
認
可
等
を
与
え
る
わ
け
で
は
な
く
、
行
政
庁
と
し
て
は
、
不
確
定
で
抽
象
的
な
根
拠
法
令
の
規
定

を
も
と
に
行
政
庁
に
裁
量
権
を
授
権
し
た
趣
旨
、
目
的
に
照
ら
し
て
具
体
的
な
基
準
、
具
体
的
な
考
慮
要
素
を
策
定
し
、
申
請
人
の
側
に

あ
る
個
別
具
体
的
な
事
実
、
事
情
の
中
か
ら
本
件
事
案
処
理
に
お
い
て
決
定
的
と
な
る
事
実
、
事
情
を
洗
い
出
し
、
当
該
基
準
、
考
慮
要

素
と
を
架
橋
し
、
当
該
事
案
に
お
け
る
許
認
可
等
の
判
断
を
下
す
過
程
は
、
法
律
に
よ
る
行
政
の
原
理
に
お
い
て
当
然
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
、
事
案
処
理
に
あ
た
っ
て
具
体
的
な
結
論
を
導
く
際
に
は
、
一
般
的
で
は
な
い
に
し
ろ
何
ら
か
の
具
体
的
な
基
準
、
指
針
は
必
ず

存
在
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
同
種
、
類
似
の
申
請
を
通
じ
て
事
案
ご
と
に
策
定
さ
れ
た
個
別
的
な
基
準
は
、
や
が
て
一
般
的
な
基
準
と
し

（
五
六
三
）
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て
生
成
さ
れ
う
る
こ
と
を
指
摘
す
る
見
解
が
あ
る
（
8
）

。
こ
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
申
請
件
数
の
少
な
い
初
期
の
こ
ろ
に
お
い
て
は
審
査
基
準
の

設
定
が
困
難
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
同
種
、
類
似
の
申
請
事
案
の
累
積
に
よ
り
審
査
基
準
の
設
定
が
見
込
め
る
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
で

あ
り
、
審
査
基
準
の
不
設
定
の
漫
然
た
る
継
続
は
違
法
と
な
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
審
査
基
準
の
設
定
は
、
前
述
の
よ
う
に
行
政
庁
の
恣

意
を
抑
制
す
る
機
能
、
申
請
人
に
予
測
可
能
性
を
保
障
す
る
機
能
を
通
じ
た
行
政
手
続
に
お
け
る
公
正
の
確
保
と
透
明
性
の
向
上
に
寄
与

す
る
こ
と
か
ら
、
審
査
基
準
の
設
定
の
趣
旨
に
違
背
す
る
不
備
は
手
続
的
瑕
疵
に
な
ろ
う
。

ま
た
審
査
基
準
を
公
に
す
る
こ
と
に
つ
い
て
行
政
上
特
別
の
支
障
が
あ
る
場
合
に
は
、
こ
れ
は
不
要
と
さ
れ
て
い
る
が
、
前
掲
大
阪
地

判
平
成
一
四
年
六
月
二
八
日
は
、
保
育
所
入
所
選
考
に
あ
た
っ
て
考
慮
さ
れ
る
と
推
測
さ
れ
る
事
項
を
点
数
化
し
た
い
わ
ゆ
る
選
考
指
数

を
公
に
し
た
場
合
に
は
、
入
所
基
準
に
合
わ
せ
た
申
請
を
誘
発
す
る
な
ど
入
所
審
査
の
公
平
さ
を
担
保
で
き
な
い
可
能
性
が
あ
っ
た
た
め
、

こ
れ
を
公
に
し
な
か
っ
た
こ
と
は
違
法
で
は
な
い
と
の
行
政
側
か
ら
の
主
張
に
対
し
て
、「
審
査
基
準
に
合
わ
せ
て
申
請
が
な
さ
れ
る
お

そ
れ
が
あ
る
こ
と
は
、
申
請
に
対
す
る
処
分
一
般
に
つ
い
て
い
え
る
こ
と
で
あ
り
、
…
…
か
か
る
抽
象
的
な
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
を
も
っ

て
公
に
し
な
く
と
も
よ
い
と
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
判
示
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
審
査
基
準
に
合
わ
せ
た
申
請
を
誘
発
す
る
お

そ
れ
が
あ
る
程
度
の
こ
と
で
は
、
行
政
手
続
法
五
条
三
項
に
い
う
「
特
別
の
支
障
」
と
は
評
価
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
。
ま
た
仮
に
行

政
上
特
別
の
支
障
が
あ
る
場
合
に
は
、
申
請
人
に
対
し
て
、
単
に
公
に
で
き
な
い
旨
の
趣
旨
の
説
明
に
終
始
す
る
こ
と
な
く
、
公
に
で
き

な
い
理
由
を
付
記
し
た
書
面
を
交
付
す
る
な
ど
し
て
そ
の
正
当
性
を
明
確
に
指
し
示
す
必
要
が
あ
ろ
う
（
9
）

。
し
た
が
っ
て
そ
の
よ
う
な
誠
実

な
対
応
が
な
さ
れ
て
い
な
い
場
合
に
は
、
審
査
基
準
の
設
定
の
不
備
と
同
様
に
手
続
的
瑕
疵
を
構
成
す
る
と
い
え
よ
う
。 （

五
六
四
）
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三
．
理
由
の
提
示
の
瑕
疵

⑴　

理
由
の
提
示
の
意
義

理
由
の
提
示
と
は
、
行
政
処
分
と
同
時
に
そ
の
処
分
理
由
を
処
分
の
名
あ
て
人
に
対
し
て
提
示
す
る
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
理
由
の
提
示

に
は
、
慎
重
考
慮
担
保
機
能
、
恣
意
抑
制
機
能
、
争
訟
提
起
便
宜
機
能
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
（
10
）

。
行
政
処
分
は
、
法
律
に
よ
る
行
政
の
原

理
に
基
づ
き
法
律
に
規
定
さ
れ
た
処
分
要
件
に
基
づ
き
行
わ
れ
る
こ
と
か
ら
、
行
政
庁
に
お
い
て
は
、
処
分
要
件
を
規
定
し
た
法
令
の
解

釈
、
当
該
行
政
処
分
の
起
因
と
な
る
事
実
の
認
定
、
認
定
事
実
に
対
す
る
評
価
、
そ
し
て
法
令
へ
の
あ
て
は
め
と
い
う
過
程
を
経
て
発
せ

ら
れ
（
11
）、

処
分
の
根
拠
と
な
る
処
分
理
由
は
、
法
定
さ
れ
て
お
り
、
自
己
の
自
由
な
理
由
に
よ
り
処
分
を
行
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
た

が
っ
て
、
処
分
と
同
時
に
処
分
理
由
を
外
部
へ
表
示
す
る
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
行
政
庁
に
は
、
自
ら
行
お
う
と
す
る
意

思
決
定
の
法
適
合
性
に
つ
い
て
検
証
の
機
会
が
与
え
ら
れ
、
慎
重
な
意
思
決
定
が
期
待
で
き
、
こ
れ
に
よ
り
恣
意
的
な
判
断
の
抑
制
が
は

た
ら
く
。
ま
た
理
由
の
提
示
を
処
分
の
名
あ
て
人
の
側
か
ら
捉
え
る
と
、
い
か
な
る
事
実
認
定
に
よ
る
い
か
な
る
法
規
の
適
用
の
結
果
で

あ
る
の
か
を
把
握
で
き
、
当
該
処
分
に
不
服
の
あ
る
名
あ
て
人
に
と
っ
て
、
争
訟
を
提
起
す
る
上
で
の
便
宜
に
な
る
。

こ
の
よ
う
に
理
由
の
提
示
は
、
行
政
手
続
法
の
制
定
前
に
お
い
て
、
個
別
の
行
政
法
規
が
理
由
の
付
記
を
義
務
付
け
て
い
る
場
合
に
こ

れ
を
欠
い
た
行
政
処
分
は
取
消
事
由
に
な
る
と
す
る
理
由
付
記
判
例
法
理
と
し
て
展
開
さ
れ
て
き
た
が
、
行
政
手
続
法
は
、
従
来
の
理
由

付
記
判
例
法
理
の
適
用
範
囲
を
拡
張
、
一
般
化
さ
せ
（
12
）

、
侵
害
的
な
法
効
果
の
発
生
を
伴
う
が
ゆ
え
に
、
処
分
の
名
あ
て
人
へ
の
手
続
的
配

慮
が
必
要
と
な
る
こ
と
か
ら
申
請
拒
否
処
分
及
び
不
利
益
処
分
に
お
い
て
、
理
由
の
提
示
を
義
務
付
け
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
行
政
手
続

法
に
規
定
す
る
理
由
の
提
示
に
不
備
が
あ
れ
ば
処
分
の
取
消
事
由
と
な
る
。

（
五
六
五
）
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⑵　

不
利
益
処
分
に
お
け
る
理
由
の
提
示
の
程
度
（
手
続
的
瑕
疵
の
評
価
）

し
か
し
な
が
ら
、
同
法
は
理
由
の
提
示
に
お
い
て
示
す
べ
き
理
由
の
程
度
に
つ
い
て
定
め
て
お
ら
ず
（
13
）

、
行
政
手
続
法
上
ど
の
程
度
の
理

由
の
提
示
が
求
め
ら
れ
る
の
か
が
問
題
と
な
る
。

こ
れ
に
つ
い
て
、
行
政
手
続
法
制
定
前
に
お
け
る
最
判
昭
和
三
八
年
五
月
三
一
日
（
民
集
一
七
巻
四
号
六
一
七
頁
）
は
、
ど
の
程
度
の
記

載
を
な
す
べ
き
か
は
処
分
の
性
質
と
理
由
付
記
を
命
じ
た
各
法
律
の
規
定
の
趣
旨
・
目
的
に
照
ら
し
て
こ
れ
を
決
定
す
べ
き
で
あ
る
と
し
、

ま
た
最
判
昭
和
四
九
年
四
月
二
五
日
（
民
集
二
八
巻
三
号
四
〇
五
頁
）
は
、「
要
求
さ
れ
る
附
記
の
内
容
及
び
程
度
は
、
特
段
の
理
由
の
な

い
か
ぎ
り
、
い
か
な
る
事
実
関
係
に
基
づ
き
い
か
な
る
法
規
を
適
用
し
て
当
該
処
分
が
な
さ
れ
た
の
か
を
、
処
分
の
相
手
方
に
お
い
て
そ

の
記
載
自
体
か
ら
了
知
し
う
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
単
に
抽
象
的
に
処
分
の
根
拠
規
定
を
示
す
だ
け
で
は
、
そ
れ
に
よ
つ
て
当
該

規
定
の
適
用
の
原
因
と
な
つ
た
具
体
的
事
実
関
係
を
も
当
然
に
知
り
う
る
よ
う
な
例
外
的
な
場
合
を
除
い
て
は
、
法
の
要
求
す
る
附
記
と

し
て
十
分
で
な
い
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
判
示
し
て
い
る
。
ま
た
申
請
拒
否
処
分
に
関
す
る
最
高
裁
判
例
と
し
て
、
最
判
昭
和

六
〇
年
一
月
二
二
日
（
民
集
三
九
巻
一
号
一
頁
）、
最
判
平
成
四
年
一
二
月
一
〇
日
（
判
時
一
四
五
三
号
一
一
六
頁
）
等
が
あ
る
が
、
い
ず
れ
も

同
様
の
趣
旨
の
判
示
を
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
行
政
手
続
法
制
定
前
に
お
け
る
裁
判
例
は
、
各
個
別
行
政
法
規
に
お
け
る
理
由
付
記
の
趣
旨
、
目
的
、
及
び
処
分
の
性
質

に
照
ら
し
て
個
別
法
制
ご
と
に
判
断
さ
れ
る
（
14
）

と
し
て
い
る
が
、
行
政
手
続
法
の
下
に
お
い
て
は
、
行
政
手
続
法
の
規
定
を
直
接
の
根
拠
と

し
て
行
政
処
分
の
発
動
過
程
に
お
け
る
事
前
の
統
一
的
な
手
続
規
制
が
及
ぶ
こ
と
に
な
る
た
め
、
理
由
の
提
示
を
義
務
付
け
た
個
別
法
制

ご
と
の
趣
旨
、
目
的
解
釈
の
余
地
は
な
く
な
り
、
行
政
手
続
法
一
四
条
の
趣
旨
、
目
的
解
釈
を
前
提
と
す
る
当
該
行
政
処
分
の
性
質
、
あ

る
い
は
当
該
行
政
処
分
の
根
拠
と
な
る
法
令
の
趣
旨
、
目
的
に
よ
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
当
該
行
政
処
分

（
五
六
六
）
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一
九
九

が
国
民
の
権
利
利
益
に
対
し
て
重
大
な
影
響
を
及
ぼ
す
よ
う
な
場
合
で
あ
る
と
か
、
当
該
法
令
が
行
政
庁
に
高
度
の
専
門
的
な
裁
量
権
を

付
与
し
て
い
る
よ
う
な
場
合
に
は
、
慎
重
考
慮
担
保
機
能
、
恣
意
抑
制
機
能
の
諸
機
能
が
よ
り
発
揮
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
か
ら
、
必
然
と

理
由
の
提
示
の
程
度
は
深
化
さ
れ
る
と
解
さ
れ
る
。
こ
の
た
め
、
行
政
手
続
法
が
要
求
す
る
理
由
の
提
示
の
程
度
に
つ
い
て
検
討
す
る
必

要
が
あ
る
が
、
行
政
手
続
法
が
義
務
付
け
る
理
由
の
提
示
が
、
従
来
の
理
由
付
記
判
例
法
理
の
適
用
範
囲
を
拡
張
さ
せ
、
一
般
化
さ
せ
た

も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
少
な
く
と
も
当
該
処
分
の
根
拠
法
条
と
当
該
法
令
が
適
用
さ
れ
た
具
体
的
な
事
実
関
係
の
提
示
が
必
要
と
さ
れ

よ
う
。

こ
れ
を
踏
ま
え
て
、
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
行
政
手
続
法
に
よ
り
審
査
基
準
、
処
分
基
準
が
設
定
さ
れ
て
い
る
場
合
に
、

そ
の
適
用
関
係
の
提
示
が
求
め
ら
れ
る
の
か
、
ま
た
不
利
益
処
分
が
な
さ
れ
る
場
合
に
は
聴
聞
手
続
あ
る
い
は
弁
明
手
続
を
経
る
こ
と
に

な
る
が
、
当
該
手
続
の
過
程
に
お
い
て
処
分
の
名
あ
て
人
は
処
分
理
由
を
あ
る
程
度
知
り
う
る
機
会
を
得
る
た
め
、
当
該
手
続
を
履
践
し

た
不
利
益
処
分
に
お
い
て
は
、
理
由
の
提
示
の
程
度
が
緩
和
さ
れ
る
の
か
で
あ
る
。

処
分
基
準
と
は
、
行
政
手
続
法
二
条
八
号
ロ
に
よ
れ
ば
、「
不
利
益
処
分
を
す
る
か
ど
う
か
又
は
ど
の
よ
う
な
不
利
益
処
分
と
す
る
か

に
つ
い
て
そ
の
法
令
の
定
め
に
従
っ
て
判
断
す
る
た
め
に
必
要
と
さ
れ
る
基
準
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
前
述
し
た
審
査
基
準
と
同
様
に
、

行
政
庁
に
は
社
会
状
況
に
応
じ
た
行
政
上
の
処
理
を
可
能
に
す
る
た
め
、
行
政
法
規
は
行
政
処
分
の
要
件
及
び
効
果
に
つ
い
て
裁
量
を
認

め
て
お
り
、
不
利
益
処
分
に
お
い
て
も
、
同
一
事
実
、
事
情
の
下
に
お
い
て
他
者
と
の
間
に
お
い
て
公
平
を
欠
く
こ
と
の
な
い
よ
う
に
恣

意
的
な
判
断
を
抑
制
す
る
こ
と
、
及
び
処
分
要
件
と
効
果
を
明
確
に
す
る
こ
と
で
名
あ
て
人
を
含
め
広
く
国
民
に
対
し
て
予
測
可
能
性
を

与
え
、
法
的
安
定
性
を
確
保
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
（
15
）

。
こ
の
た
め
行
政
手
続
法
は
、
不
利
益
処
分
の
決
定
過
程
に
お
け
る
行
政
庁
の
恣

意
の
抑
制
、
公
正
の
確
保
、
及
び
判
断
過
程
の
透
明
性
の
向
上
を
目
的
と
し
て
、
処
分
基
準
を
定
め
、
公
表
す
る
努
力
義
務
を
課
し
て
い

（
五
六
七
）
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〇

る
。
し
か
し
こ
の
処
分
基
準
の
多
く
は
、
行
政
規
則
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、「
い
か
な
る
事
実
関
係
に
基
づ
き
い
か
な
る
法
規

を
適
用
し
て
」
に
い
う
「
法
規
」
で
は
な
く
、
処
分
基
準
の
適
用
関
係
の
提
示
が
理
由
の
提
示
に
含
ま
れ
る
の
か
が
問
題
と
な
る
（
16
）

。
こ
れ

に
つ
い
て
、
行
政
手
続
法
に
よ
り
処
分
基
準
が
作
成
さ
れ
、
公
に
さ
れ
て
い
る
以
上
は
、
不
利
益
処
分
は
原
則
と
し
て
当
該
基
準
に
依
拠

し
て
行
わ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
単
に
根
拠
と
な
る
法
令
の
条
項
を
示
す
の
み
で
は
不
十
分
で
あ
り
、
処
分
基
準
上
の
根
拠
を
示
さ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
の
見
解
が
示
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
い
か
な
る
事
実
関
係
が
処
分
基
準
の
い
か
な
る
項
目
に
該
当
す
る
の
か
（
17
）

を
示

さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
、
名
あ
て
人
の
側
に
存
在
す
る
事
実
、
事
情
に
対
応
す
る
当
該
処
分
基
準
の
適
用
関
係
ま
で
を
提
示
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
の
で
あ
る
。

ま
た
聴
聞
手
続
、
弁
明
手
続
を
経
て
行
わ
れ
る
不
利
益
処
分
は
、
行
政
手
続
法
の
規
定
に
よ
れ
ば
、
予
定
さ
れ
る
不
利
益
処
分
の
内
容

及
び
根
拠
と
な
る
法
令
の
条
項
と
不
利
益
処
分
の
原
因
と
な
る
事
実
の
通
知
が
処
分
に
先
立
っ
て
行
わ
れ
る
た
め
、
こ
れ
ら
の
手
続
を
通

じ
て
、
処
分
理
由
を
予
測
し
、
認
識
す
る
機
会
を
得
る
こ
と
か
ら
、
不
利
益
処
分
に
お
け
る
理
由
の
提
示
の
程
度
は
相
対
的
に
緩
和
さ
れ

て
よ
い
（
18
）の

か
が
問
題
と
な
る
。

●
判
例
研
究

①
処
分
基
準
の
適
用
関
係
に
関
す
る
裁
判
例

処
分
基
準
の
適
用
関
係
に
関
す
る
裁
判
例
と
し
て
、
C
盛
岡
地
判
平
成
一
八
年
二
月
二
四
日
（
判
例
地
方
自
治
二
九
五
号
八
二
頁
）、
D
大

阪
地
判
平
成
一
九
年
二
月
一
三
日
（
判
タ
一
二
五
三
号
一
二
二
頁
）、
E
最
判
平
成
二
三
年
六
月
七
日
（
民
集
六
五
巻
四
号
二
〇
八
一
頁
）（
以
下
、

「
平
成
二
三
年
最
判
」
と
い
う
）
が
あ
る
。

（
五
六
八
）
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疵
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す
る
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橋
本
）

二
〇
一

こ
れ
ら
の
裁
判
例
に
よ
れ
ば
、
行
政
手
続
法
制
定
前
に
お
い
て
形
成
さ
れ
て
き
た
判
例
法
理
、
特
に
理
由
の
提
示
の
程
度
に
つ
い
て
判

示
し
た
事
項
が
、
行
政
手
続
法
一
四
条
に
よ
っ
て
不
利
益
処
分
一
般
を
対
象
と
し
て
理
由
の
提
示
が
求
め
ら
れ
る
場
合
に
お
い
て
も
、
基

本
的
に
妥
当
す
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
当
該
行
政
処
分
の
根
拠
法
令
と
当
該
行
政
処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実
関
係
に
加
え
て
処
分
基
準
が
設
定
・
公
表
さ

れ
て
い
る
場
合
に
そ
の
適
用
関
係
を
常
に
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
上
記
裁
判
例
は
結
論
を
異
に
し
て
い

る
。
す
な
わ
ち
、
C
、
D
に
よ
れ
ば
、
処
分
基
準
が
設
定
・
公
表
さ
れ
て
い
る
不
利
益
処
分
に
お
い
て
は
、
名
あ
て
人
の
権
利
利
益
を
制

限
す
る
と
い
う
不
利
益
処
分
の
特
性
、
当
該
不
利
益
処
分
に
お
け
る
裁
量
性
を
踏
ま
え
て
行
政
手
続
法
一
四
条
自
体
の
規
定
か
ら
処
分
基

準
の
適
用
関
係
を
示
す
こ
と
が
要
請
さ
れ
る
と
し
て
い
る
が
、
平
成
二
三
年
最
判
は
、
処
分
基
準
の
適
用
関
係
の
提
示
が
求
め
ら
れ
る
か

否
か
の
考
慮
要
素
を
示
し
、
同
法
一
四
条
の
規
定
そ
れ
自
体
に
よ
る
一
律
の
処
分
基
準
の
適
用
関
係
の
提
示
を
否
定
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、

す
で
に
処
分
基
準
が
公
に
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
理
由
の
提
示
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
処
分
の
根
拠
法
令
、
当
該
処
分
の
原
因
と
な
っ
た

事
実
関
係
と
を
照
合
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
処
分
要
件
の
該
当
性
の
判
断
、
及
び
当
該
処
分
が
選
択
さ
れ
た
理
由
に
つ
い
て
明
白
で
あ
る

場
合
に
ま
で
、
処
分
基
準
の
適
用
関
係
を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
の
は
疑
問
で
あ
る
か
ら
だ
と
さ
れ
る
（
19
）

。

し
か
し
こ
れ
に
つ
い
て
、
処
分
基
準
が
公
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
処
分
基
準
の
項
目
の
該
当
性
の
判
断
、
及
び
当
該
処
分
が
選
択

さ
れ
た
理
由
が
た
と
え
明
白
で
あ
っ
た
場
合
に
、
不
利
益
処
分
の
発
動
と
同
時
に
そ
の
適
用
関
係
の
提
示
を
求
め
た
と
し
て
も
、
行
政
の

側
に
お
け
る
不
都
合
は
些
細
な
も
の
と
い
え
る
だ
ろ
う
（
20
）

。
す
な
わ
ち
、
法
律
に
よ
る
行
政
の
原
理
に
し
た
が
っ
て
、
行
政
法
規
を
誠
実
に

執
行
し
、
法
規
の
趣
旨
を
的
確
に
実
現
す
べ
き
任
務
を
負
っ
て
い
る
行
政
庁
は
（
21
）

、
不
利
益
処
分
の
発
動
過
程
に
お
い
て
、
法
令
の
定
め
る

処
分
要
件
に
対
応
す
る
名
あ
て
人
の
側
に
あ
る
個
別
具
体
的
な
事
実
関
係
の
存
否
を
認
定
し
、
そ
れ
を
当
該
規
定
に
あ
て
は
め
る
こ
と
に

（
五
六
九
）
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二
〇
二

よ
っ
て
不
利
益
処
分
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
当
該
不
利
益
処
分
に
お
い
て
処
分
基
準
が
設
定
さ
れ
て
い
る
場
合
に

は
、
基
準
項
目
と
事
実
関
係
と
の
照
合
作
業
は
必
須
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
理
由
の
提
示
に
お
い
て
は
、
当
該
処
分
が
書
面
で
行
わ
れ

る
場
合
に
は
、
す
で
に
処
分
の
発
動
過
程
に
お
い
て
行
っ
た
照
合
作
業
を
文
章
化
し
、
こ
れ
を
書
面
と
し
て
交
付
す
る
に
過
ぎ
な
い
の
で

あ
り
、
行
政
庁
に
お
け
る
負
担
は
少
な
い
と
い
え
る
。
そ
し
て
こ
の
過
程
を
経
る
こ
と
に
よ
り
、
処
分
基
準
と
の
適
用
関
係
が
鮮
明
化
さ

れ
、
理
由
の
提
示
の
諸
機
能
は
発
揮
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
安
易
に
処
分
基
準
の
適
用
関
係
の
不
提
示
を
許
容
す

る
こ
と
は
、
行
政
庁
が
行
っ
た
自
ら
の
法
適
合
性
判
断
に
つ
い
て
の
再
検
証
の
場
が
失
わ
れ
、
恣
意
的
な
判
断
の
温
床
と
な
り
、
結
果
と

し
て
処
分
の
根
拠
と
な
る
法
律
構
成
に
つ
い
て
あ
い
ま
い
な
ま
ま
の
処
分
が
横
行
す
る
懸
念
が
あ
る
。
な
お
、
平
成
二
三
年
最
判
で
は
、

訴
訟
に
お
い
て
本
件
処
分
基
準
の
適
用
関
係
が
複
数
主
張
さ
れ
た
た
め
（
22
）

、
処
分
時
に
お
い
て
、
処
分
基
準
の
適
用
関
係
を
明
確
に
す
る
こ

と
な
く
あ
い
ま
い
な
ま
ま
行
わ
れ
た
可
能
性
が
あ
り
、
免
許
取
消
処
分
の
基
礎
を
支
え
る
法
的
判
断
に
つ
い
て
十
分
な
検
証
が
行
わ
れ
た

の
か
疑
問
で
あ
る
。

ま
た
平
成
二
三
年
最
判
の
田
原
裁
判
官
の
補
足
意
見
は
、
行
政
手
続
法
一
二
条
に
則
っ
て
処
分
基
準
を
定
め
、
そ
れ
を
公
表
し
た
と
き

は
、
当
該
処
分
基
準
に
覊
束
さ
れ
て
裁
量
権
を
行
使
す
る
こ
と
を
対
外
的
に
表
明
し
た
と
言
え
、
理
由
の
提
示
に
お
い
て
は
、
同
基
準
の

適
用
関
係
を
含
め
て
具
体
的
に
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
不
利
益
処
分
を
な
す
に
当

た
り
同
基
準
に
よ
る
こ
と
が
相
当
で
な
い
場
合
に
ま
で
、
こ
れ
に
覊
束
さ
れ
る
と
解
す
る
の
は
相
当
で
は
な
い
が
、
そ
の
場
合
に
は
こ
れ

に
よ
る
こ
と
が
で
き
な
い
合
理
的
な
理
由
が
必
要
と
な
る
し
、
こ
の
理
由
は
処
分
理
由
の
提
示
に
お
い
て
具
体
的
に
示
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
し
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
同
基
準
を
適
用
す
る
場
合
に
は
適
用
理
由
を
示
す
べ
き
こ
と
に
な
る
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
（
23
）

。

し
た
が
っ
て
、
平
成
二
三
年
最
判
を
踏
ま
え
れ
ば
（
24
）

、
処
分
の
性
質
お
よ
び
内
容
、
処
分
要
件
及
び
処
分
効
果
に
お
け
る
裁
量
的
判
断
、

（
五
七
〇
）



行
政
手
続
に
お
け
る
手
続
的
瑕
疵
の
評
価
に
関
す
る
考
察
（
橋
本
）

二
〇
三

処
分
基
準
の
設
定
・
公
表
の
有
無
、
そ
の
適
用
の
複
雑
性
な
ど
の
点
が
理
由
の
提
示
の
程
度
を
画
す
る
も
の
（
25
）

と
し
て
手
続
的
瑕
疵
の
評
価

基
準
と
な
ろ
う
が
、
前
記
の
よ
う
に
理
由
の
提
示
の
諸
機
能
に
照
ら
せ
ば
、
処
分
基
準
が
設
定
・
公
表
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
れ
と

の
適
用
関
係
を
も
含
め
て
理
由
の
提
示
が
行
わ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

②
聴
聞
手
続
を
経
た
処
分
の
裁
判
例

聴
聞
を
経
た
処
分
に
関
す
る
裁
判
例
と
し
て
、
F
高
松
地
判
平
成
一
二
年
一
月
一
一
日
（
判
例
地
方
自
治
二
一
二
号
八
一
頁
）、
C
前
掲
盛

岡
地
判
平
成
一
八
年
二
月
二
四
日
、
G
名
古
屋
高
判
平
成
二
五
年
四
月
二
六
日
（
判
例
地
方
自
治
三
七
四
号
四
三
頁
）
が
あ
る
。

F
は
、
聴
聞
を
経
て
行
わ
れ
た
不
利
益
処
分
の
理
由
の
提
示
の
程
度
に
つ
い
て
、
聴
聞
に
お
い
て
は
、
そ
の
期
日
に
行
政
庁
の
職
員
か

ら
根
拠
と
な
る
法
令
の
条
項
及
び
原
因
と
な
る
事
実
が
説
明
さ
れ
る
こ
と
、
ま
た
聴
聞
の
主
催
者
は
審
理
の
経
過
を
記
載
し
た
調
書
及
び

名
あ
て
人
の
主
張
に
理
由
が
あ
る
か
ど
う
か
の
意
見
を
記
載
し
た
報
告
書
の
作
成
が
義
務
付
け
ら
れ
、
名
あ
て
人
は
こ
の
調
書
及
び
資
料

を
閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
、
ま
た
聴
聞
期
日
に
お
け
る
や
り
と
り
の
状
況
に
よ
り
処
分
の
理
由
を
事
前
に
予
測
し
、
認
識
し
得
る

よ
う
な
場
合
に
は
理
由
の
提
示
の
制
度
趣
旨
を
没
却
し
な
い
と
し
て
、
理
由
の
提
示
の
程
度
は
緩
和
さ
れ
る
と
判
示
す
る
。
そ
の
一
方
で

C
及
び
G
は
、
聴
聞
手
続
に
お
い
て
現
れ
た
反
論
・
反
証
を
踏
ま
え
た
理
由
の
提
示
が
必
要
で
あ
る
と
し
て
、
緩
和
さ
れ
な
い
と
し
て
い

る
。
特
に
G
で
は
、「
む
し
ろ
聴
聞
手
続
に
お
け
る
控
訴
人
の
反
論
・
反
証
を
踏
ま
え
た
理
由
提
示
を
す
る
こ
と
こ
そ
が
、
行
政
庁
の
判

断
の
慎
重
と
合
理
性
を
担
保
し
て
そ
の
恣
意
を
抑
制
す
る
と
の
行
政
手
続
法
一
四
条
一
項
本
文
の
趣
旨
に
適
う
も
の
と
い
う
べ
き
」
と
し

て
い
る
。
こ
れ
は
、
聴
聞
手
続
あ
る
い
は
弁
明
手
続
の
開
始
の
時
点
に
お
い
て
示
さ
れ
た
処
分
理
由
は
、
行
政
庁
が
処
分
の
端
緒
と
な
っ

た
時
点
か
ら
当
該
手
続
の
開
始
時
点
ま
で
に
調
査
を
し
た
事
実
を
基
礎
と
し
た
処
分
案
に
と
ど
ま
り
（
26
）

、
聴
聞
手
続
又
は
弁
明
手
続
に
お
い

（
五
七
一
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
三
号
（
二
〇
一
八
年
十
二
月
）

二
〇
四

て
は
、
名
あ
て
人
の
防
御
権
の
行
使
と
し
て
、
自
己
に
有
利
な
新
事
実
の
提
出
、
こ
れ
を
証
明
す
る
立
証
活
動
、
あ
る
い
は
行
政
庁
の
側

に
存
在
す
る
調
査
資
料
を
否
定
す
る
内
容
の
反
論
や
反
証
が
な
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
、
最
終
的
な
行
政
処
分
は
、
こ
の
立
証
、
反
証
に

よ
っ
て
さ
ら
に
明
ら
か
と
な
っ
た
事
実
関
係
を
踏
ま
え
て
行
わ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
で
は
立
証
、
反
証
を
ど
の
よ
う
に
評
価
し
当

該
結
論
が
導
か
れ
た
の
か
を
応
え
る
理
由
が
必
要
と
な
り
、
聴
聞
手
続
、
弁
明
手
続
の
開
始
時
点
に
は
な
い
新
た
な
処
分
理
由
が
加
わ
る

の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
が
提
示
さ
れ
る
べ
き
と
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
（
27
）

。

こ
れ
に
関
し
て
は
、
前
記
平
成
二
三
年
最
判
の
田
原
裁
判
官
の
補
足
意
見
と
那
須
裁
判
官
の
反
対
意
見
と
の
対
立
が
詳
細
に
論
じ
て
お

り
、
ま
た
本
判
決
に
お
け
る
特
有
の
事
実
関
係
か
ら
問
題
解
決
の
た
め
の
示
唆
が
得
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
那
須
裁
判
官
の
反
対
意
見
は
、

不
利
益
処
分
の
理
由
の
提
示
と
聴
聞
と
は
、
そ
の
機
能
面
に
お
い
て
一
部
重
な
り
合
い
、
相
互
に
補
完
す
る
関
係
に
あ
る
と
し
、
ど
の
よ

う
な
基
準
に
基
づ
き
ど
の
よ
う
な
不
利
益
処
分
を
受
け
る
か
は
予
測
で
き
る
状
態
に
達
し
て
い
る
は
ず
で
あ
り
、
聴
聞
の
審
理
の
な
か
で

も
更
に
詳
し
い
情
報
を
入
手
で
き
る
と
さ
れ
、
不
利
益
処
分
の
理
由
中
に
一
律
に
処
分
基
準
の
適
用
関
係
を
明
示
し
な
け
れ
ば
処
分
自
体

が
違
法
と
な
る
原
則
を
固
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
疑
問
が
残
る
と
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
田
原
裁
判
官
の
補
足
意
見
は
、
不
利

益
処
分
に
理
由
付
記
を
必
要
と
す
る
判
例
法
理
は
、
相
手
方
が
そ
の
理
由
を
推
知
で
き
る
か
否
か
に
か
か
わ
ら
な
い
と
す
る
も
の
で
あ
っ

て
、
聴
聞
手
続
に
お
い
て
名
あ
て
人
が
処
分
内
容
を
予
測
で
き
た
か
否
か
と
い
う
事
情
は
、
こ
れ
ま
で
の
判
例
法
理
に
よ
り
理
由
付
記
を

必
要
と
し
な
い
理
由
と
は
な
り
え
な
い
の
で
あ
り
、
本
件
事
実
関
係
の
下
に
お
い
て
は
、
聴
聞
手
続
で
は
名
あ
て
人
が
本
件
処
分
基
準
の

適
用
関
係
に
つ
い
て
質
問
し
た
の
に
対
し
て
、
何
ら
具
体
的
な
応
答
が
な
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
（
28
）

、
那
須
裁
判
官
の
反
対
意
見
の

前
提
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
本
件
の
聴
聞
手
続
に
お
い
て
満
た
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
聴
聞
手
続
が
行
わ
れ
た
こ
と
を
も
っ
て
、
理
由
記

載
の
不
備
の
瑕
疵
が
治
癒
さ
れ
得
る
と
は
解
さ
れ
な
い
と
反
論
し
て
い
る
。

（
五
七
二
）



行
政
手
続
に
お
け
る
手
続
的
瑕
疵
の
評
価
に
関
す
る
考
察
（
橋
本
）

二
〇
五

こ
れ
ら
の
意
見
に
よ
れ
ば
、
那
須
裁
判
官
の
意
見
に
は
賛
同
で
き
ず
、
田
原
裁
判
官
の
意
見
は
当
を
得
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
す

な
わ
ち
、
名
あ
て
人
か
ら
の
質
問
に
対
し
て
聴
聞
手
続
の
過
程
に
お
い
て
何
等
応
答
し
な
か
っ
た
と
い
う
本
件
事
例
に
お
け
る
特
有
の
事

実
関
係
が
あ
る
も
の
の
、
聴
聞
手
続
が
履
践
さ
れ
た
と
し
て
も
必
ず
し
も
名
あ
て
人
に
お
い
て
十
分
な
処
分
理
由
が
開
示
さ
れ
る
と
は
か

ぎ
ら
な
い
こ
と
、
ま
た
聴
聞
手
続
を
経
て
行
わ
れ
る
不
利
益
処
分
の
理
由
の
提
示
は
、
聴
聞
に
よ
る
名
あ
て
人
の
防
御
権
の
行
使
の
結
果

を
参
酌
し
、
再
度
名
あ
て
人
に
あ
る
事
実
、
事
情
を
踏
ま
え
た
総
合
的
な
判
断
に
基
づ
く
終
局
的
な
結
論
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
聴
聞
の
際

の
理
由
の
提
示
よ
り
詳
細
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
（
29
）

、
名
あ
て
人
の
防
御
権
の
行
使
に
対
し
て
、
こ
れ
を
容
れ
る
と
否
と
を
問
わ
ず
、
相
応
の

理
由
付
け
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
い
え
る
。
な
お
、
法
廷
意
見
に
お
い
て
は
、
理
由
の
提
示
の
程
度
の
考
慮
事
項
と
し
て

聴
聞
手
続
の
履
践
を
挙
げ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
聴
聞
手
続
の
実
施
は
不
利
益
処
分
の
際
の
理
由
の
提
示
を
軽
減
さ
せ
る
こ
と
に

は
な
ら
な
い
と
解
さ
れ
る
（
30
）

。

⑶　

申
請
拒
否
処
分
に
お
け
る
理
由
の
提
示
の
程
度
（
手
続
的
瑕
疵
の
評
価
）

行
政
手
続
法
八
条
の
申
請
拒
否
処
分
に
お
け
る
理
由
の
提
示
に
つ
い
て
最
高
裁
の
判
断
は
未
だ
示
さ
れ
て
い
な
い
が
、
行
政
手
続
法
五

条
に
よ
り
審
査
基
準
の
設
定
・
公
表
が
行
わ
れ
て
い
る
場
合
に
は
そ
の
適
用
関
係
も
提
示
す
べ
き
か
が
、
不
利
益
処
分
の
場
合
と
同
様
に

問
題
と
な
る
。

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
行
政
手
続
法
が
審
査
基
準
を
公
に
し
て
お
く
以
上
、
拒
否
処
分
の
理
由
の
提
示
に
お
い
て
も
、
具
体
的
な
事
実
関

係
に
対
応
す
る
根
拠
法
令
の
条
項
を
示
す
の
み
で
は
不
十
分
で
あ
り
、
審
査
基
準
上
の
根
拠
を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
31
）

、
つ
ま
り
審
査

基
準
の
ど
の
項
目
が
い
か
な
る
点
で
充
た
さ
れ
な
い
の
か
を
示
す
こ
と
で
、
審
査
基
準
の
設
定
・
公
表
と
理
由
の
提
示
が
結
び
つ
き
、
こ

（
五
七
三
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
三
号
（
二
〇
一
八
年
十
二
月
）

二
〇
六

れ
に
よ
り
公
正
の
確
保
と
透
明
性
の
向
上
に
寄
与
す
る
と
い
う
見
解
が
示
さ
れ
て
い
る
（
32
）

。

●
判
例
研
究

こ
れ
に
関
す
る
裁
判
例
と
し
て
、
B
前
掲
東
京
高
判
平
成
一
三
年
六
月
一
四
日
が
あ
る
。

審
査
基
準
の
適
用
関
係
の
提
示
に
つ
い
て
判
示
し
た
最
高
裁
判
例
は
存
在
し
な
い
が
、
B
は
処
分
基
準
の
適
用
関
係
に
か
か
る
平
成

二
三
年
最
判
と
は
異
な
り
、
行
政
手
続
法
八
条
の
規
定
を
根
拠
と
し
て
審
査
基
準
の
適
用
関
係
の
提
示
を
要
求
し
て
い
る
も
の
と
解
さ
れ

る
（
33
）

。
今
後
、
審
査
基
準
の
適
用
関
係
に
つ
い
て
の
提
示
に
関
し
て
最
高
裁
が
ど
の
よ
う
な
判
断
を
下
す
の
か
が
注
目
さ
れ
る
が
、
平
成

二
三
年
最
判
を
踏
ま
え
れ
ば
、
処
分
の
性
質
お
よ
び
内
容
、
処
分
要
件
及
び
処
分
効
果
に
お
け
る
裁
量
的
判
断
、
審
査
基
準
の
設
定
・
公

表
の
有
無
、
そ
の
適
用
の
複
雑
性
な
ど
の
点
が
考
慮
事
項
と
な
る
で
あ
ろ
う
（
34
）

。
し
か
し
な
が
ら
、
審
査
基
準
が
定
め
ら
れ
て
い
る
場
合
に

お
い
て
は
、
審
査
処
理
の
過
程
に
お
い
て
行
政
庁
は
、
当
該
審
査
基
準
に
定
め
る
項
目
と
申
請
人
の
側
に
あ
る
個
別
具
体
的
な
事
実
、
事

情
と
を
照
ら
し
合
わ
せ
、
い
か
な
る
点
に
お
い
て
基
準
項
目
を
満
た
し
て
い
る
の
か
、
あ
る
い
は
満
た
さ
な
い
の
か
、
そ
の
該
当
性
に
つ

い
て
調
査
検
討
し
、
許
認
可
等
を
与
え
る
か
否
か
の
結
論
を
導
く
と
い
う
経
過
を
辿
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
理
由
の
提
示
に
お
い
て
も
そ

の
適
用
関
係
を
明
確
に
す
る
こ
と
で
、
理
由
の
提
示
の
目
的
と
す
る
と
こ
ろ
の
恣
意
抑
制
機
能
、
慎
重
考
慮
担
保
機
能
が
果
た
さ
れ
る
こ

と
に
な
ろ
う
。
ま
た
拒
否
処
分
を
受
け
た
申
請
人
は
、
そ
の
後
、
争
訟
を
提
起
す
る
に
当
た
っ
て
、
基
準
項
目
の
該
当
性
に
か
か
る
判
断

に
つ
い
て
、
い
か
な
る
理
由
で
該
当
し
な
か
っ
た
の
か
が
指
し
示
さ
れ
る
た
め
、
争
訟
提
起
に
お
い
て
便
宜
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
。
ま

た
平
成
二
三
年
最
判
の
田
原
裁
判
官
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
審
査
基
準
の
設
定
・
公
表
が
行
わ
れ
た
場
合
に
は
外
部
効
果
と
し
て
、
原
則

と
し
て
当
該
基
準
に
沿
っ
た
裁
量
権
行
為
が
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
申
請
人
の
側
に
あ
る
事
実
、
事
情
と
審
査
基
準
の
適
用
関
係

（
五
七
四
）



行
政
手
続
に
お
け
る
手
続
的
瑕
疵
の
評
価
に
関
す
る
考
察
（
橋
本
）

二
〇
七

が
具
体
的
に
示
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
も
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
審
査
基
準
の
設
定
・
公
表
が
行
わ
れ
て
い
る
場
合
に
は
そ
の

適
用
関
係
に
つ
い
て
も
提
示
す
べ
き
と
思
わ
れ
、
こ
れ
が
懈
怠
さ
れ
て
い
れ
ば
、
手
続
的
瑕
疵
と
評
価
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

四
．
聴
聞
手
続
及
び
弁
明
手
続
の
瑕
疵

⑴　

聴
聞
手
続
及
び
弁
明
手
続
の
意
義

不
利
益
処
分
を
含
む
行
政
処
分
は
、
法
令
に
お
い
て
規
定
さ
れ
て
い
る
処
分
要
件
の
充
足
の
判
断
に
必
要
と
な
る
資
料
が
、
行
政
処
分

に
先
立
つ
調
査
活
動
に
よ
っ
て
収
集
さ
れ
、
こ
れ
を
も
と
に
事
実
認
定
を
行
い
、
さ
ら
に
法
令
を
適
用
す
る
過
程
を
経
る
こ
と
に
な
る
が
、

こ
の
過
程
に
、
行
政
庁
の
恣
意
、
偏
見
、
独
断
が
入
り
込
む
こ
と
の
な
い
よ
う
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
の
必
要
性
は
、
不
利
益
処
分
の
特

性
が
ゆ
え
に
よ
り
要
請
さ
れ
る
（
35
）

。
こ
の
た
め
行
政
手
続
法
は
、
不
利
益
処
分
に
お
い
て
、
当
該
処
分
の
名
あ
て
人
及
び
利
害
関
係
者
に
有

利
な
主
張
や
証
拠
の
提
出
、
立
証
の
機
会
を
十
分
に
与
え
、
偏
っ
た
調
査
活
動
と
、
恣
意
的
な
事
実
認
定
に
よ
っ
て
誤
っ
た
処
分
が
行
わ

れ
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
、
処
分
の
発
動
過
程
に
参
加
さ
せ
る
手
続
を
整
備
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
意
見
の
聴
取
手
続
に
つ
き
行
政
手

続
法
は
、
処
分
が
及
ぼ
す
不
利
益
の
程
度
に
応
じ
て
、
口
頭
に
よ
る
意
見
の
聴
取
が
行
わ
れ
る
聴
聞
と
、
書
面
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
弁
明

の
機
会
の
付
与
と
を
規
定
し
、
重
大
な
不
利
益
を
伴
う
処
分
に
つ
い
て
は
、
厳
格
な
手
続
で
あ
る
聴
聞
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て

い
る
。
こ
の
よ
う
な
聴
聞
及
び
弁
明
の
機
会
の
付
与
の
手
続
に
、
そ
の
趣
旨
に
反
す
る
瑕
疵
が
存
在
す
る
場
合
に
は
、
そ
れ
だ
け
を
も
っ

て
当
該
不
利
益
処
分
は
取
消
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
、
こ
れ
ら
意
見
聴
取
手
続
の
規
定
が
、
処
分
の
名
あ
て
人
の
権
利
利
益
の

保
護
の
観
点
に
立
ち
、
処
分
の
原
因
と
な
る
事
実
に
つ
い
て
、
自
ら
の
固
有
の
防
御
権
の
行
使
の
機
会
の
付
与
を
目
的
と
し
て
整
備
さ
れ

（
五
七
五
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
三
号
（
二
〇
一
八
年
十
二
月
）

二
〇
八

た
も
の
で
あ
り
（
36
）

、
不
公
正
な
事
実
認
定
あ
る
い
は
評
価
に
よ
り
処
分
を
受
け
な
い
と
い
う
利
益
を
行
政
手
続
法
が
授
与
し
て
い
る
と
解
し

得
る
か
ら
で
あ
る
。

⑵　

手
続
的
瑕
疵
の
評
価

か
か
る
聴
聞
手
続
あ
る
い
は
弁
明
手
続
が
違
法
に
実
施
さ
れ
な
か
っ
た
場
合
、
つ
ま
り
、
手
続
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
と
し

て
、
行
政
手
続
法
一
三
条
二
項
各
号
が
規
定
し
て
お
り
、
こ
れ
は
名
あ
て
人
に
対
す
る
手
続
的
権
利
保
障
の
要
請
に
対
し
て
、
速
や
か
に

公
益
確
保
の
必
要
性
を
優
先
さ
せ
る
べ
き
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
る
場
合
、
あ
る
い
は
行
政
効
率
の
確
保
の
要
請
を
優
先
さ
せ
る
べ
き
で
あ

る
と
判
断
さ
れ
る
場
合
に
、
聴
聞
手
続
、
弁
明
手
続
を
実
施
す
る
こ
と
が
適
当
で
な
い
あ
る
い
は
、
実
施
す
る
必
要
が
な
い
と
し
て
手
続

の
省
略
を
認
め
る
も
の
で
あ
る
が
（
37
）

、
こ
れ
ら
の
規
定
に
反
し
て
省
略
し
た
場
合
に
は
、
聴
聞
手
続
、
弁
明
手
続
の
趣
旨
を
没
却
す
る
瑕
疵

で
あ
る
か
ら
手
続
的
瑕
疵
と
評
価
で
き
よ
う
（
38
）

。
ま
た
聴
聞
手
続
を
実
施
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
に
弁
明
手
続
を
行
う
に
と
ど
ま
っ
た
場

合
に
は
、
聴
聞
手
続
と
異
な
り
弁
明
手
続
に
は
以
下
で
詳
述
す
る
よ
う
な
文
書
の
閲
覧
請
求
権
が
認
め
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
、
行
政
庁
の

職
員
に
対
す
る
質
問
権
も
認
め
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
弁
明
手
続
で
は
手
続
的
保
障
が
希
薄
で
あ
る
た
め
、
聴
聞
手
続
に
代
え
る
こ

と
は
で
き
ず
、
同
様
に
手
続
的
瑕
疵
と
評
価
さ
れ
る
だ
ろ
う
（
39
）

。

●
判
例
研
究

行
政
手
続
法
一
三
条
二
項
各
号
の
該
当
性
が
争
点
と
な
っ
た
裁
判
例
と
し
て
、H

長
野
地
判
平
成
一
七
年
二
月
四
日
（
判
タ
一
二
二
九

号
二
二
一
頁
）、
I
東
京
地
判
平
成
二
五
年
二
月
二
六
日
（
判
タ
一
四
一
四
号
三
一
三
頁
）
が
あ
る
。

（
五
七
六
）



行
政
手
続
に
お
け
る
手
続
的
瑕
疵
の
評
価
に
関
す
る
考
察
（
橋
本
）

二
〇
九

H

は
、
行
政
手
続
法
一
三
条
二
項
一
号
が
弁
明
手
続
の
省
略
を
認
め
て
い
る
趣
旨
は
、「
弁
明
手
続
を
経
る
こ
と
に
よ
り
名
あ
て
人
に

保
障
さ
れ
る
公
正
・
透
明
な
行
政
手
続
を
受
け
る
権
利
に
比
べ
て
、
当
該
処
分
を
直
ち
に
行
わ
な
い
こ
と
に
よ
り
生
ず
る
公
益
侵
害
が
重

大
で
そ
の
公
益
を
確
保
す
る
必
要
性
の
方
が
高
い
場
合
に
、
後
者
を
優
先
す
る
と
し
た
も
の
で
あ
る
」
と
解
し
、
同
号
の
公
益
上
、
緊
急

に
不
利
益
処
分
を
す
る
必
要
が
あ
る
た
め
、
意
見
聴
取
手
続
を
執
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
と
は
、「
行
政
庁
が
行
政
処
分
を
す
る
ま
で

に
弁
明
手
続
を
経
る
時
間
的
い
と
ま
が
な
く
、
そ
の
た
め
に
処
分
を
遅
ら
せ
て
い
て
は
、
処
分
根
拠
法
令
が
実
現
し
よ
う
と
し
て
い
る
公

益
の
確
保
に
重
大
な
支
障
が
生
じ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
を
い
う
と
解
す
べ
き
で
あ
る
」
と
判
示
し
、
本
件
に
お
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な

状
況
下
に
は
な
い
と
し
て
、
弁
明
手
続
の
省
略
を
違
法
と
し
て
い
る
。

I
は
行
政
手
続
法
一
三
条
二
項
が
、
同
項
二
号
に
該
当
す
る
場
合
に
聴
聞
手
続
を
不
要
と
し
た
趣
旨
は
、「
処
分
の
相
手
方
の
意
見
を

考
慮
す
る
ま
で
も
な
く
処
分
の
要
件
に
該
当
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
得
る
か
ら
、
聴
聞
手
続
を
省
略
し
て
も
同
法
の
趣
旨
に
反
す
る
も

の
で
は
な
い
こ
と
に
あ
る
も
の
」
と
解
し
た
上
で
、
行
政
手
続
法
一
三
条
二
項
二
号
に
い
う
「
客
観
的
な
資
料
に
よ
り
直
接
証
明
さ
れ
た

も
の
」
と
は
、「
処
分
の
相
手
方
の
意
見
を
聴
か
な
く
て
も
そ
の
証
明
力
に
十
分
な
信
頼
を
置
け
る
資
料
に
よ
っ
て
、
客
観
的
か
つ
明
確

に
証
明
さ
れ
た
も
の
を
指
す
」
と
解
し
、
本
件
事
実
関
係
の
下
に
お
い
て
は
、「
被
告
が
、『
客
観
的
な
資
料
』
に
該
当
す
る
と
主
張
す
る

も
の
は
」、「
資
料
に
記
載
さ
れ
た
条
項
自
体
も
解
釈
の
余
地
が
あ
る
も
の
で
あ
る
し
」、「
資
料
か
ら
客
観
的
か
つ
明
確
に
、
…
…
証
明
さ

れ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
」
と
判
示
し
た
。

⑶　

諸
手
続
の
意
義
と
手
続
的
瑕
疵
の
評
価

聴
聞
手
続
あ
る
い
は
弁
明
手
続
に
お
い
て
は
、
さ
ら
に
効
果
的
な
防
御
権
の
行
使
の
機
会
を
保
障
す
る
た
め
、
諸
手
続
を
整
備
し
て
お

（
五
七
七
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
三
号
（
二
〇
一
八
年
十
二
月
）

二
一
〇

り
、
こ
れ
ら
に
お
け
る
手
続
上
の
不
備
に
つ
い
て
、
以
下
で
は
主
要
な
も
の
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

行
政
手
続
法
は
、
聴
聞
手
続
あ
る
い
は
弁
明
手
続
に
先
立
っ
て
、
処
分
内
容
を
予
め
名
あ
て
人
に
対
し
て
通
知
す
る
こ
と
に
よ
り
聴
聞

の
期
日
に
お
い
て
、
防
御
権
の
行
使
を
有
効
的
に
行
う
た
め
に
必
要
な
準
備
期
間
を
不
利
益
処
分
の
名
あ
て
人
に
与
え
る
措
置
を
講
じ
て

い
る
。
さ
ら
に
聴
聞
手
続
に
お
い
て
は
、
名
あ
て
人
の
権
利
保
護
の
充
実
を
図
る
た
め
に
、
名
あ
て
人
の
権
利
に
関
す
る
教
示
の
規
定
も

置
か
れ
、
聴
聞
の
期
日
に
出
頭
し
て
意
見
を
述
べ
、
証
拠
書
類
等
を
提
出
で
き
る
こ
と
、
出
頭
し
な
い
場
合
に
は
陳
述
書
お
よ
び
証
拠
書

類
等
を
提
出
で
き
る
こ
と
、
不
利
益
処
分
の
原
因
と
な
る
事
実
を
証
す
る
資
料
の
閲
覧
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
聴
聞
の
通
知
書

に
教
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
い
る
（
40
）

。
こ
れ
ら
の
手
続
に
お
け
る
不
備
が
手
続
的
瑕
疵
と
評
価
さ
れ
る
の
か
が
問
題
と
な
る
。
す

な
わ
ち
、
聴
聞
手
続
そ
れ
自
体
は
行
わ
れ
た
が
、
聴
聞
手
続
内
に
お
け
る
不
備
が
手
続
的
瑕
疵
に
値
す
る
の
か
ど
う
か
で
あ
る
。

さ
ら
に
聴
聞
の
期
日
に
お
い
て
、
名
あ
て
人
が
防
御
権
を
効
果
的
に
行
使
で
き
る
よ
う
に
行
政
手
続
法
は
、
当
事
者
及
び
当
該
不
利
益

処
分
が
な
さ
れ
た
場
合
に
自
己
の
利
益
を
害
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
参
加
人
は
、
聴
聞
の
通
知
が
あ
っ
た
時
か
ら
聴
聞
が
終
結
す
る
時
ま
で

の
間
、
行
政
庁
に
対
し
、
当
該
事
案
に
つ
い
て
し
た
調
査
の
結
果
に
係
る
調
書
そ
の
他
の
当
該
不
利
益
処
分
の
原
因
と
な
る
事
実
を
証
す

る
資
料
の
閲
覧
（
以
下
「
文
書
閲
覧
」
と
い
う
。）
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
聴
聞
の
機
会
が
与
え
ら
れ
て
も
、
行

政
庁
が
ど
の
よ
う
な
理
由
に
基
づ
い
て
、
す
な
わ
ち
、
行
政
庁
が
い
か
な
る
事
実
を
認
定
し
て
い
て
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
証
拠
に
よ
っ

て
支
え
ら
れ
て
い
る
の
か
を
十
分
に
知
る
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
、
聴
聞
の
期
日
に
お
い
て
、
自
己
に
有
利
な
主
張
、
立
証
を
行
う
こ
と

は
で
き
ず
、
そ
の
目
的
の
達
成
は
困
難
と
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
を
懸
念
し
て
の
こ
と
で
あ
る
（
41
）

。
こ
の
場
合
、
行
政
庁
は
正
当
な
理
由
が
あ

る
と
き
で
な
け
れ
ば
、
閲
覧
を
拒
む
こ
と
は
で
き
な
い
と
規
定
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
正
当
な
理
由
な
く
閲
覧
を
拒
ん
だ
場
合
に
は
、
そ

の
違
法
性
が
当
該
不
利
益
処
分
の
取
消
訴
訟
で
争
わ
れ
（
42
）

、
当
該
不
利
益
処
分
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
影
響
を
も
た
ら
す
の
か
が
問
題
と
な

（
五
七
八
）



行
政
手
続
に
お
け
る
手
続
的
瑕
疵
の
評
価
に
関
す
る
考
察
（
橋
本
）

二
一
一

る
。●

判
例
研
究

こ
れ
ら
を
争
点
と
し
た
裁
判
例
と
し
て
、
J
広
島
松
江
支
判
平
成
二
六
年
三
月
一
七
日
（
判
時
二
二
六
五
号
一
七
頁
）、
K
大
阪
地
判
平

成
二
〇
年
一
月
三
一
日
（
判
タ
一
二
六
八
号
一
五
二
頁
）
が
あ
る
。

J
は
、
行
政
手
続
法
三
〇
条
二
号
に
よ
っ
て
名
あ
て
人
に
通
知
さ
れ
る
弁
明
通
知
書
に
記
載
さ
れ
る
不
利
益
処
分
の
原
因
と
な
る
事
実

に
つ
い
て
、
ど
の
程
度
の
具
体
性
が
求
め
ら
れ
る
の
か
が
争
わ
れ
、
こ
れ
が
法
の
要
求
水
準
を
満
た
さ
な
い
と
さ
れ
た
事
例
で
あ
る
（
43
）

。

J
は
、
道
路
運
送
法
四
〇
条
に
基
づ
く
事
業
用
自
動
車
の
使
用
停
止
処
分
の
原
因
と
な
っ
た
道
路
運
送
法
に
基
づ
く
旅
客
自
動
車
運
送

事
業
運
輸
規
則
に
違
反
す
る
事
実
を
記
載
し
た
弁
明
通
知
書
の
内
容
が
、
概
括
的
な
記
載
で
あ
り
、
個
々
の
違
反
に
関
す
る
具
体
的
な
日

時
、
自
動
車
な
い
し
運
転
者
名
等
の
事
実
が
明
ら
か
で
は
な
く
、
名
あ
て
人
に
お
い
て
そ
れ
を
推
知
す
る
こ
と
も
困
難
で
あ
っ
た
た
め
、

不
利
益
処
分
の
原
因
と
な
る
事
実
を
明
示
す
る
も
の
と
は
認
め
ら
れ
ず
、
名
あ
て
人
に
お
い
て
実
効
的
な
反
論
を
不
可
能
と
す
る
も
の
と

し
た
。
ま
た
名
あ
て
人
が
違
反
行
為
、
な
い
し
違
反
内
容
、
根
拠
が
明
ら
か
で
な
い
の
で
弁
明
で
き
な
い
と
し
て
違
反
内
容
等
を
詳
細
に

記
載
し
た
弁
明
通
知
を
求
め
た
の
に
対
し
、
処
分
行
政
庁
は
違
反
行
為
の
内
容
と
な
る
具
体
的
な
事
実
を
説
明
す
る
こ
と
が
容
易
で
あ
っ

た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
文
書
に
よ
る
弁
明
通
知
を
発
出
し
な
か
っ
た
と
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
不
利
益
処
分
の
名
あ
て
人
と
な
る
べ
き

者
が
具
体
的
な
処
分
原
因
事
実
を
認
識
し
、
そ
の
者
の
防
御
権
の
行
使
を
妨
げ
な
い
程
度
に
記
載
さ
れ
な
か
っ
た
弁
明
通
知
書
の
記
載
は
、

手
続
的
瑕
疵
に
値
す
る
だ
ろ
う
（
44
）

。

し
か
し
な
が
ら
J
は
、
処
分
行
政
庁
が
、
本
件
違
反
行
為
の
内
容
と
な
る
事
実
を
説
明
す
る
こ
と
は
容
易
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
当
初

（
五
七
九
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
三
号
（
二
〇
一
八
年
十
二
月
）

二
一
二

の
弁
明
通
知
書
の
記
載
の
不
備
に
対
し
て
、
名
あ
て
人
か
ら
の
要
求
に
応
じ
た
詳
細
な
弁
明
通
知
を
発
出
し
た
場
合
に
は
、
手
続
的
瑕
疵

が
治
癒
さ
れ
る
余
地
を
残
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
本
件
事
例
は
、
当
該
手
続
に
お
い
て
手
続
自
体
の
履
践
が
完
全
に
欠

落
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
不
十
分
で
あ
っ
た
場
合
に
、
こ
の
一
事
を
も
っ
て
手
続
的
瑕
疵
と
す
る
の
で
は
な
く
、
当
該
手
続
の
一
連
の

過
程
を
全
体
的
に
考
察
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
評
価
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
な
お
、
理
由
の
提
示
に
お
け
る
判
例
法
理

は
、
法
が
要
求
す
る
程
度
の
理
由
を
提
示
し
て
い
な
い
場
合
に
は
、
名
あ
て
人
が
処
分
理
由
を
推
知
で
き
た
か
ど
う
か
を
問
わ
ず
、
ま
た

行
政
処
分
後
に
よ
る
理
由
の
追
完
を
認
め
ず
、
直
ち
に
こ
れ
を
手
続
的
瑕
疵
と
し
て
い
た
が
、
こ
れ
は
理
由
の
提
示
に
お
け
る
行
政
庁
側

の
慎
重
考
慮
担
保
機
能
、
恣
意
抑
制
機
能
を
重
視
し
た
も
の
と
解
さ
れ
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
理
由
の
提
示
は
、
終
局
的
な
行
政
庁
の
判
断

に
対
し
て
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
行
政
処
分
時
に
お
い
て
処
分
理
由
が
明
確
に
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
に
対
し
、
弁

明
通
知
書
に
お
け
る
処
分
理
由
は
（
45
）

、
不
利
益
処
分
の
発
動
過
程
に
お
い
て
、
行
政
庁
側
の
見
解
を
提
示
し
、
こ
れ
に
対
す
る
防
御
の
機
会

の
端
緒
を
提
供
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
弁
明
手
続
の
進
行
途
中
に
て
、
処
分
理
由
が
明
確
に
さ
れ
、
こ
れ
に
対
し
て
名
あ
て
人
に
防
御

の
機
会
が
十
分
に
保
障
さ
れ
た
の
で
あ
れ
ば
、
手
続
の
目
的
は
果
た
さ
れ
た
と
評
価
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、
聴
聞
手
続
、
弁
明
手
続
は

実
施
さ
れ
た
が
、
そ
の
過
程
の
一
部
に
不
備
が
あ
っ
た
も
の
の
、
後
に
こ
れ
を
打
ち
消
す
程
度
の
手
続
的
措
置
が
処
分
の
発
動
過
程
内
に

お
い
て
講
じ
ら
れ
た
場
合
に
、
名
あ
て
人
に
保
障
さ
れ
た
効
果
的
な
防
御
権
の
行
使
の
実
質
的
な
侵
害
の
有
無
に
着
目
し
て
、
手
続
的
瑕

疵
と
評
価
す
る
行
政
手
続
の
全
体
的
な
考
察
手
法
は
、
行
政
手
続
法
の
趣
旨
、
目
的
に
適
う
も
の
と
い
え
よ
う
（
46
）

。
こ
こ
に
お
い
て
重
要
な

の
は
、
不
備
の
あ
っ
た
手
続
を
全
体
と
し
て
考
察
し
た
場
合
に
、
法
の
要
求
す
る
趣
旨
に
違
背
し
て
い
る
か
で
あ
る
（
47
）

。

こ
の
点
に
つ
き
、
K
も
防
御
権
の
行
使
の
実
質
的
な
侵
害
の
有
無
に
着
目
し
て
い
る
点
に
お
い
て
、
同
様
の
評
価
手
法
に
よ
る
も
の
と

思
わ
れ
る
。
K
は
、「
処
分
庁
が
書
類
等
の
閲
覧
を
拒
否
し
た
こ
と
が
当
該
処
分
の
取
消
事
由
と
な
る
の
は
、
閲
覧
請
求
の
対
象
と
な
っ

（
五
八
〇
）



行
政
手
続
に
お
け
る
手
続
的
瑕
疵
の
評
価
に
関
す
る
考
察
（
橋
本
）

二
一
三

た
書
類
等
に
つ
い
て
の
閲
覧
を
認
め
な
い
こ
と
に
瑕
疵
が
あ
り
、
か
つ
、
聴
聞
当
事
者
の
防
御
権
の
行
使
が
実
質
的
に
妨
げ
ら
れ
た
と
認

め
ら
れ
る
場
合
に
限
ら
れ
る
と
解
す
べ
き
で
あ
る
」
と
判
示
し
て
お
り
、
聴
聞
手
続
の
趣
旨
で
あ
る
名
あ
て
人
か
ら
の
反
論
、
反
証
の
機

会
の
保
障
と
い
う
防
御
権
の
実
質
的
な
行
使
が
可
能
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
、
つ
ま
り
聴
聞
手
続
の
趣
旨
、
目
的
の
観
点
を
問
題
と
し
て
い

る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
上
で
、
本
件
事
案
に
お
い
て
は
、
閲
覧
を
拒
否
し
た
こ
と
に
対
し
て
、
閲
覧
拒
否
部
分
に
記
載
さ
れ
て
い
た
事
項

は
、
聴
聞
手
続
に
お
け
る
争
点
と
直
接
関
係
し
な
い
も
の
で
あ
り
、
名
あ
て
人
の
防
御
権
の
行
使
が
妨
げ
ら
れ
て
い
な
い
と
し
て
本
件
処

分
の
効
力
を
維
持
し
た
も
の
と
み
ら
れ
る
（
48
）

。
し
か
し
な
が
ら
K
に
お
い
て
は
、
根
本
的
な
差
異
が
あ
り
、
す
な
わ
ち
、
裁
判
所
に
よ
る
事

後
の
審
理
の
過
程
に
お
い
て
明
ら
か
と
な
っ
た
文
書
の
記
載
内
容
と
の
関
係
に
お
い
て
、
防
御
権
の
行
使
の
実
質
的
な
侵
害
は
な
か
っ
た

と
す
る
も
の
で
あ
り
、
行
政
処
分
の
発
動
過
程
内
に
お
い
て
、
行
政
庁
の
自
ら
の
行
為
に
よ
り
手
続
上
の
不
備
が
治
癒
さ
れ
た
わ
け
で
は

な
い
。
し
た
が
っ
て
、
閲
覧
を
認
め
な
か
っ
た
こ
と
に
正
当
な
理
由
が
な
く
違
法
で
あ
る
場
合
に
は
、
事
後
の
司
法
審
査
に
お
け
る
結
果

論
と
し
て
の
防
御
権
の
行
使
の
実
質
的
な
侵
害
の
有
無
だ
け
を
問
題
と
す
る
の
で
は
な
く
、
当
該
文
書
閲
覧
の
拒
否
が
問
題
と
な
っ
た
そ

の
時
点
に
お
い
て
、
名
あ
て
人
に
と
っ
て
文
書
閲
覧
が
ど
う
い
う
意
味
を
持
っ
て
い
た
の
か
、
当
該
文
書
が
名
あ
て
人
の
防
御
に
お
い
て

ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
の
か
に
留
意
し
、
名
あ
て
人
の
防
御
の
機
会
の
実
質
的
な
侵
害
に
つ
い
て
厳
格
に
審
査
す
る
こ
と
が

求
め
ら
れ
る
（
49
）

。五
．
お
わ
り
に

本
稿
は
、
行
政
手
続
法
が
規
定
す
る
主
要
な
手
続
と
さ
れ
る
審
査
基
準
の
設
定
・
公
表
、
理
由
の
提
示
、
聴
聞
手
続
、
弁
明
手
続
及
び

（
五
八
一
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
三
号
（
二
〇
一
八
年
十
二
月
）

二
一
四

こ
れ
ら
に
付
随
す
る
諸
手
続
に
お
け
る
手
続
の
不
備
を
検
討
対
象
と
し
、
い
か
な
る
不
備
を
も
っ
て
、
こ
れ
を
手
続
的
瑕
疵
と
評
す
る
の

か
に
つ
い
て
、
行
政
手
続
法
制
定
下
に
お
け
る
最
高
裁
判
例
及
び
下
級
審
裁
判
例
を
概
観
し
、
各
裁
判
例
の
分
析
を
行
い
、
手
続
的
瑕
疵

の
評
価
に
関
す
る
「
基
準
づ
く
り
」
を
試
み
た
も
の
で
あ
る
。
具
体
的
な
検
討
結
果
は
、
各
章
に
お
い
て
検
討
し
た
と
お
り
で
あ
る
が
、

行
政
手
続
法
は
、
処
分
の
利
害
関
係
者
に
対
し
て
手
続
的
権
利
利
益
を
付
与
し
て
い
る
と
解
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
手
続
の
不
備
を
軽
視
す

る
こ
と
は
、
か
か
る
権
利
利
益
の
侵
害
と
な
る
た
め
、
行
政
手
続
法
が
規
定
す
る
手
続
の
意
義
に
鑑
み
た
考
察
が
求
め
ら
れ
る
。
な
お
、

各
裁
判
例
の
分
析
は
、
当
該
事
案
で
の
事
実
関
係
に
依
拠
す
る
点
が
多
い
た
め
、
今
後
の
裁
判
例
の
動
向
を
注
視
し
な
が
ら
議
論
の
精
緻

化
を
図
っ
て
い
く
必
要
が
あ
る
こ
と
は
自
認
し
て
い
る
。

ま
た
手
続
的
瑕
疵
の
評
価
に
関
す
る
考
察
は
、
行
政
裁
量
を
め
ぐ
る
裁
判
所
に
お
け
る
手
続
的
手
法
に
よ
る
裁
量
統
制
と
も
深
く
関

わ
っ
て
お
り
、
司
法
審
査
の
密
度
向
上
と
の
関
係
に
お
い
て
も
有
益
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
行
政
庁
に
は
時
々
刻
々
と
変
化
す
る
行
政
需

要
に
応
じ
て
適
宜
、
適
切
な
行
政
対
応
を
可
能
に
す
る
た
め
、
裁
量
権
が
授
権
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
行
政
裁
量
の
行
使
を
め
ぐ
る
裁

判
所
の
法
適
合
性
審
査
に
お
い
て
は
、
裁
量
権
を
授
権
し
た
根
拠
法
令
の
規
定
に
照
ら
し
て
裁
量
権
の
踰
越
、
あ
る
い
は
濫
用
の
有
無
を

審
査
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
裁
判
所
に
よ
る
裁
量
統
制
の
手
法
と
し
て
、
行
政
庁
の
行
っ
た
判
断
の
過
程
を
対
象
と
し
て
、
そ
の
過
程
に

不
合
理
な
点
が
な
か
っ
た
の
か
を
審
査
す
る
方
法
の
ほ
か
、
行
政
手
続
法
の
制
定
に
よ
っ
て
、
処
分
に
際
し
一
定
の
手
続
の
履
践
が
求
め

ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
か
ら
、
行
政
決
定
が
適
正
な
手
続
を
経
て
行
わ
れ
た
の
か
に
つ
い
て
手
続
的
に
審
査
す
る
方
法
が
注
目
さ
れ

る
。
つ
ま
り
不
確
定
で
抽
象
的
な
根
拠
法
令
の
規
定
を
具
体
化
し
た
審
査
基
準
、
あ
る
い
は
処
分
基
準
が
作
成
さ
れ
、
公
表
さ
れ
て
い
る

場
合
に
は
、
当
該
基
準
の
合
理
性
、
当
該
基
準
の
適
合
性
の
合
理
性
の
審
査
を
通
じ
て
、
裁
判
所
が
手
続
的
な
観
点
か
ら
審
査
す
る
手
法

で
あ
る
（
50
）

。
ま
た
理
由
の
提
示
に
よ
っ
て
処
分
原
因
事
実
と
当
該
基
準
と
の
い
か
な
る
架
橋
に
よ
る
処
分
内
容
で
あ
る
の
か
が
明
ら
か
と
な

（
五
八
二
）



行
政
手
続
に
お
け
る
手
続
的
瑕
疵
の
評
価
に
関
す
る
考
察
（
橋
本
）

二
一
五

り
、
こ
れ
に
よ
り
行
政
庁
の
裁
量
権
行
使
の
適
否
を
判
断
す
る
際
の
手
が
か
り
と
な
る
こ
と
か
ら
（
51
）

、
理
由
の
提
示
が
行
政
裁
量
と
の
関
係

で
適
切
に
履
践
さ
れ
て
い
る
の
か
を
審
査
す
る
方
法
も
あ
ろ
う
（
52
）

。
し
た
が
っ
て
、
行
政
手
続
法
に
よ
り
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
手
続
に
つ

き
、
い
か
な
る
程
度
の
手
続
上
の
不
備
を
も
っ
て
手
続
的
瑕
疵
と
裁
判
所
が
判
断
す
る
の
か
は
、
行
政
裁
量
の
審
査
密
度
と
関
係
し
て
お

り
、
裁
判
所
に
お
い
て
は
、
行
政
手
続
法
の
趣
旨
、
目
的
を
反
映
さ
せ
た
審
査
が
求
め
ら
れ
よ
う
。

（
1
） 

近
時
に
お
け
る
先
行
研
究
と
し
て
は
、
大
橋
洋
一
「
行
政
手
続
と
行
政
訴
訟
」『
法
曹
時
報
』
六
三
巻
九
号
（
平
成
二
三
年
）
一
頁
、
戸
部
真

澄
「
行
政
手
続
の
瑕
疵
と
処
分
の
効
力
」『
自
治
研
究
』
八
八
巻
一
一
号
（
平
成
二
四
年
）
五
五
頁
、
拙
稿
と
し
て
橋
本
直
樹
「
行
政
手
続
と
行
政

処
分
の
効
力
と
の
関
係
に
関
す
る
考
察
│
行
政
手
続
法
制
定
前
・
後
に
お
け
る
最
高
裁
判
例
及
び
下
級
審
判
例
の
動
向
を
中
心
と
し
て
│
」『
法
学

研
究
年
報
』
四
七
号
（
平
成
二
九
年
）
一
頁
が
あ
る
。

（
2
） 

大
橋
洋
一
・
前
掲
註（
1
）六
頁
。

（
3
） 

塩
野
宏
『
行
政
法
Ⅰ　

第
六
版
』（
有
斐
閣
、
平
成
二
七
年
）
三
四
八
頁
。

（
4
） 

総
務
省
行
政
管
理
局
編
『
逐
条
解
説
行
政
手
続
法　

増
補
新
訂
版
』（
ぎ
ょ
う
せ
い
、
平
成
一
四
年
）
九
六
頁
。

（
5
） 

高
橋
滋
『
行
政
手
続
法
』（
ぎ
ょ
う
せ
い
、
平
成
八
年
）
一
九
一
頁
。

（
6
） 

山
岸
敬
子
『
自
治
研
究
』
七
八
巻
一
二
号
（
平
成
一
四
年
）
一
四
五
頁
。

（
7
） 

高
橋
滋
・
前
掲
註（
5
）一
九
一
頁
。

（
8
） 

常
岡
孝
好
「
裁
量
権
行
使
に
係
る
行
政
手
続
の
意
義
│
統
合
過
程
論
的
考
察
」
磯
部
力
、
小
早
川
光
郎
、
芝
池
義
一
編
『
行
政
法
の
新
構
想
Ⅱ

行
政
作
用
・
行
政
手
続
・
行
政
情
報
法
』（
有
斐
閣
、
平
成
二
〇
年
）
二
六
五
頁
。

（
9
） 

恒
川
隆
生
『
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
行
政
法
Ⅰ　

行
政
手
続
法
・
行
政
不
服
審
査
法　

第
二
版
』
室
井
力
、
芝
池
義
一
、
浜
川
清
編
（
日
本
評
論
社
、

平
成
二
〇
年
）
一
〇
五
頁
。

（
五
八
三
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
三
号
（
二
〇
一
八
年
十
二
月
）

二
一
六

（
10
） 

塩
野
宏
・
前
掲
註（
3
）二
九
六
頁
。

（
11
） 

交
告
尚
史
『
処
分
理
由
と
取
消
訴
訟
』（
勁
草
書
房
、
平
成
一
二
年
）
二
頁
。

（
12
） 
久
保
茂
樹
・
前
掲
註（
9
）一
一
八
頁
、
一
六
〇
頁
。

（
13
） 
塩
野
宏
・
前
掲
註（
3
）三
二
二
頁
。

（
14
） 

本
多
滝
夫
「
行
政
手
続
法
に
お
け
る
理
由
の
提
示
と
瑕
疵
の
効
果
」『
竜
谷
法
学
』
四
五
巻
四
号
（
平
成
二
五
年
）
二
〇
三
頁
。

（
15
） 

浜
川
清
・
前
掲
註（
9
）一
三
九
頁
。

（
16
） 

原
田
大
樹
「
処
分
基
準
と
理
由
提
示
」『
法
政
研
究
』
七
八
巻
四
号
（
平
成
二
四
年
）
六
七
頁
。

（
17
） 

久
保
茂
樹
・
前
掲
註（
9
）一
六
二
頁
。

（
18
） 

西
鳥
羽
和
明
「
理
由
付
記
判
例
法
理
と
行
政
手
続
法
の
理
由
提
示
（
二
）」『
民
商
法
雑
誌
』
一
一
三
巻
一
号
（
平
成
七
年
）
一
二
頁
以
下
。

（
19
） 

古
田
孝
夫
『
法
曹
時
報
』
六
六
巻
三
号
（
平
成
二
六
年
）
一
八
七
頁
。

（
20
） 

宇
賀
克
也
「
判
例
で
学
ぶ
行
政
法
第
二
回　

不
利
益
処
分
の
理
由
提
示
」『
自
治
実
務
セ
ミ
ナ
ー
』
五
〇
巻
一
一
号
（
平
成
二
三
年
）
四
三
頁
。

な
お
、
那
須
裁
判
官
は
、
反
対
意
見
に
お
い
て
、「
一
口
に
『
適
用
関
係
』
を
示
す
と
い
っ
て
も
、
そ
の
作
業
は
相
当
複
雑
な
内
容
の
も
の
と
な
り
、

そ
れ
だ
け
時
間
と
労
力
を
要
す
る
も
の
に
な
る
。
結
果
と
し
て
、
適
用
関
係
の
表
示
に
誤
り
や
欠
落
が
発
見
さ
れ
る
こ
と
も
生
じ
、
こ
れ
に
対
し
て

処
分
の
効
果
等
を
争
っ
て
訴
訟
に
及
ぶ
者
も
出
て
く
る
可
能
性
が
あ
る
」
と
指
摘
す
る
。
し
か
し
本
論
に
お
い
て
述
べ
た
よ
う
に
、
理
由
の
提
示
に

お
け
る
適
用
関
係
の
提
示
は
、
す
で
に
処
分
の
発
動
過
程
に
お
い
て
行
っ
た
判
断
の
過
程
を
示
す
に
す
ぎ
ず
、
ま
た
裁
判
所
に
お
け
る
判
決
文
の
よ

う
に
事
細
か
に
摘
示
す
る
必
要
性
は
、
必
ず
し
も
要
求
さ
れ
な
い
と
解
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
本
補
足
意
見
の
指
摘
に
筆
者
は
賛
同
で
き
な
い
。
ま
た

「
訴
訟
に
及
ぶ
者
も
出
て
く
る
可
能
性
が
あ
る
」
旨
の
指
摘
は
、
訴
訟
経
済
の
観
点
に
立
脚
す
る
主
張
で
あ
ろ
う
が
、
理
由
の
提
示
の
意
義
を
軽
視

す
る
も
の
と
し
て
同
様
に
賛
同
で
き
な
い
。

（
21
） 

小
早
川
光
郎
「
調
査
・
処
分
・
証
明
│
取
消
訴
訟
に
お
け
る
証
明
責
任
問
題
の
一
考
察
│
」
成
田
頼
明
、
園
部
逸
夫
、
金
子
宏
、
塩
野
宏
、
小

早
川
光
郎
編
『
行
政
法
の
諸
問
題　

中
』（
有
斐
閣
、
平
成
二
年
）
二
六
六
頁
。
山
本
隆
司
「
行
政
手
続
お
よ
び
行
政
訴
訟
手
続
に
お
け
る
事
実
の

調
査
・
判
断
・
説
明
」
宇
賀
克
也
、
交
告
尚
史
編
『
現
代
行
政
法
の
構
造
と
展
開
』（
有
斐
閣
、
平
成
二
八
年
）
三
〇
三
頁
。

（
五
八
四
）



行
政
手
続
に
お
け
る
手
続
的
瑕
疵
の
評
価
に
関
す
る
考
察
（
橋
本
）

二
一
七

（
22
） 

古
田
孝
夫
・
前
掲
註（
19
）一
八
八
頁
。

（
23
） 

須
田
守
「
理
由
提
示
と
処
分
基
準
」『
法
學
論
叢
』
一
七
三
巻
三
号
（
平
成
二
五
年
）
一
五
〇
頁
。

（
24
） 
大
阪
地
判
平
成
二
四
年
六
月
二
八
日
（
Ｌ
Ｅ
Ｘ
／
Ｄ
Ｂ
二
五
四
四
四
七
七
四
）、
東
京
高
判
平
成
二
四
年
一
二
月
一
二
日
（
Ｌ
Ｅ
Ｘ
／

Ｄ
Ｂ
二
五
四
四
五
八
四
三
）、
前
掲
G
名
古
屋
高
判
平
成
二
五
年
四
月
二
六
日
等
は
、
平
成
二
三
年
最
判
を
引
用
し
て
要
求
さ
れ
る
理
由
の
提
示
の

程
度
に
つ
い
て
言
及
し
判
示
し
て
お
り
、
特
に
大
阪
地
判
平
成
二
四
年
六
月
二
八
日
判
決
は
、
処
分
基
準
の
適
用
関
係
が
提
示
さ
れ
て
い
な
い
と
し

て
取
消
し
て
い
る
。

（
25
） 

原
田
大
樹
・
前
掲
註（
16
）六
九
頁
。

（
26
） 

兼
子
仁
『
行
政
手
続
法
』（
岩
波
書
店
、
平
成
六
年
）
一
一
五
頁
。

（
27
） 

杉
原
丈
史
「
新
・
判
例
解
説W

atch

（
法
学
セ
ミ
ナ
ー
増
刊
）」
一
四
号
（
日
本
評
論
社
、
平
成
二
六
年
）
五
六
頁
。
阿
部
泰
隆
「
不
利
益
処

分
の
理
由
附
記
（
行
政
手
続
法
一
四
条
一
項
）
の
あ
り
方
（
一
）」『
自
治
研
究
』
九
三
巻
五
号
（
平
成
二
九
年
）
二
〇
頁
。

（
28
） 

平
岡
久
「
処
分
基
準
の
合
理
性
と
聴
聞
手
続
中
の
理
由
摘
示
」『
大
阪
市
立
大
学
法
学
雑
誌
』
六
〇
巻
二
号
（
平
成
二
六
年
）
一
四
三
頁
は
、

明
文
規
定
は
な
い
が
、
当
事
者
の
処
分
基
準
の
適
用
関
係
に
か
か
わ
る
質
問
に
対
し
て
は
、
行
政
庁
の
職
員
に
は
誠
実
に
回
答
す
る
義
務
が
あ
る
と

し
て
い
る
。

（
29
） 

阿
部
泰
隆
「
不
利
益
処
分
の
理
由
附
記
（
行
政
手
続
法
一
四
条
一
項
）
の
あ
り
方
（
二
・
完
）」『
自
治
研
究
』
九
三
巻
六
号
（
平
成
二
九
年
）

五
七
頁
。

（
30
） 

本
多
滝
夫
・
前
掲
註（
14
）二
一
八
頁
。

（
31
） 

宇
賀
克
也
『
行
政
手
続
法
の
理
論
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
平
成
七
年
）
八
頁
、
二
〇
頁
。

（
32
） 

宇
賀
克
也
『
自
治
体
行
政
手
続
の
改
革
』（
ぎ
ょ
う
せ
い
、
平
成
八
年
）
五
二
頁
。

（
33
） 

岡
本
博
志
『
北
九
州
市
立
大
学
法
政
論
集
』
三
一
巻
二
・
三
・
四
号
（
平
成
一
六
年
）
三
二
三
頁
。

（
34
） 

北
島
周
作
「
理
由
提
示
の
程
度
と
処
分
基
準
」『
法
学
教
室
』
三
七
三
号
（
平
成
二
三
年
）
五
七
頁
。

（
35
） 

原
田
尚
彦
『
行
政
法
要
論
』
全
訂
第
七
版
補
訂
版
（
学
陽
書
房
、
平
成
二
三
年
）
一
五
七
頁
。

（
五
八
五
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
三
号
（
二
〇
一
八
年
十
二
月
）

二
一
八

（
36
） 

総
務
省
行
政
管
理
局
編
・
前
掲
註（
4
）一
三
〇
頁
。

（
37
） 

高
橋
正
徳
・
前
掲
註（
9
）一
五
二
頁
。

（
38
） 
な
お
、
聴
聞
手
続
又
は
弁
明
手
続
に
現
れ
な
か
っ
た
事
実
に
基
づ
い
て
処
分
が
行
わ
れ
た
場
合
に
は
、
名
あ
て
人
の
防
御
権
を
奪
う
こ
と
に
な

る
の
で
同
様
に
手
続
的
瑕
疵
と
な
ろ
う
（
高
橋
滋
・
前
掲
註（
5
）四
二
七
頁
）。

（
39
） 

南
博
方
、
高
橋
滋
『
注
釈　

行
政
手
続
法
』（
第
一
法
規
、
平
成
一
二
年
）
五
〇
〇
頁
。

（
40
） 

宇
賀
克
也
『
行
政
手
続
法
の
解
説　

第
六
次
改
訂
版
』（
学
陽
書
房
、
平
成
二
五
年
）
一
二
三
頁
。

（
41
） 

芝
池
義
一
『
行
政
法
読
本　

第
四
版
』（
有
斐
閣
、
平
成
二
八
年
）
二
三
一
頁
。

（
42
） 

文
書
閲
覧
請
求
に
対
す
る
行
政
庁
の
処
分
に
つ
い
て
は
、
行
政
不
服
審
査
法
に
基
づ
く
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
行
政
手
続
法
は

規
定
し
て
い
る
。
こ
の
規
定
に
関
し
て
、
当
該
規
定
は
、
文
書
閲
覧
請
求
権
が
聴
聞
過
程
に
お
け
る
派
生
的
な
権
利
で
あ
り
、
こ
れ
に
通
常
の
救
済

手
続
を
設
け
た
の
で
は
、
聴
聞
審
理
の
促
進
が
図
れ
な
い
と
い
う
趣
旨
で
あ
る
か
ら
、
文
書
閲
覧
請
求
の
拒
否
処
分
に
つ
い
て
は
、
取
消
訴
訟
を
単

独
で
提
起
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
の
見
解
が
示
さ
れ
て
い
る
（
塩
野
宏
・
前
掲
註（
3
）三
二
八
頁
）。

（
43
） 

黒
川
哲
志
『
自
治
研
究
』
九
三
巻
四
号
（
平
成
二
九
年
）
一
三
〇
頁
。
下
川
環
『
判
例
時
報
』
二
二
九
〇
号
（
平
成
二
八
年
）
二
〇
一
頁
。

（
44
） 

高
橋
滋
・
前
掲
註（
5
）四
二
四
頁
。

（
45
） 

平
岡
久
・
前
掲
註（
28
）一
四
九
頁
は
、
聴
聞
通
知
書
に
処
分
基
準
の
適
用
関
係
の
摘
示
が
求
め
ら
れ
る
の
か
に
つ
い
て
検
討
し
て
お
り
、
法
令

上
要
求
さ
れ
な
い
が
、
聴
聞
の
過
程
に
お
い
て
当
事
者
か
ら
質
問
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
適
用
関
係
を
誠
実
に
回
答
す
る
義
務
が
あ
る
と
指
摘
し
て

い
る
。

（
46
） 

高
橋
滋
・
前
掲
註（
5
）四
二
四
頁
。

（
47
） 

戸
部
真
澄
・
前
掲
註（
1
）七
四
頁
で
は
、
手
続
の
瑕
疵
が
処
分
の
取
消
事
由
に
な
る
か
ど
う
か
は
、
当
該
手
続
を
定
め
た
法
令
の
「
趣
旨
」
に

反
す
る
か
否
か
に
か
か
っ
て
い
る
と
し
て
い
る
。

（
48
） 

大
橋
洋
一
・
前
掲
註（
1
）三
八
頁
。

（
49
） 

小
早
川
光
郎
発
言
『
ジ
ュ
リ
ス
ト
増
刊　

行
政
手
続
法
逐
条
研
究
』
小
早
川
光
郎
編
（
有
斐
閣
、
平
成
八
年
）
二
三
四
頁
。 （

五
八
六
）



行
政
手
続
に
お
け
る
手
続
的
瑕
疵
の
評
価
に
関
す
る
考
察
（
橋
本
）

二
一
九

（
50
） 

宇
賀
克
也
『
行
政
法
概
説
Ⅰ　

第
六
版
』（
有
斐
閣
、
平
成
二
九
年
）
三
三
五
頁
。

（
51
） 

常
岡
孝
好
・
前
掲
註（
8
）二
六
二
頁
は
、
裁
量
行
為
に
あ
っ
て
は
、
行
政
手
続
法
八
条
や
一
四
条
の
よ
う
に
明
文
で
理
由
提
示
が
義
務
付
け
ら

れ
て
い
な
く
て
も
、
裁
量
権
行
使
義
務
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
と
し
て
い
る
。

（
52
） 
前
掲
G
名
古
屋
高
判
平
成
二
五
年
四
月
二
六
日
は
、
特
に
行
政
庁
に
お
け
る
裁
量
権
行
使
に
つ
い
て
言
及
し
て
お
り
、
裁
量
権
行
使
の
適
否
を

判
断
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
を
問
題
と
し
て
、
理
由
の
提
示
に
不
備
が
あ
る
と
し
て
い
る
。

（
五
八
七
）





薬
物
犯
罪
者
に
対
す
る
再
犯
防
止
策
の
課
題
に
つ
い
て
（
尾
田
）

二
二
一

薬
物
犯
罪
者
に
対
す
る
再
犯
防
止
策
の
課
題
に
つ
い
て

尾　
　

田　
　

清　
　

貴

1
．
始
め
に

2
．
現
状

　

1
）
薬
物
の
薬
理
作
用

　

2
）
薬
物
事
犯
の
検
挙
人
員
の
推
移

　

3
）
検
察
に
よ
る
処
理
の
現
状

　

4
）
裁
判
に
お
け
る
処
理
の
現
状

　

5
）
矯
正
・
保
護
に
お
け
る
処
遇
の
現
状

3
．
課
題
を
踏
ま
え
た
対
策
の
提
言

　

1
）
課
題

　

2
）
対
策
の
提
言　

│
ま
と
め
に
代
え
て
│

論　

説

（
五
八
九
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
三
号
（
二
〇
一
八
年
十
二
月
）

二
二
二

1
．
始
め
に

薬
物
犯
罪
は
、
薬
物
の
種
類
に
よ
っ
て
そ
の
薬
理
効
果
に
若
干
の
差
は
あ
っ
て
も
、
乱
用
に
よ
り
本
人
の
心
身
が
蝕
ま
れ
る
だ
け
で
な

く
、
薬
理
作
用
に
よ
っ
て
異
常
な
行
動
に
出
た
り
、
中
毒
性
精
神
障
害
に
よ
り
殺
人
・
傷
害
等
の
凶
暴
な
犯
罪
を
犯
し
た
り
、
薬
物
を
入

手
す
る
た
め
に
家
族
や
第
三
者
か
ら
金
員
を
得
る
た
め
窃
盗
等
の
犯
罪
を
犯
す
こ
と
に
つ
な
が
る
こ
と
か
ら
、
戦
後
一
貫
し
て
社
会
の
安

全
や
安
心
確
保
の
観
点
か
ら
、
薬
物
の
供
給
を
絶
つ
た
め
の
取
り
組
み
と
薬
物
使
用
者
の
再
犯
化
防
止
対
策
が
講
じ
ら
れ
て
き
て
い
る
（
1
）

。

し
か
し
な
が
ら
、
早
期
に
必
要
な
処
置
を
執
ら
な
い
限
り
、
一
旦
使
用
し
始
め
る
と
、
そ
の
薬
理
作
用
と
依
存
性
、
と
り
わ
け
精
神
的

依
存
性
の
高
い
薬
物
の
場
合
に
は
常
用
に
至
る
リ
ス
ク
が
高
く
、
矯
正
処
遇
に
伴
い
薬
物
の
供
給
が
遮
断
さ
れ
、
そ
の
間
に
認
知
行
動
療

法
を
基
本
と
し
た
処
遇
が
実
地
さ
れ
て
も
改
善
が
困
難
で
、
再
犯
率
の
高
い
犯
罪
と
さ
れ
て
き
た
。

そ
こ
で
、
薬
物
犯
罪
者
に
対
し
現
在
実
施
さ
れ
て
い
る
再
犯
防
止
施
策
の
課
題
を
分
析
・
検
討
し
、
初
期
対
応
に
よ
る
再
犯
防
止
を
含

め
、
若
干
の
提
言
を
行
い
た
い
。

2
．
現
状

1
）
薬
物
の
薬
理
作
用

先
ず
最
初
に
、
本
稿
で
薬
物
犯
罪
の
対
象
と
し
て
取
り
上
げ
て
い
る
薬
物
の
薬
理
作
用
を
中
枢
作
用
と
依
存
性
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

薬
理
作
用
と
し
て
は
「
興
奮
作
用
」「
幻
覚
作
用
」「
抑
制
作
用
」
の
三
点
、
依
存
性
の
観
点
か
ら
は
、「
精
神
的
依
存
」「
身
体
的
依

（
五
九
〇
）



薬
物
犯
罪
者
に
対
す
る
再
犯
防
止
策
の
課
題
に
つ
い
て
（
尾
田
）

二
二
三

存
」
の
二
点
で
分
類
し
た
の
が
次
の
表
1
で
あ
る
。
覚
せ
い
剤
取
締
法
の
対
象
と
な
っ
て

い
る
の
は
、
覚
醒
剤
・
メ
タ
フ
ェ
タ
ミ
ン
・
ア
ン
フ
ェ
タ
ミ
ン
で
、
中
枢
作
用
と
し
て
は

「
興
奮
作
用
」「
幻
覚
作
用
」
が
、
依
存
性
に
つ
い
て
は
「
精
神
的
依
存
」
が
極
め
て
高
く
、

「
身
体
的
依
存
」
は
な
い
。
麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
の
は
、

コ
カ
イ
ン
・
Ｍ
Ｄ
Ｍ
Ａ
・
Ｌ
Ｓ
Ｄ
・
マ
ジ
ッ
ク
マ
ッ
シ
ュ
ル
ー
ム
・
ヘ
ロ
イ
ン
・
モ
ル
ヒ

ネ
で
、
コ
カ
イ
ン
・
Ｍ
Ｄ
Ｍ
Ａ
は
覚
醒
剤
と
同
様
に
中
枢
作
用
と
し
て
は
「
興
奮
作
用
」

「
幻
覚
作
用
」
が
、
依
存
性
に
つ
い
て
は
「
精
神
的
依
存
」
が
極
め
て
高
く
、「
身
体
的
依

存
」
は
な
い
。
大
麻
取
締
法
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
大
麻
・
大
麻
樹
脂
（
ハ
ッ
シ

シ
）
で
、
中
枢
作
用
と
し
て
は
「
幻
覚
作
用
」「
抑
制
作
用
」
が
、
依
存
性
に
つ
い
て
は

「
精
神
的
依
存
」
が
見
ら
れ
る
が
「
身
体
的
依
存
」
に
関
し
て
は
比
較
的
弱
い
と
考
え
ら

れ
て
い
る
。
あ
へ
ん
法
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
ア
ヘ
ン
で
中
枢
作
用
と
し
て
は

「
抑
制
作
用
」
が
、
依
存
性
に
つ
い
て
は
「
精
神
的
依
存
」「
身
体
的
依
存
」
も
極
め
て
高

い
。「
興
奮
作
用
」
と
「
幻
覚
作
用
」
の
両
方
が
あ
り
、
依
存
性
の
高
い
も
の
が
、
ハ
ー

ド
ド
ラ
ッ
グ
と
し
て
リ
ス
ク
が
大
き
く
、
こ
の
薬
物
の
常
用
者
に
よ
る
一
般
刑
法
犯
等
重

大
な
犯
罪
に
繋
が
る
傾
向
も
見
ら
れ
る
。
大
麻
は
、
ソ
フ
ト
ド
ラ
ッ
グ
と
さ
れ
、
例
え
ば

オ
ラ
ン
ダ
等
（
2
）

で
は
非
犯
罪
化
さ
れ
て
い
る
。
勿
論
、
わ
が
国
で
は
い
ず
れ
の
薬
物
に
つ
い

て
も
非
犯
罪
化
は
さ
れ
て
い
な
い
。

表 1　乱用薬物の種類と作用

興奮作用 幻覚作用 抑制作用 精神的依存 身体的依存 精神毒性

覚 醒 剤 〇 〇 ＋＋＋ ＋＋＋

コ カ イ ン 〇 〇 ＋＋＋ ＋＋＋

M D M A 〇 〇 ＋＋＋ ＋＋＋

L S D 〇 ＋＋＋ ＋＋＋

マジックマッシュルーム 〇 ＋＋＋ ＋＋＋

ヘロイン・モルヒネ 〇 ＋＋＋ ＋＋＋ ＋

大 麻 〇 〇 ＋ ±

ア ヘ ン 〇 ＋＋＋ ＋＋＋ ＋

※ http://www8.cao.go.jp/youth/kenkyu/h19-2html/3_2_3.html を参考に、筆者が作成

（
五
九
一
）
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二
二
四

薬
物
依
存
は
、
精
神
依
存
と
身
体
依
存
の
二
つ
の
タ
イ
プ
に
分
類
さ
れ
、
依

存
性
薬
物
に
共
通
し
た
特
徴
と
し
て
は
、
精
神
的
依
存
が
形
成
さ
れ
る
点
で
あ

り
、
例
え
ば
、
覚
せ
い
剤
は
強
い
精
神
的
依
存
性
を
有
す
る
た
め
、
乱
用
者
は

連
用
に
陥
る
場
合
が
多
い
。
ま
た
、
耐
性
（
3
）

が
生
じ
や
す
い
た
め
、
連
用
し
た
場

合
に
は
摂
取
量
が
急
激
に
増
加
し
て
、
慢
性
中
毒
に
至
る
。
薬
物
依
存
の
メ
カ

ニ
ズ
ム
（
図
1
（
4
）

）
の
サ
ー
ク
ル
の
連
続
が
生
じ
、
慢
性
中
毒
に
至
る
の
で
あ
る
。

慢
性
中
毒
の
初
期
症
状
と
し
て
は
、
多
弁
で
落
ち
着
き
が
な
く
な
り
、
怒
り

や
す
く
、
凶
暴
な
行
動
を
と
る
よ
う
に
な
り
、
ま
た
、
注
意
力
、
集
中
力
、
記

憶
力
が
減
退
し
、
意
味
の
な
い
単
調
な
行
動
を
繰
り
返
す
よ
う
に
な
る
こ
と
が

挙
げ
ら
れ
る
。
更
に
中
毒
が
進
む
と
、
幻
覚
、
妄
想
等
の
症
状
が
現
れ
る
こ
と

か
ら
、
凶
暴
な
行
為
や
威
嚇
的
な
行
動
に
走
り
、
傷
害
、
殺
人
等
の
犯
罪
を
引

き
起
こ
し
た
り
（
5
）

、
薬
物
性
精
神
障
害
を
発
症
す
る
こ
と
も
あ
る
。
ま
た
、
後
遺

症
の
一
つ
と
し
て
フ
ラ
ッ
シ
ュ
・
バ
ッ
ク
（
6
）

に
よ
り
覚
せ
い
剤
等
の
使
用
を
止
め

て
心
身
が
正
常
に
復
し
た
後
で
も
、
薬
物
を
使
用
し
て
い
た
時
と
同
じ
幻
覚
、

妄
想
状
態
等
が
現
出
す
る
場
合
が
あ
り
、
発
作
的
な
犯
罪
行
為
に
出
る
こ
と
が

あ
る
。
さ
ら
に
、
一
旦
止
め
て
い
て
も
、
薬
理
効
果
を
得
る
た
め
に
は
、
止
め

る
前
と
ほ
ぼ
同
程
度
の
薬
物
摂
取
量
か
ら
再
使
用
が
始
ま
る
と
い
う
点
も
問
題

図 1

（
五
九
二
）



薬
物
犯
罪
者
に
対
す
る
再
犯
防
止
策
の
課
題
に
つ
い
て
（
尾
田
）

二
二
五

で
あ
る
。

2
）
薬
物
事
犯
の
検
挙
人
員
の
推
移

薬
物
事
犯
の
検
挙
人
員
の
推
移
（
平
成
二
一
年
〜
二
八
年
）

を
見
た
の
が
、
表
2
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
覚
醒
剤
事
犯

で
は
平
成
二
二
年
の
一
二
、二
〇
〇
人
を
ピ
ー
ク
に
減
少
傾

向
に
あ
り
平
成
二
八
年
に
は
一
〇
、六
〇
七
人
（
前
年
比

五
・
三
％
減
）
と
な
っ
て
い
る
。
大
麻
事
犯
で
は
平
成
二
五
年

の
一
、六
一
六
人
を
底
に
増
加
に
転
じ
、
平
成
二
八
年
に
は

二
、七
二
二
人
（
前
年
比
二
五
・
六
％
増
）
と
増
加
し
て
き
て
い

る
。
麻
薬
事
犯
等
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
四
年
を
底
に
増
減

を
繰
り
返
し
な
が
ら
推
移
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

表
3
は
、
覚
醒
剤
事
犯
に
つ
い
て
、
同
一
罪
名
に
よ
る
再

犯
者
の
状
況
の
推
移
（
平
成
二
一
年
〜
二
八
年
）
を
見
た
も
の

で
あ
る
が
、
平
成
二
一
年
以
降
、
同
一
罪
名
に
よ
る
再
犯
者

率
が
増
加
の
一
途
を
た
ど
り
平
成
二
八
年
に
は
、
六
五
・
八
％

と
極
め
て
高
い
状
況
に
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
継
続
的
な
増

表 2　薬物事犯の検挙人員の推移（平成 21 年～ 28 年）

覚せい剤取締法 大麻取締法 麻薬取締法 あへん法

平成 21 年 11,873 3,087 429 28

平成 22 年 12,200 2,367 375 23

平成 23 年 12,083 1,759 346 12

平成 24 年 11,842 1,692 341 6

平成 25 年 11,127 1,616 540 9

平成 26 年 11,148 1,813 452 24

平成 27 年 11,200 2,167 516 4

平成 28 年 10,607 2,722 505 7

※犯罪白書 29 年版を基に筆者が作成

（
五
九
三
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
三
号
（
二
〇
一
八
年
十
二
月
）

二
二
六

加
傾
向
に
よ
り
、
平
成
二
五
年
八
月
の
『
第
四
次
薬
物
乱
用
防
止
五
か
年
戦
略
』
の
策
定

に
際
し
て
、
そ
の
主
要
施
策
の
一
つ
と
し
て
覚
せ
い
剤
事
犯
対
策
が
盛
り
込
ま
れ
る
こ
と

に
な
っ
た
。
ま
た
、
後
述
す
る
刑
の
一
部
執
行
猶
予
制
度
の
薬
物
事
犯
へ
の
適
用
を
定
め
た

『
薬
物
使
用
等
の
罪
を
犯
し
た
者
に
対
す
る
刑
の
一
部
の
執
行
猶
予
に
関
す
る
法
律
（
平

二
五
・
六
・
一
九
／
法
律
第
五
〇
号
、
施
行
、
平
二
八
・
六
・
一
（
7
）

）』
の
制
定
に
繋
が
っ
て
い
る
。

3
）
検
察
に
よ
る
処
理
の
現
状

次
の
表
4
は
、
薬
物
事
犯
に
対
す
る
検
察
官
の
処
理
に
つ
い
て
見
た
も
の
で
あ
る
が
、

起
訴
猶
予
率
に
お
け
る
推
移
で
は
、
覚
せ
い
剤
取
締
法
違
反
者
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
五

年
の
八
・
二
を
ピ
ー
ク
と
し
て
二
七
年
に
は
七
・
一
ま
で
減
少
し
た
も
の
の
二
八
年
に
は

七
・
七
と
増
加
を
示
し
て
い
る
。
大
麻
取
締
法
違
反
者
で
は
、
平
成
二
二
年
に
二
八
・
二
ま

で
減
少
し
、
そ
の
後
増
加
し
て
二
五
年
に
は
三
七
・
五
と
ピ
ー
ク
を
迎
え
た
後
、
減
少
傾

向
に
あ
る
。
麻
薬
取
締
法
違
反
者
に
つ
い
て
は
、
増
減
を
繰
り
返
し
な
が
ら
平
成
二
六
年

に
三
二
・
四
と
ピ
ー
ク
を
迎
え
、
そ
の
後
は
七
ポ
イ
ン
ト
程
度
減
少
し
て
い
る
。
覚
せ
い

剤
取
締
法
対
象
者
の
起
訴
率
は
九
七
％
前
後
と
大
麻
及
び
麻
薬
取
締
法
対
象
者
の
ほ
ぼ

二
・
五
〜
三
倍
と
高
い
こ
と
が
分
か
る
。

な
お
、
平
成
二
八
年
に
、
覚
せ
い
剤
取
締
法
違
反
と
大
麻
取
締
法
違
反
で
起
訴
さ
れ
た

表3　覚せい剤取締法違反・成人検挙人員中の同一名再犯者人員等の推移（平成21～ 28年）

検挙人員 同一罪名検挙歴無し 同一罪名再犯者 同一罪名再犯者率

平成 21 年 11,398 4,681 6,717 58.9

平成 22 年 11,765 4,680 7,085 60.2

平成 23 年 11,669 4,653 7,016 60.1

平成 24 年 11,429 4,336 7,094 62.1

平成 25 年 10,785 3,905 6,880 63.8

平成 26 年 10,866 3,804 7,065 65.0

平成 27 年 10,903 3,775 7,128 65.4

平成 28 年 10,321 3,534 6,787 65.8

※犯罪白書 29 年版を基に筆者が作成

（
五
九
四
）



薬
物
犯
罪
者
に
対
す
る
再
犯
防
止
策
の
課
題
に
つ
い
て
（
尾
田
）

二
二
七

者
は
、
全
員
が
公
判
請
求
さ
れ
て
お
り
、
略
式

命
令
請
求
が
な
さ
れ
た
者
は
い
な
い
。
麻
薬
取

締
法
違
反
で
は
、
九
九
・
八
％
と
五
一
三
人
中

四
人
が
略
式
請
求
命
令
が
な
さ
れ
た
に
過
ぎ
な

い
。表

5
は
、
平
成
二
八
年
中
の
起
訴
人
員
中
の

有
前
科
者
の
状
況
を
見
た
も
の
で
あ
る
が
、
覚

醒
剤
事
犯
者
は
有
前
科
率
が
七
五
・
一
％
と
、

大
麻
事
犯
・
麻
薬
事
犯
の
約
二
倍
と
高
率
に

な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
前
科
の
処
分
率
で
見
て

も
覚
醒
剤
事
犯
の
実
刑
率
が
、
六
六
・
七
％
と

大
麻
事
犯
の
二
七
・
八
％
、
麻
薬
事
犯
の

三
八
・
〇
％
の
約
二
倍
前
後
と
高
い
割
合
を
占

め
て
お
り
、
執
行
猶
予
率
で
見
て
も
覚
醒
剤
事

犯
で
は
二
九
％
、
大
麻
事
犯
の
六
四
・
二
％
、

麻
薬
事
犯
の
四
四
・
六
％
よ
り
も
か
な
り
低
い

こ
と
が
分
か
る
。
な
お
、
平
成
二
八
年
六
月
一

表 4　薬物事犯検察庁終局処理人員の推移（平成 21 年～ 28 年）

覚せい剤取締法 大麻取締法 麻薬取締法

総　数 起訴猶予 起訴猶予率 総　数 起訴猶予 起訴猶予率 総　数 起訴猶予 起訴猶予率

平成 21 年 19,291 1,179 6.9 4,442 1,278 34.0 1,059 171 21.0

平成 22 年 19,590 1,207 7.0 3,524 816 28.2 964 134 18.2

平成 23 年 19,681 1,138 6.6 2,603 677 31.9 796 145 23.9

平成 24 年 18,918 1,302 7.9 2,569 671 33.9 727 140 28.8

平成 25 年 17,730 1,261 8.2 2,591 711 37.5 1,051 205 29.2

平成 26 年 17,583 1,223 8.0 2,926 736 33.9 876 170 32.4

平成 27 年 17,811 1,090 7.1 3,401 854 34.1 1,003 173 25.2

平成 28 年 17,019 1,118 7.7 3,874 953 32.2 993 169 25.5

※犯罪白書 29 年版を基に筆者が作成

表 5　起訴人員中の有前科者の人員・有前科者率（平成 28 年）

起訴人員

有前科者の人員

前科の処分内容

懲役・禁錮

罰　金実　刑 全部執行猶予一部施行猶予 有前科者率

大 麻取締法 2,007 731 203 364 164 36.4

麻 薬 取締法 494 187 71 62 48 37.9

覚せい剤取締法 13,479 10,119 6,751 2,751 617 75.1

※犯罪白書 29 年版を基に筆者が作成

（
五
九
五
）
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二
二
八

日
か
ら
施
行
さ
れ
た
『
薬
物
使
用
等
の
罪
を
犯
し
た
者
に
対
す
る
刑
の
一
部
の
執
行
猶
予
』
制
度
が
適

用
さ
れ
た
者
は
、
平
成
二
八
年
中
に
有
前
科
者
と
し
て
起
訴
さ
れ
た
人
員
に
は
い
な
か
っ
た
。

4
）
裁
判
に
お
け
る
処
理
の
現
状

表
6
は
、
平
成
二
八
年
中
に
、
覚
せ
い
剤
取
締
法
違
反
で
第
一
審
に
お
い
て
有
罪
（
懲
役
）
を
言
い

渡
さ
れ
た
者
に
つ
い
て
、
刑
期
別
に
見
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
年
の
六
月
一
日
か
ら
「
刑
の
一
部
執
行

猶
予
制
度
（
8
）

」
が
施
行
さ
れ
、
薬
物
事
犯
者
に
対
し
て
も
そ
の
制
度
が
適
用
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、

九
一
三
人
に
適
用
さ
れ
て
い
る
。
実
刑
率
は
五
一
・
二
％
、
刑
の
一
部
執
行
猶
予
が
言
い
渡
さ
れ
た
者

は
一
〇
・
一
％
で
あ
っ
た
。
な
お
、「
刑
の
一
部
執
行
猶
予
の
仕
組
み
」
は
、
図
2
に
そ
の
概
要
を
示
し

て
あ
る
。

な
お
、
こ
の
制
度
下
で
は
、
執
行
猶
予
期
間
中
は
必
要
的
保
護
観
察
に
付
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
（
9
）

。
こ

れ
に
伴
う
更
生
保
護
法
の
改
正
に
よ
り
新
た
に
導
入
さ
れ
た
諸
施
策
の
概
要
は
図
3
に
示
し
て
い
る
。

5
）
矯
正
・
保
護
に
お
け
る
処
遇
の
現
状

次
の
表
7
は
、
覚
せ
い
剤
取
締
法
違
反
で
入
所
し
た
受
刑
者
の
入
所
経
験
の
有
無
と
回
数
を
男
女
別

に
平
成
二
一
年
〜
二
八
年
の
八
年
間
の
推
移
を
見
た
も
の
で
あ
る
。
入
所
者
数
は
、
全
体
と
し
て
み
る

と
平
成
二
二
年
以
降
減
少
傾
向
に
あ
り
、
平
成
二
八
年
に
は
五
、五
八
〇
人
と
前
年
比
七
・
八
％
減
少
し

表 6　覚醒時犯における第一審における有期刑言渡し刑期の内訳（平成 28 年）

6 月未満 6月以上 1年以上 2年以上 3 年 5年以下 7年以下 10 年以下 15 年以下 20 年以下 総数

3 19 4,814 3,190 465 179 54 28 8 1 9,061

実 刑 3 16 2,293 2,255 412 4,637

一部執行猶予 1 508 356 48 913

全部執行猶予 3 2,521 935 52 3,511

※「一部執行猶予」は、平成 28 年 6月から 12月までに一部執行猶予付判決の言渡しを受け
た人員で、実刑部分と猶予部分を合わせた刑期になっている。

（
五
九
六
）



薬
物
犯
罪
者
に
対
す
る
再
犯
防
止
策
の
課
題
に
つ
い
て
（
尾
田
）

二
二
九

図 2　刑の一部執行猶予制度の概要

※平成 28 年版犯罪白書
　http://hakusyo1.moj.go.jp/jp/63/nfm/images/full/h2-1-02.jpg

図 3

※ http://www.moj.go.jp/content/001186243.pdf

（
五
九
七
）
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四
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（
二
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一
八
年
十
二
月
）

二
三
〇

て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
を
再
入
者
率
で
見
る
と

平
成
二
一
年
以
降
増
加
し
、
二
八
年
に
は

七
四
・
二
％
に
ま
で
増
加
し
て
い
る
（
表
7
│

2
）。

こ
れ
を
前
述
し
た
再
犯
率
と
合
わ
せ
考
え
る
と
、

覚
醒
剤
事
犯
者
に
対
す
る
矯
正
に
お
け
る
特
別
改

善
指
導
及
び
保
護
観
察
に
お
け
る
専
門
的
処
遇
の

処
遇
効
果
が
、
十
分
に
上
が
っ
て
い
る
と
は
言
え

ず
、
処
遇
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
内
容
や
実
地
方
法
等
に

つ
い
て
検
証
を
加
え
る
必
要
が
出
て
く
る
（
後
述
）。

次
の
表
8
は
、
有
期
刑
受
刑
者
が
仮
釈
放
に
至

る
ま
で
の
刑
の
執
行
率
を
刑
法
犯
、
特
別
法
犯
、

覚
醒
剤
事
犯
者
に
つ
い
て
平
成
二
八
年
中
の
者
に

つ
い
て
全
体
的
傾
向
と
刑
期
の
長
さ
に
よ
り
比
較

し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
全
体
的
傾

向
で
は
、
覚
醒
剤
事
犯
が
八
一
・
六
％
で
あ
る
が
、

刑
法
犯
が
八
〇
・
四
％
と
高
く
な
っ
て
い
る
。
刑

期
の
長
さ
に
よ
っ
て
、
刑
の
執
行
率
が
八
〇
％
を

表 7　覚せい剤取締法違反　入所受刑者人員の推移（平成 21 年～ 28 年）

総数 1度 2度 3度以上

男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性

平成 21 年 6,088 5,297 789 2,010 1,601 409 1,224 1,053 171 2,852 2,643 209

平成 22 年 6,569 5,708 861 2,062 1,619 443 1,343 1,142 201 3,164 2,947 217

平成 23 年 6,570 5,687 883 2,065 1,612 453 1,265 1,084 181 3,240 2,931 249

平成 24 年 6,453 5,594 859 1,939 1,490 449 1,253 1,071 182 3,261 3,033 228

平成 25 年 5,990 5,182 808 1,691 1,272 419 1,198 1,012 186 3,101 2,898 203

平成 26 年 6,016 5,206 810 1,597 1,235 362 1,095 905 190 3,324 3,066 258

平成 27 年 5,991 5,162 829 1,578 1,208 370 1,155 968 187 3,258 2,986 272

平成 28 年 5,580 4,842 738 1,440 1,121 319 1,017 849 168 3,123 2,872 251

表 7-2 再入者率 　※犯罪白書 29 年版を基に筆者が作成

男性 女性

平成 21 年 67.0 69.8 48.2

平成 22 年 68.6 71.6 48.5

平成 23 年 68.6 71.7 48.7

平成 24 年 70.0 73.4 47.7

平成 25 年 71.8 75.5 48.1

平成 26 年 73.5 76.3 55.3

平成 27 年 73.7 76.6 55.4

平成 28 年 74.2 76.8 56.8

（
五
九
八
）



薬
物
犯
罪
者
に
対
す
る
再
犯
防
止
策
の
課
題
に
つ
い
て
（
尾
田
）

二
三
一

超
え
る
割
合
で
見
て
み
る
と
、
刑
法
犯
で
は
刑
期
が
長
く
な
る
ほ
ど
高
く
な
り
、「
五
年
〜
八
年
」
で
は

九
三
・
八
％
、「
八
年
〜
一
〇
年
」
で
は
九
八
・
〇
％
と
刑
の
執
行
率
が
高
く
な
る
。
覚
醒
剤
事
犯
で
は
刑
期

が
三
年
未
満
が
八
三
・
〇
％
と
最
も
高
く
、
刑
期
が
長
く
な
る
と
執
行
率
は
低
下
し
て
お
り
「
八
年
〜
一
〇

年
」
で
は
七
一
・
四
％
と
低
く
な
っ
て
い
る
が
、
全
体
的
な
傾
向
で
は
、
刑
の
執
行
率
が
九
〇
％
を
超
え
る

者
が
三
一
・
六
％
、
八
〇
〜
九
〇
％
が
五
〇
・
〇
％
で
、
八
〇
％
以
上
の
執
行
率
の
者
が
全
体
の
八
一
・
六
％

と
高
く
な
っ
て
い
る
。

保
護
観
察
の
期
間
が
残
刑
期
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
刑
事
施
設
内
に
お
け
る
特
別
改
善
指
導
と
保
護

観
察
に
お
け
る
専
門
的
処
遇
プ
ロ
グ
ラ
ム
（
10
）

の
有
機
的
連
携
が
図
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
何
よ
り
重
要
と
な
る
。

刑
事
施
設
に
お
け
る
薬
物
依
存
離
脱
指
導
は
、「
刑
事
施
設
及
び
受
刑
者
の
処
遇
等
に
関
す
る
法
律
（
平

成
一
七
年
法
五
〇
）」
が
制
定
さ
れ
、
そ
の
後
、
一
八
年
に
改
正
さ
れ
「
刑
事
収
容
施
設
及
び
被
収
容
者
等
の

処
遇
に
関
す
る
法
律
（
以
下
、
刑
事
収
容
施
設
法
、
と
い
う
。）」
一
〇
三
条
に
よ
っ
て
特
別
改
善
指
導
（
11
）

の
一
つ

と
し
て
、「
薬
物
依
存
離
脱
指
導
（
12
）

」
が
法
律
上
の
根
拠
を
得
て
実
施
さ
れ
て
い
る
。
平
成
二
七
年
度
の
実
施

対
象
施
設
数
は
七
六
庁
で
あ
っ
た
。

な
お
、
犯
罪
傾
向
区
分
に
よ
り
、
犯
罪
傾
向
が
進
ん
で
い
な
い
者
に
は
、
処
遇
指
標
Ａ
が
指
定
さ
れ
（
13
）

、
犯

罪
傾
向
が
進
ん
で
い
る
者
に
は
、
処
遇
指
標
Ｂ
が
指
定
さ
れ
て
い
る
。

法
務
総
合
研
究
所
研
究
部
報
告
二
七
「
ア
ジ
ア
地
域
に
お
け
る
薬
物
乱
用
の
動
向
と
効
果
的
な
薬
物
乱
用

者
処
遇
対
策
に
関
す
る
調
査
研
究
（
二
〇
〇
五
年
）」
の
中
で
、
わ
が
国
に
お
け
る
薬
物
乱
用
者
処
遇
の
効
果

表 8　有期刑仮釈放者許可者の刑の執行率（平成 28 年）

総数 60～ 69 70 ～ 79 80 ～ 89 90 以上
総数 3年以内 5年以内 8年以内 10 年以内

80％以上 80％以上 80％以上 80％以上 80％以上

刑 法 犯 8,556 108 1,568 3,985 2,894 80.4％ 76.9％ 85.6％ 93.9％ 98.0％

特別法犯 4,833 51 812 2,393 1,571 81.9％ 63.3％ 76.9％ 50.5％ 80.0％

覚せい剤取締法 3,961 41 689 1,980 1,251 81.6％ 83.0％ 79.7％ 80.0％ 71.4％

（
五
九
九
）



日
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法
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第
八
十
四
巻
第
三
号
（
二
〇
一
八
年
十
二
月
）

二
三
二

的
運
用
の
た
め
に
は
、
①
薬
物
乱
用
者
処
遇
セ
ン
タ
ー
を
設
置
し
対
象
者
を
集
禁
す
る
専
門
的
な
処
遇
を
実
施
す
る
、
②
各
行
刑
施
設
に

分
散
し
て
い
る
専
門
家
を
集
中
的
に
配
置
す
る
と
と
も
に
、
主
と
し
て
少
年
施
設
に
配
置
さ
れ
て
い
る
法
務
教
官
を
異
動
さ
せ
る
な
ど
の

人
事
管
理
上
の
配
慮
も
必
要
で
あ
る
、
③
治
療
活
動
に
参
加
す
る
専
門
家
の
養
成
が
必
要
で
あ
る
が
、
短
時
間
に
専
門
家
を
養
成
す
る
こ

と
は
困
難
で
あ
る
の
で
、
当
面
は
外
部
の
専
門
家
に
依
頼
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
職
員
と
し
て
採
用
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ

る
が
、
可
能
な
限
り
、
薬
物
依
存
か
ら
回
復
し
た
元
乱
用
者
を
治
療
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
参
加
者
と
し
て
迎
え
入
れ
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
等

の
提
言
が
な
さ
れ
て
い
る
。
筆
者
も
、U

C
 H
astings C

ollege of L
aw

に
留
学
し
て
い
た
一
九
八
一
年
に
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
立
の

薬
物
治
療
専
門
矯
正
施
設
を
見
学
し
た
こ
と
が
あ
る
が
、
こ
こ
の
専
門
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
策
定
や
運
用
に
関
し
て
は
医
療
ス
タ
ッ
フ
・
臨
床

心
理
士
が
中
心
と
な
り
運
用
さ
れ
て
い
た
。
も
ち
ろ
ん
管
理
セ
ク
シ
ョ
ン
に
は
矯
正
ス
タ
ッ
フ
が
配
置
さ
れ
て
い
た
。
施
設
を
出
て
社
会

復
帰
し
た
際
の
受
け
入
れ
先
に
お
け
る
ア
フ
タ
ー
ケ
ア
ー
が
十
分
な
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
こ
と
は
、
指
摘
さ
れ
て
い
た
。

同
様
の
こ
と
は
、
平
成
二
一
年
版
犯
罪
白
書
で
も
覚
醒
剤
事
犯
で
刑
事
施
設
へ
の
入
所
が
初
度
の
者
に
つ
い
て
は
、
改
善
更
生
の
余
地

を
十
分
残
し
て
い
る
者
が
比
較
的
多
い
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
の
者
に
対
す
る
有
効
な
再
犯
防
止
対
策
を
講
じ
る
こ
と
の
重
要
性
が
指
摘
さ

れ
て
い
る
（
14
）

。

ま
た
、
刑
事
施
設
か
ら
仮
釈
放
に
な
っ
た
者
に
対
し
て
は
、
更
生
保
護
法
四
〇
条
に
基
づ
い
て
、
特
別
遵
守
事
項
と
し
て
「
覚
醒
剤
事

犯
者
処
遇
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
が
実
施
さ
れ
て
い
る
。

次
の
表
9
は
、
矯
正
施
設
に
お
け
る
特
別
改
善
処
遇
の
受
講
開
始
人
員
の
推
移
と
保
護
観
察
所
に
お
け
る
仮
釈
放
者
、
及
び
保
護
観
察

付
執
行
猶
予
者
に
対
す
る
専
門
的
処
遇
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
よ
る
処
遇
の
開
始
人
員
の
推
移
を
見
た
も
の
で
あ
る
。
特
別
改
善
指
導
を
受
け
た

者
は
、
平
成
二
三
年
か
ら
二
六
年
ま
で
は
ほ
ぼ
同
様
の
傾
向
に
有
っ
た
が
、
二
七
年
以
降
は
増
加
に
転
じ
て
い
る
。
こ
の
背
景
に
は
、

（
六
〇
〇
）



薬
物
犯
罪
者
に
対
す
る
再
犯
防
止
策
の
課
題
に
つ
い
て
（
尾
田
）

二
三
三

二
八
年
六
月
一
日
か
ら
導
入
さ
れ
た
刑
の
一
部
執
行
猶
予
制
度

を
踏
ま
え
、
必
修
プ
ロ
グ
ラ
ム
（
後
述
）
の
全
員
へ
の
義
務
付

け
が
影
響
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
他
の
二
つ
の
専
門
的

処
遇
で
は
、
経
年
変
化
は
余
り
見
ら
れ
な
い
。

刑
事
施
設
で
実
施
さ
れ
て
い
る
薬
物
依
存
離
脱
指
導
の
目
標

と
し
て
「
薬
物
依
存
の
認
識
及
び
薬
物
使
用
に
係
る
自
分
の
問

題
を
理
解
さ
せ
た
上
で
、
断
薬
へ
の
動
機
付
け
を
図
り
、
再
使

用
に
至
ら
な
い
た
め
の
知
識
及
び
ス
キ
ル
を
習
得
さ
せ
る
と
と

も
に
、
社
会
内
に
お
い
て
も
継
続
的
に
薬
物
依
存
か
ら
の
回
復

に
向
け
た
治
療
及
び
援
助
等
を
受
け
る
こ
と
の
必
要
性
を
認
識

さ
せ
る
こ
と
。」
が
掲
げ
ら
れ
て
お
り
、
具
体
的
に
は
、
次
の

①
〜
⑤
の
項
目
に
則
し
て
い
る
。

①
対　
　
　

象　

↓　

 

麻
薬
、
覚
せ
い
剤
そ
の
他
の
薬
物
に
対

す
る
依
存
が
あ
る
者

②
指　

導　

者　

↓　

 

刑
事
施
設
の
職
員
（
法
務
教
官
、
法
務
技

官
、
刑
務
官
）、
処
遇
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー

（
薬
物
担
当
）、
民
間
協
力
者
（
民
間
自
助

表 9　薬物犯罪者に対する特別処遇（平成 21 年～ 28 年の処遇開始人員の推移）

平成 21 年 平成 22 年 平成 23 年 平成 24 年 平成 25 年 平成 26 年 平成 27 年 平成 28 年

特 別 改 善 指 導 3,762 5,564 6,846 7,034 6,741 6,694 7,006 9,435

仮釈放者に対する専門的処遇 947 968 926 928 977 913 926 971

保護観察付全部執行猶予者に対する専門的処遇 338 419 418 403 390 357 462 444

※ 1 保護観察所における「薬物再乱用プログラム」は、平成21年から 28年 5月までは「覚
せい剤事犯者処遇プログラム」による処遇開始人員を計上している。

※ 2犯罪白書 29 年版を基に筆者が作成

（
六
〇
一
）
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第
八
十
四
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三
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二
〇
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年
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月
）

二
三
四

団
体
等
）

③
指
導
方
法　

↓　

 

グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク
（
八
人
〜
一
〇
人
程
度
／
一
グ
ル
ー
プ
）、
民
間
自
助
団
体
に
よ
る
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
（
15
）

、
講
義
、
視
聴

覚
教
材
、
課
題
学
習
、
討
議
、
個
別
面
接 

等

④
実
施
頻
度
等　

↓　

二
〜
一
二
単
元
／
一
単
元
六
〇
〜
九
〇
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　

標
準
実
施
期
間
：
一
〜
六
か
月

⑤
薬
物
へ
の
依
存
の
程
度
、
再
使
用
リ
ス
ク
等
に
応
じ
て
、
必
修
プ
ロ
グ
ラ
ム
五
項
目
の
他
、
専
門
プ
ロ
グ
ラ
ム
（
薬
物
依
存
回
復
プ
ロ
グ

ラ
ム
）
一
二
項
目
、
選
択
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
組
み
合
わ
せ
て
実
施
（
16
）

な
お
、
平
成
二
八
年
度
か
ら
は
、
六
月
一
日
の
刑
の
一
部
の
執
行
猶
予
制
度
の
施
行
を
踏
ま
え
、
保
護
観
察
所
と
同
様
、
認
知
行
動
療

法
の
手
法
を
取
り
入
れ
た
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
導
入
し
、
受
刑
者
個
々
の
問
題
性
や
リ
ス
ク
、
刑
期
の
長
さ
等
に
応
じ
、
各
種
プ
ロ
グ
ラ
ム
を

組
み
合
わ
せ
て
実
施
し
て
い
る
。
そ
の
内
容
は
、
必
修
プ
ロ
グ
ラ
ム
（
麻
薬
、
覚
せ
い
剤
そ
の
他
の
薬
物
に
対
す
る
依
存
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る

者
全
員
に
対
し
て
実
施
す
る
も
の
）
と
し
て
、
薬
物
依
存
回
復
プ
ロ
グ
ラ
ム
一
二
回
分
の
セ
ッ
シ
ョ
ン
を
コ
ン
パ
ク
ト
に
ま
と
め
た
Ｄ
Ｖ
Ｄ

教
材
「
リ
カ
バ
リ
ー
・
ポ
イ
ン
ト
」
＋
Ｄ
Ｖ
Ｄ
教
材
の
内
容
に
つ
い
て
学
習
を
進
め
ら
れ
る
ワ
ー
ク
ブ
ッ
ク
を
、
選
択
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
し

て
は
、
教
育
担
当
職
員
に
よ
る
グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク
・
民
間
自
助
団
体
に
よ
る
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
・
Ｄ
Ｖ
Ｄ
等
の
補
助
教
材
の
視
聴
・
面
接
・

個
別
指
導
等
が
行
わ
れ
、
専
門
プ
ロ
グ
ラ
ム
（
よ
り
専
門
的
・
体
系
的
な
指
導
を
受
講
さ
せ
る
必
要
性
が
高
い
と
認
め
ら
れ
る
者
に
対
し
て
実
施
す

る
も
の
）
が
整
備
さ
れ
、
認
知
行
動
療
法
に
基
づ
く
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
実
施
が
推
進
さ
れ
て
い
る
。

平
成
二
〇
年
に
は
七
五
施
設
、
二
一
年
に
は
八
一
施
設
、
二
二
年
以
降
は
七
六
施
設
が
薬
物
依
存
離
脱
指
導
を
実
施
し
て
お
り
、
二
八

年
も
七
六
施
設
が
実
施
し
て
い
る
。

（
六
〇
二
）



薬
物
犯
罪
者
に
対
す
る
再
犯
防
止
策
の
課
題
に
つ
い
て
（
尾
田
）

二
三
五

ま
た
、
薬
物
依
存
を
有
す
る
者
に
対
す
る
処
遇
は
、
施
設
内
だ
け
で
は
完

結
し
な
い
。
そ
こ
で
、
保
護
観
察
所
や
地
域
社
会
の
医
療
・
福
祉
機
関
に
よ

る
様
々
な
支
援
（
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
の
構
築
）
が
必
要
と
な
る
こ
と
か
ら
、

受
刑
者
の
処
遇
情
報
等
の
連
携
・
共
有
が
図
ら
れ
る
必
要
が
生
じ
て
く
る

（
図
4
）。

具
体
的
に
は
、
刑
事
施
設
側
か
ら
は
、
①
薬
物
依
存
離
脱
指
導
の
実
施
結

果
等
の
情
報
（
断
薬
へ
の
動
機
付
け
、
再
使
用
防
止
ス
キ
ル
の
獲
得
、
地
域
支
援
に

関
す
る
理
解
）、
②
心
身
の
状
況
、
服
薬
状
況
等
の
医
療
情
報
が
、
保
護
観
察

所
に
提
供
さ
れ
る
。

こ
れ
を
受
け
て
保
護
観
察
所
で
は
、
ａ
．
薬
物
再
乱
用
防
止
プ
ロ
グ
ラ
ム

へ
の
活
用
（
薬
物
検
出
検
査
の
実
施
、
再
使
用
防
止
ス
キ
ル
の
実
践
、
地
域
支
援
へ

の
移
行
）、
ｂ
．
医
療
情
報
等
に
基
づ
き
、
特
別
遵
守
事
項
の
重
要
な
項
目

と
し
て
「
覚
醒
剤
事
犯
者
処
遇
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
が
実
施
さ
れ
て
き
た
。
し
か

し
、
刑
の
一
部
の
執
行
猶
予
制
度
の
施
行
に
伴
い
、
従
前
の
「
覚
せ
い
剤
事

犯
者
処
遇
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
に
代
え
て
、
薬
物
再
乱
用
防
止
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
、

平
成
二
八
年
六
月
か
ら
実
施
さ
れ
て
い
る
。

現
在
実
施
さ
れ
て
い
る
新
し
い
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
は
、
改
善
の
対
象
と
な
る

図 4　薬物事犯者の処遇における連携

※ http://hakusyo1.moj.go.jp/jp/59/nfm/images/full/h7-2-4-01.jpg

（
六
〇
三
）
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八
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月
）

二
三
六

犯
罪
的
傾
向
の
範
囲
を
、
覚
せ
い
剤
の
使
用
・
所
持
か
ら
、
依
存
性
薬
物
の
使
用
・
所
持
に
拡
大
し
、
そ
れ
ら
の
再
乱
用
を
防
止
す
る
た

め
、
ワ
ー
ク
ブ
ッ
ク
を
用
い
る
な
ど
し
て
行
う
ａ
．
教
育
課
程
（
依
存
性
薬
物
（
規
制
薬
物
等
、
指
定
薬
物
及
び
危
険
ド
ラ
ッ
グ
）
の
悪
影
響
を

認
識
さ
せ
、
そ
の
再
乱
用
防
止
の
た
め
の
具
体
的
方
法
を
習
得
さ
せ
る
コ
ア
プ
ロ
グ
ラ
ム
及
び
コ
ア
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
内
容
を
定
着
・
応
用
・
実
践
さ
せ
る

た
め
の
ス
テ
ッ
プ
ア
ッ
プ
プ
ロ
グ
ラ
ム
）
と
ｂ
．
簡
易
薬
物
検
出
検
査
を
併
せ
て
行
う
こ
と
と
し
て
い
る
。

こ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
実
施
期
間
は
六
か
月
を
目
処
に
二
週
間
に
一
度
の
割
合
で
実
施
さ
れ
て
お
り
、
も
し
、
薬
物
検
査
で
陽
性
反
応
が

出
た
場
合
に
は
、
警
察
に
出
頭
す
る
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
強
制
的
な
抑
止
力
に
は
な
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

ま
た
、
薬
物
依
存
か
ら
立
ち
直
る
た
め
に
は
、
引
受
人
や
家
族
等
の
関
係
者
の
支
援
と
協
力
が
欠
か
せ
な
い
こ
と
か
ら
、
全
国
の
保
護

観
察
所
で
は
、「
覚
せ
い
剤
事
犯
対
象
者
」
の
類
型
認
定
者
や
薬
物
依
存
の
あ
る
保
護
観
察
対
象
者
等
の
引
受
人
・
家
族
等
関
係
者
に
対

す
る
講
習
会
や
座
談
会
等
を
内
容
と
し
た
引
受
人
会
・
家
族
会
を
実
施
し
て
お
り
、
平
成
二
七
年
度
は
、
全
国
四
九
の
保
護
観
察
所
に
お

い
て
合
計
二
一
〇
回
実
施
し
、
引
受
人
・
家
族
等
関
係
者
三
、三
六
〇
人
が
参
加
し
、
平
成
二
八
年
度
は
、
全
国
四
九
の
保
護
観
察
所
に

お
い
て
合
計
二
六
三
回
実
施
し
、
引
受
人
・
家
族
等
関
係
者
三
、六
一
五
人
が
参
加
し
て
い
る
（
法
務
省
保
護
局
の
資
料
に
よ
る
。
図
5
）。

さ
ら
に
、
平
成
二
四
年
度
か
ら
、
社
会
生
活
に
適
応
さ
せ
る
た
め
に
必
要
な
生
活
指
導
と
し
て
、
薬
物
依
存
症
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

施
設
等
に
対
し
て
薬
物
依
存
回
復
訓
練
を
委
託
し
て
実
施
し
て
い
る
。
二
七
年
度
に
、
訓
練
を
委
託
し
て
実
施
し
た
延
べ
人
員
は

一
二
、四
八
七
人
で
あ
っ
た
。

ま
た
、
二
八
年
度
か
ら
は
、
薬
物
依
存
者
の
薬
物
再
乱
用
防
止
の
実
効
性
を
高
め
る
た
め
、「
薬
物
依
存
の
あ
る
刑
務
所
出
所
者
等
の

支
援
に
関
す
る
地
域
連
携
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
（
17
）

」
が
実
施
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
は
、
保
護
観
察
所
や
地
域
の
医
療
・
保
健
・
福

祉
機
関
及
び
民
間
支
援
団
体
が
相
互
に
有
効
か
つ
緊
密
に
連
携
し
、
薬
物
依
存
者
に
対
す
る
切
れ
目
の
な
い
支
援
を
実
施
す
る
こ
と
な
ど

（
六
〇
四
）



薬
物
犯
罪
者
に
対
す
る
再
犯
防
止
策
の
課
題
に
つ
い
て
（
尾
田
）

二
三
七

図 5

※ http://www.moj.go.jp/hisho/seisakuhyouka/hisho04_00040.html

図 6　地域連携ガイドラインを踏まえた薬物依存者に対する支援等の流れ

※犯罪白書 29 年版　http://hakusyo1.moj.go.jp/jp/64/nfm/images/full/h7-3-1-01.jpg

（
六
〇
五
）
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二
三
八

を
目
的
と
し
て
い
る
（
図
6
）。
こ
れ
ら
の
施
策
を
遂
行

す
る
た
め
に
、
更
生
保
護
法
に
「
規
制
薬
物
等
に
対
す
る

依
存
が
あ
る
保
護
観
察
対
象
者
に
関
す
る
特
則
」
を
定
め
、

保
護
観
察
の
実
施
方
法
、
指
導
監
督
の
方
法
等
を
規
定
し

て
い
る
（
18
）

。

こ
の
他
に
、
依
存
性
薬
物
の
所
持
・
使
用
に
よ
り
保
護

観
察
に
付
さ
れ
た
者
で
、
薬
物
再
乱
用
防
止
プ
ロ
グ
ラ
ム

に
基
づ
く
指
導
が
義
務
付
け
ら
れ
ず
、
又
は
そ
の
指
導
を

受
け
終
わ
っ
た
者
等
に
対
し
、
必
要
に
応
じ
て
、
断
薬
意

志
の
維
持
等
を
図
る
た
め
に
、
そ
の
者
の
自
発
的
意
思
に

基
づ
い
て
簡
易
薬
物
検
出
検
査
を
実
施
す
る
こ
と
が
あ
る
。

平
成
二
八
年
に
お
け
る
実
施
件
数
は
九
、六
一
二
件
で

あ
っ
た
（
法
務
省
保
護
局
の
資
料
に
よ
る
。）。

平
成
二
八
年
の
保
護
観
察
終
了
者
の
う
ち
、
覚
せ
い
剤

取
締
法
違
反
に
よ
る
仮
釈
放
者
及
び
保
護
観
察
付
全
部
執

行
猶
予
者
の
取
消
率
（
再
犯
又
は
遵
守
事
項
違
反
に
よ
り
仮

釈
放
又
は
保
護
観
察
付
全
部
執
行
猶
予
が
取
り
消
さ
れ
た
者
の

表 10　覚せい剤取締法違反・再入年別累積再入者数

総　数 満期釈放 仮釈放

平成 21 年 1,312 827 475

平成 22 年 2,368 1,378 990

平成 23 年 2,966 1,648 1,318

平成 24 年 3,321 1,795 1,526

平成 25 年 1,316 766 560

平成 26 年 2,321 1,226 1,095

平成 27 年 2,917 1,489 1,428

平成 28 年 3,254 1,634 1,620

※犯罪白書各年版を基に筆者が作成

（
六
〇
六
）



薬
物
犯
罪
者
に
対
す
る
再
犯
防
止
策
の
課
題
に
つ
い
て
（
尾
田
）

二
三
九

占
め
る
比
率
を
い
う
。）
は
、
そ
れ
ぞ
れ
四
・
六
％
、
三
二
・
四
％
で
あ
っ
た
（
法
務
省
大
臣
官
房
司
法
法
制
部
の
資
料
に
よ
る
。）。

ま
た
、
表
10
は
、
覚
醒
剤
取
締
法
違
反
者
の
再
入
者
に
占
め
る
満
期
出
所
者
と
仮
釈
放
者
の
数
を
平
成
二
一
年
か
ら
二
八
年
に
か
け
て

見
た
も
の
で
あ
る
が
、
再
入
者
に
占
め
る
仮
釈
放
者
の
割
合
が
平
成
二
五
年
を
除
く
と
増
加
傾
向
に
あ
り
、
矯
正
施
設
に
お
け
る
特
別
改

善
指
導
と
保
護
観
察
所
に
お
け
る
矯
正
施
設
と
の
連
携
の
上
に
立
っ
た
専
門
的
処
遇
を
踏
ま
え
た
地
域
社
会
と
の
他
機
関
連
携
に
よ
る
薬

物
支
援
の
よ
り
効
果
的
な
取
り
組
み
を
図
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。

3
．
課
題
を
踏
ま
え
た
対
策
の
提
言

1
）
課
題

薬
物
事
犯
の
現
状
に
つ
い
て
、
刑
事
司
法
手
続
の
各
段
階
毎
に
分
析
し
て
き
た
過
程
で
、
次
の
①
か
ら
⑥
の
点
に
そ
の
課
題
を
ま
と
め

る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
⑦
に
つ
い
て
は
、
新
た
な
視
点
で
の
取
組
が
必
要
で
あ
る
と
の
思
い
か
ら
、
留
学
時
の
経
験
も
踏
ま
え
提
言

す
る
こ
と
と
し
た
。

①　

精
神
的
依
存
が
高
い
薬
物
、
例
え
ば
覚
せ
い
剤
や
コ
カ
イ
ン
等
で
は
、
乱
用
者
は
連
用
に
陥
る
場
合
が
多
く
見
ら
れ
、
耐
性
が
付
く

初
期
の
段
階
で
対
策
を
講
じ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
依
存
を
回
避
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
こ
の
段
階
で
の
積
極
的
介
入
が
医
療
機
関

や
警
察
に
求
め
ら
れ
る
。

②　

覚
せ
い
剤
事
犯
に
関
し
て
は
、
同
一
罪
名
に
よ
る
再
犯
者
率
が
平
成
二
一
年
以
降
増
加
の
一
途
を
た
ど
り
、
平
成
二
八
年
に
は

六
五
・
八
％
と
極
め
て
高
い
状
況
と
な
り
、
平
成
二
五
年
八
月
の
『
第
四
次
薬
物
乱
用
防
止
五
か
年
戦
略
』
の
主
要
施
策
と
し
て
盛
り

（
六
〇
七
）
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二
四
〇

込
ま
れ
て
い
る
。
ま
た
、
刑
の
一
部
執
行
猶
予
制
度
の
薬
物
事
犯
へ
の
適
用
に
繋
が
っ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
矯
正
・
保
護
に
お

け
る
十
分
な
処
遇
が
な
さ
れ
て
い
る
か
に
関
し
て
は
、
検
討
す
べ
き
課
題
が
あ
る
。

③　

薬
物
事
犯
に
対
す
る
起
訴
猶
予
率
は
、
覚
せ
い
剤
事
犯
に
あ
っ
て
は
約
七
％
と
大
麻
事
犯
の
約
五
分
の
一
、
麻
薬
事
犯
の
約
三
分
の

一
と
極
め
て
低
く
な
っ
て
い
る
が
、
起
訴
猶
予
に
お
け
る
ア
フ
タ
ー
ケ
ア
し
て
の
更
生
緊
急
保
護
の
活
用
が
求
め
ら
れ
る
。

④　
（
全
部
）
執
行
猶
予
時
に
必
要
的
保
護
観
察
と
し
、
猶
予
期
間
中
の
特
別
遵
守
事
項
と
し
て
専
門
的
処
遇
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
実
施
す
る

必
要
が
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
覚
せ
い
剤
事
犯
の
有
前
科
者
率
は
、
平
成
二
八
年
に
は
七
五
・
一
％
で
、
大
麻
事
犯
・
麻
薬
事
犯
の
二

倍
強
の
高
さ
で
あ
り
、（
全
部
）
執
行
猶
予
者
の
割
合
は
、
二
〇
・
四
％
と
五
人
に
一
人
の
割
合
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
必
要
的
保
護
観
察

の
適
用
が
考
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

⑤　

刑
の
一
部
執
行
猶
予
は
、
平
成
二
八
年
六
月
一
日
以
降
の
刑
事
裁
判
で
言
い
渡
さ
れ
て
い
る
が
、
実
際
の
運
用
は
緒
に
付
い
た
ば
か

り
で
あ
り
、
地
域
と
の
連
携
を
踏
ま
え
た
セ
ー
フ
テ
ィ
ー
ネ
ッ
ト
の
課
題
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
覚
せ
い
剤
事
犯
で
は
、
刑
の
執
行

率
が
八
一
・
六
％
で
、
刑
期
が
三
年
未
満
の
短
期
の
者
で
は
八
三
・
〇
％
と
若
干
高
く
な
っ
て
お
り
、
仮
釈
放
及
び
刑
の
一
部
執
行
猶
予

を
考
慮
す
る
際
に
、
裁
判
所
及
び
矯
正
施
設
に
専
門
ス
タ
ッ
フ
の
配
置
を
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
。
裁
判
所
で
は
判
決
前
調
査
制
度

（presentence investigation （19
）

）
の
導
入
も
視
野
に
入
れ
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

⑥　

刑
事
施
設
及
び
保
護
観
察
所
に
お
け
る
薬
物
依
存
離
脱
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
運
用
に
関
し
て
、
担
当
者
、
実
施
期
間
と
程
度
、
連
携
の
あ

り
方
、
刑
期
満
了
（
一
部
執
行
猶
予
期
間
の
経
過
）
後
の
ア
フ
タ
ー
ケ
ア
ー
の
実
施
を
巡
る
問
題
が
、
責
任
主
義
の
限
界
と
の
関
係
で
検

討
す
る
必
要
が
あ
る
。

⑦　

薬
物
専
門
裁
判
所
、
い
わ
ゆ
るD

rug C
ourt （20

）
の
導
入
と
薬
物
依
存
治
療
・
ケ
ア
ー
専
門
施
設
の
導
入
に
関
す
る
検
討
が
求
め
ら
れ
る
。

（
六
〇
八
）



薬
物
犯
罪
者
に
対
す
る
再
犯
防
止
策
の
課
題
に
つ
い
て
（
尾
田
）

二
四
一

2
）
対
策
の
提
言　

│
ま
と
め
に
代
え
て
│

①
か
ら
⑦
の
課
題
に
対
応
す
る
た
め
に
、
以
下
の
提
言
を
行
い
た
い
。

先
ず
、
薬
物
犯
罪
は
、
自
己
使
用
と
自
己
使
用
目
的
所
持
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
際
に
は
、

薬
物
依
存
に
伴
う
新
た
な
展
開
を
防
止
す
る
た
め
に
は
、
刑
罰
を
も
っ
て
対
応
す
る
よ
り

は
医
療
を
中
心
と
し
た
治
療
的
措
置
が
重
要
で
あ
ろ
う
。

そ
こ
で
、
薬
物
使
用
の
初
期
段
階
で
の
積
極
的
介
入
が
医
療
機
関
や
警
察
に
求
め
ら
れ

る
点
に
関
し
て
は
、
従
来
の
刑
事
司
法
的
な
考
え
方
で
は
な
く
、
治
療
的
司
法
（
21
）

の
考
え
方

に
基
づ
く
ア
プ
ロ
ー
チ
が
大
切
に
な
る
。
と
り
わ
け
、
薬
物
乱
用
の
よ
う
に
刑
事
罰
よ
り

も
医
学
的
な
治
療
を
施
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
薬
物
の
再
使
用
を
防
ぐ
こ
と
が
、
よ
り
深
刻

な
再
犯
防
止
に
繋
が
る
こ
と
に
な
る
と
思
料
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

図
7
は
、
現
行
刑
事
司
法
手
続
に
お
け
る
治
療
優
先
モ
デ
ル
を
図
示
し
た
も
の
で
あ
る
。

第
一
段
階
で
は
、
薬
物
乱
用
に
悩
む
本
人
や
そ
の
家
族
等
が
、
薬
物
治
療
専
門
病
院

（
以
下
、
専
門
病
院
、
と
い
う
）
を
受
診
し
、
治
療
を
受
け
た
り
、
支
援
を
求
め
る
場
合
に

関
し
て
は
、
医
療
機
関
に
お
い
て
、
刑
法
犯
を
犯
し
て
い
な
い
場
合
に
は
、
ま
だ
薬
物
依

存
症
が
あ
ま
り
進
行
し
て
い
な
い
（
精
神
病
な
ど
を
発
症
し
て
い
な
い
）
者
、
他
に
精
神
疾

患
や
障
害
の
な
い
者
、
人
格
的
偏
り
が
な
く
、
穏
や
か
な
傾
向
を
持
つ
者
に
た
い
し
て
、

専
門
的
な
治
療
を
行
う
こ
と
に
よ
る
再
犯
防
止
を
考
え
る
事
が
大
切
で
あ
る
。
専
門
病
院

図 7

①薬物治療専門病院
②更生緊急保護

③（全部）執行猶予
④地域セーフティーネット

薬物乱用 →
→

→
→ →

病院①
警察等 病院①

検察 裁判
起訴猶予
②

セーフティーネット④

矯正施設
執行猶予
③

保護観察
刑の一部執行
猶予

第一段階 第二段階 第三段階 第四段階

（
六
〇
九
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
三
号
（
二
〇
一
八
年
十
二
月
）

二
四
二

等
か
ら
の
通
報
（
22
）

や
独
自
に
端
緒
を
得
た
警
察
等
で
も
、
薬
物
乱
用
以
外
の
刑
法
犯
を
犯
し
て
い
な
い
場
合
に
は
、
刑
事
司
法
手
続
に
載
せ

る
か
否
か
の
判
断
に
つ
い
て
、
薬
物
事
犯
担
当
部
署
に
配
置
さ
れ
た
薬
物
治
療
専
門
医
（
常
勤
・
非
常
勤
を
問
わ
な
い
）
等
の
専
門
ス
タ
ッ

フ
に
よ
る
判
定
を
経
た
後
、
専
門
病
院
に
送
致
す
る
か
、
検
察
官
送
致
に
す
る
か
決
定
す
る
。

第
二
段
階
で
は
、
薬
物
事
犯
を
専
門
に
担
当
す
る
検
察
官
を
養
成
し
、
配
置
し
た
上
で
検
察
官
は
、
訴
追
裁
量
権
を
行
使
す
る
際
、
薬

物
使
用
者
が
医
療
的
支
援
を
求
め
れ
ば
、
起
訴
猶
予
に
付
す
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
選
択
肢
と
し
て
提
案
し
、
そ
の
際
に
は
、
必
要
的
更

生
緊
急
保
護
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
旨
を
伝
え
る
。
こ
の
場
合
に
は
、
専
門
病
院
に
お
け
る
治
療
や
、
医
療
ス
タ
ッ
フ
に
よ

る
支
援
を
受
け
た
後
、
ダ
ル
ク
等
の
自
助
グ
ル
ー
プ
へ
の
参
加
が
可
能
な
入
寮
施
設
で
共
同
生
活
を
行
な
う
。
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
第
一
段
階

が
無
事
（
事
故
な
く
）
終
了
す
る
と
、
自
助
グ
ル
ー
プ
と
の
接
触
を
維
持
し
な
が
ら
、
自
宅
に
戻
る
（
い
わ
ゆ
る
通
所
に
移
行
す
る
）。
そ
の

結
果
が
良
好
で
あ
れ
ば
、
検
察
官
は
不
起
訴
処
分
に
す
る
。
こ
の
場
合
に
も
、
薬
物
乱
用
以
外
に
刑
法
犯
を
犯
し
て
い
な
い
こ
と
が
ポ
イ

ン
ト
に
な
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
薬
物
専
門
検
察
官
を
配
置
で
き
な
い
場
合
に
は
、
薬
物
治
療
専
門
医
（
常
勤
・
非
常
勤
を
問
わ
な

い
）
等
の
専
門
ス
タ
ッ
フ
に
よ
る
サ
ポ
ー
ト
を
受
け
る
こ
と
が
望
ま
し
い
し
、
類
似
の
施
策
は
既
に
実
施
さ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
の
シ
ス

テ
ム
を
参
考
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
23
）

。

第
三
段
階
で
は
、
公
判
廷
に
お
い
て
、
被
告
人
み
ず
か
ら
が
、
不
法
な
薬
物
使
用
等
を
認
め
、
専
門
病
院
に
よ
る
治
療
や
自
助
グ
ル
ー

プ
へ
の
参
加
が
可
能
な
入
寮
施
設
で
共
同
生
活
を
行
な
う
こ
と
を
求
め
た
場
合
に
は
、
保
護
観
察
付
執
行
猶
予
（
全
部
執
行
猶
予
）
に
付

す
こ
と
を
刑
法
犯
を
犯
し
て
い
な
い
こ
と
を
条
件
と
し
て
認
め
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
す
る
保
護
観
察

官
は
、
医
療
観
察
制
度
の
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
を
担
当
す
る
社
会
復
帰
調
整
官
（
24
）

と
同
様
の
資
質
を
有
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。

な
お
、
公
判
で
は
、
担
当
医
師
や
ケ
ー
ス
ワ
ー
カ
ー
が
作
成
し
た
「
治
療
計
画
書
」
を
提
出
し
、
必
要
に
応
じ
て
書
面
を
作
成
し
た
医

（
六
一
〇
）



薬
物
犯
罪
者
に
対
す
る
再
犯
防
止
策
の
課
題
に
つ
い
て
（
尾
田
）

二
四
三

師
等
の
証
言
を
求
め
る
こ
と
も
必
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

第
四
の
段
階
で
は
、
矯
正
と
保
護
の
有
機
的
連
携
に
よ
る
対
応
が
求
め
ら
れ
、
矯
正
施
設
に
社
会
福
祉
及
び
医
療
福
祉
に
関
す
る
地
域

社
会
で
の
セ
ー
フ
テ
ィ
ー
ネ
ッ
ト
構
築
に
精
通
し
た
経
験
豊
富
な
専
門
ス
タ
ッ
フ
の
配
置
が
求
め
ら
れ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
既
に

「
薬
物
依
存
の
あ
る
刑
務
所
出
所
者
等
の
支
援
に
関
す
る
地
域
連
携
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
が
策
定
さ
れ
、
前
掲
図
6
の
様
な
取
り
組
み
が
行

わ
れ
、
保
護
観
察
所
に
お
い
て
も
、
平
成
二
八
年
一
二
月
に
制
定
さ
れ
た
「
再
犯
の
防
止
等
の
推
進
に
関
す
る
法
律
」
を
受
け
て
、「
再

犯
防
止
推
進
計
画
」
が
策
定
さ
れ
て
る
が
、
こ
の
中
で
「
保
護
観
察
所
に
お
け
る
福
祉
的
支
援
や
更
生
緊
急
保
護
を
担
当
す
る
保
護
観
察

官
の
配
置
を
充
実
強
化
し
、
入
口
支
援
が
必
要
な
者
に
対
す
る
適
切
な
支
援
が
行
わ
れ
る
体
制
を
確
保
す
る
」
こ
と
が
求
め
ら
れ
、
一
部

の
保
護
観
察
所
に
「
特
別
支
援
ユ
ニ
ッ
ト
」
が
設
置
さ
れ
て
い
る
。
起
訴
猶
予
者
に
対
す
る
対
応
と
し
て
は
、
平
成
三
〇
年
度
か
ら
始
ま

る
「
地
域
再
犯
防
止
推
進
モ
デ
ル
事
業
」
を
通
し
た
地
方
公
共
団
体
と
の
連
携
、
保
護
観
察
官
に
よ
る
継
続
的
な
指
導
が
そ
の
内
容
と

な
っ
て
い
る
（
26
）

。
こ
の
事
業
に
関
し
て
、
そ
の
コ
ア
・
パ
ー
ソ
ン
が
保
護
観
察
官
と
な
っ
て
い
る
点
に
つ
い
て
は
、
実
働
可
能
保
護
観
察
官

が
全
国
に
八
〇
〇
名
程
度
し
か
い
な
い
こ
と
か
ら
、
医
療
観
察
制
度
に
お
け
る
社
会
復
帰
調
整
官
を
別
途
採
用
資
格
を
明
ら
か
に
し
た
上

で
採
用
試
験
を
経
て
確
保
し
、
研
修
を
施
し
て
全
国
の
保
護
観
察
所
に
配
置
し
た
と
同
様
の
措
置
を
講
じ
て
、
確
保
す
る
必
要
が
あ
る
。

事
業
開
始
時
の
人
員
確
保
に
当
た
っ
て
は
、
新
規
採
用
よ
り
は
有
資
格
者
の
中
途
採
用
が
現
実
的
で
あ
ろ
う
。

刑
の
一
部
執
行
猶
予
制
度
が
平
成
二
八
年
六
月
か
ら
施
行
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
制
度
の
実
効
性
を
担
保
し
得
る
か
否
か
の
ポ
イ
ン
ト

は
、
セ
イ
フ
テ
ィ
ー
ネ
ッ
ト
の
中
に
必
要
と
さ
れ
機
関
を
重
畳
的
に
集
め
、
ケ
ー
ス
毎
に
最
適
の
ユ
ニ
ッ
ト
を
構
築
し
、
サ
ー
ビ
ス
の
提

供
が
で
き
る
か
に
係
っ
て
い
る
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

従
前
か
ら
、
矯
正
処
遇
や
保
護
観
察
は
国
の
責
務
で
実
施
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
地
方
公
共
団
体
や
地
域
社
会
の
各
ユ
ニ
ッ
ト
は
こ
れ

（
六
一
一
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
三
号
（
二
〇
一
八
年
十
二
月
）

二
四
四

を
補
完
す
る
形
で
役
割
分
担
す
れ
ば
良
い
と
の
考
え
方
も
あ
っ
た
。
し
か
し
、
矯
正
・
保
護
の
手
続
は
刑
法
に
お
け
る
責
任
主
義
の
原
則

か
ら
、
責
任
＝
刑
罰
＝
刑
期
（
期
間
）
の
限
界
が
あ
り
、
期
間
の
満
了
を
も
っ
て
強
制
的
な
処
遇
が
で
き
な
い
と
す
る
の
が
原
則
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
考
慮
さ
れ
る
べ
き
は
、
治
療
的
司
法
モ
デ
ル
の
一
つ
で
あ
る
、
薬
物
専
門
裁
判
所
、
い
わ
ゆ
るD

rug C
ourt

の
導
入
と
薬

物
依
存
治
療
・
ケ
ア
ー
専
門
施
設
の
導
入
で
あ
る
。

こ
の
制
度
が
導
入
さ
れ
て
い
る
国
の
一
つ
で
あ
る
ア
メ
リ
カ
は
、
執
行
猶
予
制
度
を
採
用
せ
ず
、
宣
告
猶
予
制
度
が
採
用
さ
れ
て
お
り
、

裁
判
所
にP

robation D
epartm

ent

が
併
設
さ
れ
、
公
判
前
整
理
手
続
の
一
要
素
と
し
て
の
被
告
人
の
要
保
護
性
（
26
）

・
治
療
と
処
遇
の
必

要
性
等
に
つ
い
て
の
社
会
的
資
料
を
収
集
分
析
し
、
そ
れ
に
基
づ
き
、
裁
判
官
の
監
督
の
下
で
治
療
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
実
施
さ
れ
、
プ
ロ
グ

ラ
ム
に
対
す
る
取
組
が
積
極
的
に
な
さ
れ
、
再
犯
リ
ス
ク
が
軽
減
さ
れ
れ
ば
、
罰
を
科
さ
れ
ず
、
治
療
に
も
繋
が
る
こ
と
か
ら
再
犯
の
防

止
効
果
が
期
待
で
き
る
こ
と
か
ら
、
積
極
的
に
運
用
さ
れ
効
果
を
挙
げ
て
い
る
。
何
よ
り
も
、
被
告
人
に
対
す
る
心
理
強
制
の
み
な
ら
ず
、

実
質
的
な
刑
罰
を
担
保
と
す
る
強
制
力
が
期
待
し
得
る
点
で
優
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

我
が
国
に
お
い
て
こ
の
シ
ス
テ
ム
を
運
用
す
る
た
め
に
は
、
薬
物
専
門
検
察
官
、
薬
物
専
門
裁
判
官
、
薬
物
専
門
裁
判
所
調
査
官
、
裁

判
所
管
轄
の
収
容
施
設
、
薬
物
治
療
専
門
病
院
、
ケ
ア
ー
専
門
施
設
、
そ
の
他
外
部
の
専
門
機
関
等
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
構
築
と
、
地
域

処
遇
会
議
の
設
置
が
求
め
ら
れ
る
。

薬
物
依
存
の
進
行
の
度
合
い
に
よ
っ
て
は
、
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
、
精
神
病
院
、
薬
物
依
存
症
専
門
外
来
の
あ
る
病
院
・
ク
リ

ニ
ッ
ク
（
現
在
、
全
国
に
一
五
七
件
）
と
の
連
携
が
必
要
に
な
る
。
こ
の
場
合
の
専
門
的
処
遇
プ
ロ
グ
ラ
ム
や
セ
ー
フ
テ
ィ
ー
ネ
ッ
ト
の
構

築
と
運
用
は
、
薬
物
専
門
裁
判
所
の
担
当
裁
判
官
の
指
揮
の
下
、
薬
物
専
門
裁
判
所
調
査
官
が
実
施
す
る
こ
と
に
な
る
。

薬
物
事
犯
以
外
に
刑
法
犯
を
犯
し
て
い
る
者
は
、
原
則
と
し
て
こ
の
薬
物
専
門
裁
判
所
手
続
の
対
象
に
は
含
め
な
い
。 （

六
一
二
）



薬
物
犯
罪
者
に
対
す
る
再
犯
防
止
策
の
課
題
に
つ
い
て
（
尾
田
）

二
四
五

と
こ
ろ
で
、
厚
生
労
働
省
に
は
、『
薬
物
依
存
者
・
高
齢
犯
罪
者
等
の
再
犯
防
止
緊
急
対
策　

〜
立
ち
直
り
に
向
け
た
〝
息
の
長
い
〞

支
援
に
つ
な
げ
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
構
築
〜
（
平
成
二
八
年
七
月
一
二
日
・
犯
罪
対
策
閣
僚
会
議
決
定
）』
の
中
で
、
薬
物
依
存
症
の
治
療
拠
点
と

な
る
医
療
機
関
の
全
国
的
な
整
備
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
①
か
ら
③
の
項
目
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

①
モ
デ
ル
的
に
実
施
し
て
い
る
依
存
症
治
療
拠
点
機
関
に
お
け
る
成
果
を
も
と
に
、
薬
物
依
存
症
の
治
療
拠
点
と
な
る
医
療
機
関
の
全
国

的
な
整
備
を
図
る
と
と
も
に
、
全
国
拠
点
機
関
を
中
心
と
し
た
調
査
研
究
を
推
進
す
る
。

②
国
立
研
究
開
発
法
人
国
立
精
神
・
神
経
医
療
研
究
セ
ン
タ
ー
や
関
連
学
会
に
お
け
る
研
修
を
通
じ
、
認
知
行
動
療
法
の
手
法
を
用
い
た

回
復
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
実
施
す
る
こ
と
の
で
き
る
医
療
従
事
者
を
増
や
す
と
と
も
に
、
各
自
治
体
の
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て

当
該
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
実
施
し
、
そ
の
普
及
を
図
る
。

③
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
や
保
健
所
に
よ
る
相
談
支
援
、
依
存
症
回
復
施
設
職
員
に
対
す
る
研
修
や
、
家
族
向
け
の
心
理
教
育
プ
ロ
グ

ラ
ム
を
実
施
す
る
と
と
も
に
、
依
存
症
に
関
す
る
普
及
啓
発
を
始
め
と
し
た
依
存
症
者
の
生
活
を
支
え
る
支
援
を
行
う
。

こ
の
点
は
、
薬
物
専
門
裁
判
所
を
中
核
と
し
た
治
療
的
司
法
の
運
用
面
で
も
指
摘
で
き
る
こ
と
で
あ
り
、
可
及
的
速
や
か
に
関
係
機
関

の
緊
密
な
連
携
と
、
必
要
な
要
員
の
育
成
と
確
保
に
努
め
つ
つ
、
先
ず
は
、
現
行
の
刑
事
司
法
制
度
と
の
調
和
の
下
で
、
相
互
補
完
的
な

制
度
運
営
を
図
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。

ま
た
、
治
療
的
司
法
で
は
、
限
界
が
あ
る
矯
正
・
保
護
処
遇
後
の
再
犯
リ
ス
ク
軽
減
に
向
け
た
地
域
と
の
連
携
を
踏
ま
え
た
プ
ロ
グ
ラ

ム
の
施
行
が
容
易
に
な
る
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
今
後
も
継
続
的
な
研
究
を
行
っ
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

（
六
一
三
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
三
号
（
二
〇
一
八
年
十
二
月
）

二
四
六

（
1
） 

我
が
国
の
薬
物
乱
用
防
止
対
策
は
、
昭
和
二
〇
年
代
後
半
、
五
〇
年
代
後
半
に
続
く
第
三
次
覚
せ
い
剤
乱
用
期
の
到
来
を
受
け
、
平
成
九
年
一

月
一
七
日
の
閣
議
決
定
を
受
け
、
首
相
官
邸
に
関
係
省
庁
か
ら
な
る
薬
物
乱
用
対
策
推
進
本
部
が
設
置
さ
れ
、
平
成
九
年
四
月
に
『
薬
物
乱
用
対
策

推
進
要
綱
』
が
決
定
さ
れ
、
次
い
で
平
成
一
〇
年
五
月
に
『
薬
物
乱
用
防
止
五
か
戦
略
』
が
、
平
成
一
五
年
に
は
『
第
二
次
五
カ
年
戦
略
』、
平
成

二
〇
年
八
月
の
『
第
三
次
五
か
年
戦
略
』、
そ
し
て
平
成
二
五
年
八
月
の
『
第
四
次
薬
物
乱
用
防
止
五
か
年
戦
略
』
が
策
定
さ
れ
現
在
に
至
っ
て
い

る
。
第
四
次
戦
略
の
概
要
と
主
な
施
策
に
つ
い
て
は
、
次
の
Ｕ
Ｒ
Ｌ
（http://w

w
w
8.cao.go.jp/souki/drug/pdf/know

/4_5strategy_

sum
m
ary.pdf

）
に
詳
し
い
が
、
特
に
覚
醒
剤
の
再
犯
者
が
約
六
割
を
占
め
て
依
然
と
し
て
問
題
で
あ
る
こ
と
、
合
法
ハ
ー
ブ
等
と
称
し
て
販
売
さ

れ
る
薬
物
等
、
新
た
な
乱
用
薬
物
へ
の
対
応
の
必
要
が
あ
る
こ
と
、
薬
物
依
存
に
至
っ
た
者
の
再
犯
防
止
を
図
る
た
め
の
対
策
と
し
て
、
平
成
二
五

年
六
月
に
刑
の
一
部
の
執
行
猶
予
制
度
を
導
入
す
る
法
律
が
制
定
さ
れ
た
こ
と
を
踏
ま
え
、
新
た
な
戦
略
の
構
築
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、

平
成
二
八
年
七
月
一
二
日
に
開
催
さ
れ
た
犯
罪
対
策
閣
僚
会
議
で
は
、「
薬
物
依
存
者
・
高
齢
犯
罪
者
等
の
再
犯
防
止
緊
急
対
策
〜
立
ち
直
り
に
向

け
た
〝
息
の
長
い
〞
支
援
に
繋
げ
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
構
築
〜
」
が
決
定
さ
れ
、
関
係
省
庁
で
の
取
り
組
み
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。http://w

w
w
.

m
oj.go.jp/hisho/seisakuhyouka/hisho04_00048.htm

l

（
2
） 

一
九
七
六
年
に
の
オ
ラ
ン
ダ
で
は
、
ア
ヘ
ン
法
（
一
九
一
九
年
制
定
）
を
改
正
し
、
個
人
使
用
に
お
け
る
ソ
フ
ト
ド
ラ
ッ
グ
の
所
持
や
使
用
が

許
容
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
し
か
し
、
こ
れ
に
つ
い
て
も
完
全
な
自
由
化
で
は
な
く
、
例
え
ば
医
師
の
処
方
箋
に
よ
っ
て
ド
ラ
ッ
グ
ス
ト
ア
で
購
入
す

る
こ
と
が
三
〇
ｇ
を
上
限
に
認
め
ら
れ
、
一
九
七
九
年
に
は
五
ｇ
未
満
で
あ
れ
ば
、
コ
ー
ヒ
ー
シ
ョ
ッ
プ
で
も
購
入
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の

他
の
国
と
し
て
は
、
個
人
栽
培
／
所
持
／
使
用
が
容
認
さ
れ
て
る
国
は
ベ
ル
ギ
ー
、
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク
、
ス
ペ
イ
ン
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
に
過
ぎ
な
い
。

（
3
） 

耐
性
と
は
、
依
存
性
薬
物
が
効
か
な
く
な
り
、
連
用
の
結
果
、
同
じ
効
果
を
得
る
の
に
量
を
増
や
さ
な
い
と
い
け
な
く
な
り
、
依
存
が
進
行
す

る
こ
と
に
繋
が
る
。
一
般
に
、
耐
性
は
依
存
の
形
成
の
初
期
の
段
階
で
起
こ
る
こ
と
が
多
い
こ
と
か
ら
、
早
期
に
対
策
を
講
じ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

依
存
を
回
避
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。

（
4
） 

ユ
ー
ス
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
養
成
プ
ロ
グ
ラ
ム
（
改
訂
版
）
第
三
章　

支
援
対
象
者
の
理
解
・
第
二
節　

若
者
の
抱
え
る
問
題
（
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス

ニ
ー
ズ
を
持
つ
若
者
の
理
解
の
た
め
に
）・
三　

薬
物
依
存
（
麻
薬
、
覚
せ
い
剤
、
向
精
神
薬
、
ア
ル
コ
ー
ル
等
）http://w

w
w
8.cao.go.jp/

youth/kenkyu/h19-2/htm
l/ua_m

kj.htm
l#container

（
六
一
四
）



薬
物
犯
罪
者
に
対
す
る
再
犯
防
止
策
の
課
題
に
つ
い
て
（
尾
田
）

二
四
七

（
5
） 

罪
名
別
に
薬
物
中
毒
被
疑
者
の
状
況
を
分
析
し
た
デ
ー
タ
は
、
昭
和
五
四
年
か
ら
五
六
年
に
か
け
て
、
警
察
庁
保
安
部
（
平
成
六
年
に
刑
事
局

保
安
部
か
ら
生
活
安
全
局
に
組
織
変
更
が
行
わ
れ
た
）
が
ま
と
め
た
資
料
が
、
昭
和
五
七
年
版
で
見
ら
れ
る
が
、
こ
れ
に
よ
る
と
薬
理
作
用
に
よ
る

も
の
が
五
六
年
に
は
、
四
二
四
件
（
六
一
・
七
％
）、
入
手
目
的
に
よ
る
も
の
が
二
三
〇
件
（
三
三
・
五
％
）
と
な
っ
て
お
り
、
薬
理
作
用
に
よ
る
も

の
で
は
、
殺
人
が
九
一
・
七
％
、
傷
害
・
暴
行
が
九
五
・
九
％
、
放
火
・
器
物
損
壊
が
一
〇
〇
・
〇
％
と
高
く
、
入
手
目
的
に
よ
る
も
の
と
し
て
は
窃

盗
が
八
一
・
四
％
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
を
覚
醒
剤
の
被
疑
者
に
限
っ
て
み
る
と
、
全
体
で
は
七
四
％
、
殺
人
が
八
〇
％
、
強
盗
・
窃
盗
が

一
〇
〇
％
と
な
っ
て
い
る
。

（
6
） 

フ
ラ
ッ
シ
ュ
・
バ
ッ
ク
と
は
、
薬
物
の
継
続
的
な
摂
取
を
中
断
し
た
後
、
心
理
的
な
ス
ト
レ
ス
、
睡
眠
不
足
、
飲
酒
、
カ
メ
ラ
の
ス
ト
ロ
ボ
発

光
、
道
路
工
事
の
削
岩
機
の
音
、
他
の
薬
物
の
乱
用
等
を
き
っ
か
け
と
し
て
、
突
然
、
慢
性
中
毒
と
同
様
の
症
状
が
現
れ
る
こ
と
を
い
う
。
薬
物
の

使
用
を
中
止
し
た
時
の
状
態
を
保
持
し
た
ま
ま
、
薬
物
摂
取
が
始
ま
る
こ
と
に
な
り
（
ゼ
ロ
か
ら
改
め
て
始
ま
る
の
で
は
な
い
の
で
）、
そ
の
リ
ス

ク
は
高
く
な
る
。

（
7
） 

「
薬
物
使
用
等
の
罪
を
犯
し
た
者
に
対
す
る
刑
の
一
部
の
執
行
猶
予
に
関
す
る
法
律
（
平
成
25
年
6
月
19
日
／
法
律
第
50
号
・
施
行
、
平
28
年

6
月
1
日
）」

第
四
条
（
刑
の
一
部
の
執
行
猶
予
中
の
保
護
観
察
の
特
則
）

前
条
に
規
定
す
る
者
に
刑
の
一
部
の
執
行
猶
予
の
言
渡
し
を
す
る
と
き
は
、
刑
法
第
二
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
猶
予
の
期

間
中
保
護
観
察
に
付
す
る
。

保
護
観
察
に
お
け
る
取
り
組
み
の
概
要
に
つ
い
て
は
、
法
務
省
保
護
局
の
資
料
（
図
3
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
今
福
章
二
「
更
生
保
護
と

刑
の
一
部
の
執
行
猶
予
」
更
生
保
護
研
究
三
号
（
二
〇
一
三
）
二
〇
〜
三
五
頁
は
、
当
時
、
保
護
局
参
事
官
と
し
て
本
制
度
の
導
入
に
関
わ
っ
た
関

係
者
の
視
点
と
し
て
興
味
深
い
。

（
8
） 

刑
法
第
二
七
条
の
二
（
刑
の
一
部
の
執
行
猶
予
）〔
平
二
五
法
四
九
本
条
追
加
〕

（
9
） 

次
に
掲
げ
る
者
が
三
年
以
下
の
懲
役
又
は
禁
錮
の
言
渡
し
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
、
犯
情
の
軽
重
及
び
犯
人
の
境
遇
そ
の
他
の
情
状
を
考
慮

し
て
、
再
び
犯
罪
を
す
る
こ
と
を
防
ぐ
た
め
に
必
要
で
あ
り
、
か
つ
、
相
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
一
年
以
上
五
年
以
下
の
期
間
、
そ
の

（
六
一
五
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
三
号
（
二
〇
一
八
年
十
二
月
）

二
四
八

刑
の
一
部
の
執
行
を
猶
予
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一　

前
に
禁
錮
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
こ
と
が
な
い
者

二　

前
に
禁
錮
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
そ
の
刑
の
全
部
の
執
行
を
猶
予
さ
れ
た
者

三　

前
に
禁
錮
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
そ
の
執
行
を
終
わ
っ
た
日
又
は
そ
の
執
行
の
免
除
を
得
た
日
か
ら
五
年
以
内
に
禁
錮

以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
こ
と
が
な
い
者

2　

前
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
一
部
の
執
行
を
猶
予
さ
れ
た
刑
に
つ
い
て
は
、
そ
の
う
ち
執
行
が
猶
予
さ
れ
な
か
っ
た
部
分
の
期
間
を
執
行
し
、
当

該
部
分
の
期
間
の
執
行
を
終
わ
っ
た
日
又
は
そ
の
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
っ
た
日
か
ら
、
そ
の
猶
予
の
期
間
を
起
算
す
る
。

3　

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
刑
の
う
ち
執
行
が
猶
予
さ
れ
な
か
っ
た
部
分
の
期
間
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
そ
の
執
行
を
受
け
る
こ
と

が
な
く
な
っ
た
時
に
お
い
て
他
に
執
行
す
べ
き
懲
役
又
は
禁
錮
が
あ
る
と
き
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
猶
予
の
期
間
は
、
そ
の
執
行
す
べ
き
懲

役
若
し
く
は
禁
錮
の
執
行
を
終
わ
っ
た
日
又
は
そ
の
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
っ
た
日
か
ら
起
算
す
る
。

（
10
） 

更
生
保
護
法
四
〇
条
は
、
仮
釈
放
中
は
保
護
観
察
に
付
さ
れ
、
一
般
遵
守
事
項
（
五
〇
条
）
と
特
別
遵
守
事
項
（
五
一
条
）
が
、
そ
し
て
、
薬

物
事
犯
者
に
対
し
て
は
「
特
別
遵
守
事
項
の
特
則
（
51
条
の
2
）」
に
よ
り
必
要
的
な
改
善
に
向
け
た
取
り
組
み
が
課
さ
れ
て
い
る
（
五
七
条
）。

薬
物
事
犯
者
に
対
す
る
特
別
な
指
導
方
法
に
関
し
て
は
六
五
条
の
三
・
四
に
規
定
が
な
さ
れ
て
お
り
、
医
療
と
福
祉
を
含
め
た
包
括
的
な
指
導
援

助
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
仮
釈
放
の
取
消
（
七
五
条
）
が
な
さ
れ
な
い
限
り
は
、
刑
期
の
満
了
を
以
て
保
護
観
察
は
終
了
す
る
。

（
11
） 

「
受
刑
者
の
各
種
指
導
に
関
す
る
訓
令
5
条
2
項
」、「
受
刑
者
の
集
団
編
成
に
関
す
る
訓
令
（
平
成
18
年
5
月
23
日
矯
正
訓
3
3
1
4
号
）
4

条
」
の
規
定
に
基
づ
い
て
、
個
別
の
処
遇
指
標
を
定
め
、
受
刑
者
一
人
一
人
に
該
当
す
る
指
導
が
な
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
薬
物
事
犯
者
に
対
し

て
は
、
薬
物
依
存
離
脱
指
導
対
象
と
さ
れ
た
者
に
は
「
Ｒ
1
」
が
指
定
さ
れ
て
い
る
。

（
12
） 

覚
醒
剤
事
犯
等
の
薬
物
に
対
す
る
依
存
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
た
受
刑
者
に
対
し
て
は
、
特
別
改
善
指
導
の
一
類
型
と
し
て
薬
物
依
存
離
脱
指
導

が
実
施
さ
れ
て
る
。
こ
れ
に
関
し
て
は
、「
改
善
指
導
の
標
準
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
つ
い
て
（
平
成
18
年
5
月
23
日
矯
正
訓
3
3
5
0
号
）」
と
い
う
矯
正

局
長
か
ら
の
依
命
通
達
が
出
さ
れ
、
指
導
項
目
・
指
導
方
法
・
指
導
時
間
数
・
指
導
期
間
・
指
導
に
当
た
り
配
慮
す
べ
き
事
項
等
が
示
さ
れ
て
い
る
。

（
13
） 

処
遇
指
標
の
判
定
基
準
は
、「
受
刑
者
の
集
団
編
成
に
関
す
る
訓
令
の
運
用
に
つ
い
て
（
平
成
18
年
5
月
23
日
矯
正
訓
3
3
1
5
号
）」
で
示
さ

（
六
一
六
）



薬
物
犯
罪
者
に
対
す
る
再
犯
防
止
策
の
課
題
に
つ
い
て
（
尾
田
）

二
四
九

れ
て
い
る
が
、
Ａ
指
標
受
刑
者
は
、
①
児
童
自
立
支
援
施
設
又
は
少
年
院
の
収
容
歴
が
一
回
以
内
で
、
か
つ
、
受
刑
の
た
め
に
刑
事
施
設
等
に
入
所

し
た
こ
と
が
な
い
こ
と
、
②
最
近
一
年
以
内
に
著
し
い
薬
物
等
の
依
存
が
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
が
等
が
要
件
と
な
っ
て
お
り
、
そ
の
他
の
者
は
Ｂ
指

標
受
刑
者
に
分
類
・
収
容
さ
れ
て
い
る
。

（
14
） 
詳
細
は
、
第
七
編
再
犯
防
止
施
策
の
充
実
・
第
三
章
窃
盗
・
覚
せ
い
剤
事
犯
に
係
る
再
犯
の
実
態
第
二
節
受
刑
者
と
再
犯
一
調
査
の
概
要
、
及

び
第
五
章
お
わ
り
に
、
を
参
照

（
15
） 

ダ
ル
ク
（
Ｄ
Ａ
Ｒ
Ｃ
：
覚
せ
い
剤
等
の
薬
物
か
ら
解
放
さ
れ
る
た
め
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
持
つ
民
間
の
薬
物
依
存
症
リ
ハ
ビ
リ
施
設
）
や 

ナ
ル

コ
テ
ィ
ク
ス
・
ア
ノ
ニ
マ
ス
（
Ｎ
Ａ
：
薬
物
依
存
症
か
ら
の
回
復
を
目
指
す
人
た
ち
の
た
め
の
自
助
グ
ル
ー
プ
）
と
連
携
し
、
ス
タ
ッ
フ
の
派
遣
を

受
け
て
指
導
が
な
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
ダ
ル
ク
に
は
収
容
施
設
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
仮
釈
放
後
に
帰
住
先
と
し
て
受
入
れ
が
な
さ
れ
て
い
る
ケ
ー

ス
も
あ
る
。

そ
の
他
、
具
体
的
な
処
遇
内
容
の
現
状
分
析
が
な
さ
れ
て
い
る
も
の
と
し
て
、
赤
塚
康
「（
参
考
資
料
）
刑
事
施
設
に
お
け
る
薬
物
依
存
離
脱
指

導
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
状
況
及
び
展
望
」（
中
央
研
究
所
紀
要 

第
一
六
号
五
七
〜
七
四
頁 2006.12.15

）

（
16
） 

プ
ロ
グ
ラ
ム
の
詳
細
は
次
の
Ｕ
Ｒ
Ｌ
を
参
照http://w

w
w
.m
oj.go.jp/content/001224610.pd

（
17
） 

平
成
二
七
年
一
一
月
一
九
日
に
、
法
務
省
保
護
局
長
・
矯
正
局
長
、
及
び
厚
生
労
働
省
社
会
・
援
護
局
障
害
保
健
福
祉
部
長
名
で
、
法
務
省
保

観
第
一
一
九
号
・
障
発
第
一
一
一
九
第
一
号
が
、
都
道
府
県
知
事
・
指
定
都
市
市
長
・
地
方
更
生
保
護
委
員
会
委
員
長
・
各
矯
正
管
区
長
・
保
護
観

察
所
長
・
矯
正
施
設
長
・
そ
の
他
関
係
法
人
等
の
長
宛
に
出
さ
れ
て
い
る
。http://w

w
w
.m
hlw
.go.jp/fi le/06-S

eisakujouhou-12200000-S
ha

kaiengokyokushougaihokenfukushibu/0000117891.pdf

（
18
） 

更
生
保
護
法
第
三
章
「
保
護
観
察
」
第
一
節
の
二
「
規
制
薬
物
等
に
対
す
る
依
存
が
あ
る
保
護
観
察
対
象
者
に
関
す
る
特
則
」
六
五
条
の
二

（
実
施
方
法
）、
三
（
指
導
監
督
の
方
法
）、
四
（
病
院
・
公
共
の
衛
生
福
祉
に
関
す
る
機
関
等
と
の
連
携
）
に
つ
い
て
、
詳
細
に
規
定
し
て
い
る
。

（
19
） 

刑
事
事
件
に
お
い
て
、
裁
判
官
が
刑
の
量
定
を
行
う
に
際
し
て
、
量
刑
の
適
正
図
る
た
め
に
、
裁
判
所
の
補
助
機
関
に
刑
の
量
定
に
関
係
の
あ

る
被
告
人
の
素
質
と
環
境
面
に
つ
い
て
科
学
的
調
査
を
さ
せ
、
こ
れ
を
参
考
に
す
る
制
度
。
ア
メ
リ
カ
で
は
、
宣
告
猶
予
制
度
を
採
用
し
て
い
る
こ

と
か
ら
、
裁
判
所
にP

robation D
epartm

ent

が
併
設
さ
れ
、P

robation O
ffi  cer

が
配
置
さ
れ
、
運
用
さ
れ
て
い
る
。
わ
が
国
で
は
、
家
庭
裁

（
六
一
七
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
三
号
（
二
〇
一
八
年
十
二
月
）

二
五
〇

判
所
に
配
属
さ
れ
少
年
審
判
に
お
い
て
要
保
護
性
に
係
る
調
査
及
び
試
験
観
察
の
運
用
を
行
っ
て
い
る
、
家
庭
裁
判
所
調
査
官
の
機
能
が
ま
さ
に
こ

れ
に
該
当
す
る
。
導
入
に
関
し
て
は
検
討
す
べ
き
課
題
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
わ
が
国
で
は
ま
だ
法
制
化
さ
れ
て
い
な
い
。
詳
細
は
、『
量
刑
実
務
大

系　

第
3
巻　

一
般
情
状
等
に
関
す
る
諸
問
題
』
の
第
一
五　

情
状
鑑
定
一
「
判
決
前
調
査
制
度
（presentence investigation

）
の
導
入
論
」

参
照
（2011/10/24

）
大
阪
刑
事
実
務
研
究
会
編
、
判
例
タ
イ
ム
ス
社
刊

（
20
） 

こ
の
制
度
は
、
一
九
八
九
年
に
マ
イ
ア
ミ
市
で
始
ま
り
、Drug C
ourts fl yer on resources supported by B

JA
, O
JJD
P
 and N

IJ 

（pdf, 

2 pages

）.

に
よ
る
と
、
二
〇
一
五
年
六
月
現
在
、
全
米
で
三
、一
四
二
のD

rug C
ourt

が
有
り
、
内A

dult

対
象
は
一
、五
五
八
、Juvenile

対
象

は
四
〇
九
箇
所
で
実
施
さ
れ
て
い
る
。D

rug C
ourt

終
了
者
の
再
犯
率
は
、
こ
の
制
度
を
利
用
し
な
か
っ
た
者
の
約
三
分
の
一
と
も
言
わ
れ
て
い

る
。
筆
者
は
、
二
〇
〇
一
年
三
月
か
ら
九
月
一
五
日
ま
で
、C

alifornia

大
学H

astings C
ollege of L

aw

に
留
学
し
た
際
、S

an F
rancisco 

Juvenile C
ourt

に
あ
るD

rug C
ourt

の
参
与
観
察
を
約
四
か
月
行
っ
た
。D

rug C
ourt

に
関
す
る
も
の
と
し
て
石
塚
伸
一
編
『
日
本
版
ド
ラ
ッ

グ
コ
ー
ト
』（
二
〇
〇
七
年
五
月
・
日
本
評
論
社
）
が
有
る
。

（
21
） 

治
療
的
司
法
（therapeutic justice
）
は
、
刑
事
司
法
制
度
に
つ
い
て
犯
罪
を
犯
し
た
人
に
対
し
て
「
刑
罰
を
与
え
る
プ
ロ
セ
ス
」
と
見
る

の
で
は
な
く
、
犯
罪
を
犯
し
た
人
が
抱
え
る
「
問
題
の
解
決
を
導
き
、
結
果
的
に
再
犯
防
止
の
プ
ロ
セ
ス
」
と
捉
え
よ
う
と
い
う
考
え
方
に
基
づ
く

司
法
制
度
の
こ
と
を
言
う
。
欧
米
で
は
、
既
に
運
用
さ
れ
て
い
る
制
度
が
あ
り
、「
問
題
解
決
型
司
法
（problem

 solving court

）」
と
呼
ば
れ
て

い
る
。
例
え
ば
、
薬
物
依
存
症
者
を
対
象
に
し
た
「
ド
ラ
ッ
グ
・
コ
ー
ト
（D

rug C
ourt

）」
や
精
神
障
害
犯
罪
者
を
対
象
に
し
た
「
精
神
障
害
者

コ
ー
ト
（M

ental H
ealth C

ourt

）」、
Ｄ
Ｖ
加
害
者
を
対
象
に
し
た
「
Ｄ
Ｖ
コ
ー
ト
（D

om
estic V

iolence C
ourt

）」
な
ど
が
あ
る
。

（
22
） 

大
麻
及
び
あ
へ
ん
へ
の
依
存
症
者
は
「
麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
第
2
条
第
24
項
及
び
第
25
項
」
に
よ
り
「
麻
薬
中
毒
者
」
と
し
て
扱
わ
れ
、

麻
薬
の
依
存
症
者
と
と
も
に
、「
麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
第
58
条
2
」
に
お
け
る
「
麻
薬
中
毒
者
」
と
し
て
『
医
師
の
届
出
義
務
』
の
対
象
者

と
な
る
が
、
覚
せ
い
剤
、
有
機
溶
剤
に
関
し
て
は
、
届
出
に
関
す
る
規
定
な
い
。
し
か
し
、
覚
せ
い
剤
取
締
法
違
反
被
告
事
件
（
平
成
一
七
あ

二
〇
二
）
に
お
い
て
、
平
成
一
七
年
七
月
一
九
日
、
最
高
裁
判
所
第
一
小
法
廷
は
、「
医
師
が
、
必
要
な
治
療
又
は
検
査
の
過
程
で
採
取
し
た
患
者

の
尿
か
ら
違
法
な
薬
物
の
成
分
を
検
出
し
た
場
合
に
、
こ
れ
を
捜
査
機
関
に
通
報
す
る
こ
と
は
、
正
当
行
為
と
し
て
許
容
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、

医
師
の
守
秘
義
務
に
違
反
し
な
い
。」
と
の
決
定
を
出
し
て
以
降
、
覚
せ
い
剤
に
関
し
て
も
、
義
務
規
定
は
無
い
も
の
の
、
届
出
が
事
実
上
行
わ
れ

（
六
一
八
）



薬
物
犯
罪
者
に
対
す
る
再
犯
防
止
策
の
課
題
に
つ
い
て
（
尾
田
）

二
五
一

て
い
る
。

（
23
） 

起
訴
猶
予
者
に
対
す
る
更
生
緊
急
保
護
の
現
状
と
新
た
な
役
割
を
担
う
た
め
の
制
度
設
計
に
つ
い
て
詳
述
し
て
い
る
の
で
、
拙
稿
「
刑
事
政
策

に
お
け
る
更
生
緊
急
保
護
の
現
代
的
役
割
に
つ
い
て
（
日
本
法
学
82
巻
2
号
・
2
0
1
6
年
10
月
）」
四
七
九
〜
四
八
六
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
24
） 
医
療
観
察
制
度
の
下
で
、
地
域
社
会
に
お
け
る
処
遇
の
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
な
が
ら
、
審
判
の
段
階
か
ら
一
貫
し
て

対
象
者
に
関
与
す
る
立
場
に
立
ち
、
保
護
観
察
官
よ
り
や
や
援
助
的
要
素
の
強
い
ポ
ジ
シ
ョ
ン
に
あ
る
と
い
え
る
。
更
に
、
社
会
復
帰
調
整
官
の
多

く
が
民
間
精
神
科
医
療
機
関
の
Ｐ
Ｓ
Ｗ
な
ど
援
助
側
機
関
で
働
い
た
経
験
を
持
つ
者
が
殆
ど
で
あ
る
。
社
会
復
帰
調
整
官
の
業
務
内
容
に
つ
い
て
は
、

法
務
書
作
成
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
や
保
護
局
の
サ
イ
ト
に
詳
し
い
記
述
が
あ
る
。
例
え
ば
、http://w

w
w
.m
oj.go.jp/content/001261334.pdf

（
25
） 

調
子
康
弘
「
保
護
観
察
所
に
お
け
る
入
口
支
援
に
つ
い
て
」
更
生
保
護
（
二
〇
一
八
・
五
月
号
）
五
七
〜
五
九
頁
、
法
務
省
保
護
局
に
お
い
て

は
「
再
犯
の
防
止
等
の
推
進
に
関
す
る
法
律
」
を
受
け
て
、「
再
犯
防
止
推
進
計
画
」
が
策
定
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
具
体
的
な
取
り
組
み
に
関
し
て

は
、
中
島
祐
司
「
再
犯
防
止
推
進
計
画
の
策
定
に
向
け
た
取
り
組
み
」
更
生
保
護
（
二
〇
一
七
・
一
一
月
号
）
一
八
〜
二
二
頁
を
参
照
。

（
26
） 

被
告
人
の
再
乱
用
に
繋
が
る
よ
う
な
性
格
的
・
環
境
的
要
因
の
存
否
・
大
小
（
再
乱
用
の
危
険
性
）
等
を
い
う
が
、
具
体
的
に
は
、
家
庭
環
境
、

保
護
者
を
は
じ
め
と
す
る
関
係
者
の
監
護
能
力
、
交
遊
関
係
、
本
人
の
依
存
性
の
程
度
な
ど
が
対
象
と
な
る
。

（
六
一
九
）





委
任
の
解
除
に
関
す
る
判
例
法
理
の
条
文
化
と
半
強
行
法
規
性
（
長
谷
川
）

二
五
三

委
任
の
解
除
に
関
す
る
判
例
法
理
の
条
文
化
と
半
強
行
法
規
性

長
谷
川　
　

貞　
　

之

一　

問
題
の
所
在

二　

委
任
の
解
除
と
任
意
解
除
権

　

1　

継
続
的
契
約
と
し
て
の
委
任
の
解
除

　

2　

民
法
六
五
一
条
に
い
う
任
意
解
除
権
と
起
草
者
の
意
図
│
指
導
形
象
（L

eidbild

）

　

3　

任
意
解
除
権
の
正
当
化
根
拠

三　

任
意
解
除
権
に
関
す
る
判
例
法
理
の
条
文
化
と
改
正
民
法
六
五
一
条
の
意
義

　

1　

任
意
解
除
権
に
関
す
る
判
例
法
理

　

2　

学
説
の
見
解

　

3　

債
権
法
改
正
に
よ
る
判
例
法
理
の
条
文
化
（
改
正
民
法
六
五
一
条
）

　

4　

改
正
民
法
六
五
一
条
が
判
例
・
学
説
に
与
え
る
影
響

論　

説

（
六
二
一
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
三
号
（
二
〇
一
八
年
十
二
月
）

二
五
四

四　

条
文
化
さ
れ
た
判
例
法
理
の
規
律

　

1　

任
意
法
規
の
強
行
法
規
化
を
め
ぐ
る
議
論

　

2　

条
文
化
さ
れ
た
判
例
法
理
の
半
強
行
法
規
化

　

3　

受
け
皿
と
し
て
の
準
委
任
（
民
法
六
五
六
条
）
と
利
害
調
整

五　

契
約
解
除
に
関
す
る
通
則
規
定
の
補
充
的
適
用

　

1　

伝
統
的
な
支
配
学
説
│
民
法
五
四
一
条
適
用
肯
定
説

　

2　

契
約
解
除
に
関
す
る
通
則
規
定
の
改
正
（
改
正
民
法
五
四
一
条
）

　

3　

改
正
民
法
五
四
一
条
の
補
充
的
適
用
と
契
約
正
義
の
実
践
的
契
機

六　

改
正
民
法
六
五
一
条
の
解
釈
指
針
と
私
見

七　

結
語

一　

問
題
の
所
在

本
稿
は
、
委
任
の
解
除
に
関
す
る
判
例
法
理
と
債
権
法
改
正
に
よ
る
そ
の
条
文
化
の
問
題
を
取
り
上
げ
、
解
除
権
行
使
の
要
件
と
効
果
、

適
用
範
囲
な
ど
を
検
討
す
る
と
と
も
に
、
条
文
化
さ
れ
た
判
例
法
理
の
規
律
の
あ
り
方
を
明
ら
か
に
す
る
の
が
目
的
で
あ
る
。

委
任
は
、
委
任
者
と
受
任
者
と
の
間
の
信
頼
関
係
に
基
づ
き
、
受
任
者
が
法
律
行
為
を
す
る
こ
と
を
内
容
と
す
る
契
約
で
あ
る
が
（
民

法
六
四
三
条
（
1
）

）、
法
律
行
為
の
委
任
に
限
ら
ず
、
事
務
の
委
託
に
も
委
任
の
規
定
が
準
用
さ
れ
る
（
準
委
任
。
民
法
五
六
五
条
（
2
）

）。
そ
の
結
果
、

お
よ
そ
他
人
を
信
頼
し
て
事
務
の
委
託
を
目
的
と
す
る
契
約
が
委
任
と
扱
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
（
3
）

。
現
代
社
会
で
は
、
民
法
典
制
定
時
に
想

定
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
役
務
・
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を
内
容
と
す
る
多
種
多
様
な
契
約
が
あ
り
、
役
務
提
供
契
約
の
重
要
性
が
高
ま
っ
て
い

（
六
二
二
）



委
任
の
解
除
に
関
す
る
判
例
法
理
の
条
文
化
と
半
強
行
法
規
性
（
長
谷
川
）

二
五
五

る
。
今
日
、
準
委
任
を
含
む
委
任
は
、
商
取
引
の
発
達
に
伴
っ
て
商
法
の
領
域
に
も
取
り
込
ま
れ
、
仲
立
営
業
（
商
法
五
〇
二
条
一
一
号
・

五
四
三
条
）
や
問
屋
営
業
（
商
法
五
五
一
条
）
な
ど
の
制
度
と
し
て
発
達
を
遂
げ
、
社
会
に
お
い
て
重
要
な
地
位
を
占
め
て
い
る
（
4
）

。

こ
の
よ
う
な
多
種
多
様
な
性
質
を
有
す
る
委
任
は
、
契
約
関
係
の
終
了
と
い
う
観
点
か
ら
み
れ
ば
、
目
的
の
達
成
、
履
行
不
能
、
期
間

の
満
了
な
ど
の
一
般
的
終
了
原
因
に
よ
る
ほ
か
、
委
任
固
有
の
終
了
原
因
と
し
て
、
契
約
の
解
除
（
民
法
六
五
一
条
・
六
五
二
条
、
五
四
一

条
以
下
）、
委
任
者
・
受
任
者
の
死
亡
な
ど
（
民
法
六
五
二
条
各
号
）
に
よ
っ
て
終
了
す
る
（
5
）

。
解
除
に
つ
い
て
い
え
ば
、
わ
が
民
法
は
、
委
任

契
約
の
各
当
事
者
は
何
時
で
も
理
由
の
如
何
を
問
わ
ず
自
由
に
契
約
を
解
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
た
が
（
任
意
解
除
権
。
民
法
六
五
一

条
一
項
）。
当
事
者
の
一
方
が
相
手
方
の
不
利
な
時
期
に
契
約
を
解
除
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
相
手
方
に
損
害
を
生
じ
さ
せ
た
と
き
は
、
や

む
を
得
な
い
事
由
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
限
り
、
そ
の
損
害
を
賠
償
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
た
（
同
条
二
項
）。
そ
し
て
、
こ
れ
が
、

法
律
行
為
で
な
い
事
務
の
委
託
で
あ
る
準
委
任
に
も
準
用
さ
れ
る
仕
組
み
と
な
っ
て
い
る
（
民
法
六
五
六
条
）。

賃
貸
借
や
雇
用
、
委
任
な
ど
の
継
続
的
契
約
に
お
い
て
は
、
給
付
義
務
が
連
続
し
て
新
た
に
発
生
し
、
当
事
者
は
特
定
の
義
務
を
履
行

し
た
だ
け
で
は
契
約
全
体
か
ら
離
脱
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
継
続
的
契
約
は
そ
れ
自
体
へ
の
時
間
的
な
制
約
な
し
に
継
続
す
る
こ
と
に
な

る
。
そ
の
た
め
、
継
続
的
契
約
に
つ
い
て
は
、
一
方
的
な
意
思
表
示
に
よ
る
契
約
の
解
除
が
必
要
と
さ
れ
る
（
6
）

。
た
だ
、
こ
の
よ
う
な
場

合
、
契
約
の
解
除
は
、
相
手
方
の
契
約
存
続
の
利
益
と
抵
触
し
、
当
事
者
間
に
緊
張
関
係
を
生
じ
さ
せ
る
か
ら
、
い
か
な
る
要
件
や
制
限

か
ら
も
自
由
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
（
7
）

。
こ
こ
で
は
、
契
約
関
係
か
ら
の
離
脱
の
自
由
と
こ
れ
に
対
す
る
契
約
存
続
の
保
障
と
の
相
克
お
よ

び
調
和
が
重
要
な
問
題
と
な
る
。

と
こ
ろ
で
、
委
任
の
解
除
を
定
め
た
民
法
六
五
一
条
の
規
定
に
つ
い
て
は
、
昨
年
の
国
会
で
可
決
成
立
し
た
改
正
民
法
（
8
）

に
お
い
て
、
従

来
の
判
例
法
理
を
踏
ま
え
て
こ
れ
を
条
文
化
す
る
形
で
改
正
さ
れ
た
（
改
正
民
法
六
五
一
条
（
9
）

）。
し
か
し
、
そ
の
一
方
で
、
契
約
自
由
の
原

（
六
二
三
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
三
号
（
二
〇
一
八
年
十
二
月
）

二
五
六

則
に
関
す
る
一
般
原
則
が
新
た
に
明
文
化
さ
れ
（
改
正
民
法
五
二
一
条
、
五
二
二
条
）、
債
権
法
規
定
の
任
意
法
規
化
が
一
層
促
進
さ
れ
る
こ

と
に
な
っ
た
（
10
）

。
ま
た
、
契
約
解
除
に
関
す
る
通
則
規
定
（
民
法
五
四
一
条
以
下
）
に
つ
い
て
も
給
付
障
害
の
観
点
か
ら
改
正
さ
れ
、
解
除
は

債
務
不
履
行
に
よ
っ
て
契
約
を
維
持
す
る
利
益
が
失
わ
れ
た
債
権
者
を
契
約
の
拘
束
力
か
ら
解
放
す
る
制
度
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
と
と
も

に
、
債
務
者
の
帰
責
事
由
を
不
要
と
す
る
解
除
制
度
が
採
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
（
改
正
民
法
五
四
一
条
以
下
）。
そ
う
な
る
と
、
委
任

の
解
除
と
い
う
も
の
を
、
今
後
、
ど
の
よ
う
な
根
拠
・
理
由
で
規
律
し
て
行
く
こ
と
に
な
る
の
か
、
逆
に
、
契
約
解
除
の
自
由
に
対
す
る

制
約
原
理
の
探
求
が
重
要
な
問
題
と
な
る
（
11
）

。
条
文
を
制
限
的
な
も
の
と
し
過
ぎ
る
と
、
却
っ
て
判
例
法
理
よ
り
も
厳
格
な
規
律
と
な
る
恐

れ
が
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
条
文
化
が
将
来
の
判
例
に
よ
る
法
創
造
を
妨
げ
る
危
惧
も
否
定
で
き
な
い
。
ま
た
、
条
文
化
さ
れ
た
判
例
法
理

が
契
約
内
容
の
基
準
と
な
り
、
当
事
者
を
拘
束
し
て
強
行
法
規
化
す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
今
回
の
債
権
法
改
正
は
、
こ
う
し
た
問
題

に
対
す
る
理
解
を
深
化
さ
せ
た
と
い
う
点
で
は
大
き
な
意
味
を
も
ち
、
今
後
の
委
任
の
解
除
に
関
す
る
解
釈
論
の
展
開
や
判
例
法
理
の
形

成
に
重
要
な
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

本
稿
は
、
以
上
述
べ
た
よ
う
な
問
題
意
識
に
基
づ
き
、
委
任
の
解
除
に
関
し
て
、
前
稿
の
検
討
を
踏
ま
え
な
が
ら
（
12
）

、
契
約
関
係
の
終
了

と
い
う
観
点
か
ら
条
文
化
さ
れ
た
判
例
法
理
の
規
律
の
問
題
を
取
り
上
げ
、
こ
れ
を
検
討
す
る
も
の
で
あ
る
。

二　

委
任
の
解
除
と
任
意
解
除
権

1　

継
続
的
契
約
と
し
て
の
委
任
の
解
除

今
日
、
委
任
は
、
賃
貸
借
や
雇
用
な
ど
と
と
も
に
、
継
続
的
契
約
と
し
て
、
取
引
上
、
重
要
な
地
位
を
占
め
て
い
る
。
継
続
的
契
約
に

つ
い
て
は
、
い
ま
だ
確
固
た
る
定
義
は
な
い
が
、
そ
の
給
付
の
範
囲
が
重
量
や
寸
法
、
個
数
と
い
っ
た
量
的
指
数
を
用
い
る
の
で
は
な
く
、

（
六
二
四
）



委
任
の
解
除
に
関
す
る
判
例
法
理
の
条
文
化
と
半
強
行
法
規
性
（
長
谷
川
）

二
五
七

時
間
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
み
で
確
定
で
き
る
契
約
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
（
13
）

。
継
続
的
契
約
は
、
時
間
と
い
う
要
素
の
ほ
か
に
、
人
的
要
素

の
比
重
が
高
い
こ
と
、
お
よ
び
、
よ
り
明
確
に
打
ち
出
さ
れ
た
将
来
へ
の
志
向
が
強
い
と
い
っ
た
点
に
特
徴
が
あ
る
（
14
）

。
継
続
的
契
約
の
代

表
例
と
み
ら
れ
る
賃
貸
借
契
約
は
、
古
く
ロ
ー
マ
の
時
代
に
お
い
て
も
存
在
し
て
い
た
が
、
ロ
ー
マ
法
で
は
継
続
的
債
権
関
係
に
特
有
の

構
造
や
規
律
が
展
開
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
（
15
）

。

継
続
的
契
約
か
ら
生
ず
る
継
続
的
債
務
関
係
に
つ
い
て
特
別
な
規
律
の
必
要
性
を
説
い
た
の
は
、
オ
ッ
ト
ー
・
フ
ォ
ン
・
ギ
ー
ル
ケ
で

あ
る
（
16
）

。
ギ
ー
ル
ケ
に
よ
れ
ば
、
継
続
的
契
約
で
は
給
付
義
務
が
連
続
し
て
新
し
く
発
生
す
る
こ
と
か
ら
、
当
事
者
は
特
定
の
義
務
を
履
行

す
る
だ
け
で
は
契
約
全
体
か
ら
離
脱
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
現
実
的
履
行
が
契
約
を
終
了
さ
せ
る
こ
と
に
な
ら
な
い
以
上
、
継
続
的
契

約
は
そ
れ
自
体
へ
の
時
間
的
な
制
約
な
し
に
継
続
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
た
め
、
継
続
的
契
約
か
ら
生
ず
る
継
続
的
債
務
関
係
に
つ
い

て
解
消
の
自
由
が
必
要
と
さ
れ
る
と
し
、
契
約
か
ら
の
離
脱
は
一
方
的
意
思
表
示
で
あ
る
解
除
の
方
法
を
も
っ
て
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
る

と
説
い
た
（
17
）

。
こ
の
意
思
表
示
が
「
解
約
告
知
（K

ündigung

）」
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
り
、
今
日
の
法
理
論
で
は
、
将
来
に
向
か
っ
て
の

み
契
約
の
効
果
を
消
滅
さ
せ
る
点
で
、
契
約
を
過
去
に
遡
及
し
て
解
消
さ
せ
る
「
解
除
（R

ücktritt

）」
と
は
本
質
的
に
区
別
さ
れ
る
（
18
）

。

解
約
告
知
を
な
し
う
る
権
利
は
、
契
約
に
よ
り
約
定
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
通
常
、
法
規
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
る
。
わ
が
民
法
は
、

継
続
的
契
約
と
一
時
的
契
約
を
区
別
す
る
こ
と
が
な
い
の
み
な
ら
ず
、
解
除
と
解
約
告
知
の
用
語
上
の
区
別
も
せ
ず
、
契
約
の
解
消
が
問

題
と
な
る
個
々
の
場
面
に
お
い
て
解
除
を
規
定
す
る
と
と
も
に
、
そ
れ
に
種
々
の
表
現
を
用
い
て
規
定
し
て
い
る
（
19
）

。
委
任
に
つ
い
て
い
え

ば
、
民
法
六
五
一
条
に
い
う
解
除
が
民
法
六
五
二
条
の
規
定
と
相
ま
っ
て
解
約
告
知
の
性
質
を
有
す
る
こ
と
は
、
多
く
の
論
者
が
認
め
る

と
こ
ろ
で
あ
る
（
20
）

。
し
か
し
、
告
知
に
よ
る
一
方
的
な
解
除
の
意
思
表
示
は
、
契
約
の
拘
束
力
と
い
う
点
か
ら
み
る
と
、
相
手
方
の
契
約
存

続
の
利
益
と
抵
触
し
、
当
事
者
間
に
緊
張
関
係
を
生
じ
さ
せ
る
。
そ
の
た
め
、
解
約
告
知
を
認
め
る
と
し
て
も
、
こ
れ
を
如
何
に
規
律
し

（
六
二
五
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
三
号
（
二
〇
一
八
年
十
二
月
）

二
五
八

て
行
く
の
か
が
問
題
と
な
る
（
21
）

。

解
約
告
知
が
本
来
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
将
来
に
対
す
る
期
限
の
付
与
で
あ
り
、
そ
の
期
限
の
到
来
と
と
も
に
継
続
的
債
務
関
係
が
時

の
経
過
に
よ
り
消
滅
す
る
と
い
う
点
に
あ
る
。
解
約
告
知
と
い
う
性
質
か
ら
、
民
法
六
五
一
条
に
い
う
委
任
の
解
除
に
つ
い
て
、
ど
の
よ

う
な
解
釈
が
妥
当
と
さ
れ
、
ま
た
導
か
れ
る
の
か
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
判
例
法
理
は
形
成
さ
れ
つ
つ
あ
る
が
、
い
ま
だ
定
説
と
い
っ
た

も
の
が
な
く
、
そ
の
規
範
的
構
造
や
法
的
性
質
を
踏
ま
え
た
検
討
の
必
要
性
が
説
か
れ
て
い
る
（
22
）

。

2　

民
法
六
五
一
条
に
い
う
任
意
解
除
権
と
起
草
者
の
意
図
│
指
導
形
象
（Leidbild

）

こ
れ
ま
で
の
研
究
に
よ
る
と
、
民
法
六
五
一
条
一
項
が
定
め
る
よ
う
な
委
任
解
除
の
自
由
に
つ
い
て
は
、
各
国
の
法
制
が
認
め
る
と
こ

ろ
で
あ
り
（
23
）

、
旧
民
法
に
お
い
て
も
同
様
の
規
定
が
設
け
ら
れ
て
い
た
（
24
）

。
一
九
世
紀
に
編
纂
さ
れ
る
民
法
典
の
多
く
は
、
委
任
者
か
ら
の
解

除
に
つ
い
て
規
定
し
、
そ
れ
に
つ
い
て
制
限
を
設
け
な
い
の
が
基
本
原
則
で
あ
っ
た
（
25
）

。

元
来
、
委
任
は
、
委
任
者
・
受
任
者
間
の
信
頼
関
係
を
基
礎
と
し
て
締
結
さ
れ
る
契
約
で
あ
り
、
無
償
を
原
則
と
し
、
も
っ
ぱ
ら
委
任

者
の
利
益
の
た
め
に
締
結
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
委
任
の
本
質
か
ら
す
る
と
、
信
頼
が
失
わ
れ
た
受
任
者
に
対
し
て
は
、
委
任
者
を
当
該

契
約
に
拘
束
し
て
お
く
合
理
的
理
由
は
な
い
こ
と
か
ら
、
委
任
者
は
委
託
事
務
の
処
理
が
ど
の
よ
う
な
段
階
に
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
何
ら

特
別
の
事
由
を
要
せ
ず
し
て
委
任
を
解
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
た
（
26
）

。
こ
れ
に
対
し
、
受
任
者
に
つ
い
て
は
、
委
任
の
本
質
に
基
づ

く
も
の
と
い
う
よ
り
も
、
自
己
の
欲
し
な
い
委
任
事
務
の
遂
行
を
強
制
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
と
い
っ
た
実
際
上
の
必
要
か
ら
便
宜
的
に

認
め
ら
れ
た
に
す
ぎ
な
い
。
そ
の
た
め
、
現
行
民
法
の
前
身
で
あ
る
旧
民
法
で
は
、
そ
の
点
を
踏
ま
え
て
、
受
任
者
か
ら
委
任
の
解
除
が

行
わ
れ
た
場
合
、
受
任
者
は
委
任
者
に
生
じ
た
損
害
を
賠
償
す
る
義
務
が
あ
り
、「
正
当
又
ハ
已
ム
コ
ト
ヲ
得
サ
ル
原
因
」
が
な
い
限
り
、

（
六
二
六
）
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賠
償
責
任
を
免
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
さ
れ
た
（
27
）

。

と
こ
ろ
が
、
こ
の
よ
う
な
考
え
方
に
対
し
、
現
行
民
法
六
五
一
条
を
起
草
し
た
担
当
者
（
富
井
政
章
）
は
、
当
事
者
双
方
の
平
等
と
い

う
見
地
か
ら
、
委
任
者
に
よ
る
委
任
の
解
除
の
場
合
で
あ
っ
て
も
、
受
任
者
に
生
ず
る
損
害
の
賠
償
を
認
め
る
表
現
に
修
正
し
た
（
28
）

。
こ
れ

は
委
任
の
本
質
を
曲
解
し
た
も
の
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
が
、
そ
れ
に
伴
っ
て
「
相
手
方
ノ
不
利
ナ
ル
時
期
」
と
い
う
要
件
（
民
法

六
五
一
条
二
項
本
文
）
が
付
加
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
（
29
）

。
ま
た
、
民
法
六
五
一
条
の
規
定
は
、
起
草
担
当
者
（
富
井
政
章
）
の
説
明
で
は
、

公
益
規
定
と
い
っ
た
も
の
（
強
行
法
規
）
で
は
な
く
、
従
っ
て
、
当
事
者
間
で
解
除
権
の
放
棄
特
約
を
し
て
も
公
益
に
反
す
る
も
の
で
は

な
い
と
さ
れ
た
（
30
）

。

委
任
の
解
除
を
定
め
た
民
法
六
五
一
条
の
起
草
過
程
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
前
稿
で
も
検
討
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
そ
の
起
草
か
ら

制
定
に
至
る
ま
で
の
民
法
典
編
纂
に
現
わ
れ
た
各
種
の
草
案
を
み
る
と
、
同
条
は
、
フ
ラ
ン
ス
民
法
を
基
礎
に
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
が
起
草
し

た
旧
民
法
草
案
に
由
来
す
る
部
分
と
、
法
典
調
査
会
に
お
い
て
諸
外
国
の
法
制
を
参
考
に
旧
民
法
の
規
定
を
修
正
し
て
起
草
さ
れ
た
民
法

原
案
に
基
礎
を
置
く
部
分
と
が
融
合
し
、
字
句
を
整
理
・
修
正
し
た
う
え
で
、
一
か
条
に
ま
と
め
ら
れ
て
置
か
れ
た
と
い
う
経
緯
が
あ

る
（
31
）

。
そ
の
際
、
法
典
調
査
会
に
お
け
る
民
法
原
案
の
起
草
の
過
程
で
条
文
に
「
相
手
方
ノ
不
利
ナ
時
期
」
の
解
除
と
そ
れ
か
ら
生
じ
る
損

害
の
賠
償
責
任
が
盛
り
込
ま
れ
、「
正
當
又
ハ
」
の
文
言
を
削
除
し
て
単
に
「
已
ム
ヲ
得
ナ
イ
事
由
」
に
統
一
さ
れ
た
。
そ
の
結
果
、
民

法
六
五
一
条
は
、
旧
民
法
の
よ
う
に
複
数
の
別
の
規
定
を
も
っ
て
処
理
す
べ
き
は
ず
の
も
の
を
す
べ
て
一
か
条
に
包
摂
し
、
異
質
な
も
の

を
抱
え
込
ん
で
し
ま
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
（
32
）

。
そ
れ
だ
け
に
、
一
見
し
て
明
瞭
に
み
え
る
条
文
の
構
造
と
は
裏
腹
に
、
民
法
六
五
一
条
の

規
定
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
分
か
り
づ
ら
い
も
の
と
な
っ
た
と
い
う
こ
と
が
い
え
る
。

（
六
二
七
）
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3　

任
意
解
除
権
の
正
当
化
根
拠

現
行
民
法
六
五
一
条
が
定
め
る
委
任
の
解
除
は
、
有
償
で
あ
っ
て
も
、
理
由
を
要
せ
ず
、
か
つ
、
相
手
方
の
不
利
な
時
期
の
解
除
と
な

ら
な
い
限
り
、
原
則
と
し
て
損
害
賠
償
を
も
不
要
と
す
る
と
い
う
効
果
を
伴
う
解
除
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
契
約
解
除
は
「
任
意
解
除

権
」
と
呼
ば
れ
る
が
、
こ
れ
を
正
当
化
し
う
る
根
拠
は
一
体
何
か
で
あ
る
。

前
述
し
た
よ
う
に
、
委
任
は
、
元
来
、
委
任
者
の
利
益
の
た
め
に
、
受
任
者
が
無
償
で
、
自
己
の
専
門
的
知
識
を
活
用
し
な
が
ら
、
委

託
さ
れ
た
法
律
行
為
ま
た
は
事
務
処
理
を
行
う
法
律
関
係
で
あ
る
。
委
任
は
、
委
任
者
・
受
任
者
双
方
の
信
頼
関
係
を
基
礎
と
し
、
そ
の

人
で
あ
る
か
ら
委
任
し
、
ま
た
引
き
受
け
る
と
い
う
も
の
で
、
信
頼
が
少
し
で
も
崩
れ
た
ら
そ
の
基
礎
が
失
わ
れ
る
か
ら
、
理
由
な
し
の

自
由
な
解
除
権
が
認
め
ら
れ
る
の
も
、
こ
の
よ
う
な
委
任
の
特
質
に
由
来
す
る
と
説
明
さ
れ
て
き
た
。
委
任
に
お
い
て
そ
の
存
在
が
言
及

さ
れ
て
い
る
信
頼
と
は
、
熱
意
や
注
意
、
知
識
を
も
っ
て
委
任
事
務
を
引
き
受
け
た
受
任
者
に
対
し
、
委
任
者
が
受
任
者
の
誠
実
性
に
つ

い
て
抱
く
信
頼
で
あ
る
（
33
）

。
信
頼
は
、
委
任
に
お
け
る
契
約
解
除
の
自
由
（
任
意
解
除
権
）
の
実
質
的
な
正
当
化
根
拠
と
し
て
民
法
典
の
起

草
委
員
に
よ
っ
て
言
及
さ
れ
（
34
）

、
そ
の
後
の
学
説
に
お
い
て
も
委
任
を
特
徴
づ
け
る
も
の
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
（
35
）

。

し
か
し
、
現
代
社
会
に
お
い
て
委
任
な
い
し
準
委
任
に
分
類
さ
れ
る
契
約
は
多
種
多
様
で
あ
り
、
す
べ
て
の
委
任
に
高
度
の
信
頼
関
係

が
認
め
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
（
36
）

。
信
頼
と
い
う
の
は
、
好
意
や
友
情
な
ど
の
個
人
関
係
に
よ
っ
て
事
務
処
理
が
委
任
さ
れ
る
状
況
を
包
括

的
に
表
現
で
き
る
便
利
な
概
念
で
あ
る
が
、
多
種
多
様
な
役
務
・
サ
ー
ビ
ス
が
今
日
の
社
会
に
お
い
て
拡
大
し
、
そ
の
重
要
性
を
増
す
に

従
っ
て
、
委
任
は
単
に
個
人
的
な
信
頼
関
係
と
い
う
よ
り
も
、
委
任
者
ま
た
は
受
任
者
の
事
業
を
中
心
と
し
た
信
用
関
係
を
基
盤
と
し
た

も
の
に
移
り
つ
つ
あ
り
（
37
）

、
委
任
に
お
い
て
語
ら
れ
る
信
頼
も
ま
た
本
来
の
対
人
的
な
信
頼
関
係
と
は
異
な
る
意
味
合
い
を
も
ち
つ
つ
あ
る

と
い
え
る
（
38
）

。

（
六
二
八
）
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こ
の
よ
う
な
委
任
の
法
律
関
係
に
お
い
て
、
委
任
者
は
自
己
の
望
ま
な
い
委
託
事
務
の
受
領
を
強
要
さ
れ
る
必
要
は
な
く
、
委
任
者
が

目
的
と
し
た
委
任
の
利
益
を
確
保
し
、
受
任
者
を
し
て
誠
実
に
事
務
処
理
を
履
行
さ
せ
る
た
め
に
は
、
委
任
者
に
契
約
解
除
の
自
由
を
認

め
る
要
請
は
高
い
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
委
任
者
に
利
益
が
あ
る
限
り
、
委
任
者
に
よ
る
契
約
解
除
の
自
由
は
奪
わ
れ
る
こ
と
は
許
さ

れ
な
い
か
ら
、
委
任
者
に
無
理
由
解
除
と
し
て
自
由
な
任
意
解
除
権
の
行
使
を
確
保
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。

こ
れ
に
対
し
、
受
任
者
に
よ
る
解
除
に
つ
い
て
は
、
委
任
事
務
の
遂
行
が
強
制
に
な
じ
ま
な
い
為
す
債
務
で
あ
る
こ
と
、
と
り
わ
け
委

任
は
受
任
者
に
お
い
て
、
熱
意
、
細
心
の
注
意
、
知
識
が
要
求
さ
れ
る
変
化
に
富
ん
だ
継
続
的
な
行
為
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
受

任
者
に
不
利
益
が
見
込
ま
れ
る
場
合
に
は
、
自
ら
辞
任
す
る
機
会
が
与
え
ら
れ
る
必
要
が
あ
る
。
受
任
者
の
辞
任
を
認
め
る
こ
と
は
、
こ

れ
に
よ
り
適
切
な
事
務
処
理
能
力
に
欠
け
る
受
任
者
ま
た
は
事
務
処
理
の
意
欲
を
喪
失
し
た
受
任
者
を
委
任
の
法
律
関
係
か
ら
解
放
し
、

委
任
者
の
利
益
の
侵
害
と
い
う
事
態
を
回
避
す
る
こ
と
に
も
役
立
ち
う
る
。

問
題
は
、
委
任
が
委
任
者
の
た
め
の
み
な
ら
ず
、
受
任
者
の
利
益
を
も
目
的
と
す
る
場
合
、
委
任
の
解
除
は
ど
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る

か
で
あ
る
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
受
任
者
が
受
け
取
る
報
酬
を
も
っ
て
直
ち
に
受
任
者
の
利
益
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
は
す
で
に

旧
民
法
の
当
時
か
ら
知
ら
れ
て
い
た
。
民
法
五
六
一
条
の
前
身
で
あ
る
旧
民
法
財
産
取
得
編
二
五
二
条
は
、
有
償
委
任
と
解
除
と
の
関
係

を
規
律
す
る
規
定
を
置
い
て
い
た
（
39
）

。
報
酬
が
約
束
さ
れ
て
い
て
も
、
そ
の
こ
と
か
ら
直
ち
に
受
任
者
に
利
益
が
あ
る
と
い
う
わ
け
で
は
な

い
か
ら
、
こ
れ
に
よ
っ
て
委
任
者
に
よ
る
契
約
解
除
の
自
由
が
制
限
さ
れ
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
場
合
、
委
任
者
に
自
由

な
任
意
解
除
権
の
行
使
を
認
め
た
う
え
で
、
不
利
な
時
期
に
よ
る
解
除
か
ら
受
任
者
に
生
ず
る
損
害
に
つ
い
て
は
委
任
者
に
損
害
賠
償
義

務
を
課
す
こ
と
で
、
当
事
者
双
方
の
利
害
得
失
を
調
整
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
と
い
え
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
委
任
に
お
け
る
契
約
解
除
の
自
由
の
正
当
化
根
拠
と
し
て
は
、
単
に
抽
象
的
に
信
頼
概
念
を
持
ち
出
し
た
だ
け
で
は

（
六
二
九
）
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十
分
な
説
明
に
な
ら
な
い
。
民
法
六
五
一
条
に
い
う
委
任
の
解
除
に
関
す
る
規
律
が
、
い
か
な
る
根
拠
に
よ
っ
て
、
ど
の
よ
う
に
あ
る
べ

き
か
に
つ
い
て
は
、
任
意
法
規
と
し
て
の
任
意
解
除
権
の
果
た
す
べ
き
機
能
を
明
確
に
し
た
う
え
で
、
信
頼
概
念
の
背
後
で
考
慮
さ
れ
て

き
た
諸
要
因
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
と
い
え
よ
う
。
こ
れ
に
よ
り
、
法
的
な
議
論
と
し
て
の
精
緻
さ
を
担
保
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
以
下
で
は
、
民
法
典
施
行
後
の
委
任
の
解
除
に
関
す
る
判
例
お
よ
び
学
説
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
り
、
民
法
六
五
一
条
が
規
定

す
る
任
意
解
除
権
の
内
容
的
な
妥
当
性
や
射
程
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

三　

任
意
解
除
権
に
関
す
る
判
例
法
理
の
条
文
化
と
改
正
民
法
六
五
一
条
の
意
義

1　

任
意
解
除
権
に
関
す
る
判
例
法
理

民
法
六
五
一
条
の
解
除
に
関
し
て
、
判
例
は
、
民
歩
典
施
行
後
の
早
い
段
階
か
ら
、
一
方
で
、
委
任
の
自
由
な
解
除
を
肯
定
し
な
が
ら
、

他
方
で
、
こ
れ
を
そ
の
ま
ま
適
用
す
る
の
は
受
任
者
の
利
益
を
著
し
く
害
す
る
こ
と
が
あ
る
と
の
理
由
で
、
一
定
の
場
合
に
委
任
の
自
由

な
解
除
が
制
限
さ
れ
る
こ
と
を
認
め
て
き
た
（
40
）

。
判
例
に
現
わ
れ
た
事
案
を
み
る
と
、
民
法
典
施
行
の
直
後
か
ら
、
債
権
取
立
て
の
委
任
に

お
い
て
当
事
者
間
に
解
除
権
の
放
棄
特
約
が
結
ば
れ
て
い
た
場
合
に
、
そ
れ
で
も
民
法
六
五
一
条
の
解
除
が
可
能
か
ど
う
か
が
争
わ
れ
て

い
る
。

（
1
）　

解
除
権
放
棄
特
約
と
委
任
解
除
の
自
由

ま
ず
、
初
期
の
判
例
は
、
債
務
者
が
債
務
弁
済
の
た
め
に
恩
給
証
書
を
債
権
者
に
預
け
、
後
に
返
還
を
求
め
た
と
こ
ろ
、
債
権
者
が
拒

ん
だ
た
め
、
解
除
の
意
思
表
示
を
し
た
と
い
う
事
案
で
、「
民
法
上
委
任
ノ
規
定
ハ
公
ノ
秩
序
ニ
関
ス
ル
モ
ノ
ト
認
ム
ヘ
カ
ラ
サ
ル
ヲ
以

テ
委
任
契
約
ニ
付
テ
ハ
民
法
ノ
規
定
ニ
異
ナ
リ
タ
ル
特
約
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
得
ル
モ
或
期
間
内
委
任
ヲ
解
除
セ
ス
ト
云
フ
カ
如
キ
約
定
ハ
委

（
六
三
〇
）
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任
者
ニ
於
テ
解
除
ノ
意
思
表
示
ヲ
為
シ
タ
ル
以
上
受
任
者
ヨ
リ
其
特
約
ヲ
強
要
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ス
」
と
し
て
、
委
任
の
解
除
を
認
め
た
（
41
）

。

ま
た
、
判
例
は
、
債
務
者
が
弁
済
方
法
と
し
て
自
己
の
有
す
る
金
鶏
勲
章
年
金
証
書
を
債
権
者
に
預
け
て
年
金
の
受
け
取
り
方
を
委
任
し
、

債
務
の
弁
済
終
了
ま
で
委
任
契
約
を
解
除
し
な
い
特
約
を
結
ん
で
い
た
と
こ
ろ
、
後
に
な
っ
て
債
務
者
が
委
任
契
約
を
解
除
し
て
年
金
証

書
の
返
還
を
求
め
た
と
い
う
事
案
で
、「
解
除
権
ノ
抛
棄
カ
不
当
ニ
委
任
者
ノ
権
利
ヲ
制
限
シ
受
任
者
ヲ
シ
テ
法
律
上
享
有
シ
得
ヘ
カ
ラ

サ
ル
利
益
ヲ
獲
得
セ
シ
ム
ル
ヲ
以
テ
目
的
ト
ス
ル
ト
キ
ハ
其
抛
棄
ハ
委
任
者
ヲ
覊
束
セ
サ
ル
ヲ
以
テ
委
任
者
ノ
解
除
権
ハ
是
レ
カ
為
メ
毫

モ
妨
ケ
ラ
ル
ル
コ
ト
ナ
シ
」
と
述
べ
た
う
え
で
、
本
件
に
お
い
て
は
「
取
立
委
任
ノ
目
的
タ
ル
債
権
カ
養
料
ノ
債
権
恩
給
金
扶
助
料
ノ
債

権
ノ
如
キ
債
務
者
ニ
専
属
シ
他
人
ノ
権
利
ノ
目
的
タ
リ
得
ヘ
カ
ラ
サ
ル
モ
ノ
ナ
ル
ト
キ
ハ
債
権
者
カ
債
務
者
ヲ
シ
テ
解
除
権
ヲ
抛
棄
セ
シ

ム
ル
ニ
因
リ
テ
之
カ
取
立
ヲ
為
ス
ハ
公
ノ
秩
序
ニ
反
ス
ル
」
と
し
て
、
解
除
権
放
棄
の
特
約
を
無
効
と
し
た
（
42
）

。

こ
れ
ら
初
期
の
判
例
に
よ
れ
ば
、
当
事
者
間
の
特
約
に
よ
り
解
除
権
を
放
棄
す
る
こ
と
は
自
由
で
あ
る
。
し
か
し
、
解
除
権
の
放
棄
特

約
が
法
の
禁
ず
る
恩
給
担
保
と
実
質
的
に
同
じ
で
あ
る
場
合
に
は
、
か
か
る
特
約
は
公
序
に
反
し
、
無
効
と
さ
れ
る
。
判
例
に
現
わ
れ
た

事
案
は
、
債
権
者
受
任
者
型
と
称
し
う
る
事
案
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
後
の
判
例
に
は
、
債
務
者
が
債
権
者
の
第
三
者
に
対
す

る
債
権
の
取
立
て
を
当
該
債
権
者
か
ら
委
託
さ
れ
た
事
案
（
い
わ
ゆ
る
債
務
者
受
任
者
型
）
で
、
解
除
権
の
放
棄
特
約
が
な
い
場
合
に
、
委

任
者
で
あ
る
債
権
者
か
ら
の
委
任
解
除
の
有
効
性
が
争
わ
れ
た
も
の
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
債
権
者
が
債
務
者
に
自
己
の
第
三
者
に
対
す
る

債
権
の
取
立
て
を
委
任
し
、
そ
の
際
、
弁
済
期
の
一
定
期
間
の
猶
予
と
取
立
て
金
の
一
割
を
報
酬
と
し
、
こ
れ
を
債
務
の
弁
済
に
充
当
す

る
こ
と
を
約
し
た
が
、
中
途
で
債
権
者
が
本
件
委
任
を
解
除
し
た
と
い
う
場
合
に
、
そ
れ
が
認
め
ら
れ
る
か
と
い
う
問
題
に
関
す
る
も
の

で
あ
る
。
判
例
は
、
こ
の
債
務
者
受
任
者
型
の
事
案
に
お
い
て
、
民
法
六
五
一
条
の
意
義
に
言
及
し
、
委
任
は
当
事
者
双
方
の
人
的
信
用

関
係
を
基
礎
と
す
る
契
約
で
あ
り
、
信
用
関
係
が
失
わ
れ
た
受
任
者
を
し
て
事
務
処
理
を
行
わ
せ
る
こ
と
は
で
き
ず
、
ま
た
、
受
任
者
に

（
六
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一
）
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本
法
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第
八
十
四
巻
第
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号
（
二
〇
一
八
年
十
二
月
）

二
六
四

お
い
て
も
自
己
の
信
任
し
な
い
委
任
者
の
事
務
を
行
う
こ
と
は
人
情
と
し
て
耐
え
が
た
い
と
述
べ
た
う
え
で
、
同
条
は
「
受
任
者
カ
委
任

者
ノ
利
益
ノ
為
メ
ニ
ノ
ミ
事
務
ヲ
処
理
ス
ル
場
合
ニ
適
用
ア
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
其
事
務
ノ
処
理
カ
委
任
者
ノ
為
メ
ノ
ミ
ナ
ラ
ス
受
任
者
ノ
利

益
ヲ
モ
目
的
ト
ス
ル
ト
キ
ハ
委
任
者
ハ
同
条
ニ
ヨ
リ
委
任
ヲ
解
除
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
サ
ル
モ
ノ
ト
解
ス
ル
」
と
判
示
し
た
（
43
）

。

委
任
は
、
通
常
、
委
任
者
の
た
め
に
締
結
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
同
時
に
、
そ
れ
が
受
任
者
の
利
益
に
な
る
こ
と
も
あ
る
。
判
例
に

よ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
委
任
者
は
一
方
的
な
意
思
表
示
に
よ
り
契
約
の
解
除
を
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
取
立
委
任
の
事
案

に
お
い
て
、
債
権
者
が
受
任
者
と
な
る
場
合
、
債
権
者
は
自
己
の
債
権
の
満
足
を
え
る
た
め
に
債
務
者
の
財
産
の
処
分
・
管
理
の
事
務
を

行
う
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
委
任
者
で
あ
る
債
務
者
か
ら
の
一
方
的
な
解
除
が
受
任
者
で
あ
る
債
権
者
の
利
益
の
た
め
に
制
限
さ
れ
る
と
い

う
の
は
、
妥
当
な
判
断
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
債
務
者
が
受
任
者
と
な
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
債
務
者
が
受
任
者
と
し
て
債
権
者
の
第

三
者
に
よ
る
債
権
を
取
り
立
て
、
そ
の
報
酬
を
自
己
の
債
務
の
弁
済
に
あ
て
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
単
に
報
酬
を
意
味
す
る
に
す
ぎ
ず
、

こ
れ
を
も
っ
て
直
ち
に
受
任
者
の
利
益
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
判
例
は
、
こ
の
場
合
に
も
受
益
者
の
利
益
に
言
及
し
て
、
民
法

六
五
一
条
の
解
除
が
制
限
さ
れ
る
と
す
る
が
、
そ
の
よ
う
な
解
釈
は
委
任
解
除
の
自
由
に
不
当
な
制
限
を
加
え
る
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
（
44
）

。

こ
の
点
、
民
法
五
六
一
条
の
前
身
で
あ
る
旧
民
法
財
産
取
得
編
二
五
二
条
は
、「
委
任
者
ノ
ミ
ノ
利
益
ノ
為
ニ
委
任
セ
シ
代
理
ノ
廃
罷
ハ

謝
金
ヲ
諾
約
シ
タ
ル
ト
キ
ト
雖
モ
委
任
者
ハ
何
時
ニ
テ
モ
随
意
ニ
之
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
得
」
と
規
定
し
、
有
償
委
任
と
解
除
と
の
関
係
を
規

律
す
る
規
定
を
置
い
て
い
た
（
45
）

。
委
任
が
単
に
有
償
委
任
と
い
う
こ
と
だ
け
で
は
民
法
六
五
一
条
の
解
除
を
阻
止
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い

こ
と
は
、
す
で
に
旧
民
法
の
当
時
か
ら
知
ら
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
裁
判
官
の
中
に
は
「
受
益
者
の
利
益
」
概
念
を
拡
張
し
す
ぎ
た
と

い
っ
た
反
省
が
あ
っ
た
の
か
、
そ
の
後
の
判
例
は
そ
の
適
用
範
囲
を
制
限
す
る
方
向
に
向
か
っ
た
と
み
ら
れ
る
と
の
指
摘
が
あ
る
（
46
）

。

（
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委
任
の
解
除
に
関
す
る
判
例
法
理
の
条
文
化
と
半
強
行
法
規
性
（
長
谷
川
）

二
六
五

（
2
）　

制
約
原
理
と
し
て
の
「
受
任
者
の
利
益
」
と
「
や
む
こ
と
を
得
ざ
る
事
由
」

戦
後
の
判
例
は
、
民
法
六
五
一
条
の
解
除
に
関
し
て
一
定
の
制
限
が
あ
る
こ
と
を
認
め
る
が
、
そ
の
際
に
判
断
基
準
と
さ
れ
た
の
が
前

述
の
大
審
院
判
決
の
説
い
た
「
受
益
者
の
利
益
」
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
一
方
で
、
判
例
は
、
特
殊
な
有
償
委
任
に
あ
っ
て
は
、「
受

任
者
の
利
益
」
を
も
目
的
と
す
る
委
任
で
あ
っ
て
も
、
受
任
者
が
著
し
く
不
誠
実
な
行
動
に
出
た
な
ど
の
「
や
む
を
得
な
い
事
由
」
が
あ

れ
ば
、
委
任
の
解
除
を
可
能
と
す
る
解
釈
を
採
用
し
て
い
る
。
判
例
に
お
い
て
、
こ
の
類
型
に
属
す
る
事
案
は
昭
和
三
〇
年
代
の
前
後
か

ら
し
ば
し
ば
下
級
審
裁
判
例
に
登
場
し
て
い
た
が
（
47
）

、
昭
和
四
〇
年
代
に
入
り
、
最
高
裁
に
お
い
て
も
「
や
む
を
得
な
い
事
由
」
に
関
す
る

判
例
が
登
場
し
、
判
例
法
理
を
形
成
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

ま
ず
、
最
高
裁
は
、
債
権
者
で
あ
る
Ｘ
社
の
代
表
者
Ａ
が
債
務
者
で
あ
る
Ｙ
社
の
資
産
お
よ
び
負
債
の
処
理
に
つ
い
て
委
託
を
受
け
、

本
件
事
務
を
処
理
す
る
た
め
Ｙ
社
の
代
表
者
Ｂ
名
義
の
建
物
に
つ
き
所
有
権
移
転
登
記
を
し
た
が
、
Ｘ
お
よ
び
Ａ
が
負
債
弁
済
の
事
務
を

積
極
的
に
処
理
せ
ず
、
多
額
の
負
債
が
残
っ
た
こ
と
か
ら
、
本
件
委
任
契
約
を
解
除
す
る
と
と
も
に
Ｂ
名
義
の
建
物
に
つ
き
所
有
権
移
転

登
記
の
抹
消
請
求
を
し
た
と
い
う
事
案
で
、
委
任
者
の
利
益
の
み
な
ら
ず
「
受
任
者
の
利
益
」
の
た
め
に
も
委
任
が
な
さ
れ
た
場
合
で

あ
っ
て
も
、
委
任
が
当
事
者
双
方
の
対
人
的
信
用
関
係
を
基
礎
と
す
る
契
約
で
あ
る
こ
と
に
徴
す
れ
ば
、
受
任
者
が
著
し
く
不
誠
実
な
行

動
に
出
た
な
ど
「
や
む
を
得
な
い
事
由
」
が
あ
る
と
き
は
、
委
任
者
は
委
任
契
約
を
解
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
た
（
48
）

。

続
い
て
、
最
高
裁
は
、
共
同
住
宅
の
管
理
契
約
の
解
除
が
争
わ
れ
た
事
案
に
お
い
て
、「
や
む
を
得
な
い
事
由
」
が
な
い
場
合
で
あ
っ

て
も
、「
委
任
者
が
委
任
契
約
の
解
除
権
自
体
を
放
棄
し
た
も
の
と
は
解
さ
れ
な
い
事
情
」
が
あ
る
と
き
は
、
委
任
を
解
除
す
る
こ
と
が

で
き
る
と
し
た
（
49
）

。
こ
の
事
案
は
、
共
同
住
宅
の
所
有
者
が
不
動
産
の
建
築
・
管
理
を
業
と
す
る
管
理
人
と
の
間
で
、
入
居
者
が
差
し
入
れ

る
保
証
金
（
八
八
〇
万
円
）
を
管
理
人
が
自
由
に
使
用
で
き
る
と
い
う
条
件
の
下
に
、
共
同
住
宅
の
建
築
を
依
頼
し
、
保
証
金
の
保
管
、

（
六
三
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）
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二
六
六

賃
料
の
徴
収
、
共
同
住
宅
の
管
理
な
ど
の
事
務
の
一
切
を
無
償
で
行
う
旨
の
管
理
契
約
を
締
結
し
た
が
、
そ
の
後
、
管
理
人
が
所
有
者
に

対
し
て
管
理
契
約
の
有
償
化
を
求
め
、
入
居
者
か
ら
徴
収
し
た
賃
料
を
所
有
者
に
引
き
渡
さ
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
所
有
者
が
管
理
人

に
対
し
て
本
件
管
理
契
約
を
解
除
す
る
旨
の
意
思
表
示
を
し
、
解
除
に
よ
り
発
生
し
た
保
証
金
返
還
請
求
権
を
譲
り
受
け
た
債
権
者
が
管

理
人
に
対
し
て
保
証
金
の
返
還
を
請
求
し
た
と
こ
ろ
、
管
理
人
が
本
件
管
理
契
約
の
解
除
の
無
効
を
主
張
し
て
争
っ
た
と
い
う
事
案
で
あ

る
。こ

の
事
案
を
扱
っ
た
最
高
裁
は
、
一
般
論
を
上
記
の
よ
う
に
説
示
し
、
原
判
決
を
破
棄
し
て
原
審
に
差
し
戻
し
た
が
（
50
）

、
そ
の
中
で
、
委

任
者
の
意
思
に
反
し
て
事
務
処
理
を
継
続
さ
せ
る
こ
と
は
委
任
者
の
利
益
を
阻
害
し
委
任
契
約
の
本
旨
に
反
す
る
こ
と
を
指
摘
す
る
と
と

も
に
、
受
任
者
が
解
除
に
よ
り
被
る
不
利
益
は
損
害
賠
償
に
よ
り
て
ん
補
さ
れ
る
こ
と
で
足
り
る
と
説
い
て
い
る
。
し
か
も
、
本
件
最
高

裁
は
、
当
事
者
間
に
信
頼
関
係
を
破
壊
す
る
な
ど
の
特
段
の
事
情
が
あ
る
場
合
に
限
り
解
除
で
き
る
と
し
た
原
審
判
決
を
破
棄
差
戻
し
て

い
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
こ
の
説
示
に
は
最
高
裁
の
強
い
態
度
が
示
さ
れ
て
い
る
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
最
高
裁
調
査
官
の
解
説

に
よ
れ
ば
、
本
判
決
は
、
受
任
者
の
利
益
が
委
任
者
の
利
益
を
相
当
程
度
上
回
る
場
合
に
は
、
委
任
者
が
委
任
契
約
の
解
除
権
自
体
を
放

棄
し
た
も
の
と
解
す
べ
き
事
情
が
あ
る
と
み
る
べ
き
立
場
に
立
っ
て
い
る
と
い
わ
れ
る
（
51
）

。
し
か
し
、
本
判
決
に
対
し
て
は
、「
こ
れ
が
従

来
の
判
例
と
調
和
す
る
か
ど
う
か
は
疑
問
で
あ
り
、
む
し
ろ
こ
の
場
合
の
委
任
契
約
は
主
と
し
て
委
任
者
の
利
益
の
た
め
に
な
さ
れ
た
こ

と
を
理
由
と
す
べ
き
で
あ
っ
た
」
と
の
批
判
的
な
見
解
も
あ
る
（
52
）

。

そ
の
後
の
最
高
裁
判
決
に
は
、
別
荘
地
の
分
譲
業
者
が
別
荘
地
を
購
入
し
た
所
有
者
と
の
間
で
締
結
し
た
土
地
管
理
契
約
の
解
約
を
申

し
入
れ
、
別
荘
地
の
管
理
を
拒
否
し
た
こ
と
に
対
し
、
別
荘
地
の
所
有
者
が
本
件
管
理
契
約
上
の
義
務
の
確
認
を
求
め
て
争
っ
た
と
い
う

事
案
に
関
す
る
も
の
が
あ
る
。
最
高
裁
は
、
別
荘
地
の
所
有
者
は
本
件
管
理
契
約
に
基
づ
か
な
け
れ
ば
分
譲
業
者
の
水
道
等
の
諸
施
設
を

（
六
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委
任
の
解
除
に
関
す
る
判
例
法
理
の
条
文
化
と
半
強
行
法
規
性
（
長
谷
川
）

二
六
七

使
用
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
分
譲
業
者
も
本
件
管
理
契
約
に
基
づ
く
管
理
費
に
よ
っ
て
別
荘
地
の
維
持
・
管
理
の
経
費
を
賄
っ
て
い
る
こ

と
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
事
実
関
係
の
下
で
は
、
受
任
者
に
よ
る
解
除
権
の
行
使
に
は
委
任
者
に
「
信
頼
関
係
を
破
壊
す
る
よ
う
な
特
段
の

事
情
」
を
必
要
と
す
る
と
判
示
し
た
（
53
）

。

以
上
の
よ
う
な
戦
後
の
判
例
の
展
開
を
み
て
感
ず
る
こ
と
は
、
第
一
に
、
判
例
は
、「
受
益
者
の
利
益
」
を
も
っ
て
委
任
解
除
の
自
由

を
定
め
た
民
法
六
五
一
条
一
項
の
制
約
原
理
と
し
て
い
る
が
（
54
）

、
委
任
契
約
の
目
的
の
軽
重
の
み
で
解
除
権
行
使
の
可
否
を
判
断
し
て
い
る

と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
受
任
者
の
利
益
の
判
断
に
あ
た
っ
て
は
、
委
任
者
の
利
益
も
考
量
し
な
が
ら
、
種
々
の
要
因
が
判
断
さ
れ
て
い

る
と
い
え
る
。

第
二
に
、
判
例
に
よ
れ
ば
、
受
任
者
が
著
し
く
不
誠
実
な
行
動
に
出
る
な
ど
「
や
む
を
得
な
い
事
由
」
が
あ
る
と
き
は
、
委
任
者
に
お

い
て
委
任
を
解
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
。
し
か
し
、
そ
も
そ
も
こ
の
「
や
む
を
得
な
い
事
由
」
の
判
断
基
準
が
ど
こ
か
ら
出
て
く

る
の
か
、
そ
の
点
は
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
。
現
行
民
法
は
、
委
任
解
除
の
自
由
を
認
め
た
う
え
で
（
民
法
六
五
一
条
一
項
）、「
や
む
を

得
な
い
事
由
」
を
不
利
な
時
期
の
解
除
か
ら
相
手
方
に
生
ず
る
損
害
の
賠
償
責
任
を
免
責
す
る
要
件
と
す
る
に
す
ぎ
な
い
（
同
条
二
項
）。

民
法
六
五
一
条
一
項
に
い
う
委
任
の
自
由
な
解
除
は
、
民
法
典
施
行
の
直
後
か
ら
、
委
任
が
契
約
当
事
者
間
の
信
頼
関
係
を
基
礎
と
す
る

も
の
で
あ
り
、
そ
の
点
を
と
く
に
考
慮
し
て
設
け
ら
れ
た
規
定
で
あ
る
と
説
明
さ
れ
て
き
た
（
55
）

。
し
か
し
、
契
約
を
何
時
で
も
自
由
に
解
消

さ
せ
得
る
規
定
は
委
任
の
他
に
も
あ
る
か
ら
（
民
法
六
二
七
条
、
六
四
一
条
）、
右
の
よ
う
な
説
明
が
問
題
の
核
心
に
触
れ
て
い
な
い
こ
と

は
明
ら
か
で
あ
る
（
56
）

。

第
三
に
、
判
例
は
、「
委
任
者
が
委
任
契
約
の
解
除
権
自
体
を
放
棄
し
た
も
の
と
は
解
さ
れ
な
い
事
情
」
が
あ
る
場
合
、「
や
む
を
得
な

い
事
由
」
が
な
く
と
も
、
な
お
契
約
の
解
除
が
可
能
で
あ
る
と
し
た
が
、
こ
の
「
事
情
」
が
何
を
指
す
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
も
不
明

（
六
三
五
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
三
号
（
二
〇
一
八
年
十
二
月
）

二
六
八

な
部
分
が
少
な
く
な
い
。
前
述
の
最
高
裁
判
決
は
、「
事
情
」
の
法
理
を
説
き
な
が
ら
、
損
害
賠
償
に
よ
る
当
事
者
間
の
利
害
調
整
に
言

及
し
て
い
る
。
学
説
に
は
、
無
用
の
条
件
を
付
し
た
こ
と
に
な
る
と
の
批
判
も
み
ら
れ
る
が
（
57
）

、
こ
の
「
事
情
」
を
解
明
し
よ
う
と
す
る
試

み
も
み
ら
れ
る
（
58
）

。「
事
情
」
と
い
う
言
葉
が
、
委
任
者
の
意
思
よ
り
も
む
し
ろ
、
委
任
者
の
利
益
や
委
任
契
約
の
本
旨
を
意
味
す
る
と
す

れ
ば
、
委
任
者
の
利
益
に
対
す
る
受
任
者
の
利
益
の
比
重
が
、
ま
ず
重
視
さ
れ
る
べ
き
事
実
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
（
59
）

。

（
3
）　

最
近
の
裁
判
例
の
動
向

民
法
六
五
一
条
に
い
う
委
任
の
解
除
に
つ
い
て
争
わ
れ
る
最
近
の
事
案
を
み
る
と
（
60
）

、
裁
判
例
の
中
に
は
、
別
荘
地
の
所
有
者
の
一
部
が

管
理
業
者
と
の
委
託
業
務
契
約
を
解
除
し
た
事
案
で
、
受
任
者
に
は
任
意
解
除
権
の
制
限
を
正
当
化
す
る
だ
け
の
利
益
が
あ
る
と
解
す
る

こ
と
は
困
難
で
あ
る
と
し
な
が
ら
も
、
相
互
依
存
関
係
が
あ
る
場
合
に
は
、
信
義
則
や
権
利
濫
用
を
根
拠
に
委
任
者
側
の
解
除
権
が
制
約

を
受
け
る
こ
と
が
あ
る
と
す
る
も
の
が
あ
る
（
61
）

。
ま
た
、
こ
れ
に
関
連
し
て
、
販
売
管
理
契
約
に
お
い
て
は
、
不
動
産
仲
介
業
者
で
あ
る
受

任
者
が
そ
の
成
約
か
ら
取
得
す
る
手
数
料
な
ど
は
受
任
者
の
利
益
と
は
み
な
さ
れ
て
い
な
い
が
（
62
）

、
通
常
の
媒
介
契
約
以
上
に
受
任
者
が
費

用
を
投
下
し
た
よ
う
な
場
合
に
は
、
そ
の
点
を
考
慮
し
て
受
任
者
の
利
益
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
、
裁

判
例
の
中
に
は
、
こ
う
し
た
点
を
考
慮
し
、
約
款
な
ど
か
ら
委
任
契
約
の
解
除
権
自
体
を
放
棄
し
て
い
た
と
は
解
さ
れ
な
い
事
情
が
あ
る

と
認
定
さ
れ
て
、
受
任
者
が
負
担
し
た
費
用
の
償
還
を
認
め
な
が
ら
解
除
を
有
効
と
し
た
も
の
が
あ
る
（
63
）

。

最
近
の
裁
判
例
の
傾
向
と
し
て
は
、
総
じ
て
言
え
ば
、
従
来
の
裁
判
例
に
お
い
て
「
受
任
者
の
利
益
」
を
認
め
な
か
っ
た
契
約
の
事
案

で
も
、
こ
れ
を
認
定
す
る
も
の
が
み
ら
れ
る
。
た
だ
、「
受
任
者
の
利
益
」
を
広
く
解
す
る
傾
向
に
伴
い
、「
受
任
者
の
利
益
」
と
い
う
概

念
は
、
契
約
解
除
の
成
否
で
は
な
く
、
解
除
に
よ
る
損
害
賠
償
を
根
拠
づ
け
る
も
の
と
し
て
言
及
さ
れ
、
委
任
者
と
受
任
者
と
の
間
の
利

益
を
調
整
す
る
も
の
と
し
て
機
能
し
て
き
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
六
三
六
）



委
任
の
解
除
に
関
す
る
判
例
法
理
の
条
文
化
と
半
強
行
法
規
性
（
長
谷
川
）

二
六
九

2　

学
説
の
見
解

学
説
に
お
い
て
も
、
前
述
の
判
例
と
同
様
、
民
法
六
五
一
条
に
い
う
委
任
の
解
除
が
一
定
の
場
合
に
制
限
さ
れ
る
こ
と
を
認
め
る
が
、

そ
の
具
体
的
な
判
断
基
準
に
つ
い
て
は
定
説
と
い
っ
た
も
の
が
な
く
、
学
説
の
見
解
は
区
々
に
分
か
れ
る
（
64
）

。

我
妻
栄
は
、
判
例
の
立
場
を
支
持
し
、
受
任
者
の
た
め
で
も
あ
る
委
任
の
場
合
に
は
、
一
般
に
解
除
権
の
放
棄
が
あ
る
と
推
定
さ
れ
る

と
し
、
そ
の
具
体
例
と
し
て
、
債
権
者
が
取
立
債
権
の
一
定
額
を
手
数
料
と
し
て
債
務
者
に
与
え
、
そ
の
債
務
に
充
当
す
る
場
合
、
お
よ

び
、
債
務
者
が
自
己
の
第
三
債
務
者
に
対
す
る
債
権
の
取
立
て
を
債
権
者
に
委
任
す
る
場
合
を
挙
げ
る
（
65
）

。

末
川
博
は
、
純
粋
な
委
任
と
そ
れ
以
外
の
委
任
と
に
分
け
、
純
粋
な
委
任
は
常
に
委
任
者
の
利
益
と
な
る
の
に
対
し
、
委
任
が
有
償
で

あ
っ
て
、
受
任
者
が
事
務
処
理
に
対
す
る
報
酬
を
受
け
る
場
合
に
は
、「
受
任
者
の
利
益
」
の
た
め
で
も
あ
る
と
さ
れ
る
。
受
任
者
が
利

益
を
有
す
る
場
合
に
は
、
他
の
行
為
と
結
び
つ
く
か
ま
た
は
事
務
処
理
と
は
違
っ
た
別
の
内
容
を
混
合
し
て
い
る
と
し
て
、
委
任
に
関
す

る
規
定
の
み
で
規
律
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
委
任
者
が
一
方
的
に
委
任
の
解
除
を
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
（
66
）

。

広
中
俊
雄
は
、「
受
任
者
の
利
益
」
を
有
償
委
任
の
場
合
と
解
し
、
有
償
委
任
に
は
民
法
六
五
一
条
の
適
用
が
な
く
、
同
条
の
解
除
は

委
任
の
無
償
性
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
と
説
く
。
有
償
委
任
に
お
い
て
は
、
民
法
六
五
一
条
以
外
の
条
文
に
解
除
の
根
拠
を
求
め
ざ
る

を
得
ず
、
中
途
解
約
に
よ
る
損
害
賠
償
を
根
拠
づ
け
る
に
は
他
の
条
文
に
依
拠
す
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
（
67
）

。
広
中
に
よ
れ
ば
、
委
任
に
は

民
法
六
五
一
条
の
適
用
さ
れ
な
い
類
型
の
も
の
が
あ
り
、
こ
れ
ら
の
委
任
の
解
除
は
、
請
負
型
の
も
の
に
つ
い
て
は
民
法
六
四
一
条
、
雇

傭
型
の
も
の
に
つ
い
て
は
民
法
六
二
七
条
・
六
二
八
条
（
注
意
さ
れ
る
類
似
規
定
と
し
て
商
法
五
〇
条
一
項
・
二
項
）、
ま
た
、
不
動
産
に
関
す

る
委
任
事
務
の
処
理
に
受
任
者
の
当
該
不
動
産
の
利
用
が
対
価
的
に
結
び
つ
い
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
賃
貸
借
の
解
除
に
関
す
る
準
則

が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
準
則
と
し
て
用
い
ら
れ
る
（
68
）

。
継
続
的
契
約
で
は
、
契
約
の
解
除
一
般
に
関
す
る
通
則
規
定
（
民
法
五
四
一
条
以
下
）
は
完

（
六
三
七
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
三
号
（
二
〇
一
八
年
十
二
月
）

二
七
〇

全
に
排
除
さ
れ
、
継
続
的
契
約
に
関
す
る
民
法
六
二
八
条
、
六
六
三
条
二
項
、
六
七
八
条
二
項
な
ど
の
趣
旨
を
類
推
し
、
個
々
の
契
約
に

内
在
す
る
信
頼
の
程
度
に
応
じ
て
解
除
が
認
め
ら
れ
る
と
す
る
（
69
）

。

戒
能
通
孝
は
、
委
任
を
含
む
継
続
的
契
約
を
、
組
合
型
の
団
体
契
約
、
委
任
型
の
純
粋
に
信
頼
関
係
に
基
づ
く
契
約
、
お
よ
び
、
賃
貸

借
・
雇
用
型
の
物
・
賃
料
な
い
し
労
働
力
の
保
全
関
係
に
基
づ
く
契
約
の
三
種
に
分
類
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
契
約
類
型
に
即
し
て
解
除
原
因

を
求
め
る
こ
と
を
提
唱
す
る
（
70
）

。

来
栖
三
郎
は
、
有
償
委
任
と
い
う
だ
け
で
民
法
六
五
一
条
の
適
用
が
な
い
と
す
る
の
は
適
当
で
は
な
い
と
し
、
そ
の
適
用
の
当
否
を
細

か
く
論
ず
る
。
来
栖
は
、
委
任
を
普
通
の
委
任
と
特
殊
な
委
任
と
に
分
け
、
普
通
の
委
任
の
場
合
、
す
な
わ
ち
、
報
酬
が
成
功
報
酬
の
形

を
と
っ
て
い
る
よ
う
な
委
任
者
に
委
任
事
務
処
理
の
費
用
を
償
還
す
る
義
務
が
な
い
場
合
、
任
期
の
定
め
が
あ
る
場
合
、
お
よ
び
、
事
業

経
営
の
委
任
の
よ
う
に
何
時
で
も
解
除
し
う
る
と
し
た
の
で
は
受
任
者
に
苛
酷
で
あ
り
、
委
任
者
が
解
除
す
る
に
は
相
当
の
予
告
期
間
を

お
く
こ
と
を
要
す
る
場
合
に
は
、
解
除
そ
の
も
の
が
必
ず
し
も
制
限
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
と
す
る
。
こ
れ
に
対
し
、
特
殊
な
委
任
の
場

合
、
す
な
わ
ち
、
債
権
担
保
の
目
的
を
も
っ
て
す
る
債
権
取
立
の
委
任
の
場
合
、
受
任
者
の
権
利
の
保
全
の
た
め
に
委
任
契
約
が
な
さ
れ

る
場
合
に
は
、
受
任
者
に
は
極
め
て
大
き
な
利
益
が
あ
り
、
不
解
除
特
約
が
な
く
て
も
委
任
の
解
除
は
で
き
ず
、
た
と
え
解
除
が
な
さ
れ

て
も
、
そ
の
効
力
は
生
じ
な
い
と
さ
れ
る
（
71
）

。

明
石
三
郎
は
、
来
栖
と
同
様
の
立
場
か
ら
、「
受
任
者
の
利
益
」
と
は
委
任
と
受
任
者
の
利
益
と
の
間
に
債
権
の
確
保
な
い
し
担
保
関

係
の
ご
と
き
密
接
な
関
係
が
あ
る
場
合
を
い
い
、
単
に
報
酬
の
特
約
が
あ
る
だ
け
で
は
い
ま
だ
「
受
任
者
の
利
益
」
を
目
的
と
し
た
委
任

と
は
い
え
な
い
。
委
任
事
務
の
処
理
に
基
づ
く
報
酬
は
、
処
理
の
結
果
と
し
て
得
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
解
除
に
よ
っ
て
当
然
に
失
わ
れ
る

も
の
で
あ
る
か
ら
、
報
酬
の
定
め
が
あ
り
有
償
で
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
受
益
者
に
利
益
が
あ
る
と
は
い
え
な
い
。
受
任
者
に
も
利
益
を

（
六
三
八
）



委
任
の
解
除
に
関
す
る
判
例
法
理
の
条
文
化
と
半
強
行
法
規
性
（
長
谷
川
）

二
七
一

与
え
る
委
任
に
お
い
て
は
、
解
除
権
放
棄
の
有
無
を
問
わ
ず
、
本
来
解
除
は
無
効
で
あ
っ
て
、
単
に
損
害
賠
償
に
よ
る
解
決
を
肯
定
で
き

る
も
の
で
は
な
い
と
い
わ
れ
る
（
72
）

。

最
近
の
学
説
と
し
て
は
、
丸
山
絵
美
子
が
注
目
さ
れ
る
。
丸
山
は
、
委
任
の
契
約
解
除
に
関
す
る
規
律
に
つ
き
、
委
任
者
に
帰
属
す
る

権
利
・
利
益
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
と
い
う
観
点
か
ら
、
事
務
処
理
の
対
象
と
な
る
利
益
が
実
質
的
に
は
委
任
者
に
帰
属
し
て
い
な
い
場
合
、

委
任
者
に
帰
属
す
る
権
利
・
利
益
が
受
任
者
の
手
中
に
委
ね
ら
れ
、
事
務
の
継
続
が
委
任
者
の
権
利
・
利
益
に
影
響
を
与
え
る
場
合
、
お

よ
び
、
委
任
者
・
受
任
者
の
利
害
が
報
酬
の
問
題
に
の
み
帰
着
す
る
場
合
に
整
理
し
た
う
え
で
、
委
任
者
に
委
任
の
利
益
を
確
保
さ
せ
、

受
任
者
に
誠
実
な
事
務
処
理
を
強
く
促
す
た
め
に
は
、
原
則
と
し
て
損
害
賠
償
を
不
要
と
す
る
よ
う
な
契
約
解
除
の
自
由
を
委
任
者
に
認

め
る
と
し
な
が
ら
、
不
利
な
時
期
の
解
除
お
よ
び
受
任
者
の
利
益
を
目
的
と
す
る
委
任
の
解
除
に
つ
い
て
は
、
受
任
者
に
対
す
る
損
害
賠

償
を
課
す
こ
と
で
、
当
事
者
間
の
リ
ス
ク
の
配
分
を
考
慮
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
（
73
）

。
そ
し
て
、
受
任
者
が
契
約
自
体
に
利
益
を
有
す
る
場

合
、
例
え
ば
、
委
任
に
お
い
て
受
任
者
の
生
活
・
経
済
的
基
盤
の
確
保
、
身
分
保
障
が
問
題
と
な
る
場
合
、
あ
る
い
は
、
委
任
事
務
の
処

理
の
対
象
と
な
る
財
産
が
実
質
的
に
は
委
任
者
の
帰
属
を
離
れ
、
受
任
者
に
帰
属
し
て
い
る
場
合
に
は
、
や
む
を
得
な
い
事
由
を
要
件
と

す
る
こ
と
も
検
討
が
必
要
と
い
う
（
74
）

。

以
上
、
わ
が
国
の
主
要
な
学
説
の
見
解
は
多
岐
に
わ
た
る
が
、
受
任
者
の
受
け
取
る
報
酬
と
「
受
任
者
の
利
益
」
と
は
区
別
さ
れ
る
べ

き
で
あ
る
こ
と
、「
受
任
者
の
利
益
」
と
は
委
任
と
受
任
者
の
利
益
と
の
間
に
債
権
の
確
保
な
い
し
担
保
関
係
の
よ
う
な
密
接
な
関
係
が

あ
る
場
合
を
い
い
、
受
任
者
の
利
益
に
よ
り
民
法
六
五
一
条
の
解
除
が
制
限
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
絶
対
的
な
も
の
で

は
な
い
こ
と
な
ど
の
点
で
は
、
学
説
は
ほ
ぼ
共
通
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

思
う
に
、
今
日
、
委
任
は
準
委
任
を
含
み
、
広
範
か
つ
多
種
多
様
な
性
質
の
契
約
を
対
象
と
す
る
か
ら
、
民
法
六
五
一
条
の
規
定
が
適

（
六
三
九
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
三
号
（
二
〇
一
八
年
十
二
月
）

二
七
二

用
さ
れ
な
い
類
型
の
も
の
が
あ
る
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
委
任
の
解
除
に
つ
い
て
用
い
ら
れ
る
準
則
を
示
す
必
要
が
あ
る
。
ま

た
、
受
任
者
の
「
著
し
い
不
誠
実
な
行
動
」
な
ど
義
務
違
反
を
理
由
に
委
任
の
解
除
を
問
う
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
む
し
ろ
後
述
す
る
債

務
不
履
行
を
理
由
と
す
る
委
任
解
除
の
問
題
と
し
て
、
契
約
解
除
の
通
則
を
定
め
た
民
法
五
四
一
条
の
補
充
的
利
用
の
可
否
も
ま
た
検
討

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
い
え
よ
う
。
広
く
事
務
処
理
を
目
的
と
す
る
委
任
に
お
い
て
、
委
任
者
が
委
任
関
係
を
解
消
し

た
く
な
っ
た
と
き
、
そ
れ
を
解
消
す
る
こ
と
は
「
や
む
を
得
な
い
事
由
」
が
な
い
限
り
認
め
ら
れ
ず
（
無
理
由
解
除
の
否
定
）、
一
定
期
間

は
意
思
に
反
し
て
委
任
を
続
け
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
妥
当
で
な
い
。
こ
の
よ
う
な
場
合
に
は
、「
や
む
を
得

な
い
事
由
」
な
く
し
て
委
任
関
係
の
解
消
を
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
際
、
一
定
期
間
に
受
任
者
が
得
た
で
あ
ろ
う

利
益
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
賠
償
す
る
こ
と
に
し
、
こ
れ
に
よ
り
当
事
者
間
の
利
害
調
整
を
図
る
の
が
妥
当
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

民
法
六
五
一
条
一
項
を
同
条
二
項
か
ら
切
り
離
し
た
の
で
は
、
問
題
の
所
在
は
明
ら
か
に
さ
れ
得
な
い
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

3　

債
権
法
改
正
に
よ
る
判
例
法
理
の
条
文
化
（
改
正
民
法
六
五
一
条
）

民
法
六
五
一
条
の
委
任
解
除
に
関
す
る
判
例
法
理
に
つ
い
て
は
、
今
回
の
債
権
法
改
正
に
お
い
て
も
、
こ
れ
を
ど
の
よ
う
に
条
文
化
し

て
規
律
す
る
か
に
つ
い
て
議
論
さ
れ
た
。
法
制
審
議
会
民
法
部
会
に
先
行
し
て
組
織
さ
れ
た
民
法
（
債
権
法
）
改
正
検
討
委
員
会
で
は
、

民
法
改
正
に
関
す
る
「
基
本
方
針
」
の
中
で
、
も
っ
ぱ
ら
受
任
者
ま
た
は
第
三
者
の
利
益
を
図
る
委
任
で
は
、「
や
む
を
得
な
い
事
由
」

が
な
け
れ
ば
解
除
で
き
な
い
と
し
、
他
方
、
受
任
者
の
利
益
を
も
目
的
と
す
る
委
任
で
は
、
委
任
者
の
任
意
解
除
権
を
認
め
つ
つ
も
、
損

害
賠
償
を
必
要
と
し
、
解
除
に
つ
き
「
正
当
事
由
」
が
あ
っ
た
と
き
は
賠
償
責
任
を
免
除
し
う
る
と
し
た
（
75
）

。
こ
れ
に
対
し
、
そ
の
後
組
織

さ
れ
た
法
制
審
議
会
民
法
部
会
は
、
中
間
試
案
に
お
い
て
、「
受
任
者
の
利
益
」
を
も
目
的
と
す
る
委
任
で
は
委
任
者
の
自
由
な
解
除
を

（
六
四
〇
）



委
任
の
解
除
に
関
す
る
判
例
法
理
の
条
文
化
と
半
強
行
法
規
性
（
長
谷
川
）

二
七
三

認
め
る
も
の
の
、
損
害
賠
償
を
必
要
と
し
、「
や
む
を
得
な
い
事
由
」
が
あ
れ
ば
賠
償
責
任
は
免
除
さ
れ
る
と
し
た
（
76
）

。
要
綱
仮
案
で
は
、

中
間
試
案
の
考
え
方
に
沿
い
な
が
ら
、
こ
れ
を
明
文
化
し
た
（
77
）

。
こ
れ
が
、
今
回
の
債
権
法
改
正
に
あ
た
り
改
正
民
法
六
五
一
条
に
も
受
け

継
が
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

改
正
民
法
六
五
一
条
は
、
従
来
の
判
例
法
理
を
踏
ま
え
、
中
間
試
案
の
提
示
し
た
考
え
方
に
沿
い
な
が
ら
こ
れ
を
明
文
化
し
、
現
行
の

民
法
六
五
一
条
を
修
正
し
た
。
改
正
民
法
六
五
一
条
に
よ
れ
ば
、
委
任
契
約
の
各
当
事
者
に
自
由
な
委
任
の
解
除
を
認
め
る
が
（
同
条
一

項
）、
①
当
事
者
の
一
方
が
相
手
方
に
不
利
な
時
期
に
委
任
を
解
除
し
た
と
き
（
同
条
二
項
一
号
）、
ま
た
は
、
②
委
任
者
が
「
受
任
者
の
利

益
」（
専
ら
報
酬
を
得
る
こ
と
に
よ
る
も
の
を
除
く
）
を
も
目
的
と
す
る
委
任
を
解
除
し
た
と
き
は
（
二
項
二
号
）、「
や
む
を
得
な
い
事
由
」（
同

条
二
項
た
だ
し
書
）
が
な
い
限
り
、
損
害
賠
償
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
定
め
た
（
78
）

。
改
正
民
法
六
五
一
条
と
改
正
前
民
法
六
五
一
条
と

の
違
い
は
、
上
記
②
を
付
加
し
た
点
に
あ
る
。
こ
れ
は
、
前
述
の
昭
和
五
六
年
最
高
裁
判
決
の
趣
旨
に
ほ
ぼ
沿
う
も
の
で
あ
る
が
、
受
任

者
の
利
益
を
も
目
的
と
す
る
委
任
に
つ
い
て
も
、
委
任
者
お
よ
び
受
任
者
は
自
由
に
契
約
を
解
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
、
委
任
者
が

解
除
し
た
場
合
に
は
、
や
む
を
得
な
い
事
由
が
あ
る
と
き
を
除
き
、
委
任
者
は
受
任
者
に
生
じ
た
損
害
を
賠
償
す
る
義
務
を
負
う
も
の
と

す
べ
き
で
あ
る
と
の
理
解
に
基
づ
き
、
こ
れ
を
明
文
化
し
た
も
の
と
い
え
る
。

4　

改
正
民
法
六
五
一
条
が
判
例
・
学
説
に
与
え
る
影
響

改
正
民
法
六
五
一
条
は
改
正
前
の
旧
規
定
と
同
様
に
任
意
規
定
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
委
任
者
が
解
除
権
を
放
棄
し

た
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
事
情
が
あ
る
と
き
に
は
委
任
を
解
除
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
か
、
あ
る
い
は
、
委
任
の
当
事
者
が
委
任
契

約
を
自
由
に
解
除
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
っ
た
合
意
を
す
る
こ
と
も
、
妨
げ
ら
れ
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、

（
六
四
一
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
三
号
（
二
〇
一
八
年
十
二
月
）

二
七
四

従
来
の
判
例
法
理
は
実
質
的
に
維
持
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
改
正
民
法
六
五
一
条
の
解
除
権
を
放
棄
す
る
旨
の
当
事
者
間
の

合
意
が
あ
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
解
除
権
を
行
使
さ
れ
た
者
の
側
が
主
張
・
立
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
る
点
に
お
い
て
、

改
正
前
の
旧
規
定
と
の
違
い
が
あ
る
（
79
）

。

改
正
民
法
六
五
一
条
二
項
に
基
づ
く
損
害
賠
償
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
上
記
①
の
解
除
の
場
合
に
は
、
解
除
の
時
期
が
不
当
で
あ
る
こ

と
に
起
因
す
る
損
害
に
限
ら
れ
る
が
、
②
の
解
除
の
場
合
に
は
、
委
任
契
約
が
解
除
さ
れ
な
け
れ
ば
受
任
者
が
得
た
と
認
め
ら
れ
る
利
益

か
ら
受
任
者
が
債
務
を
免
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
得
た
利
益
を
控
除
し
た
も
の
に
な
る
と
解
さ
れ
る
と
し
て
、
そ
の
内
容
が
具
体
的
に
示
さ

れ
る
こ
と
に
な
っ
た
（
80
）

。
た
だ
、
委
任
者
が
上
記
①
お
よ
び
②
の
解
除
を
し
た
場
合
に
、
受
任
者
が
得
ら
れ
る
は
ず
で
あ
っ
た
報
酬
が
損
害

に
含
ま
れ
る
か
に
つ
い
て
は
、
事
案
に
応
じ
て
決
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
と
の
理
解
に
基
づ
い
て
、
明
文
で
規
定
す
る
こ
と
は
見
送
ら
れ

て
い
る
（
81
）

。
立
案
段
階
で
は
、
当
初
、
報
酬
が
損
害
に
は
含
ま
れ
な
い
こ
と
を
明
確
に
す
る
案
が
提
示
さ
れ
た
が
、
こ
れ
に
対
し
て
疑
問
が

示
さ
れ
た
た
め
（
82
）

、
解
釈
に
委
ね
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
も
っ
と
も
、
受
任
者
の
利
益
に
は
受
任
者
が
受
領
す
る
報
酬
は
基
本
的
に
は
含

ま
れ
な
い
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
る
と
（
改
正
六
五
一
条
二
項
二
号
の
括
弧
書
）、
受
任
者
の
得
べ
か
り
し
報
酬
は
原
則
と
し
て
損
害
に

は
含
ま
れ
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
（
83
）

。

以
上
の
よ
う
に
、
委
任
が
単
に
有
償
と
い
う
こ
と
だ
け
で
は
、
改
正
民
法
六
五
一
条
一
項
に
い
う
任
意
解
除
権
の
行
使
を
阻
止
す
る
こ

と
に
は
な
ら
な
い
。
改
正
民
法
六
五
一
条
二
項
は
、
任
意
解
除
権
の
行
使
に
あ
た
っ
て
の
考
慮
要
素
を
法
文
に
書
き
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
、

当
該
規
定
に
当
事
者
の
利
益
を
保
護
す
る
機
能
を
担
わ
せ
よ
う
と
す
る
意
図
が
込
め
ら
れ
て
お
り
、
単
に
判
例
法
理
を
そ
の
ま
ま
条
文
化

し
た
と
い
う
も
の
で
は
な
い
点
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
最
近
の
裁
判
例
に
は
、「
受
任
者
の
利
益
」
を
問
題
と
す
る
場
合
で
あ
っ
て

も
、
そ
れ
は
委
任
解
除
の
成
否
で
は
な
く
、
解
除
に
よ
る
損
害
賠
償
を
根
拠
づ
け
る
も
の
と
し
て
言
及
さ
れ
、
委
任
者
と
受
任
者
と
の
間

（
六
四
二
）



委
任
の
解
除
に
関
す
る
判
例
法
理
の
条
文
化
と
半
強
行
法
規
性
（
長
谷
川
）

二
七
五

の
利
益
を
調
整
す
る
も
の
と
し
て
機
能
さ
せ
る
傾
向
が
あ
る
。
判
例
法
理
の
条
文
化
を
契
機
に
、
委
任
者
に
自
由
な
任
意
解
除
権
の
行
使

を
認
め
た
う
え
で
、
委
任
者
の
不
利
な
時
期
に
よ
る
解
除
か
ら
受
任
者
に
生
ず
る
損
害
に
つ
い
て
は
委
任
者
に
損
害
賠
償
義
務
を
課
す
こ

と
で
、
当
事
者
双
方
の
利
害
得
失
を
調
整
す
る
方
向
に
向
か
う
こ
と
が
予
想
さ
れ
、
む
し
ろ
そ
れ
が
改
正
民
法
六
五
一
条
の
法
文
の
構
造

に
合
致
す
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

こ
の
ほ
か
、
改
正
民
法
六
五
一
条
は
、
同
条
所
定
の
任
意
解
除
権
が
い
つ
ま
で
に
行
使
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
か
、
意
思
表
示
不
要

の
特
約
を
有
効
と
す
る
か
ど
う
か
と
か
、
あ
る
い
は
、
特
約
に
よ
り
期
限
や
条
件
を
付
す
こ
と
が
で
き
る
の
か
と
い
っ
た
点
に
つ
い
て
、

規
定
上
と
く
に
明
記
し
て
い
な
い
。
こ
れ
は
、
改
正
前
の
民
法
六
五
一
条
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
こ
の
点
、
委
任
契
約
の
当
事
者
間

で
、
任
意
解
除
権
の
発
生
要
件
を
厳
格
に
す
る
特
約
、
例
え
ば
、
債
務
者
の
帰
責
事
由
を
要
件
と
す
る
催
告
解
除
特
約
、
契
約
目
的
の
不

達
成
を
要
件
と
す
る
催
告
解
除
特
約
な
ど
を
定
め
た
場
合
、
こ
う
し
た
特
約
の
有
効
性
が
問
題
と
な
る
。
ま
た
、
他
の
役
務
提
供
型
契
約

と
の
関
係
で
い
え
ば
、
講
演
や
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
プ
ロ
グ
ラ
ム
作
成
の
よ
う
な
役
務
型
の
請
負
は
仕
事
に
結
び
つ
か
な
い
点
で
準
委
任
に
近

い
こ
と
か
ら
、
両
者
の
棲
み
分
け
や
契
約
相
互
間
の
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
も
重
要
な
問
題
で
あ
る
と
い
え
る
。
し
か
し
、
い
ず
れ

も
課
題
と
し
て
残
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
る
。

改
正
民
法
六
五
一
条
の
規
定
は
、
改
正
前
の
旧
規
定
と
比
べ
る
と
、
規
範
の
内
容
が
明
確
に
な
っ
た
と
い
う
期
待
が
あ
る
一
方
、
法
文

を
制
限
的
な
も
の
と
し
過
ぎ
る
と
、
却
っ
て
判
例
法
理
よ
り
も
厳
格
な
規
律
と
な
る
恐
れ
も
あ
る
。
判
例
法
理
の
条
文
化
が
判
例
に
よ
る

法
創
造
を
妨
げ
る
こ
と
は
な
い
の
か
、
判
例
上
形
成
さ
れ
た
ル
ー
ル
よ
り
も
適
用
範
囲
が
過
度
に
広
が
る
こ
と
は
な
い
の
か
と
い
っ
た
懸

念
は
、
改
正
民
法
六
五
一
条
の
適
用
範
囲
を
考
え
る
う
え
で
重
要
な
問
題
を
提
起
す
る
も
の
と
い
え
よ
う
。
判
例
法
理
が
条
文
化
さ
れ
て

も
、
従
前
の
解
釈
が
そ
の
ま
ま
維
持
さ
れ
る
と
な
る
と
、
条
文
化
さ
れ
た
判
例
法
理
が
契
約
内
容
の
基
準
と
な
り
、
当
事
者
を
拘
束
し
て

（
六
四
三
）



日
本
法
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第
八
十
四
巻
第
三
号
（
二
〇
一
八
年
十
二
月
）

二
七
六

強
行
法
規
化
す
る
恐
れ
が
あ
る
。
の
み
な
ら
ず
、
条
文
化
が
判
例
に
よ
る
法
創
造
を
妨
げ
る
こ
と
も
否
定
で
き
な
い
。

四　

条
文
化
さ
れ
た
判
例
法
理
の
規
律

1　

任
意
法
規
の
強
行
法
規
化
を
め
ぐ
る
議
論

債
権
法
の
領
域
は
、
契
約
自
由
の
原
則
が
支
配
し
、
契
約
当
事
者
の
合
意
・
特
約
に
よ
り
形
成
さ
れ
る
が
、
契
約
の
内
容
が
不
明
瞭
・

不
完
全
な
場
合
に
は
、
こ
れ
を
明
瞭
・
完
全
な
も
の
に
す
る
た
め
に
債
権
法
の
規
定
が
解
釈
の
基
準
を
与
え
る
作
用
を
な
し
、
補
充
的
に

適
用
さ
れ
る
任
意
法
規
と
考
え
ら
れ
て
き
た
（
84
）

。
債
権
法
が
原
則
と
し
て
任
意
法
規
（
規
定
）
と
さ
れ
る
の
は
、
そ
れ
が
財
産
法
の
領
域
に

属
し
、
特
定
人
間
の
相
対
的
関
係
を
定
め
る
法
則
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
（
85
）

。
し
か
し
、
契
約
自
由
に
委
ね
ら
れ
る
債
権
法
上
の
規
定
と
い
え

ど
も
、
任
意
規
定
が
公
序
良
俗
違
反
や
信
義
則
を
根
拠
に
、
あ
る
い
は
、
法
的
安
定
性
、
取
引
の
安
全
、
社
会
的
弱
者
の
保
護
な
ど
の
理

由
か
ら
、
当
事
者
の
合
意
・
特
約
に
よ
り
排
斥
な
い
し
修
正
で
き
ず
、
強
行
法
規
化
す
る
傾
向
の
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
（
86
）

。
ま

た
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
任
意
法
規
に
よ
り
契
約
内
容
を
規
制
す
る
と
い
う
任
意
法
規
の
半
強
行
法
規
化
が
約
款
規
制
論
の
中
で
説
か
れ

る
こ
と
も
あ
る
（
87
）

。
特
別
法
に
お
い
て
も
、
弱
者
救
済
の
見
地
か
ら
任
意
法
規
の
強
行
法
規
化
が
図
ら
れ
る
こ
と
が
あ
り
（
88
）

、
契
約
自
由
の
原

則
が
次
第
に
そ
の
絶
対
性
を
失
う
こ
と
に
よ
っ
て
債
権
法
の
任
意
法
規
性
が
次
第
に
縮
減
し
、
民
法
の
規
定
が
そ
の
独
自
性
を
失
っ
て
行

く
傾
向
に
あ
る
こ
と
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
89
）

。

任
意
法
規
の
強
行
法
規
化
と
い
う
考
え
方
は
、
我
妻
栄
が
い
ち
早
く
、
契
約
当
事
者
の
経
済
的
な
力
が
均
衡
を
失
う
に
従
っ
て
、
経
済

的
強
者
は
合
理
的
な
理
由
な
し
に
任
意
法
規
を
排
斥
す
る
約
款
を
強
い
る
こ
と
か
ら
、
法
律
は
当
事
者
の
意
思
を
排
斥
し
て
契
約
内
容
の

合
理
性
を
保
障
す
る
必
要
に
迫
ら
れ
る
と
説
い
た
（
90
）

。
こ
れ
は
、
任
意
規
定
が
強
行
法
規
化
し
て
約
款
の
内
容
規
制
の
基
準
と
な
る
と
か
、

（
六
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四
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委
任
の
解
除
に
関
す
る
判
例
法
理
の
条
文
化
と
半
強
行
法
規
性
（
長
谷
川
）

二
七
七

約
款
に
お
い
て
任
意
規
定
が
半
強
行
法
的
な
役
割
を
演
ず
る
こ
と
を
期
待
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
河
上
正
二
は
、
約
款
規
制
に
対
す
る
分

析
か
ら
、
任
意
法
規
に
内
在
す
る
特
殊
的
な
機
能
に
着
目
し
、
任
意
法
規
は
当
事
者
の
意
思
に
よ
っ
て
排
除
さ
れ
得
る
も
の
で
あ
る
が
、

特
約
が
な
い
場
合
の
単
な
る
補
充
規
定
や
解
釈
規
定
に
す
ぎ
な
い
と
み
る
べ
き
で
は
な
く
、
立
法
者
が
当
該
法
律
関
係
に
お
け
る
当
事
者

の
合
理
的
意
思
を
推
測
し
ま
た
は
公
正
・
妥
当
な
権
利
義
務
の
分
配
の
あ
り
方
を
提
案
し
て
い
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
（
こ
れ
を
「
指
導

形
象
機
能
（L

eitbildfunkution

）」
と
い
う
）
と
説
く
。
そ
し
て
、
そ
こ
か
ら
、
一
方
当
事
者
の
認
識
の
及
ば
な
い
場
合
や
当
事
者
間
で
情

報
・
交
渉
力
に
構
造
的
格
差
が
存
在
す
る
な
ど
正
当
性
が
保
障
さ
れ
な
い
状
況
下
で
は
、
任
意
法
が
半
強
行
法
的
に
作
用
し
、
契
約
条
項

を
無
効
と
す
る
場
合
が
あ
り
、
こ
れ
を
「
任
意
法
の
半
強
行
法
化
」
と
名
付
け
た
（
91
）

。
こ
の
よ
う
な
性
質
を
有
す
る
規
定
は
、
強
行
規
定
と

任
意
規
定
の
中
間
的
性
質
を
有
す
る
こ
と
か
ら
、「
半
強
行
法
規
」
と
呼
ば
れ
る
こ
と
も
あ
る
（
92
）

。

我
妻
栄
や
河
上
正
二
ら
に
よ
っ
て
提
唱
さ
れ
た
任
意
法
規
の
半
強
行
法
性
の
概
念
は
、
多
少
の
理
解
は
異
な
る
も
の
の
、
そ
の
後
の
学

説
に
受
け
継
が
れ
て
い
る
（
93
）

。
任
意
規
定
の
役
割
を
積
極
的
に
評
価
す
る
論
者
は
、
典
型
契
約
に
関
す
る
規
律
を
個
別
の
契
約
内
容
を
確

定
・
合
理
化
す
る
た
め
の
基
準
と
し
て
積
極
的
に
適
用
し
て
行
く
方
向
を
支
持
し
て
い
る
（
94
）

。
こ
れ
に
よ
る
と
、
任
意
規
定
は
単
な
る
補
充

規
定
や
解
釈
規
定
で
は
な
く
、
立
法
者
に
よ
っ
て
「
公
正
・
妥
当
な
権
利
義
務
の
分
配
の
あ
り
方
・
モ
デ
ル
が
提
案
さ
れ
て
い
る
」
も
の

で
あ
り
、
正
義
内
容
を
含
み
、
合
理
性
を
判
断
す
る
際
の
有
力
な
手
掛
か
り
と
な
る
も
の
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
（
95
）

。
ま
た
、
論
者
の
中
に

は
、
典
型
契
約
の
規
定
を
合
理
性
の
象
徴
と
捉
え
る
者
も
い
る
（
96
）

。
論
者
に
よ
る
と
、
特
約
に
よ
っ
て
任
意
規
定
か
ら
逸
脱
す
る
こ
と
は
可

能
で
あ
る
が
、
そ
の
内
容
が
あ
ま
り
に
も
不
合
理
な
場
合
に
は
、
特
約
の
効
果
は
否
定
さ
れ
る
。
ま
た
、
こ
れ
と
は
逆
に
、
強
行
規
定
か

ら
の
離
脱
も
、
と
く
に
合
理
的
な
理
由
が
あ
る
場
合
に
は
可
能
で
あ
る
と
す
る
。
こ
の
よ
う
な
考
え
方
に
よ
る
な
ら
ば
、
任
意
規
定
か
強

行
規
定
か
は
、
ど
の
程
度
で
法
規
定
が
私
人
の
自
由
な
法
形
成
を
認
め
る
か
と
い
う
程
度
の
違
い
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

（
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二
七
八

近
時
、
任
意
法
の
機
能
に
関
し
て
は
、
松
田
貴
文
が
、
ド
イ
ツ
法
を
素
材
と
し
て
、
当
事
者
の
自
律
（
意
思
補
充
機
能
）
と
秩
序
（
指
導
形

象
機
能
）
を
対
比
さ
せ
た
う
え
で
、
厚
生
（
法
の
経
済
分
析
）
を
対
置
す
る
と
い
う
構
想
で
、
詳
細
か
つ
抽
象
度
の
高
い
極
め
て
優
れ
た
理

論
的
な
検
討
を
加
え
て
お
り
（
97
）

、
注
目
さ
れ
る
。

た
だ
、
こ
れ
ら
学
説
の
見
解
を
踏
ま
え
て
み
て
も
、
合
理
的
な
離
脱
に
限
っ
て
認
め
ら
れ
る
任
意
規
定
と
は
何
か
、
こ
の
よ
う
な
任
意

規
定
と
自
由
に
離
脱
で
き
る
任
意
規
定
と
を
分
け
る
基
準
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
、
任
意
規
定
が
半
強
行
法
的
に
作
用
す
る
の
は
約
款
や
消

費
者
契
約
の
場
合
、
言
い
換
え
れ
ば
、
情
報
・
交
渉
力
に
構
造
的
格
差
が
存
在
す
る
当
事
者
間
に
限
ら
れ
る
の
か
な
ど
、
曖
昧
な
点
が
少

な
く
な
い
（
98
）

。
こ
の
点
、
学
説
の
中
に
は
、
任
意
法
規
を
解
釈
で
強
行
法
規
と
す
る
こ
と
に
は
無
理
が
あ
る
と
し
て
、
任
意
規
定
の
強
行
法

規
化
や
半
強
行
法
性
の
考
え
方
に
批
判
的
な
見
解
も
依
然
と
し
て
有
力
で
あ
る
（
99
）

。

2　

条
文
化
さ
れ
た
判
例
法
理
の
半
強
行
法
規
化

前
述
し
た
よ
う
に
、
継
続
的
契
約
の
規
範
構
造
か
ら
導
か
れ
る
契
約
解
除
の
自
由
は
、
契
約
の
拘
束
力
と
い
う
点
か
ら
み
る
と
、
相
手

方
の
契
約
存
続
の
利
益
と
抵
触
し
、
当
事
者
間
に
緊
張
関
係
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
た
め
、
一
方
的
な
意
思
表
示
に
よ
る
契

約
関
係
の
解
消
は
、
い
か
な
る
要
件
や
制
限
か
ら
も
自
由
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
今
回
の
債
権
法
改
正
に
よ
り
判
例
法
理
が
条
文
化
さ

れ
て
も
、
従
前
の
解
釈
が
そ
の
ま
ま
維
持
さ
れ
る
と
な
る
と
、
条
文
化
さ
れ
た
判
例
法
理
が
契
約
内
容
の
基
準
と
な
り
、
当
事
者
を
拘
束

し
て
強
行
法
規
化
す
る
恐
れ
が
あ
る
。
し
か
し
、
一
方
、
法
文
を
制
限
的
な
も
の
と
し
過
ぎ
る
と
、
却
っ
て
判
例
法
理
よ
り
も
厳
格
な
規

律
と
な
る
恐
れ
が
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
条
文
化
が
将
来
の
判
例
に
よ
る
法
創
造
を
妨
げ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
結
果
、
解
除
を
受
け
る
者

の
契
約
継
続
の
利
益
は
あ
る
程
度
保
護
さ
れ
る
が
、
解
除
権
を
行
使
す
る
者
が
有
す
る
契
約
か
ら
の
離
脱
の
自
由
は
相
対
的
に
小
さ
い
も

（
六
四
六
）



委
任
の
解
除
に
関
す
る
判
例
法
理
の
条
文
化
と
半
強
行
法
規
性
（
長
谷
川
）

二
七
九

の
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
両
者
の
相
克
は
調
和
を
も
っ
て
整
序
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
契
約
の
種
類
、
当
事
者
の
属
性
な
ど
の

違
い
か
ら
、
す
べ
て
の
契
約
を
一
様
に
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

改
正
民
法
六
五
一
条
の
規
定
の
仕
方
は
、
改
正
前
の
旧
規
定
と
比
べ
る
と
、
継
続
的
契
約
に
お
け
る
継
続
の
利
益
、
と
り
わ
け
受
益
者

の
利
益
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
解
除
の
次
元
で
は
な
く
、
損
害
賠
償
の
問
題
と
し
て
考
慮
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、

ど
の
程
度
ま
で
相
手
方
の
契
約
継
続
の
利
益
が
認
め
ら
れ
る
か
は
、
損
害
賠
償
の
可
否
と
範
囲
の
判
断
の
中
で
、
受
任
者
に
お
け
る
義
務

違
反
の
重
大
さ
、
進
行
中
の
契
約
関
係
の
残
余
期
間
、
契
約
の
目
的
、
契
約
類
型
の
特
殊
性
な
ど
を
考
慮
要
素
と
し
、
こ
れ
ら
の
諸
要
素

の
衡
量
に
基
づ
く
解
決
が
求
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

3　

受
け
皿
と
し
て
の
準
委
任
（
民
法
六
五
六
条
）
と
利
害
調
整

現
代
社
会
で
は
、
民
法
典
制
定
時
に
想
定
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
役
務
・
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を
内
容
と
す
る
多
種
多
様
な
契
約
が
あ
り
、

役
務
提
供
型
契
約
の
重
要
性
が
高
ま
っ
て
い
る
。
従
来
、
役
務
提
供
契
約
に
関
し
て
は
、
民
法
が
定
め
る
雇
用
・
請
負
・
委
任
・
寄
託
の

典
型
四
契
約
の
ど
れ
か
に
分
類
さ
れ
規
律
さ
れ
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
の
類
型
に
も
該
当
し
な
い
も
の
の
多
く
が
準
委
任
と

し
て
処
理
さ
れ
、
委
任
の
規
律
に
服
す
る
も
の
と
さ
れ
て
き
た
（
民
法
六
五
六
条
）。
し
か
し
、
単
純
に
委
任
の
規
定
を
準
用
す
る
と
、
損

害
賠
償
を
不
要
と
す
る
委
任
の
無
理
由
解
除
が
委
任
契
約
の
当
事
者
に
認
め
ら
れ
る
（
民
法
六
五
一
条
）
な
ど
、
役
務
提
供
契
約
と
し
て

は
不
適
切
な
も
の
が
含
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
準
委
任
に
も
分
類
さ
れ
ず
無
名
契
約
と
さ
れ
る
契
約
に
つ
い
て
は
、
そ
も
そ
も
適

用
さ
れ
る
任
意
規
定
が
な
い
こ
と
に
な
り
、
当
事
者
間
の
法
律
関
係
は
当
該
契
約
の
解
釈
に
よ
っ
て
導
く
し
か
な
い
こ
と
に
な
る
。

今
回
の
債
権
法
改
正
に
お
い
て
、
法
制
審
議
会
民
法
部
会
は
、
前
述
の
「
中
間
試
案
」
の
中
で
、
法
律
行
為
で
な
い
事
務
処
理
の
委
託

（
六
四
七
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
三
号
（
二
〇
一
八
年
十
二
月
）

二
八
〇

で
あ
る
準
委
任
の
解
除
に
つ
い
て
、
①
知
識
、
経
験
、
技
能
そ
の
他
の
当
該
受
任
者
の
属
性
が
主
要
な
考
慮
要
素
に
な
っ
て
い
る
と
認
め

ら
れ
る
も
の
と
、
②
そ
れ
以
外
の
も
の
に
区
別
し
、
次
の
よ
う
な
提
案
を
行
っ
た
。
①
の
解
除
に
つ
い
て
は
、
委
任
の
規
定
（
民
法

六
五
一
条
に
よ
る
各
当
事
者
の
任
意
解
除
権
を
認
め
る
）
を
準
用
す
る
。
②
で
有
償
の
準
委
任
の
終
了
に
つ
い
て
は
、
雇
用
と
同
じ
規
律
（
各

当
事
者
と
も
期
間
の
定
め
の
な
い
場
合
は
解
約
の
申
入
れ
か
ら
二
週
間
の
経
過
に
よ
り
契
約
が
終
了
し
、
や
む
を
得
な
い
事
由
が
あ
る
場
合
に
は
即
時
解

除
が
で
き
る
。
雇
用
に
関
す
る
民
法
六
二
七
条
一
項
、
六
二
八
条
参
照
）
を
適
用
す
る
も
の
と
し
、
無
償
の
準
委
任
に
つ
い
て
は
受
任
者
に
対
す

る
契
約
の
拘
束
力
を
緩
和
し
、
委
任
者
は
何
時
で
も
契
約
を
解
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
提
案
を
し
た
（
100
）

。
こ
の
中
間
試
案
が
示
す
と

こ
ろ
は
、
準
委
任
の
う
ち
か
ら
委
任
の
規
定
を
全
面
的
に
準
用
す
る
の
が
適
当
で
な
い
と
考
え
ら
れ
る
類
型
を
抽
出
し
、
委
任
の
規
定
の

一
部
の
準
用
を
否
定
す
る
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。
し
か
し
、
役
務
提
供
の
主
体
、
客
体
、
提
供
す
る
役
務
の
内
容
な
ど
は
多
種
多
様
で

あ
り
、
従
っ
て
、
契
約
内
容
も
ま
た
様
々
で
あ
る
。
こ
う
し
た
契
約
の
中
か
ら
共
通
則
を
抽
出
し
、
こ
れ
を
契
約
の
指
針
と
し
て
一
律
に

規
律
す
る
こ
と
は
至
難
の
業
で
あ
り
、
極
め
て
困
難
が
伴
う
。
事
案
の
中
に
は
、
分
類
さ
れ
る
類
型
の
い
ず
れ
に
も
属
さ
な
い
も
の
も
考

え
ら
れ
、
こ
れ
を
も
っ
て
す
べ
て
の
事
案
を
処
理
す
る
こ
と
に
は
無
理
が
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

準
委
任
は
、
広
範
で
多
種
多
様
な
性
質
を
有
す
る
事
務
の
処
理
を
対
象
と
す
る
か
ら
、
単
純
な
事
務
の
処
理
や
事
務
処
理
を
目
的
と
す

る
雇
用
や
請
負
な
ど
の
他
の
契
約
を
す
べ
て
準
委
任
に
放
り
込
み
、
無
造
作
に
委
任
の
規
定
を
準
用
す
る
こ
と
、
と
り
わ
け
委
任
解
除
の

自
由
を
定
め
た
民
法
六
五
一
条
一
項
の
規
定
の
準
用
は
、
契
約
の
公
序
に
反
す
る
恐
れ
が
あ
り
、
実
態
に
そ
ぐ
わ
な
い
場
面
が
出
て
く
る

こ
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。
学
説
の
中
に
は
、
法
律
行
為
の
委
任
と
事
務
処
理
の
委
託
で
あ
る
準
委
任
と
を
区
別
す
る
実
益
は
な
い
と
す
る

見
解
も
あ
る
が
（
101
）

、
そ
の
よ
う
な
見
解
か
ら
導
き
出
さ
れ
た
結
論
の
不
当
性
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
う
な
ら
な
い
た
め
に
も
、
ま
ず
、
準
委

任
の
対
象
と
な
る
「
事
務
の
処
理
」
の
概
念
を
明
確
に
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
（
102
）

。

（
六
四
八
）



委
任
の
解
除
に
関
す
る
判
例
法
理
の
条
文
化
と
半
強
行
法
規
性
（
長
谷
川
）

二
八
一

今
回
の
債
権
法
改
正
で
は
、
当
初
企
図
さ
れ
た
役
務
提
供
契
約
の
一
般
規
定
を
典
型
契
約
に
定
め
る
こ
と
、
お
よ
び
、
継
続
的
契
約
に

関
す
る
一
般
規
定
を
民
法
に
設
け
る
こ
と
の
試
み
は
、
い
ず
れ
も
実
現
し
な
か
っ
た
（
103
）

。
現
状
の
ま
ま
で
は
、
あ
る
事
務
の
処
理
を
目
的
と

す
る
契
約
が
委
任
・
そ
の
他
の
契
約
の
ど
の
規
定
に
該
当
す
る
か
と
い
う
「
契
約
類
型
へ
の
当
て
は
め
」
と
い
う
作
業
を
回
避
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
。
最
近
の
取
引
実
務
で
は
、
委
任
と
請
負
と
の
区
別
は
漸
次
相
対
化
し
て
お
り
、
両
者
の
振
り
分
け
が
難
し
い
場
合
も
出
て

き
て
い
る
と
い
っ
た
指
摘
も
あ
る
（
104
）

。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
準
委
任
に
関
す
る
民
法
六
五
六
条
の
規
定
に
「
そ
の
性
質
に
反
し
な
い
限
り
」
な

ど
の
文
言
を
解
釈
に
あ
た
り
読
み
込
む
な
ど
の
方
法
で
、
準
委
任
に
受
け
皿
と
し
て
の
役
割
を
担
わ
せ
な
が
ら
、
委
任
ま
た
は
そ
の
他
の

契
約
へ
の
振
り
分
け
、
あ
る
い
は
、
そ
れ
を
通
じ
た
当
事
者
間
に
お
け
る
利
害
の
調
整
を
図
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が

で
き
る
（
105
）

。

五　

契
約
解
除
に
関
す
る
通
則
規
定
の
補
充
的
適
用

1　

伝
統
的
な
支
配
学
説
│
民
法
五
四
一
条
適
用
肯
定
説

委
任
解
除
の
自
由
を
定
め
た
民
法
六
五
一
条
一
項
は
、
委
任
契
約
の
各
当
事
者
に
理
由
の
如
何
を
問
わ
ず
、
自
由
に
契
約
を
解
除
す
る

こ
と
を
認
め
て
お
り
、
債
務
不
履
行
を
理
由
と
す
る
解
除
を
含
む
広
範
な
表
現
の
規
律
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
契
約
解
除
の
通
則

規
定
（
民
法
五
四
一
条
以
下
）
と
の
関
係
や
、
解
約
告
知
が
本
来
も
っ
て
い
た
契
約
の
終
了
原
因
と
し
て
の
告
知
の
機
能
や
期
間
の
意
味
が

ま
っ
た
く
疎
外
さ
れ
た
構
造
と
な
っ
て
い
る
。

従
来
の
通
説
的
見
解
は
、
民
法
五
四
一
条
以
下
の
規
定
が
法
定
解
除
に
関
す
る
通
則
を
定
め
た
も
の
で
あ
り
、
民
法
典
が
解
約
告
知
と

解
除
を
明
確
に
区
別
し
て
い
な
い
こ
と
、
継
続
的
契
約
の
解
除
（
解
約
告
知
）
に
関
す
る
諸
規
定
が
必
ず
し
も
契
約
解
除
の
通
則
規
定
を

（
六
四
九
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
三
号
（
二
〇
一
八
年
十
二
月
）

二
八
二

排
除
し
う
る
ほ
ど
網
羅
的
で
な
い
こ
と
、
相
手
方
の
債
務
不
履
行
が
あ
っ
て
も
民
法
六
五
一
条
に
よ
る
解
除
し
か
で
き
な
い
の
で
は
損
害

賠
償
請
求
の
点
で
不
都
合
で
あ
る
こ
と
な
ど
を
理
由
に
、
委
任
に
お
け
る
契
約
当
事
者
の
一
方
に
債
務
不
履
行
が
あ
る
場
合
、
民
法

六
五
一
条
一
項
で
は
な
く
、
契
約
解
除
の
通
則
で
あ
る
民
法
五
四
一
条
が
補
充
的
に
適
用
さ
れ
る
と
解
し
て
き
た
（
106
）

。
こ
の
よ
う
な
従
来
の

通
説
的
見
解
に
従
え
ば
、
債
務
不
履
行
を
理
由
と
す
る
委
任
の
解
除
に
つ
い
て
は
、
改
正
民
法
六
五
一
条
一
項
に
よ
る
の
で
は
な
く
、
別

途
、
契
約
解
除
の
通
則
を
定
め
た
改
正
民
法
五
四
一
条
が
補
充
的
に
適
用
さ
れ
る
と
す
る
考
え
方
も
あ
り
え
よ
う
。
た
だ
、
前
述
し
た
よ

う
に
、
契
約
解
除
の
通
則
規
定
は
今
回
の
債
権
法
改
正
に
お
い
て
抜
本
的
な
改
正
が
行
わ
れ
、
契
約
の
解
除
は
債
務
者
の
帰
責
事
由
を
不

要
と
し
、
債
務
不
履
行
に
あ
る
契
約
当
事
者
を
当
該
契
約
の
拘
束
力
か
ら
解
放
す
る
制
度
と
位
置
づ
け
ら
れ
た
こ
と
か
ら
、
こ
の
問
題
に

つ
い
て
は
、
あ
ら
た
め
て
改
正
民
法
五
四
一
条
の
補
充
的
適
用
の
可
否
が
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2　

契
約
解
除
に
関
す
る
通
則
規
定
の
改
正
（
改
正
民
法
五
四
一
条
）

（
1
）　

契
約
の
拘
束
力
と
当
事
者
の
解
放

改
正
民
法
は
、
契
約
解
除
に
関
す
る
通
則
規
定
（
民
法
五
四
一
条
以
下
）
に
つ
い
て
、
国
際
的
な
契
約
法
規
範
の
統
一
に
関
す
る
動
向
を

踏
ま
え
、
解
除
を
、
債
務
不
履
行
を
し
た
債
務
者
に
対
す
る
責
任
追
及
の
手
段
（
107
）

で
は
な
く
、
給
付
障
害
と
い
う
観
点
か
ら
、
不
履
行
に

よ
っ
て
契
約
を
維
持
す
る
利
益
が
失
わ
れ
た
債
権
者
を
契
約
の
拘
束
力
か
ら
解
放
す
る
制
度
と
捉
え
、
解
除
の
要
件
と
し
て
債
務
者
の
帰

責
事
由
を
不
要
と
し
た
（
108
）

。
そ
し
て
、
催
告
に
よ
る
解
除
を
原
則
と
し
つ
つ
（
改
正
民
法
五
四
一
条
本
文
）、
債
務
者
が
相
当
な
期
間
を
経
過

し
て
も
な
お
債
務
の
履
行
を
し
な
か
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
債
務
の
不
履
行
が
契
約
お
よ
び
取
引
上
の
社
会
通
念
に
照
ら
し
て
「
軽

微
」
で
な
い
と
き
に
限
り
、
契
約
の
解
除
が
認
め
ら
れ
る
と
し
た
（
同
条
た
だ
し
書
）。
ま
た
、
改
正
民
法
は
、
催
告
に
よ
ら
な
い
解
除
を

（
六
五
〇
）



委
任
の
解
除
に
関
す
る
判
例
法
理
の
条
文
化
と
半
強
行
法
規
性
（
長
谷
川
）

二
八
三

認
め
、
そ
れ
が
認
め
ら
れ
る
重
大
な
契
約
違
反
と
な
る
五
つ
の
場
合
を
列
挙
し
た
（
改
正
民
法
五
四
二
条
一
項
各
号
（
109
）

）。

（
2
）　

告
知
と
不
適
合
契
約
の
是
正

前
述
し
た
よ
う
に
、
従
来
、
判
例
・
学
説
は
、
解
除
の
成
否
の
判
断
に
あ
た
り
、
債
務
者
に
帰
責
事
由
を
要
求
し
、
そ
の
帰
責
性
の
有

無
の
判
断
に
お
い
て
債
権
者
の
被
る
不
利
益
と
の
実
質
的
な
衡
量
を
図
っ
て
き
た
。
改
正
民
法
の
下
に
お
い
て
も
、
こ
の
よ
う
な
利
益
調

整
が
図
ら
れ
る
べ
き
こ
と
に
つ
い
て
異
論
は
な
い
が
、
改
正
民
法
五
四
一
条
は
解
除
の
要
件
と
し
て
債
務
者
の
帰
責
事
由
を
不
要
と
し
た

こ
と
か
ら
、
同
条
の
補
充
的
適
用
を
考
え
る
う
え
で
は
、
催
告
が
重
要
な
意
義
を
有
す
る
こ
と
に
な
る
（
110
）

。

改
正
民
法
五
四
一
条
の
規
定
に
よ
る
と
、
債
権
者
が
債
務
者
の
義
務
違
反
を
理
由
に
契
約
を
解
除
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
は
、
ま
ず
、

債
権
者
は
債
務
者
に
対
し
て
相
当
な
履
行
期
間
の
催
告
を
な
し
、
催
告
期
間
の
経
過
を
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
催
告
期
間
は
、
債
務

者
に
契
約
に
適
合
し
た
行
為
を
す
る
た
め
の
機
会
を
も
う
一
度
与
え
、
現
実
的
履
行
が
優
先
し
て
な
さ
れ
る
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
の
も

の
で
あ
る
。
債
務
者
の
債
務
不
履
行
の
場
合
に
、
催
告
を
要
し
な
い
で
直
ち
に
契
約
を
解
除
で
き
る
と
す
る
特
約
は
有
効
で
あ
る
が
（
111
）

、
継

続
的
契
約
に
お
い
て
は
催
告
不
要
の
特
約
条
項
が
常
に
全
面
的
に
有
効
と
は
い
え
ず
、
信
義
則
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
え
よ

う
（
112
）

。（
3
）　

重
大
な
義
務
違
反
と
債
権
者
の
利
益

履
行
過
程
で
問
題
が
生
じ
た
場
合
、
従
来
は
、
履
行
障
害
が
生
じ
た
時
点
で
の
物
理
的
ま
た
は
法
律
的
な
状
態
が
評
価
対
象
と
な
り
、

そ
の
時
点
に
お
け
る
契
約
と
は
独
立
し
た
要
素
を
含
む
基
準
に
よ
っ
て
評
価
す
る
と
い
う
考
え
方
が
強
か
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
、
近
時
は
、

債
務
の
発
生
原
因
で
あ
る
契
約
に
着
目
し
、
当
事
者
の
契
約
締
結
時
の
合
意
こ
そ
が
決
め
手
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
が
台
頭
し
て
い
る
（
113
）

。

当
事
者
の
合
意
と
切
り
離
し
て
事
後
の
状
況
を
評
価
す
る
こ
と
は
、
当
事
者
が
合
意
に
よ
っ
て
形
成
し
た
関
係
に
裁
判
所
が
事
後
的
に
介

（
六
五
一
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
三
号
（
二
〇
一
八
年
十
二
月
）

二
八
四

入
し
、
そ
れ
を
変
更
す
る
こ
と
を
許
容
す
る
結
果
と
な
り
、
適
当
で
な
い
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
合
意
か
ら
導
か
れ
る
基
準
に
よ
る
評
価

と
い
う
考
え
方
に
よ
れ
ば
、
事
後
の
事
情
に
つ
い
て
も
当
初
の
合
意
内
容
を
基
準
と
し
て
評
価
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。

改
正
民
法
の
下
で
は
、
催
告
解
除
が
認
め
ら
れ
る
た
め
に
は
、
債
務
の
不
履
行
が
契
約
お
よ
び
取
引
上
の
社
会
通
念
に
照
ら
し
て
「
軽

微
」
で
な
い
こ
と
が
必
要
で
あ
る
（
改
正
民
法
五
四
一
条
た
だ
し
書
）。
軽
微
で
な
い
と
い
う
の
は
、
契
約
の
本
質
的
な
要
素
の
部
分
が
欠
け

て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
（
114
）

。
こ
の
軽
微
性
は
、
そ
の
契
約
・
取
引
上
の
社
会
通
念
に
照
ら
し
、
不
履
行
の
態
様
や
義
務
の
内
容
か
ら
個
別

具
体
的
に
判
断
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
義
務
を
定
め
る
の
は
、
ま
ず
「
契
約
（
そ
の
他
の
債
務
の
発
生
原
因
）」
で
あ
る
が
、
す
べ
て
を
契

約
締
結
時
の
合
意
に
還
元
す
る
の
で
は
な
く
、「
取
引
上
の
社
会
通
念
」
も
ま
た
重
視
さ
れ
る
。
契
約
だ
け
で
は
定
ま
ら
な
い
場
合
に
は

取
引
上
の
社
会
通
念
に
依
拠
し
て
判
断
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
両
者
が
合
わ
さ
っ
て
当
該
契
約
の
趣
旨
は
明
ら
か
に
な
る
の
で
あ
り
、
債

務
者
の
注
意
義
務
を
決
め
る
の
は
あ
く
ま
で
も
当
該
契
約
の
趣
旨
と
い
う
こ
と
に
な
る
（
115
）

。
そ
の
判
断
に
あ
た
っ
て
は
、
債
務
不
履
行
が

あ
っ
て
も
そ
の
契
約
を
維
持
す
る
こ
と
に
つ
い
て
債
権
者
に
利
益
が
あ
る
か
否
か
、
そ
の
契
約
を
締
結
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
契
約
に
拘
束

さ
れ
る
債
権
者
が
当
該
契
約
か
ら
離
脱
す
る
こ
と
が
正
当
化
さ
れ
る
か
否
か
と
い
っ
た
点
が
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
と
な
る
。
具
体
的
に
は
、

義
務
違
反
の
重
大
さ
（
例
え
ば
、
契
約
に
適
合
し
な
い
（
瑕
疵
あ
る
）
給
付
の
履
行
、
支
払
遅
延
な
ど
）、
進
行
中
の
契
約
関
係
の
残
余
期
間
、
契

約
の
目
的
、
契
約
類
型
の
特
殊
性
な
ど
を
考
慮
要
素
と
し
て
、
解
除
の
可
否
が
判
断
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
委
任
な
ど
の
継
続
的

契
約
で
は
、
時
間
と
い
う
要
素
の
ほ
か
に
、
人
的
要
素
の
比
重
が
高
い
こ
と
が
特
徴
で
あ
る
か
ら
、
信
頼
関
係
の
破
壊
が
解
除
事
由
と
な

る
と
き
は
、
人
的
関
係
の
程
度
や
濃
淡
、
忠
誠
心
の
深
さ
な
ど
も
考
慮
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
（
116
）

。

（
六
五
二
）



委
任
の
解
除
に
関
す
る
判
例
法
理
の
条
文
化
と
半
強
行
法
規
性
（
長
谷
川
）

二
八
五

3　

改
正
民
法
五
四
一
条
の
補
充
的
適
用
と
契
約
正
義
の
実
践
的
契
機

以
上
の
手
続
を
踏
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
債
務
者
の
債
務
不
履
行
を
理
由
と
し
て
委
任
を
解
除
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
改
正
民
法

五
四
一
条
を
根
拠
に
、
解
約
告
知
が
本
来
も
っ
て
い
る
契
約
の
終
了
原
因
と
し
て
の
告
知
の
機
能
や
期
間
が
付
与
さ
れ
、
契
約
正
義
の
実

践
が
図
ら
れ
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
（
117
）

。
こ
の
場
合
、
契
約
を
解
除
し
て
も
、
そ
れ
は
改
正
民
法
五
四
一
条
の
補
充
的
適
用
に
す
ぎ
ず
、
解

約
告
知
と
し
て
の
本
質
は
失
わ
れ
る
こ
と
は
な
い
か
ら
、
契
約
を
将
来
に
向
か
っ
て
の
み
終
了
さ
せ
る
に
す
ぎ
な
い
（
民
法
六
五
二
条
に
よ

る
六
二
〇
条
の
準
用
（
118
）

）。
そ
の
時
ま
で
に
生
じ
た
債
務
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
請
求
権
は
、
何
ら
の
影
響
を
受
け
る
こ
と
な
く
存
続
す

る
こ
と
に
な
る
。

裁
判
例
の
中
に
は
、
契
約
書
で
債
務
不
履
行
に
よ
る
合
理
的
な
解
除
事
由
が
定
め
ら
れ
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
、
民
法
六
五
一
条
の
解

除
が
排
除
さ
れ
る
わ
け
で
な
い
と
し
、「
委
任
者
が
委
任
契
約
の
解
除
権
自
体
を
放
棄
し
た
も
の
と
解
さ
れ
な
い
事
情
」
が
あ
る
と
き
は
、

委
任
者
は
同
条
の
解
除
権
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
、
民
法
六
五
一
条
の
判
例
法
理
が
強
行
法
規
的
に
作
用
し
て
い
る
こ
と
を
示

す
も
の
が
あ
る
（
119
）

。
し
か
し
、
こ
れ
は
改
正
前
の
民
法
下
の
裁
判
例
で
あ
り
、
改
正
民
法
の
下
で
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
改
正
民
法

五
四
一
条
の
補
充
的
適
用
を
あ
え
て
否
定
す
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
。

な
お
、
委
任
者
が
債
務
不
履
行
を
理
由
と
す
る
解
除
の
意
思
表
示
を
し
た
と
こ
ろ
、
そ
の
解
除
が
改
正
民
法
五
四
一
条
の
要
件
を
満
た

し
て
い
な
か
っ
た
た
め
無
効
と
さ
れ
る
場
合
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
、
改
正
民
法
六
五
一
条
に
よ
る
解
除
と
し
て
の
効
果
を

生
ず
る
か
ど
う
か
、
両
者
の
関
係
が
問
題
と
な
る
。
改
正
民
法
の
下
で
は
、
受
任
者
は
割
合
的
な
報
酬
（
改
正
民
法
六
四
八
条
三
項
）
ま
た

は
損
害
賠
償
（
改
正
民
法
六
五
一
条
二
項
）
を
請
求
し
得
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
を
肯
定
し
て
も
よ
い
と
思
わ
れ
る
（
120
）

。

（
六
五
三
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
三
号
（
二
〇
一
八
年
十
二
月
）

二
八
六

六　

改
正
民
法
六
五
一
条
の
解
釈
指
針
と
私
見

以
下
に
、
本
稿
に
お
い
て
検
討
し
た
主
要
論
点
を
整
理
し
、
要
点
を
ま
と
め
る
と
と
も
に
、
改
正
民
法
六
五
一
条
の
解
釈
指
針
と
私
見

を
示
し
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。

元
来
、
委
任
は
、
委
任
者
・
受
任
者
間
の
信
頼
関
係
を
基
礎
と
し
て
締
結
さ
れ
る
契
約
で
あ
り
、
無
償
を
原
則
と
し
、
も
っ
ぱ
ら
委
任

者
の
利
益
の
た
め
に
締
結
さ
れ
た
。
委
任
の
本
質
か
ら
す
る
と
、
信
頼
が
失
わ
れ
た
受
任
者
に
対
し
て
は
、
委
任
者
を
当
該
契
約
に
拘
束

し
て
お
く
合
理
的
理
由
は
な
い
こ
と
か
ら
、
委
任
者
は
事
務
処
理
が
ど
の
よ
う
な
段
階
に
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
委
任
を
解
除
す
る
こ
と
が

で
き
る
と
さ
れ
た
。
こ
れ
に
対
し
、
受
任
者
に
つ
い
て
は
、
委
任
の
本
質
に
基
づ
く
も
の
と
い
う
よ
り
も
、
自
己
の
欲
し
な
い
事
務
処
理

の
遂
行
を
強
制
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
と
い
っ
た
実
際
上
の
必
要
か
ら
認
め
ら
れ
た
に
す
ぎ
な
い
。
現
行
民
法
六
五
一
条
を
起
草
し
た
担

当
者
（
富
井
政
章
）
は
、
当
事
者
双
方
の
平
等
と
い
う
見
地
か
ら
、
委
任
者
に
よ
る
委
任
の
解
除
の
場
合
で
あ
っ
て
も
、
受
任
者
に
生
ず

る
損
害
の
賠
償
を
認
め
る
表
現
に
修
正
し
た
。
こ
れ
に
伴
い
、
現
行
民
法
六
五
一
条
の
法
文
に
「
相
手
方
ノ
不
利
ナ
ル
時
期
」
と
い
う
要

件
（
民
法
六
五
一
条
二
項
本
文
）
が
付
加
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
現
行
民
法
六
五
一
条
の
規
定
は
、
起
草
担
当
者
（
富
井
政
章
）
の
説
明
に

よ
る
と
、
公
益
規
定
と
い
っ
た
も
の
（
強
行
法
規
）
で
は
な
く
、
従
っ
て
、
当
事
者
間
で
解
除
権
の
放
棄
特
約
な
ど
を
し
て
も
公
益
に
反

す
る
も
の
で
は
な
い
と
さ
れ
た
。
し
か
し
、
現
行
民
法
六
五
一
条
は
、
委
任
の
解
除
を
め
ぐ
る
取
扱
い
に
つ
き
、
旧
民
法
の
よ
う
に
複
数

の
別
の
規
定
を
も
っ
て
処
理
す
べ
き
は
ず
の
も
の
を
す
べ
て
一
か
条
に
包
摂
し
、
異
質
な
も
の
を
抱
え
込
ん
で
し
ま
っ
た
結
果
、
一
見
し

て
明
瞭
に
み
え
る
条
文
の
構
造
と
は
裏
腹
に
、
分
か
り
づ
ら
い
構
造
の
も
の
と
な
っ
た
。

現
行
民
法
六
五
一
条
が
定
め
る
委
任
の
解
除
は
、
有
償
委
任
の
場
合
で
あ
っ
て
も
、
特
段
の
理
由
を
要
せ
ず
、
か
つ
、
相
手
方
の
不
利

（
六
五
四
）



委
任
の
解
除
に
関
す
る
判
例
法
理
の
条
文
化
と
半
強
行
法
規
性
（
長
谷
川
）

二
八
七

な
時
期
の
解
除
と
な
ら
な
い
限
り
、
損
害
賠
償
を
不
要
と
す
る
と
い
う
効
果
を
伴
う
解
除
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
契
約
の
解
除
は
任
意
解

除
権
と
呼
ば
れ
る
が
、
と
り
わ
け
問
題
と
な
る
の
が
、
委
任
が
委
任
者
の
た
め
の
み
な
ら
ず
、「
受
任
者
の
利
益
」
を
も
目
的
と
す
る
場

合
で
あ
る
。
継
続
的
契
約
の
規
範
構
造
か
ら
導
か
れ
る
契
約
解
除
の
自
由
は
、
契
約
の
拘
束
力
と
い
う
点
か
ら
み
る
と
、
相
手
方
の
契
約

存
続
の
利
益
と
抵
触
し
、
当
事
者
間
に
緊
張
関
係
を
生
じ
さ
せ
る
。
そ
の
た
め
、
一
方
的
な
意
思
表
示
に
よ
る
契
約
関
係
の
解
消
は
、
い

か
な
る
要
件
や
制
限
か
ら
も
自
由
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
相
克
す
る
両
者
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
調
和
を
も
っ
た
秩
序
あ
る
規
律
が
求

め
ら
れ
る
。

従
来
の
判
例
に
よ
る
と
、
委
任
事
務
の
処
理
に
基
づ
く
報
酬
は
、
事
務
処
理
の
結
果
と
し
て
得
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
報
酬
の
定

め
が
あ
り
、
有
償
委
任
で
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
受
益
者
に
利
益
が
あ
る
と
は
い
え
な
い
。「
受
任
者
の
利
益
」
と
は
、
主
要
学
説
に
よ

れ
ば
、
委
任
者
と
受
任
者
の
利
益
と
の
間
に
債
権
の
確
保
な
い
し
担
保
関
係
の
ご
と
き
密
接
な
関
係
が
あ
る
場
合
を
い
い
、
単
に
報
酬
の

特
約
が
あ
る
だ
け
で
は
い
ま
だ
受
任
者
の
利
益
を
目
的
と
し
た
委
任
と
は
い
え
な
い
と
説
か
れ
た
。
従
っ
て
、
報
酬
が
約
束
さ
れ
て
い
て

も
、
こ
れ
を
も
っ
て
「
受
任
者
に
利
益
」
が
あ
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
か
ら
、
こ
れ
に
よ
っ
て
委
任
者
に
よ
る
契
約
解
除
の
自
由
が
制

限
さ
れ
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
こ
の
点
、
判
例
は
、「
受
任
者
の
利
益
」
を
も
目
的
と
す
る
委
任
で
は
、
委
任
者
か
ら
の
任
意
解
除
権

の
行
使
は
制
限
さ
れ
る
と
し
な
が
ら
も
、
特
殊
な
有
償
委
任
に
あ
っ
て
は
、
受
任
者
が
著
し
く
不
誠
実
な
行
動
に
出
た
な
ど
「
や
む
を
得

な
い
事
由
」
な
ど
が
あ
れ
ば
、
委
任
の
解
除
を
肯
定
す
る
解
釈
を
と
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
近
時
の
裁
判
例
で
は
、「
受
任
者
の
利
益
」

と
い
う
概
念
は
、
契
約
解
除
の
成
否
で
は
な
く
、
解
除
に
よ
る
損
害
賠
償
を
根
拠
づ
け
る
も
の
と
し
て
言
及
さ
れ
、
委
任
者
と
受
任
者
と

の
間
の
利
益
を
調
整
す
る
も
の
と
し
て
機
能
し
て
き
て
い
る
。

今
回
の
債
権
法
改
正
に
あ
た
っ
て
、
改
正
民
法
六
五
一
条
は
、
従
来
の
判
例
法
理
を
踏
ま
え
、
中
間
試
案
の
提
示
し
た
考
え
方
に
沿
い

（
六
五
五
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
三
号
（
二
〇
一
八
年
十
二
月
）

二
八
八

な
が
ら
、
現
行
民
法
六
五
一
条
を
修
正
し
た
。
改
正
民
法
六
五
一
条
に
よ
れ
ば
、
委
任
契
約
の
各
当
事
者
に
自
由
な
委
任
の
解
除
を
認
め

る
も
の
と
し
（
同
条
一
項
）、
①
当
事
者
の
一
方
が
相
手
方
に
不
利
な
時
期
に
委
任
を
解
除
し
た
と
き
（
同
条
二
項
一
号
）、
ま
た
は
、
②
委

任
者
が
受
任
者
の
利
益
（
専
ら
報
酬
を
得
る
こ
と
に
よ
る
も
の
を
除
く
）
を
も
目
的
と
す
る
委
任
を
解
除
し
た
と
き
は
（
二
項
二
号
本
文
）、

「
や
む
を
得
な
い
事
由
」（
同
条
二
項
た
だ
し
書
）
が
な
い
限
り
、
損
害
賠
償
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
定
め
た
。
改
正
民
法
六
五
一
条
と

改
正
前
の
旧
規
定
と
の
違
い
は
、
今
回
の
債
権
法
改
正
に
あ
た
り
、
上
記
②
を
付
加
し
た
点
に
あ
る
。
こ
れ
は
、「
受
任
者
の
利
益
」
を

も
目
的
と
す
る
委
任
で
あ
っ
て
も
、
委
任
者
に
委
任
解
除
の
自
由
を
認
め
る
も
の
で
あ
り
、
改
正
民
法
六
五
一
条
の
理
解
が
文
言
と
お
り

で
あ
る
と
す
れ
ば
、
従
来
の
判
例
法
理
と
は
異
な
る
規
律
を
単
に
明
文
化
し
た
と
い
う
に
と
ど
ま
ら
ず
、
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
大
き

い
と
い
え
る
。
任
意
解
除
権
の
行
使
に
よ
っ
て
生
じ
る
相
手
方
の
損
害
の
賠
償
に
つ
い
て
は
、
改
正
民
法
六
五
一
条
は
、
事
案
に
応
じ
て

決
せ
ら
れ
る
と
し
、
上
記
①
の
解
除
の
場
合
に
は
、
解
除
の
時
期
が
不
当
で
あ
る
こ
と
に
起
因
す
る
損
害
に
限
り
、
ま
た
、
②
の
解
除
の

場
合
に
は
、
受
任
者
の
報
酬
を
除
い
て
委
任
契
約
が
解
除
さ
れ
な
け
れ
ば
受
任
者
が
得
た
と
認
め
ら
れ
る
利
益
か
ら
受
任
者
が
債
務
を
免

れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
得
た
利
益
を
控
除
し
た
も
の
が
賠
償
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
た
。

改
正
民
法
六
五
一
条
は
、
同
条
所
定
の
任
意
解
除
権
が
い
つ
ま
で
に
行
使
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
か
、
意
思
表
示
不
要
の
特
約
を
有

効
と
す
る
か
ど
う
か
と
か
、
あ
る
い
は
、
特
約
に
よ
り
期
限
や
条
件
を
付
す
こ
と
が
で
き
る
の
か
と
い
っ
た
点
に
つ
い
て
、
規
定
上
と
く

に
明
記
し
て
い
な
い
。
こ
れ
は
、
改
正
前
の
旧
規
定
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
改
正
民
法
六
五
一
条
が
改
正
前
の
旧
規
定
と
同
様
に
任

意
規
定
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
委
任
者
が
解
除
権
を
放
棄
し
た
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
事
情
が
あ
る
と
き
に
は
委
任

を
解
除
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
か
、
あ
る
い
は
、
委
任
の
当
事
者
が
委
任
契
約
を
自
由
に
解
除
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
旨
の
合
意
を
す

る
こ
と
も
、
妨
げ
ら
れ
な
い
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
改
正
民
法
六
五
一
条
二
項
は
、
任
意
解
除
権
の
行
使
に
あ
た
っ
て
の
考
慮

（
六
五
六
）



委
任
の
解
除
に
関
す
る
判
例
法
理
の
条
文
化
と
半
強
行
法
規
性
（
長
谷
川
）

二
八
九

要
素
を
法
文
に
書
き
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
当
該
規
定
に
当
事
者
の
利
益
を
保
護
す
る
機
能
を
担
わ
せ
よ
う
と
す
る
意
図
が
込
め
ら
れ
て

い
る
。
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
す
る
と
、
委
任
が
単
に
有
償
と
い
う
こ
と
だ
け
で
は
、
改
正
民
法
六
五
一
条
一
項
に
い
う
任
意
解
除
権
の

行
使
を
阻
止
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

今
回
の
債
権
法
改
正
に
よ
る
判
例
法
理
の
条
文
化
を
契
機
に
、
委
任
者
に
自
由
な
任
意
解
除
権
の
行
使
を
認
め
た
う
え
で
、
不
利
な
時

期
に
よ
る
解
除
か
ら
受
任
者
に
生
ず
る
損
害
に
つ
い
て
は
委
任
者
に
損
害
賠
償
義
務
を
課
す
こ
と
で
、
当
事
者
双
方
の
利
害
得
失
を
調
整

す
る
方
向
に
向
か
う
こ
と
が
予
想
さ
れ
、
む
し
ろ
そ
れ
が
改
正
民
法
六
五
一
条
の
法
文
の
構
造
に
合
致
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
一
定

期
間
に
受
任
者
が
得
た
で
あ
ろ
う
利
益
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
賠
償
す
る
こ
と
に
し
、
こ
れ
に
よ
り
当
事
者
間
の
利
害
調
整
を
図
る
の
が

妥
当
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
民
法
六
五
一
条
一
項
を
同
条
二
項
か
ら
切
り
離
し
た
の
で
は
、
問
題
の
所
在
は
明
ら
か
に
さ
れ
得
な
い

と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
改
正
民
法
六
五
一
条
は
従
来
の
判
例
法
理
を
単
に
条
文
化
し
た
も
の
で
は
な
く
、
委

任
者
と
受
任
者
と
の
間
の
利
益
を
調
整
す
る
も
の
と
し
て
機
能
さ
せ
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

当
事
者
間
の
利
害
調
整
と
い
う
観
点
か
ら
す
る
と
、
債
務
者
の
債
務
不
履
行
を
理
由
と
す
る
委
任
の
解
除
に
つ
い
て
は
、
改
正
民
法

五
四
一
条
を
根
拠
に
、
解
約
告
知
が
本
来
も
っ
て
い
る
契
約
の
終
了
原
因
と
し
て
の
告
知
の
機
能
や
期
間
を
付
与
す
る
も
の
と
し
て
、
同

条
の
補
充
的
適
用
を
認
め
る
の
が
妥
当
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
契
約
当
事
者
間
に
お
い
て
契
約
正
義
の
実
現
が
可
能

と
な
る
と
い
え
よ
う
。
そ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
は
、
高
度
の
信
頼
関
係
を
伴
う
も
の
で
な
い
委
任
や
単
な
る
事
務
処
理
を
目
的
と
す
る
委

任
に
あ
っ
て
は
、
委
任
者
が
委
任
関
係
を
解
消
し
た
く
な
っ
た
と
き
、
そ
れ
を
解
消
す
る
こ
と
は
「
や
む
を
得
ざ
る
事
由
」
が
な
い
限
り

認
め
ら
れ
ず
（
無
理
由
解
除
の
否
定
）、
相
当
期
間
の
催
告
を
し
た
う
え
で
、
そ
れ
で
も
履
行
が
な
さ
れ
な
い
と
き
に
解
除
を
認
め
る
も
の

と
し
（
民
法
五
四
一
条
の
補
充
的
適
用
）、
債
務
不
履
行
が
な
け
れ
ば
委
任
者
が
得
た
で
あ
ろ
う
利
益
に
つ
い
て
は
、
受
任
者
が
こ
れ
を
賠
償

（
六
五
七
）
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二
九
〇

す
る
こ
と
を
要
す
る
と
し
て
、
契
約
当
事
者
間
の
利
害
調
整
を
図
る
こ
と
の
是
非
も
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

改
正
民
法
六
五
一
条
の
規
定
の
下
で
は
、
今
後
、
委
任
の
解
除
と
い
う
も
の
を
ど
の
よ
う
な
根
拠
・
理
由
で
規
律
し
て
行
く
こ
と
に
な

る
の
か
、
逆
に
、
契
約
解
除
の
自
由
に
対
す
る
制
約
原
理
の
探
求
が
重
要
な
問
題
と
な
る
。
改
正
民
法
六
五
一
条
の
規
定
は
、
改
正
前
の

規
定
と
比
べ
る
と
、
規
範
の
内
容
が
明
確
に
な
っ
た
と
い
う
期
待
が
あ
る
一
方
、
法
文
を
制
限
的
な
も
の
と
し
過
ぎ
る
と
、
却
っ
て
判
例

法
理
よ
り
も
厳
格
な
規
律
と
な
る
恐
れ
も
あ
る
。
判
例
法
理
の
条
文
化
が
判
例
に
よ
る
法
創
造
を
妨
げ
る
こ
と
は
な
い
の
か
、
判
例
上
形

成
さ
れ
た
ル
ー
ル
よ
り
も
適
用
範
囲
が
過
度
に
広
が
る
こ
と
は
な
い
の
か
と
い
っ
た
懸
念
は
、
改
正
民
法
六
五
一
条
の
適
用
範
囲
を
考
え

る
う
え
で
、
重
要
な
問
題
を
提
起
す
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

あ
る
事
項
を
規
律
す
る
に
あ
た
り
、
こ
れ
を
法
律
で
規
律
す
る
こ
と
は
、
規
範
内
容
を
明
確
に
し
、
安
定
性
や
透
明
性
を
高
め
る
と
い

う
意
義
が
あ
る
。
し
か
し
、
各
契
約
類
型
の
特
質
を
強
調
す
る
と
規
定
が
硬
直
的
に
な
り
、
平
準
化
し
す
ぎ
る
と
各
契
約
類
型
に
お
け
る

具
体
的
妥
当
性
が
低
下
す
る
。
ま
た
、
規
定
や
概
念
を
抽
象
化
す
る
と
射
程
は
広
く
な
る
が
、
規
定
内
容
の
明
確
性
が
低
下
す
る
。
逆
に
、

具
体
化
す
れ
ば
、
規
定
内
容
の
明
確
性
は
高
ま
る
が
、
射
程
は
狭
く
な
る
と
い
う
問
題
が
生
じ
る
。
そ
こ
で
、
規
律
の
対
象
に
応
じ
て
、

法
律
に
よ
る
規
律
と
判
例
に
よ
る
規
律
と
の
役
割
分
担
が
重
要
と
な
る
。

現
行
民
法
は
、
抽
象
的
な
要
件
か
ら
構
成
さ
れ
た
原
則
志
向
型
ル
ー
ル
を
中
心
と
す
る
一
方
で
、
基
本
原
則
や
事
例
志
向
型
ル
ー
ル
を

回
避
し
、
定
義
に
つ
い
て
は
原
則
と
し
て
こ
れ
を
設
け
な
い
方
針
を
と
っ
た
（
121
）

。
こ
れ
に
よ
り
、
規
律
さ
れ
る
べ
き
事
案
が
、
比
較
的
少
な

い
条
文
数
で
、
か
つ
、
幅
広
く
補
足
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
考
え
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
現
行
民
法
は
、
包
括
性
と
一
覧

性
を
同
時
に
満
た
す
こ
と
に
よ
り
、
そ
こ
に
含
ま
れ
る
規
範
の
抽
象
性
と
そ
の
よ
う
な
規
範
し
か
定
め
な
い
と
い
う
自
制
に
よ
っ
て
、
判

例
の
展
開
を
促
し
て
き
た
と
い
え
る
。

（
六
五
八
）



委
任
の
解
除
に
関
す
る
判
例
法
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の
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強
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法
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性
（
長
谷
川
）

二
九
一

今
般
の
債
権
法
改
正
に
あ
た
っ
て
は
、
現
状
か
ら
ス
タ
ー
ト
す
る
作
業
方
針
が
採
ら
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
現
行
民
法
の
編
纂
方
針
が
踏

襲
さ
れ
、
総
則
方
式
の
も
つ
規
定
の
抽
象
度
の
高
さ
と
配
置
の
階
層
性
が
維
持
さ
れ
た
。
そ
の
た
め
、
契
約
上
の
債
務
が
履
行
さ
れ
な
い

場
合
、
債
権
の
効
力
に
よ
っ
て
規
律
す
る
の
か
、
契
約
の
拘
束
力
の
観
点
か
ら
救
済
方
法
を
検
討
す
る
の
か
と
い
う
点
が
議
論
さ
れ
た
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
改
正
民
法
は
、
債
権
総
則
と
契
約
総
則
の
統
合
、
と
り
わ
け
債
務
不
履
行
に
関
す
る
規
定
（
改
正
民
法
四
一
五
条
）
と
契

約
解
除
に
関
す
る
規
定
（
同
五
四
〇
条
以
下
）
の
統
合
に
つ
い
て
は
個
別
規
定
の
内
容
の
レ
ベ
ル
で
解
決
す
る
と
い
う
結
果
と
な
っ
た
。
そ

し
て
、
委
任
の
解
除
に
つ
い
て
は
、
改
正
民
法
六
五
一
条
の
規
定
が
判
例
法
理
を
条
文
化
す
る
な
ど
し
て
要
件
・
効
果
が
明
確
に
特
定
さ

れ
、
裁
判
官
の
裁
量
は
限
界
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

改
正
民
法
は
、
様
々
の
意
見
の
間
で
論
議
と
調
整
が
重
ね
ら
れ
て
完
成
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
ま
っ
た
く
異
論
の
余
地
の
な
い
も
の
で

あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
今
般
の
債
権
法
改
正
の
作
業
に
お
い
て
は
、
原
則
な
い
し
中
間
命
題
を
明
文
化
す
る
こ
と
に
対
す
る
警
戒
感
や
規

定
の
硬
直
化
な
い
し
独
り
歩
き
に
対
す
る
危
惧
が
あ
っ
た
一
方
で
、
具
体
的
事
案
に
お
け
る
妥
当
な
解
決
へ
の
強
い
志
向
が
み
ら
れ
る
（
122
）

。

そ
の
一
つ
の
現
れ
が
改
正
民
法
六
五
一
条
で
あ
る
。
改
正
民
法
六
五
一
条
が
そ
の
文
言
と
お
り
解
釈
運
用
さ
れ
る
の
か
ど
う
か
、
同
条
の

解
釈
に
あ
た
っ
て
は
、
公
開
さ
れ
た
部
会
資
料
や
部
会
審
議
に
お
け
る
発
言
、
部
会
関
係
者
の
意
見
を
過
度
に
重
視
す
る
の
で
は
な
く
、

改
正
さ
れ
な
か
っ
た
規
定
（
123
）

を
含
め
て
大
き
な
文
脈
の
中
で
規
範
の
意
味
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
と
い
え
よ
う
。

前
述
し
た
よ
う
に
、
判
例
法
理
が
条
文
化
さ
れ
て
も
、
従
前
の
解
釈
が
そ
の
ま
ま
維
持
さ
れ
る
と
な
る
と
、
条
文
化
さ
れ
た
判
例
法
理

が
契
約
内
容
の
基
準
と
な
り
、
当
事
者
を
拘
束
し
て
強
行
法
規
化
す
る
恐
れ
が
あ
る
。
一
方
、
法
文
を
制
限
的
な
も
の
と
し
過
ぎ
る
と
、

却
っ
て
判
例
法
理
よ
り
も
厳
格
な
規
律
と
な
る
恐
れ
が
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
条
文
化
が
将
来
の
判
例
に
よ
る
法
創
造
を
妨
げ
る
こ
と
に
な

る
。
そ
の
結
果
、
解
除
を
受
け
る
者
の
契
約
継
続
の
利
益
は
あ
る
程
度
保
護
さ
れ
る
が
、
解
除
を
す
る
者
が
有
す
る
契
約
か
ら
の
離
脱
の

（
六
五
九
）
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二
九
二

自
由
は
相
対
的
に
小
さ
い
も
の
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
両
者
の
調
和
あ
る
整
序
が
求
め
ら
れ
る
。

準
委
任
を
含
む
多
種
多
様
な
委
任
の
解
除
を
検
討
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
個
々
の
契
約
に
内
在
す
る
信
頼
の
程
度
に
応
じ
て
改
正
民
法

六
五
一
条
の
規
定
の
適
用
の
可
否
を
検
討
し
、
同
条
一
項
を
二
項
と
切
り
離
し
た
の
で
は
問
題
の
所
在
は
明
ら
か
に
さ
れ
得
な
い
こ
と
を

認
識
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
債
務
不
履
行
を
理
由
と
す
る
解
除
の
場
合
に
は
、
解
約
告
知
が
本
来
も
っ
て
い
る
契
約
の
終
了
原
因
と

し
て
の
告
知
の
機
能
や
期
間
を
付
与
す
る
た
め
に
も
、
契
約
解
除
に
関
す
る
通
則
を
定
め
た
改
正
民
法
五
四
一
条
の
規
定
の
補
充
的
適
用

は
否
定
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
受
任
者
の
「
著
し
い
不
誠
実
な
行
動
」
な
ど
義
務
違
反
を
理
由
に
委
任
の
解
除
を
問
う

の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
む
し
ろ
債
務
不
履
行
を
理
由
と
す
る
委
任
の
解
除
の
問
題
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
事
案
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き

よ
う
。
ま
た
、
委
任
の
解
除
に
つ
い
て
は
、
準
委
任
に
関
す
る
民
法
六
五
六
条
の
規
定
に
「
そ
の
性
質
に
反
し
な
い
限
り
」
な
ど
の
文
言

を
解
釈
に
あ
た
り
読
み
込
む
な
ど
の
方
法
で
、
過
度
の
負
担
と
な
ら
な
い
よ
う
に
準
委
任
の
規
定
に
受
け
皿
と
し
て
の
役
割
を
担
わ
せ
な

が
ら
、
他
の
事
務
処
理
を
目
的
と
す
る
雇
用
や
請
負
な
ど
の
契
約
へ
の
振
り
分
け
、
あ
る
い
は
、
そ
れ
を
通
じ
た
当
事
者
間
に
お
け
る
利

害
の
調
整
を
図
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。

七　

結
語

本
稿
は
、
委
任
の
解
除
を
定
め
た
民
法
六
五
一
条
に
関
す
る
判
例
法
理
と
そ
の
条
文
化
（
改
正
民
法
六
五
一
条
）
の
問
題
を
取
り
上
げ
、

契
約
終
了
の
観
点
か
ら
そ
の
規
律
の
あ
り
方
、
解
釈
上
の
問
題
点
を
検
討
し
た
。
そ
し
て
、
こ
れ
と
と
も
に
、
事
務
処
理
の
委
託
で
あ
る

準
委
任
の
規
定
（
民
法
六
五
六
条
）
に
よ
る
契
約
相
互
間
の
振
分
け
、
お
よ
び
、
当
事
者
間
に
お
け
る
利
害
調
整
、
契
約
解
除
の
通
則
を

定
め
た
改
正
民
法
五
四
一
条
の
補
充
的
適
用
と
の
関
係
な
ど
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
た
。
継
続
的
契
約
の
規
範
構
造
か
ら
導
か
れ
る
契
約

（
六
六
〇
）
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解
除
の
自
由
は
、
契
約
の
拘
束
力
と
い
う
点
か
ら
み
る
と
、
相
手
方
の
契
約
存
続
の
利
益
と
抵
触
し
、
当
事
者
間
に
緊
張
関
係
を
生
じ
さ

せ
る
。
そ
の
た
め
、
一
方
的
な
意
思
表
示
に
よ
る
契
約
関
係
の
解
消
は
、
い
か
な
る
要
件
や
制
限
か
ら
も
自
由
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、

相
手
方
の
契
約
存
続
の
利
益
に
つ
い
て
も
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
こ
の
た
め
の
解
釈
指
針
は
、
先
に
述
べ
た
と
お
り

で
あ
る
。

最
近
の
裁
判
例
の
傾
向
と
し
て
は
、
従
来
の
裁
判
例
に
お
い
て
受
任
者
の
利
益
を
認
め
な
か
っ
た
契
約
で
も
受
任
者
の
利
益
を
認
定
す

る
も
の
が
み
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
受
任
者
の
利
益
を
広
く
解
す
る
傾
向
に
伴
い
、
受
任
者
の
利
益
と
い
う
概
念
は
契
約
解
除
の
成
否
で
は

な
く
、
解
除
に
よ
る
損
害
賠
償
を
根
拠
づ
け
る
考
慮
要
素
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
、
委
任
者
と
受
任
者
と
の
利
益
調
整
と
し
て
機
能
し
て

き
て
い
る
こ
と
を
窺
わ
せ
る
。
こ
の
よ
う
な
裁
判
例
の
動
向
は
、
民
法
六
五
一
条
の
立
法
趣
旨
と
同
条
が
も
つ
本
来
の
規
範
構
造
か
ら
す

れ
ば
尊
重
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
改
正
後
の
民
法
の
下
に
お
い
て
も
、
改
正
民
法
六
五
一
条
の
解
釈
運
用
に
あ
た
っ
て
は
、
同
条
一

項
を
二
項
か
ら
切
り
離
し
た
の
で
は
問
題
の
所
在
は
明
ら
か
に
さ
れ
得
な
い
と
い
う
こ
と
に
、
留
意
し
な
が
ら
、
我
々
は
そ
の
あ
る
べ
き

規
律
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。

（
1
） 

起
草
担
当
者
（
富
井
政
章
）
の
見
解
で
あ
る
。
現
在
の
通
説
的
見
解
も
同
様
に
解
し
て
い
る
。
後
掲
注（
34
）の
文
献
参
照
。
も
っ
と
も
、
こ
の

よ
う
な
考
え
方
に
つ
い
て
は
、
異
論
が
な
い
わ
け
で
は
な
く
、
法
典
調
査
会
の
審
議
に
お
い
て
反
対
意
見
が
述
べ
ら
れ
て
お
り
（
土
方
寧
）、
帝
国

議
会
で
も
反
対
が
唱
え
ら
れ
て
い
る
（
山
田
泰
蔵
）。
詳
し
く
は
、
後
掲
注（
29
）、お
よ
び
広
中
俊
雄
「
委
任
と
『
解
除
』」
契
約
法
大
系
Ⅳ
（
有
斐

閣
、
一
九
六
三
年
）
二
八
〇
頁
参
照
。

（
2
） 

民
法
が
法
律
行
為
の
委
任
と
そ
う
で
な
い
事
務
の
委
託
と
を
区
別
し
た
の
は
、
本
条
の
担
当
者
で
あ
る
起
草
委
員
（
富
井
政
章
）
の
説
明
に
よ

れ
ば
、
法
律
行
為
の
委
任
を
中
心
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
雇
用
と
の
分
界
を
立
て
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
た
だ
、
委
任
を
法
律
行
為
の
委
任
に
限
る
こ

（
六
六
一
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
三
号
（
二
〇
一
八
年
十
二
月
）

二
九
四

と
は
狭
き
に
失
す
る
の
で
、
事
務
の
委
託
で
あ
る
準
委
任
の
規
定
を
設
け
る
こ
と
に
よ
り
、
委
任
を
広
く
事
務
の
処
理
を
目
的
と
す
る
契
約
に
し
た

と
さ
れ
る
（
幾
代
通
＝
広
中
俊
雄
編
集
『
新
版
注
釈
民
法
（
16
）』（
有
斐
閣
、
一
九
九
七
年
）
三
〇
二
│
三
〇
三
頁
﹇
中
川
高
男
﹈）。
こ
の
結
果
、

準
委
任
も
委
任
に
変
わ
り
が
な
い
こ
と
に
な
っ
た
が
、
強
い
て
両
者
を
区
別
す
る
と
す
れ
ば
、
委
任
は
法
律
行
為
の
委
任
に
限
ら
れ
る
た
め
代
理
が

認
め
ら
れ
る
の
に
対
し
、
準
委
任
は
法
律
行
為
で
な
い
事
務
の
委
託
を
要
素
と
す
る
た
め
、
受
任
者
が
代
理
権
を
有
す
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
と
い

う
こ
と
に
な
る
。

（
3
） 

準
委
任
の
対
象
と
な
る
事
務
の
委
託
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
取
り
上
げ
て
意
識
的
に
論
じ
た
も
の
は
少
な
い
。
事
務
の
委
託
に
は
、
法
律
行
為
で

な
い
事
務
の
委
託
で
あ
れ
ば
単
純
な
事
実
行
為
も
含
ま
れ
る
の
か
、
財
産
に
影
響
を
及
ぼ
す
事
実
上
の
行
為
で
あ
る
こ
と
を
要
す
る
の
か
、
議
論
が

あ
る
。
ド
イ
ツ
民
法
（B

G
B

）
に
お
け
る
学
説
の
議
論
を
紹
介
し
な
が
ら
こ
の
問
題
に
言
及
す
る
も
の
と
し
て
、
岩
田
新
「
委
任
及
ヒ
準
委
任
ノ

観
念
ヲ
論
ス
（
1
）
〜
（
6
・
完
）」
法
協
三
五
巻
二
号
一
五
六
頁
以
下
、
五
号
一
五
二
頁
以
下
、
六
号
一
八
〇
頁
以
下
、
七
号
一
四
五
頁
以
下
、

九
号
一
三
四
頁
以
下
、
一
〇
号
九
四
頁
以
下
（
い
ず
れ
も
一
九
一
七
年
）。
委
任
の
本
旨
と
目
的
か
ら
受
任
者
の
義
務
の
範
囲
を
分
析
す
る
こ
と
に

よ
り
委
任
事
務
の
性
質
に
迫
る
こ
と
も
で
き
る
。
こ
の
点
に
つ
き
、
最
近
の
研
究
と
し
て
、
大
塚
智
見
「
委
任
者
の
指
図
と
受
任
者
の
権
限
（
一
）」

法
協
一
三
四
巻
一
〇
号
（
二
〇
一
七
年
）
一
八
五
一
頁
以
下
。

（
4
） 

落
合
誠
一
「
商
事
代
理
・
取
次
ぎ
・
仲
立
ち
（
1
）」
法
教
二
九
七
号
（
二
〇
〇
五
年
）
四
二
頁
以
下
、
江
頭
憲
治
郎
『
商
取
引
法
』（
弘
文
堂
、

二
〇
一
〇
年
）
二
一
七
頁
以
下
。

（
5
） 

委
任
が
当
事
者
の
死
亡
に
よ
り
終
了
す
る
理
由
は
、
契
約
当
事
者
間
の
信
頼
関
係
を
基
礎
と
す
る
か
ら
だ
と
説
明
さ
れ
る
が
、
信
頼
関
係
を
前

提
と
す
る
当
事
者
意
思
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
点
に
つ
き
、
前
田
泰
「
当
事
者
の
死
亡
に
よ
る
委
任
の
終
了
」
群
馬
大
学
社
会
情
報
学
部
研

究
論
集
二
五
巻
（
二
〇
一
八
年
）
一
四
七
頁
以
下
。

（
6
） O
tto von G

ierke, D
auernde S

chuldverhältnisse, in: JherJb, B
d. 64

（1914

）, S
. 388 ff ., 386. 

ギ
ー
ル
ケ
の
所
説
に
つ
き
、
長
谷
川

貞
之
「
委
任
に
お
け
る
任
意
解
除
権
の
規
範
的
性
質
」
日
本
法
学
八
〇
巻
三
号
（
二
〇
一
五
年
）
三
九
頁
以
下
、
四
二
│
四
三
頁
。
な
お
、
後
掲
注

（
15
）も
併
せ
て
参
照
。

（
7
） 

マ
ー
ク
・
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
ヴ
ェ
ラ
ー
「
継
続
的
契
約
の
解
約
告
知
に
お
け
る
継
続
の
利
益
│
日
本
の
一
般
条
項
と
ド
イ
ツ
の
解
約
告
知
の
制

（
六
六
二
）



委
任
の
解
除
に
関
す
る
判
例
法
理
の
条
文
化
と
半
強
行
法
規
性
（
長
谷
川
）

二
九
五

限
」
川
角
由
和
ほ
か
編
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
私
法
の
展
望
と
日
本
民
法
典
の
現
代
化
』（
日
本
評
論
社
、
二
〇
一
六
年
）
三
一
九
頁
以
下
、
三
三
一
頁
。

（
8
） 

二
〇
一
七
年
六
月
二
日
に
公
布
さ
れ
た
「
民
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
」（
平
成
二
九
年
法
律
第
四
四
号
）
は
、
一
八
九
六
年
に
制
定
さ
れ

た
民
法
の
債
権
編
（
明
治
二
九
年
法
律
第
八
九
号
）
を
約
一
二
〇
年
ぶ
り
に
抜
本
的
に
改
め
た
（
二
〇
二
〇
年
四
月
一
日
施
行
予
定
）。
今
回
の
民

法
改
正
に
関
す
る
法
制
審
議
会
で
の
審
議
は
、
二
〇
〇
九
年
一
一
月
の
法
務
大
臣
の
諮
問
に
基
づ
き
立
ち
上
げ
ら
れ
た
民
法
（
債
権
関
係
）
部
会
を

中
心
に
、
五
年
以
上
の
長
期
に
わ
た
り
審
議
が
行
わ
れ
、
改
正
項
目
も
二
〇
〇
を
超
え
る
大
規
模
な
も
の
と
な
っ
た
。
改
正
民
法
の
制
定
経
緯
と
審

議
経
過
に
つ
い
て
は
、
筒
井
健
夫
「
債
権
法
改
正
の
経
緯
と
概
要
」
ジ
ュ
リ
一
五
一
一
号
（
二
〇
一
七
年
）
一
六
頁
以
下
、
筒
井
健
夫
＝
松
村
秀
樹

『
一
問
一
答
・
民
法
（
債
権
関
係
）
改
正
』（
商
事
法
務
、
二
〇
一
八
年
）
一
│
一
二
頁
に
詳
し
い
。
論
点
の
概
要
に
つ
い
て
は
、
小
澤
吉
徳
「
改
正

の
ポ
イ
ン
ト
と
実
務
へ
の
影
響
（
総
論
）
〜
く
ら
し
の
中
の
法
律
家
『
司
法
書
士
』
の
役
割
〜
」
月
報
司
法
書
士
五
五
二
号
（
二
〇
一
八
年
）
四
頁

以
下
な
ど
参
照
。

（
9
） 

改
正
民
法
六
五
一
条
の
審
議
経
過
は
、
長
谷
川
貞
之
「
役
務
提
供
契
約
│
請
負
・
委
任
」
明
治
大
学
法
科
大
学
院
寄
付
講
座
『
2
0
1
5
年
度

講
義
録
〜
法
律
案
要
綱
・
法
律
案
を
踏
ま
え
て
〜
』（
明
治
大
学
法
科
大
学
院
、
二
〇
一
六
年
）
二
六
八
頁
以
下
。
最
近
の
文
献
と
し
て
、
手
嶋
豊

「
役
務
提
供
契
約
」
安
永
正
昭
ほ
か
監
修
『
債
権
法
改
正
と
民
法
学
Ⅲ
契
約
（
2
）』（
商
事
法
務
、
二
〇
一
八
年
）
二
九
九
頁
以
下
も
参
照
。
改
正

民
法
六
五
一
条
は
、
委
任
契
約
の
各
当
事
者
が
何
時
で
も
委
任
の
解
除
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
（
同
条
一
項
）、
①
当
事
者
の
一
方
が
相
手
方

に
不
利
な
時
期
に
委
任
を
解
除
し
た
と
き
、
ま
た
は
、
②
委
任
者
が
受
任
者
の
利
益
（
専
ら
報
酬
を
得
る
こ
と
に
よ
る
も
の
を
除
く
）
を
も
目
的
と

す
る
委
任
を
解
除
し
た
と
き
は
、
や
む
を
得
な
い
事
由
が
な
い
限
り
、
損
害
賠
償
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
定
め
た
（
同
条
二
項
）。
改
正
前
の

民
法
六
五
一
条
と
の
違
い
は
、
今
回
の
民
法
改
正
に
あ
た
り
、
従
来
の
判
例
法
理
を
条
文
化
す
る
形
で
、
②
を
付
加
し
た
点
に
あ
る
。
詳
し
く
は
、

本
文
三
の
3
で
論
じ
る
。

（
10
） 

議
論
の
俎
上
に
上
げ
ら
れ
た
論
点
の
中
に
は
、
す
で
に
判
例
法
理
と
し
て
存
在
し
て
い
る
も
の
も
多
く
、
実
務
上
、
重
要
な
意
義
を
も
つ
も
の

が
少
な
く
な
い
。
瑕
疵
あ
る
工
作
物
の
請
負
契
約
の
解
除
を
制
限
し
た
民
法
六
五
一
条
た
だ
し
書
の
よ
う
に
、
判
例
に
よ
り
強
行
法
規
と
さ
れ
た
も

の
で
あ
っ
て
も
、
今
回
の
債
権
法
改
正
に
お
い
て
は
そ
の
不
当
性
が
批
判
さ
れ
、
本
文
と
と
も
に
削
除
さ
れ
た
も
の
も
あ
る
（
改
正
民
法
六
三
五

条
）。
改
正
前
の
民
法
六
三
五
条
た
だ
し
書
の
法
的
性
質
を
め
ぐ
る
議
論
に
つ
き
、
芦
野
訓
和
「
民
法
635
条
た
だ
し
書
の
強
行
性
」
椿
寿
夫
編
著

（
六
六
三
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
三
号
（
二
〇
一
八
年
十
二
月
）

二
九
六

『
民
法
に
お
け
る
強
行
法
・
任
意
法
』（
日
本
評
論
社
、
二
〇
一
五
年
）
二
三
四
頁
以
下
。

（
11
） 

契
約
自
由
の
原
則
は
、
単
に
契
約
内
容
の
決
定
は
当
事
者
の
自
由
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
当
事
者
は
契
約

の
自
由
を
行
使
し
つ
つ
、
契
約
に
よ
っ
て
適
切
な
社
会
関
係
を
作
り
出
す
こ
と
を
付
託
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
契
約
の
自
由
を
め
ぐ
る
議
論
に

つ
き
、
中
田
裕
康
「
民
法
（
債
権
法
）
改
正
と
契
約
自
由
」
法
の
支
配
一
五
六
号
（
二
〇
一
〇
年
）
一
五
頁
以
下
、
山
田
希
「
契
約
自
由
の
原
則
と

そ
の
制
約
法
理
を
め
ぐ
る
改
正
議
論
の
帰
趨
」
立
命
館
法
学
三
六
三
＝
三
六
四
号
（
二
〇
一
五
年
）
九
三
五
頁
以
下
。
こ
の
ほ
か
、
武
川
丈
士
ほ
か

「〈
企
業
取
引
実
態
か
ら
見
た
民
法
（
債
権
法
）
改
正
の
論
点
〉
各
種
の
契
約
」
Ｎ
Ｂ
Ｌ
九
二
八
号
（
二
〇
一
〇
年
）
三
〇
頁
以
下
、
三
五
│
三
六
頁
、

長
坂
純
「
役
務
提
供
契
約
の
性
質
決
定
と
提
供
者
責
任
」
Ｎ
Ｂ
Ｌ
九
一
七
号
（
二
〇
〇
九
年
）
一
〇
頁
以
下
、
松
本
恒
雄
「
サ
ー
ビ
ス
契
約
」
別
冊

Ｎ
Ｂ
Ｌ
五
一
号
（
一
九
九
八
年
）
六
三
頁
以
下
な
ど
参
照
。

（
12
） 

長
谷
川
・
前
掲
注（
6
）三
九
頁
以
下
、
長
谷
川
貞
之
「
新
民
法
と
強
行
法
・
任
意
法
│
請
負
・
委
任
に
お
け
る
契
約
不
適
合
責
任
、
解
除
を
中

心
に
│
」
近
江
幸
治
＝
椿
寿
夫
編
著
『
強
行
法
・
任
意
法
の
研
究
』（
成
文
堂
、
二
〇
一
八
年
）
三
一
三
頁
以
下
。

（
13
） H

artm
ut O
etker, D

as D
auerschuldverhältnis und seine B

eendigung, 1994 J.C
.B
. M
ohr, S

. 20 ff ., 115 f., 143. 

な
お
、
継
続
的

契
約
の
多
義
性
に
つ
き
、
中
田
裕
康
「
継
続
的
契
約
関
係
の
解
消
」
内
田
貴
・
大
村
敦
志
編
『
民
法
の
争
点
』
ジ
ュ
リ
ス
ト
増
刊
（
有
斐
閣
、

二
〇
〇
七
年
）
二
三
〇
頁
参
照
。

（
14
） 

ヴ
ェ
ラ
ー
・
前
掲
注（
7
）三
二
七
頁
。

（
15
） O

etker, a.a.O
. 

（13

）, S
.25.

ロ
ー
マ
法
上
の
委
任
（m

andatum

）
に
つ
い
て
、
広
中
俊
雄
「
ロ
ー
マ
の
委
任
法
と
そ
の
現
代
所
法
へ
の
影

響
」
同
『
契
約
と
そ
の
法
的
保
護
』（
創
文
社
、
一
九
九
二
年
）
二
六
九
頁
以
下
。

（
16
） G

ierke, a.a.O
. 

（6

）, S
. 355 ff . 

詳
細
は
、
長
谷
川
・
前
掲
注（
6
）三
九
頁
、
四
三
頁
以
下
、
ヴ
ェ
ラ
ー
・
前
掲
注（
7
）三
二
五
頁
な
ど
。

（
17
） G
ierke, a.a.O

. 

（6

）, S
. 388 ff ., 386. 

ギ
ー
ル
ケ
の
所
説
は
、
わ
が
国
で
は
、
ま
ず
、
平
野
義
太
郎
に
よ
っ
て
好
意
的
に
紹
介
さ
れ
、
以
後
、

継
続
的
契
約
と
い
う
概
念
が
受
容
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
民
法
学
上
の
共
有
財
産
と
な
っ
て
い
る
。
た
だ
し
、
異
論
も
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
詳
し
く

は
、
長
谷
川
・
前
掲
注（
5
）四
五
頁
以
下
、
五
十
嵐
清
「
継
続
的
契
約
と
そ
の
特
色
」
判
例
時
報
編
集
部
編
『
民
法
基
本
問
題
150
講
Ⅱ
債
権
』（
一

粒
社
、
一
九
六
四
年
）
二
五
九
頁
以
下
。
戦
後
に
お
け
る
継
続
的
契
約
関
係
論
は
賃
貸
借
を
中
心
に
発
展
し
た
が
、
継
続
的
契
約
関
係
論
そ
の
も
の

（
六
六
四
）



委
任
の
解
除
に
関
す
る
判
例
法
理
の
条
文
化
と
半
強
行
法
規
性
（
長
谷
川
）

二
九
七

と
し
て
は
み
る
べ
き
展
開
を
み
せ
て
い
な
い
。

（
18
） 

我
妻
栄
『
債
権
各
論
上
巻
』（
岩
波
書
店
、
一
九
五
四
年
）
一
四
六
│
一
四
七
頁
、
谷
口
知
平
編
『
注
釈
民
法
（
13
）』（
有
斐
閣
、
一
九
六
六

年
）
二
〇
頁
﹇
谷
口
知
平
﹈。
解
約
告
知
の
概
念
が
い
つ
頃
か
ら
わ
が
国
に
定
着
し
た
の
か
は
、
興
味
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
き
、
鳩

山
秀
夫
『
増
訂
日
本
債
権
法
各
論
（
上
巻
）』（
岩
波
書
店
、
一
九
三
二
年
）
二
〇
三
頁
は
、
解
除
と
区
別
し
て
「
之
ヲ
告
知
ト
称
ス
ル
ハ
名
称
未
ダ

熟
セ
ズ
」
と
述
べ
て
い
る
。
解
約
告
知
の
沿
革
に
つ
き
、
後
藤
清
「
解
約
告
知
の
研
究
（
1
）
〜
（
3
・
完
）」
内
外
研
究
三
巻
三
号
二
七
一
頁
以

下
、
四
号
四
四
九
頁
以
下
、
四
巻
一
号
一
〇
四
頁
以
下
（
一
九
三
〇
年
・
一
九
三
一
年
）、
同
「
解
約
告
知
制
度
の
発
展
概
観
」
内
外
研
究
五
巻
四

号
（
一
九
三
二
年
）
六
六
七
頁
以
下
、
飯
島
紀
明
「
継
続
的
債
権
契
約
と
告
知
に
つ
い
て
（
1
）
〜
（
3
・
完
）」
成
蹊
法
学
一
五
号
一
頁
以
下
、

一
六
号
三
七
頁
以
下
、
一
八
号
二
五
頁
以
下
（
一
九
八
〇
年
・
一
九
八
一
年
）
な
ど
参
照
。

（
19
） 

長
谷
川
・
前
掲
注（
6
）八
一
頁
以
下
、
山
口
幹
雄
「
役
務
提
供
契
約
の
法
的
規
律
に
関
す
る
一
考
察
」
松
浦
好
治
・
松
川
正
毅
・
千
葉
恵
美
子

編
〈
加
賀
山
茂
先
生
還
暦
記
念
〉『
市
民
法
の
新
た
な
挑
戦
』（
信
山
社
、
二
〇
一
三
年
）
四
六
一
頁
、
四
六
六
頁
以
下
。

（
20
） 

詳
細
は
、
幾
代
通
＝
広
中
俊
雄
編
『
新
版
注
釈
民
法
（
16
）』（
有
斐
閣
、
一
九
八
九
年
）
二
七
八
頁
以
下
、
二
九
〇
頁
以
下
﹇
明
石
三
郎
﹈。

（
21
） 

ヴ
ェ
ラ
ー
・
前
掲
注（
7
）三
三
一
頁
。

（
22
） 

長
谷
川
・
前
掲
注（
12
）三
一
三
頁
以
下
。

（
23
） 

ド
イ
ツ
民
法
六
七
一
条
、
フ
ラ
ン
ス
民
法
二
〇
〇
四
条
、
二
〇
〇
七
条
な
ど
（
編
纂
当
時
の
も
の
）。
長
谷
川
・
前
掲
注（
6
）七
六
頁
。

（
24
） 

旧
民
法
財
産
取
得
編
二
五
一
条
以
下
。
旧
民
法
は
、
委
任
の
解
除
に
関
し
て
、
財
産
取
得
編
二
五
一
条
か
ら
二
五
六
条
ま
で
六
か
条
の
規
定
を

配
置
し
て
い
た
。
こ
れ
は
、
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
『
民
法
草
案
註
釈
・
財
産
取
得
編
』
九
八
四
条
以
下
と
内
容
の
面
で
は
実
質
的
に
同
じ
で
あ
る
。
そ
の

点
の
詳
細
は
、
長
谷
川
・
前
掲
注（
6
）六
〇
頁
以
下
、
六
四
│
六
五
頁
。

（
25
） 

大
島
俊
雄
「《
解
除
で
き
な
い
委
任
》
と
は
、
ど
う
い
う
も
の
か
」
椿
寿
夫
編
『
講
座
・
現
代
契
約
と
現
代
債
権
の
展
望 

第
5
巻
〈
契
約
の
一

般
的
課
題
〉』（
日
本
評
論
社
、
一
九
九
〇
年
）
二
五
三
頁
以
下
。

（
26
） 

長
谷
川
・
前
掲
注（
6
）六
九
頁
以
下
、
七
一
頁
、
七
五
│
七
六
頁
。
な
お
、
後
掲
注（
55
）で
引
用
の
各
文
献
参
照
。

（
27
） 

旧
民
法
財
産
取
得
編
二
五
六
条
「
代
理
ノ
倣
棄
カ
委
任
者
ニ
損
害
ヲ
生
セ
シ
メ
タ
ル
ト
キ
ハ
代
理
人
ハ
其
賠
償
ノ
責
ニ
任
ス
但
正
當
又
ハ
已
ム

（
六
六
五
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
三
号
（
二
〇
一
八
年
十
二
月
）

二
九
八

ヲ
得
サ
ル
原
因
ニ
基
キ
タ
ル
ト
キ
ハ
此
限
ニ
在
ラ
ス
」。
長
谷
川
・
前
掲
注（
6
）六
四
頁
以
下
。

（
28
） 

旧
民
法
が
規
定
し
て
い
た
委
任
者
か
ら
の
「
廃
罷
」（
財
産
取
得
編
二
五
一
条
一
号
）、
受
任
者
に
よ
る
「
倣
棄
」（
同
編
二
五
一
条
二
号
）
を
、

法
典
調
査
会
に
お
け
る
起
草
の
段
階
で
「
解
除
」
と
い
う
用
語
に
統
一
し
、
新
た
に
規
定
し
直
し
た
。
起
草
者
（
富
井
政
章
）
は
、
そ
の
際
、
ド
イ

ツ
民
法
第
一
草
案
（
三
九
七
条
、
三
九
八
条
）
が
委
任
者
に
は
「
撤
回
」（W

iderruf

）、
受
任
者
に
は
「
解
約
告
知
」（K

ündigung

）
と
定
め
て

い
た
こ
と
を
指
摘
し
な
が
ら
、「
其
民
法
上
ノ
性
質
ハ
、
何
レ
モ
契
約
ノ
解
除
ニ
外
ナ
ラ
ザ
ル
ヲ
以
テ
・
・
・
特
別
ナ
ル
用
語
ヲ
用
ヒ
ザ
ル
コ
ト
」

で
あ
る
と
の
理
由
で
、
用
語
の
統
一
を
図
っ
た
と
説
明
し
て
い
る
。
長
谷
川
・
前
掲
注（
6
）四
一
頁
以
下
。

（
29
） 

法
典
調
査
会
に
お
け
る
起
草
担
当
者
・
富
井
政
章
の
提
案
に
対
し
、
土
方
寧
委
員
は
、
委
任
の
性
質
か
ら
当
事
者
が
解
任
や
辞
任
の
意
思
を
表

明
し
た
以
上
、
委
任
関
係
が
消
失
す
る
と
い
う
の
は
理
論
と
し
て
正
し
い
と
思
う
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
相
手
方
に
損
害
が
生
じ
た
ら
賠
償
す
べ
き
で

あ
り
、
不
利
な
時
期
に
限
っ
て
の
損
害
賠
償
は
有
償
契
約
の
関
係
を
度
外
視
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
意
見
を
述
べ
た
が
、
こ
れ
に
対
す
る
起
草
担

当
者
か
ら
の
応
答
は
必
ず
し
も
正
鵠
を
得
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
長
谷
川
・
前
掲
注（
6
）七
〇
│
七
一
頁
以
下
。
な
お
、
前
掲
注（
1
）参
照
。

（
30
） 

立
法
過
程
に
お
け
る
こ
の
間
の
経
緯
は
、
長
谷
川
・
前
掲
注（
6
）六
九
頁
以
下
。

（
31
） 

長
谷
川
・
前
掲
注（
6
）六
九
│
七
〇
頁
。

（
32
） 

旧
民
法
の
規
定
に
つ
き
、
前
掲
注（
24
）参
照
。

（
33
） 

丸
山
絵
美
子
『
中
途
解
除
と
契
約
の
内
容
規
制
』（
有
斐
閣
、
二
〇
一
五
年
）
一
九
六
頁
。

（
34
） 

委
任
の
任
意
解
除
権
を
定
め
る
民
法
六
五
一
条
の
起
草
過
程
に
関
し
て
は
、
長
谷
川
・
前
掲
注（
6
）五
五
頁
以
下
。
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
草
案
お
よ

び
旧
民
法
に
お
け
る
信
頼
要
素
と
契
約
解
除
の
自
由
に
つ
い
て
は
、
丸
山
・
前
掲
注（
33
）一
九
三
│
二
一
二
頁
。
丸
山
絵
美
子
に
よ
れ
ば
、
現
行
民

法
六
五
一
条
の
起
草
過
程
を
遡
っ
て
み
る
と
、
旧
民
法
お
よ
び
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
草
案
で
は
、
委
任
契
約
の
特
徴
づ
け
や
終
了
を
根
拠
づ
け
る
に
あ
た

り
信
頼
の
要
素
に
言
及
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
契
約
解
除
の
自
由
の
正
当
化
根
拠
を
信
頼
に
求
め
る
と
い
う
説
明
は
、
明
確
に
は
行
わ
れ
て
い
な
い

と
い
う
。

（
35
） 

梅
謙
次
郎
『
民
法
要
義
巻
之
三
債
権
編
』（
有
斐
閣
、
一
九
一
一
年
・
復
刻
版
一
九
八
四
年
）
七
五
一
頁
、
鳩
山
秀
夫
『
増
訂
日
本
債
権
法
各

論
（
下
巻
）』（
岩
波
書
店
、
一
九
三
八
年
）
六
二
九
頁
、
我
妻
栄
『
債
権
各
論
中
巻
二
』（
岩
波
書
店
、
一
九
六
二
年
）
六
八
九
頁
、
明
石
・
前
掲

（
六
六
六
）



委
任
の
解
除
に
関
す
る
判
例
法
理
の
条
文
化
と
半
強
行
法
規
性
（
長
谷
川
）

二
九
九

注（
20
）二
七
八
頁
以
下
、
川
井
健
『
民
法
概
論
4
（
債
権
各
論
）﹇
補
訂
版
﹈』（
有
斐
閣
、
二
〇
一
〇
年
）
三
一
六
頁
な
ど
。
最
近
の
学
説
と
し
て

は
、
山
本
敬
三
『
民
法
講
義
Ⅳ
│
Ⅰ
契
約
』（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
五
年
）
七
三
一
頁
な
ど
も
同
様
の
趣
旨
を
説
く
。

（
36
） 
大
村
敦
志
「
現
代
に
お
け
る
委
任
契
約
│
『
契
約
と
制
度
』
を
め
ぐ
る
断
章
│
」
中
田
裕
康
＝
道
垣
内
弘
人
編
『
金
融
取
引
と
民
法
理
論
』

（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
〇
年
）
一
〇
三
頁
。

（
37
） 

我
妻
・
前
掲
注（
35
）六
九
四
頁
。

（
38
） 

中
田
裕
康
『
継
続
的
取
引
の
研
究
』（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
〇
年
）
二
〇
一
頁
以
下
（
初
出
、
同
「
継
続
的
役
務
提
供
契
約
の
問
題
点
（
下
）」

六
〇
二
号
（
一
九
九
六
年
））。

（
39
） 

旧
民
法
財
産
取
得
編
二
五
二
条
「
委
任
者
ノ
ミ
ノ
利
益
ノ
為
ニ
委
任
セ
シ
代
理
ノ
廃
罷
ハ
謝
金
ヲ
諾
約
シ
タ
ル
ト
キ
ト
雖
モ
委
任
者
ハ
何
時
ニ

テ
モ
随
意
ニ
之
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
得
」。
詳
細
は
、
長
谷
川
・
前
掲
注（
6
）六
四
頁
以
下
。

（
40
） 

判
例
の
分
析
・
整
理
と
し
て
、
石
堂
典
秀
「
委
任
契
約
に
お
け
る
『
受
任
者
の
利
益
』
概
念
に
つ
い
て
（
1
）」C

hukyo law
yer

一
八
巻

（
二
〇
一
三
年
）
一
七
頁
以
下
。
こ
の
ほ
か
、
中
田
裕
康
「
民
法
651
条
に
よ
る
委
任
の
解
除
」
法
教
一
二
九
号
（
一
九
九
一
年
）
三
七
頁
以
下
、
大

島
俊
之
「
性
質
上
解
約
で
き
な
い
委
任
契
約
│
判
例
に
よ
る
民
法
651
条
1
項
の
制
限
」
大
阪
府
立
大
学
経
済
研
究
二
七
巻
一
号
（
一
九
八
一
年
）

六
九
頁
以
下
、
同
・
前
掲
注（
25
）二
六
三
頁
以
下
、
鳥
谷
部
茂
「
ド
イ
ツ
に
お
け
る
撤
回
で
き
な
い
代
理
│
権
利
担
保
論
の
一
環
と
し
て
」
筑
波
四

号
（
一
九
八
一
年
）
七
五
頁
以
下
、
柳
勝
司
「
委
任
者
に
よ
る
委
任
契
約
の
解
除
」
名
城
法
学
四
四
巻
三
号
（
一
九
九
五
年
）
二
四
頁
以
下
な
ど
参

照
。

（
41
） 

大
判
明
治
三
六
・
一
・
二
三
民
録
九
輯
五
三
頁
。

（
42
） 

大
判
大
正
四
・
五
・
一
二
民
録
二
一
輯
六
八
七
頁
。
な
お
、
大
判
大
正
六
・
一
・
二
〇
民
録
二
三
輯
六
八
頁
参
照
。

（
43
） 

大
判
大
正
九
・
四
・
二
四
民
録
二
六
輯
五
六
二
頁
。
本
事
案
で
は
、
同
時
に
弁
済
予
約
の
約
定
が
な
さ
れ
て
お
り
、
相
手
方
の
保
護
と
い
う
観

点
か
ら
は
、
債
務
者
の
期
待
的
利
益
も
保
護
に
値
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。

（
44
） 

な
お
、
大
判
昭
和
七
・
三
・
二
五
民
集
一
一
巻
四
六
四
頁
、
大
判
昭
和
七
・
三
・
二
九
民
集
一
一
巻
五
一
三
頁
参
照
。

（
45
） 

長
谷
川
・
前
掲
注（
6
）六
四
頁
以
下
。

（
六
六
七
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
三
号
（
二
〇
一
八
年
十
二
月
）

三
〇
〇

（
46
） 

星
野
英
一
「
有
償
委
任
の
解
除
が
認
め
ら
れ
る
場
合
」
法
教
一
四
号
（
一
九
八
一
年
）
九
九
頁
。
大
判
昭
和
一
四
・
四
・
一
二
民
集
一
八
巻

三
九
七
頁
は
、
解
除
権
放
棄
特
約
が
あ
っ
て
も
、
や
む
を
得
な
い
事
由
が
あ
る
場
合
に
は
委
任
を
解
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
て
い
る
。

（
47
） 
例
え
ば
、
他
人
に
建
物
の
管
理
を
依
頼
し
無
償
で
こ
れ
に
居
住
す
る
こ
と
を
許
す
契
約
（
東
京
高
判
昭
和
二
六
・
八
・
七
判
タ
一
九
号
七
一

頁
）、
ア
パ
ー
ト
の
管
理
を
依
頼
し
無
償
で
そ
の
一
部
を
使
用
さ
せ
る
契
約
（
東
京
高
判
昭
和
二
八
・
一
一
・
五
下
民
集
四
巻
一
一
号
一
五
八
九
頁
）、

酒
類
の
販
売
店
の
経
営
を
委
託
す
る
契
約
（
福
岡
地
判
昭
和
三
一
・
五
・
八
下
民
集
七
巻
五
号
一
一
六
四
頁
）、
妾
に
旅
館
営
業
を
委
託
し
無
償
で

こ
れ
に
居
住
す
る
こ
と
を
許
す
契
約
（
大
阪
高
判
昭
和
三
六
・
一
一
・
三
〇
判
時
三
〇
六
号
一
五
頁
）
な
ど
。
な
お
、
こ
れ
ら
裁
判
例
の
出
現
の
背

景
に
あ
る
要
因
に
つ
き
、
広
中
俊
雄
『
債
権
各
論
講
義
﹇
第
6
版
﹈』（
有
斐
閣
、
一
九
九
四
年
）
二
八
八
│
二
九
〇
頁
。

（
48
） 

最
判
昭
和
四
〇
・
一
二
・
一
七
集
民
八
一
号
五
六
一
頁
。
同
旨
、
最
判
昭
和
四
三
・
九
・
二
〇
判
時
五
三
六
号
五
一
頁
（
債
権
者
が
自
己
の
債

権
を
回
収
す
る
た
め
に
債
務
者
か
ら
経
営
委
任
を
受
け
た
事
案
）。

（
49
） 

最
判
昭
和
五
六
・
一
・
一
九
民
集
三
五
巻
一
号
一
頁
。

（
50
） 

差
戻
し
後
の
控
訴
審
は
、
本
件
管
理
契
約
が
そ
の
前
提
と
な
る
共
同
住
宅
（
本
件
建
物
）
の
賃
貸
借
契
約
と
一
体
と
な
っ
て
い
る
と
認
め
る
こ

と
は
で
き
ず
、
委
任
者
側
が
本
件
管
理
契
約
の
解
除
権
を
放
棄
し
た
も
の
と
認
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
し
て
、
本
件
管
理
契
約
の
解
除
を
認
め
た

（
東
京
高
判
昭
和
六
〇
・
四
・
二
四
判
タ
五
七
八
号
八
二
頁
）。
差
戻
し
後
の
控
訴
審
判
決
に
つ
き
、
半
田
吉
信
「
批
判
」
法
時
五
九
巻
二
号

（
一
九
八
七
年
）
九
六
頁
。

（
51
） 

浅
生
重
機
「
判
例
解
説
」
法
曹
時
報
三
六
巻
九
号
（
一
九
八
四
年
）
一
六
一
│
一
六
二
頁
。

（
52
） 

川
井
・
前
掲
注（
35
）三
一
六
頁
。

（
53
） 

最
判
昭
和
五
六
・
二
・
五
判
時
九
九
六
号
六
三
頁
。

（
54
） 

最
高
裁
は
、
単
な
る
有
償
委
任
は
受
任
者
の
利
益
を
も
目
的
と
す
る
場
合
に
あ
た
ら
な
い
と
し
（
最
判
昭
和
四
三
・
九
・
三
裁
判
集
民
事
九
二

号
一
六
九
頁
）、
税
理
士
顧
問
契
約
に
お
い
て
報
酬
支
払
に
つ
き
特
有
の
事
情
が
あ
っ
て
も
、
か
か
る
契
約
は
受
任
者
の
利
益
の
た
め
に
締
結
さ
れ

た
も
の
と
は
い
え
な
い
と
し
て
、
委
任
者
は
契
約
解
除
に
あ
た
っ
て
受
任
者
に
そ
の
理
由
を
告
知
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
と
し
て
い
る
（
最
判
昭
和

五
八
・
九
・
二
〇
判
時
一
一
〇
〇
号
五
六
頁
）。

（
六
六
八
）



委
任
の
解
除
に
関
す
る
判
例
法
理
の
条
文
化
と
半
強
行
法
規
性
（
長
谷
川
）

三
〇
一

（
55
） 

梅
・
前
掲
注（
35
）七
五
一
頁
、
鳩
山
（
秀
）・
前
掲
注（
35
）六
二
九
頁
、
我
妻
・
前
掲
注（
35
）六
八
九
頁
、
川
井
・
前
掲
注（
35
）三
一
五
頁
な

ど
。
な
お
、
末
弘
巌
太
郎
「
委
任
雑
考
」
同
『
民
法
雑
記
帳
下
巻
』（
日
本
評
論
社
、
一
九
五
三
年
）
六
一
頁
以
下
参
照
。

（
56
） 
委
任
な
ど
の
役
務
提
供
契
約
に
関
す
る
民
法
の
解
除
に
対
す
る
取
扱
い
を
み
る
と
、
雇
用
、
寄
託
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、「
や
む
を
得
な
い
事

由
」
が
解
除
権
の
要
件
と
さ
れ
て
い
る
。
雇
用
で
は
、
当
事
者
が
期
間
を
定
め
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、「
や
む
を
得
な
い
事
由
」
が
あ
る
と
き
は
、

各
当
事
者
は
直
ち
に
契
約
の
解
除
を
な
し
う
る
（
民
法
六
二
八
条
前
段
）。
寄
託
で
は
、
寄
託
物
に
つ
き
返
還
時
期
の
定
め
が
あ
る
場
合
、
受
寄
者

は
「
や
む
を
得
な
い
事
由
」
が
な
け
れ
ば
期
限
前
の
返
還
（
解
約
の
申
入
れ
）
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
（
民
法
六
六
三
条
二
項
）。
こ
れ
に
対
し
、

請
負
で
は
、
請
負
人
が
仕
事
を
完
成
し
な
い
間
、
注
文
者
は
何
時
で
も
損
害
賠
償
を
し
て
契
約
の
解
除
が
で
き
る
と
し
（
民
法
六
四
一
条
）、「
や
む

を
得
な
い
事
由
」
に
触
れ
る
と
こ
ろ
が
な
い
。
詳
し
く
は
、
長
谷
川
・
前
掲
注（
6
）四
九
頁
以
下
。

（
57
） 

明
石
三
郎
「
批
判
」
民
商
八
五
巻
四
号
（
一
九
八
二
年
）
六
六
三
頁
以
下
、
六
六
六
頁
。

（
58
） 

大
塚
直
「
批
判
」
法
協
九
九
巻
一
二
号
（
一
九
八
二
年
）
一
九
〇
九
頁
以
下
。

（
59
） 

淺
生
重
機
「
批
判
」
最
高
裁
判
所
判
例
解
説
昭
和
五
六
年
度
民
事
篇
（
一
九
八
四
年
）
一
七
頁
。

（
60
） 

裁
判
例
の
分
析
・
整
理
に
つ
き
、
石
堂
・
前
掲
注（
40
）三
〇
頁
以
下
。

（
61
） 

東
京
地
判
平
成
二
二
・
二
・
一
六
判
タ
一
三
三
六
号
一
六
九
頁
。
本
判
決
は
、
受
任
者
の
管
理
行
為
が
全
体
と
し
て
本
件
別
荘
地
内
の
不
動
産

所
有
者
に
と
っ
て
必
要
不
可
欠
と
ま
で
は
い
え
な
い
こ
と
、
大
半
の
不
動
産
所
有
者
は
受
任
者
と
の
本
件
管
理
契
約
を
継
続
し
て
お
り
、
直
ち
に
管

理
費
の
減
収
が
管
理
業
務
の
停
滞
を
招
来
す
る
事
態
は
想
定
し
難
い
こ
と
か
ら
、
解
除
を
有
効
と
し
た
。

（
62
） 

最
判
昭
和
四
三
・
九
・
三
集
民
九
二
号
一
六
九
頁
。
下
級
審
裁
判
例
と
し
て
、
神
戸
地
判
昭
和
三
〇
・
二
・
二
二
ジ
ュ
リ
一
五
二
号
九
二
頁
、

大
阪
地
判
昭
和
四
七
・
九
・
二
二
判
タ
二
八
八
号
三
三
二
頁
、
大
阪
地
判
昭
和
五
五
・
一
一
・
二
八
判
タ
四
四
〇
号
一
三
三
頁
な
ど
。

（
63
） 

東
京
地
判
平
成
一
九
・
五
・
二
四
【L

L
I ID

番
号
】06232248
（
石
堂
・
前
掲
注（
40
）五
五
│
五
六
頁
）。

（
64
） 

以
下
の
説
明
は
、
石
堂
・
前
掲
注（
40
）二
三
頁
以
下
を
参
考
に
し
た
。

（
65
） 

我
妻
・
前
掲
注（
35
）六
九
一
頁
以
下
、
六
九
三
│
六
九
四
頁
。

（
66
） 

末
川
博
「
委
任
の
解
除
」
民
商
四
巻
三
号
（
一
九
三
六
年
）
六
三
八
│
六
三
九
頁
。

（
六
六
九
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
三
号
（
二
〇
一
八
年
十
二
月
）

三
〇
二

（
67
） 

広
中
俊
雄
「
委
任
契
約
の
『
解
除
』」
民
商
四
八
巻
一
号
（
一
九
六
三
年
）
三
七
頁
以
下
、
四
五
│
四
六
頁
、
同
・
前
掲
注（
47
）二
九
二
頁
。

（
68
） 

広
中
・
前
掲
注（
47
）二
九
〇
頁
。

（
69
） 
広
中
・
前
掲
注（
47
）二
九
三
頁
、
三
四
六
│
三
四
七
頁
。
な
お
、
広
中
俊
雄
「
賃
貸
借
に
お
け
る
『
信
頼
関
係
』
の
破
壊
と
『
解
除
』」
同

『
契
約
法
の
研
究
』（
有
斐
閣
、
一
九
五
八
年
）
一
二
三
頁
以
下
参
照
。

（
70
） 

戒
能
通
孝
『
債
権
各
論
』（
巌
松
堂
書
店
、
一
九
四
六
年
）
三
三
頁
以
下
。

（
71
） 

来
栖
三
郎
『
契
約
法
』（
有
斐
閣
、
一
九
九
一
年
）
五
四
九
頁
以
下
、
と
く
に
五
五
一
│
五
五
四
頁
。

（
72
） 

明
石
・
前
掲
注（
57
）六
六
二
│
六
六
三
頁
、
同
・
前
掲
注（
20
）二
八
五
頁
。

（
73
） 

丸
山
・
前
掲
注（
33
）二
六
七
│
二
七
三
頁
。

（
74
） 

丸
山
・
前
掲
注（
33
）二
六
七
│
二
七
三
頁
。

（
75
） 

民
法
改
正
検
討
委
員
会
「
基
本
方
針
」【
3
・
2
・
10
・
15（
3
）（
4
）】。

（
76
） 

法
制
審
議
会
民
法
部
会
【
部
会
資
料
42
│
5
】。

（
77
） 

法
制
審
議
会
民
法
部
会
【
部
会
資
料
36
│
3
】。

（
78
） 

こ
の
間
の
立
法
経
緯
に
つ
き
、
長
谷
川
・
前
掲
注（
6
）二
七
七
│
二
七
八
頁
、
二
九
一
頁
。

（
79
） 

松
尾
憲
博
「
委
任
」
松
尾
博
憲
＝
山
野
目
章
『
新
債
務
法
が
重
要
判
例
に
与
え
る
影
響
』（
金
融
財
政
事
情
研
究
会
、
二
〇
一
八
年
）
一
七
六
頁
。

（
80
） 

松
尾
（
憲
）・
前
掲
注（
79
）一
七
七
頁
。
な
お
、
法
制
審
議
会
民
法
部
会
【
部
会
資
料
73
Ａ
】
一
七
頁
参
照
。

（
81
） 

法
制
審
議
会
民
法
部
会
【
部
会
資
料
81
│
2
】
四
九
頁
。

（
82
） 

法
制
審
議
会
民
法
部
会
第
九
一
回
議
事
録
五
七
頁
（
道
垣
内
弘
人
発
言
）。
任
期
途
中
で
解
任
さ
れ
た
取
締
役
は
残
存
期
間
中
の
報
酬
全
額
を

請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
会
社
法
三
三
九
条
二
項
と
の
関
係
が
問
題
視
さ
れ
た
。
会
社
法
三
三
九
条
二
項
の
会
社
法
上
の
解
釈
論
に
つ
き
、

江
頭
憲
治
郎
『
株
式
会
社
法
﹇
第
6
版
﹈』（
有
斐
閣
、
二
〇
一
五
年
）
三
九
五
頁
。
併
せ
て
、
中
田
裕
康
『
契
約
法
』（
有
斐
閣
、
二
〇
一
七
年
）

五
三
五
頁
参
照
。

（
83
） 

松
尾
（
憲
）・
前
掲
注（
79
）一
七
八
頁
。

（
六
七
〇
）



委
任
の
解
除
に
関
す
る
判
例
法
理
の
条
文
化
と
半
強
行
法
規
性
（
長
谷
川
）

三
〇
三

（
84
） 

来
栖
・
前
掲
注（
71
）七
三
七
│
七
三
八
頁
。
任
意
法
規
は
、
当
事
者
の
意
思
表
示
の
補
充
規
定
と
解
釈
規
定
に
分
け
て
説
明
さ
れ
る
が
、
こ
の

よ
う
な
区
別
に
実
益
は
な
い
と
の
主
張
も
あ
る
。
幾
代
通
『
民
法
総
則
（
第
2
版
）』（
青
林
書
院
、
一
九
八
四
年
）
二
三
三
頁
。
任
意
法
規
の
機
能

に
は
、
契
約
当
事
者
の
真
意
が
明
ら
か
で
な
い
場
合
に
こ
れ
を
補
充
し
、
ま
た
は
こ
れ
を
決
定
す
る
補
充
的
機
能
の
ほ
か
に
、
よ
り
多
く
の
情
報
を

保
有
す
る
当
事
者
に
交
渉
の
動
機
づ
け
を
行
い
、
交
渉
過
程
に
お
け
る
情
報
の
開
示
を
促
す
促
進
的
機
能
、
費
用
・
便
益
分
析
に
よ
っ
て
各
選
択
の

費
用
と
便
益
を
比
較
し
、
更
生
の
増
進
に
寄
与
す
る
も
の
を
採
用
す
べ
き
と
す
る
誘
導
的
機
能
が
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
き
、R

ichard H
. T
haler 

&
 C
ass R

. S
unstein, L

ibertarian
 P

atern
alism

, 93 A
m
. E
con. R

ev. 175 

（2003

）; C
ass R

. S
unstein &

 R
ichard H

. T
haler, 

L
ibertarian

 P
atern

alism
 Is N

ot an
 O

xym
oron, 70 U

. C
hi. L

. R
ev. 1159 

（2003

）.

行
動
経
済
学
（B

ehavioral E
conom

ics

）
の
主
要

論
客
で
あ
る
サ
ン
ス
テ
イ
ン
と
教
授
と
セ
イ
ラ
ー
教
授
は
、
二
〇
〇
三
年
一
月
、
ア
メ
リ
カ
経
済
学
会
第
一
一
五
回
学
術
大
会
で
、“L

ibertarian
 

P
atern

alism
” 

（93 A
m
. E
con. R

ev. 175

）
を
発
表
し
、
同
年
秋
、
こ
れ
を
発
展
さ
せ
た
論
考”L

ibertarian
 P

atern
alism

 Is N
ot an

 

O
xym

oron
” 

（70 U
. C
hi. L

. R
ev. 1159

）
が
世
に
問
わ
れ
る
と
、
こ
れ
が
ア
メ
リ
カ
を
中
心
に
大
き
な
反
響
を
呼
び
起
こ
し
た
。
サ
ン
ス
テ
イ

ン
教
授
と
セ
イ
ラ
ー
教
授
は
、
行
動
経
済
学
の
知
見
を
利
用
し
て
、
現
実
の
人
々
の
選
好
が
確
定
し
た
も
の
で
も
十
分
な
情
報
に
基
づ
く
も
の
で
も

な
い
こ
と
を
強
調
し
、
そ
こ
か
ら
政
府
が
人
々
の
選
択
を
強
制
す
る
の
で
は
な
く
行
為
者
自
身
の
福
利
を
実
現
す
る
よ
う
な
仕
方
で
誘
導
す
る
と
い

う
考
え
方
（
こ
れ
を
リ
バ
タ
リ
ア
ン
・
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
（L

ibertarian P
aternalism

）
と
い
う
）
を
提
唱
し
、
そ
の
実
行
の
た
め
の
指
針
と
方

法
を
探
る
こ
と
を
説
い
た
。
こ
れ
は
、
公
的
で
あ
れ
私
的
で
あ
れ
、
計
画
者
が
人
々
に
対
し
て
そ
の
利
益
に
な
る
よ
う
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
を
奨

励
す
る
が
、
人
々
か
ら
選
択
の
自
由
を
奪
う
こ
と
は
せ
ず
、
オ
プ
ト
・
ア
ウ
ト
（
逸
脱
）
す
る
選
択
肢
を
常
に
残
し
て
お
こ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
人
々
が
自
主
独
立
の
人
で
あ
る
自
由
と
同
様
に
、
依
存
的
で
あ
る
自
由
を
も
認
め
る
。
基
準
の
一
つ
で
あ
る
デ
フ
ォ
ル
ト
・
ル
ー
ル
（
任

意
規
定
）
は
、
契
約
の
自
由
と
両
立
す
る
だ
け
で
な
く
、
し
ば
し
ば
行
為
者
に
と
っ
て
有
益
で
も
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
は
取
引
に
お
い
て
人
々

に
規
則
性
と
合
理
的
な
期
待
を
与
え
、
取
引
費
用
を
削
減
す
る
か
ら
で
あ
る
。
契
約
法
の
意
義
の
多
く
は
、
そ
れ
が
デ
フ
ォ
ル
ト
・
ル
ー
ル
を
定
式

化
し
て
い
る
点
に
あ
る
と
い
う
。
著
者
が
、
人
々
を
彼
ら
自
身
の
福
利
の
方
向
に
強
制
な
し
に
導
く
い
く
つ
も
の
種
類
の
政
府
の
活
動
、
デ
フ
ォ
ル

ト
・
ル
ー
ル
や
フ
レ
ー
ミ
ン
グ
な
ど
の
重
要
さ
と
正
当
化
の
可
能
性
を
人
々
に
意
識
さ
せ
た
と
い
う
点
は
、
十
分
な
意
義
が
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ

ら
の
論
文
を
発
展
さ
せ
た
の
が
、
二
〇
〇
八
年
の
共
著
『N

U
D
G
E

』（N
udge: im

proving decisions about health, w
ealth, and happiness, 

（
六
七
一
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
三
号
（
二
〇
一
八
年
十
二
月
）

三
〇
四

Y
ale U

niv. P
ress

）
で
あ
る
（
翻
訳
と
し
て
、
セ
イ
ラ
ー
・
サ
ン
ス
テ
イ
ン
／
遠
藤
真
美
訳
『
実
践
行
動
経
済
学
：
健
康
、
富
、
幸
福
へ
の
聡
明

な
選
択
』
日
経B

P

出
版
セ
ン
タ
ー
、
二
〇
〇
九
年
）。
著
書
名
に
な
っ
て
い
る
ナ
ッ
ジ
（N

udge

）
と
は
、「
注
意
や
合
図
の
た
め
に
人
の
横
腹
を

特
に
ひ
じ
で
や
さ
し
く
押
し
た
り
、
軽
く
突
い
た
り
す
る
こ
と
」、
あ
る
い
は
、「
他
人
に
注
意
を
喚
起
さ
せ
た
り
、
気
づ
か
せ
た
り
、
控
え
め
に
警

告
し
た
り
す
る
こ
と
」
を
意
味
す
る
言
葉
で
あ
る
。
ナ
ッ
ジ
は
、
選
択
を
禁
じ
る
こ
と
も
、
経
済
的
な
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
大
き
く
変
え
る
こ
と
も

な
く
、
人
々
の
行
動
を
予
測
可
能
な
形
で
変
え
る
選
択
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
ー
の
あ
ら
ゆ
る
要
素
を
意
味
す
る
も
の
と
い
え
る
。
こ
れ
ら
の
論
文
と
著

書
は
、
基
本
的
に
同
じ
テ
ー
マ
に
つ
い
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
論
文
が
学
者
向
き
に
書
か
れ
て
多
数
の
文
献
が
脚
注
で
言
及
さ
れ
て
い
る
の

に
対
し
て
、
著
書
は
一
般
読
者
向
き
の
口
語
的
文
体
で
書
か
れ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
年
金
・
投
資
・
信
用
市
場
・
社
会
保
険
・
処
方
薬
・
臓
器
移

植
・
環
境
保
全
運
動
・
学
校
選
択
と
い
っ
た
、
今
日
の
ア
メ
リ
カ
人
が
関
心
を
も
つ
テ
ー
マ
へ
の
適
用
例
が
具
体
的
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
点

に
相
違
が
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
き
、P

elle G
uldborg H
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e D
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u
d

ge an
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）.

わ
が
国
に
お
け
る
リ
バ
タ
リ
ア
ン
・
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
論
の
議
論
に
つ
い
て
は
、
森
村
進

「〈
研
究
ノ
ー
ト
〉
キ
ャ
ス
・
サ
ン
ス
テ
ィ
ー
ン
と
リ
チ
ャ
ー
ド
・
セ
イ
ラ
ー
の
『
リ
バ
タ
リ
ア
ン
・
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
』」
一
橋
法
学
七
巻
三
号

（
二
〇
〇
八
年
）
八
〇
七
頁
以
下
、
瀬
戸
山
晃
一
「
法
的
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
論
の
新
展
開
（
1
）（
2
・
完
）
│
リ
バ
タ
リ
ア
ン
・
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム

論
の
含
意
と
法
規
制
」
阪
大
法
学
六
〇
巻
四
号
（
二
〇
一
〇
年
）
八
九
頁
以
下
、
六
四
巻
二
号
（
二
〇
一
四
年
）
三
八
九
頁
以
下
、
那
須
耕
介
「
リ

バ
タ
リ
ア
ン
・
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム
と
そ
の
10
年
」
社
会
シ
ス
テ
ム
研
究
一
九
号
（
二
〇
一
六
年
）
一
頁
以
下
な
ど
参
照
。

（
85
） 

法
規
の
性
質
に
つ
い
て
は
、
加
藤
雅
信
『
新
民
法
大
系
Ⅳ
契
約
法
』（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
七
年
）
一
六
五
頁
に
詳
し
い
。
も
っ
と
も
、
事
務
管

理
・
不
当
利
得
・
不
法
行
為
の
規
定
は
、
当
事
者
の
意
思
に
基
づ
か
な
い
で
法
律
上
当
然
に
発
生
す
る
か
ら
、
私
的
自
治
の
行
わ
れ
る
範
囲
は
少
な

く
、
こ
れ
ら
の
法
規
の
任
意
性
を
問
う
こ
と
は
適
当
で
は
な
い
。
こ
の
点
に
つ
き
、
織
田
博
子
「
判
例
・
学
説
に
み
る
法
定
債
権
規
定
の
強
行
法

性
」
椿
（
寿
）・
前
掲
注（
10
）一
五
五
頁
以
下
。

（
86
） 

例
外
的
に
、
強
行
規
定
と
さ
れ
る
も
の
と
し
て
、
民
法
五
七
二
条
、
六
〇
四
条
、
六
二
六
条
、
六
二
八
条
、
六
四
〇
条
、
六
七
八
条
な
ど
。
浅

場
達
也
「
契
約
法
の
中
の
強
行
規
定
（
上
）（
中
）（
下
）」
Ｎ
Ｂ
Ｌ
八
九
一
号
二
三
頁
以
下
、
八
九
二
号
四
〇
頁
以
下
、
八
九
三
号
四
七
頁
以
下

（
い
ず
れ
も
二
〇
〇
八
年
）
は
、
契
約
法
規
定
の
強
行
法
規
性
に
関
し
て
、
民
法
制
定
当
時
の
議
論
に
遡
り
な
が
ら
検
討
を
加
え
る
。
債
権
法
規
定

（
六
七
二
）



委
任
の
解
除
に
関
す
る
判
例
法
理
の
条
文
化
と
半
強
行
法
規
性
（
長
谷
川
）

三
〇
五

の
強
行
法
規
化
へ
の
動
き
に
つ
き
、
椿
久
美
子
「
判
例
・
学
説
に
み
る
債
権
総
則
の
強
行
法
性
」
椿
（
寿
）・
前
掲
注（
10
）一
三
〇
頁
以
下
。
契
約

法
規
定
の
各
論
的
考
察
と
し
て
、
芦
野
訓
和
「
判
例
・
学
説
に
お
け
る
契
約
法
の
規
定
と
強
行
法
規
性
」
椿
（
寿
）・
前
掲
注（
10
）一
四
五
頁
以
下
。

（
87
） 
加
藤
一
郎
「
免
責
条
項
に
つ
い
て
」
同
編
『
民
法
学
の
歴
史
と
課
題
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
二
年
）
二
六
一
頁
、
河
上
正
二
「
契
約

の
法
的
性
質
決
定
と
典
型
契
約
」
星
野
英
一
先
生
ほ
か
編
『
現
代
社
会
と
民
法
学
の
動
向
下
』（
有
斐
閣
、
一
九
九
二
年
）
二
九
九
頁
、
同
『
約
款

規
制
論
』（
有
斐
閣
、
一
九
八
八
年
）
三
八
三
頁
以
下
。

（
88
） 

例
え
ば
、
身
元
保
証
法
六
条
、
借
地
借
家
法
九
条
・
三
〇
条
、
消
費
者
契
約
法
一
〇
条
な
ど
。
詳
し
く
は
、
芦
野
・
前
掲
注（
86
）一
四
六
頁
以

下
。

（
89
） 

任
意
規
定
の
強
行
法
規
化
は
、
当
初
、
民
事
特
別
法
の
領
域
に
お
い
て
弱
者
保
護
の
た
め
に
作
り
出
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
が
、
最
近
で
は
、

民
法
そ
の
も
の
に
も
強
行
規
定
が
追
加
さ
れ
る
（
平
成
一
六
年
の
民
法
現
代
語
化
の
際
に
新
設
さ
れ
た
保
証
規
定
﹇
民
法
四
四
六
条
二
項
・
三
項
、

四
六
五
条
の
二
第
二
項
・
第
三
項
、
四
六
五
条
の
三
第
一
項
、
四
六
五
条
の
五
﹈）
な
ど
、
任
意
法
規
の
強
行
法
規
化
は
拡
大
す
る
傾
向
に
あ
る
。

こ
の
点
に
つ
き
、
椿
久
美
子
「
半
強
行
法
概
念
の
生
成
と
そ
の
機
能
」
椿
（
寿
）・
前
掲
注（
10
）九
二
頁
以
下
、
近
江
幸
治
「
強
行
法
・
任
意
法
に

関
す
る
法
学
的
基
礎
」
近
江
＝
椿
（
寿
）
編
著
・
前
掲
注（
12
）一
頁
以
下
、
一
一
│
一
二
頁
以
下
。

（
90
） 

我
妻
栄
『
新
訂
民
法
総
則
』（
岩
波
書
店
、
一
九
六
五
年
）
二
五
五
頁
。
我
妻
栄
に
よ
れ
ば
、
強
行
法
規
と
任
意
法
規
の
区
別
は
、
規
定
の
文

言
か
ら
明
ら
か
で
な
い
場
合
に
は
各
々
の
規
定
の
趣
旨
を
勘
案
し
、
個
人
の
意
思
に
よ
っ
て
排
斥
・
修
正
を
許
す
も
の
か
ど
う
か
を
判
断
し
て
決
す

る
ほ
か
は
な
い
。

（
91
） 

河
上
・
前
掲
注（
82
）﹇
約
款
規
制
論
﹈
三
八
三
頁
以
下
、
同
『
民
法
総
則
講
義
』（
日
本
評
論
社
、
二
〇
〇
七
年
）
二
六
三
頁
。

（
92
） 

四
宮
和
夫
＝
能
見
善
久
『
民
法
総
則
﹇
第
九
版
﹈』（
弘
文
堂
、
二
〇
一
八
年
）
二
一
七
頁
。

（
93
） 

大
村
敦
志
『
典
型
契
約
と
性
質
決
定
』（
有
斐
閣
、
一
九
九
七
年
）
九
頁
以
下
、
山
本
敬
三
「
契
約
法
の
改
正
と
典
型
契
約
の
役
割
」
別
冊

Ｎ
Ｂ
Ｌ
五
一
号
（
商
事
法
務
、
一
九
九
八
年
）
二
八
頁
以
下
、
潮
見
佳
男
『
民
法
総
則
講
義
』（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
五
年
）
二
〇
二
頁
、
四
宮
＝
能

見
・
前
掲
注（
92
）二
一
七
頁
以
下
な
ど
。

（
94
） 

大
村
（
敦
）・
前
掲
注（
93
）三
五
一
頁
以
下
、
石
川
博
康
「
典
型
契
約
と
契
約
内
容
の
確
定
」
内
田
＝
大
村
（
敦
）
編
・
前
掲
注（
13
）二
三
七

（
六
七
三
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
三
号
（
二
〇
一
八
年
十
二
月
）

三
〇
六

頁
以
下
、
同
『「
契
約
の
本
性
」
の
法
理
論
』（
有
斐
閣
、
二
〇
一
〇
年
）
五
〇
五
頁
以
下
な
ど
。
学
説
の
整
理
と
し
て
、
長
坂
純
「
典
型
契
約
・
冒

頭
規
定
の
強
行
法
性
」
椿
（
寿
）・
前
掲
注（
10
）二
二
三
頁
以
下
、
二
二
七
│
二
三
二
頁
。

（
95
） 
河
上
・
前
掲
注（
91
）﹇
民
法
総
則
講
義
﹈
二
六
三
頁
、
二
九
二
頁
以
下
。
任
意
法
の
秩
序
づ
け
機
能
や
指
導
形
象
機
能
を
積
極
的
に
評
価
す
る

河
上
は
、
一
方
当
事
者
の
認
識
の
及
ば
な
い
場
合
や
当
事
者
間
に
情
報
・
交
渉
力
に
構
造
的
格
差
が
存
在
す
る
な
ど
、
正
当
性
が
保
障
さ
れ
な
い
状

況
下
で
は
、
任
意
法
が
半
強
行
法
的
に
作
用
し
、
信
義
則
に
反
し
て
任
意
法
の
内
容
を
改
変
し
不
当
な
利
益
を
追
求
す
る
契
約
条
項
を
無
効
と
す
べ

き
場
合
が
あ
る
（
消
費
者
契
約
法
一
〇
条
な
ど
）
と
す
る
。
河
上
・
前
掲
注（
87
）﹇
約
款
規
制
論
﹈
三
八
四
頁
以
下
。

（
96
） 

大
村
（
敦
）・
前
掲
注（
93
）九
頁
、
大
村
敦
志
『
も
う
ひ
と
つ
の
基
本
民
法
Ⅱ
』（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
七
年
）
九
七
│
九
九
頁
。

（
97
） 

松
田
貴
文
「
任
意
法
規
を
め
ぐ
る
自
律
と
秩
序
（
1
）（
2
）」
民
商
一
四
八
間
一
号
（
二
〇
一
三
年
）
三
四
頁
以
下
、
二
号
（
二
〇
一
三
年
）

一
一
七
頁
以
下
、
同
「
契
約
法
に
お
け
る
任
意
法
規
の
構
造
│
厚
生
基
底
的
任
意
法
規
の
構
造
へ
向
け
一
試
論
」
神
戸
法
学
六
三
巻
一
号

（
二
〇
一
三
年
）
一
七
一
頁
以
下
。
こ
れ
ら
論
文
の
骨
子
に
つ
き
、
松
田
貴
文
「
任
意
法
規
の
基
礎
理
論
的
検
討
│
自
律
・
秩
序
・
厚
生
の
観
点
か

ら
」
私
法
七
九
号
（
二
〇
一
七
年
）
一
五
八
頁
以
下
。
最
近
の
ド
イ
ツ
法
に
関
す
る
議
論
に
つ
い
て
は
、
藤
原
正
則
「
ド
イ
ツ
法
に
お
け
る
任
意
法

と
強
行
法
」
近
江
＝
椿
（
寿
）
編
著
・
前
掲
注（
12
）六
六
七
頁
以
下
に
詳
し
い
。

（
98
） 

椿
寿
夫
「
民
法
規
定
と
異
な
る
合
意
・
特
約
の
問
題
性
お
よ
び
論
点
」
椿
（
寿
）・
前
掲
注（
10
）三
七
頁
は
、
河
上
説
、
大
村
（
敦
）
説
を
紹

介
し
、
強
行
法
規
と
任
意
法
規
を
単
純
に
切
断
し
な
い
見
解
に
は
賛
成
で
あ
る
が
、
同
一
平
面
で
の
類
型
割
り
よ
り
も
段
階
分
け
に
惹
か
れ
る
と
い

う
。
な
お
、
大
村
敦
志
「
取
引
と
公
序
│
法
令
違
反
行
為
効
力
論
の
再
検
討
（
上
）（
下
）」
ジ
ュ
リ
一
〇
二
三
号
（
一
九
九
三
年
）
八
二
頁
以
下
、

一
〇
二
五
号
（
一
九
九
三
年
）
七
二
頁
以
下
参
照
。

（
99
） 

北
川
善
太
郎
『
債
権
各
論
﹇
民
法
講
要
Ⅳ
﹈（
第
3
版
）』（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
三
年
）
三
一
頁
。
そ
の
他
の
批
判
的
見
解
に
つ
き
、
椿
（
久
）・

前
掲
注（
89
）九
九
頁
。

（
100
） 

法
制
審
議
会
民
法
部
会
【
部
会
資
料
41
│
6（
2
）】。

（
101
） 

川
井
・
前
掲
注（
35
）三
〇
三
頁
。

（
102
） 

岩
田
・
前
掲
注（
3
）﹇
法
協
三
五
巻
二
号
﹈
一
五
九
頁
、
同
﹇
法
協
三
五
巻
九
号
﹈
一
三
四
頁
。

（
六
七
四
）



委
任
の
解
除
に
関
す
る
判
例
法
理
の
条
文
化
と
半
強
行
法
規
性
（
長
谷
川
）

三
〇
七

（
103
） 

そ
の
間
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、
長
谷
川
貞
之
「
役
務
提
供
契
約
│
請
負
・
委
任
」
明
治
大
学
法
科
大
学
院
寄
付
講
座
『
2
0
1
2
年
度
講
義
録

〜
最
新
の
動
向
を
踏
ま
え
て
〜
』（
明
治
大
学
法
科
大
学
院
、
二
〇
一
三
年
）
三
四
九
頁
以
下
、
同
『
2
0
1
3
年
度
講
義
録
〜
中
間
試
案
を
踏
ま

え
て
〜
』（
同
、
二
〇
一
四
年
）
三
七
七
頁
以
下
、
同
『
2
0
1
4
年
度
講
義
録
〜
改
正
要
綱
仮
案
を
踏
ま
え
て
〜
』（
同
、
二
〇
一
五
年
）
二
六
九

頁
以
下
。
併
せ
て
、
長
谷
川
・
前
掲
注（
9
）二
六
八
頁
以
下
、
手
嶋
・
前
掲
注（
9
）二
九
九
頁
以
下
も
参
照
。

（
104
） 

例
え
ば
、
講
演
や
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
プ
ロ
グ
ラ
ム
作
成
の
よ
う
な
役
務
型
の
請
負
は
、
仕
事
が
物
と
結
び
つ
か
な
い
点
で
準
委
任
に
近
い
こ
と
か

ら
、
両
者
の
棲
み
分
け
や
契
約
相
互
間
の
適
用
関
係
が
問
題
と
な
る
。
出
澤
秀
二
＝
丸
野
登
紀
子
「
裁
判
例
に
見
る
業
務
委
託
に
お
い
て
生
じ
や
す

い
紛
争
類
型
と
対
策
」
ビ
ジ
ネ
ス
・
ロ
ー
・
ジ
ャ
ー
ナ
ル
四
巻
一
一
号
（
二
〇
一
一
年
）
五
〇
頁
以
下
、
池
田
毅
＝
松
田
知
丈
「
消
費
者
向
け
ビ
ジ

ネ
ス
に
お
け
る
継
続
的
契
約
の
解
消
」
ビ
ジ
ネ
ス
・
ロ
ー
・
ジ
ャ
ー
ナ
ル
九
巻
七
号
（
二
〇
一
六
年
）
四
四
頁
以
下
。
ち
な
み
に
、
今
般
の
債
権
法

改
正
に
お
い
て
請
負
人
の
担
保
責
任
に
関
す
る
規
定
が
抜
本
的
に
改
正
さ
れ
た
が
、
請
負
人
の
仕
事
の
完
成
以
前
に
注
文
者
に
任
意
解
除
権
を
認
め

た
民
法
六
四
一
条
は
そ
の
ま
ま
維
持
さ
れ
、
条
文
の
文
言
に
変
更
は
な
い
。
こ
の
点
に
つ
き
、
直
井
義
典
「
注
文
者
に
よ
る
請
負
契
約
の
任
意
解
除

権
」
安
永
ほ
か
監
修
・
前
掲
注（
9
）二
六
七
頁
以
下
。

（
105
） 

ド
イ
ツ
民
法
（B

G
B

）
は
、
受
任
者
は
委
任
を
承
諾
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
委
任
者
か
ら
委
託
さ
れ
た
事
務
を
委
任
者
の
た
め
に
無
償
で
処

理
す
る
義
務
を
負
う
と
規
定
し
（
六
六
二
条
）、
無
償
で
あ
る
点
で
雇
用
お
よ
び
請
負
と
区
別
さ
れ
る
と
す
る
が
、
事
務
処
理
を
目
的
と
す
る
雇

用
・
請
負
に
つ
い
て
は
、
委
任
と
の
類
似
性
に
鑑
み
、
委
任
に
お
け
る
主
要
な
規
定
が
準
用
さ
れ
る
と
す
る
（
六
七
五
条
一
項
前
段
）。
し
か
し
、

そ
の
場
合
で
あ
っ
て
も
、
委
任
者
か
ら
の
撤
回
（W

iderruf
）
お
よ
び
受
任
者
に
よ
る
告
知
（K

ündigung

）
を
定
め
た
規
定
（
六
七
一
条
）
に
つ

い
て
は
、
原
則
と
し
て
そ
の
準
用
を
認
め
て
い
な
い
。
類
似
の
規
定
が
当
該
契
約
に
は
存
在
す
る
か
ら
で
あ
る
（
六
二
〇
条
以
下
、
六
三
四
条
三
号
、

六
四
三
条
、
六
四
九
条
、
六
五
〇
条
一
項
）。
た
だ
し
、
受
任
者
が
告
知
す
る
権
利
を
有
す
る
と
き
は
、
委
任
者
の
利
益
を
考
慮
し
て
、
告
知
権
を

制
限
す
る
六
七
一
条
二
条
の
規
定
が
準
用
さ
れ
る
と
す
る
（
六
七
五
条
一
項
後
段
）。M
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（
106
） 

鳩
山
・
前
掲
注（
18
）二
〇
四
頁
以
下
、
我
妻
・
前
掲
注（
18
）四
五
一
頁
、
末
弘
巌
太
郎
『
債
権
各
論
』（
有
斐
閣
、
第
五
版
・
一
九
二
〇
年
）

二
七
三
頁
以
下
、
末
川
博
『
契
約
法
上
（
総
論
）』（
岩
波
書
店
、
一
九
五
八
年
）
一
三
八
頁
、
山
中
康
雄
「
解
除
の
効
果
」
総
合
判
例
研
究
叢
書
民

法
（
10
）（
一
粒
社
、
一
九
八
四
年
）
四
頁
以
下
、
川
井
・
前
掲
注（
35
）七
八
頁
な
ど
。
し
か
し
、
学
説
に
は
、
民
法
五
四
一
条
適
用
否
定
説
も
有

（
六
七
五
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
三
号
（
二
〇
一
八
年
十
二
月
）

三
〇
八

力
で
あ
る
。
川
島
武
宜
「
継
続
的
契
約
に
於
け
る
重
大
な
事
由
に
因
る
告
知
権
」
判
民
昭
和
七
年
度
一
一
九
事
件
（
一
九
三
四
年
）
四
〇
三
頁
、
広

中
・
前
掲
注（
46
）二
九
〇
頁
、
二
九
三
頁
な
ど
。

（
107
） 
改
正
前
の
民
法
五
四
三
条
は
履
行
不
能
に
つ
い
て
債
務
者
に
帰
責
事
由
が
存
在
す
る
こ
と
を
明
記
し
て
い
た
が
、
通
説
的
見
解
は
債
務
不
履
行

一
般
に
も
こ
の
理
を
及
ぼ
し
て
い
た
（
我
妻
・
前
掲
注（
18
）一
五
六
頁
ほ
か
）。
裁
判
実
務
に
お
い
て
債
務
者
の
帰
責
事
由
が
解
除
の
可
否
を
左
右

し
て
い
な
い
こ
と
を
指
摘
す
る
も
の
と
し
て
、
渡
辺
達
徳
「
民
法
541
条
に
よ
る
契
約
解
除
と
『
帰
責
事
由
』（
1
）（
2
）」
商
学
討
究
四
四
巻
一
＝

二
号
（
一
九
九
三
年
）
二
三
九
頁
、
三
号
（
一
九
九
四
年
）
八
一
頁
。

（
108
） 

解
除
に
債
務
者
の
帰
責
事
由
を
不
要
と
す
る
立
場
は
、
解
除
権
の
成
立
要
件
に
関
す
る
こ
れ
ま
で
の
伝
統
的
立
場
を
一
八
〇
度
転
換
す
る
も
の

で
あ
り
、
国
際
的
モ
デ
ル
準
則
の
考
え
方
と
同
じ
立
場
を
採
用
し
た
も
の
で
あ
る
。
ユ
ニ
ド
ロ
ワ
国
際
商
事
契
約
原
則
（U

N
ID
R
O
IT
 

P
rinciple

）
七
・
三
・
一
条
、
ウ
ィ
ー
ン
売
買
条
約
（C

IS
G

）
二
五
条
、
四
九
条
、
六
四
条
、
七
二
条
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
契
約
法
原
則
（P

E
C
L

）

第
八
：
一
〇
三
条
、
第
九
：
三
〇
一
条
。
詳
細
は
、
潮
見
佳
男
「
解
除
要
件
の
現
代
化
│
日
本
民
法
（
債
権
関
係
）
法
の
改
正
と
国
際
的
モ
デ
ル
準
則

の
比
較
研
究
」
川
角
ほ
か
編
・
前
掲
注（
7
）一
七
一
頁
以
下
。
国
際
的
な
契
約
法
規
範
の
潮
流
に
つ
き
、
中
田
邦
博
「
契
約
法
の
国
際
化
と
日
本

法
」
ジ
ュ
リ
一
四
一
四
号
（
二
〇
一
一
年
）
一
一
四
頁
以
下
、
長
谷
川
貞
之
「
民
法
学
の
立
場
か
ら
み
た
ウ
ィ
ー
ン
売
買
条
約
」
法
学
紀
要
五
一
巻

（
二
〇
一
〇
年
）
二
四
三
頁
以
下
な
ど
。
な
お
、
改
正
民
法
五
四
一
条
の
立
法
沿
革
と
し
て
、
同
条
は
軽
微
な
債
務
不
履
行
に
は
催
告
解
除
を
認
め

な
い
と
い
う
判
例
法
理
（
最
判
昭
和
三
六
・
一
一
・
二
一
民
集
一
五
巻
一
〇
号
二
五
〇
七
頁
）
を
条
文
化
し
た
も
の
と
い
わ
れ
る
が
（
筒
井
＝
松

村
・
前
掲
注（
8
）二
三
二
│
二
三
九
頁
）、
こ
れ
を
疑
問
視
す
る
見
解
も
あ
る
。
横
山
美
夏
「
契
約
の
解
除
」
法
時
八
六
巻
一
二
号
（
二
〇
一
四
年
）

三
〇
頁
以
下
、
三
三
頁
。

（
109
） 

改
正
法
は
、
催
告
解
除
を
解
除
に
お
け
る
基
本
型
と
し
、
無
催
告
解
除
を
例
外
と
す
る
が
、
不
履
行
の
軽
微
性
（
改
正
民
法
五
四
一
条
一
項
た

だ
し
書
）
と
契
約
目
的
の
不
達
成
（
改
正
民
法
五
四
二
条
一
項
三
号
）
と
の
関
係
は
不
透
明
で
あ
り
、
催
告
解
除
と
無
催
告
解
除
の
関
係
は
複
雑
化

し
た
と
の
指
摘
が
あ
る
（
福
本
忍
「
危
険
負
担
と
契
約
の
解
除
│
霧
に
霞
む
解
除
と
危
険
負
担
の
地
平
？
」
法
セ
ミ
七
三
九
号
（
二
〇
一
六
年
）

三
一
頁
以
下
）。
改
正
民
法
五
四
一
条
た
だ
し
書
に
相
当
す
る
部
分
は
、
法
制
審
議
会
民
法
部
会
が
提
示
し
た
中
間
試
案
の
段
階
で
は
、「
そ
の
期
間

が
経
過
し
た
時
の
不
履
行
が
契
約
を
し
た
目
的
の
達
成
を
妨
げ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
も
の
と
す
る
。」
と
さ
れ
て
い
た
が
（【
部
会
資
料

（
六
七
六
）



委
任
の
解
除
に
関
す
る
判
例
法
理
の
条
文
化
と
半
強
行
法
規
性
（
長
谷
川
）

三
〇
九

11
│
1（
11
）】）、
中
間
試
案
の
公
表
後
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
コ
メ
ン
ト
を
経
て
、
要
綱
仮
案
の
取
り
ま
と
め
に
入
っ
た
段
階
で
、
契
約
目
的
達
成
不
能

に
代
え
て
不
履
行
の
軽
微
性
の
判
断
基
準
が
加
え
ら
れ
た
（
要
綱
仮
案
の
原
案
の
補
足
説
明
に
関
す
る
法
制
審
議
会
民
法
部
会
【
部
会
資
料
79
│

3
】）。

（
110
） 
潮
見
佳
男
『
新
債
権
総
論
』（
信
山
社
、
二
〇
一
七
年
）
五
七
頁
。
法
制
審
議
会
民
法
部
会
に
お
け
る
催
告
解
除
の
要
件
の
明
確
化
と
債
務
者

に
帰
責
事
由
と
い
う
要
件
を
設
け
な
い
こ
と
の
議
論
に
つ
い
て
、
商
事
法
務
編
『
民
法
（
債
権
関
係
）
の
改
正
に
関
す
る
中
間
試
案
の
補
足
説
明
』

（
商
事
法
務
、
二
〇
一
三
年
）
一
三
二
│
一
三
六
頁
、
と
く
に
一
三
六
頁
参
照
。

（
111
） 

大
判
明
治
三
三
・
四
・
一
八
民
録
六
輯
四
巻
八
七
頁
、
大
判
大
正
一
〇
・
一
二
・
六
民
録
二
七
輯
二
一
二
一
頁
。

（
112
） 

賃
貸
借
の
事
案
に
関
し
て
、
最
判
昭
和
四
一
・
四
・
二
一
民
集
二
〇
巻
四
号
七
二
〇
頁
、
最
判
昭
和
四
三
・
一
一
・
二
一
民
集
二
二
巻
一
二
号

二
七
四
一
頁
な
ど
。

（
113
） 

山
本
敬
三
「
契
約
の
拘
束
力
と
契
約
責
任
論
の
展
開
」
ジ
ュ
リ
一
三
一
八
号
（
二
〇
〇
六
年
）
八
七
頁
、
潮
見
佳
男
「
総
論
―
契
約
責
任
論
の

現
状
と
課
題
」
ジ
ュ
リ
一
三
一
八
号
（
二
〇
〇
六
年
）
八
一
頁
以
下
な
ど
。
改
正
前
の
民
法
に
お
け
る
催
告
解
除
と
重
大
不
履
行
解
除
の
関
係
に
つ

き
、
潮
見
佳
男
『
債
務
不
履
行
の
救
済
法
理
』（
信
山
社
、
二
〇
一
〇
年
）
九
九
頁
以
下
参
照
。

（
114
） 

道
垣
内
弘
人
＝
高
須
順
一
「
解
除
と
危
険
負
担
」
ジ
ュ
リ
一
五
一
六
号
（
二
〇
一
八
年
）
五
二
頁
以
下
、
六
二
│
六
三
頁
。

（
115
） 

契
約
の
趣
旨
と
は
、
合
意
の
内
容
や
契
約
書
の
記
載
内
容
だ
け
で
な
く
、
契
約
の
性
質
、
当
事
者
が
当
該
契
約
を
し
た
目
的
、
契
約
の
締
結
に

至
る
経
緯
を
始
め
と
す
る
契
約
を
め
ぐ
る
一
切
の
事
情
を
指
す
。
契
約
等
の
債
務
発
生
原
因
を
取
引
上
の
社
会
通
念
と
「
及
び
」
で
連
結
し
、
不
履

行
が
生
じ
た
後
の
債
権
者
・
債
務
者
の
法
律
関
係
に
つ
い
て
、「
契
約
の
趣
旨
」
に
よ
っ
て
調
和
を
図
る
趣
旨
で
あ
る
。
中
田
裕
康
「
民
法
（
債
権

法
）
改
正
の
対
立
軸
」
松
久
三
四
彦
ほ
か
編
著
『
社
会
の
変
容
と
民
法
の
課
題
﹇
上
巻
﹈』（
成
文
堂
、
二
〇
一
八
年
）
三
七
一
頁
以
下
、
三
七
四
│

三
七
五
頁
、
三
八
九
頁
。
大
村
敦
志
「
民
法
（
債
権
法
）
改
正
の
『
契
約
・
契
約
法
』
観
」
民
商
一
五
三
巻
一
号
（
二
〇
一
七
年
）
五
七
頁
以
下
、

六
八
頁
、
野
澤
正
充
「
契
約
責
任
法
の
新
た
な
展
開
│
瑕
疵
担
保
責
任
か
ら
契
約
不
適
合
責
任
へ
」
Ｎ
Ｂ
Ｌ
一
一
〇
七
号
（
二
〇
一
七
年
）
四
頁
以

下
、
七
頁
、
潮
見
・
前
掲
注（
108
）一
七
三
頁
。

（
116
） 

ヴ
ェ
ラ
ー
・
前
掲
注（
7
）三
三
二
│
三
四
二
頁
、
三
五
五
│
三
五
六
頁
。

（
六
七
七
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
三
号
（
二
〇
一
八
年
十
二
月
）

三
一
〇

（
117
） 

債
務
不
履
行
を
理
由
と
す
る
解
除
（
改
正
民
法
五
四
一
条
た
だ
し
書
）
の
場
合
に
は
、
債
権
者
の
相
手
方
に
対
す
る
損
害
賠
償
の
請
求
（
改
正

民
法
五
四
五
条
四
項
、
四
一
五
条
一
項
）
が
可
能
で
あ
る
。
改
正
民
法
四
一
五
条
は
、
従
前
の
民
法
四
一
五
条
後
段
に
い
う
「
債
務
者
の
責
に
帰
す

べ
き
事
由
」
と
い
う
文
言
を
一
般
的
免
責
事
由
と
位
置
づ
け
た
う
え
で
、
契
約
上
の
債
務
に
つ
い
て
の
基
本
的
な
判
断
基
準
を
「
契
約
そ
の
他
の
債

務
の
発
生
原
因
」
お
よ
び
「
取
引
上
の
通
念
」
に
求
め
る
も
の
と
し
た
。
債
務
者
が
免
責
を
得
る
た
め
に
は
、
単
に
債
務
者
が
注
意
義
務
を
尽
く
し

た
だ
け
で
は
足
ら
ず
、
当
該
契
約
の
性
質
、
契
約
を
し
た
目
的
、
契
約
締
結
に
至
る
経
緯
等
の
客
観
的
事
情
を
考
慮
し
て
、
そ
の
成
否
が
判
断
さ
れ

る
こ
と
に
な
る
。
立
法
に
参
画
し
た
関
係
者
に
よ
る
と
、
債
務
者
が
不
履
行
責
任
を
負
う
理
由
は
契
約
に
よ
り
約
束
し
た
債
務
を
履
行
し
な
い
と
い

う
「
契
約
の
拘
束
力
」
に
求
め
ら
れ
、
伝
統
的
な
過
失
責
任
の
原
則
を
根
拠
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。
潮
見
佳
男
「
債
権
法
改
正
と
『
債
務
不
履
行

の
帰
責
事
由
』」
法
曹
時
報
六
八
巻
三
号
（
二
〇
一
六
年
）
五
頁
以
下
、
八
│
九
頁
、
山
本
敬
三
「
契
約
責
任
法
の
改
正
」
法
曹
時
報
六
八
巻
三
号

（
二
〇
一
六
年
）
四
頁
以
下
、一
一
頁
。

（
118
） 

前
掲
注（
106
）に
引
用
の
各
文
献
参
照
。

（
119
） 

東
京
地
判
平
成
二
一
・
一
二
・
二
一
判
時
二
〇
七
四
号
八
一
頁
（
化
粧
品
の
製
造
・
販
売
等
を
目
的
と
し
て
委
託
先
と
の
間
で
委
託
契
約
を
締

結
し
た
発
注
者
が
委
託
先
の
ず
さ
ん
な
研
究
を
理
由
に
契
約
を
解
除
し
、
す
で
に
支
払
っ
た
研
究
費
等
の
返
還
を
求
め
た
と
い
う
事
案
）。

（
120
） 

改
正
前
の
民
法
六
五
一
条
の
解
釈
に
つ
き
、
川
井
・
前
掲
注（
35
）三
一
五
頁
は
肯
定
説
を
支
持
す
る
。
広
中
・
前
掲
注（
47
）二
九
三
頁
は
、
民

法
六
五
一
条
の
解
除
の
効
果
を
当
然
に
生
ず
る
も
の
で
な
い
と
し
な
が
ら
、
無
償
委
任
に
つ
い
て
は
こ
れ
を
肯
定
す
る
。
な
お
、
谷
口
知
平
編
『
注

釈
民
法
（
13
）』（
有
斐
閣
、
一
九
六
六
年
）
三
六
九
頁
﹇
遠
田
新
一
﹈
参
照
。

（
121
） 

法
務
大
臣
官
房
司
法
法
制
調
査
部
監
修
『〈
日
本
近
代
立
法
資
料
叢
書
12
〉
法
典
調
査
会
民
法
総
会
議
事
速
記
録
』（
商
事
法
務
、
一
九
八
八

年
）
三
頁
、
二
七
頁
以
下
。「
法
典
調
査
ノ
方
針
」
に
よ
る
と
、
規
範
に
つ
い
て
は
「
原
則
変
則
及
疑
義
ヲ
生
ス
ヘ
キ
事
項
ニ
関
ス
ル
規
則
」
を
掲

げ
る
に
と
ど
め
、「
細
密
ノ
規
定
」
は
定
め
な
い
（
一
一
条
）、
概
念
に
つ
い
て
は
「
立
法
上
特
ニ
定
解
ヲ
要
ス
ル
モ
ノ
」
を
除
き
「
定
義
種
別
引
例

等
」
は
削
除
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
（
一
三
条
）。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、〈
特
集
〉「
法
典
調
査
会
に
学
ぶ

│
債
権
法
改
正
に
よ
せ
て
⑴
⑵
」

ジ
ュ
リ
一
三
三
一
号
（
二
〇
〇
七
年
）
八
六
頁
以
下
、
一
三
三
三
号(

二
〇
〇
七
年
）
七
二
頁
以
下
参
照
。

（
122
） 

中
田
裕
康
「
継
続
的
契
約

│
日
仏
民
法
改
正
の
対
照
」
安
永
正
昭
ほ
か
監
修
『
民
法
改
正
と
民
法
学
Ⅱ　

債
権
総
論
・
契
約
（
1
）』（
商
事

（
六
七
八
）



委
任
の
解
除
に
関
す
る
判
例
法
理
の
条
文
化
と
半
強
行
法
規
性
（
長
谷
川
）

三
一
一

法
務
、
二
〇
一
八
年
）
四
七
三
頁
以
下
、
五
一
〇
頁
。

（
123
） 

今
般
の
債
権
法
改
正
に
お
い
て
は
、
中
間
試
案
の
後
、
要
綱
案
に
至
る
過
程
で
多
く
の
立
法
提
案
が
削
除
さ
れ
た
。
役
務
提
供
契
約
な
い
し
継

続
的
契
約
に
つ
い
て
は
、
通
常
の
典
型
契
約
よ
り
も
や
や
抽
象
度
の
高
い
、
し
か
し
、
双
務
契
約
や
有
償
契
約
よ
り
も
具
体
的
な
、
い
わ
ば
中
二
階

に
位
置
す
る
契
約
類
型
を
設
け
る
か
ど
う
か
が
検
討
さ
れ
た
。
役
務
提
供
契
約
に
つ
い
て
は
、
中
間
論
点
整
理
お
い
て
準
委
任
に
代
わ
る
役
務
提
供

契
約
の
受
皿
規
定
が
論
点
と
し
て
掲
げ
ら
れ
た
が
（
第
47
・
第
50
）、
中
間
試
案
で
は
役
務
提
供
契
約
に
関
す
る
一
般
的
基
底
を
置
く
こ
と
は
断
念

さ
れ
、
準
委
任
の
規
定
の
改
正
に
よ
る
と
い
う
提
案
が
さ
れ
た
（
第
41
│
6
）。
し
か
し
、
改
正
民
法
で
は
、
結
局
、
そ
れ
も
見
送
ら
れ
た
。
継
続

的
契
約
に
つ
い
て
は
、
中
間
試
案
の
段
階
で
立
法
提
案
が
示
さ
れ
た
が
（
第
34
）、
改
正
民
法
で
は
見
送
り
と
な
っ
た
。
ま
た
、
委
任
の
サ
ブ
類
型

と
し
て
、
仲
立
契
約
や
媒
介
契
約
な
ど
の
契
約
に
関
す
る
規
定
を
設
け
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
中
間
論
点
整
理
で
も
検
討
課
題
と
さ
れ
た
が

（
第
49
│
6
）、
こ
れ
ら
は
中
間
試
案
の
段
階
で
見
送
り
と
な
っ
た
。
改
正
民
法
で
は
、
混
合
契
約
お
よ
び
預
貯
金
契
約
に
つ
い
て
の
規
定
（
改
正
民

法
六
六
五
条
の
二
、六
六
六
条
の
三
）
を
新
設
す
る
に
と
ど
ま
っ
た
。
詳
細
は
、
前
掲
注（
9
）で
引
用
の
文
献
、
お
よ
び
、
中
田
・
前
掲
注（
115
）

四
七
四
│
四
八
八
頁
。

（
六
七
九
）





不
法
行
為
に
基
づ
く
損
害
賠
償
の
遅
延
利
息
に
遅
延
利
息
は
付
く
こ
と
に
な
る
か
（
益
井
）

三
一
三

不
法
行
為
に
基
づ
く
損
害
賠
償
の
遅
延
利
息
に

遅
延
利
息
は
付
く
こ
と
に
な
る
か

益　
　

井　
　

公　
　

司

一　

は
じ
め
に

遅
延
利
息
の
法
的
性
質
は
、
利
息
で
は
な
く
、
損
害
賠
償
で
あ
る
と
い
う
の
が
通
説
で
あ
る
（
1
）

。
不
法
行
為
に
基
づ
く
金
銭
に
よ
る
損
害

賠
償
に
は
不
法
行
為
の
時
か
ら
遅
延
利
息
が
付
く
と
い
う
の
が
判
例
・
通
説
で
あ
り
（
2
）

、
損
害
賠
償
で
あ
る
遅
延
利
息
の
支
払
い
が
遅
滞
し

て
い
る
場
合
、
こ
れ
に
対
し
さ
ら
に
遅
延
利
息
が
つ
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
不
法
行
為
に
基
づ
く
遅
延
利
息
の
支
払

い
が
遅
滞
に
陥
っ
て
い
る
場
合
に
は
単
利
で
は
な
く
複
利
計
算
に
よ
っ
て
損
害
賠
償
額
が
決
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
と

い
う
の
は
、
一
般
的
に
、
中
間
利
息
の
控
除
に
つ
い
て
は
、
実
務
上
は
複
利
で
計
算
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
と
の
平
仄
を
と
る
必
要
が
あ
る

よ
う
に
も
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
ず
、
民
法
の
条
文
と
先
の
通
説
・
判
例
だ
け
か
ら
見
て
も
、
次
の
よ
う
な
い
く
つ
か
の
読
み
方
を

論　

説

（
六
八
一
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
三
号
（
二
〇
一
八
年
十
二
月
）

三
一
四

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

①　

遅
延
利
息
は
損
害
賠
償
で
あ
る
と
解
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
そ
の
支
払
い
が
遅
滞
に
陥
っ
た
場
合
に
は
、
常
に
複
利
に
な
る
。
と
い

う
の
は
、
遅
延
利
息
が
支
払
わ
れ
て
い
た
な
ら
ば
債
権
者
は
そ
れ
を
法
定
利
率
で
運
用
す
る
こ
と
が
で
き
た
か
ら
で
あ
る
（
3
）

。
不
法
行
為
に

よ
る
損
害
賠
償
に
つ
い
て
は
不
法
行
為
の
時
か
ら
遅
滞
に
陥
る
と
の
通
説
・
判
例
と
の
整
合
性
を
考
え
る
と
遅
延
利
息
が
支
払
わ
れ
な
い

こ
と
に
よ
る
賠
償
で
あ
る
遅
延
利
息
に
つ
い
て
も
不
法
行
為
の
時
か
ら
発
生
し
、
不
法
行
為
に
よ
る
遅
延
利
息
は
常
に
不
法
行
為
時
か
ら

法
定
利
息
を
複
利
計
算
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
損
害
賠
償
額
が
決
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
考
え
に
よ
る
と
、
中
間
利
息
の
控
除
に
つ

い
て
複
利
で
な
し
て
い
る
こ
と
と
の
平
仄
も
取
れ
る
こ
と
に
な
る
。

②　

通
説
・
判
例
に
よ
り
不
法
行
為
時
か
ら
遅
延
利
息
は
発
生
す
る
が
、
遅
延
利
息
が
支
払
わ
れ
な
い
こ
と
に
よ
る
遅
延
利
息
に
対
す

る
遅
延
利
息
の
発
生
は
期
限
の
定
め
の
な
い
債
務
で
あ
る
か
ら
、
民
法
四
一
二
条
三
項
（
以
下
特
に
こ
と
わ
ら
な
い
場
合
は
、
民
法
の
条
文
で

あ
る
）
に
よ
る
と
、
請
求
に
よ
り
遅
滞
に
陥
り
、
遅
延
利
息
に
対
す
る
遅
延
利
息
は
四
一
九
条
に
よ
り
遅
滞
に
陥
っ
た
と
き
か
ら
支
払
う

こ
と
に
な
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
請
求
を
受
け
た
時
か
ら
複
利
計
算
に
よ
る
こ
と
に
な
る
。

③　

先
に
述
べ
た
通
説
・
判
例
と
異
な
り
不
法
行
為
に
よ
る
遅
延
利
息
の
発
生
は
、
期
限
の
定
め
が
な
い
債
務
で
あ
る
か
ら
、
四
一
二

条
三
項
の
規
定
に
よ
る
と
、
請
求
に
よ
り
遅
滞
に
陥
っ
た
時
か
ら
遅
延
利
息
が
発
生
し
、
遅
延
利
息
に
対
す
る
遅
延
利
息
は
四
〇
五
条
の

類
推
適
用
に
よ
り
、
遅
延
利
息
を
元
本
に
組
み
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。

④　

③
と
は
異
な
り
、
先
の
判
例
・
通
説
に
よ
り
不
法
行
為
の
時
か
ら
遅
延
利
息
は
付
さ
れ
、
民
法
は
利
息
に
つ
い
て
は
単
利
計
算
に

よ
る
こ
と
を
原
則
と
し
て
い
る
が
、
四
〇
五
条
は
利
息
の
組
み
入
れ
を
認
め
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
民
法
四
〇
五
条
を
類
推
適
用
し
て

遅
延
利
息
を
元
本
に
組
み
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
六
八
二
）



不
法
行
為
に
基
づ
く
損
害
賠
償
の
遅
延
利
息
に
遅
延
利
息
は
付
く
こ
と
に
な
る
か
（
益
井
）

三
一
五

⑤　

民
法
の
条
文
を
み
る
と
、
利
息
は
単
利
計
算
に
よ
る
こ
と
（
重
利
の
禁
止
）
が
原
則
と
さ
れ
て
お
り
、
不
法
行
為
に
基
づ
く
遅
延

利
息
に
対
し
、
遅
延
利
息
を
請
求
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
（
常
に
単
利
計
算
と
す
る
）。
こ
の
見
解
も
さ
ら
に
遅
延
利
息
自
体
の
発
生
に
つ

き
不
法
行
為
時
か
ら
遅
延
利
息
を
付
す
の
か
（
⑤
の
1
）、
四
一
二
条
三
項
に
よ
り
請
求
さ
れ
た
時
か
ら
遅
延
利
息
を
付
す
こ
と
に
な
る
の

か
（
⑤
の
2
）
に
考
え
方
が
分
か
れ
る
こ
と
な
る
。

こ
う
し
た
解
釈
論
の
う
ち
不
法
行
為
の
場
合
ど
の
よ
う
な
見
解
を
取
る
べ
き
か
を
検
討
し
よ
う
と
い
う
の
が
本
稿
の
目
的
で
あ
る
。
遅

延
利
息
の
法
的
性
質
は
損
害
賠
償
で
あ
る
と
い
い
な
が
ら
、
利
息
と
遅
延
利
息
の
関
係
を
ど
う
と
ら
え
て
い
く
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
例
え

ば
、
金
銭
の
貸
し
付
け
に
つ
き
年
六
分
の
利
息
を
付
す
こ
と
に
な
っ
て
い
た
が
、
弁
済
期
に
元
本
の
支
払
い
が
な
い
場
合
、
弁
済
期
以
後

は
遅
延
利
息
と
し
て
年
六
分
の
賠
償
を
す
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
利
息
の
約
定
は
弁
済
期
ま
で
で
、
そ
の
後
は
遅
延
利
息
（
年
六
分
）

と
い
う
損
害
賠
償
の
問
題
と
な
る
と
い
わ
れ
て
い
る
（
4
）

。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
に
考
え
る
と
弁
済
期
の
前
後
を
問
わ
ず
六
分
の
利
息
ま
た
は

遅
延
利
息
を
払
え
ば
足
り
、
弁
済
期
の
意
味
が
な
く
な
る
と
と
も
に
、
実
質
的
に
は
借
主
に
対
す
る
制
裁
も
な
く
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

こ
れ
を
防
ぐ
に
は
、
年
六
分
の
利
息
に
さ
ら
に
そ
れ
に
年
六
分
の
遅
延
利
息
が
付
さ
れ
る
と
い
う
よ
う
に
し
て
一
定
の
制
裁
を
科
す
こ
と

に
よ
っ
て
債
務
不
履
行
が
生
じ
る
こ
と
を
防
ぐ
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
（
も
っ
と
も
遅
延
利
息
が
支
払
わ
れ
れ
ば
そ
の
と
き
か
ら
運
用
で

き
た
の
で
あ
る
が
、
制
裁
的
な
こ
と
を
考
え
ず
、
そ
れ
を
填
補
す
る
こ
と
に
限
る
の
だ
と
す
れ
ば
、
②
〜
⑤
の
も
の
と
異
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
）。
そ

う
す
る
と
、
常
に
複
利
に
よ
る
こ
と
に
な
る
（
債
務
者
の
保
護
は
利
息
制
限
法
等
に
よ
る
）。
こ
う
し
た
見
解
に
立
っ
て
、
不
法
行
為
の
場
合

を
考
え
る
と
、
こ
れ
は
先
の
①
に
近
い
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
に
対
し
、
遅
延
利
息
と
い
う
損
害
賠
償
の
機
能
も
損
害
の
填
補
に
限
る
の
で

あ
る
か
ら
、
そ
う
し
た
制
裁
的
機
能
を
こ
こ
に
入
れ
る
べ
き
で
な
い
と
解
す
る
と
と
も
に
民
法
の
各
条
文
（
四
〇
五
条
、
四
一
九
条
）
の
趣

旨
を
生
か
そ
う
と
す
る
と
、
②
〜
⑤
の
見
解
を
検
討
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
際
に
は
、
不
法
行
為
の
場
合
、
不
法
行
為
時
か
ら
遅
延
利

（
六
八
三
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
三
号
（
二
〇
一
八
年
十
二
月
）

三
一
六

息
が
生
じ
る
と
い
う
の
が
現
在
の
通
説
・
判
例
で
あ
る
が
そ
の
よ
う
に
考
え
る
べ
き
な
の
か
な
ど
を
検
討
す
る
必
要
も
出
て
く
る
（
5
）

。
金
銭

消
費
貸
借
の
よ
う
に
金
銭
の
支
払
い
額
が
あ
ら
か
じ
め
決
ま
っ
て
い
る
債
務
の
不
履
行
の
場
合
に
つ
い
て
は
、
後
に
述
べ
る
よ
う
に
、
通

説
・
判
例
が
す
で
に
形
成
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
判
決
が
あ
る
ま
で
支
払
金
額
が
確
定
し
な
い
不
法
行
為
に
基
づ
く
損
害

賠
償
請
求
権
の
遅
延
利
息
に
遅
延
利
息
は
付
く
こ
と
に
な
る
か
、
付
く
と
し
た
な
ら
ば
ど
の
よ
う
な
形
に
よ
る
の
か
を
中
心
に
検
討
す
る

こ
と
に
し
た
い
。

二　

学
説
の
検
討

1　

四
〇
五
条
の
起
草
者
の
見
解

⑴　

旧
民
法
の
状
況

旧
民
法
三
九
四
条
は
次
の
よ
う
に
規
定
す
る
。

「
要
求
ス
ル
ヲ
得
ヘ
キ
元
本
ノ
利
息
ハ
填
補
タ
ル
ト
遅
延
タ
ル
ト
ヲ
問
ハ
ス
其
一
个
年
分
ノ
延
滞
セ
ル
毎
ニ
特
別
ニ
合
意
シ
又
ハ
裁
判

所
ニ
請
求
シ
且
其
時
ヨ
リ
後
ニ
非
サ
レ
ハ
此
ニ
利
息
ヲ
生
セ
シ
ム
ル
為
メ
元
本
に
組
入
ル
ル
コ
ト
ヲ
得
ス

然
レ
ト
モ
建
物
又
ハ
土
地
ノ
賃
貸
、
無
期
又
ハ
終
身
ノ
年
金
権
ノ
年
金
、
返
還
ヲ
受
ク
可
キ
果
実
又
ハ
産
出
物
ノ
如
キ
満
期
ト
為
リ
タ

ル
入
額
ハ
一
箇
年
未
満
ノ
延
滞
タ
ル
ト
キ
ト
雖
モ
請
求
又
ハ
合
意
ノ
時
ヨ
リ
其
利
息
ヲ
生
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

債
務
者
ノ
免
責
ノ
為
メ
第
三
者
ノ
払
ヒ
タ
ル
元
本
ノ
利
息
ニ
付
ヒ
テ
モ
亦
同
シ
」

本
稿
と
の
関
係
で
、
こ
の
規
定
に
つ
き
注
意
す
べ
き
点
は
次
の
点
で
あ
る
。

①
現
在
で
い
う
遅
延
利
息
に
も
重
利
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
が
明
確
に
な
っ
て
い
る
（
6
）

。

（
六
八
四
）



不
法
行
為
に
基
づ
く
損
害
賠
償
の
遅
延
利
息
に
遅
延
利
息
は
付
く
こ
と
に
な
る
か
（
益
井
）

三
一
七

②
延
滞
利
息
を
元
本
に
組
入
れ
て
こ
れ
に
利
息
を
生
じ
さ
せ
る
に
は
、
特
別
な
合
意
を
な
す
か
裁
判
所
に
請
求
す
る
こ
と
を
必
要
と
し

た
の
は
、
債
務
者
の
注
意
を
喚
起
す
る
の
に
必
要
な
こ
と
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、「
幾
数
年
分
ノ
利
息
延
滞
ス
ル
モ
合
意
又
は
請
求
ア
リ

テ
始
メ
テ
其
時
ヨ
リ
之
ニ
利
息
ヲ
生
セ
シ
ム
ル
こ
と

ヲ
得
ル
ノ
ミ
決
シ
テ
延
滞
利
息
ヲ
シ
テ
当
然
更
ニ
利
息
ヲ
生
セ
シ
ム
ル
ヘ
キ

ヲ
予
メ

要
約
ス
ル
ヲ
得
サ
ル
ナ
リ
（
7
）

」
と
い
う
よ
う
に
し
て
債
務
者
を
保
護
し
て
い
る
。

⑵　

現
行
民
法
の
起
草
者
の
見
解

穂
積
陳
重
に
よ
る
と
、
旧
民
法
の
規
定
と
は
異
な
り
、
本
案
で
は
手
続
き
を
簡
便
に
し
た
（
催
告
だ
け
で
足
り
る
と
し
た
）
の
は
、「
斯

ノ
如
ク
永
イ
間
払
フ
ベ
キ
利
息
ヲ
払
ハ
ズ
シ
テ
ウ
ツ
チ
ヤ
ツ
テ
置
キ
マ
シ
タ
リ
何
カ
ス
ル
場
合
ニ
債
権
者
ハ
相
当
ノ
保
護
ヲ
受
ケ
ナ
ケ
レ

バ
ナ
ラ
ヌ
カ
ラ
一
年
分
以
上
モ
延
滞
シ
テ
催
告
シ
テ
モ
尚
ホ
払
ハ
ヌ
ト
云
フ
ヨ
ウ
ナ
場
合
ニ
於
ケ
ル
債
権
者
ヲ
保
護
ス
ル
規
則
ニ
致
シ
マ

シ
タ
ノ
デ
ゴ
ザ
イ
マ
ス
」
と
そ
の
理
由
を
明
確
に
し
〔
下
線
は
筆
者
に
よ
る
。
以
下
、
下
線
が
あ
る
も
の
は
、
す
べ
て
筆
者
に
よ
る
も
の
で
あ
る
〕、

更
に｢

夫
レ
デ
此
規
則
ノ
上
カ
ラ
見
マ
シ
テ
モ
手
続
等
ノ
コ
ト
ニ
及
バ
ヌ
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
其
精
神
ニ
於
テ
モ
既
成
法
典
ト
ハ
違
ツ
テ
居
リ
マ

ス｣

と
す
る
（
8
）

。
つ
ま
り
、
債
務
者
を
保
護
す
る
た
め
の
も
の
で
は
な
く
、
債
権
者
を
保
護
す
る
た
め
の
も
の
と
な
っ
た
の
で
あ
る
（
と
は

い
え
、
当
然
に
重
利
が
認
め
ら
れ
る
の
で
は
な
く
四
〇
五
条
の
要
件
を
満
た
す
必
要
が
あ
り
、
こ
の
意
味
で
は
債
務
者
を
保
護
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
）。

民
法
修
正
案
（
前
三
篇
）
の
理
由
書
で
は
「
債
務
者
ノ
怠
慢
ヲ
責
メ
利
息
カ
一
年
分
以
上
延
滞
シ
タ
ル
場
合
ニ
於
テ
債
権
者
カ
其
催
告

ヲ
為
ス
モ
債
務
者
之
ヲ
支
払
ハ
サ
ル
ト
キ
ハ
直
チ
ニ
元
本
ニ
組
入
ル
ル
コ
ト
ヲ
得
（
9
）

」
と
説
明
し
、
債
務
者
の
怠
慢
を
責
め
る
手
段
と
し
て

四
〇
五
条
が
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
明
確
に
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
債
権
者
を
保
護
す
る
た
め
の
も
の
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
の
後
の
起
草
者
の
教
科
書
で
は
、
こ
の
よ
う
な
規
定
に
し
た
理
由
と
し
て
、
梅
謙
次
郎
は
、「
債
務
者
カ
利
息
ノ
支
払
ヲ
怠
ル
モ
債

権
者
ハ
決
シ
テ
之
ニ
重
利
ヲ
附
ス
ル
コ
ト
能
ハ
サ
ル
モ
ノ
ト
セ
ハ
債
権
者
ハ
尠
カ
ラ
サ
ル
損
害
ヲ
被
ム
リ
頗
ル
不
公
平
ト
謂
ハ
サ
ル
ヘ
カ

（
六
八
五
）
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ラ
ス
」
と
か
、「
毎
月
利
息
ヲ
払
フ
ベ
キ
場
合
ニ
其
支
払
ヲ
怠
レ
バ
損
害
賠
償
ノ
名
義
ヲ
以
テ
之
ニ
又
利
息
ヲ
附
ス
ル
コ
ト
ガ
当
然
デ
ア
ル

ヨ
ウ
デ
ア
リ
マ
ス
ケ
レ
ド
モ
、
併
ナ
ガ
ラ
慣
習
上
利
息
ニ
利
息
ヲ
附
ス
ル
コ
ト
ハ
滅
多
ニ
セ
ヌ
、
日
本
デ
モ
欧
羅
巴
デ
モ
ソ
ウ
デ
ア
ル
、

ソ
レ
故
ニ
普
通
ノ
意
思
ヲ
推
測
致
シ
マ
シ
テ
我
民
法
ハ
第
四
百
五
条
ノ
規
定
ヲ
設
ケ
テ
居
ル
（
11
）

」
と
説
明
し
、
富
井
政
章
は
、「
是
怠
慢
ナ

ル
債
務
者
ヲ
責
ム
ル
一
手
段
ニ
シ
テ
唯
其
利
息
ヲ
支
払
ハ
サ
ル
ハ
錯
誤
又
ハ
遺
忘
ニ
原
因
ス
ル
コ
ト
ア
ル
カ
故
ニ
一
応
催
告
ヲ
為
ス
コ
ト

ヲ
必
要
ト
シ
タ
ル
ナ
リ
（
12
）

」
と
説
明
す
る
。
つ
ま
り
、
利
息
の
支
払
い
が
遅
れ
た
場
合
、
債
権
者
を
保
護
す
る
た
め
に
、
怠
慢
な
る
債
務
者

を
責
め
る
手
段
と
し
て
損
害
賠
償
と
し
て
利
息
に
利
息
が
付
さ
れ
る
の
が
当
然
で
あ
る
こ
と
を
前
提
に
、
慣
習
や
当
事
者
の
通
常
の
意
思

を
推
測
し
て
、
現
行
の
四
〇
五
条
の
よ
う
な
限
定
（
利
息
の
一
年
分
以
上
の
延
滞
、
催
告
、
組
入
れ
の
意
思
表
示
）
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。
つ
ま
り
、
旧
民
法
の
債
務
者
を
保
護
す
る
と
い
う
観
点
か
ら
債
権
者
保
護
と
い
う
転
換
が
は
か
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

遅
延
利
息
の
支
払
い
が
遅
れ
た
場
合
ど
う
な
る
か
で
あ
る
が
、
遅
延
利
息
の
支
払
い
が
遅
延
す
れ
ば
そ
れ
に
損
害
賠
償
の
性
質
を
有
す

る
利
息
が
付
く
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
は
四
〇
五
条
の
規
定
に
よ
っ
て
処
理
さ
れ
る
と
考
え
て
い
た
よ
う
で
あ
る
（
13
）

。

交
通
事
故
の
様
な
賠
償
金
額
が
明
確
で
な
い
不
法
行
為
の
ケ
ー
ス
に
つ
い
て
の
遅
延
利
息
に
四
〇
五
条
の
適
用
が
あ
る
か
否
か
に
つ
い

て
は
、
起
草
過
程
や
起
草
者
の
教
科
書
で
は
議
論
の
対
象
と
な
っ
て
い
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
少
な
く
と
も
、
起
草
者
の
見
解
に
よ
る

と
、
利
息
に
利
息
が
付
さ
れ
る
の
は
、
利
息
の
支
払
い
を
怠
っ
た
と
い
え
る
場
合
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、

遅
延
利
息
の
支
払
い
が
遅
れ
た
場
合
に
も
遅
延
利
息
の
支
払
い
を
怠
っ
た
と
い
う
場
合
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
判
決
時
ま
で
賠
償
金
額
が

明
確
と
な
っ
て
い
な
い
不
法
行
為
の
場
合
に
遅
延
利
息
は
い
つ
か
ら
発
生
し
、
そ
の
支
払
い
を
怠
っ
た
と
い
う
の
は
い
つ
か
ら
な
の
か
を

再
検
討
す
る
必
要
が
出
て
く
る
こ
と
に
な
る
。

（
10
）

（
六
八
六
）



不
法
行
為
に
基
づ
く
損
害
賠
償
の
遅
延
利
息
に
遅
延
利
息
は
付
く
こ
と
に
な
る
か
（
益
井
）

三
一
九

2　

そ
の
後
の
学
説

⑴　

利
息
債
務
が
遅
滞
に
陥
っ
た
場
合
に
ど
う
処
理
す
る
の
か
（
四
一
九
条
の
適
用
が
あ
る
か
）

利
息
債
務
が
遅
滞
に
陥
っ
た
場
合
、
利
息
に
さ
ら
に
利
息
が
付
く
か
に
つ
き
、
も
し
、
四
一
九
条
の
適
用
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
遅
滞
し

た
利
息
は
、
遅
滞
の
時
か
ら
遅
延
賠
償
を
支
払
う
べ
き
こ
と
に
な
り
、
四
〇
五
条
は
全
く
無
意
味
に
な
る
か
ら
、
金
銭
債
務
不
履
行
の
場

合
に
は
当
然
、
約
定
な
い
し
法
定
利
率
に
よ
る
遅
延
利
息
を
生
ず
る
と
す
る
民
法
四
一
九
条
一
項
の
規
定
は
、
利
息
債
務
の
不
履
行
の
場

合
に
は
適
用
さ
れ
ず
、
四
〇
五
条
の
要
件
を
満
た
す
場
合
に
の
み
利
息
に
利
息
が
生
じ
る
と
の
見
解
が
通
説
で
あ
り
、
学
説
は
ほ
ぼ
一
致

し
て
い
る
（
14
）

。

⑵　

遅
延
利
息
債
務
が
遅
滞
に
陥
っ
た
場
合
、
ど
の
よ
う
に
処
理
す
る
か
（
四
一
九
条
に
よ
る
の
か
四
〇
五
条
に
よ
る
か
）

こ
の
場
合
に
も
先
の
⑴
と
同
様
に
四
〇
五
条
の
適
用
に
よ
り
処
理
す
べ
き
か
、
四
一
九
条
に
よ
る
の
か
が
問
題
と
な
っ
て
く
る
。
次
の

よ
う
な
説
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。

①
遅
延
利
息
は
損
害
賠
償
で
あ
り
、
そ
の
性
質
を
徹
底
し
、
四
一
九
条
一
項
を
適
用
し
、
金
銭
債
務
不
履
行
の
損
害
賠
償
債
務
と
同
様

に
、
債
権
者
の
催
告
に
よ
り
遅
滞
に
陥
り
、
そ
の
翌
日
か
ら
遅
延
損
害
金
（
遅
延
利
息
に
遅
延
利
息
が
生
じ
る
）
が
生
じ
、
四
〇
五
条
は
適

用
さ
れ
な
い
と
す
る
説
（
15
）

。
こ
れ
は
、
一
は
じ
め
に
の
部
分
で
述
べ
た
②
の
考
え
方
に
な
る
。

②
延
滞
利
息
に
準
じ
て
考
え
（
先
の
⑴
の
場
合
と
同
様
に
考
え
る
）、
四
〇
五
条
の
利
息
に
は
遅
延
利
息
も
含
ま
れ
る
と
す
る
説
（
16
）

。
こ
れ
は
、

の
ち
に
述
べ
る
判
例
②
の
と
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
な
ぜ
そ
の
よ
う
に
解
す
る
か
に
つ
い
て
の
理
由
は
、
そ
の
判
旨
に
お
い
て
明
確
に
な
っ

て
い
る
（
判
例
②
の
判
旨
参
照
の
こ
と
）。
こ
れ
は
、
一
は
じ
め
に
の
部
分
で
述
べ
た
③
④
の
考
え
方
に
な
る
（
違
い
は
不
法
行
為
時
か
ら
遅
延

利
息
が
付
く
か
、
四
一
二
条
三
項
に
よ
り
請
求
時
か
ら
遅
延
利
息
が
付
く
こ
と
に
な
る
か
の
違
い
で
あ
る
）

（
六
八
七
）
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三
二
〇

③
損
害
金
で
は
あ
る
が
、
本
来
の
債
務
が
金
銭
債
務
で
あ
る
こ
と
に
か
ん
が
み
、
損
害
金
が
日
毎
に
発
生
す
る
の
み
で
、
こ
れ
に
つ
い

て
の
重
ね
て
の
遅
延
損
害
金
の
発
生
を
認
め
な
い
説
（
17
）

。
金
銭
債
務
の
特
質
か
ら
説
明
さ
れ
る
と
い
う
。
こ
れ
は
、
一
は
じ
め
に
の
部
分
で

述
べ
た
⑤
の
考
え
方
に
よ
る
こ
と
に
な
る
。

⑶　

不
法
行
為
に
よ
り
生
じ
た
遅
延
利
息
に
も
遅
延
利
息
が
付
く
か

不
法
行
為
に
よ
り
生
じ
た
遅
延
利
息
に
も
遅
延
利
息
が
付
く
か
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
の
ほ
と
ん
ど
の
学
説
は
考
え
て
き
て
い
な
い

が
、
理
論
的
に
は
、
先
の
⑵
で
述
べ
た
も
の
と
同
じ
よ
う
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
に
対
し
、
潮
見
教
授
は
、
四
〇
五
条
に
よ
っ

て
処
理
し
よ
う
と
の
説
は
「
あ
く
ま
で
元
本
使
用
の
対
価
と
し
て
の
実
質
面
を
と
ら
え
た
の
で
あ
り
、
本
来
は
利
息
債
権
に
関
す
る
民
法

四
〇
五
条
の
規
律
を
金
銭
消
費
貸
借
の
場
面
で
の
遅
延
損
害
金
に
も
推
及
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
超
え
て
、
同
条
の
規
律
を
不
法
行

為
に
基
づ
く
損
害
賠
償
請
求
権
の
遅
延
利
息
（
遅
延
損
害
金
）
一
般
に
も
妥
当
さ
せ
る
の
は
適
切
で
な
い
。
交
通
事
故
な
ど
の
不
法
行
為

に
基
づ
く
損
害
賠
償
請
求
権
の
遅
延
損
害
金
（
遅
延
利
息
）
に
つ
い
て
は
、
組
入
重
利
を
認
め
る
べ
き
で
な
い
（
18
）

。」
と
い
う
。
し
か
し
、
金

銭
消
費
貸
借
の
場
合
に
の
み
四
〇
五
条
を
適
用
し
、
不
法
行
為
の
場
合
に
な
ぜ
適
用
で
き
な
い
の
か
の
理
由
が
明
確
で
は
な
い
。
遅
延
利

息
が
弁
済
期
に
支
払
わ
れ
て
い
れ
ば
そ
れ
を
運
用
し
て
利
益
（
遅
延
利
息
の
遅
延
利
息
）
を
上
げ
る
こ
と
が
で
き
た
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。

交
通
事
故
な
ど
の
不
法
行
為
に
基
づ
く
損
害
賠
償
請
求
権
の
遅
延
損
害
金
（
遅
延
利
息
）
に
つ
い
て
は
、
組
入
重
利
を
認
め
る
べ
き
で
な

い
理
由
は
、
判
決
が
あ
る
ま
で
賠
償
す
べ
き
金
額
が
明
確
で
な
い
の
に
不
法
行
為
時
か
ら
遅
延
利
息
が
付
く
こ
と
を
前
提
に
四
〇
五
条
の

重
利
の
規
定
を
認
め
る
こ
と
は
あ
ま
り
に
債
務
者
に
酷
で
あ
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
う
で
あ
る
と
す
る
と
、
不
法
行

為
の
場
合
に
お
け
る
遅
延
利
息
の
発
生
時
を
不
法
行
為
時
と
す
る
の
で
は
な
く
、
口
頭
弁
論
終
結
時
や
四
一
二
条
三
項
に
よ
り
請
求
時
と

す
る
こ
と
に
す
る
な
ら
ば
（
19
）

、
四
〇
五
条
を
適
用
で
き
て
い
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
起
草
者
の
言
う
よ
う
に
、
遅
延
利
息
を
一
年
以
上
支
払

（
六
八
八
）



不
法
行
為
に
基
づ
く
損
害
賠
償
の
遅
延
利
息
に
遅
延
利
息
は
付
く
こ
と
に
な
る
か
（
益
井
）

三
二
一

わ
な
い
怠
慢
な
債
務
者
を
保
護
す
る
必
要
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

三　

判
例
の
検
討

1　

不
法
行
為
に
関
す
る
判
例
に
入
る
前
に
、
◯ⅰ
債
務
不
履
行
に
よ
っ
て
生
じ
る
利
息
債
務
の
不
履
行
に
つ
い
て
四
一
九
条
の
適
用
が

あ
る
か
、
◯ⅱ
遅
延
利
息
に
も
四
〇
五
条
が
適
用
さ
れ
る
か
に
つ
い
て
み
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
◯ⅰ
に
関
し
て
は
、
貸
金
債
務
の
不
履
行
に

お
け
る
利
息
に
つ
い
て
さ
ら
に
利
息
が
付
く
か
に
つ
き
、
も
し
、
四
一
九
条
の
適
用
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
遅
滞
し
た
利
息
は
、
遅
滞
の
時

か
ら
遅
延
賠
償
を
支
払
う
べ
き
こ
と
に
な
り
、
民
法
四
〇
五
条
は
全
く
無
意
味
に
な
る
か
ら
、
金
銭
債
務
不
履
行
の
場
合
に
は
当
然
、
約

定
な
い
し
法
定
利
率
に
よ
る
遅
延
利
息
を
生
ず
る
と
す
る
民
法
四
一
九
条
一
項
の
規
定
は
、
利
息
債
務
の
不
履
行
の
場
合
に
は
適
用
さ
れ

な
い
と
い
う
の
が
、
次
の
判
例
①
で
あ
る
（
こ
れ
を
不
法
行
為
の
場
合
に
当
て
は
め
る
と
先
の
一
は
じ
め
に
の
①
②
は
採
り
得
な
い
こ
と
に
な
る
）。

ま
た
◯ⅱ
の
点
に
関
し
て
は
遅
延
利
息
に
つ
い
て
も
四
〇
五
条
が
適
用
さ
れ
る
と
す
る
の
が
判
例
②
で
あ
る
。
以
下
そ
れ
ら
の
判
例
に
つ
い

て
詳
細
に
見
る
こ
と
に
す
る
。

①　

大
判
大
正
六
年
三
月
五
日
民
録
二
三
輯
四
一
一
頁
。

Ｘ
（
原
告
、
被
控
訴
人
、
被
上
告
人
）
は
、
貸
金
の
利
息
の
支
払
に
つ
き
訴
状
送
達
時
か
ら
遅
滞
に
陥
っ
て
お
り
そ
の
支
払
い
が
あ
る
ま

で
、
四
一
九
条
が
適
用
さ
れ
る
も
の
と
し
て
そ
の
金
額
を
計
算
し
Ｙ
（
被
告
、
控
訴
人
、
上
告
人
）
に
請
求
し
た
。
原
審
は
こ
れ
を
認
め
、

利
息
に
対
し
て
も
四
一
九
条
が
適
用
さ
れ
る
も
の
と
判
断
し
た
。
こ
れ
に
対
し
、
Ｙ
が
原
審
の
よ
う
に
解
す
る
と
四
〇
五
条
の
規
定
が
無

意
味
に
な
る
の
で
四
〇
五
条
の
規
定
に
よ
る
べ
き
で
あ
る
と
し
て
上
告
し
た
。
こ
の
上
告
を
入
れ
、
原
審
を
破
棄
差
戻
し
、
そ
の
理
由
と

し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

（
六
八
九
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
三
号
（
二
〇
一
八
年
十
二
月
）

三
二
二

「
利
息
ハ
法
律
ニ
規
定
ア
ル
場
合
ノ
外
ハ
当
事
者
間
ノ
契
約
ニ
基
ツ
キ
生
ス
ル
モ
ノ
ナ
レ
ハ
契
約
ナ
キ
ト
キ
ハ
債
務
者
ニ
之
レ
カ
支
払

ヲ
為
ス
ヘ
キ
債
務
ア
ル
ヘ
キ
ニ
非
ス
故
ニ
元
本
ニ
対
シ
利
息
ヲ
支
払
フ
ヘ
キ
場
合
ト
雖
モ
重
利
ノ
契
約
ア
ル
ニ
非
サ
レ
ハ
債
務
者
ハ
利
息

ニ
対
シ
更
ニ
利
息
ヲ
支
払
フ
コ
ト
ヲ
要
セ
サ
ル
ハ
勿
論
ナ
リ
然
レ
ト
モ
債
務
者
ニ
於
テ
甚
シ
ク
利
息
ノ
支
払
ヲ
遅
滞
ス
ル
ニ
拘
ハ
ラ
ス
其

利
息
ニ
対
シ
利
息
ヲ
付
ス
可
カ
ラ
サ
ル
モ
ノ
ト
セ
ハ
債
権
者
ハ
利
息
ヲ
使
用
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
サ
ル
為
メ
尠
ナ
カ
ラ
サ
ル
損
害
ヲ
受
ク
ル
ニ

至
ル
ヘ
シ
是
レ
民
法
第
四
百
五
条
ニ
於
テ
『
利
息
カ
一
个
年
分
以
上
延
滞
シ
タ
ル
場
合
ニ
於
テ
債
権
者
ヨ
リ
催
告
ヲ
為
ス
モ
債
務
者
カ
利

息
ヲ
払
ワ
サ
ル
ト
キ
ハ
債
権
者
ハ
之
ヲ
元
本
ニ
組
入
ル
ル
コ
ト
ヲ
得
』
ト
規
定
シ
債
権
者
ヲ
シ
テ
其
利
息
ニ
対
ス
ル
利
息
ノ
支
払
ヲ
受
ク

ル
コ
ト
ヲ
得
セ
シ
メ
タ
ル
所
以
ニ
シ
テ
即
チ
此
規
定
ハ
利
息
ノ
延
滞
ニ
対
シ
債
権
者
ヲ
救
済
ス
ル
為
メ
特
ニ
設
ケ
ラ
レ
タ
ル
モ
ノ
ナ
リ
故

ニ
利
息
ノ
延
滞
ア
リ
タ
ル
場
合
ニ
於
テ
ハ
債
権
者
ハ
特
別
ノ
契
約
又
ハ
法
律
ノ
規
定
ア
ル
場
合
ハ
格
別
ナ
ル
モ
其
利
息
ニ
対
ス
ル
利
息
ニ

相
当
ス
ル
額
ヲ
以
テ
当
然
ニ
生
シ
タ
ル
損
害
ナ
リ
ト
シ
テ
之
レ
カ
賠
償
ヲ
受
ク
ル
コ
ト
ヲ
得
サ
ル
モ
ノ
ト
為
サ
サ
ル
可
カ
ラ
ス
若
シ
然
ラ

ス
ト
セ
ハ
債
権
者
ハ
債
務
者
カ
利
息
ノ
遅
滞
ス
ル
ヤ
直
ニ
其
利
息
ニ
対
シ
更
ニ
利
息
ニ
相
当
ス
ル
額
ノ
支
払
ヲ
受
ク
ル
ヲ
得
ル
コ
ト
ト
ナ

リ
民
法
四
百
五
条
ノ
規
定
ヲ
設
ケ
タ
ル
趣
旨
ニ
反
ス
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ス
遂
ニ
同
条
ノ
規
定
ヲ
無
用
ニ
帰
セ
シ
ム
ル
ニ
至
ラ
ン
夫
レ
此
ノ
如
ク

利
息
ノ
延
滞
ニ
因
リ
当
然
生
ス
ヘ
キ
損
害
ノ
救
済
ニ
付
特
別
ノ
規
定
ア
ル
ニ
由
テ
之
ヲ
観
レ
ハ
民
法
第
四
百
十
九
条
ノ
規
定
ハ
利
息
債
務

不
履
行
ノ
場
合
ニ
適
用
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ニ
非
サ
ル
コ
ト
疑
ヲ
容
レ
サ
ル
ヘ
シ
」

つ
ま
り
、
利
息
が
支
払
わ
れ
て
い
た
な
ら
ば
、
そ
の
利
息
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
利
息
を
使
用
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
た
損
害
の
賠
償
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
遅
滞
に
陥
っ
た
時
か
ら
四
一
九
条
を

適
用
し
て
た
だ
ち
に
そ
の
賠
償
が
で
き
る
と
す
る
と
四
〇
五
条
を
設
け
た
趣
旨
に
反
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
、
四
〇
五
条
に
よ
り
一
定
の

制
限
を
設
け
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

（
六
九
〇
）



不
法
行
為
に
基
づ
く
損
害
賠
償
の
遅
延
利
息
に
遅
延
利
息
は
付
く
こ
と
に
な
る
か
（
益
井
）

三
二
三

②　

大
判
昭
和
一
七
年
二
月
四
日
民
集
二
一
巻
一
〇
七
頁

Ｘ
（
原
告
、
上
告
人
）
は
、
Ｙ
（
被
告
、
被
上
告
人
）
が
延
滞
利
息
を
四
〇
五
条
に
基
づ
い
て
組
入
れ
た
点
に
つ
き
、
四
〇
五
条
は
約
定

利
息
に
関
し
て
の
み
適
用
さ
れ
、
履
行
遅
滞
に
よ
る
損
害
金
と
し
て
の
遅
延
利
息
に
は
適
用
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
を
理
由
に
、
Ｙ
の
な

し
た
組
入
元
本
の
利
息
の
支
払
い
は
錯
誤
に
基
づ
く
非
債
弁
済
に
あ
た
る
と
し
て
そ
の
返
還
を
求
め
た
の
が
本
件
で
あ
る
。
原
審
は
Ｘ
の

主
張
を
認
め
ず
、
延
滞
利
息
に
も
四
〇
五
条
は
適
用
さ
れ
る
と
判
断
し
た
。
そ
こ
で
Ｘ
が
上
告
。

大
審
院
は
、
上
告
を
棄
却
し
、
そ
の
理
由
と
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

「
遅
延
利
息
ハ
元
来
元
本
債
務
ノ
履
行
遅
滞
ニ
因
リ
テ
債
権
者
ノ
受
ケ
タ
ル
損
害
賠
償
タ
ル
ノ
性
質
ヲ
有
ス
ル
モ
其
ノ
損
害
ハ
債
権
者

カ
元
本
ノ
使
用
ニ
因
リ
テ
得
ヘ
カ
リ
シ
利
得
ノ
喪
失
ニ
外
ナ
ラ
サ
ル
ヲ
以
テ
元
本
使
用
ノ
対
価
タ
ル
ノ
性
質
ヲ
モ
有
ス
ル
モ
ノ
ト
言
ヒ
得

ハ
ク
此
ノ
意
味
ニ
於
テ
経
済
上
元
本
使
用
ノ
対
価
ト
シ
テ
元
本
債
務
ノ
弁
済
期
迄
ニ
生
ス
ル
約
定
利
息
ト
何
等
其
ノ
取
扱
ヲ
異
ニ
ス
ル
ノ

要
ヲ
見
ス
是
遅
延
利
息
ト
呼
ハ
ル
ル
所
以
ニ
シ
テ
現
ニ
民
法
ノ
規
定
中
ニ
於
テ
モ
利
息
ナ
ル
文
字
ヲ
以
テ
約
定
利
息
ノ
ミ
ナ
ラ
ス
遅
延
利

息
ヲ
モ
包
含
ス
ル
趣
旨
ニ
用
ヒ
タ
ル
ノ
例
乏
シ
カ
ラ
ス
而
シ
テ
民
法
第
四
百
五
条
ニ
所
謂
利
息
ナ
ル
文
字
ニ
付
之
ヲ
観
ル
ニ
若
シ
之
ヲ
以

テ
約
定
利
息
ノ
ミ
ヲ
指
称
シ
遅
延
利
息
ヲ
包
含
セ
サ
ル
モ
ノ
ト
セ
ハ
債
務
者
カ
元
本
債
務
ニ
付
未
タ
履
行
遅
滞
ナ
ク
単
ニ
約
定
利
息
ヲ
一

年
分
以
上
延
滞
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
債
権
者
ハ
催
告
シ
タ
ル
後
之
ヲ
元
本
ニ
組
入
ル
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
モ
債
務
者
カ
元
本
債
務
ノ
履
行
ヲ
遅
滞
シ

且
遅
延
利
息
ヲ
一
年
分
以
上
延
滞
シ
タ
ル
ニ
拘
ラ
ス
債
権
者
ハ
之
ヲ
元
本
債
務
ニ
組
入
ル
ル
コ
ト
ヲ
得
サ
ル
コ
ト
ト
ナ
リ
従
テ
債
務
者
ト

シ
テ
情
状
重
キ
後
ノ
場
合
ニ
却
テ
前
ノ
場
合
ニ
於
ケ
ル
カ
如
キ
複
利
ノ
責
ヲ
負
担
セ
サ
ル
コ
ト
ト
ナ
リ
正
義
衡
平
ニ
合
セ
サ
ル
ヲ
以
テ
同

条
ニ
所
謂
利
息
中
ニ
ハ
遅
延
利
息
ヲ
モ
包
含
ス
ル
モ
ノ
ト
解
ス
ル
ヲ
相
当
ト
ス
」

つ
ま
り
、
遅
延
利
息
に
つ
い
て
も
四
〇
五
条
が
適
用
さ
れ
る
理
由
と
し
て
、
①
遅
延
利
息
は
損
害
賠
償
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
元
本
の
使

（
六
九
一
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
三
号
（
二
〇
一
八
年
十
二
月
）

三
二
四

用
に
よ
る
得
べ
か
り
し
利
益
の
喪
失
で
あ
り
、
こ
の
意
味
で
元
本
使
用
の
対
価
と
し
て
約
定
利
息
と
な
ん
ら
異
な
ら
な
い
、
②
遅
延
利
息

を
含
ま
な
い
と
す
る
と
元
本
債
務
の
遅
滞
が
な
く
約
定
利
息
の
み
を
一
年
以
上
遅
滞
し
た
場
合
に
組
入
れ
が
で
き
る
の
に
、
元
本
債
務
を

遅
滞
し
か
つ
遅
延
利
息
を
一
年
以
上
遅
滞
し
た
場
合
に
組
入
れ
が
で
き
な
い
と
い
う
の
で
は
責
任
が
重
い
場
合
に
複
利
の
計
算
が
で
き
な

い
こ
と
に
な
り
、
両
者
の
均
衡
が
取
れ
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。

2　

不
法
行
為
に
よ
る
損
害
賠
償
に
つ
い
て
の
遅
延
利
息
に
つ
い
て
も
四
〇
五
条
の
適
用
を
肯
定
す
る
次
の
判
例
③
が
す
で
に
存
在
し

て
い
る
。

③　

大
判
昭
和
一
六
年
一
二
月
九
日
法
律
新
聞
四
七
四
九
号
一
二
頁

事
実
関
係
の
詳
細
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
が
、
原
審
が
四
〇
五
条
を
準
用
し
て
重
利
の
支
払
い
を
命
じ
た
の
は
違
法
で
あ
る
と
し
て
上
告

し
た
の
に
対
し
次
の
よ
う
な
理
由
で
上
告
を
棄
却
し
て
い
る
。

「
民
法
四
百
五
条
ノ
規
定
ハ
利
息
債
権
ヲ
元
本
債
権
ト
為
シ
更
ニ
利
息
ヲ
生
セ
シ
ム
ル
ハ
同
条
所
定
ノ
制
限
ニ
従
フ
ヘ
キ
モ
ノ
ト
ス
ル

趣
旨
ナ
ル
カ
故
ニ
元
本
債
権
及
利
息
債
権
中
元
本
債
権
ハ
既
ニ
弁
済
ト
ナ
リ
利
息
債
権
ノ
ミ
残
存
セ
ル
場
合
ニ
於
テ
モ
同
条
ノ
制
限
ニ
従

フ
ニ
於
テ
ハ
之
ヲ
元
本
債
権
ト
為
シ
得
ル
モ
ノ
ト
解
ス
ヘ
ク
其
他
不
法
行
為
ニ
因
ル
損
害
賠
償
債
務
ノ
不
履
行
ノ
為
メ
之
ヲ
基
本
ト
シ
テ

日
日
新
ニ
発
生
ス
ル
損
害
金
債
務
ニ
付
テ
モ
亦
同
条
ヨ
リ
類
推
シ
テ
既
ニ
一
年
分
以
上
延
滞
セ
ル
モ
ノ
ナ
ル
ト
キ
ハ
基
本
債
権
ハ
已す
で

ニ
弁

済
ト
ナ
リ
此
ノ
損
害
賠
償
債
権
ノ
ミ
残
存
セ
ル
場
合
ニ
於
テ
モ
債
権
者
ハ
之
ヲ
基
本
債
権
ト
為
シ
更
ニ
其
ノ
不
履
行
ニ
因
ル
遅
延
損
害
金

ノ
請
求
ヲ
為
シ
得
ル
モ
ノ
ト
解
ス
ル
ヲ
正
当
ト
ス
」

こ
の
判
例
は
不
法
行
為
に
よ
る
損
害
賠
償
債
務
の
本
体
部
分
の
賠
償
は
支
払
わ
れ
て
お
り
、
遅
延
利
息
の
支
払
い
が
な
さ
れ
て
い
な
い

ケ
ー
ス
で
あ
り
、
支
払
金
額
が
い
く
ら
か
は
両
当
事
者
に
と
っ
て
も
明
ら
か
で
あ
り
、
判
決
が
あ
る
ま
で
支
払
金
額
が
確
定
し
な
い
不
法

（
六
九
二
）



不
法
行
為
に
基
づ
く
損
害
賠
償
の
遅
延
利
息
に
遅
延
利
息
は
付
く
こ
と
に
な
る
か
（
益
井
）

三
二
五

行
為
に
基
づ
く
損
害
賠
償
請
求
権
の
遅
延
利
息
に
遅
延
利
息
は
付
く
こ
と
に
な
る
か
を
検
討
す
る
問
題
の
先
例
と
は
な
り
え
な
い
も
の
と

思
わ
れ
る
。
も
っ
と
も
、
債
務
不
履
行
で
あ
れ
不
法
行
為
で
あ
れ
賠
償
す
べ
き
金
額
が
決
ま
っ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
四
〇
五
条
の

適
用
が
認
め
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
判
例
と
し
て
の
意
味
を
持
っ
て
い
る
。

こ
の
問
題
の
先
例
と
な
る
の
は
、
次
に
述
べ
る
ク
ロ
ロ
キ
ン
薬
害
訴
訟
の
控
訴
審
の
判
断
（
判
例
④
）
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
判
決
に

は
重
要
な
争
点
が
い
く
つ
も
あ
り
、
遅
延
利
息
に
遅
延
利
息
が
付
く
か
と
い
う
こ
と
は
中
心
的
な
問
題
と
捉
え
ら
れ
て
お
ら
ず
、
こ
れ
ま

で
遅
延
利
息
に
遅
延
利
息
は
付
か
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
と
あ
い
ま
っ
て
こ
の
問
題
点
は
重
要
視
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
（
20
）

。

④　

東
京
高
判
昭
和
六
三
年
三
月
一
一
日
判
時
一
二
七
一
号
三
頁
（
ク
ロ
ロ
キ
ン
薬
害
訴
訟
）

原
告
が
遅
延
損
害
金
も
そ
の
性
質
は
損
害
賠
償
請
求
権
で
あ
る
か
ら
、
遅
延
損
害
金
に
つ
い
て
さ
ら
に
四
一
九
条
一
項
に
よ
り
遅
延
損

害
金
が
発
生
し
、
結
局
、
民
事
法
定
利
率
年
五
分
の
割
合
に
よ
る
複
利
計
算
に
よ
る
と
の
主
張
し
た
の
に
対
し
次
の
よ
う
に
述
べ
て
こ
れ

を
否
定
す
る
。

「
一
般
に
不
法
行
為
に
基
づ
く
損
害
賠
償
請
求
権
の
遅
延
損
害
金
に
つ
い
て
は
、
民
法
四
〇
五
条
の
適
用
は
な
く
、
も
っ
ぱ
ら
民
法

四
一
九
条
一
項
に
よ
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
そ
の
結
論
は
、
原
告
ら
の
主
張
と
は
反
対
に
、
当
然
に
右
遅
延
損
害
金
は
単
利
計
算

に
よ
る
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

す
な
わ
ち
、
民
法
四
〇
五
条
は
、
も
と
も
と
約
定
利
息
に
つ
い
て
の
規
定
で
あ
り
、
遅
延
利
息
に
も
同
条
の
適
用
が
あ
る
と
す
る
大
審

院
昭
和
一
七
年
二
月
四
日
判
決
・
民
集
二
一
巻
三
号
一
〇
七
ペ
ー
ジ
や
こ
れ
と
同
旨
の
学
説
（
我
妻
栄
・
新
訂
債
権
総
論
一
三
九
ペ
ー
ジ
、
吾

妻
光
俊
・
判
例
民
事
法
昭
和
一
七
年
度
二
九
ペ
ー
ジ
な
ど
）
が
あ
る
が
、
右
判
例
は
、
貸
金
債
権
に
つ
い
て
の
事
案
で
あ
り
、
右
学
説
も
、
右

判
例
の
存
在
を
前
提
と
し
て
契
約
に
基
づ
き
発
生
す
る
債
権
に
つ
い
て
の
約
定
の
遅
延
損
害
金
を
念
頭
に
置
い
て
論
じ
て
い
る
も
の
で

（
六
九
三
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
三
号
（
二
〇
一
八
年
十
二
月
）

三
二
六

あ
っ
て
、
右
判
例
や
学
説
が
い
わ
ゆ
る
法
定
債
権
関
係
で
あ
る
不
法
行
為
に
基
づ
く
損
害
賠
償
請
求
権
の
遅
延
損
害
金
に
当
然
に
妥
当
す

る
も
の
で
は
な
い
。
不
法
行
為
に
基
づ
く
損
害
賠
償
請
求
権
の
場
合
は
、
悪
意
の
受
益
者
（
民
法
七
〇
四
条
）
の
場
合
と
の
比
較
衡
量
や

被
害
者
救
済
の
観
点
か
ら
、
民
法
四
一
二
条
に
定
め
る
履
行
遅
滞
の
要
件
の
例
外
と
し
て
、
何
ら
の
催
告
を
要
す
る
こ
と
な
く
損
害
の
発

生
と
同
時
に
遅
滞
に
陥
る
と
す
る
の
が
判
例
（
最
高
裁
昭
和
三
七
年
九
月
四
日
判
決
・
民
集
一
六
巻
九
号
一
八
三
四
ペ
ー
ジ
）、
通
説
で
あ
る
う

え
、
右
損
害
賠
償
請
求
権
は
、
観
念
的
に
は
発
生
と
同
時
に
元
本
債
権
額
が
確
定
す
る
と
い
う
法
的
構
成
が
と
ら
れ
て
い
る
も
の
の
、
実

際
に
は
、
契
約
に
基
づ
く
債
権
の
場
合
と
は
異
な
り
、
殊
に
人
的
損
害
の
場
合
な
ど
は
多
く
の
不
確
定
的
な
要
素
を
含
ん
だ
複
雑
な
計
算

方
法
で
損
害
額
が
算
定
さ
れ
、
し
た
が
っ
て
、
裁
判
手
続
き
で
確
定
さ
れ
る
の
が
通
常
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
き
、
不
法
行
為
に
基
づ

く
損
害
賠
償
請
求
権
に
つ
い
て
履
行
遅
滞
の
要
件
の
緩
和
に
加
え
て
、
民
法
四
〇
五
条
の
適
用
ま
で
認
め
る
こ
と
は
、
債
権
者
を
不
当
に

優
遇
し
、
そ
の
反
面
と
し
て
債
務
者
に
酷
な
結
果
と
な
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
か
ら
、
同
条
の
適
用
の
余
地
は
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ

る
。そ

う
す
る
と
、
不
法
行
為
に
基
づ
く
損
害
賠
償
請
求
権
の
遅
延
損
害
金
は
、
民
法
四
一
九
条
一
項
に
よ
っ
て
律
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る

と
こ
ろ
、
右
条
項
は
、
金
銭
を
目
的
と
す
る
債
務
の
不
履
行
に
つ
い
て
は
そ
の
損
害
賠
償
額
は
法
定
利
率
に
よ
る
べ
き
こ
と
を
、
ま
た
、

約
定
利
率
が
法
定
利
率
を
超
え
る
と
き
は
約
定
利
率
に
よ
る
べ
き
こ
と
を
定
め
て
い
る
に
と
ど
ま
る
も
の
で
あ
り
、
右
条
項
自
体
が
原
告

ら
の
主
張
す
る
よ
う
に
遅
延
損
害
金
に
つ
い
て
さ
ら
に
遅
延
損
害
金
が
発
生
す
る
こ
と
ま
で
は
定
め
て
い
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
遅

延
利
息
に
つ
い
て
民
法
四
〇
五
条
の
適
用
が
あ
る
と
す
る
前
記
判
例
、
学
説
は
こ
の
こ
と
を
当
然
の
前
提
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
も
し
原

告
ら
の
主
張
す
る
よ
う
に
、
右
条
項
に
基
づ
き
遅
延
損
害
金
の
遅
延
損
害
金
が
発
生
し
、
し
か
も
不
法
行
為
に
基
づ
く
遅
延
損
害
金
は
発

生
と
同
時
に
遅
滞
に
陥
る
と
す
る
な
ら
ば
、
遅
延
損
害
金
の
遅
延
損
害
金
の
そ
の
ま
た
遅
延
損
害
金
が
発
生
す
る
と
い
う
結
果
と
な
り
、

（
六
九
四
）



不
法
行
為
に
基
づ
く
損
害
賠
償
の
遅
延
利
息
に
遅
延
利
息
は
付
く
こ
と
に
な
る
か
（
益
井
）

三
二
七

そ
の
不
当
な
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。」

こ
の
判
例
は
四
〇
五
条
の
適
用
を
認
め
な
い
理
由
と
し
て
「
不
法
行
為
に
基
づ
く
損
害
賠
償
請
求
権
に
つ
い
て
履
行
遅
滞
の
要
件
の
緩

和
に
加
え
て
、
民
法
四
〇
五
条
の
適
用
ま
で
認
め
る
こ
と
は
、
債
権
者
を
不
当
に
優
遇
し
、
そ
の
反
面
と
し
て
債
務
者
に
酷
な
結
果
と
な

る
」
と
の
理
由
を
挙
げ
る
。
こ
れ
は
、
後
に
述
べ
る
近
時
の
判
例
⑪
が
挙
げ
る
理
由
と
同
様
の
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
後
、
こ
の
判

例
の
結
論
、
遅
延
利
息
に
は
遅
延
利
息
は
付
か
な
い
（
単
利
で
計
算
す
る
）
と
い
う
こ
と
が
前
提
と
な
っ
て
ほ
と
ん
ど
の
判
決
が
な
さ
れ
て

き
た
が
、
最
近
こ
の
点
を
問
題
と
す
る
判
例
が
現
れ
て
き
て
い
る
。
な
お
判
決
が
あ
る
ま
で
支
払
金
額
が
確
定
し
な
い
不
法
行
為
に
よ
る

場
合
に
関
す
る
以
下
で
検
討
す
る
判
例
は
、
い
ず
れ
も
自
動
車
事
故
の
ケ
ー
ス
で
あ
り
、
人
身
侵
害
（
死
亡
・
障
害
）
に
よ
る
賠
償
が
遅

延
し
た
場
合
で
あ
る
（
い
ず
れ
の
判
例
も
通
説
判
例
に
よ
り
不
法
行
為
時
か
ら
遅
延
利
息
が
付
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
当
然
の
前
提
と
し
て
い
る
）。

次
の
⑴
に
挙
げ
る
判
例
は
、
先
の
判
例
①
②
を
前
提
と
し
て
居
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
に
対
し
て
、
次
の
⑵
で
挙
げ
る
判
例
は
先
の
判

例
②
を
否
定
す
る
よ
う
で
あ
る
（
つ
ま
り
、
判
例
②
は
、
判
決
が
あ
る
ま
で
支
払
金
額
が
確
定
し
な
い
不
法
行
為
の
場
合
に
は
当
て
は
ま
ら
な
い
）。

⑴　

四
〇
五
条
を
適
用
し
て
遅
延
利
息
を
元
本
に
組
み
入
れ
る
こ
と
を
認
め
る
判
例

⑤　

大
阪
地
判
平
成
二
一
年
八
月
三
一
日
交
民
集
四
二
巻
四
号
一
一
三
四
頁
（
三
一
歳
の
支
柱
の
死
亡
ケ
ー
ス
）

「
被
告
ら
は
、
不
法
行
為
に
基
づ
く
損
害
賠
償
請
求
権
に
は
法
定
重
利
に
関
す
る
民
法
四
〇
五
条
の
適
用
は
な
い
と
主
張
す
る
。
し
か

し
、
不
法
行
為
に
基
づ
く
損
害
賠
償
請
求
権
に
お
い
て
も
、
弁
済
の
充
当
に
お
い
て
も
ま
ず
遅
延
損
害
金
に
充
当
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
よ

う
に
、
元
本
と
は
別
に
遅
延
損
害
金
の
み
を
債
権
者
に
支
払
う
こ
と
は
禁
じ
ら
れ
て
お
ら
ず
、
不
法
行
為
に
基
づ
く
損
害
賠
償
の
方
法
に

関
す
る
民
法
七
二
二
条
は
民
法
四
一
七
条
を
引
用
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
四
〇
五
条
の
適
用
を
排
除
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
と
解
す

る
こ
と
は
で
き
ず
、
要
は
、
不
法
行
為
に
基
づ
く
損
害
賠
償
請
求
権
に
つ
い
て
民
法
四
〇
五
条
の
適
用
を
排
除
す
る
理
由
は
な
い
と
い
う

（
六
九
五
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
三
号
（
二
〇
一
八
年
十
二
月
）

三
二
八

べ
き
で
あ
る
。」

⑥　

大
阪
地
判
平
成
二
三
年
八
月
二
三
日
自
保
ジ
ャ
ー
ナ
ル
一
八
六
二
号
一
六
二
頁
（
死
亡
事
故
の
ケ
ー
ス
）

「
不
法
行
為
に
基
づ
く
損
害
賠
償
請
求
権
に
つ
い
て
も
、
民
法
四
〇
五
条
を
適
用
し
得
る
と
解
し
得
る
。
し
か
し
、
同
条
に
よ
る
元
本

組
入
が
な
さ
れ
る
た
め
に
は
、
既
発
生
の
遅
延
損
害
金
の
支
払
を
求
め
る
催
告
を
す
る
こ
と
、
相
当
期
間
経
過
後
に
発
生
遅
延
損
害
金
の

額
を
元
本
に
組
み
入
れ
る
旨
の
意
思
表
示
を
す
る
こ
と
を
要
す
る
と
解
さ
れ
る
と
こ
ろ
、
原
告
ら
代
理
人
が
発
送
し
、
平
成
二
一
年
一
〇

月
二
一
日
に
被
告
に
到
達
し
た
通
知
書
に
は
、「
本
件
事
故
が
貴
殿
の
過
失
に
よ
り
発
生
し
た
こ
と
は
明
白
で
あ
る
と
こ
ろ
、
通
知
人
ら

は
貴
殿
に
対
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
生
じ
た
損
害
を
賠
償
す
る
よ
う
本
書
を
も
っ
て
催
告
致
し
ま
す
。」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
の
み
で
、
遅

延
損
害
金
の
支
払
を
求
め
る
記
載
は
存
し
な
い
。
従
っ
て
、
前
記
通
知
を
も
っ
て
、
民
法
四
〇
五
条
所
定
の
催
告
が
な
さ
れ
た
と
す
る
こ

と
は
で
き
ず
、
ま
た
、
平
成
二
三
年
五
月
三
〇
日
ま
で
に
、
そ
れ
に
対
応
す
る
元
本
組
入
の
意
思
表
示
が
な
さ
れ
た
こ
と
を
認
め
る
に
足

り
る
証
拠
は
な
い
。
従
っ
て
、
前
記
通
知
書
を
前
提
と
す
る
、
原
告
ら
の
元
本
組
入
の
主
張
は
理
由
が
な
い
。

次
に
、
原
告
ら
は
、
平
成
二
三
年
五
月
三
〇
日
付
「
請
求
の
趣
旨
及
び
原
因
の
変
更
」
と
題
す
る
書
面
に
お
い
て
、「
本
書
面
を
以
て
、

本
件
事
故
に
基
づ
く
損
害
を
賠
償
す
る
よ
う
、
あ
ら
た
め
て
催
告
す
る
。」、「
上
記
二
回
の
催
告
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
被
告
は
原
告
に
対

し
、
本
件
事
故
に
基
づ
く
損
害
の
賠
償
金
を
支
払
わ
な
い
。
そ
こ
で
、
原
告
は
、
被
告
に
対
し
、
民
法
四
〇
五
条
に
基
づ
き
、
被
告
に
対

す
る
損
害
金
の
利
息
に
つ
い
て
元
本
組
入
を
求
め
る
。」
と
の
記
載
さ
れ
て
お
り
、
平
成
一
九
年
一
〇
月
二
三
日
か
ら
平
成
二
三
年
五
月

三
〇
日
ま
で
の
期
間
の
遅
延
損
害
金
（
利
息
）
に
つ
い
て
の
記
載
も
あ
る
と
こ
ろ
、
同
書
面
が
同
日
被
告
代
理
人
に
送
達
さ
れ
た
こ
と
、

原
告
ら
が
、
平
成
二
三
年
六
月
二
八
日
の
口
頭
弁
論
期
日
に
お
い
て
、
同
書
面
を
陳
述
し
た
こ
と
は
記
録
上
明
ら
か
で
あ
る
。

そ
う
す
る
と
、
前
記
書
面
の
記
載
を
総
合
す
れ
ば
、
原
告
ら
は
、
前
記
期
間
中
の
遅
延
損
害
金
に
つ
い
て
の
支
払
を
催
告
し
た
上
、
相

（
六
九
六
）



不
法
行
為
に
基
づ
く
損
害
賠
償
の
遅
延
利
息
に
遅
延
利
息
は
付
く
こ
と
に
な
る
か
（
益
井
）

三
二
九

当
期
間
経
過
後
の
平
成
二
三
年
六
月
二
八
日
の
口
頭
弁
論
期
日
に
お
い
て
、
元
本
組
入
の
意
思
表
示
を
し
た
も
の
と
評
価
し
う
る
。

従
っ
て
、
原
告
ら
の
損
害
賠
償
金
元
本
四
、九
三
九
万
五
、四
七
七
円
に
つ
い
て
、
三
年
二
二
〇
日
間
の
遅
延
損
害
金
は
八
八
九
万

七
、九
五
一
円
と
な
る
（
円
未
満
切
捨
）。
こ
れ
を
元
本
に
組
み
入
れ
る
と
五
、八
二
九
万
三
、四
二
八
円
と
な
る
。」

⑦　

札
幌
地
判
平
成
二
六
年
三
月
五
日L

E
X
/D
B
25503381

（
死
亡
事
故
の
ケ
ー
ス
）

「
原
告
ら
が
、
平
成
二
五
年
七
月
四
日
の
第
一
回
口
頭
弁
論
期
日
に
お
い
て
、
訴
状
を
陳
述
し
、
平
成
二
五
年
六
月
二
三
日
ま
で
に
遅

延
損
害
金
が
支
払
わ
れ
な
い
と
き
は
、
一
年
分
の
遅
延
損
害
金
を
元
本
に
組
み
入
れ
る
旨
の
意
思
表
示
を
し
た
こ
と
は
当
裁
判
所
に
顕
著

な
事
実
で
あ
る
。

そ
う
す
る
と
、
本
件
事
故
日
か
ら
一
年
を
経
過
し
た
平
成
二
五
年
六
月
二
二
日
ま
で
の
間
に
、
原
告
Ａ
の
損
害
賠
償
金
の
元
本

三
九
七
八
万
〇
八
二
九
円
に
対
し
、
遅
延
損
害
金
一
九
八
万
九
〇
四
一
円
が
、
同
様
に
原
告
Ｂ
の
損
害
賠
償
金
の
元
本
三
八
二
二
万

八
一
一
一
円
に
対
し
、
遅
延
損
害
金
一
九
一
万
一
四
〇
五
円
が
そ
れ
ぞ
れ
発
生
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
原
告
ら
の
意
思
表
示
に
よ
り
、
こ
れ

ら
の
一
年
分
の
遅
延
損
害
金
は
、
本
件
事
故
に
基
づ
く
原
告
ら
の
各
損
害
賠
償
金
の
元
本
に
組
み
入
れ
ら
れ
た
（
被
告
会
社
と
の
関
係
で
は
、

原
告
Ａ
の
損
害
賠
償
金
の
元
本
三
九
七
五
万
二
八
二
九
円
に
対
す
る
一
年
分
の
遅
延
損
害
金
一
九
八
万
七
六
四
一
円
が
、
原
告
Ａ
の
意
思
表
示
に
よ
り
、

本
件
事
故
に
基
づ
く
原
告
Ａ
の
損
害
賠
償
金
の
元
本
に
組
み
入
れ
ら
れ
た
。）。」

以
上
の
判
例
は
、
不
法
行
為
に
基
づ
く
遅
延
利
息
（
遅
延
損
害
金
）
に
つ
い
て
民
法
四
〇
五
条
は
当
然
に
適
用
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を

前
提
に
し
て
お
り
、
な
ぜ
そ
う
な
る
の
か
の
理
由
を
明
示
し
て
い
な
い
。
そ
の
理
由
は
、
遅
延
利
息
が
支
払
わ
れ
て
い
た
な
ら
ば
、
そ
の

遅
延
利
息
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
遅
延
利
息
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
た
損
害
の

賠
償
（
遅
延
利
息
の
利
息
分
）
を
債
権
者
は
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
四
一
九
条
の
適
用
を
認
め
る
と
四
〇
五
条
が
無

（
六
九
七
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
三
号
（
二
〇
一
八
年
十
二
月
）

三
三
〇

意
味
に
な
る
の
で
、
債
務
者
を
一
定
限
度
で
保
護
す
る
四
〇
五
条
の
適
用
で
処
理
し
よ
う
と
考
え
た
の
で
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り

先
の
①
判
例
の
理
由
を
踏
襲
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
も
っ
と
も
、
貸
金
債
務
の
債
務
不
履
行
の
よ
う
に
返
還
す
べ
き
金
額
が
明
確

で
あ
る
場
合
と
異
な
り
、
交
通
事
故
に
よ
る
不
法
行
為
の
よ
う
に
そ
の
賠
償
額
が
明
確
で
な
い
の
に
遅
滞
し
た
と
い
え
る
か
は
問
題
が
な

い
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
を
考
え
て
い
る
の
が
、
後
の
⑵
に
挙
げ
て
い
る
判
例
で
は
な
か
ろ
う
か
。
も
っ
と
も
不
法
行
為
で
も
金
銭
が
奪

わ
れ
た
と
い
う
よ
う
に
賠
償
す
べ
き
金
額
が
明
確
な
場
合
に
は
債
務
不
履
行
の
場
合
と
同
様
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

⑵　

遅
延
利
息
に
対
す
る
遅
延
利
息
を
認
め
な
い
判
例

⑧　

東
京
地
判
平
成
二
四
年
一
〇
月
二
四
日
自
保
ジ
ャ
ー
ナ
ル
一
八
八
六
号
六
九
頁

「
以
上
に
よ
れ
ば
、
被
告
は
、
原
告　

に
対
し
、
民
法
七
〇
九
条
に
基
づ
き
、
⑴
コ
⑵
カ
の
合
計
三
八
三
万
五
六
八
一
円
に
つ
い
て
損

害
賠
償
義
務
を
負
っ
て
お
り
、
か
か
る
義
務
は
、
本
件
事
故
日
で
あ
る
平
成
二
一
年
一
一
月
二
六
日
か
ら
遅
滞
に
陥
っ
て
い
る
こ
と
と
な

る
。と

こ
ろ
で
、
原
告　

は
、
既
発
生
の
遅
延
損
害
金
を
元
本
に
組
み
入
れ
る
旨
の
主
張
を
し
て
い
る
が
、
民
法
四
〇
五
条
の
趣
旨
に
照
ら

せ
ば
、
同
条
の
「
利
息
」
に
は
、
不
法
行
為
に
基
づ
く
損
害
賠
償
請
求
権
に
関
し
て
発
生
す
る
遅
延
損
害
金
は
含
ま
れ
な
い
と
解
さ
れ

る
。」⑨　

大
阪
地
判
平
成
二
五
年
七
月
四
日
交
通
民
集
四
六
巻
四
号
八
七
二
頁

「
原
告
ら
は
、
平
成
二
四
年
一
二
月
一
二
日
付
原
告
ら
準
備
書
面
に
よ
り
、
原
告
ら
に
対
す
る
損
害
賠
償
金
の
各
元
本
に
対
す
る
民
法

所
定
の
年
五
分
の
割
合
に
よ
る
遅
延
損
害
金
を
同
月
一
八
日
ま
で
に
支
払
う
よ
う
催
告
し
、
同
日
ま
で
に
支
払
が
な
い
と
き
に
は
、
上
記

遅
延
損
害
金
を
本
件
損
害
賠
償
金
の
元
本
に
組
み
入
れ
る
旨
の
意
思
表
示
を
行
う
旨
主
張
す
る
が
、
民
法
四
〇
五
条
の
趣
旨
に
照
ら
せ
ば
、

Ｘ₁

Ｘ₁

（
六
九
八
）



不
法
行
為
に
基
づ
く
損
害
賠
償
の
遅
延
利
息
に
遅
延
利
息
は
付
く
こ
と
に
な
る
か
（
益
井
）

三
三
一

同
条
の
「
利
息
」
に
は
、
不
法
行
為
に
基
づ
く
損
害
賠
償
請
求
権
に
関
し
て
発
生
す
る
遅
延
損
害
金
は
含
ま
れ
な
い
も
の
と
解
す
る
の
が

相
当
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
点
に
関
す
る
原
告
ら
の
主
張
は
、
理
由
が
な
い
。」

⑩　

東
京
地
裁
平
成
二
六
年
一
二
月
一
一
日
判
時
二
二
九
五
号
七
二
頁

「
原
告
Ｘ
は
、
元
本
組
入
れ
の
意
思
表
示
に
よ
る
法
定
重
利
を
主
張
す
る
が
、
Ｘ
が
元
本
組
入
れ
の
意
思
表
示
を
し
た
際
、
Ｘ
と
被
告

Ｙ
と
の
間
で
損
害
額
は
明
ら
か
に
な
っ
て
お
ら
ず
、
Ｘ
が
請
求
し
た
損
害
額
は
過
大
で
あ
る
と
こ
ろ
、
Ｘ
が
請
求
す
る
損
害
額
を
Ｙ
が
支

払
う
べ
き
義
務
は
な
く
、
損
害
額
を
争
う
Ｙ
に
お
い
て
、
法
定
重
利
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
の
は
公
平
に
欠
け
る
。
損
害
額
の
算
定
が
必
要

な
交
通
事
故
に
よ
る
不
法
行
為
に
基
づ
く
損
害
賠
償
請
求
権
に
関
し
、
発
生
す
る
遅
延
損
害
金
が
、
民
法
四
〇
五
条
の
利
息
に
含
ま
れ
る

と
解
釈
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。」

⑪　

東
京
高
判
平
成
二
七
年
五
月
二
七
日
判
時
二
二
九
五
号
六
五
頁
（
判
例
⑩
の
控
訴
審
（
21
）

）

ア　
「
民
法
四
〇
五
条
の
法
定
重
利
の
規
定
は
、
利
息
に
つ
い
て
一
年
分
以
上
の
延
滞
が
あ
っ
た
場
合
、
催
告
を
要
件
と
し
た
上
で
元

本
組
入
を
認
め
、
利
息
を
支
払
わ
な
い
怠
慢
な
債
務
者
を
責
め
、
債
権
者
を
保
護
す
る
こ
と
に
趣
旨
が
あ
る
と
こ
ろ
、
不
法
行
為
に
基
づ

く
損
害
賠
償
請
求
権
は
催
告
な
し
に
不
法
行
為
の
時
か
ら
遅
延
損
害
金
が
発
生
す
る
と
解
さ
れ
て
お
り
（
最
高
裁
判
所
昭
和
三
七
年
九
月
四

日
第
三
小
法
廷
判
決
・
民
集
一
六
巻
九
号
一
八
三
四
頁
）、
債
権
者
保
護
が
図
ら
れ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
に
加
え
て
、
遅
延
損
害
金
に
つ
い
て

民
法
四
〇
五
条
を
類
推
適
用
す
る
ま
で
の
必
要
が
あ
る
か
に
は
疑
問
の
余
地
が
あ
る
。
特
に
、
不
法
行
為
に
基
づ
く
損
害
賠
償
債
務
は
、

契
約
上
の
債
務
と
異
な
り
、
履
行
す
べ
き
額
が
債
務
者
に
と
っ
て
必
ず
し
も
明
ら
か
と
は
い
え
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
な
お
さ
ら
で
あ
る
。

控
訴
人
Ｘ
は
、
損
害
額
の
算
定
が
必
要
で
あ
る
こ
と
は
、
債
務
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
請
求
権
で
も
同
じ
で
あ
る
と
主
張
す
る
が
、

債
務
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
請
求
権
の
場
合
は
、
通
常
、
遅
延
損
害
金
の
基
礎
と
な
る
本
来
的
履
行
請
求
権
の
額
が
当
事
者
に
明
ら

（
六
九
九
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
三
号
（
二
〇
一
八
年
十
二
月
）

三
三
二

か
な
の
で
あ
っ
て
、
直
ち
に
同
列
に
論
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

イ　

ま
た
、
法
定
重
利
を
認
め
る
ま
で
に
債
務
者
が
怠
慢
で
あ
る
と
評
価
す
る
に
は
、
債
権
者
に
よ
る
催
告
の
額
が
、
客
観
的
な
利
息

な
い
し
遅
延
損
害
金
の
額
と
、
少
な
く
と
も
大
き
く
は
乖
離
し
て
い
な
い
こ
と
を
要
件
と
す
る
こ
と
が
公
平
に
適
す
る
と
こ
ろ
、
Ｘ
に
よ

る
平
成
二
三
年
九
月
一
四
日
の
催
告
の
基
礎
と
な
る
元
本
額
は
、
六
九
二
万
五
六
二
八
円
で
、
認
容
元
本
額
（
一
九
一
万
四
六
三
三
円
）
の

約
三
・
六
倍
と
大
幅
に
過
大
で
あ
り
、
そ
れ
に
伴
っ
て
遅
延
損
害
金
に
対
す
る
催
告
額
と
し
て
も
大
幅
に
過
大
で
あ
る
か
ら
、
民
法

四
〇
五
条
の
類
推
適
用
の
前
提
を
欠
く
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

ウ　

さ
ら
に
、
証
拠
《
略
》
に
弁
論
の
全
趣
旨
を
総
合
す
れ
ば
、
Ｘ
代
理
人
は
、
平
成
二
三
年
八
月
一
日
付
け
で
、
上
記
催
告
の
基
礎

と
な
る
計
算
内
容
を
Ｙ
代
理
人
に
連
絡
し
て
い
た
が
、
Ｙ
代
理
人
が
、
基
礎
収
入
を
賃
金
セ
ン
サ
ス
と
す
る
こ
と
の
合
理
性
を
検
証
す
る

た
め
に
実
収
入
額
を
開
示
す
る
よ
う
に
求
め
た
の
に
対
し
、
同
年
九
月
七
日
付
け
で
、「
実
収
入
額
は
個
人
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
に
強
く
関

わ
る
事
柄
で
あ
り
、
Ｘ
の
心
情
か
ら
し
て
、
訴
訟
手
続
で
あ
れ
ば
と
も
か
く
、
裁
判
外
に
お
け
る
示
談
交
渉
の
段
階
で
、
自
分
が
将
来
的

に
生
涯
を
通
じ
て
全
年
齢
平
均
賃
金
の
収
入
が
得
ら
れ
る
蓋
然
性
が
あ
る
か
ど
う
か
審
査
さ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
納
得
い
た
し
か
ね
る

と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。
も
し
、
実
収
入
の
開
示
が
な
け
れ
ば
、
示
談
で
き
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
訴
訟
手
続
も
や
む
を
得
な
い
と
思
料
い
た

し
ま
す
の
で
、
ご
連
絡
下
さ
い
。」
と
し
て
、
不
合
理
な
理
由
で
拒
否
し
、
Ｙ
が
Ｘ
の
請
求
額
が
妥
当
か
否
か
を
検
討
し
、
相
当
な
額
に

よ
る
任
意
の
履
行
を
す
る
機
会
を
奪
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
事
実
関
係
の
も
と
で
、
控
訴
人
が
法
定
重
利
の
主
張
を
す
る
の
は
権
利
の
濫
用
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

エ　

以
上
に
よ
れ
ば
、
本
件
の
遅
延
損
害
金
に
つ
い
て
民
法
四
〇
五
条
の
類
推
適
用
を
す
る
前
提
を
欠
く
か
、
Ｘ
が
法
定
重
利
の
主
張

を
す
る
の
が
権
利
の
濫
用
に
当
た
る
の
で
、
民
法
四
〇
五
条
は
類
推
適
用
さ
れ
な
い
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。」

（
七
〇
〇
）



不
法
行
為
に
基
づ
く
損
害
賠
償
の
遅
延
利
息
に
遅
延
利
息
は
付
く
こ
と
に
な
る
か
（
益
井
）

三
三
三

判
例
⑧
〜
⑪
は
、
四
〇
五
条
の
な
か
に
利
息
だ
け
で
な
く
遅
延
利
息
も
含
ま
れ
る
と
す
る
先
の
判
例
②
に
反
す
る
こ
と
に
な
る
が
、

四
〇
五
条
は
不
法
行
為
の
遅
延
利
息
に
は
適
用
さ
れ
な
い
と
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
矛
盾
を
回
避
し
て
い
る
。
そ
の
よ
う
に
解
す
る

理
由
と
し
て
判
例
⑧
⑨
は
四
〇
五
条
の
趣
旨
を
そ
の
理
由
に
挙
げ
る
が
、
そ
れ
は
結
局
の
と
こ
ろ
、
判
例
⑩
⑪
（
特
に
判
例
⑪
）
の
挙
げ

る
理
由
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
理
由
づ
け
に
は
疑
問
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
以
下
判
例
⑪
の
理
由
づ
け
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

◯ⅰ
「
不
法
行
為
に
基
づ
く
損
害
賠
償
債
務
は
、
契
約
上
の
債
務
と
異
な
り
、
履
行
す
べ
き
額
が
債
務
者
に
と
っ
て
必
ず
し
も
明
ら
か
と

は
い
え
な
い
」（
判
例
⑩
も
こ
の
理
由
を
挙
げ
る
）
と
い
う
の
で
あ
り
、
か
な
り
の
説
得
力
を
持
つ
が
、
も
し
そ
う
で
あ
れ
ば
そ
も
そ
も
不
法

行
為
時
か
ら
利
息
が
付
く
こ
と
に
な
る
と
の
こ
れ
ま
で
の
判
例
・
通
説
自
体
を
再
考
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。

◯ⅱ
「
民
法
四
〇
五
条
の
法
定
重
利
の
規
定
は
、
利
息
に
つ
い
て
一
年
分
以
上
の
延
滞
が
あ
っ
た
場
合
、
催
告
を
要
件
と
し
た
上
で
元
本

組
入
を
認
め
、
利
息
を
支
払
わ
な
い
怠
慢
な
債
務
者
を
責
め
、
債
権
者
を
保
護
す
る
こ
と
に
趣
旨
が
あ
る
と
こ
ろ
、
不
法
行
為
に
基
づ
く

損
害
賠
償
請
求
権
は
催
告
な
し
に
不
法
行
為
の
時
か
ら
遅
延
損
害
金
が
発
生
す
る
と
解
さ
れ
て
お
り
（
最
高
裁
判
所
昭
和
三
七
年
九
月
四
日

第
三
小
法
廷
判
決
・
民
集
一
六
巻
九
号
一
八
三
四
頁
）、
債
権
者
保
護
が
図
ら
れ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
に
加
え
て
、
遅
延
損
害
金
に
つ
い
て
民

法
四
〇
五
条
を
類
推
適
用
す
る
ま
で
の
必
要
が
あ
る
か
に
は
疑
問
の
余
地
が
あ
る
。」
と
い
う
が
（
判
例
④
の
ク
ロ
ロ
キ
ン
薬
害
事
件
で
も
同

様
の
理
由
を
述
べ
る
）、
こ
れ
は
、
起
草
者
の
言
う
「
利
息
を
支
払
わ
な
い
怠
慢
な
債
務
者
を
責
め
、
債
権
者
を
保
護
す
る
」
と
す
る

四
〇
五
条
の
趣
旨
を
無
視
し
、
そ
の
理
由
と
し
て
、「
不
法
行
為
の
時
か
ら
遅
延
損
害
金
が
発
生
す
る
」
こ
と
で
債
権
者
は
保
護
さ
れ
て

い
る
か
ら
と
い
う
の
で
は
、
理
由
づ
け
に
十
分
な
説
得
性
が
見
ら
れ
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
遅
延
利
息
が
付
く
と

い
う
こ
と
は
債
務
者
に
怠
慢
が
あ
る
と
い
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
支
払
う
べ
き
金
額
が
決
ま
っ
て
い
な
い
の
に
そ
う
い
え
る
の
か
は

問
題
で
あ
る
。
そ
う
だ
と
い
え
る
た
め
に
は
、「
不
法
行
為
時
か
ら
遅
延
損
害
金
が
発
生
す
る
」
と
の
見
解
を
と
っ
た
場
合
、
誠
実
な
債

（
七
〇
一
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
三
号
（
二
〇
一
八
年
十
二
月
）

三
三
四

務
者
は
直
ち
に
支
払
お
う
に
も
支
払
う
べ
き
金
額
が
決
ま
っ
て
い
な
い
の
で
あ
り
、
債
務
者
が
遅
延
利
息
の
発
生
を
免
れ
る
か
そ
の
額
を

減
少
さ
せ
る
た
め
に
、
適
切
と
思
わ
れ
る
金
額
を
提
供
・
供
託
で
き
る
と
い
う
新
た
な
制
度
の
構
築
が
必
要
な
よ
う
に
思
わ
れ
る
（
22
）

。

◯ⅲ
「
法
定
重
利
を
認
め
る
ま
で
に
債
務
者
が
怠
慢
で
あ
る
と
評
価
す
る
に
は
、
債
権
者
に
よ
る
催
告
の
額
が
、
客
観
的
な
利
息
な
い
し

遅
延
損
害
金
の
額
と
、
少
な
く
と
も
大
き
く
は
乖
離
し
て
い
な
い
こ
と
を
要
件
と
す
る
こ
と
が
公
平
に
適
す
る
と
こ
ろ
、
Ｘ
に
よ
る
平
成

二
三
年
九
月
一
四
日
の
催
告
の
基
礎
と
な
る
元
本
額
は
、
六
九
二
万
五
六
二
八
円
で
、
認
容
元
本
額
（
一
九
一
万
四
六
三
三
円
）
の
約

三
・
六
倍
と
大
幅
に
過
大
で
あ
り
、
そ
れ
に
伴
っ
て
遅
延
損
害
金
に
対
す
る
催
告
額
と
し
て
も
大
幅
に
過
大
で
あ
る
か
ら
、
民
法
四
〇
五

条
の
類
推
適
用
の
前
提
を
欠
く
」
と
い
う
の
で
あ
る
が
、
債
権
者
が
い
く
ら
の
賠
償
額
を
求
め
る
か
は
自
由
で
あ
り
、
最
終
的
に
は
裁
判

で
遅
延
損
害
金
を
含
め
た
賠
償
額
が
決
ま
る
の
で
あ
り
、
そ
こ
で
決
ま
っ
た
遅
延
損
害
金
に
四
〇
五
条
の
適
用
を
認
め
れ
ば
足
り
る
の
で

は
な
か
ろ
う
か
（
23
）

。
ま
た
判
例
⑪
の
「
ウ
」
の
部
分
で
認
定
し
て
い
る
事
実
（
不
合
理
な
理
由
で
実
収
入
額
の
開
示
を
拒
み
、
Ｙ
が
Ｘ
の
請
求
が
妥

当
か
否
か
を
検
討
す
る
機
会
を
奪
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
）
か
ら
、
Ｘ
が
法
定
重
利
を
主
張
す
る
の
は
権
利
の
濫
用
と
な
る
と
い
う
が
、
こ
れ

も
不
法
行
為
時
か
ら
遅
延
利
息
が
付
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
当
然
の
前
提
と
し
て
議
論
す
る
か
ら
こ
の
よ
う
に
な
る
の
で
あ
り
、
賠
償
金

の
請
求
時
や
口
頭
弁
論
終
結
時
か
ら
遅
延
利
息
が
発
生
す
る
と
す
る
な
ら
ば
権
利
濫
用
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
議
論
す
る
必
要
も
な
い
よ

う
に
思
わ
れ
る
。
債
権
者
が
損
害
賠
償
の
算
定
の
根
拠
を
債
務
者
に
示
す
べ
き
で
あ
る
と
の
信
義
則
に
基
づ
く
「
債
権
者
の
協
力
義
務
」

と
い
う
こ
と
も
考
え
、
債
務
者
が
な
る
べ
く
早
急
に
賠
償
金
を
支
払
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
に
も
、
加
害
者
は
公
正
と
認
め

る
額
を
被
害
者
側
に
支
払
う
こ
と
が
で
き
、
ま
た
被
害
者
側
が
受
領
を
拒
絶
し
た
場
合
に
は
弁
済
供
託
で
き
、
こ
れ
に
よ
り
当
該
支
払
額

に
係
る
支
払
日
後
の
利
息
を
免
れ
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
よ
う
に
、
平
成
二
六
年
度
改
正
会
社
法
に
よ
っ
て
設
け
ら
れ
た
「
株
式
買
収

請
求
に
係
る
株
式
等
の
価
格
決
定
前
の
支
払
制
度
」
の
趣
旨
を
類
推
し
て
処
理
で
き
る
制
度
を
確
立
す
べ
き
で
あ
ろ
う
（
24
）

。 （
七
〇
二
）



不
法
行
為
に
基
づ
く
損
害
賠
償
の
遅
延
利
息
に
遅
延
利
息
は
付
く
こ
と
に
な
る
か
（
益
井
）

三
三
五

四　

お
わ
り
に

判
例
⑪
を
中
心
と
す
る
こ
れ
ま
で
の
判
例
が
、
不
法
行
為
に
基
づ
く
損
害
賠
償
額
が
債
務
者
に
と
っ
て
明
ら
か
で
な
い
こ
と
が
、
遅
延

利
息
を
元
本
に
組
入
れ
る
こ
と
を
否
定
す
る
（
四
〇
五
条
の
適
用
を
否
定
す
る
）
こ
と
の
理
由
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
も
そ
も
不
法
行
為
時
か

ら
遅
延
利
息
が
発
生
す
る
と
い
う
こ
と
も
否
定
さ
る
べ
き
で
は
な
い
か
。
つ
ま
り
、
不
法
行
為
の
場
合
、
不
法
行
為
と
同
時
に
遅
滞
に
陥

る
と
の
判
例
・
通
説
を
認
め
る
か
否
か
が
重
要
と
な
る
（
25
）

。
不
法
行
為
の
場
合
支
払
う
金
額
が
い
ま
だ
確
定
し
て
い
な
い
の
に
、
遅
滞
に
陥

る
と
す
る
の
は
不
合
理
で
あ
り
、
損
害
額
が
確
定
し
た
時
（
口
頭
弁
論
終
結
時
）
に
遅
滞
に
陥
る
と
解
す
べ
き
で
あ
る
が
（
26
）

、
訴
訟
の
遅
延
や

訴
訟
を
故
意
に
遅
ら
せ
る
と
い
っ
た
こ
と
等
を
考
え
た
場
合
、
四
一
二
条
に
よ
り
請
求
時
ま
た
は
訴
状
送
達
時
を
基
準
と
す
べ
き
で
あ

る
（
27
）

。
そ
う
す
る
と
金
銭
を
詐
取
し
た
と
い
う
よ
う
な
支
払
う
べ
き
金
額
が
確
定
し
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
不
法
行
為
時
か
ら
遅
延
利

息
が
発
生
し
て
い
い
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
が
（
28
）

、
こ
の
場
合
に
不
法
行
為
時
か
ら
発
生
す
る
利
息
は
遅
延
利
息
で
は
な
く
、
奪
わ
れ
た
金
銭

が
利
用
で
き
な
い
こ
と
に
よ
る
損
害
を
抽
象
的
に
算
定
し
て
利
息
損
害
を
認
め
る
の
で
あ
る
と
考
え
る
（
29
）

。
こ
の
よ
う
に
考
え
て
い
く
と
、

不
法
行
為
の
場
合
も
、
四
一
二
条
三
項
に
よ
り
請
求
さ
れ
た
と
き
か
ら
遅
滞
に
陥
り
、
四
〇
五
条
を
適
用
す
べ
き
で
あ
る
（
前
述
の
一
の

③
の
見
解
）。
起
草
者
の
言
う
よ
う
に
、
遅
延
利
息
を
一
年
以
上
支
払
わ
な
い
怠
慢
な
債
務
者
を
保
護
す
る
必
要
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
な

お
、
安
全
配
慮
義
務
の
場
合
、
債
務
不
履
行
時
に
は
不
法
行
為
と
同
様
に
支
払
う
べ
き
損
害
賠
額
は
明
確
で
は
な
い
が
、
判
例
に
よ
る
と

遅
滞
に
陥
る
の
は
請
求
の
時
か
ら
で
あ
る
か
ら
（
30
）

、
四
〇
五
条
の
適
用
を
肯
定
し
て
よ
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

判
例
が
不
法
行
為
時
か
ら
遅
滞
に
陥
り
、
遅
延
利
息
を
付
す
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
た
の
は
、
な
る
べ
く
は
や
く
被
害
者
が
賠
償
金
を

得
る
よ
う
に
し
て
や
り
た
い
（
つ
ま
り
、
加
害
者
は
不
法
行
為
時
に
直
ち
に
賠
償
す
べ
き
で
あ
る
）
と
い
う
こ
と
を
狙
い
と
し
て
い
る
の
で
あ
ろ

（
七
〇
三
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
三
号
（
二
〇
一
八
年
十
二
月
）

三
三
六

う
が
、
支
払
う
べ
き
賠
償
金
額
も
わ
か
ら
ず
、
適
切
と
考
え
ら
れ
る
額
を
提
供
し
て
も
相
手
方
が
不
十
分
な
額
で
あ
る
と
し
て
受
取
を
拒

絶
し
た
場
合
、
供
託
も
で
き
な
い
と
い
う
の
で
は
、
加
害
者
と
し
て
は
遅
延
利
息
の
発
生
を
防
ぐ
方
法
が
な
い
こ
と
に
な
る
。「
株
式
買

収
請
求
に
係
る
株
式
等
の
価
格
決
定
前
の
支
払
制
度
」
の
趣
旨
を
類
推
し
て
処
理
す
る
と
被
害
者
と
加
害
者
の
利
害
を
う
ま
く
調
整
で
き

る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
（
31
）

。

以
上
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
供
託
で
き
る
場
合
を
拡
張
す
る
と
と
も
に
、
不
法
行
為
の
場
合
に
お
け
る
遅
延
利
息
の
発
生
時
を
不
法
行

為
時
と
す
る
の
で
は
な
く
、
口
頭
弁
論
終
結
時
や
四
一
二
条
三
項
に
よ
り
請
求
時
と
す
る
な
ら
ば
、
四
〇
五
条
を
適
用
で
き
て
い
い
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
起
草
者
の
言
う
よ
う
に
、
遅
延
利
息
を
一
年
以
上
支
払
わ
な
い
怠
慢
な
債
務
者
を
保
護
す
る
必
要
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

な
お
「
交
通
事
故
に
お
け
る
逸
失
利
益
の
算
定
に
つ
い
て
の
共
同
提
言
（
32
）

」
に
お
い
て
中
間
利
息
は
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
を
と
る
も
の
と
さ

れ
（
33
）

、
ほ
と
ん
ど
の
判
例
は
複
利
で
計
算
さ
れ
て
い
る
中
間
利
息
と
の
バ
ラ
ン
ス
が
問
題
と
な
る
が
、
将
来
も
ら
う
べ
き
額
を
現
在
一
括
し

て
も
ら
う
こ
と
に
よ
る
損
害
算
定
（
中
間
利
息
を
複
利
で
控
除
す
る
）
の
問
題
と
遅
延
利
息
の
問
題
は
一
応
別
個
の
問
題
で
あ
る
。
し
か
し
、

中
間
利
息
の
控
除
を
複
利
で
算
定
す
る
の
は
現
在
の
取
引
社
会
で
は
借
入
金
利
息
等
が
複
利
で
計
算
さ
れ
る
の
が
一
般
で
あ
る
こ
と
（
約

定
で
複
利
に
す
る
こ
と
は
自
由
で
あ
る
）
に
よ
っ
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
民
法
で
は
原
則
と
し
て
単
利
で
計
算
す
る
と
の
考
え
と
齟
齬

が
生
じ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
複
利
と
す
る
こ
と
で
遅
延
利
息
が
雪
だ
る
ま
式
に
増
え
て
い
く
こ
と
は
、
加
害
者
に
な
る
べ
く
は
や
く

損
害
賠
償
を
支
払
う
よ
う
促
す
効
果
が
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
額
が
短
期
間
で
大
き
く
な
り
す
ぎ
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
適
当
で
は
な
い
。

金
銭
を
借
り
入
れ
た
場
合
、
商
人
等
が
取
引
を
す
る
際
に
は
複
利
で
計
算
し
て
も
そ
の
分
の
利
益
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
消
費
者

等
が
借
り
入
れ
る
場
合
に
は
そ
の
よ
う
に
考
え
て
い
い
か
問
題
で
あ
る
し
、
四
〇
五
条
で
な
さ
れ
て
い
る
価
値
判
断
を
解
釈
論
で
は
無
視

で
き
な
い
と
思
わ
れ
る
。
そ
う
す
る
と
、
一
は
じ
め
に
の
箇
所
で
述
べ
た
①
の
考
え
方
を
と
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

（
七
〇
四
）



不
法
行
為
に
基
づ
く
損
害
賠
償
の
遅
延
利
息
に
遅
延
利
息
は
付
く
こ
と
に
な
る
か
（
益
井
）

三
三
七

こ
の
問
題
は
、
遅
延
利
息
の
発
生
時
期
（
34
）

、
損
害
論
、
金
銭
評
価
す
べ
き
時
期
な
ど
と
の
関
係
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
な
ど
検
討
す
べ

き
問
題
は
多
く
、
最
終
的
な
結
論
を
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
以
上
検
討
し
た
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
起
草
者
の
言
う
よ
う
に
遅
延
利
息

を
一
年
以
上
支
払
わ
な
い
怠
慢
な
債
務
者
を
保
護
す
る
必
要
は
な
い
し
、
債
務
不
履
行
に
関
す
る
判
例
①
②
等
と
の
整
合
性
を
考
え
る
と
、

一
は
じ
め
に
の
箇
所
で
述
べ
た
③
の
見
解
に
よ
る
こ
と
に
な
る
。

注（
1
） 

我
妻
栄
『
新
訂
債
権
総
論
』（
一
九
六
四
年
、
岩
波
書
店
）
一
三
九
頁
、
奥
田
昌
道
『
債
権
総
論
（
増
補
版
）』（
一
九
九
二
年
、
悠
々
社
）

五
一
頁
、
於
保
不
二
雄
『
債
権
総
論
（
新
版
）』（
昭
和
四
七
年
、
有
斐
閣
）
四
八
頁
、
潮
見
佳
男
『
新
債
権
総
論
Ⅰ
』（
二
〇
一
七
年
、
信
山
社
）

二
三
四
頁
、
中
田
裕
康
『
債
権
総
論
（
新
版
）』（
二
〇
一
一
年
、
岩
波
書
店
）
五
〇
頁
、
小
野
秀
誠
『
債
権
総
論
』（
二
〇
一
三
年
、
信
山
社
）

四
一
頁
。
柚
木
馨
（
高
木
多
喜
男
補
訂
）『
判
例
債
権
法
総
論
〔
補
訂
版
〕』（
昭
和
四
六
年
、
有
斐
閣
）
一
四
三
頁
。

（
2
） 

判
例
と
し
て
は
、
最
判
昭
和
三
七
年
九
月
四
日
民
集
一
六
巻
九
号
一
八
三
四
頁
、
最
判
昭
和
五
八
年
九
月
六
日
民
集
三
七
巻
七
号
九
〇
一
頁

（
弁
護
士
費
用
）。
学
説
と
し
て
は
、
我
妻
栄
『
事
務
管
理
・
不
当
利
得
・
不
法
行
為
』（
一
九
四
〇
年
、
日
本
評
論
社
）
二
〇
八
頁
、
加
藤
一
郎

『
不
法
行
為
（
増
補
版
）』（
一
九
七
六
年
、
有
斐
閣
）
二
一
九
頁
、
幾
代
通
（
徳
本
伸
一
補
訂
）『
不
法
行
為
』（
平
成
五
年
、
有
斐
閣
）
三
四
六
頁
、

四
宮
和
夫
『
不
法
行
為
（
下
）』（
一
九
八
五
年
、
青
林
書
院
）
六
三
六
頁
以
下
（
な
お
、
不
法
行
為
の
時
よ
り
後
に
物
が
騰
貴
し
た
場
合
に
は
そ
の

騰
貴
の
時
か
ら
遅
延
賠
償
を
付
す
の
が
妥
当
で
あ
る
と
す
る
が
、
四
宮
は
不
法
行
為
時
か
ら
そ
の
基
準
時
ま
で
は
損
害
発
生
当
時
の
価
格
に
よ
る
損

害
額
に
つ
い
て
、
そ
の
基
準
時
以
後
は
そ
の
基
準
時
の
価
格
（
騰
貴
価
格
）
に
よ
る
損
害
額
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
遅
延
損
害
金
を
付
す
と
す
る

（
五
七
二
頁
））。

（
3
） 

さ
ら
に
は
悪
意
の
受
益
者
に
関
す
る
七
〇
四
条
と
均
衡
を
と
る
と
い
う
こ
と
も
こ
の
よ
う
に
解
す
る
根
拠
の
一
つ
と
で
き
よ
う
。

（
4
） 

法
務
大
臣
官
房
司
法
法
制
調
査
部
『
法
典
調
査
会
民
法
議
事
速
記
録
三
』（
昭
和
五
九
年
、
商
事
法
務
研
究
会
）
九
二
頁
に
お
け
る
起
草
者

（
七
〇
五
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
三
号
（
二
〇
一
八
年
十
二
月
）

三
三
八

（
梅
謙
次
郎
）
の
見
解
も
そ
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
見
解
に
異
を
唱
え
る
の
が
磯
部
四
郎
で
あ
り
、
弁
済
期
後
で
も
約
定
利
息
の
効
力

は
弁
済
す
る
ま
で
続
く
の
が
我
が
国
の
こ
れ
ま
で
の
慣
習
で
は
な
い
か
と
い
う
（
同
九
二
頁
お
よ
び
九
三
頁
に
お
け
る
磯
部
の
発
言
）。

（
5
） 
不
法
行
為
の
場
合
に
、
不
法
行
為
時
か
ら
遅
延
利
息
が
付
く
と
い
う
の
が
判
例
・
通
説
で
あ
る
が
、
通
説
に
対
す
る
的
確
な
批
判
と
し
て
は
、

平
井
宜
雄
『
債
権
各
論
Ⅱ　

不
法
行
為
』（
平
成
六
年
（
部
分
補
正
）、
弘
文
堂
）
一
六
五
頁
以
下
が
重
要
で
あ
る
。
な
お
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
別

稿
で
詳
細
に
論
じ
る
こ
と
に
す
る
が
、
必
要
に
応
じ
て
こ
の
点
に
も
若
干
触
れ
る
こ
と
に
し
た
い
。

（
6
） 

本
条
で
填
補
利
息
、
遅
延
利
息
の
ど
ち
ら
も
重
利
が
禁
止
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
意
味
に
つ
い
て
は
、「
填
補
利
息
ト
ハ
債
務
者

其
金
銭
ヲ
利
用
シ
債
権
者
ハ
其
間
之
レ
カ
収
益
ヲ
失
フ
ニ
由よ

リ
其
ノ
填
補
即
チ
債
権
者
カ
其
利
用
ヲ
失
フ
タ
ル
ヲ
填
補
ス
ル
カ
為
メ
ニ
払
フ
所
ノ
利

息
ヲ
云
フ
ナ
リ
遅
延
利
息
ト
ハ
其
期
限
ニ
至
リ
弁
済
ヲ
為
サ
サ
リ
シ
ニ
由
リ
其
賠
償
ト
シ
テ
払
フ
ヘ
キ
利
息
ヲ
云
フ
」（
井
上
操
『
民
法
詳
解　

人

権
之
部
』（
寳
文
館
、
明
治
二
三
年
）
三
六
五
頁
）
と
か
、「
填
補
利
息
ト
ハ
債
権
者
カ
元
本
タ
ル
金
銭
ヲ
債
務
者
ニ
交
付
シ
タ
ル
ニ
因
リ
失
ヒ
タ
ル

利
益
ニ
﹇
ヲ
？
﹈
填
補
ス
ル
ノ
賠
償
即
チ
利
息
ヲ
謂
フ
即
チ
履
行
ノ
遅
延
ニ
対
す
る
賞
金
ナ
リ
故
ニ
貸
金
ニ
利
息
ヲ
付
シ
タ
ル

ハ
其
利
息
ハ
即
チ

填
補
利
息
ナ
リ
」（
井
上
正
一
『
民
法
正
義　

財
産
編
第
二
部
巻
之
壹
』（
明
治
二
四
年
、
新
法
注
釈
会
）
五
七
一
頁
）
と
述
べ
て
い
て
い
ま
ひ
と
つ

意
味
が
明
確
で
な
い
が
、
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
先
生
訓
定
、
富
井
政
章
先
生
校
閲
、
本
野
一
郎
・
城
数
馬
・
森
順
正
・
寺
尾
亨
『
日
本
民
法
﹇
明
治
23

年
﹈
義
解　

財
産
編　

第
四
巻　

人
権
及
ヒ
義
務
』（
平
成
一
〇
年
復
刻
、
信
山
社
）
八
五
七
頁
が
「
利
息
ノ
利
息
ニ
至
テ
ハ
之
ヲ
生
セ
シ
ム
ル
ノ

原
因
如
何
ニ
従
ヒ
或
ハ
填
補
タ
リ
或
ヒ
ハ
遅
延
タ
リ
即
チ
其
合
意
ヨ
リ
生
ス
ル
ト
キ
ハ
填
補
ニ
シ
テ
請
求
ニ
因
リ
生
ス
ル
ト
キ
ハ
遅
延
ナ
リ
ト
ス
此

差
異
ノ
結
果
タ
ル
利
息
ノ
割
合
ニ
関
ス
ル
モ
ノ
ナ
リ
即
遅
延
利
息
ハ
法
律
上
ノ
利
息
ノ
割
合
ヲ
超
過
ス
ル

能
ハ
サ
ル
モ
填
補
利
息
ハ
合
意
上
ノ
利

息
ノ
割
合
ニ
従
フ
ヘ
キ
ナ
リ
」
と
し
て
先
の
も
の
と
合
わ
せ
て
読
む
と
そ
の
意
味
が
明
確
に
な
る
。

（
7
） 

井
上
正
一
『
民
法
正
義　

財
産
編
第
二
部
巻
之
壹
』（
明
治
二
四
年
、
新
法
注
釈
会
）
五
七
五
頁
以
下
。

（
8
） 

法
務
大
臣
官
房
司
法
法
制
調
査
部
『
法
典
調
査
会
民
法
議
事
速
記
録
三
』（
昭
和
五
九
年
、
商
事
法
務
研
究
会
）
二
八
頁
。

（
9
） 

廣
中
俊
雄
編
著
『
民
法
修
正
案
（
前
三
篇
）
の
理
由
書
』（
昭
和
六
二
年
、
有
斐
閣
）
三
三
六
頁
。

（
10
） 

梅
謙
次
郎
『
民
法
要
義　

巻
之
三
債
権
編
』（
大
正
元
年
、
有
斐
閣
）
二
六
頁
。

（
11
） 

梅
謙
次
郎
『
民
法
債
権
』（
発
行
年
不
明
、
法
政
大
学
発
行
）
九
四
頁
。
ま
た
、
梅
謙
次
郎
『
民
法
原
理　

債
権
総
則
』（
明
治
三
五
年
一
二
月

（
七
〇
六
）



不
法
行
為
に
基
づ
く
損
害
賠
償
の
遅
延
利
息
に
遅
延
利
息
は
付
く
こ
と
に
な
る
か
（
益
井
）

三
三
九

全
部
完
結
）（
平
成
四
年　

復
刻
版
、
信
山
社
）
一
〇
四
頁
で
は
「
一
年
ヲ
過
キ
尚
ホ
其
支
払
ヲ
怠
ル
ハ
甚
シ
キ
怠
慢
ナ
ル
ヲ
以
テ
之
ニ
重
利
ヲ
附

ス
ル
モ
可
ト
セ
リ
」
と
い
う
。

（
12
） 
富
井
政
章
『
民
法
原
論
第
三
巻
債
権
総
論
上
』（
昭
和
四
年
、
有
斐
閣
）
一
七
二
頁
以
下
。

（
13
） 
梅
謙
次
郎
『
民
法
原
理　

債
権
総
則
』
前
注（
10
）一
〇
三
頁
で
は
、「
旧
民
法
等
ニ
於
テ
ハ
損
害
賠
償
ノ
性
質
ヲ
有
ス
ル
所
謂
遅
延
利
息
ニ
付

テ
モ
等
シ
ク
裁
判
上
ノ
請
求
又
ハ
債
務
者
ノ
同
意
ヲ
必
要
ト
セ
ル
カ
故
ニ
損
害
賠
償
ニ
付
キ
此
ノ
如
キ
主
義
ヲ
取
ル
ト
キ
ハ
理
論
上
重
利
ニ
付
テ
モ

同
一
ノ
条
件
ヲ
必
要
ト
ス
ル
ハ
或
ハ
理
由
ア
ル
ヘ
シ
ト
雖
モ
此
事
タ
ル
ヤ
元
来
甚
シ
キ
誤
謬
ニ
シ
テ
新
民
法
ニ
於
テ
ハ
其
場
合
ニ
モ
等
シ
ク
期
日
ヲ

過
ク
レ
ハ
直
チ
ニ
利
息
ヲ
附
ス
ル
コ
ト
ト
セ
リ
故
ニ
重
利
ノ
場
合
ニ
モ
一
定
ノ
時
期
ヲ
過
ク
レ
ハ
当
然
利
息
ヲ
生
ス
ル
モ
ノ
ト
セ
リ
然
レ
ト
モ
一
定

ノ
時
期
即
チ
一
年
ノ
期
間
ヲ
過
ク
ル
コ
ト
ヲ
必
要
ト
シ
タ
ル
ニ
付
テ
ハ
」
排
利
主
義
を
加
味
し
た
と
の
疑
い
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
慣
習
や
当
事
者
の

通
常
の
意
思
を
推
測
し
て
現
行
の
四
〇
五
条
は
作
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
説
明
す
る
。
そ
う
す
る
と
、
遅
延
利
息
が
支
払
わ
れ
な
い
場
合
に
も
期
日
を

過
ぎ
れ
ば
利
息
を
付
す
こ
と
に
な
る
と
い
う
の
は
、
四
〇
五
条
の
規
定
に
よ
り
処
理
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

（
14
） 

石
坂
音
四
郎
『
日
本
民
法
債
権
総
論
上
巻
』（
大
正
一
〇
年
〔
合
本
〕、
有
斐
閣
）
五
一
六
頁
、
勝
本
正
晃
『
債
権
総
論
上
巻
』（
昭
和
五
年
、

厳
松
堂
書
店
）
二
四
四
頁
、
我
妻
栄
『
新
訂
債
権
総
論
』
前
掲
注（
1
）四
八
頁
、
奥
田
昌
道
『
債
権
総
論
（
増
補
版
）』
前
掲
注（
1
）五
五
頁
、
於

保
不
二
雄
『
債
権
総
論
（
新
版
）』
前
掲
注（
1
）五
一
頁
、
柚
木
馨
（
高
木
多
喜
男
補
訂
）『
判
例
債
権
法
総
論
〔
補
訂
版
〕』（
昭
和
四
六
年
、
有
斐

閣
）
五
七
頁
以
下
。

（
15
） 

柚
木
馨
（
高
木
多
喜
男
補
訂
）『
判
例
債
権
法
総
論
〔
補
訂
版
〕』
前
掲
注（
14
）
一
四
四
頁
以
下
、
石
田
文
次
郎
『
債
権
総
論
』（
昭
和
二
二
年
、

早
稲
田
大
学
出
版
部
）
四
四
頁
、
松
坂
佐
一
『
民
法
提
要　

債
権
総
論
』（
昭
和
三
一
年
、
有
斐
閣
）
七
三
頁
（
後
に
説
を
②
に
改
め
て
い
る
）。

（
16
） 

勝
本
正
晃
『
債
権
総
論
上
巻
』
前
掲
注（
14
）
二
七
五
頁
、
我
妻
栄
『
新
訂
債
権
総
論
』
前
掲
注（
1
）一
三
九
頁
、
於
保
不
二
雄
『
債
権
総
論

（
新
版
）』
前
掲
注（
1
）一
五
一
頁
、
奥
田
昌
道
『
債
権
総
論
（
増
補
版
）』
前
掲
注（
1
）一
四
二
頁
、
松
坂
佐
一
『
民
法
提
要　

債
権
総
論　

第
四

版
』（
昭
和
五
七
年
、
有
斐
閣
）
七
八
頁
、
河
原
小
次
郎
「
民
法
第
四
百
五
条
と
遅
延
利
息
に
就
て
」
法
律
新
聞
二
八
〇
号
四
頁
。

（
17
） 

こ
の
説
を
具
体
的
に
主
張
し
て
い
る
も
の
は
見
つ
け
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
奥
田
昌
道
『
債
権
総
論
（
増
補
版
）』
前
掲
注（
1
）一
四
二
頁
で
こ

う
し
た
考
え
方
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
不
法
行
為
に
お
け
る
遅
延
利
息
に
は
遅
延
利
息
が
つ
か
な
い
と
い
う
形
で
処
理
さ
れ
て
き
た
多
く
の
判
例
が

（
七
〇
七
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
三
号
（
二
〇
一
八
年
十
二
月
）

三
四
〇

こ
の
考
え
方
に
立
っ
て
い
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

（
18
） 

潮
見
佳
男
『
新
債
権
総
論
Ⅰ
』（
二
〇
一
七
年
、
信
山
社
）
二
四
三
頁
。

（
19
） 
平
井
宜
雄
『
債
権
各
論
Ⅱ　

不
法
行
為
』（
前
掲
注（
4
））
一
六
五
頁
以
下
。

（
20
） 
そ
れ
故
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
上
告
理
由
と
し
て
主
張
さ
れ
ず
（
上
告
理
由
の
う
ち
民
集
で
は
省
略
と
な
っ
て
い
る
部
分
に
あ
る
の
か
も
し
れ

な
い
が
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
）、
上
告
審
で
あ
る
最
判
平
成
七
年
六
月
二
三
日
民
集
四
九
巻
六
号
一
六
〇
〇
頁
で
は
こ
の
問
題
は
取
り
上
げ
ら

れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

（
21
） 

こ
の
判
例
評
釈
と
し
て
は
、
川
角
由
和
・
判
例
評
論
六
九
六
号
一
三
頁
、
大
久
保
邦
彦
・
私
法
判
例
リ
マ
ー
ク
55
（
2
0
1
7
〈
下
〉）
一
八

頁
が
あ
る
。

（
22
） 

一
部
弁
済
提
供
・
供
託
は
原
則
的
に
は
無
効
で
あ
る
が
、
交
通
事
故
に
基
づ
く
損
害
賠
償
請
求
訴
訟
の
控
訴
審
に
お
い
て
、
一
審
判
決
に
よ
っ

て
命
じ
ら
れ
た
損
害
賠
償
金
の
全
額
の
弁
済
の
提
供
お
よ
び
供
託
は
、
損
害
賠
償
債
務
の
全
額
に
満
た
な
い
場
合
で
も
原
則
と
し
て
有
効
で
あ
る

（
最
判
平
成
六
年
七
月
一
八
日
民
集
四
八
巻
五
号
一
一
六
五
頁
）。
し
か
し
、
こ
れ
は
提
供
・
供
託
さ
れ
た
金
額
が
、
一
審
判
決
に
よ
っ
て
命
じ
ら
れ

た
額
で
、
一
定
の
客
観
性
が
担
保
さ
れ
て
い
る
場
合
に
の
み
認
め
ら
れ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
（
田
中
豊
・
最
高
裁
判
所
判
例
解
説
民
事
編
平
成
六

年
度
四
七
四
頁
）。
金
額
に
争
い
が
あ
る
場
合
に
つ
き
供
託
で
き
る
も
の
と
し
て
は
、
借
地
借
家
法
一
一
条
二
項
、
三
二
条
二
項
が
あ
る
が
、
こ
う

し
た
立
法
的
解
決
が
な
さ
れ
て
い
な
い
場
合
に
は
一
部
供
託
は
無
効
と
解
さ
れ
て
い
る
（
我
妻
・
前
掲
注（
1
）三
〇
九
頁
）。
交
通
事
故
訴
訟
に
お

け
る
賠
償
額
の
算
定
は
、
赤
い
本
等
に
よ
っ
て
か
な
り
客
観
的
に
算
定
さ
れ
る
も
の
と
な
っ
て
お
り
、
そ
れ
に
基
づ
い
た
金
額
を
提
供
・
供
託
で
き

て
い
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
う
で
な
い
と
し
て
も
、
平
成
二
六
年
度
改
正
会
社
法
に
よ
っ
て
設
け
ら
れ
た
「
株
式
買
収
請
求
に
係
る
株
式
等
の
価

格
決
定
前
の
支
払
制
度
」
に
お
け
る
と
同
様
の
処
理
を
な
す
こ
と
が
、
交
通
事
故
の
場
合
に
も
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
（
こ
の
制
度
に
よ
り
、

会
社
側
は
公
正
と
認
め
る
額
を
反
対
株
主
側
に
支
払
う
こ
と
が
で
き
、
ま
た
反
対
株
主
側
が
受
領
を
拒
絶
し
た
場
合
に
は
弁
済
供
託
で
き
る
た
め
、

こ
れ
に
よ
り
当
該
支
払
額
に
係
る
支
払
日
後
の
利
息
を
免
れ
る
こ
と
が
で
き
る
（
野
村
修
也
「
組
織
再
編
―
株
式
買
取
請
求
・
差
止
請
求
―
」
ジ
ュ

リ
ス
ト
一
四
三
九
号
六
〇
頁
〔
二
〇
一
二
年
〕）、
坂
本
三
郎
編
著
『
一
問
一
答　

平
成
26
年
改
正
会
社
法
〔
第
2
版
〕（
二
〇
一
五
年
、
商
事
法
務
）

三
三
一
頁
、
野
村
修
也
・
奥
山
健
志
編
著
『
平
成
26
年
改
正
会
社
法
』（
二
〇
一
四
年
、
有
斐
閣
）
一
二
八
頁
以
下
、
岡
伸
浩
編
『
改
正
会
社
法
・

（
七
〇
八
）



不
法
行
為
に
基
づ
く
損
害
賠
償
の
遅
延
利
息
に
遅
延
利
息
は
付
く
こ
と
に
な
る
か
（
益
井
）

三
四
一

施
行
規
則
等
の
解
説
』（
二
〇
一
五
年
、
中
央
経
済
社
）
二
二
二
頁
、
太
田
洋
・
高
木
弘
明
編
著
『
会
社
法
改
正
と
実
務
対
応
〔
改
訂
版
〕』

（
二
〇
一
五
年
、
商
事
法
務
）
二
七
〇
頁
）。
こ
う
し
た
解
釈
論
を
と
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
は
、
立
法
的
な
手
当
て
が
必
要
と
な
ろ
う
。
な
お

不
法
行
為
の
損
害
賠
償
一
般
に
つ
い
て
こ
の
よ
う
に
解
釈
し
て
い
い
か
は
な
お
検
討
を
要
す
る
。

（
23
） 
こ
れ
を
徹
底
す
る
と
口
頭
弁
論
終
結
時
か
ら
遅
延
利
息
が
発
生
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
訴
訟
の
遅
延
等
の
こ
と
を
考
え
た
場
合
、
期
限
の
定
め

の
な
い
債
務
で
あ
る
か
ら
四
一
二
条
三
項
に
よ
り
請
求
時
か
ら
遅
延
利
息
を
付
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

（
24
） 

前
掲
注（
21
）
の
後
半
部
分
を
参
照
。
つ
ま
り
相
手
か
ら
の
損
害
賠
償
の
請
求
時
か
ら
遅
延
利
息
が
付
く
こ
と
に
な
る
の
で
、
そ
の
時
に
適
切

と
思
わ
れ
る
金
額
の
提
供
・
供
託
が
で
き
る
よ
う
に
す
べ
き
で
あ
る
。

（
25
） 

不
法
行
為
の
場
合
い
つ
か
ら
遅
延
利
息
が
付
く
か
に
関
し
て
は
、
別
稿
を
予
定
し
て
い
る
が
、
今
の
と
こ
ろ
期
限
の
定
め
の
な
い
債
務
と
し
て

請
求
時
か
ら
遅
滞
に
陥
る
と
考
え
て
い
る
。
こ
の
問
題
に
関
し
て
は
、
藤
原
弘
道
「
損
害
賠
償
債
務
と
そ
の
遅
延
損
害
金
の
発
生
時
期
（
上
）（
下
）」

判
タ
六
二
七
号
二
頁
、
六
二
九
号
二
頁
（
一
九
八
七
年
）
お
よ
び
若
林
美
奈
「
不
法
行
為
に
よ
る
損
害
賠
償
債
務
は
遅
滞
に
陥
る
時
期
・
試
論
―
損

害
論
か
ら
の
再
検
討
―
」
立
命
館
法
学
三
六
三
＝
三
六
四
号
一
〇
二
二
頁
（
二
〇
一
五
年
）
が
重
要
で
あ
る
。
な
お
、
不
法
行
為
時
か
ら
遅
延
利
息

が
発
生
す
る
と
と
も
に
そ
れ
に
四
〇
五
条
の
適
用
を
認
め
る
と
す
る
と
判
例
⑤
〜
⑥
に
あ
る
よ
う
に
そ
の
遅
延
利
息
の
額
が
あ
ま
り
に
大
き
く
な
り

す
ぎ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
26
） 

森
島
昭
夫
『
不
法
行
為
法
講
義
』（
一
九
八
七
年
、
有
斐
閣
）
四
一
七
頁
、
藤
原
・
前
掲
注（
23
）「
損
害
賠
償
債
務
と
そ
の
遅
延
損
害
金
の
発

生
時
期
（
下
）」
六
二
九
号
二
頁
以
下
。

（
27
） 

平
井
・
前
掲
注（
4
）一
六
六
頁
。

（
28
） 

潮
見
佳
男
『
不
法
行
為
法
』（
一
九
九
九
年
、
信
山
社
）
二
六
七
頁
。

（
29
） 

立
木
を
無
断
伐
採
し
売
却
し
た
事
案
に
つ
き
不
法
行
為
時
か
ら
遅
延
利
息
が
発
生
す
る
と
し
て
い
る
が
、
こ
の
判
旨
に
よ
る
と
物
が
滅
失
し
た

場
合
の
遅
延
利
息
の
実
質
は
利
用
利
益
の
喪
失
で
あ
り
、
そ
れ
を
抽
象
的
損
害
算
定
し
た
も
の
が
利
息
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
（
大
判

大
正
三
年
六
月
二
四
日
民
録
二
〇
輯
四
九
三
頁
）。
こ
れ
は
、
ド
イ
ツ
民
法
（
Ｂ
Ｇ
Ｂ
）
八
四
九
条
「
物
の
侵
奪
に
よ
り
そ
の
価
値
を
、
ま
た
は
物
の

毀
損
に
よ
り
そ
の
価
値
の
減
少
を
賠
償
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
き
は
、
被
害
者
は
、
価
値
決
定
の
基
礎
と
な
る
べ
き
時
よ
り
賠
償
す
べ
き
額
の
利

（
七
〇
九
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
三
号
（
二
〇
一
八
年
十
二
月
）

三
四
二

息
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。」
に
言
う
利
息
と
同
じ
で
あ
る
。
こ
の
条
文
は
、
具
体
的
に
そ
の
物
の
利
用
可
能
性
が
喪
失
し
た
こ
と
の
賠
償
を

主
張
す
る
こ
と
も
で
き
る
が
、
そ
の
立
証
が
難
し
い
の
で
、
物
の
利
用
可
能
性
が
奪
わ
れ
た
こ
と
を
抽
象
的
に
損
害
算
定
し
て
最
小
限
の
賠
償
と
し

て
利
息
を
請
求
で
き
る
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
（J. von S

taudingers K
om
m
entar zum

 B
ürgerlichen G

esetzbuch m
it E
inführungsgesetz 

und N
ebengesetzen

（2015

）（W
agner

）, §
849 R

n.1

）。
金
銭
も
こ
の
条
文
に
言
う
物
で
あ
る
（B

G
H
Z
 8,288,298　

＝N
JW
 1593,499,500f

）。

（
30
） 

最
判
昭
和
五
五
年
一
二
月
一
八
日
民
集
三
四
巻
七
号
八
八
八
頁
。

（
31
） 

も
っ
と
も
遅
滞
に
陥
る
時
期
を
四
一
三
条
三
項
に
よ
り
請
求
時
と
考
え
て
い
る
の
で
、
請
求
さ
れ
た
時
に
、
適
切
と
思
わ
れ
る
額
を
提
供
し
、

相
手
方
が
そ
れ
を
拒
ん
だ
場
合
は
供
託
で
き
る
こ
と
に
な
る
。
不
法
行
為
時
か
ら
生
じ
る
の
は
利
用
利
益
の
喪
失
を
抽
象
的
に
損
害
算
定
し
た
場
合

に
利
息
を
最
低
限
の
賠
償
と
し
て
認
め
る
の
で
あ
り
、
同
じ
利
息
と
言
い
な
が
ら
も
性
質
の
異
な
る
も
の
で
あ
る
。

（
32
） 

判
時
一
六
九
二
号
一
六
二
頁
。

（
33
） 

も
っ
と
も
最
高
裁
は
、
新
ホ
フ
マ
ン
式
（
単
利
）
で
も
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
方
式
（
複
利
）
の
い
ず
れ
の
方
式
も
不
合
理
で
な
い
と
し
て
い
る
。
こ

れ
は
単
純
に
単
利
か
複
利
か
と
い
う
問
題
以
外
に
算
定
の
基
礎
と
な
る
額
（
賃
金
セ
ン
サ
ス
の
平
均
賃
金
額
）
を
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
る
か
と
も
関

連
し
て
お
り
、
問
題
は
単
純
で
は
な
い
。
そ
の
や
り
方
に
は
、
①
全
年
齢
平
均
額
と
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
方
式
（
最
判
昭
和
五
六
年
一
〇
月
八
日
交
通
民

集
一
四
巻
五
号
九
九
三
頁
）
②
全
年
齢
平
均
額
と
新
ホ
フ
マ
ン
方
式
、
③
初
任
給
平
均
額
と
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
方
式
（
最
判
昭
和
五
三
年
一
〇
月
二
〇

日
民
集
三
二
巻
七
号
一
五
〇
〇
頁
）、
④
初
任
給
平
均
額
と
新
ホ
フ
マ
ン
方
式
（
最
判
昭
和
五
四
年
六
月
二
六
日
交
通
民
集
一
二
巻
三
号
六
〇
七
頁
）

が
あ
る
。
②
は
算
出
さ
れ
る
額
が
大
き
く
な
る
た
め
実
務
で
は
ほ
と
ん
ど
採
用
さ
れ
な
か
っ
た
が
、
最
高
裁
は
②
の
方
式
を
採
用
し
て
も
直
ち
に
は

不
合
理
と
は
言
え
な
い
と
し
て
い
る
（
最
判
平
成
二
年
三
月
二
三
日
判
時
一
三
五
四
号
八
五
頁
、
最
判
平
成
二
年
六
月
五
日
判
時
一
三
五
四
号
八
七

頁
）。

（
34
） 

前
掲
注（
4
）（
24
）を
参
照
。

（
七
一
〇
）



船
員
法
の
性
質
論
（
南
）

三
四
三

船
員
法
の
性
質
論

│
船
長
の
権
限
・
船
内
規
律
規
定
を
中
心
に

│
南　
　
　
　
　

健　
　

悟

第
一
章　

問
題
の
所
在

　

第
一
節　

船
員
法
の
性
質
論
の
展
開

　

第
二
節　

問
題
提
起

第
二
章　

船
員
法
の
制
定
過
程

　

第
一
節　

船
員
関
係
法
令
制
定
時
の
海
上
労
働

　

第
二
節　

船
員
法
の
制
定
過
程

第
三
章　

イ
ギ
リ
ス
法
に
お
け
る
議
論

　

第
一
節　

船
長
の
船
内
規
律
権
限
の
背
景
・
根
拠

　

第
二
節　

船
長
の
船
内
規
律
権
限
の
限
界

論　

説

（
七
一
一
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
三
号
（
二
〇
一
八
年
十
二
月
）

三
四
四

　

第
三
節　

小
括

第
四
章　

船
員
法
の
性
質
論
を
超
え
て

　

第
一
節　

イ
ギ
リ
ス
法
か
ら
の
示
唆

　

第
二
節　

船
員
法
の
性
質
論
を
超
え
て

第
一
章　

問
題
の
所
在

第
一
節　

船
員
法
の
性
質
論
の
展
開

「
船
員
法
は
海
上
労
働
法
と
い
え
る
か
？
」
と
い
う
命
題
は
、
船
員
法
の
性
質
に
係
る
問
題
を
端
的
に
示
す
も
の
と
い
え
る
。
一
般
的

な
教
科
書
に
よ
れ
ば
、
船
員
法
は
、
海
上
に
お
い
て
多
く
の
危
険
に
さ
ら
さ
れ
、
家
庭
生
活
か
ら
離
れ
て
生
活
を
す
る
船
員
の
労
働
は
、

陸
上
の
労
働
に
は
な
い
特
殊
性
が
あ
り
、
こ
う
し
た
船
員
労
働
の
特
殊
性
を
考
慮
し
、
一
般
の
陸
上
労
働
者
に
適
用
さ
れ
る
労
働
法
の
多

く
を
適
用
除
外
し
た
う
え
で
、
賃
金
、
労
働
時
間
な
ど
、
船
員
の
労
働
条
件
に
関
す
る
労
働
者
保
護
規
定
を
お
き
、
さ
ら
に
、
船
長
の
職

務
権
限
及
び
船
内
規
律
に
関
す
る
規
定
な
ど
、
船
舶
航
行
の
安
全
確
保
を
目
的
と
し
た
規
定
も
含
む
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
る
（
1
）

。
つ
ま
り
、

船
員
法
に
関
し
て
、
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
る
の
は
、
第
一
に
、
海
上
労
働
法
と
し
て
の
性
質
と
、
第
二
に
、
海
上
警
察
法
と
し
て
の
性
質

の
二
つ
の
性
質
を
有
す
る
も
の
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
二
分
論
が
生
じ
る
背
景
と
し
て
、
船
員
法
第
二
章
及
び
第
三
章
の
そ

れ
ぞ
れ
の
規
定
の
性
質
論
が
あ
る
。
船
員
法
第
二
章
は
、
船
長
の
職
務
及
び
権
限
に
つ
い
て
定
め
、
他
方
、
第
三
章
は
船
内
の
規
律
に
つ

い
て
定
め
て
お
り
、
い
ず
れ
の
章
も
、
海
上
労
働
法
と
し
て
の
性
質
と
は
一
線
を
画
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
、
こ
の
よ
う
な
二
分
論
が

生
ま
れ
た
背
景
と
な
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

（
七
一
二
）



船
員
法
の
性
質
論
（
南
）

三
四
五

こ
の
よ
う
な
性
質
の
異
な
る
規
定
が
含
ま
れ
て
い
る
船
員
法
に
つ
い
て
、
従
来
、
学
説
は
、
第
一
に
、
そ
れ
で
も
な
お
、
船
舶
共
同
体

論
を
前
提
と
し
て
、
基
本
的
に
は
海
上
労
働
法
と
し
て
位
置
づ
け
る
見
解
、
他
方
で
、
海
上
警
察
法
と
し
て
捉
え
る
見
解
、
さ
ら
に
は
、

そ
も
そ
も
第
二
章
及
び
第
三
章
は
強
制
労
働
法
で
あ
っ
て
削
除
す
る
か
、
一
部
を
制
限
的
に
解
す
べ
き
で
あ
る
と
し
て
海
上
労
働
法
と
し

て
の
性
質
を
よ
り
強
固
な
も
の
と
し
て
捉
え
る
見
解
な
ど
が
唱
え
ら
れ
て
き
た
。

ま
ず
、
船
舶
共
同
体
論
を
前
提
と
し
て
海
上
労
働
法
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
と
す
る
見
解
は
、
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
す
な

わ
ち
、
ま
ず
、
船
舶
共
同
体
論
と
は
、
海
上
労
働
者
は
、
単
に
そ
の
労
務
に
つ
く
こ
と
に
よ
り
、
船
舶
を
中
心
と
す
る
労
働
共
同
体
に
入

る
だ
け
で
は
な
く
生
活
共
同
体
に
入
る
こ
と
を
強
制
さ
せ
ら
れ
る
と
い
う
特
殊
性
を
有
す
る
。
そ
し
て
、
海
上
労
働
は
、
海
上
労
働
者
を

含
め
て
多
数
の
人
命
や
財
貨
の
安
全
と
密
接
な
関
係
を
有
す
る
こ
と
か
ら
、
船
舶
共
同
体
の
安
全
確
保
の
社
会
的
要
請
が
強
く
現
れ
、
船

舶
の
船
舶
権
力
の
下
に
構
成
さ
せ
ら
れ
る
厳
格
な
軍
事
的
規
律
が
要
求
さ
れ
、
支
配
的
関
係
を
有
す
る
と
す
る
（
2
）

。
そ
し
て
、
そ
の
船
舶
共

同
体
論
を
前
提
に
、
船
内
規
律
の
確
保
は
、
海
上
危
険
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
船
舶
と
い
う
職
場
の
安
全
確
保
と
し
て
捉
え
ら
れ
、
こ
れ
も

ま
た
一
種
の
労
働
者
保
護
法
の
一
つ
の
任
務
と
す
る
立
場
で
あ
る
（
3
）

。
更
に
、
同
じ
く
船
舶
共
同
体
論
を
前
提
に
し
つ
つ
も
、
第
二
章
及
び

第
三
章
の
規
定
は
、
直
接
、
船
員
労
働
の
保
護
を
目
的
と
し
た
も
の
で
は
な
く
、
労
働
保
護
法
の
性
格
を
有
す
る
と
は
言
い
が
た
く
、
基

本
的
に
船
内
規
律
に
関
す
る
規
定
は
、
船
舶
内
の
警
察
権
に
関
す
る
規
定
で
あ
る
と
す
る
立
場
も
あ
る
（
4
）

。
こ
の
立
場
か
ら
は
、
船
長
の
指

揮
命
令
権
に
つ
い
て
も
、
船
舶
は
海
洋
に
お
い
て
は
国
の
一
部
と
み
な
さ
れ
る
も
の
と
の
立
場
を
引
用
し
つ
つ
、
船
内
に
あ
る
者
に
対
す

る
必
要
な
命
令
権
と
し
て
位
置
づ
け
る
（
5
）

。
他
方
で
、
船
舶
共
同
体
論
を
前
提
と
す
る
と
、
船
員
の
義
務
が
船
舶
共
同
体
に
対
す
る
も
の
で

あ
っ
て
船
主
に
対
す
る
も
の
で
は
な
い
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
労
働
関
係
に
お
け
る
義
務
と
は
い
え
ず
、
ま
た
船
舶
の
安
全
を
第

一
の
目
的
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
結
果
、
職
場
の
安
全
が
守
ら
れ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
反
射
効
に
過
ぎ
ず
、
船
員
保
護
法
と
し
て
位
置

（
七
一
三
）
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六

づ
け
る
の
は
無
理
で
あ
る
と
指
摘
し
つ
つ
（
6
）

、
海
上
労
働
の
安
全
と
衛
生
は
、
職
場
た
る
船
舶
の
安
全
、
作
業
の
安
全
と
衛
生
、
居
住
の
安

全
と
衛
生
、
一
定
の
船
内
秩
序
の
維
持
に
分
け
ら
れ
、
そ
れ
ら
は
乗
組
員
の
集
団
に
よ
っ
て
自
己
完
結
的
に
確
保
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
の
特
殊
性
等
に
鑑
み
て
、
通
常
の
安
全
衛
生
規
則
（
法
）
の
ほ
か
に
定
め
た
も
の
が
船
員
法
第
二
章
及
び
第
三
章
で
あ
る
と
す
る
有

力
な
見
解
が
提
唱
さ
れ
る
に
至
っ
た
（
7
）

。
た
だ
、
い
ず
れ
も
、
こ
れ
ら
の
見
解
は
、
船
員
法
を
で
き
る
限
り
統
一
的
な
法
体
系
の
下
で
、
説

明
し
よ
う
と
す
る
点
に
お
い
て
共
通
し
て
い
る
。

第
二
節　

問
題
提
起

以
上
の
各
見
解
を
一
瞥
す
る
に
、
海
上
労
働
の
実
態
を
適
切
に
把
握
し
、
船
員
法
の
第
二
章
及
び
第
三
章
に
つ
い
て
、
船
員
の
安
全
衛

生
規
定
と
し
て
捉
え
る
見
解
は
、
船
員
法
の
性
質
論
を
考
え
る
上
で
非
常
に
説
得
力
を
有
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ

の
見
解
に
対
し
て
は
素
朴
な
疑
問
が
ど
う
し
て
も
残
っ
て
し
ま
う
。
確
か
に
、
船
内
労
働
の
安
全
性
の
確
保
と
い
う
観
点
で
捉
え
る
こ
と

が
で
き
る
規
定
は
数
多
く
存
す
る
が
、
他
方
で
、
船
長
の
権
限
は
旅
客
に
対
し
て
も
及
ん
で
お
り
（
例
え
ば
、
七
条
、
二
七
条
）、
必
ず
し

も
船
内
労
働
の
安
全
性
の
確
保
と
い
う
観
点
だ
け
で
捉
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
も
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
、

船
員
法
第
二
章
の
保
護
法
益
と
い
う
観
点
か
ら
、
積
荷
や
船
舶
も
救
助
さ
れ
る
が
、
反
射
的
利
益
に
過
ぎ
ず
、
旅
客
に
つ
い
て
は
、
船
員

と
旅
客
の
身
体
生
命
の
法
的
価
値
が
同
じ
で
あ
る
こ
と
、
船
員
の
存
在
し
な
い
旅
客
船
は
な
い
こ
と
、
本
来
旅
客
の
安
全
の
確
保
に
つ
い

て
は
、
海
上
運
送
法
で
定
め
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
あ
え
て
保
護
法
益
と
す
る
必
要
は
な
い
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
（
8
）

、
船
員
法
上
、

明
示
的
に
旅
客
に
対
す
る
権
限
行
使
等
も
認
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
や
や
技
巧
的
に
過
ぎ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
直
截
的
に

旅
客
に
対
す
る
権
限
行
使
に
つ
い
て
も
何
ら
か
の
法
的
根
拠
を
認
め
る
べ
き
で
あ
る
よ
う
に
も
考
え
ら
れ
る
。

（
七
一
四
）
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三
四
七

加
え
て
、
そ
も
そ
も
こ
の
よ
う
な
船
員
法
の
性
質
論
に
つ
い
て
、
統
一
的
に
把
握
す
る
必
要
が
あ
る
の
か
、
そ
れ
自
体
に
つ
い
て
も
改

め
て
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
も
、
確
か
に
、
船
長
の
公
法
的
な
職
務
権
限
や
船
内
規
律
に
関
す
る
も

の
は
、
治
安
警
察
法
的
、
監
督
取
締
的
な
発
想
で
は
な
く
、
人
命
、
船
舶
の
安
全
を
維
持
す
る
た
め
に
は
、
航
行
組
織
体
と
し
て
何
が
必

要
で
あ
る
か
と
い
う
観
点
か
ら
、
そ
れ
ら
の
規
定
を
船
舶
職
員
法
等
に
お
い
て
定
め
、
職
業
と
し
て
の
船
員
保
護
法
と
し
て
純
化
す
べ
き

で
あ
る
と
の
意
見
も
根
強
い
（
9
）

。
し
か
し
、
既
に
船
員
法
が
船
舶
職
員
及
び
小
型
船
舶
操
縦
者
法
（
以
下
、
船
舶
職
員
等
法
と
い
う
。）
と
は
別

に
肥
大
化
し
て
い
る
と
い
う
現
実
を
考
え
る
と
、
純
化
す
べ
き
で
あ
る
と
の
意
見
は
適
切
で
は
あ
る
一
方
で
、
そ
れ
よ
り
も
各
個
別
の
規

定
の
趣
旨
か
ら
よ
り
緻
密
化
し
て
い
く
ほ
う
が
生
産
的
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
詳
細
は
後
述
す
る
が
、
日
本
の
船
員
法
は
、
イ
ギ
リ
ス
商

船
法
の
影
響
を
多
分
に
受
け
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
、
イ
ギ
リ
ス
商
船
法
は
、
必
ず
し
も
統
一
的
な
体
系
の
下
で
規
定
が
配
置
さ
れ
て
い

る
わ
け
で
は
な
い
。
運
送
契
約
法
的
な
規
定
か
ら
日
本
に
お
け
る
船
舶
職
員
等
法
の
よ
う
な
規
定
も
有
す
る
イ
ギ
リ
ス
商
船
法
に
強
い
影

響
を
受
け
て
い
る
と
い
わ
れ
て
い
る
日
本
の
船
員
法
を
、
統
一
的
な
体
系
の
下
で
把
握
し
よ
う
す
る
こ
と
自
体
が
、
最
早
困
難
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
、
本
稿
は
、
船
員
法
の
立
法
継
受
の
展
開
と
船
員
法
の
母
法
の
一
つ
と
考
え
ら
れ
る
イ
ギ
リ
ス
法
に
お
け
る
船
長
の

船
内
規
律
権
限
の
性
質
に
関
す
る
議
論
を
参
照
し
て
、
単
に
船
員
法
の
性
質
論
の
問
題
と
し
て
、
船
長
の
権
限
や
船
内
規
律
に
関
す
る
規

定
を
考
え
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
の
規
定
の
根
拠
を
明
ら
か
に
し
、
船
員
法
に
お
い
て
海
上
労
働
法
と
し
て
の
性
質
を
有
し
て
い
な
い

部
分
は
存
在
す
る
の
か
な
ど
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
な
お
、
考
察
の
順
序
と
し
て
、
ま
ず
は
船
員
法
の
制
定
の
背
景
と
過
程
に
つ
い
て
概

観
し
（
第
二
章
）、
そ
の
上
で
、
日
本
の
船
員
法
に
多
大
な
影
響
を
与
え
た
イ
ギ
リ
ス
法
に
お
け
る
議
論
を
船
員
法
第
二
章
及
び
第
三
章
に

関
す
る
部
分
を
中
心
に
紹
介
し
（
第
三
章
）、
そ
れ
を
踏
ま
え
て
、
日
本
法
へ
の
示
唆
を
得
る
（
第
四
章
）。

（
七
一
五
）
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第
二
章　

船
員
法
の
制
定
過
程

第
一
節　

船
員
関
係
法
令
制
定
時
の
海
上
労
働
（
10
）

ま
ず
、
本
節
で
は
船
員
関
係
法
令
制
定
時
、
す
な
わ
ち
明
治
期
に
お
け
る
海
上
労
働
の
実
態
や
海
運
政
策
等
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で

あ
っ
た
の
か
に
つ
い
て
触
れ
て
お
き
た
い
。
と
い
う
の
も
、
船
員
法
及
び
そ
の
前
身
と
な
る
西
洋
形
商
船
雇
入
雇
止
規
則
が
ど
の
よ
う
な

時
代
に
制
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
の
か
、
そ
の
背
景
を
知
る
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

明
治
維
新
当
時
の
日
本
の
船
舶
は
ほ
と
ん
ど
が
日
本
形
船
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
（
11
）

、
外
航
海
運
だ
け
で
は
な
く
内
航
海
運
に
お
い
て
も
英

米
の
外
国
船
社
が
、
西
洋
形
帆
船
及
び
汽
船
を
も
っ
て
、
沿
岸
貿
易
に
従
事
し
て
い
た
（
12
）

。
明
治
二
年
（
一
八
六
九
年
）
に
は
、
明
治
政
府

は
太
政
官
布
告
を
発
し
て
、
西
洋
形
船
の
充
実
奨
励
を
求
め
た
（
13
）

。
と
こ
ろ
が
、
実
際
に
は
資
本
蓄
積
が
乏
し
く
、
操
船
技
術
の
未
熟
さ
か

ら
、
西
洋
形
蒸
気
船
を
用
い
た
近
代
的
な
海
運
企
業
は
期
待
で
き
な
か
っ
た
（
14
）

。
当
時
既
に
、
ア
メ
リ
カ
の
太
平
洋
郵
便
汽
船
会
社
で

あ
っ
たA

m
erican P

acifi c

に
よ
り
、
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
と
香
港
間
の
航
路
が
設
定
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
後
、
日
本
沿
岸
航
路
の
独
占

を
意
図
し
て
、
同
社
は
明
治
三
年
（
一
八
七
〇
年
）
に
横
浜
、
神
戸
、
長
崎
を
経
て
上
海
に
至
る
定
期
航
路
を
開
設
し
て
太
平
洋
沿
岸
に

お
け
る
貨
客
輸
送
を
掌
握
し
て
い
た
（
15
）

。
こ
の
頃
、
政
府
監
督
の
廻
漕
会
社
が
設
立
さ
れ
る
も
の
の
、
日
本
人
船
員
の
技
術
の
未
熟
さ
か

ら
、
外
国
人
を
高
級
船
員
と
し
て
使
用
す
る
こ
と
に
よ
る
船
員
費
の
増
大
も
あ
っ
て
経
営
は
上
手
く
い
か
な
か
っ
た
（
16
）

。
他
方
で
、
民
間
企

業
と
し
て
の
海
運
業
は
、
岩
崎
弥
太
郎
に
よ
る
土
佐
開
成
社
（
後
に
、
九
十
九
商
会
、
三
川
商
会
、
三
菱
商
会
、
三
菱
汽
船
会
社
、
郵
便
汽
船
三

菱
会
社
へ
と
改
称
）
の
設
立
に
よ
り
、
横
浜
上
海
間
の
定
期
航
路
が
開
設
さ
れ
た
（
17
）

。
さ
ら
に
、
明
治
九
年
（
一
八
七
六
年
）
に
は
三
井
物
産

会
社
が
設
立
さ
れ
、
同
一
二
年
に
海
運
業
へ
と
乗
り
出
し
た
（
18
）

。
そ
の
後
、
明
治
一
九
年
（
一
八
八
六
年
）
に
は
長
崎
天
津
間
、
明
治
二
六

（
七
一
六
）
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年
（
一
八
九
三
年
）
に
は
、
ボ
ン
ベ
イ
航
路
の
設
定
と
続
き
、
い
ず
れ
も
国
家
に
よ
る
手
厚
い
補
助
の
下
で
成
功
し
、
加
え
て
、
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
、
北
米
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
航
路
も
開
設
さ
れ
る
な
ど
し
て
い
っ
た
（
19
）

。

こ
の
よ
う
な
海
運
業
の
発
展
の
一
方
、
船
員
に
つ
い
て
は
問
題
が
生
じ
て
い
た
と
さ
れ
る
。
西
洋
形
船
舶
（
特
に
汽
船
）
に
つ
い
て
は
、

在
来
の
日
本
形
船
の
船
員
で
は
支
障
も
多
く
、
高
級
船
員
は
、
ほ
と
ん
ど
全
部
が
外
国
人
で
、
普
通
船
員
（
日
本
形
船
の
船
員
）
は
汽
船
に

必
要
と
さ
れ
る
知
識
経
験
を
欠
く
な
ど
の
問
題
が
生
じ
て
い
た
（
20
）

。
そ
こ
で
、
明
治
八
年
（
一
八
七
五
年
）
に
は
郵
船
汽
船
三
菱
会
社
商
船

航
海
学
校
の
設
立
や
明
治
一
三
年
（
一
八
八
〇
年
）
の
海
員
掖
済
会
の
設
立
に
よ
り
船
員
養
成
が
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
こ
と
に

な
る
（
21
）

。
さ
ら
に
帆
船
か
ら
汽
船
へ
の
発
展
に
よ
る
、
海
上
労
働
の
変
化
も
あ
っ
た
（
22
）

。
よ
り
具
体
的
に
い
え
ば
、
江
戸
時
代
の
船
員
の
数
は

そ
う
多
数
で
は
な
か
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
明
治
期
の
西
洋
形
汽
船
船
員
は
農
民
か
ら
創
出
さ
れ
た
が
、
西
洋
形
汽
船
に
よ
る
海
上
労
働
は
、

帆
船
と
は
異
な
り
、
自
然
の
力
に
依
存
す
る
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
、
農
業
と
異
な
り
、
労
働
者
と
し
て
他
人
に
従
属
し
な
く
て
は
な
ら

な
い
こ
と
か
ら
、
価
値
観
・
行
動
準
則
の
変
更
、
労
働
能
力
と
し
て
技
術
学
的
・
体
系
的
な
知
識
も
必
要
と
な
っ
た
と
指
摘
さ
れ
る
（
23
）

。
そ

の
よ
う
な
背
景
の
中
で
、
言
葉
や
約
束
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
り
、
労
働
者
に
対
す
る
刑
罰
の
必
要
性
が
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
（
24
）

。
そ
し

て
、
明
治
維
新
前
に
お
け
る
船
員
に
対
す
る
評
価
で
も
「
海
員
は
社
会
最
下
層
の
業
と
し
て
視
ら
れ
て
い
る
時
代
で
あ
っ
た
た
め
、
其
の

素
質
は
劣
等
を
極
め
、
賭
博
、
偸
盗
、
喧
嘩
等
は
尋
常
茶
飯
事
の
如
く
行
は
れ
、
従
つ
て
海
員
統
制
は
事
実
容
易
の
業
で
は
な
か
つ
た
（
25
）

」

と
さ
れ
、
明
治
期
に
お
い
て
は
船
員
の
訓
練
陶
冶
に
よ
り
、
近
代
的
な
労
働
者
に
仕
立
て
る
た
め
の
政
策
が
喫
緊
の
課
題
と
さ
れ
て
い

た
（
26
）

。
こ
の
よ
う
な
背
景
の
下
で
、
船
員
法
の
前
身
で
あ
る
西
洋
形
商
船
海
員
雇
入
雇
止
規
則
が
制
定
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。

（
七
一
七
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
三
号
（
二
〇
一
八
年
十
二
月
）

三
五
〇

第
二
節　

船
員
法
の
制
定
過
程

と
こ
ろ
で
、
西
洋
形
商
船
海
員
雇
入
雇
止
規
則
が
制
定
さ
れ
る
前
に
、
船
員
に
関
す
る
内
務
省
伺
が
出
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
内
務
省
伺

に
よ
る
と
、
①
船
主
は
「
毎
毎
海
員
ヲ
虐
役
シ
」、
勝
手
に
解
雇
し
た
り
賃
金
不
払
い
を
な
す
、
②
海
員
は
徒
党
を
組
ん
で
、
船
長
を
脅

し
た
り
仕
事
を
し
な
い
で
出
帆
を
遅
ら
せ
た
り
す
る
、
③
経
歴
証
明
が
な
い
の
で
賃
金
が
必
ず
し
も
能
力
で
決
定
さ
れ
て
い
な
い
、
④
犯

罪
を
犯
し
て
も
他
船
に
逃
げ
て
「
発
覚
ヲ
免
カ
ル
ル
」
者
も
い
る
、
と
説
明
し
、
こ
の
よ
う
な
状
況
を
改
め
る
こ
と
は
「
目
下
航
業
保
護

ノ
要
務
」
と
し
、
英
米
の
法
令
を
模
し
て
実
施
し
た
い
が
、
現
状
で
は
、
そ
の
ま
ま
を
実
施
す
る
の
は
困
難
で
あ
る
と
し
て
、
簡
易
的
な

も
の
で
は
あ
る
が
同
規
則
を
制
定
し
た
と
さ
れ
る
（
27
）

。
そ
し
て
、
明
治
一
二
年
（
一
八
七
九
年
）
に
西
洋
形
商
船
海
員
雇
入
雇
止
規
則
が
制

定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
同
規
則
は
、
海
員
の
雇
入
及
び
雇
止
に
関
す
る
規
則
で
あ
る
一
方
、
次
の
よ
う
な
規
定
も
含
ま
れ
、
船
員
の
取

り
締
ま
り
を
主
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
指
摘
さ
れ
（
28
）

る
（
29
）

。
そ
の
中
心
的
な
規
定
が
、
同
規
則
一
〇
条
及
び
一
一
条
で
あ
る
。

西
洋
形
商
船
雇
入
雇
止
規
則

第
十
条

「
船
長
ノ
指
図
ヲ
背
ク
者
許
可
ヲ
得
ス
シ
テ
上
陸
シ
又
ハ
許
可
ノ
時
限
ヲ
過
キ
テ
帰
船
ス
ル
者
（
第
十
一
条
ノ
脱
船
者
ニ
ア
ラ
ス
）
本
務
ヲ

怠
ル
者
喧
嘩
口
論
ヲ
為
ス
者
酩
酊
ス
ル
者
私
ニ
銃
器
刀
槍
或
ハ
酒
類
ヲ
船
中
ニ
貯
フ
者
ハ
毎
回
其
給
金
三
日
分
ヨ
リ
多
カ
ラ
サ
ル
額
ヲ
違

約
金
ト
シ
テ
雇
主
之
ヲ
収
メ
且
其
銃
器
刀
槍
或
ハ
酒
類
ヲ
取
上
ル
ヲ
得
ヘ
シ
」

（
七
一
八
）



船
員
法
の
性
質
論
（
南
）

三
五
一

第
十
一
条

「
船
中
ニ
於
テ
徒
党
ヲ
謀
ル
者
船
長
ヲ
却
ス
者
脱
船
ス
ル
者
（
雇
入
期
間
内
ニ
逃
亡
ス
ル
者
ヲ
云
）
ニ
其
事
情
ニ
因
リ
百
日
以
内
ノ
懲
役
ニ

処
ス
若
シ
船
体
船
具
ヲ
毀
傷
シ
又
ハ
載
貨
ヲ
使
用
ス
ル
者
ハ
其
実
価
ヲ
償
ハ
シ
ム
ル
ノ
外
本
条
ニ
依
テ
其
罪
ヲ
科
ス
ヘ
シ
」

こ
れ
ら
の
規
定
を
見
る
に
、
①
船
長
の
指
図
に
従
わ
な
い
者
、
②
上
陸
許
可
な
く
上
陸
し
た
り
、
許
可
の
時
間
を
過
ぎ
た
り
し
た
者
、

③
職
務
懈
怠
者
、
④
喧
嘩
し
た
者
、
⑤
酩
酊
者
、
⑥
銃
器
等
所
持
者
、
⑦
酒
類
所
持
者
に
対
す
る
違
約
金
等
や
、
さ
ら
に
⑧
徒
党
を
組
む

者
、
⑨
船
長
に
刃
向
か
う
者
、
⑩
脱
船
者
に
対
し
て
は
損
害
賠
償
の
ほ
か
刑
事
罰
も
科
せ
ら
れ
る
可
能
性
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ

し
て
、
刑
事
罰
を
も
っ
て
対
処
し
て
い
る
よ
う
に
、
船
内
に
お
け
る
規
律
が
こ
の
段
階
か
ら
既
に
重
視
さ
れ
て
い
た
と
も
い
え
よ
う
。
そ

し
て
、
こ
の
規
則
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
後
に
英
米
法
を
模
範
に
し
た
立
法
を
望
む
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
一
八
五
四
年
イ
ギ

リ
ス
商
船
法
に
範
を
と
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
（
30
）

。
そ
の
後
、
明
治
二
三
年
商
法
（
旧
商
法
）
が
ロ
エ
ス
レ
ル
に
よ
り
起
草
さ
れ

（
施
行
延
期
）、
明
治
三
二
年
商
法
及
び
船
員
法
（
明
治
三
二
年
船
員
法
）
の
制
定
に
伴
い
、
西
洋
形
商
船
雇
入
雇
止
規
則
は
廃
止
さ
れ
、
船

長
及
び
海
員
に
関
す
る
規
定
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
法
律
へ
と
吸
収
さ
れ
て
い
く
こ
と
と
な
る
。

船
長
の
権
限
及
び
船
内
規
律
に
関
す
る
規
定
に
関
し
て
述
べ
れ
ば
、
明
治
三
二
年
船
員
法
は
以
下
の
よ
う
な
規
定
を
そ
れ
ぞ
れ
置
く
。

明
治
三
二
年
船
員
法

第
十
三
条

「
船
長
ハ
海
員
ヲ
指
揮
、
監
督
シ
及
ヒ
船
中
ニ
在
ル
者
ニ
対
シ
其
職
務
ヲ
行
フ
ニ
必
要
ナ
ル
命
令
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
得
」

（
七
一
九
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
三
号
（
二
〇
一
八
年
十
二
月
）

三
五
二

第
三
十
六
条

「
左
ノ
場
合
ニ
於
テ
ハ
船
長
ハ
海
員
ヲ
懲
戒
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

一　

海
員
カ
上
長
ニ
対
シ
テ
尊
敬
又
ハ
従
順
ノ
道
ヲ
失
ヒ
タ
ル
ト
キ

二　

海
員
カ
其
職
務
ヲ
怠
リ
タ
ル
ト
キ

三　

海
員
カ
他
ノ
海
員
ノ
職
務
執
行
ヲ
妨
ケ
タ
ル
ト
キ

四　

海
員
カ
喧
争
シ
タ
ル
ト
キ

五　

海
員
カ
船
長
ノ
許
可
ヲ
得
ス
シ
テ
船
舶
ヲ
去
リ
タ
ル
ト
キ
又
ハ
船
長
カ
指
定
シ
タ
ル
時
マ
テ
ニ
帰
船
セ
サ
リ
シ
ト
キ

六　

海
員
カ
船
長
ノ
許
可
ヲ
得
ス
シ
テ
点
火
又
ハ
焚
火
シ
タ
ル
ト
キ

七　

海
員
カ
船
長
ノ
許
可
ヲ
得
ス
シ
テ
端
艇
ヲ
使
用
シ
タ
ル
ト
キ

八　

海
員
カ
食
料
又
ハ
飲
料
ヲ
濫
費
シ
タ
ル
ト
キ

九　

海
員
カ
船
長
ノ
許
可
ヲ
得
ス
シ
テ
酒
類
ヲ
所
持
ス
ル
ト
キ
又
は
吸
煙
シ
タ
ル
ト
キ

十　

海
員
カ
酩
酊
シ
テ
事
ヲ
省
セ
サ
ル
ト
キ

十
一　

其
他
海
員
カ
船
中
ノ
秩
序
ニ
反
ス
ル
行
為
ヲ
為
シ
タ
ル
ト
キ
」

第
四
十
二
条

「
海
員
カ
人
身
又
ハ
船
舶
ニ
危
害
ヲ
及
ホ
ス
ヘ
キ
行
為
ヲ
為
サ
ン
ト
ス
ル
ト
キ
ハ
船
長
ハ
必
要
ノ
期
間
内
其
海
員
ノ
身
体
ヲ
拘
束
ス
ル

コ
ト
ヲ
得
」

（
七
二
〇
）



船
員
法
の
性
質
論
（
南
）

三
五
三

第
四
十
四
条

「
船
長
ハ
必
要
ア
ル
ト
キ
ハ
旅
客
其
他
船
中
ニ
在
ル
者
ニ
対
シ
テ
モ
前
二
条
ニ
定
メ
タ
ル
処
分
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
得
」

こ
れ
ら
の
規
定
を
見
る
と
、
現
在
の
船
長
の
権
限
や
船
内
規
律
に
関
す
る
規
定
は
、
明
治
三
二
年
船
員
法
と
ほ
と
ん
ど
変
わ
っ
て
い
な
い

と
い
え
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
同
規
定
は
、
そ
の
後
の
昭
和
一
二
年
船
員
法
へ
と
ほ
ぼ
変
わ
ら
な
い
ま
ま
引
き
継
が
れ
て
い
き
（
31
）

、
現
行
船
員

法
の
規
定
と
し
て
残
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
う
す
る
と
、
船
長
の
権
限
や
船
内
規
律
に
関
す
る
規
定
の
立
法
経
緯
に
つ
い
て
鑑
み
れ
ば
、
前
述
の
よ
う
に
、
当
時
の
船
員
の
気
風

等
が
懸
念
視
さ
れ
て
お
り
、
船
内
規
律
の
た
め
、
そ
し
て
船
舶
の
安
全
性
を
確
保
す
る
た
め
、
刑
事
罰
を
も
っ
て
こ
れ
に
対
応
し
た
も
の

と
考
え
ら
れ
る
。
明
治
三
二
年
船
員
法
は
そ
れ
を
よ
り
具
体
的
か
つ
詳
細
に
立
法
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
で
は
、
こ
の
よ
う
な
よ
り

具
体
的
か
つ
詳
細
な
規
定
は
ど
こ
か
ら
き
た
も
の
だ
ろ
う
か
。
西
洋
形
商
船
雇
入
雇
止
規
則
が
前
述
し
た
よ
う
に
、
一
八
五
四
年
イ
ギ
リ

ス
商
船
法
を
模
範
と
し
て
お
り
、
ま
た
、
当
時
の
イ
ギ
リ
ス
商
船
法
で
も
、
船
内
規
律
に
関
す
る
規
定
に
つ
い
て
ほ
ぼ
同
様
の
規
定
を
有

し
て
い
る
（
32
）

こ
と
に
鑑
み
れ
ば
、
イ
ギ
リ
ス
商
船
法
の
影
響
が
非
常
に
大
き
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
（
33
）

る
（
34
）

。
そ
こ
で
、
こ
れ
ら
の
船
長
の

船
内
規
律
権
限
に
つ
い
て
、
日
本
の
船
員
法
が
影
響
を
受
け
た
と
考
え
ら
れ
る
イ
ギ
リ
ス
商
船
法
及
び
イ
ギ
リ
ス
の
海
事
判
例
を
一
つ
の

素
材
と
し
て
、
船
員
法
上
の
船
長
の
船
内
規
律
権
限
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
と
す
る
。

（
七
二
一
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
三
号
（
二
〇
一
八
年
十
二
月
）

三
五
四

第
三
章　

イ
ギ
リ
ス
法
に
お
け
る
議
論

第
一
節　

船
長
の
船
内
規
律
権
限
の
背
景
・
根
拠

日
本
の
船
員
法
が
イ
ギ
リ
ス
商
船
法
に
よ
る
影
響
を
受
け
て
い
る
こ
と
に
鑑
み
て
、
本
章
で
は
、
一
九
世
紀
に
お
け
る
イ
ギ
リ
ス
商
船

法
に
お
け
る
船
内
規
律
に
関
す
る
規
定
の
議
論
状
況
を
踏
ま
え
て
、
船
長
の
船
内
規
律
に
関
す
る
権
限
の
根
拠
や
性
質
等
に
つ
い
て
考
察

す
る
こ
と
と
す
る
。

一
七
世
紀
か
ら
一
八
世
紀
に
か
け
て
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
海
外
探
査
や
植
民
地
化
は
、
大
量
の
乗
組
員
が
い
る
帆
船
を
数
多
く
必

要
と
し
た
。
そ
の
た
め
、
そ
の
時
代
の
帆
船
は
大
量
の
船
員
が
必
要
と
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
囚
人
が
船
員
と
し
て
雇
わ
れ
た
り
、
酒
に

酔
っ
た
者
が
無
理
矢
理
に
乗
船
さ
せ
ら
れ
た
り
す
る
な
ど
し
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
当
時
の
商
船
の
乗
組
員
は
、
剛
腕
で
、

荒
々
し
く
、
反
抗
的
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
そ
こ
で
、
船
舶
所
有
者
及
び
船
舶
職
員
は
、
乗
組
員
に
対
し
て
秩
序
を
維
持
す
る
た
め
、
圧

制
的
な
手
段
で
統
制
し
て
い
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
当
時
は
、
商
業
海
運
の
利
益
保
護
に
偏
り
、
そ
の
一
つ
と
し
て
荒
々
し
い
船
員
に
対
す
る

統
制
と
い
う
の
が
重
視
さ
れ
て
い
た
と
い
わ
れ
て
い
る
（
35
）

。

と
こ
ろ
で
、
船
長
の
船
内
規
律
の
た
め
の
権
限
の
行
使
を
必
要
と
す
る
よ
う
な
緊
急
事
態
は
、
船
内
に
お
け
る
船
員
等
に
よ
る
一
斉
蜂

起
か
ら
旅
客
同
士
の
口
論
ま
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
た
（
36
）

。
そ
し
て
、
一
九
世
紀
の
イ
ギ
リ
ス
商
船
法
（
37
）

に
お
い
て
は
船
長
の
船
内
規
律
に

関
す
る
権
限
が
明
確
に
定
め
ら
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
船
長
の
当
該
権
限
行
使
を
行
う
場
合
に
は
、
航
海
日
誌
に
、
当
該
事
実
を

記
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
場
合
に
の
み
海
員
等
に
対
し
て
制
裁
を
加
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
（
38
）

、
船
長
が
当

該
権
限
を
有
し
て
い
る
こ
と
が
前
提
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
船
長
の
船
内
規
律
権
限
は
、
現
在
に
至
る
ま
で
、
コ
モ
ン
ロ
ー

（
七
二
二
）



船
員
法
の
性
質
論
（
南
）

三
五
五

上
の
権
限
と
し
て
認
め
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
る
（
39
）

。
さ
ら
に
、
こ
の
権
限
は
、
船
長
の
海
員
に
対
す
る
権
限
だ
け
で
は
な
く
、
旅
客
に
対
す

る
権
限
と
し
て
も
認
め
ら
れ
て
き
た
と
さ
れ
る
（
40
）

。

で
は
、
そ
の
よ
う
な
船
長
の
船
内
規
律
権
限
は
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
根
拠
に
基
づ
い
て
認
め
ら
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
も
そ

も
船
長
は
、
航
海
を
適
切
に
実
行
し
、
船
舶
と
積
荷
の
安
全
性
を
確
保
し
、
船
内
に
い
る
者
の
人
命
、
健
康
及
び
快
適
性
を
提
供
す
る
こ

と
が
義
務
付
け
ら
れ
、
そ
の
た
め
に
も
船
内
の
厳
格
な
規
律
を
維
持
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
そ
し
て
、
そ
の
本
質
は
、

船
長
に
よ
る
船
内
規
律
権
限
は
航
海
の
安
全
や
船
主
・
旅
客
・
積
荷
の
た
め
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
（
41
）

。
つ
ま
り
、
船
内
規

律
は
航
海
の
安
全
の
前
提
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
（
42
）

。

こ
の
よ
う
な
前
提
を
踏
ま
え
つ
つ
も
、
船
長
の
船
内
規
律
権
限
の
根
拠
に
つ
い
て
は
、
当
初
は
、
経
済
的
な
家
父
長
権
の
一
部
と
し
て

捉
え
ら
れ
て
い
た
が
（
43
）

、
そ
の
後
、「
海
上
の
船
舶
は
そ
れ
自
体
小
さ
な
王
国
で
あ
る
（
44
）

」
と
の
考
え
か
ら
、
国
王
の
権
限
の
一
部
と
し
て
も

考
え
ら
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
船
長
の
権
限
の
根
拠
は
、
軍
隊
に
お
け
る
「
統
治
、
秩
序
及
び
規
律
の
必
要
性
」
と
共
通
す
る
も
の
で
あ
る

が
、
た
だ
し
、
船
長
の
権
限
は
、
国
王
の
臣
民
の
自
由
と
海
運
及
び
国
王
の
恩
恵
に
対
す
る
適
切
な
考
慮
と
い
う
観
点
か
ら
、
警
戒
心
を

も
っ
て
権
限
を
行
使
し
、
か
つ
、
船
舶
及
び
航
海
の
安
全
に
必
要
な
限
度
に
厳
し
く
制
限
さ
れ
る
と
の
指
摘
が
な
さ
れ
た
（
45
）

。
さ
ら
に
、
船

舶
の
職
員
の
軍
隊
的
な
特
徴
と
い
う
単
純
な
理
解
を
否
定
し
つ
つ
も
、
海
軍
の
職
務
や
そ
の
習
慣
・
慣
習
か
ら
導
か
れ
る
特
別
な
権
限
で

あ
り
、
海
上
に
お
け
る
困
難
性
や
危
険
性
に
遭
遇
す
る
よ
う
な
関
係
に
認
め
ら
れ
る
権
限
で
あ
る
と
す
る
見
解
も
あ
っ
た
（
46
）

。

こ
の
よ
う
な
議
論
が
あ
る
中
、
船
長
の
船
内
規
律
権
限
に
関
す
る
一
般
論
を
提
示
し
たA

gincourt

号
事
件
判
決
に
お
い
て
、

S
tow
ell

卿
は
「
重
大
な
職
務
違
反
が
あ
る
場
合
、
商
船
の
船
長
に
は
、
職
務
怠
慢
の
海
員
に
対
し
て
体
罰
を
加
え
る
権
利
を
有
す
る
。

そ
し
て
、
そ
の
権
利
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
で
認
め
ら
れ
て
い
る
」
と
し
つ
つ
も
、
そ
れ
に
は
一
定
の
制
約
が
あ
る
と
し
、
そ
の
範
囲
と
の

（
七
二
三
）
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六

関
係
で
、「
こ
の
問
題
に
つ
い
て
の
法
令
上
の
規
定
は
存
在
し
な
い
。
商
船
船
員
に
関
連
す
る
法
令
は
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
何
も
語
っ
て

い
な
い
。
そ
の
権
威
は
、
裁
判
所
に
よ
る
判
決
に
よ
っ
て
の
み
認
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
以
下
の
こ
と
〔
①

制
裁
は
穏
当
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
、
②
適
切
な
聴
聞
手
続
を
経
た
上
で
制
裁
が
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
│

筆
者
註
〕
に
つ
い
て
は
充
分
に
確
立
し
た
ル
ー
ル
と
な
っ
て
い
る
と
考
え
る
」
と
述
べ
、
そ
の
必
要
性
及
び
裁
量
に
基
づ
く
「
船
長
固
有

の
権
限
」
で
あ
る
と
判
示
す
る
（
47
）

。

し
か
し
な
が
ら
、
一
九
世
紀
中
葉
以
降
、
上
記
の
よ
う
な
国
王
権
限
や
家
父
長
権
、
さ
ら
に
軍
法
と
の
コ
ロ
ラ
リ
ー
と
し
て
考
え
ら
れ

て
き
た
船
長
の
船
内
規
律
権
限
は
、
契
約
法
的
な
根
拠
か
ら
説
明
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
船
内
に
い
る
者
の
う
ち
、
海
員
に

つ
い
て
は
海
員
が
職
務
を
行
う
に
当
た
っ
て
通
常
な
さ
れ
る
契
約
に
よ
り
、
船
長
に
よ
る
船
舶
の
航
海
に
関
す
る
法
令
上
の
す
べ
て
の
事

項
に
お
け
る
命
令
に
従
い
、
船
内
規
律
を
維
持
す
る
義
務
が
明
示
的
に
約
さ
れ
る
と
説
明
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
（
48
）

。
加
え
て
、
船
内
に
い
る

者
の
う
ち
、
旅
客
に
関
し
て
は
、
船
長
は
法
令
上
、
船
舶
の
安
全
、
乗
組
員
の
適
切
な
秩
序
、
ま
た
は
船
上
の
す
べ
て
の
安
全
に
必
要
な

も
の
を
明
示
的
に
契
約
関
係
に
あ
る
船
主
に
対
し
て
だ
け
で
は
な
く
、
到
着
地
ま
で
運
送
す
る
と
約
束
し
た
者
に
対
し
て
、
船
長
に
服
す

る
と
い
う
黙
示
の
契
約
条
件
に
基
づ
い
て
権
限
を
行
使
し
得
る
と
説
明
さ
れ
る
（
49
）

。
こ
の
よ
う
な
契
約
法
的
な
船
長
の
旅
客
に
対
す
る
権
限

の
根
拠
に
つ
い
て
は
、
実
際
に
裁
判
例
の
中
で
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、K

ing v. F
ranklin

事
件
判
決
に
お
い
て
は
、「
船
長
は

旅
客
及
び
乗
組
員
に
対
し
て
絶
対
的
な
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
権
を
有
す
る
。
旅
客
と
の
契
約
に
は
、
船
長
が
旅
客
を
運
送
し
、
乗
船
さ
せ
、
宿

泊
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
旅
客
の
方
も
船
長
の
合
理
的
な
命
令
す
べ
て
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
も
含
ま
れ
て
い
る
」
と

判
示
さ
れ
て
い
る
（
50
）

。
ま
た
、
秩
序
を
乱
す
旅
客
と
そ
れ
以
外
の
旅
客
と
の
関
係
か
ら
、
船
長
が
他
の
旅
客
へ
の
快
適
さ
の
提
供
を
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
の
裏
返
し
と
し
て
、
秩
序
を
乱
す
旅
客
を
隔
離
す
る
権
限
が
あ
る
と
い
う
（
51
）

、
現
代
の
日
本
に
お
け
る
安
全
配
慮
義
務

（
七
二
四
）



船
員
法
の
性
質
論
（
南
）

三
五
七

類
似
の
発
想
も
み
ら
れ
る
。

第
二
節　

船
長
の
船
内
規
律
権
限
の
限
界

前
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、
船
長
の
船
内
規
律
権
限
は
船
員
及
び
旅
客
と
の
契
約
に
内
在
す
る
権
限
と
し
て
根
拠
づ
け
ら
れ
て
い
っ
た
が
、

他
方
で
、
こ
の
権
限
の
限
界
に
つ
い
て
も
議
論
の
対
象
と
も
な
っ
て
い
っ
た
。
例
え
ば
、
国
王
の
権
限
や
経
済
的
家
父
長
権
に
基
づ
く
権

限
で
あ
れ
ば
、
か
な
り
広
範
な
裁
量
を
当
該
権
限
行
使
に
当
た
っ
て
船
長
は
有
し
て
い
る
と
い
う
よ
う
な
形
で
、
あ
る
程
度
、
説
明
で
き

る
か
も
し
れ
な
い
が
、
一
方
で
、
海
上
労
働
契
約
や
旅
客
運
送
契
約
に
基
づ
く
も
の
で
あ
れ
ば
、
そ
こ
ま
で
広
い
裁
量
が
認
め
ら
れ
る
わ

け
で
は
な
い
と
も
考
え
ら
れ
る
。

確
か
に
、
船
長
の
船
内
規
律
権
限
は
、
子
供
に
対
す
る
親
の
権
限
や
、
奉
公
人
に
対
す
る
主
人
の
権
限
と
類
似
し
て
い
る
と
も
指
摘
さ

れ
る
（
52
）

。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
権
限
の
行
使
に
当
た
っ
て
は
、
慎
重
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
が
船
長
の
義
務
で
あ
り
、
惨
た
ら
し

い
仕
打
ち
や
圧
制
の
口
実
と
し
て
は
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
き
た
（
53
）

。
そ
の
た
め
、
船
長
の
こ
の
権
限
は
、
合
理
的
か
つ
適
法
な
命
令
に
従
わ

な
か
っ
た
者
に
よ
る
無
秩
序
、
粗
暴
又
は
尊
大
な
行
為
を
し
た
者
に
対
し
て
の
み
行
使
で
き
、
節
度
を
も
っ
て
、
秩
序
違
反
行
為
と
同
程

度
の
内
容
（
54
）

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
た
（
55
）

。
古
く
は
、
こ
の
権
限
の
行
使
に
関
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
の
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
で
は
、

「
酒
に
酔
っ
て
服
従
し
な
い
海
員
、
仲
間
を
虐
待
す
る
者
又
は
他
の
同
様
の
過
ち
を
航
海
中
に
行
っ
た
者
」
に
対
し
て
、
操
舵
手
と
航
海

士
の
同
意
が
あ
っ
た
場
合
に
の
み
認
め
ら
れ
て
い
た
と
さ
れ
（
56
）

、
権
限
行
使
は
限
定
的
と
さ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
法
は

そ
の
よ
う
な
同
意
を
不
要
と
し
つ
つ
も
、
一
部
の
例
外
を
除
き
、
船
長
が
怒
り
に
任
せ
て
（
57
）

懲
戒
権
を
行
使
す
る
こ
と
を
防
ぐ
た
め
、
他
の

者
の
助
言
を
受
け
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
（
58
）

。
ま
た
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
懲
戒
権
を
行
使
す
る
た
め
に
は
航
海
日
誌
へ
の
記

（
七
二
五
）
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録
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
船
長
の
権
限
行
使
に
当
た
っ
て
は
、
被
懲
戒
者
の
利
益
の
た
め
、
聴
聞
手
続
き
を
経
な
け
れ

ば
、
当
該
権
限
行
使
は
違
法
に
な
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
（
59
）

。

で
は
、
ど
の
程
度
の
懲
戒
で
あ
れ
ば
適
法
と
さ
れ
て
い
た
の
か
。
ま
ず
、
一
九
世
紀
に
お
い
て
は
、
体
罰
を
し
た
こ
と
自
体
は
違
法
に

な
る
と
は
考
え
ら
れ
て
お
ら
ず
、
あ
る
程
度
の
体
罰
は
許
容
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
が
（
60
）

、
二
〇
世
紀
以
降
は
体
罰
に
つ
い
て
は
認
め
ら

れ
な
い
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
（
61
）

。
そ
れ
で
は
ど
の
程
度
で
あ
れ
ば
船
長
の
権
限
の
範
囲
内
と
い
え
る
と
さ
れ
る
か
。
こ
の
点
、
例

え
ば
、H

ook v. C
unard S

team
ship C

o.

事
件
（
62
）

で
は
、Q
ueen E

lizabeth

号
の
ラ
ウ
ン
ジ
ス
チ
ュ
ワ
ー
ト
で
あ
る
Ｘ
が
、
旅
客
の
ト

ラ
ブ
ル
に
関
し
て
不
適
切
な
行
為
を
し
た
と
し
て
、
同
船
船
長
Ｙ
が
、
Ｘ
を
逮
捕
し
監
禁
し
た
う
え
で
、
後
に
解
雇
し
た
と
い
う
事
案
に

お
い
て
、
船
舶
の
安
全
性
及
び
秩
序
の
維
持
と
い
う
観
点
か
ら
不
必
要
な
懲
戒
で
あ
っ
た
と
し
た
。
つ
ま
り
、
船
長
の
権
限
の
行
使
が
合

理
的
か
つ
必
要
な
行
為
で
あ
っ
た
か
否
か
と
い
う
観
点
か
ら
裁
量
の
存
否
が
問
題
と
な
る
と
さ
れ
る
（
63
）

。

第
三
節　

小
括

以
上
、
日
本
法
に
強
い
影
響
を
与
え
た
と
い
わ
れ
て
い
る
一
九
世
紀
に
お
け
る
イ
ギ
リ
ス
法
の
船
長
の
船
内
規
律
権
限
に
関
す
る
議
論

を
概
観
し
た
。
こ
こ
か
ら
わ
か
る
こ
と
は
、
第
一
に
、
船
長
の
海
員
及
び
旅
客
に
対
す
る
秩
序
維
持
権
限
の
行
使
は
、
契
約
法
的
な
説
明
、

す
な
わ
ち
、
海
上
労
働
契
約
又
は
海
上
旅
客
運
送
契
約
を
根
拠
と
す
る
見
解
が
確
立
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
、
第
二
に
、
当
該
船
長
の
権

限
に
は
一
定
の
限
界
が
あ
り
、
権
限
行
使
に
当
た
っ
て
は
、
①
適
正
な
手
続
の
確
保
（
聴
聞
手
続
き
及
び
航
海
日
誌
へ
の
記
録
義
務
）
及
び
②

権
限
行
使
が
合
理
的
か
つ
必
要
な
行
為
で
あ
っ
た
か
否
か
と
い
う
観
点
か
ら
裁
量
の
範
囲
が
決
ま
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、

第
一
の
点
か
ら
す
る
と
、
日
本
の
船
員
法
に
お
け
る
船
長
の
権
限
に
関
す
る
規
定
が
、
イ
ギ
リ
ス
法
に
影
響
を
受
け
て
い
る
と
い
う
こ
と

（
七
二
六
）
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に
鑑
み
れ
ば
、
一
つ
の
見
方
と
し
て
、
あ
く
ま
で
海
上
労
働
契
約
及
び
海
上
旅
客
運
送
契
約
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
、
例
え
ば
、
従
来
の

学
説
に
お
け
る
、
海
上
労
働
の
安
全
性
の
確
保
と
い
う
観
点
か
ら
の
説
明
は
、
海
員
に
対
す
る
権
限
で
は
説
明
し
得
る
一
方
で
、
や
は
り

旅
客
に
対
す
る
権
限
で
は
説
明
し
得
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
も
し
、
船
員
法
を
海
上
労
働
法
と
し
て
位
置
づ
け
る
の
で

あ
れ
ば
、
海
員
に
対
す
る
権
限
と
旅
客
に
対
す
る
権
限
と
を
分
け
て
議
論
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
他
方
で
、
従
来
の

通
説
的
見
解
で
あ
る
船
舶
共
同
体
と
い
う
概
念
か
ら
説
明
す
る
立
場
に
対
し
て
も
、
必
ず
し
も
そ
の
よ
う
な
概
念
を
用
い
て
説
明
す
る
必

要
も
な
い
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

第
四
章　

船
員
法
の
性
質
論
を
超
え
て

第
一
節　

イ
ギ
リ
ス
法
か
ら
の
示
唆

日
本
の
船
員
法
が
影
響
を
受
け
た
と
考
え
ら
れ
る
イ
ギ
リ
ス
商
船
法
と
の
関
係
で
、
判
例
法
も
含
め
て
概
観
し
た
と
こ
ろ
、
前
述
し
た

よ
う
に
、
第
一
に
、
船
内
の
規
律
の
維
持
に
よ
り
船
舶
の
安
全
性
を
確
保
し
、
も
っ
て
船
舶
の
利
害
関
係
者
（
船
主
、
荷
主
、
旅
客
等
）
の

安
全
を
図
る
こ
と
が
目
的
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
と
な
る
。
そ
し
て
、
イ
ギ
リ
ス
法
に
お
い
て
も
、
荒
々
し
い
船
員
に
対
す
る
統
制
と
い

う
側
面
を
有
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
西
洋
形
商
船
雇
入
雇
止
規
則
や
そ
の
後
に
続
く
船
員
法
が
労
働
者
保
護

立
法
と
い
う
側
面
を
有
し
つ
つ
も
、
基
本
的
に
、
労
働
者
（
船
員
）
を
統
制
す
る
立
法
と
な
っ
て
い
た
と
い
う
評
価
は
（
64
）

、
妥
当
で
あ
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
。
な
お
、
こ
の
点
に
関
連
し
て
、
明
治
三
二
年
船
員
法
に
お
け
る
船
員
に
対
す
る
統
制
が
、
船
舶
を
国
家
（
国
土
）
の
延

長
と
し
て
、
実
力
か
ら
放
置
さ
れ
る
事
態
に
対
す
る
対
応
と
し
て
現
れ
、
ま
た
海
運
独
占
の
早
期
形
成
と
絶
対
主
義
的
天
皇
制
を
背
景
に

（
七
二
七
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
三
号
（
二
〇
一
八
年
十
二
月
）

三
六
〇

現
れ
て
き
た
と
ま
で
い
え
る
か
は
一
先
ず
措
く
と
し
て
も
（
65
）

、
船
員
の
当
時
の
状
況
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
立
法
が
必
要
と
さ
れ
て
き
た
と
い

う
の
は
、
イ
ギ
リ
ス
法
及
び
日
本
法
い
ず
れ
も
共
通
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
船
内
規
律
と
い
う
の
が
重
視
さ
れ
て
い
た

も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

第
二
に
、
イ
ギ
リ
ス
法
に
お
い
て
は
、
船
長
の
船
内
規
律
権
限
や
船
員
に
対
す
る
懲
戒
は
、
い
ず
れ
も
そ
の
根
拠
等
に
つ
い
て
紆
余
曲

折
は
あ
っ
た
も
の
の
、
基
本
的
に
は
海
上
労
働
契
約
に
付
随
す
る
権
限
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
（
66
）

。
裏
を
返
せ
ば
、

海
員
は
船
長
の
適
法
か
つ
合
理
的
な
命
令
に
従
う
義
務
を
負
い
、
も
し
当
該
命
令
に
反
し
た
り
、
法
が
定
め
る
懲
戒
事
由
を
惹
起
し
た
り

し
た
よ
う
な
場
合
に
は
、
当
該
義
務
に
違
反
し
て
懲
戒
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
（
67
）

。
こ
の
こ
と
を
一

般
的
・
抽
象
的
に
捉
え
る
の
で
あ
れ
ば
、
陸
上
労
働
に
お
け
る
懲
戒
権
の
根
拠
と
も
そ
う
大
差
な
い
よ
う
に
も
思
え
る
（
68
）

。
す
な
わ
ち
、
最

判
昭
和
五
二
年
一
二
月
一
三
日
民
集
三
一
巻
七
号
一
〇
三
七
頁
〔
富
士
重
工
業
事
件
〕
に
お
い
て
「
企
業
秩
序
は
、
企
業
の
存
立
と
事
業

の
円
滑
な
運
営
の
維
持
の
た
め
に
必
要
不
可
欠
な
も
の
で
…
企
業
秩
序
を
維
持
確
保
す
る
た
め
、
こ
れ
に
必
要
な
諸
事
項
を
規
則
を
も
っ

て
一
般
的
に
定
め
、
あ
る
い
は
具
体
的
に
労
働
者
に
指
示
、
命
令
す
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
、
企
業
秩
序
に
違
反
す
る
行
為
が
あ
っ
た
場

合
に
は
、
そ
の
違
反
す
る
行
為
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
そ
の
違
反
行
為
の
内
容
、
態
様
、
程
度
等
を
明
ら
か
に
し
て
、
乱
さ
れ
た
企
業
秩

序
の
回
復
に
必
要
な
業
務
上
の
指
示
、
命
令
を
発
止
、
又
は
違
反
者
に
対
し
精
細
と
し
て
懲
戒
処
分
を
行
う
た
め
、
事
実
関
係
の
調
査
を

す
る
こ
と
が
で
き
る
…
。」
と
述
べ
た
上
で
、「
労
働
者
は
、
労
働
契
約
を
締
結
し
て
企
業
に
雇
用
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
企
業
に
対
し
、

労
務
提
供
義
務
を
負
う
と
と
も
に
、
こ
れ
に
付
随
し
て
、
企
業
秩
序
遵
守
義
務
そ
の
他
の
義
務
を
負
う
」
と
判
示
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と

は
後
の
最
判
昭
和
五
八
年
九
月
八
日
労
判
四
一
五
号
二
九
頁
〔
関
西
電
力
事
件
〕
に
お
い
て
も
踏
襲
さ
れ
て
い
る
。
陸
上
労
働
者
の
場
合

の
懲
戒
権
の
根
拠
に
つ
い
て
は
、
判
例
の
立
場
に
や
や
曖
昧
な
と
こ
ろ
は
あ
る
も
の
の
、
懲
戒
権
の
根
拠
に
つ
い
て
は
労
働
契
約
か
ら
説

（
七
二
八
）



船
員
法
の
性
質
論
（
南
）

三
六
一

明
可
能
な
根
拠
に
依
拠
し
つ
つ
、
企
業
秩
序
維
持
と
い
う
懲
戒
制
度
の
目
的
に
照
ら
し
て
適
切
妥
当
な
有
効
要
件
を
検
討
す
る
こ
と
が
重

要
で
あ
り
、
判
例
法
理
は
、
こ
う
し
た
要
請
を
包
摂
し
た
立
場
で
あ
る
と
の
理
解
も
み
ら
れ
る
（
69
）

。
基
本
的
に
は
、
船
員
も
労
働
者
で
あ
る

こ
と
か
ら
す
れ
ば
（
労
契
法
二
一
条
参
照
）、
同
じ
よ
う
な
こ
と
が
妥
当
す
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
結
局
、
船
長
の
船
員
に
対
す
る
懲

戒
権
の
根
拠
も
、
法
令
の
規
定
は
あ
る
も
の
の
、
元
を
正
せ
ば
、
海
上
労
働
契
約
に
よ
っ
て
根
拠
付
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
船
長
の
海
員
に
対
す
る
懲
戒
に
関
す
る
規
定
な
ど
は
海
上
労
働
法
た
る
船
員
法
に
規
定
さ
れ
て
い
た
と
し
て
も
、

大
き
な
問
題
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
、
陸
上
労
働
の
場
合
と
同
様
に
、
海
員
に
対
す
る
懲
戒
に
つ
い
て
、
ど
こ
ま
で
な
し

う
る
の
か
、
と
い
う
限
界
に
つ
い
て
は
今
後
さ
ら
に
検
討
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
部
分
だ
と
考
え
る
。

し
か
し
な
が
ら
一
方
で
、
問
題
は
旅
客
に
対
す
る
船
長
の
権
限
で
あ
る
。
船
長
は
旅
客
に
対
し
て
も
一
定
の
権
限
等
を
行
使
し
う
る
と

さ
れ
る
。
船
員
法
七
条
は
「
船
内
に
あ
る
者
に
対
し
て
自
己
の
職
務
を
行
う
の
に
必
要
な
命
令
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。」
と
定
め
、

二
五
条
は
「
船
長
は
、
海
員
が
凶
器
、
爆
発
又
は
発
火
し
や
す
い
物
、
劇
薬
そ
の
他
の
危
険
物
を
所
持
す
る
と
き
は
、
そ
の
物
に
つ
き
保

管
、
放
棄
、
そ
の
他
の
処
置
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。」
と
し
、
二
六
条
は
「
船
長
は
、
船
内
に
あ
る
者
の
生
命
若
し
く
は
身
体
又
は
船

舶
に
危
害
を
及
ぼ
す
よ
う
な
行
為
を
し
よ
う
と
す
る
海
員
に
対
し
、
そ
の
危
害
を
避
け
る
の
に
必
要
な
処
置
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。」

と
定
め
た
上
で
、
二
七
条
で
「
船
長
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
旅
客
そ
の
他
船
内
に
あ
る
者
に
対
し
て
も
、
前
二
条
に
規
定

す
る
処
置
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。」
と
し
て
、
旅
客
等
に
対
す
る
権
限
行
使
が
認
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
イ
ギ
リ
ス
法
で
は
、
こ

れ
ら
の
権
限
は
海
上
旅
客
運
送
契
約
を
根
拠
に
認
め
ら
れ
る
と
す
る
。
つ
ま
り
、
前
述
の
よ
う
に
、
イ
ギ
リ
ス
法
で
は
、
海
上
旅
客
運
送

契
約
に
は
、
旅
客
は
船
長
の
適
法
か
つ
合
理
的
な
指
揮
命
令
に
対
し
て
従
う
義
務
が
含
ま
れ
て
い
る
と
解
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
点
、
日
本

法
に
お
い
て
も
、
海
上
旅
客
運
送
契
約
の
締
結
に
よ
り
、
船
舶
所
有
者
（
海
上
運
送
人
）
は
、
善
良
な
る
管
理
者
と
し
て
の
注
意
を
も
っ

（
七
二
九
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
三
号
（
二
〇
一
八
年
十
二
月
）

三
六
二

て
旅
客
を
安
全
か
つ
迅
速
に
目
的
地
ま
で
運
送
す
る
こ
と
に
つ
い
て
運
送
契
約
上
の
義
務
を
負
っ
て
い
る
と
指
摘
さ
れ
（
70
）

、
船
内
に
お
い
て

旅
客
の
一
部
が
他
の
旅
客
に
対
し
て
危
害
を
加
え
る
よ
う
な
場
合
に
は
、
当
該
義
務
と
の
関
係
上
、
船
長
が
権
限
を
行
使
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
当
該
旅
客
は
そ
の
指
揮
命
令
等
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
基
本
的
に
日
本

で
も
イ
ギ
リ
ス
法
と
同
様
の
根
拠
付
け
が
妥
当
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
船
長
の
旅
客
に
対
す
る
指
揮
命
令
権
等
に
つ
い

て
は
、
や
は
り
海
上
労
働
法
の
一
部
と
捉
え
る
こ
と
は
か
な
り
困
難
で
あ
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
あ
く
ま
で
海
上
旅
客
運
送
契
約
に

よ
っ
て
生
じ
う
る
権
限
と
い
う
よ
う
に
捉
え
た
方
が
妥
当
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

以
上
の
よ
う
に
考
察
し
て
み
る
な
ら
ば
、
少
な
く
と
も
船
員
法
第
二
章
及
び
第
三
章
の
全
て
の
規
定
に
つ
い
て
、
海
上
労
働
法
た
る
性

質
を
有
し
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
は
非
常
に
困
難
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
さ
ら
に
、
第
二
章
に
は
、
遭
難
船
舶
等
の
援
助
（
一
四
条
）、

異
常
気
象
等
の
通
報
義
務
（
一
四
条
の
二
）、
水
葬
（
一
五
条
）、
遺
留
品
の
処
置
（
一
六
条
）、
在
外
国
民
の
送
還
等
に
関
す
る
権
限
（
一
七

条
）、
船
内
書
類
備
置
義
務
（
一
八
条
）、
航
行
に
関
す
る
報
告
（
一
九
条
）
や
船
長
の
職
務
代
行
（
二
〇
条
）
を
有
し
て
お
り
、
加
え
て
、

S
T
C
W

条
約
と
の
関
係
か
ら
規
定
さ
れ
て
い
る
一
一
七
条
の
二
〜
一
一
八
条
の
三
の
規
定
も
、
海
上
労
働
法
と
い
う
性
質
よ
り
も
、
海

上
交
通
警
察
法
や
船
舶
職
員
等
法
と
し
て
の
性
質
を
有
し
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
、
雑
多
な
も
の
が
含
ま
れ
て
い
る
と
も
い
え
そ
う
で
あ

る
。第

二
節　

船
員
法
の
性
質
論
を
超
え
て

船
員
法
の
性
質
に
つ
い
て
学
説
は
従
来
、
統
一
的
な
体
系
の
下
で
船
員
法
を
把
握
し
よ
う
と
し
て
き
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
海
運
及
び

海
上
技
術
の
発
展
に
伴
い
、
様
々
な
規
定
が
船
員
法
に
含
め
ら
れ
て
い
る
中
、
統
一
的
な
船
員
法
を
把
握
す
る
こ
と
は
か
な
り
困
難
な
状

（
七
三
〇
）



船
員
法
の
性
質
論
（
南
）

三
六
三

況
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
確
か
に
、
海
上
労
働
法
と
し
て
純
化
す
べ
き
で
あ
る
と
の
指
摘
は
、
ま
さ
に
正
当
と
考
え
ら

れ
る
が
、
他
方
で
、
純
化
す
る
に
し
て
も
、
ど
の
規
定
を
船
員
法
に
残
し
、
ど
の
規
定
を
他
の
法
律
に
移
植
す
る
か
、
と
判
断
を
す
る
こ

と
は
か
な
り
難
し
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
現
在
の
海
上
労
働
実
務
と
の
関
係
か
ら
、
例
え
ば
、
第
三
章
の
規
律
に

関
す
る
規
定
に
対
し
て
「
船
内
秩
序
の
維
持
に
関
す
る
英
国
の
法
律
や
雇
入
契
約
の
内
容
は
、
雇
用
さ
れ
る
船
員
の
レ
ベ
ル
の
低
さ
に
応

じ
た
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
規
定
は
職
員
で
は
な
く
部
員
を
名
宛
人
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
一
定
の
技
術
、
知
識
を
要
し
た
職
員

に
比
べ
て
、
船
の
ハ
ン
ド
で
あ
る
部
員
に
は
無
学
、
無
教
養
な
者
が
多
か
っ
た
当
時
の
社
会
的
な
背
景
よ
り
、
こ
の
よ
う
な
規
定
が
置
か

れ
た
と
推
察
さ
れ
る
。
／
…
わ
が
国
の
よ
う
に
一
般
的
に
教
育
水
準
が
高
く
、
こ
れ
を
出
自
と
す
る
船
員
の
教
養
、
人
格
共
に
国
際
海
運

従
事
の
船
員
の
平
均
を
大
き
く
上
回
る
こ
の
事
態
に
お
い
て
も
未
だ
、
青
少
年
の
躾
に
近
い
、
人
間
的
に
見
下
し
た
か
の
よ
う
な
内
容
の

法
文
の
存
在
は
、
船
員
の
人
権
や
社
会
に
お
け
る
相
対
的
な
地
位
、
世
間
一
般
の
見
方
に
影
響
す
る
（
71
）

」
と
い
う
危
惧
に
鑑
み
て
、
性
質
論

と
い
う
形
で
何
ら
か
の
体
系
的
か
つ
統
一
的
な
説
明
を
す
る
よ
り
も
、
各
規
定
の
趣
旨
（
背
景
や
根
拠
）・
目
的
・
限
界
（
72
）

を
個
別
に
検
討
し
、

も
し
立
法
論
と
し
て
純
化
す
べ
き
で
あ
る
と
し
て
も
、
ど
の
規
定
を
残
し
、
ど
の
規
定
を
他
の
法
へ
移
植
す
べ
き
か
、
あ
る
い
は
削
除
す

べ
き
か
を
検
討
す
る
時
期
に
来
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

（
1
） 

神
戸
大
学
海
事
科
学
研
究
科
海
事
法
規
研
究
会
編
『
概
説
海
事
法
規
（
改
訂
版
）』〔
根
本
到
〕（
成
山
堂
書
店
、
二
〇
一
五
年
）
六
二
頁
。

（
2
） 

石
井
照
久
「
海
上
労
働
に
関
す
る
法
的
規
整
の
発
達
（
一
）」
法
律
時
報
三
〇
巻
一
号
（
一
九
四
〇
年
）
五
頁
〜
六
頁
。

（
3
） 

石
井
照
久
『
労
働
法
総
論
（
増
補
版
）』（
有
斐
閣
、
一
九
七
九
年
）
一
六
九
頁
。

（
4
） 

住
田
正
二
『
船
員
法
の
研
究
』（
成
山
堂
書
店
、
一
九
七
三
年
）
五
頁
〜
六
頁
。

（
5
） 

前
掲
註（
4
）・
住
田
一
〇
頁
。

（
七
三
一
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
三
号
（
二
〇
一
八
年
十
二
月
）

三
六
四

（
6
） 

武
城
正
長
「
船
員
法
の
基
本
問
題
」
日
本
労
働
法
学
会
編
『
現
代
労
働
法
講
座　

第
九
巻　

労
働
保
護
法
論
』（
総
合
労
働
研
究
所
、

一
九
八
二
年
）
三
一
二
頁
。

（
7
） 
武
城
正
長
『
海
上
労
働
法
の
研
究
』（
多
賀
出
版
、
一
九
八
六
年
）
八
七
頁
〜
八
八
頁
。

（
8
） 
前
掲
註（
7
）・
武
城
八
九
頁
。

（
9
） 

笹
木
弘
『
技
術
革
新
と
船
員
労
働
』（
成
山
堂
書
店
、
一
九
七
五
年
）
二
八
六
頁
。

（
10
） 

本
節
の
記
述
に
つ
い
て
は
、
主
に
前
掲
註（
7
）・
武
城
二
二
七
頁
以
下
、
財
団
法
人
海
事
産
業
研
究
所
『
船
員
雇
用
の
研
究
』（
海
事
産
業
研

究
所
、
一
九
七
九
年
）
一
頁
以
下
、
志
津
田
氏
治
『
海
事
立
法
の
発
展
』（
海
文
堂
、
一
九
五
九
年
）
一
頁
以
下
、
笹
木
弘
『
船
員
政
策
と
海
員
組

合
』（
成
山
堂
書
店
、
一
九
六
二
年
）
四
六
頁
以
下
等
を
参
照
し
た
。

（
11
） 

徳
川
幕
府
は
、
文
久
元
年
（
一
八
六
一
年
）
に
、
一
八
五
三
年
に
ペ
リ
ー
に
よ
る
浦
賀
来
航
に
伴
う
危
機
感
よ
り
、
大
船
の
建
造
と
外
国
船
の

購
入
を
奨
励
し
、
翌
年
に
は
海
外
渡
航
を
認
め
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
（
前
掲
註（
10
）・
海
事
産
業
研
究
所
一
頁
）。
し
か
し
、
明
治
維
新
当
時
の

西
洋
形
船
舶
は
一
三
八
隻
に
と
ど
ま
り
、
そ
の
多
く
が
幕
藩
所
有
の
軍
艦
及
び
商
船
の
兼
用
の
船
舶
で
あ
っ
て
、
純
粋
に
商
用
と
し
て
の
船
舶
は
ほ

と
ん
ど
な
か
っ
た
と
さ
れ
る
（
前
掲
註（
10
）・
志
津
田
二
頁
）。

（
12
） 

前
掲
註（
7
）・
武
城
二
二
八
頁
。

（
13
） 

前
掲
註（
10
）・
志
津
田
三
頁
。

（
14
） 

前
掲
註（
10
）・
志
津
田
三
頁
。
日
本
型
船
よ
り
も
西
洋
形
帆
船
の
構
造
が
堅
牢
で
運
航
の
面
で
も
非
常
に
優
秀
で
あ
る
こ
と
が
確
証
さ
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
の
は
、
後
の
明
治
一
〇
年
（
一
八
七
七
年
）
の
西
南
戦
争
の
と
き
だ
っ
た
と
い
わ
れ
る
（
同
五
頁
）。
実
際
、
当
時
の
日
本
形
船
が
逆

風
に
阻
ま
れ
て
軍
需
品
輸
送
に
支
障
が
生
じ
て
い
た
と
い
う
（
前
掲
註（
10
）・
海
事
産
業
研
究
所
九
頁
参
照
）。

（
15
） 

前
掲
註（
10
）・
海
事
産
業
研
究
所
一
頁
。

（
16
） 

前
掲
註（
10
）・
海
事
産
業
研
究
所
二
頁
。

（
17
） 

前
掲
註（
10
）・
海
事
産
業
研
究
所
二
頁
。
そ
の
後
、
内
務
卿
大
久
保
利
通
の
建
白
書
を
容
れ
、
民
有
民
営
海
運
を
保
護
助
成
す
る
こ
と
と
し
、

明
治
八
年
（
一
八
七
五
年
）
に
三
菱
汽
船
会
社
に
対
し
命
令
書
を
交
付
し
て
、
先
に
運
航
を
委
託
し
て
い
た
一
三
隻
の
国
有
船
を
は
じ
め
、
日
本
国

（
七
三
二
）



船
員
法
の
性
質
論
（
南
）

三
六
五

郵
便
蒸
気
船
会
社
か
ら
政
府
が
買
い
上
げ
た
汽
船
一
五
隻
等
を
無
償
で
払
い
下
げ
、
運
航
費
助
成
金
及
び
海
技
者
養
成
助
成
金
を
支
給
す
る
こ
と
に

し
た
（
同
二
頁
）。

（
18
） 
前
掲
註（
10
）・
海
事
産
業
研
究
所
二
頁
〜
三
頁
。

（
19
） 
前
掲
註（
7
）・
武
城
二
二
九
頁
〜
二
三
〇
頁
。

（
20
） 

前
掲
註（
10
）・
海
事
産
業
研
究
所
三
頁
。

（
21
） 

前
掲
註（
10
）・
海
事
産
業
研
究
所
三
頁
。
海
員
掖
済
会
は
水
火
夫
養
成
の
た
め
と
さ
れ
る
（
同
三
頁
）。

（
22
） 

前
掲
註（
7
）・
武
城
二
三
一
頁
。

（
23
） 

前
掲
註（
7
）・
武
城
二
三
一
頁
〜
二
三
二
頁
。

（
24
） 

前
掲
註（
7
）・
武
城
二
三
二
頁
。

（
25
） 

逓
信
省
編
『
逓
信
事
業
史　

第
六
巻
』（
逓
信
協
会
、
一
九
四
四
年
）
一
一
一
七
頁
。
ま
た
、
前
掲
註（
10
）・
笹
木
五
三
頁
〜
五
四
頁
に
よ
れ

ば
、
他
に
も
船
上
の
規
律
に
関
し
て
、
船
員
の
風
気
は
粗
暴
で
、
行
為
の
醜
状
も
見
ら
れ
た
と
記
述
す
る
文
献
も
あ
っ
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、

船
舶
が
危
険
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
船
員
の
気
質
が
や
や
荒
々
し
い
こ
と
は
仕
方
が
な
く
、
長
期
的
な
計
画
・
計
算
の
も
と
に
生
活
す
る
と
い
う
こ

と
も
困
難
で
あ
り
、
勢
い
賭
博
等
に
傾
く
こ
と
も
ま
た
自
然
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
普
通
船
員
に
つ
い
て
は
農
村
か
ら
の
大
量
の
新
規
参
入
が
あ
っ

た
と
し
て
も
、
日
本
形
船
の
船
方
の
風
習
、
気
風
が
承
継
さ
れ
て
い
た
と
の
指
摘
も
あ
る
（
前
掲
註（
7
）・
武
城
二
四
三
頁
）。

（
26
） 

前
掲
註（
10
）・
笹
木
五
四
頁
。

（
27
） 

内
務
省
伺
に
つ
い
て
は
、
前
掲
註（
7
）・
武
城
二
四
三
頁
〜
二
四
四
頁
を
参
照
し
た
。
な
お
、
全
文
は
同
二
五
〇
頁
参
照
。
な
お
、
こ
の
よ
う

な
状
況
に
つ
い
て
、
一
九
四
一
年
の
段
階
で
も
、
前
掲
註（
2
）・
石
井
六
頁
は
「
こ
の
や
う
な
弊
は
必
ず
し
も
最
近
に
至
る
ま
で
に
、
こ
れ
を
完
全

に
駆
逐
し
得
た
と
は
断
言
し
難
い
」
と
述
べ
る
。

（
28
） 

前
掲
註（
10
）・
笹
木
五
四
頁
〜
五
五
頁
。

（
29
） 

対
し
て
、
西
洋
形
商
船
雇
入
雇
止
規
則
が
そ
の
趣
旨
及
び
規
律
内
容
が
当
時
と
し
て
極
め
て
進
歩
的
な
も
の
で
あ
っ
た
と
評
価
す
る
見
解
も
あ

る
（
前
掲
註（
2
）・
石
井
六
頁
）。

（
七
三
三
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
三
号
（
二
〇
一
八
年
十
二
月
）

三
六
六

（
30
） 

前
掲
註（
10
）・
笹
木
五
四
頁
。

（
31
） 

前
掲
註（
10
）・
笹
木
五
七
頁
。

（
32
） 
一
八
五
四
年
イ
ギ
リ
ス
商
船
法
二
三
九
条
等
参
照
。

（
33
） 
逸
見
真
編
著
『
船
長
職
の
諸
相
』〔
逸
見
真
〕（
山
縣
記
念
財
団
、
二
〇
一
八
年
）
二
五
九
頁
、
篠
原
陽
一
『
帆
船
の
社
会
史
』（
高
文
堂
、

一
九
八
三
年
）
一
五
九
頁
〜
一
六
三
頁
。

（
34
） 

明
治
二
三
年
商
法
も
一
八
五
四
年
イ
ギ
リ
ス
商
船
法
の
影
響
を
受
け
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
（
前
掲
註（
7
）・
武
城
二
六
一
頁
参
照
）。

（
35
） D

ouglas B
. S
tevenson, M

aritim
e L
abour L

aw
, in T

H
E
 IM
L
I M
A
N
U
A
L
 O
N
 IN
T
E
R
N
A
T
IO
N
A
L
 M
A
R
IT
IM
E
 L
A
W
, V
ol.2, 

(2016), at 210.

（
36
） W

. S
enior, M

aster-M
ariner ’s A

uthority, 34 L
.Q
.R
ev. 347 (1918), at 348.

（
37
） 

こ
こ
で
は
専
ら
一
八
五
四
年
イ
ギ
リ
ス
商
船
法
及
び
一
八
九
四
年
イ
ギ
リ
ス
商
船
法
を
指
す
。
こ
の
点
、
一
九
九
五
年
イ
ギ
リ
ス
商
船
法
に
至

る
ま
で
、
船
長
の
職
務
と
権
限
に
関
す
る
規
定
は
な
く
（
松
村
勝
二
郎
「
1
9
9
5
年
英
国
商
船
法
要
説
（
4
）
│
船
長
と
海
員
に
関
す
る
法
」
海

事
法
研
究
会
誌
一
八
三
号
（
二
〇
〇
四
年
）
四
頁
）、
海
員
に
よ
る
個
別
の
規
律
違
反
行
為
に
関
す
る
規
定
が
あ
る
に
と
ど
ま
る
。

（
38
） S

enior, supra note 36, at 348. D
avid M

aclachlan et al., A
 T
R
E
A
T
IS
E
 O
N
 T
H
E
 L
A
W
 O
F
 M
E
R
C
H
A
N
T
 S
H
IP
P
IN
G
, (7

th 

ed., 1932), at 150.

（
39
） C

hristopher H
ill, M

A
R
IT
IM
E
 L
A
W
, (5

th ed., 1998), at 460, W
illiam

 S
hee A

bbott, T
R
E
A
T
IS
E
 O
F
 T
H
E
 L
A
W
 

R
E
L
A
T
IV
E
 T
O
 M
E
R
C
H
A
N
T
 S
H
IP
S
 A
N
D
 S
E
A
M
E
N
, (10

th ed., 1856), at 129.

（
40
） Joseph K
ay et al., L

A
W
 R
E
L
A
T
IO
N
G
 T
O
 S
H
IP
M
A
S
T
E
R
S
 A
N
D
 S
E
A
M
E
N
: T
H
E
IR
 A
P
P
O
IN
T
M
E
N
T
, D
U
T
IE
S
, 

P
O
W
E
R
S
, R
IG
H
T
S
, A
N
D
 L
IA
B
IL
IT
IE
S
, (1894), at 419.

（
41
） Ibid.

（
42
） H

ill, supra note 39, at 460. 

さ
ら
に
船
長
に
は
船
舶
の
安
全
性
に
対
し
て
絶
対
的
な
責
任
を
負
う
と
も
指
摘
さ
れ
る
（Id. at 467

）。

（
43
） S

ee, S
enior, supra note 36, at 350.

（
七
三
四
）



船
員
法
の
性
質
論
（
南
）

三
六
七

（
44
） W

.S
. L
indsay, H

IS
T
O
R
Y
 O
F
 M
E
R
C
H
A
N
T
 S
H
IP
P
IN
G
 A
N
D
 A
N
C
IE
N
T
 C
O
M
M
E
R
C
E
, V
ol.3, (1876), at 497.

（
45
） F

rancis L
udlow

 H
olt, A

 S
Y
S
T
E
M
 O
F
 T
H
E
 S
H
IP
P
IN
G
 A
N
D
 N
A
V
IG
A
T
IO
N
 L
A
W
S
 O
F
 G
R
E
A
T
 B
R
IT
A
IN
, V
ol.1, 

(1810), at lxiv.

（
46
） U

.S
. v. H

unt, 2 S
tory C

.C
. 120, at 129. 

し
か
し
、
同
判
決
は
、
一
方
で
、
船
長
の
権
限
は
完
全
に
私
法
上
の
権
限
で
あ
る
と
も
述
べ
て

お
り
、
揺
ら
ぎ
が
見
ら
れ
る
。
な
お
、
同
判
決
を
引
用
し
て
、
船
長
の
権
限
の
性
質
を
私
法
上
の
も
の
と
指
摘
す
る
も
の
と
し
て
、H

enry 

F
landers, A

 T
R
E
A
T
IS
E
 O
N
 T
H
E
 L
A
W
 O
F
 S
H
IP
P
IN
G
, (1853), at 86.

（
47
） In re A

gincourt, 1 H
agg. 272 (1824), at 272-273.

（
48
） A

bbott, supra note 39, at 129, B
enedict W

. G
insburg, H

IN
T
S
 O
N
 T
H
E
 L
E
G
A
L
 D
U
T
IE
S
 O
F
 S
H
IP
M
A
S
T
E
R
S
, (1903), 

at 29.

（
49
） K

ay, supra note 40, at 462. 
こ
の
点
、S

enior

も
「
船
長
の
旅
客
に
対
す
る
権
限
は
船
長
が
航
海
中
に
黙
示
の
契
約
に
基
づ
い
て
な
さ
れ

る
」
と
指
摘
す
る
（S

enior, supra note 36, at 356.

）。

（
50
） K

ing v. F
ranklin, 1 F

. &
 F
. 360, at 360-361.

（
51
） 

こ
の
よ
う
な
指
摘
が
明
確
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、W

illiam
 A
tkinson O

liver, S
H
IP
P
IN
G
 L
A
W
 M
A
N
U
A
L
, (7

th ed., 

1896), at 5.

は
船
長
の
権
限
は
単
な
る
懲
戒
と
い
う
よ
り
、
更
な
る
秩
序
違
反
行
為
の
報
復
を
防
ぐ
た
め
に
用
い
ら
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
他
の
旅

客
の
快
適
さ
や
安
全
は
そ
の
よ
う
な
更
な
る
秩
序
違
反
行
為
を
防
ぐ
こ
と
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
る
と
指
摘
す
る
。
加
え
て
、P

rendergast v. 

C
om
pton, 8 C

ar. &
 P
. 454 (1837), at 463.

に
お
い
て
も
、
船
舶
の
職
員
を
暴
力
で
脅
か
す
よ
う
な
者
は
、
そ
の
テ
ー
ブ
ル
に
つ
か
せ
る
こ
と

は
で
き
な
い
と
判
示
す
る
。

（
52
） A
bbott, supra note 39, at 129.

（
53
） Ibid.

（
54
） M

urray v. M
outrie, 6 C

ar. &
 P
. 471 (1834), at 473.

は
、
船
長
は
、
適
正
か
つ
比
例
的
な
罰
を
課
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
現
在

の
比
例
原
則
的
な
発
想
を
指
摘
す
る
。

（
七
三
五
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
三
号
（
二
〇
一
八
年
十
二
月
）

三
六
八

（
55
） K

ay, supra note 40, at 420.
（
56
） A

bbott, supra note 39, at 129.
（
57
） M

aclachlan, supra note 38, at 150.

は
、
規
律
違
反
行
為
に
対
し
て
は
、
船
長
は
冷
静
な
視
点
で
、
慈
悲
深
い
気
持
ち
で
対
応
す
べ
き
で

あ
る
と
指
摘
す
る
。

（
58
） Ibid.

（
59
） S

ee, In re A
gincourt, 1 H

agg. 272 (1824), at 274. S
ee, F

landers, supra note 46, at 88.

（
60
） In re A

gincourt, supra note 59, at 272.

（
61
） W

illiam
 S
hee A

bbott, T
R
E
A
T
IS
E
 O
F
 T
H
E
 L
A
W
 R
E
L
A
T
IV
E
 T
O
 M
E
R
C
H
A
N
T
 S
H
IP
S
 A
N
D
 S
E
A
M
E
N
, (14

th ed., 

1901), at 240, G
insburg, supra note 48, at 30, John A

.C
. C
artner et al., T

H
E
 IN
T
E
R
N
A
T
IO
N
A
L
 L
A
W
 O
F
 T
H
E
 

S
H
IP
M
A
S
T
E
R
, (2009), at 150.

（
62
） [1953] 1 L

loyd ’s R
ep. 413.

（
63
） S

ee, H
ill, supra note 39, at 461.

（
64
） 

前
掲
註（
7
）・
武
城
二
七
二
頁
。

（
65
） 

前
掲
註（
7
）・
武
城
二
七
一
頁
。

（
66
） 

現
在
の
海
運
に
即
し
て
い
え
ば
、
船
舶
所
有
者
と
船
員
と
の
間
の
雇
入
契
約
に
基
づ
く
と
考
え
た
上
で
、
船
舶
所
有
者
の
代
理
人
た
る
船
長
が

海
員
や
、
後
述
す
る
よ
う
に
旅
客
に
対
す
る
権
限
行
使
を
行
う
と
い
う
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。

（
67
） 

こ
の
点
に
関
連
し
て
、
船
舶
共
同
体
論
か
ら
は
、
船
員
法
上
の
懲
戒
権
は
国
家
か
ら
与
え
ら
れ
た
も
の
と
し
、
特
別
権
力
関
係
を
媒
介
と
し
て

説
明
す
る
と
さ
れ
て
い
る
が
、
雇
入
契
約
（
労
働
契
約
）
に
基
づ
く
説
明
で
充
分
な
し
う
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
（
前
掲
註（
7
）・
武
城
九
五
頁
。
な

お
、
船
舶
共
同
体
論
を
前
提
と
し
つ
つ
、
就
業
規
則
に
よ
っ
て
も
こ
れ
ら
の
懲
戒
権
を
根
拠
付
け
ら
れ
る
と
す
る
見
解
と
し
て
、
山
戸
嘉
一
『
船
員

法
│
解
説
と
研
究
』（
海
文
堂
、
一
九
五
四
年
）
六
九
頁
）。

（
68
） 

陸
上
労
働
に
お
け
る
懲
戒
権
に
つ
い
て
は
、
菅
野
和
夫
『
労
働
法
（
第
11
版
補
正
版
）』（
弘
文
堂
、
二
〇
一
七
年
）
六
五
〇
頁
以
下
参
照
。

（
七
三
六
）



船
員
法
の
性
質
論
（
南
）

三
六
九

（
69
） 

淺
野
高
宏
「
懲
戒
処
分
と
労
働
契
約
」
日
本
労
働
法
学
会
編
『
講
座
労
働
法
の
再
生　

第
二
巻　

労
働
契
約
の
理
論
』（
日
本
評
論
社
、

二
〇
一
七
年
）
二
〇
六
頁
。

（
70
） 
箱
井
崇
史
「
海
上
旅
客
運
送
契
約
」
落
合
誠
一
＝
江
頭
憲
治
郎
編
『
海
法
大
系
』（
商
事
法
務
、
二
〇
〇
三
年
）
四
〇
九
頁
、
大
判
大
正
五
年

一
月
二
〇
日
民
録
二
二
輯
四
頁
参
照
。
一
種
の
安
全
配
慮
義
務
と
も
い
い
う
る
。
も
し
、
船
舶
所
有
者
の
船
員
や
旅
客
に
対
す
る
安
全
配
慮
義
務
と

い
う
観
点
で
捉
え
ら
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
船
長
は
船
舶
所
有
者
の
履
行
補
助
者
と
し
て
、
当
該
義
務
の
履
行
に
当
た
っ
て
様
々
な
権
限
が
船
員
法
上

付
与
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
は
な
い
か
（
さ
ら
に
海
上
物
品
運
送
契
約
上
の
荷
送
人
等
に
対
す
る
義
務
と
し
て
も
同
様
）。
例

え
ば
、
船
舶
に
危
険
が
生
じ
う
る
よ
う
な
場
合
の
「
堪
航
能
力
検
査
義
務
（
8
条
）」、「
甲
板
上
の
指
揮
（
10
条
）」、「
在
船
義
務
（
11
条
）」、「
船

舶
に
危
険
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
処
置
（
12
条
）」、「
船
舶
が
衝
突
し
た
場
合
に
お
け
る
処
置
（
13
条
）」、「
非
常
配
置
表
及
び
操
練
（
14
条
の
3
）」、

「
航
海
の
安
全
の
確
保
（
14
条
の
4
）」、「
危
険
に
対
す
る
処
置
（
25
条
及
び
26
条
）」
に
関
す
る
規
定
が
そ
れ
で
あ
る
。
海
員
に
対
す
る
安
全
配
慮

義
務
を
具
体
的
に
定
め
た
も
の
と
考
え
る
の
で
あ
れ
ば
、
船
員
法
第
二
章
の
多
く
の
規
定
は
、
海
上
労
働
法
た
る
性
質
を
有
し
て
い
る
と
い
え
る
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
（
そ
の
限
り
に
お
い
て
、
海
上
労
働
安
全
衛
生
規
則
（
法
）
と
し
て
の
性
質
を
有
す
る
と
論
じ
る
前
掲
註（
7
）・
武
城
一
二
八

頁
と
同
旨
）。
し
か
し
、
同
時
に
旅
客
に
対
す
る
安
全
配
慮
義
務
と
い
う
点
が
含
ま
れ
る
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
首
尾
一
貫
し
な
い
よ
う
に
思
わ
れ

る
。

（
71
） 

前
掲
註（
33
）・
逸
見
二
六
〇
頁
。

（
72
） 

例
え
ば
、
船
内
秩
序
に
関
す
る
二
一
条
に
は
罰
則
が
付
さ
れ
て
い
る
が
（
一
二
七
条
、
一
二
八
条
）、
あ
え
て
船
員
法
上
の
罰
則
規
定
に
よ
っ

て
強
制
す
る
必
要
性
が
あ
る
の
か
を
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
。

（
七
三
七
）





F
inT
ech

法
制
の
新
た
な
制
度
設
計
に
向
け
て
（
藤
川
）

三
七
一

FinT
ech

法
制
の
新
た
な
制
度
設
計
に
向
け
て

藤　
　

川　
　

信　
　

夫

序
章

F
inT
ech

に
関
し
て
は
金
融
技
術
革
新
を
受
け
て
各
国
の
金
融
規
制
当
局
・
中
央
銀
行
、
メ
ガ
バ
ン
ク
な
ど
が
高
い
関
心
を
示
す
中
で
、

容
易
に
国
境
を
越
え
た
金
融
サ
ー
ビ
ス
提
供
が
な
さ
れ
る
性
質
上
、
マ
ネ
ー
ロ
ン
ダ
リ
ン
グ
ほ
か
規
制
上
の
課
題
も
浮
上
し
、
加
え
て
近

時
の
仮
想
通
貨
交
換
所
の
破
綻
や
不
正
流
出
事
案
の
発
生
も
あ
っ
て
利
用
者
保
護
の
枠
組
み
の
必
要
性
が
唱
え
ら
れ
て
い
る
。

従
来
主
な
銀
行
業
と
し
て
は
フ
ル
ラ
イ
ン
サ
ー
ビ
ス
を
モ
デ
ル
と
し
て
き
た
が
、
Ｉ
Ｔ
の
進
展
等
に
よ
り
金
融
サ
ー
ビ
ス
を
個
別
機
能

に
分
解
・
提
供
す
る
ア
ン
バ
ン
ド
リ
ン
グ
、
更
に
複
数
の
金
融
・
非
金
融
サ
ー
ビ
ス
を
組
合
せ
る
リ
バ
ン
ド
リ
ン
グ
が
拡
大
し
つ
つ
あ
り
、

Ｉ
Ｔ
企
業
等
の
新
た
な
プ
レ
イ
ヤ
ー
が
リ
テ
ー
ル
分
野
の
決
済
な
ど
に
特
化
し
た
サ
ー
ビ
ス
提
供
、
あ
る
い
は
利
用
者
ニ
ー
ズ
に
即
し
て

他
の
サ
ー
ビ
ス
を
組
合
わ
せ
た
提
供
等
を
行
う
例
が
生
じ
て
い
る
。
低
金
利
環
境
が
継
続
す
る
中
で
収
益
減
少
を
量
的
拡
大
で
補
う
従
来

論　

説

（
七
三
九
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
三
号
（
二
〇
一
八
年
十
二
月
）

三
七
二

の
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
は
、
今
後
は
持
続
性
を
失
う
可
能
性
も
高
い
。

不
確
実
性
を
増
す
環
境
変
化
の
中
で
金
融
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
の
想
定
シ
ナ
リ
オ
が
提
示
さ
れ
て
い
る
が
、
新
た
な
規
制
の
設
計
と
監
督

手
法
、
関
連
規
制
を
含
む
整
合
的
か
つ
実
効
性
の
あ
る
検
討
が
求
め
ら
れ
、
中
長
期
の
両
面
か
ら
規
制
当
局
間
、
企
業
と
連
携
を
図
る
こ

と
も
重
要
に
な
る
。F

inT
ech

関
連
法
制
の
課
題
と
展
望
に
つ
い
て
は
一
定
の
考
え
方
を
示
し
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
（
1
）

、
本
稿
は
将
来

の
制
度
設
計
に
焦
点
を
絞
り
、
バ
ー
ゼ
ル
銀
行
監
督
委
員
会
報
告
書
な
ど
内
外
の
先
行
研
究
を
基
に
最
新
の
内
容
を
取
り
纏
め
、
独
自
の

視
点
も
交
え
つ
つ
包
括
的
、
比
較
法
的
に
考
察
を
図
っ
た
も
の
で
あ
る
。

第
一
章　

F
inT
ech

の
類
型
な
ら
び
に
関
連
法
制
度
の
全
体
像

1
．FinTech

の
類
型

我
が
国
に
お
け
るF

inT
ech

法
制
の
設
計
を
考
察
す
る
当
た
り
、F

inT
ech

の
全
体
像
と
関
連
法
制
度
を
通
観
し
て
お
き
た
い
（
2
）

。

F
inT
ech

（
フ
ィ
ン
テ
ッ
ク
）
は
、
金
融
（fi nance
）
と
技
術
（technology

）
の
造
語
で
、
法
令
に
よ
り
定
義
や
範
囲
が
画
さ
れ
た
概
念
で

は
な
い
。
金
融
庁
の
平
成
二
七
事
務
年
度
金
融
行
政
方
針
（
二
〇
一
五
年
九
月
一
八
日
公
表
）
で
は
主
に
Ｉ
Ｔ
を
活
用
し
た
革
新
的
な
金
融

サ
ー
ビ
ス
事
業
を
指
す
も
の
と
定
義
付
け
、
多
様
な
金
融
分
野
で
ビ
ッ
グ
デ
ー
タ
、
Ａ
Ｉ
、
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
な
ど
新
サ
ー
ビ
ス
が
提

供
さ
れ
二
〇
一
〇
年
代
半
ば
よ
り
投
資
額
も
急
増
し
、
そ
の
促
進
・
制
度
整
備
に
向
け
た
政
策
的
取
組
み
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。

F
inT
ech

ビ
ジ
ネ
ス
の
類
型
を
業
務
分
野
毎
に
纏
め
る
と
ク
ラ
ウ
ド
フ
ァ
ン
デ
イ
ン
グ
（
株
式
投
資
型
、
購
入
型
、
フ
ァ
ン
ド
型
、
寄
付
型
、

融
資
型
）、
資
産
運
用
・
管
理
（
ロ
ボ
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
、
パ
ー
ソ
ナ
ル
・
フ
ァ
イ
ナ
ン
シ
ャ
ル
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
、
モ
バ
イ
ル
・
オ
ン
ラ
イ
ン
証
券
）、

業
務
支
援
、
情
報
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
、
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
の
他
、
銀
行
業
務
関
連
で
は
融
資
（
融
資
型
ク
ラ
ウ
ド
フ
ァ
ン
デ
イ
ン
グ
の
他
に
Ｐ
2
Ｐ

（
七
四
〇
）



F
inT
ech

法
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の
新
た
な
制
度
設
計
に
向
け
て
（
藤
川
）

三
七
三

レ
ン
デ
ィ
ン
グ
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
レ
ン
デ
ィ
ン
グ
）、
保
険
（
デ
ー
タ
ド
リ
ブ
ン
保
険
、
テ
レ
マ
テ
ィ
ク
ス
保
険
）、
決
済
・
送
金
（
オ
ン
ラ
イ
ン
決
済
、

送
金
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
）、
仮
想
通
貨
・
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
（
ビ
ッ
ト
コ
イ
ン
、
イ
ー
サ
リ
ア
ム
等
の
取
引
所
）、
電
子
記
録
債
権
等
が
掲
げ

ら
れ
る
。

2
．FinTech
の
関
連
法
制
度
と
政
策
面
の
取
組
み

⑴　

FinT
ech

の
関
連
法
制
度
の
全
体
像
と
適
用
関
係

我
が
国
のF

inT
ech

関
連
法
制
度
の
全
体
像
に
つ
い
て
、
取
引
態
様
に
応
じ
て
業
務
を
営
む
こ
と
が
金
融
規
制
の
対
象
と
な
り
、
参

入
規
制
と
し
て
登
録
、
許
認
可
も
必
要
と
な
る
。
加
え
て
体
制
整
備
義
務
、
行
為
義
務
、
帳
簿
作
成
・
保
存
義
務
な
ど
行
為
規
制
が
適
用

さ
れ
る
こ
と
か
ら
規
制
監
督
に
も
か
か
り
、
業
態
に
よ
っ
て
は
業
務
範
囲
や
子
会
社
保
有
規
制
が
存
在
し
、
財
務
規
制
適
用
に
よ
り
財
務

的
健
全
性
も
求
め
ら
れ
る
。
取
引
を
対
象
と
す
る
規
制
に
加
え
て
犯
罪
収
益
移
転
法
に
基
づ
く
本
人
確
認
、
取
引
記
録
保
存
、
疑
わ
し
い

取
引
の
届
出
義
務
等
の
対
応
も
必
要
と
な
り
、
相
応
の
事
務
・
コ
ス
ト
負
担
が
生
じ
る
。
投
資
型
ク
ラ
ウ
ド
フ
ァ
ン
デ
ィ
ン
グ
な
ど
株
式

や
フ
ァ
ン
ド
と
い
う
金
融
商
品
取
引
法
（
金
商
法
）
上
の
有
価
証
券
に
該
当
す
る
法
形
式
を
利
用
し
た
資
金
調
達
を
行
う
場
合
に
は
金
商

法
に
基
づ
く
開
示
規
制
の
適
用
も
留
意
さ
れ
る
。
銀
行
、
保
険
会
社
、
証
券
会
社
等
で
は
業
務
範
囲
と
出
資
・
子
会
社
保
有
に
か
か
る
規

制
が
適
用
さ
れ
、
グ
ル
ー
プ
も
含
めF

inT
ech

ビ
ジ
ネ
ス
に
参
入
す
る
場
合
は
こ
う
し
た
規
制
遵
守
の
観
点
か
ら
の
検
討
も
必
要
と
な

る
（
注
）。

F
inT
ech

取
引
が
金
融
規
制
の
適
用
対
象
と
な
る
と
し
て
も
Ｉ
Ｔ
活
用
な
ど
従
来
の
規
制
法
が
想
定
す
る
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
と
相
違
す

る
こ
と
も
多
く
、
多
様
な
視
点
か
ら
金
融
規
制
の
適
用
関
係
を
個
別
に
検
討
す
る
こ
と
に
な
る
。
取
引
態
様
別
に
適
用
関
係
の
概
略
を
示

す
と
融
資
・
融
資
の
媒
介
（
銀
行
法
、
貸
金
業
法
）、
証
券
発
行
・
出
資
に
よ
る
資
金
調
達
（
金
商
法
）、
保
険
募
集
（
保
険
業
法
）、
証
券
・

（
七
四
一
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
三
号
（
二
〇
一
八
年
十
二
月
）

三
七
四

フ
ァ
ン
ド
販
売
・
勧
誘
（
金
商
法
）、
送
金
・
決
済
（
銀
行
法
、
資
金
決
済
法
（
資
金
移
動
業
）、
出
資
法
、
割
賦
販
売
法
）、
預
金
（
銀
行
法
、
出

資
法
）、
投
資
運
用
・
投
資
助
言
（
金
商
法
）、
電
子
マ
ネ
ー
・
ポ
イ
ン
ト
発
行
（
資
金
決
済
法
（
前
払
式
支
払
手
段
））、
仮
想
通
貨
と
通
貨
交

換
（
資
金
決
済
法
（
仮
想
通
貨
交
換
業
））、
電
子
記
録
債
権
の
記
録
（
電
子
記
録
債
権
法
）
と
な
る
。

⑵　

FinT
ech

の
主
要
法
制
度
と
政
策
の
取
組
み

F
inT
ech

関
連
の
主
な
法
令
改
正
等
で
は
、
二
〇
一
四
年
金
商
法
改
正
（
二
〇
一
六
年
六
月
投
資
型
ク
ラ
ウ
ド
フ
ァ
ン
デ
ィ
ン
グ
に
お
い
て
ク

レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
決
済
を
認
め
る
内
閣
府
令
改
正
）、
二
〇
一
六
年
銀
行
法
・
資
金
決
済
法
等
改
正
（
銀
行
の
金
融
関
連
Ｉ
Ｔ
企
業
等
へ
の
出
資
の

容
易
化
、
仮
想
通
貨
交
換
業
者
に
登
録
制
導
入
）、
二
〇
一
五
年
個
人
情
報
保
護
法
改
正
（
ビ
ッ
グ
デ
ー
タ
活
用
の
た
め
の
匿
名
加
工
情
報
概
念
導

入
）、
二
〇
一
四
年
景
品
表
示
法
改
正
（
課
徴
金
制
度
導
入
）、
二
〇
一
六
年
消
費
者
契
約
法
・
特
定
商
取
引
法
改
正
、
二
〇
一
七
年
銀
行
法

等
改
正
（
電
子
決
済
等
代
行
業
者
に
登
録
制
導
入
）
が
挙
げ
ら
れ
る
。
政
策
面
の
取
組
み
で
は
、
金
融
庁
は
二
〇
一
三
年
金
融
審
リ
ス
ク
マ

ネ
ー
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
（
Ｗ
Ｇ
）（
二
〇
一
四
年
金
商
法
改
正
）、
二
〇
一
六
年
金
融
制
度
Ｗ
Ｇ
（
二
〇
一
七
年
銀
行
法
等
改
正
）、

二
〇
一
六
年
五
月
以
降F

inT
ech

に
関
す
る
有
識
者
会
議
（
二
〇
一
六
年
銀
行
法
・
資
金
決
済
法
等
改
正
）
を
設
定
し
、
ま
た
二
〇
一
八
年

五
月
経
済
産
業
省F

inT
ech

研
究
会
が
「F

inT
ech

ビ
ジ
ョ
ン
報
告
書
（F

inT
ech

の
課
題
と
今
後
の
方
向
性
に
関
す
る
検
討
会
合
報
告
）」
を

打
ち
出
す
な
ど
関
連
省
庁
挙
げ
て
取
り
組
ん
で
い
る
こ
と
が
窺
え
る
。

（
七
四
二
）



F
inT
ech

法
制
の
新
た
な
制
度
設
計
に
向
け
て
（
藤
川
）

三
七
五

第
二
章　

F
inT
ech

発
展
段
階
の
試
案
モ
デ
ル
と
競
争
環
境
変
化
に
対
応
し
た
規
制
の
制
度
設
計

1
．FinTech

発
展
段
階
の
試
案
モ
デ
ル

⑴　

試
案
モ
デ
ル
の
概
要

F
inT
ech

は
現
時
点
で
は
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
企
業
に
よ
る
新
規
技
術
の
適
用
段
階
に
あ
る
が
、
今
後
は
Ａ
Ｐ
Ｉ
（A

pplication 

P
rogram

m
ing Interface

）
エ
コ
シ
ス
テ
ム
の
台
頭
が
予
想
さ
れ
、
ア
ン
バ
ン
ド
リ
ン
グ
さ
れ
た
金
融
サ
ー
ビ
ス
は
標
準
Ａ
Ｐ
Ｉ
と
Ｉ
ｏ
Ｔ

（Internet of T
hings （3

））
に
よ
り
再
統
合
さ
れ
る
。F
inT
ech 

1.0
か
ら
4.0
へ
進
展
す
る
モ
デ
ル
が
示
さ
れ
（
4
）

、
キ
ー
コ
ン
セ
プ
ト
はF

inT
ech 

1.0
で
は
Ｉ
Ｔ
に
よ
る
効
率
化
、
2.0
で
は
新
規
技
術
適
用
、
3.0
で
は
Ａ
Ｐ
Ｉ
エ
コ
シ
ス
テ
ム
、
4.0
で
は
リ
バ
ン
ド
リ
ン
グ
と
な
る
。
キ
ー
プ

レ
ー
ヤ
ー
はF

inT
ech 

1.0
で
は
既
存
金
融
Ｉ
Ｔ
ベ
ン
ダ
ー
、
2.0
で
は
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
、
3.0
で
は
大
手
金
融
機
関
お
よ
び
ス
タ
ー
ト

ア
ッ
プ
、
4.0
で
は
Ａ
Ｐ
Ｉ
ビ
ッ
グ
プ
レ
ー
ヤ
ー
と
な
る
。
キ
ー
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
はF

inT
ech 

2.0
で
は
ク
ラ
ウ
ド
、
ビ
ッ
グ
デ
ー
タ
・
ラ

イ
フ
ロ
グ
、
ス
マ
ー
ト
デ
バ
イ
ス
、
3.0
で
は
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
、
Ａ
Ｉ
、
4.0
で
は
Ｉ
ｏ
Ｔ
と
な
る
。

⑵　

FinT
ech 

1.0
か
ら
4.0
な
ら
び
に
競
争
環
境
変
化

F
inT
ech

の
発
展
ロ
ー
ド
マ
ッ
プ
と
競
争
環
境
変
化
に
つ
い
て
（
5
）

、F
inT
ech 

1.0
で
は
金
融
Ｉ
Ｔ
ベ
ン
ダ
ー
を
主
に
既
存
金
融
サ
ー
ビ
ス

の
Ｉ
Ｔ
効
率
化
が
図
ら
れ
る
が
、
同
質
な
金
融
機
関
同
士
の
競
争
に
留
ま
る
。F

inT
ech 

2.0
で
は
新
規
技
術
の
適
用
に
よ
りF

inT
ech

ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
を
主
に
他
領
域
の
新
規
技
術
を
金
融
領
域
に
適
用
し
、
ア
ン
バ
ン
ド
リ
ン
グ
（
分
解
）
が
指
向
さ
れ
る
。
ク
ラ
ウ
ド
、

ビ
ッ
グ
デ
ー
タ
・
ラ
イ
フ
ロ
ゴ
、
ス
マ
ー
ト
デ
バ
イ
ス
を
キ
ー
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
と
し
、
ア
ン
バ
ン
ド
ル
を
目
指
す
単
一
機
能
の
ス
タ
ー
ト

ア
ッ
プ
と
の
競
争
が
起
こ
る
。F

inT
ech 

3.0
で
は
Ａ
Ｐ
Ｉ
エ
コ
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
大
手
金
融
機
関
と
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
に
よ
る
ア
ン
バ

（
七
四
三
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
三
号
（
二
〇
一
八
年
十
二
月
）

三
七
六

ン
ド
ル
さ
れ
た
金
融
プ
ロ
セ
ス
の
標
準
Ａ
Ｐ
Ｉ
化
、
サ
ー
ビ
ス
革
新
が
図
ら
れ
、
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
や
Ａ
Ｉ
を
軸
に
し
て
Ａ
Ｐ
Ｉ
に
よ

る
多
様
な
情
報
の
活
用
が
展
開
の
鍵
と
な
る
。F

inT
ech 

4.0
で
は
Ａ
Ｐ
Ｉ
プ
レ
ー
ヤ
ー
を
主
に
リ
バ
ン
ド
リ
ン
グ
（
再
統
合
）
が
進
め
ら

れ
、
ア
ン
バ
ン
ド
ル
さ
れ
た
金
融
サ
ー
ビ
ス
が
標
準
Ａ
Ｐ
Ｉ
、
Ｉ
ｏ
Ｔ
に
よ
り
再
統
合
さ
れ
、
Ｉ
ｏ
Ｔ
を
キ
ー
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
と
し
金
融

機
能
以
外
の
付
加
価
値
を
追
求
す
る
競
争
段
階
に
至
る
。
現
在
の
我
が
国
はF

inT
ech

ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
に
よ
る
新
規
技
術
適
用
の
段

階
に
あ
り
、
今
後
は
Ａ
Ｐ
Ｉ
エ
コ
シ
ス
テ
ム
の
台
頭
が
予
想
さ
れ
る
。

2
．FinTech 

2.0
と
既
存
の
金
融
ビ
ジ
ネ
ス

F
inT
ech 

2.0
に
お
け
る
競
争
デ
ジ
タ
ル
化
が
既
存
の
金
融
ビ
ジ
ネ
ス
に
与
え
る
影
響
や
特
徴
と
し
て
、
①
価
格
破
壊
で
は
物
理
的
な

資
産
を
持
た
な
い
コ
ス
ト
構
造
と
ク
ラ
ウ
ド
活
用
に
よ
る
安
価
な
イ
ン
フ
ラ
、
②
ア
ン
バ
ン
ド
リ
ン
グ
で
は
金
融
領
域
の
弱
い
バ
リ
ュ
ー

チ
ェ
ー
ン
を
タ
ー
ゲ
ッ
ト
と
し
て
既
存
の
資
金
調
達
と
異
な
る
チ
ャ
ネ
ル
を
用
い
た
資
金
調
達
（
Ｐ
2
Ｐ
な
ど
）、
③
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム

化
で
は
ユ
ー
ザ
ー
お
よ
び
イ
ン
フ
ラ
基
盤
、
端
末
等
の
集
約
に
よ
り
強
固
な
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
を
有
す
る
企
業
組
織
が
強
勢
を
増
す
現

象
（W

inner T
ake A

ll

）
が
挙
げ
ら
れ
る
。

3
．FinTech 

3.0
に
お
け
る
競
争
Ａ
Ｐ
Ｉ
エ
コ
ノ
ミ
ー

F
inT
ech 

3.0
に
お
け
る
競
争
Ａ
Ｐ
Ｉ
エ
コ
ノ
ミ
ー
で
は
新
シ
ス
テ
ム
、
サ
ー
ビ
ス
を
公
開
す
る
開
発
者
に
Ａ
Ｐ
Ｉ
を
公
開
し
、
新
た

な
付
加
価
値
が
追
加
さ
れ
る
。
金
融
業
界
に
お
い
て
も
英
国
、
韓
国
な
ど
は
政
策
と
し
て
銀
行
の
Ａ
Ｐ
Ｉ
公
開
を
検
討
し
て
い
る
。
英
国

Ｆ
Ｃ
Ａ
（F
inancial C

onduct A
uthority

金
融
行
動
監
視
機
構
）
主
導
に
よ
り
オ
ー
プ
ン
Ａ
Ｐ
Ｉ
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
が
提
唱
さ
れ
競
争
原
理

に
よ
る
市
場
活
性
化
が
指
向
さ
れ
て
い
る
。
銀
行
等
の
決
済
シ
ス
テ
ム
を
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
と
し
て
ノ
ン
バ
ン
ク
金
融
機
関
に
開
放
し

利
便
性
の
高
い
サ
ー
ビ
ス
提
供
促
進
を
図
ら
ん
と
す
る
。

（
七
四
四
）



F
inT
ech

法
制
の
新
た
な
制
度
設
計
に
向
け
て
（
藤
川
）

三
七
七

F
intech

ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
は
利
用
料
金
に
応
じ
て
課
金
す
る
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
、
既
存
金
融
機
関
も
Ａ
Ｐ
Ｉ
開
放
に
向
け
た
検
討

を
進
め
て
い
る
。
欧
米
で
はB

ank of A
m
erica

、
ス
ペ
イ
ン
金
融
大
手
Ｂ
Ｂ
Ｖ
Ａ
（B

anco B
ilbao V

izcaya A
rgentaria S

.A
.

）
が
銀
行

サ
ー
ビ
ス
の
一
部
の
Ａ
Ｐ
Ｉ
を
実
験
的
に
公
開
し
、
サ
ー
ビ
ス
開
発
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
化
に
取
り
組
ん
で
い
る
。
ポ
ー
ラ
ン
ド
で
ネ
ッ
ト

銀
行
を
提
供
す
るm

B
ank

な
ど
は
ｅ
-コ
マ
ー
ス
企
業
に
ロ
ー
ン
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
公
開
し
、
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
ロ
ー
ン
や
Ｖ
Ｉ
Ｓ
Ａ
な
ど

カ
ー
ド
ロ
ー
ン
を
提
供
し
て
い
る
。
我
が
国
で
も
三
菱
Ｕ
Ｆ
Ｊ
銀
行
は
仮
想
Ａ
Ｐ
Ｉ
を
用
い
た
ハ
ッ
カ
ソ
ン
を
企
画
す
る
な
ど

（F
inT
echC

hallenge 2016
）、
Ａ
Ｐ
Ｉ
導
入
に
よ
り
顧
客
に
は
多
様
で
迅
速
な
サ
ー
ビ
ス
が
提
供
さ
れ
る
が
企
業
側
は
更
な
る
競
争
に
晒

さ
れ
る
。
Ａ
Ｐ
Ｉ
開
放
に
よ
り
自
社
サ
ー
ビ
ス
へ
の
ア
ク
セ
ス
は
増
加
す
る
も
の
の
、
付
加
価
値
を
加
え
た
サ
ー
ビ
ス
利
用
が
可
能
と
な

る
た
め
提
供
側
で
は
収
益
基
盤
維
持
、
Ａ
Ｐ
Ｉ
提
供
の
範
囲
、
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
選
択
な
ど
が
新
た
な
検
討
項
目
と
な
る
。

4
．FinTech 

4.0
に
お
け
る
競
争
と
リ
バ
ン
ド
リ
ン
グ

①
産
業
構
造
の
レ
イ
ヤ
ー
（
階
層
）
化
に
つ
い
て
は
、
ス
マ
ー
ト
デ
バ
イ
ス
へ
の
チ
ャ
ネ
ル
シ
フ
ト
（
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
、
Ａ
Ｉ
ス
ピ
ー

カ
ー
）、
情
報
の
集
約
・
分
析
・
流
通
機
能
と
マ
ッ
チ
ン
グ
、
新
た
な
情
報
イ
ン
フ
ラ
（
ク
ラ
ウ
ド
、
Ｉ
ｏ
Ｔ
）、
②
リ
ア
ル
タ
イ
ム
化
・
マ

ス
カ
ス
タ
マ
イ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
化
に
関
し
て
、
Ｉ
ｏ
Ｔ
進
展
に
よ
り
金
融
仲
介
機
能
の
存
在
意
義
の
一
つ
で
あ
る
情
報
の
非
対
称
性
が
喪
失

さ
れ
、
大
数
の
法
則
に
基
づ
く
リ
ス
ク
管
理
か
ら
個
別
事
象
に
基
づ
く
リ
ス
ク
管
理
に
移
行
す
る
。
③
資
本
の
分
散
化
に
つ
い
て
は
従
前

は
資
本
集
約
が
効
率
化
に
繋
が
る
こ
と
が
多
か
っ
た
が
、
分
散
化
し
た
資
本
で
も
効
率
的
な
活
用
が
可
能
と
な
る
。
こ
の
結
果
、
金
融
業

界
で
は
垂
直
統
合
型
か
ら
水
平
分
離
型
モ
デ
ル
へ
変
化
が
進
む
と
考
え
ら
れ
、
銀
行
、
証
券
、
保
険
業
毎
に
顧
客
と
の
間
で
シ
ス
テ
ム
、

イ
ン
フ
ラ
、
マ
ッ
チ
ン
グ
、
チ
ャ
ネ
ル
を
別
々
に
構
築
し
て
い
た
垂
直
統
合
型
か
ら
ク
ラ
ウ
ド
コ
ン
ピ
ュ
ー
テ
ィ
ン
グ
（
シ
ス
テ
ム
）、
プ

ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
（
マ
ッ
チ
ン
グ
）、
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
（
チ
ャ
ネ
ル
）
を
用
い
て
顧
客
と
接
続
す
る
水
平
分
離
型
モ
デ
ル
に
移
行
す
る
（
6
）

。

（
七
四
五
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
三
号
（
二
〇
一
八
年
十
二
月
）

三
七
八

リ
ア
ル
タ
イ
ム
化
・
マ
ス
カ
ス
タ
マ
イ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
化
の
進
展
か
ら
、
金
融
の
本
質
的
機
能
で
あ
る
金
融
仲
介
機
能
の
破
壊
に
も
繋
が

り
、
①
Ｉ
ｏ
Ｔ
イ
ン
フ
ラ
に
よ
り
リ
ア
ル
タ
イ
ム
の
リ
ス
ク
把
握
が
可
能
に
な
り
、
重
要
性
重
視
で
な
く
個
別
の
事
象
全
て
に
対
応
す
る

リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
が
可
能
に
な
る
。
Ａ
Ｉ
に
よ
る
自
動
運
転
、
ラ
イ
フ
ロ
グ
に
基
づ
く
生
命
保
険
の
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
等
に
よ
り
保

険
業
界
に
は
影
響
が
大
き
い
。
②
金
融
サ
ー
ビ
ス
の
マ
ス
カ
ス
タ
マ
イ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
化
に
よ
り
既
存
の
金
融
サ
ー
ビ
ス
は
競
争
力
を
失
う

可
能
性
が
高
く
、
ロ
ボ
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
に
よ
る
サ
ー
ビ
ス
の
高
度
化
が
進
み
、
Ａ
Ｐ
Ｉ
に
よ
る
金
融
商
品
の
最
適
ミ
ッ
ク
ス
の
ア
ド
バ
イ

ス
、
サ
ー
ビ
ス
提
供
も
可
能
と
な
ろ
う
。

ま
た
資
本
集
約
か
ら
分
散
化
指
向
の
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
が
優
位
性
を
持
つ
こ
と
に
な
る
。
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
上
に
存
在
す
る
端
末
・
コ
ン

ピ
ュ
ー
タ
ー
が
対
等
の
関
係
で
相
互
に
直
接
接
続
し
て
分
散
的
に
通
信
を
行
う
Ｐ
2
Ｐ
（P

eer-to-P
eer

）
レ
ン
デ
ィ
ン
グ
、
不
特
定
多

数
か
ら
資
金
を
調
達
す
る
ク
ラ
ウ
ド
フ
ァ
ン
デ
ィ
ン
グ
等
に
よ
り
制
約
条
件
が
薄
ま
り
、
資
本
集
約
機
能
の
存
在
意
義
が
喪
失
さ
れ
つ
つ

あ
る
。
取
引
コ
ス
ト
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
、
グ
ロ
ー
バ
ル
サ
プ
ラ
イ
チ
ェ
ー
ン
に
よ
り
減
少
し
、
情
報
の
非
対
称
性
も
ラ
イ
フ
ロ
グ
の
蓄

積
、
ビ
ッ
グ
デ
ー
タ
利
用
が
リ
ア
ル
タ
イ
ム
で
可
能
に
な
る
こ
と
で
減
少
し
つ
つ
あ
る
。

第
三
章　

バ
ー
ゼ
ル
銀
行
監
督
委
員
会
の
監
督
当
局
に
向
け
た
提
言
と
銀
行
側
の
課
題

　
　
　
　
　
　

│
五
つ
の
想
定
シ
ナ
リ
オ
な
ら
び
に
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
│

1
．
バ
ー
ゼ
ル
銀
行
監
督
委
員
会
の
五
つ
の
想
定
シ
ナ
リ
オ

⑴　

五
つ
の
想
定
シ
ナ
リ
オ
の
概
略

バ
ー
ゼ
ル
銀
行
監
督
委
員
会
（B

asel C
om
m
ittee on B

anking S
upervision B

C
B
S

バ
ー
ゼ
ル
委
員
会
）
は
、
二
〇
一
七
年
八
月
三
一
日

（
七
四
六
）



F
inT
ech

法
制
の
新
た
な
制
度
設
計
に
向
け
て
（
藤
川
）

三
七
九

市
中
協
議
文
書
「F

inT
ech

の
発
展
が
も
た
ら
す
銀
行
お
よ
び
銀
行
監
督
当
局
へ
の
イ
ン
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
（Im

plications of fi ntech 

developm
ents for banks and bank supervisors （7

））」
に
お
い
て
金
融
サ
ー
ビ
ス
提
供
主
体
、
顧
客
チ
ャ
ネ
ル
の
設
置
・
運
営
主
体
に
着
目

し
、F

inT
ech

普
及
に
よ
る
銀
行
業
の
変
容
に
関
し
て
五
つ
の
シ
ナ
リ
オ
を
想
定
し
、
金
融
シ
ス
テ
ム
全
体
に
波
及
す
る
影
響
等
を
分
析

し
て
い
る
（
8
）

。
金
融
安
定
理
事
会
（F

inancial S
tability B

oard F
S
B

）、
国
際
通
貨
基
金
（International M

onetary F
und IM

F

）
か
ら
も

二
〇
一
七
年
に
金
融
シ
ス
テ
ム
と
規
制
当
局
に
関
す
る
報
告
書
が
相
次
い
で
発
出
さ
れ
て
い
る
（
9
）

。
バ
ー
ゼ
ル
委
員
会
は
二
〇
一
八
年
二
月

一
九
日
「
サ
ウ
ン
ド
・
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
（S

ound P
ractices

）：F
inT
ech

の
発
展
が
も
た
ら
す
銀
行
お
よ
び
銀
行
監
督
当
局
へ
の
イ
ン
プ

リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」
を
公
表
し
た
（
10
）

。
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
を
踏
ま
え
て
作
成
さ
れ
て
い
る
が
、
内
容
面
で
大
き
な
相
違
は
見
ら
れ
な
い
。

五
つ
の
想
定
シ
ナ
リ
オ
の
概
略
は
、
①B
etter B

ank

（
よ
り
よ
い
銀
行
）
で
は
、
既
存
の
銀
行
が
金
融
サ
ー
ビ
ス
を
高
度
化
す
る
。
②

D
istributed B

ank

（
分
業
す
る
銀
行
）
で
は
、
既
存
の
銀
行
とF

inT
ech

企
業
が
垂
直
方
向
に
も
水
平
方
向
に
も
分
業
・
協
業
体
制
を
構

築
す
る
。
③R

elegated B
ank

（
土
管
化
（
11
）

す
る
銀
行
）
で
は
、
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
マ
ー
が
顧
客
チ
ャ
ネ
ル
を
掌
握
し
、
そ
の
配
下
で
既
存

の
銀
行
と
そ
の
他F

inT
ech

企
業
が
水
平
に
分
業
・
協
業
体
制
を
構
築
す
る
。
④N

ew
 B
ank

（
新
規
参
入
に
よ
る
銀
行
代
替
）
で
は
、

F
inT
ech

へ
の
強
み
を
活
か
し
た
新
規
参
入
の
銀
行
が
既
存
銀
行
を
代
替
す
る
。
⑤D

isinterm
ediated B

ank

（
中
抜
き
さ
れ
る
金
融
仲

介
）
で
は
、
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
の
分
散
化
が
進
み
金
融
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
主
体
等
の
概
念
も
消
滅
す
る
。
現
在
の
と
こ
ろ
、
我
が
国
の

各
銀
行
は
金
融
機
関
ハ
ブ
型
のB

etter B
ank

シ
ナ
リ
オ
を
目
指
し
て
対
応
を
急
い
で
い
る
段
階
と
い
え
よ
う
か
。

⑵　

銀
行
に
向
け
た
提
言

バ
ー
ゼ
ル
委
員
会
は
銀
行
に
向
け
、
①F

inT
ech

発
展
の
チ
ャ
ン
ス
と
リ
ス
ク
の
双
方
を
意
識
し
、
②F

inT
ech

時
代
に
相
応
し
い

リ
ス
ク
ガ
バ
ナ
ン
ス
へ
変
革
す
べ
き
こ
と
、
③
ア
ウ
ト
ソ
ー
シ
ン
グ･

リ
ス
ク
管
理
の
強
化
、
④
サ
ー
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
対
策
な
ど
の

（
七
四
七
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
三
号
（
二
〇
一
八
年
十
二
月
）

三
八
〇

Ｉ
Ｔ
リ
ス
ク
対
応
の
推
進
を
提
言
す
る
。
特
にF

inT
ech

の
技
術
革
新
と
普
及
の
速
さ
、
銀
行
業
務
の
影
響
を
意
識
し
リ
ス
ク
ガ
バ
ナ

ン
ス
構
造
を
機
動
的
に
刷
新
す
べ
き
こ
と
を
提
示
す
る
。

⑶　

リ
ス
ク
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
重
要
性
と
ア
ウ
ト
ソ
ー
シ
ン
グ
・
リ
ス
ク
管
理
の
強
化

F
inT
ech

時
代
に
相
応
し
た
リ
ス
ク
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
重
要
性
に
関
し
て
、
バ
ー
ゼ
ル
委
員
会
は
シ
ス
テ
ム
の
実
装
技
術
、
ビ
ジ
ネ
ス
モ

デ
ル
が
変
容
す
る
中
で
既
存
の
銀
行
が
業
務
運
営
全
般
に
亘
り
、
予
期
し
な
い
形
で
種
々
の
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ナ
ル
リ
ス
ク
に
直
面
し
て
い

く
と
整
理
し
て
い
る
。B

etter B
ank

シ
ナ
リ
オ
で
は
、
銀
行
が
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ナ
ル
リ
ス
ク
管
理
（
12
）

の
枠
組
み
を
見
直
す
こ
と
な
く
デ
ジ

タ
ル
・
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
活
用
を
漫
然
と
進
め
た
場
合
、
新
し
い
金
融
サ
ー
ビ
ス
展
開
の
潜
在
的
リ
ス
ク
の
評
価
や
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
が
後

手
に
回
り
、
業
務
継
続
が
困
難
な
事
態
に
直
面
す
る
可
能
性
が
あ
る
。
ま
たD

istributed B
ank

やR
elegated B

ank

シ
ナ
リ
オ
で
は

既
存
銀
行
とF

inT
ech

企
業
が
分
業
と
協
業
を
深
め
た
結
果
、
リ
ス
ク
管
理
責
任
の
所
在
が
不
明
確
と
な
れ
ば
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ナ
ル
リ

ス
ク
に
対
す
る
脆
弱
性
が
構
造
的
に
高
ま
り
、
ま
た
金
融
シ
ス
テ
ム
全
体
が
一
部
の
要
素
技
術
、
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
の
依
存
性
を
高
め

れ
ば
金
融
シ
ス
テ
ム
全
体
が
不
安
定
化
す
る
リ
ス
ク
も
増
加
す
る
。

オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ナ
ル
リ
ス
ク
の
中
で
先
鋭
化
し
た
も
の
が
ア
ウ
ト
ソ
ー
シ
ン
グ
に
伴
う
リ
ス
ク
、
サ
イ
バ
ー
リ
ス
ク
と
考
え
ら
れ
る
。

ア
ウ
ト
ソ
ー
シ
ン
グ
・
リ
ス
ク
管
理
の
強
化
に
関
し
て
バ
ー
ゼ
ル
委
員
会
に
よ
れ
ばD

istributed B
ank

、R
elegated B

ank

の
各
シ
ナ

リ
オ
に
お
い
て
銀
行
が
要
素
技
術
を
提
供
す
るF

inT
ech

企
業
に
コ
ア
業
務
を
委
託
し
、
銀
行
が
顧
客
チ
ャ
ネ
ル
か
ら
切
り
離
さ
れ
る

場
合
に
は
リ
ス
ク
管
理
責
任
が
曖
昧
と
な
り
リ
ス
ク
の
顕
在
化
が
懸
念
さ
れ
る
と
述
べ
、
銀
行
自
身
が
委
託
先
の
リ
ス
ク
管
理
に
責
任
を

負
う
べ
き
でF

inT
ech

企
業
と
の
業
務
委
託
契
約
等
に
お
い
て
責
任
の
分
界
点
を
明
確
化
し
、
立
入
り
や
重
要
文
書
閲
覧
の
監
査
権
限

（right to audit

）
に
関
す
る
条
項
整
備
を
推
奨
し
て
い
る
。

（
七
四
八
）



F
inT
ech

法
制
の
新
た
な
制
度
設
計
に
向
け
て
（
藤
川
）

三
八
一

も
っ
と
もF

inT
ech

企
業
が
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
マ
ー
と
な
り
リ
ス
ク
管
理
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
を
握
る
場
合
は
か
か
る
ア
プ
ロ
ー
チ

に
限
界
が
あ
り
、F

inT
ech

企
業
に
既
存
銀
行
と
同
等
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
、
リ
ス
ク
管
理
体
制
の
具
備
を
求
め
る
こ
と
が
金
融
シ
ス
テ
ム
全

体
の
サ
ウ
ン
ド
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
で
あ
る
と
す
る
。
銀
行
業
の
よ
う
な
長
年
醸
成
さ
れ
た
健
全
な
企
業
カ
ル
チ
ャ
ー
を
共
有
す
る
と
は
限
ら

な
い
企
業
が
金
融
サ
ー
ビ
ス
の
サ
プ
ラ
イ
チ
ェ
ー
ン
に
参
画
す
る
こ
と
で
新
た
な
シ
ス
テ
ミ
ッ
ク
・
リ
ス
ク
の
惹
起
を
懸
念
す
る
考
え
方

で
あ
る
。N

ew
 B
ank

シ
ナ
リ
オ
に
お
い
て
参
入
す
るF

inT
ech

企
業
に
も
該
当
す
る
。

他
方F

inT
ech

企
業
に
対
し
て
、
銀
行
と
同
程
度
の
高
い
レ
ベ
ル
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
あ
る
い
は
リ
ス
ク
管
理
を
要
求
す
る
こ
と
は
現
実

的
で
は
な
い
と
も
考
え
ら
れ
る
（
13
）

。

⑷　

サ
イ
バ
ー
・
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
対
策

バ
ー
ゼ
ル
委
員
会
はF

inT
ech

普
及
に
比
例
し
て
銀
行
が
サ
イ
バ
ー
リ
ス
ク
に
晒
さ
れ
る
と
整
理
し
、
銀
行
が
決
済
代
行
等
を
行
う

F
inT
ech

企
業
等
に
Ａ
Ｐ
Ｉ
を
開
放
し
Ｉ
Ｔ
シ
ス
テ
ム
の
相
互
連
関
性
が
高
ま
る
過
程
で
サ
イ
バ
ー
・
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
の
脅
威
に
対
す
る

エ
ク
ス
ポ
ー
ジ
ャ
ー
が
拡
大
す
る
と
述
べ
、
サ
イ
バ
ー
リ
ス
ク
増
加
に
相
応
し
た
管
理
体
制
の
構
築
・
整
備
を
促
し
て
い
る
（
14
）

。B
etter 

B
ank

、D
istributed B

ank

シ
ナ
リ
オ
を
描
い
た
既
存
銀
行
が
、
サ
イ
バ
ー
リ
ス
ク
増
加
の
過
程
に
お
い
て
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
の
管
理
負

担
に
苦
吟
し
、
顧
客
チ
ャ
ネ
ル
を
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
マ
ー
に
明
け
渡
すR

elegated B
ank

シ
ナ
リ
オ
に
取
り
込
ま
れ
る
可
能
性
も
否
定

さ
れ
な
い
（
15
）

。

2
．
フ
ィ
ン
テ
ッ
ク
の
リ
ス
ク
シ
ナ
リ
オ
分
析
│
国
際
金
融
規
制
、
戦
略
的
リ
ス
ク
の
視
点
を
交
え
て
│

⑴　

リ
ス
ク
シ
ナ
リ
オ
分
析
と
国
際
金
融
規
制

バ
ー
ゼ
ル
委
員
会
の
五
つ
の
リ
ス
ク
シ
ナ
リ
オ
分
析
（scenario analysis

）
に
つ
い
て
、
シ
ス
テ
ミ
ッ
ク
リ
ス
ク
、
サ
ブ
プ
ラ
イ
ム
金

（
七
四
九
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
三
号
（
二
〇
一
八
年
十
二
月
）

三
八
二

融
危
機
の
再
発
防
止
に
か
か
る
国
際
金
融
規
制
関
連
を
交
え
て
検
討
を
深
め
た
い
（
16
）

。
各
シ
ナ
リ
オ
毎
に
Ｔ
Ｂ
Ｔ
Ｆ
問
題
な
ど
に
対
す
る
影

響
等
に
関
し
て
跛
行
性
が
窺
え
、
リ
ー
マ
ン
金
融
危
機
に
関
す
る
大
規
模
金
融
機
関
（
Ｓ
Ｉ
Ｆ
Ｉ
ｓ
）
の
Ｔ
Ｂ
Ｔ
Ｆ
（
大
き
過
ぎ
て
つ
ぶ
せ

な
い too-big-to-fail

）
問
題
あ
る
い
は
リ
ス
ク
を
縮
小
す
る
反
面
で
透
明
性
等
の
課
題
が
生
じ
る
こ
と
、
異
な
る
形
に
よ
る
新
た
な

Ｔ
Ｂ
Ｔ
Ｆ
と
で
も
い
う
べ
き
問
題
を
惹
起
し
か
ね
な
い
こ
と
、
加
え
て
ビ
ッ
グ
テ
ッ
ク
（B

ig T
ech

）
に
よ
る
寡
占
化
か
ら
金
融
シ
ス
テ

ム
に
重
大
な
リ
ス
ク
を
誘
発
す
る
シ
ス
テ
ミ
ッ
ク
リ
ス
ク
が
増
幅
さ
れ
か
ね
な
い
こ
と
等
が
考
察
さ
れ
て
い
る
。

⑵　

シ
ナ
リ
オ
毎
の
分
析
内
容

イ　

B
etter B

ank

シ
ナ
リ
オ

B
etter B

ank

シ
ナ
リ
オ
に
お
け
る
重
要
な
リ
ス
ク
（T

he key risks

）
は
、
新
し
い
戦
略
の
遂
行
に
関
連
し
た
リ
ス
ク
で
あ
り
、
戦

略
・
収
益
向
上
の
リ
ス
ク
（the strategic and profi tability risks

）
で
あ
る
。
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ナ
ル
リ
ス
ク
は
サ
イ
バ
ー
リ
ス
ク
（cyber-

risks

）、
ア
ウ
ト
ソ
ー
シ
ン
グ
依
存
（reliance on outsourcing

）
に
よ
り
増
大
す
る
と
み
ら
れ
る
。
特
に
既
存
の
銀
行
な
ど
が
従
来
の
シ

ス
テ
ム
環
境
か
ら
新
た
な
デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
に
移
行
す
る
過
程
で
、
サ
イ
バ
ー
・
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
リ
ス
ク
が
高
ま
っ
て
く
る
。

金
融
監
督
当
局
に
お
い
て
も
こ
う
し
た
新
し
い
技
術
や
金
融
商
品
を
効
率
的
に
監
督
す
る
能
力
を
高
め
る
こ
と
が
課
題
と
な
る
。

ロ　

D
istributed B

ank

分
業
体
制
が
進
展
す
る
と
共
に
、
銀
行
な
ら
び
に
金
融
監
督
当
局
に
お
い
て
複
数
の
第
三
者
を
介
し
て
の
末
端
の
取
引
（end-to-end 

transactions

）
全
て
の
リ
ス
ク
管
理
を
い
か
に
効
率
的
に
行
う
か
、
そ
の
プ
ロ
セ
ス
形
成
が
課
題
と
な
る
。
特
に
個
人
情
報
保
護
の
問
題

も
あ
り
、
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
の
視
点
か
ら
Ａ
Ｍ
Ｌ
／
Ｃ
Ｆ
Ｔ
（A

nti-M
oney L

aundering / C
ounter F

inancing of T
errorism

）
の
モ
ニ

タ
リ
ン
グ
が
重
要
と
な
る
。
ま
た
金
融
政
策
に
お
い
て
金
融
安
定
の
面
で
はD

istributed B
ank

に
お
い
て
Ｔ
Ｂ
Ｔ
Ｆ
の
問
題
点
は
減

（
七
五
〇
）



F
inT
ech

法
制
の
新
た
な
制
度
設
計
に
向
け
て
（
藤
川
）

三
八
三

少
す
る
が
、
他
方
で
相
互
の
連
関
が
進
展
し
て
金
融
機
関
相
互
間
に
お
け
る
透
明
性
が
希
釈
化
（the dilution of accountability

）
さ
れ

る
こ
と
に
な
る
。F

intech

拡
大
に
よ
る
金
融
シ
ス
テ
ム
安
定
に
関
す
る
二
面
性
と
い
え
よ
う
か
。

金
融
危
機
後
の
米
国
金
融
改
革
法
で
あ
る
二
〇
一
〇
年
七
月
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
（D

odd‒F
rank W

all S
treet R

eform
 and 

C
onsum

er P
rotection A

ct

）
に
お
け
る
ボ
ル
カ
ー
ル
ー
ル
で
は
サ
ブ
プ
ラ
イ
ム
金
融
危
機
の
再
発
防
止
に
対
処
す
べ
く
、
Ｔ
Ｂ
Ｔ
Ｆ
問
題

へ
の
対
処
あ
る
い
は
過
大
な
リ
ス
ク
テ
イ
ク
防
止
な
ど
を
主
旨
と
し
て
自
己
勘
定
に
よ
る
リ
ス
ク
投
資
の
制
限
な
ど
が
盛
り
込
ま
れ
プ

ル
ー
デ
ン
ス
規
制
が
敷
か
れ
て
い
る
が
、
こ
の
点
でD
istributed B

ank

シ
ナ
リ
オ
に
お
い
て
は
結
果
的
に
は
か
か
る
リ
ス
ク
の
低
減

が
見
込
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
。
反
面
で
は
バ
リ
ュ
ー
チ
ェ
ン
の
共
有
化
（a sharing of the value chain

）、
細
分
化
さ
れ
た
銀
行
セ
ク

タ
ー
（a m

ore fragm
ented banking sector

）
に
よ
る
分
業
体
制
に
伴
い
、
透
明
性
の
面
で
課
題
も
生
じ
て
く
る
こ
と
に
な
る
。

ハ　

R
elegated B

ank

R
elegated B

ank

（
土
管
化
し
た
銀
行
）
の
シ
ナ
リ
オ
で
は
、
銀
行
は
顧
客
に
向
き
合
っ
た
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
の
た
め
の
バ
ッ
ク
オ

フ
ィ
ス
の
サ
ー
ビ
ス
プ
ロ
バ
イ
ダ
ー
と
な
り
、
各
銀
行
は
必
要
に
応
じ
て
ラ
イ
セ
ン
ス
な
ど
を
提
供
す
る
。
こ
こ
で
は
銀
行
や
銀
行
監
督

官
庁
が
末
端
同
士
の
取
引
あ
る
い
は
金
融
領
域
に
大
き
な
影
響
を
与
え
か
ね
な
い
シ
ス
テ
ミ
ッ
ク
リ
ス
ク
の
監
視
（m

onitor end-to-end 

transactions and system
ic risk

）
の
面
で
は
限
定
的
な
能
力
を
保
有
す
る
に
留
ま
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
の
点
でD

istributed B
ank

シ

ナ
リ
オ
に
お
い
て
は
、
銀
行
に
お
け
る
顧
客
と
の
関
係
の
喪
失
、
新
た
な
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
へ
の
依
存
に
つ
い
て
は
、
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ

メ
ン
ト
機
能
あ
る
い
は
収
益
（revenue

は
新
た
な
仲
介
者
間
で
シ
ェ
ア
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
）
の
面
で
は
逆
の
結
果
を
も
た
ら
す

こ
と
も
可
能
と
な
る
。
即
ち
、
顧
客
と
向
き
合
う
フ
ロ
ン
ト
オ
フ
ィ
ス
で
あ
る
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
は
各
銀
行
間
に
お
け
る
競
争
を
高
め

（accentuate com
petition

）、
顧
客
に
お
い
て
は
預
金
の
移
動
あ
る
い
は
融
資
の
申
し
込
み
に
係
る
積
極
的
な
プ
ラ
イ
シ
ン
グ
（
価
格
設
定
）

（
七
五
一
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
三
号
（
二
〇
一
八
年
十
二
月
）

三
八
四

な
ど
の
面
で
流
動
性
・
機
動
性
が
高
ま
る
（accelerate custom

er m
obility

）
こ
と
に
な
る
。

R
elegated B

ank

シ
ナ
リ
オ
で
は
顧
客
の
保
護
に
お
い
て
も
重
大
な
問
題
を
引
き
起
こ
す
こ
と
に
な
る
。
即
ち
、
顧
客
と
の
関
係
に

つ
い
て
新
し
い
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
が
操
作
す
る
が
、
自
動
化
プ
ロ
セ
ス
と
顧
客
デ
ー
タ
を
革
新
的
に
用
い
る
こ
と
に
依
拠
す
る
た
め
、

デ
ー
タ
に
か
か
る
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
と
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
（data privacy and data security issues

）
に
加
え
て
こ
の
シ
ナ
リ
オ
で
は
金
融
市

場
に
お
け
る
不
適
切
な
業
務
が
増
加
し
や
す
く
な
る
。
も
し
新
た
な
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
の
数
が
少
な
け
れ
ば
そ
こ
へ
の
集
中
リ
ス
ク

（concentration risk

）
は
高
ま
る
こ
と
に
な
り
、
特
に
ビ
ッ
グ
テ
ッ
ク
企
業
（bigtech fi rm

s

）
が
大
き
な
市
場
シ
ェ
ア
を
獲
得
す
る
こ
と

に
な
る
。
こ
れ
は
新
た
な
Ｔ
Ｂ
Ｔ
Ｆ
（too big to fail

）
問
題
に
繋
が
り
か
ね
な
い
（w

ill also lead to “too-big-to-fail ” issues

）。
後
述
す

る
個
人
情
報
保
護
法
制
で
あ
る
Ｅ
Ｕ
一
般
デ
ー
タ
保
護
規
則
（
Ｇ
Ｄ
Ｐ
Ｒ
）
と
の
関
係
が
も
っ
と
も
鮮
明
に
現
れ
、
そ
の
影
響
に
つ
い
て

考
慮
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
・
シ
ナ
リ
オ
と
い
え
よ
う
か
（
私
見
）。

ニ　

N
ew
 B
ank

シ
ナ
リ
オ

N
ew
 B
ank

シ
ナ
リ
オ
の
段
階
に
入
る
と
、
多
く
の
既
存
銀
行
（m

any incum
bent banks

）
が
保
有
し
て
い
る
規
模
と
ス
ケ
ー
ル
で
は

効
率
的
な
改
造
が
困
難
と
な
る
。
コ
ス
ト
効
率
の
良
い
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
遂
行
す
る
た
め
日
常
業
務
を
デ
ジ
タ
ル
化
す
る
な
ど
既
存
銀

行
が
改
革
を
進
め
る
こ
と
、
受
容
可
能
な
期
間
内
に
顧
客
に
対
し
て
革
新
的
な
金
融
商
品
を
提
供
す
る
こ
と
も
ま
た
困
難
と
な
る
。
新
し

い
銀
行
（neo-banks

）
が
相
当
程
度
の
大
き
さ
に
達
す
る
段
階
に
な
る
と
顧
客
の
提
携
は
チ
ャ
レ
ン
ジ
ャ
ー
バ
ン
ク
（challenger banks

）

に
移
行
し
、
収
益
低
下
と
利
益
面
の
減
少
が
も
た
ら
さ
れ
、
投
資
家
行
動
に
お
い
て
も
よ
り
収
益
性
の
高
い
チ
ャ
レ
ン
ジ
ャ
ー
バ
ン
ク
に

フ
ァ
ン
ド
を
移
す
こ
と
に
な
る
た
め
、
既
存
銀
行
で
は
経
営
面
の
安
全
性
と
健
全
性
に
お
い
て
問
題
（safety and soundness issues

）
を

生
じ
る
に
至
る
。N

ew
 B
ank

シ
ナ
リ
オ
段
階
で
は
、
そ
れ
ま
で
は
キ
ャ
ッ
チ
ア
ッ
プ
を
図
り
、F

inT
ech

の
進
展
を
逆
に
ビ
ジ
ネ
ス

（
七
五
二
）



F
inT
ech

法
制
の
新
た
な
制
度
設
計
に
向
け
て
（
藤
川
）

三
八
五

チ
ャ
ン
ス
と
把
握
し
て
グ
ル
ー
プ
化
な
ど
自
身
の
変
容
に
向
け
て
努
力
し
て
き
た
既
存
銀
行
も
、
も
は
や
一
層
の
デ
ジ
タ
ル
化
や
顧
客
へ

の
革
新
的
商
品
提
供
の
維
持
、
経
営
の
安
定
な
ど
の
点
でneo-banks

に
太
刀
打
ち
が
で
き
な
く
な
る
に
至
る
と
い
え
よ
う
。

ホ　

D
isinterm

ediated B
ank

シ
ナ
リ
オ

D
isinterm

ediated B
ank

（
中
抜
き
さ
れ
る
金
融
仲
介
）
シ
ナ
リ
オ
で
は
、F

inT
ech

ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
は
短
中
期
的
に
ま
だ
相
応
の
規

模
に
達
し
な
い
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
。
実
際
の
と
こ
ろ
多
く
の
技
術
上
や
法
的
な
制
約
要
因
が
あ
り
、
Ｐ
2
Ｐ
レ
ン
デ
ィ
ン
グ
・
プ
ラ
ッ

ト
フ
ォ
ー
ム
（P

2P
 lending platform

s

）
は
借
り
手
と
貸
し
手
の
マ
ッ
チ
ン
グ
の
面
で
困
難
さ
を
抱
え
、
元
来
Ｐ
2
Ｐ
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー

ム
は
銀
行
、
年
金
基
金
や
生
命
保
険
会
社
な
ど
の
機
関
投
資
家
が
漸
次
リ
テ
ー
ル
の
投
資
家
に
代
替
さ
れ
る
こ
と
を
予
定
し
た
ビ
ジ
ネ
ス

モ
デ
ル
に
依
存
し
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
こ
の
シ
ナ
リ
オ
で
は
、
銀
行
が
あ
る
種
の
金
融
サ
ー
ビ
ス
か
ら
中
抜
き
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
得
る
（banks could be 

disinterm
ediated

）
と
い
う
潜
在
的
リ
ス
ク
の
存
在
（a potential risk

）
に
よ
っ
て
償
わ
れ
る
（coverd

）
こ
と
に
な
る
。
シ
ナ
リ
オ
の
鍵

と
な
る
リ
ス
ク
は
、
規
制
環
境
の
外
部
で
行
わ
れ
る
金
融
活
動
は
よ
り
緩
い
基
準
や
監
視
に
左
右
さ
れ
る
（be subject to looser 

standards and oversight

）
こ
と
に
な
り
、
結
果
と
し
て
内
在
的
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
や
安
全
の
面
で
劣
位
に
な
り
や
す
い
（inherently less 

controlled and secure

）
要
因
を
抱
え
る
こ
と
で
あ
る
。
銀
行
規
制
当
局
は
潜
在
的
に
金
融
産
業
に
お
け
る
リ
ス
ク
の
シ
ス
テ
ミ
ッ
ク
な

領
域
を
監
視
す
る
能
力
が
次
第
に
浸
食
さ
れ
る
こ
と
に
気
付
く
よ
う
に
な
る
。

D
istributed B

ank

やR
elegated B

ank

シ
ナ
リ
オ
で
は
、
既
存
の
銀
行
とF

inT
ech

企
業
と
が
分
業
と
協
業
を
深
化
さ
せ
つ
つ
、

リ
ス
ク
管
理
責
任
の
所
在
が
曖
昧
に
な
れ
ば
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ナ
ル
リ
ス
ク
に
対
す
る
脆
弱
性
が
構
造
的
に
高
ま
る
。
金
融
シ
ス
テ
ム
全
体

が
一
部
の
要
素
技
術
、
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
へ
の
依
存
性
を
高
め
た
場
合
、
金
融
シ
ス
テ
ム
全
体
が
不
安
定
化
す
る
リ
ス
ク
も
高
ま
る
。

（
七
五
三
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
三
号
（
二
〇
一
八
年
十
二
月
）

三
八
六

バ
ー
ゼ
ル
銀
行
監
督
委
員
会
で
はF

inT
ech

の
普
及
の
速
さ
、
銀
行
業
務
へ
の
影
響
を
意
識
し
て
リ
ス
ク
管
理
体
制
な
ら
び
に
リ
ス
ク

ガ
バ
ナ
ン
ス
構
造
の
機
動
的
な
変
革
・
刷
新
を
進
め
る
べ
き
と
し
て
い
る
。
上
記
の
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
・
リ
ス
ク
シ
ナ
リ
オ
分
析
を
踏
ま

え
てF

inT
ech

の
広
範
な
リ
ス
ク
と
戦
略
的
リ
ス
ク
に
つ
い
て
み
る
と
、F

inT
ech

は
銀
行
等
の
様
々
な
業
界
を
ま
た
い
で
広
範
な
リ

ス
ク
を
提
供
す
る
こ
と
に
な
り
、
戦
術
・
戦
略
面
の
リ
ス
ク
の
要
素
（both tactical and strategic risk elem

ents

）
を
包
含
し
て
く
る
。

こ
れ
ら
の
リ
ス
ク
は
多
か
れ
少
な
か
れ
五
つ
の
シ
ナ
リ
オ
に
お
い
て
顕
著
に
見
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
（
17
）

。

要
す
れ
ば
、
ま
だ
時
間
を
要
す
る
も
の
の
長
期
的
に
見
てD

isinterm
ediated B

ank

シ
ナ
リ
オ
の
段
階
ま
で
行
く
と
、
金
融
サ
ー
ビ

ス
活
動
自
体
が
既
存
の
規
制
な
ど
の
及
ば
な
い
領
域
で
行
わ
れ
、
ま
た
国
際
的
に
み
て
緩
い
基
準
の
国
に
集
中
・
収
斂
す
る
と
い
う

R
egulatory A

rbitrage

（
規
制
の
裁
定
）
が
顕
著
と
な
る
。
規
制
当
局
も
技
術
的
に
追
い
つ
け
な
い
と
い
う
側
面
、
あ
る
い
は
仮
想
通
貨

で
は
準
拠
法
を
観
念
し
得
な
い
な
ど
の
制
約
も
あ
る
こ
と
等
か
ら
、
こ
う
し
た
金
融
活
動
を
監
視
す
る
能
力
を
徐
々
に
喪
失
し
て
い
く
根

源
的
な
リ
ス
ク
が
現
出
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
（
私
見
）。

3
．
国
際
金
融
規
制
とFinTech

に
か
か
る
信
用
リ
ス
ク
規
制
、
プ
ロ
シ
ク
リ
カ
リ
テ
ィ
の
増
幅

リ
テ
ー
ル
向
け
与
信
に
関
し
て
Ａ
Ｉ
、
ビ
ッ
グ
デ
ー
タ
活
用
に
よ
り
、
審
査
期
間
短
縮
、
融
資
実
行
か
ら
債
権
回
収
ま
で
の
モ
ニ
タ
リ

ン
グ
の
機
動
化
・
高
度
化
等
が
見
込
ま
れ
る
。
ま
た
ク
ラ
ウ
ド
・
フ
ァ
ン
デ
ィ
ン
グ
と
Ａ
Ｉ
の
自
動
審
査
等
の
組
合
わ
せ
に
よ
り
ア
ル
ゴ

リ
ズ
ム
（algorithm （
18
））

の
収
斂
が
進
み
、
小
口
分
散
の
リ
テ
ー
ル
向
け
与
信
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
に
お
い
て
均
質
性
が
進
展
し
て
大
口
与
信

管
理
同
様
に
特
定
の
属
性
に
対
す
る
与
信
集
中
リ
ス
ク
が
顕
在
化
す
る
可
能
性
が
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
金
融
シ
ス
テ
ム
全
体
に
お
い
て
、

銀
行
な
ど
金
融
機
関
の
経
営
行
動
が
経
済
循
環
の
振
幅
を
逆
に
拡
幅
す
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
で
あ
る
プ
ロ
シ
ク
リ
カ
リ
テ
ィ
（P

rocyclicality 

景
気
循
環
増
幅
効
果
）
の
増
大
が
懸
念
さ
れ
る
。F

inT
ech

技
術
の
進
展
を
活
用
し
て
経
済
拡
大
を
指
向
す
る
政
策
当
局
に
と
り
、
国
際
金

（
七
五
四
）



F
inT
ech

法
制
の
新
た
な
制
度
設
計
に
向
け
て
（
藤
川
）

三
八
七

融
の
領
域
に
お
け
る
新
た
な
金
融
リ
ス
ク
で
あ
り
、
ジ
レ
ン
マ
と
も
な
ろ
う
か
。

4
．
バ
ー
ゼ
ル
銀
行
監
督
委
員
会
の
監
督
当
局
に
向
け
た
提
言
と
銀
行
側
の
課
題

⑴　

監
督
当
局
に
向
け
た
提
言

バ
ー
ゼ
ル
委
員
会
の
協
議
文
書
（
二
〇
一
七
年
）
で
は
銀
行
監
督
当
局
に
対
し
て
金
融
シ
ス
テ
ム
安
定
、
監
督
の
実
効
性
確
保
を
重
要

課
題
と
す
る
提
言
を
発
し
て
い
る
。
各
主
体
の
技
術
実
装
の
選
択
、
主
体
自
身
の
変
容
・
入
替
等
は
外
生
的
な
環
境
変
化
で
あ
り
規
制
当

局
は
中
立
を
貫
く
べ
き
で
、
寧
ろ
金
融
市
場
の
デ
ジ
タ
ル
・
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
阻
害
要
因
排
除
、
レ
ベ
ル
・
プ
レ
イ
ン
グ
・
フ
ィ
ー
ル

ド
確
保
を
求
め
金
融
シ
ス
テ
ム
安
定
、
監
督
の
実
効
性
確
保
に
重
点
を
置
く
（
19
）

。
委
託
先
の
依
存
度
が
高
ま
れ
ば
銀
行
規
制
・
監
督
の
み
で

は
金
融
シ
ス
テ
ム
全
体
の
リ
ス
ク
に
対
処
で
き
な
い
懸
念
が
あ
り
、
既
存
銀
行
に
限
ら
ずF

inT
ech

企
業
へ
も
監
督
上
の
ア
ク
セ
ス
を

確
保
す
べ
き
と
す
る
（
20
）

。
①F

inT
ech

発
展
の
機
会
と
リ
ス
ク
の
双
方
を
意
識
す
る
。
②
情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
、
競
争
政
策
、
消
費
者
保

護
等
を
所
管
す
る
銀
行
当
局
以
外
の
規
制
当
局
と
の
連
携
を
強
化
す
る
。
③
各
国
規
制
当
局
間
の
国
際
連
携
を
一
段
と
強
化
す
る
。
④

F
inT
ech

時
代
の
銀
行
監
督
を
担
う
人
材
を
確
保
す
る
。
⑤
銀
行
監
督
ツ
ー
ル
高
度
化
に
向
け
て
知
見
・
経
験
を
共
有
す
る
。
⑥
技
術
革

新
促
進
と
金
融
安
定
の
バ
ラ
ン
ス
を
意
識
し
銀
行
監
督
体
制
の
実
効
性
を
検
証
す
る
。
⑦
銀
行
監
督
の
高
度
化
に
向
け
切
磋
琢
磨
す
る
。

即
ち
バ
ー
ゼ
ル
委
員
会
に
よ
れ
ば
、
監
督
当
局
自
身
もF

inT
ech

時
代
に
相
応
し
た
姿
を
追
求
し
、F

inT
ech

の
リ
テ
ラ
シ
ー
に
精
通

し
た
要
員
育
成
、
監
督
実
務
を
効
果
的
に
す
る
機
動
的
変
革
が
求
め
ら
れ
る
。
金
融
サ
ー
ビ
ス
の
サ
プ
ラ
イ
チ
ェ
ー
ン
が
各
法
域
を
越
え

て
拡
大
し
、
当
局
間
の
連
携
は
従
来
以
上
に
重
要
性
を
高
め
つ
つ
あ
り
、
各
法
域
の
サ
ウ
ン
ド
・
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
の
共
有
が
必
要
と
な
る
。

⑵　

FinT
ech

と
既
存
の
銀
行
の
対
処
す
べ
き
課
題

バ
ー
ゼ
ル
委
員
会
は
、
各
シ
ナ
リ
オ
と
も
既
存
銀
行
に
と
っ
て
経
営
環
境
は
厳
し
く
な
る
と
し
て
い
る
。
既
存
銀
行
が
対
処
す
べ
き
課

（
七
五
五
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
三
号
（
二
〇
一
八
年
十
二
月
）

三
八
八

題
に
関
し
収
益
・
リ
ス
ク
の
両
面
か
ら
検
討
を
進
め
、
収
益
構
造
に
つ
い
て
はB
etter B

ank

シ
ナ
リ
オ
以
外
で
はF

inT
ech

企
業
参

入
に
伴
い
劣
化
す
る
。
他
方
、
金
融
シ
ス
テ
ム
全
体
が
抱
え
る
リ
ス
ク
は
構
成
主
体
の
変
化
（
21
）

、
リ
ス
ク
管
理
の
前
提
条
件
の
変
容
に
伴
い

不
確
実
性
が
高
ま
り
概
し
て
増
加
す
る
が
、
そ
の
程
度
に
つ
い
て
は
各
シ
ナ
リ
オ
で
展
開
さ
れ
る
金
融
サ
ー
ビ
ス
の
サ
プ
ラ
イ
チ
ェ
ー
ン

拡
大
の
程
度
に
左
右
さ
れ
る
。

イ　

既
存
銀
行
の
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
の
持
続
可
能
性

既
存
銀
行
に
と
り
楽
観
的
と
も
い
え
るB

etter B
ank

シ
ナ
リ
オ
で
は
、
デ
ジ
タ
ル
・
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
活
用
に
よ
り
金
融
サ
ー
ビ
ス

高
度
化
、
コ
ス
ト
削
減
、
他
の
商
品
等
を
併
せ
て
購
入
さ
せ
る
ク
ロ
ス
セ
ル
拡
充
に
よ
り
収
益
機
会
拡
大
が
見
込
ま
れ
る
可
能
性
が
あ
る

が
、
こ
の
場
合
も
銀
行
経
営
の
観
点
か
ら
課
題
は
少
な
く
な
い
。

①　

B
etter B

ank

シ
ナ
リ
オ

既
存
銀
行
と
し
て
はF

inT
ech

に
対
応
す
べ
く
シ
ス
テ
ム
投
資
を
進
め
つ
つ
、
既
存
シ
ス
テ
ム
の
安
定
的
な
運
行
も
継
続
さ
せ
る
こ

と
に
な
る
（
二
正
面
作
戦
）。
新
し
い
収
益
部
門
が
寄
与
す
る
前
に
新
規
開
発
と
既
存
シ
ス
テ
ム
の
維
持
管
理
の
二
重
の
負
担
が
か
か
る
こ

と
と
な
り
、
メ
ガ
バ
ン
ク
な
ど
の
体
力
を
備
え
た
銀
行
の
み
が
対
応
可
能
と
な
る
。
こ
のB

etter B
ank

シ
ナ
リ
オ
に
お
い
て
も
、
第
二

段
階
と
し
て
は
資
本
力
の
あ
る
投
資
フ
ァ
ン
ド
等
を
背
後
に
し
、
収
益
機
会
を
確
保
し
て
新
規
参
入
し
て
く
るF

inT
ech

企
業
と
の
競

争
に
晒
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

②　

D
istributed B

ank

、R
elegated B

ank

シ
ナ
リ
オ

D
istributed B

ank

、R
elegated B

ank

シ
ナ
リ
オ
で
は
金
融
サ
ー
ビ
ス
に
お
い
て
差
別
化
が
難
し
く
な
り
、
部
品
が
揃
え
れ
ば
誰
が

作
っ
て
も
同
じ
も
の
が
で
き
る
モ
ジ
ュ
ー
ル
化
が
進
む
中
で
商
品
間
の
差
が
な
く
な
る
コ
モ
デ
ィ
テ
ィ
化
が
進
展
し
、
既
存
銀
行
の
収
益

（
七
五
六
）



F
inT
ech

法
制
の
新
た
な
制
度
設
計
に
向
け
て
（
藤
川
）

三
八
九

基
盤
が
劣
化
す
る
事
態
に
陥
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。
こ
の
場
合
に
は
、
既
存
銀
行
の
大
半
に
と
っ
て
フ
ル
バ
ン
キ
ン
グ
型
ビ
ジ
ネ
ス
モ

デ
ル
維
持
が
い
よ
い
よ
困
難
に
な
る
怖
れ
が
あ
る
。

⑶　

バ
ー
ゼ
ル
委
員
会
の
想
定
に
よ
る
シ
ナ
リ
オ
骨
子
と
顧
客
と
の
関
係

各
想
定
シ
ナ
リ
オ
の
骨
子
を
顧
客
と
の
関
係
を
ベ
ー
ス
に
み
て
い
く
と
、B

etter B
ank

で
は
金
融
サ
ー
ビ
ス
を
高
度
化
し
た
既
存
の

銀
行
が
顧
客
と
向
き
合
う
こ
と
に
な
る
。D

istributed B
ank

で
は
既
存
金
融
機
関
、F

inT
ech

、B
igT
ech

が
各
々
デ
ジ
タ
ル
チ
ャ
ネ

ル
を
通
じ
て
顧
客
に
対
処
す
る
。R

elegated B
ank

の
段
階
で
は
三
者
が
共
通
の
ア
グ
リ
ゲ
ー
タ
／
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
を
通
じ
て
顧

客
と
向
き
合
う
。N

ew
 B
ank

の
段
階
で
は
新
た
な
金
融
機
関
が
形
成
さ
れ
て
顧
客
に
対
処
す
る
。
そ
し
てD

isinterm
ediated B

ank

の
段
階
に
至
れ
ば
Ｄ
Ｌ
Ｔ
（D

istributed L
edger T

echnology 

分
散
台
帳
技
術
）
や
Ｐ
2
Ｐ
を
活
用
し
たF

inT
ech

、
な
ら
び
に
Ｄ
Ｌ
Ｔ
や

Ｐ
2
Ｐ
を
活
用
し
たB

igT
ech

の
二
つ
に
よ
っ
て
顧
客
に
向
き
合
う
こ
と
に
な
る
。

第
四
章　

銀
行
の
将
来
像
と
法
規
制
の
あ
り
方

1
．
金
融
機
関
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
構
造

金
融
庁
か
ら
は
、
顧
客
や
金
融
機
関
が
形
成
す
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
構
造
に
つ
い
て
四
つ
の
段
階
が
提
示
さ
れ
て
い
る
（
二
〇
一
七
年
五

月
金
融
庁
森
信
親
長
官
（
22
））。

①
金
融
機
関
ハ
ブ
型
（
既
存
の
金
融
構
造
を
中
心
にB

etter B
ank

あ
る
い
はN

ew
 B
ank

を
指
向
）、
②
イ
ン
タ
ー

フ
ェ
イ
ス
企
業
中
心
型
（P

F
M
 P
ersonal F

inancial M
anagem

ent

）
な
ど
の
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
企
業
を
主
体
と
す
るR

elegated 

B
ank

）、
③
取
引
所
型
（P

2P

（peer-to-peer

）、
シ
ェ
ア
リ
ン
グ
エ
コ
ノ
ミ
ー
型
の
構
造
でD

isinterm
ediated B

ank

を
指
向
）、
④
分
散
型
（
ブ

ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
な
ど
の
分
散
型
構
造
でD

isinterm
ediated B

ank

を
指
向
）
の
四
類
型
に
よ
る
金
融
改
革
モ
デ
ル
で
あ
る
。

（
七
五
七
）
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①
現
在
の
金
融
市
場
は
、
銀
行
や
保
険
会
社
が
自
身
の
バ
ラ
ン
ス
シ
ー
ト
を
通
じ
て
顧
客
の
仲
介
の
ハ
ブ
と
な
る
形
が
中
心
で
あ
る
。

②
新
し
い
金
融
ビ
ジ
ネ
ス
で
は
顧
客
に
提
供
す
る
サ
ー
ビ
ス
は
金
融
サ
ー
ビ
ス
と
非
金
融
サ
ー
ビ
ス
の
組
合
わ
せ
に
な
り
、
顧
客
と
の
イ

ン
タ
ー
フ
ェ
ー
ス
を
担
う
企
業
が
外
部
か
ら
最
も
顧
客
の
利
益
に
沿
う
と
考
え
ら
れ
る
各
種
サ
ー
ビ
ス
を
調
達
し
て
顧
客
に
提
供
す
る
形

に
な
る
。
新
し
い
付
加
価
値
の
大
半
は
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
ー
ス
企
業
に
帰
属
し
、
金
融
機
関
は
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
供
給
者
の
役
割
に
留
ま
る
可

能
性
が
あ
る
。
他
方
、
金
融
機
関
が
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
ー
ス
企
業
の
役
割
を
果
た
し
、
他
金
融
機
関
や
非
金
融
サ
ー
ビ
ス
提
供
者
と
連
携
す

る
形
式
も
あ
り
得
る
。
③
次
に
、
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
技
術
に
よ
る
分
散
処
理
が
進
め
ば
顧
客
が
直
接
取
引
所
に
参
加
す
る
形
式
、
ル
ー

ル
設
定
な
ど
を
担
う
仲
介
役
の
元
で
顧
客
同
士
が
多
角
的
に
直
接
取
引
を
行
う
形
式
へ
の
発
展
も
考
え
ら
れ
る
。
④
更
に
、
金
融
機
関
ハ

ブ
型
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
残
し
つ
つ
サ
ー
ビ
ス
特
性
に
よ
っ
て
多
様
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
棲
み
分
け
ら
れ
、
共
存
す
る
金
融
シ
ス
テ
ム
へ

移
行
す
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。
金
融
シ
ス
テ
ム
全
体
で
は
徐
々
に
銀
行
シ
ス
テ
ム
の
比
重
が
薄
ま
り
、
資
本
市
場
の
持
つ
特
性
の
比
重

が
高
ま
っ
て
い
く
と
み
ら
れ
る
。

2
．
金
融
規
制
の
変
容
│
機
能
別
規
制
とR

egulatory S
andbox

、Inform
ed C

onsent

│

新
し
い
技
術
の
活
用
に
よ
り
サ
ー
ビ
ス
の
ア
ン
バ
ン
ド
ル
・
リ
バ
ン
ド
ル
が
進
み
、
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
や
機
能
の
担
い
手
が
変
化
す
る

に
つ
れ
、
金
融
分
野
の
競
争
促
進
、
顧
客
と
共
有
さ
れ
る
価
値
創
造
が
生
じ
て
く
る
。
金
融
規
制
と
し
て
は
、
機
能
の
ア
ン
バ
ン
ド
リ
ン

グ
・
リ
バ
ン
ド
リ
ン
グ
を
可
能
に
す
る
べ
く
、
エ
ン
テ
ィ
テ
ィ
単
位
の
規
制
か
ら
機
能
別
の
規
制
へ
重
点
を
移
す
べ
き
で
あ
り
、
規
制
で

守
る
べ
き
機
能
（
預
金
、
決
済
、
信
用
創
造
）、
多
様
な
形
態
の
間
の
競
争
条
件
の
公
平
の
確
保
、
グ
ル
ー
プ
内
の
利
益
相
反
の
防
止
、
規

制
し
な
い
機
能
か
ら
守
る
べ
き
機
能
へ
の
リ
ス
ク
遮
断
の
確
保
、
顧
客
情
報
の
適
切
な
管
理
、
金
融
仲
介
の
ハ
ブ
型
か
ら
分
散
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
型
へ
の
変
容
、
市
場
規
制
的
な
視
点
の
比
重
の
高
ま
り
、
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
と
利
用
者
保
護
の
両
立
な
ど
へ
の
対
応
が
今
後
の
焦

（
七
五
八
）
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点
と
な
っ
て
く
る
。

か
か
る
対
応
の
鍵
と
し
て
、
①
機
能
の
ア
ン
バ
ン
ド
リ
ン
グ
・
リ
バ
ン
ド
リ
ン
グ
を
可
能
と
す
る
た
め
に
エ
ン
テ
ィ
テ
ィ
単
位
の
規
制

か
ら
機
能
別
の
規
制
に
重
点
を
移
す
必
要
が
高
ま
る
。
②
金
融
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
ハ
ブ
型
か
ら
分
散
型
に
な
る
こ
と
で
金
融
規
制
も
市
場

規
制
的
な
比
重
が
高
ま
り
、
開
示
、
不
公
正
取
引
の
防
止
、
適
合
性
の
原
則
な
ど
の
ル
ー
ル
を
取
引
特
性
に
応
じ
て
負
担
の
少
な
い
形
で

設
計
す
る
必
要
が
あ
る
。
過
剰
規
制
に
陥
り
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
抑
制
に
繋
が
り
か
ね
な
い
こ
と
も
考
え
る
必
要
が
あ
り
、
規
制
サ
ン
ド

ボ
ッ
ク
ス
（R

egulatory S
andbox 

規
制
の
砂
場
）
の
治
験
が
英
国
な
ど
で
進
め
ら
れ
て
い
る
。
②
利
用
者
保
護
を
両
立
さ
せ
る
必
要
性
か

ら
は
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
コ
ン
セ
ン
ト
（inform

ed consent 

実
証
内
容
と
リ
ス
ク
を
説
明
し
た
上
で
の
参
加
の
同
意
の
確
認
）
が
鍵
と
な
る
。
実

験
対
象
の
新
サ
ー
ビ
ス
の
内
容
と
リ
ス
ク
を
説
明
し
て
同
意
を
確
認
し
て
い
く
プ
ロ
セ
ス
が
重
要
と
な
る
。
我
が
国
政
府
か
ら
は
法
制
上

の
措
置
を
講
じ
る
に
当
た
り
、
日
本
版
規
制
サ
ン
ド
ボ
ッ
ク
ス
の
五
原
則
が
提
言
さ
れ
て
い
る
（
23
）

。
①
実
証
優
先
主
義
、
②
リ
ス
ク
の
適
切

な
管
理
、
③
高
い
レ
イ
ヤ
ー
で
の
政
府
一
元
的
な
体
制
、
④
ハ
ン
ズ
オ
ン
支
援
と
事
後
的
な
検
証
、
⑤
経
営
ト
ッ
プ
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
関

与
。

第
五
章　

F
inT
ech

と
銀
行
の
課
題
│
主
体
規
制
と
行
為
規
制
、R

egT
ech

とS
upT
ech

の
対
応
│

1
．
銀
行
監
督
と
規
制
の
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク

バ
ー
ゼ
ル
委
員
会
はF

inT
ech

普
及
に
対
し
て
銀
行
に
経
営
努
力
を
求
め
る
の
み
な
ら
ず
、
規
制
当
局
に
お
い
て
も
監
督
の
枠
組
み

を
再
検
証
し
監
督
体
制
を
変
革
す
る
必
要
性
を
唱
え
る
。
バ
ー
ゼ
ル
委
員
会
か
ら
は
銀
行
な
ら
び
に
銀
行
監
督
当
局
に
向
け
新
た
な
変
化

に
対
し
て
観
察
さ
れ
て
い
る
事
実
と
推
奨
さ
れ
る
対
応
と
し
て
一
〇
の
論
点
を
掲
げ
て
い
る
（
24
）

。
①
銀
行
、
監
督
当
局
共
に
チ
ャ
ン
ス
と
リ

（
七
五
九
）
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九
二

ス
ク
の
双
方
を
意
識
す
る
。
②
リ
ス
ク
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
変
革
。
③
ア
ウ
ト
ソ
ー
シ
ン
グ
・
リ
ス
ク
管
理
の
強
化
。
④
サ
イ
バ
ー
・
セ
キ
ュ

リ
テ
ィ
対
策
の
推
進
。
⑤
既
存
銀
行
、F

inT
ech

企
業
共
に
当
局
間
・
民
間
と
の
連
携
を
強
化
す
る
。
⑥
各
国
当
局
間
の
国
際
連
携
の
強

化
。
⑦F

inT
ech

時
代
の
銀
行
監
督
を
担
う
人
材
育
成
。
⑧
銀
行
監
督
ツ
ー
ル
の
高
度
化
。
⑨
現
状
の
銀
行
監
督
体
制
の
実
効
性
の
検
証
。

⑩
銀
行
監
督
当
局
の
ベ
ス
ト
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
の
共
有
。

2
．
主
体
規
制
と
行
為
規
制
、R

egTech

とS
upTech

R
egT
ech

（R
egulatory T

echnology

）
が
標
榜
さ
れ
、
デ
ジ
タ
ル
・
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
活
用
に
よ
り
銀
行
監
督
向
け
デ
ー
タ
報
告
等
の

効
率
性
を
改
善
す
る
動
き
も
み
ら
れ
る
。R

egT
ech

の
例
と
し
て
金
融
機
関
の
金
融
規
制
対
応
を
効
率
的
に
支
援
す
る
ツ
ー
ル
等
が
挙

げ
ら
れ
る
。
他
方
で
はS

upT
ech

（S
upervisory T

echnology

）
の
造
語
も
出
さ
れ
、
銀
行
監
督
当
局
に
対
し
てF

inT
ech

の
活
用
に
よ

る
効
果
的
監
督
に
向
け
た
改
善
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

金
融
サ
ー
ビ
ス
の
サ
プ
ラ
イ
チ
ェ
ー
ン
拡
大
か
ら
金
融
シ
ス
テ
ム
の
構
成
主
体
が
変
容
し
、
許
認
可
中
心
の
主
体
規
制
で
は
監
督
の
実

効
性
低
下
が
懸
念
さ
れ
る
。
行
為
規
制
強
化
に
よ
り
補
完
せ
ん
と
し
て
もF

inT
ech

の
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
促
進
を
阻
み
、F

inT
ech

活

用
に
よ
り
経
済
効
果
を
向
上
さ
せ
た
い
と
い
う
当
初
の
目
論
見
が
崩
れ
か
ね
な
い
ジ
レ
ン
マ
も
あ
る
。F

inT
ech

領
域
に
対
す
る
従
来
型

の
主
体
規
制
と
行
為
規
制
の
組
合
わ
せ
の
限
界
と
も
い
え
よ
う
。
近
時
の
仮
想
通
貨
不
正
流
出
事
件
（
25
）

を
鑑
み
て
も
、
緩
や
か
な
登
録
制

（
ハ
ー
ド
ロ
ー
）
と
自
主
規
制
（
ソ
フ
ト
ロ
ー
（
26
））

の
二
段
構
え
で
規
制
の
骨
子
が
作
ら
れ
た
が
、
十
分
な
審
査
を
受
け
て
い
な
い
み
な
し
業
者

が
存
在
し
、
ま
た
業
界
団
体
も
二
つ
に
分
裂
す
る
な
ど
規
制
の
実
効
性
の
確
保
に
は
疑
問
が
呈
さ
れ
て
い
る
。
ソ
フ
ト
ロ
ー
と
し
て
の
各

業
界
に
お
け
る
自
主
規
制
に
つ
い
て
も
今
後
は
策
定
・
普
及
段
階
か
ら
規
制
当
局
が
関
与
す
る
こ
と
も
想
定
さ
れ
よ
う
（
私
見
）。

S
upT
ech

の
対
応
が
銀
行
監
督
当
局
の
改
善
に
向
け
た
一
つ
の
鍵
と
な
る
が
、
バ
ー
ゼ
ル
委
員
会
はS

upT
ech

の
例
と
し
て
Ａ
Ｉ
活
用

（
七
六
〇
）



F
inT
ech

法
制
の
新
た
な
制
度
設
計
に
向
け
て
（
藤
川
）

三
九
三

に
よ
る
マ
ネ
ー
ロ
ン
ダ
リ
ン
グ
監
視
を
挙
げ
て
い
る
。
我
が
国
に
お
い
て
も
監
督
手
法
の
実
装
化
、
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
体
制
の
高
度
化
が
急

務
と
な
っ
て
い
る
（
27
）

。

第
六
章　

金
融
に
お
け
る
デ
ィ
ス
イ
ン
タ
ー
ミ
デ
ィ
エ
ー
シ
ョ
ン
とF

inT
ech

ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
の
課
題

1
．FinTech
と
デ
ィ
ス
イ
ン
タ
ー
ミ
デ
ィ
エ
ー
シ
ョ
ン

当
面
は
想
定
シ
ナ
リ
オ
に
お
け
るB

etter B
ank

あ
る
い
はD

istributed B
ank

へ
の
動
き
の
中
で
既
存
銀
行
とF

inT
ech

ス
タ
ー

ト
ア
ッ
プ
の
提
携
や
共
同
開
発
が
進
む
こ
と
に
な
ろ
う
が
、
そ
の
範
囲
内
で
早
く
も
デ
ィ
ス
イ
ン
タ
ー
ミ
デ
ィ
エ
ー
シ
ョ
ン

（disinterm
idiation

仲
介
機
能
排
除
、
中
抜
き
）
と
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
に
か
か
る
課
題
あ
る
い
は
ビ
ジ
ネ
ス
機
会
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

B
etter B

ank

あ
る
い
はD

istributed B
ank

段
階
で
早
く
も
金
融
仲
介
が
中
抜
き
さ
れ
る
要
因
が
顕
在
化
し
つ
つ
あ
る
こ
と
に
な
り
、

F
inT
ech

の
五
つ
の
シ
ナ
リ
オ
は
明
確
に
時
間
軸
を
追
っ
て
区
分
で
き
る
も
の
で
な
く
場
合
に
よ
っ
て
は
同
時
並
行
に
混
在
し
て
進
ん
で

く
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
（
私
見
）。

F
inT
ech

が
新
し
い
金
融
仲
介
の
機
能
を
担
い
デ
ィ
ス
イ
ン
タ
ー
ミ
デ
ィ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
図
る
動
き
と
し
て
家
計
金
融
資
産
の
銀
行
以

外
へ
の
シ
フ
ト
が
挙
げ
ら
れ
る
が
（
28
）

、
背
景
に
は
マ
イ
ナ
ス
金
利
政
策
、
金
融
危
機
後
の
金
融
規
制
強
化
に
よ
っ
て
銀
行
の
仲
介
機
能
が
全

般
的
に
低
下
し
つ
つ
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
（
29
）

。
即
ち
、
家
計
に
は
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
レ
ン
デ
ィ
ン
グ
や
マ
ー
ケ
ッ
ト
プ
レ
イ
ス
・
レ
ン

デ
ィ
ン
グ
（
30
）

、
企
業
に
は
更
に
ロ
ボ
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
な
ら
び
に
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
ト
レ
ー
デ
ィ
ン
グ
（
31
）

等
に
よ
っ
て
銀
行
を
通
さ
ず F

inT
ech

に
よ
る
金
融
仲
介
が
行
わ
れ
つ
つ
あ
る
。

（
七
六
一
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
三
号
（
二
〇
一
八
年
十
二
月
）

三
九
四

2
．FinTech

に
よ
る
デ
ィ
ス
イ
ン
タ
ー
ミ
デ
ィ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
影
響

F
inT
ech

に
よ
る
デ
ィ
ス
イ
ン
タ
ー
ミ
デ
ィ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
影
響
と
し
て
既
存
金
融
機
関
で
は
各
領
域
で
収
益
悪
化
を
も
た
ら
し
得
る

こ
と
に
な
る
（M

cK
insey &

 C
om
pany

分
析
（
32
））。

①F
inT
ech

と
の
競
合
に
よ
り
顧
客
基
盤
喪
失
、
更
に
価
格
透
明
性
の
向
上
を
余
儀
な

く
さ
れ
る
マ
イ
ナ
ス
面
が
あ
り
、
②
逆
にF

inT
ech

活
用
に
よ
っ
て
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ン
コ
ス
ト
低
減
、
与
信
コ
ス
ト
な
ど
の
リ
ス
ク
費

用
低
減
、
新
規
マ
ー
ケ
ッ
ト
発
掘
と
い
っ
た
利
点
も
あ
る
。
プ
ラ
ス
面
と
マ
イ
ナ
ス
面
を
総
合
的
に
考
え
る
と
分
野
別
で
は
消
費
者
金
融
、

リ
テ
ー
ル
・
中
小
企
業
決
済
、
機
関
投
資
家
向
け
ア
セ
ッ
ト
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
で
は
銀
行
収
益
が
悪
化
す
る
方
向
に
働
こ
う
。
次
い
で
中
小

企
業
向
け
貸
出
、
富
裕
層
サ
ー
ビ
ス
、
大
企
業
向
け
キ
ャ
ッ
シ
ュ
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
で
悪
化
す
る
方
向
に
影
響
が
及
ぶ
。
更
に
住
宅
ロ
ー
ン
、

決
済
口
座
・
個
人
金
融
資
産
管
理
、
そ
の
他
預
金
、
保
険
で
は
程
度
は
弱
い
も
の
の
悪
化
の
方
向
に
働
く
と
考
え
ら
れ
る
。
他
方
で
大
企

業
向
け
貸
出
、
キ
ャ
ピ
タ
ル
マ
ー
ケ
ッ
ト
・
投
資
銀
行
関
連
分
野
で
はF

inT
ech

の
影
響
は
中
立
的
と
み
ら
れ
る
。

F
inT
ech

に
よ
る
デ
ィ
ス
イ
ン
タ
ー
ミ
デ
ィ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
影
響
が
銀
行
収
益
面
に
お
い
て
深
刻
に
表
面
化
す
る
分
野
は
、
先
ず
は
中

小
企
業
向
け
貸
出
、
富
裕
層
向
け
サ
ー
ビ
ス
、
次
い
で
消
費
者
金
融
、
中
小
企
業
向
け
貸
出
、
機
関
投
資
家
向
け
ア
セ
ッ
ト
マ
ネ
ジ
メ
ン

ト
と
な
る
。
キ
ャ
ピ
タ
ル
マ
ー
ケ
ッ
ト
・
投
資
銀
行
関
連
分
野
で
は
デ
ィ
ス
イ
ン
タ
ー
ミ
デ
ィ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
影
響
は
中
立
的
と
考
え
ら

れ
る
。

特
に
既
存
金
融
機
関
の
個
人
・
中
小
企
業
向
け
の
リ
テ
ー
ル
金
融
で
は
、F

inT
ech

進
展
の
影
響
が
大
き
く
顕
れ
る
も
の
と
さ
れ
既
存

金
融
機
関
は
今
後
の
一
〇
年
間
に
リ
テ
ー
ル
金
融
収
入
を
一
〇
│
四
〇
％
、
利
益
面
で
は
二
〇
│
六
〇
％
を
喪
失
す
る
と
の
試
算
も
出
さ

れ
て
い
る
。
代
表
的
な
消
費
者
金
融
領
域
で
はF

inT
ech

ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
と
の
価
格
競
争
が
収
益
を
低
減
さ
せ
る
こ
と
が
予
想
さ
れ

て
い
る
。

（
七
六
二
）



F
inT
ech

法
制
の
新
た
な
制
度
設
計
に
向
け
て
（
藤
川
）

三
九
五

3
．FinTech

ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
に
お
け
る
規
制
、
事
業
、
収
益
面
の
課
題

既
存
金
融
機
関
に
対
し
て
脅
威
と
な
る
可
能
性
が
あ
るF

inT
ech

ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
で
あ
る
が
、
今
後
の
成
長
性
に
関
し
て
は
以
下

の
不
安
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
33
）

。
①
大
半
の
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
は
リ
ー
マ
ン
金
融
危
機
の
よ
う
な
景
気
下
降
局
面
を
経
験
し
て
お
ら
ず
、
②

法
規
制
、
事
業
規
模
、
顧
客
基
盤
の
面
で
の
不
透
明
さ
が
残
る
。

規
制
面
で
は
、
Ｐ
2
Ｐ
レ
ン
ダ
ー
に
対
し
て
証
券
化
に
関
す
る
リ
ス
ク
・
リ
テ
ン
シ
ョ
ン
規
制
が
課
さ
れ
る
可
能
性
な
ど
新
規
制
や
追

加
規
制
が
発
出
さ
れ
る
懸
念
が
あ
る
。
収
益
性
の
面
で
は
顧
客
基
盤
が
小
さ
い
た
め
に
規
模
拡
大
の
メ
リ
ッ
ト
が
発
揮
で
き
な
い
リ
ス
ク

が
あ
る
他
、
Ｐ
2
Ｐ
レ
ン
デ
ィ
ン
グ
で
は
審
査
モ
デ
ル
な
ど
の
イ
ン
フ
ラ
構
築
費
用
が
嵩
む
リ
ス
ク
、
未
だ
顧
客
基
盤
が
脆
弱
で
流
動
的

な
た
め
に
顧
客
の
獲
得
コ
ス
ト
を
要
し
収
益
計
上
に
至
ら
な
い
リ
ス
ク
（
34
）

、
景
気
の
連
動
性
の
面
で
は
Ｐ
2
Ｐ
レ
ン
デ
ィ
ン
グ
で
は
景
気
下

降
局
面
で
信
用
リ
ス
ク
が
顕
在
化
し
て
投
資
家
を
失
う
リ
ス
ク
等
も
存
在
す
る
。

第
七
章　

仮
想
通
貨
の
混
蔵
寄
託
と
ト
ラ
ス
ト
レ
ス
性
の
ジ
レ
ン
マ
、
法
制
度
構
築
の
構
造
的
課
題

1
．
仮
想
通
貨
の
混
蔵
寄
託
性

仮
想
通
貨
に
関
す
る
私
法
上
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て
は
諸
説
が
あ
る
が
、
混
蔵
寄
託
に
類
す
る
形
態
と
の
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
（
35
）

。
仮

想
通
貨
は
信
託
で
は
な
く
準
寄
託
と
し
て
考
え
ら
れ
、
財
産
的
価
値
単
位
と
し
て
均
一
の
抽
象
的
な
存
在
（
紙
幣
類
似
証
券
取
締
法
一
条
一

項
参
照
）
で
あ
る
か
ら
準
消
費
寄
託
と
い
う
べ
き
性
質
で
あ
り
、
管
理
者
の
支
配
は
他
主
占
有
に
準
じ
て
考
え
ら
れ
る
。
改
正
資
金
決
済

法
で
は
仮
想
通
貨
交
換
業
者
の
仮
想
通
貨
と
管
理
委
託
者
の
そ
れ
と
の
分
別
管
理
が
求
め
ら
れ
て
い
る
が
（
改
正
資
金
決
済
法
六
三
条
の

一
一
）、
物
理
的
に
も
厳
格
な
分
別
措
置
を
講
じ
て
い
な
い
限
り
私
法
上
は
混
蔵
寄
託
に
類
す
る
形
態
の
中
で
の
分
別
管
理
に
な
る
も
の

（
七
六
三
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
三
号
（
二
〇
一
八
年
十
二
月
）

三
九
六

と
思
わ
れ
る
。
仮
想
通
貨
に
か
か
る
現
下
の
混
乱
状
態
に
つ
い
て
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
や
シ
ス
テ
ム
お
よ
び
マ
ネ
ロ
ン
対
策
等
の
不
徹
底
さ
、

更
に
今
後
の
仮
想
通
貨
の
展
開
可
能
性
や
法
制
度
設
計
に
向
け
考
察
を
纏
め
て
お
き
た
い
。

2
．
仮
想
通
貨
の
ト
ラ
ス
ト
レ
ス
性
│
ト
ラ
ス
ト
の
二
重
構
造
│

仮
想
通
貨
に
は
信
頼
で
き
る
第
三
者
が
存
在
し
な
い
と
い
う
ト
ラ
ス
ト
レ
ス
（trustless

）
の
方
式
が
本
来
は
前
提
に
な
っ
て
い
る
。

仮
想
通
貨
に
お
け
る
ト
ラ
ス
ト
レ
ス
の
表
現
に
つ
い
て
、
管
理
者
が
存
在
し
な
い
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
技
術
の
場
合
、
管
理
者
が
存
在
し

な
い
特
性
は
ノ
ー
ド
の
参
加
の
可
否
を
判
断
す
る
者
が
存
在
し
な
い
こ
と
を
意
味
し
、
誰
で
も
ノ
ー
ド
（node

）
に
参
加
で
き
る
と
い
う

ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
を
採
用
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
（
36
）

。
し
か
し
な
が
ら
仮
想
通
貨
交
換
所
は
信
頼
で
き
る
ト
ラ
ス
ト
（trust

）
の
構
造
に
な

り
、
取
引
所
が
一
括
し
て
中
央
集
権
的
に
仮
想
通
貨
を
混
蔵
保
管
す
る
仕
組
み
と
し
て
発
達
し
て
き
た
（
37
）

。
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
と
い
う
本

来
的
に
分
散
型
構
造
の
中
で
取
引
所
の
み
が
集
権
的
機
能
を
果
た
し
、
規
制
対
象
た
り
得
る
こ
と
に
な
る
。
取
引
所
が
一
括
し
て
仮
想
通

貨
を
保
護
預
り
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
取
引
所
の
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
向
上
が
銀
行
あ
る
い
は
証
券
会
社
並
み
に
要
求
さ
れ
る
反
面
、
ト
ラ
ス
ト

レ
ス
と
し
て
の
盲
点
が
残
る
た
め
に
有
効
な
マ
ネ
ロ
ン
対
策
が
打
て
な
く
な
っ
て
い
る
ジ
レ
ン
マ
が
存
在
す
る
。

必
ず
し
も
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
に
精
通
し
て
い
る
訳
で
は
な
い
一
般
利
用
者
が
コ
ー
ル
ド
ウ
ォ
ー
レ
ッ
ト
（cold w

allet （38
））

を
活
用
し
て

参
入
し
て
い
る
が
、
取
引
所
の
シ
ス
テ
ム
あ
る
い
は
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
・
内
部
管
理
が
不
十
分
な
中
で
一
般
ユ
ー
ザ
ー
に
秘
密
鍵
の
管
理
が

果
た
し
て
可
能
か
が
課
題
と
な
る
。
あ
る
程
度
の
規
模
の
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
が
可
能
な
交
換
業
者
あ
る
い
は
秘
密
鍵
の
管
理

が
可
能
な
利
用
者
が
こ
れ
か
ら
の
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
の
応
用
に
お
い
て
は
想
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

金
融
庁
は
仮
想
通
貨
に
つ
い
て
、
改
正
資
金
決
済
法
は
仮
想
通
貨
の
交
換
業
者
の
局
面
で
規
制
を
か
け
る
考
え
方
で
あ
る
と
こ
ろ
、
マ

ネ
ロ
ン
防
止
の
観
点
か
ら
仮
想
通
貨
自
体
の
規
制
を
考
慮
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
り
、
金
融
商
品
取
引
法
に
お
け
る
有
価
証
券
へ
の
仮
想
通

（
七
六
四
）



F
inT
ech

法
制
の
新
た
な
制
度
設
計
に
向
け
て
（
藤
川
）

三
九
七

貨
や
Ｉ
Ｃ
Ｏ
ト
ー
ク
ン
の
該
当
性
、
投
資
家
保
護
の
手
法
な
ど
法
制
度
全
体
の
枠
組
み
に
か
か
る
抜
本
的
な
再
検
討
を
進
め
つ
つ
あ
る
（
39
）

。

3
．
ビ
ッ
ト
コ
イ
ン
と
Ｉ
Ｃ
Ｏ
、
各
国
の
規
制
強
化

ビ
ッ
ト
コ
イ
ン
取
引
が
増
大
し
価
格
が
高
騰
し
た
要
因
と
し
て
は
以
下
が
掲
げ
ら
れ
る
。
①peer-to-peer

に
よ
る
分
散
コ
ン
ピ
ュ
ー

テ
ィ
ン
グ
採
用
。
②
競
争
的
マ
イ
ニ
ン
グ
に
よ
る
非
中
央
集
権
化
（de-centralized

）。
③
独
自
通
貨
単
位
（
Ｂ
Ｔ
Ｃ
）
採
用
に
よ
る
投
資

機
会
提
供
。
決
済
手
段
と
し
て
法
定
通
貨
で
は
交
換
価
値
の
維
持
コ
ス
ト
が
か
か
る
が
、
シ
ス
テ
ム
を
支
え
る
マ
イ
ニ
ン
グ
の
報
酬
分
の

み
を
仮
想
通
貨
の
追
加
発
行
に
よ
り
賄
う
こ
と
で
外
部
費
用
の
投
入
な
く
シ
ス
テ
ム
維
持
が
可
能
と
な
り
、
維
持
費
用
の
自
給
体
制
が
取

引
拡
大
の
一
因
と
な
っ
て
い
る
（
40
）

。

ま
た
Ｉ
Ｃ
Ｏ
（Initial C

oin O
ff ering 

新
規
仮
想
通
貨
公
開
）
は
企
業
等
が
電
子
的
ト
ー
ク
ン
（
証
票
）
を
発
行
し
公
衆
か
ら
資
金
調
達
を

行
う
こ
と
の
総
称
で
あ
る
が
（
41
）

、
半
数
以
上
に
お
い
て
は
プ
ロ
ダ
ク
ト
の
存
在
す
ら
な
く
、
二
〇
一
七
年
七
月
二
五
日
米
国
Ｓ
Ｅ
Ｃ
（
証
券

取
引
委
員
会
）
は
二
〇
一
六
年
発
行
のthe D

A
O

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
使
わ
れ
た
ト
ー
ク
ン
発
行
が
米
国
有
価
証
券
取
引
所
法 21

（a

）

（
一
九
三
四
年
証
券
取
引
所
法
）
の
規
制
対
象
に
な
り
有
価
証
券
募
集
・
売
出
し
に
該
当
す
る
と
の
見
解
を
発
表
す
る
（
42
）

な
ど
各
国
で
は
規
制

強
化
の
方
向
が
窺
え
る
。

第
八
章　

F
inT
ech

に
か
か
る
制
度
設
計
な
ら
び
に
金
融
行
政
の
方
針
転
換
の
俯
瞰

1
．
我
が
国
に
お
け
るFinTech

フ
ィ
ン
テ
ッ
ク
の
制
度
設
計
の
必
要
性
│
金
融
行
政
の
方
針
転
換
な
ら
び
異
業
種
参
入
の
拡
大
│

金
融
行
政
の
方
針
転
換
と
制
度
設
計
に
向
け
た
検
討
を
ま
と
め
て
お
き
た
い
（
43
）

。
フ
ィ
ン
テ
ッ
ク
の
制
度
設
計
の
必
要
性
に
つ
い
て
現
状

を
俯
瞰
す
る
と
、
金
融
庁
は
情
報
技
術
の
進
展
等
の
環
境
変
化
を
踏
ま
え
た
金
融
制
度
の
あ
り
方
に
関
す
る
検
討
と
し
て
以
下
の
方
向
性

（
七
六
五
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
三
号
（
二
〇
一
八
年
十
二
月
）

三
九
八

を
打
ち
出
し
て
い
る
（
二
〇
一
七
年
一
一
月
一
六
日
金
融
審
議
会
総
会
）。
①
同
一
機
能
・
リ
ス
ク
に
は
同
一
ル
ー
ル
を
適
用
す
る
。
②
金
融

に
関
す
る
基
本
的
概
念
・
ル
ー
ル
を
横
断
化
す
る
。
③
環
境
変
化
に
対
応
す
べ
く
規
制
を
横
断
的
に
見
直
す
。
金
融
検
査
・
監
督
の
考
え

方
と
進
め
方
（
検
査
・
監
督
基
本
方
針
）（
二
〇
一
七
年
一
二
月
一
五
日
）
に
つ
い
て
は
、
④
安
定
と
仲
介
、
保
護
と
利
便
、
校
正
・
透
明
と
活

力
の
バ
ラ
ン
ス
に
方
針
転
換
し
、
⑤
金
融
行
政
の
究
極
的
な
目
標
に
国
民
の
厚
生
の
増
大
、
企
業
経
済
の
持
続
的
成
長
・
安
定
的
な
資
産

形
成
を
新
た
な
上
位
概
念
と
し
て
設
け
て
い
る
（
後
掲
）。

2
．
金
融
行
政
の
方
針
転
換
の
影
響
と
制
度
設
計
│
欧
米
の
新
形
態
銀
行
免
許
構
想
も
交
え
て
│

欧
米
で
は
二
〇
一
六
年
一
二
月
Ｕ
Ｓ 

Ｏ
Ｃ
Ｃ
（
米
国
通
貨
監
督
庁
）
がF

inT
ech

企
業
に
対
し
一
八
六
四
年
国
法
銀
行
法
（N

ational 

B
ank A

ct of 1864

）
の
対
象
と
な
る
特
別
目
的
銀
行
の
免
許
を
与
え
る
提
案
（
44
）

を
行
っ
た
こ
と
に
続
き
、
Ｕ
Ｓ 

Ｃ
Ｆ
Ｐ
Ｂ
（C

onsum
er 

F
inancial P

rotection B
ureau 

米
国
消
費
者
金
融
保
護
局
）
は
新
し
いF

inT
ech

銀
行
免
許
構
想
を
発
表
し
（
二
〇
一
七
年
五
月
）、
更
に

Ｅ
Ｃ
Ｂ
（
欧
州
中
央
銀
行
）
も
銀
行
免
許
指
針
の
公
表
を
予
定
す
る
（
二
〇
一
七
年
九
月
）
な
ど
新
形
態
銀
行
免
許
構
想
が
出
さ
れ
る
中
で
、

金
融
庁
はF

inT
ech

新
法
の
制
定
と
し
て
決
済
・
送
金
に
関
わ
る
関
連
法
の
一
本
化
、
銀
行
法
の
為
替
業
務
・
資
金
決
済
法
の
資
金
移

動
業
・
割
賦
販
売
法
の
関
連
業
務
の
規
制
の
統
合
化
を
図
る
方
向
に
あ
る
。
金
融
行
政
の
方
針
転
換
の
影
響
は
多
岐
に
亘
る
と
み
ら
れ
、

①
業
態
毎
の
縦
割
り
規
制
か
ら
機
能
別
に
よ
る
横
断
的
規
制
の
転
換
に
伴
う
影
響
と
し
て
、
⒜
ア
ン
バ
ン
ド
リ
ン
グ
を
前
提
と
し
た
業
界

構
造
変
化
に
よ
っ
て
競
争
環
境
の
変
化
に
応
じ
た
事
業
戦
略
再
構
築
が
進
め
ら
れ
る
。
⒝
新
た
な
免
許
形
態
の
登
場
に
よ
り
他
業
種
か
ら

の
新
規
参
入
が
増
加
す
る
。
⒞
既
存
の
金
融
業
界
の
担
い
手
の
業
態
転
換
に
よ
り
金
融
持
株
会
社
へ
の
大
量
移
行
と
新
規
事
業
子
会
社
設

立
の
増
加
が
進
む
。
②
金
融
の
基
本
的
概
念
の
見
直
し
と
統
一
に
よ
っ
て
、
⒜
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
進
展
の
中
長
期
見
通
し
の
必
要
性
が
増

大
し
Ａ
Ｉ
、
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
、
Ｉ
ｏ
Ｔ
な
ど
メ
ガ
テ
ッ
ク
の
正
確
な
ロ
ー
ド
マ
ッ
プ
作
成
が
進
め
ら
れ
る
。
⒝
シ
ェ
ア
リ
ン
グ
エ
コ

（
七
六
六
）



F
inT
ech

法
制
の
新
た
な
制
度
設
計
に
向
け
て
（
藤
川
）

三
九
九

ノ
ミ
ー
、
Ｐ
2
Ｐ
、
デ
ジ
タ
ル
通
貨
（
仮
想
通
貨
を
含
む
）・
決
済
な
ど
金
融
機
関
を
必
要
と
し
な
い
金
融
が
登
場
し
、
規
制
・
監
督
対
象

が
金
融
機
関
か
ら
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
へ
転
換
す
る
規
制
の
あ
り
方
が
問
わ
れ
る
。
⒞
国
際
的
な
標
準
化
活
動
の
重
要
性
が
増
大
す
る
。

⒟
金
融
業
法
よ
り
も
根
本
的
法
分
野
の
改
正
の
影
響
を
分
析
す
る
必
要
性
が
増
大
し
、
Ａ
Ｉ
に
よ
る
民
法
（
契
約
主
体
性
）、
Ｐ
Ｌ
法
な
ど

の
根
本
的
変
化
が
起
こ
り
得
る
。
③
国
民
の
厚
生
の
増
大
、
安
定
的
資
産
形
成
と
い
う
究
極
的
目
標
の
政
策
評
価
を
行
う
必
要
が
生
じ
る
。

⒜
政
策
や
投
資
教
育
の
費
用
便
益
分
析
が
求
め
ら
れ
る
。
⒝
根
拠
に
基
づ
い
た
政
策
形
成
（E

vidence B
ased P

olicy M
aking E

B
P
M

）
フ

レ
ー
ム
ワ
ー
ク
が
導
入
さ
れ
、
政
府
の
統
計
イ
ン
フ
ラ
拡
充
や
オ
ー
プ
ン
デ
ー
タ
が
推
進
さ
れ
る
。
⒞
ナ
ッ
ジ
（N

udge

）
な
ど
行
動
経

済
学
に
基
づ
く
制
度
設
計
の
必
要
が
増
大
し
、
ラ
ン
ダ
ム
化
比
較
試
験
（
Ｒ
Ｃ
Ｔ
）
と
規
制
サ
ン
ド
ボ
ッ
ク
ス
の
接
続
を
目
指
す
こ
と
に

な
る
（
45
）

。
産
業
の
生
産
性
向
上
を
短
期
間
に
実
現
す
べ
く
規
制
の
サ
ン
ド
ボ
ッ
ク
ス
制
度
創
設
を
含
む
生
産
性
向
上
特
別
措
置
法
案
が
第

一
九
六
回
通
常
国
会
に
提
出
さ
れ
た
（
46
）

。
こ
う
し
た
金
融
行
政
の
方
針
転
換
の
影
響
を
鑑
み
、
国
際
的
な
議
論
や
整
合
性
の
下
に
関
連
法
制

の
制
度
設
計
を
図
る
こ
と
が
重
要
に
な
っ
て
く
る
（
47
）

。

3
．FinTech

の
発
展
段
階
に
お
け
るB

etter B
ank

とR
elegated B

ank

お
よ
びD

isinterm
ediated B

ank

の
認
識
の
ズ
レ

我
が
国
に
お
い
て
は
メ
ガ
バ
ン
ク
な
ど
を
中
心
に
決
済
・
送
金
分
野
で
のF

inT
ech

企
業
と
の
連
係
や
グ
ル
ー
プ
化
あ
る
い
は
子
会

社
化
を
図
る
動
き
が
現
時
点
で
は
主
で
あ
り
、
仮
想
通
貨
を
独
自
に
発
行
す
る
動
き
も
出
て
い
る
。
我
が
国
の
場
合
、
貸
金
業
法
規
制
（
48
）

の

存
在
か
らF

inT
ech

企
業
が
銀
行
業
へ
新
規
参
入
す
る
に
は
大
き
な
障
壁
が
存
在
す
る
た
（
49
）

め
（
50
）

、
欧
米
の
よ
う
な
新
形
態
の
銀
行
免
許
構

想
の
段
階
に
は
至
っ
て
い
な
い
（
51
）

。
加
え
て
直
近
で
は
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
に
対
す
る
規
制
強
化
の
方
向
性
も
示
さ
れ
、
こ
う
し
た
背
景
も

あ
っ
て
我
が
国
で
はF

inT
ech

に
関
し
て
は
既
存
金
融
機
関
に
よ
るB

etter B
ank

の
方
向
性
に
向
け
た
議
論
が
主
で
あ
り
、
欧
米
に

お
け
る
よ
う
なF

inT
ech

企
業
へ
の
銀
行
免
許
の
付
与
、
バ
ー
ゼ
ル
委
員
会
の
想
定
シ
ナ
リ
オ
に
お
け
るR

elegated B
ank

、

（
七
六
七
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
三
号
（
二
〇
一
八
年
十
二
月
）

四
〇
〇

D
isinterm

ediated B
ank

の
議
論
の
段
階
に
な
い
こ
と
が
示
さ
れ
る
（
52
）

。

も
っ
と
も
金
融
庁
はF

inT
ech 

4.0
の
リ
バ
ン
ド
リ
ン
グ
の
例
と
し
て
銀
行
免
許
を
有
し
て
い
な
い
プ
レ
ー
ヤ
ー
に
よ
る
銀
行
同
等
機

能
の
提
供
の
実
現
を
掲
げ
て
お
り
（
53
）

、
将
来
的
なF

inT
ech

企
業
へ
の
銀
行
免
許
付
与
も
決
し
て
排
除
さ
れ
て
い
な
い
と
見
る
べ
き
で
あ

ろ
う
か
。
他
方
で
金
融
庁
は
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
マ
ー
と
称
す
る
巨
大
Ｉ
Ｔ
（
情
報
技
術
）
企
業
を
念
頭
に
不
公
正
取
引
を
防
止
す
る
規
制

を
検
討
し
て
い
る
（
54
）

。
仮
想
通
貨
を
世
界
に
先
駆
け
て
法
制
度
と
し
て
取
り
込
み
取
引
を
正
面
か
ら
認
め
つ
つ
も
、F

inT
ech

の
無
制
約
な

発
展
を
許
容
し
て
い
る
も
の
で
も
な
い
と
も
思
料
さ
れ
、
今
後
の
規
制
当
局
の
取
り
組
み
の
ス
タ
ン
ス
が
注
視
さ
れ
よ
う
（
私
見
）。

4
．
仮
想
通
貨
交
換
業
者
に
対
す
る
規
制
の
意
義
、
仮
想
通
貨
フ
ァ
ン
ド
に
関
す
る
法
的
な
論
点
な
ど

⑴　

仮
想
通
貨
交
換
業
者
に
対
す
る
規
制
の
意
義

仮
想
通
貨
に
関
し
て
は
Ｉ
Ｃ
Ｏ
を
含
め
私
法
的
位
置
付
け
な
ど
種
々
議
論
が
さ
れ
先
行
研
究
も
多
い
（
55
）

。
仮
想
通
貨
交
換
業
者
に
対
す
る

規
制
の
意
義
、
新
し
い
論
点
と
し
て
仮
想
通
貨
フ
ァ
ン
ド
の
関
連
法
制
、
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
と
Ｅ
Ｕ
の
Ｇ
Ｄ
Ｐ
Ｒ
の
関
係
等
の
要
点
を

示
し
て
お
き
た
い
。

仮
想
通
貨
交
換
業
者
に
対
す
る
規
制
の
必
要
性
、
そ
の
手
法
等
が
議
論
さ
れ
て
い
る
。
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
と
い
う
分
散
型
の
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
構
造
の
中
で
唯
一
中
央
集
権
的
な
形
態
を
と
る
の
が
仮
想
通
貨
交
換
業
者
で
あ
り
、
多
数
の
投
資
家
を
傘
下
に
有
し
て
顧
客
資
産

を
預
か
り
、
参
加
者
間
の
取
引
を
仲
介
し
て
い
る
。
即
ち
、
基
本
的
に
分
散
型
と
な
っ
て
い
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
中
で
唯
一
規
制
対
象
と

な
り
得
る
の
は
必
然
的
に
中
央
集
権
的
な
存
在
と
し
て
の
仮
想
通
貨
交
換
業
者
と
な
り
、
国
際
的
に
も
仮
想
通
貨
交
換
業
に
着
目
し
た
制

度
的
対
応
が
主
流
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
は
必
然
性
が
あ
る
。
マ
ネ
ー
ロ
ン
ダ
リ
ン
グ
や
犯
罪
資
金
等
で
も
最
終
的
に
問
題
と
な
る
の
は

法
定
通
貨
に
交
換
す
る
局
面
で
あ
り
、
そ
の
面
か
ら
も
仮
想
通
貨
交
換
業
者
を
規
制
す
る
意
義
は
大
き
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
56
）

。
混

（
七
六
八
）



F
inT
ech

法
制
の
新
た
な
制
度
設
計
に
向
け
て
（
藤
川
）

四
〇
一

蔵
寄
託
と
ト
ラ
ス
ト
レ
ス
性
の
ジ
レ
ン
マ
（
57
）

、
マ
ネ
ロ
ン
問
題
と
法
制
度
構
築
の
構
造
的
な
課
題
と
し
て
検
討
し
て
き
た
点
が
改
め
て
浮
き

上
が
っ
て
く
る
こ
と
に
な
る
。

⑵　

仮
想
通
貨
フ
ァ
ン
ド
に
関
す
る
法
的
な
論
点

仮
想
通
貨
に
投
資
す
る
フ
ァ
ン
ド
に
つ
い
て
、
従
来
の
投
資
フ
ァ
ン
ド
同
様
に
厳
格
な
規
制
が
必
要
と
考
え
ら
れ
る
が
、
新
し
い
概
念

で
あ
る
こ
と
か
ら
規
制
対
応
が
追
い
つ
い
て
い
な
い
状
況
に
あ
る
。
仮
想
通
貨
フ
ァ
ン
ド
に
関
し
て
は
、
エ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
選
択
と
し
て

信
託
型
（
投
資
信
託
、
外
国
投
資
信
託
、
信
託
）、
会
社
型
、
組
合
型
の
三
類
型
の
投
資
フ
ァ
ン
ド
が
あ
り
、
類
型
毎
に
考
察
が
進
め
ら
れ
（
58
）

、

中
で
も
柔
軟
性
の
高
さ
等
か
ら
組
合
型
の
フ
ァ
ン
ド
が
優
先
的
な
選
択
肢
に
な
る
。
し
か
し
な
が
ら
仮
想
通
貨
に
対
し
て
直
接
投
資
を
す

る
こ
と
を
目
的
と
す
る
投
資
事
業
有
限
責
任
組
合
を
組
成
す
る
こ
と
は
で
き
ず
（
投
資
事
業
有
限
責
任
組
合
契
約
に
関
す
る
法
律
三
条
一
項
）、

任
意
組
合
や
匿
名
組
合
に
よ
る
組
合
型
の
フ
ァ
ン
ド
組
成
が
選
択
肢
と
な
る
。

フ
ァ
ン
ド
持
分
の
有
価
証
券
該
当
性
に
つ
い
て
、
①
フ
ァ
ン
ド
持
分
が
有
価
証
券
に
該
当
す
る
場
合
に
フ
ァ
ン
ド
に
つ
い
て
金
融
商
品

取
引
法
の
業
者
規
制
等
が
問
題
に
な
る
。
組
合
型
フ
ァ
ン
ド
で
は
持
分
保
有
者
が
出
資
ま
た
は
拠
出
を
し
た
金
銭
を
充
当
し
て
事
業
が
行

わ
れ
、
収
益
の
配
当
ま
た
は
財
産
の
分
配
が
行
わ
れ
る
場
合
に
原
則
と
し
て
有
価
証
券
に
該
当
す
る
（
金
融
商
品
取
引
法
二
条
二
項
五
号
）。

②
投
資
家
の
勧
誘
に
つ
い
て
、
フ
ァ
ン
ド
持
分
が
有
価
証
券
に
該
当
す
る
場
合
、
そ
の
勧
誘
は
第
二
種
金
融
商
品
取
引
業
に
該
当
し
（
金

融
商
品
取
引
法
二
八
条
二
項
）、
原
則
と
し
て
金
融
商
品
取
引
業
者
と
し
て
の
登
録
が
必
要
と
な
る
（
金
融
商
品
取
引
法
二
九
条
）。
③
適
格
機

関
投
資
家
等
特
例
業
務
に
つ
い
て
、
組
合
型
の
フ
ァ
ン
ド
の
場
合
は
金
融
商
品
取
引
業
者
と
し
て
の
登
録
に
つ
い
て
適
格
機
関
投
資
家
等

特
例
業
務
の
重
要
な
例
外
が
あ
り
、
フ
ァ
ン
ド
の
投
資
家
に
一
名
以
上
の
適
格
機
関
投
資
家
が
い
る
こ
と
、
適
格
機
関
投
資
家
以
外
の
投

資
家
が
一
定
の
属
性
の
者
に
限
ら
れ
る
こ
と
等
の
所
定
の
要
件
を
満
た
す
場
合
に
金
融
商
品
取
引
業
と
し
て
の
登
録
は
不
要
と
さ
れ
る

（
七
六
九
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
三
号
（
二
〇
一
八
年
十
二
月
）

四
〇
二

（
金
融
商
品
取
引
法
六
三
条
以
下
）。
④
開
示
義
務
に
つ
い
て
、
フ
ァ
ン
ド
持
分
が
有
価
証
券
に
該
当
す
る
場
合
に
有
価
証
券
届
出
書
の
提
出

義
務
等
の
開
示
義
務
が
問
題
に
な
る
が
、
主
と
し
て
有
価
証
券
に
投
資
を
す
る
フ
ァ
ン
ド
以
外
に
つ
い
て
は
開
示
義
務
の
適
用
対
象
外
と

さ
れ
る
（
金
融
商
品
取
引
法
三
条
三
号
、
金
融
商
品
取
引
法
施
行
令
二
条
の
九
第
一
項
）。

⑶　

仮
想
通
貨
の
取
引
相
手
方
の
法
規
制

仮
想
通
貨
に
投
資
す
る
フ
ァ
ン
ド
が
投
資
活
動
を
行
う
場
合
、
取
引
相
手
に
対
し
て
適
用
さ
れ
る
法
規
制
も
問
題
と
な
る
。
仮
想
通
貨

に
投
資
し
て
法
定
通
貨
と
仮
想
通
貨
の
交
換
ま
た
は
仮
想
通
貨
同
士
の
交
換
を
業
と
し
て
行
う
場
合
、
取
引
相
手
方
は
基
本
的
に
仮
想
通

貨
交
換
業
者
と
し
て
の
登
録
が
必
要
と
な
る
（
資
金
決
済
に
関
す
る
法
律
六
三
条
の
二
、
二
条
七
項
）。
交
換
が
海
外
で
完
結
す
れ
ば
当
該
交

換
自
体
は
日
本
法
の
適
用
外
と
考
え
ら
れ
る
が
、
フ
ァ
ン
ド
運
営
者
が
国
内
に
い
れ
ば
日
本
法
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
。
仮
想
通

貨
の
交
換
の
媒
介
、
取
次
ぎ
ま
た
は
代
理
も
仮
想
通
貨
交
換
業
に
該
当
す
る
た
め
、
我
が
国
で
こ
れ
ら
の
行
為
を
行
う
者
も
仮
想
通
貨
交

換
業
者
と
し
て
の
登
録
が
必
要
と
な
る
。
こ
の
場
合
、
媒
介
は
他
人
間
の
契
約
の
成
立
に
第
三
者
が
尽
力
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
た
め
捕

捉
範
囲
は
広
く
な
る
。

フ
ァ
ン
ド
・
オ
ブ
・
フ
ァ
ン
ズ
と
し
て
他
の
フ
ァ
ン
ド
持
分
に
投
資
す
る
場
合
な
ど
投
資
対
象
が
有
価
証
券
で
あ
る
場
合
、
有
価
証
券

に
投
資
を
募
る
行
為
や
投
資
家
か
ら
出
資
を
受
け
た
金
銭
の
運
用
行
為
に
つ
い
て
は
取
引
相
手
方
が
原
則
と
し
て
金
融
商
品
取
引
業
の
登

録
を
受
け
て
い
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。
行
為
が
海
外
で
完
結
し
て
い
る
場
合
は
日
本
法
の
適
用
対
象
外
と
さ
れ
る
こ
と
も
多
い
が
、
日

本
の
居
住
者
を
相
手
方
と
し
て
い
る
限
り
は
基
本
的
に
日
本
法
の
適
用
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
。

仮
想
通
貨
の
仕
組
み
、
フ
ァ
ン
ド
ス
ト
ラ
ク
チ
ャ
ー
は
非
定
型
的
な
も
の
が
多
く
個
別
具
体
的
な
検
討
が
不
可
欠
と
な
る
。
出
資
の
受

入
れ
、
預
り
金
及
び
金
利
等
の
取
締
り
に
関
す
る
法
律
、
貸
金
業
法
等
の
法
律
の
他
、
金
融
商
品
の
販
売
等
に
関
す
る
法
律
に
よ
る
説
明

（
七
七
〇
）



F
inT
ech

法
制
の
新
た
な
制
度
設
計
に
向
け
て
（
藤
川
）

四
〇
三

義
務
（
同
法
三
条
）、
犯
罪
に
よ
る
収
益
の
移
転
防
止
に
関
す
る
法
律
に
よ
る
取
引
時
確
認
（
同
法
四
条
）
が
必
要
と
な
る
場
合
も
生
じ
得

る
（
59
）

。⑷　

仮
想
通
貨
・
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
と
Ｅ
Ｕ
一
般
デ
ー
タ
保
護
規
則
（
Ｇ
Ｄ
Ｐ
Ｒ
）、
準
拠
法
と
域
外
適
用
な
ど

F
inT
ech

の
想
定
シ
ナ
リ
オ
あ
る
い
は
発
展
段
階
と
個
人
情
報
保
護
の
関
連
に
つ
い
て
、
二
〇
一
八
年
五
月
二
五
日
施
行
さ
れ
た

Ｅ
Ｕ
一
般
デ
ー
タ
保
護
規
則
（G

eneral D
ata P

rotection R
egulation G

D
P
R

）
の
関
連
が
検
討
さ
れ
る
。F

inT
ech

や
Ａ
Ｉ
活
用
・
発
展

に
関
し
て
は
ビ
ッ
グ
デ
ー
タ
な
ど
情
報
自
体
の
集
積
が
前
提
と
な
る
た
め
、
個
人
情
報
保
護
の
視
点
か
ら
の
考
察
が
必
要
と
な
る
。
仮
想

通
貨
に
関
し
て
は
特
に
パ
ブ
リ
ッ
ク
型
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
の
場
合
に
Ｇ
Ｄ
Ｐ
Ｒ
の
適
用
可
能
性
が
問
題
と
な
る
（
60
）

。

Ｇ
Ｄ
Ｐ
Ｒ
適
用
を
巡
る
論
点
と
し
て
は
、
①
個
人
デ
ー
タ
（personal data

）
を
扱
う
か
、
②
デ
ー
タ
管
理
者
（data controller

）
ま
た

は
デ
ー
タ
処
理
者
（data processor

）
に
該
当
す
る
か
、
③
適
用
対
象
領
域
に
含
ま
れ
る
か
、
が
挙
げ
ら
れ
る
。
特
に
域
外
適
用

（extraterritorial application

）
に
つ
い
て
、
次
の
い
ず
れ
か
の
個
人
デ
ー
タ
の
処
理
を
行
う
場
合
に
は
Ｇ
Ｄ
Ｐ
Ｒ
が
域
外
適
用
さ
れ
、

Ｅ
Ｅ
Ａ
域
内
に
子
会
社
や
支
店
等
の
拠
点
を
有
し
な
い
日
本
企
業
（
例
え
ば
東
京
本
社
）
に
お
い
て
も
原
則
と
し
て
対
応
が
必
要
と
な
り
、

Ｅ
Ｅ
Ａ
域
内
に
代
表
者
を
選
任
す
る
必
要
が
生
じ
る
場
合
が
あ
る
（
Ｇ
Ｄ
Ｐ
Ｒ
第
三
条
第
二
項
、
第
二
七
条
第
一
項
）。
①
Ｅ
Ｅ
Ａ
域
内
に
所

在
す
る
本
人
に
対
す
る
商
品
ま
た
は
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
関
す
る
処
理
、
②
本
人
が
Ｅ
Ｅ
Ａ
域
内
で
行
う
行
動
の
監
視
に
関
す
る
処
理
。

ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
の
関
係
で
留
意
さ
れ
る
点
は
、
①
個
人
デ
ー
タ
の
範
囲
が
広
範
で
ビ
ッ
ト
コ
イ
ン
の
お
け
る
公
開
鍵
、
暗
号
化
・

ハ
ッ
シ
ュ
化
さ
れ
た
取
引
情
報
も
個
人
デ
ー
タ
に
該
当
し
得
る
こ
と
、
②
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
に
参
加
す
る
ノ
ー
ド
が
）
デ
ー
タ
管
理
者

ま
た
は
デ
ー
タ
処
理
者
に
該
当
し
得
る
こ
と
、
③
Ｇ
Ｄ
Ｐ
Ｒ
の
域
内
所
在
の
ノ
ー
ド
に
適
用
さ
れ
得
る
こ
と
等
で
あ
る
。
こ
の
た
め
ブ

ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
を
利
用
す
る
事
業
を
行
う
場
合
、
我
が
国
の
個
人
情
報
保
護
法
と
共
に
Ｇ
Ｄ
Ｐ
Ｒ
の
適
用
対
象
と
な
る
か
、
ま
た
適
用

（
七
七
一
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
三
号
（
二
〇
一
八
年
十
二
月
）

四
〇
四

対
象
と
な
る
場
合
の
規
律
の
遵
守
に
つ
い
て
検
討
が
求
め
ら
れ
る
。
関
連
し
て
、
本
邦
抵
触
法
上
ビ
ッ
ト
コ
イ
ン
自
体
に
つ
い
て
は
準
拠

法
は
観
念
で
き
な
い
と
解
さ
れ
、
他
の
法
域
に
お
け
る
私
法
上
の
取
り
扱
い
に
関
す
る
懸
念
を
排
除
で
き
る
点
で
望
ま
し
い
考
え
方
で
あ

る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
61
）

。
本
邦
以
外
の
特
定
法
域
（
特
に
無
体
物
に
対
す
る
所
有
権
を
認
め
る
法
域
）
の
法
が
ビ
ッ
ト
コ
イ
ン
の
物
権
準
拠
法

と
し
て
指
定
さ
れ
る
と
の
解
釈
は
困
難
で
、
支
払
い
手
段
と
し
て
の
有
用
性
の
確
保
と
い
う
観
点
か
ら
も
実
質
的
に
妥
当
で
あ
る
と
さ
れ

る
。⑸　

仮
想
通
貨
と
金
融
商
品
取
引
法
の
対
応
の
課
題

仮
想
通
貨
に
か
か
る
今
後
の
課
題
と
規
制
当
局
の
対
応
に
関
し
て
、
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
の
多
様
性
と
不
透
明
さ
、
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン

ト
・
内
部
管
理
お
よ
び
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
欠
如
、
グ
ロ
ー
バ
ル
連
携
の
困
難
さ
が
指
摘
で
き
る
。

ハ
ー
ド
ロ
ー
で
あ
る
改
正
資
金
決
済
法
に
お
い
て
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
等
の
維
持
も
勘
案
し
登
録
制
と
し
て
規
制
を
緩
め
、
詳
細
は
自
主

規
制
団
体
に
よ
る
ソ
フ
ト
ロ
ー
と
し
て
の
自
主
規
律
に
委
ね
、
ま
た
規
制
当
局
と
し
て
は
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
チ
ー
ム
に
よ
る
監
視
強
化
と
行

政
処
分
の
連
発
と
い
う
ス
キ
ー
ム
で
揺
籃
期
で
あ
る
仮
想
通
貨
取
扱
業
者
の
自
律
性
の
不
十
分
さ
を
直
ち
に
補
え
る
の
か
ど
う
か
疑
問
な

し
と
し
な
い
（
以
下
、
私
見
）。
海
外
の
無
登
録
業
者
に
よ
る
席
巻
が
繰
り
返
さ
れ
、
当
該
国
に
は
マ
ネ
ロ
ン
以
外
に
は
十
分
な
規
制
や
規

制
当
局
が
存
在
し
な
い
現
状
に
お
い
て
、
後
追
い
的
な
行
政
処
分
以
外
の
エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト
を
自
主
規
制
団
体
に
丸
投
げ
す
る
手
法

に
は
少
な
く
と
も
当
面
の
混
乱
の
収
拾
に
十
分
と
い
い
難
い
面
が
あ
ろ
う
。
先
進
各
国
が
仮
想
通
貨
の
規
制
を
強
化
す
る
中
で
事
実
上
我

が
国
の
み
が
ハ
ー
ド
ロ
ー
に
お
い
て
正
面
か
ら
仮
想
通
貨
を
認
定
し
、R

egulatory A
rbitrage

（
規
制
の
裁
定
）
か
ら
グ
ロ
ー
バ
ル
マ

ネ
ー
が
集
中
し
つ
つ
あ
る
現
在
、
新
た
な
ハ
ー
ド
ロ
ー
ミ
ッ
ク
ス
の
あ
り
方
を
検
討
す
る
こ
と
も
重
要
な
選
択
肢
と
な
る
。
業
規
制
を
策

定
す
る
方
向
性
も
か
か
る
視
点
に
立
つ
も
の
と
も
思
料
さ
れ
る
。

（
七
七
二
）



F
inT
ech

法
制
の
新
た
な
制
度
設
計
に
向
け
て
（
藤
川
）

四
〇
五

米
国
で
は
一
九
三
四
年
法
一
二
条
ｇ
項
適
用
会
社
（
開
示
会
社
）
が
公
開
会
社
に
相
当
す
る
な
ど
連
邦
会
社
法
制
を
有
し
な
い
連
邦
証

券
法
や
証
券
取
引
所
ル
ー
ル
に
実
質
的
な
会
社
法
規
定
が
紛
れ
込
ん
で
い
る
の
が
現
状
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
米
国
の
よ
う
な
仮
想
通
貨
の

規
制
手
法
を
我
が
国
の
仮
想
通
貨
規
制
に
採
用
す
る
と
す
れ
ば
制
度
的
な
統
一
性
や
一
体
性
確
保
の
面
で
齟
齬
を
生
じ
る
こ
と
と
な
ら
な

い
か
ど
う
か
疑
問
が
生
じ
得
る
。
公
開
会
社
法
制
の
存
在
し
な
い
我
が
国
に
お
い
て
、
金
融
商
品
取
引
法
が
会
社
法
と
の
間
隙
を
埋
め
る

役
割
を
果
た
し
つ
つ
あ
る
と
い
う
実
態
が
あ
り
、
証
券
取
引
法
を
超
え
た
機
能
も
担
っ
て
い
る
と
の
指
摘
も
さ
れ
る
。
私
法
上
の
効
力
あ

る
い
は
追
及
効
や
抵
触
法
上
の
準
拠
法
の
存
在
な
ど
が
明
確
で
な
い
仮
想
通
貨
や
Ｉ
Ｃ
Ｏ
に
関
す
る
規
定
を
盛
り
込
む
こ
と
は
、
解
釈
の

限
定
を
付
し
た
上
で
証
券
取
引
の
局
面
に
限
定
す
る
に
せ
よ
、
金
融
商
品
取
引
法
の
優
先
適
用
が
全
般
的
に
進
む
中
で
一
抹
の
懸
念
を
感

じ
ざ
る
を
得
な
い
。
例
え
ば
、
追
跡
不
能
状
態
で
の
取
引
に
関
し
て
金
商
法
違
反
行
為
と
し
て
の
私
法
上
の
効
力
問
題
、
開
示
・
会
計
・

監
査
・
内
部
統
制
を
資
本
市
場
の
イ
ン
フ
ラ
と
考
え
る
の
か
等
、
金
商
法
の
抱
え
る
本
質
的
な
論
点
（
62
）

が
浮
か
び
上
が
る
こ
と
が
想
定
で
き

よ
う
。
容
易
に
グ
ロ
ー
バ
ル
に
不
正
流
出
し
て
そ
の
追
跡
も
容
易
で
は
な
い
等
の
特
質
を
抱
え
る
仮
想
通
貨
の
取
扱
い
に
関
し
て
、
業
規

制
と
合
わ
せ
て
今
後
は
金
商
法
の
規
律
を
重
ね
る
と
し
た
場
合
に
、
公
開
会
社
法
制
を
欠
い
て
い
る
状
態
化
で
役
割
が
変
容
し
つ
つ
あ
る

金
商
法
の
抱
え
る
齟
齬
自
体
が
表
面
化
す
る
こ
と
が
な
い
か
、
慎
重
な
制
度
設
計
の
考
察
も
必
要
と
な
る
と
考
え
る
。

5
．
機
能
別
・
横
断
的
な
金
融
規
制
体
系
の
骨
子

⑴　

機
能
別
・
横
断
的
な
金
融
規
制
体
系

金
融
庁
は
金
融
審
議
会
「
金
融
制
度
ス
タ
デ
ィ
・
グ
ル
ー
プ
（
第
九
回
）」（
二
〇
一
八
年
六
月
一
八
日
）
の
中
で
「
中
間
整
理
（
案
）
│
機

能
別
・
横
断
的
な
金
融
規
制
体
系
に
向
け
て
│
」
を
提
示
し
、
機
能
別
・
横
断
的
な
金
融
規
制
体
系
の
検
討
に
お
い
て
は
一
体
化
し
つ
つ

あ
る
金
融
サ
ー
ビ
ス
と
非
金
融
サ
ー
ビ
ス
と
の
関
係
も
視
野
に
入
れ
る
必
要
性
を
述
べ
て
い
る
。
主
と
し
て
総
論
を
掲
げ
個
別
具
体
的
な

（
七
七
三
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
三
号
（
二
〇
一
八
年
十
二
月
）

四
〇
六

法
制
度
設
計
を
示
す
段
階
の
も
の
で
は
な
い
が
、
ア
ン
バ
ン
ド
リ
ン
グ
・
リ
バ
ン
ド
リ
ン
グ
の
進
展
、
金
融
シ
ス
テ
ム
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

構
造
の
変
化
を
折
り
込
ん
で
い
る
こ
と
か
ら
、
バ
ー
ゼ
ル
委
員
会
の
想
定
シ
ナ
リ
オ
に
お
け
るB

etter B
ank

に
留
ま
ら
ずR

elegated 

B
ank

、D
isinterm

ediated B
ank

の
議
論
も
視
野
に
入
れ
て
い
る
も
の
と
思
料
さ
れ
る
（
私
見
）。

⑵　

金
融
の
各
機
能
の
分
類
と
規
制
の
態
様

以
下
、「
中
間
整
理
（
案
）」
の
要
点
を
掲
げ
て
お
き
た
い
（
63
）

。
決
済
機
能
（
資
金
決
済
法
）、
資
金
供
与
機
能
（
銀
行
法
、
貸
金
業
法
）、
資
産

運
用
機
能
（
金
商
法
）、
リ
ス
ク
移
転
機
能
（
保
険
業
法
）
の
機
能
毎
に
現
行
法
制
の
問
題
点
を
検
討
し
、
達
成
さ
れ
る
べ
き
利
益
項
目
と

し
て
各
機
能
の
確
実
な
履
行
、
利
用
者
に
対
す
る
情
報
提
供
、
利
用
者
資
産
・
利
用
者
情
報
の
保
護
、
マ
ネ
ー
ロ
ン
ダ
リ
ン
グ
・
テ
ロ
資

金
供
与
防
止
、
シ
ス
テ
ミ
ッ
ク
リ
ス
ク
顕
在
化
の
防
止
等
を
掲
げ
る
他
、
市
場
の
公
正
性
・
透
明
性
の
確
保
も
重
要
と
な
り
、
達
成
さ
れ

る
べ
き
利
益
の
項
目
は
同
じ
で
も
求
め
ら
れ
る
水
準
等
に
は
濃
淡
が
あ
り
各
機
能
の
特
徴
に
応
じ
た
対
応
が
必
要
と
な
る
。

⑶　

業
務
範
囲
規
制
、
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
等
の
主
体
別
規
制
、
商
品
・
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
プ
ロ
セ
ス
等
に
着
目
し
た
ル
ー
ル
整
備

①
金
融
・
非
金
融
の
境
界
が
曖
昧
に
な
る
中
で
、
銀
行
・
銀
行
グ
ル
ー
プ
に
は
重
厚
な
業
務
範
囲
規
制
・
財
務
規
制
・
セ
ー
フ
テ
ィ

ネ
ッ
ト
が
存
在
す
る
。
規
制
間
の
役
割
分
担
は
再
検
討
の
余
地
が
あ
り
、
銀
行
持
株
会
社
・
銀
行
、
事
業
会
社
を
各
頂
点
と
す
る
グ
ル
ー

プ
に
つ
い
て
本
業
へ
の
リ
ス
ク
遮
断
効
果
に
か
か
る
差
異
等
を
考
慮
し
て
業
務
範
囲
規
制
の
あ
り
方
の
考
察
を
進
め
る
。
期
待
さ
れ
る

サ
ー
ビ
ス
の
外
縁
に
変
容
が
予
想
さ
れ
、
多
様
な
業
務
を
認
め
る
場
合
に
は
財
務
規
制
に
つ
い
て
も
幅
広
く
見
直
す
必
要
が
生
じ
、
セ
ー

フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
に
つ
い
て
も
目
的
・
対
象
の
変
容
に
応
じ
た
実
効
的
手
法
を
検
討
す
る
。
銀
行
や
グ
ル
ー
プ
内
会
社
に
新
た
な
業
務
を
認

め
る
場
合
、
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
で
保
護
さ
れ
る
部
分
と
そ
れ
以
外
を
平
時
か
ら
実
効
的
に
分
離
可
能
な
状
態
と
し
、
有
事
に
分
離
さ
せ

る
措
置
も
検
討
す
る
。
②
利
用
者
ニ
ー
ズ
に
応
じ
た
商
品
・
サ
ー
ビ
ス
を
業
態
・
機
能
横
断
的
に
提
供
す
る
場
合
に
代
理
・
媒
介
プ
ロ
セ

（
七
七
四
）



F
inT
ech

法
制
の
新
た
な
制
度
設
計
に
向
け
て
（
藤
川
）

四
〇
七

ス
に
か
か
る
ル
ー
ル
を
可
能
な
限
り
共
通
化
す
る
こ
と
、
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
を
通
じ
た
金
融
取
引
に
関
し
て
は
利
用
者
の
契
約
当
事
者

よ
り
も
マ
ッ
チ
ン
グ
す
る
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
提
供
者
を
規
制
す
る
方
が
実
効
的
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

⑷　

具
体
的
な
制
度
設
計
と
課
題

今
後
は
各
機
能
の
中
で
個
別
業
務
の
内
容
や
リ
ス
ク
の
差
異
を
認
識
・
測
定
し
、
ル
ー
ル
に
差
異
を
設
け
る
な
ど
具
体
的
な
制
度
設
計

が
必
要
と
な
る
。
経
済
の
持
続
的
成
長
と
安
定
的
な
資
産
形
成
等
に
よ
る
国
民
の
厚
生
の
増
大
と
い
う
金
融
行
政
の
目
標
と
の
整
合
性
、

利
用
者
情
報
の
適
切
な
保
護
、
情
報
の
適
切
な
利
活
用
の
促
進
の
た
め
の
環
境
整
備
も
留
意
さ
れ
、
以
下
の
観
点
の
考
慮
が
求
め
ら
れ
る
。

①
国
際
的
な
サ
ー
ビ
ス
展
開
と
整
合
性
に
つ
い
て
、
ボ
ー
ダ
ー
レ
ス
な
サ
ー
ビ
ス
展
開
の
阻
害
は
避
け
る
と
共
に
、
規
制
の
緩
い
国
へ
の

回
避
を
図
るR

egulatory A
rbitrage

を
防
止
す
る
視
点
か
ら
各
国
規
制
当
局
が
規
制
の
国
際
的
整
合
性
の
確
保
に
努
め
る
。
②
法
令
と

自
主
規
制
な
ど
の
ソ
フ
ト
ロ
ー
の
組
合
せ
に
つ
い
て
、
状
況
の
変
化
に
応
じ
た
適
時
な
対
応
を
図
る
べ
く
ル
ー
ル
ベ
ー
ス
と
プ
リ
ン
シ
プ

ル
ベ
ー
ス
の
役
割
分
担
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
③
民
事
法
上
の
扱
い
、
④
Ａ
Ｉ
（
人
工
知
能
）、
金
銭
の
概
念
、
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン

技
術
等
に
つ
い
て
は
個
々
の
法
律
で
な
く
金
融
規
制
に
お
け
る
基
本
的
概
念
・
ル
ー
ル
の
横
断
化
を
図
る
こ
と
が
課
題
と
な
る
（
64
）

。
特
に

Ａ
Ｉ
活
用
は
金
融
面
に
限
ら
ず
開
発
者
の
予
見
可
能
性
を
超
え
て
広
汎
な
能
力
・
用
途
を
具
備
す
る
可
能
性
が
あ
り
、
金
融
分
野
以
外
の

検
討
も
踏
ま
え
て
制
度
設
計
を
進
め
る
。
経
済
産
業
省
は
二
〇
一
八
年
六
月
一
五
日
「
Ａ
Ｉ
・
デ
ー
タ
の
利
用
に
関
す
る
契
約
ガ
イ
ド
ラ

イ
ン
」
を
策
定
し
、
デ
ー
タ
提
供
型
、
デ
ー
タ
創
出
型
、
デ
ー
タ
共
用
型
（
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
型
）
の
三
類
型
に
整
理
し
て
構
造
、
法
的

論
点
、
主
な
契
約
条
項
例
な
ど
を
提
示
し
て
い
る
（
65
）

。
金
融
サ
ー
ビ
ス
に
活
用
さ
れ
る
Ｉ
Ｔ
な
ど
の
技
術
に
変
更
が
生
じ
て
も
機
能
や
リ
ス

ク
が
変
わ
ら
な
い
場
合
に
は
、
適
用
さ
れ
る
規
制
内
容
に
変
更
が
生
じ
な
い
よ
う
に
設
計
を
行
う
こ
と
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

（
七
七
五
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
三
号
（
二
〇
一
八
年
十
二
月
）

四
〇
八

⑸　

参
入
ル
ー
ル
の
横
断
化
・
柔
構
造
化

業
態
に
と
ら
わ
れ
な
い
柔
軟
な
ビ
ジ
ネ
ス
選
択
を
容
易
に
す
る
観
点
か
ら
、
参
入
ル
ー
ル
の
横
断
化
・
柔
構
造
化
も
論
点
と
な
る
。
英

国
金
融
サ
ー
ビ
ス
市
場
法
（F

inancial S
ervices and M

arkets A
ct 2000

）
で
は
規
制
対
象
業
務
（
預
金
受
入
れ
、
信
用
供
与
、
投
資
運
用
、
保

険
契
約
）
を
行
わ
ん
と
す
る
者
は
対
応
す
る
許
可
を
取
得
し
て
認
可
業
者
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
、
追
加
で
他
の
業
務
を
行
わ
ん
と
す
る

場
合
も
追
加
的
に
許
可
を
取
得
す
れ
ば
よ
く
改
め
て
認
可
を
と
る
こ
と
は
不
要
と
さ
れ
て
い
る
。
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
通
貨
監
督
庁
で
は
幅
広

い
決
済
サ
ー
ビ
ス
（paym

ent services

）
に
つ
い
て
単
一
ラ
イ
セ
ン
ス
の
下
で
規
制
・
監
督
し
、
各
々
の
規
制
対
象
ア
ク
テ
ィ
ビ
テ
ィ
を

類
型
化
し
て
リ
ス
ク
に
応
じ
た
必
要
な
規
制
を
課
す
る
枠
組
み
を
提
案
し
て
い
る
。
横
断
的
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
促
進
に
繋
が
る
反
面
、

制
度
の
運
用
上
は
審
査
の
複
雑
化
か
ら
迅
速
な
参
入
に
繋
が
る
と
は
限
ら
な
い
こ
と
、
ル
ー
ル
適
用
に
つ
い
て
明
確
性
を
欠
く
と
い
う
問

題
が
生
じ
る
こ
と
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

⑹　

主
体
別
規
制
と
機
能
別
・
横
断
的
規
制
体
系

業
務
範
囲
規
制
、
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
等
に
関
す
る
主
体
別
規
制
と
機
能
別
規
制
体
系
の
あ
り
方
の
国
際
的
な
検
討
は
（
66
）

、B
etter 

B
ank

指
向
を
強
め
る
大
手
銀
行
な
ど
の
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
に
お
い
て
も
重
要
と
な
る
。
も
っ
と
も
主
体
に
関
す
る
重
厚
な
規
制
群
を
見
直

さ
な
い
ま
ま
機
能
別
規
制
導
入
に
よ
っ
て
新
規
参
入
が
促
進
さ
れ
れ
ば
、
重
厚
な
規
制
の
適
用
を
潜
脱
し
た
シ
ャ
ド
ー
・
バ
ン
キ
ン
グ
等

を
助
長
し
か
ね
な
い
と
の
懸
念
が
出
さ
れ
て
い
る
（
67
）

。

我
が
国
で
は
業
務
範
囲
規
制
に
中
心
が
置
か
れ
て
き
た
感
も
あ
る
が
、
銀
行
経
営
の
健
全
性
確
保
に
関
し
て
は
財
務
規
制
等
と
共
通
す

る
面
が
あ
り
、
規
制
間
の
役
割
分
担
の
見
直
し
も
検
討
さ
れ
る
。
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
、
商
品
・
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
プ
ロ
セ
ス
に
着
目
し

た
ル
ー
ル
整
備
、
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
規
制
の
他
、
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
技
術
等
を
用
い
た
個
人
間
の
直
接
の
金
融
取
引
の
実
現
を
鑑
み

（
七
七
六
）



F
inT
ech

法
制
の
新
た
な
制
度
設
計
に
向
け
て
（
藤
川
）

四
〇
九

れ
ば
取
引
局
面
に
お
い
て
市
場
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
活
用
し
た
規
制
手
法
を
取
り
入
れ
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
（
68
）

。

第
九
章　

F
inT
ech

法
制
の
今
後
の
展
望
に
向
け
て

1
．FinTech
企
業
へ
の
特
別
目
的
銀
行
免
許
付
与
と
規
制
裁
定

今
後
我
が
国
で
はR

egulatory A
rbitrage

を
防
ぐ
横
断
的
体
系
に
向
か
う
可
能
性
が
あ
る
が
（
69
）

、
相
次
い
で
出
さ
れ
る
欧
米
規
制
当
局

のF
inT
ech

へ
の
銀
行
免
許
付
与
の
提
案
は
、
メ
ガ
バ
ン
ク
な
ど
が
現
在
指
向
し
て
い
るB

etter B
ank

と
し
て
のF

inT
ech

と
の
連

携
・
資
本
参
加
に
よ
る
業
務
参
入
の
方
向
性
と
は
異
な
り
、F

inT
ech

単
独
に
よ
る
業
容
拡
大
を
後
押
し
し
、
多
く
の
顧
客
層
を
抱
え
る

G
oegle

、T
w
itter

な
ど
が
既
存
銀
行
の
本
格
的
な
脅
威
と
な
る
嚆
矢
を
形
成
す
る
こ
と
に
な
る
。
国
民
経
済
の
発
展
、
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ

ン
支
援
の
題
目
の
下
で
各
省
庁
は
決
し
て
縄
張
り
拡
大
の
た
め
にF

inT
ech

振
興
策
に
注
力
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
も
の
の
、
結
果

と
し
て
金
融
規
制
当
局
の
規
制
の
網
をF

inT
ech

企
業
に
か
ぶ
せ
る
形
で
規
制
領
域
拡
大
が
図
ら
れ
る
こ
と
に
も
な
り
か
ね
な
い
。
も
っ

と
も
長
期
的
な
ス
パ
ン
か
ら
の
規
制
裁
定
等
を
考
え
た
場
合
、
仮
想
通
貨
に
つ
い
て
改
正
資
金
決
済
法
の
対
象
と
す
る
こ
と
で
規
制
を
強

め
た
中
国
等
か
ら
資
金
流
入
が
進
ん
だ
通
り
、F

inT
ech

に
新
た
な
規
制
を
か
け
る
こ
と
が
結
果
と
し
て
予
期
せ
ぬR

egulatory 

A
rbitrage

を
惹
起
し
、
銀
行
免
許
付
与
案
を
当
面
提
示
す
る
見
込
み
の
な
い
我
が
国
か
ら
欧
米
等
へ
のF

inT
ech

技
術
流
出
に
繋
が
り

か
ね
な
い
リ
ス
ク
も
ま
た
存
在
し
得
え
よ
う
（
私
見
）。

ま
た
根
本
的
問
題
と
し
てF

inT
ech

技
術
へ
の
対
応
の
可
否
に
よ
り
、
一
時
的
に
メ
ガ
バ
ン
ク
な
ど
が
米
国
の
二
〇
一
〇
年
ド
ッ
ド
・

フ
ラ
ン
ク
法
（D

odd-F
rank W

all S
treet R

eform
 and C

onsum
er P

rotection
）
の
ボ
ル
カ
ー
ル
ー
ル
（volcar rule

）
等
に
お
い
て
制
限
さ

れ
て
い
る
は
ず
の
Ｔ
Ｂ
Ｔ
Ｆ
な
金
融
機
関
形
成
に
向
か
っ
て
拍
車
が
か
か
る
こ
と
、
地
域
金
融
機
関
や
中
小
企
業
の
成
長
を
脅
か
し
か
ね

（
七
七
七
）
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本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
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号
（
二
〇
一
八
年
十
二
月
）

四
一
〇

な
い
こ
と
も
懸
念
さ
れ
る
。
銀
行
関
連
法
制
の
横
断
化
な
ら
び
に
柔
軟
化
が
図
ら
れ
る
反
面
で
、
こ
の
よ
う
な
先
行
き
の
懸
念
や
ジ
レ
ン

マ
の
発
生
も
想
定
さ
れ
る
。

2
．
政
策
当
局
の
危
機
対
応
な
ら
び
に
グ
ロ
ー
バ
ル
金
融
シ
ス
テ
ム
の
分
断
リ
ス
ク
と
ジ
レ
ン
マ

F
inT
ech

に
つ
い
て
は
仮
想
通
貨
・
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
に
み
る
よ
う
に
ボ
ー
ダ
ー
レ
ス
に
取
引
さ
れ
、
規
制
に
つ
い
て
金
融
商
品
取

引
法
同
様
に
（
70
）

立
法
管
轄
権
、
執
行
管
轄
権
お
よ
び
エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト
の
面
で
実
効
性
の
確
保
は
容
易
で
は
な
い
。
金
融
シ
ス
テ
ム
全

体
の
観
点
か
ら
はF

inT
ech

関
連
立
法
整
備
に
伴
い
以
下
の
点
が
懸
念
材
料
と
し
て
纏
め
ら
れ
る
。
①
リ
ス
ク
回
避
の
視
点
か
ら
は
米

国
に
お
け
る
州
法
の
域
外
適
用
に
み
る
よ
う
な
過
剰
な
規
制
コ
ス
ト
問
題
が
生
ま
れ
、
市
場
流
動
性
低
下
に
至
る
懸
念
が
あ
る
。
②

Ｔ
Ｂ
Ｔ
Ｆ
問
題
の
終
結
に
逆
行
す
る
リ
ス
ク
が
あ
り
、
規
制
当
局
の
危
機
対
応
の
機
動
性
の
維
持
が
求
め
ら
れ
る
。
③
国
内
法
制
化
の
過

程
で
金
融
規
制
の
ギ
ャ
ッ
プ
が
生
じ
、
各
国
が
独
自
の
金
融
規
制
導
入
を
図
る
結
果
、
グ
ロ
ー
バ
ル
金
融
シ
ス
テ
ム
の
分
断
も
懸
念
さ
れ
、

今
後
のF

inT
ech

関
連
規
制
の
跛
行
性
な
ら
び
に
予
期
せ
ぬR

egulatory A
rbitrage

の
顕
現
化
等
に
よ
り
分
断
化
傾
向
に
拍
車
が
か

か
る
怖
れ
も
あ
ろ
う
。
他
方
、
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
型
仮
想
通
貨
の
普
及
に
よ
り
銀
行
の
自
己
資
本
規
制
等
の
健
全
性
規
制
の
意
味
合
い

が
変
容
し
得
る
な
ど
、
国
際
金
融
規
制
改
革
自
体
の
方
向
性
が
交
錯
す
る
新
た
な
状
況
が
生
じ
る
こ
と
に
な
る
。

以
上
の
通
り
、
当
面
は
規
制
横
断
化
に
よ
り
技
術
革
新
と
利
用
者
の
便
宜
の
促
進
、
国
民
経
済
向
上
が
期
待
さ
れ
る
が
、
横
断
化
が
更

に
進
みF

inT
ech

企
業
へ
の
銀
行
免
許
付
与
等
に
行
き
着
く
場
合
に
は
概
念
定
義
の
不
透
明
さ
、
各
国
のF

inT
ech

進
展
に
応
じ
た
規

制
の
跛
行
性
の
拡
大
な
ど
エ
ン
フ
ォ
ー
ス
メ
ン
ト
の
実
効
性
確
保
の
前
提
と
な
る
規
制
機
関
の
国
際
協
力
・
連
携
に
大
き
な
障
壁
を
生
じ

さ
せ
か
ね
な
い
。
長
期
的
に
み
た
場
合
の
産
業
構
造
の
変
化
、
規
制
横
断
化
に
伴
う
新
た
な
ジ
レ
ン
マ
で
も
あ
り
、
エ
ン
フ
ォ
ー
ス
も
含

め
て
国
際
協
力
、
統
一
ル
ー
ル
形
成
な
ど
国
際
的
枠
組
み
で
の
模
索
が
続
け
ら
れ
よ
う
。

（
七
七
八
）



F
inT
ech

法
制
の
新
た
な
制
度
設
計
に
向
け
て
（
藤
川
）

四
一
一

3
．
ハ
ー
ド
ロ
ー
と
ソ
フ
ト
ロ
ー
の
規
範
定
立

急
速
な
Ｉ
Ｔ
技
術
進
展
を
背
景
に
多
様
で
複
層
的
な
展
開
を
み
せ
るF
inT
ech

領
域
の
展
開
に
対
し
て
国
際
機
関
、
監
督
当
局
な
ど

か
ら
今
後
の
想
定
シ
ナ
リ
オ
が
示
さ
れ
、
当
面
は
メ
ガ
バ
ン
ク
を
中
心
にB
etter B

ank

段
階
の
収
益
確
保
に
焦
点
を
置
く
プ
ラ
ク
テ
ィ

ス
が
示
さ
れ
よ
う
が
、
金
融
庁
等
も
更
な
る
進
展
を
織
り
込
み
つ
つ
横
断
的
、
柔
軟
な
機
能
別
の
制
度
設
計
を
検
討
中
で
あ
る
。
仮
想
通

貨
領
域
で
は
不
正
流
出
事
案
が
起
こ
り
行
政
指
導
や
み
な
し
交
換
業
者
の
登
録
拒
否
な
ど
が
発
せ
ら
れ
て
い
る
が
、
今
後
はF

inT
ech

全
体
で
マ
ネ
ロ
ン
を
含
め
た
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
対
応
の
み
な
ら
ず
、
シ
ナ
リ
オ
展
開
を
通
じ
て
種
々
の
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
が
重
要

に
な
る
。

規
制
対
応
で
は
ハ
ー
ド
ロ
ー
の
み
な
ら
ず
ソ
フ
ト
ロ
ー
の
規
範
定
立
が
並
行
し
て
重
要
と
な
る
が
、
企
業
の
規
模
か
ら
コ
ー
ポ
レ
ー
ト

ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
で
は
カ
バ
ー
で
き
ず
、
実
効
性
の
あ
る
業
界
団
体
の
自
主
規
制
が
期
待
さ
れ
る
状
態
と
な
っ
て
い
る
。
ガ
イ
ド
ラ

イ
ン
策
定
も
規
制
官
庁
主
体
か
、
自
主
団
体
か
で
実
効
性
は
相
違
し
よ
う
。
反
面
自
主
団
体
の
策
定
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
で
あ
れ
ば
実
務

の
詳
細
に
至
る
ま
で
カ
バ
ー
は
可
能
と
な
る
と
も
思
料
さ
れ
る
。
仮
装
通
貨
の
破
綻
事
例
等
の
よ
う
に
ソ
フ
ト
ロ
ー
の
機
能
は
十
分
と
い

え
ず
、
実
効
性
あ
る
組
合
わ
せ
の
設
計
は
容
易
で
な
い
。
み
な
し
登
録
制
の
許
容
な
ど
緩
和
さ
れ
た
登
録
制
を
補
強
す
る
た
め
、
自
主
規

制
ル
ー
ル
の
未
確
立
の
現
状
で
は
規
制
当
局
の
行
政
指
導
（
71
）

の
頻
発
、
強
化
頼
み
と
後
追
い
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
面
も
あ
る
。
ハ
ー
ド

ロ
ー
の
面
の
ハ
ー
ド
ル
が
低
位
で
あ
っ
た
た
め
の
ひ
ず
み
の
矯
正
過
程
に
あ
る
と
も
い
え
よ
う
か
。R

egulatory A
rbitrage

の
課
題
と

し
て
も
マ
ネ
ロ
ン
・
テ
ロ
資
金
供
与
規
制
分
野
に
限
ら
ずF

inT
ech

領
域
に
お
け
る
標
準
化
、
各
国
間
の
統
一
ル
ー
ル
策
定
（
72
）

を
図
る
こ

と
も
急
務
と
な
ろ
う
。

最
近
の
バ
ー
ゼ
ル
委
員
会
の
シ
ナ
リ
オ
分
析
な
ど
を
基
にF

inT
ech

の
制
度
設
計
の
将
来
像
に
つ
い
て
多
面
的
に
検
討
し
て
き
た
。

（
七
七
九
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
三
号
（
二
〇
一
八
年
十
二
月
）

四
一
二

金
融
機
関
の
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
の
展
開
と
合
わ
せ
、
横
断
・
機
能
別
に
柔
軟
な
設
計
に
向
け
て
精
緻
化
を
進
め
る
段
階
に
入
っ
て
き
た
と
い

え
る
。
新
た
な
Ｔ
Ｂ
Ｔ
Ｆ
、
プ
ロ
シ
カ
リ
テ
ィ
な
どF

inT
ech

特
有
の
ジ
レ
ン
マ
が
複
層
的
に
発
生
す
る
こ
と
も
懸
念
さ
れ
、
金
融
シ

ス
テ
ム
全
体
の
リ
ス
ク
を
分
析
・
評
価
し
た
マ
ク
ロ
プ
ル
ー
デ
ン
ス
政
策
（M

acro-prudential P
olicy

）
の
対
応
も
課
題
と
な
ろ
う
。
将

来
の
シ
ナ
リ
オ
展
開
を
見
越
し
国
際
的
に
も
整
合
性
、
平
仄
の
と
れ
たF

inT
ech

全
体
の
制
度
設
計
の
俯
瞰
が
重
要
に
な
る
。

（
1
） 

拙
稿
「F

inT
ech

関
連
法
制
の
課
題
と
展
望
│
国
際
私
法
、
国
際
金
融
規
制
の
交
錯
│
」
日
本
法
学
第
八
三
巻
第
四
号
（
二
〇
一
八
年
三
月

二
〇
日
）
九
七
│
二
二
〇
頁
。

（
2
） 

西
村
あ
さ
ひ
法
律
事
務
所
編
『
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
法
大
全
﹇
全
訂
版
﹈
下
』
商
事
法
務
（
二
〇
一
七
年
一
二
月
）
八
三
〇
│
八
三
五
頁
（
有
吉
尚

哉
）
参
照
。

（
3
） 

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
通
じ
て
サ
ー
バ
ー
や
ク
ラ
ウ
ド
に
接
続
さ
れ
、
モ
ノ
が
相
互
通
信
し
、
遠
隔
か
ら
も
認
識
や
計
測
、
制
御
な
ど
が
可
能
と
な

り
、
デ
ー
タ
処
理
、
変
換
、
分
析
、
連
携
す
る
こ
と
が
で
き
る
。「
モ
ノ
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
（
Ｉ
ｏ
Ｔ
）
概
要
と
重
要
性
」S

A
S
 A
nalytics for 

IoT
.

（
4
） 

野
村
総
合
研
究
所
資
料
、
柏
木
亮
二
「
フ
ィ
ン
テ
ッ
ク
時
代
の
制
度
設
計
の
在
り
方
（
試
案
）」『
公
開
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム　
フ
ィ
ン
テ
ッ
ク　
そ
の

流
れ
と
イ
ン
パ
ク
ト
』
京
都
大
学
産
学
官
連
携
本
部
・
経
営
管
理
大
学
院
・
公
共
政
策
大
学
院
共
催
（
二
〇
一
八
年
一
月
二
六
日
）
講
演
一
│
三
八

頁
、
岩
下
直
行
「
フ
ィ
ン
テ
ッ
ク
が
描
く
金
融
の
未
来
像
」
講
演
一
│
九
四
頁
な
ど
。

（
5
） 

柏
木
亮
二
「F

inT
ech

に
よ
っ
て
激
変
す
る
競
争
環
境
」
首
都
大
学
東
京
金
融
工
学
研
究
セ
ン
タ
ー
第
一
回
東
京
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
フ
ォ
ー
ラ
ム

（
二
〇
一
八
年
五
月
三
〇
日
）
講
演
一
│
四
六
頁
参
照
。
バ
ー
ゼ
ル
委
員
会
の
提
示
し
た
五
つ
の
想
定
シ
ナ
リ
オ
（
後
掲
）
と
の
比
較
に
お
い
て
、

適
用
技
術
や
プ
レ
ー
ヤ
ー
な
ど
各
要
素
毎
に
整
理
し
た
も
の
と
も
思
料
さ
れ
る
が
（
私
見
）、
バ
ー
ゼ
ル
委
員
会
の
想
定
シ
ナ
リ
オ
は
各
段
階
毎
の

進
展
で
な
く
並
列
的
に
も
存
在
し
得
る
内
容
と
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
注（
52
）参
照
。

（
七
八
〇
）



F
inT
ech

法
制
の
新
た
な
制
度
設
計
に
向
け
て
（
藤
川
）

四
一
三

（
6
） 

森
・
濱
田
松
本
法
律
事
務
所
増
島
雅
和
・
堀
天
子
編
石
川
貴
教
・
白
根
央
・
飯
島
隆
博
著
『F

inT
ech

の
法
律
2
0
1
7
│
2
0
1
8
』
日
経

Ｂ
Ｐ
社
（
二
〇
一
七
年
七
月
）
一
│
五
四
三
頁
。
柏
木
亮
二
前
掲
注（
4
）二
六
頁
。

（
7
） B

aselC
om
m
ittee on B

anking S
upervision, Im

plications of fintech developm
ents for banks and bank supervisors - 

consultative docum
ent, A

ugust 2017,1-48pp. https://w
w
w
.bis.org/bcbs/publ/d415.pdf.

（
8
） 

日
本
銀
行
金
融
機
構
局
久
光
孔
世
留
・
山
田
隆
人
「F

inT
ech

時
代
の
銀
行
の
リ
ス
ク
管
理
〜
銀
行
経
営
と
監
督
の
あ
り
方
を
巡
っ
て
」
日
銀

レ
ビ
ュ
ー2017-J-16

（
二
〇
一
七
年
一
〇
月
）
一
│
六
頁
参
照
。

（
9
） 

金
融
安
定
理
事
会
（
Ｆ
Ｓ
Ｂ
）
は
二
〇
一
七
年
六
月F

inT
ech

の
金
融
シ
ス
テ
ム
安
定
に
対
す
る
含
意
（“F

inancial S
tability 

Im
plications from

 F
inT
ech ”

）
を
公
表
し
た
。
バ
ー
ゼ
ル
委
員
会
報
告
書
は
主
に
ミ
ク
ロ
プ
ル
ー
デ
ン
ス
の
観
点
か
ら
分
析
し
て
い
る
の
に
比

較
し
、
決
済
・
市
場
イ
ン
フ
ラ
の
変
容
も
踏
ま
え
主
に
マ
ク
ロ
プ
ル
ー
デ
ン
ス
の
観
点
か
ら
分
析
を
行
っ
て
い
る
。
国
際
通
貨
基
金
（
Ｉ
Ｍ
Ｆ
）
も
、

金
融
シ
ス
テ
ム
安
定
の
観
点
か
らF

inT
ech

の
普
及
に
際
し
て
の
金
融
セ
ク
タ
ー
と
金
融
規
制
当
局
の
課
題
の
検
討
結
果
を
二
〇
一
七
年
六
月
に

公
表
し
て
い
る
。F

inancial S
tability Im

plications from
 F
inT
ech S

upervisory and R
egulatory Issues that M

erit A
uthorities ’ 

A
ttention, 27 June 2017,1-61pp. IM

F
 S
T
A
F
F
 D
IS
C
U
S
S
IO
N
 N
O
T
E
,F
intech and F

inancial S
ervices: Initial 

C
onsiderations,D

ong H
e, R
oss L

eckow
, V
ikram

 H
aksar, T

om
m
aso M

ancini-G
riff oli, N

igel Jenkinson, M
ikari K

ashim
a, T
anai 

K
hiaonarong, C

éline R
ochon, and H

ervé T
ourpe,June 2017,1-49pp.

（
10
） B

asel C
om
m
ittee on B

anking S
upervision, S

ound P
ractices:Im

plications of fintech developm
ents for banks and bank 

supervisors, F
ebruary 2018,1-49pp.

（
11
） 

銀
行
は
フ
ィ
ン
テ
ッ
ク
企
業
に
入
出
金
用
の
イ
ン
フ
ラ
で
あ
る
顧
客
口
座
を
提
供
す
る
土
管
役
に
な
り
下
が
る
。P

w
C

’s V
iew

「
フ
ィ
ン
テ
ッ

ク
が
拓
く
金
融
と
社
会
「
創
造
的
破
壊
へ
の
挑
戦
」」
Vol. 

11
．（
二
〇
一
七
年
一
一
月
）
一
│
七
頁
。

（
12
） 

金
融
庁
「
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ナ
ル
・
リ
ス
ク
管
理
態
勢
の
確
認
検
査
用
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
」
参
照
。http://w

w
w
.fsa.go.jp/m

anual/m
anualj/

m
anual_yokin/18.pdf

（
13
） 

金
融
サ
ー
ビ
ス
の
サ
プ
ラ
イ
チ
ェ
ー
ン
を
構
成
す
る
全
主
体
が
既
存
銀
行
に
匹
敵
す
る
高
レ
ベ
ル
の
リ
ス
ク
管
理
を
達
成
す
る
必
要
は
な
く
、

（
七
八
一
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
三
号
（
二
〇
一
八
年
十
二
月
）

四
一
四

主
体
間
で
リ
ス
ク
管
理
機
能
を
相
互
に
補
完
し
金
融
サ
ー
ビ
ス
の
サ
プ
ラ
イ
チ
ェ
ー
ン
全
体
と
し
て
達
成
さ
れ
れ
ば
よ
い
。
金
融
情
報
シ
ス
テ
ム
セ

ン
タ
ー
（
Ｆ
Ｉ
Ｓ
Ｃ
）「
金
融
機
関
に
お
け
るF

inT
ech

に
関
す
る
有
識
者
検
討
会
報
告
書
」（
二
〇
一
七
年
六
月
）
一
│
八
六
頁
。

（
14
） 
国
際
決
済
銀
行
（
Ｂ
Ｉ
Ｓ
）
決
済
・
市
場
イ
ン
フ
ラ
委
員
会
と
証
券
監
督
者
国
際
機
構
は
、
金
融
機
関
の
サ
イ
バ
ー
リ
ス
ク
へ
の
耐
性
強
化
を

目
的
に
包
括
的
ガ
イ
ダ
ン
ス
を
二
〇
一
六
年
六
月
公
表
し
た
。
Ｇ
7
も
金
融
セ
ク
タ
ー
の
サ
イ
バ
ー
・
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
へ
の
対
応
に
関
す
る
基
礎
的

な
要
素
に
つ
い
て
二
〇
一
六
年
一
〇
月
公
表
し
て
い
る
。C

om
m
ittee on P

aym
ents and M

arket Infrastructures,B
oard of the International 

O
rganization of S

ecurities C
om
m
issions, G

uidance on cyber resilience for fi nancial m
arket infrastructures,29 June 2016,1-

28pp.G
7 F
undam

ental E
lem
ents of C

ybersecurity for the F
inancial S

ector.

（O
ctober 11, 2016

）1-3pp.

（
15
） 

久
光
孔
世
留
・
山
田
隆
人
前
掲
注（
8
）三
頁
。

（
16
） B

asel C
om
m
ittee on B

anking S
upervision,P

artIII-Im
plications for banks and banking system

s, G
raph 8:D

escription of key 

risks per scenario,

前
掲
注（
10
）21-32pp,　
た
だ
し
以
下
の
翻
訳
に
か
か
る
責
任
は
、
全
て
筆
者
に
あ
る
。

（
17
） B

asel C
om
m
ittee on B

anking S
upervision

前
掲
注（
10
）27-28pp.

（
18
） 

金
融
工
学
を
駆
使
し
て
過
去
の
値
動
き
か
ら
最
良
の
執
行
タ
イ
ミ
ン
グ
を
探
る
取
引
手
法
。

（
19
） 

久
光
孔
世
留
・
山
田
隆
人
前
掲
注（
8
）四
│
六
頁
。B

asel C
om
m
ittee on B

anking S
upervision,P

art IV
 - Im

plications for bank 

supervisors and regulatory fram
ew
orks,

前
掲
注（
10
）33-39pp.

（
20
） 

銀
行
の
委
託
・
再
委
託
先
の
監
督
に
関
す
る
各
国
当
局
の
対
応
に
つ
い
て
、B

asel C
om
m
ittee on B

anking S
upervision,A

nnex 2,

前
掲

注（
10
）44-45pp.

（
21
） 

金
融
シ
ス
テ
ム
の
構
成
主
体
の
変
容
に
つ
い
て
、
グ
ロ
ー
バ
ル
に
シ
ス
テ
ム
上
重
要
な
銀
行
（G

-S
IB
s

）
に
関
す
る
Ｔ
Ｂ
Ｔ
Ｆ
問
題
等
の
金

融
シ
ス
テ
ム
安
定
に
か
か
る
リ
ス
ク
縮
減
と
い
う
メ
リ
ッ
ト
も
存
在
す
る
。
久
光
孔
世
留
・
山
田
隆
人
前
掲
注（
8
）六
頁
（
注
10
）。

（
22
） 

森
信
親
「
フ
ィ
ン
テ
ッ
ク
は
共
通
価
値
を
想
像
で
き
る
か
」
コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
ビ
ジ
ネ
ス
ス
ク
ー
ル
日
本
経
済
経
営
研
究
所
東
京
コ
ン
フ
ァ
レ

ン
ス
講
演
仮
訳
（
二
〇
一
七
年
五
月
二
五
日
）
一
│
一
六
頁
。

（
23
） 

内
閣
官
房
日
本
経
済
再
生
総
合
事
務
局
「
規
制
の
「
サ
ン
ド
ボ
ッ
ク
ス
」
制
度
に
つ
い
て
」
構
造
改
革
徹
底
推
進
会
合
「
第
4
次
産
業
革
命
」

（
七
八
二
）



F
inT
ech

法
制
の
新
た
な
制
度
設
計
に
向
け
て
（
藤
川
）

四
一
五

会
合
（
第
一
回
）
資
料
（
二
〇
一
七
年
一
一
月
八
日
）
一
│
六
頁
。

（
24
） B

asel C
om
m
ittee on B

anking S
upervision

前
掲
注（
10
）5-7pp.　
久
光
孔
世
留
・
山
田
隆
人
前
掲
注（
8
）二
四
頁
、
瀧
俊
雄
「
バ
ー
ゼ
ル

委
員
会
に
よ
るF

intech

へ
の
提
言
レ
ポ
ー
ト
」
マ
ネ
ー
フ
ォ
ワ
ー
ドF

inT
ech

研
究
所
（
二
〇
一
七
年
九
月
一
日
）。

（
25
） 
仮
想
通
貨
取
引
所
大
手
か
ら
二
〇
一
八
年
一
月
二
六
日
保
有
す
る
仮
想
通
貨
（
Ｎ
Ｅ
Ｍ
）
が
不
正
に
外
部
へ
送
信
さ
れ
、
顧
客
の
預
り
資
産
五

億
二
、三
〇
〇
万
Ｘ
Ｅ
Ｍ
が
流
出
す
る
事
故
が
発
生
し
、
二
〇
一
八
年
一
月
二
九
日
金
融
庁
は
み
な
し
仮
想
通
貨
交
換
業
者
（
資
金
決
済
に
関
す
る

法
律
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
八
条
一
項
・
二
項
・
三
項
）
コ
イ
ン
チ
ェ
ッ
ク
株
式
会
社
に
対
し
改
正
資
金
決
済
法
六
三
条
の
一
五
第
一
項
の

規
定
に
基
づ
き
業
務
改
善
命
令
を
発
し
、
二
月
一
日
立
ち
入
り
検
査
に
入
っ
て
い
る
。
関
東
財
務
局
「
コ
イ
ン
チ
ェ
ッ
ク
株
式
会
社
に
対
す
る
行
政

処
分
に
つ
い
て
」（
二
〇
一
八
年
一
月
二
九
日
）。

（
26
） 

法
令
上
の
（de jure
）
規
制
が
限
界
を
呈
し
代
わ
っ
て
事
実
上
の
（de facto

）
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
と
し
て
の
ソ
フ
ト
ロ
ー
の
生
成
・
普
及
に
規

制
当
局
が
参
画
す
る
事
例
が
出
つ
つ
あ
る
。
金
融
セ
ク
タ
ー
、
Ｉ
Ｔ
セ
ク
タ
ー
の
自
主
規
制
、
国
際
標
準
（
Ｉ
Ｓ
Ｏ
）
等
。
久
光
孔
世
留
・
山
田
隆

人
前
掲
注（
8
）六
頁
（
注
14
）。

（
27
） 

日
本
銀
行
「
2
0
1
7
年
度
の
考
査
の
実
施
方
針
等
に
つ
い
て
」（
二
〇
一
七
年
三
月
二
八
日
）
一
│
一
七
頁
。

（
28
） 

「F
inT
ech

革
命
と
銀
行
へ
の
影
響
〜
Ｉ
Ｔ
が
も
た
ら
す
新
し
い
金
融
サ
ー
ビ
ス
」
み
ず
ほ
総
合
研
究
所
（
二
〇
一
六
年
五
月
一
〇
日
）
一
│

六
二
頁
。
家
計
か
ら
銀
行
の
間
は
マ
イ
ナ
ス
金
利
、
銀
行
か
ら
個
人
や
企
業
の
間
は
金
融
規
制
強
化
に
よ
っ
て
仲
介
機
能
が
絞
ら
れ
つ
つ
あ
る
。

（
29
） 

も
っ
と
も
ト
ラ
ン
プ
政
権
に
よ
る
近
時
の
ド
ッ
ド
・
フ
ラ
ン
ク
法
の
内
容
を
骨
抜
き
に
す
る
政
策
（
二
〇
一
七
年
金
融
選
択
法
案

（F
inancial C

H
O
IC
E
 A
ct of 2017

）
な
ど
）、
ま
た
連
邦
準
備
理
事
会
が
金
利
上
げ
の
方
向
に
転
じ
つ
つ
あ
る
こ
と
は
銀
行
の
金
融
仲
介
機
能
を

復
活
さ
せ
る
方
向
に
あ
る
と
も
い
え
る
。
こ
の
よ
う
な
全
般
的
な
動
向
と
は
切
り
離
し
て
、F

inT
ech

に
よ
る
デ
ィ
ス
イ
ン
タ
ー
ミ
デ
ィ
エ
ー
シ
ョ

ン
の
方
向
性
が
こ
の
先
先
鋭
化
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
か
（
私
見
）。

（
30
） 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
融
資
申
請
を
受
け
所
要
資
金
は
個
人
か
ら
募
集
す
る
。
Ｐ
2
Ｐ
レ
ン
デ
ィ
ン
グ
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
レ
ン
デ
ィ
ン
グ
（
融

資
・
貸
付
型
ク
ラ
ウ
ド
フ
ァ
ン
デ
ィ
ン
グ
）
と
も
称
さ
れ
て
い
る
。

（
31
） 

ロ
ボ
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
ト
レ
ー
デ
ィ
ン
グ
に
よ
る
Ｅ
Ｔ
Ｆ
投
信
も
考
え
ら
れ
る
。

（
七
八
三
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
三
号
（
二
〇
一
八
年
十
二
月
）

四
一
六

（
32
） M

cK
insey &

 C
om
pany, T

he F
ight for the C

ustom
er:M

cK
insey G

lobal B
anking A

nnual R
eview

 2015.　
み
ず
ほ
総
合
研
究
所
前

掲
注（
28
）五
八
頁
。

（
33
） V

enture S
canner, Inc.

レ
ポ
ー
ト
＆
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
。
み
ず
ほ
総
合
研
究
所
前
掲
注（
28
）五
九
│
六
一
頁
。

（
34
） G

oegle

、A
libaba

と
提
携
す
る
事
例
も
あ
る
（L

ending C
lub

）。

（
35
） 

片
岡
義
広
「
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
技
術
と
金
融
機
関
関
連
の
法
制
度
的
論
点
に
つ
い
て
の
報
告
書
」
二
〇
一
七
年
二
月
三
日
全
国
銀
行
協
会
第

三
回
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
研
究
会
（
二
〇
一
七
年
七
月
三
日
）
一
│
一
六
頁
。
片
岡
義
弘
「
仮
想
通
貨
の
私
法
的
性
質
の
論
点
」（
一
二
│
一
七
頁
）、

河
合
健
・
早
川
晃
司
「
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
の
技
術
と
可
能
性
」、
森
下
哲
朗
「F

inT
ech

法
の
評
価
と
今
後
の
法
制
の
展
開
」『
ビ
ッ
ト
コ
イ
ン
な

ど
の
仮
想
通
貨
に
関
す
る
法
改
正
と
実
務
へ
の
影
響
』
Ｌ
Ｉ
Ｂ
Ｒ
Ａ
一
七
巻
四
号
（
二
〇
一
七
年
四
月
）
二
│
二
五
頁
。

（
36
） 

森
・
濱
田
松
本
法
律
事
務
所
増
島
雅
和
「
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
の
正
体
」T

echC
runch Japan

（
二
〇
一
五
年
一
〇
月
一
九
日
）。

（
37
） 

岩
下
直
行
「
仮
想
通
貨
と
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
」
千
葉
商
科
大
学
経
済
研
究
所
講
演
（
二
〇
一
八
年
五
月
一
二
日
）
一
│
六
〇
頁
参
照
。

（
38
） 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
と
完
全
に
切
り
離
さ
れ
た
ウ
ォ
レ
ッ
ト
で
、
ユ
ー
ザ
ー
は
バ
ッ
ク
ド
ア
な
ど
の
不
正
ア
ク
セ
ス
に
よ
り
仮
想
通
貨
が
盗
ま
れ

る
こ
と
が
な
く
な
り
、
秘
密
鍵
を
紙
に
書
き
記
し
た
ペ
ー
パ
ー
ウ
ォ
レ
ッ
ト
、
金
属
や
コ
イ
ン
ま
た
は
安
全
な
専
用
デ
バ
イ
ス
な
ど
で
秘
密
鍵
を
管

理
す
る
ハ
ー
ド
ウ
ェ
ア
ウ
ォ
レ
ッ
ト
が
あ
る
。
物
理
的
に
秘
密
鍵
を
保
管
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
か
ら
現
実
の
窃
盗
や
紛
失
に
弱
い
面
も
あ
り
支
払

い
な
ど
に
使
い
に
く
く
、
コ
ー
ル
ド
ウ
ォ
レ
ッ
ト
は
あ
く
ま
で
も
保
管
目
的
で
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。https://bitbank.cc/info/glossary/

cold_w
allet/

（
39
） 

金
融
庁
「
仮
想
通
貨
交
換
業
等
に
関
す
る
研
究
会
（
第
1
回
）」（
二
〇
一
八
年
四
月
一
〇
日
）
開
始
。

（
40
） 

岩
下
直
行
前
掲
注（
37
）一
三
頁
。

（
41
） 

金
融
庁
「
Ｉ
Ｃ
Ｏ
（Initial C

oin O
ff ering

）
に
つ
い
て
〜
利
用
者
及
び
事
業
者
に
対
す
る
注
意
喚
起
〜
」
二
〇
一
七
年
一
〇
月
二
七
日
。
技

術
的
に
は
イ
ー
サ
リ
ア
ム
の
ス
マ
ー
ト
ト
ー
ク
ン
、E

R
C
-20 T

oken S
tandard

（E
IP
20

）
に
準
拠
し
た
も
の
が
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。

（
42
） S

E
C
 Issues Investigative R

eport C
oncluding D

A
O
 T
okens, a D

igital A
sset, W

ere S
ecurities, U

.S
. S
ecurities L

aw
s M
ay 

A
pply to O

ff ers, S
ales, and T

rading of Interests in V
irtual O

rganizations, W
ashington D

.C
., July 25, 2017. https://w

w
w
.sec.

（
七
八
四
）



F
inT
ech

法
制
の
新
た
な
制
度
設
計
に
向
け
て
（
藤
川
）

四
一
七

gov/new
s/press-release/2017-131. S

E
C
.gov R

eport of Investigation P
ursuant to S

ection 21

（a

） of the S
ecurities E

xchange 

A
ct of 1934:T

he D
A
O

（P
D
F

）.
（
43
） 
柏
木
亮
二
前
掲
注（
5
）一
│
四
六
頁
。

（
44
） 
上
野
ま
な
美
・
鳥
毛
拓
馬
「
米
国
、
フ
ィ
ン
テ
ッ
ク
企
業
へ
の
銀
行
免
許
案
Ｏ
Ｃ
Ｃ
が
提
案
す
る
も
訴
訟
問
題
に
発
展
」
大
和
総
研

（
二
〇
一
七
年
五
月
三
一
日
）
一
│
七
頁
。
佐
藤
広
大
「
米
Ｏ
Ｃ
Ｃ
に
よ
る
フ
ィ
ン
テ
ッ
ク
企
業
へ
の
特
別
目
的
国
法
銀
行
免
許
の
付
与
構
想
を
巡

る
議
論
」
野
村
資
本
市
場
ク
ォ
ー
タ
リ
ー
二
〇
一
七
年
秋
号
一
│
一
〇
頁
。
二
〇
一
六
年
一
二
月
通
貨
監
督
庁
（O

ffi  ce of the C
om
ptroller of 

the C
urrency O

C
C

）
はF

inT
ech

企
業
に
対
し
一
八
六
四
年
国
法
銀
行
法
（N

ational B
ank A

ct of 1864

）
の
対
象
と
な
る
特
別
目
的
銀
行

の
免
許
を
与
え
る
提
案
を
発
表
し
た
。
免
許
付
与
案
は
州
法
銀
行
監
督
官
協
会
（C

onference of S
tate B

ank S
upervisors C

S
B
S

）、
ニ
ュ
ー

ヨ
ー
ク
州
金
融
サ
ー
ビ
ス
局
（N

ew
 Y
ork S

tate D
epartm

ent of F
inancial S

ervices N
Y
D
F
S

）
の
反
対
が
あ
り
、
訴
訟
問
題
に
発
展
し
て

い
る
。

（
45
） 

柏
木
亮
二
前
掲
注（
5
）三
六
頁
。

（
46
） 

経
済
同
友
会
「「
規
制
の
サ
ン
ド
ボ
ッ
ク
ス
」
制
度
に
関
す
る
法
案
へ
の
意
見
」（
二
〇
一
八
年
四
月
五
日
）
一
│
三
頁
。「
レ
ギ
ュ
ラ
ト
リ
ー
・

サ
ン
ド
ボ
ッ
ク
ス
」
検
討
の
必
要
性
に
つ
い
て
、
経
済
産
業
省
「F

inT
ech

ビ
ジ
ョ
ン
報
告
書
」
一
│
六
八
頁
。
バ
ー
ゼ
ル
委
員
会
（
前
掲
注（
12
）

pp33-41

）
は
ア
ク
セ
ラ
レ
ー
タ
ー
や
規
制
サ
ン
ド
ボ
ッ
ク
ス
、
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
・
ハ
ブ
と
い
っ
た
ア
プ
ロ
ー
チ
の
よ
う
に
、
プ
レ
ー
ヤ
ー
と
の

交
流
接
点
や
技
術
振
興
に
向
け
た
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
を
各
国
の
当
局
間
で
共
有
す
る
こ
と
を
強
調
す
る
。
瀧
俊
雄
前
掲
注（
24
）。

（
47
） 

①F
inT
ech

分
野
に
お
け
る
ア
ジ
ア
各
国
の
先
駆
的
な
動
向
やF

inT
ech

を
活
用
し
た
金
融
の
深
化
（
金
融
包
摂
な
ど
）
に
焦
点
を
当
て
た

直
近
の
国
際
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
と
し
て
、
Ｉ
Ｍ
Ｆ
│
金
融
庁
│
日
本
銀
行
共
催C

onference on F
inT
ech

（
二
〇
一
八
年
四
月
一
六
日
）
参
照
、

F
inT
ech

が
も
た
ら
す
リ
ス
ク
や
規
制
上
の
課
題
も
議
論
さ
れ
重
要
な
示
唆
に
富
む
。
こ
の
他
に
も
②T

he R
isk Japan C

onference

（6 June 

2018, T
okyo

）, Identifi cation of R
isks in the A

ge of F
intech,Y

utaka S
oejim

a,H
ead of F

intech C
enter B

ank of Japan

な
ど
。
ま
た

ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
（algorithm

）
に
か
か
る
ア
ル
ゴ
ミ
ッ
ク
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
に
つ
い
て
も
理
解
が
求
め
ら
れ
る
点
に
つ
い
て
、
Ｋ
Ｐ
Ｍ
Ｇ
「
銀
行
規

制
の
進
化　
パ
ー
ト
3
│
デ
ー
タ
と
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
：
規
制
上
、
技
術
上
の
課
題
」（
二
〇
一
五
年
一
〇
月
）
一
│
三
一
頁
。

（
七
八
五
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
三
号
（
二
〇
一
八
年
十
二
月
）

四
一
八

（
48
） 

仮
想
通
貨
の
消
費
貸
借
と
貸
金
業
法
・
利
息
制
限
法
に
つ
い
て
、
利
息
制
限
法
で
は
金
銭
を
目
的
と
す
る
消
費
貸
借
の
利
息
の
契
約
に
つ
い
て

元
本
額
に
応
じ
て
上
限
を
定
め
る
（
利
息
制
限
法
一
条
）。
貸
金
業
法
は
貸
金
業
者
に
対
し
利
息
制
限
法
に
規
定
す
る
金
額
を
超
え
る
利
息
の
契
約

を
締
結
す
る
こ
と
を
禁
止
す
る
（
貸
金
業
法
一
二
条
の
八
）。
仮
想
通
貨
の
消
費
貸
借
に
つ
い
て
は
モ
ノ
で
あ
り
金
銭
に
該
当
し
な
い
と
の
立
場
に

立
て
ば
利
息
制
限
法
、
貸
金
業
法
の
適
用
対
象
に
は
な
ら
な
い
と
解
さ
れ
る
が
、
や
は
り
仮
想
通
貨
の
消
費
貸
借
に
利
息
制
限
法
、
貸
金
業
法
ま
た

は
同
等
の
規
制
を
課
す
る
こ
と
に
つ
い
て
検
討
が
さ
れ
よ
う
。
横
山
淳
「F

inT
ech

に
関
連
し
た
規
制
上
の
取
り
組
み
」
大
和
総
研
調
査
季
報
第

二
三
号
（
二
〇
一
六
年
夏
季
号
）
四
二
│
六
九
頁
。
ビ
ッ
ト
コ
イ
ン
と
貸
金
業
規
制
に
つ
い
て
、
西
村
あ
さ
ひ
法
律
事
務
所
前
掲
注（
2
）八
八
一
│

八
八
二
頁
（
芝
章
浩
）。

（
49
） 

中
国
で
は
電
子
商
取
引
（
Ｅ
Ｃ
）
最
大
手
の
ア
リ
バ
バ
集
団
が
支
付
宝
（
ア
リ
ペ
イ
）
と
称
す
る
決
済
サ
ー
ビ
ス
を
展
開
し
、
公
共
料
金
も
支

払
い
が
可
能
と
な
る
仕
組
み
を
設
け
、
通
販
の
利
用
状
況
を
集
積
し
た
ビ
ッ
グ
デ
ー
タ
を
活
用
し
小
口
融
資
に
も
参
入
し
て
い
る
が
、
ア
リ
バ
バ
が

我
が
国
に
お
い
て
同
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
よ
う
と
す
れ
ば
プ
リ
ペ
イ
ド
カ
ー
ド
法
、
資
金
決
済
法
、
貸
金
業
法
に
抵
触
す
る
。「
金
融
庁
、「
フ
ィ
ン

テ
ッ
ク
」
普
及
前
提
の
法
整
備
を
議
論
」
日
経
新
聞
（
二
〇
一
七
年
九
月
一
五
日
）。

（
50
） 

ソ
ー
シ
ャ
ル
レ
ン
デ
ィ
ン
グ
（
融
資
型
ク
ラ
ウ
ド
フ
ァ
ン
デ
ィ
ン
グ
）
の
解
決
さ
れ
る
べ
き
課
題
と
し
て
、
個
人
の
小
口
資
金
を
大
口
化
し
借

り
手
企
業
に
融
資
す
る
仕
組
み
の
特
性
上
、
投
資
家
か
ら
資
金
を
集
め
る
こ
と
を
規
制
す
る
金
融
商
品
取
引
法
、
融
資
を
事
業
と
し
て
行
う
こ
と
を

規
制
す
る
貸
金
業
法
の
二
つ
に
か
か
る
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
と
な
り
、
関
連
ラ
イ
セ
ン
ス
取
得
が
サ
ー
ビ
ス
運
営
に
必
要
と
な
る
。
し
か
し
な
が
ら
金

融
商
品
取
引
法
は
投
資
家
保
護
の
観
点
か
ら
投
資
先
情
報
開
示
の
徹
底
を
求
め
る
一
方
、
貸
金
業
法
は
債
務
者
保
護
の
観
点
か
ら
債
務
者
情
報
の
秘

匿
性
を
重
視
し
、
異
質
な
目
的
を
有
す
る
法
的
ス
キ
ー
ム
を
活
用
す
る
と
い
う
矛
盾
を
内
包
し
、
情
報
の
透
明
性
の
点
で
足
枷
に
な
っ
て
い
る
。

「
ソ
ー
シ
ャ
ル
レ
ン
デ
ィ
ン
グ
を
知
る
（
5
）
法
律
面
と
税
制
の
課
題　

改
善
の
余
地
も
」S

ankeiB
iz

（
サ
ン
ケ
イ
ビ
ズ
）（
二
〇
一
八
年
八
月
四

日
）。

（
51
） 

欧
米
の
貸
金
業
規
制
とF

inT
ech

、
米
国
連
邦
貸
付
真
実
法
と
州
貸
金
業
法
、
Ｐ
2
レ
ン
デ
ィ
ン
グ
お
よ
び
ト
ラ
ン
ザ
ク
シ
ョ
ン
レ
ン
デ
ィ
ン

グ
と
貸
金
業
法
等
に
つ
い
て
「
フ
ィ
ン
テ
ッ
ク
に
関
す
る
現
状
と
金
融
庁
に
お
け
る
取
組
み
」
金
融
庁
資
料
（
二
〇
一
七
年
二
月
）
一
│
三
五
頁
。

（
52
） 

バ
ー
ゼ
ル
委
員
会
報
告
書
に
お
い
て
は
銀
行
の
将
来
像
に
関
す
る
五
つ
の
想
定
シ
ナ
リ
オ
に
つ
い
て
、
特
に
段
階
的
な
進
展
と
は
し
て
お
ら
ず
、

（
七
八
六
）



F
inT
ech

法
制
の
新
た
な
制
度
設
計
に
向
け
て
（
藤
川
）

四
一
九

各
シ
ナ
リ
オ
は
並
列
的
な
扱
い
の
よ
う
に
も
窺
え
る
。
柏
木
亮
二
前
掲
注（
5
）
に
お
け
る
発
言
。

（
53
） 

金
融
庁
は
フ
ィ
ン
テ
ッ
ク
4.0
の
リ
バ
ン
ド
ル
と
し
て
中
国
の
ア
ン
ト
フ
ィ
ナ
ン
シ
ャ
ル
の
事
例
を
掲
げ
、
ま
た
銀
行
業
務
へ
の
異
業
種
の
参
入

拡
大
に
つ
い
て
つ
と
に
強
調
し
て
い
る
。

（
54
） A

m
azon

ペ
イ
メ
ン
ト
な
ど
巨
大
Ｉ
Ｔ
は
通
販
や
検
索
な
ど
ネ
ッ
ト
サ
ー
ビ
ス
で
大
量
デ
ー
タ
を
集
め
事
業
に
活
用
し
圧
倒
的
な
競
争
力
を
誇

り
、
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
化
に
関
し
て
一
層
強
味
を
発
揮
す
る
。
内
閣
官
房
や
経
済
産
業
省
、
公
正
取
引
委
員
会
、
総
務
省
な
ど
関
係
省
庁
は
連
携

し
て
大
量
の
個
人
デ
ー
タ
を
囲
い
込
み
、
優
位
な
立
場
を
利
用
し
た
不
当
な
取
引
が
で
き
な
い
よ
う
な
措
置
を
検
討
し
て
い
る
。
商
品
シ
ェ
ア
が
中

心
で
あ
っ
た
独
占
・
寡
占
に
対
す
る
規
制
の
あ
り
方
を
デ
ー
タ
に
も
適
用
で
き
る
か
を
勘
案
し
、
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
マ
ー
向
け
新
法
、
独
占
禁
止
法

改
正
等
を
視
野
に
入
れ
る
。
井
上
淳
「
欧
州
連
合
（
Ｅ
Ｕ
）
に
お
け
る
オ
ン
ラ
イ
ン
・
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
に
対
す
る
規
制
等
の
動
向
に
つ
い
て
」

メ
デ
ィ
ア
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン　
№
67
（
二
〇
一
七
年
）
六
五
│
八
二
頁
。
二
〇
一
八
年
六
月
一
日
読
売
新
聞
。

（
55
） 

片
岡
義
弘
前
掲
注（
35
）一
二
│
一
七
頁
、
西
村
あ
さ
ひ
法
律
事
務
所
前
掲
注（
2
）八
三
〇
│
九
六
八
頁
、
森
・
濱
田
松
本
法
律
事
務
所
増
島
雅

和
・
堀
天
子
編
石
川
貴
教
・
白
根
央
・
飯
島
隆
博
著
『F

inT
ech

の
法
律
2
0
1
7
│
2
0
1
8
』
日
経
Ｂ
Ｐ
社
（
二
〇
一
七
年
七
月
）
一
│

五
四
三
頁
な
ど
。
直
近
の
裁
判
例
に
つ
き
「
仮
想
通
貨
の
交
換
取
引
所
を
運
営
し
て
い
た
会
社
が
破
産
し
た
場
合
に
同
取
引
所
の
利
用
者
が
届
け
出

た
破
産
債
権
の
一
部
を
認
め
、
残
余
を
認
め
な
い
破
産
裁
判
所
の
査
定
決
定
が
同
決
定
の
変
更
を
求
め
て
利
用
者
が
提
起
し
た
異
議
審
に
お
い
て
認

可
さ
れ
た
事
例
」（
東
京
地
判
平
成
三
〇
年
一
月
三
一
日
）
が
あ
る
。
金
融
・
商
事
判
例
一
五
三
九
号
（
二
〇
一
八
年
四
月
一
五
日
）
八
│
一
五
頁
。

（
56
） 

金
融
庁
「
仮
想
通
貨
交
換
業
等
に
関
す
る
研
究
会
（
第
3
回
）」（
二
〇
一
八
年
年
五
月
二
二
日
）
中
島
真
志
意
見
参
照
。

（
57
） 

岩
下
直
行
前
掲
注（
37
）一
│
六
〇
頁
参
照
。
同
じ
問
題
意
識
に
基
づ
く
も
の
で
あ
ろ
う
（
私
見
）。

（
58
） 

本
柳
祐
介
「
仮
想
通
貨
フ
ァ
ン
ド
に
関
す
る
法
的
論
点
」
西
村
あ
さ
ひ
法
律
事
務
所
金
融
ニ
ュ
ー
ズ
レ
タ
ー
（
二
〇
一
八
年
六
月
号
）
一
│
五

頁
。
金
融
庁
総
括
審
議
官
佐
々
木
清
隆
「
最
近
の
フ
ィ
ン
テ
ッ
ク
・
仮
想
通
貨
を
巡
る
状
況
」、
大
越
有
人
「
仮
想
通
貨
・
Ｉ
Ｃ
Ｏ
に
お
け
る
法
的

論
点
」、
成
本
治
男
「
Ｉ
Ｃ
Ｏ
・
ト
ー
ク
ン
の
活
用
〜
ア
セ
ッ
ト
ベ
ー
ス
で
の
可
能
性
」、
大
石
幸
雄
「
仮
想
通
貨
と
知
的
財
産
〜
最
新
特
許
情
報
を

踏
ま
え
」、
藤
田
勉
「
仮
想
通
貨
と
Ｉ
Ｃ
Ｏ
が
金
融
市
場
に
与
え
る
影
響
」
各
講
演
『
フ
ィ
ン
テ
ッ
ク
と
仮
想
通
貨
を
巡
る
法
的
論
点
』
Ｔ
Ｍ
Ｉ
総

合
法
律
事
務
所
・
一
橋
大
学
大
学
院
フ
ィ
ン
テ
ッ
ク
研
究
フ
ォ
ー
ラ
ム
共
催
カ
ン
フ
ァ
ラ
ン
ス
（
二
〇
一
八
年
五
月
二
四
日
）。
成
本
治
男
に
よ
れ

（
七
八
七
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
三
号
（
二
〇
一
八
年
十
二
月
）

四
二
〇

ば
、
個
人
版
私
募
Ｒ
Ｅ
Ｉ
Ｔ
（
個
人
向
け
非
上
場
不
動
産
オ
ー
プ
ン
エ
ン
ド
フ
ァ
ン
ド
の
意
義
、
流
動
性
・
換
金
性
に
か
か
る
設
計
な
ど
が
示
さ
れ

る
。

（
59
） 
本
柳
祐
介
前
掲
注（
58
）三
│
五
頁
。

（
60
） 
倉
橋
雄
作
「
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
と
法
律
問
題
（
第
1
回
）
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
と
個
人
情
報
保
護
法
」
Ｎ
Ｂ
Ｌ
一
一
二
三
号　
二
〇
一
八
年

六
月
一
日
）
四
│
一
五
頁
参
照
。
石
川
智
也
・
河
合
優
子
・
白
澤
秀
己
「
Ｇ
Ｄ
Ｐ
Ｒ
対
応
と
日
本
の
デ
ー
タ
越
境
移
転
規
制
対
応
の
実
務
」
西
村
あ

さ
ひ
法
律
事
務
所
・
企
業
法
務
ニ
ュ
ー
ズ
レ
タ
ー
（
二
〇
一
八
年
二
月
号
）
一
│
九
頁
。
梅
澤
泉
「
Ｅ
Ｕ
一
般
デ
ー
タ
保
護
規
則
（
Ｇ
Ｄ
Ｐ
Ｒ
）
の

概
要
と
企
業
が
対
応
す
べ
き
事
項
」E

Y
 Japan

新
日
本
有
限
責
任
監
査
法
人
・
情
報
セ
ン
サ
ー
二
〇
一
七
年
二
月
号
。

（
61
） 

日
本
法
上
、
ビ
ッ
ト
コ
イ
ン
の
保
有
は
秘
密
鍵
の
排
他
的
管
理
を
通
じ
て
当
該
秘
密
鍵
に
か
か
る
ア
ド
レ
ス
に
紐
付
い
た
ビ
ッ
ト
コ
イ
ン
を
他

の
ア
ド
レ
ス
に
送
付
で
き
る
状
態
を
独
占
し
て
い
る
と
い
う
事
実
状
態
に
他
な
ら
ず
、
何
ら
か
の
権
利
や
法
律
関
係
を
伴
う
も
の
で
は
な
い
と
考
え

る
べ
き
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
西
村
あ
さ
ひ
法
律
事
務
所
前
掲
注（
2
）八
四
八
│
八
五
一
頁
（
芝
章
浩
）。
他
方
、
実
質
法
上
ビ
ッ
ト
コ
イ
ン
を
権
利

の
対
象
と
し
て
帰
属
は
物
権
法
の
ル
ー
ル
に
従
う
と
い
う
前
提
か
ら
、
ウ
ォ
レ
ッ
ト
に
記
録
さ
れ
た
権
利
の
法
的
性
格
が
争
い
と
な
っ
て
い
る
場
合

は
ウ
ォ
レ
ッ
ト
や
秘
密
鍵
の
保
有
者
の
所
在
地
の
法
を
、
契
約
当
事
者
間
の
争
い
で
あ
る
場
合
は
当
該
契
約
の
準
拠
法
を
各
々
準
拠
法
と
す
べ
き
と

い
う
提
案
と
し
て
、
森
下
哲
朗
「F
inT
ech

時
代
の
金
融
法
の
あ
り
方
に
関
す
る
序
説
的
検
討
」
黒
沼
悦
郎
・
藤
田
友
敬
編
『
江
頭
憲
治
郎
先
生
古

希
記
念
・
企
業
法
の
進
路
』
有
斐
閣
（
二
〇
一
七
年
）
八
一
四
頁
。

（
62
） 

上
村
達
男
「
公
開
会
社
法
│
喫
緊
の
課
題
と
基
礎
理
論
の
変
容
│
」
二
〇
一
八
年
度
早
稲
田
大
学
横
川
敏
雄
記
念
公
開
講
座
講
演
（
二
〇
一
八

年
五
月
二
六
日
）
参
照
。
上
村
達
男
「
公
開
会
社
抜
き
の
「
株
主
と
の
対
話
」
と
は
」
デ
ィ
ス
ク
ロ
ー
ジ
ャ
ー
＆
Ｉ
Ｒ　
Vol. 

1
（
二
〇
一
七
年
五
月
）

一
│
七
頁
。

（
63
） 

金
融
審
議
会
「
金
融
制
度
ス
タ
デ
ィ
・
グ
ル
ー
プ
（
第
9
回
）」（
二
〇
一
八
年
六
月
一
八
日
）「
中
間
整
理
（
案
）
│
機
能
別
・
横
断
的
な
金

融
規
制
体
系
に
向
け
て
│
」
一
│
二
五
頁
参
照
。

（
64
） 

Ａ
Ｉ
（
人
工
知
能
）
の
仕
組
み
、
Ａ
Ｉ
の
発
展
・
活
用
に
伴
っ
て
重
要
と
な
る
会
社
法
の
実
務
上
・
解
釈
上
の
視
点
の
他
、
取
締
役
の
経
営
判

断
と
善
管
注
意
義
務
、
株
主
対
応
お
よ
び
株
主
総
会
運
営
、
会
計
監
査
・
業
務
監
査
等
に
及
ぼ
す
影
響
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
（
情
報
通
信
技
術
）
の
発
達
に
よ

（
七
八
八
）



F
inT
ech

法
制
の
新
た
な
制
度
設
計
に
向
け
て
（
藤
川
）

四
二
一

る
影
響
等
に
つ
い
て
、
福
岡
真
之
介
・
松
村
英
寿
・
鈴
木
悠
介
・
片
桐
秀
樹
「
会
社
と
Ａ
Ｉ
（
人
工
知
能
）
│
会
社
法
へ
の
示
唆
│
」
資
料
版
商
事

法
務
第
三
九
九
号
（
二
〇
一
七
年
六
月
）一
四
│
六
一
頁
。
中
山
信
弘
・
平
尾
覚
・
福
岡
真
之
介
・
菅
野
百
合
・
松
村
英
寿
「
Ａ
Ｉ
に
関
す
る
法
的

問
題
点
と
実
務
上
の
対
応
」
西
村
あ
さ
ひ
法
律
事
務
所
リ
ー
ガ
ル
フ
ォ
ー
ラ
ム
第
一
〇
八
回
（
二
〇
一
八
年
四
月
二
四
日
）。
個
人
情
報
保
護
法
制

プ
ロ
フ
ァ
イ
リ
ン
グ
規
制
の
現
状
と
課
題
な
ど
に
つ
い
て
、
パ
ー
ソ
ナ
ル
デ
ー
タ
＋
α
研
究
会
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
Ａ
Ｉ
社
会
に
お
け
る
『
個
人
』
と

パ
ー
ソ
ナ
ル
デ
ー
タ
」（
二
〇
一
八
年
三
月
一
八
日
於　
放
送
大
学
）、
パ
ー
ソ
ナ
ル
デ
ー
タ
＋
α
研
究
会
「
デ
ー
タ
利
活
用
等
の
先
に
あ
る
社
会
の

た
め
に
―
パ
ー
ソ
ナ
ル
デ
ー
タ
「
＋
α
」
研
究
の
狙
い
と
問
い
」
Ｎ
Ｂ
Ｌ
第
一
一
〇
〇
号
（
二
〇
一
七
年
六
月
一
五
日
）。

（
65
） 

Ａ
Ｉ
技
術
に
つ
き
デ
ー
タ
提
供
型
、
デ
ー
タ
創
出
型
、
デ
ー
タ
共
用
型
（
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
型
）
の
三
類
型
に
整
理
し
て
法
的
論
点
、
主
な

契
約
条
項
例
な
ど
を
示
し
、
デ
ー
タ
提
供
型
で
は
提
供
デ
ー
タ
が
期
待
さ
れ
た
も
の
で
な
か
っ
た
場
合
の
責
任
、
ク
ロ
ス
・
ボ
ー
ダ
ー
取
引
あ
る
い

は
個
人
情
報
等
を
含
む
場
合
の
規
制
な
ど
、
デ
ー
タ
創
出
型
で
は
利
用
条
件
、
対
象
デ
ー
タ
の
範
囲
・
利
用
目
的
設
定
、
デ
ー
タ
加
工
等
の
制
限
・

派
生
デ
ー
タ
の
利
用
権
限
、
第
三
者
へ
の
利
用
許
諾
等
の
制
限
、
収
益
分
配
、
コ
ス
ト
・
損
失
負
担
、
管
理
方
法
・
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
、
利
用
期
間
・

地
域
、
契
約
終
了
時
の
扱
い
、
準
拠
法
・
裁
判
管
轄
、
デ
ー
タ
創
出
型
契
約
を
締
結
す
る
場
合
の
消
費
者
契
約
法
や
独
占
禁
止
法
・
下
請
法
に
よ
る

規
制
等
を
課
題
と
し
て
掲
げ
て
い
る
。
西
村
あ
さ
ひ
法
律
事
務
所
・
危
機
管
理
ニ
ュ
ー
ズ
レ
タ
ー
（
二
〇
一
八
年
六
月
号
）
四
│
五
頁
（
木
目
田

裕
・
高
林
勇
斗
）。

（
66
） 

米
国
で
は
銀
行
に
認
め
ら
れ
る
業
務
は
原
則
と
し
て
預
金
受
入
れ
や
貸
付
等
に
限
定
さ
れ
、
商
業
そ
の
他
の
事
業
会
社
等
の
株
式
取
得
は
原
則

と
し
て
禁
止
さ
れ
る
。
銀
行
持
株
会
社
（B

ank H
olding C

om
pany

）
グ
ル
ー
プ
に
認
め
ら
れ
る
業
務
は
原
則
と
し
て
銀
行
業
務
お
よ
び
密
接
に

関
係
す
る
業
務
に
限
定
さ
れ
、
事
業
会
社
等
の
出
資
は
五
％
以
下
の
議
決
権
保
有
に
限
ら
れ
る
。
一
定
要
件
を
満
た
す
金
融
持
株
会
社
グ
ル
ー
プ
に

は
よ
り
広
い
金
融
関
連
業
務
も
認
め
ら
れ
る
。
ま
た
欧
州
指
令
・
欧
州
規
則
で
は
信
用
機
関
（C

redit Institution

）
に
認
め
ら
れ
る
業
務
に
は
証

券
業
務
等
も
含
ま
れ
る
（
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
バ
ン
ク
）。
事
業
会
社
等
に
対
す
る
議
決
権
一
〇
％
以
上
の
出
資
に
つ
い
て
は
銀
行
の
自
己
資
本
の

一
五
％
超
の
場
合
、
超
過
部
分
に
対
し
て
高
率
の
リ
ス
ク
ウ
ェ
イ
ト
を
適
用
す
る
等
の
措
置
が
講
じ
ら
れ
る
。
前
掲
金
融
制
度
ス
タ
デ
ィ
・
グ
ル
ー

プ
「
中
間
整
理
（
案
）」
一
七
│
二
五
頁
、一
九
頁
（
注
1
）（
注
2
）。

（
67
） 

こ
う
し
た
立
場
か
ら
は
、
米
国
な
ど
で
議
論
を
呼
ん
で
い
るF

inT
ech

に
対
す
る
銀
行
免
許
付
与
に
つ
い
て
は
主
体
に
か
か
る
規
制
群
の
見

（
七
八
九
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
三
号
（
二
〇
一
八
年
十
二
月
）

四
二
二

直
し
が
少
な
く
と
も
並
行
し
て
進
め
ら
れ
る
べ
き
で
、
我
が
国
で
は
時
期
尚
早
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
若
干
の
検
討
を
留
保
し
て
お

き
た
い
（
私
見
）。

（
68
） 
分
散
型
取
引
の
規
制
手
法
と
し
て
金
融
商
品
取
引
法
で
は
、
清
算
機
関
で
清
算
さ
れ
な
い
店
頭
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
の
破
綻
損
失
を
吸
収
す
べ

く
証
拠
金
規
制
に
よ
り
取
引
当
事
者
間
の
証
拠
金
（
担
保
）
授
受
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
。
金
融
制
度
ス
タ
デ
ィ
・
グ
ル
ー
プ
前
掲
注（
63
）二
三

頁
。

（
69
） 

翁
百
合
「
転
機
迎
え
る
金
融
規
制
│
国
際
的
な
動
向
と
フ
ィ
ン
テ
ッ
ク
へ
の
対
応
│
」
日
本
証
券
ア
ナ
リ
ス
ト
協
会
講
演
（
二
〇
一
七
年
七
月

二
八
日
）。

（
70
） 

松
尾
直
彦
「
金
融
用
品
取
引
法
の
国
際
的
適
用
範
囲
」
東
京
大
学
法
科
大
学
院
ロ
ー
レ
ビ
ュ
ー
第
六
巻
（
二
〇
一
一
年
六
月
）
二
七
六
│

二
八
六
頁
。

（
71
） 

金
融
庁
は
み
な
し
仮
想
通
貨
交
換
業
者
、
登
録
業
者
に
対
し
業
務
停
止
・
業
務
改
善
命
令
を
相
次
い
で
発
出
し
、
リ
ス
ク
管
理
・
コ
ン
プ
ラ
イ

ア
ン
ス
部
門
、
内
部
監
査
等
に
か
か
る
事
案
が
多
い
こ
と
が
窺
え
る
。
金
融
庁
『
仮
想
通
貨
交
換
業
等
に
関
す
る
研
究
会
』（
第
二
回
）
事
務
局
資

料
「
仮
想
通
貨
交
換
業
者
に
対
す
る
こ
れ
ま
で
の
対
応
等
」（
二
〇
一
八
年
四
月
二
七
日
）
一
│
一
七
頁
。

（
72
） 

久
保
田
隆
「
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
と
国
際
取
引
法
」
国
際
商
取
引
学
会
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
・
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
第
一
報
告
資
料
（
二
〇
一
七
年

一
一
月
一
二
日
）
二
│
一
一
頁
。
国
際
私
法
の
統
一
化
と
並
行
し
て
ブ
ロ
ッ
ク
チ
ェ
ー
ン
を
含
む
国
際
取
引
の
円
滑
化
の
た
め
各
国
法
の
統
一
を
図

る
動
き
が
Ｕ
Ｎ
Ｃ
Ｉ
Ｔ
Ｒ
Ａ
Ｌ
（U

nited N
ations C

om
m
ission on International T

rade L
aw

国
連
国
際
商
取
引
法
委
員
会
）
を
中
心
に
進
め

ら
れ
て
い
る
。

﹇
本
稿
は
財
団
法
人
民
事
紛
争
処
理
研
究
基
金
の
助
成
金
に
基
づ
く
研
究
成
果
で
あ
る
﹈

（
七
九
〇
）



宮
崎
道
三
郎
博
士
の
講
述
『
比
較
法
制
史
』
に
つ
い
て
（
吉
原
）

四
二
三

宮
崎
道
三
郎
博
士
の
講
述
『
比
較
法
制
史
』
に
つ
い
て

吉　
　

原　
　

達　
　

也

は
じ
め
に

本
稿
の
目
的
は
、
宮
崎
道
三
郎
博
士
（
1
）

の
講
述
『
比
較
法
制
史
』
上
下
（
日
本
大
学
総
合
学
術
情
報
セ
ン
タ
ー
所
蔵
（
2
）

）
を
手
が
か
り
に
、
わ

が
国
に
お
け
る
法
制
史
及
び
ロ
ー
マ
法
講
義
の
草
創
期
の
状
況
（
3
）

が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
具
体
的
な
様
相
を
検
討
す
る
こ
と
に
あ

る
。
宮
崎
博
士
は
、「
日
本
法
制
史
研
究
の
最
初
の
専
門
家
で
あ
る
と
同
時
に
、
西
洋
に
於
け
る
近
代
的
法
制
史
研
究
法
を
輸
入
し
て
、

之
を
日
本
法
制
史
研
究
に
適
用
、
実
践
し
た
点
に
於
て
も
最
初
の
人
で
あ
る
（
4
）

」
が
、
明
治
二
〇
年
代
帝
国
大
学
法
科
大
学
に
お
い
て
日
本

法
制
史
を
講
ず
る
と
と
も
に
、
羅
馬
法
及
び
比
較
法
制
史
と
い
う
か
た
ち
で
西
洋
法
制
に
関
す
る
講
義
も
同
時
に
行
っ
て
い
た
時
期
が

あ
っ
た
。
先
に
穂
積
陳
重
博
士
に
よ
る
ロ
ー
マ
法
講
義
に
つ
い
て
の
若
干
の
検
討
を
試
み
た
（
5
）

が
、
本
稿
で
は
、
穂
積
博
士
と
宮
崎
博
士
の

法
制
史
に
関
す
る
学
問
論
の
違
い
に
関
心
を
有
す
る
。

論　

説

（
七
九
一
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
三
号
（
二
〇
一
八
年
十
二
月
）

四
二
四

同
資
料
は
、
上
巻
の
羅
馬
法
制
史
と
下
巻
の
独
乙
法
制
史
の
二
分
冊
か
ら
な
り
（
6
）

、
上
巻
は
、
当
時
の
ロ
ー
マ
法
講
義
の
一
端
を
知
り
う

る
貴
重
な
資
料
と
な
っ
て
い
る
（
7
）

。
し
か
し
な
が
ら
講
義
録
に
は
講
義
が
行
わ
れ
た
年
代
を
特
定
で
き
る
手
が
か
り
が
含
ま
れ
て
い
な
い
こ

と
も
あ
り
、
い
つ
の
講
義
に
属
す
る
の
か
は
具
体
的
に
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
（
8
）

。

宮
崎
博
士
が
、
四
年
間
に
及
ぶ
ド
イ
ツ
留
学
（
9
）

か
ら
帰
国
し
た
の
は
、
一
八
八
八
（
明
治
二
一
）
年
一
〇
月
一
九
日
の
こ
と
、
同
月
二
九

日
付
で
帝
国
大
学
教
授
に
任
用
さ
れ
、
法
科
大
学
勤
務
と
な
っ
て
い
る
（
10
）

。
宮
崎
博
士
が
帰
国
翌
年
の
一
八
八
九
（
明
治
二
二
）
年
に
は

「
法
制
沿
革
及
び
羅
馬
法
（
11
）

」
を
担
当
し
た
が
、
こ
の
年
は
穂
積
博
士
及
び
外
国
人
教
師
ヴ
ァ
イ
ペ
ル
ト
（H

einrich W
eipert, 1856-1905

）

に
よ
る
「
羅
馬
法
」
が
講
じ
ら
れ
て
い
た
最
後
の
年
に
あ
た
る
（
12
）

。
一
八
九
〇
（
明
治
二
三
）
年
も
「
法
制
沿
革
及
び
羅
馬
法
」
を
担
当
す

る
が
、
穂
積
博
士
は
講
義
を
担
当
せ
ず
、
ヴ
ァ
イ
ペ
ル
ト
も
職
を
解
か
れ
た
こ
と
か
ら
（
13
）

、
こ
の
年
か
ら
宮
崎
博
士
に
よ
る
羅
馬
法
講
義
の

み
が
行
わ
れ
た
。
一
八
九
一
（
明
治
二
四
）
年
（
14
）

、
一
八
九
二
（
明
治
二
五
）
年
は
「
法
制
沿
革
、
羅
馬
法
並
び
に
独
乙
法
律
史
」
の
講
義
を

担
当
し
た
が
（
15
）

、
一
八
九
三
（
明
治
二
六
）
年
の
講
座
制
へ
の
移
行
に
伴
い
、
九
月
九
日
付
で
、
羅
馬
法
講
座
担
任
、
法
制
史
比
較
法
制
史

講
座
兼
担
と
な
り
（
16
）

、
翌
一
八
九
四
（
明
治
二
七
）
年
九
月
に
戸
水
寛
人
博
士
教
授
任
用
・
羅
馬
法
講
座
担
任
に
伴
い
、
九
月
八
日
付
で
法

制
史
比
較
法
制
史
講
座
担
任
と
な
っ
た
（
17
）

。
宮
崎
博
士
の
比
較
法
制
史
講
義
録
は
、
日
本
大
学
所
蔵
本
以
外
に
も
現
在
い
く
つ
か
残
さ
れ
て

い
る
（
18
）

。
こ
の
う
ち
、
摂
南
大
学
所
蔵
本
は
、
表
紙
に
「
乃
卅
四
年
九
月
至
卅
五
年
五
月
」
と
手
書
さ
れ
て
お
り
、
明
治
三
四
年
乃
至
三
五

年
の
年
度
の
筆
記
録
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
（
19
）

。
一
九
〇
二
（
明
治
三
五
）
年
三
月
法
制
史
比
較
法
制
史
講
座
が
、
法
制
史
講
座
と
比
較

法
制
史
講
座
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
独
立
す
る
こ
と
と
な
り
、
宮
崎
博
士
は
法
制
史
講
座
の
担
任
と
な
っ
た
（
20
）

。
比
較
法
制
史
講
座
は
、
留
学
か

ら
帰
国
し
た
ば
か
り
の
美
濃
部
達
吉
が
担
任
と
な
り
（
21
）

、
そ
の
後
一
九
一
一
（
明
治
四
四
）
年
に
留
学
か
ら
帰
国
し
た
中
田
薫
に
引
き
継
が

れ
て
い
く
。
摂
南
大
学
所
蔵
本
は
、
宮
崎
博
士
が
担
当
し
て
き
た
比
較
法
制
史
講
義
の
最
終
年
の
講
義
録
に
あ
た
る
と
考
え
ら
れ
る
。
日

（
七
九
二
）



宮
崎
道
三
郎
博
士
の
講
述
『
比
較
法
制
史
』
に
つ
い
て
（
吉
原
）

四
二
五

本
大
学
所
蔵
本
と
摂
南
大
学
所
蔵
本
と
は
、
全
体
構
成
に
お
い
て
大
き
な
違
い
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
い
ず
れ
も
第
一
部
・
羅
馬
法

制
史
と
第
二
部
・
独
乙
法
制
史
を
講
じ
る
と
い
う
形
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
本
論
に
先
立
っ
て
、
緒
論
と
し
て
、
比
較
法
制
史
と
は
何
か
、

何
を
講
じ
る
か
、
そ
の
意
味
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
緒
論
の
部
分
に
つ
い
て
、
摂
南
大
学
所
蔵
本
は
、「
第
一
条　

講
義
範
囲
」「
第
二
条　

法
制
史
学
の
由
来
」「
第
三
条　

法
制
史
学
の
体
裁
」
と
し
て
、
日
本
大
学
所
蔵
本
の
そ
れ
に
比
べ
て
か
な
り
簡
略
化
さ
れ
て
い
る
が
、

そ
の
分
説
明
が
わ
か
り
や
す
く
な
っ
て
い
る
。
以
下
で
は
、
ま
ず
宮
崎
博
士
が
比
較
法
制
史
と
い
う
講
義
を
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
か

を
伺
う
こ
と
が
で
き
る
緒
論
に
つ
い
て
、
日
本
大
学
所
蔵
本
の
内
容
を
具
体
的
に
紹
介
し
な
が
ら
、
若
干
の
検
討
を
試
み
る
こ
と
と
し
た

い
。

一　

比
較
法
制
史
の
範
囲

日
本
大
学
所
蔵
本
は
、
ま
ず
、
緒
論
・
第
一
章
と
し
て
「
比
較
法
制
史
の
範
囲
」
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

「
比
較
法
制
史
の
名
称
た
る
其
意
味
甚
だ
広
か
れ
ド
モ
時
間
に
制
限
あ
る
こ
と
な
れ
ば
、
其
範
囲
を
定
め
以
て
講
述
せ
さ
る
可
か
ら

ず
。
先
づ
其
意
味
を
広
く
解
釈
せ
ば
世
界
中
の
法
制
を
比
較
す
る
に
あ
り
。
此
事
た
る
甚
だ
困
難
な
る
こ
と
な
り
。
然
れ
ド
モ
或
る

大
家
中
各
国
の
法
律
の
沿
革
を
研
究
し
且
つ
著
述
せ
ん
と
企
画
せ
し
も
の
少
し
と
せ
ず
。
例
はW

arnkönig 

﹇L
eopold A

ugust

﹈

氏
の
如
き
は
法
学
通
論
中
に
各
国
の
法
律
沿
革
を
簡
単
に
論
述
せ
り
。
此
他
此
類
の
学
者
頗
る
多
し
。
今
日
に
あ
り
て
は
諸
国
の
交

通
頻
繁
と
な
り
互
に
密
着
し
諸
国
の
法
律
を
比
較
す
る
こ
と
余
程
容
易
な
る
に
至
れ
り
と
雖
ド
モ
、
風
俗
思
想
等
の
異
な
る
為
め
矢

（
七
九
三
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
三
号
（
二
〇
一
八
年
十
二
月
）

四
二
六

張
各
国
の
法
律
を
相
比
較
す
る
の
困
難
を
免
れ
ぬ
。」﹇
一
丁
﹈

比
較
法
制
史
と
い
う
名
称
が
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
き
わ
め
て
広
範
で
あ
り
、
講
義
の
時
間
に
限
り
あ
る
の
で
、
そ
の
範
囲
を
ま
ず
定
め

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
名
称
か
ら
す
れ
ば
、
広
義
に
は
世
界
中
の
法
制
を
比
較
す
る
こ
と
と
な
る
が
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
き
わ
め

て
困
難
で
あ
る
。
し
か
し
各
国
の
法
律
の
沿
革
を
研
究
し
よ
う
と
し
た
試
み
が
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
と
し
て
、
そ
の
よ
う
な
例
と
し

て
ヴ
ァ
ル
ン
ケ
ー
ニ
ヒ
（L

eopold A
ugust W

arnkönig, 1794-1866 （22
）

）
の
「
法
学
通
論
」、
つ
ま
り
、Juristische E

ncyclopädie （23
）

へ
の
言

及
か
ら
始
め
て
い
る
。
同
書
は
五
〇
〇
頁
を
超
え
る
大
著
で
あ
り
、
著
者
は
前
言
に
お
い
て
こ
う
述
べ
て
い
る
。「
本
書
の
思
想
は
、
目

次
を
一
瞥
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
ご
理
解
い
た
だ
け
よ
う
し
、
本
書
に
お
い
て
試
み
ら
れ
た
法
学
的
エ
ン
ツ
ィ
ク
ロ
ペ
デ
ィ
ーE

ncylopädie

と
い
う
方
法
に
よ
っ
て
し
か
、
真
の
学
問
た
る
法
律
学
は
叙
述
さ
れ
え
な
い
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
正
当
化
さ
れ
よ
う
。
た
と
え
形
式
的

に
体
系
的
で
あ
ろ
う
と
も
、
専
門
領
域
の
要
点
を
た
ん
に
叙
述
す
る
だ
け
の
、
し
ば
し
ば
文
献
学
的
な
だ
け
の
解
説
で
は
そ
の
よ
う
な
こ

と
は
達
せ
ら
れ
な
い
。
そ
れ
は
哲
学
的
歴
史
的
な
基
礎
の
上
に
立
っ
た
体
系
的
叙
述
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
法
は
実
際
生
け
る
も
の
で

あ
り
、
法
律
的
側
面
か
ら
見
た
人
々
の
生
活
で
あ
り
、
そ
の
体
系
的
な
叙
述
は
可
能
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
法
の
知
識
が
真
に
学
問
知
と

な
る
た
め
に
は
、
そ
の
こ
と
が
必
要
で
も
あ
る
（
24
）

。」
当
時
こ
う
し
た
エ
ン
ツ
ィ
ク
ロ
ペ
デ
ィ
ー
を
冠
す
る
著
作
が
多
く
世
に
問
わ
れ
て
い

た
（
25
）

。
ヴ
ァ
ル
ン
ケ
ー
ニ
ヒ
「
法
学
通
論
」
は
、
次
の
よ
う
な
構
成
を
持
っ
て
い
る
。
第
一
編　

法
及
び
法
学
概
説　

第
一
部　

法
及
び
法

学
概
説　

一 

総
説　

二 

法
概
念
論　

三 

法
源
論　

四 

法
規
範
論　

五 
法
律
関
係
論　

六 

法
学
方
法
論　

七 

法
の
歴
史
的
概
説
へ
の

橋
渡
し　

第
二
部　

法
及
び
法
律
学
の
歴
史
的
概
説　

一 

オ
リ
エ
ン
ト
法　

二 
古
典
古
代
諸
民
族
に
お
け
る
国
家
と
法
の
発
展　

1 

ギ

リ
シ
ア
人　

2
．
ロ
ー
マ
人
及
び
そ
の
法　

三 

キ
リ
ス
ト
教
的
ゲ
ル
マ
ン
諸
民
族
の
法
と
法
学　

四 

中
世
と
く
に
カ
ー
ル
大
帝
支
配
諸

（
七
九
四
）



宮
崎
道
三
郎
博
士
の
講
述
『
比
較
法
制
史
』
に
つ
い
て
（
吉
原
）

四
二
七

国
の
法
と
法
学　

五 

カ
ー
ル
大
帝
支
配
以
外
の
諸
国
の
法
発
展
概
観　

六 

一
六
世
紀
以
来
の
法
源
及
び
法
学
の
歴
史
﹇
一
六
世
紀
か
ら

一
八
世
紀
中
葉
に
至
る
ド
イ
ツ
法
源
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
内
の
ド
イ
ツ
以
外
へ
の
影
響
、
一
七
世
紀
か
ら
一
八
世
紀
初
頭
ま
で
の
オ
ラ
ン
ダ
法

学
と
そ
の
影
響
、
一
八
一
五
年
以
後
の
ド
イ
ツ
法
学　

一
九
世
紀
ド
イ
ツ
法
学
の
成
果　

そ
の
諸
外
国
へ
の
影
響　

一
八
世
紀
末
葉
以
来

の
ド
イ
ツ
法
源
の
優
越
的
性
格
﹈。
第
二
編 

法
学
各
部
門
の
歴
史
的
概
説　

第
一
部　

私
法　

一　

私
法
概
説　

二　

ド
イ
ツ
現
行
法
の

歴
史
的
説
明　

第
二
部　

公
法　

一 

国
法
及
び
一
般
国
法
学
原
理　

二 

ド
イ
ツ
国
法
の
歴
史
的
概
観　

三 

刑
法　

四 

訴
訟
法　

五 

教

会
法　

六 

国
際
法
（
26
）

。

以
上
の
構
成
か
ら
伺
え
る
よ
う
に
、
第
一
編
は
法
及
び
法
学
に
つ
い
て
の
概
説
と
そ
の
歴
史
的
概
観
（
そ
の
内
容
は
中
国
、
イ
ン
ド
、
イ

ス
ラ
ム
諸
国
か
ら
ギ
リ
シ
ア
、
ロ
ー
マ
を
経
て
、
中
世
・
近
世
の
ゲ
ル
マ
ン
、
ド
イ
ツ
か
ら
当
代
に
ま
で
及
ぶ
）、
第
二
編
は
、
各
論
と
し
て
、
私
法
、

公
法
の
各
部
門
別
の
概
説
と
歴
史
的
概
観
か
ら
な
っ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
、
第
一
編
第
二
部
の
歴
史
的
概
観
は
、
本
文
五
六
三
頁
の
ほ
ぼ

半
分
の
量
二
八
〇
頁
ほ
ど
を
占
め
て
お
り
、
歴
史
的
な
い
し
比
較
法
制
史
的
な
叙
述
に
大
き
な
比
重
が
置
か
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え

よ
う
。
ヴ
ァ
ル
ン
ケ
ー
ニ
ヒ
は
、
法
史
家
に
と
っ
て
二
つ
の
課
題
を
自
ら
に
課
し
て
い
た
。
一
つ
に
は
「
法
制
と
国
制
の
生
け
る
発
展
と

運
動
全
体
」
を
探
求
し
、
そ
れ
を
忠
実
に
描
き
出
す
こ
と
に
努
め
ね
ば
な
ら
な
い
。
細
部
は
そ
の
精
神
と
目
的
と
に
よ
り
正
確
で
あ
る
こ

と
は
も
と
よ
り
つ
ね
に
全
体
を
顧
慮
し
つ
つ
そ
れ
と
関
連
づ
け
て
把
握
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
、
と
さ
れ
る
（
27
）

。
い
ま
一
つ
の
課
題
と
は
、
自

国
の
法
だ
け
で
な
く
、
む
し
ろ
、「
地
球
上
の
全
民
族
の
法
及
び
法
学
の
発
展
過
程
を
描
き
、
そ
れ
ぞ
れ
の
最
も
重
要
な
立
法
の
歴
史
的

起
源
を
探
求
す
る
と
と
も
に
、
そ
れ
ら
の
相
互
の
関
係
及
び
影
響
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
（
28
）

」、
つ
ま
り
包
括
的
な
比
較
法
史
で
あ
り
、
そ

の
と
き
に
初
め
て
、
自
国
の
法
と
「
法
一
般
」
と
の
関
係
と
発
展
の
程
度
を
知
り
、
真
に
明
晰
な
法
の
知
識
を
獲
得
す
る
こ
と
と
な
る
。

穂
積
博
士
は
、
比
較
法
学
の
研
究
法
と
し
て
、「
国
別
比
較
法
」
と
「
人
種
別
比
較
法
」
の
二
派
を
分
類
す
る
が
、
ヴ
ァ
ル
ン
ケ
ー
ニ
ヒ

（
七
九
五
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
三
号
（
二
〇
一
八
年
十
二
月
）

四
二
八

は
、
モ
ー
ル
（R

obert von M
ohl, 1799-1875

）、
ミ
ッ
タ
マ
イ
ヤ
ー
（C

arl Josef A
nton M

itterm
ayer, 1787-1867 （29

）
）
と
と
も
に
「
国
別
比

較
法
」
の
代
表
的
人
物
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
（
30
）

。

宮
崎
博
士
は
当
時
の
比
較
法
学
研
究
を
一
瞥
し
つ
つ
、
さ
ら
に
穂
積
博
士
の
い
う
「
人
種
別
比
較
法
」、
換
言
す
る
と
、
ポ
ス
ト
（
31
）

（A
lbert H

erm
ann P

ost, 1839-1895

）
と
コ
ー
ラ
ー
（Josef K

ohler, 1849-1911 （32
）

）
ら
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
比
較
的
民
族
学
的
法
研
究
な

い
し
法
民
族
学
（R

echtsethonologie

）
に
あ
た
る
も
の
を
も
意
識
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

「
元
来
比
較
法
制
史
は
近
来
に
至
り
甚
だ
盛
大
に
赴
き
英
仏
独
学
者
中
に
は
各
国
の
法
律
を
比
較
し
て
法
律
は
世
の
中
に
如
何
な
る

方
法
を
以
て
進
歩
せ
し
か
を
研
究
す
る
も
の
あ
り
。
此
研
究
た
る
全
く
法
律
学
に
属
す
る
﹇
一
丁
裏
﹈
処
な
り
。
而
し
て
今
述
べ
し

如
く
、
比
較
法
制
史
は
新
起
学
問
な
る
を
以
て
未
だ
完
全
な
ら
ず
し
て
諸
学
者
の
論
著
を
見
れ
は
前
後
撞
着
す
る
処
頗
る
多
し
。
先

づ
夫
れ
等
の
比
較
法
制
史
を
研
究
す
る
に
当
り
、
尤
も
困
難
を
感
ず
る
は
学
語
に
あ
り
。
勿
論
国
異
な
る
に
従
ひ
語
を
異
に
し
て
悉

く
各
国
の
語
に
通
ず
る
能
は
ず
。
故
に
之
れ
大
い
に
苦
し
む
処
な
り
。
因
て
種
々
の
大
家
の
著
書
に
従
ひ
一
般
に
思
想
を
観
察
す
る

に
止
る
。
今
日
に
て
は
広
く
各
国
の
法
律
を
研
究
し
其
の
基
礎
に
依
り
其
法
律
を
比
較
す
る
も
の
あ
り
。
則
ち
﹇
ポ
ス
ト
﹈P

ost

氏
の
如
き
に
し
て
氏
は
独
乙
の
比
較
法
制
史
の
原
祖
と
も
称
せ
ら
ヽ
人
に
し
て
遠
く
亜
弗
利
加
の
法
律
迄
で
調
査
せ
し
コ
ト
あ
り
。

又
コ
ー
レ
ル
﹇K
ohler

﹈
│
氏
の
如
き
苦
心
し
研
究
せ
り
。
氏
に
至
り
て
は
別
々
調
べ
た
る
の
傾
あ
り
。
故
に
比
較
法
制
史
の
意

味
を
広
く
言
へ
ば
古
代
に
於
け
る
印
度
、
希
臘
、
羅
馬
等
の
法
律
沿
革
を
論
じ
、
一
方
に
は
支
那
日
本
等
に
至
る
迄
の
法
制
史
を
比

し
得
可
き
も
到
底
確
固
た
る
結
果
を
得
る
能
は
ず
。
今
や
日
本
の
法
制
史
を
陳
べ
ん
と
せ
ば
、
自
然
支
那
の
法
制
を
陳
ぶ
る
に
至
る
。

元
来
日
本
は
至
大
の
勢
に
し
て
進
歩
せ
し
も
久
し
く
支
那
の
法
制
を
採
用
せ
し
を
以
て
日
本
の
法
制
を
陳
べ
ん
と
せ
ば
支
那
の
法
制

を
陳
ふ
る
に
至
る
。
因
て
支
那
の
﹇
二
丁
表
﹈
法
律
を
述
べ
ば
又
以
て
日
本
の
法
制
の
一
般
を
覗
ふ
に
足
れ
り
。」﹇
一
│
二
丁
﹈

（
七
九
六
）



宮
崎
道
三
郎
博
士
の
講
述
『
比
較
法
制
史
』
に
つ
い
て
（
吉
原
）

四
二
九

宮
崎
博
士
に
よ
れ
ば
、
比
較
法
制
史
は
、
近
時
英
仏
独
の
学
者
た
ち
に
お
い
て
、
各
国
の
法
律
を
比
較
し
て
、
法
律
が
い
か
に
し
て
進

歩
し
て
き
た
か
が
研
究
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
う
し
た
研
究
は
た
し
か
に
法
律
学
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
が
、「
新
起
学
問
」
で
あ

り
、「
未
だ
完
全
な
ら
ず
し
て
、
諸
学
者
の
論
著
を
見
れ
ば
前
後
撞
着
す
る
処
頗
る
多
し
」
と
さ
れ
、
最
も
困
難
な
こ
と
は
「
学
語
」
の

問
題
で
あ
る
と
さ
れ
る
（
33
）

。
博
士
自
身
、
当
時
の
新
し
い
傾
向
に
必
ず
し
も
積
極
的
な
評
価
を
試
み
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。「
各
国

の
法
律
を
比
較
し
て
法
律
は
世
の
中
に
如
何
な
る
方
法
を
以
て
進
歩
せ
し
か
を
研
究
す
る
」
と
い
う
言
葉
か
ら
は
、
例
え
ば
メ
イ
ン
『
古

代
法
（
34
）

』
の
研
究
な
ど
を
想
起
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
よ
う
。
博
士
が
、
メ
イ
ン
の
比
較
法
学
研
究
を
ど
の
よ
う
に
評
価
し
て
い
た
か
、
も
ち

ろ
ん
こ
の
一
文
か
ら
た
だ
ち
に
判
断
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
穂
積
陳
重
博
士
の
比
較
法
学
へ
の
関
心
と
の
差
違
が
感
じ
ら
れ
る
部
分

で
あ
る
（
35
）

。

「
今
日
に
て
は
広
く
各
国
の
法
律
を
研
究
し
其
の
基
礎
に
依
り
其
法
律
を
比
較
す
る
も
の
あ
り
。」
と
し
て
、
ポ
ス
ト
及
び
コ
ー
ラ
ー
の

名
前
を
挙
げ
て
い
る
。
ポ
ス
ト
に
つ
い
て
は
「
氏
は
独
乙
の
比
較
法
制
史
の
原
祖
と
も
称
せ
ら
ヽ
人
に
し
て
遠
く
亜
弗
利
加
の
法
律
迄
で

調
査
せ
し
コ
ト
あ
り
」
と
述
べ
る
に
と
ど
ま
り
、
そ
の
業
績
自
体
に
は
具
体
的
な
言
及
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。
ポ
ス
ト
は
、
当
時
大
学
に

席
を
置
か
ず
、
ブ
レ
ー
メ
ン
の
地
方
裁
判
所
判
事
と
し
て
過
ご
し
た
が
、
古
代
社
会
・
未
開
社
会
に
強
い
関
心
を
示
し
て
い
る
（
36
）

。
コ
ー

ラ
ー
は
、
一
八
八
一
年
の
書
評
に
お
い
て
、
そ
れ
ま
で
あ
ま
り
顧
み
ら
れ
な
か
っ
た
ポ
ス
ト
の
業
績
を
高
く
評
価
し
、
ロ
ー
マ
法
史
や
ド

イ
ツ
法
史
に
限
局
さ
れ
た
法
史
を
打
開
す
る
道
と
し
て
、
こ
の
学
問
的
方
向
を
支
持
し
、
か
れ
の
こ
と
を
、
民
族
心
理
学
の
資
料
を
「
法

史
と
法
哲
学
の
研
究
に
服
せ
し
め
た
」
最
初
の
人
々
の
一
人
、「
法
史
学
の
パ
イ
オ
ニ
ア
」
と
呼
ん
で
い
る
（
37
）

。
宮
崎
博
士
は
講
義
に
お
い

て
ポ
ス
ト
と
コ
ー
ラ
ー
に
関
し
て
詳
細
に
は
言
及
し
て
い
な
い
。
比
較
法
制
史
が
講
じ
ら
れ
て
い
た
当
時
、
わ
が
国
に
お
け
る
ポ
ス
ト
や

コ
ー
ラ
ー
に
対
す
る
関
心
は
、
主
に
穂
積
博
士
に
よ
る
積
極
的
な
紹
介
に
よ
り
、
一
定
の
世
代
に
は
あ
る
種
の
共
通
理
解
が
実
現
さ
れ
て

（
七
九
七
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
三
号
（
二
〇
一
八
年
十
二
月
）

四
三
〇

い
た
と
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
、
穂
積
博
士
は
、
一
八
九
三
（
明
治
二
六
）
年
に
飯
野
謹
一
が
ポ
ス
ト
の
書
『
国
家
法
制
起
原
』
を
訳
出
し

た
と
き
に
、
訳
者
の
求
め
に
応
じ
て
次
の
よ
う
な
序
を
寄
せ
て
い
る
の
が
注
目
さ
れ
る
（
38
）

。

「
法
律
学
は
現
時
既
に
一
大
革
命
の
時
期
に
達
し
た
り
。
而
し
て
上
に
挙
げ
た
る
歴
史
派
、
比
較
派
諸
学
士
の
学
説
は
皆
な
法
学
革

命
の
旗
皷
な
ら
ざ
る
は
な
く
、
自
然
法
説
の
遺
骸
の
為
め
に
棺
槨
を
歛
め
、
墳
墓
を
築
か
ん
と
す
る
も
の
に
非
ざ
る
は
な
し
。
就
中

「
ブ
レ
メ
ン
」
の
判
事
ヘ
ル
マ
ン
・
ポ
ス
ト
氏
の
如
き
は
、
新
法
学
の
為
め
に
烽
燧
を
掲
げ
、
自
然
法
説
埋
葬
の
導
師
と
し
て
引
導

の
偈
を
唱
ふ
る
者
と
謂
ふ
べ
し
。
蓋
し
氏
は
近
世
の
比
較
派
法
律
学
者
中
に
牛
耳
を
執
り
、
主
と
し
て
人
種
別
比
較
法
に
拠
り
法
理

を
論
述
す
る
も
の
な
り
と
雖
も
、
亦
汎
く
実
験
的
研
究
法
に
據
る
所
鮮
し
と
せ
ず
。
氏
著
述
す
る
所
頗
る
多
し
。
就
中
「
人
種
的
法

学
」「
法
律
自
然
学
」「
法
の
自
然
律
」「
原
始
民
種
論
」「
法
律
原
始
論
」「
一
般
法
学
の
基
礎
」「
法
律
の
基
礎
」「
一
般
法
学
の
職

務
」「
阿
弗
利
加
法
論
」「
親
族
法
進
化
論
」
等
最
も
世
に
行
は
れ
、「
国
家
法
制
起
源
論
」
亦
其
一
に
居
る
。
頃
日
飯
野
法
学
士
本

邦
の
法
学
界
に
自
然
法
の
旧
説
猶
ほ
其
残
喘
を
存
し
、
空
理
空
論
往
々
神
聖
な
る
学
理
の
名
を
瀆
す
を
慨
し
、
ポ
ス
ト
氏
の
著
書
中
、

特
に
「
国
家
法
制
起
源
論
」
を
擇
び
て
之
を
訳
述
し
辛
思
苦
慮
、
今
や
全
く
其
稿
を
脱
せ
り
。
蓋
し
学
士
は
之
を
以
て
後
進
者
実
験

的
法
理
学
研
究
の
津
梁
と
し
、
本
邦
に
於
け
る
法
学
革
命
の
旌
旗
を
樹
て
ヽ
、
自
ら
新
法
学
の
先
導
者
た
ら
ん
コ
ト
を
期
す
る
も
の

な
り
。
余
や
学
士
と
志
を
同
ふ
す
る
者
、
深
く
学
士
の
此
挙
あ
る
を
喜
び
、
茲
に
其
囑
に
応
じ
て
ポ
ス
ト
氏
の
新
法
学
に
於
け
る
位

置
を
略
叙
し
、
学
士
の
為
に
斯
書
を
法
学
世
界
に
紹
介
す
。」

こ
の
穂
積
博
士
の
「
序
」
に
お
け
る
ポ
ス
ト
の
位
置
づ
け
は
、
そ
の
「
法
理
学
講
義
」
の
中
に
も
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
（
39
）

。
穂
積
博

士
が
ベ
ル
リ
ン
で
過
ご
し
た
の
は
、
一
八
八
〇
（
明
治
一
三
）
夏
学
期
と
翌
年
か
け
て
の
冬
学
期
で
あ
っ
た
（
40
）

。
当
時
ポ
ス
ト
は
ブ
レ
ー
メ

ン
の
裁
判
官
で
あ
り
、
コ
ー
ラ
ー
も
ヴ
ュ
ル
ツ
ブ
ル
ク
大
学
に
あ
り
、
ベ
ル
リ
ン
大
学
に
移
籍
す
る
の
が
一
八
八
八
（
明
治
二
一
）
年
の

（
七
九
八
）
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こ
と
で
あ
る
の
で
、
留
学
中
直
接
的
な
関
係
は
確
認
さ
れ
て
い
な
い
。
先
の
「
国
家
法
制
起
原
序
」
に
は
、「
現
今
に
至
り
て
は
コ
ー
レ

ル
、
ベ
ル
ン
ヘ
フ
ト
、
コ
ー
ン
等
の
諸
氏
は
主
と
し
て
人
種
的
比
較
法
を
採
れ
り
。
蓋
し
輓
近
比
較
法
学
の
発
達
に
よ
り
自
然
法
説
は
大

に
其
の
勢
力
を
減
殺
す
る
に
至
れ
り
。」
と
語
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
コ
ー
ラ
ー
と
、
ベ
ル
ン
ヘ
フ
ト
（F

ranz B
ernhöft, 1852-

1933

）、
コ
ー
ン
（G

eorg C
ohn, 1845-1918

）
と
が
「
人
種
的
比
較
法
」
の
提
唱
者
と
し
て
並
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
三
者
を
結
び
つ
け

る
の
が
、『
比
較
法
学
雑
誌
』（Z

eitschrift für vergleichende R
echtsw

issenschaft

）
で
あ
る
。
こ
の
雑
誌
は
、
一
八
七
八
年
に
、
当
時

ロ
ス
ト
ッ
ク
大
学
の
員
外
教
授
Ｆ
・
ベ
ル
ン
ヘ
フ
ト
と
、
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
大
学
の
員
外
教
授
Ｇ
・
コ
ー
ン
に
よ
っ
て
創
刊
さ
れ
た
。
し

か
し
三
者
の
関
係
は
必
ず
し
も
完
全
に
一
致
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
ベ
ル
ン
ヘ
フ
ト
は
、
雑
誌
の
創
刊
に
あ
た
っ
て
、
比
較
法

学
の
究
極
的
任
務
を
「
法
の
発
展
の
一
般
法
則
を
発
見
し
て
個
別
諸
国
民
の
歴
史
に
適
用
す
る
こ
と
（
41
）

」
と
規
定
し
て
い
る
。
そ
の
意
味
で

は
た
し
か
に
ポ
ス
ト
の
民
族
的
法
学
に
近
い
線
を
出
し
な
が
ら
（
42
）

、
し
か
し
そ
の
一
方
で
、「
未
開
民
族
」
の
習
俗
を
法
の
範
疇
と
は
一
線

を
画
す
る
こ
と
に
よ
り
、
当
時
の
正
統
的
な
法
教
義
学
・
法
史
学
の
路
線
を
踏
み
外
さ
な
い
よ
う
に
周
到
な
配
慮
を
し
て
い
た
、
と
さ
れ

る
（
43
）

。
こ
う
し
た
傾
向
は
、
コ
ー
ラ
ー
が
編
集
陣
に
加
わ
っ
た
一
八
八
二
年
以
後
大
き
く
変
化
し
て
い
く
。
前
年
の
コ
ー
ラ
ー
に
よ
る
ポ
ス

ト
の
書
評
な
ど
に
も
そ
う
し
た
傾
向
を
伺
う
こ
と
が
で
き
る
（
44
）

。
穂
積
博
士
の
ベ
ル
リ
ン
時
代
は
ち
ょ
う
ど
『
比
較
法
学
雑
誌
』
の
変
質
が

起
こ
り
つ
つ
あ
っ
た
時
期
に
あ
た
り
、
そ
う
し
た
動
向
を
つ
ぶ
さ
に
観
察
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

宮
崎
博
士
の
ド
イ
ツ
留
学
は
、
穂
積
博
士
が
帰
国
し
た
三
年
後
、
一
八
八
四
（
明
治
一
七
）
年
か
ら
一
八
八
八
（
明
治
二
一
）
年
の
四
年

間
で
あ
る
。
中
田
薫
博
士
は
こ
う
記
し
て
い
る
。「
十
七
年
八
月
沿
革
法
理
學
及
民
法
總
論
修
業
の
爲
め
、
獨
乙
國
へ
留
學
の
命
を
受
け
、

ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ヒ
、
ラ
イ
プ
チ
ッ
ヒ
、
ゲ
ッ
チ
ン
ゲ
ン
の
三
大
学
に
於
て
、
カ
ル
ロ
ワ
、
ベ
ッ
ケ
ル
、
シ
ュ
レ
ー
デ
ル
、
ゾ
ー
ム
、
ワ
ッ

ハ
、
ビ
ン
ヂ
ン
グ
、
ウ
ヰ
ン
ド
シ
ャ
イ
ド
、
フ
リ
ー
ド
ベ
ル
ヒ
及
び
イ
エ
リ
ン
グ
等
、
當
時
著
名
の
諸
教
授
に
就
て
、
羅
馬
法
日
耳
曼
法

（
七
九
九
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
三
号
（
二
〇
一
八
年
十
二
月
）

四
三
二

人
法
刑
法
及
法
理
学
等
を
聴
講
す
る
こ
と
四
年
（
45
）

。」
と
あ
る
よ
う
に
、
宮
崎
博
士
が
過
ご
し
た
の
は
、
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
、
ラ
イ
プ
ツ
ィ

ヒ
、
ゲ
ッ
チ
ン
ゲ
ン
で
あ
り
、
右
の
小
伝
に
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
む
し
ろ
当
時
の
ド
イ
ツ
の
錚
々
た
る
学
者
た
ち
の
近
く
に
あ
っ
た
。

実
際
、『
比
較
法
制
史
』
も
具
体
的
に
は
、
こ
れ
ら
の
学
者
た
ち
の
成
果
に
多
く
依
拠
し
た
も
の
と
な
っ
て
お
り
、
ポ
ス
ト
や
コ
ー
ラ
ー

ら
の
比
較
法
学
を
意
識
し
な
が
ら
も
、
穂
積
博
士
の
よ
う
な
か
た
ち
で
は
議
論
を
展
開
さ
れ
て
い
な
い
。
ド
イ
ツ
で
勃
興
し
つ
つ
あ
っ
た

比
較
法
学
な
り
民
族
学
的
法
学
は
、
た
し
か
に
古
代
社
会
や
未
開
社
会
に
視
座
を
据
え
る
こ
と
で
、
伝
統
的
な
教
義
学
を
揺
る
が
す
契
機

を
は
ら
む
も
の
で
あ
っ
た
が
、
い
ま
だ
一
つ
の
学
問
と
し
て
そ
れ
に
代
わ
る
も
の
に
な
り
え
て
い
な
い
と
い
う
の
が
、『
比
較
法
制
史
』

に
お
け
る
宮
崎
博
士
の
評
価
で
あ
っ
た
。

二　

比
較
法
制
史
の
編
纂

次
に
、
講
義
の
具
体
的
な
対
象
が
示
さ
れ
る
。
比
較
法
制
史
の
対
象
は
、
西
洋
に
お
け
る
法
律
の
位
置
に
あ
っ
て
歴
史
上
大
き
な
影
響

を
及
ぼ
し
た
「
羅
馬
及
び
日
耳
曼
の
法
制
」
に
限
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
歴
史
は
い
か
に
叙
述
さ
れ
る
べ
き
か
、
そ
の
方

法
論
に
つ
い
て
論
及
さ
れ
る
。

ロ
ー
マ
法
が
欧
州
諸
国
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
き
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
今
日
で
も
な
お
欧
州
各
国
に
影
響
を
及
ぼ
し

て
い
る
。
と
り
わ
け
日
本
と
親
密
な
諸
国
も
日
本
も
ロ
ー
マ
法
の
影
響
を
大
き
く
受
け
て
い
る
。
英
国
に
つ
い
て
論
者
に
よ
り
ロ
ー
マ
法

の
影
響
の
有
無
に
つ
い
て
評
価
が
分
か
れ
る
が
、「
近
世
に
至
り
て
は
英
吉
利
法
を
学
理
的
に
論
ず
る
諸
学
者
其
分
類
上
羅
馬
法
の
影
響

を
受
く
る
コ
ト
大
に
し
て
、
今
日
は
英
国
中
に
も
羅
馬
法
を
研
究
す
る
も
の
も
甚
だ
多
し
。」
と
さ
れ
る
が
、
そ
こ
に
は
、
一
九
世
紀
の

（
八
〇
〇
）
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四
三
三

イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
の
分
析
法
学
、
メ
イ
ン
の
歴
史
法
学
を
通
じ
て
の
ロ
ー
マ
法
へ
の
関
心
が
意
識
さ
れ
て
い
る
。
日
本

も
近
時
欧
州
の
法
制
に
基
づ
い
て
法
律
を
制
定
し
た
の
で
、「
間
接
に
羅
馬
法
日
本
に
影
響
す
る
処
あ
る
可
し
」﹇
二
丁
﹈
と
し
て
、
ロ
ー

マ
法
を
講
ず
る
意
味
の
一
端
を
示
し
て
い
る
。
他
方
日
耳
曼
法
制
も
欧
州
諸
国
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
の
で
あ
る
が
、
当
時
の
ド
イ
ツ

法
制
史
の
基
本
的
教
科
書
の
一
つ
で
あ
っ
た
ヴ
ァ
ル
タ
ー
（F

erdinand W
alter, 1794-1879

）『
ド
イ
ツ
法
制
史
』（D

eutsche 

R
echtsgeschichte （46

）
）
の
一
文
を
引
い
て
こ
の
事
情
が
説
明
さ
れ
て
い
る
。

「
比
較
法
制
史
を
述
ぶ
る
に
は
二
種
あ
り
。
則
ち
羅
馬
及
び
日
耳
曼
法
な
り
。
而
し
て
羅
馬
法
の
伝
播
す
る
や
、
其
の
体
裁
既
に
具
り

記
録
亦
全
き
を
以
て
、
羅
馬
法
は
能
く
相
調
和
す
る
に
至
れ
り
。
之
に
反
し
て
日
耳
曼
法
は
幾
多
の
流
派
に
分
れ
新
鮮
の
発
達
を
以
て
無

数
の
体
裁
と
組
織
を
生
じ
、
人
を
し
て
そ
の
帰
す
る
処
を
知
る
能
は
ざ
ら
し
む
、
と
。」﹇
二
丁
﹈

こ
の
文
章
は
、
決
し
て
直
訳
で
は
な
く
、
も
と
よ
り
講
義
録
で
あ
る
と
は
い
え
、
原
意
を
十
分
に
汲
み
な
が
ら
も
、
わ
か
り
や
す
い
日

本
語
に
移
し
か
え
ら
れ
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。

「
比
較
法
制
史
」
に
お
い
て
、
と
く
に
「
羅
馬
法
制
史
」
と
「
独
逸
法
制
史
」
の
二
つ
の
部
門
の
み
を
語
る
ゆ
え
ん
が
記
さ
れ
る
が
、

日
本
大
学
所
蔵
本
と
摂
南
大
学
所
蔵
本
と
で
は
、
こ
の
前
後
に
お
い
て
記
述
に
差
異
が
あ
り
、
後
者
で
は
記
述
が
か
な
り
簡
略
化
さ
れ
て

い
る
。
前
者
で
は
、
ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ
・
ブ
ル
ン
ナ
ー
（H

einrich B
runner, 1840-1915

）
の
『
ド
イ
ツ
法
制
史
』（D

eutsche R
echtsgeschichte

）

か
ら
い
わ
ゆ
る
「
姉
妹
法
」（die S

chw
esterrechte

）
と
「
女
子
法
」（die T

ochterrchte

）
を
論
じ
つ
つ
（
47
）

、
講
義
の
対
象
が
ド
イ
ツ
法
制

史
の
起
源
と
し
て
の
ゲ
ル
マ
ン
法
制
史
に
限
定
さ
れ
る
理
由
づ
け
が
な
さ
れ
て
い
る
。

次
に
、「
第
二
章　

法
制
史
編
纂
の
来
歴
」
と
し
て
、
欧
州
に
お
け
る
法
制
史
編
纂
の
経
緯
が
語
ら
れ
る
。
そ
こ
で
は
、
法
制
史
編
纂

の
形
式
と
し
て
、「
外
史
」（die äussere R

echtsgeschichte

）
と
「
内
史
」（die innrere R

echtsgeschichte

）
の
区
別
が
注
目
さ
れ
る
。

（
八
〇
一
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
三
号
（
二
〇
一
八
年
十
二
月
）

四
三
四

欧
州
に
お
け
る
法
制
史
に
関
す
る
書
が
登
場
す
る
の
は
一
六
世
紀
の
こ
と
で
あ
る
。
一
二
世
紀
の
ロ
ー
マ
法
の
復
興
後
、
こ
の
時
期
に

な
っ
て
歴
史
へ
の
関
心
が
高
ま
っ
て
き
た
所
以
が
語
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
ロ
ー
マ
法
の
本
格
的
な
歴
史
研
究
は
、
い
わ
ゆ
る
人
文
主
義
法

学
の
時
代
に
始
ま
る
。『
学
説
彙
纂
』
は
「
十
二
世
紀
よ
り
欧
州
人
の
羅
馬
法
を
学
ぶ
に
最
も
大
切
な
る
も
の
」﹇
五
丁
﹈
で
あ
り
、「
当

時
の
現
行
法
の
み
な
ら
ず
法
律
の
沿
革
」
が
記
さ
れ
て
い
る
。『
学
説
彙
纂
』
巻
頭
の
「
法
及
び
総
て
の
政
務
官
並
び
に
著
名
な
法
学
者

の
歴
史
に
つ
い
てD

e origine juris et om
nium

 m
agistratuum

 et successione prudentium

」
と
い
う
一
章
（tit. D

.1,2

）（「de 

origine juris

と
は
法
律
のO

rigin

な
り
。
英
のS

ource of law
 

な
り
。」
と
さ
れ
る
）
が
あ
る
。
こ
の
章
は
、「
法
令
官
吏
及
び
法
学
者
の
歴
史

を
述
べ
」
た
も
の
で
あ
り
、「
第
十
六
世
紀
後
之
を
基
と
し
て
法
令
の
外
史
を
生
ず
る
に
至
」
り
、
こ
こ
に
本
格
的
な
法
制
史
編
纂
の
歴

史
が
始
ま
る
と
さ
れ
る
。
も
と
よ
り
一
六
世
紀
以
前
に
も
ロ
ー
マ
の
法
制
を
研
究
す
る
に
は
「
法
の
起
源
に
つ
い
て
」
の
章
を
読
ま
れ
て

い
た
が
、「
此
后
は
他
章
を
作
り
又
新
に
附
け
加
へ
な
ど
し
て
之
を
学
」
ば
れ
た
結
果
、『
学
説
彙
纂
』
を
基
と
し
て
編
纂
さ
れ
た
法
制
史

が
登
場
し
た
﹇
五
│
六
丁
﹈。
こ
う
し
た
形
式
の
法
制
史
叙
述
の
あ
り
方
が
「
外
史
」（die äussere G

eschichte, die äussere 

R
echtsgeschichte

）
と
呼
ば
れ
る
も
の
の
始
ま
り
で
あ
る
（
48
）

。

こ
れ
に
対
し
て
、
ユ
ス
テ
ィ
ニ
ア
ヌ
ス
法
典
中
に
は
、『
学
説
彙
纂
』
と
は
別
に
『
法
学
提
要
』（Institutiones

）
が
あ
る
。
こ
れ
は

「
法
典
の
効
力
を
有
せ
し
む
る
も
其
主
た
る
処
は
教
課
書
と
し
て
用
ふ
る
に
あ
り
。
故
に
初
心
者
に
解
し
易
く
す
る
為
め
簡
単
に
書
け
り
。

…
…
。
結
局
法
律
階
梯
を
教
ゆ
る
書
」
で
あ
り
、
ロ
ー
マ
法
の
種
々
の
規
定
を
論
じ
る
と
同
時
に
、
そ
の
規
定
の
歴
史
に
つ
い
て
も
書
き

加
え
ら
れ
て
い
る
。「
故
に
欧
洲
に
羅
馬
法
を
研
究
す
る
に
当
り
箇
々
の
規
定
を
見
る
に
は
﹇
法
学
提
要
﹈Instituiones

を
見
る
に
若
く

な
し
。
之
よ
り
﹇
法
学
提
要
﹈Institutiones

を
手
本
と
し
法
制
の
内
史
を
編
纂
す
る
コ
ト
起
れ
り
。」
と
さ
れ
、『
法
学
提
要
』
の
研
究

か
ら
、「
内
史
」（die innere G

eschichte, die innere R
echtsgeschichte

）
と
い
う
法
制
史
編
纂
の
も
う
一
つ
の
ス
タ
イ
ル
が
始
ま
っ
た
。

（
八
〇
二
）



宮
崎
道
三
郎
博
士
の
講
述
『
比
較
法
制
史
』
に
つ
い
て
（
吉
原
）

四
三
五

そ
こ
で
、「
外
史
」
と
「
内
史
」
は
そ
れ
ぞ
れ
何
が
語
ら
れ
る
か
が
問
わ
れ
る
。
も
と
よ
り
論
者
に
よ
り
「
外
史
」
と
「
内
史
」
の
範

囲
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
が
、
お
お
よ
そ
次
の
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。「
先
づ
法
制
の
外
史
に
は
法
律
の
成
立
す
る
体
裁
及
び
名
称

等
の
沿
革
を
論
ず
る
な
り
。
凡
て
法
律
は
時
代
に
よ
り
現
は
る
ヽ
形
異
な
れ
り
。
例
へ
ば
或
る
時
代
に
は
法
制
は
不
文
法
と
な
り
或
る
時

は
成
文
法
と
な
る
。
加
之
成
文
法
中
に
て
も
時
代
に
よ
り
種
々
法
典
生
ず
。
此
く
名
称
等
を
論
ず
る
な
り
。
此
く
法
制
の
外
史
に
て
は
細

論
に
入
ら
ず
。
内
史
に
て
は
法
令
等
の
内
容
を
論
ず
る
な
り
。」﹇
五
丁
﹈、
と
。「
外
史
」
は
「
法
律
の
成
立
す
る
体
裁
及
び
名
称
等
の
沿

革
」
を
論
じ
る
も
の
で
、「
細
論
に
は
入
ら
」
な
い
も
の
と
さ
れ
る
の
に
対
し
て
、「
内
史
」
は
、「
法
令
の
内
容
を
論
」
じ
る
と
こ
ろ
に
、

両
者
の
差
異
が
あ
る
。「
外
史
」「
内
史
」
と
い
う
叙
述
ス
タ
イ
ル
の
区
別
は
近
代
に
な
っ
て
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、

こ
れ
に
つ
い
て
は
諸
説
が
あ
り
、
と
く
に
「
外
史
」
を
め
ぐ
っ
て
は
、「
或
は
外
史
中
に
法
令
制
定
の
機
関
の
コ
ト
及
ひ
法
学
者
の
沿
革

を
論
ず
る
あ
り
」
と
さ
れ
る
な
ど
、
論
者
に
よ
っ
て
力
点
の
置
か
れ
方
が
異
な
っ
て
い
る
。
そ
う
し
た
状
況
に
あ
っ
て
、
宮
崎
博
士
は
、

プ
フ
タ
（G

eorg F
riedrich P

uchta, 1798-1846
）
と
ブ
ル
ン
ナ
ー
の
論
に
言
及
し
つ
つ
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
の
態
度
を
定
め
て
お
ら
れ

る
。プ

フ
タ
に
つ
い
て
、「
独
乙
に
於
て
﹇
プ
フ
タ
﹈P

uchta
氏
は
歴
史
法
学
派
中
屈
指
の
人
に
し
て
法
学
通
論
を
著
し
、
其
中
に
外
内
な

る
名
称
適
せ
す
と
講
す
。
以
后
人
々
は
其
名
称
の
付
て
疑
を
抱
く
に
至
れ
り
。」﹇
七
丁
﹈、
と
記
し
、
プ
フ
タ
の
『
ロ
ー
マ
民
族
に
お
け

る
法
の
歴
史
（
49
）

』
に
よ
り
つ
つ
、「
外
史
」「
内
史
」
と
い
う
名
称
に
疑
問
が
呈
さ
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
、
ブ
ル
ン
ナ
ー
に
よ
る
「
外
史
」

「
内
史
」
の
区
分
に
も
言
及
さ
れ
て
い
る
。「
然
る
に
近
来
﹇
ブ
ル
ン
ナ
ー
﹈B

runner

は
独
乙
の
法
制
を
著
し
外
内
史
に
付
て
論
ず
。
其

説
に
は
共
に
法
律
を
論
ず
る
な
れ
ば
内
外
の
別
な
し
。
故
に
其
名
称
当
ら
す
。
夫
よ
り
もA

llgem
eine R

echtsgeschichte &
 

B
esondere R

echtsgeshichte

な
る
名
称
を
用
ふ
可
な
り
と
。
／A

llgem
eine R

echtsgeschichte

に
論
ず
る
処
は
殆
ん
ど
外
史
と
同

（
八
〇
三
）
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一
に
し
て
法
律
の
全
体
を
論
ず
る
な
り
。
則
ち
通
論
に
し
て
、B

esondere R
echtsgeschichte

は
各
論
に
し
て
民
法
刑
法
等
を
論
ず
る

な
り
。」﹇
七
丁
﹈
ブ
ル
ン
ナ
ー
に
よ
れ
ば
、
法
律
の
論
じ
る
に
当
た
っ
て
は
、「
外
史
」「
内
史
」
を
区
別
す
る
必
要
は
な
い
と
し
て
、
む

し
ろA

llgem
eine R

echtsgeschichte

、
つ
ま
り
「
法
制
史
通
論
」
とB
esondere R

echtsgeschichte

つ
ま
り
「
法
制
史
各
論
」
の
名

称
を
用
い
る
の
が
適
切
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
（
50
）

。「
各
論
」
は
、
民
法
、
刑
法
な
ど
の
区
別
に
よ
る
法
制
史
で
あ
る
。
こ
う
し
た
ブ
ル
ン

ナ
ー
に
よ
る
法
制
史
の
形
式
区
分
が
「
内
外
と
云
ふ
よ
り
能
く
当
れ
り
。」
と
評
さ
れ
、
こ
の
よ
う
に
現
今
の
法
制
史
の
趨
勢
を
ま
と
め

ら
れ
て
い
る
。

次
い
で
、「
第
三
章　

法
制
史
編
纂
の
方
法
」
と
し
て
、
歴
史
叙
述
に
関
し
て
、
別
の
観
点
か
ら
の
考
察
を
付
け
加
え
ら
れ
て
い
る
。

「
一
般
の
歴
史
に
て
も
法
制
史
の
歴
史
に
て
も
規
則
の
み
に
よ
る
可
か
ら
ず
。
而
し
て
法
制
史
に
の
み
に
限
ら
ず
。
一
般
の
歴
史
編
纂

に
付
て
論
ぜ
し
も
の
あ
り
。
例
はD

reusen
氏
等
の
如
し
。
別
に
新
説
に
な
ら
ざ
る
な
り
。
法
制
史
に
て
も
同
じ
く
歴
史
編
纂
の
方
法

は
理
屈
に
従
ふ
コ
ト
能
は
ず
。」﹇
七
丁
﹈

宮
崎
博
士
は
、「
法
制
史
編
纂
の
方
法
」
の
冒
頭
で
、
ド
ロ
イ
ゼ
ン
に
対
す
る
短
い
批
判
的
言
質
を
記
し
て
い
る
。
ヨ
ハ
ン
・
グ
ス
タ

フ
・
ド
ロ
イ
ゼ
ン
（Johann G
ustav B

ernhard D
roysen, 1808‒1884 （51

）
）
は
、『
ア
レ
ク
サ
ン
ダ
ー
大
王
史
』『
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
史
』
な
ど
で
知

ら
れ
る
歴
史
家
で
あ
る
が
、
講
学
上
「
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
」
の
概
念
は
ド
ロ
イ
ゼ
ン
に
よ
り
定
着
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ド
ロ
イ
ゼ
ン
は
、
か

つ
て
ベ
ル
リ
ン
で
ヘ
ー
ゲ
ル
の
薫
陶
を
受
け
た
こ
と
も
あ
り
、「
一
国
民
の
中
に
個
人
個
人
を
超
え
た
指
導
理
念
が
貫
徹
す
る
」
と
い
う

理
念
は
ヘ
ー
ゲ
ル
的
で
あ
り
、
大
学
で
の
一
連
の
歴
史
学
方
法
論
講
義
も
ヘ
ー
ゲ
ル
の
影
響
が
顕
著
で
あ
る
と
さ
れ
る
（
52
）

。
宮
崎
博
士
は

「
一
般
の
歴
史
に
て
も
法
制
史
の
歴
史
に
て
も
規
則
の
み
に
よ
る
可
か
ら
ず
」
と
さ
れ
る
が
、
こ
こ
で
い
う
「
規
則
」
は
、
歴
史
の
法
則

の
意
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
当
時
の
ド
イ
ツ
に
お
け
る
歴
史
学
方
法
論
を
め
ぐ
る
動
向
に
も
目
配
り
し
な
が
ら
も
、
博
士

（
八
〇
四
）



宮
崎
道
三
郎
博
士
の
講
述
『
比
較
法
制
史
』
に
つ
い
て
（
吉
原
）

四
三
七

自
身
の
法
制
史
研
究
の
ス
タ
イ
ル
に
は
積
極
的
な
評
価
を
見
出
し
て
い
な
い
。
む
し
ろ
宮
崎
博
士
は
、「
法
制
の
編
纂
に
二
方
法
」、
1　

die synchronistische M
ethode　

2　

die chronologische M
ethode

の
区
別
を
注
目
さ
れ
て
お
ら
れ
る
。『
比
較
法
制
史
』
に
お
け

る
こ
の
二
つ
の
方
法
の
説
明
は
、
主
に
ダ
ン
ツ
（H

einrich A
em
ilius A

ugust D
anz, 1806-1881

）
の
『
ロ
ー
マ
法
制
史
』（R

öm
ische 

R
echtsgeschichte

）
に
依
拠
し
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
（
53
）

。

「
以
上
二
方
法
の
区
別
はS

ynchronistische M
ethode

に
て
は
時
代
分
け
を
な
し
其
時
代
々
々
中
に
法
制
の
沿
革
を
述
ふ
。

C
hronologische M

ethode
は
事
柄
を
分
ち
其
分
類
中
に
法
制
の
沿
革
を
説
く
方
法
な
り
。
従
来
あ
る
法
制
史
を
見
る
に
人
に
よ
り
種
々

異
な
り
。S

ynchronistische M
﹇ethode

﹈
を
用
ふ
る
あ
り
。
或
人
はC

hronologische M
ethode

を
用
ふ
る
あ
り
。
然
る
に
学
者
中

に
二
方
法
の
利
害
に
付
て
論
す
る
処
各
異
な
り
。
今
日
に
て
は
何
れ
か
善
き
か
を
判
し
兼
ぬ
。
併
し
二
方
法
共
に
長
処
あ
る
代
り
に
短
処

あ
り
。
吾
輩
之
等
に
付
て
考
ふ
る
に
此
両
方
法
共
短
処
な
き
も
の
に
非
ら
ざ
る
感
あ
り
。」﹇
七
│
八
丁
﹈

こ
の
二
つ
の
方
法
に
は
長
短
が
あ
り
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
主
と
し
て
、
ヴ
ァ
ル
タ
ー
の
「
法
通
」
即
ちE

ncyclopädie

に
よ
り
つ
つ
、

種
々
の
利
害
を
検
討
し
て
い
る
（
54
）

。「
故
にW

alter
氏
も
法
通
に
於
て
二
方
法
の
利
害
を
論
ず
。
其
の
説
に
付
て
は
大
に
思
ひ
当
る
コ
ト

あ
り
。」
ヴ
ァ
ル
タ
ー
は
、S
ynchronistische M

ethode
よ
り
も
、C

hronologische M
ethode

が
歴
史
編
纂
に
ふ
さ
わ
し
い
と
見
て

い
る
よ
う
で
あ
り
、
宮
崎
博
士
は
こ
の
見
解
に
肯
定
的
で
あ
る
。
同
じ
く
、
カ
ル
ロ
ヴ
ァ
の
『
ロ
ー
マ
法
制
史
（
55
）

』
を
引
き
つ
つ
、「
則
ち

二
規
定
間
に
は
急
に
甲
乙
を
付
す
能
ず
。
蓋
しS

ynchronistische M
ethode

は
法
律
全
体
の
沿
革
則
ち
或
時
代
に
於
て
の
百
般
の
法

律
中
に
存
在
す
る
大
勢
を
画
く
に
は
便
な
れ
。
一
部
の
法
律
が
沿
革
し
来
た
れ
る
様
を
画
く
に
便
な
ら
ず
。
若
しC

hronologische 

M
ethode

に
拘
泥
す
れ
ば
法
律
全
体
の
沿
革
を
写
す
コ
ト
能
は
ざ
る
可
し
」
と
し
て
、
カ
ル
ロ
ヴ
ァ
も
「
体
裁
に
拘
泥
せ
す
。
之
を
折
中

し
て
用
へ
り
」
と
し
、
ヴ
ァ
ル
タ
ー
の
『
ロ
ー
マ
法
制
史
』R

öm
ische R

echtsgeschichte

も
「
一
部
にS

ychronistische M
ethode

（
八
〇
五
）
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を
用
ひ
一
部
に
はC

hronologische M
ethode

を
用
ふ
。
例
は
公
法
に
関
す
る
部
に
は
主
と
し
てS

ynchronistische M
ethode

を
用

ひ
私
法
に
関
す
る
部
に
はC

hronologische M
ethode

を
用
ふ
。」
と
し
て
、
状
況
に
よ
る
使
い
分
け
を
示
唆
し
て
い
る
。
い
ず
れ
に
し

て
も
「
兎
に
角S

ynchronistische M
ethode

に
拘
泥
す
る
コ
ト
不
可
な
り
。」
と
し
て
、
法
制
史
の
叙
述
に
い
ず
れ
か
に
偏
し
な
い
こ

と
が
肝
要
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

最
後
に
、
イ
ェ
ー
リ
ン
グ
『
ロ
ー
マ
法
の
精
神
（
56
）

』
に
つ
い
て
言
及
す
る
こ
と
で
法
制
史
の
叙
述
方
法
に
つ
い
て
の
言
及
を
締
め
く
く
ら

れ
る
。「

其
他
の
歴
史
の
書
方
に
付
て
は
法
律
家Jhering

氏
のG

eist des röm
ischen R

echts

中
のH

istorical M
ethod

中
に
は
有
益

な
る
議
論
あ
り
。
氏
は
近
来
の
独
乙
に
は
有
名
な
る
人
な
り
。
法
律
家
と
し
て
は
大
に
才
あ
り
。
此
中G

eist des röm
ischen 

R
echts

は
尤
も
有
名
な
る
も
の
な
り
。
之
れ
は
完
結
せ
ず
。
或
人
は
氏
の
著
書
が
何
物
に
て
も
完
結
せ
ず
と
。
之
れ
著
書
中
に
面

白
き
思
想
を
発
揮
す
。
又
一
書
出
せ
は
四
方
よ
り
攻
撃
す
る
も
の
多
く
湧
き
出
づ
。
故
にJhering

も
之
に
対
し
て
反
動
甚
し
。
之

等
に
付
て
面
白
き
思
想
出
づ
。
故
に
他
書
を
書
き
初
む
。
故
に
完
結
せ
ざ
る
コ
ト
往
々
あ
る
な
り
。G

eist des röm
ischen 

R
echts

は
世
人
を
益
す
る
大
に
し
て
ロ
ー
マ
法
制
の
研
究
す
る
に
は
必
ず
見
さ
る
可
か
ら
ず
。」﹇
九
丁
﹈

宮
崎
博
士
は
、
ド
イ
ツ
留
学
中
に
ゲ
ッ
チ
ン
ゲ
ン
に
お
い
て
、
イ
ェ
ー
リ
ン
グ
か
ら
直
接
の
学
問
的
な
指
導
を
受
け
た
だ
け
で
な
く
、

私
的
に
も
親
し
い
交
際
の
関
係
に
あ
っ
た
。
し
か
し
『
比
較
法
制
史
』
の
中
に
イ
ェ
ー
リ
ン
グ
に
触
れ
る
こ
と
は
あ
る
が
、
右
に
記
し
た

よ
う
に
、『
ロ
ー
マ
法
の
精
神
』
か
ら
積
極
的
に
講
義
の
内
容
を
方
向
付
け
る
よ
う
な
受
け
止
め
方
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。
む
し
ろ
、

ロ
ー
マ
法
で
は
、
カ
ル
ロ
ヴ
ァ
、
ゾ
ー
ム
ら
の
影
響
が
大
き
い
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

（
八
〇
六
）



宮
崎
道
三
郎
博
士
の
講
述
『
比
較
法
制
史
』
に
つ
い
て
（
吉
原
）

四
三
九

小
結

以
上
、
宮
崎
道
三
郎
博
士
の
『
比
較
法
制
史
』
の
う
ち
、
緒
論
の
分
析
を
通
じ
て
、
博
士
の
「
比
較
法
制
史
」
講
義
が
ど
の
よ
う
な
意

図
を
も
っ
て
行
わ
れ
た
か
、
そ
の
一
端
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
宮
崎
博
士
が
「
比
較
法
制
史
」
を
講
ず
る
に
あ
た
っ
て
、
依

拠
さ
れ
た
文
献
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
い
か
に
そ
れ
ら
の
文
献
を
自
家
薬
籠
中
の
も
の
と
さ
れ
た
か
、
一
部
に
つ
い
て
検
討
し
た

に
と
ど
ま
る
。
宮
崎
博
士
は
、
ド
イ
ツ
留
学
か
ら
の
帰
国
後
、
法
制
沿
革
な
い
し
日
本
法
制
沿
革
と
並
行
し
て
、「
羅
馬
法
」、「
独
逸
法

制
史
」
の
か
た
ち
で
西
洋
法
制
の
沿
革
を
講
じ
ら
れ
て
こ
ら
れ
た
。
一
八
九
三
（
明
治
二
六
）
年
に
法
科
大
学
に
お
い
て
法
制
史
比
較
法

制
史
講
座
を
担
当
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
あ
と
も
、
長
く
西
洋
法
制
に
つ
い
て
講
じ
ら
れ
て
い
た
。「
法
制
史
」（
日
本
法
制
史
）
の
講
義
と
、

「
比
較
法
制
史
」
の
講
義
と
で
は
も
ち
ろ
ん
そ
の
構
想
は
ま
っ
た
く
別
の
も
の
で
あ
る
。
日
本
大
学
法
学
部
図
書
館
所
蔵
の
『
日
本
法
制

史
』
講
義
録
（
57
）

を
見
た
だ
け
で
も
そ
の
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
か
つ
て
瀧
川
政
次
郎
博
士
が
、
そ
の
著
『
日
本
法
制
史
』（
一
九
二
八
年
）

に
お
い
て
、
そ
の
当
時
ま
で
の
日
本
法
制
史
研
究
の
見
取
り
図
を
描
い
て
、
ド
イ
ツ
か
ら
帰
国
し
た
宮
崎
博
士
か
ら
「
西
洋
風
の
法
制

史
」
研
究
が
発
足
し
、
そ
の
後
継
者
中
田
薫
及
び
そ
の
門
下
生
た
ち
に
よ
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
「
法
科
派
」
の
法
制
史
が
成
立
し
た
と
と
さ

れ
る
（
58
）

。「
法
科
派
」
の
法
制
史
と
は
何
か
そ
れ
自
体
も
問
い
直
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、『
比
較
法
制
史
』
を
通
じ
て
、
博
士
の
法
制
史
方

法
論
と
と
く
に
ド
イ
ツ
を
中
心
と
し
た
ロ
ー
マ
法
、
ド
イ
ツ
法
制
史
研
究
か
ら
受
容
さ
れ
た
も
の
が
具
体
的
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か

を
手
が
か
り
が
得
ら
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。『
比
較
法
制
史
』
か
ら
う
か
が
え
る
こ
と
は
、
当
時
穂
積
陳
重
博
士
が
精
力
的
に
展
開
し
て

い
た
法
律
進
化
論
の
構
想
、
ポ
ス
ト
、
コ
ー
ラ
ー
ら
の
比
較
法
学
の
動
向
と
は
、
明
確
に
一
線
を
画
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
栗
生
武
夫

教
授
が
一
九
二
一
（
大
正
六
）
年
に
「
西
洋
法
制
史
研
究
の
必
要
性
に
就
て
（
59
）

」
と
い
う
小
稿
を
記
さ
れ
て
お
ら
れ
る
が
、
そ
の
中
で
、「
比

（
八
〇
七
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
三
号
（
二
〇
一
八
年
十
二
月
）

四
四
〇

較
法
制
史
は
其
本
来
の
職
分
た
る
歴
史
上
の
諸
制
度
の
比
較
及
分
類
に
さ
へ
未
だ
成
功
し
て
ゐ
な
い
の
に
、
ど
う
し
て
他
の
科
学
の
領
分

た
る
法
律
変
化
の
原
因
に
容
喙
す
る
余
裕
が
あ
る
の
か
解
ら
な
い
の
み
な
ら
ず
、
制
度
の
比
較
と
其
説
明
と
は
、
本
来
性
質
の
異
る
作
業

で
あ
る
か
ら
、
学
の
純
一
味
の
為
め
に
も
、
両
者
を
切
り
放
つ
べ
き
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
」
と
い
う
一
文
が
想
起
さ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
栗

生
教
授
と
宮
崎
博
士
の
思
想
が
完
全
に
一
致
す
る
も
の
で
な
い
と
し
て
も
、
こ
う
し
た
当
時
の
比
較
法
制
史
な
い
し
比
較
法
学
の
あ
り
よ

う
に
対
す
る
姿
勢
に
共
通
の
も
の
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
栗
生
教
授
は
、
比
較
法
制
史
は
「
歴
史
で
は
な
い
」
と

ま
で
言
い
切
ら
れ
る
。
宮
崎
博
士
と
は
二
世
代
ほ
ど
差
が
あ
る
が
、「
比
較
法
制
史
」
講
義
の
も
と
で
、
実
際
に
は
、
独
仏
の
法
制
史
が

講
じ
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
高
く
評
価
も
さ
れ
て
お
ら
れ
る
。
宮
崎
博
士
の
「
比
較
法
制
史
」
の
講
義
は
、
そ
の
後
の
わ
が
国
に
お
け
る
法

制
史
研
究
を
方
向
づ
け
た
と
い
う
意
味
で
も
あ
ら
た
め
て
そ
の
意
義
が
問
い
直
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
た
め
に
ま
ず
『
比
較
法
制

史
』
の
記
述
と
、
博
士
が
依
拠
さ
れ
た
諸
種
の
文
献
に
つ
い
て
、
原
著
に
あ
た
り
な
が
ら
、
可
能
な
限
り
そ
の
復
元
を
試
み
る
こ
と
が
肝

要
で
あ
る
。
も
と
よ
り
本
稿
は
い
ま
だ
そ
の
全
体
に
及
ぶ
に
は
遠
い
の
で
あ
る
が
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

（
1
） 

宮
崎
道
三
郎
博
士
の
事
績
に
つ
い
て
は
、
中
田
薫
「
宮
崎
道
三
郎
先
生
小
傳
」、
中
田
薫
編
『
宮
崎
先
生
法
制
史
論
集
』
岩
波
書
店
・

一
九
二
九
年
所
収
。
石
井
良
肋
「
日
本
法
制
史
研
究
の
発
達
」『
東
京
帝
国
大
学
学
術
大
観　

法
学
部　

経
済
学
部
』
一
九
四
二
年
、
二
七
七
│

二
九
三
頁
、
と
く
に
二
八
〇
│
二
八
二
頁
。「
日
本
法
制
史
学
八
十
八
年
│
東
京
大
学
に
お
け
る
│
」『
国
家
学
会
雑
誌
』
第
八
一
巻
第
一
・
二
号

（
一
九
六
八
年
）、
一
〇
九
│
一
三
七
頁
所
収
、
宮
崎
博
士
に
つ
い
て
は
と
く
に
、
一
一
一
│
一
一
四
頁
を
参
照
。
同
『
大
化
改
新
と
鎌
倉
幕
府
の
成

立
』
創
文
社
・
一
九
七
二
年
、
三
二
七
│
三
五
九
頁
に
収
録
、
と
く
に
三
三
〇
│
三
三
三
頁
を
参
照
。

（
2
） 

本
稿
で
は
、
日
本
大
学
総
合
学
術
情
報
セ
ン
タ
ー
所
蔵
の
「
比
較
法
制
史
」
上
（
羅
馬
法
制
史
）、
下
（
独
乙
法
制
史
）
を
参
看
さ
せ
て
い
た

だ
い
た
。
同
書
は
、
和
紙
に
謄
写
刷
さ
れ
た
二
分
冊
か
ら
な
る
和
綴
本
の
体
裁
で
あ
り
、
第
一
分
冊
表
紙
に
墨
で
「
比
較
法
制
史　

宮
崎
博
士　

（
八
〇
八
）



宮
崎
道
三
郎
博
士
の
講
述
『
比
較
法
制
史
』
に
つ
い
て
（
吉
原
）

四
四
一

上
」
と
記
さ
れ
た
紙
が
貼
付
さ
れ
て
お
り
、
内
容
は
「
羅
馬
法
制
史
」
で
あ
る
。
第
二
分
冊
も
同
じ
和
綴
本
の
体
裁
で
あ
り
、
同
様
の
題
名
が
記
さ

れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
紙
が
剥
が
さ
れ
て
い
て
確
認
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
内
容
は
「
独
乙
法
制
史
」
で
あ
る
。

（
3
） 
岩
野
英
夫
「
わ
が
国
に
お
け
る
法
史
学
の
歩
み
（
一
八
七
三
│
一
九
四
五
）：
法
制
史
関
連
科
目
担
任
者
の
変
遷
」『
同
志
社
法
学
』
第
三
九
巻

一
・
二
号
（
一
九
八
七
年
）
二
二
五
│
三
一
二
頁
。
矢
田
一
男
「
明
治
時
代
の
ロ
ー
マ
法
教
育
（
一
）（
二
・
完
）」『
法
学
新
報
』
第
四
四
巻
三
、

四
号
（
一
九
三
四
年
）、「
需
斯
知
尼
安
法
典
」
同
誌
四
八
巻
五
号
、「
明
治
以
来
ロ
ー
マ
法
源
邦
訳
事
歴
」
同
誌
四
九
巻
六
号
│
一
二
号
。
原
田
慶

吉
「
我
が
国
に
於
け
る
外
国
法
史
学
の
発
達
」
前
掲
『
東
京
帝
国
大
学
学
術
大
観　

法
学
部
・
経
済
学
部
』
二
九
四
頁
。
佐
藤
篤
士
「
日
本
に
お
け

る
ロ
ー
マ
法
学
の
役
割
│
日
本
に
お
け
る
ロ
ー
マ
法
研
究
の
歩
み
に
た
い
す
る
一
つ
の
反
省
│
」『
早
稲
田
法
学
』
第
四
〇
巻
第
一
号
（
一
九
六
五

年
）
五
三
│
九
九
頁
、
と
く
に
五
九
、
六
三
頁
、
同
『
古
代
ロ
ー
マ
法
の
研
究
』
敬
文
堂
出
版
部
・
一
九
七
五
年
に
、
第
一
章
「
日
本
に
お
け
る

ロ
ー
マ
法
学
の
発
達
│
日
本
に
お
け
る
ロ
ー
マ
法
研
究
の
歩
み
に
た
い
す
る
一
反
省
│
」
と
改
題
し
て
再
録
、
一
│
四
六
頁
。

（
4
） 

石
井
良
助
・
前
掲
「
日
本
法
制
史
研
究
の
発
達
」
二
八
〇
頁
。

（
5
） 

吉
原
達
也
「
穂
積
陳
重
の
ロ
ー
マ
法
講
義
」『
日
本
法
学
』
第
八
三
巻
第
一
号
（
二
〇
一
八
年
六
月
）
一
│
五
一
頁
。

（
6
） 

宮
崎
博
士
『
比
較
法
制
史
』
第
一
分
冊
は
、
目
次
五
丁
、
本
文
八
一
丁
か
ら
な
り
、
目
次
は
、
第
一
部
、
第
二
部
を
通
観
で
き
る
内
容
と
な
っ

て
い
る
。「
比
較
法
制
史
目
次
／
緒
言
／
第
一
章　

比
較
法
制
史
の
範
囲
／
第
二
章　

法
制
史
編
纂
の
来
歴
／
第
三
章　

法
制
史
編
纂
の
方
法
／
第

二
部　

羅
馬
法
制
史　

第
一
章　

羅
馬
法
制
史
に
対
す
る
緒
言
／
第
一
条　

羅
馬
法
制
史
編
纂
の
沿
革
／
第
二
条　

羅
馬
法
律
の
参
考
書
／
本
論
／

第
一
章　

王
政
時
代
の
法
制
の
有
様
／
第
二
章　

共
和
政
時
代
に
於
け
る
法
制
の
沿
革
／
第
三
章　

帝
政
時
代
の
法
制
の
沿
革
」「
第
二
部　

独
乙

法
制
史
／
緒
言
／
第
一
条　

独
乙
法
制
史
の
来
歴　

第
二
条　

参
考
書
／
本
論
／
第
一
章　

G
erm
anische Z

eit

の
法
制
沿
革
／
第
二
章　

F
ränkische Z

eit

／
第
三
章　

中
古
紀
／
第
四
章　

近
世
」。
第
二
分
冊
は
、「
第
二
部　

独
乙
法
制
史
」
の
み
の
目
次
三
丁
と
本
文
八
四
丁
か
ら

な
っ
て
い
る
。
本
文
の
引
用
に
は
、
読
み
や
す
さ
を
考
慮
し
て
、
平
仮
名
お
く
り
と
し
て
、
原
則
と
し
て
新
字
体
で
統
一
し
、
濁
点
、
句
読
点
を

補
っ
た
。

（
7
） 

明
治
か
ら
大
正
期
に
か
け
て
の
ロ
ー
マ
法
講
義
に
関
し
て
、
京
都
帝
国
大
学
教
授
千
賀
鶴
太
郎
博
士
の
ロ
ー
マ
法
講
義
に
つ
い
て
、
吉
原
達
也

編
「
千
賀
鶴
太
郎
博
士
述
『
羅
馬
法
講
義
』（
1
『
広
島
法
学
』
第
三
二
巻
第
三
号
（
平
成
二
一
年
一
月
三
一
日
刊
）、（
2　

同
第
三
二
巻
第
四
号

（
八
〇
九
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
三
号
（
二
〇
一
八
年
十
二
月
）

四
四
二

（
平
成
二
一
年
三
月
二
〇
日
刊
）、（
3　

同
第
三
三
巻
第
一
号
（
平
成
二
一
年
六
月
三
〇
日
刊
）、（
4
）　

同
第
三
三
巻
第
二
号
（
平
成
二
一
年
一
〇

月
三
〇
日
刊
）、（
5
・
完
）　

同
第
三
三
巻
第
三
号
（
平
成
二
二
年
一
月
二
二
日
刊
）
を
参
照
。
吉
原
達
也
「
千
賀
鶴
太
郎
博
士
の
二
つ
の
自
歴
譜
」

『
日
本
法
学
』
第
七
九
巻
三
号
（
二
〇
一
四
（
平
成
二
六
）
年
）
五
五
九
│
六
〇
八
頁
。

（
8
） 
長
尾
龍
一
「
宮
崎
道
三
郎
の
法
史
学
」『
日
本
大
学
史
紀
要
』
第
十
号
（
二
〇
〇
七
年
一
〇
月
）、
一
〜
三
一
頁
、『
法
学
に
遊
ぶ　

新
版
』
慈

学
社
、
二
〇
〇
九
年　

附
録
一　

二
五
五
頁
以
下
所
収
。
長
尾
教
授
に
よ
る
と
、
筆
記
者
の
字
の
癖
か
ら
、
早
稲
田
大
学
図
書
館
所
蔵
講
義
録
『
日

本
法
制
史
』（
明
治
三
四
年
と
同
一
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
一
九
〇
一
（
明
治
三
四
）
年
以
前
の
講
義
を
記
録
し
た
も
の
と
推
定
さ
れ
て
お
ら
れ
る
。

「
宮
崎
自
身
の
執
筆
に
し
て
は
間
違
い
が
多
過
ぎ
、
聴
講
生
の
ノ
ー
ト
に
し
て
は
出
来
が
良
過
ぎ
る
の
で
、
恐
ら
く
あ
る
程
度
宮
崎
の
指
導
を
受
け

て
学
生
が
作
成
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。」（
二
六
六
頁
を
参
照
。）

（
9
） 

宮
崎
博
士
の
ド
イ
ツ
留
学
時
代
の
事
績
に
つ
い
て
は
、
柏
村
哲
博
「
設
立
肴
総
代
宮
崎
道
三
郎
の
生
涯
」『
日
本
大
学
史
紀
要
』
創
刊
号
二

（
一
九
九
五
年
）、
一
│
一
八
頁
、
と
く
に
四
│
九
頁
。
宮
崎
誠
・
柏
村
哲
博
「
宮
崎
道
三
郎
の
ド
イ
ツ
留
学
に
つ
い
て
」『
日
本
大
学
史
紀
要
』
第

五
号
（
一
九
九
八
年
）、
一
五
一
│
一
七
二
頁
、
宮
崎
誠
『
宮
崎
道
三
郎
の
ド
イ
ツ
留
学
に
つ
い
て
（
補
遺
）』『
日
本
大
学
史
紀
要
』
第
六
号

（
一
九
九
九
年
）、
一
三
一
│
一
四
六
頁
。
こ
の
う
ち
、「
補
遺
」
は
、
現
地
調
査
に
基
づ
く
ラ
イ
プ
ツ
ィ
ヒ
、
ゲ
ッ
チ
ン
ゲ
ン
大
学
に
お
け
る
宮
崎

博
士
の
学
籍
簿
や
住
所
記
録
な
ど
の
貴
重
な
報
告
記
録
と
な
っ
て
い
る
。

（
10
） 

岩
野
・
前
掲
・
二
六
八
頁
注
三
九
。『
法
学
協
会
雑
誌
』
第
五
六
号
（
明
治
二
一
年
一
一
月
二
〇
日
刊
）
四
一
〇
頁
。

（
11
） 

岩
野
・
前
掲
・
二
三
八
頁
（
明
治
二
二
年
の
項
）。

（
12
） 

ヴ
ァ
イ
ペ
ル
ト
に
つ
い
て
、
吉
原
・
前
掲
「
穂
積
陳
重
の
ロ
ー
マ
法
講
義
」
四
│
六
頁
、
注（
26
）を
参
照
。
武
内
博
「
東
京
大
学
傭
外
国
人
教

師
・
講
師
履
歴
書
収
録
一
覧
」http://rainichi20072.blog106.fc2.com

/blog-entry-17.htm
l

「149 

ワ
イ
ペ
ル
ト W

eipert, H
einrich

」
の
項

目
を
参
照
。
帝
国
大
学
法
科
大
学
に
お
け
る
在
職
期
間
は
、
一
八
八
六
（
明
治
一
九
）
年
〜
一
八
八
九
（
明
治
二
二
）
年
ま
で
。O

A
G
 

（
オ
ー
ア
ー

ゲ
ー
・
ド
イ
ツ
東
洋
文
化
研
究
協
会
、
ド
イ
ツ
文
化
会
館
内
）
＝D

eutsche G
esellschaft für N

atur- und V
ölkerkunde O

stasiens 

の

https://oag.jp/people/heinrich-w
eipert/

の
項
目
も
参
照
。
石
部
雅
亮
「
穂
積
陳
重
と
比
較
法
学
」『
比
較
法
学
の
課
題
と
展
望
』（
滝
沢
正
編

集
代
表
・
大
木
雅
夫
先
生
古
稀
記
念
）
信
山
社
・
二
〇
〇
二
（
平
成
一
四
）
年
・
一
〇
七
頁
、
と
く
に
一
二
一
も
参
照
。
ヴ
ァ
イ
ペ
ル
ト
の
ロ
ー
マ

（
八
一
〇
）



宮
崎
道
三
郎
博
士
の
講
述
『
比
較
法
制
史
』
に
つ
い
て
（
吉
原
）

四
四
三

法
講
義
に
つ
い
て
、
ワ
イ
ペ
ル
ト
「
羅
馬
法
及
法
典
編
纂
論
」『
法
学
協
会
雑
誌
』
第
五
巻
通
号
四
一
号
（
一
八
八
七
（
明
治
二
〇
）
年
）
一
七
│

四
一
頁
（「
法
科
大
学
教
師
独
乙
法
律
博
士　

ワ
イ
ペ
ル
ト
氏
演
述
、
法
科
大
学
助
教
授　

法
学
士　

植
村
俊
平
通
訳
」）
を
参
照
。

（
13
） 
『
帝
国
大
学
五
十
年
史 

上
冊
』
一
一
四
五
頁
。「
是
の
年
五
月
を
以
て
独
逸
人
カ
ー
ル
・
ラ
ー
ト
ゲ
ン
、
八
月
を
以
て
独
乙
人
ハ
イ
ン
リ
ツ
ヒ
・

ワ
イ
ペ
ル
ト
何
れ
も
満
期
解
職
と
な
り
、
云
々
」。
岩
野
・
前
掲
・
二
三
八
頁
（
明
治
二
三
年
の
項
）
を
参
照
。

（
14
） 

藤
野
奈
津
子
「
岡
松
参
太
郎
と
ロ
ー
マ
法
研
究 

│
『
岡
松
参
太
郎
文
書
』
の
手
稿
か
ら
み
え
て
く
る
も
の
│
」『
千
葉
商
大
論
叢
』
第
四
八
巻

二
号
（
二
〇
一
一
年
）、
五
七
頁
以
下
、
岡
松
博
士
と
、
宮
崎
博
士
の
ロ
ー
マ
法
講
義
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
と
く
に
六
四
頁
以
下
を
参
照
。
岡
松

博
士
に
よ
る
ロ
ー
マ
法
講
義
（
明
治
二
四
（
一
八
九
一
年
）
受
講
ノ
ー
ト
は
岡
松
参
太
郎
文
書
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
版
・
早
稲
田
大
学
図
書
館
・
同

東
ア
ジ
ア
法
研
究
所
編
（
雄
松
堂
））
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。

（
15
） 

岩
野
・
前
掲
・
二
六
八
頁
注
四
二
。『
帝
国
大
学
一
覧　

従
明
治
二
十
三
年
至
二
十
四
年
』（
明
治
二
三
年
一
二
月
出
版
）
七
〇
頁
を
参
照
。

（
16
） 

『
東
京
大
学
百
年
史
・
部
局
史
一
』
一
九
八
六
年
、
六
八
頁
。
宮
崎
博
士
が
羅
馬
法
講
座
を
担
任
し
た
経
緯
に
つ
い
て
、
明
治
二
六
年
か
ら
明

治
二
八
年
に
か
け
て
の
三
年
間
の
こ
と
と
し
て
、
三
上
参
次
は
次
の
よ
う
な
回
想
を
語
っ
て
い
る
。「
そ
れ
か
ら
法
科
大
学
に
二
十
六
・
七
・
八
の

三
カ
年
法
制
史
の
講
義
を
し
て
お
り
ま
し
た
か
ら
、
そ
の
時
に
教
え
た
学
生
は
三
十
五
年
と
か
、
四
十
年
・
四
十
五
年
と
か
い
う
五
年
目
ご
と
に
会

を
開
い
て
招
ん
で
く
れ
る
。
彼
等
の
仲
間
で
は
毎
年
や
る
ら
し
い
け
れ
ど
も
、
先
生
を
招
ぶ
の
は
五
年
ご
と
ら
し
い
の
で
す
。
こ
と
に
二
十
八
年
の

法
科
の
卒
業
生
な
ど
に
は
浜
口
雄
幸
・
小
野
塚
喜
平
次
と
い
う
な
政
界
の
人
が
多
く
、
浜
口
内
閣
の
時
な
ど
に
は
私
の
法
制
史
の
講
義
を
聴
い
た
連

中
が
五
人
も
内
閣
に
列
し
て
お
っ
た
の
で
す
。
…
…
。
私
が
何
故
法
科
の
方
に
行
っ
て
お
っ
た
か
を
つ
い
で
に
申
し
ま
す
と
、
法
科
の
教
授
に
戸
水

寛
人
と
い
う
男
が
あ
っ
た
。
こ
の
人
が
羅
馬
法
の
講
義
を
し
て
お
っ
た
の
で
あ
る
が
、
海
外
へ
遊
学
す
る
と
い
う
こ
と
な
っ
た
の
で
、
そ
の
羅
馬
法

を
宮
崎
道
三
郎
が
代
っ
て
講
義
を
し
、
そ
の
代
り
に
私
が
宮
崎
君
の
法
制
史
を
三
年
間
や
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
訳
な
ん
で
す
。」
三
上
参
次

『
明
治
時
代
の
歴
史
学
界　

三
上
参
次
懐
旧
談
』
吉
川
弘
文
館
・
一
九
九
一
（
平
成
三
）
年
、
一
五
一
頁
。
三
上
参
次
は
、
一
八
九
九
（
明
治
三
二
）

年
二
月
一
三
日
に
文
科
大
学
教
授
と
な
る
が
、
そ
れ
ま
で
の
経
歴
を
『
東
京
帝
国
大
学
五
十
年
史
』
に
よ
っ
て
簡
単
に
見
て
お
く
と
、
文
科
大
学
に

お
い
て
明
治
二
四
年
九
月
三
〇
日
に
「
大
学
院
学
生
三
上
参
次
に
日
本
法
制
沿
革
、
日
本
歴
史
授
業
を
…
嘱
託
」（
一
三
二
〇
頁
）、
翌
二
五
年
「
七

月
十
二
日
文
学
士
三
上
参
次
女
子
高
等
師
範
学
校
教
授
兼
文
科
大
学
助
教
授
に
任
じ
、
日
本
法
制
沿
革
及
日
本
歴
史
の
講
義
を
担
任
す
」

（
八
一
一
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
三
号
（
二
〇
一
八
年
十
二
月
）

四
四
四

（
一
三
二
一
頁
）
と
あ
り
、
明
治
二
六
年
「
九
月
十
一
日
女
子
高
等
師
範
学
校
教
授
兼
文
科
大
学
助
教
授
三
上
参
次
助
教
授
専
任
と
な
り
国
史
法
制

史
を
担
任
す
」（
一
三
二
三
頁
）
は
、
こ
の
間
の
事
情
を
裏
付
け
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
因
み
に
九
月
十
一
日
は
明
治
二
六
年
の
学
年
始
業
日

に
あ
た
る
。
た
だ
し
、
こ
の
記
事
に
は
若
干
の
疑
問
が
残
る
。
戸
水
寛
人
が
、
法
律
修
行
の
た
め
に
イ
ギ
リ
ス
に
留
学
し
た
の
は
一
八
八
九
（
明
治

二
二
）
年
一
一
月
で
あ
り
、
一
八
九
三
（
明
治
二
六
）
年
四
月
に
留
学
期
間
の
延
長
と
ド
イ
ツ
へ
の
転
学
が
許
可
さ
れ
、
翌
一
八
九
四
（
明
治

二
七
）
八
月
に
帰
国
し
て
九
月
八
日
付
で
羅
馬
法
講
座
担
任
と
な
っ
た
経
緯
と
、
年
代
に
ず
れ
が
あ
る
が
、
こ
の
点
は
留
保
し
て
お
き
た
い
。
戸
水

寛
人
博
士
に
つ
い
て
は
、
吉
原
丈
司
・
吉
原
達
也
編
『
千
賀
鶴
太
郎
博
士
・
戸
水
寛
人
博
士
・
池
辺
義
象
氏
略
年
譜
・
著
作
目
録
│
ロ
ー
マ
法
・
法

制
史
学
者
著
作
目
録
選
（
第
九
輯
）』
二
〇
一
〇
（
平
成
二
二
）
年
刊
、
七
七
頁
以
下
及
び
所
掲
の
文
献
を
参
照
。

（
17
） 

前
掲
書
、
七
三
頁
。

（
18
） 

宮
崎
博
士
の
比
較
法
制
史
講
義
録
と
し
て
は
、
摂
南
大
学
所
蔵
本
（
図
書
館
本
館　

完29111224

）、
東
京
大
学
所
蔵
本
（
総
合
図
書
館　

上

│
下L

11:330005601737

）、
九
州
大
学
所
蔵
本
（
附
属
図
書
館
法　

K
j 30/M

/2015132001055386

）
な
ど
が
知
ら
れ
る
。
こ
の
う
ち
東
京
大
学

総
合
図
書
館
所
蔵
本
は
、
日
本
大
学
所
蔵
本
と
同
一
の
謄
写
印
刷
本
の
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
長
尾
・
前
掲
書
二
八
四
頁
注
四
七
を
参
照
。

「
同
講
義
録
が
、
講
義
者
不
明
の
ま
ま
で
東
京
大
学
総
合
図
書
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
、
筆
者
は
二
〇
〇
七
年
六
月
十
一
日
に
発
見
し
、
係

員
に
そ
の
旨
を
伝
え
た
。」

（
19
） 

摂
南
大
学
所
蔵
本
は
、
日
本
大
学
所
蔵
本
が
謄
写
印
刷
本
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
筆
記
者
は
不
明
で
あ
る
が
、
イ
ン
ク
に
よ
る
筆
記
ノ
ー
ト
を

製
本
し
た
も
の
で
あ
り
、
冒
頭
に
「
教
授
法
学
博
士　

宮
崎
道
三
郎
口
授　

比
較
法
制
史　

完　

於
東
京
法
科
大
学　

乃
卅
四
年
九
月
至
卅
五
年
五

月
」
と
手
書
さ
れ
て
お
り
、
明
治
三
四
年
乃
至
三
五
年
の
年
度
の
筆
記
録
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

（
20
） 

岩
野
・
前
掲
二
四
三
頁
注
六
三
、『
東
京
帝
国
大
学
五
十
年
史
』
下
冊
、
一
九
三
二
（
昭
和
七
）
年
、
一
九
五
│
一
九
六
頁
。『
東
京
大
学
百
年

史　

部
局
史
一
』
一
〇
四
頁
以
下
。

（
21
） 

岩
野
・
前
掲
二
七
二
頁
注
五
九
を
参
照
。
美
濃
部
達
吉
に
つ
い
て
、
山
田
三
良
「
美
濃
部
達
吉
会
員
」（
追
悼
文
）『
学
問
の
や
ま
な
み
│
物
故

会
員
追
悼
集
│
第
二
』
日
本
学
士
院
・
一
九
八
〇
年
、
二
三
四
頁
以
下
。

（
22
） 

ヴ
ァ
ル
ン
ケ
ー
ニ
ヒ
に
つ
い
て
は
、
さ
し
あ
た
り
、M

ichael S
tolleis

（hrsg.

）, Juristen: ein biographisches L
exikon von der 

（
八
一
二
）



宮
崎
道
三
郎
博
士
の
講
述
『
比
較
法
制
史
』
に
つ
い
て
（
吉
原
）

四
四
五

A
ntike bis zum

 20. Jahrhundert

（B
eck ’sche R

eihe, 1417

）C
. H
. B
eck, 2001, S

.661

（E
. H
olthöfer

）. 

伝
記
と
し
て
、G

isela W
ild, 

L
eopold A

ugust W
arnkönig 1794-1866: ein R

echtslehrer zw
ischen N

aturrecht und historischer S
chule und ein V

erm
ittler 

deutschen G
eistes in W

esteuropa 

（F
reiburger rechts- und staatsw

issenschaftliche A
bhandlungen B

d. 17

）, 1961.

ヴ
ァ
ル
ン
ケ
ー

ニ
ヒ
は
、
一
八
一
二
年
以
後
、
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
で
ハ
イ
ゼH

eise

、
マ
ル
テ
ィ
ンM

artin

、
テ
ィ
ボ
ーT

hibaut

、
ツ
ァ
ハ
リ
エZ

achariä

ら

の
も
と
で
学
ん
だ
後
、
一
八
一
五
年
に
ゲ
ッ
チ
ン
ゲ
ン
に
移
り
、
フ
ー
ゴ
ーH

ugo

の
指
導
を
受
け
た
。
一
八
一
七
年
に
当
時
オ
ラ
ン
ダ
領
で
あ
っ

た
リ
ュ
テ
ィ
ヒ
（L

üttich

、
リ
エ
ー
ジ
ュ
）、
一
八
二
七
年
に
は
ル
ー
ヴ
ァ
ン
（L

ouvain, L
öw
en

）
で
パ
ン
デ
ク
テ
ン
学
を
講
じ
、
ベ
ル
ギ
ー
で

最
も
著
名
な
法
学
者
と
知
ら
れ
た
。
ベ
ル
ギ
ー
革
命
後
、
ヘ
ン
ト
の
立
法
委
員
会
に
携
わ
っ
た
あ
と
、
一
八
三
六
年
に
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
大
学
を
経
て
、

一
八
四
四
年
以
後
、
チ
ュ
ー
ビ
ン
ゲ
ン
に
移
っ
て
教
会
法
を
講
じ
、
一
八
五
六
年
に
引
退
し
た
。
著
書
と
し
て
、『
ロ
ー
マ
私
法
提
要
』

Institutiones juris R
om
ani privati, in usum

 praelectionum
 academ

icarum
 vulgatae cum

 introductione in universam
 

iurisprudentiam
 et in studium

 iuris rom
ani.

（
23
） W

arnkönig, Juristische E
ncyclopädie oder organische D

arstellung der R
echtsw

issenschaft m
it vorherrschender R

ücksicht 

auf D
eutschland: zum

 G
ebrauch bei V

orlesungen und zum
 S
elbststudium

 E
rlangen, F

. E
nke, 1853, 569S

.

（
24
） O

p.cit., S
.V
.

（
25
） 

エ
ン
ツ
ィ
ク
ロ
ペ
デ
ィ
ーE

ncyloädie

は
、
ギ
リ
シ
ア
語
の
「
エ
ン
キ
ュ
ク
リ
オ
ス
・
パ
イ
デ
イ
ア
」（enkyklios paideia

）
は
、
元
来
ギ

リ
シ
ア
に
生
ま
れ
た
自
由
人
の
若
者
が
特
定
の
専
門
を
修
得
す
る
前
に
身
に
つ
け
て
お
く
べ
き
普
通
の
範
囲
の
教
養
を
意
味
す
る
。
本
来
「
予
備
教

育
」（P

ropädagogik

）
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
一
八
世
紀
以
降
、
こ
の
概
念
は
そ
れ
ぞ
れ
の
学
科
に
お
い
て
、
そ
の
学
科
の
概
念

や
そ
れ
が
取
り
扱
う
対
象
や
方
法
を
、
包
括
的
体
系
的
に
論
述
し
た
講
義
や
書
物
に
適
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
Ａ
・
ベ
ー
ク
／
安
酸
敏
眞
訳

『
解
釈
学
と
批
判
』
知
泉
書
館
・
二
〇
一
四
年
、
七
頁
注
二
及
び
五
三
頁
以
下
（
文
献
学
に
関
連
し
て
の
エ
ン
ツ
ィ
ク
ロ
ペ
デ
ィ
ー
の
概
念
）
を
参

照
。A
ugust B

oeckh, E
ncyklpädie und M

ethodologie der philologischn W
issenschaften, L

eipzig 1886. H
egel, E

nzyklopädie der 

philosophischen W
issenschaften im

 G
rundrisse, 1817. T

hibaut, A
nton F

riedrich Justus, Juristische E
ncyclopädie und 

M
ethodologie: zum

 eignen S
tudio für A

nfänger, und zum
 G
ebrauch academ

ischer V
orlesungen entw

orfen, A
ltona, 1797

な
ど
。

（
八
一
三
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
三
号
（
二
〇
一
八
年
十
二
月
）

四
四
六

（
26
） O

p. cit., S
. V
II-X
II.

（
27
） W

ild, op. cit, S
. 90. W

arnkönig, V
ersuch einer B

egründung des R
echts durch eine V

ernunftidee, A
. M
arcus, 1819, S

. 65f; 

E
ncyclpädie, S

. 87.

（
28
） W

arnkönig, Juristische E
ncyclpädie, S

. 87f.; U
eber die vergleichende S

taats- und R
echtsgeschichte, in: K

ritische 

Z
eitschrift für R

echtsw
issenschaft und G

esetzgebung des A
uslandes, 22, 1849, S

. 386ff.; U
eberblick der juristischen 

E
ncyclopädik in D

eutschland : 

（m
it besonderer R

ücksicht auf B
luhm

e ’s E
ncyclopädie etc. 2. A

ufl.

）, in: Jahrbücher der 

deutschen R
echtsw

issenschaft und G
esetzgebung, B

d. 1, 1855, S
. 1ff .

（
29
） M

ichael S
tolleis 

（hrsg.

）, Juristen: ein biographisches L
exikon von der A

ntike bis zum
 20. Jahrhundert, S

.441ff. 

（R
. 

H
arzer

）. 

ミ
ッ
タ
マ
イ
ヤ
ー
（C

arl Josef A
nton M

itterm
ayer, 1787-1867

）
は
、
ラ
ン
ズ
フ
ー
ト
、
ボ
ン
、
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
大
学
各
教
授

を
歴
任
。
代
表
的
著
作
に
、G

rundsätze des gem
einen deutschen P

rivatrechts, m
it E
inschluss des H

andel-, W
echsel- und 

S
eerechts, 2 B

d., R
atisbon, 1837‒38; D

as deutsche S
trafverfahren in der F

ortbildung durch G
erichtsgebrauch und 

L
andesgesetzbücher, H

eidelberg, 1845‒46. 

フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ハ
刑
法
教
科
書
の
九
版
以
後
改
訂
者
。
世
界
最
初
の
比
較
法
雑
誌
と
い
わ
れ
る

ツ
ァ
ハ
リ
エ
（Z

achriae von L
ingenthal, K

arl S
olom

o, 1769-1843

）
の
『
外
国
法
学
・
立
法
評
論
』K

ritische Z
eitschrift für 

R
echtsw

issenschaft und G
esetzgebung des A

uslandes. B
d. 1, 1829 - B

d. 28, 1856

の
刊
行
に
共
同
創
刊
者
・
共
同
編
集
者
と
し
て
大
き

な
寄
与
が
あ
っ
た
。
ミ
ッ
タ
マ
イ
ヤ
ー
の
比
較
法
研
究
の
意
義
に
つ
い
て
、
さ
し
あ
た
り
、
ツ
ヴ
ァ
イ
ゲ
ル
ト
／
ケ
ッ
ツ
・
大
木
雅
夫
訳
『
比
較
法

概
論
上
』
東
京
大
学
出
版
会
・
八
七
│
八
九
頁
を
参
照
。
ヴ
ァ
ル
ン
ケ
ー
ニ
ヒ
は
、
二
八
巻
に
及
ぶ
『
評
論
』
に
つ
い
て
「
そ
れ
ら
は
、
ほ
ぼ
三
〇

年
に
わ
た
っ
て
発
展
的
な
動
き
を
示
し
た
外
国
の
立
法
と
法
学
の
状
態
に
つ
い
て
か
な
り
完
全
な
パ
ノ
ラ
マ
を
再
現
し
て
い
る
」
と
評
し
て
い
る
。

K
rit. Z

.28 

（1856

）, 39f.

（
30
） 

穂
積
陳
重
「
国
家
法
制
起
原
序
」、
飯
野
謹
一
訳
『
国
家
法
制
起
原
』
八
尾
書
店
・
一
八
九
三
（
明
治
二
六
）
年
刊
、
復
刻
版
日
本
立
法
資
料

全
集
別
巻
六
八
六
、（
四
）
│
（
五
）
頁
、『
穂
積
陳
重
遺
文
集
第
二
冊
』
一
九
三
二
（
昭
和
七
）
年
所
収
。
穂
積
陳
重
「
法
理
学
講
義
」（
年
代
不

明
）
二
二
│
二
三
丁
。
こ
こ
で
も
穂
積
博
士
は
「
国
別
比
較
法
学
」
と
「
人
種
別
比
較
法
学
」
の
二
派
に
分
け
、
前
者
の
例
と
し
て
「
モ
ン
テ
ス

（
八
一
四
）



宮
崎
道
三
郎
博
士
の
講
述
『
比
較
法
制
史
』
に
つ
い
て
（
吉
原
）

四
四
七

キ
ュ
」
を
挙
げ
、
後
者
の
例
と
し
て
ポ
ス
ト
を
挙
げ
て
い
る
。「
人
種
別
比
較
法
と
は
例
へ
ば
「
ア
リ
ヤ
ン
」
人
種
の
法
と
「
ロ
ー
マ
ン
」
人
種
の

法
と
を
比
較
す
る
研
究
法
な
り
。
此
法
近
来
起
り
し
も
の
な
り
。
独
の
「
ポ
ス
ト
」
な
る
人
之
を
主
張
し
、
氏
の
苦
作
中
に
は
人
種
的
法
学
な
る
語

を
用
ひ
た
り
」、
と
。
本
講
義
録
に
つ
き
、
千
葉
大
学
・
山
口
道
弘
教
授
の
ご
厚
意
に
よ
り
参
看
す
る
機
会
を
得
ら
れ
ま
し
た
こ
と
、
感
謝
申
し
上

げ
ま
す
。

（
31
） 

Ａ
・
Ｈ
・
ポ
ス
ト
に
つ
い
て
は
、
江
守
五
夫
『
法
社
会
学
方
法
論
序
説
』
法
律
文
化
社
・
一
九
六
二
年
、
二
一
三
頁
以
下
を
参
照
。
青
山
道
夫

『
民
族
法
学
序
説
』
酒
井
書
店
・
一
九
五
五
年
、
二
七
五
頁
以
下
を
参
照
。A

. H
. P
ost, D

er U
rsprung des R

echts. P
rolegom

ena zu einer 

A
llgem

einen vergleichenden R
echtsw

issenschaft. B
erndt &

 S
chw
arzer, O

ldenburg 1876; D
ie A

nfänge des S
taats-und 

R
echtslebens, O

ldenburg, 1878. 

飯
野
謹
一
訳
『
国
家
法
制
起
原
』
八
尾
書
店
・
一
八
九
三
（
明
治
二
六
）
年
刊
、
復
刻
版
日
本
立
法
資
料
全

集
別
巻
六
八
六; D

ie G
rundlagen des R

echts und die G
rundzüge seiner E

ntw
ickelungsgeschichte: L

eitgedanken für den A
ufbau 

einer allgem
einen R

echtsw
issenschaft auf sociologischer B

asis. A
. S
chw
arz, O

ldenburg 1884; G
rundriss der ethnologischen 

Jurisprudenz. B
and 1 und 2. S

cientia V
erlag; N

eudruck, A
alen; E

inleitung in das S
tudium

 der ethnologischen Jurisprudenz. 

S
chw
artz, O

ldenburg 1886. 

江
守
五
夫
「
Ａ
・
Ｈ
・
ポ
ス
ト 

民
族
学
的
法
学
研
究
序
説
」『
社
会
科
学
研
究
』
第
五
巻
二
号
（
一
九
五
四
年
）

九
二
│
一
二
三
頁
所
収
。; S
tudien zur E

ntw
icklungsgeschichte des F

am
ilienrechts. S

chulze, O
ldenburg u. L

eipzig, 1889; B
rem
er 

L
eben: satirische G

edichte, B
rem
en, 1872.

（
32
） 

穂
積
博
士
と
コ
ー
ラ
ー
の
関
係
に
つ
い
て
、
石
部
・
前
掲
「
穂
積
陳
重
と
比
較
法
学
」
一
一
六
頁
以
下
を
参
照
。
コ
ー
ラ
ー
の
事
績
に
つ
い
て
、

M
ichael S

tolleis

（hrsg.

）, Juristen: ein biographisches L
exikon von der A

ntike bis zum
 20. Jahrhundert

、S
.361f.

（K
.L
uig

）. 

コ
ー
ラ
ー
の
比
較
法
学
の
方
法
に
つ
い
て
、
さ
し
あ
た
りJosef K

ohler, Ü
ber die M

ethode der R
echtsvergleichung, Z

eitschrift für das 

P
rivat-und öff entliche R

echt der G
egenw

ard, 1901, S
.273.

ヨ
ー
ゼ
フ
・
コ
ー
ラ
ー
／
大
木
雅
夫
訳
『
上
智
法
学
論
集
』
第
三
八
巻
二
号

七
一
│
八
四
頁
を
参
照
。

（
33
） 

穂
積
陳
重
『
法
窓
夜
話
』
岩
波
書
店
・
一
九
八
〇
年
、
一
七
〇
頁
。「
法
律
の
学
語
」
に
は
、
明
治
一
六
年
の
頃
、
穂
積
博
士
、
宮
崎
博
士
た

ち
は
、
九
段
下
の
玉
川
堂
の
一
室
を
借
り
て
、
毎
週
一
回
以
上
集
会
し
て
訳
語
を
選
定
し
た
経
緯
が
語
ら
れ
て
い
る
。
法
制
史
の
領
域
で
の
本
格
的

（
八
一
五
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
三
号
（
二
〇
一
八
年
十
二
月
）

四
四
八

な
訳
語
の
作
成
は
比
較
法
制
史
の
講
義
に
始
ま
っ
た
と
い
え
よ
う
。

（
34
） S

ir H
enry M

aine, A
ncient L

aw
, 1861, w

ith introduction by P
rof. J. H

. M
ogan, E

verym
an ’s L

ibrary, 1965

を
参
照
。

（
35
） 
穂
積
博
士
と
メ
イ
ン
と
の
思
想
的
関
係
に
つ
い
て
、
石
部
雅
亮
・
前
掲
「
穂
積
陳
重
と
比
較
法
学
」
一
〇
八
頁
以
下
。

（
36
） 
西
村
稔
『
知
の
社
会
史
』
木
鐸
社
・
一
九
八
七
年
、
二
五
六
頁
。
古
代
社
会
論
の
制
度
化
と
し
て
、
バ
ッ
ハ
オ
ー
フ
ェ
ン
、
ポ
ス
ト
、
コ
ー

ラ
ー
を
位
置
づ
け
て
い
る
。

（
37
） 

石
部
・
前
掲
「
穂
積
陳
重
と
比
較
法
学
」
一
一
九
頁
及
び
注
四
〇
を
参
照
。
西
村
稔
・
前
掲
書
・
二
五
七
頁
注
三
五
対
応
本
文
。Josef 

K
ohler, R

ezension : D
er U

rsprung des R
echta, 1876 etc., K

ritische V
ierteljahresschrift für G

esetzgebung und 

R
echtsw

issenschaft, B
d. 23 = N

.F
. B
d. 4

（1881

）, S
. 174ff . V

gl. A
dam
, Josef K

ohler und die vergleichende R
echtsw

issenschaft, 

Z
vglR

W
iss. B

d. 37

（1920
）, S

.25. 27.

ア
ー
ダ
ム
は
、
コ
ー
ラ
ー
を
ポ
ス
ト
の
後
継
者
と
い
う
の
で
は
な
く
、「
実
は
コ
ー
ラ
ー
が
、
は
じ
め
て

ポ
ス
ト
の
努
力
の
深
い
学
問
的
意
義
を
完
全
に
認
識
し
、
ポ
ス
ト
の
著
書
が
広
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
に
貢
献
し
た
法
律
家
で
あ
る
」
と
い
う
。

（
38
） 

穂
積
陳
重
「
国
家
法
制
起
原
序
」、
前
掲
・
飯
野
訳
『
国
家
法
制
起
原
』（
七
）
│
（
九
）
頁
、『
穂
積
陳
重
遺
文
集
第
二
冊
』
一
九
三
二
（
昭

和
七
）
年
。

（
39
） 

穂
積
陳
重
「
法
理
学
講
義
」（
年
代
不
明
）
二
二
│
二
三
丁
。
前
注（
30
）を
参
照
。

（
40
） 

穂
積
重
行
「
明
治
十
年
代
に
お
け
る
ド
イ
ツ
法
の
受
容
│
東
京
大
学
法
学
部
と
穂
積
陳
重｣

家
永
三
郎
編
『
明
治
国
家
の
法
と
思
想
』
御
茶
の

水
書
房
、
一
九
六
六
年
、
五
三
八
頁
。
ベ
ル
リ
ン
大
学
時
代
に
つ
い
て
、
穂
積
重
行
『
明
治
一
法
学
者
の
出
発
：
穂
積
陳
重
を
め
ぐ
っ
て
』
岩
波
書

店
、
一
九
八
八
年
、
二
二
五
│
二
五
九
頁
を
参
照
。

（
41
） F

ranz B
ernhöft, U

eber Z
w
eck der vegleichenden R

echtsw
issenschaft, in: Z

eitschrift für vergl.R
echtsw

issenschaft, B
d.1, 

1878, S
.4.

（
42
） 

西
村
・
前
掲
書
・
二
五
六
│
二
五
七
頁
。

（
43
） 

西
村
・
前
掲
書
・
二
五
七
頁
。

（
44
） 

前
注（
37
）所
掲
の
文
献
を
参
照
。

（
八
一
六
）



宮
崎
道
三
郎
博
士
の
講
述
『
比
較
法
制
史
』
に
つ
い
て
（
吉
原
）

四
四
九

（
45
） 

中
田
薫
・
前
掲
「
宮
崎
道
三
郎
先
生
小
傳
」
一
頁
。

（
46
） F

erdinand W
alter, D

eutsche R
echtsgeschichte, 2.A

ufl ., B
onn, 1857, S

. 1.
（
47
） 
宮
崎
『
比
較
法
制
史
』
上
、
四
│
五
丁
。H

einrich B
runner, D

eutsche R
echtsgeschichte, B

d. 1, L
eipzig, 1887, S

. 1ff ., 15f.

（
48
） 
宮
崎
『
比
較
法
制
史
』
上
、
一
一
丁
に
、
お
そ
ら
く
カ
ル
ロ
ヴ
ァ
『
ロ
ー
マ
法
制
史
』
に
依
拠
し
つ
つ
、
こ
う
記
し
て
い
る
。「
加
之
十
六
世

紀
頃
は
法
律
以
外
に
古
代
の
事
物
を
研
究
す
る
に
至
る
。
同
時
にlaw
yer

は
古
代
の
言
語
学
に
通
す
る
に
至
り
法
律
も
歴
史
的
観
察
を
生
す
る
に

至
る
。
因
て
此
頃
よ
り
ロ
ー
マ
史
を
編
纂
す
る
に
至
れ
り
。
中
著
り
し
き
は
仏
国
のA

.R
ivallius

﹇
リ
ウ
ァ
リ
ウ
ス
、
一
五
三
六
以
後
没
﹈
氏
な
り
。

氏
はC

ivilis juris historiae libri quinque

﹇『
市
民
法
史
五
巻
』﹈
を
著
し
一
五
一
五
頃
に
世
に
公
に
せ
り
。
氏
は
非
常
に
法
理
の
歴
史
に
熱
中

し
一
二tables

﹇
一
二
表
法
﹈
の
残
り
し
分
を
集
め
法
律
の
旧
面
目
を
復
せ
ん
と
し
且
つ
之
に
註
釈
を
加
へ
り
。
夫
れ
今
日
も
尚
ほ12 tables

﹇
一
二
表
法
﹈
の
原
文
の
旧
面
目
を
覗
は
ん
と
せ
り
。
右
の
如
く
当
時
代
に
法
制
史
の
端
緒
開
け
り
。
併
し
学
問
の
進
歩
は
漸
を
以
て
進
む
も
の
な

り
。
故
に
此
の
如
き
著
書
あ
る
に
も
拘
ら
す
不
完
全
な
る
処
多
し
。
氏
の
著
書
はP

andecten

のde origine juris

の
章
を
本
と
し
其
の
順
序
に

従
ひ
ロ
ー
マ
法
制
史
を
作
る
も
の
な
り
。
抑
も
ロ
ー
マ
法
制
史
はD

igest

の
影
響
を
受
け
起
こ
り
し
コ
ト
明
な
り
。」A

ym
arus R

ivallius

（A
ym
ar du R

ivail S
eigneur de la R

ivallière

）
は
一
六
世
紀
の
フ
ラ
ン
ス
の
法
制
史
家
、
法
制
史
の
創
始
者
と
さ
れ
、
一
二
表
法
の
復
元
を

試
み
た
こ
と
で
も
知
ら
れ
る
。
代
表
的
な
著
作
と
し
て
、 C

ivilis H
istoriae Iuris, sive in duodecim

 T
abul. L

eges C
om
m
entariorum

 libri 

quinque. H
istoriae item

 Juris pontifi cii liber S
ingularis. V

alence 1515.

（
49
） G

eorg F
riedrich P

uchta, G
eschichte des R

echts bei dem
 röm

ischen V
olk m

it einer E
inleitung in die R

echtsw
issens chaft 

und G
eschichte des röm

ischen C
ivilprozesses, 10. A

ufl ., L
eipzig, 1893, S

. 57f.

（
50
） B

runner, D
eutsche R

echtsgeschichte, B
d. 1, S

. 8.

（
51
） 

千
代
田
謙
『
第
十
九
世
紀
ド
イ
ツ
史
学
史
研
究
』
三
省
堂
・
一
九
六
〇
年
。
千
代
田
寛
「
十
九
世
紀
ド
イ
ツ
思
想
史
研
究
の
た
め
の
一
試
論 : 

ド
ロ
イ
ゼ
ン
の
歴
史
思
想
を
手
掛
り
と
し
て
」『
社
会
科
研
究
』
一
二
巻
（
一
九
六
四
年
）、
三
九
│
五
五
頁
。
岸
田
達
也
『
ド
イ
ツ
史
学
思
想
史
研

究
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
・
一
九
七
六
年
は
ド
ロ
イ
ゼ
ン
、
マ
イ
ネ
ッ
ケ
を
始
め
と
す
る
、
一
九
世
紀
ド
イ
ツ
に
お
け
る
歴
史
学
方
法
論
を
め
ぐ
る
思

想
史
的
研
究
と
な
っ
て
い
る
。

（
八
一
七
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
三
号
（
二
〇
一
八
年
十
二
月
）

四
五
〇

（
52
） 

『
史
学
論
』『
史
学
綱
要
』
に
つ
い
て
、
岸
田
・
前
掲
書
、
と
く
に
第
一
章
ド
ロ
イ
ゼ
ン
『
史
学
論
』
の
構
想
と
そ
の
背
景
、
二
頁
以
下
を
参
照
。

（
53
） H

enricus A
em
ilius A

ugustus D
anz, L

ehrbuch der geschichte des röm
ischen rechts, E

rster T
heil, L

eipzig, B
reitkopf und 

H
ärtel, 1871, 225S

.

（
54
） 
「
其
説
は　

第
一　

法
制
の
変
動
は
至
大
な
る
も
其
部
分
に
よ
り
て
は
決
し
て
皆
仝
時
代
に
起
る
も
の
に
あ
ら
ざ
れ
ば
之
を
一
時
代
中
に
収
め

て
論
す
る
難
し
。
其
の
部
分
に
よ
り
て
は
変
動
の
影
響
を
受
け
て
変
更
す
る
に
は
自
ら
遅
速
あ
り
。
故
に
時
代
を
明
に
定
め
之
を
明
に
論
す
る
難
し
。

第
二　

国
法
及
び
之
と
関
係
あ
る
公
権
の
歴
史
に
付
て
は
或
は
時
代
を
分
ち
て
其
変
動
を
来
す
コ
ト
出
来
る
も
他
の
法
制
の
部
に
至
り
て
は
其
変

動
は
緩
慢
に
し
て
且
つ
表
面
に
表
は
れ
ざ
る
コ
ト
な
れ
ば
時
代
を
分
ち
変
動
を
説
く
難
し
。
例
の
行
政
法
憲
法
に
関
す
る
規
定
廃
置
の
事
柄
は
明
に

知
り
易
き
も
民
法
等
の
も
の
に
至
り
て
は
変
遷
は
知
り
難
し
（
日
本
に
於
て
異
な
る
）。
之
れ
不
文
法
等
の
如
き
も
の
あ
れ
ば
何
時
廃
せ
ん
も
何
時

置
か
れ
し
か
を
知
る
難
し
。
故
に
時
代
に
よ
り
変
遷
を
知
ら
ん
と
す
る
難
き
所
以
な
り
。
第
三
に
は
時
代
を
分
ち
法
制
の
沿
革
を
論
ぜ
ん
に
は
時
代

の
代
る
毎
に
前
時
代
に
連
絡
し
て
論
述
す
。
故
に
議
論
の
重
複
す
る
コ
ト
あ
り
。
…
…
。
故
に
、S

ynchronistische M
ethode

に
付
て
は
不
都
合

を
感
ず
。
第
四
に
は
時
代
を
分
け
て
法
制
史
の
沿
革
を
論
ぜ
ん
に
は
、
歴
史
上
の
事
実
に
て
一
定
のm

odel

に
入
る
。
故
に
議
論
が
明
ら
か
な
ら

ず
と
云
ふ
。」﹇
七
│
八
丁
﹈

（
55
） O

tto K
arlow

a, R
öm
ische R

echtsgeschichte: B
d.1 S

taatsrecht und R
echtsquellen, 1885; R

öm
ische R

echtsgeschichte: B
d.2　

T
heil.1, P

rivatrecht und C
ivilprozess. S

trafrecht und S
trafprozess. 1. T

. P
rivatrech, V

eit &
 com

p., 1901. K
arlow

a 

（* 11. 

F
ebruar 1836 in B

ückeburg; †
 3. Januar 1904 in L

eipzig

） w
ar ein deutscher R

echtsw
issenschaftler, 

カ
ル
ロ
ヴ
ァ
は
、
一
八
六
七

年
に
グ
ラ
イ
フ
ス
ヴ
ァ
ル
ト
大
学
教
授
、
そ
の
後
一
八
七
二
年
か
ら
一
九
〇
三
年
ま
で
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
大
学
教
授
を
勤
め
た
。
宮
崎
博
士
は
、
本

書
に
つ
い
て
、
高
い
評
価
を
記
し
て
い
る
。「
尚K

arlow
a

氏
はR

om
an L

aw

に
明
に
し
て
現
存
せ
り
。
近
頃
ロ
ー
マ
史
を
顕
し
一
巻
と
二
巻
の

一
部
成
る
。
此
書
成
は
大
部
と
な
ら
ん
と
。
併
し
氏
の
ロ
ー
マ
史
は
全
体
に
渡
り
て
書
す
。
故
に
公
法
私
法
の
一
般
を
知
る
に
足
る
。
且
つ
氏
は
着

実
に
し
て
研
究
曲
解
の
コ
ト
少
し
。
之
れ
は
甚
だ
解
し
易
し
。
或
事
に
付
て
ロ
ー
マ
史
を
知
ら
ん
に
は
之
を
見
る
便
な
ら
ん
。」、
と
。

（
56
） R

udolf Jhering, D
er G

eist des röm
ischen R

echts auf den verschiedenen S
tufen seiner E

ntw
icklung, 3 B

de., 1852-1878.

（
57
） 

宮
崎
道
三
郎
博
士
述
『
日
本
法
制
史
』
年
代
不
明
。
Ｏ
Ｐ
Ａ
Ｃ
に
は
、「
故
沼
義
雄
先
生
の
東
大
学
生
時
代
の
ノ
ー
ト
、
宮
崎
道
三
郎
先
生
の

（
八
一
八
）



宮
崎
道
三
郎
博
士
の
講
述
『
比
較
法
制
史
』
に
つ
い
て
（
吉
原
）

四
五
一

「
日
本
法
制
史
」
を
筆
記
す
」
と
注
記
さ
れ
て
い
る
。

（
58
） 

瀧
川
政
次
郎
『
日
本
法
制
史
』
有
斐
閣
・
一
九
二
八
年
（
未
見
）。
同
『
日
本
法
制
史
』
角
川
書
店
・
一
九
六
八
年
、
四
八
│
五
〇
頁
、
同

『
日
本
法
制
史
（上）
』
講
談
社
・
一
九
八
五
年
、
六
四
│
六
六
頁
及
び
「
学
術
文
庫
『
日
本
法
制
史
』
序
」
三
頁
以
下
も
参
照
。

（
59
） 
栗
生
武
夫
「
西
洋
法
制
史
研
究
に
必
要
性
に
就
て
」『
法
学
論
叢
』
第
六
巻
六
号
（
一
九
二
一
年
）
一
三
五
頁
以
下
。

＊
本
稿
は
、
二
〇
一
七
〜
二
〇
二
〇
年
度
科
学
研
究
費
基
盤
研
究
（
Ｃ
）「
法
学
提
要
（Institutes

）
に
対
す
る
比
較
法
学
史
的
総
合
研
究
」

研
究
課
題
番
号17H

02442
（
研
究
代
表
・
葛
西
康
徳
・
東
京
大
学
教
授
）
の
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
こ
の
場
を
借
り
て
御
礼
申
し
上

げ
ま
す
。

（
八
一
九
）





池
村
正
道
教
授　

略
歴





池
村
正
道
教
授　

略
歴

四
五
五

池
村
正
道
教
授　

略
歴

生
年
月
日

一
九
四
八
（
昭
和
二
三
）
年
一
二
月
二
日

【
学　
　

歴
】

一
九
六
八
年
三
月　

新
潟
県
立
高
田
高
等
学
校
卒
業

一
九
六
八
年
四
月　

日
本
大
学
法
学
部
法
律
学
科
入
学

一
九
七
二
年
三
月　

日
本
大
学
法
学
部
法
律
学
科
卒
業

一
九
七
二
年
四
月　

明
治
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
修
士
課
程
入
学

一
九
七
五
年
三
月　

明
治
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
修
士
課
程
修
了

一
九
七
五
年
四
月
〜
一
九
七
七
年
三
月　

明
治
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
特
殊
研
究
生

一
九
七
七
年
四
月　

専
修
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
博
士
課
程
入
学

一
九
八
三
年
三
月　

専
修
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
博
士
課
程
満
期
退
学

（
八
二
三
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
三
号
（
二
〇
一
八
年
十
二
月
）

四
五
六

【
職　
　

歴
】

一
九
八
三
年
四
月
〜
一
九
八
六
年
六
月　

日
本
大
学
法
学
部
助
手

一
九
八
六
年
七
月
〜
一
九
九
五
年
三
月　

日
本
大
学
通
信
教
育
部
専
任
講
師

一
九
八
七
年
四
月
〜
二
〇
〇
八
年
三
月　

東
京
理
科
大
学
理
工
学
部
非
常
勤
講
師

一
九
八
九
年
四
月
〜
一
九
九
八
年
三
月　

千
葉
短
期
大
学
非
常
勤
講
師

一
九
九
一
年
四
月
〜
一
九
九
六
年
三
月　

文
教
大
学
情
報
学
部
非
常
勤
講
師

一
九
九
四
年
四
月
〜
一
九
九
六
年
三
月　

日
本
大
学
理
工
学
部
兼
担
講
師

一
九
九
五
年
四
月
〜
二
〇
〇
一
年
三
月　

日
本
大
学
通
信
教
育
部
助
教
授

一
九
九
六
年
四
月
〜
一
九
九
七
年
三
月　

日
本
社
会
事
業
大
学
社
会
福
祉
学
部
非
常
勤
講
師

二
〇
〇
〇
年
六
月
〜
二
〇
〇
一
年
三
月　

日
本
大
学
法
学
部
兼
担
講
師

二
〇
〇
一
年
四
月
〜
二
〇
〇
三
年
三
月　

日
本
大
学
法
学
部
助
教
授

二
〇
〇
二
年
四
月
〜
二
〇
〇
三
年
三
月　

千
葉
経
済
大
学
経
済
学
部
非
常
勤
講
師

二
〇
〇
三
年
四
月
〜
現
在
に
至
る　
　
　

日
本
大
学
法
学
部
教
授

二
〇
〇
三
年
四
月
〜
二
〇
〇
八
年
三
月　

国
士
舘
大
学
法
学
部
非
常
勤
講
師

二
〇
〇
四
年
四
月
〜
二
〇
一
一
年
三
月　

日
本
大
学
大
学
院
法
務
研
究
科
教
授
（
兼
担
専
任
）

二
〇
〇
四
年
八
月
〜
現
在
に
至
る　
　
　

弁
護
士
登
録
（
東
京
弁
護
士
会
）

二
〇
〇
五
年
三
月
〜
二
〇
〇
六
年
三
月　

ロ
ン
ド
ン
大
学
特
別
研
究
員

（
八
二
四
）



池
村
正
道
教
授　

略
歴

四
五
七

二
〇
〇
六
年
四
月
〜
現
在
に
至
る　
　
　

日
本
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
教
授

二
〇
一
五
年
七
月
〜
二
〇
一
八
年
六
月　

日
本
大
学
法
学
部
長

二
〇
一
五
年
七
月
〜
二
〇
一
八
年
六
月　

日
本
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
長

二
〇
一
五
年
七
月
〜
二
〇
一
八
年
六
月　

日
本
大
学
大
学
院
新
聞
学
研
究
科
長

二
〇
一
五
年
七
月
〜
二
〇
一
八
年
三
月　

日
本
大
学
大
学
院
知
的
財
産
研
究
科
長

二
〇
一
五
年
七
月
〜
二
〇
一
八
年
六
月　

日
本
大
学
評
議
員

二
〇
一
七
年
九
月
〜
二
〇
一
八
年
六
月　

日
本
大
学
副
学
長

 

（
二
〇
一
八
（
平
成
三
〇
）
年
一
一
月
三
〇
日
現
在
）

（
八
二
五
）





池
村
正
道
教
授　

主
要
業
績





池
村
正
道
教
授　

主
要
業
績

四
六
一

池
村
正
道
教
授　

主
要
業
績

【
著
書
】

共
著『

ゼ
ミ
ナ
ー
ル
憲
法
』（
時
潮
社
、
一
九
八
六
年
）

『
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
行
政
法
』（
時
潮
社
、
一
九
八
七
年
）

『
教
養
基
本
法
学
』（
成
文
堂
、
一
九
九
〇
年
）

『
現
代
行
政
法
』（
八
千
代
出
版
、
一
九
九
二
年
）

『
教
養
法
学
入
門
』（
成
文
堂
、
一
九
九
五
年
）

『
現
代
の
法
学
・
憲
法
』（
北
樹
出
版
、
一
九
九
六
年
）

『
法
学
と
憲
法
』（
八
千
代
出
版
、
一
九
九
六
年
）

『
新
行
政
法
辞
典
』（
ぎ
ょ
う
せ
い
、
一
九
九
九
年
）

『
法
学
と
憲
法
（
改
訂
版
）』（
八
千
代
出
版
、
一
九
九
九
年
）

『
自
治
行
政
と
争
訟
』（
ぎ
ょ
う
せ
い
、
二
〇
〇
三
年
）

『
概
説
行
政
法
』（
学
陽
書
房
、
二
〇
〇
七
年
）

（
八
二
九
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
三
号
（
二
〇
一
八
年
十
二
月
）

四
六
二

『
法
学
と
憲
法
（
新
版
）』（
八
千
代
出
版
、
二
〇
一
〇
年
）

『
行
政
法
』（
弘
文
堂
、
二
〇
一
二
年
）

『
福
祉
行
財
政
と
福
祉
計
画
（
第
二
版
）』（
弘
文
堂
、
二
〇
一
三
年
）

『
行
政
法
（
第
二
版
）』（
弘
文
堂
、
二
〇
一
五
年
）

『
福
祉
行
財
政
と
福
祉
計
画
（
第
三
版
）』（
弘
文
堂
、
二
〇
一
六
年
）

『
行
政
法
（
第
三
版
）』（
弘
文
堂
、
二
〇
一
七
年
）

【
学
術
論
文
】

「
土
地
収
用
法
上
の
不
服
申
立
て
期
間
の
起
算
日
に
つ
い
て
」
自
治
研
究
五
七
巻
九
号
（
一
九
八
一
年
）

「
無
名
抗
告
訴
訟
の
可
否
に
つ
い
て
」
日
本
法
学
四
九
巻
三
号
（
一
九
八
四
年
）（
共
同
）

「
事
情
判
決
制
度
に
つ
い
て
」
法
学
紀
要
二
六
巻
（
一
九
八
五
年
）

「
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
「
法
の
支
配
」
の
現
実
│
最
近
の
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
議
会
と
裁
判
所
の
関
係
を
中
心
に
」
日
本
法
学
五
〇
巻

四
号
（
一
九
八
五
年
）

「
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
行
政
行
為
の
司
法
統
制
│
法
の
支
配
の
理
念
と
現
実
」
法
学
紀
要
二
七
巻
（
一
九
八
六
年
）

「
司
法
権
の
限
界
論
の
問
題
点
に
つ
い
て
」
中
山
政
夫
編
『
労
働
法
学
を
め
ぐ
る
諸
問
題
』（
稲
垣
名
誉
教
授
古
稀
記
念
論
文
集
）

（
一
九
八
六
年
）

「
行
政
庁
の
第
一
次
的
判
断
権
と
裁
判
上
の
救
済
」
研
究
紀
要
創
刊
号
（
一
九
八
七
年
）

（
八
三
〇
）



池
村
正
道
教
授　

主
要
業
績

四
六
三

「
補
償
の
可
否
（
公
用
制
限
）」『
国
家
補
償
法
大
系
二
（
損
失
補
償
法
の
課
題
）』（
一
九
八
七
年
）

「
補
償
の
程
度
（
建
築
制
限
付
土
地
の
収
用
）」『
国
家
補
償
法
大
系
二
（
損
失
補
償
法
の
課
題
）』（
一
九
八
七
年
）

「
行
政
庁
の
第
一
次
的
判
断
権
と
司
法
審
査
の
範
囲
」
研
究
紀
要
二
号
（
一
九
八
八
年
）

「
科
学
裁
判
と
実
体
審
査
」『
戦
後
憲
法
学
の
展
開
』（
和
田
英
夫
教
授
古
稀
記
念
論
集
）（
一
九
八
九
年
）

「
原
子
力
訴
訟
に
関
す
る
一
考
察
」
成
田
頼
明
ら
編
『
行
政
法
の
諸
問
題
（
上
）』（
雄
川
一
郎
先
生
献
呈
論
集
）（
一
九
九
〇
年
）

「
行
政
と
司
法
の
区
分
論
と
裁
判
上
の
救
済
（
一
）」
研
究
紀
要
四
号
（
一
九
九
〇
年
）

「
行
政
と
司
法
の
区
分
論
と
裁
判
上
の
救
済
（
二
）」
研
究
紀
要
六
・
七
号
合
併
号
（
一
九
九
四
年
）

「
都
市
計
画
法
に
お
け
る
地
区
計
画
の
処
分
性
」
研
究
紀
要
八
号
（
一
九
九
五
年
）

「
行
政
計
画
と
計
画
策
定
手
続
」
研
究
紀
要
九
号
（
一
九
九
六
年
）

「
都
市
計
画
の
処
分
性
と
計
画
策
定
手
続
」『
国
家
と
自
由
の
法
理
』（
大
谷
正
義
先
生
古
稀
記
念
論
文
集
）（
一
九
九
六
年
）

「
情
報
公
開
法
に
つ
い
て
（
一
）」
研
究
紀
要
一
一
号
（
一
九
九
八
年
）

「
行
政
指
導
と
国
家
賠
償
」
研
究
紀
要
一
二
号
（
一
九
九
八
年
）

「
行
政
指
導
に
関
す
る
国
家
賠
償
」『
現
代
裁
判
法
大
系
二
七
（
国
家
賠
償
）』（
一
九
九
八
年
）

「
情
報
公
開
法
に
つ
い
て
（
二
）」
研
究
紀
要
一
三
号
（
二
〇
〇
〇
年
）

「
原
子
力
訴
訟
と
住
民
投
票
」『
社
会
科
学
の
課
題
と
展
望
』
政
経
研
究
四
一
巻
一
号
（
阿
部
竹
松
教
授
古
稀
記
念
号
）（
二
〇
〇
四
年
）

「
イ
ギ
リ
ス
情
報
公
開
法
序
説
」
日
本
法
学
七
二
巻
二
号
（
二
〇
〇
六
年
）

「
特
集　
ウ
ィ
ー
ン
売
買
条
約
に
つ
い
て
（
日
本
大
学
法
学
部
創
設
百
二
十
周
年
記
念
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
）」
法
学
紀
要
五
一
巻

（
八
三
一
）



日
本
法
学　

第
八
十
四
巻
第
三
号
（
二
〇
一
八
年
十
二
月
）

四
六
四

（
二
〇
〇
九
年
）（
共
同
）

「
行
政
計
画
に
つ
い
て
（
国
家
と
法
に
関
す
る
諸
問
題
）」『
法
と
組
織
に
関
す
る
現
代
的
課
題
』
日
本
法
学
七
五
巻
三
号
（
坂
田
桂
三

教
授
古
稀
記
念
号
）（
二
〇
一
〇
年
）

「
原
子
力
法
制
と
そ
の
整
理
」
法
律
の
ひ
ろ
ば
六
四
巻
九
号
（
二
〇
一
一
年
）

【
判
例
研
究
】

「
裁
量
と
不
確
定
概
念
（
最
判
平
成
一
一
年
七
月
一
九
日
判
時
一
六
八
八
号
一
二
三
頁
）」
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
五
〇
号
（
行
政
判
例
百

選
Ⅰ
第
四
版
）（
一
九
九
九
年
）

「
裁
量
と
不
確
定
概
念
（
最
判
平
成
一
一
年
七
月
一
九
日
判
時
一
六
八
八
号
一
二
三
頁
）」
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
八
一
号
（
行
政
判
例
百

選
Ⅰ
第
五
版
）（
二
〇
〇
六
年
）

「
粉
飾
決
算
を
続
け
破
産
し
た
商
工
協
同
組
合
に
対
す
る
規
制
権
限
の
不
行
使
に
基
づ
く
県
の
賠
償
責
任
（
佐
賀
地
判
平
成
一
九
年
六

月
二
二
日
判
時
一
九
七
八
号
五
三
頁
）」
判
評
五
九
一
号
（
判
時
一
九
九
六
号
）（
二
〇
〇
八
年
）

「
裁
量
と
不
確
定
概
念
（
最
判
平
成
一
一
年
七
月
一
九
日
判
時
一
六
八
八
号
一
二
三
頁
）」
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
二
一
一
号
（
行
政
判
例
百

選
Ⅰ
第
六
版
）（
二
〇
一
二
年
）

「
脳
血
管
疾
患
及
び
虚
血
性
心
疾
患
等
に
係
る
労
災
補
償
給
付
の
支
給
決
定
が
さ
れ
た
被
災
労
働
者
が
所
属
し
て
い
た
事
業
場
名
は
、

情
報
公
開
法
五
条
一
号
、
五
条
二
号
イ
及
び
五
条
六
号
柱
書
所
定
の
不
開
示
情
報
に
該
当
す
る
と
さ
れ
た
事
例
（
大
阪
高
判
平
成

二
四
年
一
一
月
二
九
日
判
時
二
一
八
五
号
四
九
頁
）」
判
評
六
六
五
号
（
判
時
二
二
二
〇
号
）（
二
〇
一
四
年
）

（
八
三
二
）



池
村
正
道
教
授　

主
要
業
績

四
六
五

【
学
会
報
告
】

「
土
地
収
用
法
上
の
不
服
申
立
て
期
間
の
起
算
日
に
つ
い
て
」
行
政
判
例
研
究
会
（
一
九
八
一
年
）

「
都
市
計
画
の
処
分
性
」
行
政
判
例
研
究
会
（
一
九
九
六
年
）

【
翻
訳
】

「
ウ
エ
イ
ド　

イ
ギ
リ
ス
行
政
法
（
一
）」
専
修
法
学
論
集
三
一
号
（
一
九
八
〇
年
）（
共
訳
）

「
ウ
エ
イ
ド　

イ
ギ
リ
ス
行
政
法
（
二
）」
専
修
法
学
論
集
三
二
号
（
一
九
八
〇
年
）（
共
訳
）

「
ウ
エ
イ
ド　

イ
ギ
リ
ス
行
政
法
（
三
）」
専
修
法
学
論
集
三
三
号
（
一
九
八
一
年
）（
共
訳
）

「
ウ
エ
イ
ド　

イ
ギ
リ
ス
行
政
法
（
四
）」
専
修
法
学
論
集
三
四
号
（
一
九
八
一
年
）（
共
訳
）

「
ウ
エ
イ
ド　

イ
ギ
リ
ス
行
政
法
（
五
）」
専
修
法
学
論
集
三
五
号
（
一
九
八
二
年
）（
共
訳
）

（
八
三
三
）





執
筆
者
紹
介
（
掲
載
順
）

岡　

田　

俊　

幸 

日
本
大
学
大
学
院
法
務
研
究
科
教
授

東　
　
　
　
　

裕 
日
本
大
学
教
授

柳　

瀬　
　
　

昇 
日
本
大
学
教
授

西　

原　

雄　

二 

日
本
大
学
教
授

長
谷
川　

福　

造 

日
本
大
学
助
教

橋　

本　

直　

樹 

司
法
書
士

尾　

田　

清　

貴 

日
本
大
学
教
授

長
谷
川　

貞　

之 

日
本
大
学
教
授

益　

井　

公　

司 

日
本
大
学
教
授

南　
　
　

健　

悟 

日
本
大
学
准
教
授

藤　

川　

信　

夫 

日
本
大
学
特
任
教
授

吉　

原　

達　

也 

日
本
大
学
教
授

六
七
二
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日
本
法
学
第
八
十
四
巻
第
三
号

平
成
三
十
年
十
二
月
二
十
日
印
刷
非
売
品

平
成
三
十
年
十
二
月
二
十
五
日
発
行

編
集
発
行
責
任
者 

小　

田　
　
　

司

発
行
者　

日
本
大
学
法
学
研
究
所

　
　

電
話
〇
三
（
五
二
七
五
）
八
五
三
〇
番

東
京
都
千
代
田
区
神
田
猿
楽
町
二‒

一‒

一
四　
Ａ
＆
Ｘ
ビ
ル

印
刷
所　

株

式

会

社

メ

デ

ィ

オ

　
　

電
話
〇
三
（
三
二
九
六
）
八
〇
八
八
番

日
本
大
学
法
学
会

機
関
誌
編
集
委
員
会

委
員
長

齋　

藤　

康　

輝

副
委
員
長

大　

岡　
　
　

聡

〃

柳　

瀬　
　
　

昇

委

員

江　

島　

泰　

子

〃

大
久
保　

拓　

也

〃

賀　

来　

健　

輔

〃

河　

合　

利　

修

〃

喜　

多　

義　

人

〃

楠　

谷　
　
　

清

〃

栗　

原　

千　

里

〃

清　

水　

恵　

介

〃

友　

岡　

史　

仁

〃

西　

原　

雄　

二

〃

水　

戸　

克　

典

〃

渡　

辺　

徳　

夫

〃

岩　

井　

義　

和

〃

岡　

山　

敬　

二

〃

小　

野　

美　

典

〃

中　

静　

未　

知

〃

野　

村　

和　

彦

〃

石　

崎　

和　

文

〃

田　

村　
　
　

武
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